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1. 工事計画添付書類に係る補足説明資料 

添付書類の記載内容を補足するための資料を以下に示す。 

 

資料

No. 
工認添付書類 補足説明資料 

1 ― 
1. 工事計画認可申請における本文及び添付書

類の作成要領について 

2 ― 
2. 技術基準規則と工事計画認可申請書の添付

書類との紐付き表 

3 ― 3. 既設設備改造／修理工事一覧 
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１ 工事計画認可申請における資料作成に当たっての基本的考え方 

【工事計画認可申請書に記載すべき内容】 

（本文） 

・「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」

という。）」に適合させるために必要な詳細設計の内容 

・「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下

「設置許可基準規則」という。）」への適合性を確認するための設備の仕様を決定する上

での設計方針（設備と一体となって適合性を担保する運用を含む）を基にした詳細設計

の内容 

（添付書類） 

・それらの具体的な考え方，実現方法及びその根拠

工事計画認可申請書の書類構成のイメージ図を別紙１に示す。 

詳細設計の具体的な内容は以下の記載方針の通り。 

本文記載箇所 記載方針 

1 要目表 

・「工事計画認可申請書に記載すべき内容」のうち，「実用発電

用原子炉の設置，運転等に関する規則（以下「実用炉規則」

という。）」の「別表第二」（以下「別表第二」という。）の中

欄に該当する設備について，発電用原子炉施設の種類ごとに

定められた事項を記載する。 

2 基本設計方針 

・「工事計画認可申請書に記載すべき内容」のうち，要目表で記

載した以外について，以下の考え方で作成する。 

設置許可基準規則 

(a) 

技術基準規則及びその解釈 

(a) (b)

基本設計方針 

必要に応じ 

必要に応じ 

差分 
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本文記載箇所 記載方針 

2 基本設計方針 

(a) 設置変更許可本文記載の工事計画認可申請対象設備に関し

て，設置変更許可との整合性を確保する観点より設置許可基

準規則に適合させるため「設備設計方針」や設備と一体とな

って適合性を担保するための「運用」を基にした詳細設計が

必要な設計要求事項を記載する。 

(b) 技術基準規則の本文・解釈への適合性の観点で，設置変更許

可本文以外で詳細設計が必要な設計要求事項がある場合は，

その理由を「各条文の設計の考え方」に明確にした上で記載

する。 

・自主的に設置したものは原則記載しない。 

・基本設計方針は，必要に応じて並び替えることにより，技

術基準規則の条文の並びとなるよう構成し，箇条書きとす

るなど表現を工夫する。また，適用する設備毎に記載する。 

・作成に当たっては，必要に応じ，以下に示す考え方も反映

し作成する。 

基① 

（手段の

明確化） 

設置変更許可本文記載事項のうち，「性能」を記載

している設計方針は，技術基準規則への適合性を確

保する上で，その「性能」を持たせるための手段を

特定できるように記載する。 

また，技術基準規則への適合性の観点で，設置変

更許可本文に対応した事項以外に必要となる運用

を付加する場合も同様の記載を行う。 

なお，手段となる「仕様」が要目表で明確な場合は

記載しない。 

（例） 

【設置許可】安全機能を有する機器に使用するケー

ブルは，実証試験により自己消火性及び延焼性を確

認した難燃ケーブルを使用する設計とする。 

↓ 

【工事計画】火災防護上重要な機器等及び重大事故

等対処施設に使用するケーブルは，実証試験により

自己消火性（UL垂直燃焼試験）及び延焼性（IEEE383

（光ファイバケーブルの場合は IEEE1202）垂直トレ

イ燃焼試験）を確認した難燃ケーブルを使用する設

計とする。 
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2 基本設計方針 

基② 

（運用の

担保先の

明確化） 

設置変更許可本文記載事項のうち「運用」は，「基

本設計方針」として，運用の継続的改善を阻害しな

い範囲で必ず遵守しなければならない条件がわか

る程度の記載を行うとともに，運用を定める箇所

（ＱＭＳの二次文書で定める場合は「保安規定」を

記載）の呼び込みを記載し，必要に応じ，当該施設

に関連する別表第二に示す添付書類の中でその運

用の詳細を記載する。 

また，技術基準規則の本文・解釈への適合性の観

点で，設置変更許可本文に対応した事項以外に必要

となる運用を付加する場合も同様の記載を行う。 

（記載例） 

降下火砕物が長期的に堆積しないよう，当該施設

に堆積する降下火砕物を適宜除去することを保安

規定に定めて管理する。 

 

基③ 

（評価に

対する対

応） 

設置変更許可本文で評価を伴う記載がある場合

は，工事計画にて担保する条件を以下のいずれかの

方法を使い分けることにより記載する。 

ⅰ. 評価結果が示されている場合，評価結果を

受けて必要となった措置のみを工事計画の対

象とする。 

ⅱ. 今後評価することが示されている場合，評

価する段階（設計又は工事）を明確にし，評価

の方法及び条件，その評価結果に応じて取る

措置の両者を工事計画の対象とする。 

基④ 

（該当し

ない条

文） 

・技術基準規則第 10 条など，要求事項が該当しな

い条文については，該当しない旨の理由を記載す

る。 

・条項号のうち，適用する設備がない要求事項は，

「適合するものであることを確認する」という審 

査の観点を踏まえ，当該要求事項の対象となる設

備を設置しない旨を記載する。 
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本文記載箇所 記載方針 

2 基本設計方針 

基⑤ 

（指針等

の引用） 

技術基準規則の解釈等に示された指針・ＮＩＳＡ

文書・他省令の呼び込みがある場合は，以下の要領

で記載を行う。 

・設置時に適用される要求など，特定の版の使用

が求められている場合は，引用する文書名及び

版を識別するための情報（施行日等）を記載す

る。 

・監視試験片の試験方法を示した規格など，条文

等で特定の版が示されているが，保守管理等の

運用管理の中で評価する時点でエンドースさ

れた最新の版による評価を継続して行う必要

がある場合は，保安規定等の運用の担保先の表

示に加え，当該文書名とそのコード番号（必要

時）を記載する。（例：ＪＥＡＣ４２０１－2007

の「-2007」は記載しない。） 

・解釈等に示された条文番号は，該当文書改正時

に変更される可能性があることを考慮し，条文

番号は記載せず，条文が特定できる表題（必要

に応じ，上位の表題でも可能）で記載する。 

（例）48条解釈 4号 

原子力発電工作物に係る電気設備に関す

る技術基準を定める命令（平成二十四年経済

産業省令第七十号）第四条から第十六条ま

で，第十九条から第二十八条まで及び第三十

条から第三十五条までの規定は，設計基準対

象施設に施設する電気設備について準用す

る。 

↓ 

「原子力発電工作物に係る電気設備に関

する技術基準を定める省令」及びその解釈に

定められた，感電，火災の防止，異常の予防

及び保護対策，電気的，磁気的障害の防止…。 

・条件付の民間規格や設置変更許可の評価結果等

を引用する場合は，可能な限りその条件等を文

章として反映する（例１）。また，設置変更許可 
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本文記載箇所 記載方針 

2 基本設計方針 

基⑤ 

（指針等

の引用） 

申請書の添付を呼込む場合は，対応する本文の

タイトルを呼込む（例２）。なお，文書名を呼込

む場合においても「技術評価書」の呼込みは行

わない（例３）。 

 

（例１）44条解釈 2号 

第 1号ハに規定する「漏えい試験ができる」

とは，「漏えい率試験規程（ＪＥＡＣ４２０３

－2008）」の規定に「日本電気協会「原子炉格

納容器の漏えい率試験規程（ＪＥＡＣ４２０

３）」の適用に当たって（別記－8）」の要件を

付した試験ができること。（日本電気協会「原

子炉格納容器の漏えい率試験規定」(ＪＥＡＣ

４２０３-2008)に関する技術評価書）（平成２

１年２月原子力安全・保安院、原子力安全基盤

機構取りまとめ）） 

   ↓ 

原子炉格納容器を貫通する箇所及び出入口

は，想定される漏えい量その他の漏えい試験

に影響を与える環境条件として，判定基準に

適切な余裕係数を見込み，日本電気協会「原子

炉格納容器の漏えい率試験規程」（ＪＥＡＣ４

２０３）に定める漏えい試験のうちＢ種試験

ができる設計とする。 

 

（例２）32条解釈 1号 

…原子炉の設置（変更）許可申請書（以下「設

置許可申請書」という。）添付書類八に記載さ

れた仕様を満足するとともに，設置（変更）許

可申請書における評価条件と比較して非保守

的な変更がないこと…。 

   ↓ 

非常用炉心冷却設備は，設置（変更）許可を

受けた運転時の異常な過渡変化及び設計基準 
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本文記載箇所 記載方針 

2 基本設計方針 

基⑤ 

（指針等

の引用） 

事故の評価条件を満足する設計とする。 

 

（例３）42条解釈 4号 

第 42条に規定する「生体遮蔽」及び遮蔽設

計の具体的仕様に関する規定（第 2 項第 3 号

を除く。）は，日本電気協会「原子力発電所放

射線遮へい設計規定」（ＪＥＡＣ４６１５－

2008）の事故時の遮蔽設計に係る事項を除き，

本文及び解説 4-5 に以下の条件を付したもの

によること。 

(1) 4.1.2の適用に当たっては，「実効線量が

1.3 mSv/3月間以下となる区域は管理区域

外として設定できる。」を除き，…「超える

区域」を「超えるおそれがある区域」…と

読み替えるものとする。…（日本電気協会

「原子力発電所放射線遮へい設計規程（Ｊ

ＥＡＣ４６１５－2008）に関する技術評価

書」（平成 23年 3月原子力安全・保安院，

原子力安全基盤機構取りまとめ）） 

   ↓ 

遮蔽設計は，実効線量が 1.3 mSv/3月間

を超えるおそれがある区域を管理区域と

したうえで,日本電気協会「原子力発電所

放射線遮へい設計規程（ＪＥＡＣ４６１

５）」の通常運転時の遮蔽設計に基づく設

計とする。 

3 工事の方法 

・工事の手順及び使用前事業者検査の方法は，「設計及び工事に

係る品質マネジメントシステム」に定めたプロセス等に基づ

き記載する。 
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別紙１ 

 

工事計画認可申請書の書類構成について 

 

【申請書（要目表・基本設計方針他）の構成】                           【添付書類の構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表の施設順に記載 

施設別添付図面 

・原子炉本体 

 

・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

(1) 配置図を明示した図面 

(2) 系統図 

(3) 構造図 

(4) 検出器の取付箇所を 

明示した図面 

 

・原子炉冷却系統施設 

 

共通添付図面 

・送電関係一覧図 

・工場又は事業所の概要を示した地形図 

 

・
・

 

 

その他計算書 

・安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書 

 

 

・
・

 

 

強度に関する説明書 

耐震性に関する説明書 

施設別添付書類 

・原子炉本体 

・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

 

 

・
・
・

 

 

共通添付書類 

・発電用原子炉の設置の許可との整合性 

に関する説明書 

 

・発電用原子炉施設の自然現象等による

損傷防止に関する説明書 

 

 

・
・

 

 

Ⅵ 添付書類の目次 

Ⅴ 変更の理由 

 

Ⅳ 設計及び工事に係る品質 

マネジメントシステム 

Ⅲ 工事工程表 

工事の方法 
核燃料物質 

取扱施設 

適用基準・規格 核燃料物質 

取扱施設 

基本設計方針 

（設備リスト含む） 

核燃料物質 

取扱施設 

要目表 核燃料物質 

取扱施設 

工事の方法 
原子炉本体 

適用規格・基準 原子炉本体 

基本設計方針 

（設備リスト含む） 

原子炉本体 

要目表 原子炉本体 

Ⅱ 工事計画 

Ⅰ 名称及び住所並びに代表者の

氏名 

申請範囲 

補正を必要とする理由 

補正書 鑑 

（工事計画の一部補正について） 
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２ 工事計画認可申請における要目表の作成要領 

 

1. 目的 

新規制基準対応設備のうち「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」（以下「実

用炉規則」という。）の「別表第二」（以下「別表第二」という。）において設備別記載事

項（以下「要目表」という。）を記載する設備について，記載の統一及び一貫性を図るこ

とを目的として要目表の作成要領を策定する。 

なお，記載例については，別紙１に示す。 

 

2. 具体的な要目表の作成方法 

2.1 資料構成 

(1) 要目表の資料構成は以下とする。 

a. 申請対象設備については，別表第二の記載順に記載する。 

b. 要目表記載対象設備は「申請範囲」により対象設備を明確化する。 

c. 要目表は，1設備につき 1件とし，複数の設備（系統）区分*1の機能を有する設

備であっても要目表は 1件とする。 

*1：設備（系統）区分の記載について，設備名のみで対象が自明の場合は系統名を記 

載しなくても良い。（以下，各章においても同様。） 

 

2.2 要目表の記載方法 

(1) 施設に共通する記載 

a. 共用 

(a) 共用する設備の名称についての表記は以下とする。 

（１，２号機共用の例） 

登録号機 要目表の記載方法 記載例 

２号機 
名称のあとに「(●，▲号機共用)」

を記載する。 

△△ポンプ 

(１，２号機共用) 

他号機 
名称のあとに「(●号機設備，●，▲

号機共用)」を記載する。 

△△ポンプ 

(１号機設備，１，２号機共用) 

（別紙１  記載例 １／１６ ：①参照） 

(b) 共用に関する記載ルールについて 

他号機設備であって２号機共用設備のうち，新たな規制対象となった設備につ 

いては，他号機の要目表の登録がないことから，登録号機側での仕様が明確と 

なるよう２号機側に設備仕様を併記する。 

 

(c) １，２号機共用設備を，今回の手続きにて，２号機のみ共用の取りやめを行い，
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１号機設備とする場合は，要目表にてその旨が分かるように記載し，設備名称

を列記する。 

所属号機 記載例 

１号機 

以下の設備は，既存の１号機設備，１，２号機共用であり，本

工事計画で１号機設備とする。 

○○設備 

○○設備 

（別紙１  記載例 ２／１６ ：①参照） 

 

b. 兼用について 

(a) 複数の設備（系統）区分で兼用する設備の記載方針 

①従前の規制より複数の設備（系統）区分の設計基準対象施設として使用してい

るもの（残留熱除去ポンプ等）は，従前の規制手続きと同様に主たる機能に着

目し，設計基準対象施設として「主たる設備（系統）区分」のみに記載する。 

 

②新たな規制への対応のために複数の設備（系統）区分の設備として使用する以

下のものは，「主となる設備（系統）区分」に加え「兼用先」にも記載する。 

・既存の設計基準対象施設を他の設備（系統）区分の設計基準対象施設として

新たに兼用するものは設計基準対象施設として「兼用先」に記載する。 

・既存の設計基準対象施設を他の設備（系統）区分の重大事故等対処設備とし

て新たに兼用するもの（ほう酸水注入ポンプ等）は重大事故等対処設備とし

て「兼用先」に記載する。 

（別紙１  記載例 ３／１６ ：①参照） 

 

      ・新たに追加設置した重大事故等対処設備を他の設備（系統）区分の重大事                                       

 故等対処設備として兼用するもの（低圧原子炉代替注水ポンプ等）は重大

事故等対処設備として「兼用先」に記載する。 

（別紙１  記載例 ５／１６ ：①参照） 

 

(b) 複数の設備（系統）区分で兼用する設備の記載方法 

①複数の設備（系統）区分の機能を持つ設備を他の設備（系統）区分の設備とし

て兼用するものは，「主となる設備（系統）区分」に「兼用先」の設備別記載

事項を追加し，注記を付記する。 

 

②「兼用先」への記載は，文章にて「主となる設備（系統）区分」，「兼用するこ

と」及び「設備（系統）名称」を記載する。 

（別紙１  記載例 ６／１６ ：①参照） 
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③「新たに登録する場合」の表記として，「本工事計画で」の文章を記載するこ

とで新たな登録であることを示す。 

（別紙１  記載例 ６／１６ ：②参照） 

 

④設備（系統）区分によって記載すべき仕様（揚程等）が異なるものについては，

その異なる仕様を一つの要目表にまとめて記載する。この場合，複数の仕様が

併記されるため，該当する仕様に注記を付記し，対応する設備（系統）区分が

明確になるように記載する。 

（別紙１  記載例 １４／１６ ：④参照） 

 

(c) 「主となる設備（系統）区分」と「兼用先」の要目表の関連付け 

①「主となる設備（系統）区分」には，「兼用先」の「設備（系統）区分」がわ

かるように，また「兼用先」には，「主となる設備（系統）区分」がわかるよ

うに記載し，互いの関連付けを行う。 

記載は，「主となる設備（系統）区分」の名称欄に注記を付記し，「兼用先」の

全ての設備（系統）区分を記載する。 

これにより，「兼用先」同士の関連性が明らかになるため，「兼用先」では，「主

となる設備（系統）区分」のみを記載する。 

（別紙１  記載例 ６／１６ ：③参照） 

 

     ②「主となる施設区分」と「兼用先」の施設区分が異なる場合は，「施設区分」    

も含んで記載し，「兼用先」が同一の施設である場合には，「施設区分」の記

載は行わない。 

（別紙１  記載例 ７／１６ ：①参照） 

 

③「兼用する設備（系統）区分」については，別紙２の「要目表 兼用先一覧」

に従い兼用先を設定する。 

 

(d) 「主となる設備（系統）区分」と同じ機器区分（容器，管等）が兼用先にない

場合 

①「兼用先」では異なる機器区分となるが，要目表として記載できる場合は，別

紙２「要目表 兼用先一覧表」の「兼用する施設・設備（系統）区分」に従い

兼用先を設定し，要目表に記載する。 

 

②「兼用先」で要目表として記載できる機器区分がない場合，要目表には記載せ

ず，兼用先の施設の基本設計方針の「兼用設備リスト」に設備名を記載する。 
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(e) 情報提供系，サポート系（補機冷却系，換気空調系及び電源系）に関しては，

施設区分の兼用はしない。 

 

c. 変更前後の書き分け 

(a) 新たな規制への対応のため工事計画の手続きが必要となる設備（以下①～⑦

に示す設備）の要目表については，必要な仕様を「変更後」に記載し「変更前」

は「－」を記載する。 

（別紙１  記載例 ８／１６ ：①参照） 

 

この際，既設の設備を変更後に記載する設備は，注記を付記し既設の設備であ

る旨を記載する。この場合，注記を付記する位置については，設備全体が既設で

ある場合は，原則代表して「名称」欄又は対象設備が複数の場合は「変更後」欄

に 1か所，一部の仕様に変更等がある場合は該当する仕様個別に付記する。 

（別紙１  記載例 ８／１６ ：②参照） 

 

① 重大事故等対処設備として新たに追加設置した設備 

（別紙１  記載例 ５／１６ ：②参照） 

 

② 従前の規制では工事計画の手続対象外であった既設設備を重大事故対処設

備として新たに登録する設備又は新たに記載する仕様 

 

③ 設計基準対象施設として新たに工事計画の手続き対象となった設備又は仕

様 

（別紙１  記載例 ８／１６ ：③参照） 

 

④ 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備として新たに登録する際に

機器クラス区分が変更となることで要求事項（継手仕様等）が追加された

設備 

⑤ 兼用設備として新たに登録する設備又は仕様 

（別紙１  記載例 ３／１６ ：①参照） 

 

⑥ 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備として使用する設備のう

ち，重大事故等対処設備としての使用条件（温度，圧力等）が設計基準対

象施設としての設計条件を超える仕様 

（別紙１  記載例 ４／１６ ：①参照） 
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⑦ 改造工事を行う設備（既工事計画書の本文記載事項の変更を伴うもの） 

 

(b) 従前の規制範囲内での記載の適正化を行う設備の仕様については，「変更前」

に記載し「変更後」には「変更なし」を記載する。 

 

(c) 従前の規制範囲と整合させるために非主配管化する範囲については，「変更前」

に既工事計画書の値を記載し，「変更後」を「－」とした上で，注記を付記し「記

載の適正化を行う」旨を記載する。 

（別紙１  記載例 ９／１６ ：①参照） 

 

(d) 重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施設を使用する設備について

は「変更前」に仕様を記載し，「変更後」に「変更なし」と記載する。この場合，

当該設備がどちらの機能を有するかの識別は，基本設計方針の「主要設備リスト」

で行う。 

（別紙１  記載例 ３／１６ ：②参照） 

 

    (e) 今回の手続き対象外で「記載の適正化のみ」を行う設備は，「変更前」に仕様     

を記載し，「変更後」に「変更なし」と記載した上で，名称欄に注記を付記し

「手続き対象外」である旨を記載する。 

また，「申請範囲」に手続き対象外である旨を記載する。 

（例）○○（手続き対象外） 

 

(f) 今回の手続きに関与しない設備については，要目表の記載の適正化は行わな

い。 

 

(g) 記載の適正化として「変更前」に記載する際に，建設時の工事計画書等を出典

として記載する場合において，既工事計画書本文に記載がないため添付書類又

は添付図面を出典とする場合は，その添付書類又は添付図面が添付されている

既工事計画認可申請書の「認可年月日」，「認可番号」及び「添付書類又は添付図

面の名称」を記載する。 

既工事計画書の参考資料については，出典として使用しないこととする。 

例：注記 ＊1：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内

容は，昭和○○年○○月○○日付け○○資庁第○○号にて認

可された工事計画の○○による。 

（別紙１  記載例 ４／１６ ：②参照） 
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(h) 既工事計画書本文の記載事項の記載の適正化を行う場合は，これらの許認可

情報は記載せず，「既工事計画書」の記載を注記に記載する。 

例：注記 ＊1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「○○」と記載 

（別紙１  記載例 ７／１６ ：②参照） 

 

(i) 既工事計画書に設備自体の記載がないものを「変更前」に記載する場合は，「名

称」欄又は「変更前」欄に注記を付記し，その設備仕様一式そのものが既工事計

画書に記載がないことを示す。 

（別紙１  記載例 １０／１６ ：①参照） 

 

(j) 既工事計画書に記載された主配管の「区間」において「○○ポンプから△△

配管合流部まで」などと記載されている場合は「○○ポンプ～△△配管合流

部」と記載を修正する。ただし，「区間」の範囲の見直しを伴わない修正である

場合は注記を付記しない。 

 

 

 

 

(k) 工事計画書に記載のある機器等を廃止手続きする際の記載については，「変更

後」に，「撤去」または「廃止」を記載する。なお，改造に当たって別表第一対

象外のポンプは変更後に「－」を記し，注記を付記する。 

・「撤去」と記載する場合：今回の申請において機器等の撤去を行うもの。 

・「廃止」と記載する場合：今回の申請においては、機器等の撤去は行わず，

廃止手続きを行うもの。 

（別紙１  記載例 １１／１６ ：①参照） 

 

(l) 別表第一に該当する取替対象設備については，「変更後」に取替えを実施する

旨を注記に記載する。 

 

ⅾ. 同じ設備区分で同一機器を異なる用途で使用する場合の記載について 

   計測制御系統施設の原子炉非常停止信号及び工学的安全施設等の起動信号に

記載される検出器のように，異なる用途に対し同一の検出器を使用する場合は

兼用とはならないが，使用する全ての用途が明確となるよう，注記を付記し，互

いの関連付けを行う。  

（別紙１  記載例 １２／１６ ：①参照） 

 

例：〇〇ポンプから△△配管合流部まで 

↓ 

〇〇ポンプ～△△配管合流部 
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e. 重大事故等対処設備としての使用時における値について 

(a) 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備として使用する設備のうち，

重大事故等対処設備としての使用条件（温度，圧力）が設計基準対象施設として

の設計条件を超える設備については，その超える部分の仕様を「変更後」に記載

する。この際，上段を設計基準対象施設としての値，下段を重大事故等対処設備

としての使用時における値とし，注記を付記して「重大事故等時における使用時

の値」である旨を記載する。 

（別紙１  記載例 ４／１６ ：①参照） 

 

(b) 重大事故等対処設備としてのみ使用する設備については，「最高使用圧力」及

び「最高使用温度」（ポンプ等については「容量」，「揚程」，「吐出圧力」，「再

結合効率」も含む）の項目欄に注記を付して「重大事故等時における使用時の値」

である旨を記載する。また，既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備とし

て新たに登録する際に，機器クラス区分が変更になることで，記載が追加された

管継手についても重大事故等対処設備としてのみ使用する設備として，「最高使

用圧力」及び「最高使用温度」の項目欄に注記を付して「重大事故等時における

使用時の値」である旨を記載する。 

（別紙１  記載例  ５／１６ ：③参照） 

（別紙１  記載例 １３／１６ ：①参照） 

f. 設計確認値 

(a) ポンプ，熱交換器，容器等の容量，熱交換器等の伝熱面積及びＪＩＳ配管を除

く配管等の厚さについては「設計確認値」及び「公称値」を記載する。ただし，

設計図書等にて「設計確認値」が明記されていない場合は，「公称値」と同一値

を記載する。 

また，従来，「設計確認値」のみを記載していたものについては，原則，同一

の値を「公称値」として記載する。 

ただし，安全弁・逃がし弁のリフト量，主要弁の弁箱厚さ及び弁蓋厚さ等の機

器仕様上の最小値を記載している場合は「設計確認値」のみ記載する。 

（別紙１  記載例 １０／１６ ：②参照） 

(b) 「設計確認値」及び「公称値」を併記する場合は，「設計確認値」の後に括弧

を付して「公称値」を記載し，注記を付して「公称値」である旨を記載する。 

（別紙１  記載例 ３／１６ ：④参照） 

 

g. 材料記号の記載 

(a) ＪＩＳ規格に基づく材料記号の記載（施設時のＪＩＳ規格に基づく材料記号

を記載する。） 
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①設備の施設以降に，ＪＩＳ規格改定により材料記号が変更されたものであっ

ても，今回の申請において施設時のＪＩＳ材料記号を記載する。 

②既設設備の一部に最新のＪＩＳ規格が使用されたものは，今回の申請におい

て施設時のＪＩＳ材料記号と最新のＪＩＳ材料記号をそれぞれ記載する。 

 

(b) ＪＩＳ規格以外を使用する材料記号の記載 

①企業のプライベート規格を使用している一般産業品については，使用してい

る材料を総称する一般名を記載する。 

 

h. 個数 

(a) 可搬型設備のうち技術基準規則上，予備を必要とする設備については，括弧外

に必要数を記載し，括弧内に予備数を併記する。 

（別紙１  記載例 １４／１６ ：①参照） 

なお，可搬型の主配管については，後述の「(2) 個別設備の記載，b. 個別

事項（配管），(c) 可搬型主配管」に示す。 

 

i. 取付箇所 

(a) 常設設備（可搬型設備のうち一部常設箇所を有する設備を含む。）の取付箇所

については「系統名（ライン名）」，「設置床」，「溢水防護上の区画番号」及び「溢

水防護上の配慮が必要な高さ」を記載する。 

①「属する系統の機能の独立性」の確認のため，要目表へ「系統名（ライン名）」

を記載し，「系統図」との関連付けを行う。ポンプ A，Bや弁 A，B，C等の複数

機器を 1件の要目表に記載する場合には，その機器毎に「系統名（ライン名）」

を記載する。なお，系統に接続されない機器（クレーン等）は「－」とする。 

（詳細は別紙３参照） 

 

②「位置的分散」の確認のため，要目表へ「設置床」を記載し，「配置図」との

関連付けを行う。記載欄には「建物の名称」及び機器等の「設置床レベル」を

記載する。 

（詳細は別紙３参照） 

 

③Ⅵ-1-1-9「発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書」の溢水評価対象の

溢水防護対象設備及び溢水評価対象の重大事故等対処設備並びに溢水防護区

画との関連付けを行うため，要目表へ「溢水防護上の区画番号」を記載す

る。新規要求事項であるため「変更後」の欄に記載する。なお，溢水評価対

象以外の設備は「－」とする。 
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（詳細は別紙３参照） 

  

④「溢水防護上の配慮が必要な機器等」について，その機器が設置される溢水防

護区画のうち，機能喪失高さが最も低いものを選定した上で，裕度を設定して

要目表へ「溢水防護上の配慮が必要な高さ」として記載する。新規要求事項で

あるため「変更後」の欄に記載する。なお，溢水評価対象以外の設備は「－」

とする。 

（詳細は別紙３参照） 

 

(b) 可搬型設備の取付箇所については，「保管場所」及び「取付箇所」を記載する。 

①屋外の可搬型設備の「保管場所」は，保管場所の設置床高さ及び保管場所が特

定可能な記載とする。この場合，移動可能な設備であることを考慮し設置床高

さには「約」を付記する。なお，設置床高さの表記方法については，設置変更

許可申請書に準じる。 

（別紙１  記載例 １４／１６ ：②参照） 

 

②屋外の可搬型設備の「取付箇所」は，取付箇所の設置床高さ及び取付箇所が 

特定可能な記載とする。この場合，移動可能な設備であることを考慮し，「取

付箇所」に記載する高さには「約」を記載する。 

（別紙１  記載例 １４／１６ ：③参照） 

 

③可搬型設備のうち一部常設箇所を有する設備については，一部常設箇所の「溢

水防護上の配慮が必要な高さ」を記載し，その旨が分かるよう注記を付記する。 

 

④可搬型ホースについて，複数の敷設ルートがある場合には，敷設距離が最長と

なるルートについて注記で記載する。また，複数の長さのホースを組み合わせ

て使用する場合は，その内訳を注記で記載する。 

（詳細は別紙４参照） 

 

 

j. ＳＩ単位換算 

(a) 既工事計画書に記載がある設備のうち，ＳＩ単位で記載されていないものに

ついては，ＳＩ単位に換算した値を「変更前」に記載し，注記を付して「ＳＩ単

位に換算した」旨を記載する。 

（別紙１  記載例 ３／１６ ：③参照） 
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k. 使用前検査未完了の工事 

(a) 新規制施行前に工事の計画の認可又は届出した工事のうち，使用前検査に合

格していないもので，今回の一体工事として手続きするものについては，「基本

設計方針の変更の工事」として扱う。この場合，「変更前」に認可又は届出後の

仕様を記載し，注記で基本設計方針の変更である旨の記載を行う。 

例：認可を受けた工事 

注記 ＊1：記載内容は，既工事計画書（平成○○年○○月○○日付け電原設

第○○○号工事計画届出書，平成○○年○○月○○日付け平成○

○・○○・○○原第○○号にて認可）による。なお，本工事計画

は，認可された工事計画に対して，基本設計方針の変更を行うこ

とに伴い申請するものである。 

 

(b) 今回の一体工事として手続きしないものについては，別途，「工事計画」の「変

更認可申請」又は「変更届出」等の手続きを行う。そのため，これらに係る設備

のうち今回の一体工事の手続きとして必要となるものは，要目表の「変更前」部

分に「既に認可を受けた」工事計画の「変更前」の部分を記載するものとする。

その場合において注記は記載しない。 

 

l. 防護上の配慮が必要な設備 

(a) 耐震基準変更に伴う耐震Ｓクラス設備，共振の影響を受ける耐震Ｂクラス設

備，溢水防護上の配慮が必要となる防護対象設備，竜巻，火山又は外部火災等に

おける防護対象であって別表第二の要目表対象設備の場合は，基準変更対応と

しての手続き対象設備として要目表に記載する。 

 

m. 機能及び使用方法が同じ設備を複数台保有する場合の名称 

(a)  残留熱除去ポンプや逃がし安全弁等，機能及び使用方法が同じ設備を複数保

有する場合の名称は，「A」，「B」，「C」等の個体識別を記載せず，設備名称のみ記

載する。 

（例）保有設備「A,B,C-残留熱除去ポンプ」 

↓ 

要目表記載名称「残留熱除去ポンプ」 

(b) 弁については弁番号で記載することとし，個体識別を付記した設備名称を記

載する。なお，機能及び使用方法が同じ設備についてはまとめて記載する。 

（例）要目表記載名称「AV202-1A,B,C,D」 

 

n. 竜巻，内部溢水評価等の制約により分散配置を必要とする設備については，要目
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表の取付箇所（保管場所）欄に分散して保管する旨を記載する。（大量送水車等） 

 

(2) 個別設備の記載 

a. 個別事項（機器） 

(a) 工学的安全施設等の作動設定値において，既設の検出器を重大事故等対処設

備として兼用し，ロジック回路のみ新たに構成する場合については，「変更前」

を「－」とし，「変更後」に設備仕様を記載する。この場合，検出器は既設であ

ること及び原子炉非常停止信号の検出器と兼用であることを注記する。 

 

(b) 非常用電源設備以外のポンプ車等に付属するポンプ駆動用の燃料タンク（車

付タンク）については，補機駆動用燃料設備に記載する。また，ディーゼル機関

を駆動源とする消火ポンプの燃料タンクも同様とする。 

 

(c) 「別表第二」記載事項のうち計測制御系統施設及び放射線管理施設に記載され

ている「警報装置を有する場合は，その動作範囲を付記すること。」については，

設計基準対象施設，重大事故等対処設備ともに技術基準規則で要求されている

計測装置のみ適用し，警報動作を適用しない設備については，「－」とする。な

お，既工事計画書の記載の適正化を行う場合は，注記を付記して，警報動作を適

用しない旨を記載する。 

（別紙１  記載例 １５／１６ ：①参照） 

 

(d) 静的触媒式水素再結合装置の再結合効率の値として，評価式により算出した値

を記載するが，この記載値は代表点での値となるため，その旨を注記で記載す

る。 

 

(e) 中央制御室及び緊急時対策所の居住性評価において考慮する生体遮蔽装置に

ついて 

中央制御室及び緊急時対策所の居住性評価において解析上遮蔽として考慮す

る壁等については，「中央制御室遮蔽」，「中央制御室待避室遮蔽」，「二次遮蔽」，

「補助遮蔽」，又は「緊急時対策所遮蔽」として記載する。 

 

b. 個別事項（配管） 

(a) 要目表名称 

主配管については用途，使用範囲等の明確化のため，以下の範囲で名称を細分

化する。 

①設計基準対象施設のみの境界 
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②重大事故等対処設備のみの境界 

③重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施設を使用するもので，設計

基準対象施設としての仕様から変更がない境界 

④重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施設を使用するもので，設計

基準対象施設としての仕様から変更がある境界 

⑤兼用設備の境界 

⑥耐震重要度分類Ｓクラスの境界 

⑦主配管と非主配管の境界 

⑧共用設備の号機間の境界 

⑨設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の境界 

 

(b) 管継手 

① 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備として新たに登録する際に，

機器クラス区分が変更になることで，記載が追加された管継手は「変更前」を

「―」とし，「変更後」に管継手の仕様を記載し，注記で「既設」である旨を

記載する。 

また，上記のうち「Ｔ継手」については，重大事故等時に使用する流路に

対して仕様を記載する。即ち，Ｔ継手の分岐部が設計基準対象施設上は主配

管であっても，当該分岐部が重大事故等時に使用しない流路である場合は，

当該Ｔ継手の分岐部は「－」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②既設の設計基準対象施設のクラス２配管の管継手に関しては，既工事計画書

ＤＢクラス３主配管 

ＳＡクラス２主配管 

ＤＢ／― 
ＤＢ／ＳＡ 

Ｓ Ａ

／ 

ＳＡ 

／ 

― 

Ｓ Ａ

／ 

ＳＡ 

／ 

ＳＡ 

ＤＢ／ＳＡ ＤＢ／ＳＡ ＤＢ／ＳＡ ＤＢ／ＳＡ 
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に記載されていないもので新規制においても主配管に該当する場合は，記載

の適正化として「変更前」に管継手を追記し，その旨を注記で記載する。 

 

(c) 可搬型主配管 

①可搬型主配管のうち，可搬型ホースについては，接続する箇所が分かるような

名称にするとともに，ホース 1本当たりの長さを名称へ記載する。 

（例）○○ライン△△用□□ mホース 

（別紙１  記載例 １６／１６：①参照） 

 

②外径が記載できない可搬型主配管の外径については，呼び径を記載し，その旨

を注記する。 

（別紙１  記載例 １６／１６ ：②参照） 

 

③厚さが記載できない可搬型主配管の厚さは「－」を記載し，その旨を注記す

る。 

注記 ＊1：メーカ仕様によるものとし，完成品として一般産業品の規格及

び基準に適合するものであって，使用材料の特性を踏まえた上

で，重大事故等時における使用圧力及び使用温度が負荷された

状態において強度が確保できるものを使用する。 

（別紙１  記載例 １６／１６ ：③参照） 

 

・非常用発電装置の常設ホースの記載は，以下とする。 

注記 ＊1：メーカ仕様によるものとし，「発電用火力設備に関する技術基準

を定める省令」に基づき，規定の圧力まで昇圧した後，適切な

時間保持したとき，これに耐え，また規定の圧力で点検を行っ

たとき，漏えいがないものを使用する。 

 

④可搬型主配管の「個数」，「取付箇所」欄の記載について 

可搬型主配管の「個数」欄及び「取付箇所」欄への記載方法を，別紙４に示

す。なお，詳細な個数の内訳は「設備別記載事項の設定根拠に関する説明

書」に記載する。 
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要目表 兼用先一覧 



施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － － 3.5.1 残留熱除去系
―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.1 高圧炉心スプ
レイ系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.2 低圧炉心スプ
レイ系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.3 高圧原子炉代
替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.4 原子炉隔離時
冷却系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.5 低圧原子炉代
替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － － 3.6.6 残留熱除去系
―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.7 ほう酸水注入
系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

4 計測制御系統施設
4 ほう酸水
注入設備

－ － －
4.4.1 ほう酸水注入
系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.6 残留熱代替
除去系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.7 高圧原子炉
代替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.8 低圧原子炉
代替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.9 ほう酸水注
入系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

－ －

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数

(5) 炉心支
持構造物

イ 炉心シュ
ラウド及び
シュラウド
サポート

炉心シュラウド 1 原子炉本体 2 炉心

兼用する登録区分
設備区分／機器区分 設備区分／機器区分

機器名称
主たる登録区分

2-別2-1



施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － － 3.5.1 残留熱除去系
―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.1 高圧炉心スプ
レイ系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.2 低圧炉心スプ
レイ系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.3 高圧原子炉代
替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.4 原子炉隔離時
冷却系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.5 低圧原子炉代
替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － － 3.6.6 残留熱除去系
―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.7 ほう酸水注入
系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

4 計測制御系統施設
4 ほう酸水
注入設備

－ － －
4.4.1 ほう酸水注入
系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.6 残留熱代替
除去系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.7 高圧原子炉
代替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.8 低圧原子炉
代替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.9 ほう酸水注
入系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

－

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数

シュラウドサポート 1 原子炉本体 2 炉心
(5) 炉心支
持構造物

イ 炉心シュ
ラウド及び
シュラウド
サポート

－
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － － 3.5.1 残留熱除去系
―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.1 高圧炉心スプ
レイ系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.2 低圧炉心スプ
レイ系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.3 高圧原子炉代
替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.4 原子炉隔離時
冷却系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.5 低圧原子炉代
替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － － 3.6.6 残留熱除去系
―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.7 ほう酸水注入
系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

4 計測制御系統施設
4 ほう酸水
注入設備

－ － －
4.4.1 ほう酸水注入
系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.6 残留熱代替
除去系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.7 高圧原子炉
代替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.8 低圧原子炉
代替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.9 ほう酸水注
入系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数

上部格子板 1 原子炉本体 2 炉心
(5) 炉心支
持構造物

ロ 上部格子
板

－ －
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － － 3.5.1 残留熱除去系
―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.1 高圧炉心スプ
レイ系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.2 低圧炉心スプ
レイ系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.3 高圧原子炉代
替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.4 原子炉隔離時
冷却系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.5 低圧原子炉代
替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － － 3.6.6 残留熱除去系
―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.7 ほう酸水注入
系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

4 計測制御系統施設
4 ほう酸水
注入設備

－ － －
4.4.1 ほう酸水注入
系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.6 残留熱代替
除去系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.7 高圧原子炉
代替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.8 低圧原子炉
代替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.9 ほう酸水注
入系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数

炉心支持板 1 原子炉本体 2 炉心
(5) 炉心支
持構造物

ハ 炉心支持
板

－ －

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － － 3.5.1 残留熱除去系
―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.1 高圧炉心スプ
レイ系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.2 低圧炉心スプ
レイ系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.3 高圧原子炉代
替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.4 原子炉隔離時
冷却系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.5 低圧原子炉代
替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － － 3.6.6 残留熱除去系
―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.7 ほう酸水注入
系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

4 計測制御系統施設
4 ほう酸水
注入設備

－ － －
4.4.1 ほう酸水注入
系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.6 残留熱代替
除去系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.7 高圧原子炉
代替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.8 低圧原子炉
代替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.9 ほう酸水注
入系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

中央燃料支持金具 1 原子炉本体 2 炉心
(5) 炉心支
持構造物

ニ 燃料支持
金具

－ －

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － － 3.5.1 残留熱除去系
―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.1 高圧炉心スプ
レイ系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.2 低圧炉心スプ
レイ系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.3 高圧原子炉代
替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.4 原子炉隔離時
冷却系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.5 低圧原子炉代
替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － － 3.6.6 残留熱除去系
―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.7 ほう酸水注入
系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

4 計測制御系統施設
4 ほう酸水
注入設備

－ － －
4.4.1 ほう酸水注入
系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.6 残留熱代替
除去系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.7 高圧原子炉
代替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.8 低圧原子炉
代替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.9 ほう酸水注
入系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

－ －

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数

周辺燃料支持金具 1 原子炉本体 2 炉心
(5) 炉心支
持構造物

ニ 燃料支持
金具
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － － 3.5.1 残留熱除去系
―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.1 高圧炉心スプ
レイ系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.2 低圧炉心スプ
レイ系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.3 高圧原子炉代
替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.4 原子炉隔離時
冷却系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.5 低圧原子炉代
替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － － 3.6.6 残留熱除去系
―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.7 ほう酸水注入
系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

4 計測制御系統施設
4 ほう酸水
注入設備

－ － －
4.4.1 ほう酸水注入
系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.6 残留熱代替
除去系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.7 高圧原子炉
代替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.8 低圧原子炉
代替注水系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.9 ほう酸水注
入系

―
（炉心形状維持として基本
設計方針に記載）

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数

－

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数

制御棒案内管 1 原子炉本体 2 炉心
(5) 炉心支
持構造物

ホ 制御棒案
内管

－
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － － 3.5.1 残留熱除去系
注水先として基本設計方針
に記載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.1 高圧炉心スプ
レイ系

注水先として基本設計方針
に記載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.2 低圧炉心スプ
レイ系

注水先として基本設計方針
に記載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.3 高圧原子炉代
替注水系

注水先として基本設計方針
に記載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.4 原子炉隔離時
冷却系

注水先として基本設計方針
に記載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.5 低圧原子炉代
替注水系

注水先として基本設計方針
に記載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － － 3.6.6 残留熱除去系
注水先として基本設計方針
に記載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.7 ほう酸水注入
系

注入先として基本設計方針
に記載

4 計測制御系統施設
4 ほう酸水
注入設備

－ － －
4.4.1 ほう酸水注入
系

注入先として基本設計方針
に記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.6 残留熱代替
除去系

注水先として基本設計方針
に記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.7 高圧原子炉
代替注水系

注水先として基本設計方針
に記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.8 低圧原子炉
代替注水系

注水先として基本設計方針
に記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.9 ほう酸水注
入系

注入先として基本設計方針
に記載

原子炉圧力容器 1 原子炉本体
4 原子炉圧
力容器

(1) 原子炉
圧力容器本
体

－ － －

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.7 ほう酸水注入
系

流路として基本設計方針に
記載

4 計測制御系統施設
4 ほう酸水
注入設備

－ － －
4.4.1 ほう酸水注入
系

流路として基本設計方針に
記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.9 ほう酸水注
入系

流路として基本設計方針に
記載

ジェットポンプ 1 原子炉本体
4 原子炉圧
力容器

(4) 原子炉
容器内部構
造物

ニ　ジェッ
トポンプ

－ －

名称
種類
主要寸法
材料
個数

名称
種類
主要寸法
材料
個数

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － － 3.5.1 残留熱除去系
流路として基本設計方針に
記載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.3 高圧原子炉代
替注水系

流路として基本設計方針に
記載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.4 原子炉隔離時
冷却系

流路として基本設計方針に
記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.7 高圧原子炉
代替注水系

流路として基本設計方針に
記載

高圧炉心スプレイス
パージャ

1 原子炉本体
4 原子炉圧
力容器

(4) 原子炉
容器内部構
造物

ホ スパー
ジャ及び内
部配管

－ －

名称
種類
主要寸法
材料
個数

名称
種類
主要寸法
材料
個数

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.1 高圧炉心スプ
レイ系

流路として基本設計方針に
記載

低圧炉心スプレイス
パージャ

1 原子炉本体
4 原子炉圧
力容器

(4) 原子炉
容器内部構
造物

ホ スパー
ジャ及び内
部配管

－ －

名称
種類
主要寸法
材料
個数

名称
種類
主要寸法
材料
個数

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.2 低圧炉心スプ
レイ系

流路として基本設計方針に
記載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.5 低圧原子炉代
替注水系

流路として基本設計方針に
記載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － － 3.6.6 残留熱除去系
注水先として基本設計方針
に記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.6 残留熱代替
除去系

流路として基本設計方針に
記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.8 低圧原子炉
代替注水系

流路として基本設計方針に
記載

名称
種類
主要寸法
材料
個数

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数

－
低圧注水系配管(原子炉
圧力容器内部)

1 原子炉本体
4 原子炉圧
力容器

(4) 原子炉
容器内部構
造物

ホ スパー
ジャ及び内
部配管

名称
種類
主要寸法
材料
個数

1 原子炉本体
4 原子炉圧
力容器

(3) 原子炉
容器付属構
造物

チ 差圧検
出・ほう酸
水注入配管

－ －
差圧検出・ほう酸水注
入系配管（ティーより
N11ノズルまでの外管）

名称
種類
主要寸法
材料
個数

ホ スパー
ジャ及び内
部配管

(4) 原子炉
容器内部構
造物

4 原子炉圧
力容器

－

－ －

名称
種類
主要寸法
材料
個数

1 原子炉本体給水スパージャ
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

高圧炉心スプレイ系配
管（原子炉圧力容器内
部）

1 原子炉本体
4 原子炉圧
力容器

(4) 原子炉
容器内部構
造物

ホ スパー
ジャ及び内
部配管

－ －

名称
種類
主要寸法
材料
個数

名称
種類
主要寸法
材料
個数

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.1 高圧炉心スプ
レイ系

流路として基本設計方針に
記載

低圧炉心スプレイ系配
管（原子炉圧力容器内
部）

1 原子炉本体
4 原子炉圧
力容器

(4) 原子炉
容器内部構
造物

ホ スパー
ジャ及び内
部配管

－ －

名称
種類
主要寸法
材料
個数

名称
種類
主要寸法
材料
個数

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.2 低圧炉心スプ
レイ系

流路として基本設計方針に
記載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.7 ほう酸水注入
系

流路として基本設計方針に
記載

4 計測制御系統施設
4 ほう酸水
注入設備

－ － －
4.4.1 ほう酸水注入
系

流路として基本設計方針に
記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.9 ほう酸水注
入系

流路として基本設計方針に
記載

2 核燃料物質の取扱施
設及び貯蔵施設

4 使用済燃
料貯蔵槽冷
却浄化設備

－ － －
2.4.1 燃料プール冷
却系

流路として基本設計方針に
記載

2 核燃料物質の取扱施
設及び貯蔵施設

4 使用済燃
料貯蔵槽冷
却浄化設備

－ － －
2.4.2 燃料プールス
プレイ系

流路として基本設計方針に
記載

－

名称
種類
主要寸法
材料
個数

ホ スパー
ジャ及び内
部配管

－

－ －

名称
種類
主要寸法
材料
個数

－

名称
種類
容量
主要寸法
材料
個数

名称
種類
容量
主要寸法
材料
個数

1 原子炉本体

(1) 使用済
燃料貯蔵槽

差圧検出・ほう酸水注
入系配管（原子炉圧力
容器内部）

4 原子炉圧
力容器

(4) 原子炉
容器内部構
造物

燃料プール
2 核燃料物質の取扱施
設及び貯蔵施設

3 使用済燃
料貯蔵設備
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(1) ポンプ － －
3.6.5 低圧原子炉代
替注水系

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(1) ポンプ － － 3.6.8 水の供給設備

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ハ ポンプ －
7.3.6.3 格納容器代
替スプレイ系

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ハ ポンプ －
7.3.6.4 ペデスタル
代替注水系

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ハ ポンプ －
7.3.6.8 低圧原子炉
代替注水系

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

4 使用済燃
料貯蔵槽冷
却浄化設備

大量送水車
2 核燃料物質の取扱施
設及び貯蔵施設

(2) ポンプ －

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

2.4.2 燃料プールス
プレイ系

－
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

大型送水ポンプ車
2 核燃料物質の取扱施
設及び貯蔵施設

4 使用済燃
料貯蔵槽冷
却浄化設備

(2) ポンプ － －
2.4.3 原子炉建物放
水設備

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ハ ポンプ －
7.3.6.5 原子炉建物
放水設備

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

3.原子炉冷却系統施設

6.非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(4) ろ過装
置

－ －
3.6.5 低圧原子炉代
替注水系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

3.原子炉冷却系統施設

6.非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(4) ろ過装
置

－ － 3.6.8 水の供給設備

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ト ろ過装
置

－
7.3.6.3 格納容器代
替スプレイ系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ト ろ過装
置

－
7.3.6.4 ペデスタル
代替注水系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ト ろ過装
置

－
7.3.6.8 低圧原子炉
代替注水系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

可搬型ストレーナ
2.4.2 燃料プールス
プレイ系

－－
(6) ろ過装
置

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

4 使用済燃
料貯蔵槽冷
却浄化設備

2 核燃料物質の取扱施
設及び貯蔵施設
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

逃がし安全弁逃がし弁
機能用アキュムレータ

3 原子炉冷却系統施設
4 原子炉冷
却材の循環
設備

(3) 容器 － － 3.4.1 主蒸気系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数

4 計測制御系統施設
8 制御用空
気設備

(2)容器 － －
4.8.2 逃がし安全弁
窒素ガス供給系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － － 3.6.6 残留熱除去系
流路として基本設計方針に
記載

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(2) 熱交換
器

－ －
3.8.3 原子炉補機代
替冷却系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
伝熱面積
主要寸法
材料
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ロ　熱交換
器

－

7.3.6.1 原子炉格納
容器スプレイ設備
（残留熱除去系（格
納容器冷却モー
ド））

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
伝熱面積
主要寸法
材料
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ロ　熱交換
器

－

7.3.6.2 原子炉格納
容器スプレイ設備
（残留熱除去系（サ
プレッションプール
水冷却
モード））

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
伝熱面積
主要寸法
材料
個数
取付箇所

B-残留熱除去系熱交換
器

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(2) 熱交換
器

－ － 3.5.1 残留熱除去系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
伝熱面積
主要寸法
材料
個数
取付箇所

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
伝熱面積
主要寸法
材料
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ロ 熱交換
器

－
7.3.6.6 残留熱代替
除去系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
伝熱面積
主要寸法
材料
個数
取付箇所

残留熱除去ポンプ 3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(3) ポンプ － － 3.5.1 残留熱除去系

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(1)ポンプ 3.6.6 残留熱除去系

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

5 残留熱除
去設備

3 原子炉冷却系統施設残留熱除去系熱交換器

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
伝熱面積
主要寸法
材料
個数
取付箇所

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
伝熱面積
主要寸法
材料
個数
取付箇所

3.5.1 残留熱除去系－－
(2) 熱交換
器
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ハ　ポンプ －

7.3.6.1 原子炉格納
容器スプレイ設備
（残留熱除去系（格
納容器冷却モー
ド））

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
伝熱面積
主要寸法
材料
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ハ　ポンプ －

7.3.6.2 原子炉格納
容器スプレイ設備
（残留熱除去系（サ
プレッションプール
水冷却
モード））

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
伝熱面積
主要寸法
材料
個数
取付箇所

残留熱除去系ストレー
ナ

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(5) ろ過装
置

－ － 3.5.1 残留熱除去系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(4) ろ過装
置

－ － 3.6.6 残留熱除去系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ト ろ過装
置

－

7.3.6.1 原子炉格納
容器スプレイ設備
（残留熱除去系（格
納容器冷却モー
ド））

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ト ろ過装
置

－

7.3.6.2 原子炉格納
容器スプレイ設備
（残留熱除去系（サ
プレッションプール
水冷却
モード））

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

B-残留熱除去系スト
レーナ※

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(5) ろ過装
置

－ － 3.5.1 残留熱除去系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ト ろ過装
置

－
7.3.6.6 残留熱代替
除去系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(4) ろ過装
置

－ －
3.6.3 高圧原子炉代
替注水系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ト ろ過装
置

－
7.3.6.7 高圧原子炉
代替注水系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

－－
C-残留熱除去系スト
レーナ※

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(5) ろ過装
置

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

3.5.1 残留熱除去系－－(3) ポンプA,B-残留熱除去ポンプ

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

3.5.1 残留熱除去系－－
(5) ろ過装
置

5 残留熱除
去設備

A,B-残留熱除去系スト
レーナ

3 原子炉冷却系統施設

5 残留熱除
去設備

3 原子炉冷却系統施設

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

3.5.1 残留熱除去系
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(5) 安全弁
及び逃がし
弁

－ －
3.6.5 低圧原子炉代
替注水系

名称
種類
吹出圧力
吹出量
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

チ 安全弁
及び逃がし
弁

－
7.3.6.3 格納容器代
替スプレイ系

名称
種類
吹出圧力
吹出量
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

チ 安全弁
及び逃がし
弁

－
7.3.6.4 ペデスタル
代替注水系

名称
種類
吹出圧力
吹出量
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

チ 安全弁
及び逃がし
弁

－
7.3.6.8 低圧原子炉
代替注水系

名称
種類
吹出圧力
吹出量
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

RV222-1A，B，C 3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(6) 安全弁
及び逃がし
弁

－ － 3.5.1 残留熱除去系

名称
種類
吹出圧力
吹出量
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

名称
種類
吹出圧力
吹出量
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(5) 安全弁
及び逃がし
弁

－ － 3.6.6 残留熱除去系

名称
種類
吹出圧力
吹出量
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

チ 安全弁
及び逃がし
弁

－

7.3.6.1 原子炉格納
容器スプレイ設備
（残留熱除去系（格
納容器冷却モー
ド））

名称
種類
吹出圧力
吹出量
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

チ 安全弁
及び逃がし
弁

－

7.3.6.2 原子炉格納
容器スプレイ設備
（残留熱除去系（サ
プレッションプール
水冷却
モード））

名称
種類
吹出圧力
吹出量
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

チ 安全弁
及び逃がし
弁

－
7.3.6.6 残留熱代替
除去系

名称
種類
吹出圧力
吹出量
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

RV222-1A 3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(6) 安全弁
及び逃がし
弁

－

RV222-1A，B

3.5.1 残留熱除去系

名称
種類
吹出圧力
吹出量
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

名称
種類
吹出圧力
吹出量
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

－
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

高圧原子炉代替注水ポ
ンプ

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(1) ポンプ － －
3.6.3 高圧原子炉代
替注水系

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ハ ポンプ －
7.3.6.7 高圧原子炉
代替注水系

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ハ ポンプ －
7.3.6.3 格納容器代
替スプレイ系

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ハ ポンプ －
7.3.6.4 ペデスタル
代替注水系

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ハ ポンプ －
7.3.6.8 低圧原子炉
代替注水系

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

低圧原子炉代替注水ポ
ンプ

3 原子炉冷却系統施設 (1) ポンプ

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－－

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

3.6.5 低圧原子炉代
替注水系
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(3) 貯蔵槽 － － 3.6.8 水の供給設備

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヘ 貯蔵槽 －
7.3.6.3 格納容器代
替スプレイ系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヘ 貯蔵槽 －
7.3.6.4 ペデスタル
代替注水系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヘ 貯蔵槽 －
7.3.6.8 低圧原子炉
代替注水系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数

原子炉隔離時冷却ポン
プ

3 原子炉冷却系統施設
7 原子炉冷
却材補給設
備

(1)ポンプ － －
3.7.1 原子炉隔離時
冷却系

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(1)ポンプ － －
3.6.4 原子炉隔離時
冷却系

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

A,B-原子炉補機冷却系
サージタンク

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(5) 容器 － －
3.8.1 原子炉補機冷
却系

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(5) 容器 － －
3.8.3 原子炉補機代
替冷却系

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

名称
種類
容量
主要寸法
材料
個数
取付箇所

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

3 原子炉冷却系統施設
3.6.5 低圧原子炉代
替注水系

低圧原子炉代替注水槽 －

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－(3) 貯蔵槽
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

2 核燃料物質の取扱施
設及び貯蔵施設

4 使用済燃
料貯蔵槽冷
却浄化設備

(2) ポンプ － －
2.4.4 原子炉建物放
水設備

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ハ ポンプ －
7.3.6.5 原子炉建物
放水設備

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(1) ポンプ － －
3.6.7 ほう酸水注入
系

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ハ ポンプ －
7.3.6.9 ほう酸水注
入系

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

4.4.1 ほう酸水注入
系

(1) ポンプ4 計測制御系統施設
4 ほう酸水
注入設備

－

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

－

－ －

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

大型送水ポンプ車 3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(3) ポンプ

ほう酸水注入ポンプ

名称
種類
容量
揚程又は吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
原動機の種類
出力
個数
取付箇所

3.8.3 原子炉補機代
替冷却系
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(2) 容器 － －
3.6.7 ほう酸水注入
系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

3.原子炉冷却系統施設

6.非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(2) 容器 － － 3.6.8 水の供給設備

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ホ 容器 －
7.3.6.9 ほう酸水注
入系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(5) 安全弁
及び逃がし
弁

－ －
3.6.7 ほう酸水注入
系

名称
種類
吹出圧力
吹出量
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

チ 安全弁
及び逃がし
弁

－
7.3.6.9 ほう酸水注
入系

名称
種類
吹出圧力
吹出量
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

残留熱除去ポンプ出口
流量

4 計測制御系統施設 5.計測装置

（２）原子
炉圧力容器
本体の入口
又は出口の
原子炉冷却
材の圧力,温
度又は流量
（代替注水
の流量を含
む。）を計
測する装置

ー ー ー

名称
検出器の種類
計測範囲
個数
取付箇所

名称
検出器の種類
計測範囲
個数
取付箇所

4 計測制御系統施設 5.計測装置

（10）原子
炉格納容器
本体への冷
却材流量を
計測する装
置

ー ー ー

名称
検出器の種類
計測範囲
個数
取付箇所

代替注水流量（常設） 4 計測制御系統施設 5.計測装置

（２）原子
炉圧力容器
本体の入口
又は出口の
原子炉冷却
材の圧力,温
度又は流量
（代替注水
の流量を含
む。）を計
測する装置

ー ー ー

名称
検出器の種類
計測範囲
個数
取付箇所

名称
検出器の種類
計測範囲
個数
取付箇所

4 計測制御系統施設 5.計測装置

（10）原子
炉格納容器
本体への冷
却材流量を
計測する装
置

ー ー ー

名称
検出器の種類
計測範囲
個数
取付箇所

RV225-1A,B 4 計測制御系統施設

4 計測制御系統施設
4 ほう酸水
注入設備

ほう酸水貯蔵タンク

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

名称
種類
吹出圧力
吹出量
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

－ －

(3) 安全弁
及び逃がし
弁

(2) 容器
4.4.1 ほう酸水注入
系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

4.4.1 ほう酸水注入
系

名称
種類
吹出圧力
吹出量
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

4 ほう酸水
注入設備

－ －
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

排気筒
5 放射性廃棄物の廃棄
施設

2 気体，液
体又は固体
廃棄物処理
設備

(16) 排気筒 －
5.2.1 気体廃棄物処
理系

名称
種類
主要寸法
材料
個数

名称
種類
主要寸法
材料
個数

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射性
物質濃度制
御設備及び
可燃性ガス
濃度制御設
備並びに格
納容器再循
環設備

－ －
7.3.7.1 非常用ガス
処理系

流路として基本設計方針に
記載

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － － 3.5.1 残留熱除去系
注水先として基本設計方針
に記載

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － －
3.5.2 格納容器フィ
ルタベント系

排出元として基本設計方針
に記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －

7.3.6.1 原子炉格納
容器スプレイ設備
（残留熱除去系（格
納容器冷却モー
ド））

注水先として基本設計方針
に記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －

7.3.6.2 原子炉格納
容器スプレイ設備
（残留熱除去系（サ
プレッションプール
水冷却
モード））

注水先として基本設計方針
に記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.3 格納容器代
替スプレイ系

注水先として基本設計方針
に記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.4 ペデスタル
代替注水系

注水先として基本設計方針
に記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.6 残留熱代替
除去系

注水先として基本設計方針
に記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7)放射性
物質濃度制
御設備及び
可燃性ガス
濃度設備並
びに格納容
器再循環設
備

－ －
7.3.7.4 窒素ガス代
替注入系

注入先として基本設計方針
に記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7)放射性
物質濃度制
御設備及び
可燃性ガス
濃度設備並
びに格納容
器再循環設
備

－ －
7.3.7.5 格納容器
フィルタベント系

排出元として基本設計方針
に記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(9) 圧力逃
がし装置

－ －
7.3.9.1 格納容器
フィルタベント系

排出元として基本設計方針
に記載

－
(1) 原子炉
格納容器本
体

1 原子炉格
納容器

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
設計漏えい率
主要寸法
材料
個数

7 原子炉格納施設原子炉格納容器

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
設計漏えい率
主要寸法
材料
個数

－－
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － － 3.5.1 残留熱除去系
水源として基本設計方針に
記載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.1 高圧炉心スプ
レイ系

水源として基本設計方針に
記載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.2 低圧炉心スプ
レイ系

水源として基本設計方針に
記載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.3 高圧原子炉代
替注水系

水源として基本設計方針に
記載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.4 原子炉隔離時
冷却系

水源として基本設計方針に
記載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － － 3.6.6 残留熱除去系
水源として基本設計方針に
記載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － － 3.6.8 水の供給設備
水源として基本設計方針に
記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －

7.3.6.1 原子炉格納
容器スプレイ設備
（残留熱除去系（格
納容器冷却モー
ド））

注水先として基本設計方針
に記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －

7.3.6.2 原子炉格納
容器スプレイ設備
（残留熱除去系（サ
プレッションプール
水冷却
モード））

注水先として基本設計方針
に記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.6 残留熱代替
除去系

水源として基本設計方針に
記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.7 高圧原子炉
代替注水系

水源として基本設計方針に
記載

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
設計漏えい率
主要寸法
材料
個数

原子炉格納容器（サプ
レッションチェンバ）

－7 原子炉格納施設

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
設計漏えい率
主要寸法
材料
個数

－－
(1) 原子炉
格納容器本
体

1 原子炉格
納容器

2-別2-21



施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7)放射性
物質濃度制
御設備及び
可燃性ガス
濃度制御設
備並びに格
納容器再循
環設備

－ －
7.3.7.1 非常用ガス
処理系

流路として基本設計方針に
記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7)放射性
物質濃度制
御設備及び
可燃性ガス
濃度制御設
備並びに格
納容器再循
環設備

－ －
7.3.7.3 原子炉建物
水素濃度抑制設備

流路として基本設計方針に
記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7)放射性
物質濃度制
御設備及び
可燃性ガス
濃度制御設
備並びに格
納容器再循
環設備

－ －
7.3.7.1 非常用ガス
処理系

流路として基本設計方針に
記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7)放射性
物質濃度制
御設備及び
可燃性ガス
濃度制御設
備並びに格
納容器再循
環設備

－ －
7.3.7.3 原子炉建物
水素濃度抑制設備

流路として基本設計方針に
記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7)放射性
物質濃度制
御設備及び
可燃性ガス
濃度制御設
備並びに格
納容器再循
環設備

－ －
7.3.7.1 非常用ガス
処理系

流路として基本設計方針に
記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7)放射性
物質濃度制
御設備及び
可燃性ガス
濃度制御設
備並びに格
納容器再循
環設備

－ －
7.3.7.3 原子炉建物
水素濃度抑制設備

流路として基本設計方針に
記載

原子炉建物機器搬出入
口

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
設計漏えい率
主要寸法
材料
個数

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
設計漏えい率
主要寸法
材料
個数

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
設計漏えい率
主要寸法
材料
個数

(2)機器搬出
入口

－ －

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
設計漏えい率
主要寸法
材料
個数

原子炉建物エアロック 7 原子炉格納施設
2 原子炉建
屋

(3)エアロッ
ク

原子炉建物原子炉棟
（二次格納施設）

7 原子炉格納施設
2 原子炉建
屋

－ －

(1)原子炉建
屋原子炉棟

－ －

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
設計漏えい率
主要寸法
材料
個数

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
設計漏えい率
主要寸法
材料
個数

－

－
2 原子炉建
屋

7 原子炉格納施設

－
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(4) 圧縮機 － －
3.5.2 格納容器フィ
ルタベント系

名称
種類
容量
吐出圧力
主要寸法
個数
取付箇所
並びに原動機の種類，出
力，個数及び取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

7.3.7放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

二 圧縮機 －
7.3.7.5格納容器フィ
ルタベント系

名称
種類
容量
吐出圧力
主要寸法
個数
取付箇所
並びに原動機の種類，出
力，個数及び取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(9) 圧力逃
がし装置

－ －
7.3.9.1 格納容器
フィルタベント系

別表に該当し無いため基本
設計方針に記載

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － －
3.5.2 格納容器フィ
ルタベント系

流路として基本設計方針に
記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ヘ 容器 －
7.3.7.5 格納容器
フィルタベント系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － －
3.5.2 格納容器フィ
ルタベント系

流路として基本設計方針に
記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ヘ 容器 －
7.3.7.5 格納容器
フィルタベント系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

可搬式窒素供給装置
空気圧縮機
昇圧機

二 圧縮機
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射性
物質濃度制
御設備及び
可燃性ガス
濃度制御設
備並びに格
納容器再循
環設備

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

－7 原子炉格納施設

名称
種類
容量
吐出圧力
主要寸法
個数
取付箇所
並びに原動機の種類，出力，
個数及び取付箇所

－
7.3.9.1 格納容器
フィルタベント系

7.3.7.4 窒素ガス代
替注入系

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

イ 容器 －
7.3.9.1 格納容器
フィルタベント系

名称
種類
容量
吐出圧力
主要寸法
個数
取付箇所
並びに原動機の種類，出
力，個数及び取付箇所

第1ベントフィルタ
スクラバ容器

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(9) 圧力逃
がし装置

イ 容器

第1ベントフィルタ
銀ゼオライト容器

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(9) 圧力逃
がし装置
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(7) 主要弁 － －
3.5.2 格納容器フィ
ルタベント系

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ヌ 主要弁 －
7.3.7.5 格納容器
フィルタベント系

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(9) 圧力逃
がし装置

ロ 主要弁 －
7.3.9.1 格納容器
フィルタベント系

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(7) 主要弁 － －
3.5.2 格納容器フィ
ルタベント系

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ヌ 主要弁 －
7.3.7.5 格納容器
フィルタベント系

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(9) 圧力逃
がし装置

ロ 主要弁 －
7.3.9.1 格納容器
フィルタベント系

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

－

(8) 原子炉
格納容器調
気設備

－

MV217-4

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

MV217-5 7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

7.3.8.1 窒素ガス制
御系

7.3.8.1 窒素ガス制
御系

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

(8) 原子炉
格納容器調
気設備

3 圧力低減
設備その他
の安全設備

7 原子炉格納施設 ニ 主要弁

ニ 主要弁
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(7) 主要弁 － －
3.5.2 格納容器フィ
ルタベント系

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ヌ 主要弁 －
7.3.7.5 格納容器
フィルタベント系

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(9) 圧力逃
がし装置

ロ 主要弁 －
7.3.9.1 格納容器
フィルタベント系

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(7) 主要弁 － －
3.5.2 格納容器フィ
ルタベント系

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

－ －
7.3.7.5 格納容器
フィルタベント系

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － －
3.5.2 格納容器フィ
ルタベント系

流路として基本設計方針に
記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

－ － －
7.3.7.5 格納容器
フィルタベント系

流路として基本設計方針に
記載

－

設定破裂圧力
主要寸法
材料
個数
取付箇所

設定破裂圧力
主要寸法
材料
個数
取付箇所

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

7.3.8.1 窒素ガス制
御系

(8) 原子炉
格納容器調
気設備

ニ 主要弁MV217-18

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

3 圧力低減
設備その他
の安全設備

7 原子炉格納施設

(9) 圧力逃
がし装置

3 圧力低減
設備その他
の安全設備

7 原子炉格納施設圧力開放板

MV217-23

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

名称
種類
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
駆動方法
個数
取付箇所

7.3.9.1 格納容器
フィルタベント系

－
ハ 圧力開放
板

7.3.9.1 格納容器
フィルタベント系

－ロ 主要弁
(9) 圧力逃
がし装置
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － －
3.5.2 格納容器フィ
ルタベント系

流路として基本設計方針に
記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

タ フィル
ター

－
7.3.7.5 格納容器
フィルタベント系

名称
種類
効率
主要寸法
個数
取付箇所

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － －
3.5.2 格納容器フィ
ルタベント系

流路として基本設計方針に
記載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

タ フィル
ター

－
7.3.7.5 格納容器
フィルタベント系

名称
種類
効率
主要寸法
個数
取付箇所

8 その他発電用原子炉
の附属施設
1 非常用電源設備

2 非常用発
電装置

(4) 燃料設
備

ロ 容器 －
8.1.2.4 高圧発電機
車

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

8 その他発電用原子炉
の附属施設
1 非常用電源設備

2 非常用発
電装置

(4) 燃料設
備

ロ 容器 －
8.1.2.5 可搬式窒素
供給装置用発電設備

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

8 その他発電用原子炉
の附属施設
6 補機駆動用燃料設備

1 燃料設備 (2) 容器 － － －

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

設定破裂圧力
主要寸法
材料
個数
取付箇所

設定破裂圧力
主要寸法
材料
個数
取付箇所

－

(9) 圧力逃
がし装置

8 その他発電用原子炉
の附属施設
1 非常用電源設備

2非常用発電
装置

(4) 燃料設
備

7 原子炉格納施設

8.1.2.1 非常用
ディーゼル発電設備

ロ 容器

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

名称
種類
効率
主要寸法
個数
取付箇所

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

A-ディーゼル燃料貯蔵
タンク

(9) 圧力逃
がし装置

3 圧力低減
設備その他
の安全設備

7 原子炉格納施設

7.3.9.1 格納容器
フィルタベント系

－
ヘ フィル
ター

3 圧力低減
設備その他
の安全設備

第1ベントフィルタ
スクラバ容器

名称
種類
効率
主要寸法
個数
取付箇所

第1ベントフィルタ
銀ゼオライト容器

7.3.9.1 格納容器
フィルタベント系

－
ヘ フィル
ター
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

8 その他発電用原子炉
の附属施設
1 非常用電源設備

2 非常用発
電装置

(4) 燃料設
備

ロ 容器 －
8.1.2.4 高圧発電機
車

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

8 その他発電用原子炉
の附属施設
1 非常用電源設備

2 非常用発
電装置

(4) 燃料設
備

ロ 容器 －
8.1.2.5 可搬式窒素
供給装置用発電設備

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

8 その他発電用原子炉
の附属施設
6 補機駆動用燃料設備

1 燃料設備 (2) 容器 － － －

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

8 その他発電用原子炉
の附属施設
1 非常用電源設備

2 非常用発
電装置

(4) 燃料設
備

ロ 容器 －
8.1.2.4 高圧発電機
車

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

8 その他発電用原子炉
の附属施設
1 非常用電源設備

2 非常用発
電装置

(4) 燃料設
備

ロ 容器 －
8.1.2.5 可搬式窒素
供給装置用発電設備

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

8 その他発電用原子炉
の附属施設
6 補機駆動用燃料設備

1 燃料設備 (2) 容器 － － －

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

ロ 容器
(4) 燃料設
備

2非常用発電
装置

8 その他発電用原子炉
の附属施設
1 非常用電源設備

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

8.1.2.2 高圧炉心ス
プレイ系ディーゼル
発電設備

－

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

8.1.2.1 非常用
ディーゼル発電設備

－

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

ディーゼル燃料貯蔵タ
ンク

B-ディーゼル燃料貯蔵
タンク

(4) 燃料設
備

ロ 容器
2非常用発電
装置

8 その他発電用原子炉
の附属施設
1 非常用電源設備
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

8 その他発電用原子炉
の附属施設
1 非常用電源設備

2 非常用発
電装置

(4) 燃料設
備

ロ 容器 －
8.1.2.4 高圧発電機
車

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

8 その他発電用原子炉
の附属施設
1 非常用電源設備

2 非常用発
電装置

(4) 燃料設
備

ロ 容器 －
8.1.2.5 可搬式窒素
供給装置用発電設備

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

8 その他発電用原子炉
の附属施設
6 補機駆動用燃料設備

1燃料設備 (2) 容器 － － －

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

8 その他発電用原子炉
の附属施設
1 非常用電源設備

2 非常用発
電装置

(4) 燃料設
備

ロ 容器 －
8.1.2.5 可搬式窒素
供給装置用発電設備

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

8 その他発電用原子炉
の附属施設
1 非常用電源設備

2 非常用発
電装置

(4) 燃料設
備

ロ 容器 －
8.1.2.6 緊急時対策
所用発電機

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

8 その他発電用原子炉
の附属施設
6 補機駆動用燃料設備

1燃料設備 (2) 容器 － － 8.6.1 燃料設備

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

－ロ 容器
(4) 燃料設
備

2非常用発電
装置

8 その他発電用原子炉
の附属施設
1 非常用電源設備

タンクローリ

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

8.1.2.4 高圧発電機
車

－
ガスタービン発電機用
軽油タンク

8 その他発電用原子炉
の附属施設
1 非常用電源設備

2非常用発電
装置

(4) 燃料設
備

ロ 容器
8.1.2.3 ガスタービ
ン発電機

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.5 低圧原子炉代替
注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.8水の供給設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.3 格納容器代替
スプレイ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.4 ペデスタル代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.8 低圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

2 核燃料物質の取扱
施設及び貯蔵施設

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

2.4.2 燃料プールスプレ
イ系

配管
（大量送水車入口ライン取水
用10mホース）

兼用する登録区分
設備区分／機器区分 設備区分／機器区分

4 使用済燃
料貯蔵槽冷
却浄化設備

(8) 主配管 － －

機器名称
主たる登録区分
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.5 低圧原子炉代替
注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.8水の供給設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.3 格納容器代替
スプレイ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.4 ペデスタル代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.8 低圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

－

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

配管
（大量送水車出口ライン送水
用50m，10m，5m，1mホース）

2 核燃料物質の取扱
施設及び貯蔵施設

4 使用済燃
料貯蔵槽冷
却浄化設備

(8) 主配管 －
2.4.2 燃料プールスプレ
イ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.5 低圧原子炉代替
注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.8水の供給設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.3 格納容器代替
スプレイ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.4 ペデスタル代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.8 低圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

2.4.2 燃料プールスプレ
イ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

配管
（大量送水車出口ライン送水
用20m，5m，2m，1mホース）

2 核燃料物質の取扱
施設及び貯蔵施設

4 使用済燃
料貯蔵槽冷
却浄化設備

(8) 主配管 － －

2-別2-31



施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.5 低圧原子炉代替
注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.8水の供給設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.3 格納容器代替
スプレイ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.4 ペデスタル代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.8 低圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

配管
（大量送水車入口ライン取水
用10m吸水管）

2 核燃料物質の取扱
施設及び貯蔵施設

4 使用済燃
料貯蔵槽冷
却浄化設備

(8) 主配管 － －
2.4.2 燃料プールスプレ
イ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.5 低圧原子炉代替
注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.8水の供給設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.3 格納容器代替
スプレイ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.4 ペデスタル代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.8 低圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

配管
（大型送水ポンプ車入口ライ
ン取水用20m，5m，1mホース）

2 核燃料物質の取扱
施設及び貯蔵施設

4 使用済燃
料貯蔵槽冷
却浄化設備

(8) 主配管 － －
2.4.3 原子炉建物放水設
備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.5 原子炉建物放
水設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

配管
（大型送水ポンプ車出口ライ
ン送水用50m，5m，2mホース）

2 核燃料物質の取扱
施設及び貯蔵施設

4 使用済燃
料貯蔵槽冷
却浄化設備

(8) 主配管 － －
2.4.3 原子炉建物放水設
備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.5 原子炉建物放
水設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

配管
（放水砲）

2 核燃料物質の取扱
施設及び貯蔵施設

4 使用済燃
料貯蔵槽冷
却浄化設備

(8) 主配管 － －
2.4.3 原子炉建物放水設
備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.5 原子炉建物放
水設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

配管
（原子炉圧力容器
～
停止時冷却モード入口ライン
分岐部）

3 原子炉冷却系統施
設

3 原子炉冷
却材再循環
設備

(3) 主配管 － － 3.3.1 原子炉再循環系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － － 3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（大量送水車入口ライン取水
用10mホース）

2 核燃料物質の取扱
施設及び貯蔵施設

－ －

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

4 使用済燃
料貯蔵槽冷
却浄化設備

(8) 主配管
2.4.2 燃料プールスプレ
イ系
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

配管
（停止時冷却モード入口ライ
ン分岐部）

3 原子炉冷却系統施
設

3 原子炉冷
却材再循環
設備

(3) 主配管 － － 3.3.1 原子炉再循環系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － － 3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（停止時冷却モード戻りライ
ン合流部
～
原子炉圧力容器）

3 原子炉冷却系統施
設

3 原子炉冷
却材再循環
設備

(3) 主配管 － － 3.3.1 原子炉再循環系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － － 3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（停止時冷却モード戻りライ
ン合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

3 原子炉冷
却材再循環
設備

(3) 主配管 － － 3.3.1 原子炉再循環系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － － 3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.3 高圧原子炉代替
注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.4 原子炉隔離時冷
却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.7 高圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.3 高圧原子炉代替
注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.4 原子炉隔離時冷
却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.7 高圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

(8) 主配管 －

3.4.1 主蒸気系

4 原子炉冷
却材の循環
設備

－ 3.4.1 主蒸気系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（原子炉圧力容器
～
原子炉隔離時冷却系分岐部）

3 原子炉冷却系統施
設

配管
（原子炉隔離時冷却系分岐
部）

3 原子炉冷却系統施
設

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

4.原子炉冷
却材の循環
設備

(8) 主配管 － －
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

配管
（逃がし安全弁逃がし弁機能
用アキュムレータ
～
窒素ガス供給ライン逃がし安
全弁逃がし弁機能側合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

4 原子炉冷
却材の循環
設備

(8) 主配管 － － 3.4.1 主蒸気系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

4 計測制御系統施設
8 制御用空
気設備

(5) 主配管 － －
4.8.2　逃がし安全弁
窒素ガス供給系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（窒素ガス供給ライン逃がし
安全弁逃がし弁機能側合流部
～
逃がし安全弁）

3 原子炉冷却系統施
設

4 原子炉冷
却材の循環
設備

(8) 主配管 － － 3.4.1 主蒸気系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

4 計測制御系統施設
8 制御用空
気設備

(5) 主配管 － －
4.8.2　逃がし安全弁
窒素ガス供給系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.3 高圧原子炉代替
注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.4 原子炉隔離時冷
却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.7 高圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.3 高圧原子炉代替
注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.4 原子炉隔離時冷
却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.7 高圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3.4.3 給水系－－(8) 主配管
3 原子炉冷却系統施
設

4 原子炉冷
却材の循環
設備

3 原子炉冷却系統施
設

4 原子炉冷
却材の循環
設備

配管
（原子炉浄化系合流部
～
原子炉圧力容器）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3.4.3 給水系－－(8) 主配管
配管
（原子炉浄化系合流部）
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.2 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（サプレッ
ションプール水冷却
モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（残留熱代替除去ポンプ入口
ライン分岐部
～
B-燃料プール冷却入口ライン
合流部）名称を前後入替

3 原子炉冷却系統施
設

5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － － 3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.6 残留熱代替除
去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.2 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（サプレッ
ションプール水冷却
モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

－ 3.5.1 残留熱除去系－

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

(8) 主配管
5 残留熱除
去設備

3 原子炉冷却系統施
設

配管
（A-残留熱除去ポンプ
～
A-残留熱除去系熱交換器バイ
パスライン分岐部）

3 原子炉冷却系統施
設

配管
（A-停止時冷却モード入口ラ
イン合流部
～
A-残留熱除去ポンプ）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3.5.1 残留熱除去系－－(8) 主配管
5 残留熱除
去設備

2-別2-36



施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.2 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（サプレッ
ションプール水冷却
モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.2 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（サプレッ
ションプール水冷却
モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.2 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（サプレッ
ションプール水冷却
モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

(8) 主配管
5 残留熱除
去設備

3 原子炉冷却系統施
設

配管
（A-残留熱除去系熱交換器バ
イパスライン合流部
～
A-停止時冷却戻りライン分岐
部）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

－

3.5.1 残留熱除去系－－
5 残留熱除
去設備

3 原子炉冷却系統施
設

配管
（A-残留熱除去系熱交換器
～
A-残留熱除去系熱交換器バイ
パスライン合流部）

(8) 主配管

3.5.1 残留熱除去系－

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

－(8) 主配管
5 残留熱除
去設備

3 原子炉冷却系統施
設

配管
（A-残留熱除去系熱交換器バ
イパスライン分岐部
～
A-残留熱除去系熱交換器）

－
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.2 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（サプレッ
ションプール水冷却
モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（A-サプレッションプール冷
却ライン分岐部
～
A-サプレッションチェンバス
プレイライン分岐部）

3 原子炉冷却系統施
設

5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － － 3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（B-燃料プール冷却入口ライ
ン合流部
～
B-停止時冷却モード入口ライ
ン合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － － 3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.6 残留熱代替除
去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.2 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（サプレッ
ションプール水冷却
モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

(8) 主配管

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3.5.1 残留熱除去系－－(8) 主配管

－ 3.5.1 残留熱除去系

5 残留熱除
去設備

3 原子炉冷却系統施
設

配管
（A-停止時冷却戻りライン分
岐部
～
A-サプレッションプール冷却
ライン分岐部）

3 原子炉冷却系統施
設

配管
（B-停止時冷却モード入口ラ
イン合流部
～
B-残留熱除去ポンプ）

－
5 残留熱除
去設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.2 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（サプレッ
ションプール水冷却
モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.2 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（サプレッ
ションプール水冷却
モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.6 残留熱代替除
去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

－

配管
（B-残留熱除去ポンプ
～
残留熱代替除去ポンプ注水ラ
イン合流部）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3.5.1 残留熱除去系－－(8) 主配管
5 残留熱除
去設備

3 原子炉冷却系統施
設

(8) 主配管 － 3.5.1 残留熱除去系
5 残留熱除
去設備

配管
（残留熱代替除去ポンプ注水
ライン合流部
～
B-残留熱除去系熱交換器バイ
パスライン分岐部）

3 原子炉冷却系統施
設
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.2 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（サプレッ
ションプール水冷却
モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.6 残留熱代替除
去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.2 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（サプレッ
ションプール水冷却
モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.6 残留熱代替除
去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3.5.1 残留熱除去系－

－

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

－

配管
（B-残留熱除去系熱交換器バ
イパスライン分岐部
～
B-残留熱除去系熱交換器）

配管
（B-残留熱除去系熱交換器
～
B-残留熱除去系熱交換器バイ
パスライン合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

3 原子炉冷却系統施
設

5 残留熱除
去設備

(8) 主配管
5 残留熱除
去設備

－(8) 主配管
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.2 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（サプレッ
ションプール水冷却
モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.6 残留熱代替除
去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

－

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3.5.1 残留熱除去系
3 原子炉冷却系統施
設

配管
（B-残留熱除去系熱交換器バ
イパスライン合流部
～
B-低圧注水ライン分岐部）

5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 －
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

配管
（B-低圧注水ライン分岐部～
B-サプレッションチェンバス
プレイライン分岐部）

3 原子炉冷却系統施
設

5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － － 3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.2 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（サプレッ
ションプール水冷却
モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（A-燃料プール冷却ライン分
岐部
～
原子炉圧力容器ヘッドスプレ
イライン分岐部）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3.5.1 残留熱除去系－－(8) 主配管

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3.5.1 残留熱除去系－－(8) 主配管

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3.5.1 残留熱除去系－

配管
（A-停止時冷却戻りライン分
岐部
～
A-燃料プール冷却ライン分岐
部）

3 原子炉冷却系統施
設

配管
（A-残留熱除去系ストレーナ
～
A-停止時冷却モード入口ライ
ン合流部）

(8) 主配管 －

5 残留熱除
去設備

3 原子炉冷却系統施
設

5 残留熱除
去設備

5 残留熱除
去設備

3 原子炉冷却系統施
設
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

配管
（A-残留熱除去系熱交換器バ
イパスライン分岐部
～
A-残留熱除去系熱交換器バイ
パスライン合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － － 3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モー））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.3 格納容器代替
スプレイ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.4 ペデスタル代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施
設

配管
（原子炉圧力容器ヘッドスプ
レイライン分岐部
～
A-原子炉圧力容器注入ライン
分岐部）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3.5.1 残留熱除去系－－(8) 主配管

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（A-原子炉圧力容器注入ライ
ン分岐部）

－
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管
3 原子炉冷却系統施
設

5 残留熱除
去設備

－
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.3 格納容器代替
スプレイ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.4 ペデスタル代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.5 低圧原子炉代替
注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.3 格納容器代替
スプレイ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.4 ペデスタル代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.6 残留熱代替除
去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.8 低圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施
設

5 残留熱除
去設備

(8) 主配管

－ 3.5.1 残留熱除去系－(8) 主配管

－

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（低圧原子炉代替注水ポンプ
注水ライン合流部）

－

配管
（A-原子炉圧力容器注入ライ
ン分岐部
～
低圧原子炉代替注水ポンプ注
水ライン合流部）

5 残留熱除
去設備

3 原子炉冷却系統施
設
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.5 低圧原子炉代替
注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.6 残留熱代替除
去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.8 低圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.2 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（サプレッ
ションプール水冷却
モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.6 残留熱代替除
去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（B-残留熱除去系熱交換器バ
イパスライン分岐部
～
B-残留熱除去系熱交換器バイ
パスライン合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － － 3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（低圧原子炉代替注水ポンプ
注水ライン合流部
～
原子炉圧力容器）

5 残留熱除
去設備

3 原子炉冷却系統施
設

(8) 主配管 －

(8) 主配管

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施
設

配管
（B-残留熱除去系ストレーナ
～
B-停止時冷却モード入口ライ
ン合流部）

－

－ 3.5.1 残留熱除去系

3.5.1 残留熱除去系

－

5 残留熱除
去設備
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.2 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（サプレッ
ションプール水冷却
モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.6 残留熱代替除
去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（B-ドライウェルスプレイラ
イン分岐部
～
低圧原子炉代替注水系接続口
（原子炉建物西側）注水ライ
ン合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － － 3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.5 低圧原子炉代替
注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.8 低圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

－

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

－ 3.5.1 残留熱除去系(8) 主配管

3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

5 残留熱除
去設備

5 残留熱除
去設備

(8) 主配管

配管
（低圧原子炉代替注水系（可
搬型）接続口（西）注水ライ
ン合流部
～
原子炉圧力容器）

－

3 原子炉冷却系統施
設

配管
（B-低圧注水ライン分岐部
～
B-ドライウェルスプレイライ
ン分岐部）

－

3 原子炉冷却系統施
設
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.3 高圧原子炉代替
注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.7 高圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（高圧原子炉代替注水ポンプ
入口ライン分岐部
～
C-残留熱除去ポンプ）

3 原子炉冷却系統施
設

5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － － 3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.3 高圧原子炉代替
注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.7 高圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（C-残留熱除去ポンプ
～
原子炉圧力容器）

3 原子炉冷却系統施
設

5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － － 3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.6 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

5 残留熱除
去設備

－(8) 主配管 3.5.1 残留熱除去系

配管
（C-残留熱除去系ストレーナ
～
高圧原子炉代替注水ポンプ入
口ライン分岐部）

3 原子炉冷却系統施
設

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

－
3 原子炉冷却系統施
設

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

－

3.5.1 残留熱除去系－(8) 主配管
配管
（高圧原子炉代替注水ポンプ
入口ライン分岐部）

5 残留熱除
去設備
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.3 格納容器代替
スプレイ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.4 ペデスタル代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.3 格納容器代替
スプレイ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.4 ペデスタル代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（A-格納容器代替スプレイラ
イン合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － － 3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.3 格納容器代替
スプレイ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3.5.1 残留熱除去系

3 原子炉冷却系統施
設

配管
（A-原子炉圧力容器注入ライ
ン分岐部
～
A-格納容器代替スプレイライ
ン合流部）

5 残留熱除
去設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3.5.1 残留熱除去系

(8) 主配管 －

配管
（A-格納容器代替スプレイラ
イン合流部
～
A-ドライウェルスプレイ管）

3 原子炉冷却系統施
設

－

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

(8) 主配管 －

－

5 残留熱除
去設備
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.2 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（サプレッ
ションプール水冷却
モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.6 残留熱代替除
去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.2 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（サプレッ
ションプール水冷却
モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.6 残留熱代替除
去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.6 残留熱代替除
去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施
設

(8) 主配管

3 原子炉冷却系統施
設

配管
（B-サプレッションプール冷
却ライン分岐部
～
残留熱代替除去系原子炉注水
ライン分岐部）

5 残留熱除
去設備

5 残留熱除
去設備

5 残留熱除
去設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

(8) 主配管

－

3.5.1 残留熱除去系－－

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3.5.1 残留熱除去系

配管
（B-燃料プール冷却ライン分
岐部
～
B-サプレッションプール冷却
ライン分岐部）

(8) 主配管

－
3 原子炉冷却系統施
設

配管
（B-ドライウェルスプレイラ
イン分岐部
～
B-燃料プール冷却ライン分岐
部）

－

3.5.1 残留熱除去系－
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.6 残留熱代替除
去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（残留熱代替除去系スプレイ
ライン分岐部
～
B-格納容器代替スプレイライ
ン合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － － 3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.3 格納容器代替
スプレイ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.6 残留熱代替除
去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

5 残留熱除
去設備

3 原子炉冷却系統施
設

配管
（残留熱代替除去系原子炉注
水ライン分岐部
～
残留熱代替除去系スプレイラ
イン分岐部）

(8) 主配管 －－

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3.5.1 残留熱除去系
5 残留熱除
去設備

3 原子炉冷却系統施
設

配管
（B-格納容器代替スプレイラ
イン合流部
～
B-ドライウェルスプレイ管）

3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

－ －(8) 主配管
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.3 格納容器代替
スプレイ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.6 残留熱代替除
去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（A-サプレッションチェンバ
スプレイライン分岐部～サプ
レッションチェンバスプレイ
管）

3 原子炉冷却系統施
設

5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － － 3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（B-サプレッションチェンバ
スプレイライン分岐部～サプ
レッションチェンバスプレイ
管）

3 原子炉冷却系統施
設

5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － － 3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（A-サプレッションプール冷
却ライン分岐部～A-サプレッ
ションチェンバ内放出管）

3 原子炉冷却系統施
設

5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － － 3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.2 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（サプレッ
ションプール水冷却
モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（B-サプレッションプール冷
却ライン分岐部～B-サプレッ
ションチェンバ内放出管）

3 原子炉冷却系統施
設

5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － － 3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －

7.3.6.2 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（サプレッ
ションプール水冷却
モード））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（高圧原子炉代替注水ポンプ
（駆動用蒸気タービン）入口
ライン分岐部
～
高圧原子炉代替注水ポンプ
（駆動用蒸気タービン））

3 原子炉冷却系統施
設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.3 高圧原子炉代替注
水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.7 高圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（高圧原子炉代替注水ポンプ
（駆動用蒸気タービン）
～
高圧原子炉代替注水ポンプ
（駆動用蒸気タービン）出口
ライン合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.3 高圧原子炉代替注
水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.7 高圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（高圧原子炉代替注水ポンプ
入口ライン分岐部
～
高圧原子炉代替注水ポンプ入
口ライン合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.3 高圧原子炉代替注
水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.7 高圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（B-格納容器代替スプレイラ
イン合流部）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3.5.1 残留熱除去系－－
5 残留熱除
去設備

3 原子炉冷却系統施
設

(8) 主配管
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

配管
（高圧原子炉代替注水ポンプ
入口ライン合流部
～
高圧原子炉代替注水ポンプ）

3 原子炉冷却系統施
設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.3 高圧原子炉代替注
水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.7 高圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（高圧原子炉代替注水ポンプ
～
高圧原子炉代替注水ポンプ出
口ライン合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.3 高圧原子炉代替注
水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.7 高圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.3 格納容器代替
スプレイ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.4 ペデスタル代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.8 低圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.3 格納容器代替
スプレイ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.4 ペデスタル代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.8 低圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施
設

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（低圧原子炉代替注水槽
～
低圧原子炉代替注水ポンプ）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

(7) 主配管
3.6.5 低圧原子炉代替注
水系

－

3.6.5 低圧原子炉代替注
水系

(7) 主配管
3 原子炉冷却系統施
設

－

－

配管
（低圧原子炉代替注水ポンプ
～
低圧原子炉代替注水系（可搬
型）接続口（南）ライン合流
部）

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.3 格納容器代替
スプレイ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.4 ペデスタル代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.8 低圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.3 格納容器代替
スプレイ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.4 ペデスタル代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.6 残留熱代替除
去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.8 低圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（低圧原子炉代替注水系（可
搬型）接続口（南）ライン合
流部）
～
残留熱代替除去系原子炉注水
ライン合流部）

3.6.5 低圧原子炉代替注
水系

－－(7) 主配管

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施
設

－(7) 主配管

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

3.6.5 低圧原子炉代替注
水系

－

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（残留熱代替除去系原子炉注
水ライン合流部
～
低圧原子炉代替注水ポンプ出
口ライン合流部）

3 原子炉冷却系統施
設
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.3 格納容器代替
スプレイ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.4 ペデスタル代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.6 残留熱代替除
去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.8 低圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（低圧原子炉代替注水系（可
搬型）接続口（南）
～
低圧原子炉代替注水系（可搬
型）接続口（南）ライン合流
部）

3 原子炉冷却系統施
設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.5 低圧原子炉代替注
水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.8 低圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（低圧原子炉代替注水系（可
搬型）接続口（西）
～
低圧原子炉代替注水系（可搬
型）接続口（屋内）ライン合
流部）

3 原子炉冷却系統施
設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.5 低圧原子炉代替注
水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.8 低圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（低圧原子炉代替注水系（可
搬型）接続口（屋内）ライン
合流部
～
低圧原子炉代替注水系（可搬
型）接続口（西）ライン合流
部）

3 原子炉冷却系統施
設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.5 低圧原子炉代替注
水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.8 低圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（低圧原子炉代替注水系（可
搬型）接続口（西）ライン合
流部
～
低圧原子炉代替注水系（可搬
型）接続口（西）注水ライン
合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.5 低圧原子炉代替注
水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.8 低圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（低圧原子炉代替注水系（可
搬型）接続口（屋内）
～
低圧原子炉代替注水系（可搬
型）接続口（屋内）ライン合
流部）

3 原子炉冷却系統施
設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.5 低圧原子炉代替注
水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.8 低圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

－(7) 主配管

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3.6.5 低圧原子炉代替注
水系

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

3 原子炉冷却系統施
設

配管
（低圧原子炉代替注水ポンプ
出口ライン合流部
～
低圧原子炉代替注水ポンプ注
水ライン合流部）

－
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.3 格納容器代替
スプレイ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.4 ペデスタル代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.8 低圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.3 高圧原子炉代替
注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.4 原子炉隔離時冷
却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.7 高圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（高圧原子炉代替注水ポンプ
（駆動用蒸気タービン）入口
ライン分岐部
～
原子炉隔離時冷却ポンプ駆動
用蒸気タービン入口側ドレン
ポット入口ライン分岐部）

3 原子炉冷却系統施
設

7 原子炉冷
却材補給設
備

(5) 主配管 － －
3.7.1 原子炉隔離時冷却
系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.4 原子炉隔離時冷
却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（原子炉隔離時冷却ポンプ駆
動用蒸気タービン入口側ドレ
ンポット入口ライン分岐部
～
原子炉隔離時冷却ポンプ駆動
用蒸気タービン）

3 原子炉冷却系統施
設

7 原子炉冷
却材補給設
備

(5) 主配管 － －
3.7.1 原子炉隔離時冷却
系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.4 原子炉隔離時冷
却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（原子炉隔離時冷却ポンプ駆
動用蒸気タービン
～
原子炉隔離時冷却ポンプ駆動
用蒸気タービン出口側ドレン
ポット入口ライン分岐部）

3 原子炉冷却系統施
設

7 原子炉冷
却材補給設
備

(5) 主配管 － －
3.7.1 原子炉隔離時冷却
系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.4 原子炉隔離時冷
却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3.6.5 低圧原子炉代替注
水系

－

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

3 原子炉冷却系統施
設

大量送水車出口ライン送水用
10mホース

－

3.7.1 原子炉隔離時冷却
系

－(5) 主配管 －

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（原子炉隔離時冷却系分岐部
～
高圧原子炉代替注水ポンプ
（駆動用蒸気タービン）入口
ライン分岐部）

3 原子炉冷却系統施
設

7 原子炉冷
却材補給設
備

(7) 主配管

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

配管
（原子炉隔離時冷却ポンプ駆
動用蒸気タービン出口側ドレ
ンポット入口ライン分岐部
～
高圧原子炉代替注水ポンプ(駆
動用蒸気タービン)出口ライン
合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

7 原子炉冷
却材補給設
備

(5) 主配管 － －
3.7.1 原子炉隔離時冷却
系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.4 原子炉隔離時冷
却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.3 高圧原子炉代替
注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.4 原子炉隔離時冷
却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.7 高圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（原子炉隔離時冷却系スト
レーナ
～
復水貯蔵タンク出口ライン合
流部（原子炉隔離時冷却
系））

3 原子炉冷却系統施
設

7 原子炉冷
却材補給設
備

(5) 主配管 － －
3.7.1 原子炉隔離時冷却
系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.4 原子炉隔離時冷
却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（復水貯蔵タンク出口ライン
合流部（原子炉隔離時冷却
系）
～
原子炉隔離時冷却ポンプ）

3 原子炉冷却系統施
設

7 原子炉冷
却材補給設
備

(5) 主配管 － －
3.7.1 原子炉隔離時冷却
系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.4 原子炉隔離時冷
却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（原子炉隔離時冷却ポンプ
～
高圧原子炉代替注水ポンプ出
口ライン合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

7 原子炉冷
却材補給設
備

(5) 主配管 － －
3.7.1 原子炉隔離時冷却
系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.4 原子炉隔離時冷
却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

(5) 主配管
3.7.1 原子炉隔離時冷却
系

3 原子炉冷却系統施
設

配管
（高圧原子炉代替注水ポンプ
（駆動用蒸気タービン）出口
ライン合流部
～
サプレッションチェンバ内排
気管）

7 原子炉冷
却材補給設
備

－ －
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.3 高圧原子炉代替
注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.4 原子炉隔離時冷
却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.7 高圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（A-原子炉補機代替冷却供給
ライン合流部（原子炉建物西
側）
～
A-2原子炉補機冷却系熱交換器
出口ライン合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（A-2原子炉補機冷却系熱交換
器出口ライン合流部
～
A-1原子炉補機冷却系熱交換器
出口ライン合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（A-1原子炉補機冷却系熱交換
器出口ライン合流部
～
A-残留熱除去系熱交換器入口
ライン分岐部）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

A-残留熱除去系熱交換器出口
ライン合流部
～
A-原子炉補機冷却系サージタ
ンク出口ライン合流部

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

A-原子炉補機冷却系サージタ
ンク出口ライン合流部
～
A-原子炉補機冷却水ポンプ入
口ライン分岐部

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（A-原子炉補機冷却水ポンプ
入口ライン分岐部
～
A-原子炉補機代替冷却戻りラ
イン分岐部（原子炉建物西
側））

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

A-原子炉補機冷却系サージタ
ンク
～
A-原子炉補機冷却系サージタ
ンク出口ライン合流部

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

－
3.7.1 原子炉隔離時冷却
系

7 原子炉冷
却材補給設
備

(5) 主配管
3 原子炉冷却系統施
設

－

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（高圧原子炉代替注水ポンプ
出口ライン合流部
～
原子炉隔離時冷却系合流部）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

B-残留熱除去系熱交換器出口
ライン合流部
～
B-原子炉補機冷却系サージタ
ンク出口ライン合流部

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（B-原子炉補機代替冷却供給
ライン合流部(原子炉建物西
側)
～
B-2原子炉補機冷却系熱交換器
出口ライン合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（B-2原子炉補機冷却系熱交換
器出口ライン合流部
～
B-1原子炉補機冷却系熱交換器
出口ライン合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（B-1原子炉補機冷却系熱交換
器出口ライン合流部
～
B-残留熱除去系熱交換器入口
ライン分岐部）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

B-原子炉補機冷却系サージタ
ンク
～
B-原子炉補機冷却系サージタ
ンク出口ライン合流部

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（A-残留熱除去系熱交換器入
口ライン分岐部
～
A-燃料プール冷却系熱交換器
入口ライン分岐部）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（A-燃料プール冷却系熱交換
器入口ライン分岐部
～
A-残留熱除去系熱交換器）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（A-残留熱除去系熱交換器
～
A-燃料プール冷却系熱交換器
出口ライン合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（A-燃料プール冷却系熱交換
器出口ライン合流部
～
A-残留熱除去系熱交換器出口
ライン合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（A-燃料プール冷却系熱交換
器入口ライン分岐部
～
A-非常用ディーゼル発電設備
潤滑油冷却器入口ライン分岐
部）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
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兼用する登録区分
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機器名称
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配管
（A-非常用ディーゼル発電設
備潤滑油冷却器入口ライン分
岐部
～
A-中央制御室空調換気設備冷
却水系冷凍機入口ライン分岐
部）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（A-非常用ディーゼル発電設
備機関付空気冷却器出口ライ
ン合流部
～
A-燃料プール冷却系熱交換器
出口ライン合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（A-中央制御室空調換気設備
冷却水系冷凍機入口ライン分
岐部
～
A-燃料プール冷却系熱交換
器）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（A-燃料プール冷却系熱交換
器
～
A-非常用ディーゼル発電設備
機関付空気冷却器出口ライン
合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（B-残留熱除去系熱交換器入
口ライン分岐部
～
B-燃料プール冷却系熱交換器
入口ライン分岐部）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（B-燃料プール冷却系熱交換
器入口ライン分岐部
～
B-残留熱除去系熱交換器）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（B-残留熱除去系熱交換器
～
B-燃料プール冷却系熱交換器
出口ライン合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（B-燃料プール冷却系熱交換
器出口ライン合流部
～
B-原子炉補機代替冷却戻りラ
イン分岐部(原子炉建物西側))

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

B-原子炉補機代替冷却戻りラ
イン分岐部（原子炉建物西
側）
～
B-残留熱除去系熱交換器出口
ライン合流部

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

配管
（B-燃料プール冷却系熱交換
器入口ライン分岐部
～
B-非常用ディーゼル発電設備
潤滑油冷却器入口ライン分岐
部）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（B-非常用ディーゼル発電設
備潤滑油冷却器入口ライン分
岐部
～
B-原子炉補機代替冷却供給ラ
イン合流部（原子炉建物南
側））

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（B-原子炉補機代替冷却供給
ライン合流部（原子炉建物南
側）
～
原子炉浄化系補助熱交換器入
口ライン分岐部（胴側））

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（原子炉浄化系補助熱交換器
入口ライン分岐部（胴側）
～
B-中央制御室空調換気設備冷
却水系冷凍機入口ライン分岐
部）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（B-中央制御室空調換気設備
冷却水系冷凍機出口ライン合
流部
～
B-燃料プール冷却系熱交換器
出口ライン合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（B-原子炉補機代替冷却戻り
ライン分岐部（原子炉建物南
側）
～
B-非常用ディーゼル発電設備
機関付空気冷却器出口ライン
合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（B-非常用ディーゼル発電設
備機関付空気冷却器出口ライ
ン合流部
～
B-中央制御室空調換気設備冷
却水系冷凍機出口ライン合流
部）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（B-中央制御室空調換気設備
冷却水系冷凍機入口ライン分
岐部
～
B-燃料プール冷却系熱交換
器）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（B-燃料プール冷却系熱交換
器
～
原子炉浄化系補助熱交換器出
口ライン合流部（胴側））

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

配管
（原子炉浄化系補助熱交換器
出口ライン合流部（胴側）
～
B-非常用ディーゼル発電設備
機関付空気冷却器出口ライン
合流部）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.3 原子炉補機代替
冷却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（高圧炉心スプレイ補機冷却
系熱交換器出口ライン合流部
～
放水槽）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －

3.8.2 高圧炉心スプレ
イ補機冷却系（高圧炉
心スプレイ補機海水系
を含む。）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（高圧炉心スプレイ補機冷却
系熱交換器出口ライン合流
部）

3 原子炉冷却系統施
設

8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －
3.8.1 原子炉補機冷却系
（原子炉補機海水系を含
む）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
8 原子炉補
機冷却設備

(9) 主配管 － －

3.8.2 高圧炉心スプレ
イ補機冷却系（高圧炉
心スプレイ補機海水系
を含む。）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

2 核燃料物質の取扱施設
及び貯蔵施設

4 使用済燃
料貯蔵槽冷
却浄化設備

(8) 主配管 － －
2.4.3 原子炉建物放水
設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.5 原子炉建物放
水設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

2 核燃料物質の取扱施設
及び貯蔵施設

4 使用済燃
料貯蔵槽冷
却浄化設備

(8) 主配管 － －
2.4.3 原子炉建物放水
設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.5 原子炉建物放
水設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

－

3.8.3 原子炉補機代替冷
却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

－ －

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

配管
（大型送水ポンプ車入口ライ
ン取水用20m，5m，1mホース）

－

8 原子炉補
機冷却設備

8 原子炉補
機冷却設備

3.8.3 原子炉補機代替冷
却系

3 原子炉冷却系統施
設

(9) 主配管
3 原子炉冷却系統施
設

配管
（大型送水ポンプ車出口ライ
ン送水用50m，5m，2mホース）

(9) 主配管
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.3 高圧原子炉代替
注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.4 原子炉隔離時冷
却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.7 高圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.3 高圧原子炉代替
注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － －
3.6.4 原子炉隔離時冷
却系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.7 高圧原子炉代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.7 ほう酸水注入系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.9 ほう酸水注入
系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.7 ほう酸水注入系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.9 ほう酸水注入
系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

(5) 主配管

(5) 主配管 － －

(6) 主配管

－ －

－

4.4.1 ほう酸水注入系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

－
9 原子炉冷
却材浄化設
備

3 原子炉冷却系統施
設

配管
（原子炉隔離時冷却系合流
部）

配管
（ほう酸水注入ポンプ
～
差圧検出・ほう酸水注入系配
管(ティーよりN11ノズルまで
の外管)

配管
（ほう酸水貯蔵タンク
～
ほう酸水注入ポンプ）

4 計測制御系統施設
4 ほう酸水
注入設備

配管
（原子炉隔離時冷却系合流部
～
原子炉浄化系合流部）

9 原子炉冷
却材浄化設
備

4 ほう酸水
注入設備

4 計測制御系統施設

3 原子炉冷却系統施
設

－

－

(6) 主配管

4.4.1 ほう酸水注入系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3.9.1 原子炉浄化系

3.9.1 原子炉浄化系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

(7) 主配管 － － 3.6.7 ほう酸水注入系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.9 ほう酸水注入
系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － － 3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.3 格納容器代替
スプレイ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.4 ペデスタル代
替注水系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － － 3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.3 格納容器代替
スプレイ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.6 残留熱代替除
去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（サプレッションチェンバス
プレイ管）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主
配管

－

7.3.6.1 原子炉格納容器
スプレイ設備（残留熱除
去系（格納容器冷却モー
ド））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － － 3.5.1 残留熱除去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（残留熱代替除去系スプレイ
ライン合流部
～
B-格納容器代替スプレイライ
ン合流部）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主
配管

－
7.3.6.3 格納容器代替ス
プレイ系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主配管 －
7.3.6.6 残留熱代替除
去系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主
配管

－

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

－ －
配管
（ほう酸水注入ポンプ出口連
絡管）

4 計測制御系統施設
4 ほう酸水
注入設備

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(5) 主配管

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

ヌ 主
配管

－

7.3.6.1 原子炉格納容器
スプレイ設備（残留熱除
去系（格納容器冷却モー
ド））

4.4.1 ほう酸水注入系

7.3.6.1 原子炉格納容器
スプレイ設備（残留熱除
去系（格納容器冷却モー
ド））

配管
（A-ドライウェルスプレイ
管）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（B-ドライウェルスプレイ
管）
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(9) 圧力逃
がし装置

ニ 主配管 －
7.3.9.1 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(9) 圧力逃
がし装置

ニ 主配管 －
7.3.9.1 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(9) 圧力逃
がし装置

ニ 主配管 －
7.3.9.1 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

－

7.3.7.1 非常用ガス処理
系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7.3.8.1 窒素ガス制御系－

－

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設

7 原子炉格納施設

配管
（弁MV217-23出口ライン合流
部
～
非常用ガス処理系入口ライン
分岐部）

配管
（ドライウェル
～
サプレッションチェンバ出口
ライン合流部）

3 圧力低減
設備その他
の安全設備

3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(8) 原子炉
格納容器調
気設備

ル 主
配管

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（弁MV217-18
～
弁MV217-23出口ライン合流
部）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射性
物質濃度制
御設備及び
可燃性ガス
濃度制御設
備並びに格
納容器再循
環設備

ル 主
配管

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7.3.7.1 非常用ガス処理
系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

(7) 放射性
物質濃度制
御設備及び
可燃性ガス
濃度制御設
備並びに格
納容器再循
環設備

ル 主
配管
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(9) 圧力逃
がし装置

ニ 主配管 －
7.3.9.1 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(9) 圧力逃
がし装置

ニ 主配管 －
7.3.9.1 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(9) 圧力逃
がし装置

ニ 主配管 －
7.3.9.1 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

(8) 原子炉
格納容器調
気設備

ル 主
配管

7.3.8.1 窒素ガス制御系

7.3.8.1 窒素ガス制御系－

－

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（サプレッションチェンバ出
口ライン合流部
～
原子炉棟空調換気系分岐部）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

(8) 原子炉
格納容器調
気設備

ル 主
配管

7.3.8.1 窒素ガス制御系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（原子炉棟空調換気系分岐部
～
弁MV217-23入口ライン分岐
部）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(8) 原子炉
格納容器調
気設備

ル 主
配管

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（サプレッションチェンバ
～
サプレッションチェンバ出口
ライン合流部）

7 原子炉格納施設

－

3 圧力低減
設備その他
の安全設備
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(9) 圧力逃
がし装置

ニ 主配管 －
7.3.9.1 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

(9) 圧力逃
がし装置

(9) 圧力逃
がし装置

－

7.3.8.1 窒素ガス制御系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

－7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

配管
（弁MV217-23入口ライン分岐
部
～
弁MV217-18）

7 原子炉格納施設

3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(8) 原子炉
格納容器調
気設備

ル 主
配管

配管
（弁MV217-23
～
弁MV217-23出口ライン合流
部）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7.3.9.1 格納容器フィル
タベント系

－

－

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7.3.9.1 格納容器フィル
タベント系

配管
（弁MV217-23入口ライン分岐
部
～
弁MV217-23）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(9) 圧力逃
がし装置

ニ 主
配管

配管
（非常用ガス処理系入口ライ
ン分岐部
～
格納容器フィルタベント系窒
素ガス供給ライン合流部

7 原子炉格納施設

ニ 主
配管

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

ニ 主
配管

3 圧力低減
設備その他
の安全設備

7.3.9.1 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7.3.9.1 格納容器フィル
タベント系

－

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（格納容器フィルタベント系
窒素ガス供給用接続口（南）
～
格納容器フィルタベント系窒
素ガス供給用接続口（屋内）
ライン合流部）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

－
ニ 主
配管

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7.3.9.1 格納容器フィル
タベント系

ニ 主
配管

7.3.9.1 格納容器フィル
タベント系

配管
（格納容器フィルタベント系
窒素ガス供給ライン合流部
～
耐圧強化ベントライン分岐部
）

ニ 主
配管

7 原子炉格納施設

7 原子炉格納施設

配管
（格納容器フィルタベント系
窒素ガス供給用接続口（屋
内）ライン合流部
～
弁V226-14）

7 原子炉格納施設

配管
（弁V226-14
～
格納容器フィルタベント系窒
素ガス供給ライン合流部）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

(9) 圧力逃
がし装置

3 圧力低減
設備その他
の安全設備

－

ニ 主
配管

－
(9) 圧力逃
がし装置

(9) 圧力逃
がし装置

3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(9) 圧力逃
がし装置

3 圧力低減
設備その他
の安全設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7.3.9.1 格納容器フィル
タベント系
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7)　放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7)　放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7)　放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7)　放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設

配管
（耐圧強化ベントライン分岐
部
～
弁MV226-13）

3 圧力低減
設備その他
の安全設備

配管
（格納容器フィルタベント系
窒素ガス供給用接続口（屋
内）
～
格納容器フィルタベント系窒
素ガス供給用接続口（屋内）
ライン合流部）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

7.3.9.1 格納容器フィル
タベント系

(9) 圧力逃
がし装置

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7.3.9.1 格納容器フィル
タベント系

－
ニ 主
配管

(9) 圧力逃
がし装置

ニ 主
配管

－

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7.3.9.1 格納容器フィル
タベント系

－
ニ 主
配管

(9) 圧力逃
がし装置

3 圧力低減
設備その他
の安全設備

7 原子炉格納施設

配管
（弁MV226-13
～
第１ベントフィルタスクラバ
容器）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7.3.9.1 格納容器フィル
タベント系

－
ニ 主
配管

(9) 圧力逃
がし装置

3 圧力低減
設備その他
の安全設備

7 原子炉格納施設

配管
（第１ベントフィルタスクラ
バ容器
～
第１ベントフィルタ銀ゼオラ
イト容器）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7.3.9.1 格納容器フィル
タベント系

－
ニ 主
配管

(9) 圧力逃
がし装置

3 圧力低減
設備その他
の安全設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設

配管
（第１ベントフィルタ銀ゼオ
ライト容器
～
窒素ガス排出ライン分岐部）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7.3.9.1 格納容器フィル
タベント系

－
ニ 主
配管

(9) 圧力逃
がし装置

3 圧力低減
設備その他
の安全設備

7 原子炉格納施設

配管
（窒素ガス排出ライン分岐部
～
窒素ガス排出ライン分岐部
（ヘッダ部））

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7.3.9.1 格納容器フィル
タベント系

－
ニ 主
配管

(9) 圧力逃
がし装置

3 圧力低減
設備その他
の安全設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7.3.9.1 格納容器フィル
タベント系

－
ニ 主
配管

(9) 圧力逃
がし装置

3 圧力低減
設備その他
の安全設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7.3.9.1 格納容器フィル
タベント系

－
ニ 主
配管

(9) 圧力逃
がし装置

3 圧力低減
設備その他
の安全設備

7 原子炉格納施設

配管
（窒素ガス排出ライン分岐部
（ヘッダ部）
～
窒素ガス排出口）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設

配管
（窒素ガス排出ライン分岐部
～
窒素ガス排出口）

7 原子炉格納施設

配管
（窒素ガス排出ライン分岐部
（ヘッダ部）
～
放出口）
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

7.3.7放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(9) 圧力逃
がし装置

ニ 主配管 －
7.3.9.1 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

7.3.7放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(9) 圧力逃
がし装置

ニ 主配管 －
7.3.9.1 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

(8) 主配管 － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

7.3.7放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再

ル 主配管 －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(9) 圧力逃
がし装置

ニ 主配管 －
7.3.9.1 格納容器フィ
ルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（可搬式窒素供給装置用2m
ホース）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射性
物質濃度制
御設備及び
可燃性ガス
濃度制御設
備並びに格
納容器再循
環設備

ル 主
配管

－
7.3.7.4 窒素ガス代替注
入系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7.3.7.4 窒素ガス代替注
入系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

7.3.7.4 窒素ガス代替注
入系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

配管
（可搬式窒素供給装置用20m
ホース）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射性
物質濃度制
御設備及び
可燃性ガス
濃度制御設
備並びに格
納容器再循
環設備

ル 主
配管

－

配管
（可搬式窒素供給装置用10m
ホース）

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射性
物質濃度制
御設備及び
可燃性ガス
濃度制御設
備並びに格
納容器再循
環設備

ル 主
配管

－
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分
機器名称

主たる登録区分

8 その他発電用原子炉の
附属施設
1 非常用電源設備

2 非常用発
電装置

(4) 燃料設
備

ニ 主配管 －
8.1.2.5 可搬式窒素供
給装置用発電設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

8 その他発電用原子炉の
附属施設
6 補機駆動用燃料設備

1 燃料設備 (4) 主配管 － － 8.6.1燃料設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

8 その他発電用原子炉の
附属施設
1 非常用電源設備

2 非常用発
電装置

(4) 燃料設
備

ニ 主配管 －
8.1.2.5 可搬式窒素供
給装置用用発電設備

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

8 その他発電用原子炉の
附属施設
1 非常用電源設備

2 非常用発
電装置

(4) 燃料設
備

ニ 主配管 －
8.1.2.6 緊急時対策所
用発電機

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

8 その他発電用原子炉の
附属施設
6 補機駆動用燃料設備

1燃料設備 (4) 主配管 － － 8.6.1 燃料設備

名称
種類
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
材料
個数
取付箇所

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

8 その他発電用原子
炉の附属施設
1 非常用電源設備

配管
（タンクローリ送油用 20m
ホース）

配管
（タンクローリ給油用 20m，
7mホース）

8 その他発電用原子
炉の附属施設
1 非常用電源設備

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

2 非常用発
電装置

(4) 燃料設
備

ニ 主
配管

－ 8.1.2.4 高圧発電機車

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料
個数（可搬型）
取付箇所（可搬型）

8.1.2.4 高圧発電機車－
ニ 主
配管

(4) 燃料設
備

2 非常用発
電装置
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.3 高圧原子炉代替
注水系

流路として基本設計方針に記
載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.4 原子炉隔離時冷
却系

流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.7 高圧原子炉代
替注水系

流路として基本設計方針に記
載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.3 高圧原子炉代替
注水系

流路として基本設計方針に記
載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.4 原子炉隔離時冷
却系

流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.7 高圧原子炉代
替注水系

流路として基本設計方針に記
載

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-12B）

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－

機器名称
主たる登録区分

－
1 原子炉格
納容器

7 原子炉格納施設 －

兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-12A）

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

－

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

－－
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
機器名称

主たる登録区分 兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － － 3.6.7 ほう酸水注入系
流路として基本設計方針に記
載

4 計測制御系統施設
4 ほう酸水
注入設備

－ － － 4.4.1 ほう酸水注入系
流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.9 ほう酸水注入
系

流路として基本設計方針に記
載

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-20A,B,C,D）

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ － －

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

4 計測制御系統施設
3.制御材駆
動装置

(2)制御棒駆
動水圧設備

－ －
4.3.2,1　制御棒駆動
水圧系

流路として基本設計方針に記
載

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-21A,B,C,D）

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ － －

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

4 計測制御系統施設
3.制御材駆
動装置

(2)制御棒駆
動水圧設備

－ －
4.3.2,1　制御棒駆動
水圧系

流路として基本設計方針に記
載

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-22）

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ － －

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

2-別2-73



施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
機器名称

主たる登録区分 兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － － 3.5.1 残留熱除去系
流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.3 格納容器代替
スプレイ系

流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.4 ペデスタル代
替注水系

流路として基本設計方針に記
載

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － － 3.5.1 残留熱除去系
流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.3 格納容器代替
スプレイ系

流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.6 残留熱代替除
去系

流路として基本設計方針に記
載

－

－

1 原子炉格
納容器

－

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-30B)

7 原子炉格納施設

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－

－

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-30A)

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

－

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
機器名称

主たる登録区分 兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.5 低圧原子炉代替
注水系

流路として基本設計方針に記
載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － － 3.6.6 残留熱除去系
流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.6 残留熱代替除
去系

流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.8 低圧原子炉代
替注水系

流路として基本設計方針に記
載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.5 低圧原子炉代替
注水系

流路として基本設計方針に記
載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － － 3.6.6 残留熱除去系
流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.8 低圧原子炉代
替注水系

流路として基本設計方針に記
載

－－ －7 原子炉格納施設

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-31B）

7 原子炉格納施設

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

1 原子炉格
納容器

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

－ － －

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-31A）

1 原子炉格
納容器

2-別2-75



施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
機器名称

主たる登録区分 兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-31C）

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ － －

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － － 3.6.6 残留熱除去系
流路として基本設計方針に記
載

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-32A）

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ － －

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － － 3.5.1 残留熱除去系
流路として基本設計方針に記
載

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-32B）

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ － －

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － － 3.5.1 残留熱除去系
流路として基本設計方針に記
載

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-33）

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ － －

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － － 3.5.1 残留熱除去系
流路として基本設計方針に記
載

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-34）

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ － －

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.2 低圧炉心スプレ
イ系

流路として基本設計方針に記
載

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-35）

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ － －

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.1 高圧炉心スプレ
イ系

流路として基本設計方針に記
載
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
機器名称

主たる登録区分 兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.3 高圧原子炉代替
注水系

流路として基本設計方針に記
載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.4 原子炉隔離時冷
却系

流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.7 高圧原子炉代
替注水系

流路として基本設計方針に記
載

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-60)

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ － －

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ u
7.3.6.4 ペデスタル代
替注水系

流路として基本設計方針に記
載

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-68C)

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ － －

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

4 計測制御系統施設
8 制御用空
気設備

－ － －
4.8.2 逃がし安全弁窒
素ガス供給系

流路として基本設計方針に記
載

1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ －
格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-38）

7 原子炉格納施設 －

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
機器名称

主たる登録区分 兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射性
物質濃度制
御設備及び
可燃性ガス
濃度制御設
備並びに格
納容器再循
環設備

－ －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(9) 圧力逃
がし装置

－ －
7.3.9.1 格納容器フィ
ルタベント系

流路として基本設計方針に記
載

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-164A)

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ － －

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

（７）放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備に
係る次の事
項

－ －
7.3.7.4 窒素ガス代替
注入系

流路として基本設計方針に記
載

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － － 3.5.1 残留熱除去系
流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

流路として基本設計方針に記
載

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-81)

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ － －

－

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-200A)

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ －
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
機器名称

主たる登録区分 兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － － 3.5.1 残留熱除去系
流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

流路として基本設計方針に記
載

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － － 3.5.1 残留熱除去系
流路として基本設計方針に記
載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － － 3.6.6 残留熱除去系
流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －

7.3.6.2 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（サプレッ
ションプール水冷却
モード））

流路として基本設計方針に記
載

－
格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-201)

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ －

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

－

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-200B)

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ －
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
機器名称

主たる登録区分 兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － － 3.5.1 残留熱除去系
流路として基本設計方針に記
載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － － 3.6.6 残留熱除去系
流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －

7.3.6.1 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（格納容器冷
却モード））

流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －

7.3.6.2 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（サプレッ
ションプール水冷却
モード））

流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.6 残留熱代替除
去系

流路として基本設計方針に記
載

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

－
1 原子炉格
納容器

7 原子炉格納施設
格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-202)

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

－－

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
機器名称

主たる登録区分 兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.3 高圧原子炉代替
注水系

流路として基本設計方針に記
載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － － 3.6.6 残留熱除去系
流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.7 高圧原子炉代
替注水系

流路として基本設計方針に記
載

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － － 3.5.1 残留熱除去系
流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －

7.3.6.2 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（サプレッ
ションプール水冷却
モード））

流路として基本設計方針に記
載

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － － 3.5.1 残留熱除去系
流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －

7.3.6.2 原子炉格納容
器スプレイ設備（残留
熱除去系（サプレッ
ションプール水冷却
モード））

流路として基本設計方針に記
載

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-205)

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-204)

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

－

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ －

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

－

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－

1 原子炉格
納容器

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

－－7 原子炉格納施設
格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-203)

－
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
機器名称

主たる登録区分 兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-208）

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ － －

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.2 低圧炉心スプレ
イ系

流路として基本設計方針に記
載

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-210）

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ － －

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.1 高圧炉心スプレ
イ系

流路として基本設計方針に記
載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.3 高圧原子炉代替
注水系

流路として基本設計方針に記
載

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.4 原子炉隔離時冷
却系

流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(6) 原子炉
格納容器安
全設備

－ －
7.3.6.7 高圧原子炉代
替注水系

流路として基本設計方針に記
載

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-214）

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ － －

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

3 原子炉冷却系統施設

6 非常用炉
心冷却設備
その他原子
炉注水設備

－ － －
3.6.4 原子炉隔離時冷
却系

流路として基本設計方針に記
載

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-213）

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ － －

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料
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施設区分 系統名 設備別記載事項 設備別記載事項（全項目） 施設区分 系統名 設備別記載事項
機器名称

主たる登録区分 兼用する登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分

3 原子炉冷却系統施設
5 残留熱除
去設備

－ － －
3.5.2 格納容器フィル
タベント系

流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(7) 放射性
物質濃度制
御設備及び
可燃性ガス
濃度制御設
備並びに格
納容器再循
環設備

－ －
7.3.7.5 格納容器フィ
ルタベント系

流路として基本設計方針に記
載

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

(9) 圧力逃
がし装置

－ －
7.3.9.1 格納容器フィ
ルタベント系

流路として基本設計方針に記
載

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-320A)

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ － －

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

7 原子炉格納施設
3 圧力低減
設備その他
の安全設備

（７）放射
性物質濃度
制御設備及
び可燃性ガ
ス濃度制御
設備並びに
格納容器再
循環設備に
係る次の事
項

－ －
7.3.7.4 窒素ガス代替
注入系

流路として基本設計方針に記
載

－

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

名称
貫通部番号
種類
個数
最高使用圧力
最高使用温度
構成
主要寸法
外径
厚さ
材料

格納容器配管貫通部（貫通部
番号X-241)

7 原子炉格納施設
1 原子炉格
納容器

(4) 原子炉
格納容器配
管貫通部及
び電気配線
貫通部

－ －
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2-別 3-1

要目表記載のうち機器等の取付箇所の記載方針について 

1. 要旨

別表第二の記載要求事項のうち，機器等の「取付箇所」の記載として以下に記載方針を

まとめた。 

2. 発電用原子炉施設の設計及び工事の計画に係る手続ガイド記載内容について

「発電用原子炉施設の設計及び工事の計画に係る手続ガイド」（以下「手続きガイド」と

いう）の機器等の仕様に関する記載要求範囲として記載される「取付箇所」への記載要求

は以下のとおりとする。 

（抜粋） 

常設の機器等（可搬型の機器等の一部で通常運転時から使用箇所に取り付けている

機器等を含む。）については，属する系統の機能の独立性及び位置的分散を示すため

に十分な配置を説明する記載とする必要があり，また，溢水防護上の配慮が必要な機

器等については，防護区画との関係及び据付高さ等を記載する必要がある。 

3. 記載方針

上記，手続きガイドに基づき，要目表の「取付箇所」記載方針を次に記載する。なお，

火災防護対象機器の取り扱いについても，本資料で明確化する。 

4 要目表の「取付箇所」に対する記載方針について 

4.1 「属する系統の機能の独立性」について 

常設機器等の「属する系統の機能の独立性」については，添付図面の系統図で示す。

そのため，要目表の「取付箇所」の欄には，当該機器が接続する「系統名（ライン名）」

の欄を設け，その欄に取り付ける系統名（「○○○ライン」等と表記する。）を記載す

る。 

また，系統図側には，施設名及び設備系統名が識別できるよう「施設区分名」及び

「設備（系統）区分名」を図面名称欄に記載し，要目表と図面が繋がる記載とする。な

お，○○ポンプ A，Bや○○弁 A，B，Cなどの機器の「個数」が複数個あるものについて

は，その機器毎に「系統名」を記載する。また，系統に接続していないもの（例：クレ

ーン等）については「－」で示す。 

【記載例①参照】 

4.2 「位置的分散」について 

常設機器等の「位置的分散」については，添付図面の配置図で示す。そのため，要目

表の「取付箇所」の欄には，当該機器を設置する「設置床」の欄を設け，その欄に「建
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物の名称」及び当該機器の「設置床レベル」を記載する。 

また，配置図側には，機器配置が識別できるよう「建物の名称」及び「設置床レベ

ル」を図面に記載し，要目表と図面が繋がる記載とする。なお，「設置床レベル」の表記

方法については，設置変更許可申請書に準じる。 

【記載例②参照】 

4.3 「溢水防護上の配慮が必要な機器等」について 

(1) 「防護区画との関係」について

「溢水防護上の配慮が必要な機器等」と「防護区画との関係」が分かるように要目表

の「取付箇所」の欄には，当該機器が設置される「溢水防護上の区画番号」を記載す

る。なお，Ⅵ-1-1-9「発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書」に溢水評価対象の

設備と溢水防護区画の番号を示した溢水評価対象の溢水防護対象設備及び溢水評価対象

の重大事故等対処設備並びに溢水防護区画の図面を添付することでそれらの関係性を示

す。 

また，「溢水防護上の区画番号」及び「溢水防護上の配慮が必要な高さ」の記載方法に

ついては第１図，第２図及び第３図に示す。 

【記載例③参照】 
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１．グランドルールの考え方について 

・現状のグランドルールのうち，「溢水防護上の区画番号」及び「溢水防護上の配慮が必要な高さ」の記載方針の主な箇所は以下のとおり。

「溢水防護上の区画番号」について 

③ Ⅵ-1-1-9「発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書」の溢水評価対象の溢水防護対象設備及び溢水評価対象の重大事故等対処設備並びに溢水防護区画との関連付けを行うため，

要目表へ「溢水防護上の区画番号」を記載する。なお，溢水評価対象以外の設備は「－」とする。 

「溢水防護上の配慮が必要な高さ」について 

④ 「溢水防護上の配慮が必要な機器等」について，当該機器が設置される区画のうち，機能喪失高さが最も低いものを選定した上で，裕度を設定して要目表へ「溢水防護上の配慮が必要な高さ」として記載する。

なお，溢水評価対象以外の設備は「－」とする。

・上記のルールを踏まえた「溢水防護上の区画番号」及び「溢水防護上の配慮が必要な高さ」を記載するために用いる資料構成と要目表記載の流れのイメージ図を第１図に示す。

R-B1-1

1.0m 

Ⅵ-1-1-9「発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書」 

溢水防護区画 

R-B1-1

R-B1-2

R-B1-3

＊１

溢水評価対象の重大事故等対処設備 

溢水評価対象の溢水防護対象設備 

設備 溢水防護区画 

A R-B1-1

B R-B1-2

C R-B1-1

本リストのうち要目表対象の設備が「溢水防護上の配慮

が必要な機器等」に該当する。 

工事計画に係る説明資料（発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書） 

重大事故等対処設備の設置高さ及び機能喪失高さ 

溢水評価対象の 

重大事故等対処設備から除外した設備 

溢水評価対象の 

溢水防護対象設備から除外した設備 

設備 

D 

E 

F 

溢水評価対象以外の設備に該当するため，要目表対象設備で

あった場合でも「－」を記載する。 

なお，溢水防護区画の図面には，必ずしも区画番号が記載さ

れていない。 

溢水防護対象設備の設置高さ及び機能喪失高さ 

溢水防護区画 設備 機能喪失高さ 

R-B1-1
A 3000mm 

C 1000mm 

R-B1-2 B 2000mm 

＊２ 

●●●●

●●●●

950mm 

R-B1-1

A 

注記＊１：溢水評価対象の設備が設置されていないため，管理上の区画番号とする。 

＊２：工事計画に係る説明資料の「溢水防護対象設備の設置高さ及び機能喪失高さ」及び「重大事故等対処設備の設置高さ及び機能喪失高さ」の機能喪失高さが「-」の設備については， 

要目表の「溢水防護上の区画番号」及び「溢水防護上の配慮が必要な高さ」を「-」と記載する。 

第１図 資料構成及び要目表記載の流れのイメージ図 
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：「溢水防護上の配慮が必要な機器等」（要目表対象）【A】 

：溢水評価対象以外の設備【C】【D】【E】 

：要目表対象ではない溢水評価対象の設備【B】 

溢水評価対象の溢水防護対象設備 

溢水評価対象の重大事故等対処設備 
溢水評価対象の溢水防護対象設備から除外した設備 

溢水評価対象の重大事故等対処設備から除外した設備 

要目表対象設備＊ 

【A】 

【B】 【C】 

【E】 

【D】 

＊ 別表第二の範囲を示す。 

２．現状の要目表の整理状況 

・現状の要目表の整理フローを第３図に示す。・また，「溢水防護上の配慮が必要な機器等」と溢水評価対象以外の設備の考え方を第２

図に示す。

第３図 現状の要目表整理フロー 

第２図 「溢水防護上の配慮が必要な機器等」と溢水評価対象以外の設備の考え方 

防護すべき設備 

【A】＋【B】＋【C】＋【D】 

溢水評価対象から 

除外した設備である。＊１ 

溢水評価対象の溢水防護対象設備 

溢水評価対象の重大事故等対処設備 

【A】＋【B】 

要目表対象設備と 

重複していない。 

溢水評価対象の溢水防護対象設備から除外した設備 

溢水評価対象の重大事故等対処設備から除外した設備 

【C】＋【D】 

YES 

YES 

NO 

NO 

溢水防護上の配慮が必要な機器等 

【A】 

要目表対象ではない溢水評価対象の設備 

【B】 

注記＊1：以下に該当する設備は溢水評価対象外とする。 
① 溢水により機能喪失しない設備

② 原子炉格納容器内耐環境仕様設備

③ 動作機能の喪失により安全機能に影響しない設備

④ 他の機器で代替できる設備

第３図 現状の要目表整理フロー 
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(2) 「据付高さ等」について

「溢水防護上の配慮が必要な機器等」の「据付高さ等」については，当該機器が設置

される溢水防護区画のうち，機能喪失高さが最も低いものを選定した上で，裕度を設定

して要目表へ「溢水防護上の配慮が必要な高さ」として記載する。 

「溢水防護上の配慮が必要な高さ」の設定には，機能喪失高さに裕度を加えた値で設

定し，要目表の記載としては，その裕度を加えた値に「以上」を付記して表記する。 

また，溢水評価対象以外の設備については「－」を記載する。なお，「溢水防護上の配

慮が必要な高さ」については，新規要求事項として要目表の「変更後」欄に記載する。 

【記載例④参照】 

ただし，計測制御系統施設の計測装置や放射線管理施設の放射線管理用計測装置の記

載要目表のように，「変更前」，「変更後」の両方共に別表第二の記載事項を記載する必

要がある場合は，「変更後」の欄に「溢水防護上の区画番号」と「溢水防護上の配慮が必

要な高さ」の欄を記載する。 

【記載例⑤参照】 

(3) 「火災防護対象機器」についての扱い

火災防護対象機器の設置位置と「火災区域」又は「火災区画」との関係性について，

以下の整理とする。 

a. 「火災区域」及び「火災区画」の識別として，火災防護設備の要目表に「火災区域」

及び「火災区画」の「名称」と「番号」を記載し，また添付図面においても，図中に

それら区域及び区画の「番号」を記載することで火災防護上の「区域」及び「区画」

を識別する。

b. 火災防護対象機器について，Ⅵ-1-1-8「発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書」に「機器リスト」を添付し，そのリスト中に火災防護対象機器の「機器名称」

と，その機器が設置される「火災区域番号」又は「火災区画番号」を記載すること

で，「火災防護対象機器」と「火災区域」及び「火災区画」との関係性が分かる記載と

する。
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要目表記載のうち機器等の取付箇所の記載方針について 

・溢水防護上の配慮が必要な機器等の要目表の「取付箇所」の欄に
は，その機器が設置される「溢水防護上の区画番号」を記載する。

防護区画との関係 

常設機器等（可搬型の機器等の一部で通常運転時から使用箇所に取り付けている機器等を含む。）の「位置的分散」は，添付図面の配置図で示
す。 
要目表の「取付箇所」の欄には配置図とリンクできるよう，当該機器が設置される「設置床」の欄を設け，その欄に「建物の名称」及び機器
等の「設置床レベル」を記載する。 
また，配置図側には，図面中に建物の名称及び設置床レベルを記載する。 

位置的分散 

・独立性は系統図にて示す。なお，機器が設置される系統について
「系統名」で記載し，系統図とリンクさせる。
例：高圧炉心注水系に設置する機器→「高圧炉心注水系 B」，「高圧

炉心注水系 C」 

属する系統の機能の独立性 

電気盤 
ポンプ 

モータ

：機能喪失高さ 
：溢水防護上の配慮が必要な高さ 

据付高さ等 

・「溢水防護上の配慮が必要な機器等」の「据付高さ」について， 
当該機器が設置される溢水防護区画のうち，機能喪失高さが最 
も低いものを選定した上で，裕度を設定して要目表へ「溢水 
防護上の配慮が必要な高さ」として記載する。 
「溢水防護上の配慮が必要な高さ」の設定には，機能喪失高さ 
に裕度を加えた値で設定し，要目表の記載としては，その裕度 
を加えた値に「以上」を付記して表記する。 
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記載例① 

記載例② 

記載例③ 

記載例④ 

記載例 
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記載例⑤  計測制御系統施設の計測装置や放射線管理施設の放射線管理用計測装置の記載を

要目表のように，「変更前」，「変更後」の両方共に別表第二の記載事項を記載す

る場合は，「変更後」の欄に「溢水防護上の区画番号」と「溢水防護上の配慮が必

要な高さ」の欄を記載する。 



別紙４ 
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可搬型主配管の要目表に記載する「個数」の記載方法と 

「個数」及び「取付箇所」に注記を記載する際の基本的な記載ルールについて 

1. 要旨

別表第二の改正により可搬型主配管の要目表に「個数」が追加されたことを受け，その

「個数」への記載方法及び「個数」，「取付箇所」に注記を記載する際の基本的な記載方法

について以下にまとめる。 

2. 「個数」の記載方法

2.1 「個数」欄には，「技術基準規則で要求される必要な容量を賄える個数」（以下「必要

数」という。）と「バックアップの個数」（以下「予備」という。）を記載する。 

その際，必要数は括弧外に記載し，予備は括弧を付し，その括弧内に「予備」の記載

と個数を示す。 

例： 

名  称 
最高使用 

圧  力 

最高使用 

温  度 
主要寸法 個数 取付箇所 

●●（予備□□）

●●：必要数

□□：予備数

※…予備の表示は括弧内に「予備」の記載と個数を付す。 

なお，「個数」には，単位を記載しないが，管種を識別するため「取付箇所」欄に記載

する場合は以下の表記とする。 

① 可搬型ホースについては「本」

② 可搬型鋼管については「台」
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2.2 可搬型主配管は，使用方法により適用する技術基準規則が異なり，それにより必要数

及び予備数も変わることから，個々の基本的な記載パターンを以下に定める。 

2.2.1 基準要求が 2ｎ＋αのもの 

（例：「屋外」から「建物内」に水を供給するための可搬型ホース等） 

(1) 単一の長さの可搬型主配管の場合

・必要数には，2ｎの本数（台数）を括弧外に記載する。

・予備数には，αの本数（台数）に括弧を付して記載する。

(2) 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する場合

・必要数には，ホース長さごとに必要となる本数を合算した値（2ｎ）を括弧外に

記載する。

・予備数には，ホース長さごとの予備本数を合算した値（α）に括弧を付して記

載する。

2.2.2 基準要求がｎ＋αのもの 

（例：「建物内」のみ使用する可搬型ホース等） 

(1) 単一の長さの可搬型主配管の場合

・必要数には，ｎの本数（台数）を括弧外に記載する。

・予備数には，αの本数（台数）に括弧を付して記載する。

(2) 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する場合

・必要数には，ホース長さごとに必要となる本数を合算した値（ｎ）を括弧外に

記載する。

・予備数には，ホース長さごとの予備本数を合算した値（α）に括弧を付して記

載する。
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3. 「個数」及び「取付箇所」に注記を記載する際の基本的な表記方法

3.1 「個数」への注記方法 

以下に示す「3.1.1」～「3.1.4」の場合には，個数に注記を記載する。 

3.1.1 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する場合 

(1) 記載方法

・複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する場合は，長さごとに必

要となる数がわかるように注記を記載する。

例： 

名称 
最高使

用圧力 

最高使

用温度 

主 要 

寸 法 
個数 取付箇所 

○○用 5 m，10 m，

50 mホース 
●●（予備□□）＊1

注記 ＊1：必要本数●●本（5 m：●本，10 m：●本，50 m：●本）及び予備各 1本

の数量を示す。 

3.1.2 設備を兼用する複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する場合 

(1) 記載方法

・設備（系統）区分によって，組み合わせる本数（台数）が異なるものは，各設

備（系統）区分で必要となる数がわかるように注記を記載する。

例： 

名称 
最高使

用圧力 

最高使

用温度 

主 要 

寸 法 
個数 取付箇所 

○○用 5 m，10 m，

50 mホース 
●●（予備□□）＊2

注記 ＊2：○○施設のうち△△設備（□□系）としての必要本数●●本（5 m：●

本，10 m：●本，50 m：●本）と●●施設のうち▲▲設備（■■系）とし

ての必要本数●●本（5 m：●本，10 m：●本，50 m：●本）を合わせた

数量及び予備各 1本の数量を示す。 
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3.1.3 機器に専属するホースの場合 

(1) 記載方法

・機器の専属ホースであることがわかるように，専属する機器名が判別可能なよ

う注記で記載する。

例： 

名称 
最高使

用圧力 

最高使

用温度 

主 要 

寸 法 
個数 取付箇所 

○○用 5 mホース ●●＊3

注記 ＊3：○○ポンプの保有数と同じ数量を示す。 

名称 
最高使

用圧力 

最高使

用温度 

主 要 

寸 法 
個数 取付箇所 

△△ 

給油ライン接続用 

19.5 mホース 

●●＊4

注記 ＊4：△△1台あたりの数量を示す。 

3.1.4 2セットで技術基準規則要求を満たす設備に使用するホースの場合 

① 記載方法

・2セットで基準要求を満たす設備に使用するホースは，1セット分の必要本数及び

予備数と必要なセット数を注記で記載する。

例： 

名称 
最高使

用圧力 

最高使

用温度 

主 要 

寸 法 
個数 取付箇所 

○○ 

給油ライン接続 

用 4 mホース 

●●＊5

（予備□□） 

注記 ＊5：必要本数 15本を 2セットに予備 1本の数量を示す。 
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3.2 「取付箇所」への注記方法 

以下に示す「3.2.1」の場合には，取付箇所に注記を記載する。 

3.2.1 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する場合 

(1) 記載方法

・最長敷設ルートにおけるホース長さごとの必要本数を記載する。

例： 

名称 
最高使

用圧力 

最高使

用温度 

主 要 

寸 法 
個数 取付箇所 

○○用

0.5 m,1 m,2 m,3 m, 

5 m,10 m,20 m,50 m 

ホース

取付箇所： 

△△～□□接続口

（52本＊6）

注記 ＊6：最長のルートである「●●～▲▲」に敷設した場合（0.5 m：1本，1 m：2

本，2 m：5本，3 m：1本，5 m：3本，10 m：8本，50 m：32本）の数量を示

す。 

4. 各可搬型主配管の個数の内訳

可搬型主配管のうち，複数の使用方法等により内訳の説明を要する可搬型主配管は，設定

根拠に関する説明書又は設定根拠に関する説明書の補足説明資料に示す。 
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３ 工事計画認可申請における基本設計方針の作成要領 

1. 目的

「基本設計方針」の基本的な作成要領について定める。

2. 基本設計方針の資料構成

(1) 基本設計方針の資料構成は，「発電用原子炉施設の設計及び工事の計画に係る手続

ガイド」に記載される「基本設計方針，適用基準及び適用規格」に基づき，技術基準

規則の要求を満たすための基本的な設計方針を記載する構成とする。 

(2) 基本設計方針の記載は，別表第二の施設登場順に「施設（系統）」ごとに作成する。

（例：「原子炉本体の基本設計方針」→「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本

設計方針」→「原子炉冷却系統施設の基本設計方針」…）

(3) 基本設計方針を作成するにあたり，技術基準規則への適合性を逐条的に示すため

に，「条文」ごとに基本設計方針を作成した上で，その内容を基に，「施設（系統）」

ごとの基本設計方針（以下「基本設計方針」という。)に再構成するための方針を以

下に示す。 

a. 逐条的に示した基本設計方針を条文単位で，各施設（系統）に共通する設計方

針と，施設固有の設計方針とに分類し，前者を「共通項目」，後者を「個別項目」

とする。 

b. 基本設計方針の構成は，上記の「共通項目」を第 1章，「個別項目」を第 2章

とする。共通項目と個別項目の構成については以下に示す。 

【共通項目の基本構成について】 

c. 共通項目の記載単位は基本的には技術基準規則の条文単位とするが，自然現

象，設備に対する要求等の要求内容が同じものについては，複数条文を同一項目

にまとめて記載する。また，記載順序は技術基準規則の条項順を基本とする。共

通項目の章立てについて別紙１に示す。 

d. 共通項目は「原子炉冷却系統施設」（以下「原冷」という）のみに記載し，そ

の他の施設の共通項目に関する基本設計方針は原冷の記載を適宜呼び込む。 

e. 原冷の共通項目のうち，「火災」及び「溢水等」の基本設計方針はそれぞれ火

災防護設備，浸水防護施設の基本設計方針を呼び込む。 
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【個別項目の基本構成について】 

f. 個別項目の記載内容は，逐条的に示した各基本設計方針の中で，当該施設に該

当する内容を集約して記載する。個別項目の章立てについて別紙１に示す。 

g. 各施設の「個別項目」の章立てについては，「実用発電用原子炉の設置，運転

等に関する規則」別表第二中欄の「設備別記載事項」の設備項目を基に項目及び

その順序を構成する。ただし，技術基準規則等の要求も踏まえながら，記載項目，

順序などは必要により変更する。個別項目の章立てと別表第二との比較表を別

紙２に示す。 

h. 「個別項目」の別表第二中欄の「設備別記載事項」の設備項目を基にした各項

目については，更に各設備の系統等ごとに章立てを行い記載する。

i. 説明性を考慮し，章立ては極力細分化する。

(4) 基本設計方針のフォーマットは，変更前後の形式とする。なお，記載内容として技

術基準規則の要求事項に変更がないものは，「手続き対象外」であることがわかるよ

う「記載の適正化」として「変更前」に記載する。また，技術基準規則の要求事項が

変更又は追加となったものに対する記載は「変更後」に記載し，「手続き対象」であ

ることを識別する。具体的な方針は以下のとおり。(別紙３参照) 

a. 文頭に，設置許可基準規則及び技術基準規則並びにこれらの解釈で定義して

いないものについて用語の定義を記載する。「用語の定義」に記載するものは，

共通項目のうち各施設に該当する用語のみとする。 

b. 「一部技術基準規則の要求事項が変更又は追加となったもの」に対する記載は，

「変更前」に変更前の要求に対する基本設計方針を記載し，「変更後」に変更後

の要求に対する基本設計方針を記載する。

c. 「技術基準規則の要求事項に変更のないもの」については「変更前」に基本設

計方針を記載し，「変更後」に「変更なし」と記載する。「1.」，「2.」等の項目の

なかで一部でも変更のあるものは，文章が「変更前」と「変更後」で細切れにな

らないよう，その項目全体を「変更後」に記載する。

d. 「技術基準規則の要求事項が新たに追加となったもの」については，「変更前」

に「－」を記載し，「変更後」に新たに基本設計方針を記載する。

e. 「技術基準規則の要求事項が新たに追加になったもの」でも，「発電用軽水型

原子炉施設の火災防護に関する審査指針」等の規格基準の要求等で，以前から実

施しているものについては「変更前」にも記載する。 
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(5) 設計基準対象施設と重大事故等対処設備の記載の組合せ方

基本的にはＤＢ，ＳＡはまとめて記載する。（設計基準対象施設と重大事故等対処

設備に要求される条文のうち，双方の「共通事項」として扱える条文については，極

力まとめる。）また，ＤＢとＳＡを分けて記載する必要がある場合は，原則，ＤＢ・

ＳＡの順序で記載する。 

一つの設備や機能が，逐条的に示した基本設計方針の複数条文に記載されている

場合は，極力まとめる。 

その他説明性を考慮し，類似項目は極力まとめた記載とする。 
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3. 基本設計方針の具体的な記載方法について

(1) 基本設計方針の具体的な記載方法について示す。

a. 具体的な記載方法

(a) 基本設計方針の記載は，原則，設置変更許可本文をベースに記載する。

また，技術基準規則及び解釈の要求事項への適合を網羅するよう記載する。 

基本設計方針の記載内容は，「設置変更許可」での約束事項を「工事計画認可」

での約束事項として整合性を確保する観点も踏まえて，設置変更許可本文をベ

ースに記載する。 

さらに，技術基準規則への適合性を示すにあたり，詳細設計としての記載が必

要であるという観点と設置変更許可本文の記載事項不足分をカバーする観点か

ら，設置変更許可添付八の記載を引用して基本設計方針に記載する。 

また，技術基準規則及び解釈に記載される要求事項を基本的に網羅して記載

するが，記載するにあたり，「解釈」の中には「○○とは…」などのように「定

義」が記載されている場合があり，その中に設置要求のある「設備」等が含まれ

ることもあるため，その内容程度に応じて，記載要否を判断する。 

(b) 基本設計方針の記載順は，原則，技術基準規則条文の記載順とする。ただし，

それにより設置変更許可本文側が細切れになり，見にくくなる場合は，文章の

繋がりを考え再構成することも可とする。 

(c) 自主的に設置したものは原則記載しない。

b. 基本設計方針のみに記載する設備の記載事項

基本設計方針のみに記載する設備（要目表対象外）のうち，技術基準規則及び

解釈で性能・機能が要求されている設備については，別紙４の「基本設計方針に

記載すべき機器仕様及び設定根拠に関する説明書作成対象設備選定フロー」に

従い明確にすべき（必要な）性能・機能又は仕様を整理（選定）し，基本設計方

針に記載する。 

また，基本設計方針に記載された仕様の設定根拠については，「設備別記載事

項の設定根拠に関する説明書」の別添に記載する。 
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c. 兼用する設備の記載 

兼用する設備については，兼用先が明確になるよう記載する。 

(a) ある設備を複数の施設で使用する場合には，兼用設備として記載する。ただ

し，他の施設で登録した設備を，間接的に使用する情報提供系，サポート系（補

機冷却系，換気空調系及び電源系）に関しては，施設区分の兼用はしない。 

 

例：緊急時対策所で居住性を確保するための緊急時対策所エリアモニタ，緊急

時対策所非常用送風機等（技術基準規則第 76条要求）は，放射線管理施

設のみで登録し，緊急時対策所との兼用としない。 

 

(b) 兼用する設備のうち，主登録施設（以下「主施設」という。）では要目表対

象設備であるが，兼用先の施設（以下「従施設」という。）では要目表対象外

となる設備 

従施設の基本設計方針に，兼用設備リストとして整理する。 

 

(c) 兼用する設備のうち，兼用先すべてで要目表対象外であり，基本設計方針に

のみ記載する設備 

兼用先の施設名を基本設計方針の本文中（原則として，兼用設備名称の後に

括弧書き）に記載するが，主施設と従施設を区別するため，主施設と従施設の

兼用先の記載を以下のとおり記載する。 

・主施設（従施設の設備と兼用） 

・従施設（主施設の設備を従施設の設備として兼用） 

 

また，2以上の施設で兼用する場合は，主施設には兼用するすべての従施設

（複数施設）を記載し，従施設には兼用する主施設のみを記載する。 

なお，同一施設の設備区分で兼用する場合においても，同様に記載する。 

 

d. 可搬型設備の記載 

基本設計方針のみに記載する設備（要目表対象外）は，基本設計方針の中で常

設又は可搬型を明確にする必要があるため，可搬型設備については，名称の前に

「可搬型である」と明示する。 

ただし，以下のように可搬型であることが明らかな設備を除く。 

 

(a) 名称に「可搬型」，「携帯型」，「移動式」等が含まれているもの。 

例：可搬型照明（ＳＡ），無線通信設備（携帯型） 
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(b) 文中に「配備」，「保管」，「（使用時等に）設置」を用いているもの。（なお，

常設設備については，「設置」を用いる。） 

例：障害物を除去可能なホイールローダを 2台（予備 1台）保管，使用する。 

例：放射性物質吸着材は，…使用時に設置できる設計とする。 

(c) 常設と可搬型が混在する設備については，個別検討し記載する。

e. 第１章 共通項目における基本的設計と個別設計の記載

「第１章 共通項目」には，原則として基本的設計のみを記載し，個別設計へ

の展開は「第２章 個別項目」に記載する。ただし，基本設計方針で明確にすべ

き個別設計を記載する施設（系統）区分が個別項目にない場合は，共通項目に，

個別設計の設備がわかるように記載する。 

【個別設計を共通項目に記載する例】 竜巻の防護対策施設 

防護措置として設置する防護対策施設としては，竜巻防護ネット，竜巻防護鋼

板，架構及び鋼製扉を設置し，内包する外部事象防護対象施設の機能を損なわな

いよう，外部事象防護対象施設の機能喪失に至る可能性のある飛来物が外部事

象防護対象施設に衝突することを防止する設計とする。 

f. その他

(a) 共用及び相互接続に関する設計は，章立てを行い記載する。

(b) 項目の付番は下記のとおりとする。

【付番の例】 

2. 自然現象

2.1 地震による損傷の防止 

2.2.1 耐震設計 

(1) 耐震設計の基本方針

a. …

b. …

(a) …

(b) …

イ. …

ロ. …

(イ) …

(ロ) …
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4. 具体的記載を行うに当たっての注意事項

番号 注意事項 

1 
基本設計方針の冒頭に「概要」，「基本事項」，「基本的考え方」の見出しは記載しな

い。 

2 同様の趣旨の文章が重複しない記載とする。 

3 
文章の語尾については，統一的に「～設計とする。」とはせず，文脈の流れの中で，

適切な語尾とする。 

4 
「～の設備を設置している。」，「～することにしている。」等，現在の状況を示す

意味を持つ語尾は使用しない。（「現状ありき」の表現としない） 

5 

要目表に記載しない設備は，基本設計方針に記載する。 

ただし，設備数が多い場合は，全部を記載すると文章が読みづらくなるため，代

表的な設備を数件記載して「等」でまとめることも可とする。 

6 基本設計方針は，箇条書きではなく，できるだけ文章で繋げて記載する。 

7 

用語は，設置許可基準規則（解釈含む）及び技術基準規則（解釈含む）の用語を使

用し記載する。（必要により設置許可基準規則にて使用される用語を技術基準規則

の用語に置き換える。） 

ただし，用語の置き換え又は主語の変更を行うことにより，規制対象範囲が変わ

る場合があるため，置き換え等の際には，対象範囲の確認を行うこと。 

8 

設置変更許可本文において記載した「運用」で設備設計の前提条件を担保するも

のは，基本設計方針に最上位文書である保安規定で定めることを明記する。 

例えば，「○○しないよう，△△することを保安規定に定める。」と記載する。 

9 

添付八のみに記載されている「運用」については，「本当に記載が必要か。」を判断

したうえで，以下のとおり対応する。 

・基本的には基本設計方針に記載しないが，品質保証プロセスで行う「各条文の

設計方針の考え方」に「保安規定」にて担保する内容であることを記載する。

・設置許可基準規則にはなく技術基準規則のみに要求がある条文で運用に関わる

ものは，基本設計方針に記載する。

10 
「運用」で担保するものと「設計（設備）」で担保するものが混在する記載は避け

る。 

11 
基本設計方針に記載する適合性の内容は，「主語」，「述語」をはっきりさせ，規制

対象が何であるかを明確にする。 

12 仕様が要目表で明確な場合は，基本設計方針には記載しない。 
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番号 注意事項 

13 

設置変更許可本文で評価を伴う記載がある場合は，工事計画にて担保する条件を

以下のいずれかの方法で記載する。 

① 
評価結果が示されている場合，評価結果を受けて必要となった措置のみを

工事計画の対象とする。 

② 

今後評価することが示されている場合，評価する段階（設計又は工事）を

明確にし，評価の方法及び条件，その評価結果に応じて取る措置の両者を

工事計画の対象とする。 

14 

設置変更許可本文のうち性能を記載している設計方針は，技術基準規則への適合

性を確保する上で，その性能を実現するための手段が具体的にわかるように記載

する。また，技術基準規則への適合性の観点で，設置変更許可本文に対応した事

項以外に必要となる運用を付加する場合も同様の記載を行う。 

なお，手段の仕様が要目表で明確な場合は記載しない。 

15 

個別機器等で，技術基準規則に要求があるが，要目表の記載要求がない設備につ

いてはその設備の種類ごとに仕様（「名称」，「個数」等）を文章中に記載し，個体

の識別ができる記載とする。 

16 
基本設計方針の記載のうち，工事計画で担保することになる設計方針（変更する

際に工事計画の手続きが必要となる部分）を明確にする。 

17 

条項号のうち，適用する設備がない要求事項は，「適合するものであることを確認

する」審査であることを踏まえ，当該要求事項の対象となる設備を設置しない旨

を記載する。 

ただし，技術基準規則要求が「なお，…」のように補足的な説明をしている箇所

は，その対象設備を設置しない場合，対象設備を設置しない旨の記載は不要とす

る。 
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5. 「設置許可基準規則」及び「技術基準規則」と「基本設計方針」及び「添付書類」等

との関係について 

基本設計方針の作成にあたり「設置許可基準規則」及び「技術基準規則」と「基本設

計方針」及び「添付書類」等との関係を示すフローを以下に示す。 

なお，基本設計方針の作成に当たっては，品質保証のプロセスを経て作成する。 

番号 注意事項 

18 
設置変更許可に記載している概略図の読み込みは，基本設計方針に記載せず，工

事計画認可申請書の添付書類として配置図，系統図等で記載する。 

19 

技術基準規則の解釈に示された指針・ＮＩＳＡ文書・他省令の呼び込みがある場

合は，以下の要領で記載を行う。 

(1) 
設置時に適用される要求など，特定の版の使用が求められている場合は，

引用する文章名及び版を識別するための情報（施行日等）を記載する。 

(2) 

監視試験片の試験方法を示した規格など，条文等で特定の版が示されて

いるが，保守管理等の運用管理の中で評価する時点でエンドースされた

最新の版による評価を継続して行う必要がある場合は，保安規定等の運

用の担保先を示すとともに，当該文書名とそのコード番号（必要時）を記

載する。（例：ＪＥＡＣ４２０１-2007の「-2007」は記載しない。） 

(3) 

解釈等に示された条文番号は，該当文書改正時に変更される可能性があ

ることを考慮し，条文番号は記載せず，条文が特定できる表題（必要に応

じ，上位の表題でも可能）で記載する。 

20 
ＪＥＡＣ等の技術評価を行った「技術評価書」は，基本設計方針への読み込みは

行わない。 

21 

表現の注意点について 

基本設計方針の本文中に「設置変更許可添付八に規定された仕様を満たす…」の

表現はしない。 

（添付八の記載は，基本，規制対象外として扱う。） 
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設置許可基準規則及び技術基準規則と工事計画認可申請書基本設計方針及び添付書類の関係を示すフロー 

【プラントの基本設計方針】 

設置許可基準規則及び解釈 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付八 

工事計画認可申請書 

基本設計方針 

工事計画認可申請書 

添付書類 

保安規定 社内規程 

【設備の詳細設計】 

技術基準規則及びその解釈 

技術基準規則への適合性確認（品質保証プロセス） 

「技術基準規則及びその解釈」の要求事項に対する適合性を原則基本設計

方針に記載する。 

記載内容は，「設置変更許可申請書本文」の記載を基本とし，技術基準規則

及びその解釈への適合性を示すため詳細設計として必要な記載について

は，「添付八」の記載についても考慮する。 

技術基準規則及びその解釈，設置変更許可申請書本文並びに設置変更許可

申請書添付八と基本設計方針を対比する「要求事項との対比表」により適

合性を示す。 

技術基準 

規則 

基本 

設計方針 

設置変更 

許可本文 

設置変更 

許可添付八 
備考 

添付書類等

への展開 

詳細設計である技術基準

規則の要求事項に対して

品質保証のプロセスにて

選定した記載内容に従い

基本的な設計方針を記載

する。 

基本設計方針で記載した

基本的な設計方針を受

け，その方針に従った影

響評価結果等について記

載する。 

設置許可基準規則と技術基

準規則の要求事項を比較

し，工事計画認可申請書へ

の展開の有無を検討する。 
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6. 基本設計方針に添付する「主要設備リスト」及び「兼用設備リスト」のフォーマット

について 

施設ごとの主要な設備（要目表記載設備）について，設計基準対象施設と重大事故等

対処設備との使用区分を識別するため耐震重要度分類，機器クラス，設備分類を記載し

た「表１ 主要設備リスト」を添付する。 

また，兼用する設備のうち兼用先の施設／設備（系統）区分において主要設備リスト

に記載されない設備（要目表記載対象外設備）については，「表２ 兼用設備リスト」に

示す。 

(1) 主要設備リストの資料構成

主要設備リストのフォーマットは，基本設計方針と同様に変更前後の形式とし，

記載順については要目表の記載順とする。設備リストの「設備（系統）区分」及び

「機器区分」については，別表第二の設備別記載事項の設備名及び機器名を記載

し，「名称」は要目表の名称と整合性を図る。 

(2) 兼用設備リストの資料構成

兼用設備リストには，主要設備リストのフォーマットに「主たる機能の施設／設

備（系統）区分」の項目を追加する。「主たる機能の施設／設備（系統）区分」には

兼用設備の主たる機能を使用する施設／設備（系統）区分（主施設）を記載する。 

(3) 設計基準対象施設の記載内容

当該設備（系統）区分において，設計基準対象施設として使用する各設備につい

ては，「耐震重要度分類」及び「機器クラス」を記載する。 

耐震重要度分類は技術基準規則の規定による。なお，耐震重要度Ｓの設備のう

ち，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備については要求事項が異なるた

め，Ｓ＊として通常の耐震重要度Ｓの設備と区別する。 

また，耐震重要度Ｂ，Ｃの設備のうち，設置許可基準規則の解釈（別記２）や審

査ガイドの要求によって基準地震動による評価が必要となる設備等についてはそれ

ぞれ略語を定義し，通常の耐震重要度Ｂの設備と区別する。略語の定義について次

の表に示す。 
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（特殊な耐震重要度Ｂ，Ｃの施設） 

略語 注記の記載 設備の例 

Ｂ－１ 

Ｂクラスの設備のうち，共振のおそれがあるため，弾性

設計用地震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたものによる地震力

に対して耐震性を保持できる設計とするもの 

燃料プール冷却系熱

交換器 

Ｂ－２ 
Ｂクラスの設備のうち，波及的影響によって，耐震重要

施設がその安全機能を損なわないように設計するもの 
燃料取替機 

Ｂ－３ 

Ｂクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に対し

て燃料プールの冷却，給水機能を保持できる設計とする

もの 

－ 

Ｃ－１ 
Ｃクラスの設備のうち，波及的影響によって，耐震重要

施設がその安全機能を損なわないように設計するもの 
－ 

Ｃ－２ 

Ｃクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に対し

て火災感知及び消火の機能又は溢水伝播を防止する機能

を保持できる設計とするもの 

水密扉 

Ｃ－３ 

Ｃクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に対し

て非常時における海水の取水機能を保持できる設計とす

るもの 

取水槽 

機器クラス区分のうち，クラス１～４機器，原子炉格納容器及び炉心支持構造物

については技術基準規則の規定による。発電用火力設備に関する技術基準を定める

省令の規定を準用するものについては「火力技術基準」とする。 

容器，管，ポンプ，弁又は支持構造物のうちクラスを持たない機器については，

「クラス外」とする。容器，管，ポンプ，弁又は支持構造物以外のものは「－」と

記載する。また，当該設備（系統）区分において，設計基準対象施設として使用し

ないものについても「－」と記載する。 

火災防護設備及び浸水防護設備等は，防護対象が設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備である場合，設計基準対象施設として分類する。 

これら設備リストに記載する「略語の定義」について別紙６に示す。 

(4) 重大事故等対処設備の記載内容

当該設備（系統）区分において，重大事故等対処設備として使用する各設備につ

いては，変更後の「設備分類」及び「重大事故等機器クラス」を記載する。「設備分

類」及び「重大事故等機器クラス」については設置変更許可添付八との整合性を図

る。なお，重大事故防止設備のうち可搬型のものを「可搬／防止」，重大事故緩和設
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備のうち可搬型のものを「可搬／緩和」とし，それ以外の可搬型重大事故等対処設

備を「可搬／その他」とする。 

「重大事故等機器クラス」において，容器，管，ポンプ，弁又は支持構造物以外

のものは「－」と記載する。また，当該設備（系統）区分において，重大事故等対

処設備として使用しないものについても「－」と記載する。 

(5) 主要設備リスト及び兼用設備リストの記載例

主要設備リスト及び兼用設備リストの記載例を別紙５に示す。



別紙１ 

3-別
1-1

基本設計方針目次 

第１章 共通項目 

1. 地盤等

1.1 地盤（第 4条，第 49条） 

1.2 急傾斜地の崩壊の防止（第 10条） 

2. 自然現象

2.1 地震による損傷の防止（第 5条，第 50条） 

2.1.1 耐震設計 

2.1.2 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方

針 

2.2 津波による損傷の防止（第 6条，第 51条） 

2.3 外部からの衝撃による損傷の防止（第 7条） 

2.3.1 外部からの衝撃より防護すべき施設 

2.3.2 設計基準事故時及び重大事故等時に生じる

荷重の組合せ 

2.3.3 設計方針 

3. 火災

3.1 火災による損傷の防止（第 11条，第 52条） 

4 溢水等 

4.1 溢水等による損傷の防止（第 12条） 

5. 設備に対する要求

5.1 安全設備，設計基準対象施設及び重大事故等対

処設備（第 14条，第 15条，第 54条） 

5.1.1 通常運転時の一般要求 

5.1.2 多様性，位置的分散等 

5.1.3 悪影響防止等 

5.1.4 容量等 

5.1.5 環境条件等 

5.1.6 操作性及び試験・検査性 

5.2 材料及び構造等（第 14条，第 17条，第 55

条） 

5.2.1 材料について 

5.2.2 構造及び強度について 

5.2.3 主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱

影響部をいう。）について 

敷地関係で 

まとめた 

自然現象で 

まとめた 

設備に対す

る要求でま

とめた 
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5.3 使用中の亀裂等による破壊の防止 

（第 18条，第 56条） 

5.4 耐圧試験等（第 21条，第 58条） 

5.5 安全弁等（第 20条，第 57条） 

5.6 逆止め弁（第 30条） 

5.7 内燃機関及びガスタービンの設計条件（第 48

条，第 78条） 

5.7.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設 

5.7.2 可搬型重大事故等対処設備 

5.8 電気設備の設計条件（第 48条，第 78条） 

5.8.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設 

5.8.2 可搬型重大事故等対処設備 

6. その他

6.1 立ち入りの防止（第 8条） 

6.2 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止 

（第 9条） 

6.3 安全避難通路等（第 13条） 

6.4 放射性物質による汚染の防止（第 41条） 

7. 設備の共用

設備に対す

る要求でま

とめた 

その他で 

まとめた 
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第２章 個別項目 

○ 原子炉本体

1. 炉心等（第 23，24条）

2. 原子炉圧力容器

2.1 原子炉圧力容器本体（第 14，23，27条） 

2.2 監視試験片（第 22条） 

3. 流体振動等による損傷の防止（第 19条）

○ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

1. 燃料取扱設備（第 26条）

2. 燃料貯蔵設備（第 7，26条）

3. 計測装置等（第 34，47，69，73条）

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備

4.1 燃料プール冷却系による燃料プール水の冷却（第 26，69

条） 

4.2 燃料プールへの注水（第 69条） 

4.3 燃料プールへのスプレイ（第 69条） 

4.4 発電所外への放射性物質の拡散抑制（第 69，70条） 

4.5 燃料プールの水質維持（第 26条） 

4.6 燃料プール接続配管（第 26条） 

○ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）

1. 原子炉冷却材（第 25条）

2. 原子炉冷却材再循環設備

2.1 原子炉再循環系（第 33条） 

3. 原子炉冷却材の循環設備

3.1 主蒸気系，復水給水系等（第 33条） 

3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ（第 27条） 

3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等（第 28条） 

3.4 逃がし安全弁の機能（第 20，32，33，57，61条） 

4. 残留熱除去設備

4.1 残留熱除去系（第 26，32，33，44，62，63条） 

4.2 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減

圧及び除熱（第 63，67条） 

5. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

5.1 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備の機能（第 32

条） 

5.2 高圧炉心スプレイ系（第 32，60条） 

5.3 低圧炉心スプレイ系（第 32，62条） 

5.4 高圧原子炉代替注水系（第 60条） 

5.5 原子炉隔離時冷却系（第 60条） 

5.6 低圧原子炉代替注水系（第 62条） 

5.7 残留熱除去系（低圧注水モード）（第 62条） 

5.8 ほう酸水注入系（第 60条） 

5.9 水の供給設備（第 71条） 

6. 原子炉冷却材補給設備
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6.1 原子炉隔離時冷却系（第 33条） 

6.2 復水輸送系（第 33条） 

7. 原子炉補機冷却設備

7.1 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む）（第 33，

63条） 

7.2 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海

水系を含む。）（第 33，63条） 

7.3 原子炉補機代替冷却系（第 62，63，64，65，69条） 

8. 原子炉冷却材浄化設備

8.1 原子炉浄化系（第 29，33条） 

9. 原子炉格納容器内の原子炉冷却材漏えいを監視する装置（第

28条）

10. 流体振動等による損傷の防止（第 19条）

11. インターフェイスシステム LOCA発生時に用いる設備（第 61

条）

12. 設備の共用（第 15条）

○ 蒸気タービン

1. 蒸気タービン

1.1 蒸気タービン本体（第 31条） 

1.2 蒸気タービンの附属設備（第 31条） 

○ 計測制御系統施設

1. 計測制御系統施設

1.1 反応度制御系統及び原子炉停止系統共通（第 36条） 

1.2 制御棒及び制御棒駆動水圧系（第 33，36，37条） 

1.3 原子炉再循環流量制御系（第 36条） 

1.4 ほう酸水注入系（第 36，59条） 

1.5 原子炉圧力制御系（第 33条） 

1.6 原子炉給水制御系（第 33条） 

2. 計測装置等

2.1 計測装置（第 34，67，68，73条） 

2.2 警報装置等（第 47条） 

2.3 計測結果の表示，記録及び保存（第 34，73条） 

2.4 電源喪失時の計測（第 73条） 

3. 安全保護装置等

3.1 安全保護装置（第 35，38条） 

3.2 ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）（第 59条） 

3.3 ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機

能） 

（第 59条） 

3.4 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）（第 59，61

条） 

3.5 自動減圧機能作動阻止（59，61条） 

3.6 試験及び検査（第 35条） 
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4. 通信連絡設備

4.1 通信連絡設備（発電所内）（第 47，77条） 

4.2 通信連絡設備（発電所外）（第 47，77条） 

5. 制御用空気設備

5.1 計装用圧縮空気系（第 14条） 

5.2 逃がし安全弁窒素ガス供給系（第 61条） 

6. 設備の共用

○ 放射性廃棄物の廃棄施設

1. 廃棄物貯蔵設備，廃棄物処理設備

1.1 廃棄物貯蔵設備（第 40条） 

1.2 廃棄物処理設備（第 29，39条） 

1.3 汚染拡大防止（第 39，40条） 

1.4 排水路（第 39，40，41条） 

2. 警報装置等（第 47条）

3. 設備の共用（第 15条）

○ 放射線管理施設

1. 放射線管理施設

1.1 放射線管理用計測装置（第 34，47，63，65，67，68，

69，73，75，76条） 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するための

防護措置（第 38，74，76条） 

2.2 換気設備（第 14，38，43，74，76条） 

2.3 生体遮蔽装置等（第 38，42，65，68，74，76条） 

3. 設備の共用

3.1 放射線管理施設（第 15条） 

3.2 生体遮蔽装置（第 15条） 

○ 原子炉格納施設

1. 原子炉格納容器

1.1 原子炉格納容器本体等（第 44，63，64，65，66，67， 

68条） 

1.2 原子炉格納容器隔離弁（第 44条） 

2. 原子炉建屋

2.1 原子炉建物原子炉棟等（第 26，44，74条） 

3. 圧力低減設備その他の安全設備

3.1 真空破壊装置（第 20，57，63，64，65，66，67，68条） 

3.2 原子炉格納容器安全設備（第 14，44，54，64，65，66，

70条） 

3.3 放射性物質濃度制御設備（第 14，26，43，44，74条） 

3.4 可燃性ガス濃度制御設備（第 44，67，68条） 

3.5 原子炉格納容器調気設備（第 44，67条） 

3.6 圧力逃がし装置（第 65条） 
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○ 非常用電源設備

1. 非常用電源設備の電源系統

1.1 非常用電源系統（第 45条） 

1.2 所内電気系統（第 72条） 

2. 交流電源設備

2.1 非常用交流電源設備（第 45，72条） 

2.2 常設代替交流電源設備（第 72条） 

2.3 可搬型代替交流電源設備（第 72条） 

2.4  負荷に直接接続する電源設備（第 63，65，67，68， 

76条） 

3. 直流電源設備及び計測制御用電源設備

3.1 常設直流電源設備（第 16，45，72条） 

3.2 可搬型直流電源設備（第 72条） 

3.3 主蒸気逃がし安全弁用可搬型直流電源設備（第 61条） 

3.4 計測制御用電源設備（第 45条） 

4. 燃料設備

4.1 非常用交流電源設備の燃料補給設備（第 45条） 

4.2 ガスタービン発電機の燃料補給設備（第 72条） 

4.3 高圧発電機車及び可搬式窒素供給装置用発電設備の燃料

補給設備（第 63，65，67，68，72，76条） 

4.4 緊急時対策所用発電機の燃料補給設備（第 76条） 

5. 設備の共用

○ 常用電源設備

1. 保安電源設備

1.1 発電所構内における電気系統の信頼性確保（第 45条） 

1.2 電線路の独立性及び物理的分離（第 45条） 

1.3 発電用原子炉施設への電力供給確保（第 45条） 

2. 設備の共用

○ 補助ボイラー

1. 補助ボイラ

1.1 補助ボイラの機能（第 48条） 

1.2 補助ボイラの設計条件（第 48条） 

2. 設備の共用（第 15条）

○ 火災防護設備

1. 火災防護設備の基本設計方針

1.1 火災発生防止（第 11，52条） 

1.2 火災の感知及び消火（第 11，52条） 

1.3 火災の影響軽減（第 11条） 

2. 設備の共用
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○ 浸水防護施設

1. 津波による損傷の防止

1.1 耐津波設計の基本方針（第 6，51条） 

1.2 入力津波の設定（第 6，51条） 

1.3 津波防護対策（第 6，51条） 

1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計（第 6，51

条） 

2. 発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止

2.1 溢水防護等の基本方針（第 12条） 

2.2 防護すべき設備の抽出（第 12条） 

2.3 溢水源及び溢水量の設定（第 12条） 

2.4 溢水防護区画及び溢水経路の設定（第 12条） 

2.5 防護すべき設備を内包する建物内及びエリア内で発生す

る溢水に関する溢水評価及び防護設計方針（第 12条） 

2.6 防護すべき設備を内包する建物外及びエリア外からの流

入防止に関する溢水評価及び防護設計方針（第 12条） 

2.7 管理区域外への漏えい防止に関する溢水評価及び防護設

計方針（第 12条） 

2.8 溢水防護上期待する浸水防護施設の構造強度設計（第 12

条） 

○ 補機駆動用燃料設備

1. 補機駆動用燃料設備（第 62，63，64，65，66，69条）

○ 非常用取水設備

1. 非常用取水設備の基本設計方針（第 33，62，63，64，65，69

条）

○ 緊急時対策所

1. 緊急時対策所（第 46，76条）

1.1 緊急時対策所の設置等 

2. 設備の共用
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1.1　地盤 ● ●

1.2　急傾斜地の崩壊の防止 ▲

2.1　地震による損傷の防止 ● ●

2.2　津波による損傷の防止 ○ ○

2.3　外部からの衝撃による損傷の防止 ●

3.1　火災による損傷の防止 ○ ○ ○

4.1　溢水等による損傷の防止 ○

5.1　安全設備，設計基準対象施設及び重大事
故等対処設備 ● ● ●

5.2　材料及び構造等 ▲ ▲ ●

5.3　使用中の亀裂等による破壊の防止 ▲ ●

5.4　耐圧試験等 ▲ ●

5.5　安全弁等 ▲ ●

5.6　逆止め弁 ▲

5.7　内燃機関及びガスタービンの設計条件 ▲ ●

5.8　電気設備の設計条件 ▲ ●

6.1　立ち入りの防止 ▲

6.2　発電用原子炉施設への人の不法な侵入等
の防止 ●

6.3　安全避難通路等 ●

6.4　放射性物質による汚染の防止 ▲

▲ ▲

2.1 原子炉圧力容器本体 ▲ ▲ ▲

2.2 監視試験片 ▲

▲

●

● ●

● ● ● ●

4.1 燃料プール冷却系による燃料プール水の
冷却 ● ●

4.2 燃料プールへの注水 ●

4.3 燃料プールへのスプレイ ●

4.4 発電所外への放射性物質の拡散抑制 ● ●

4.5 燃料プールの水質維持 ▲

4.6 燃料プール接続配管 ▲

2.燃料貯蔵設備

3.計測装置等

4.使用済燃料貯蔵槽冷却
浄化設備

条文

技術基準規則及び解釈　追加要求事項（○有）

2．自然現象

3．火災

4．溢水等

各施設の基本設計方針記載事項と技術基準規則の各条文との対比一覧表

設計基準対象施設 重大事故等対処施設

　目次【共通項目／原子炉施設の種類】　　 　分類

共

通

項

目

（

原

子

炉

冷

却

系

統

施

設

に

纏

め

て

記

載

）

1．地盤等

5．設備に対する要求

6．その他

個

別

項

目

原子炉本体

1.炉心等

2.原子炉圧力容器

3.流体振動等による損傷の防止

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

1.燃料取扱設備

浸水防護施設の基本設計方針に基づく設計

浸水防護施設の基本設計方針に基づく設計

火災防護設備の基本設計方針に基づく設計

3-別1-2-1
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条文

技術基準規則及び解釈　追加要求事項（○有）

各施設の基本設計方針記載事項と技術基準規則の各条文との対比一覧表

設計基準対象施設 重大事故等対処施設

　目次【共通項目／原子炉施設の種類】　　 　分類

▲

2.1 原子炉再循環系 ▲

3.1 主蒸気系，復水給水系等 ●

3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ ●

3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等 ●

3.4 逃がし安全弁の機能 ▲ ● ▲ ● ●

4.1 残留熱除去系 ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ●

4.2 格納容器フィルタベント系による原子炉格納
容器内の減圧及び除熱 ●

5.1 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設
備の機能 ● ●

5.2 高圧炉心スプレイ系 ▲ ●

5.3 低圧炉心スプレイ系 ▲ ●

5.4 高圧原子炉代替注水系 ●

5.5 原子炉隔離時冷却系 ●

5.6 低圧原子炉代替注水系 ●

5.7 残留熱除去系（低圧注水モード） ●

5.8 ほう酸水注入系 ●

5.9 水の供給設備 ●

6.1 原子炉隔離時冷却系 ●

6.2 復水輸送系 ▲

7.1 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を
含む） ● ●

7.2 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心ス
プレイ補機海水系を含む。） ● ●

7.3 原子炉補機代替冷却系 ● ● ● ● ●

8.1 原子炉浄化系 ▲ ▲

▲

▲

●

●

1.1 蒸気タービン本体 ▲

1.2 蒸気タービンの附属設備 ▲

5.非常用炉心冷却設備そ
の他原子炉注水設備

11. インターフェイスシステムLOCA発生時に用いる設備

12. 設備の共用

個

別

項

目

原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く）

1.原子炉冷却材

2.原子炉冷却材再循環設
備

3.原子炉冷却材の循環設
備

4.残留熱除去設備

7.原子炉補機冷却設備

8.原子炉冷却材浄化設備

9.原子炉格納容器内の原子炉冷却材漏えいを監視する装置

10.流体振動等による損傷の防止

原子炉冷却系統施設（蒸気タービン）

1.蒸気タービン

6.原子炉冷却材補給設備

3-別1-2-2



4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

地
盤

地
震

津
波

外
部
衝
撃

立
ち
入
り
防
止

不
法
侵
入

急
傾
斜
地

火
災

溢
水

避
難
通
路

安
全
設
備

設
計
基
準
対
象
施
設

全
交
流
電
源
喪
失

材
料
構
造

破
壊
の
防
止

流
体
振
動

安
全
弁

耐
圧
試
験

監
視
試
験
片

炉
心
等

熱
遮
蔽
材

一
次
冷
却
材

燃
料
取
扱
設
備

バ
ウ
ン
ダ
リ

バ
ウ
ン
ダ
リ
隔
離
装
置

一
次
冷
却
材
処
理
装
置

逆
止
め
弁

蒸
気
タ
ー

ビ
ン

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備

循
環
設
備

計
測
装
置

安
全
保
護
装
置

反
応
度
制
御

制
御
棒

原
子
炉
制
御
室

廃
棄
物
処
理
設
備

廃
棄
物
貯
蔵
設
備

汚
染
の
防
止

生
体
遮
蔽

換
気
設
備

原
子
炉
格
納
施
設

保
安
電
源
設
備

緊
急
時
対
策
所

警
報
装
置
等

準
用

地
盤

地
震

津
波

火
災

特
重
設
備

重
大
事
故
等
対
処
設
備

材
料
構
造

破
壊
の
防
止

安
全
弁

耐
圧
試
験

未
臨
界

高
圧
時
の
冷
却

バ
ウ
ン
ダ
リ
の
減
圧

低
圧
時
の
冷
却

最
終
ヒ
ー

ト
シ
ン
ク

C
V
冷
却

C
V
過
圧
破
損
防
止

下
部
溶
融
炉
心
冷
却

C
V
水
素
爆
発

原
子
炉
建
屋
水
素
爆
発

S
F
P
冷
却

拡
散
抑
制

水
の
供
給

電
源
設
備

計
装
設
備

原
子
炉
制
御
室

監
視
測
定
設
備

緊
急
時
対
策
所

通
信

準
用

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

個
別

共
通

共
通

個
別

共
通

共
通

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

共
通

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

共
通

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

共
通

条文

技術基準規則及び解釈　追加要求事項（○有）

各施設の基本設計方針記載事項と技術基準規則の各条文との対比一覧表

設計基準対象施設 重大事故等対処施設

　目次【共通項目／原子炉施設の種類】　　 　分類

1.1 反応度制御系統及び原子炉停止系統共通 ▲

1.2 制御棒及び制御棒駆動水圧系 ▲ ▲ ▲

1.3 原子炉再循環流量制御系 ▲

1.4 ほう酸水注入系 ▲ ●

1.5 原子炉圧力制御系 ▲

1.6 原子炉給水制御系 ▲

2.1 計測装置 ▲ ● ● ●

2.2 警報装置等 ▲

2.3 計測結果の表示，記録及び保存 ● ●

2.4 電源喪失時の計測 ●

3.1 安全保護装置 ● ●

3.2 ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） ●

3.3 ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポン
プトリップ機能） ●

3.4 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） ●

3.5 自動減圧機能作動阻止 ● ●

3.6 試験及び検査 ▲

4.1 通信連絡設備（発電所内） ● ●

4.2 通信連絡設備（発電所外） ● ●

5.1 計装用圧縮空気系 ▲

5.2 逃がし安全弁窒素ガス供給系 ●

● ● ●

1.1 廃棄物貯蔵設備 ▲

1.2 廃棄物処理設備 ▲ ●

1.3 汚染拡大防止 ▲ ▲

1.4 排水路 ▲ ▲ ▲

▲

▲

1.1 放射線管理用計測装置 ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ●

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を
確保するための防護措置 ● ● ●

2.2 換気設備
　2.2.1中央制御室空調換気系 ● ● ▲ ●

　2.2.2 緊急時対策所換気空調系 ●

　2.2.3 原子炉棟空調換気系 ▲

　2.2.4 タービン建物空調換気系 ▲

　2.2.5 廃棄物処理建物空調換気系 ▲

 2.3 生体遮蔽装置等 ● ▲ ● ● ● ●

▲

1.放射線管理施設

1.計測制御系統施設

2.換気設備，生体遮蔽装
置等

3 設備の共用

放射線管理施設

4.通信連絡設備

放射性廃棄物の廃棄施設

2.警報装置等

計測制御系統施設

1.廃棄物貯蔵設備，廃棄
物処理設備，

5.制御用空気設備

6. 設備の共用

3 設備の共用

2.計測装置等

3.安全保護装置等
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条文

技術基準規則及び解釈　追加要求事項（○有）

各施設の基本設計方針記載事項と技術基準規則の各条文との対比一覧表

設計基準対象施設 重大事故等対処施設

　目次【共通項目／原子炉施設の種類】　　 　分類

1.1 原子炉格納容器本体等 ▲ ● ● ● ● ● ●

1.2 原子炉格納容器隔離弁 ●

2.1 原子炉建物原子炉棟等 ▲ ▲ ●

3.1 真空破壊装置 ▲ ● ● ● ● ● ● ●

3.2 原子炉格納容器安全設備
　3.2.1 原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱
除去系（格納容器冷却モード））

● ▲ ●

　3.2.2 原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱
除去系（サプレッションプール水冷却モード）） ● ●

　3.2.3 格納容器代替スプレイ系による原子炉
格納容器内の冷却 ● ●

　3.2.4 残留熱代替除去系による原子炉格納容
器内の減圧及び除熱 ● ●

　3.2.5 ペデスタル代替注水系による原子炉格
納容器下部への注水 ● ●

　3.2.6 溶融炉心の原子炉格納容器下部への
落下遅延・防止のための原子炉圧力容器への
注水及び注入

●

　3.2.7 原子炉建物放水設備等 ●

3.3 放射性物質濃度制御設備
　3.3.1 非常用ガス処理系 ● ▲ ▲ ▲ ●

3.4 可燃性ガス濃度制御設備
　3.4.1 可燃性ガス濃度制御系による可燃性ガ
ス濃度の抑制

▲

　3.4.2 静的触媒式水素処理装置による水素濃
度の上昇抑制 ●

　3.4.3 窒素ガス代替注入系による可燃性ガス
濃度の抑制 ●

3.4.4　水素爆発による原子炉格納容器の破
損を防止するための格納容器フィルタベント系
による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素
ガスの排出

●

　3.4.5　水素爆発による原子炉建物等の損傷を
防止するための格納容器フィルタベント系による
原子炉格納容器内の水素ガスの排出

●

3.5 原子炉格納容器調気設備
　3.5.1 窒素ガス制御系 ▲ ●

3.6 圧力逃がし装置
　3.6.1 格納容器フィルタベント系 ● ●

1.1 非常用電源系統 ●

1.2 所内電気系統 ●

2.1 非常用交流電源設備 ▲ ●

2.2 常設代替交流電源設備 ●

2.3 可搬型代替交流電源設備 ●

2.4 負荷に直接接続する電源設備
 2.4.1 可搬式窒素供給装置用発電設備 ● ● ● ●

 2.4.2 緊急時対策所用発電設備 ●

3.1 常設直流電源設備 ● ● ●

3.2 可搬型直流電源設備 ●

3.3 主蒸気逃がし安全弁用可搬型直流電源設
備 ●

3.4 計測制御用電源設備 ●
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目

原子炉格納施設

1.原子炉格納容器

2.原子炉建屋

3.圧力低減設備その他の
安全設備

そ
の
他
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用
原
子
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の
附
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非常用電源設備

1.非常用電源設備
の電源系統

3.直流電源設備及
び計測制御用電源
設備

2.交流電源設備
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条文

技術基準規則及び解釈　追加要求事項（○有）

各施設の基本設計方針記載事項と技術基準規則の各条文との対比一覧表

設計基準対象施設 重大事故等対処施設

　目次【共通項目／原子炉施設の種類】　　 　分類

4.1 非常用交流電源設備の燃料補給設備 ▲

4.2 ガスタービン発電機の燃料補給設備 ●

4.3　高圧発電機車及び可搬式窒素供給装置
用発電設備の燃料補給設備 ● ● ● ● ●

4.4　緊急時対策所用発電機の燃料補給設備 ●

● ●

1.1 発電所構内における電気系統の信頼性確
保 ●

1.2 電線路の独立性及び物理的分離 ●

1.3 発電用原子炉施設への電力供給確保 ●

1.1 補助ボイラの機能 ▲

1.2 補助ボイラの設計条件 ▲

●

● ●

●

1.1 耐津波設計の基本方針 ● ●

1.2 入力津波の設定 ● ●

1.3 津波防護対策 ● ●

1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設
計 ● ●

2.1 溢水防護等の基本方針 ●

2.2 防護すべき設備の抽出 ●

2.3 溢水源及び溢水量の設定 ●

2.4 溢水防護区画及び溢水経路の設定 ●

2.5 防護すべき設備を内包する建物内及びエリ
ア内で発生する溢水に関する溢水評価及び防
護設計方針

●

2.6　防護すべき設備を内包する建物外及びエ
リア外からの流入防止に関する溢水評価及び
防護設計方針

●

2.7　管理区域外への漏えい防止に関する溢水
評価及び防護設計方針 ●

2.8　溢水防護上期待する浸水防護施設の構造
強度設計 ●

● ● ● ● ● ●

○ ● ● ● ● ● ●

●

●

1.緊急時対策所 1.1緊急時対策所の設置等 ● ●

4.燃料設備

2.設備の共用

凡例　：　●基本設計方針の変更有り，　▲基本設計方針の変更なし，　○他施設の基本設計方針を呼び込みするもの

浸水防護施設

1.津波による損傷
の防止

2.発電用原子炉施
設内における溢水
等による損傷の防
止

補機駆動用燃料設備

1.補機駆動用燃料設備

非常用取水設備

1.1. 敷地内土木構造物（保管場所）

2. 敷地内土木構造物（屋外アクセスルート）
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常用電源設備

1.保安電源設備

補助ボイラー

火災防護設備

1.火災防護設備の基本方針

1.非常用取水設備の基本設計方針

緊急時対策所

1.補助ボイラ

5.設備の共用

2.設備の共用

施設内土木構造物

浸水防護施設の基本設計方針に基づく設計

3-別1-2-5
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原子炉本体の基本設計方針 

第２章 個別項目 目次 

基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

1. 炉心等

2. 原子炉圧力容器

2.1 原子炉圧力容器本体 

2.2 監視試験片 

3. 流体振動等による損傷の防止

1. 炉型式，定格熱出力等

2. 炉心

(1) 炉心形状等

(2) 燃料集合体最高燃焼度

(3) 燃料材の最高温度

(4) 熱的制限値

(5) 炉心支持構造物

3. 燃料体

4. チャンネルボックス

5. 反射材

6. 炉心支持構造物

(1) 炉心シュラウド及びシュラウドサポ

ート

(2) 上部格子板

(3) 炉心支持板

(4) 燃料支持金具

(5) 制御棒案内管

7. 原子炉圧力容器

(1) 原子炉圧力容器

(2) 原子炉圧力容器支持構造物

(3) 原子炉圧力容器付属構造物

(4) 原子炉圧力容器内部構造物
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核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針 

第２章 個別項目 目次 

基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

1. 燃料取扱設備

2. 燃料貯蔵設備

3. 計測装置等

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備

4.1 燃料プール冷却系による燃料プール

水の冷却 

4.2 燃料プールへの注水 

4.2.1 燃料プールスプレイ系（常設ス

プレイヘッダ）による燃料プール

への注水 

4.2.2 燃料プールスプレイ系（可搬型

スプレイノズル）による燃料プー

1. 燃料取扱設備

(1) 新燃料又は使用済燃料を取り扱う機

器

(2) 原子炉ウェル

(3) 使用済燃料運搬用容器

2. 新燃料貯蔵設備

(1) 新燃料貯蔵庫

(2) 新燃料貯蔵ラック

3. 使用済燃料貯蔵設備

(1) 使用済燃料貯蔵槽

(2) 使用済燃料運搬用容器ピット

(3) 使用済燃料貯蔵ラック

(4) 破損燃料貯蔵ラック

(5) 制御棒貯蔵ラック

(6) 制御棒貯蔵ハンガ

(7) 使用済燃料貯蔵用容器

(8) 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び

漏えいを監視する装置

(9) 使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監

視する装置

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備

(1) 熱交換器

(2) ポンプ

(3) 容器

(4) 貯蔵槽

(5) スキマサージ槽

(6) ろ過装置

(7) 主要弁

(8) 主配管
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基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

ルへの注水

4.3 燃料プールへのスプレイ 

4.3.1 燃料プールスプレイ系（常設ス

プレイヘッダ）による燃料プー

ルへのスプレイ

4.3.2 燃料プールスプレイ系（可搬型

スプレイノズル）による燃料プ

ールへのスプレイ 

4.4 発電所外への放射性物質の拡散抑制 

4.4.1 大気への放射性物質の拡散抑制 

4.4.2 海洋への放射性物質の拡散抑制 

4.5 燃料プールの水質維持 

4.6 燃料プール接続配管 
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原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針 

第２章 個別項目 目次 

基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

1. 原子炉冷却材

2. 原子炉冷却材再循環設備

2.1 原子炉再循環系 

3. 原子炉冷却材の循環設備

3.1 主蒸気系，復水給水系等 

3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ 

3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離

装置等 

3.4 逃がし安全弁の機能 

3.4.1 逃がし安全弁の容量 

3.4.2 自動減圧系による原子炉圧力容

器の減圧 

3.4.3 逃がし安全弁による原子炉冷却

材圧力バウンダリ高圧時の減圧 

4. 残留熱除去設備

4.1 残留熱除去系 

4.1.1 低圧注水モード 

4.1.2 原子炉停止時冷却モード 

(1) 多様性，位置的分散等

4.1.3 サプレッションプール冷却水モ

ード 

(1) 多様性，位置的分散等

4.1.4 燃料プール冷却 

4.2 格納容器フィルタベント系による原

子炉格納容器内の減圧及び除熱 

1. 原子炉冷却材

2. 原子炉圧力容器本体の炉心の原子炉冷

却材の流量及び蒸気の発生量

3. 原子炉冷却材再循環設備

(1) ポンプ

(2) 主要弁

(3) 主配管

4. 原子炉冷却材の循環設備

(1) 熱交換器

(2) ポンプ

(3) 容器

(4) ろ過装置

(5) 主蒸気流量制限器

(6) 安全弁及び逃がし弁

(7) 主要弁

(8) 主配管

5. 残留熱除去設備

(1) 冷却塔又は冷却池

(2) 熱交換器

(3) ポンプ

(4) 圧縮機

(5) ろ過装置

(6) 安全弁及び逃がし弁

(7) 主要弁

(8) 主配管

(9) 送風機

(10) 排風機
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基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

4.2.1 多様性，位置的分散及び独立性 

5. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水

設備

5.1 非常用炉心冷却設備その他原子炉注

水設備の機能 

5.2 高圧炉心スプレイ系 

5.2.1 多様性，位置的分散等 

5.3 低圧炉心スプレイ系 

5.3.1 多様性，位置的分散等 

5.4 高圧原子炉代替注水系 

5.5 原子炉隔離時冷却系 

5.5.1 多様性，位置的分散等 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.1 低圧原子炉代替注水系（常設）に

よる発電用原子炉の冷却 

5.6.2 低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による発電用原子炉の冷却 

5.7 残留熱除去系（低圧注水モード） 

5.7.1 多様性，位置的分散等 

5.8 ほう酸水注入系 

5.9 水の供給設備 

5.9.1 重大事故等の収束に必要となる

水源 

(1) 低圧原子炉代替注水槽からの

水の供給 

(2) サプレッションチェンバから

の水の供給 

(3) ほう酸水貯蔵タンクからの水

の供給 

(4) 代替淡水源からの水の供給

(5) 海からの水の供給

5.9.2 水源へ水を供給するための設備 

(1) 低圧原子炉代替注水槽の水の

供給

6. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水

設備

(1) ポンプ

(2) 容器

(3) 貯蔵槽

(4) ろ過装置

(5) 安全弁及び逃がし弁

(6) 主要弁

(7) 主配管
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基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

6. 原子炉冷却材補給設備

6.1 原子炉隔離時冷却系 

 6.2 復水輸送系 

7. 原子炉補機冷却設備

7.1 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水

系を含む） 

7.2 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧

　　炉心スプレイ補機海水系を含む。）

7.3 原子炉補機代替冷却系 

7.3.1 多様性，位置的分散及び独立性 

8. 原子炉冷却材浄化設備

8.1 原子炉浄化系 

9. 原子炉格納容器内の原子炉冷却材漏え

いを監視する装置

10. 流体振動等による損傷の防止

7. 原子炉冷却材補給設備

(1) ポンプ

(2) 容器

(3) 貯蔵槽

(4) 主要弁

(5) 主配管

8. 原子炉補機冷却設備

(1) 冷却塔又は冷却池

(2) 熱交換器

(3) ポンプ

(4) 圧縮機

(5) 容器

(6) ろ過装置

(7) 安全弁及び逃がし弁

(8) 主要弁

(9) 主配管

(10) 送風機

(11) 排風機

9. 原子炉冷却材浄化設備

(1) 熱交換器

(2) ポンプ

(3) ろ過装置

(4) 安全弁及び逃がし弁

(5) 主要弁

(6) 主配管

10. 原子炉格納容器内の原子炉冷却材の

漏えいを監視する装置
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基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

11. インターフェイスシステム LOCA発生

時に用いる設備

12. 設備の共用
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蒸気タービンの基本設計方針 

第２章 個別項目 目次 

基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

1. 蒸気タービン

1.1 蒸気タービン本体 

1.2 蒸気タービンの附属設備 

1. 蒸気タービン本体

(1) 種類，定格出力等

(2) 車室，円板等

(3) 調速装置及び非常調速装置並びに調

速装置で制御される主要弁

(4) 復水器

2. 蒸気タービンの附属設備

(1) 冷却塔又は冷却池

(2) 熱交換器

(3) 給水ポンプ，貯水設備及び給水処理

設備

(4) 管等
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計測制御系統施設の基本設計方針 

第２章 個別項目 目次 

基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

1. 計測制御系統施設

1.1 反応度制御系統及び原子炉停止系統

共通 

1.2 制御棒及び制御棒駆動水圧系 

1.3 原子炉再循環流量制御系 

1.4 ほう酸水注入系 

1.5 原子炉圧力制御系 

1.6 原子炉給水制御系 

2. 計測装置等

2.1 計測装置 

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な過

渡変化時，設計基準事故時及び

重大事故等時における計測 

2.1.2 原子炉格納容器内の水素濃度及

び酸素濃度の計測 

2.1.3 格納容器フィルタベント系排出

経路内の水素濃度の計測 

2.1.4 原子炉格納容器から原子炉建物

に漏えいした水素濃度の計測 

2.1.5 静的触媒式水素処理装置の作動

状態監視 

2.2 警報装置等 

2.3 計測結果の表示，記録及び保存 

2.4 電源喪失時の計測 

1. 制御方式及び制御方法

(1) 発電用原子炉の制御方式

(2) 発電用原子炉の制御方法

2. 制御材

(1) 制御棒

(2) ほう酸水

3. 制御材駆動装置

(1) 制御棒駆動機構

(2) 制御棒駆動水圧設備

4. ほう酸水注入設備

(1) ポンプ

(2) 容器

(3) 安全弁及び逃がし弁

(4) 主要弁

(5) 主配管

5. 計測装置

(1) 起動領域計測装置及び出力領域計測

装置

(2) 原子炉圧力容器本体の入口又は出口

の原子炉冷却材の圧力，温度又は流

量（代替注水の流量を含む。）を計測

する装置

(3) 原子炉圧力容器本体内の圧力又は水

位を計測する装置

(4) 原子炉格納容器本体内の圧力，温度，

酸素ガス濃度又は水素ガス濃度を計

測する装置

(5) 非常用炉心冷却設備その他原子炉注

水設備に係る容器内又は貯蔵槽内の

水位を計測する装置

(6) 原子炉冷却材浄化設備に係る原子炉
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基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

3. 安全保護装置等

3.1 安全保護装置 

3.1.1 安全保護装置の機能及び構成 

3.1.2 安全保護装置の不正アクセス行

為等の被害の防止 

3.2 ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入

機能） 

3.3 ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循

環ポンプトリップ機能） 

3.4 代替自動減圧ロジック（代替自動減

圧機能）  

3.5 自動減圧機能作動阻止 

3.6 試験及び検査 

4. 通信連絡設備

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

5. 制御用空気設備

5.1 計装用圧縮空気系 

5.2 逃がし安全弁窒素ガス供給系 

冷却材の水質を計測する装置 

(7) 原子炉冷却材再循環流量を計測する

装置

(8) 制御棒の位置を計測する装置

(9) 制御棒駆動水の圧力を計測する装置

(10) 原子炉格納容器本体への冷却材流

量を計測する装置

(11) 原子炉格納容器本体の水位を計測

する装置

(12) 原子炉建屋内の水素ガス濃度を計

測する装置

6. 原子炉非常停止信号

7. 工学的安全施設等の起動信号

8. 制御用空気設備

(1) 圧縮機

(2) 容器

(3) 安全弁

(4) 主要弁
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基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

6. 設備の共用

(5) 主配管

9. 原子炉冷却材再循環ポンプ電源装置

(1) 原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波

数電源装置

(2) 原子炉冷却材再循環ポンプＭＧセッ

ト

発電用原子炉の運転を管理するための制

御装置 

1. 制御方式

2. 中央制御室機能及び中央制御室外原子

炉停止機能

3. 緊急時制御室操作機能
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放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針 

第２章 個別項目 目次 

基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

1. 廃棄物貯蔵設備，廃棄物処理設備等

1.1 廃棄物貯蔵設備 

1.2 廃棄物処理設備 

1. 気体，液体又は固体廃棄物貯蔵設備

(1) ポンプ

(2) 容器

(3) 貯蔵槽

(4) ろ過装置

(5) 主配管

(6) 廃棄物貯蔵庫

2. 気体，液体又は固体廃棄物処理設備

(1) 熱交換器

(2) ポンプ

(3) 圧縮機

(4) 容器

(5) 流体状の放射性廃棄物の運搬用容器

（放射性物質の濃度が三十七ミリベ

クレル毎立方センチメートル（流体

が液体の場合にあっては，三十七キ

ロベクレル毎立方センチメートル）

以上の流体状の放射性物質を内包す

るものに限る。） 

(6) 固体状の放射性物質（原子炉冷却材

圧力バウンダリ内に施設されたもの

から発生する高放射化された主要な

廃棄物に限る。）の運搬用容器

(7) 貯蔵槽

(8) ろ過装置

(9) 主要弁

(10) 主配管

(11) 送風機

(12) 排風機

(13) ブロワ

(14) 減容・固化設備に係る焼却装置，
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基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

1.3 汚染拡大防止 

1.3.1 流体状の放射性廃棄物の漏えい

し難い構造及び漏えいの拡大防

止 

(1) 漏えいし難い構造

(2) 漏えいの拡大防止

(3) 放射性廃棄物処理施設に係る堰

の施設

(4) 放射性廃棄物貯蔵施設に係る堰

の施設

1.3.2 固体状の放射性廃棄物の汚染拡

大防止 

1.4 排水路 

2. 警報装置等

3. 設備の共用

溶融装置，圧縮装置，アスファル

ト固化装置，セメント固化装置，

ガラス固化装置又はプラスチック

固化装置に係る主要機器のうち(1)

から(13)までに掲げるもの以外の

主要機器 

(15) 排気口

(16) 排気筒

3. 堰その他の設備

(1) 原子炉格納容器本体外に設置される

流体状の放射性廃棄物（気体状のも

のを除く。以下同じ。）を内包する

容器（放射性物質の濃度が三十七キ

ロベクレル毎立方センチメートル以

上の流体状の放射性廃棄物を内包す

るものに限る。）からの流体状の放

射性廃棄物の漏えいの拡大を防止す

るために施設する堰 

(2) 原子炉格納容器本体外に設置される

流体状の放射性廃棄物を内包する容

器からの流体状の放射性廃棄物の施

設外への漏えいを防止するために施

設する堰（放射性廃棄物運搬用容器

にあっては，流体状の放射性廃棄物

の施設外への漏えいを防止するため

に施設する設備）

4. 原子炉格納容器本体外の廃棄物貯蔵

設備又は廃棄物処理設備からの流体

状の放射性廃棄物の漏えいの検出装

置又は自動警報装置
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放射線管理施設の基本設計方針 

第２章 個別項目 目次 

基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

1. 放射線管理施設

1.1 放射線管理用計測装置 

1.1.1 プロセスモニタリング設備 

1.1.2 エリアモニタリング設備

1.1.3 固定式周辺モニタリング設備 

1.1.4 移動式周辺モニタリング設備 

1.1.5 環境測定装置 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住

性を確保するための防護措置 

2.2 換気設備 

2.2.1 中央制御室空調換気系 

2.2.2 緊急時対策所換気空調系 

2.2.3 原子炉棟空調換気系 

2.2.4 タービン建物空調換気系

2.2.5 廃棄物処理建物空調換気系 

2.3 生体遮蔽装置等 

3. 設備の共用

3.1 放射線管理施設 

3.2 生体遮蔽装置 

1. 放射性管理用計測装置

(1) プロセスモニタリング設備

(2) エリアモニタリング設備

(3) 固定式周辺モニタリング設備

(4) 移動式周辺モニタリング設備

2. 換気設備

(1) 容器

(2) 主要弁

(3) 主配管

(4) 送風機

(5) 排風機

(6) フィルター（公衆の放射線障害の防

止及び中央制御室の従事者等の放射

線防護を目的として設置するものに

限る。）

3. 生体遮蔽装置（一次遮蔽，二次遮蔽，補

助遮蔽，中央制御室遮蔽，原子炉遮蔽並

びに緊急時制御室及び緊急時対策所に

おいて従事者等の放射線防護を目的と

して設置するものに限る。使用済燃料

運搬用容器の放射線遮蔽材，使用済燃

料貯蔵用容器の放射線遮蔽材，放射性

廃棄物運搬用容器の放射線遮蔽材及び

一時的に設置するものを除く。）
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原子炉格納施設の基本設計方針 

第２章 個別項目 目次 

基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

1. 原子炉格納容器

1.1 原子炉格納容器本体等 

1.2 原子炉格納容器隔離弁 

2. 原子炉建物

2.1 原子炉建物原子炉棟等 

3. 圧力低減設備その他の安全設備

3.1 真空破壊装置 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.1 原子炉格納容器スプレイ設備

（残留熱除去系（格納容器冷却

モード））

3.2.2 原子炉格納容器スプレイ設備

（残留熱除去系（サプレッショ

ンプール水冷却モード））

3.2.3 格納容器代替スプレイ系による

原子炉格納容器の冷却 

(1)格納容器代替スプレイ系（常

設）による原子炉格納容器の冷

却

1. 原子炉格納容器

(1) 原子炉格納容器本体

(2) 機器搬出入口

(3) エアロック

(4) 原子炉格納容器配管貫通部及び電気

配線貫通部

2. 原子炉建屋

(1) 原子炉建物原子炉棟

(2) 機器搬出入口

(3) エアロック

(4) 原子炉建屋基礎スラブ

3. 圧力低減設備その他の安全設備

(1) 真空破壊装置

(2) ダイヤフラムフロア

(3) ダウンカマ

(4) ベント管

(5) ベントヘッダ

(6) 原子炉格納容器安全設備
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基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

(2)格納容器代替スプレイ系（可搬

型）による原子炉格納容器の冷

却

3.2.4 残留熱代替除去系による原子炉

格納容器内の減圧及び除熱 

(1) 多様性，位置的分散及び独立性

3.2.5 ペデスタル代替注水系による原

子炉格納容器下部への注水 

(1) ペデスタル代替注水系（常設）

による原子炉格納容器下部への

注水

(2) ペデスタル代替注水系（可搬

型）による原子炉格納容器下部

への注水

(3) 格納容器代替スプレイ系（可搬

型）による原子炉格納容器下部

への注水

3.2.6 溶融炉心の原子炉格納容器下部

への落下遅延・防止のための原子

炉圧力容器への注水及び注入 

(1) 低圧原子炉代替注水系（常設）によ

る原子炉圧力容器への注水

(2) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水

(3) 高圧原子炉代替注水系による原子

炉圧力容器への注水

(4) ほう酸水注入系による原子炉圧力

容器へのほう酸水注入

3.2.7 原子炉建物放水設備等 

(1) 原子炉建物放水設備による大気

への拡散抑制及び航空機燃料火

災対応

a. 大気への放射性物質の拡散抑制

b. 航空機燃料火災への泡消火

(2)海洋拡散抑制設備による海洋への

(7) 放射性物質濃度制御設備及び可燃性

ガス濃度制御設備並びに格納容器再

循環設備
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基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

放射性物質の拡散抑制 

3.3 放射性物質濃度制御設備 

3.3.1 非常用ガス処理系 

3.4 可燃性ガス濃度制御設備 

3.4.1 可燃性ガス濃度制御系による可

燃性ガス濃度の抑制 

3.4.2 静的触媒式水素処理装置による

水素濃度の上昇抑制 

3.4.3 窒素ガス代替注入系による可燃

性ガス濃度の抑制 

3.4.4 水素爆発による原子炉格納容器

の破損を防止するための格納容

器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸

素ガスの排出 

3.4.5 水素爆発による原子炉建物等の

損傷を防止するための格納容器

フィルタベント系による原子炉

格納容器内の水素ガスの排出 

3.5 原子炉格納容器調気設備 

3.5.1 窒素ガス制御系 

3.6 圧力逃がし装置 

3.6.1 格納容器フィルタベント系 

(1) 格納容器フィルタベント系によ

る原子炉格納容器内の減圧及び

除熱 

a. 多様性，位置的分散及び独立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 原子炉格納容器調気設備 

 

(9) 圧力逃がし装置 

 

  



3-別 2-18

非常用電源設備の基本設計方針 

第２章 個別項目 目次 

基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

1. 非常用電源設備の電源系統

1.1 非常用電源系統 

1.2 所内電気系統 

2. 交流電源設備

2.1 非常用交流電源設備 

2.2 常設代替交流電源設備 

2.3 可搬型代替交流電源設備 

2.4  負荷に直接接続する電源設備 

2.4.1 可搬式窒素供給装置用発電設備 

2.4.2 緊急時対策所用発電設備 

3. 直流電源設備及び計測制御用電源設備

3.1 常設直流電源設備 

3.2 可搬型直流電源設備 

3.3 主蒸気逃がし安全弁用可搬型直流電

源設備 

3.4 計測制御用電源設備 

4. 燃料設備

4.1 非常用交流電源設備の燃料補給設備 

4.2 ガスタービン発電機の燃料補給設備 

4.3 高圧発電機車及び可搬式窒素供給装

置用発電設備の燃料補給設備 

4.4 緊急時対策所用発電機の燃料補給設

備 

5. 設備の共用

1. 常用電源設備との切換方法

2. 非常用発電装置

(1) ガスタービン

(2) 内燃機関

(3) ガスタービン及び内燃機関以外を用

いた発電装置

(4) 燃料設備

(5) 発電機

(6) 冷却設備

3. その他の電源装置

(1) 無停電電源装置

(2) 電力貯蔵装置
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常用電源設備の基本設計方針 

第２章 個別項目 目次 

基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

1. 保安電源設備

1.1 発電所構内における電気系統の信頼

性確保 

1.1.1 機器の損壊，故障その他の異常

の検知と拡大防止 

1.1.2 1 相の電路の開放に対する検知

及び電力の安定性回復 

1.2 電線路の独立性及び物理的分離 

1.3 発電用原子炉施設への電力供給確保 

1. 発電機

(1) 発電機

(2) 励磁装置

(3) 保護継電装置

(4) 原動機との連結方法

2. 変圧器

(1) 変圧器

(2) 保護継電装置

3. 遮断器

(1) 遮断器

(2) 保護継電装置
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補助ボイラーの基本設計方針 

第２章 個別項目 目次 

基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

1. 補助ボイラ

1.1 補助ボイラの機能 

1.2 補助ボイラの設計条件 

2. 設備の共用

1. 補助ボイラー

2. 再熱器

3. 節炭器

4. 胴，管寄せ及び管

5. 安全弁

6. 補助ボイラーに附属する給水設備

（1）給水ポンプ 

（2）貯水設備 

7. 補助ボイラーに附属する熱交換器

（1）種類，発生蒸気量等 

（2）蒸気を発生する熱交換器の安全弁 

8. 補助ボイラーに附属する通風設備

9. 補助ボイラーに附属する空気圧縮設備

及びガス圧縮設備

（1）空気だめ及びガスだめ 

（2）空気だめ及びガスだめの安全弁 

（3）空気圧縮機及びガス圧縮機 

10. 補助ボイラーに附属する管等

（1）主配管 

（2）蒸気だめ，減圧装置及び減温装置 

（3）安全弁及び逃がし弁 

11. 油燃焼用機器

（1）原油用又は原油以外の石油用の別 

（2）輸送装置及びバーナー 

（3）熱交換器 

12. その他の燃料の燃焼用機器に係る輸

送装置及び燃焼器

13. 燃料運搬設備に係る油の輸送管であ

って，外径三百ミリメートル以上のも

の

14. 燃料貯蔵設備に係る油タンク
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火災防護設備の基本設計方針 

第２章 個別項目 目次 

基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

1. 火災防護設備の基本設計方針

1.1  火災発生防止 

1.1.1 火災の発生防止対策 

1.1.2 不燃性材料又は難燃性材料の

使用 

1.1.3 落雷，地震等の自然現象による

火災の発生防止 

1.2  火災の感知及び消火 

1.2.1 火災感知設備 

1.2.2 消火設備 

(1) 消火設備の消火剤の容量

(2) 消火設備の系統構成

(3) 消火設備の電源確保

(4) 消火設備の配置上の考慮

(5) 消火設備の警報

(6) 消火設備に対する自然現象

の考慮

(7) その他

1.3  火災の影響軽減 

1.3.1 火災の影響軽減対策 

(1) 火災防護対象機器等の系統

分離対策

(2) 中央制御室の火災の影響軽

減のための対策

(3) 補助盤室の火災の影響軽減

のための対策

(4) 原子炉格納容器内の火災の

影響軽減のための対策

(5) 換気設備に対する火災の影

響軽減のための対策

(6) 煙に対する火災の影響軽減

のための対策

1. 火災区域構造物及び火災区画構造物

2. 消火設備

(1) ポンプ

(2) 容器

(3) 貯蔵槽

(4) 安全弁及び逃がし弁

(5) 主配管
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基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

(7) 油タンクに対する火災の影

響軽減のための対策

(8) ケーブル処理室に対する火災

の影響軽減のための対策

1.3.2 原子炉の安全確保 

(1) 原子炉の安全停止対策

(2) 火災の影響評価

2. 設備の共用
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浸水防護施設の基本設計方針 

第２章 個別項目 目次 

 

基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

1. 津波による損傷の防止 

1.1 耐津波設計の基本方針 

(1) 津波防護対象設備 

1.2 入力津波の設定 

1.3 津波防護対策 

1.3.1 敷地への流入防止（外郭防護 1） 

(1) 遡上波の地上部からの到達，流

入の防止 

(2) 取水路，放水路等の経路からの

津波の流入防止 

1.3.2 漏水による重要な安全機能及び

重大事故等に対処するために必要

な機能への影響防止（外郭防護 2） 

(1) 漏水対策 

1.3.3 重要な安全機能及び重大事故等

に対処するために必要な機能を有

する施設の隔離（内郭防護） 

(1) 浸水防護重点化範囲の設定 

(2) 浸水防護重点化範囲の境界に

おける浸水対策 

1.3.4 水位変動に伴う取水性低下及び

津波の二次的な影響による重要な

安全機能及び重大事故等に対処す

るために必要な機能への影響防止 

(1) 原子炉補機海水ポンプ，高圧炉

心スプレイ補機海水ポンプ並び

に大型送水ポンプ車及び大量送

水車の付属品である水中ポンプ

の取水性 

(2) 津波の二次的な影響による原

子炉補機海水ポンプ，高圧炉心

スプレイ補機海水ポンプ並びに 

1. 外郭浸水防護設備 

2. 内郭浸水防護設備 

(1) 防水区画構造物 

(2) 区画排水設備 
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基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

大型送水ポンプ車及び大量送水

車の付属品である水中ポンプの

機能保持確認 

1.3.5 津波監視 

1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設

の設計 

1.4.1 設計方針 

(1) 津波防護施設

(2) 浸水防止設備

(3) 津波監視設備

1.4.2 荷重の組合せ及び許容限界 

(1) 荷重の組合せ

(2) 許容限界

2. 発電用原子炉施設内における溢水等に

よる損傷の防止

2.1 溢水防護等の基本方針 

2.2 防護すべき設備の抽出 

2.3 溢水源及び溢水量の設定 

2.4 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

2.5 防護すべき設備を内包する建物内及

びエリア内で発生する溢水に関する

溢水評価及び防護設計方針 

2.5.1 没水の影響に対する評価及び防

護設計方針 

2.5.2 被水の影響に対する評価及び防

護設計方針 

2.5.3 蒸気の影響に対する評価及び防

護設計方針 

2.5.4 燃料プールのスロッシング後の

機能維持に関する溢水評価及び防

護設計方針 

2.6 防護すべき設備を内包する建物外及

びエリア外からの流入防止に関する

溢水評価及び防護設計方針 
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基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

2.7 管理区域外への漏えい防止に関する

溢水評価及び防護設計方針 

2.8 溢水防護上期待する浸水防護施設の

構造強度設計 
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補機駆動用燃料設備の基本設計方針 

第２章 個別項目 目次 

基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

1. 補機駆動用燃料設備 1. 燃料設備

(1) ポンプ

(2) 容器

(3) 貯蔵槽

(4) 主配管
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非常用取水設備の基本設計方針 

第２章 個別項目 目次 

基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

1. 非常用取水設備の基本設計方針 1. 取水設備（非常用の冷却用海水を確保

する構築物に限る。）
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施設内土木構造物の基本設計方針 

第２章 個別項目 目次 

基本設計方針 第2章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

1. 敷地内土木構造物（保管場所）

2. 敷地内土木構造物（屋外アクセスルー

ト） 

2. 敷地内土木構造物（地震による斜面の

崩壊の防止措置を実施するためのもの

に限る。）
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緊急時対策所の基本設計方針 

第２章 個別項目 目次 

基本設計方針 第２章 個別項目 実用炉規則別表第二（参考） 

1. 緊急時対策所

1.1 緊急時対策所の設置等 

1.1.1 緊急時対策所の設置 

1.1.2 設計方針 

(1) 耐震性及び耐津波性

(2) 中央制御室に対する独立性

(3) 代替交流電源の確保

(4) 緊急時対策所の機能の確保

a. 居住性の確保

b. 情報の把握

c. 通信連絡

d. 有毒ガスに対する防護措置

1. 緊急時対策所機能
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基本設計方針比較表 

変 更 前 変 更 後 

用語の定義は「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令」，「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則」並びにこれらの解釈による。 

a. 文頭に，設置許可基準規則及び技術基準規則並びにこれらの解釈で定義していないものについて

用語の定義を記載する。「用語の定義」に記載するものは，共通項目のうち各施設に該当する用語

のみとする。

用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」並びにこれらの解釈による。 

第１章 共通項目 

原子炉本体の共通項目である「1. 地盤等，2. 自然現象，3. 火災，5. 設備に対する要求（5.5 安全

弁等，5.6 逆止め弁，5.7 内燃機関の設計条件，5.8 電気設備の設計条件を除く。），6. その他」の基本

設計方針については，原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第1章 共通項目」に基づく設計とする。

他の施設の基本設計方針を呼び込む記載 

第１章 共通項目 

原子炉本体の共通項目である「1. 地盤等，2. 自然現象，3. 火災，4. 溢水等，5. 設備に対する要求

（5.5 安全弁等，5.6 逆止め弁，5.7 内燃機関及びガスタービンの設計条件，5.8 電気設備の設計条件

を除く。），6. その他」の基本設計方針については，原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第1 章 共通

項目」に基づく設計とする。 

5.2 材料及び構造 

設計基準対象施設（圧縮機，所内ボイラ，蒸気タービン（発電用のものに限る。），発電機，変圧器

及び遮断器を除く。）に属する容器，管，ポンプ若しくは弁若しくはこれらの支持構造物又は炉心支持

構造物の材料及び構造は，施設時において，各機器等のクラス区分に応じて以下のとおりとし，その

際，日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１）等に従い設計す

る。 

b. 「一部技術基準規則の要求事項が変更又は追加となったもの」に対する記載は，「変更前」に変更

前の要求に対する基本設計方針を記載し，「変更後」に変更後の要求に対する基本設計方針を記載

する。

5.2 材料及び構造 

設計基準対象施設（圧縮機，所内ボイラ，蒸気タービン（発電用のものに限る。），発電機，変圧器

及び遮断器を除く。）並びに重大事故等対処設備に属する容器，管，ポンプ若しくは弁若しくはこれら

の支持構造物又は炉心支持構造物の材料及び構造は，施設時において，各機器等のクラス区分に応じ

て以下のとおりとし，その際，日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（ＪＳＭＥ Ｓ 

ＮＣ１）等に従い設計する。 

ただし，重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物の材料及び構造であって，以下

によらない場合は，当該機器及び支持構造物が，その設計上要求される強度を確保できるよう日本機

械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１）を参考に同等以上の性能を

有することを確認する。 

また，重大事故等クラス３機器であって，完成品は，以下によらず，消防法に基づく技術上の規格

等一般産業品の規格及び基準に適合していることを確認し，使用環境及び使用条件に対して，要求さ

れる強度を確保できる設計とする。 

重大事故等クラス２容器及び重大事故等クラス２管のうち主要な耐圧部の溶接部の耐圧試験は，母

材と同等の方法，同じ試験圧力にて実施する。 

なお，各機器等のクラス区分の適用については，別紙「主要設備リスト」による。 
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変 更 前 変 更 後 

第２章 個別項目 

1. 蒸気タービン

設計基準対象施設に施設する蒸気タービン及び蒸気タービンの附属設備は，振動対策，過速度対策

等各種の保護装置及び監視制御装置によって，運転状態の監視を行い，発電用原子炉施設の安全性を

損なわないよう，以下の事項を考慮した設計とする。 

第２章 個別項目 

1. 蒸気タービン

変更なし 

c. 「技術基準規則の要求事項に変更のないもの」については「変更前」に基本設計方針を記載し，「変

更後」に「変更なし」と記載する。「1.」，「2.」等の項目のなかで一部でも変更のあるものは，文

章が「変更前」と「変更後」で細切れにならないよう，その項目全体を「変更後」に記載する。

第２章 個別項目 

－ 

d. 「技術基準規則の要求事項が新たに追加となったもの」については，「変更前」に「－」を記載し，

「変更後」に新たに基本設計方針を記載する。 

第２章 個別項目 

1. 補機駆動用燃料設備

ガスタービン発電機用軽油タンク，A-ディーゼル燃料貯蔵タンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク及び

ディーゼル燃料貯蔵タンクは，大量送水車及び大型送水ポンプ車（原子炉建物放水設備用）又は大型送

水ポンプ車（原子炉補機代替冷却系用）の燃料を貯蔵できる設計とする。 
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変 更 前 変 更 後 

1. 火災防護の基本方針

火災発生により原子炉施設の安全性が損なわれないようにするため，日本電気協会「原子力発電所の

火災防護指針」（ＪＥＡＧ４６０７）に準じ，火災発生の防止，火災検知および消火，ならびに火災の影

響の軽減を組合せ，原子炉施設の防火計画を行うものとする。 

2. 設計方針

2.1 火災の発生防止 

  2.1.1 予防措置 

(1) 可燃性または引火性の気体または液体を内包する系統は，下記のような方法を採用し，火災の

発生を防止する。

a. 可燃性または引火性の気体または液体を内包する系統は，原則として溶接構造とする。止む

を得ず機器等の接続部でフランジまたはネジ込み継手を使用し，下部に引火点を越える高温機

器，配管等が設置されている場合には漏えいによる引火を防止するためオイルパン等を設ける。 

b. 可燃性または引火性の気体または液体を内包する系統は，プラントの運転に先立ち，完成後

耐圧試験および水張試験等により漏えいのないことを確認する。 

c. 多量の可燃性または引火性の液体を内包する機器には，その損傷時，可燃物が流出しないよ

う原則として１００％以上の容量の防油堤またはカーブを設ける。 

d. タービン発電機用水素の貯蔵設備は原子炉建物，タービン建物および廃棄物処理建物等の本

館外に設置し，自然換気による換気を行う。 

e. 格納容器内雰囲気モニタ校正用，オフガス校正用水素ボンベは，その貯蔵量が少ないため，

本館内の十分に換気された場所に設置する。 

f. バッテリ室には水素の蓄積を防止するために必要量以上の換気風量を確保する。

e. 「技術基準規則の要求事項が新たに追加になったもの」でも，「発電用軽水型原子炉施設の火災防

護に関する審査指針」等の規格基準の要求等で，以前から実施しているものについては「変更前」

にも記載する。

1. 火災防護設備の基本設計方針

設計基準対象施設は，火災により発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう，火災防護上重要な機

器等を設置する火災区域及び火災区画に対して，火災防護対策を講じる。 

重大事故等対処施設は，火災により重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないよう，重

大事故等対処施設を設置する火災区域及び火災区画に対して，火災防護対策を講じる。 

～ 中略 ～ 

1.1 火災発生防止 

1.1.1 火災の発生防止対策 

火災の発生防止における発火性又は引火性物質に対する火災の発生防止対策は，火災区域又は

火災区画に設置する潤滑油又は燃料油を内包する設備及び水素ガスを内包する設備を対象とす

る。 

潤滑油又は燃料油を内包する設備は，溶接構造，シール構造の採用による漏えいの防止及び防

爆の対策を講じるとともに，堰等を設置し，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防止

する設計とし，潤滑油又は燃料油を内包する設備の火災により発電用原子炉施設の安全機能及び

重大事故等に対処する機能を損なわないよう，壁等の設置又は離隔による配置上の考慮を行う設

計とする。 

潤滑油又は燃料油を内包する設備を設置する火災区域又は火災区画は，換気空調設備による機

械換気又は自然換気を行う設計とする。 

潤滑油又は燃料油を貯蔵する設備は，貯蔵量を一定時間の運転に必要な量を貯蔵することを考

慮した設計とする。 

水素ガスを内包する設備のうち気体廃棄物処理設備，発電機水素ガス供給設備及び水素・酸素

注入設備の配管等は溶接構造によって，水素ガスの漏えいを防止し，弁グランド部から水素ガス

の漏えいの可能性のある弁は，ベローズ弁等を用いて防爆の対策を行う設計とし，水素ガスを内

包する設備の火災により，発電用原子炉施設の安全機能及び重大事故等に対処する機能を損なわ

ないよう，壁等の設置による配置上の考慮を行う設計とする。 

～ 中略 ～ 
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基本設計方針に記載すべき機器仕様及び 

設定根拠に関する説明書作成対象設備 選定フロー 

工事計画対象設備 

（工事計画添付書類星取表） 

ＳＴＥＰ１－① 

技術基準規則五条 

又は十二条の変更のみで 

申請対象となる設備 

であるか。 

要目表に仕様を記載 

設定根拠に関する 

説明書は不要。 

基本設計方針に 

性能・機能の記載の 

必要なし。 

【設定根拠に添付する要否区分】 

設定根拠へ記載する設備：○Ａ ，○Ｃ

設定根拠へ記載しない設備は：○Ｂ ，○Ｄ ，○Ｅ ，○Ｆ ，○Ｇ

別表第二 

中欄の設備別記載事項に記載

の機器であるか。 

別表第二 

下欄の設定根拠の要求項目 

機器であるか。 

性能・機能に対し， 

基本設計方針で仕様を明確に 

する必要があるか。 

性能・機能の 

要求がある機器か。 

下欄以外に性能・機能の要求

がある機器か。 

仕様を含む 

性能・機能について個別の 

説明書にて別途， 

説明すべきか。 

性能・機能について 

説明書にて別途， 

説明すべきか。 

○Ａ ○Ｂ ○Ｃ ○Ｄ ○Ｅ ○Ｆ
要目表に 

仕様を記載 

要目表に基づき設定

根拠に関する説明書

に記載 

基本設計方針に 

性能・機能を記載 

設定根拠に関する

説明書は不要 

要目表に仕様を 

記載 

設定根拠に関する

説明書は不要 

（注 1）設置変更許可本文（五号，十号），添付八，添付十，まとめ資料又は技術基準規則の要求より抽出した設備又はその性能機能 

（注 2）「性能・機能」とは，技術基準規則要求に適合させるために必要な役割など，定性的に記載できるものとする。 

（注 3）「仕様」とは，容量，時間，効率，伝達率，個数等，に関する定量的な数値とする。 

（注 4）「基本設計方針で仕様を明確にする。」とは以下の通りである。 

・技術基準規則で仕様要求があるもの。

・技術基準規則で定量的な機能が要求されている機器のうち，要目表で要求機能が確認できないもの。

・設置変更許可本文に仕様を記載しているもの。（例：シルトフェンスの長さ） 

（注 5）別表第二下欄の設定根拠の要求項目機器であっても，性能・機能以外の要求のみにより申請対象となり， 

従前から要求されている性能・機能に変更がない機器については，設定根拠に関する説明書は不要とする。 

○Ｇ
ＹＥＳ 

ＮＯ 

ＮＯ ＮＯ 

ＹＥＳ 
ＹＥＳ 

ＹＥＳ 
ＹＥＳ 

ＮＯ ＮＯ 

ＮＯ 

ＮＯ ＮＯ 

ＹＥＳ ＹＥＳ 

ＳＴＥＰ１－② 

ＳＴＥＰ２ 

ＳＴＥＰ３ 

（注 2） 

ＳＴＥＰ２ 

ＳＴＥＰ３ 

ＳＴＥＰ２ 

ＳＴＥＰ３ 

ＳＴＥＰ２ 

ＳＴＥＰ３ 

（注 3）（注 4） 

（注 1） 

ＹＥＳ 

※機器リストを設定根拠に関する説明書の別添に記載

基本設計方針に 

性能・機能を記載 

性能・機能について説明書に

記載（系統図，配置図含む。） 

＜例＞サイフォンブレイク

配管 

説明書： 

使用済燃料運搬用容器，使用

済燃料貯蔵槽及び使用済燃

料貯蔵用容器の冷却能力に

関する説明書 

基本設計方針に 

仕様を含めた 

性能・機能を記載 

仕様についての説明を

設定根拠に関する説明

書に記載 

＜例＞シルトフェンス 

基本設計方針に 

仕様を含めた 

性能・機能を記載 

仕様についての説明を個別

の説明書に記載 

＜例＞可搬型計測器 

説明書： 

計測装置に構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警

報動作範囲に関する説明書 

（注 5） 



3-別 4-2

基本設計方針へ機器仕様を記載する機器の選定順序について 

ＳＴＥＰ１－② ： 基本設計方針記載の設定根拠作成対象設備の選定（色分け） 

a：基本設計方針に記載している設備について，選定フローにより抽出する。（分類ごとに色

分け） 

b：基本設計方針記載内容と技術基準要求機器リスト（ＳＴＥＰ２資料）とのリンクが分かる

ように，色分けした箇所に番号を付ける。 

ＳＴＥＰ１－① ： 技術基準規則要求設備（機器）の抽出 

「工事計画添付書類星取表」を使用し，技術基準規則要求（要目表対象外含む。）設備（機器）

を全て抽出する。 

○Ａ  ○Ｂ  ○Ｃ  ○Ｄ  ○Ｅ  ○Ｆ  ○Ｇ

工事計画添付書類星取表 

※ 設計変更許可本文（五号，十号），添付八，添付十，

まとめ資料又は技術基準規則の要求より抽出。

基本設計方針 

変更前 変更後 

○Ｂ  ○Ｃ  ○Ｄ  ○Ｅ

ＳＴＥＰ２ ： 基本設計方針へ機器仕様を記載する機器の選定 

ＳＴＥＰ－１－①，②で抽出された設備から，基本設計方針へ機器仕様を記載する必要のある機器を選定する。 

選定に当たっては，以下の通りとする。 

1. 工事計画添付書類星取表からⒷ，Ⓒ，Ⓓ，Ⓔに整理された設備を「技術基準要求機器リスト（ヒアリング用）」

に反映する。その際，「関連条文」，「ＤＢ／ＳＡ」及び「系統」の情報も合わせて記載する。

2. ＳＴＥＰ１－②bの番号と機器リスト記載の機器がリンクするように番号を記載する。

3. ＳＴＥＰ１－②aの基本設計方針を基に，技術基準要求機器リストを作成する。

4. 基本設計方針に記載する内容を具体的に記載する。機器仕様を記載する設備は，仕様を記載する。

5. 選定フローにてⒷ，Ⓒ，Ⓓとなった機器に対して，関係する資料名を記載する。

【技術基準要求機器リスト】（ヒアリング用①） ○Ｂ  ○Ｃ  ○Ｄ  ○Ｅ
申請対象設備 

ＤＢ／ 

ＳＡ 

関連 

条文 

基本設計方針 

（リンク番号）

選定 

フロー

性能・ 

機能 

明確にする 

必要がある仕様 

基本設計方針 

記載内容 
記載資料名 備考 施設 

区分 
系統 機器名 

1.項 2.項 3.項 4.項 5.項

ＳＴＥＰ３ ： 工事計画認可申請補正書への添付 

工事計画認可申請補正書に添付するフォーマットに編集し，「設定根拠に関する説明

書」の別添とする。 

○Ｂ  ： 基本設計方針にのみ記載する設備で個別の説明書に記載

○Ｃ  ： 基本設計方針にのみ記載する設備で設定根拠説明書の別添作成

○Ｄ  ： 基本設計方針にのみ記載する設備で個別の説明書に記載

技術基準要求機器リスト 

申請対象設備 基本設計 

方針記載 

内容 

明確にする

必要がある

仕様 

記載 

資料名 
施設 

区分 
機器名 

○Ｂ  ○Ｃ  ○Ｄ

別添－１ 

設定根拠に 

関する説明書 設定根拠に 

関する説明書 

○Ｃ

別添－２ 

個別の説明書にて容

量等の根拠を記載 

○Ｂ  ○Ｄ



3-別
5-1

表 1 原子炉冷却系統施設の主要設備リスト（蒸気タービンを除く。）（1/55） 

設
備
区
分

系統及び機器 

変更前 変更後 

名  称 

設計基準対象施設＊1 重大事故等対処設備＊1 

名  称 

設計基準対象施設＊1 重大事故等対処設備＊1 

耐震 
重要度 

分類 

機器 
クラス

設備 
分類 

重大事故
等機器 

クラス

耐震 
重要度 

分類 

機器 
クラス

設備 
分類 

重大事故
等機器 

クラス

原
子
炉
冷
却
材
再
循
環
設
備

原
子
炉
再
循
環
系

ポンプ 原子炉再循環ポンプ Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし ― 

主配管 

原子炉圧力容器～停止時冷却モ
ード入口ラインの分岐部 

Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし ― 

停止時冷却モード入口ラインの

分岐部～Ａ－原子炉再循環ポン
プ 

Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし ― 

原子炉圧力容器～Ｂ－原子炉再

循環ポンプ 
Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし ― 

停止時冷却モード入口ラインの 

分岐部 
Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし ― 

原子炉浄化補助ポンプ入口ライ
ンの分岐部

Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし ― 

Ａ－及びＢ－原子炉再循環ポン
プ～Ａ－及びＢ－停止時冷却モ

ード戻りラインの合流部 

Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし ― 

Ａ－及びＢ－停止時冷却モード

戻りラインの合流部～原子炉圧
力容器 

Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし ― 

Ａ－及びＢ－停止時冷却モード
戻りラインの合流部 

Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし ― 

原
子
炉
冷
却
材
の
循
環
設
備

主
蒸
気
系

容器 

逃がし安全弁逃がし弁機能用ア
キュムレータ

Ｓ ｸﾗｽ 3 ― 変更なし 
常設耐震／防止 
常設／緩和

SA ｸﾗｽ 2

逃がし安全弁自動減圧機能用ア
キュムレータ

Ｓ ｸﾗｽ 3 ― 変更なし 
常設耐震／防止 
常設／緩和

SA ｸﾗｽ 2

主蒸気流量制限器 主蒸気流量制限器 Ｓ ― ― 変更なし ― 

安全弁及び逃がし弁 
RV202- 

1A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M 
Ｓ ― ― 変更なし 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
― 

主要設備リスト記載例（1/4） 

別紙５ 
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表 1 原子炉冷却系統施設の主要設備リスト（蒸気タービンを除く。）（2/55） 

設
備
区
分

系統及び機器 

変更前 変更後 

名  称 

設計基準対象施設＊1 重大事故等対処設備＊1 

名  称 

設計基準対象施設＊1 重大事故等対処設備＊1 

耐震 
重要度 

分類 

機器 
クラス

設備 
分類 

重大事故
等機器 

クラス

耐震 
重要度 

分類 

機器 
クラス

設備 
分類 

重大事故
等機器 

クラス

原
子
炉
冷
却
材
の
循
環
設
備

主
蒸
気
系

主要弁 

AV202-1A，B，C，D Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし ― 

AV202-2A，B，C，D Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし ― 

主配管 

原子炉圧力容器～M－逃がし安全
弁入口ライン分岐部 

Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし
常設耐震／防止 
常設／緩和 

SA ｸﾗｽ 2

M－逃がし安全弁入口ライン分岐
部～L－逃がし安全弁入口ライン

分岐部 

Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし
常設耐震／防止 
常設／緩和 

SA ｸﾗｽ 2

L－逃がし安全弁入口ライン分岐

部～K－逃がし安全弁入口ライン
分岐部 

Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし
常設耐震／防止 
常設／緩和 

SA ｸﾗｽ 2

K－逃がし安全弁入口ライン分岐
部～J－逃がし安全弁入口ライン
分岐部 

Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし
常設耐震／防止 

常設／緩和 
SA ｸﾗｽ 2

原子炉圧力容器～H－逃がし安全
弁入口ライン分岐部 

Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし
常設耐震／防止 
常設／緩和 

SA ｸﾗｽ 2

H－逃がし安全弁入口ライン分岐
部～G－逃がし安全弁入口ライン

分岐部 

Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし
常設耐震／防止 
常設／緩和 

SA ｸﾗｽ 2

原子炉圧力容器～D－逃がし安全

弁入口ライン分岐部 
Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし

常設耐震／防止 

常設／緩和 
SA ｸﾗｽ 2

D－逃がし安全弁入口ライン分岐

部～C－逃がし安全弁入口ライン
分岐部 

Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし
常設耐震／防止 
常設／緩和 

SA ｸﾗｽ 2

C－逃がし安全弁入口ライン分岐
部～B－逃がし安全弁入口ライン
分岐部 

Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし
常設耐震／防止 

常設／緩和 
SA ｸﾗｽ 2

B－逃がし安全弁入口ライン分岐
部～A－逃がし安全弁入口ライン

分岐部 

Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし
常設耐震／防止 
常設／緩和 

SA ｸﾗｽ 2

原子炉圧力容器～原子炉隔離時

冷却系分岐部 
Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
SA ｸﾗｽ 2

原子炉隔離時冷却系分岐部～F－

逃がし安全弁入口ライン分岐部 
Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
SA ｸﾗｽ 2

F－逃がし安全弁入口ライン分岐

部～E－逃がし安全弁入口ライン
分岐部 

Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし
常設耐震／防止 
常設／緩和 

SA ｸﾗｽ 2

主要設備リスト記載例（2/4） 
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表 1 原子炉冷却系統施設の主要設備リスト（蒸気タービンを除く。）（3/55） 

設
備
区
分

系統及び機器 

変更前 変更後 

名  称 

設計基準対象施設＊1 重大事故等対処設備＊1 

名  称 

設計基準対象施設＊1 重大事故等対処設備＊1 

耐震 
重要度 
分類 

機器 

クラス

設備 

分類 

重大事故
等機器 
クラス

耐震 
重要度 
分類 

機器 

クラス

設備 

分類 

重大事故
等機器 
クラス

原
子
炉
冷
却
材
の
循
環
設
備

主
蒸
気
系

主配管 

A,G,J－逃がし安全弁入口ライン
分岐部及び E－逃がし安全弁入口

ライン分岐部～原子炉格納容器
外側主蒸気隔離弁

Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
SA ｸﾗｽ 2

原子炉隔離時冷却系分岐部 Ｓ ｸﾗｽ 1 変更なし 
常設耐震／防止 
常設／緩和 

SA ｸﾗｽ 2 

A,B,C,D,E,F,H,G,M,L,K,J－逃が
し安全弁入口ライン分岐部～逃
がし安全弁 

Ｓ ｸﾗｽ 1 ― 変更なし 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
SA ｸﾗｽ 2 

逃がし安全弁（自動減圧機能）～
格納容器配管貫通部（貫通部番号 

X-280A，D，F，G，J，M）

Ｂ-1 ｸﾗｽ 3 ― 変更なし 
常設耐震／防止 
常設／緩和 

SA ｸﾗｽ 2 

格納容器配管貫通部（貫通部番号 

X-280A，D，F，G，J，M）～サプ
レッションチェンバ内排気管

Ｓ ｸﾗｽ 3 ― 変更なし 
常設耐震／防止 
常設／緩和 

SA ｸﾗｽ 2 

― 

逃がし安全弁（自動
減圧機能を有する
ものを除く）～格納

容器配管貫通部（貫
通部番号 X-280B，
C，E，H，K，L） 

― 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
SA ｸﾗｽ 2 

― 

格納容器配管貫通
部 （ 貫 通 部 番 号 

X-280B，C，E，H，K，
L）～サプレッショ
ンチェンバ内排気

管

― 
常設耐震／防止 
常設／緩和 

SA ｸﾗｽ 2 

主要設備リスト記載例（3/4） 



3-別
5-4

表 1 原子炉冷却系統施設の主要設備リスト（蒸気タービンを除く。）（4/55） 

設
備
区
分

系統及び機器 

変更前 変更後 

名  称 

設計基準対象施設＊1 重大事故等対処設備＊1 

名  称 

設計基準対象施設＊1 重大事故等対処設備＊1 

耐震 

重要度 
分類 

機器 
クラス

設備 
分類 

重大事故

等機器 
クラス

耐震 

重要度 
分類 

機器 
クラス

設備 
分類 

重大事故

等機器 
クラス

原
子
炉
冷
却
材
の
循
環
設
備

主
蒸
気
系

主配管 

アキュムレータ～窒素ガス供給
ライン合流部

Ｓ ｸﾗｽ 3 ― 変更なし 
常設耐震／防止 
常設／緩和 

SA ｸﾗｽ 2 

窒素ガス供給ライン合流部～逃
がし安全弁 

Ｓ ｸﾗｽ 3 ― 変更なし 
常設耐震／防止 
常設／緩和 

SA ｸﾗｽ 2 

原子炉格納容器外側主蒸気隔離
弁～主蒸気ヘッダ 

Ｂ-1 ｸﾗｽ 2,3 ― 変更なし ― 

主蒸気ヘッダ～主蒸気止め弁 Ｂ-1 ｸﾗｽ 2,3 ― 変更なし ― 

主蒸気ヘッダ Ｂ-1 ｸﾗｽ 3 ― 変更なし ― 

主蒸気ヘッダ～タービンバイパ
ス弁

Ｂ-1 ｸﾗｽ 3 ― 変更なし ― 

タービンバイパス弁～タービン
バイパス減圧管

Ｂ-1 ｸﾗｽ 3 ― 変更なし ― 

主蒸気ヘッダ～弁 MV202-201 Ｂ-1 ｸﾗｽ 3 ― 変更なし ― 

原子炉格納容器外側主蒸気隔離

弁～サプレッションチェンバ内
排気管及び原子炉建物開放＊2，＊3 

Ｂ-1 ｸﾗｽ 3 ― 
―＊2 

一部廃止＊3 
― 

原子炉格納容器外側主蒸気隔離
弁以降主蒸気系母管分岐点～サ
プレッションチェンバ内排気管

及び原子炉建物開放＊3 

Ｂ-1 ｸﾗｽ 3 ― 廃止＊3 ― 

復
水
系

主配管 

弁 MV203-1001A～H～復水ろ過脱

塩装置ろ過脱塩器 
Ｂ-1 ｸﾗｽ 3 ― 変更なし ― 

復水ろ過脱塩装置ろ過脱塩器～

復水ろ過脱塩装置ストレーナ 
Ｂ-1 ｸﾗｽ 3 ― 変更なし ― 

復水ろ過脱塩装置ストレーナ～

復水脱塩装置脱塩器 
Ｂ-1 ｸﾗｽ 3 ― 変更なし ― 

復水脱塩装置脱塩器～ 

弁 MV203-1502A～H 
Ｂ-1 ｸﾗｽ 3 ― 変更なし ― 

弁 V203-20～弁 V203-46 Ｂ-1 ｸﾗｽ 3 ― 変更なし ― 

弁 V203-3A,B,C～復水昇圧ポンプ Ｂ-1 ｸﾗｽ 3 ― 変更なし ― 

主要設備リスト記載例（4/4） 
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表２ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用設備リスト 

設
備
区
分

機
器
区
分

施設／設備区分 

変更前 変更後 

名  称 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

名  称 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

耐震 
重要度 
分類 

機器 

クラス

設備 

分類 

重大事故
等機器 

クラス

耐震 
重要

度 
分類 

機器 

クラス

設備 

分類 

重大事故等機

器クラス 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
冷
却
浄
化
設
備

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系

核燃料物質の取扱施設
及び貯蔵施設 

使用済燃料貯蔵槽 

－ 燃料プール － 
常設耐震 

／防止 
ＳＡクラス２ 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系

－ 燃料プール － 
常設耐震 
／防止 
常設／緩和 

ＳＡクラス２ 

兼用設備リスト記載例 
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付表1 略語の定義（1／3） 

略語 定義 

設
計
基
準
対
象
施
設

耐
震
重
要
度
分
類

Ｓ 
耐震重要度分類におけるＳクラス（津波防護施設，浸水防止設備及び

津波監視設備を除く） 

Ｓ＊ 

Ｓクラス施設のうち，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 

なお，基準地震動による地震力に対して，それぞれの施設及び設備に

要求される機能（津波防護機能，浸水防止機能及び津波監視機能をい

う）を保持するものとする。 

Ｂ 耐震重要度分類におけるＢクラス（Ｂ－１，Ｂ－２及びＢ－３を除く） 

Ｂ－１ 

Ｂクラスの設備のうち，共振のおそれがあるため，弾性設計用地震動

Ｓｄに2分の1を乗じたものによる地震力に対して耐震性を保持でき

る設計とするもの 

Ｂ－２ 
Ｂクラスの設備のうち，波及的影響によって，耐震重要施設がその安

全機能を損なわないように設計するもの 

Ｂ－３ 
Ｂクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に対して燃料プール

の冷却，給水機能を保持できる設計とするもの 

Ｃ 耐震重要度分類におけるＣクラス（Ｃ－１,Ｃ－２及びＣ－３を除く） 

Ｃ－１ 
Ｃクラスの設備のうち，波及的影響によって，耐震重要施設がその安

全機能を損なわないように設計するもの 

Ｃ－２ 

Ｃクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に対して火災感知及

び消火の機能又は溢水伝播を防止する機能を保持できる設計とする

もの 

Ｃ－３ 
Ｃクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に対して非常時にお

ける海水の取水機能を保持できる設計とするもの 

－ 当該施設において設計基準対象施設として使用しないもの 
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付表1 略語の定義（2／3） 

略語 定義 

設
計
基
準
対
象
施
設

機
器
ク
ラ
ス

クラス１

技術基準規則第二条第二項第三十二号に規定する「クラス１容器」，

「クラス１管」，「クラス１ポンプ」，「クラス１弁」又はこれらを支

持する構造物 

クラス２

技術基準規則第二条第二項第三十三号に規定する「クラス２容器」，

「クラス２管」，「クラス２ポンプ」，「クラス２弁」又はこれらを支

持する構造物 

クラス３
技術基準規則第二条第二項第三十四号に規定する「クラス３容器」

又は「クラス３管」 

クラス４ 技術基準規則第二条第二項第三十五号に規定する「クラス４管」 

格納容器 ＊1 技術基準規則第二条第二項第二十八号に規定する「原子炉格納容器」 

炉心支持構造物 
原子炉圧力容器の内部において燃料集合体を直接に支持するか又は

拘束する部材 

火力技術基準 
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の規定を準用するも

の 

クラス外 上記以外の容器，管，ポンプ，弁又は支持構造物 

－ 
当該施設において設計基準対象施設として使用しないもの又は上記

以外のもの 
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付表1 略語の定義（3／3） 

略語 定義 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

設
備
分
類 

常設／防止 
技術基準規則第四十九条第一項第一号に規定する「常設耐震重要重大事

故防止設備以外の常設重大事故防止設備」 

常設耐震／防止 
技術基準規則第四十九条第一項第一号に規定する「常設耐震重要重大事

故防止設備」 

常設／防止 

（DB 拡張） 

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）： 

設計基準対象施設のうち，重大事故等発生時に機能を期待する設備であ

って，重大事故の発生を防止する機能を有する常設重大事故防止設備以

外の常設のもの 

常設／緩和 
技術基準規則第四十九条第一項第三号に規定する「常設重大事故緩和設

備」 

常設／その他 
常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備以外の常設重大事故等

対処設備 

可搬／防止 重大事故防止設備のうち可搬型のもの 

可搬／緩和 重大事故緩和設備のうち可搬型のもの 

可搬／その他 
可搬型重大事故防止設備及び可搬型重大事故緩和設備以外の可搬型重大

事故等対処設備 

－ 当該施設において重大事故等対処設備として使用しないもの 

重
大
事
故
等
機
器
ク
ラ
ス 

ＳＡクラス２ 

技術基準規則第二条第二項第三十八号に規定する「重大事故等クラス２

容器」，「重大事故等クラス２管」，「重大事故等クラス２ポンプ」，「重大

事故等クラス２弁」又はこれらを支持する構造物 

ＳＡクラス３ 

技術基準規則第二条第二項第三十九号に規定する「重大事故等クラス３

容器」，「重大事故等クラス３管」，「重大事故等クラス３ポンプ」又は「重

大事故等クラス３弁」 

火力技術基準 

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の規定を準用するもの。 

又は，使用条件を踏まえ，十分な強度を有していることを確認できる一

般産業品規格を準用するもの 

－ 
当該施設において重大事故等対処設備として使用しないもの又は上記以

外のもの 

注記 ＊1：「発電用原子力設備規格（設計・建設規格（2005年版（2007年追補版含む。））＜第Ⅰ編 

軽水炉規格＞ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005／2007」（日本機械学会）における「クラス

ＭＣ」である。 
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４ 工事計画認可申請書に記載する適用基準及び適用規格について 

1. ガイド規程

「発電用原子炉施設の設計及び工事の計画に係る手続ガイド」によれば，工事計画に記

載する必要がある適用基準及び適用規格については，「各設備の設計製作に適用する基準及

び規格について，具体的な規格番号，名称及び制定又は改訂年度も含め記載する。」とされ，

記載対象とする基準及び規格については，「技術基準規則に規定される性能を満足させるた

めの基本的な規格及び基準」となっており，「具体的には技術基準規則解釈に引用されるも

の等」と示されている。 

2. 記載すべき適用基準及び適用規格の考え方

対象基準・規格＊ 記載要否 理 由 

1 
炉規制関係法令 

【炉規法，規則，省令他】 
記載しない 

炉規制関係法令は，適合すべき技

術基準規則の上位法令であり，設計

製作に適用する基準及び規格に該当

しないため記載しない。 

2 
関係他法令 

【建築基準法，消防法他】 
記載する 

技術基準規則への適合のために，

各設備の設計製作に当たって，具体

的な評価方法等を規定した法令であ

り，適合性判断のための評価基準を

明確化するために記載する。 

3 設置許可基準規則（解釈含む） 記載しない 

設置許可基準規則に適合するもの

として許可を受けた設置許可に従っ

て工事計画認可を受けるため，適用

が自明であることから記載しない。 

4 

炉規制法及び電事法の 

各技術基準 

【原子炉，火力設備，電気設備】 

記載しない 

現行の各技術基準は，適合するこ

とが条件であって，適用が自明であ

ることから，記載しない。 
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対象基準・規格＊ 記載要否 理 由 

5 
各技術基準の解釈 

【原子炉，火力設備，電気設備】 
記載する 

各技術基準に定められる技術的要

件を満足する技術的内容は，各技術

基準の解釈に限定されるものではな

いため，適合性判断のための評価基

準を明確化するために記載する（年

度を含む）。 

なお，解釈に引用されている適用

基準及び適用規格についても下記の

とおり適宜記載する。 

6 
原子力安全委員会指針及び専

門部会報告書，ＮＩＳＡ文書等 
記載する 

適合性判断のための評価基準を明

確化するため，原子力安全委員会指

針及び専門部会報告書，ＮＩＳＡ文

書等について記載する。 

7 
審査基準 

【火災防護に係る審査基準】 
記載する 

該当する「火災防護に係る審査基

準」は，技術基準規則解釈に記載さ

れており，適合性判断のための評価

基準を明確化するため記載する。 

8 
ガイド 

【竜巻，津波，外部火災他】 

記載する 

（枠外） 

適合性判断のための評価基準を明

確化するため「適用基準及び適用規

格」としてではなく，参考として枠

外に記載する。 

9 ＪＩＳ規格，ＡＳＭＥ等 記載する 

適合性判断のための評価基準を明

確化するためＪＩＳ規格等について

は，年度及び該当No.を含めて記載す

る。 

なお，記載にあたり，既設設備に

あっては，告示第501号及びＪＳＭＥ

において適用ＪＩＳ（年度含む）が

明記され，既に適正に適用されてい

ることから，ＪＳＭＥ材に該当しな

いＪＩＳ材を使用している部分等に

ついて記載する。 
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対象基準・規格＊ 記載要否 理 由 

10 

学協会規格 

【ＪＳＭＥ，ＪＥＡＧ，ＪＥＡ

Ｃ】 

記載する 

適合性判断のための評価基準を明

確化するため，各設備の設計製作に

適用する学協会規格を記載する。 

なお，記載にあたり，各学協会規

格に引用される基準・規格について

は，当該学協会規格に包絡されるた

め記載しない。 

注記＊：設置時，改造時等に適用した過去の適用基準及び適用規格を含む。 
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3. 記載様式

(1) 変更前

工事計画書への適用基準及び適用規格の記載要求については，平成17年の電気事業

法施行規則の改正で別表第三に規定された。 

この記載要求が規定される以前の工事計画書については，適用基準及び適用規格の

記載がないことから，工事計画書記載事項だけからでは変更前の適用基準及び適用規

格を確認できない。 

従って，変更前については，下記について記載する。 

① 平成17年以降の工事計画書に記載のある適用基準及び適用規格

② 建設時より工認審査の前提とされていた「発電用原子力設備に関する構造等の

技術基準（通商産業省告示第501号）」

③ 技術基準対象条文の解釈を含めて記載のある適用基準及び適用規格のうち，省

令62号及びその解釈・解説に引用されている適用基準及び適用規格を基本に，

実際に適用していた基準及び規格

(2) 変更後

上記（変更前）に記載のとおり，平成17年の電気事業法施行規則改正以降，工事計

画書へ適用基準及び適用規格を記載していることから，変更後については，平成17

年の施行規則改正以降の工事計画書を含めて，適用基準及び適用規格を記載する。 

具体的には下記について記載する。 

① 技術基準対象条文の解釈を含めて，記載のある適用基準及び適用規格のうち，

現状設備に適用しているもの（平成17年以前から適用しており，現在も適用し

ているものを含む）

② 今回の変更に伴って適用する基準及び規格

③ 平成17年以降の工事計画書に記載のある適用基準及び適用規格のうち，現在も

適用しているもの
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4. 記載方法（記載整理）

工事計画への適用基準及び適用規格の記載方法については，基本設計方針検討にて作成

した各施設と技術基準規則の各条文との対比一覧表に基づき，「共通条文」該当の適用基

準及び適用規格については，基本設計方針のまとめ方と同様に「原子炉冷却系統施設」に

記載することを基本とし，火災に関するものは「火災防護設備」，浸水に関するものは「浸

水防護施設」に記載する。残りの「個別条文」については該当の施設区分毎に記載し，同

一の基準及び規格が共通条文と個別条文両方に該当する場合は，双方に重複して記載する。

ただし，「共通条文」の適用基準及び適用規格のうち，複数の施設に適用されない場合は，

適用する施設の「個別条文」として整理する。さらに，「共通条文」で「原子炉冷却系統

施設」「火災防護設備」「浸水防護施設」に該当しない場合も，適用する施設に「個別条文」

として整理する。 

なお，工事計画の添付書類（各種説明書）における適用基準及び適用規格については，

当該添付書類中に記載がある内容に係る適用基準及び適用規格のうち，「2. 記載すべき

適用基準及び適用規格の考え方」に基づくものを記載する。ただし，当該添付書類中に具

体的な記載がなく，関係する添付書類を引用しているだけの場合は，関係する添付書類中

の記載内容に係る適用基準・適用規格は記載しない。 

以上 
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各施設と技術基準規則の各条文との対比一覧表（様式記載例）（１／２） 
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各施設と技術基準規則の各条文との対比一覧表（様式記載例）（２／２） 
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適用基準及び規格 変更前後比較表（１／３） 

(2) 適用基準及び適用規格

変 更 前 変 更 後 

第１章 共通項目 

原子炉冷却系統施設に適用する共通項目の基準及び規格につい

ては，以下の基準及び規格並びに，火災防護設備，浸水防護施設

の「（2） 適用基準及び適用規格 第１章 共通項目」に示す。 

なお，以下に示す原子炉冷却系統施設に適用する共通項目の基

準及び規格を適用する個別の施設区分については「表1. 施設共

通の適用基準及び適用規格（該当施設）」に示す。 

・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法

律第57号）

・建築基準法（昭和25年5月24日法律第201号）

建築基準法施行令（昭和25年11月16日政令第338号）

建築基準法施行規則（昭和25年11月16日建設省令第40号）

第１章 共通項目 

原子炉冷却系統施設に適用する共通項目の基準及び規格につい

ては，以下の基準及び規格並びに，火災防護設備，浸水防護施設

の「（2） 適用基準及び適用規格 第１章 共通項目」に示す。 

なお，以下に示す原子炉冷却系統施設に適用する共通項目の基

準及び規格を適用する個別の施設区分については「表1. 施設共

通の適用基準及び適用規格（該当施設）」に示す。 

・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法

律第57号）

・建築基準法（昭和25年5月24日法律第201号）

建築基準法施行令（昭和25年11月16日政令第338号）

建築基準法施行規則（昭和25年11月16日建設省令第40号）

・高圧ガス保安法（昭和26年6月7日法律第204号）

容器保安規則（昭和41年5月25日通商産業省令第50号）

上記の他「原子力発電所の火山影響評価ガイド」，「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」，

「耐震設計に係る工認審査ガイド」を参照する。
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適用基準及び規格 変更前後比較表（記載例）（２／３） 

表１ 施設共通の適用基準及び適用規格（該当施設） 

（注） 変更後のみ適用する施設 

非
常
用
電
源
設
備

常
用
電
源
設
備

補
助
ボ
イ
ラ
ー

火
災
防
護
施
設

浸
水
防
護
施
設

補
機
駆
動
用
燃
料
設
備

非
常
用
取
水
設
備

緊
急
時
対
策
所

（注）

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
（昭和44年法律第57号）
建築基準法
（昭和25年5月24日法律第201号）
建築基準法施行令
（昭和25年11月16日政令第338号）
建築基準法施工規則
（昭和25年11月16日建設省令第40号）
高圧ガス保安法
（昭和26年6月7日法律第204号）
容器保安規則
（昭和41年5月25日通商産業省令第50号）

その他発電用原子炉の附属施設原
子
炉
本
体

核
燃
料
物
質
の

　
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設

蒸
気
タ
ー

ビ
ン

計
測
制
御
系
統
施
設

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設

放
射
線
管
理
施
設

原
子
炉
格
納
施
設
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適用基準及び規格 変更前後比較表（３／３） 

変 更 前 変 更 後 

第２章 個別項目 

原子炉冷却系統施設に適用する個別項目の基準及び規格は以下

のとおり。 

・発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈

（平成17年12月15日原院第5号）

第２章 個別項目 

原子炉冷却系統施設に適用する個別項目の基準及び規格は以下

のとおり。 

・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の

解釈 

（平成25年6月19日原規技発第1306194号） 

・発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈

（平成17年12月15日原院第5号）
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５ 工事計画認可申請書に添付する添付書類の考え方について 

1. 要旨

新規制基準への適合性確認審査に係る工事計画認可申請を行うにあたり，添付書類の添

付の考え方を以下に示す。 

2. 添付書類の添付を行うにあたっての考え方について

(1) 添付書類の添付を行うにあたり，法令上の整理と今回の申請における添付書類の
添�

付方針について以下に示す。 

a. 法令上の整理

実用炉規則別表第二において，工事計画に添付書類を添付すべきものとして

「認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。」と規定されて

いる。 

工事計画に係る手続き上の「工事の内容」とは，大別すると実用炉規則別表第

二の中欄における「基本設計方針」の変更と「設備ごとに機器等の単位で定めら

れている仕様に関する記載要求事項（要目表）」の変更と考える。 

ここで，「認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係のあるもの」を以下に

整理する。 

認可の申請又は届出に係る

工事の内容に関わるもの 

基本設計方針の変更 

技術基準規則の追加

又は変更に係るもの 

設計方針の変更に係

るもの 

設備ごとに機器等の単位

で定められている仕様に

関する記載要求事項の変

更（要目表） 

詳細は，設計及び工事の

計画に係る手続ガイドに

記載の工事の種類によ

る。 



5-2

b. 今回の申請における添付書類の添付方針について

今回の「認可の申請に係る工事の内容に関係あるもの」に対する添付書類の添

付方針について以下に記載する。 

「技術基準規則の要求事項に追加又は変更があるもの」＝「基本設計方針の

変更に該当するもの」に対して適合するために必要な設備について関連する添

付書類を添付する。 

「技術基準規則の要求事項に追加又は変更があるもの」の具体例を以下に示

す。 

・重大事故等対処施設の要求事項が追加となったもの

（第49条～第78条が該当）

・設計基準対象施設の要求事項が追加となったもの

（例：溢水防護設備，火災防護設備等）

・設計基準対象施設の要求事項が変更となったもの

（例：耐震基準変更，原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大等）

重大事故等対処施設は，新規登録であるため関連する全ての書類が必要となる

が，そのうち，既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備として使用するも

ので使用する条件等が変わらず，既工事計画書の添付書類等を読み込みできるも

のは，添付書類中にその旨を記載し，設計基準対象施設とのリンクを明確にした

書類を添付する。 

設計基準対象施設について，基本設計方針の変更により適合性を確認する必要

があるもので，既工事計画書に登録があるものは，添付図面は添付せず，既工事

計画書の登録情報（認可年月日，図面番号等）を目次に記載する。 

共用設備における添付書類の扱いについては，「8.共用設備の工認書類の扱い

について」に記載する。 
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「技術基準規則の要求事項に変更がないもの」＝「基本設計方針の変更がな

いもの」に対して既に適合している設備については，添付書類は添付しない。 

 

技術基準規則の要求事項に変更がないもの＝基本設計方針の「変更前」にあた

る部分については，今回の「認可の申請に係る工事の内容に関係あるもの」に該

当しないため，既設の設備において既に基本設計方針の記載事項を満たしている

ことから関連する添付書類は添付しない。 

例外として，技術基準規則の変更はないが設置許可基準規則の要求事項で変更

がある場合は添付書類を添付する。 

 

例 ：「廃棄設備」に要求される堰について，条文要求に変更がないことから

「今回の申請に係る工事の内容に関係あるもの」に該当しないため添付書

類は添付しない。 

 

ただし，技術基準規則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等によ

る損傷の防止」の要求を満たすために堰を溢水防護上期待する場合は「溢

水防護に関する説明書」に「堰」について記載する必要がある。 

 

例外：原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大部については，技術基準規則条文上の

変更はないが，設置許可基準規則の要求事項である原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの定義において「変更」があることから，「基本設計方針の変更」

＝「申請対象」として扱う。 

 

個別条文で技術基準規則の要求事項に変更がない設備でも，共通条文で技術基

準規則の要求事項の変更により適合性を確認する必要がある記載事項について

は妥当性を確認する必要があるため関連する添付書類を添付する。 

 

例 ：原子炉冷却系統施設として条文要求が変更されていない「原子炉再循環

ポンプ」だが，技術基準規則第5条「地震による損傷防止」が変更された

ことにより地震による安全機能が損なわれることがないことを説明する

「耐震性に関する説明書」に原子炉再循環ポンプを記載する。 
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3. 技術基準規則の各条文へ対応する添付書類の整理について 

技術基準規則に規定される各条文の要求事項と添付書類との関連性と，その適合性の説

明に必要な添付書類を「技術基準規則と工事計画認可申請書の添付書類との紐付き表」（以

下「紐付き表」という。）として整理する。 

紐付き表への整理概要を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類は大別すると基本設計方針記載事項の変更に伴うものと要目表記載事項の変

更に伴うものに分けられる。これらを技術基準規則の各条文の要求事項に対して整理し，

条文への適合性に必要な添付書類を整理する。 

技術基準規則からの要求事項 実用炉規則別表第二からの要求

事項 

基本設計方針の変更 要目表記載事項の変更 

基本設計方針記載事項の詳細 

説明に必要な添付書類 

要目表記載事項の詳細説明に 

必要な添付書類 

技術基準規則の各条文の要求事項に対する添付書類を整理 

各条文の要求事項の適合性に 

必要な添付書類を紐付き表へ整理 

紐付き表への整理概要 
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以下に示す考え方のもと，各条文への適合性説明に必要な添付書類を紐付き表に整理す

る。 

 

「条文要求事項を満足させるために必要な設備＝設備リストへ抽出した設備」が条

文（解釈，ガイド含む）で直接要求される事項に対して，適合することを説明するた

めに必要な添付書類を『当該条文に必要な添付書類』として整理する。 

 

例：技術基準規則第61条（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備）の解

釈1(2)c)において，「減圧用の弁は，想定される重大事故等が発生した場合の環

境条件において確実に作動すること。」と記載がある。 

条文の直接要求として下線部が該当し，この要求事項へ適合させるために必要な

弁である「逃がし安全弁」における適合性を説明するため，「安全設備及び重大

事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」を添付す

る。 

 

ただし，重大事故等対処設備に関する条文のうち技術基準規則第59条～77条については，

非常用電源設備等必ずしも条文に直接的に施設要求が明記されていない設備についても，

当該条文への適合性を説明する上で必要な設備として整理する。 

 

施設要求が明記されていない設備については都度，判断を要する。以下にその判断基準

の一例を示す。 

 

【技術基準規則59～77条への適合性判断の基準】 

・技術基準規則59～77条は想定事象に対処するために必要な設備を『施設すること

を要求』している条文のため基本的には系統図，配置図等の図面により施設され

ていることを説明する。 

 

・個別では直接的に要求の読めない共通事項（強度・耐震・安全弁等）は，それら

の条文側で適合性を確認するため，個別条文としての添付書類は省略する。 



別紙１ 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について（１／６） 

 

施設区分 添付書類名称 
今回の添付の有無 

添付書類の添付の考え方 
ＤＢ ＳＡ 

施設共通 

送電関係一覧図 ○ × 
保安電源設備等の基準変更箇所への適合性を説明するため添

付する。 

急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は，

当該区域内の急傾斜地（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関

する法律第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。）の

崩壊の防止措置に関する説明書 

× × 急傾斜地崩壊危険区域の対象がないため添付しない。 

工場又は事業所の概要を明示した地形図 ○ × 発電所敷地境界線が変更となるため添付する。 

主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図 ○ ○ 
設計基準対象施設の基準変更箇所への適合性及び重大事故等

対処設備の要求事項への適合性説明のため添付する。 

単線結線図（接地線（計器用変成器を除く。）については電線

の種類，太さ及び接地の種類も併せて記載すること。） 
○ ○ 

設計基準対象施設の基準変更箇所への適合性及び重大事故等

対処設備の要求事項への適合性説明のため添付する。 

新技術の内容を十分に説明した書類 × × 
技術基準規則及びその解釈に基づかない設備を施設しないた

め添付しない。 

発電用原子炉施設の熱精算図 × × 
原子炉熱出力，蒸気タービン系のヒートバランスに係る技術基

準規則及びその解釈に変更はないため添付しない。 

熱出力計算書 × × 
原子炉制御系，原子炉熱出力に係る技術基準規則及びその解釈

に変更はないため添付しない。 

発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書 ○ ○ 

設置変更許可の許可事項が，工事計画としての認可事項として

記載されていること及びそれらの技術基準規則適合性の確認

のため添付する。 

排気中及び排水中の放射性物質の濃度に関する説明書 × × 
通常運転時における排気中及び排水中の放射性物質の濃度に

係る技術基準規則及びその解釈に変更はないため添付しない。 

人が常時勤務し，又は頻繁に出入する工場又は事業所内の場所

における線量に関する説明書 
○ ○ 

ディーゼル燃料移送系（Ｂ系）の設置に伴い線量区分に変

更があるため添付する。 

発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説

明書 
○ ○ 

外部からの衝撃による損傷の防止，津波による損傷の防止に関

する技術基準規則変更箇所の適合性を説明するため添付する。 

放射性物質により汚染するおそれがある管理区域（第二条第二

項第四号に規定する管理区域のうち，その場所における外部放

射線に係る線量のみが同号の規定に基づき告示する線量を超

えるおそれがある場所を除いた場所をいう。）並びにその地下

に施設する排水路並びに当該排水路に施設する排水監視設備

及び放射性物質を含む排水を安全に処理する設備の配置の概

要を明示した図面 

× × 

放射性物質により汚染するおそれがある管理区域及びその地

下に施設する一般排水路（湧水等），廃棄物処理系統の放出ラ

インの配置及び監視，放射性物質を安全に処理する設備に係る

技術基準規則及びその解釈に変更はないため添付しない。 

取水口及び放水口に関する説明書 ○ ○ 

設計基準対象施設として取水機能及び重大事故等の収束に必

要となる水の供給設備として海水を利用することからその取

水機能を説明するため添付する。 

設備別記載事項のうち，容量又は注入速度，最高使用圧力，最

高使用温度，個数，再結合効率，加熱面積，伝熱面積，揚程又

は吐出圧力，原動機の出力，外径，閉止時間，漏えい率，制限

流量，落下速度，駆動速度及び挿入時間，効率，吹出圧力，慣

性定数，回転速度半減時間，慣性モーメント，設定破裂圧力並

びに設計温度の設定根拠に関する説明書 

○ ○ 
機器等に要求される仕様設定根拠について説明するため添付

する。 

環境測定装置（放射線管理用計測装置に係るものを除く。）の

構造図及び取付箇所を明示した図面 
○ ○ 

津波監視設備の構造図及び取付箇所，可搬型気象観測設備の構

造及び取付箇所を説明するため添付する。 

クラス１機器（技術基準規則第二条第二項第三十三号ロに規定

するクラス１機器をいう。）及び炉心支持構造物の応力腐食割

れ対策に関する説明書（クラス１機器にあっては，支持構造物

を含めて記載すること。） 

○ × 
原子炉冷却材圧力バウンダリの拡大部分の応力腐食割れ対策

に関する適合性を説明するため添付する。 

安全設備（技術基準規則第二条第二項第九号に規定する安全設

備をいう。）及び重大事故等対処設備（設置許可基準規則第二

条第二項第十四号に規定する重大事故等対処設備をいう。）が

使用される条件の下における健全性に関する説明書 

○ ○ 

原子炉冷却材圧力バウンダリの拡大部分等及び重大事故等対

処設備が使用される環境条件等，発電所への立ち入りの防止に

ついての適合性を説明するため添付する。 

発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 ○ ○ 
火災による損傷防止の基準変更箇所への適合性を説明するた

め添付する。 

発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書 ○ ○ 
溢水等による損傷防止の基準追加箇所への適合性を説明する

ため添付する。 

発電用原子炉施設の蒸気タービン，ポンプ等の損壊に伴う飛散

物による損傷防護に関する説明書 
○ ○ 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備のタービンミサイ

ル・配管破断防護設計についての適合性を説明するため添付す

る。 

通信連絡設備に関する説明書及び取付箇所を明示した図面 ○ ○ 
設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に関する基準変更

箇所への適合性を説明するため添付する。 

安全避難通路に関する説明書及び安全避難通路を明示した図

面 
○ ○ 

安全避難通路等の基準変更箇所への適合性を説明するため添

付する。 

非常用照明に関する説明書及び取付箇所を明示した図面 ○ × 
非常用照明の基準変更箇所への適合性を説明するため添付す

る。 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について（２／６） 

 

施設区分 添付書類名称 
今回の添付の有無 

添付書類の添付の考え方 
ＤＢ ＳＡ 

原子炉 

本体 

耐震性に関する説明書 ○ ○ 

地震による損傷の防止の基準変更箇所の適合性を説明するた

め添付する。（重大事故等対処設備としての評価については兼

用先の要求） 

強度に関する説明書 × ○ 
対象施設に係る技術基準規則及びその解釈に変更はないため

添付しない。（重大事故等対処設備としての評価については兼

用先の要求） 

構造図 × ○ 
既工事計画にて提出済みであるため既工事計画書の読み込み

したリストを添付する。（兼用先の要求） 

燃料体の耐熱性，耐放射線性，耐食性その他の性能に関する説

明書 
× × 燃料体に対して，技術基準規則に変更はないため添付しない。 

原子炉本体の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示

した図面 
○ ○ 

地震による損傷防止の基準変更箇所への適合性を説明するた

め添付する。（重大事故等対処設備としての評価については兼

用先の要求） 

監視試験片の取付箇所を明示した図面 × × 
監視試験片の取付箇所に係る技術基準規則及びその解釈に変

更はないため添付しない。 

原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書 ○ ○ 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として適合性を説

明するため添付する。（重大事故等対処設備としての評価につ

いては兼用先の要求） 

核燃料 

物質の 

取扱施設 

及び 

貯蔵施設 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る機器の配置を明示

した図面及び系統図 
× ○ 

重大事故等対処設備としての要求事項を満たす配置及び系統

であることを説明するため添付する。 

耐震性に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。） ○ ○ 

地震による損傷防止の基準変更箇所及び重大事故等対処設備

としての地震による損傷防止に対する適合性を説明するため

添付する。 

強度に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。） × ○ 
重大事故等対処設備としての材料・構造に関する適合性を説明

するため添付する。 

構造図 × ○ 
重大事故等対処設備としての要求事項を満たす構造であるこ

とを説明するため添付する。 

使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構

成に関する説明書，検出器の取付箇所を明示した図面並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

○ ○ 
設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての要求事項

を満たすことを説明するため添付する。 

使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置の構成に関す

る説明書，検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及

び警報動作範囲に関する説明書 

× × 
対象施設に係る技術基準規則及びその解釈に変更はないため

添付しない。 

燃料取扱設備，新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備の核燃

料物質が臨界に達しないことに関する説明書 
× ○ 

使用済燃料貯蔵設備の重大事故時における未臨界性について

説明するため添付する。 

燃料体等又は重量物の落下による使用済燃料貯蔵槽内の燃料

体等の破損の防止及び使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に

関する説明書 

○ × 
燃料体等又は重量物落下による使用済燃料貯蔵槽等の機能喪

失防止等に対する適合性を説明するため添付する。 

使用済燃料運搬用容器，使用済燃料貯蔵槽及び使用済燃料貯蔵

用容器の冷却能力に関する説明書 
× ○ 

使用済燃料貯蔵槽の重大事故等時における冷却能力について

説明するため添付する。 

使用済燃料貯蔵槽の水深の遮蔽能力に関する説明書 × ○ 
使用済燃料貯蔵槽の重大事故等時における遮蔽能力について

説明するため添付する。 

使用済燃料運搬用容器の放射線遮蔽材及び使用済燃料貯蔵用

容器の放射線遮蔽材の放射線の遮蔽及び熱除去についての計

算書 

× × 
対象施設に係る技術基準規則及びその解釈に変更はないため

添付しない。 

兼用キャスクにあっては，外運搬規則第二十一条第二項の規定

による容器の設計に関する原子力規制委員会の承認を受けた

ことに関する説明書 

× × 兼用キャスクは保有していないため添付しない。 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について（３／６） 

 

施設区分 添付書類名称 
今回の添付の有無 

添付書類の添付の考え方 
ＤＢ ＳＡ 

原子炉冷却

系統施設 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図面及び系

統図 
○ ○ 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての要求事項

を満たす配置及び系統について説明するため添付する。 

蒸気タービンの給水処理系統図 × × 
蒸気タービンの給水処理系統に係る技術基準規則及びその解

釈に変更はないため添付しない。 

耐震性に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。） ○ ○ 
地震による損傷の防止の基準変更箇所及び重大事故等対処設

備としての適合性を説明するため添付する。 

強度に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。） ○ ○ 
設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての材料・構造

に関する適合性を説明するため添付する。 

構造図 ○ ○ 
設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての要求事項

を満たす構造であることを説明するため添付する。 

原子炉格納容器内の原子炉冷却材又は一次冷却材の漏えいを

監視する装置の構成に関する説明書，検出器の取付箇所を明示

した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

○ × 
原子炉冷却材圧力バウンダリの拡大に伴い，その拡大によって

も漏えい検知が可能であることについて説明する。 

蒸気発生器及び蒸気タービンの基礎に関する説明書及びその

基礎の状況を明示した図面 
× × 

技術基準規則及びその解釈に基づき，蒸気タービンの基礎部が

十分な強度を有していることを証明するものであるが，技術基

準規則及びその解釈に変更はないため添付しない。 

流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書 ○ × 
原子炉冷却材圧力バウンダリの拡大部分に対する流体振動又

は温度変動による損傷防止への適合性を説明するため添付す

る。 

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有効吸

込水頭に関する説明書 
× ○ 

重大事故等対処設備としての要求事項を満たすことを説明す

るため添付する。 

蒸気タービンの制御方法に関する説明書 × × 
蒸気タービンの制御方法に係る技術基準規則及びその解釈に

変更はないため添付しない。 

蒸気タービンの振動管理に関する説明書 × × 
蒸気タービンの振動管理に係る技術基準規則及びその解釈に

変更はないため添付しない。 

蒸気タービンの冷却水の種類及び冷却水として海水を使用し

ない場合は，可能取水量を記載した書類 
× × 

蒸気タービンの冷却水の種類及び冷却水としての海水使用に

係る技術基準規則及びその解釈に変更はないため添付しない。 

安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書（バネ式のものに限る。） ○ ○ 

重大事故等対処設備としての要求事項を満たすことを説明す

るため添付する。設計基準対象施設に関しては，実用発電用原

子炉の設置，運転等に関する規則（別表第二）の改正に伴い添

付する。 

計測制御系

統施設 

計測制御系統施設に係る機器（計測装置を除く。）の配置を明

示した図面及び系統図 
× ○ 

重大事故等対処設備としての要求事項を満たす配置及び系統

について説明するため添付する。 

制御能力についての計算書（最大反応度価値，反応度制御能力，

停止余裕，負の反応度添加率，ほう酸及びほう酸水の貯蔵量並

びにほう素濃度の根拠に関する説明を併記すること。） 

× × 
制御能力及び最大反応度価値，ほう酸貯蔵量等に係る技術基準

規則及びその解釈に変更はないため添付しない。 

耐震性に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。） ○ ○ 
地震による損傷の防止の基準変更箇所及び重大事故等対処設

備としての適合性を説明するため添付する。 

強度に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。） ○ ○ 
重大事故等対処設備としての材料・構造に関する適合性を説明

するため添付する。 

構造図 ○ ○ 
重大事故等対処設備としての要求事項を満たす構造であるこ

とを説明するため添付する。 

計測装置の構成に関する説明書，計測制御系統図及び検出器の

取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に

関する説明書 

○ ○ 
設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての要求事項

を満たすことを説明するため添付する。 

原子炉非常停止信号の作動回路の説明図及び設定値の根拠に

関する説明書 
× × 

原子炉非常停止信号の作動回路の説明図及び設定値の根拠に

係る技術基準規則及びその解釈に変更はないため添付しない。 

工学的安全施設等の起動（作動）信号の起動（作動）回路の説

明図及び設定値の根拠に関する説明書 
× ○ 

重大事故等時における作動回路の追加に伴う適合性を説明す

るため添付する。 

デジタル制御方式を使用する安全保護系等の適用に関する説

明書 
× × デジタル安全保護系は使用しないため添付しない。 

発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る制御方

法に関する説明書 
× ○ 

重大事故等対処設備として要求事項を満たすことを説明する

ため添付する。 

中央制御室の機能に関する説明書，中央制御室外の原子炉停止

機能及び監視機能並びに緊急時制御室の機能に関する説明書 
○ ○ 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての中央制御

室の監視機能等への適合性を説明するため添付する。 

安全弁の吹出量計算書（バネ式のものに限る。） ○ ○ 

重大事故等対処設備としての要求事項を満たすことを説明す

るため添付する。設計基準対象施設に関しては，実用発電用原

子炉の設置，運転等に関する規則（別表第二）の改正に伴い添

付する。 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について（４／６） 

 

施設区分 添付書類名称 
今回の添付の有無 

添付書類の添付の考え方 
ＤＢ ＳＡ 

放射性 

廃棄物の 

廃棄施設 

放射性廃棄物の廃棄施設に係る機器（流体状の放射性廃棄物の

漏えいの検出装置及び自動警報装置並びに排気筒を除く。）の

配置を明示した図面及び系統図 

〇 × 
設計基準対象施設としての要求事項を満たす配置及び系統に

ついて説明するため添付する。 

排気筒の設置場所を明示した図面 × ○ 
重大事故等対処設備としての要求事項を満たすことを説明す

るため添付する。（重大事故等対処設備としての評価は兼用先

の要求） 

耐震性に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。） ○ ○ 
地震による損傷の防止の基準変更箇所及び重大事故等対処設

備（兼用先の要求）としての適合性を説明するため添付する。 

強度に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。） ○ × 
設計基準対象施設としての材料・構造に関する適合性を説明す

るため添付する。 

構造図 × ○ 
重大事故等対処設備（兼用先の要求）としての要求事項を満た

す構造であることを説明するため添付する。 

排気筒の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した

図面（自立型のものに限る。） 
○ ○ 

地震による損傷の防止の基準変更箇所の適合性を説明及び，重

大事故等対処設備（兼用先の要求）としての要求事項を満たす

構造であることを説明するため添付する。 

流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大防止能力及び施設外へ

の漏えい防止能力についての計算書 
× × 

対象施設に係る基準規則及びその解釈に変更はないため添付

しない。 

固体廃棄物処理設備における放射性物質の散逸防止に関する

説明書 
× × 同上。 

放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮蔽材の放射線の遮蔽及び

熱除去についての計算書 
× × 放射性廃棄物運搬容器は保有していないため添付しない。 

流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び自動警報装置

の構成に関する説明書，検出器の取付箇所を明示した図面並び

に計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

× × 
対象施設に係る基準規則及びその解釈に変更はないため添付

しない。 

放射線管理

施設 

放射線管理施設に係る機器（放射線管理用計測装置を除く。）

の配置を明示した図面及び系統図 
○ ○ 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての要求事項

を満たす配置について説明するため添付する。 

放射線管理用計測装置の構成に関する説明書 ○ ○ 
設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての要求事項

を満たすことを説明するため添付する。 

放射線管理用計測装置の系統図及び検出器の取付箇所を明示

した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 
○ ○ 同上。 

管理区域の出入管理設備及び環境試料分析装置に関する説明

書 
× ○ 

重大事故等時における環境試料分析について説明するため添

付する。 

耐震性に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。） ○ ○ 
地震による損傷の防止の基準変更箇所及び重大事故等対処設

備としての適合性を説明するため添付する。 

強度に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。） × ○ 
重大事故等対処設備としての材料・構造に関する適合性を説明

するため添付する。 

構造図 ○ ○ 
設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての要求事項

を満たす構造であることを説明するため添付する。 

生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書 ○ ○ 

設計基準対象施設及び，重大事故等時における中央制御室及び

緊急時対策所の生体遮蔽装置の遮蔽能力等について説明する

ため添付する。 

中央制御室及び緊急時制御室の居住性に関する説明書 ○ ○ 
設計基準対象施設及び重大事故等時の中央制御室の居住性に

対する適合性を説明するため添付する。 

原子炉格納

施設 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 ○ ○ 
設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての要求事項

を満たす配置及び系統については説明するため添付する。 

耐震性に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。） ○ ○ 
地震による損傷の防止の基準変更箇所及び重大事故等対処設

備としての適合性を説明するため添付する。 

強度に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。） ○ ○ 
設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての材料・構造

に関する適合性を説明するため添付する。 

構造図 ○ ○ 
設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての要求事項

を満たす構造であることを説明するため添付する。 

原子炉格納施設の設計条件に関する説明書（原子炉格納容器本

体の脆性破壊防止に関する説明を併せて記載すること。） 
○ ○ 

設計基準対象施設として変更のないこと及び重大事故等時に

おける格納容器の機能を説明するため添付する。 

原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関する説明書 ○ ○ 
設計基準対象施設及び重大事故等時における格納容器内水素

濃度低減に関する適合性を説明するため添付する。 

原子炉格納施設の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を

明示した図面 
○ ○ 

地震による損傷の防止の基準変更箇所の適合性を説明するた

め添付する。 

圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関

する説明書 
× ○ 

重大事故等対処設備としての要求事項を満足することを説明

するため添付する。 

安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書（バネ式のものに限る。） × ○ 
重大事故等対処設備としての要求事項を満たすことを説明す

るため添付する。 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について（５／６） 

 

施設区分 添付書類名称 
今回の添付の有無 

添付書類の添付の考え方 
ＤＢ ＳＡ 

非常用 

電源設備 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 ○ ○ 
設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての要求事項

を満たす配置及び系統について説明するため添付する。 

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書 ○ ○ 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての要求事項

を満たす非常用電源設備の出力について説明するために添付

する。 

燃料系統図 ○ ○ 
設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての要求事項

を満たす系統について説明するため添付する。 

耐震性に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。） ○ ○ 
地震による損傷の防止の基準変更箇所及び重大事故等対処設

備としての適合性を説明するため添付する。 

強度に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。） ○ ○ 
設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての材料・構造

に関する適合性を説明するため添付する。 

構造図 ○ ○ 
設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての要求事項

を満たす構造であることを説明するため添付する。 

安全弁の吹出量計算書（バネ式のものに限る。） × ○ 
重大事故等対処設備としての要求事項を満たすことを説明す

るため添付する。 

常用 

電源設備 

常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 ○ × 
保安電源設備等の基準変更箇所への適合性を説明するため添

付する。 

耐震性に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。） × × 

地震による損傷の防止の基準変更箇所の適合性については，

「常用電源設備の健全性に関する説明書」にて，基本方針を説

明する。 

常用電源設備の健全性に関する説明書 ○ × 
保安電源設備等の基準変更箇所への適合性を説明するため添

付する。 

電磁誘導電圧計算書（電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る

中性点接地装置の工事を含む場合に限る。） 
× × 

設備に係る基準規則及びその解釈に変更はないため添付しな

い。 

短絡強度計算書 × × 同上。 

三相短絡容量計算書 × × 

新規制基準の改正に伴い，既設の遮断器を撤去し，新たに設置

することから，三相短絡容量に関する適合性の説明のため添付

する。 

補助 

ボイラー 

補助ボイラーに附属する主配管の配置の概要を明示した図面

及び系統図 
× × 

対象施設に係る基準規則及びその解釈に変更はないため添付

しない。 

水循環系統図 × × 同上。 

補助ボイラーに属する燃料系統図 × × 同上。 

強度に関する説明書 × × 同上。 

構造図 × × 同上。 

補助ボイラーの基礎に関する説明書 × × 同上。 

制御方法に関する説明書 × × 同上。 

安全弁の吹出量計算書（バネ式のものに限る。） × × 同上。 

火災防護 

設備 

火災防護設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 ○ ○ 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備を火災より防護す

る設備としての要求事項を満たす配置及び系統について説明

するため添付する。 

耐震性に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。） ○ ○ 
地震による損傷の防止の基準変更箇所の適合性を説明するた

め添付する。 

強度に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。） ○ ○ 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備を火災より防護す

る設備としての材料・構造に関する適合性を説明するため添付

する。 

構造図 ○ ○ 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備を火災より防護す

る設備としての要求事項を満たす構造であることを説明する

ため添付する。 

安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書（バネ式のものに限る。） × × 対象となる安全弁がないため添付しない。 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について（６／６） 

 

施設区分 添付書類名称 
今回の添付の有無 

添付書類の添付の考え方 
ＤＢ ＳＡ 

浸水防護 

施設 

浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 ○ ○ 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備を浸水より防護す

る設備としての要求事項を満たす配置及び系統について説明

するため添付する。 

耐震性に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。） ○ ○ 
地震による損傷の防止の基準変更箇所の適合性を説明するた

め添付する。 

強度に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。） ○ ○ 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備を浸水より防護す

る設備としての要求事項を満たす構造・強度を有していること

を説明するため添付する。 

構造図 ○ ○ 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備を浸水より防護す

る設備としての要求事項を満たす構造であることを説明する

ため添付する。 

補機駆動用

燃料設備 

補機駆動用燃料設備に係る機器の配置を明示した図面及び系

統図 
× ○ 

重大事故等対処設備としての要求事項を満たす配置及び系統

について説明するため添付する。 

耐震性に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。） × ○ 
地震による損傷の防止の基準変更箇所及び重大事故等対処設

備としての適合性を説明するため添付する。 

強度に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。） × ○ 
設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての材料・構造

に関する適合性を説明するため添付する。 

構造図 × ○ 
重大事故等対処設備としての要求事項を満たす構造であるこ

とを説明するため添付する。 

非常用 

取水設備 

非常用取水設備の配置を明示した図面 ○ ○ 
設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての要求事項

を満たす配置及び系統について説明するため添付する。 

耐震性に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。） ○ ○ 
地震による損傷の防止の基準変更箇所及び重大事故等対処設

備としての適合性を説明するため添付する。 

強度に関する説明書※（別添） ○ ○ 
設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての材料・構造

に関する適合性を説明するため添付する。 

構造図 ○ ○ 
設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての要求事項

を満たす構造であることを説明するため添付する。 

敷地内土木

構造物 

斜面安定性に関する説明書（地震による斜面の崩壊の防止措置

を実施する場合のものに限る。） 
× 〇 

重大事故等時におけるアクセスルートの健全性を説明するた

めに添付する。 

緊急時 

対策所 

緊急時対策所の設置場所を明示した図面及び機能に関する説

明書 
○ ○ 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備における緊急時対

策所の機能に対する適合性を説明するため添付する。 

耐震性に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。） ○ ○ 
地震による損傷の防止の基準変更箇所及び重大事故等対処設

備としての適合性を説明するため添付する。 

緊急時対策所の居住性に関する説明書 ○ ○ 
設計基準対象施設及び重大事故等時における緊急時対策所の

居住性に対する適合性を説明するため添付する。 

※：実用炉規則別表第二に要求のない添付書類 



別紙１ 
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設備別記載事項の設定根拠に関する説明書の作成要領 

 

1. 概要 

本資料は，工事計画認可申請書に添付書類として要求される「設備別記載事項の設定根

拠に関する説明書」（以下「設定根拠説明書」という。）の作成に当たっての作成要領を

示す。 

 

2. 設定根拠説明書の位置付け 

工事計画認可申請を行うにあたり，実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則（以

下「実用炉規則」という。）別表第二の上欄に掲げる種類に応じて，同表の下欄に掲げら

れる書類を添付する必要があるが，そのうち発電用原子炉施設に共通の添付書類として

「設定根拠説明書」がある。 

この設定根拠説明書の記載内容は，別表第二の中欄に記載される設備別記載事項のう

ち以下に示す別表第二の下欄の項目について，要目表に記載する機器等が通常運転時，設

計基準事故時，重大事故等時等に機能を要求される状況で所要の機能を発揮するための

設計条件の設定根拠に関して記載し，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則」（以下「技術基準規則」という。）への適合性を説明する書類としている。 

 

容量又は注入速度，最高使用圧力，最高使用温度，個数，再結合効率， 

加熱面積，伝熱面積，揚程又は吐出圧力，原動機の出力，外径，閉止時間， 

漏えい率，制限流量，落下速度，駆動速度及び挿入時間，効率，吹出圧力， 

慣性定数，回転速度半減時間，慣性モーメント，設定破裂圧力並びに設計温度 

 

また，基本設計方針にのみ記載する機器等についても，当該機器等の主たる機能に係

る仕様（容量，最高使用圧力，最高使用温度，個数等）について，「3. 工事計画認可申

請における基本設計方針の作成要領(別紙 4)」の「基本設計方針に記載すべき機器仕様

及び設定根拠に関する説明書作成対象設備 選定フロー」に従い抽出し，設定根拠説明

書の別添 1で「技術基準要求機器リスト」を作成する。選定された設備について，設定

根拠書を作成する設備は，別添 2に「設定根拠説明書(別添)」として仕様設定根拠を記

載する。 

 

3. 設定根拠説明書の構成 

設定根拠説明書は，別表第二で規定される施設区分ごとに作成し，その施設区分ごとに

各設備をまとめて作成するものとし，構成は下記とする。 

(1) 表 紙 

(2) 目 次 
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(3) 各設定値に対するその根拠についての説明 

 

4. 設定根拠説明書の作成方針 

設定根拠説明書の作成にあたり設備共通部分の作成方針を以下に示す。設定根拠説明

書は要目表の記載に併せて，1設備につき「一つ」とする。 

なお，個別設備の作成方針は「7. 設定根拠説明の対象項目と作成方針」にて記載する。 

 

4.1 記載順序 

各設定根拠説明書の記載の順序は，実用炉規則別表第二中欄の記載順序に準拠し，以

下の順とする。 

(1) 装置類（以下の設備に属さない設備） 

(2) 熱交換器 

(3) ポンプ 

(4) 容器（ガスボンベを含む） 

(5) 貯蔵槽 

(6) ろ過装置 

(7) 安全弁及び逃がし弁 

(8) 主要弁 

(9) 主配管 

(10) 再結合装置並びに電熱器 

(11) 送風機 

(12) 排風機 

(13) フィルタ 

 

4.2 技術基準規則第五条又は第十二条の変更のみで申請対象となる設備 

(1) 技術基準規則第五条変更に伴う申請対象設備 

既存の設備であり，技術基準規則第五条変更に伴う申請対象設備として，新たな耐

震 Sクラス設備，共振のおそれのある耐震 Bクラス設備の記載の適正化として，要目

表を作成する設備については，設定根拠説明書を作成しない。 

 

(2) 技術基準規則第十二条変更に伴う申請対象設備 

既設設備であり，技術基準規則第十二条変更に伴う申請対象設備として，溢水防護

上の配慮が必要な高さの記載の適正化として，要目表を作成する設備については設

定根拠説明書を作成しない。 
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4.3 設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用する場合 

複数の設備(系統)区分の機能を持つ設備で，設計基準対象施設と重大事故等対処設

備の両方の機能を持つものは，要目表の記載に併せて，設計基準対象施設の設備(系統)

区分にて設定根拠説明書を作成する。記載に当たっては，設備(系統)区分ごとに内容を

記載する。 

（記載例①参照） 

 

4.4 重大事故等対処設備として複数の設備(系統)区分で兼用する場合 

重大事故等対処設備の機能のみを持つ設備で，複数の設備(系統)区分の機能を持つ

ものは，要目表の記載に併せて，一つの設備(系統)区分にて設定根拠説明書を作成する。

記載に当たっては，設備(系統)区分ごとに内容を記載する。 

（記載例②参照） 

 

4.5 概要説明 

各設備の設定根拠説明書の冒頭で，概要説明として以下の内容を記載する。 

(1) 設計基準対象施設 

設計基準対象施設として以下の内容を記載する。既工事計画書において，既に設定 

根拠説明書を作成している設備については，その設定根拠説明書を呼込む。 

（記載例③参照) 

 

なお，記載については最新プラントの記載内容を基本とし，島根原子力発電所２号

機のプラント設計に合わせた設計方針を記載する。 

a. 設計基準対象施設として，各設備について要求される機能（設備仕様を設定する

際の条件等）を記載する。 

（記載例④参照） 

 

(2) 重大事故等対処設備 

a. 原則，各設備に要求されている技術基準規則の各条文の要求事項を記載する。 

（記載例⑤参照） 

 

各設備に要求されている条文は，設置変更許可申請書の「重大事故等対処

設備の設備分類等」にて分類している実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈（設置許可基準規則）の

各条文に対応する技術基準規則の条文とする。 

 

b. 上記要求事項に対して，要求される機能を満足する上で，必要な系統構成等を記
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載する。 

（記載例⑥参照） 

 

 

系統構成等を記載するに当たっては，原則，基本設計方針に記載する機能喪

失を想定する設備，使用する設備，系統構成等を記載する。複数の条文に対

して，系統構成等が同じである場合は，まとめて記載するが，記載項目が多

岐に亘る場合には，箇条書きで記載する。 

 

(3) 配管 

配管については設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の系統概略を記載する。 

（記載例⑦参照） 

 

(4) 重大事故等時に流路として使用する設備 

重大事故等時に設計基準対象施設の一部を流路として使用する設備については設

計基準対象施設及び重大事故等対処設備の系統概略を記載する。 

 

5. 設定根拠説明書内で記載する「同様の使用方法」の定義 

設計基準対象施設として使用する設備を重大事故等時においても使用する場合の設定

根拠説明書内に記載する「設計基準対象施設と同様の使用方法」とは，各設備の記載内容

（容量，圧力，温度等）のうち，設計基準対象施設として使用する場合の設計条件と変わ

らない場合（注）に使用する。 

ただし，対象配管の上流に当該設備の設定の根拠となる設備（冷却器，ポンプ等）があ

る場合には，その設備の重大事故等時における使用圧力，使用温度を基に配管の重大事故

等時の根拠を記載する。 

 

（注）重大事故等時の条件が設計基準対象施設の設計段階にて基とした条件（系統構成，

流体の種類等）と同じ。 

（記載例⑧参照） 

 

6. 重大事故等時に使用する場合の圧力及び温度について 

重大事故等対処設備については，重大事故等時において使用する場合の圧力及び温度

に関して記載することから，施設区分の冒頭の設定根拠の最高使用圧力及び最高使用温

度の項目にて注記を付記し，重大事故等時において使用する場合の圧力及び温度である

ことを記載した上で，以降省略する旨を記載する。 
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7. 設定根拠説明の対象項目と作成方針 

7.1 共通設備の作成方針 

（記載例⑨ 参照） 

設備 項目 単位 作成方針 

熱交換器 

容量 kW/個 

・容量（交換熱量）を設定した条件とそのとき

の必要容量を記載する。 

・複数の設備（系統）区分を有する場合は，そ

の設定根拠を記載する。 

・新設設備について，複数の容量の合計にて容

量が設定されている場合は，容量の内訳を記

載する。 

・既工事計画書対象の既設設備については，工

事計画書本文に記載している容量にて技術基

準規則に適合していることを使用前検査にて

確認していることから，設計段階にて評価し

た容量の内訳は記載しない。その場合，施設

時と系統構成を含めて変わらないことを記載

する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

伝熱面積 m2 

・容量（交換熱量）を満たすのに必要な伝熱面

積の算出方法の概要及び算出結果を記載す

る。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

最高使用圧力 

（管側） 
MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのと

きの圧力を示した上で，最高使用圧力の設定

根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用

圧力に準じる場合は，上流側の機器を基本と

し，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機

器を根拠とする理由を記載するとともに，互

いに呼込まないよう留意する。また，複数の

系統構成がある場合は，その旨を記載し，ど

の系統を根拠としているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故

等時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記

載する。 
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設備 項目 単位 作成方針 

熱交換器 

最高使用圧力

（胴側） 
MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのと

きの圧力を示した上で，最高使用圧力の設定

根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用

圧力に準じる場合は，上流側の機器を基本と

し，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機

器を根拠とする理由を記載するとともに，互

いに呼込まないよう留意する。また，複数の

系統構成がある場合は，その旨を記載し，ど

の系統を根拠としているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故

等時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記

載する。 

最高使用温度

（管側） 
℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのと

きの温度を示した上で，最高使用温度の設定

根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用

温度に準じる場合は，上流側の機器を基本と

し，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機

器を根拠とする理由を記載するとともに，互

いに呼込まないよう留意する。また，複数の

系統構成がある場合は，その旨を記載し，ど

の系統を根拠としているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故

等時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記

載する。 

最高使用温度

（胴側） 
℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのと

きの温度を示した上で，最高使用温度の設定

根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用

温度に準じる場合は，上流側の機器を基本と

し，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機

器を根拠とする理由を記載するとともに，互

いに呼込まないよう留意する。また，複数の

系統構成がある場合は，その旨を記載し，ど

の系統を根拠としているか記載する。 
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設備 項目 単位 作成方針 

熱交換器 

最高使用温度

（胴側） 
℃ 

（前項の続き） 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故

等時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記載

する。 

個数 － 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備に

ついては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼

用している設備については，それぞれの個数の

根拠を記載する。 
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設備 項目 単位 作成方針 

ポンプ 

容量 m3/h/個 

・ポンプ容量を設定した条件とそのときの必要容

量を記載する。 

・複数の設備（系統）区分を有する場合は，その

設定根拠を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

・新設設備について，複数の容量の合計にて容量

が設定されている場合は，容量の内訳を記載す

る。 

・既工事計画書対象の既設設備については，工事

計画書本文に記載している容量にて技術基準規

則に適合していることを使用前検査にて確認し

ていることから，設計段階にて評価した容量の

内訳は記載しない。その場合，施設時と系統構

成を含めて変わらないことを記載する。 

・重大事故シーケンスにおいて，解析条件として

使用されている設備については，主要なシーケ

ンスを記載し，有効性評価解析にてその容量の

有効性が確認されている旨を記載する。 

揚程 

又は 

吐出圧力 

m，MPa 

・新設設備について，揚程の内訳である，水源と

移送先の圧力差，静水頭，機器圧損，配管圧損

（ホース，弁圧損を含む）について記載する。 

・既工事計画書対象の既設設備については，工事

計画書本文に記載している揚程にて技術基準規

則に適合していることを使用前検査にて確認し

ていることから，設計段階にて評価した揚程の

内訳は記載しない。その場合，施設時と系統構

成を含めて変わらないことを記載する。なお，

新たに工事計画書対象となる既設設備について

は，新設設備と同様に揚程の内訳を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

原動機出力 kW/個 

・原動機出力の設定根拠を記載する。なお，新設

設備及び，新たに工事計画書対象となる既設設

備については，原則，ポンプの最大流量又は定

格流量における必要軸動力の計算過程を示す。 
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設備 項目 単位 作成方針 

ポンプ 

最高使用圧力 MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのとき

の圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等

時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

最高使用温度 ℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのとき

の温度を示した上で，最高使用温度の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用温度に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故等

時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

個数 － 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備に

ついては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根

拠を記載する。 

・原動機の個数について，ポンプと電動機が一体

の場合には，「○○ポンプ（電動機含む）は，

…」と明記する。なお，ポンプと電動機が一体

でない場合は個別に個数を記載する。 
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設備 項目 単位 作成方針 

容器 

容量 

m3/個 

ℓ/個 

ℓ 

・容量を設定した根拠とその必要容量を記載す

る。 

・複数の設備（系統）区分を有する場合は，その

設定根拠を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

・新設について，複数の容量の合計にて容量が設

定されている場合は，容量の内訳を記載する。 

・既設設備について，工事計画書本文に記載して

いる容量にて技術基準規則に適合していること

を使用前検査にて確認していることから，設計

段階にて評価した容量の内訳は記載しない。 

・重大事故シーケンスにおいて，解析条件として

使用されている設備については，主要なシーケ

ンスを記載し，有効性評価解析にてその容量の

有効性が確認されている旨を記載する。 

最高使用圧力 MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのとき

の圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等

時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 
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設備 項目 単位 作成方針 

容器 

最高使用温度 ℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのとき

の温度を示した上で，最高使用温度の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用温度に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故等

時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

個数 － 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備に

ついては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根

拠を記載する。 
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設備 項目 単位 作成方針 

貯蔵槽 

容量 m3/個 

・容量を設定した根拠とその必要容量を記載す

る。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

最高使用圧力 MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのとき

の圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等

時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

最高使用温度 ℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのとき

の温度を示した上で，最高使用温度の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用温度に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準事故対象施設の最高使用温度と重大事

故等時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記

載する。 

個数 － 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備に

ついては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根

拠を記載する。 
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設備 項目 単位 作成方針 

ろ過装置 

容量 m3/個 

・容量を設定した根拠とその必要容量を記載す

る。 

・複数の容量の合計にて容量が設定されている場

合は，容量の内訳を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

最高使用圧力 MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのとき

の圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等

時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

最高使用温度 ℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのとき

の温度を示した上で，最高使用温度の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用温度に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準事故対象施設の最高使用温度と重大事

故等時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記

載する。 

個数 － 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備に

ついては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根

拠を記載する。 
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設備 項目 単位 作成方針 

安全弁 

逃がし弁 

吹出圧力 MPa 

・吹出圧力の設定根拠について記載する。なお，

上・下流設備，配管の最高使用圧力に準じてい

る場合はその旨を記載し，互いに呼込まないよ

う留意する。 

個数 － 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備に

ついては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根

拠を記載する。 
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設備 項目 単位 作成方針 

主要弁 

最高使用圧力 MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのとき

の圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準事故対象施設の最高使用圧力と重大事

故等時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記

載する。 

最高使用温度 ℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのとき

の温度を示した上で，最高使用温度の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用温度に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準事故対象施設の最高使用温度と重大事

故等時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記

載する。 

個数 － 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備に

ついては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根

拠を記載する。 
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設備 項目 単位 作成方針 

主配管 

最高使用圧力 MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのとき

の圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等

時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

・複数の最高使用圧力を設定する配管のうち，そ

れぞれの設定根拠に明確な差異がない場合は，

前段で複数設定する根拠を記載する。 

最高使用温度 ℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのとき

の温度を示した上で，最高使用温度の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用温度に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準事故対象施設の最高使用温度と重大事

故等時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記

載する。 

・複数の最高使用温度を設定する配管のうち，そ

れぞれの設定根拠に明確な差異がない場合は，

前段で複数設定する根拠を記載する。 
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設備 項目 単位 作成方針 

主配管 

外径 mm 

・重大事故等対処設備として新たに設置した配管

については，当該配管における流量を示し，そ

の流量と配管外径及び標準流速における流量の

関係の表から最小配管呼び径が選定され，当該

配管の外径が最小配管呼び径以上であることを

記載する。 

・設計基準対象施設を重大事故等対処設備として

使用する配管であって，設計基準対象施設とし

て使用する場合と流量が変わらない又は設計基

準対象施設と同様の使用方法である旨を記載す

る。なお，標準流速を超えて使用する場合につい

ては問題ない旨を記載する。 

・ホース類は，重大事故等時の可搬性，接続性等

を考慮して選定していることを記載する。 

・差込み継手の内径は，標準流速を基に径を選定

しない為，原則とし記載しない。 

個数 － 
・可搬型設備の保有数を記載する。 
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設備 項目 単位 作成方針 

送（排）風

機 

容量 m3/min 

・送（排）風機容量を設定した条件とそのときの必

要容量を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

原動機出

力 
kW/個 

・原動機出力の設定根拠を記載する。 

なお，新設設備及び新たに工事計画書対象とな

る既設設備については，原則，送（排）風機の最

大風量又は定格風量における必要軸動力の計算

過程を示す。 

個数 － 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備につ

いては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根

拠を記載する。 

・原動機の個数について，送（排）風機と電動機が

一体の場合には，「○○送（排）風機（電動機含

む）は，…」と明記する。なお，送（排）風機と

電動機が一体でない場合は個別に個数を記載す

る。 

フィルタ 

効率 ％ ・効率の設定根拠を記載する。 

個数 － 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備につ

いては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根

拠を記載する。 

 

7.2 重大事故等時に流路として使用する設備 

(1) 重大事故等時に設計基準対象施設の一部を流路として使用する設備については，

重大事故等時の流路として設定根拠説明書を作成する。作成に当たっては，重大事故

等時に設計基準対象施設としての機能を使用せず，流路としてのみ使用することか

ら，設定根拠の説明としては，流路としての機能に係る項目（最高使用圧力，最高使

用温度，個数）の設定根拠のみを記載する。なお，その他の項目については「－」と

する。 
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8. 記載例 

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書の記載例を以下に示す。



【設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用する場合】 
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〔記載例①〕 

設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用する場合 

設計基準対象施設として，各機器・設備について要求される機能について記載する。 

〔記載例①〕 

設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用する場合 

重大事故等対処設備として，各機器・設備について要求される機能について記載する。 

 

 



【重大事故等対処設備として複数の設備（系統）区分で兼用する場合】 
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〔記載例②〕 

重大事故等対処設備として複数の設備（系統）区分で兼用する場合 

低圧原子炉代替注水系ポンプを「圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設備」として使用する

場合の概要を記載する。 

〔記載例②〕 

重大事故等対処設備として複数の設備（系統）区分で兼用する場合 

低圧原子炉代替注水系ポンプを「非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備」として使用する場合の概要を記

載する。 



【原子炉格納容器の記載例】 
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〔記載例③〕 

設計基準対象施設の概要説明 

既工事計画書において，既に設定根拠説明書を作成している設備については，その設定根拠説明書を呼込む。 



【ポンプの記載例（１／６）】 
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〔記載例④〕 

設計基準対象施設の概要説明 

設計基準対象施設として要求される機能（設備仕様を設定する際の条件等）を記載する。 

〔記載例⑤〕 

ほう酸水注入ポンプに要求される技術基準規則第 59条（設置許可基準規則第四十四条）の要求事項 

〔記載例⑥〕 

技術基準規則第 59条（設置許可基準規則第四十四条）にて要求される機能を満足する上で，必要な系統構成等 

記載内容については，基本設計方針に記載している機器喪失を想定する設備，使用する設備，系統構成等を

引用する。 

 

〔記載例⑤〕 

ほう酸水注入ポンプに要求される技術基準規則第 60条（設置許可基準規則第四十四条）の要求事項 

 

〔記載例⑥〕 

技術基準規則第 60条（設置許可基準規則第四十五条）にて要求される機能を満足する上で，必要な系統構成等

記載内容については，基本設計方針に記載している機器喪失を想定する設備，使用する設備，系統構成等を

引用する。 

 



【ポンプの記載例（２／６）】 
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〔記載例⑨〕 

設計基準対象施設としての容量 

ポンプ容量を設定した条件とそのときの必要容量を記載する。 

〔記載例⑨〕 

重大事故等対処設備としての容量 

〔記載例⑧〕 

同様の使用方法 

設計基準対象施設として使用する場合の設計条件と変わらないため「同様の使用方法」と記載する。 

〔記載例⑨〕 

公称値の認定根拠について記載する。 

〔記載例⑤〕 

ほう酸水注入系ポンプに要求される技術基準規則第 60 条（設置許可基準規則第五十一条）の要求事項 

〔記載例⑥〕 

技術基準規則第 66条（設置許可基準規則第五十一条）にて要求される機能を満足する上で，必要な系統構

成等記載内容については，基本設計方針に記載している機器喪失を想定する設備，使用する設備，系統

構成等を引用する。 

 



【ポンプの記載例（３／６）】 
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【ポンプの記載例（４／６）】 
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〔記載例⑨〕 

設計基準対象施設としての揚程 

ポンプの揚程を設定した条件とそのときの必要揚程を記載する。 

〔記載例⑨〕 

重大事故等対処設備としての揚程 

〔記載例⑧〕 

同様の使用方法 

設計基準対象施設として使用する場合の設計条件と変わらないため「同様の使用方法」と記載する。 

〔記載例⑨〕 

公称値の認定根拠について記載する。 



【ポンプの記載例（５／６）】 
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〔記載例⑨〕 

設計基準対象施設としての最高使用圧力 

最高使用圧力を設定した条件を示し，そのときの圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠を記載する。 

〔記載例⑨〕 

重大事故等対処設備としての使用圧力 

〔記載例⑧〕 

同様の使用方法 

設計基準対象施設として使用する場合の設計条件と変わらないため「同様の使用方法」と記載する。 

〔記載例⑨〕 

設計基準対象施設としての最高使用圧力 

最高使用圧力を設定した条件を示し，そのときの圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠を記載する。 

〔記載例⑨〕 

重大事故等対処設備としての使用圧力 

〔記載例⑧〕 

同様の使用方法 

設計基準対象施設として使用する場合の設計条件と変わらないため「同様の使用方法」と記載する。 

〔記載例⑨〕 

設計基準対象施設としての最高使用温度 

上流側の機器であるほう酸水貯蔵タンクの最高使用温度に準じる。 

〔記載例⑨〕 

重大事故等対処設備としての使用温度 

〔記載例⑧〕 

同様の使用方法 

設計基準対象施設として使用する場合の設計条件と変わらないため「同様の使用方法」と記載する。 

 



【ポンプの記載例（６／６）】 
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〔記載例⑨〕 

設計基準対象施設としての個数 

〔記載例⑨〕 

重大事故等対処設備としての個数 

〔記載例⑨〕 

重大事故等対処設備としての原動機出力 

〔記載例⑨〕 

設計基準対象設備としての原動機出力 

 原動機出力を認定した根拠を記載する。 



【容器の記載例（１／３）】 
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〔記載例④〕 

設計基準対象施設としての概要説明 

 設計基準対象施設として要求される機能（設備使用を認定する際の条件等）を記載する。 

〔記載例⑤〕 

ほう酸水注入ポンプに要求される技術基準規則第 59条（設置許可基準規則第四十四条）の要求事項 

 

〔記載例⑥〕 

技術基準規則第 59条（設置許可基準規則第四十四条）にて要求される機能を満足する上で，必要な系統構

成等記載内容については，基本設計方針に記載している機器喪失を想定する設備，使用する設備，系統

構成等を引用する。 

 



【容器の記載例（２／３）】 
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〔記載例⑨〕 

公称値の認定根拠について記載する。 

〔記載例⑨〕 

重大事故等対処設備としての概要説明 

タンク容量を設定した条件とそのときの必要容量を記載する。 

〔記載例⑧〕 

同様の使用方法 

設計基準対象施設として使用する場合の設計条件と変わらないため「同様の使用方法」と記載する。 

 

〔記載例⑨〕 

設計基準対象施設としての容量 

タンク容量を認定した条件とそのときに必要容量を記載する。 

〔記載例⑨〕 

設計基準対象施設としての容量 

タンク容量を認定した条件とそのときに必要容量を記載する。 



【容器の記載例（３／３）】 
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〔記載例⑨〕 

設計基準対象施設としての最高使用圧力 

最高使用圧力を設定した条件を示し，そのときの圧力を示した上で最高使用圧力の設定根拠を記載する。 

〔記載例⑨〕 

重大事故等対処設備としての使用圧力 

〔記載例⑧〕 

同様の使用方法 

設計基準対象施設として使用する場合の設計条件と変わらないため「同様の使用方法」と記載する。 

 
〔記載例⑧〕 

設計基準対象施設としての最高使用温度 

 〔記載例⑨〕 

重大事故等対処設備としての使用温度 

〔記載例⑧〕 

同様の使用方法 

設計基準対象施設として使用する場合の設計条件と変わらないため「同様の使用方法」と記載する。 

 
〔記載例⑨〕 

設計基準対象施設としての個数 

 
〔記載例⑨〕 

設計基準対象施設としての個数 

 



【主配管の記載例（１／２）】 
 

6-別 1-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔記載例⑦〕 

配管の概要説明 

配管については設計基準対象施設及び重大事故対処設備の系統概略を記載する。 

〔記載例⑨〕 

設計基準対象施設としての最高使用圧力 

上流側の機器の最高使用圧力に準ずる。 

〔記載例⑨〕 

設計基準対象施設としての最高使用圧力 

上流側の機器の最高使用圧力に準ずる。 

〔記載例⑨〕 

重大事故等対処設備としての使用圧力 

上流側の機器の重大事故等時における使用圧力に準ずる。 

〔記載例⑨〕 

重大事故等対処設備としての使用圧力 

上流側の機器の重大事故等時における使用圧力に準ずる。 



【主配管の記載例（２／２）】 
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〔記載例⑩〕 

重大事故等対処設備としての外形 

設計基準対象施設を重大事故等対処設備として使用する配管は，設計基準対象施設と同じであることを記載

する。 

〔記載例⑨〕 

設計基準対象施設としての最高使用温度 

上流側の機器であるほう酸水注入系貯蔵タンクの最高使用温度に準ずる。 

〔記載例⑨〕 

重大事故等対処設備としての使用温度 

上流側の機器であるほう酸水注入系貯蔵タンクの重大事故等時における使用温度に準ずる。 



【可搬型重大事故等対処設備の記載例（１／２）】 
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〔記載例⑤〕 

高圧窒素ガスボンベに要求される技術基準規則第 61 条（設置許可基準規則第四十六条）の要求事項 

〔記載例⑥〕 

技術基準規則第 61条（設置許可基準規則第四十六条）にて要求される機能を満足する上で，必要な系統構成

等記載内容については，基本設計方針に記載している機器喪失を想定する設備，使用する設備，系統構成等

を引用する。 

 

〔記載例⑨〕 

重大事故等対処設備としての容量 

ボンベ容量を認定した条件とそのときに必要容量を記載する。 

〔記載例⑨〕 

公称値の設定根拠についても記載する。 

〔記載例⑨〕 

重大事故等対処設備としての使用圧力 

重大事故等時に使用する場合の圧力を設定した条件を示し，そのときの圧力を示した上で，重大事故等時に

おける使用圧力を記載する。 

〔記載例⑨〕 

重大事故等対処設備としての使用温度 

重大事故等時に使用する場合の温度を設定した条件を示し，そのときの温度を示した上で，重大事故等時に

おける使用温度を記載する。 



【可搬型重大事故等対処設備の記載例（２／２）】 
 

6-別 1-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔記載例⑨〕 

重大事故等対処設備としての容量 

ボンベ容量を認定した条件とそのときに必要容量を記載する。 

 

〔記載例⑨〕 

可搬型重大事故等対処設備としての個数 



【主配管（外径）の設定根拠の記載例（１／３）】 
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外径の設定根拠 記載例について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〔記載例⑩〕 

  外径の設定根拠を記載する際は，左記のフローから該当するパターンを選択する。 

  選択したパターンは，原則として記載例に倣い記載する。 

主配管 

 

要目表の変更後に外径を記載しているか
＊1 

 

 
NO 

YES 

パターン１ 

 

NO 

パターン２ 

YES 

パターン３ 

設計目安である標準流速を 

上回る配管か 

注記＊1 ：既工認に記載されている外径，厚さ及び使用方法（流量等）が同一の場合は除く。（パターン１の記載例とする） 

＊2 ：断続的に流れる配管の例 ： 空気ボンベの蓄圧時に流れる場合等 

NO 

YES 

パターン４ 

供用状態において連続的に
＊2

流れのある配管か 



     

  

【主配管（外径）の設定根拠の記載例（２／３）】 
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パターン１ の記載例 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する●●ポンプの容量を基に 

設定しており，重大事故等時に使用する●●ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と 

同仕様であるため，本配管の外径は，メーカー社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準 

対象施設の外径と同仕様で設計し，***.* mmとする。 

 

 

 

 

 

注記 ＊：●●ポンプの設計流量。 

 

 

パターン２ の記載例  

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，▼▼弁自動減圧機能におけるシリンダ駆動力を確保 

するために電磁弁流路よりも大きな流路断面積となる配管の外径として，先行プラントの実績に基づいて選定 

し，***.* mmとする。 

 

 

パターン３ の記載例  

＜先行プラントの実績を考慮する場合＞ 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，□□から供給される水は■■であるため，エロー 

ジョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，***.*  

mmとする。 

外径 
Ａ 
(mm) 

厚さ 
Ｂ 
(mm) 

呼び径 
 

(A) 

流路面積 
Ｃ 
(m2) 

流量＊ 
Ｄ 

(m3/h) 

流速 
Ｅ 

(m/s) 

標準流速 
 

(m/s) 

355.6 15.1 350 0.08316 1218 4.1 ～***  

注記 ＊：●●ポンプの設計流量。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量＊ 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 89.1 5.5 80 0.00479 9.72＊ 0.6 **  *  

〔記載例⑩〕 

・要目表の変更後に外径を記載していない場合 

 ・既工認に記載されている外径，厚さ及び使用方法（流量等）同一の場合 

〔記載例⑩〕 

・要目表の変更後に外径を記載し，共用状態において断続的に流れる配管である場合 

〔記載例⑩〕 

・要目表の変更後に外径を記載し，設計目安である標準流速を上回らない配管であり， 

先行プラントの実績を考慮する場合 



     

  

【主配管（外径）の設定根拠の記載例（３／３）】 
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＜その他考慮するべき特殊事例の場合＞ 

・ライニングを考慮する場合 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，□□から供給される水は■■であるため，エロー 

ジョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，***.* 

mmとする。 

 

なお，▽▽については，ライニングの厚さを考慮して流速を算出する。 

外径 
Ａ 

(mm) 

厚さ 
Ｂ１ 
(mm) 

ライニング厚さ 
Ｂ２ 
(mm) 

呼び径 
 

(A) 

流路面積 
Ｃ 
(m2) 

流量＊ 
Ｄ 

(m3/h) 

流速 
Ｅ 

(m/s) 

標準流速 
 

(m/s) 

508.0 12.7 9.5 500 0.18781 2040 3.0 ～***  

注記 ＊：●●ポンプの設計流量。 

 

・自由膨張蒸気を考慮する場合 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，△△から▲▲は自由膨張蒸気となるため，エロー 

ジョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの自由膨張蒸気配管の実績に基づいた標準流速を目安に 

選定し，***.* mmとする。 

外径 
Ａ 

(mm) 

厚さ 
Ｂ 
(mm) 

呼び径 
 

(A) 

流路面積 
Ｃ 
(m2) 

流量 
Ｄ 

(t/h) 

比容積 
Ｅ 

 (m3/kg) 

流速＊ 

Ｆ 
(m/s) 

標準流速 
 

(m/s) 

406.4 12.7 400 0.11401 36＊1 1.67330 146.8 ～***  

注記 ＊：●●ポンプの設計流量。 

 

 

パターン４ の記載例 

   本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し， 

先行プラントのポンプ吸込配管の実績に基づいた標準流速を目安に選定し，***.* mmとする。 

外径 
Ａ 
(mm) 

厚さ 
Ｂ 
(mm) 

呼び径 
 

(A) 

流路面積 
Ｃ 
(m2) 

流量＊1 
Ｄ 

(m3/h) 

流速 
Ｅ 

(m/s) 

標準流速 
 

(m/s) 

267.4 18.2 250 0.04181 1218*1 8.1*2 ～***  

注記 ＊1：●●ポンプの設計流量。 

   ＊2：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で＊＊m/s）を下回るため問題ない。 

〔記載例⑩〕 

・要目表の変更後に外径を記載し，設計目安である標準流速を上回らない配管であり， 

ライニングを考慮する場合 

〔記載例⑩〕 

・要目表の変更後に外径を記載し，設計目安である標準流速を上回らない配管であり， 

自由膨張蒸気を考慮する場合 

〔記載例⑩〕 

・要目表の変更後に外径を記載し，設計目安である標準流速を上回る配管である場合 
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発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書の作成要領 

 

1. 概要 

本説明書は，設計及び工事の計画に添付書類として要求される「発電用原子炉の設置の

許可との整合性に関する説明書」（以下「説明書」という。）の作成に当たっての作成要領

を示す。 

 

2. 基本方針 

設計及び工事の計画が，設置変更許可申請書の基本方針に従った詳細設計であること

を，設置変更許可申請書との整合性により説明する。 

設置変更許可申請書との整合性は，設置変更許可申請書「本文（五号）」（以下「本文（五

号）」という。）及び設置変更許可申請書「本文（十一号）」（以下「本文（十一号）」とい

う。）と工事の計画のうち「基本設計方針」，「機器等の仕様に関する記載事項」（以下「要

目表」という。）及び「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」（以下「設工認品

質管理計画」という。）について説明するとともに，設置変更許可申請書「本文（十号）」

（以下「本文（十号）」という。）に記載する解析条件についても整合性を説明する。 

また，設置変更許可申請書「添付書類八」（以下「添付書類八」という。）のうち本文（五

号）に係る設備設計を記載している箇所については，本文（五号）の関連情報として記載

する。 

（記載例1参照） 

本資料は，本工事計画の申請範囲に対する許可との整合性を示す説明書であるため，申

請範囲外に関する設計及び工事の計画は記載しない。 

 

3. 説明書の構成 

(1) 説明書の構成は，下記のとおり。 

「発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書」 

・表紙 

・目次 

・概要 

・基本方針 

・説明書の構成 

・発電用原子炉の設置の許可との整合性 

 

「発電用原子炉の設置の許可（本文（十一号））との整合性に関する説明書」 

・表紙 

・目次 
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・概要 

・基本方針 

・説明書の構成 

・発電用原子炉の設置の許可との整合性 

 

(2) 「発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書」内の文

章構成は本文（五号）に記載された順とする。 

（記載例2参照） 

 

また，様式は比較表形式とし，左欄から「設置変更許可申請書（本文（五号））」，

「設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項」，「設計及び工事の計画 該当事項」

，「整合性」及び「備考」を記載する。なお，本文（十号）については，「設置変更許

可申請書「本文（五号）」」内の該当箇所に挿入する。 

（記載例3参照） 

 

「設計及び工事の計画 該当事項」に基本設計方針を記載する場合は，施設区分，

番号及び表題を記載し，「基本設計方針」であることも記載する。 

さらに，「基本設計方針」が共通項目の場合にはその旨も記載する。 

（記載例4,5参照） 

 

また，要目表を記載する場合は，施設区分を記載し，「要目表」であることも記載

する。 

（記載例6参照） 

 

本文（五号）と設計及び工事の計画との整合性確認については，本文（五号）と同

等の「設計及び工事の計画 該当事項」の記載箇所に実線のアンダーラインを引く。 

（記載例7参照） 

 

また，記載が異なる箇所には破線のアンダーラインを引き，「設計及び工事の計画 

該当事項」が「設置変更許可申請書（本文（五号））」と整合していることを「整合性」

欄に記載する。 

（記載例8参照） 

 

整合性の結果については，「整合性」欄に本文（五号）の各項目（イ，ロ，ハ，…）

の冒頭に整合結果を総括して記載する。 

本文（十号）との整合性に関する補足説明は，一重枠囲みにより記載する。 
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（記載例9.10参照） 

 

また，本文（五号）との整合性に関する補足説明は，原則として「整合性」欄に記

載するが，欄外に記載する場合は別途，二重枠囲みにより記載する。 

（記載例11参照） 

なお，整合性を説明する記載の例は表1のとおり。 

 

設備の兼用について整合性を説明する場合，「設計及び工事の計画 該当事項」の

欄には兼用している設備の主登録先の要目表等を記載し，本文（五号）の兼用記載と

の整合性を示す。 

（記載例12参照） 

 

その他，以下のとおりに記載する。 

・基本設計方針又は添付書類八の段落の一部を抜粋する場合，「＜中略＞」と記載

して抜粋であることを明示する。 

（記載例13参照） 

 

・説明書中の他の箇所を指す場合は，本文（五号）の項目をアドレスとして表示

する。（例：設置変更許可申請書（本文（五号））「ニ．(3)(ⅱ) 燃料プールの

冷却等のための設備」に示す。） 

（記載例14参照） 

 

・整合性を説明するために，記載箇所を明示する必要がある場合又は同じ段落に複

数の説明箇所がある場合には，該当箇所に番号を付記する。（例：ロ－①） 

（記載例15参照） 

 

・添付書類八については，「設計及び工事の計画 該当事項」にアンダーラインを引

いた箇所について，同等の記載箇所には実線，記載が異なる箇所には破線のアン

ダーラインを引いて明示する。 

（記載例16参照） 

 

(3) 「発電用原子炉の設置の許可（本文（十一号））との整合性に関する説明書」内の

文章構成は本文（十一号）に記載された順とする。 

（記載例26参照） 

 

また，様式は比較表形式とし，左欄から「設置変更許可申請書「本文（十一号）」
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」，「設計及び工事の計画 該当事項」，「整合性」および「備考」を記載する。 

「設計及び工事の計画 該当事項」に設工認品質管理計画を記載する場合は，章番号

及び表題を記載する。 

（記載例27参照） 

 

本文（十一号）と設計及び工事の計画との整合性確認については，「設置変更許可

申請書（本文（十一号））と同等の「設計及び工事の計画 該当事項」の記載箇所に

実線のアンダーラインで明示する。記載等が異なる場合には破線のアンダーライン

を引き，「設計及び工事の計画 該当事項」が「設置変更許可申請書（本文（十一号））

と整合していることを「整合性」欄に記載する。 

（記載例28参照） 

 

整合性の結果については，「整合性」の欄に冒頭で整合結果を総括して記載する。 

（記載例29参照） 

 

4. 添付 

発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書（例） 
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表1 整合性の記載パターン（例） 

ケース 記載例 

各項の整合性結果 

（記載例9参照） 

設置変更許可申請書（本文（五号））○項に

おいて，設計及び工事の計画の内容は，以

下の通り整合している。 

設計及び工事の計画の記載が設置変更許可申

請書（本文（五号））の記載と同義〔同一設備

又は含む〕記載となっている場合 

（記載例17参照） 

設計及び工事の計画の「○○」は，〔必要に

応じ理由を記載〕設置変更許可申請書（本

文（五号））の「△△」〔の内容，の区分〕

と同義〔同一設備〕であり〔を全て含んで

おり，記載しており〕整合している。 

設置変更許可申請書（本文（五号））の記載を

設計及び工事の計画では具体的に〔詳細に〕

記載している場合 

（記載例18参照） 

設計及び工事の計画の「○○」は，〔必要に

応じ理由を記載〕設置変更許可申請書（本

文（五号））の「△△」を具体的に〔詳細

に〕記載しており整合している。 

同一機器（○○）で設備（系統）区分が設計

及び工事の計画（設備名）と設置変更許可申

請書（本文（五号））（設備名）で異なる場合 

（記載例19参照） 

「○○」は，設置変更許可申請書（本文）

における「設備名」を設計及び工事の計画

の（主たる登録として）「施設名」のうち

「設備名」に整理しており整合している。 

設置変更許可申請書（本文（五号））との整合

性を別の箇所で説明する場合 

（記載例20参照） 

設置変更許可申請書（本文（五号））「□.□ 

◇◇◇」に示す。 

今回の設計及び工事の計画の対象外の事項 

（記載例21参照） 

設置変更許可申請書（本文（五号））におい

て許可を受けた「○○」は，本工事計画の

対象外である。 

単位等が異なるため，記載する数値（寸法，

圧力等）が異なる場合 

（記載例22参照） 

（計算式，単位換算等にて整合性を示す。） 

外径＝内径＋板厚×2 

○○ MPa＝△△ kg/cm2G 

設置変更許可申請書（本文（五号））の記載を

設計及び工事の計画では含んだ記載としてい

る場合 

（記載例23参照） 

設計及び工事の計画の「○○」は，〔必要

に応じ理由を記載〕設置変更許可申請書

（本文（五号））の「△△」を全て含んで

おり，整合している。 

設置変更許可申請書（本文（五号））の記 

載を設計及び工事の計画では設計進捗に伴

い，記載表現が異なる場合 

（記載例24参照） 

設計及び工事の計画の「○○」は，〔必要

に応じ理由を記載〕設置変更許可申請書

（本文（五号））の「△△」を詳細設計し

た結果であり，整合している。 

運用のため，保安規定で対応する事項 

（記載例25参照） 

設置変更許可申請書（本文（五号））の「〇

〇」は，保安規定にて対応する。 
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発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書 

（例） 
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目     次 

 

 

    頁 

1. 概要 ······························································ 1 

2. 基本方針 ·························································· 1 

3. 記載の基本事項····················································· 1 

4. 発電用原子炉の設置の許可との整合性 

五 発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備 

イ 発電用原子炉施設の位置 

(1) 敷地の面積及び形状 ········································ ｲ-1 

(2) 敷地内における主要な発電用原子炉施設の位置 ················ ｲ-○ 

 

ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

(1) 耐震構造 ·················································· ﾛ-1 

(ⅰ) 設計基準対象施設の耐震設計 

(ⅱ) 重大事故等対処施設の耐震設計 

(2) 耐津波構造 ················································ ﾛ-〇 

(ⅰ) 設計基準対象施設に対する耐津波設計 

(ⅱ) 重大事故等対処施設の耐津波設計 

(3) その他の主要な構造 ········································ ﾛ-○ 

(ⅰ) ａ．設計基準対象施設 

ｂ．重大事故等対処施設 

 

 

 

 

  

記載例 2 

本文（五号）の順番に記載する。 



 

6-別 2-8 

 

ハ 原子炉本体の構造及び設備 

(1) 発電用原子炉の炉心 ········································ ﾊ-1 

(ⅰ) 構造 

(ⅱ) 燃料体の最大挿入量 

(ⅲ) 主要な核的制限値 

(ⅳ) 主要な熱的制限値 

(2) 燃料体 ···················································· ﾊ-○ 

(ⅰ) 燃料材の種類 

(ⅱ) 燃料被覆材の種類 

(ⅲ) 燃料要素の構造 

(ⅳ) 燃料集合体の構造 

(ⅴ) 最高燃焼度 

(3) 減速材及び反射材の種類 ···································· ﾊ-○ 

(4) 原子炉容器 ················································ ﾊ-○ 

(ⅰ) 構造 

(ⅱ) 最高使用圧力及び最高使用温度 

(5) 放射線遮蔽体の構造  ······································ ﾊ-○ 

(6) その他主要な事項  ········································ ﾊ-○ 

  

ニ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備 

(1) 核燃料物質取扱設備の構造 ·································· ﾆ-1 

(2) 核燃料物質貯蔵設備の構造及び貯蔵能力 ······················ ﾆ-○ 

(ⅰ) 新燃料貯蔵庫 

(ⅱ) 燃料プール 

(3) 核燃料物質貯蔵用冷却設備の構造及び冷却能力 ················ ﾆ-○ 

(ⅰ) 燃料プール冷却系 

(ⅱ) 燃料プールの冷却等のための設備 
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ホ 原子炉冷却系統施設の構造及び設備 

(1) 一次冷却材設備 ············································ ﾎ-1 

(ⅰ) 冷却材の種類 

(ⅱ) 主要な機器及び管の個数及び構造 

(ⅲ) 冷却材の温度及び圧力 

(2) 二次冷却設備 ·············································· ﾎ-○ 

(3) 非常用冷却設備 ············································ ﾎ-○ 

(ⅰ) 冷却材の種類 

(ⅱ) 主要な機器及び管の個数及び構造 

a. 非常用炉心冷却系（設計基準対象施設） 

b. 重大事故等対処設備 

(4) その他の主要な事項 ········································ ﾎ-○ 

(ⅰ) 残留熱除去系 

(ⅱ) 原子炉隔離時冷却系 

(ⅲ) 原子炉浄化系 

(ⅳ) 原子炉補機冷却系 

(ⅴ) 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 
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ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備 

(1) 計装······················································ ﾍ-1 

(ⅰ) 核計装の種類 

(ⅱ) その他の主要な計装の種類 

(2) 安全保護回路 ·············································· ﾍ-○ 

(ⅰ) 原子炉停止回路の種類 

(ⅱ) その他の主要な安全保護回路の種類 

(3) 制御設備 ·················································· ﾍ-○ 

(ⅰ) 制御材の個数及び構造 

(ⅱ) 制御材駆動設備の個数及び構造 

(ⅲ) 反応度制御能力 

(4) 非常用制御設備 ············································ ﾍ-○ 

(ⅰ) 制御材の個数及び構造 

(ⅱ) 主要な機器の個数及び構造 

(ⅲ) 反応度制御能力 

(5) その他の主要な事項 ········································ ﾍ-○ 

(ⅰ) 制御棒引抜阻止回路 

(ⅱ) 警報回路 

(ⅲ) 制御棒価値ミニマイザ 

(ⅳ) 原子炉再循環流量制御系 

(ⅴ) 原子炉圧力制御系 

(ⅵ) 中央制御室 

(ⅶ) 原子炉水位制御系 

(ⅷ) 選択制御棒挿入機構 

(ⅸ) 再循環系ポンプ・トリップ機能 

(ⅹ) 所内用空気系 

(ⅺ) 計装用空気系 

(ⅻ) 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界 

にするための設備 

(ⅹⅲ) 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する 

ための設備 
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ト 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

(1) 気体廃棄物の廃棄施設 ······································ ﾄ-1 

(ⅰ) 構造 

(ⅱ) 廃棄物の処理能力 

(ⅲ) 排気口の位置 

(2) 液体廃棄物の廃棄設備 ······································ ﾄ-○ 

(ⅰ) 構造 

(ⅱ) 廃棄物の処理能力 

(ⅲ) 排水口の位置 

(3) 固体廃棄物の廃棄設備 ······································ ﾄ-○ 

(ⅰ) 構造 

(ⅱ) 廃棄物の処理能力 

 

チ 放射線管理施設の構造及び設備 

(1) 屋内管理用の主要な設備の種類 ······························ ﾁ-1 

(ⅰ) 出入管理室(１号及び２号炉共用，既設) 

(ⅱ) 資料分析関係施設（１号，２号及び３号炉共用，既設） 

(ⅲ) 放射線監視設備 

(ⅳ) 個人管理用測定設備及び測定機器（１号，２号及び３号炉共用，

一部既設） 

(ⅴ) 遮蔽設備 

(ⅵ) 換気空調設備 

(2) 屋外管理用の主要な設備の種類 ······························ ﾁ-○ 

 

リ 原子炉格納施設の構造及び設備 

(1) 原子炉格納容器の構造 ······································ ﾘ-1 

(2) 原子炉格納容器の設計圧力及び設計温度 

並びに漏えい率 ············································ ﾘ-○ 

(3) 非常用格納容器保護設備の構造 ······························ ﾘ-○ 

(ⅰ) 設計基準対象施設 

(ⅱ) 重大事故等対処設備 

(4) その他の主要な事項 ········································ ﾘ-○ 

(ⅰ) 原子炉棟 

(ⅱ) 非常用ガス処理系 

(ⅲ) 水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備 
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ヌ その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備 

(1) 常用電源設備の構造 ········································ ﾇ-1 

(ⅰ) 発電機 

(ⅱ) 外部電源系 

(ⅲ) 変圧器 

(2) 非常用電源設備の構造 ······································ ﾇ-○ 

(ⅰ) 受電系統 

(ⅱ) 非常用ディーゼル発電機 

(ⅲ) 蓄電池 

(ⅳ) 代替電源設備 

(3) その他の主要な事項 ········································ ﾇ-○ 

(ⅰ) 火災防護設備 

(ⅱ) 浸水防護設備 

(ⅲ) 所内ボイラ 

(ⅳ) 補機駆動用燃料設備 

(ⅴ) 非常用取水設備 

(ⅵ) 緊急時対策所 

(ⅶ) 通信連絡設備 

(ⅷ) 復水貯蔵タンク 

(ⅸ) 補助復水貯蔵タンク 

(ⅹ) 低圧原子炉代替注水槽 

(ⅺ) トーラス水受入タンク（１号及び２号炉共用，既設）  
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1. 概要 

本資料は，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「法」とい

う。）第 43 条の 3 の 8 第 1 項の許可を受けたところによる設計及び工事の計画であるこ

とが，法第 43条の 3の 9第 3項第 1号で認可基準として規定されており，当該基準に適

合することを説明するものである。 

 

2. 基本方針 

設計及び工事の計画が島根原子力発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書（以下「設

置変更許可申請書」という。）の基本方針に従った詳細設計であることを，設置変更許可

申請書との整合性により示す。 

設置変更許可申請書との整合性は，設置変更許可申請書「本文（五号）」（以下「本文（五

号）」という。）と設計及び工事の計画のうち「基本設計方針」及び「機器等の仕様に関す

る記載事項」（以下「要目表」という。）について示すとともに，設置変更許可申請書「本

文（十号）」（以下「本文（十号）」という。）に記載する解析条件についても整合性を示す。 

また，設置変更許可申請書「添付書類八」（以下「添付書類八」という。）のうち本文（五

号）に係る設備設計を記載している箇所については，本文（五号）の関連情報として記載

する。 

なお，設置変更許可申請書の基本方針に記載がなく，設計及び工事の計画において詳細

設計を行う場合は，設置変更許可申請書に抵触するものでないため，本資料には記載しな

い。 

 

3. 説明書の構成 

(1) 説明書の構成は比較表形式とし，左欄から「設置変更許可申請書（本文（五号））」，

「設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項」，「設計及び工事の計画 該当事項」，

「整合性」及び「備考」を記載する。 

 

(2) 説明書の記載順は，本文（五号に記載する順とする。 

なお，本文（十号）については，本文（五号）内の該当箇所に挿入する。 

 

(3) 本文五号と設計及び工事の計画の記載が同等の箇所には，実線のアンダーラインで

明示する。記載等が異なる場合には破線のアンダーラインを引くとともに，設計及び

工事の計画が本文五号と整合していることを明示する。 

 

(4) 本文（十号）との整合性に関する補足説明は一重枠囲みにより記載する。 

本文（五号）との整合性に関する補足説明は原則として「整合性」欄に記載するが，

欄内に記載しきれないものについては別途，二重枠囲みにより記載する。 
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(5) 添付書類八については，上記(3)において設計及び工事の計画にアンダーラインを

引いた箇所について，同等の記載箇所には実線，記載が異なる箇所には破線のアンダ

ーラインを引いて明示する。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

五 発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備 

イ 発電用原子炉施設の位置 

 

 

 

 

(1) 敷地の面積及び形状 

発電用原子炉施設を設置する敷地は，島根半島のほぼ中

央，日本海に面した松江市鹿島町に位置している。このあ

たりは，標高 150m 程度の山が日本海まで迫り，海岸線は

屈曲して数多くの湾を形成している。 

敷地の地質は，新第三紀中新世の堆積岩類及び貫入岩類，

並びにそれらを覆う被覆層から構成される。 

敷地の形状は，これらの湾の一つである敷地北側の輪谷

湾を中心とした半円状であり，東西及び南側を山に囲まれ

ている。 

敷地全体の広さは，埋立面積約７万 m2を含め約 192万 m2

である。 

 

 

 

 

 

 

 

地地震の発生によって生じるおそれがあるその安全機

能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が

特に大きい施設（以下「耐震重要施設」という。）は，そ

の供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動（以下

「基準地震動Ｓｓ」という。）による地震力が作用した場

合においても接地圧に対する十分な支持力を有する地盤

に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用

することによって弱面上のずれが発生しないことを含め，

イ(1)-①基準地震動Ｓｓによる地震力に対する支持性能

を有する地盤に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.4 耐震設計 

発電用原子炉施設の耐震設計は，「設置許可基準規則」

に適合するように，「1.4.1 設計基準対象施設の耐震設

計」，「1.4.2 重大事故等対処施設の耐震設計」，「1.4.3 

主要施設の耐震構造」及び「1.4.4 地震検知による耐震

安全性の確保」に従って行う。 

 

1.4.1 設計基準対象施設の耐震設計 

1.4.1.1 設計基準対象施設の耐震設計の基本方針 

設計基準対象施設の耐震設計は，以下の項目に従って

行う。 

 

(3) 建物・構築物については，耐震重要度分類の各クラ

スに応じて算定する地震力が作用した場合において

も，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置

する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉冷却系統施設】 

（基本設計方針） 

 

第１章 共通項目 

1. 地盤等 

1.1 地盤 

設計基準対象施設のうち，地震の発生によって生じるお

それがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による

公衆への影響の程度が特に大きい施設（以下「耐震重要施

設」という。）の建物・構築物，屋外重要土木構造物，津波

防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止

設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物につい

て，若しくは，重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要

重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置され

る重大事故等対処施設については，自重や運転時の荷重等

に加え，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地

震動（設置（変更）許可を受けた基準地震動Ｓｓ（以下「基

準地震動Ｓｓ」という。））による地震力が作用した場合に

おいても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設

置する。 

また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用

することによって弱面上のずれが発生しない地盤として，

イ(1)-①設置（変更）許可を受けた地盤に設置する。 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文）第五号イ項におい

て，設計及び工事の計画

の内容は，以下の通り整

合している。 

 

 

設置変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた「敷地の面積

及び形状」は，設置許

可のみの要求事項であ

り，本工事計画の対象

外である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ｲ(1)-①は，「設置

（変更）許可を受けた

地盤」に設置すること

を記載しており，設置

変更許可申請書（本

文）ｲ(1)-①と整合し

 

 

 

【記載例 9】 

各項毎に，項の冒頭に整合結果を統括

して記載する。 

【記載例 21】 

今回の設計及び工事の計画の

対象外の事項である場合 

【記載例 4,5】 

設計及び工事の計画の該当箇所が基本設計

方針の場合には「（基本設計方針）」と記載

する。 

【記載例 4,5】 

基本設計方針の該当番号及び表題を記載する。 

【記載例 4,5】 

設計及び工事の計画の該当箇所が記載されてい

る施設区分を記載する。 

【記載例 1】 

本文五号の設備設計に該当す

る添付書類八を記載する。 

【記載例 2】 

設置変更許可申請書の本文五

号の順番に記載する。 

【記載例 7,16】 

設置変更許可申請書「本文（五号）」と同等の

「設計及び工事の計画」の記載箇所に実線の

アンダーラインを引く。 

【記載例 13】 

段落の一部記載を抜粋する 

場合，「＜中略＞」と記載する。 

【記載例 8】 

記載が異なる箇所には破線のアンダ-ラインを引き，設計及び工事の計画が設置変

更許可申請書（本文（五号））と整合していることを「整合性」欄に記載する。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

低圧原子炉代替注水系（常設） 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

（ホ(3)(ⅱ)b-①リ，(3)，(ⅱ)，ａ．原子炉格納容器内の

冷却等のための設備及びリ，(3)，(ⅱ)，ｃ．原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却するための設備と兼用） 

台  数  ホ(3)(ⅱ)b-②１（予備１） 

容  量  約 230m3/h（１台当たり） 

全 揚 程 約 190m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.6－1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備の主要機器仕様 

 

(1) 低圧原子炉代替注水系（常設） 

ａ．低圧原子炉代替注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の設備 

台 数  １（予備１） 

容 量  約 230m3/h（１台当たり） 

全揚程  約 190m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉冷却系統施設】 

（要目表） 

6 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備に係る次の

事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載例 6】 

設計及び工事の計画の該当箇所が記載されてい

る施設区分を記載する。 

【記載例 6】 

設計及び工事の計画の該当箇所が要目表の場合

には「（要目表）」と記載する。 

ホ(3)(ⅱ)b-② 

【記載例 15】 

整合性を説明するために記載箇所を明示する必

要がある場合又は同じ段落に複数の説明箇所が

ある場合等は，該当箇所に番号を付記する。 

整合性 

・「低圧原子炉代替注水ポンプ」は，設置変更許可申請書（本文（五号））における「原子炉冷却

材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」を設計及び工事の計画の主たる登

録として「原子炉冷却系統施設」のうち「非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備」に整理して

おり，整合している。 

 

・設計及び工事の計画の「ホ(3)(ⅱ)b-②」は，個数の表現上の相違であり，設置変更許可申請書

（本文（五号））の「ホ(3)(ⅱ)b-②」同義であり整合している。 

【記載例 3】 

本文（十号）は，本文（五号） 

内の該当箇所に挿入する。 

【記載例 19】 

同一の機器で設備区分が設計及び工事の計画と

設置変更許可申請書（本文（五号））で異なる

場合。 

本文（十号） 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，

逃がし安全弁（自動減圧機能付き）

による原子炉減圧後に最大250m3/hに

て原子炉注水し， 

・記載箇所 

ハ(2)(ⅱ)b.(a)(a-6) 

ハ(2)(ⅱ)b.(d)(d-2-7) 

 

【記載例 10】 

本文（十号）との整合性に関す

る補足説明は，一重枠囲みによ

り記載する。 

【記載例 11】 

本文（五号）との整合性に関する補足説明を欄

外に記載する場合は二重枠囲みにより記載す

る。 
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ｆ．耐震重要施設は，ロ(1)(ⅰ)f.-①耐震重要度分類の下

位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全

機能を損なわないように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ(1)(ⅰ)f.-②波及的影響の評価に当たっては，敷地全

体を俯瞰した調査・検討を行い，ロ(1)(ⅰ)f.-③事象選定

及び影響評価を行う。ロ(1)(ⅰ)f.-④なお，影響評価にお

いては，耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を

適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.5 設計における留意事項 

耐震重要施設は，耐震重要度分類の下位のクラスに属す

る施設（以下「下位クラス施設」という。）の波及的影響に

よって，その安全機能を損なわないように設計する。 

 

波及的影響については，耐震重要施設の設計に用いる地

震動又は地震力を適用して評価を行う。なお，地震動又は

地震力の選定に当たっては，施設の配置状況，使用時間等

を踏まえて適切に設定する。また，波及的影響においては

水平２方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合

に影響を及ぼす可能性のある施設及び設備を選定し評価

する。 

波及的影響評価に当たっては，以下(1)～(4)をもとに，

敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い，耐震重要施設の

安全機能への影響がないことを確認する。確認に当たっ

ては，施設の配置，構成等の特徴を考慮することとし，大

型の下位クラス施設と耐震重要施設が物理的に分離され

ず設置される等，耐震重要施設の安全機能への影響の確

認において配慮を要する場合は，その特徴に留意して調

査・検討を行う。 

なお，原子力発電所の地震被害情報をもとに，以下(1)～

(4)以外に検討すべき事項がないか確認し，新たな検討事

項が抽出された場合には，その観点を追加する。 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不等

沈下又は相対変位による影響 

ａ．不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対し

て不等沈下により，耐震重要施設の安全機能へ影響がな

いことを確認する。 

ｂ．相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による

下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位により，耐震

重要施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部におけ

る相互影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力

に対して耐震重要施設に接続する下位クラス施設

の損傷により，耐震重要施設の安全機能へ影響がな

いことを確認する。 

(3) 建物内における下位クラス施設の損傷，転倒，落下

等による耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力

に対して建物内の下位クラス施設の損傷，転倒，落

下等により，耐震重要施設の安全機能へ影響がない 
 

 

(5) 設計における留意事項 

a. 波及的影響 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）

（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）又

は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重

大事故等対処施設（以下「上位クラス施設」という。）は，

ロ(1)(ⅰ)f.-①a 下位クラス施設の波及的影響によって，

それぞれの安全機能及び重大事故等に対処するために必

要な機能を損なわない設計とする。 

ロ(1)(ⅰ)f.-④波及的影響については，耐震重要施設の

設計に用いる地震動又は地震力を適用して評価を行う。な

お，地震動又は地震力の選定に当たっては，施設の配置状

況，使用時間等を踏まえて適切に設定する。また，波及的

影響においては水平 2 方向及び鉛直方向の地震力が同時

に作用する場合に影響を及ぼす可能性のある施設，設備を

選定し評価する。ロ(1)(ⅰ)f.-②この設計における評価に

当たっては，敷地全体及びその周辺を俯瞰した調査・検討

等を行う。 

ここで，ロ(1)(ⅰ)f.-①b 下位クラス施設とは，上位ク

ラス施設の周辺にある上位クラス施設以外の施設（資機材

等含む。）をいう。 

波及的影響を防止するよう現場を維持するため，保安規

定に，機器設置時の配慮事項等を定めて管理する。 

 

ロ(1)(ⅰ)f.-③耐震重要施設に対する波及的影響につ

いては，以下に示す(a)～(d)の 4 つの事項から検討を行

う。 

また，原子力発電所の地震被害情報等から新たに検討す

べき事項が抽出された場合には，これを追加する。 

＜中略＞ 

(a) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不等

沈下又は相対変位による影響 

イ. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対し

て，不等沈下による耐震重要施設の安全機能への影響 

ロ. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対し

て，下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位による耐震

重要施設の安全機能への影響 

(b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における

相互影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対し

て，耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷による

耐震重要施設の安全機能への影響 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ロ(1)(ⅰ)f.-①a及び

ロ(1)(ⅰ)f.-①bは，

設置変更許可申請書

（ 本文（ 五号））の

ロ(1)(ⅰ)f.-① と同

義であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画の

ロ(1)(ⅰ)f.-②は，設

置変更許可申請書（ 本

文（五号））のロ

(1)(ⅰ)f.-② を具体

的に記載しており，整

合している。 

 

 

設計及び工事の計画の

ロ(1)(ⅰ)f.-③は，設

置変更許可申請書（ 本

文（ 五号））のロ

(1)(ⅰ)f.-③ と同義

であり，整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載例 17】 

設計及び工事の計画の

記載が設置変更許可申

請書（本文（五号））

の記載と同義記載とな

っている場合。 

【記載例 18】 

設置変更許可申請書

（本文（五号））の記載

を設計及び工事の計画

では具体的に〔詳細

に〕記載している場合 

 

【記載例 8,16】 

記載が異なる箇所には破線のアンダーライン 

を記載する。 
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[常設重大事故等対処設備] 

格納容器代替スプレイ系（常設） 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

リ(3)(ⅱ)a.(a)(a-1-1)-①（ホ，(3)，(ⅱ)，ｂ．(c) 原

子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備他と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，ロ(3)(ⅰ)a.(b-4)-①安全施設は，その健全性及

び能力を確認するために，ロ(3)(ⅰ)a.(b-4)-②その安全

機能の重要度に応じ，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第9.2－1表 原子炉格納容器内の冷却等のための設備の

主要機器仕様 

(1) 格納容器代替スプレイ系（常設） 

ａ．低圧原子炉代替注水ポンプ 

第5.6－1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備の主要機器仕様に記載す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（要目表） 

3. 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 

(6.2) 格納容器代替スプレイ系 

ハ ポンプの名称，種類，容量，揚程又は吐出圧力，最高

使用圧力，最高使用温度，主要寸法，材料，個数及び取付

箇所並びに原動機の種類，出力，個数及び取付箇所（常設

及び可搬型の別に記載すること。） 

 

以下の設備は，原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷

却設備その他原子炉注水設備の低圧原子炉代替注水系で

あり，格納容器代替スプレイ系として本工事計画で兼用す

る。 

常設 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

 

 

 

 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第1 章 共通項目 

5. 設備に対する要求 

5.1 安全設備，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備 

5.1.6 操作性及び試験・検査性 

(2) 試験・検査性 

ロ(3)(ⅰ)a.(b-4)-①設計基準対象施設は，健全性及び

能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

ロ(3)(ⅰ)a.(b-4)-②必要な箇所の保守点検（試験及び検

査を含む。）が可能な構造とし，そのために必要な配置，

空間等を備えた設計とする。【15 条 2】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.(a)(a-1-

1)-①は，設置変更許

可申請書（本文（五 

号））のリ

(3)(ⅱ)a.(a)(a-1-1)-

①と同義であり，整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ロ(3)(ⅰ)a.(b-4)-①

は，設置変更許可申請 

書（本文（五号）） の

ロ(3)(ⅰ)a.(b-4)-①

を全て含んでおり， 

整合している。 

 

 

 

 

 

 

【記載例 12】 

「設計及び工事の計画 該当事項」の欄に

は，兼用している主登録先の要目表等を 

記載する。 

 

【記載例 23】 

設置変更許可申請書（本文（五号））の

記載を設計及び工事の計画では含んだ記

載としている場合。 

リ(3)(ⅱ)a.(a)(a-1-1)-① 
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本系統の詳細については，ｂ．原子炉格納容器の過圧破

損を防止するための設備に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．通常時駆動速度及びスクラム時そう入時間 

１）通常時駆動速度  ヘ(3)(ⅱ)-①約7.6cm/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計測制御系統施設】 

（要目表） 

3. 制御材駆動装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書

( 本文（五号）)「リ 

.(3).(ⅱ).b.原子炉格

納容器の過圧破損 

を防止するための設

備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載例 20】 

設置変更許可申請書（本文（五号））と

の整合性を別の箇所で説明する場合。 

【記載例 14】 

説明書中の他の箇所を指す場合は，設置 

変更許可申請書（本文（五号））の項目 

をアドレスとして表示する。 

 
ヘ(3)(ⅱ)-① 

整合性 

・ヘ(3)(ⅱ)-①：10×7.6cm/s＝76.2mm/s 

【記載例 22】 

単位等が異なるため，記載する数値

が異なる場合。 
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なお，可搬型計測器による計測においては，計測対象の

選定を行う際の考え方として，同一パラメータにチャンネ

ルが複数ある場合は，いずれか１つの適切なチャンネルを

選定し計測又は監視するものとする。同一の物理量につい

て，複数のパラメータがある場合は，いずれか１つの適切

なパラメータを選定し計測又は監視するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した

場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件に

おいて，その機能を確実に発揮できる設計とするととも

に，接続口は，ロ(3)(ⅰ)b.(c-1-1-3)-①建物の異なる面

の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した

位置に複数箇所設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第1 章 共通項目 

5. 設備に対する要求 

5.1 安全設備，設計基準対象施設及び重大事故等対処設

備 

5.1.2 多様性，位置的分散等 

(1) 多重性又は多様性及び独立性 

c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設

備の接続口 

＜中略＞ 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した

場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件に

おいて，その機能を確実に発揮できる設計とするととも

に，接続口は，ロ(3)(ⅰ)b.(c-1-1-3)-①建物の異なる面

の隣接しない位置に複数箇所設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書

( 本文（五号）)の「可 

搬型計測器による計

測」は，保安規定にて

対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ロ(3)(ⅰ)b.(c-1-1-

3)-①は，設置変更許

可申請書（本文（五

号））のロ

(3)(ⅰ)b.(c-1-1-3)- 

①を詳細設計した結果

であり，整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載例 25】 

運用のため，保安規定で対応す

る事項。 

【記載例 24】 

設置変更許可申請書（本文（五

号））の記載を設計及び工事の計画

では設計進捗に伴い，記載表現が異

なる場 

合。 
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発電用原子炉の設置の許可（本文（十一号））との整合性に関する説明書 

（例） 
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1. 概要 

本説明書は，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「法」

という。）第 43条の 3の 8第 1項の許可を受けたところによる設計及び工事の計画であ

ることが，法第 43条の 3の 9第 3項第 1号で認可基準として規定されており，当該基準

に適合することを説明するものである。 

 

2. 基本方針 

設計及び工事の計画が島根原子力発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書（以下

「設置変更許可申請書」という。）の基本方針に従った詳細設計であることを，設置変更

許可申請書との整合性により示す。 

本説明書は，設置変更許可申請書「本文（十一号）」（以下「本文（十一号）」とい

う。）と設計及び工事の計画のうち「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に

ついて示す。 

なお，設置変更許可申請書の記載事項でない場合においては，許可に抵触するもので

はないため，本説明書には記載しない。 

 

3. 記載の基本事項 

(1) 説明書の構成は比較表形式とし，左欄から「設置変更許可申請書（本文（十一

号））」，「設計及び工事の計画 該当事項」，「整合性」及び「備考」を記載する。 

(2) 説明書の記載順は，「本文（十一号）」に記載された順とする。 

(3) 「本文（十一号）」と設計及び工事の計画との整合性確認については，「設置変更許

可申請書（本文（十一号））」と同等の「設計及び工事の計画 該当事項」の記載箇所

は，実線のアンダーラインで明示する。記載等が異なる場合には破線のアンダーライ

ンを引き，「設計及び工事の計画 該当事項」が「設置変更許可申請書（本文（十一

号））」と整合していることを「整合性」欄に記載する。
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設置変更許可申請書（本文（十一号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

十一 発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制

の整備に関する事項 

 

 

 

１．目的 

発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整

備に関する事項（以下「品質管理に関する事項」という。）は，発電所の安

全を達成・維持・向上させるため，「原子力施設の保安のための業務に係る

品質管理に必要な体制の基準に関する規則」（以下「品管規則」という。）に

基づく品質マネジメントシステムを確立し，実施し，評価確認し，継続的に

改善することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

２．適用範囲 

品質管理に関する事項は，島根原子力発電所の保安活動に適用する。 

 

 

３．定義 

品質管理に関する事項における用語の定義は，次に掲げるもののほか

品管規則に従う。 

(1) 原子炉施設 

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３

の５第２項第５号に規定する発電用原子炉施設をいう。 

(2) 組織 

当社の品質マネジメントシステムに基づき，原子炉施設を運営管理

（運転開始前の管理を含む。）する各部門の総称をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 

当社は，原子力発電所の安全を達成・維持・向上させるため，安全文

化を醸成するための活動を行う仕組みを含めた原子炉施設の設計，工事

及び検査段階から運転段階に係る保安活動を確実に実施するための品質

マネジメントシステムを確立し，「島根原子力発電所原子炉施設保安規

定」（以下「保安規定」という。）の品質マネジメントシステム計画（以

下「保安規定品質マネジメントシステム計画」という。）に定めてい

る。 

「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」（以下「設工認品

質管理計画」という。）は，保安規定品質マネジメントシステム計画に

基づき，設計及び工事に係る具体的な品質管理の方法，組織等の計画さ

れた事項を示したものである。 

 

2. 適用範囲・定義 

2.1 適用範囲 

設工認品質管理計画は，島根原子力発電所原子炉施設の設計，工事及び検査 

に係る保安活動に適用する。 

 

2.2 定 義 

設工認品質管理計画における用語の定義は，以下を除き保安規定

品質マネジメントシステム計画に従う。 

(1) 実用炉規則 

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和 53 年 12 月

28日通商産業省令第 77号）をいう。 

(2) 技術基準規則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平

成 25年 6月 28日原子力規制委員会規則第 6号）をいう。 

設置変更許可申請書（本文（十一号））において，

設計及び工事の計画の内容は以下のとおり満足して

いる。 

 

 

設計及び工事の計画では，設置変更許可申請書

（本文（十一号））に基づき定めている島根原子力

発電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシス

テム計画に従い設工認品質管理計画を定めているこ

とから整合している。（以下，設置変更許可申請書

（本文（十一号)）に対応した設計及び工事の計画

での説明がない箇所については，保安規定品質マネ

ジメントシステム計画にて対応していることを以て

整合している。） 

 

 

 

設計及び工事の計画の適用範囲は，設置変更 

許可申請書（本文（十一号））の適用範囲に示す 

島根原子力発電所の保安活動に包含されているこ 

とから整合している。 

 

設計及び工事の計画では，設置変更許可申請書

（本文（十一号））に基づき定めている島根原子力

発電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシス

テム計画の用語の定義に従っていることから整合し

ている。 

 

 

【記載例28】 

「設置変更許可申請書（本文（十一号））」と記載等が異な

る場合には，「設計及び工事の計画 該当事項」の記載箇所

に破線のアンダーラインを引き，「設計及び工事の計画 該

当事項」が「設置変更許可申請書（本文（十一号））」と整

合していることを「整合性」欄に記載する。 

【記載例29】 

整合性の結果については，「整合性」の欄に冒

頭に整合結果を総括して記載する。 

【記載例26】 

本文(十一号）の順に記載して 

いく。 

【記載例27】 

設工認品質管理計画を記載する場合

は，章番号及び表題を記載する。 
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島根原子力発電所第２号機 強度に関する説明書の記載上の整理について 

 

1. 基本的考え方 

今回の工事計画認可申請設備について，新たに制定された「実用発電用原子炉及びその

附属施設の技術基準に関する規則」（平成25年6月28日原子力規制委員会規則第六号）（以

下「技術基準規則」という。）のうち強度に関する要求事項への適合性については「強度

に関する説明書」に記載する。また，自然現象等特殊な荷重を考慮した評価等は，施設や

機器等の単位で整理する方針とし，それらの資料は「強度に関する説明書」の「別添」と

して扱う。 

 

2. 整理方針 

(1) 強度評価の対象範囲は，今回申請の工事計画本文に記載の機器等のうち技術基準規

則において材料及び構造の要求のある機器や防護設備等で強度評価が必要となる機

器等とする。 

 

(2) 「強度に関する説明書」については，発電用原子炉施設の工事計画に係る手続ガイ

ドにおいて，「技術基準規則第17条及び第55条の規定並びに第31条，第48条及び第78

条により準用する火力省令の構造強度に関する規定に適合することを示す必要があ

り，技術基準規則で分類されているクラスに応じた強度評価の内容を説明することと

する。」と記載されていることから，添付書類としての記載対象機器は，要目表及び

基本設計方針記載のクラス区分に該当する容器，管，ポンプ，弁及びそれら機器を支

持する支持構造物とする。また，技術基準規則第17条の解釈により引用されているＪ

ＳＭＥ設計・建設規格では，設計上定める条件又は各運転状態における最高使用圧力

（内圧含む）及び設計機械的荷重（自重及び配管反力等)に対して許容応力を定めて

評価することが定められており，設計機械的荷重には地震荷重は含めず，地震荷重は

別途取扱うとされていることから設計条件及び各運転状態に対する評価とする。 

 

(3) 自然現象等特殊な荷重を考慮した評価が必要な機器等及び技術基準規則の機器区

分に該当しない機器等の強度評価については，「強度に関する説明書」の別添として

整理し説明する。具体的な説明書及び対象機器を「表1 「強度に関する説明書」別

添で整理を行う対象機器」に示す。なお，別添として整理する説明書には，原則，方

針，方法及び計算結果を記載することとし，方針については，その他の説明書との関

係を確認し整理する。 

  



 

6-別 3-2 
 

表1 「強度に関する説明書」別添で整理を行う対象機器 

説明書 対象機器 備考 

【竜巻】 

竜巻への配慮が必要な施設

の強度に関する説明書 

（方針，方法，計算結果) 

・竜巻防護ネット 

・竜巻防護鋼板 

・架構 

・竜巻より防護すべき施設を内包する施設 

・原子炉補機海水ポンプ 

・高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

・海水ストレーナ 

・配管及び弁 

・排気筒 

・空調換気設備 

・非常用発電装置 

別添1 

【火山】 

火山への配慮が必要な施 

設の強度に関する説明書 

（方針，方法，計算結果） 

・原子炉補機海水ポンプ 

・高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

・非常用ディーゼル発電機吸気口 

・原子炉建物 

・タービン建物 

・制御室建物 

・廃棄物処理建物 

・排気筒モニタ室 

・ディーゼル燃料貯蔵タンク室 

・Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽 

・取水槽循環水ポンプエリア防護対策設備 

・ディーゼル燃料移送ポンプ防護対策設備 

別添2 

【津波，溢水】 

津波又は溢水への配慮が必

要な施設の強度に関する説

明書（方針，方法，計算結果） 

・防波壁 

・防波壁通路防波扉 

・１号機取水槽流路縮小 

・屋外排水路逆止弁 

・防水壁 

・水密扉 

・床ドレン逆止弁 

・隔離弁，機器・配管 

・貫通部止水処置 

・取水槽水位計 

・漂流防止装置 

別添3 
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説明書 対象機器 備考 

【津波，溢水】 

津波又は溢水への配慮が必

要な施設の強度に関する説

明書（方針，方法，計算結果） 

・防水壁（溢水） 

・水密扉（溢水） 

・床ドレン逆止弁（溢水） 

・堰 

・防水板 

・貫通部止水処置（溢水） 

別添3 

発電用火力設備の技術基準

による強度に関する説明書 

（方針，方法，評価結果） 

・非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関 

・非常用ディーゼル発電設備冷却水ポンプ 

・非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料デ

イタンク 

・非常用ディーゼル発電設備A-ディーゼル燃料

移送ポンプ 

・非常用ディーゼル発電設備B-ディーゼル燃料

移送ポンプ 

・非常用ディーゼル発電設備A-ディーゼル燃料

貯蔵タンク 

・非常用ディーゼル発電設備B-ディーゼル燃料

貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

ディーゼル機関 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

冷却水ポンプ 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

ディーゼル燃料油デイタンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

ディーゼル燃料移送ポンプ 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

ディーゼル燃料デイタンク 

・ガスタービン発電機ガスタービン機関 

・ガスタービン発電機用サービスタンク 

・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・緊急時対策所用燃料地下タンク 

・管 

 

別添4 
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説明書 対象機器 備考 

非常用発電装置（可搬型）の

強度に関する説明 

（方針，方法，評価結果） 

・高圧発電機車ディーゼル機関

・可搬式窒素供給装置用発電設備ディーゼル

機関

・緊急時対策所用発電機ディーゼル機関

別添5 

炉心支持構造物の強度に関

する説明書 

（方針，方法，評価結果） 

・炉心支持構造物 別添6 

原子炉圧力容器内部構造物

の強度に関する説明書 

・ジェットポンプ

・給水スパージャ

・高圧及び低圧炉心スプレイスパージャ

・低圧注水系配管（原子炉圧力容器内部）

・高圧及び低圧炉心スプレイ系配管（原子炉圧

力容器内部）

・差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力

容器内部）

別添7 

強度に関する説明書 目次 

Ⅵ-3 強度に関する説明書 

Ⅵ-3-1 強度計算の基本方針 

Ⅴ-3-1-1 強度計算の基本方針の概要 

Ⅴ-3-1-2 クラス１機器の強度計算の基本方針 

Ⅴ-3-1-3 クラス２機器の強度計算の基本方針 

Ⅴ-3-1-4 クラス３機器の強度計算の基本方針 

Ⅴ-3-1-5 重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物の強度計算の

基本方針 

Ⅴ-3-1-6 重大事故等クラス３機器の強度計算の基本方針 

Ⅵ-3-2 強度計算方法 

Ⅴ-3-2-1 強度計算方法の概要 

Ⅴ-3-2-2 クラス１管の強度計算方法 

Ⅴ-3-2-3 クラス１弁の強度計算方法 

Ⅴ-3-2-4 クラス２管の強度計算方法 
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Ⅴ-3-2-5 クラス３容器の強度計算方法 

Ⅴ-3-2-6 クラス３管の強度計算方法 

Ⅴ-3-2-7 重大事故等クラス２容器の強度計算方法 

Ⅴ-3-2-8 重大事故等クラス２ポンプの強度計算方法 

Ⅴ-3-2-9 重大事故等クラス２管の強度計算方法 

Ⅴ-3-2-10 重大事故等クラス２弁の強度計算方法 

Ⅴ-3-2-11 重大事故等クラス２支持構造物（容器）の強度計算方法 

Ⅴ-3-2-12 重大事故等クラス２支持構造物（ポンプ）の強度計算方法 

Ⅴ-3-2-13 重大事故等クラス３機器の強度評価方法 

 

Ⅵ-3-3 強度計算書 

Ⅵ-3-3-1 原子炉本体の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-3 原子炉冷却系統施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-4 計測制御系統施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-5 放射性廃棄物の廃棄施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-6 放射線管理施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-7 原子炉格納施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-8 その他発電用原子炉の附属施設の強度に関する説明書 

 

Ⅵ-3-別添1 竜巻への配慮が必要な施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-別添2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-別添3 津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-別添4 発電用火力設備の技術基準による強度に関する説明書 

Ⅵ-3-別添5 非常用発電装置（可搬型）の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-別添6 炉心支持構造物の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-別添7 原子炉圧力容器内部構造物の強度に関する説明書 
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島根原子力発電所第２号機 耐震評価を行っている各施設の 

工認添付書類記載の整理について 

 

1. 基本的な考え方 

技術基準規則第11条，第52条に係る「火災防護設備」，第12条に係る「溢水防護に係る

設備」のうち，基準地震動Ｓｓに対して機能を保持するとしている設備については，そ

の耐震計算方法が第5条及び第50条に基づき実施する耐震計算方法と共通であることか

ら，これらの設備の耐震計算書をⅥ-2「耐震性に関する説明書」にまとめる。 

また，第54条に係る「可搬型重大事故等対処設備」についても同様に，基準地震動Ｓ

ｓに対して機能を保持していることの評価を実施していることから，その耐震計算書を

Ⅵ-2「耐震性に関する説明書」にまとめる。 

ただし，上記の設備は技術基準規則第5条又は第50条（地震による損傷の防止）以外

への適合性を説明する上で，基準地震動Ｓｓに対する耐震性を確認しているものである

ことから，Ⅵ-2「耐震性に関する説明書」の別添として整理する。 

 

2. 整理方針 

(1)  Ⅵ-2「耐震性に関する説明書」 

○ Ⅵ-2「耐震性に関する説明書」は，第4条及び第49条（地盤）並びに第5条及

び第50条（地震による損傷の防止）に適合することを説明することを基本と

する。 

○ 上記条文以外への適合性を説明する各資料にて，基準地震動Ｓｓに対して機

能を保持するとしている以下の設備の耐震計算書については，Ⅵ-2「耐震性

に関する説明書」の別添として示す旨を，Ⅵ-2-1「耐震設計の基本方針」に

記載する。 

・火災防護設備 

・溢水防護に係る設備 

・可搬型重大事故等対処設備 

・その他説明が必要と判断された事項 

○ 機能維持評価における機能確認済加速度について，Ⅵ-2-1-9「機能維持の基

本方針」に施設共通となる機能確認済加速度を記載する。また，これとは異

なる機能確認済加速度として，加振試験等を実施して得られたものを適用す

る場合には，各計算書に加振試験等の方法と得られた機能確認済加速度を明

記する。 
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(2) Ⅵ-1-1-8「発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書」 

○ 火災防護設備の個別の設計方針については，Ⅵ-1-1-8「発電用原子炉施設の

火災防護に関する説明書」に記載する。 

○ 火災防護設備は機器等の耐震クラス及び重大事故等対処施設の区分に応じて

機能を保持する設計とし，その耐震評価方法及び結果についてはⅥ-2「耐震

性に関する説明書」のうちⅥ-2-別添1「火災防護設備の耐震性に関する計算

書」に示す。 

 

(3) Ⅵ-1-1-9「発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書」 

○ 溢水防護に係る設備の個別の設計方針については，Ⅵ-1-1-9「発電用原子炉

施設の溢水防護に関する説明書」に記載する。 

○ 地震起因による溢水量の算出に当たって，耐震Ｂ,Ｃクラス機器のうち基準地

震動Ｓｓに対して耐震性が確保されているものについては溢水源として想定

しないこととし，Ⅵ-1-1-9「発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書」

のうちⅥ-1-1-9-3「溢水評価条件の設定」に対象設備を整理する。これらの

耐震評価方法及び結果についてはⅥ-2「耐震性に関する説明書」のⅥ-2-別添

2「溢水防護に関わる施設の耐震性に関する説明書」のうちⅥ-2-別添2-2「溢

水源としない耐震Ｂ，Ｃクラス機器の耐震計算書」に示す。 

なお，スロッシング及び想定破損に関する説明は，Ⅵ-1-1-9「発電用原子炉

施設の溢水防護に関する説明書」のうちⅥ-1-1-9-3「溢水評価条件の設定」

に記載する。 

○ 地下水の流入による溢水に対して必要な排水設備について，基準地震動Ｓｓ

に対して機能を保持する設計とし，その耐震評価方法及び結果についてはⅥ-

2「耐震性に関する説明書」のうち別添4「地下水位低下設備の耐震計算書」

に示す。 

 

(4) Ⅵ-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全 

性に関する説明書」 

○ 可搬型重大事故等対処設備の個別の設計方針については，Ⅵ-1-1-7「安全設

備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説

明書」のうちⅥ-1-1-7-別添2「可搬型重大事故等対処設備の設計方針」に記

載する。 

○ 可搬型重大事故等対処設備については，基準地震動Ｓｓに対して機能を保持

する設計とし，その耐震評価方法及び結果についてはⅥ-2「耐震性に関する

説明書」のⅥ-2-別添3「可搬型重大事故等対処設備の耐震性に関する説明

書」に示す。 



 

別紙５ 
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火災，自然現象，溢水，可搬評価に係る強度・耐震評価 

の方針書及び計算書の作成要領 

 

1. 概要 

本資料は，別添資料とする自然現象等の荷重を考慮した技術基準規則第17条及び第55

条対象外の強度評価に係る方針書及び計算書の作成要領，並びに技術基準規則第5条及び

第50条対象外の耐震評価に係る方針書及び計算書の作成要領を示す。 

なお，本要領を適用するものは，火災防護の耐震別添，津波の強度別添，溢水の強度

及び耐震別添，可搬の耐震別添，竜巻の強度別添，並びに火山の強度別添とする。 

 

2. 各評価に係る添付書類及び強度・耐震評価の別添資料の構成 

火災，自然現象，溢水，可搬評価に係る評価書並びに別添資料として作成する強度・

耐震に係る方針書及び評価書に関する構成は，以下のとおりとする。 

 

(1) 各評価に係る添付書類は，基本設計方針を受けて各評価に対する防護設計の考え

方を具体化する。各評価の添付書類は，基本方針，評価対象施設の選定，施設の設

計方針（①）等で構成する。施設の設計方針（①）には，強度・耐震評価の方針を

記載し，各施設に関する要求機能，性能目標，評価方針，荷重条件等を示す。 

 

(2) 別添資料とする強度・耐震評価の基本方針（②）は，施設の設計方針（①）又は

Ⅵ-2「耐震性に関する説明書」で整理される耐震評価の各方針又は方法（④）を受

けて，個別の施設の強度・耐震評価の方針を示すものであり，強度・耐震評価に必

要な事項のうち，各施設の評価に共通する荷重及び荷重の組合せ，許容限界，評価

方法等を記載する。 

 

(3) 別添資料とする強度・耐震計算書（③）は，強度・耐震評価の基本方針（②）を

受けて個別施設の評価結果を示すものであり，施設ごとに実際に用いる評価条件，

評価方法，評価結果等を記載する。 
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各評価の添付書類 

基本方針 評価対象施設の選定 

施設の設計方針 

（強度・耐震評価方針

（①）） 

Ⅵ-2「耐震性に関する説明書」 

耐震評価の 

方針・方法（④） 

強度・耐震評価の 

基本方針（②） 

各強度・耐震 

計算書（③） 

強度・耐震の別添資料 
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3. 強度評価の基本方針（②）の作成方針 

別添資料として作成する強度評価の基本方針は，自然現象等の各評価書における施設

の設計方針（①）を受けて，個別の強度評価方針を示すものであり，強度評価に必要な

事項のうち，各施設の評価に共通する荷重及び荷重の組合せ，許容限界，評価方法等を

記載する。他の添付書類に関連付けして説明する場合，関連付けが可能であることの理

由を含めて，関連付けの内容を記載する。 

 

1. 概要 

・技術基準規則に適合する設計とするために，各評価対象施設が要求される強

度を有することを説明する。 

・別添資料全体の構成について記載する。 

（記載例） 

本資料は，（技術基準規則）第○○条及び（解釈）に適合する設計とするため，

Ⅵ-○-○-○「○○に関する説明書」のⅥ-○-別添○「○○の強度に関する説明

書」のうちⅥ-○-別添○-○「○○の基本設計方針」に基づき，○○施設が，○○

に対して構造健全性を維持する（又は，要求される機能を保持可能な構造強度を

有する，等）ことを確認するための強度計算方針について説明するものである。 

○○施設の具体的な計算の方法及び結果は，Ⅵ-○-○-○「○○に関する説明

書」のⅥ-○-別添○「○○の強度に関する説明書」のうちⅥ-○-別添○-○「○○

の計算結果」に示す。 

 

2. 強度評価の基本方針 

・強度計算書の全体の構成を記載する。 

（記載例：全体の流れ） 

強度評価は，「2.1 評価対象施設」に示す評価対象施設（設備）を対象とし

て，「3. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」で示す○○荷重と組み合わせす

べき他の荷重による組合せ荷重（による応力等）が許容限界内にあることを「4. 

強度評価方法」に示す評価方法を使用し，「5. 適用規格・基準等」に示す適用規

格・基準等を用いて確認する。 

 

2.1 評価対象施設 

・上位文書である施設の設計方針で設定する評価対象施設，構造計画を引用

し，配置概要及び評価対象部位を記載する。 
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2.2 評価方針（竜巻評価等，評価項目，評価内容が多岐にわたるもの） 

・上位文書である施設の設計方針で設定する評価方針を引用し，何の設備に何

の評価項目（計算式等）が適用されるかを分かるように，評価対象部位単位

で評価項目との関連を示す。また，適用の考え方をルール化する。更に，3.

以降の評価内容を説明する。 

 

3. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 

・上位文書である施設の設計方針で設定する荷重及び荷重の組合せの考え方を

引用し，想定する全ての荷重を記載し，強度計算において考慮すべき荷重の

組合せを設定する。 

・上位文書である施設の設計方針で構造強度上の性能目標及び評価方針を引用

し，評価対象部位ごとに許容限界を設定する。 

・計算機プログラム（解析コード）を用いて解析する場合を除き，原則，各計

算書で用いる荷重及び許容値の算定式をモデル図等とともに記載する。計算

書に記載する場合は，計算書に記載する理由及び関連付けを記載する。 

 

4. 強度評価方法 

・強度評価の基本方針，強度計算方法の考え方等を記載。 

・計算機プログラム（解析コード）を用いて解析する場合を除き，原則，各計

算書で用いる強度評価の算定式を記載する。併せて，モデル化の考え方，モ

デルの諸元，境界条件等を記載する。計算書に記載する場合は，計算書に記

載する理由及び関連付けを記載する。 

（記載例：構造強度評価） 

評価対象施設（設備）を対象として，「想定する荷重（による応力等）」が許

容限界内にあることを[使用する評価方法]により確認する。 

 

5. 適用規格・基準等 

・評価に用いる適用規格・基準等を記載する。 
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4. 耐震評価の基本方針（②）の作成方針 

別添資料として作成する耐震評価の基本方針は，自然現象等の各評価書の施設の設計

方針（①）又はⅥ-2「耐震性に関する説明書」で整理される耐震評価の各方針・方法

（④）を受けて，個別の施設の耐震評価の方針を示すものであり，耐震評価に必要な事

項のうち，各施設の評価に共通する荷重及び荷重の組合せ，許容限界，評価方法等を記

載する。他の添付書類に関連付けして説明する場合，関連付けが可能であることの理由

を含めて関連付けの内容を記載する。 

 

1. 概要 

・技術基準規則に適合する設計とするために，各評価対象施設が要求される耐

震性を有することを説明する。 

・評価対象施設が，技術基準規則の第5条及び第50条の対象ではないことを記載

する。 

・評価対象施設の耐震重要度分類を記載（耐震Ｂ又はＣクラスの施設が，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有することを確認する旨を記載）

する。 

・別添資料全体の構成について記載する。 

（記載例） 

本資料は，（技術基準規則）第○○条及び（解釈）に適合する設計とするため，

Ⅵ-○「○○に関する説明書」のⅥ-○-別添○「○○の耐震性に関する説明書」の

うちⅥ-○-別添○-○「○○の設定」にて設定する耐震○クラスの○○施設が，基

準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有することを確認するための耐震計

算方針について説明するものである。○○施設への基準地震動Ｓｓによる地震力

に対する耐震性の要求は，技術基準規則の第5条及び第50条の対象ではない。 

○○施設の具体的な計算の方法及び結果は，Ⅵ-○「○○に関する説明書」のⅥ

-○-別添○「○○の耐震性に関する説明書」のうちⅥ-○-別添○-○「○○の耐震

計算書」に示す。 
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2. 耐震評価の基本方針 

・耐震方針書の全体の構成を記載する。 

（記載例：全体の流れ） 

耐震評価は，「2.1 評価対象施設」に示す評価対象施設（設備）を対象とし

て，「3. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」で示す○○荷重と組み合わせす

べき他の荷重による組合せ荷重（による応力等）が許容限界内にあることを「4. 

耐震評価方法」に示す評価方法を使用し，「5. 適用規格・基準等」に示す適用規

格・基準等を用いて確認する。 

 

2.1 評価対象施設 

・上位文書である施設の設計方針で設定する評価対象施設及び上位文書である

施設の設計方針又は耐震設計の方針・方法で設定する構造計画を引用し，配

置概要及び評価対象部位を記載する。 

 

2.2 評価方針（可搬評価等，評価項目，評価内容が多岐にわたるもの） 

・上位文書である施設の設計方針で設定する評価方針を引用し，何の設備に何

の評価項目（計算式，減衰定数等）が適用されるかを分かるように，評価対

象部位単位で評価項目との関連を示す。また，適用の考え方をルール化す

る。更に，3.以降の評価内容を説明する。（可搬評価のように，評価内容が多

岐にわたる場合。） 

 

3. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 

・上位文書である施設の設計方針で設定する荷重及び上位文書である耐震計算

の方針・方法で設定する荷重の組合せの考え方を引用し，記載する。 

・上位文書である施設の設計方針で設定する構造強度上の性能目標及び評価方

針を引用し，評価対象部位ごとに許容限界を設定する。 

・計算機プログラム（解析コード）を用いて解析する場合を除き，原則，各計

算書で用いる荷重及び許容値の算定式をモデル図等とともに記載する。計算

書に記載する場合は，計算書に記載する理由及び関連付けを記載する。 
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4. 耐震評価方法 

4.1 地震応答解析 

・地震応答解析の基本方針，地震応答解析に用いる入力地震動，解析方法及び

解析モデル，設計用減衰定数，実施した試験概要等の順番で，評価内容が具

体的に分かるように記載する。 

・適用寸法の考え方（公称値，下限値等）を記載する。 

 

4.2 応力評価（又は耐震評価） 

・応力評価（又は耐震評価）の基本方針，評価方法の考え方等を記載する。 

・計算機プログラム（解析コード）を用いて解析する場合を除き，原則，各計

算書で用いる応力評価（又は耐震評価）の算定式を記載する。併せて，モデ

ル化の考え方，モデルの諸元，境界条件等を記載する。計算書に記載する場

合は，計算書に記載する理由及び関連付けを記載する。 

（記載例：構造強度評価） 

評価対象施設（設備）を対象として，[想定する荷重（による応力等）]が

許容限界内にあることを[使用する評価方法]により確認する。 

 

4.3 機能維持評価 

・各設備で要求される動的機能，電気的機能等の機能維持の評価方針，実施し

た試験概要等を記載する。 

（記載例：機能維持評価） 

評価対象施設（設備）が，[想定する荷重（による加速度等）]に対して，

機能を保持（維持）することを，機能維持評価により確認する。 

 

4.4 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せの考慮 

・水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価の方針を記載する。 

・2方向の評価方法，評価結果については，Ⅵ-○-別添○○として記載する関連

付けを記載する。 

 

5. 適用規格・基準等 

・評価に用いる適用規格・基準等を記載する。 
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5. 別添強度計算書（③）の記載要領 

別添資料として作成する強度計算書は，自然現象等特殊な荷重を考慮した評価を実施

することから，評価方針，評価方法及び評価結果等を記載することとしており，ＪＳＭ

Ｅ規格に基づいた添付書類の強度計算書とは構成が異なる。したがって，別添資料とす

る強度計算書は，同様の構成となる耐震計算書を参考に基本的に以下の構成とする。 

なお，評価内容に応じ，該当がない項目については記載不要とし，記載項目の順序が

前後することは可とする。 

 

1. 概要 

・上位文書である強度評価の方針書の評価方針を引用し，強度評価の目的及び

範囲を明確にする。 

（記載例） 

本資料は，Ⅵ-○「○○に関する説明書」のⅥ-○-別添○「○○に関する説明

書」のうちⅥ-○-別添○-○「○○の基本方針」に示すとおり，○○（個別施設）

が○○（ハザード）においても，○○機能の維持を考慮して，主要な構造部材が

構造健全性を有すること（又は，主要な構造部材が○○機能を保持可能な構造強

度を有すること，等）を確認するものである。 

 

2. 基本方針 

・上位文書である強度評価の方針書に示す構造計画のとおり，「2.1 位置（又

は配置）」及び「2.2 構造概要」を設定していることを記載する。 

 

2.1 位置（又は配置） 

・上位文書である強度評価の方針書で設定している構造計画等を引用し，施設

の位置（又は配置）を記載する。 

・位置によって評価の条件が変更となるものは，施設の配置図を記載する。 

 

2.2 構造概要 

・上位文書である強度評価の方針書で設定している構造計画等を引用し，施設

の構造図，部位，寸法を記載する。 

・評価対象施設が複数存在する場合は，代表の概要図を示す。本文に記載する

部材は構造図中で明示する。 
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2.3 評価方針 

・上位文書である強度評価の方針書で設定している荷重条件，許容限界等を引

用し，評価の方針として，「3. 強度評価方法」以降で実施する評価方法の内

容を記載する。 

 

2.4 適用規格・基準等 

・個別評価に用いる適用規格・基準等を記載する。 

 

3. 強度評価方法 

3.1 記号の定義 

・評価に使用する記号の定義を記載する。過去の工事計画書の例にならい，記

号の定義は，記号表として記載するか，あるいは当該式の下に記載する。 

 

3.2 評価対象部位 

・上位文書である強度評価の方針書で設定している評価対象部位を引用し，詳

細な評価対象部位及び部位選定の考え方を記載する。 

・同じ評価方法で評価する部位が複数あり，代表部位で記載する場合は，最も

評価が厳しくなる部位を選定していることを説明する。 

 

3.3 荷重及び荷重の組合せ 

・上位文書である強度評価の方針書で設定している荷重及び荷重の組合せを引

用し，施設の評価対象部位ごとの荷重及び組合せ荷重を具体的に記載する。 

・上位文書の評価方針書で設定する各計算書共通の荷重算出方法等を引用して

記載する場合は，引用する内容が分かるように記載する。 

・上位文書で設定していない個別の計算式等を用いて評価する場合は，具体的

に説明する。 

 

3.4 許容限界 

・上位文書である強度評価の方針書で設定している許容限界を引用し，施設の

評価対象部位ごとに許容限界を記載する。 

・上位文書の評価方針書で設定する各計算書共通の許容値等を引用して記載す

る場合は，引用する内容が分かるように記載する。 

・上位文書で設定していない個別の計算式等を用いて評価する場合は，具体的に 

説明する。 
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3.5 評価方法 

・上位文書の評価方針書で設定する各計算書共通の計算方法，計算式，解析手

法等を引用して記載する場合は，引用する内容が分かるように記載する。 

・上位文書で設定していない個別の計算式，解析手法，試験結果等を用いて評

価する場合は，具体的に説明する。 

 

4. 評価条件 

・評価結果の妥当性を確認する上で必要となる，設計条件，評価用加速度，機

器要目等の評価条件を記載する。計算書の前段で記載する評価条件について

も，必要により再掲する。 

（記載例） 

Ⅵ-○「○○に関する説明書」のうちⅥ-○-○-○-○「○○に関する説明

書」の耐震計算書フォーマットに記載される評価条件 

 

5. 強度評価結果 

・評価結果，許容値等を記載する。 
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6. 別添耐震計算書（③）の記載要領 

別添資料として作成する各耐震計算書は，基本的に以下の構成とする。ただし，該当

がない項目については，記載不要とする。地震応答解析と応力評価（又は耐震評価）が

一連の評価となる場合等は，必要によりまとめて記載する。評価内容等に応じて，記載

項目の順序は前後する。 

 

1. 概要 

・上位文書である耐震評価の方針書の評価方針を引用し，耐震評価の目的及び

範囲を明確にする。 

（記載例） 

本資料は，Ⅵ-○の「○○に関する説明書」のⅥ-○-別添○「○○に関する説明

書」のうちⅥ-○-別添○-○「○○に関する説明書」に示すとおり，○○（個別施

設）が基準地震動Ｓｓによる地震力に対しても○○機能を維持するために，耐震

性を有することを確認するものである。 

 

2. 基本方針 

・上位文書である耐震評価の方針書に示す構造計画のとおり，「2.1 位置（又

は配置）」及び「2.2 構造概要」を設定していることを記載する。 

（記載例） 

○○設備は，別添資料○○「○○」に示す構造計画のとおり，「2.1 位置（又

は配置）」及び「2.2 構造概要」を設定している。 

 

2.1 位置（又は配置） 

・上位文書である耐震評価の方針書で設定している構造計画等を引用し，評価

対象部位の位置（又は配置）を記載する。 

・位置によって評価条件が変更となるものは，評価対象の配置図を記載する。 

 

2.2 構造概要 

・上位文書である耐震評価の方針書で設定している構造計画等を引用し，構造

図，部位，寸法を記載する。 

・評価対象部位が複数存在する場合は，代表の概要図を示す。本文に記載され

る部位は，構造図中で明示する。 

（記載例） 

○○設備の構造は，別添○○「2.1 評価対象設備」に示す構造計画としてお

り，○○設備の構造計画を第○○表に，外観図を第○○図に示す。 
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2.3 評価方針 

・上位文書である耐震評価の方針書で設定している荷重条件，許容限界等を引

用し，評価の方針として，「3. 地震応答解析」以降で実施する評価方法の内

容を記載する。 

 

2.4 適用規格・基準等 

・個別評価に用いる適用規格・基準等を記載する。 

 

3. 地震応答解析（又は固有値解析） 

3.1 基本方針 

・上位文書である耐震評価の方針書で設定している解析方針を引用し，解析の

流れが分かるように，地震応答解析（又は固有値解析）の目的，考え方等を

記載する。 

 

3.2 解析方法（又は固有振動数の計算方法） 

・適用する解析方法，計算機プログラム（解析コード），適用寸法の考え方（公

称値，下限値等），実施した試験の内容等を記載する。 

 

3.3 設計用地震力 

・地震応答解析に用いる地震力，減衰定数等を記載する。減衰定数を引用する

場合は，引用元の資料名を記載する。 

・入力地震力に床応答スペクトルを用いる場合は，機器の設置位置を記載す

る。 

 

3.4 解析モデル及び諸元 

・解析モデル，解析モデルの考え方，解析モデルの諸元，境界条件等を記載す

る。 

 

3.5 地震応答解析結果（又は固有値解析結果） 

・地震応答解析（又は固有値解析）の結果（固有値，モード図，応力解析の入

力となる荷重，変位，加速度等）を記載する。 
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4. 応力評価（又は耐震評価） 

4.1 基本方針 

・上位文書である耐震評価の方針書で設定している評価方針を引用し，評価の

流れが分かるように，応力評価（又は耐震評価）の目的，考え方，耐震クラ

ス等を記載する。 

 

4.2 評価対象部位 

・上位文書である耐震評価の方針書で設定している評価対象部位を引用し，詳

細な評価対象部位及び部位選定の考え方を記載する。 

・同じ評価方法で評価する部位が複数あり，代表部位で記載する場合は，最も

評価が厳しくなる部位を選定していることを説明する。 

 

4.3 荷重及び荷重の組合せ 

・上位文書である耐震評価の方針書で設定している荷重及び荷重の組合せを引

用し，評価対象部位ごとの荷重及び組合せ荷重を具体的に記載する。 

・上位文書の評価方針書で設定する各計算書共通の荷重算出方法等を引用して

記載する場合は，引用する内容が分かるように記載する。 

・上位文書で設定していない個別の計算式等を用いて評価する場合は，具体的

に説明する。 

 

4.4 許容限界 

・上位文書である耐震評価の方針書で設定している許容限界を引用し，評価対

象部位ごとに許容限界を記載する。 

・上位文書の評価方針書で設定する各計算書共通の許容値等を引用して記載す

る場合は，引用する内容が分かるように記載する。 

・上位文書で設定していない個別の計算式等を用いて評価する場合は，具体的

に説明する。 

 

4.5 評価方法 

・上位文書の評価方針書で設定する各計算書共通の計算方法，計算式，解析手

法等を引用して記載する場合は，引用する内容が分かるように記載する。 

・上位文書で設定していない個別の計算式，解析手法，試験結果等を用いて評

価する場合は，具体的に説明する。 

・計算に使用する記号の定義を記載する。過去の工認資料の例にならい，記号

の定義は，記号表として記載するか，あるいは当該式の下に記載する。 
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5. 機能維持評価 

5.1 基本方針 

・上位文書である耐震評価の方針書で設定している評価方針を引用し，解析の

流れが分かるように，機能維持評価の目的，考え方等を記載する。 

 

5.2 評価対象部位 

・上位文書である耐震評価の方針書で設定している評価対象部位を引用し，詳

細な評価対象部位及び部位選定の考え方を記載する。 

 

5.3 許容限界 

・上位文書である耐震評価の方針書で設定している許容限界を引用し，評価対

象部位ごとに許容限界を記載する。 

 

5.4 評価方法 

・上位文書である耐震評価の方針書の機能維持方針を引用し，機能維持評価の

方法を記載する。具体的には，評価対象の応答加速度が，「5.3 許容限界」

で示す機能確認済加速度等の許容限界以下となることを確認する等を記載す

る。 

 

6. 評価条件 

・評価結果の妥当性を確認する上で必要となる，設計条件，評価用加速度，機

器要目等の評価条件を記載する。計算書の前段で記載する評価条件について

も，必要により再掲する。 

（記載例） 

Ⅵ-○「○○に関する計算書」のうちⅥ-○-○-○-○「○○に関する計算書」

の耐震計算書フォーマットに記載される評価条件 

 

7. 強度評価結果 

・許容限界，耐震評価結果，評価結果等を記載する。 
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７ 工事計画認可申請における添付図面の作成要領 

 

1. 目的 

工事計画認可申請のうち「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」の「別表第

二」（以下「別表第二」という。）に添付要求のある添付図面（系統図，配置図，構造図）

について，記載の統一及び一貫性を図ることを目的として，添付図面の作成要領を策定す

る。 

なお，記載例については，別紙１に示す。 

 

2. 添付図面を添付する対象範囲 

(1) 別表第二の個別の施設ごとに作成する添付図面（系統図，配置図，構造図）を添付

する対象範囲は，次頁の通りとする。 

配置図については，機器の配置を明示した図面（以下，機器配置図）及び主配管の

配置を明示した図面（以下，配管配置図）は別整理とする。 

なお，表の範囲に含まれない設備については，個別に選定する。 
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対象設備 系統図 

配置図 

構造図 機器 

配置図 

配管 

配置図 

a 

重大事故等対処設備として要目表に記載

するもの（既設含む） 

（例：低圧原子炉代替注水ポンプ、大量

送水車、第１ベントフィルタスクラ

バ容器等） 

 

○ 

（注1） 

○ 

 

○ 

（注2） 

 

○ 

（注2，3） 

b 

既設の設計基準対象施設を重大事故等対

処設備として使用するもので機器クラス

区分が変更（クラスアップ）するもの及

び使用条件が変更となるもの 

（例：原子炉格納容器等） 

○ 

（注1） 
○ 

○ 

（注2） 

○ 

（注2，3） 

c 

既設の設計基準対象施設を重大事故等対

処設備として使用するもので既工事計画

書に記載がないもの 

（例：ＳＡ主ラインに設置する安全弁・

逃がし弁） 

○ 

（注1） 
○ ○ 

○ 

（注3） 

d 

既設の設計基準対象施設を重大事故等対

処設備として使用するもので，既工事計

画書に記載があり，設計基準対象施設と

しての仕様から変更のないもの 

（例：残留熱除去系熱交換器等） 

○ 

（注1） 
○ 

○ 

（注2） 

○ 

（注2，3） 

e 

設計基準対象施設のうち新規制対象とし

て新たに要目表に記載するもの 

（例：火災防護設備，浸水防護施設等） 

○ ○ ○ 
○ 

（注3） 

f 
耐震基準変更等に伴う評価対象設備を要

目表として再掲するもの 

× 

（注4） 
× × × 

g 

要目表の記載の適正化のみ行うもの 

（例：別表改正にあって，手続き対象外

のもの） 

× × × × 

h 
設計基準対象施設で改造工事を実施する

もの ○ ○ ○ 
○ 

（注3） 

i 
撤去・廃止設備（改造範囲除く） 

○ × × × 
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（注1） 重大事故等対処設備における主配管系統図を添付する。また，重大事故等対処

設備と設計基準対象施設との関係性を示すため，設計基準対象施設における主配

管系統図についても添付する。 

（注2） 既工事計画書に添付図面の記載があるものについては，図面自体は添付せず添

付図面の目次に許認可情報（「認可（届出）年月日」，「認可（届出）番号」及び「添

付図面名称」）を記載する。ただし，クラスアップした範囲の配管については図面

を添付する。 

（注3） 構造図には，主要寸法を記載する。なお，別表第二下欄で要求される構造図の

うち記載すべき主要寸法がない設備（計測装置等）については，説明書にて示す。 

（注4） 耐震Ｓクラス設備及びＢクラス共振の系統図については，対象範囲確認のため，

別途社内資料として作成する。 

 

(2) 基本設計方針にのみ記載する設備の扱い 

a. 基本設計方針にのみ記載する設備の図面については，別表第二上で要求される

「添付図面」としては添付せず，当該設備が関連する説明資料で必要により図示

するものとする。 

 

(3) 兼用設備の添付図面の添付について 

a. 兼用設備（基本設計方針にて兼用先を記載するものを含む）に係る添付図面の添

付対象について，以下に示す。 

 

系統図 機器配置図 配管配置図及び構造図 

主登録 兼用 主登録 兼用 主登録 兼用 

○ ○ ○ ○ ○ × 

使用する系統ごとに兼用

範囲を含めて記載し，添付

する。なお，図中に当該設

備（系統）における申請範

囲を赤色で示し，兼用する

場合には別の色で着色し，

識別する。 

主登録する

施設（設備）

に添付す

る。 

兼用登録す

る施設（設

備）ごとに

添付する。 

主登録する施

設（設備）に

添付する。 

主登録側と配管

配置図及び構造

図は同様である

ことから添付し

ない。 
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 (4) 公差表の添付について 

a. 配置図及び構造図を添付する設備のうち，要目表の変更後に主要寸法が記載され

る設備について公差表を添付する。なお，一部の設備については以下の通りとす

る。 

(a) 既工事計画書にて認可を受けている範囲内にある設備については公差表を添

付しない。 

（ＤＢクラス３からＳＡクラス２へクラスアップした配管の継手のうちＤＢで

認可を受けた温度圧力条件から変更のないもの） 

 

(b) 設計段階で主要寸法の寸法公差が設定されていない設備については，公差表を

添付した上で「規定しない」旨を記載する。（浸水防護堰等） 

 

(c) 可搬型重大事故等対処設備の主要寸法のうち概略寸法を記載している箇所に

ついては「概略寸法のため規定しない」旨を記載した上で，寸法公差を設定し

ない。（車両寸法等） 

 

(d) 安全弁・逃がし弁の「呼び径」については，性能又は構造強度等の評価に係ら

ないことから，公差表は添付しない。 

 

(e) 公差は技術基準適合の閾値であることから，要目表の記載値に「○○以上」と

評価上の最小値を記載している場合は公差表を添付しない。 

（例：安全弁・逃がし弁のリフト量，主要弁の弁箱厚さ及び弁ふた厚さ等） 
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3. 添付図面の記載方法 

(1) 共通事項 

a. 別表第二の施設（系統）区分ごとに添付図面を作成する。 

（例：核燃料取扱施設及び貯蔵施設，原子炉冷却系統施設，計測制御系統施設…） 

 

b. 資料の構成は，別表第二の記載順に施設（系統）ごとに作成し，添付図面の目次

により，添付する図面を明確化する。 

 

(2) 系統図 

a. 重大事故等対処設備（ＳＡ）の主たる流路を示す系統図を添付する。 

また，そのＳＡの主たる流路と設計基準対象施設（ＤＢ）の主たる流路との切り

替え性を示すために，ＤＢの主たる流路を示す系統図を添付する。 

（4/14：①参照） 

 

b. ＤＢ系統図，ＳＡ系統図とも設備（系統）区分ごとに作成する。 

当該設備（系統）区分における申請範囲（主たる設備（系統）区分の主流路の範

囲）を「赤太実線」で示し，当該設備（系統）区分における申請範囲である旨を凡

例に記載する。 

また，主たる流路を他の設備（系統）で兼用する箇所については，「赤とは別の

色」で識別し，兼用する設備（系統）別の色分けを図中に凡例として記載する。 

（2/14：①，4/14：①，5/14：①②参照） 

 

c. ＳＡ主要弁，安全弁・逃がし弁については，申請対象弁を太線で囲むことで示す

ものとする。また，凡例として図中に記載する。 

（5/14：③参照） 

 

d. ＤＢ，ＳＡの「計測制御系統図」については，申請対象計測器を破線で囲むこと

で示すものとし，ＤＢ兼ＳＡ対象は「◇」，ＳＡ対象は「△」の注記を設けるこ

とで，ＤＢ，ＳＡ対象を識別する。 

（6/14：①参照） 

 

e. 技術基準規則第54条の重大事故等対処設備に要求される切り替え性，接続先の規

格の統一，複数の異なる場所への接続口の設置要求に対する記載方法については，

以下に示す。 

(a) 切り替え性 

設計基準対象施設との切り替えを行う弁については，四角破線で囲み切替対象
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弁であることを示す。また，凡例として図中に記載する。 

（1/14：①参照） 

 

(b) 接続先の規格の統一 

可搬型設備の接続箇所について，接続先が統一された形状等であることが分か

るように，接続方式，呼び径及びボルト本数等の仕様について記載する。 

（2/14：⑤，3/14：①参照） 

 

(c) 異なる場所への接続口設置 

接続先を2箇所に分散配置する場合，接続先となる場所名を図面上に記載する。 

（例：低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）など） 

（2/14：②参照） 

 

f. 主配管の要目表に「分岐点」又は「合流点」の名称がある場合は，系統図の該当

箇所に，引き出し線を用いて，要目表と同一名称を記載する。 

（2/14：③参照） 

 

g. 申請する主配管の分岐部のうち，枝管が主配管に該当しない場合は，枝管の仕様

を記載する。（ただし，ベント・ドレン・計装配管を除く） 

（2/14：④参照） 

 

h. 撤去・廃止設備は，撤去・廃止する範囲を系統図上に   マークで明示する。 

（7/14：①参照） 
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【分岐部枝管の記載パターン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 機器配置図 

a. 共通事項 

(a) 機器配置図に記載する機器の名称及び保管場所・取付箇所は要目表の記載と合

わせる。 

 

(b) 一つの機器で，「機器本体」と「付属機器」の要目表がある場合は，「機器本体」

の配置を機器配置図に記載し，付属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である

ことを注記にて記載する。 

（9/14：②参照） 

 

(c) 屋外に配置している機器については，要目表に記載する取付箇所の記載内容に

EL ○mmを記載する。 

（9/14：④参照） 

 

(d) 建物内に配置している機器で，機器配置図に記載しているフロアレベルと当該

機器の設置レベルが異なる場合は，機器名称の後にEL ○mmを記載する。 

 

 

□□□□ □□□□ □□□□ ① 

② ③ ④ 

⑤ 

主配管でない 

（計装配管等） 

主配管 主配管でない 

ベント・ドレ

ン配管は系

統図記載不

要 

計装配管等

は仕様の記

載は不要 

枝管が主配管の場

合は，枝管の仕様

は記載不要 

（主配管の場合は

要目表に仕様の記

載があり，識別が

可能であるため。） 

枝管が主配管と

ならないもの（ベ

ント・ドレン・計

装配管を除く。）

については，主配

管に直接接続さ

れる枝管部材の

仕様を記載する。 

補強計算を行う

主配管からの分

岐部に枝管のな

いもの（閉止キャ

ップ）について

は，系統図に分岐

部を記載する。 
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b. 常設設備 

(a) 常設設備の取付箇所については，同一の設備（系統）区分の機器を，フロア別

にまとめた記載とする。 

 

c. 可搬型設備 

(a) 屋外の可搬型設備の保管場所については，図中に全ての保管場所を明示する。 

（9/14：①参照） 

 

(b) 可搬型設備の取付箇所及び保管場所については，同一の設備（系統）区分の機

器をまとめた記載とする。ただし機器が多数あり，１つの図面で収まらない場合

は複数の図面に分けることも可とする。 

（9/14：③参照） 

 

d. 設計基準対象施設と重大事故等対処設備との位置的分散について 

(a) 設計基準対象施設と重大事故等対処設備との位置的分散は，機器配置図として

は，対象となる機器名称を記載するのみとし，具体的な位置的分散についての説

明は，Ⅵ-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下におけ

る健全性に関する説明書」の資料中に，その「対象設備」や位置的分散について

表などを用いて示すこととする。 

 

(4) 配管配置図 

a. 配管配置図に記載する配管（常設及び可搬型の放水砲等）の仕様は要目表と紐付

け可能なように、別紙に配管図に対応した要目表の一覧表を添付する。 

 

b. 兼用設備側の配管配置図については主登録側と配管配置及び構造は同様である

ことから添付しない。 

 

c. 重大事故等対処設備として使用する既存の設備のうち，既工事計画書に図面の記

載があるものについては，配管配置図自体は添付せず，添付図面目次に該当する設

備の許認可情報（「認可（届出）年月日」，「認可（届出）番号」及び「添付図面名

称」）を記載する。ただし，クラスアップの範囲については図面を添付する。 

 

d. 配管図の記載要領については以下の通りとする。 

(a) 配管は呼び径に関わらず，単線にて表示する。 

 

(b) 接続先表示は，次のものとする。 
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① 同一系統において，別図面に記載する場合は，接続先の図面の図面番号を記載

する。 

② 接続先が他系統になる場合は，相手側を破線にて記載し，系統名又は機器名称

を記載する。 

③ 同一系統において，同図面に記載する場合は，各々の接続先にアルファベット

記号（小文字）を付け，記載する。 

 

〔作成例〕 

①項の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

②項の場合 

 

 

 

 

系統名称については細線にて引出し線を書き，系統名称を記載する。 

 

③項の場合 

 

 

 

 

  

（その２）へ 

 
○○図（その１） 

○○図（その２） （その１）より 

“a”へ 

“a”より 

原子炉冷却材浄化系へ 残留熱除去系より 
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(c) ルート表示は，次によるものとする。 

クラス１及び２配管については，継手を表示する。 

① 曲げ部 

平面図，立面図でのエルボ・曲げ管の区別は下図による。 

クラス１及びクラス２配管以外ではその区別をせず，下図の曲げ管の場合に

よる。 

 

平
面
図 

     

立
面
図 

エルボの表示

を示す。 

 曲げ管の表示

を示す。 

  

 

② 分岐部 

ティー，管台の区別は下図による。クラス１及びクラス２配管以外ではその区

別をせず，下図の管台の場合による。 

 

 

 

 

ティーの場合            管台の場合 

 

③ レジューサ 

下図の表記を行い，同芯，偏芯の区別は行わない。 

 

 

 

 

 

  

水平管に取り付く場合 立ち上がり管に取り付く場合 

（レジューサの上方が小径端 

側のとき 

立ち上がり管に取り付く場合 

（レジューサの下方が小径端 

側のとき 
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④ 配管が重なる箇所の表示 

 

 

 

 

 

 

⑤ キャップ 

 

 

⑥ 閉止板 

 

 

⑦ カップリング 

 

 

 

(d) 主流路を構成しない分岐部は次のように記載する。 

 

（ティー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1 ：工事計画に記載の管継手であり，主流路でない部分は破線（細線）とす

る。

上の配管 上の配管 

注 1 

主
流
路 

工事計画に記載され

るティーがある場合 

（クラス１及び２） 

工事計画に記載されない

ティーがある場合 

（クラス１及び２以外） 

主流路 
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（管台） 

 

 

 

 

 

 

(5) 構造図 

a. 構造図の図中に主要寸法を記載する。 

（10/14：①，11/14：①参照） 

 

b. 複数の施設又は設備（系統）区分で兼用する設備の構造図は，兼用先の図面は添

付しない。 

 

c. 重大事故等対処設備として使用する既存の設備のうち，既工事計画書に図面の記

載があるものについては，構造図自体は添付せず，添付図面の目次に該当する設備

の許認可情報（「認可（届出）年月日」，「認可（届出）番号」及び「添付図面名称」）

を記載する。 

 

d. 非常用電源設備の「内燃機関」に関する記載方法について，その設備に附属する

要目表記載機器（調速装置，非常調速装置等）の取付け位置がわかるように図中に

記載する。 

（12/14：①参照） 

 

主流路 



別紙１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 
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【1/14】 

  

設計基準対象施設との切り替えを行う弁については，四角破線

で囲み，切替対象弁であることを示す。 

また，凡例として図中に記載する。 

 

：切替対象弁 

①の例 
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【2/14】  

  

主たる流路を他の設備（系統）で兼用する箇所については，「赤

色とは別の色」で識別し，兼用する設備（系統）別の色分けを

図中に凡例として記載する。 

①の例 

主配管の要目表に「分岐点」又は「合流点」の名称がある場合

は，系統図の該当箇所に，引き出し線を用いて，要目表と同一

名称を記載する。 

接続先を２箇所に分散配置する場合，接続先となる場所名を図

面上に記載する。 

③の例 

②の例 

可搬型設備の接続箇所について，接続先が統一された形状等で

あることが分かるように接続方式，呼び径及びボルト本数の仕

様について記載する。 

⑤の例 

申請する主配管の分岐部のうち，枝管が主配管に該当しない場

合は，枝管の仕様を記載する（ただし，ベント・ドレン・計装

配管を除く）。 

④の例 
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【3/14】  

  

可搬型設備の接続箇所について，接続先が統一された形状

等であることが分かるように接続方式，呼び径及びボルト

本数の仕様について記載する。 

①の例 
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【4/14】 

  

主たる設備（系統）区分の主流路の範囲を「赤太実線」で示し，

当該設備（系統）区分における申請範囲である旨を凡例に記載す

る。 

設計基準対象施設（ＤＢ）の主たる流路を示す系統図

を添付する。 

①の例 

②の例 
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【5/14】 

  

ＳＡ主要弁・安全弁については，申請対象弁を太線で囲むことで

示す。また，凡例として図中に記載する。 

③の例 

重大事故等対処設備（ＳＡ）の主たる流路を示す系統図を添付する。 

①の例 

主たる設備（系統）区分の主流路の範囲を「赤太実線」で示し，

当該設備（系統）区分における申請範囲である旨を凡例に記載す

る。 

②の例 
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【6/14】 

 

  

ＤＢ，ＳＡの「計測制御系統図」については，申請対象計測器を点線で囲

むことで示すものとし，ＤＢ兼ＳＡ対象は「◇」，ＳＡ対象は「△」の注記

を設けることで，ＤＢ，ＳＡ対象を識別する。 

①の例 
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【7/14】 

 

 

  

撤去・廃止設備は，撤去・廃止する範囲を系統図上に 

 マークで明示する。 

①の例 
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【8/14】 
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【9/14】 

  

屋外に配置している機器については，要目表に記載する 

取付箇所の記載内容（原則として屋外 EL ○○mm）を記載する。 

④の例 

可搬型設備の取付箇所及び保管場所については，同一の設備（系統）

区分の機器をまとめた記載とする。 

ただし機器が多数あり，１つの図面に収まらない場合は複数の図面に

分けることも可とする。 

③の例 

屋外の可搬型設備の保管場所については，図中に全ての保管場所を明

示する。 

①の例 

一つの機器で，「機器本体」と「附属機器」の要目表がある場合は，

「機器本体」の配置を機器配置図に記載し，附属機器は「機器本体」

と同一の取付箇所であることを注記にて記載する。 

②の例 
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【10/14】 

  

構造図の図中に主要寸法を記載する。 

①の例 
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【11/14】 

  

構造図の図中に主要寸法を記載する。 

①の例 
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【12/14】 

 

非常用電源設備の「内燃機関」に関する記載方法については，その設備に

付属する要目表記載機器（調速装置，非常用調速装置等）の取付け位置が

分かるように図中に記載する。 

①の例 
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【13/14】 

 

 

添付図面目次〔記載例〕 

 

＜原子炉冷却系統施設＞ 

 

・第4-3-1-1-1図 残留熱除去設備に係る機器の配置を明示した図面（残留熱除去系）（そ

の１） 

 

 

・第4-3-1-2-1図 残留熱除去設備に係る主配管の配置を明示した図面（残留熱除去系）（

その１） 

 

 

・第 4-3-1-3-1図 残留熱除去設備系統図（残留熱除去系）（その１）（設計基準対象施設） 

 

 

・第 4-3-1-3-4図 残留熱除去設備系統図（残留熱除去系）（その４）（重大事故等対処設

備） 

 

 

・第 4-3-1-4-1図 RV222-1A，B，C構造図 

 

 

・残留熱除去系熱交換器構造図 

【昭和 60年 4月 27日付け 59資庁第 17250号にて認可された工事計画の添付書類「第 3-4-3

図 残留熱除去系熱交換器構造図」による。】 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準対象施設と重大事故等対処設備の系統図は分

けて添付し，それぞれ添付図面番号を付番する。 

機器配置図を添付する場合の記載。 

配管配置図を添付する場合の記載。 

構造図を添付する場合の記載。 

既工認の構造図を呼び込む場合の記載。 

既工認の許可（届出）年月日と許可（届出）番号及び

添付図面名称を記載する。 

図面を添付する順番 



                                                                                          7-別 1-14 

 

 

 

 

 

 

【付番方法】 

 目録にて記載した図書番号を記載する。 

A３用紙枠 

図面作成日又は改訂日を 4 桁で記載 

［記載例］ 

   2020 年 9 月 11 日 ⇒ 0911 

2020 年 10 月 1 日 ⇒ 0X01 

2020 年 11 月 12 日 ⇒ 0Y12 

2021 年 3 月 31 日 ⇒ 1331 

 

西暦：末尾 1 桁を記載 

月 ：1,2,…（ただし，10 月，11 月，12 月は X,Y,Z とする。 

日 ：2 桁表記で記載 

80 

35 

10 

20 

10 

10 

【14/14】 
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８ 共用設備の工認書類の扱いについて 

1. 要旨

共用設備の工認書類への記載方針について以下に纏める。

2. 記載方法

2.1 要目表への記載 

「共用設備」の名称，仕様等の表記方法については，「２ 工事計画認可申請における要目

表の作成要領」に従う。 

2.2 基本設計方針への記載 

(1) 「要目表対象設備」を「基本設計方針」へ記載する場合の表記方法は「２ 工事計画認可

申請における要目表の作成要領」に従う。

(2) 「基本設計方針にのみ記載する設備」は，要目表と記載を整合させるため，原則として，

要目表の記載ルールに従う。具体的な記載ルールは以下のとおり。

a. 「常設設備」の記載について

（a） 申請する号機と設備登録号機が同じ場合は，「（●，▲号機共用）」と記載し，申請

号機と登録号機が異なる場合は，「（●号機設備，●，▲号機共用）」と記載する。

さらにこれに加え，設置場所を明確化するために設備を設置する号機を共用の記

載のあとに記載する。 

【基本的な記載パターン】 

●●ポンプ（●号機設備， ●，▲号機共用，●号機に設置）*2

「登録号機＊1」「共用する号機」「設備を設置する号機」 

注記＊1：申請号機と登録号機が同じ場合は，「登録号機」は記載しない。 

＊2：登録情報を列記することで煩雑な表記となる場合は，「」（かぎ括弧）

で区切り，識別するものとする。 

b. 「可搬型設備」の記載について

（a）申請する号機と登録号機が同じ場合は，「（１，２号機共用）」と記載し，申請する号

機と登録号機が異なる場合は，「（●号機設備， １，２号機共用）」と記載する。さら

にこれに加えて、保管場所を明確化するために設備を保管する号機を記載する。
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【基本的な記載パターン】 

●●ポンプ（●号機設備， ●，▲号機共用，●号機に保管）＊2 

 

      「登録号機＊1」「共用する号機」「設備を保管する号機」 

 

注記＊1：申請号機と登録号機が同じ場合は，「登録号機」は記載しない。 

＊2：登録情報を列記することで煩雑な表記となる場合は，「」（かぎ括弧）

で区切り，識別するものとする。 

 

(3) 文章中に同じ設備が複数回登場する場合の記載について 

a. 文章中に同じ設備が複数回登場するものについては，「初めて」文章中に登場した箇所

にのみ「共用」の記載をし，その後の文章に登場する箇所については「共用」の記載を

行わない。 

また，初めて登場する「共用」の記載には「（以下同じ。）」を付記して，それ以降の文

章では「共用」の記載が繰り返し登場しないことを示す。なお，この「繰り返し登場し

ないこと」を示す記載は，施設単位で有効とする。 

 

（例）原子炉冷却系統施設 

△△ポンプ（「１，２号機共用」（以下同じ。））は，□□として使用する。なお，

△△ポンプの設置数は…… 

 

(4) 識別のために記載する特殊な例 

a. 設備仕様を明確にするための情報（個数，計測範囲等）等を記載する必要があるもの

は，それらの情報を「共用」の後に記載する。 

（例） 

可搬型計測器（「１，２号機共用，２号機に保管」（個数△（予備▲），計測範囲○～○）） 

 

2.3 適用基準及び適用規格 

適用基準及び適用規格については，共用であることを踏まえて，共用設備に適用する基準

／規格は，島根原子力発電所で同じ基準及び規格を記載する。 

 

2.4 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する事項 

設計及び工事に関する事項であり，他号機と共用する設備は，島根２号機の設計及び工事

に係る品質マネジメントシステムに関する事項を記載する。 
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2.5 添付資料 

(1) 添付資料の添付方針について

添付資料への「共用設備」の表記方法は，原則として，要目表及び基本設計方針と同じ

記載方法とする。 

ただし，設備が設置される建物（基礎含む）や配置に評価が依存するⅥ-2「耐震性に関

する説明書」及びⅥ-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下にお

ける健全性に関する説明書」については，「共用」の有無によって評価結果が左右されない

ことから，資料中に登場する設備名称に「共用」の記載は行わないものとする。 

3. 添付図面の添付方針について

添付図面に記載する号機は，本文（要目表，基本設計方針）を参考に記載する。

3.1 各施設の個別図面について 

・要目表に記載する設備の添付図面の添付方針は，「７ 工事計画認可申請における添付図

面の作成要領」に従うものとする。 
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９ 参考資料 

 

 

 

別紙１ 技術基準規則の新旧比較表 

別紙２ 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

別紙３ 参考要領 



別紙１ 

9-別 1-1

技術基準規則の新旧比較表 



技術基準規則の新旧比較表 

9-別 1-2

旧・省令６２号（令和元年 7月 1日）との関連 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 

第 1 章 総則 

第 1 条 適用範囲 第 1 条 適用範囲 

第 2 条 定義 第 2 条 定義 

第 3 条 特殊な設計による施設 第 3 条 特殊な設計による発電用原子炉施設 

【新規】 第 3 条の 2 廃止措置中の発電用原子炉施設の維持 

第 2 章 設計基準対象施設 

【新規】 第 4 条 設計基準対象施設の地盤 

第 5 条 耐震性 第 5 条 地震による損傷の防止 

第 5 条の 2 津波による損傷の防止 第 6 条 津波による損傷の防止 

第 4 条 防護措置等 第 7 条 外部からの衝撃による損傷の防止 

第 7 条 柵等の施設 第 8 条 立ち入りの防止 

第 7 条の 2 不法侵入の防止 第 9 条 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止 

第 7 条の 3 急傾斜地の崩壊の防止 第 10 条 急傾斜地の崩壊の防止 

第 4 条の 2 火災による損傷の防止 第 11 条 火災による損傷の防止 

【新規】 第 12 条 発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止 

【新規】 第 13 条 安全避難通路等 

第 8 条の 2 安全設備 第 14 条 安全設備 

第 8 条 原子炉施設 第 15 条 設計基準対象施設の機能 

（第 33 条） （保安電源設備） 第 16 条 全交流動力電源喪失対策設備 

第 9 条 材料及び構造 第 17 条 材料及び構造 

第 9 条の 2 使用中の亀裂等による破壊の防止 第 18 条 使用中の亀裂等による破壊の防止 

第 6 条 流体振動等による損傷の防止 第 19 条 流体振動等による損傷の防止 

第 10 条 安全弁等 第 20 条 安全弁等 

第 ll 条 耐圧試験等 第 21 条 耐圧試験等 

第 12 条 監視試験片 第 22 条 監視試験片 

第 13 条 炉心等 第 23 条 炉心等 

第 14 条 熱遮蔽材 第 24 条 熱遮蔽材 

第 15 条 一次冷却材 第 25 条 一次冷却材 

第 26 条 燃料取扱設備 

第 25 条 燃料貯蔵設備 

第 26 条 燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備 

第 16 条の 2 原子炉冷却材圧力バウンダリ 第 27 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ 

第 16 条の 3 原子炉冷却材圧力バウンダリの漏えい等 第 28 条 原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等 

第 18 条 一次冷却材の排出 第 29 条 一次冷却材処理装置 

第 19 条 逆止め弁の設置 第 30 条 逆止め弁 

（第 34 条） （準用） 第 31 条 蒸気タービン 

第 17 条 非常用炉心冷却設備 第 32 条 非常用炉心冷却設備 

第 16 条 循環設備等 第 33 条 循環設備等 

第 20 条 計測装置 第 34 条 計測装置 

第 22 条 安全保護装置 第 35 条 安全保護装置 

第 23 条 反応度制御系統及び原子炉停止系統 第 36 条 反応度制御系統及び原子炉停止系統 

第 24 条 制御材駆動装置 第 37 条 制御材駆動装置 

第 24 条の 2 原子炉制御室等 第 38 条 原子炉制御室等 

第 30 条 廃棄物処理設備等 第 39 条 廃棄物処理設備等 



技術基準規則の新旧比較表 

9-別 1-3

旧・省令６２号（令和元年 7月 1日）との関連 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 

第 31 条 廃棄物貯蔵設備等 第 40 条 廃棄物貯蔵設備等 

第 29 条 放射性物質による汚染の防止 

第 29 条の 2 管理区域内に開口部がある排水路 

第 41 条 放射性物質による汚染の防止 

第 27 条 生体遮蔽等 第 42 条 生体遮蔽等 

第 28 条 換気設備 第 43 条 換気設備 

第 32 条 原子炉格納施設 第 44 条 原子炉格納施設 

第 33 条 保安電源設備 第 45 条 保安電源設備 

第 24 条の 3 発電所緊急時対策所 第 46 条 緊急時対策所 

第 21 条 警報装置等 第 47 条 警報装置等 

第 34 条 準用 第 48 条 準用 

（注記） 

1.実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則は，「令和 5 年 2 月 22  日公布」，その解釈は，「改正 令和 5 年 2 月 22 日 原規技発第 2001159 号」を記載する。

2.実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則及びその解釈の改正に伴い変更又は追加となった事項のうち，以下については経過措置での対応とし本工事の計画対象外とする。

（原子炉制御室等）

第 38 条第 5 項 1 号

・原子炉制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍 工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に原子炉制御室において自動的に警報するための装置の

設置

（緊急時対策所）

第 46 条第 2 項

・緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には，有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため，工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合

に緊急時対策所において自動的に警報するための装置の設置その他の適切な防護措置を講じなければならない。

・表現の相違については下線（規則のみ）。

・追加要求事項については黄色ハッチング（規則及び解釈）

記載方針 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則（令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈（令和 5年 2月 22日） 
備考 

（適用範囲） 第一章 総則 （適用範囲） 第１章 総則 

第一条 第一条 

この命令は、原子力発電工作物について適用

する。 

１ 本省令の、原子力発電所に対する許認可上の

位置付けは、設置（変更）許可申請に対する

安全審査で確認された事項を、工事計画等の

後段規制において具体的に確認するための

基準である。 

２ 第１条は、本省令の適用範囲を定めたもの

で、「原子力を原動力として電気を発生する

ために施設する電気工作物」とは、電気事業

法施行規則の別表第３の「一 発電所」の

「（三） 原子力設備」及び「（八） 附帯設備」

（原子力発電所に施設するものに限る。）に

掲げられている事項を含む電気工作物であ

る。 

３ 本技術基準は、各条文において別途適用除外

が規定されている場合を除き、原子力発電所

が設計建設時（改造時を含む。）に、満足す

べき基準であるとともに、供用を開始した後

においても維持すべき基準である。この場合

において、電気事業法第４７条に基づく工事

計画認可又は同法第４８条に基づく工事計

画届出を行った場合にあっては、当該認可又

は届出に当たって申請された仕様又は規格

（経年劣化を想定した必要仕様を含む。）を

維持することが求められる。 

４ 本技術基準は、電気事業法に基づく原子力を

原動力として電気を発生するための施設に

対して適用されるが、ナトリウム冷却型原子

力発電設備に係るものにあっては、「ナトリ

ウム冷却型原子力発電設備への技術基準の

適用に当たって（別記－１）」によること。

この規則は、実用発電用原子炉及びその附属

施設について適用する。 

１ 第１条は、実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則（平成２５年原子

力規制委員会規則第６号。以下「技術基準規

則」という。）の適用範囲を定めたもので、「実

用発電用原子炉及びその附属施設」とは、実

用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則

（昭和５３年通商産業省令第７７号）別表第

二に掲げられている事項を含むものであっ

て、次の施設を含む。  

（１） 原子炉本体

（２） 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

（３） 原子炉冷却系統施設

（４） 計測制御系統施設

（５） 放射性廃棄物の廃棄施設

（６） 放射線管理施設

（７） 原子炉格納施設

（８） その他発電用原子炉の附属施設

① 非常用電源設備

② 常用電源設備

③ 補助ボイラー

④ 火災防護設備

⑤ 浸水防護施設

⑥ 補機駆動用燃料設備（非常用電源設備及

び補助ボイラーに係るものを除く。）

⑦ 非常用取水設備

⑧ 敷地内土木構造物

⑨ 緊急時対策所

２ 技術基準規則の発電用原子炉に対する許認

可上の位置付けは、設置（変更）許可申請に

対する安全審査で確認された事項を、工事計

画等の後段規制において具体的に確認する

ための基準である。  

３ 技術基準規則は、各条文において別途適用除

外が規定されている場合を除き、発電用原子

炉が設計建設時（改造時を含む。）に満足す

べき基準であるとともに、供用を開始した後

においても維持すべき基準である。  

この場合において、核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２

年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」

という。）第４３条の３の９に基づく設計及

び工事の計画の認可又は同法第４３条の３

の１０に基づく設計及び工事の計画の届出

を行った場合にあっては、当該認可又は届出

に当たって申請された仕様又は規格（経年劣

化を想定した必要仕様を含む。）を維持する
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則（令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈（令和 5年 2月 22日） 
備考 

ことが求められる。 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則（令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈（令和 5年 2月 22日） 
備考 

（定義）  （定義）   

第二条  第二条   

 

 

 

 

 

 

 

１ この規則において使用する用語は、核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（以下「法」という。）において使用する

用語の例による。  

１ 本規程において使用する用語は、原子炉等規

制法及び技術基準規則において使用する用

語の例による。 

 

 

この命令において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

 ２ この規則において、次に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

 

 

 

 

一 「放射線」とは、原子力基本法（昭和三十年

法律第百八十六号）第三条第五号に規定する

放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネル

ギーを有する電子線若しくはエックス線で

あって、自然に存在するもの以外のものをい

う。 

 一 「放射線」とは、実用発電用原子炉の設置、

運転等に関する規則（昭和五十三年通商産業

省令第七十七号。以下「実用炉規則」という。）

第二条第二項第一号に規定する放射線をい

う。  

 

 

 

 

二 「原子炉施設」とは、原子炉及びその附属設

備をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第２号に規定する「原子炉施設」は、電気事

業法施行規則別表第３の「一発電所」の「（三） 

原子力設備」（９蒸気タービン（発電用に限

る。）を除く）及び「（八） 附帯設備」（原子

力発電所に施設するものに限る。）に掲げら

れている事項を含む電気工作物であって、次

の施設を含む。 

（三）原子力設備 

１ 原子炉本体 

２ 原子炉冷却系統設備 

３ 計測制御系統設備 

４ 燃料設備 

５ 放射線管理設備 

６ 廃棄設備 

７ 原子炉格納施設 

８ 排気筒 

１０ 補助ボイラー 

１１ 補助ボイラーに属する燃料設備 

１２ 補助ボイラーに属するばい煙処理設備 

（八）附帯設備 

１ 発電所の運転を管理するための制御装置 

２ 非常用予備発電装置 

 

 

 

  

  二 「通常運転」とは、実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則（平成二十五年原子力規制委員会規

則第五号。以下「設置許可基準規則」という。）

第二条第二項第二号に規定する通常運転を

いう。  

  

六 「運転時の異常な過渡変化」とは、原子炉施

設の運転時に予想される機械器具の単一の

故障若しくはその誤作動又は運転員の単一

 

 

 

三 「運転時の異常な過渡変化」とは、設置許可

基準規則第二条第二項第三号に規定する運

転時の異常な過渡変化をいう。 

  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%81%5a%96%40%88%ea%94%aa%98%5a&REF_NAME=%91%e6%8e%4f%8f%f0%91%e6%8c%dc%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000001000000005000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000001000000005000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000001000000005000000000


技術基準規則の新旧比較表 

9-別 1-7

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則（令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈（令和 5年 2月 22日） 
備考 

の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生す

ると予想される外乱によって生ずる異常な

状態をいう。 

四 「設計基準事故」とは、設置許可基準規則第

二条第二項第四号に規定する設計基準事故

をいう。  

五 「設計基準対象施設」とは、設置許可基準規

則第二条第二項第七号に規定する設計基準

対象施設をいう。  

七 「工学的安全施設」とは、原子炉施設の故障、

損壊等による原子炉内の燃料の破損等によ

り、多量の放射性物質の放出のおそれがある

場合に、これを抑制又は防止するための機能

を有する施設をいう。 

２ 第７号に規定する「工学的安全施設」とは、

日本電気協会「原子力発電所工学的安全施設

及びその関連施設の範囲を定める規程」

（JEAC4605-2004）に規定する「工学的安全

施設及びその関連施設」をいう。（「安全設計

分野及び放射線管理分野における日本電気

協会規格に関する技術評価書（平成１７年１

２月）」） 

六 「工学的安全施設」とは、設置許可基準規則

第二条第二項第十号に規定する工学的安全

施設をいう。 

２ 第２項第６号に規定する「工学的安全施設」

とは、日本電気協会「原子力発電所工学的安

全施設及びその関連施設の範囲を定める規

程」（JEAC4605-2004）に規定する「工学的安

全施設及びその関連施設」をいう。（「安全設

計分野及び放射線管理分野における日本電

気協会規格に関する技術評価書（平成１７年

１２月原子力安全・保安院、原子力安全基盤

機構取りまとめ）」） 

七 「重大事故等対処施設」とは、設置許可基準

規則第二条第二項第十一号に規定する重大

事故等対処施設をいう。  

八 「特定重大事故等対処施設」とは、設置許可

基準規則第二条第二項第十二号に規定する

特定重大事故等対処施設をいう。  

八 「安全設備」とは、次に掲げる設備であって

その故障、損壊等により公衆に放射線障害を

及ぼすおそれを直接又は間接に生じさせる

ものをいう。 

３ 第８号に規定する「安全設備」のイ、ハ、ニ

及びホとは次の設備をいう。 

九 「安全設備」とは、設計基準事故時及び設計

基準事故に至るまでの間に想定される環境

条件において、その損壊又は故障その他の異

常により公衆に放射線障害を及ぼすおそれ

を直接又は間接に生じさせる設備であって

次に掲げるものをいう。  

３ 第２項第９号に規定する「安全設備」のイ、

ハ、ニ及びホとは次の設備をいう。

イ 一次冷却系統に係る設備及びその附属設

備

イ 容器、配管、ポンプ等であって原子炉冷却

材圧力バウンダリに属する設備

イ 一次冷却系統に係る設備及びその附属設

備

イ 容器、配管、ポンプ等であって原子炉冷却

材圧力バウンダリに属する設備

ロ 反応度制御系統（通常運転時に反応度を調

整する系統をいう。以下同じ。）及び原子

炉停止系統（未臨界に移行し、未臨界を維

持するために原子炉を停止する系統をい

う。以下同じ。）に係る設備及びそれらの

附属設備

ロ 反応度制御系統（設置許可基準規則第二条

第二項第二十七号に規定する反応度制御

系統をいう。以下同じ。）に係る設備及び

それらの附属設備

ハ 安全保護装置（運転時の異常な過渡変化が

生じる場合、地震の発生等により原子炉の

運転に支障が生じる場合、及び一次冷却材

喪失等の事故時に原子炉停止系統を自動

的に作動させ、かつ、原子炉内の燃料の破

損等による多量の放射性物質の放出のお

それがある場合に、工学的安全施設を自動

的に作動させる装置をいう。以下同じ。）、

非常用炉心冷却設備（原子炉圧力容器内に

おいて発生した熱を通常運転時において

除去する施設がその機能を失った場合に

ハ 安全保護装置、非常用炉心冷却設備及び次

の施設

・工学的安全施設（非常用炉心冷却設備、原

子炉格納容器及びその隔離弁を除く）

・原子炉隔離時冷却系（ＢＷＲ）

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

（ＢＷＲ）

・余熱除去系（ＰＷＲ）

・逃がし安全弁（安全弁としての開機能）（Ｂ

ＷＲ）

・加圧器安全弁（開機能）（ＰＷＲ）

ハ 安全保護装置（運転時の異常な過渡変化が

発生する場合、地震の発生により発電用原

子炉の運転に支障が生ずる場合及び一次

冷却材喪失その他の設計基準事故時に原

子炉停止系統を自動的に作動させ、かつ、

発電用原子炉内の燃料体の破損又は発電

用原子炉の炉心（以下単に「炉心」という。）

の損傷による多量の放射性物質の放出の

おそれがある場合に、工学的安全施設を自

動的に作動させる装置をいう。以下同

じ。）、非常用炉心冷却設備（原子炉圧力容

ハ 安全保護装置、非常用炉心冷却設備及び次

の施設

・工学的安全施設（非常用炉心冷却設備、原

子炉格納容器及びその隔離弁を除く）

・原子炉隔離時冷却系（ＢＷＲ）

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

（ＢＷＲ）

・余熱除去系（ＰＷＲ）

・逃がし安全弁（安全弁としての開機能）（Ｂ

ＷＲ）

・加圧器安全弁（開機能）（ＰＷＲ）



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-8 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則（令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈（令和 5年 2月 22日） 
備考 

原子炉圧力容器内において発生した熱を

除去する設備をいう。以下同じ。）その他

非常時に原子炉の安全を確保するために

必要な設備及びそれらの附属設備 

 

・制御室非常用換気空調系 

・格納容器エリアモニタ（事故時）（ＰＷＲ） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（事故時）（Ｂ

ＷＲ） 

 

器内において発生した熱を通常運転時に

おいて除去する発電用原子炉施設が設計

基準事故時及び設計基準事故に至るまで

の間にその機能を失った場合に原子炉圧

力容器内において発生した熱を除去する

設備をいう。以下同じ。）その他非常時に

発電用原子炉の安全性を確保するために

必要な設備及びそれらの附属設備 

・原子炉制御室非常用換気空調系  

・格納容器エリアモニタ（設計基準事故時）

（ＰＷＲ）  

・格納容器雰囲気放射線モニタ（設計基準事

故時）（ＢＷＲ） 

 

ニ 原子炉格納容器及びその隔離弁 

 

ニ 原子炉建屋（ＢＷＲ）、アニュラス（ＰＷ

Ｒ）を含む 

ニ 原子炉格納容器及びその隔離弁  

 

ニ 原子炉建屋（ＢＷＲ）、アニュラス（ＰＷ

Ｒ）を含む  

 

ホ 非常用電源設備及びその附属設備 

 

ホ イ（一次冷却材ポンプを除く）、ロ（制御

棒駆動装置を除く）、ハ及びニに規定する

設備に対してその機能を確保するために

電力を供給するもの 

ホ 非常用電源設備及びその附属設備  

 

ホ イ（一次冷却材ポンプを除く）、ロ（制御

棒駆動装置を除く）、ハ及びニに規定する

設備に対してその機能を確保するために

電力を供給するもの 

 

  十 「設計基準事故対処設備」とは、設置許可基

準規則第二条第二項第十三号に規定する設

計基準事故対処設備をいう。  

 

 

 

  十一 「重大事故等対処設備」とは、設置許可基

準規則第二条第二項第十四号に規定する

重大事故等対処設備をいう。  

  

  十二 「重大事故防止設備」とは、設置許可基準

規則第二条第二項第十五号に規定する重

大事故防止設備をいう。  

  

  十三 「重大事故緩和設備」とは、設置許可基準

規則第二条第二項第十六号に規定する重

大事故緩和設備をいう。  

  

九 「管理区域」とは、原子力発電所内の場所で

あって、その場所における外部放射線に係る

線量が別に告示する線量を超え、空気中の放

射性物質（空気又は水のうちに自然に含まれ

ているものを除く。以下同じ。）の濃度が別

に告示する濃度を超え、又は放射性物質によ

って汚染された物の表面の放射性物質の密

度が別に告示する密度を超えるおそれがあ

るものをいう。 

 十四 「管理区域」とは、実用炉規則第二条第二

項第四号に規定する管理区域をいう。  

 

  

十 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区

域であって、当該区域の外側のいかなる場所

においてもその場所における線量が別に告

示する線量限度を超えるおそれがないもの

をいう。 

 十五 「周辺監視区域」とは、実用炉規則第二条

第二項第六号に規定する周辺監視区域を

いう。  

 

 

  

  十六 「燃料材」とは、設置許可基準規則第二条

第二項第二十二号に規定する燃料材をい

う。 

  

  十七 「燃料被覆材」とは、設置許可基準規則第

二条第二項第二十三号に規定する燃料被

覆材をいう。  

  



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-9 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則（令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈（令和 5年 2月 22日） 
備考 

 

 

 

十二 「燃料許容損傷限界」とは、燃料被覆材の

損傷の程度であって、安全設計上許容され

る範囲内でかつ原子炉を安全に運転する

ことができる限界をいう。 

 

 

 

 

５ 第１２号に規定する「燃料許容損傷限界」に

関する判断基準は、「発電用軽水型原子炉施

設の安全評価に関する審査指針（平成２年８

月３０日原子力安全委員会）」の「４．１運

転時の異常な過渡変化」によること。 

十八 「燃料要素」とは、設置許可基準規則第二

条第二項第二十四号に規定する燃料要素

をいう。 

十九 「燃料要素の許容損傷限界」とは、設置許

可基準規則第二条第二項第二十五号に規

定する燃料要素の許容損傷限界をいう。 

 

 

 

 

４ 第２項第１９号に規定する「燃料要素の許容

損傷限界」に関する判断基準は、「発電用軽

水型原子炉施設の安全評価に関する審査指

針（平成２年８月３０日原子力安全委員会決

定）」の「４．１運転時の異常な過渡変化」

によること。 

 

十三 「反応度価値」とは、制御棒の挿入若しく

はその引抜き、又は液体制御材の注入等に

よる原子炉の反応度の変化量をいう。 

 二十 「反応度価値」とは、設置許可基準規則第

二条第二項第二十八号に規定する反応度

価値をいう。  

  

十四 「制御棒の最大反応度価値」とは、原子炉

が臨界（臨界近傍を含む。）にある場合に

おいて、制御棒を一本引き抜くことにより

炉心に生ずる反応度価値の最大値をいう。 

 二十一 「制御棒の最大反応度価値」とは、設置

許可基準規則第二条第二項第二十九号

に規定する制御棒の最大反応度価値を

いう。  

  

十五 「反応度添加率」とは、制御棒の引抜き等

により炉心に添加される単位時間当たり

の反応度の量をいう。 

 二十二 「反応度添加率」とは、設置許可基準規

則第二条第二項第三十号に規定する反

応度添加率をいう。  

  

三 「一次冷却材」とは、炉心において発生した

熱を原子炉から直接に取り出すことを主た

る目的とする流体をいう。 

 二十三 「一次冷却材」とは、設置許可基準規則

第二条第二項第三十一号に規定する一

次冷却材をいう。  

  

四 「二次冷却材」とは、一次冷却材の熱を熱交

換器により取り出すための流体であって、タ

ービンを駆動させることを主たる目的とす

るものをいう。 

 二十四 「二次冷却材」とは、設置許可基準規則

第二条第二項第三十二号に規定する二

次冷却材をいう。  

  

五 「一次冷却系統」とは、一次冷却材が循環す

る回路をいう。 

 

 二十五 「一次冷却系統」とは、設置許可基準規

則第二条第二項第三十三号に規定する

一次冷却系統をいう。  

  

  二十六 「最終ヒートシンク」とは、設置許可基

準規則第二条第二項第三十四号に規定

する最終ヒートシンクをいう。  

  

十一 「原子炉冷却材圧力バウンダリ」とは、一

次冷却系統に係る施設の損壊等に伴い自

動的に弁が閉鎖されることにより圧力障

壁となる部分をいう。 

 

４ 第１１号に規定する「原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ」は、日本電気協会「原子炉冷却材圧

力バウンダリ、原子炉格納容器バウンダリの

範囲を定める規程」（JEAC4602-2004）による

こと。（「安全設計分野及び放射線管理分野に

おける日本電気協会規格に関する技術評価

書（平成１７年１２月）」） 

 

二十七 「原子炉冷却材圧力バウンダリ」とは、

設置許可基準規則第二条第二項第三十

五号に規定する原子炉冷却材圧力バウ

ンダリをいう。  

 

５ 第２項第２７号に規定する「原子炉冷却材圧

力バウンダリ」とは、原子炉の通常運転時に

原子炉冷却材 (ＰＷＲにおいては一次冷却

材)を内包して原子炉と同じ圧力条件とな

り、異常状態において圧力障壁を形成するも

ので、それが破壊すると原子炉冷却材喪失と

なる範囲の施設をいう。原子炉冷却材圧力バ

ウンダリの範囲は次のとおりとする。 

(a)原子炉圧力容器及びその附属物（本体に

直接付けられるもの、制御棒駆動機構ハ

ウジング等）  

(b)原子炉冷却材系を構成する機器及び配

管。ただし、ＰＷＲにおいては一次冷却

材ポンプ、蒸気発生器の水室・管板・管、

追加要求 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-10 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則（令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈（令和 5年 2月 22日） 
備考 

加圧器、一次冷却系配管、弁等をいい、

また、ＢＷＲにおいては、主蒸気管及び

給水管のうち原子炉側からみて第２隔離

弁を含むまでの範囲とする。  

(c)接続配管  

ⅰ)通常時開、事故時閉となる弁を有するも

のは、原子炉側からみて、第２隔離弁を

含むまでの範囲とする。  

ⅱ)通常時又は事故時に開となるおそれがあ

る通常時閉、事故時閉となる弁を有する

ものは、原子炉側からみて、第２隔離弁

を含むまでの範囲とする。  

ⅲ)通常時閉、事故時閉となる弁を有するも

ののうち、ⅱ）以外のものは、原子炉側

からみて、第１隔離弁を含むまでの範囲

とする。  

ⅳ)通常時閉、原子炉冷却材喪失時開となる

弁を有する非常用炉心冷却系等もⅰ)に

準ずる。  

ⅴ)上記において「隔離弁」とは、自動隔離

弁、逆止弁、通常時ロックされた閉止弁

及び遠隔操作閉止弁をいう。 

二十 「原子炉格納容器」とは、容器内の機械器

具から放出される放射性物質等の有害な

物質の漏えいを防止するために設けられ

る容器をいう。 

 二十八 「原子炉格納容器」とは、設置許可基準

規則第二条第二項第三十六号に規定す

る原子炉格納容器をいう。  

 

  

二十一 「コンクリート製原子炉格納容器」とは、

原子炉格納容器であって、鋼板で内張り

されたコンクリート部を有するものを

いう。 

 二十九 「コンクリート製原子炉格納容器」とは、

原子炉格納容器であって、鋼板で内張り

されたコンクリート部を有するものを

いう。  

  

二十二 「コンクリート部」とは、コンクリート

製原子炉格納容器のうち鉄筋コンクリ

ート構造又はプレストレストコンクリ

ート構造の部分をいう。 

 三十 「コンクリート部」とは、コンクリート製

原子炉格納容器のうち鉄筋コンクリート

構造又はプレストレストコンクリート構

造の部分をいう。  

  

二十三 「鋼製内張り部等」とは、コンクリート

製原子炉格納容器内の機械器具から放

出される放射性物質等の有害な物質の

漏えいを防止するためにコンクリート

部に内張りされている鋼板（以下「ライ

ナプレート」という。）、胴と底部のライ

ナプレートを接続する鋼板（以下「ナッ

クル」という。）、貫通部スリーブ及びコ

ンクリート部への定着金具をいう。 

 三十一 「鋼製内張り部等」とは、コンクリート

製原子炉格納容器内の機械又は器具か

ら放出される放射性物質の漏えいを防

止するためにコンクリート部に内張り

されている鋼板（以下「ライナプレート」

という。）、胴と底部のライナプレートを

接続する鋼板（以下「ナックル」とい

う。）、貫通部スリーブ及びコンクリート

部への定着金具をいう。  

  

十六 「クラス１容器」、「クラス１管」、「クラス

１ポンプ」又は「クラス１弁」（以下「ク

ラス１機器」という。）とは、原子炉冷却

材圧力バウンダリを構成する機器をいう。 

 三十二 「クラス１容器」、「クラス１管」、「クラ

ス１ポンプ」又は「クラス１弁」とは、

それぞれ原子炉冷却材圧力バウンダリ

を構成する容器、管、ポンプ又は弁をい

  



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-11 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則（令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈（令和 5年 2月 22日） 
備考 

う。  

十七 「クラス２容器」、「クラス２管」、「クラス

２ポンプ」又は「クラス２弁」（以下「ク

ラス２機器」という。）とは、次に掲げる

機器をいう。 

 三十三 「クラス２容器」、「クラス２管」、「クラ

ス２ポンプ」又は「クラス２弁」とは、

それぞれ次に掲げる機器（設計基準対象

施設に属するものに限る。）に該当する

容器、管、ポンプ又は弁をいう。  

  

イ 原子炉を安全に停止するため又は非常時

に安全を確保するために必要な設備であ

って、その故障、損壊等により公衆に放射

線障害を及ぼすおそれを間接に生じさせ

るものに属する機器（放射線管理設備に属

するダクトにあっては、原子炉格納容器の

貫通部から外側隔離弁までの部分に限

る。）。 

 

 イ 設計基準事故時及び設計基準事故に至る

までの間に想定される環境条件において、

発電用原子炉を安全に停止するため又は

発電用原子炉施設の安全を確保するため

に必要な設備であって、その損壊又は故障

その他の異常により公衆に放射線障害を

及ぼすおそれを間接に生じさせるものに

属する機器（放射線管理施設又は原子炉格

納施設（非常用ガス処理設備に限る。）に

属するダクトにあっては、原子炉格納容器

の貫通部から外側隔離弁までの部分に限

る。） 

  

ロ タービンを駆動させることを主たる目的

とする流体（蒸気及び給水をいう。）が循

環する回路に係る設備に属する機器であ

って、クラス１機器の下流側に位置する蒸

気系統のうちクラス１機器からこれに最

も近い止め弁までのもの、及びクラス１機

器の上流側に位置する給水系統のうちク

ラス１機器からこれに最も近い止め弁ま

でのもの。 

 ロ 蒸気タービンを駆動させることを主たる

目的とする流体（蒸気及び給水をいう。）

が循環する回路に係る設備に属する機器

であって、クラス１機器（クラス１容器、

クラス１管、クラス１ポンプ又はクラス１

弁をいう。以下同じ。）の下流側に位置す

る蒸気系統のうちクラス１機器からこれ

に最も近い止め弁までのもの及びクラス

１機器の上流側に位置する給水系統のう

ちクラス１機器からこれに最も近い止め

弁までのもの 

  

ハ イ及びロに掲げる機器以外の機器であっ

て、原子炉格納容器の貫通部から内側隔離

弁又は外側隔離弁までのもの。 

 ハ イ及びロに掲げる機器以外の機器であっ

て、原子炉格納容器の貫通部から内側隔離

弁又は外側隔離弁までのもの 

  

十八 「クラス３容器」又は「クラス３管」（以下

「クラス３機器」という。）とは、クラス

１機器、クラス２機器、原子炉格納容器及

び放射線管理設備に属するダクト以外の

容器又は管（内包する流体の放射性物質の

濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチ

メートル（流体が液体の場合にあっては、

三十七キロベクレル毎立方センチメート

ル）以上の管又は最高使用圧力が零メガパ

スカルを超える管に限る。）をいう。 

 

 三十四 「クラス３容器」又は「クラス３管」と

は、それぞれクラス１機器、クラス２機

器（クラス２容器、クラス２管、クラス

２ポンプ又はクラス２弁をいう。以下同

じ。）、原子炉格納容器及び放射線管理施

設若しくは原子炉格納施設（非常用ガス

処理設備に限る。）に属するダクト以外

の設計基準対象施設に属する容器又は

管（内包する流体の放射性物質の濃度が

三十七ミリベクレル毎立方センチメー

トル（流体が液体の場合にあっては、三

十七キロベクレル毎立方センチメート

ル）以上の管又は最高使用圧力が零メガ

  



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-12 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則（令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈（令和 5年 2月 22日） 
備考 

パスカルを超える管に限る。）をいう。 

十九 「クラス４管」とは、放射線管理設備に属

するダクトであって、内包する流体の放射

性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立

方センチメートル以上のもの（クラス２管

に属する部分を除く。）をいう。 

 三十五 「クラス４管」とは、放射線管理施設又

は原子炉格納施設（非常用ガス処理設備

に限る。）に属するダクトであって、内

包する流体の放射性物質の濃度が三十

七ミリベクレル毎立方センチメートル

以上のもの（クラス２管に属する部分を

除く。）をいう。  

  

二十四 「クラス１支持構造物」、「クラス２支持

構造物」又は「原子炉格納容器支持構造

物」とは、それぞれクラス１機器、クラ

ス２機器又は原子炉格納容器を支持す

る構造物をいう。 

６ 「炉心支持構造物」とは、原子炉圧力容器の

内部において燃料集合体を直接に支持する

か又は拘束する部材をいう。 

三十六 「クラス１支持構造物」、「クラス２支持

構造物」又は「原子炉格納容器支持構造

物」とは、それぞれクラス１機器、クラ

ス２機器又は原子炉格納容器を支持す

る構造物をいう。  

  

  三十七 「重大事故等クラス１容器」、「重大事故

等クラス１管」、「重大事故等クラス１ポ

ンプ」又は「重大事故等クラス１弁」と

は、それぞれ重大事故等対処設備に属す

る容器、管、ポンプ又は弁（特定重大事

故等対処施設に属するものに限る。）を

いう。 

  

  三十八 「重大事故等クラス２容器」、「重大事故

等クラス２管」、「重大事故等クラス２ポ

ンプ」又は「重大事故等クラス２弁」と

は、それぞれ重大事故等対処設備のうち

常設のもの（重大事故等対処設備のうち

可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等

対処設備」という。）と接続するものに

あっては、当該可搬型重大事故等対処設

備と接続するために必要な発電用原子

炉施設内の常設の配管、弁、ケーブルそ

の他の機器を含む。以下「常設重大事故

等対処設備」という。）に属する容器、

管、ポンプ又は弁（特定重大事故等対処

施設に属するものを除く。）をいう。 

  

  三十九 「重大事故等クラス３容器」、「重大事故

等クラス３管」、「重大事故等クラス３ポ

ンプ」又は「重大事故等クラス３弁」と

は、それぞれ可搬型重大事故等対処設備

に属する容器、管、ポンプ又は弁をいう。 

  

  四十 「重大事故等クラス１支持構造物」とは、

重大事故等クラス１機器（重大事故等クラ

ス１容器、重大事故等クラス１管、重大事

故等クラス１ポンプ又は重大事故等クラ

ス１弁をいう。以下同じ。）を支持する構

造物をいう。  

  



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-13 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則（令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈（令和 5年 2月 22日） 
備考 

  四十一 「重大事故等クラス２支持構造物」とは、

重大事故等クラス２機器（重大事故等ク

ラス２容器、重大事故等クラス２管、重

大事故等クラス２ポンプ又は重大事故

等クラス２弁をいう。以下同じ。）を支

持する構造物をいう。  

  

三十四 「最高使用圧力」とは、対象とする機器

又は炉心支持構造物がその主たる機能

を果たすべき運転状態において受ける

最高の圧力以上の圧力であって、設計上

定めるものをいう。 

７ 第３４号、第３５号及び第３６号に規定する

「その主たる機能を満たすべき運転状態」と

は、日本機械学会「発電用原子力設備規格 設

計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版を

含む））（JSME S NC1-2005/2007）」（以下「設

計・建設規格 2005(2007)」という。）GNR-2110

及び同解説に規定される「供用状態」をいう。

（日本機械学会「発電用原子力設備規格 設

計・建設規格」（2007 年追補版）並びに【事

例規格】「設計・建設規格 2005年版「管の設

計」（管継手、フランジ）の JIS 規格年度の

読替規定（NC-CC-003）」及び【事例規格】「設

計・建設規格 2005 年版付録材料図表 JIS 規

格年度の読替規定（NC-CC-004）」に関する技

術評価書（平成２０年１０月））（以下「設計・

建設規格 2007技術評価書」という。） 

四十二 「最高使用圧力」とは、設置許可基準規

則第二条第二項第三十八号に規定する

最高使用圧力をいう。  

  

三十五 「最高使用温度」とは、対象とする機器、

支持構造物又は炉心支持構造物がその

主たる機能を果たすべき運転状態にお

いて生じる最高の温度以上の温度であ

って、設計上定めるものをいう。 

四十三 「最高使用温度」とは、設置許可基準規

則第二条第二項第三十九号に規定する

最高使用温度をいう。  

 

  

三十六 「最低使用温度」とは、対象とする機器、

支持構造物又は炉心支持構造物がその

主たる機能を果たすべき運転状態又は

試験状態において生ずる最低の温度以

下の温度であって、設計上定めるものを

いう。 

四十四 「最低使用温度」とは、対象とする機器、

支持構造物又は炉心支持構造物がその

主たる機能を果たすべき運転状態又は

試験状態において生ずる最低の温度以

下の温度であって、設計上定めるものを

いう。 

６ 第２項第４４号に規定する「その主たる機能

を果たすべき運転状態」とは、日本機械学会

「発電用原子力設備規格 設計・建設規格

（2005 年版（2007 年追補版を含む。））（JSME 

S NC1-2005/2007）」（以下「設計・建設規格

2005(2007)」という。）GNR-2110 又は日本機

械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設

規格（2012 年版）（JSME S NC1-2012）」（以

下「「設計・建設規格 2012」」という。）

GNR-2110 及び同解説に規定される「供用状

態」をいう。（「日本機械学会「発電用原子力

設備規格 設計・建設規格」（2007 年追補版）

並びに【事例規格】「設計・建設規格 2005年

版「管の設計」（管継手、フランジ）の JIS

規格年度の読替規定（NC-CC-003）」及び【事

例規格】「設計・建設規格 2005年版付録材料

図表 JIS規格年度の読替規定（NC-CC-004）」

に関する技術評価書」（平成２０年１０月原

子力安全・保安院、原子力安全基盤機構取り

まとめ）（以下「「設計・建設規格 2007 技術

評価書」」という。）及び「日本機械学会「発

電用原子力設備規格 設計・建設規格（2012

年版）」（JSME S NC1-2012）に関する技術評

価書」（原規技発第 1408062 号（平成２６年

８月６日原子力規制委員会決定。以下「「設

計・建設規格 2012 技術評価書」」という。））  

7 第２項第４４号に規定する「炉心支持構造物」

とは、原子炉圧力容器の内部において燃料集

合体を直接に支持するか又は拘束する部材を

いう。 

 



技術基準規則の新旧比較表 

9-別 1-14

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則（令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈（令和 5年 2月 22日） 
備考 

二十五 「運転状態Ⅰ」とは、原子炉施設の通常

運転時の状態をいう。 

四十五 「運転状態Ⅰ」とは、発電用原子炉施設

の通常運転時の状態をいう。 

二十六 「運転状態Ⅱ」とは、運転状態Ⅰ、運転

状態Ⅲ、運転状態Ⅳ及び試験状態以外の

状態をいう。 

四十六 「運転状態Ⅱ」とは、設計基準事故時及

び設計基準事故に至るまでの間に想定

される環境条件において、運転状態Ⅰ、

運転状態Ⅲ、運転状態Ⅳ及び試験状態以

外の状態をいう。  

二十七 「運転状態Ⅲ」とは、原子炉施設の故障、

誤作動等により原子炉の運転の停止が

緊急に必要とされる状態をいう。 

四十七 「運転状態Ⅲ」とは、設計基準事故時及

び設計基準事故に至るまでの間に想定

される環境条件において、発電用原子炉

施設の故障、誤作動その他の異常により

発電用原子炉の運転の停止が緊急に必

要とされる状態をいう。  

二十八 「運転状態Ⅳ」とは、原子炉施設の安全

設計上想定される異常な事態が生じて

いる状態をいう。 

四十八 「運転状態Ⅳ」とは、設計基準事故時及

び設計基準事故に至るまでの間に想定

される環境条件において、発電用原子炉

施設の安全設計上想定される異常な事

態が生じている状態をいう。  

三十七 「機械的荷重」とは、自重、管又は支持

構造物からの反力その他付加荷重のう

ち地震荷重を除くものであって、設計上

定めるものをいう。 

四十九 「機械的荷重」とは、自重、管又は支持

構造物からの反力その他附加荷重のう

ち地震荷重を除くものであって、設計上

定めるものをいう。  

三十 「荷重状態Ⅰ」とは、コンクリート製原子

炉格納容器が運転状態Ⅰ （積雪時及び暴

風時を除く。）において想定される荷重を

受ける状態をいう。 

五十 「荷重状態Ⅰ」とは、コンクリート製原子

炉格納容器が運転状態Ⅰ（積雪時及び暴風

時を除く。）において想定される荷重を受

ける状態をいう。  

三十一 「荷重状態Ⅱ」とは、コンクリート製原

子炉格納容器が次に掲げるいずれかの

状態において想定される荷重を受ける

状態をいう。 

五十一 「荷重状態Ⅱ」とは、コンクリート製原

子炉格納容器が次に掲げるいずれかの

状態において想定される荷重を受ける

状態をいう。 

イ 逃がし安全弁作動時の状態（積雪時及び暴

風時を除く。）

イ 逃がし安全弁作動時の状態（積雪時及び暴

風時を除く。）

ロ 原子炉格納容器耐圧試験時の状態（積雪時

及び暴風時を除く。）

ロ 原子炉格納容器耐圧試験時の状態（積雪時

及び暴風時を除く。）

ハ 運転状態Ⅰにおける積雪時の状態（暴風時

を除く。）

ハ 運転状態Ⅰにおける積雪時の状態（暴風時

を除く。）

三十二 「荷重状態Ⅲ」とは、コンクリート製原

子炉格納容器が運転状態Ⅰにおける暴

風時の状態又は運転状態Ⅳにおける荷

重状態Ⅳ以外の状態をいう。 

五十二 「荷重状態Ⅲ」とは、コンクリート製原

子炉格納容器が運転状態Ⅰにおける暴

風時の状態又は運転状態Ⅳにおける荷

重状態Ⅳ以外の状態をいう。  

三十三 「荷重状態Ⅳ」とは、コンクリート製原

子炉格納容器が運転状態Ⅳ（積雪時又は

暴風時を含む。）において原子炉格納容

器の安全上想定される異常な事態が生

じている状態をいう。 

五十三 「荷重状態Ⅳ」とは、コンクリート製原

子炉格納容器が運転状態Ⅳ（積雪時又は

暴風時を含む。）において原子炉格納容

器の安全上想定される異常な事態が生

じている状態をいう。  



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-15 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則（令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈（令和 5年 2月 22日） 
備考 

二十九 「試験状態」とは、耐圧試験により原子

炉施設に最高使用圧力を超える圧力が

加えられている状態をいう。 

 五十四 「試験状態」とは、耐圧試験により発電

用原子炉施設に最高使用圧力を超える

圧力が加えられている状態をいう。  

  

  五十五 「兼用キャスク」とは、設置許可基準規

則第二条第二項第四十一号に規定する

兼用キャスクをいう。 

  

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-16 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈 （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（特殊な設計による施設）  （特殊な設計による発電用原子炉施設）   

第三条  第三条   

特別の理由により原子力規制委員会及び経済

産業大臣の認可を受けた場合は、この命令の規

定によらないで原子炉及び蒸気タービン並び

にこれらの附属設備を施設することができる。 

１ 本省令の規定によらない場合又は本解釈に

照らして同等性の判断が困難な場合について

は、第３条によること。 

 

特別の理由により原子力規制委員会の認可

を受けた場合は、この規則の規定によらないで

発電用原子炉施設を施設することができる。 

 

１ 技術基準規則の規定によらない場合又は本

解釈に照らして同等性の判断が困難な場合

については、第３条によること。 

 

追加要求なし 

２ 前項の認可を受けようとする者は、その理由

及び施設方法を記載した申請書に関係図面

を添付して申請しなければならない。 

２ 第２項の規定により申請する場合の申請書

の様式及び添付図面は、次のとおりである。 

２ 前項の認可を受けようとする者は、その理由

及び施設方法を記載した申請書に関係図面

を添付して申請しなければならない。 

２ 第２項の規定により申請する場合の申請書

の様式及び添付図面は、様式１のとおりであ

る。 

追加要求なし 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-17 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈 （令和 5年 2月 22日） 
備考 

  （廃止措置中の発電用原子炉施設の維持）   

  第三条の二   

  法第四十三条の三の三十四第二項の認可を

受けた場合には、当該認可に係る廃止措置計

画（同条第三項において準用する法第十二条

の六第三項又は第五項の規定による変更の認

可又は届出があったときは、その変更後のも

の。以下この条において同じ。）で定める性能

維持施設（実用炉規則第百十五条の二第十一

号の性能維持施設をいう。）については、第二

章及び第三章の規定にかかわらず、当該認可

に係る廃止措置計画に定めるところにより、

当該施設を維持しなければならない。 

 追加要求 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-18 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

  第二章 設計基準対象施設   

  （設計基準対象施設の地盤）   

  第四条   

  設計基準対象施設は、設置許可基準規則第三

条第一項の地震力が作用した場合においても

当該設計基準対象施設を十分に支持すること

ができる地盤に施設しなければならない。ただ

し、兼用キャスクにあっては、地盤により十分

に支持されなくてもその安全機能が損なわれ

ない方法により設けることができるときは、こ

の限りでない。 

１ 第４条に規定する「十分に支持することがで

きる」とは、実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則（平成２５年原子力規制委員会規則第５

号。以下「設置許可基準規則」という。）第

３条第１項の規定に基づき設置許可で確認

した設計方針に基づき、設計基準対象施設に

ついて、以下のいずれかを満たすことをい

う。 

一 兼用キャスク貯蔵施設以外の設計基準

対象施設にあっては、自重や運転時の荷重

等に加え、設置許可基準規則第３条第１項

の地震力（耐震重要度分類（実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則の解釈（原規技発第 

1306193 号（平成２５年６月１９日原子力

規制委員会決定））の第４条の解釈中２に

規定する耐震重要度分類をいう。以下同

じ。）の各クラスに応じて設置許可基準規

則第４条第２項の規定により算定する地

震力（設置許可基準規則第３条第１項に規

定する耐震重要施設にあっては、基準地震

動による地震力（設置許可基準規則第４条

第３項に規定する基準地震動による地震

力をいう。以下同じ。）を含む。）をいう。）

が作用した場合においても、接地圧に対す

る十分な支持力を有すること。 

二 兼用キャスク貯蔵施設にあっては、自重

その他の貯蔵時に想定される荷重に加え、

設置許可基準規則第４条第２項の規定に

より算定する地震力（兼用キャスクにあっ

ては、基準地震動による地震力を含む。）

が作用した場合においても、接地圧に対す

る十分な支持力を有すること。 

 

２ 第４条に規定する「安全機能が損なわれない

方法」とは、設置許可基準規則第３条第１項

の方法をいう。
 

追加要求 

 



技術基準規則の新旧比較表 

9-別 1-19

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（耐震性） （地震による損傷の防止） 

第五条 第五条 

原子炉施設並びに一次冷却材又は二次冷却

材により駆動される蒸気タービン及びその附

属設備は、これらに作用する地震力による損壊

により公衆に放射線障害を及ぼさないように

施設しなければならない。 

１ 耐震性の評価については、施設の重要度に応

じて適用される地震力に対し、地震時にも敷

地周辺の公衆に放射線の影響を与えないと

の観点から、 

① 地震による事故発生の防止

② 原子炉の安全停止

③ 炉心崩壊熱の除去

④ 事故時に必要な設備の健全性の保持等

に必要な設備の機能維持又は構造強度の確

保を解析等により確認すること。

２ 原子力安全委員会「発電用原子炉施設に関す

る耐震設計審査指針（平成１８年９月１９日

原子力安全委員会決定）」（以下「新耐震設計

審査指針」という。）に適合すること。具体

的な評価手法については、「「発電用原子炉施

設に関する耐震設計審査指針」（平成１８年

９月１９日原子力安全委員会決定）に照らし

た「発電用原子力設備に関する技術基準を定

める省令」第５条への適合性に関する審査要

領（内規）」（平成 ２０年４月２３日付け平

成 20・04・21原院第 3号）によること。な

お、原子力安全委員会「発電用原子炉施設に

関する耐震設計審査指針（昭和５３年９月策

定、昭和５６年７月一部改訂、平成１３年３

月一部改訂）」（以下「旧耐震設計審査指針」

という。）を適用して設置又は設置変更が許

可された発電用原子力設備については、旧耐

震設計審査指針に適合すること。具体的な評

価手法については、日本電気協会電気技術指

針「原子力発電所耐震設計技術指針」

（JEAG4601-1987）、同補「原子力発電所耐震

設計技術指針重要度分類・許容応力編」

（JEAG4601-1984）及び「原子力発電所耐震

設計技術指針（追補版）」（JEAG4601-1991）

によること。また、新耐震設計審査指針又は

旧耐震設計審査指針のいずれも適用せず設

置又は設置変更が許可された発電用原子力

設備については、重要な建物・構築物及び機

器・配管系の耐震安全性が評価され、その結

果に基づいて、資源エネルギー庁がとりまと

めた「指針策定前の原子力発電所の耐震安全

性（平成７年９月）」において旧耐震設計審

査指針の考え方に照らしても耐震安全性が

確保されていると判断されていること。 

設計基準対象施設は、これに作用する地震力

（設置許可基準規則第四条第二項の規定によ

り算定する地震力をいう。）による損壊により

公衆に放射線障害を及ぼさないように施設し

なければならない。 

１ 第１項の規定は、設置許可基準規則第４条第

１項の規定に基づき設置許可で確認した設

計方針に基づき、設計基準対象施設が、設置

許可基準規則第４条第２項の地震力に対し、

施設の機能を維持していること又は構造強

度を確保していることをいう。 

追加要求 

２ 前項の地震力は、原子炉施設ならびに一次

冷却材により駆動される蒸気タービンお

よびその附属設備の構造ならびにこれら

が損壊した場合における災害の程度に応

じて、基礎地盤の状況、その地方における

過去の地震記録に基づく震害の程度、地震

活動の状況等を基礎として求めなければ

ならない。 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-20 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

 ３ 非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設

備に係るろ過装置の耐震性については、「非

常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備

に係るろ過装置の性能評価等について（内

規）（平成 20・02・12原院第 5号）によるこ

と。 

 

   

  ２ 耐震重要施設（設置許可基準規則第三条第一

項に規定する耐震重要施設をいう。以下同

じ。）は、基準地震動による地震力（設置許

可基準規則第四条第三項に規定する基準地

震動による地震力をいう。以下同じ。）に対

してその安全性が損なわれるおそれがない

ように施設しなければならない。  

２ 第２項の規定は、設置許可基準規則第４条第

３項の規定に基づき設置許可で確認した設

計方針に基づき、耐震重要施設が、設置許可

基準規則第４条第３項の基準地震動による

地震力に対し、施設の機能を維持しているこ

と又は構造強度を確保していることをいう。 

 

３ 動的機器に対する「施設の機能を維持してい

ること」とは、基準地震動による応答に対し

て、当該機器に要求される機能を保持するこ

とをいう。具体的には、当該機器の構造、動

作原理等を考慮した評価を行うこと、既往研

究で機能維持の確認がなされた機能確認済

加速度等を超えていないことを確認するこ

とをいう。 

 

追加要求 

  ３ 耐震重要施設が設置許可基準規則第四条第

三項の地震により生ずる斜面の崩壊により

その安全性が損なわれるおそれがないよう、

防護措置その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

４ 第３項の規定は、設置許可基準規則第４条第

４項の規定に基づき設置許可で確認した設

計方針に基づき、設置許可基準規則第４条第

３項の地震により斜面の崩壊が生じるおそ

れがある場合には、耐震重要施設の安全性を

損なわないよう、敷地内土木工作物による斜

面の保持等の措置を講ずること及びその機

能を維持していることをいう。 

 

追加要求 

  ４ 炉心内の燃料被覆材は、基準地震動による地

震力に対して放射性物質の閉じ込めの機能

が損なわれるおそれがないように施設しな

ければならない。 

 ５ 第４項に規定する「基準地震動による地震力

に対して放射性物質の閉じ込めの機能が損

なわれるおそれがない」とは、通常運転時及

び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれ

ぞれの荷重と基準地震動による地震力を組

み合わせた荷重条件により塑性ひずみが生

じる場合であっても、その量が小さなレベル

にとどまって破断延性限界に十分な余裕を

有し、放射性物質の閉じ込めの機能に影響を

及ぼさないことをいう。 

 

追加要求 

 



技術基準規則の新旧比較表 

9-別 1-21

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

５ 兼用キャスクは、設置許可基準規則第四条第

六項に規定する地震力に対してその安全性

が損なわれるおそれがないように施設しな

ければならない。 

 ６ 第５項の規定は、設置許可基準規則第４条第

６項の規定に基づき設置許可で確認した設

計方針に基づき、兼用キャスクが、同項の地

震力に対し、施設の機能を維持していること

又は構造強度を確保していることをいう。 

追加要求 

ただし，島根原子力

発電所では兼用キ

ャスクを保有して

いない。 

６ 兼用キャスクが設置許可基準規則第四条第

七項の地震により生ずる斜面の崩壊により

その安全性が損なわれるおそれがないよう、

防護措置その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 ７ 第６項の規定は、設置許可基準規則第４条第

７項の規定に基づき設置許可で確認した設

計方針に基づき、同項の斜面の崩壊が生じる

おそれがある場合には、兼用キャスクの安全

性を損なわないよう、敷地内土木工作物によ

る斜面の保持等の措置を講ずること及びそ

の機能を維持していることをいう。 

追加要求 

ただし，島根原子力

発電所では兼用キ

ャスクを保有して

いない。 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-22 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（津波による損傷の防止）  （津波による損傷の防止）   

第五条の二  第六条   

原子炉施設並びに一次冷却材又は二次冷却

材により駆動される蒸気タービン及びその附

属設備が、想定される津波により原子炉の安全

性を損なわないよう、防護措置その他の適切な

措置を講じなければならない。 

 

１ 第１項に規定する「適切な措置を講じなけれ

ばならない」とは、供用中における運転管理

等の運用上の措置を含む。 

設計基準対象施設（兼用キャスク及びその周

辺施設を除く。）が基準津波（設置許可基準規

則第五条第一項に規定する基準津波をいう。以

下同じ。）によりその安全性が損なわれるおそ

れがないよう、防護措置その他の適切な措置を

講じなければならない。 

１ 第１項の規定は、設置許可基準規則第５条第

１項の規定に基づき設置許可で確認した設

計方針に基づき、基準津波（設置許可基準規

則第５条第１項に規定する基準津波をいう。

以下同じ。）により設計基準対象施設の安全

性を損なわないよう、津波防護施設、浸水防

止設備及び津波監視設備の設置等の措置を

講じていること並びにそれらの機能を維持

していることをいう。 

追加要求 

２ 津波によって交流電源を供給する全ての設

備、海水を使用して原子炉施設を冷却する全

ての設備及び使用済燃料貯蔵槽を冷却する

全ての設備の機能が喪失した場合において

も直ちにその機能を復旧できるよう、その機

能を代替する設備の確保その他の適切な措

置を講じなければならない。 

２ 第２項に規定する「直ちに」とは、「交流電

源を供給する全ての設備、海水を使用して原

子炉施設を冷却する全ての設備及び使用済

燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備」の機能が

失われている状態においても炉心及び使用

済燃料貯蔵槽にある燃料に損傷が生じない

期間をいう。 

３ 第２項に規定する「その機能を代替する設備

の確保その他の適切な措置」とは、次の各号

に掲げる設備等による措置をいう。 

（１） 交流電源を供給する全ての設備の機能が

喪失した場合にあっては、原子炉の冷却維持

に係る計測制御装置等に必要な電源容量が

代替発電装置（移動式を含む。）等から給電

可能なように、同発電装置等から受電盤等接

続箇所までの電源ケーブルの配備等により

機動的な復旧対策が講じられるよう設備す

ること。 

（２） 海水を使用して原子炉施設を冷却する全

ての設備の機能が喪失した場合にあっては、

必要な水量が確保可能な水源から原子炉停

止時に原子炉圧力容器内において発生した

残留熱を除去できる設備（ただし、ＢＷＲに

ついては原子炉隔離時冷却系又は隔離時復

水器系、ＰＷＲについてはタービン駆動補助

給水系に限る。以下「冷却設備等」という。）

までの供給ルートの確保、代替ポンプによる

冷却設備等への給水又は海水冷却系統の予

備電動機の配備等により機動的な復旧対策

が講じられるよう設備すること。 

（３） 使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備

の機能が喪失した場合にあっては、必要な水

量が確保可能な水源から使用済燃料貯蔵槽

までの供給ルートの確保、代替ポンプによる

使用済燃料貯蔵槽への給水等により機動的

な復旧対策が講じられるよう設備すること。 

  追加要求なし 

 

当該要求は「実用発

電用原子炉及びそ

の附属施設の技術

基準に関する規則」

の第６３条，第６９

条及び第７２条等

に記載されている。 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-23 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

 ４  ２ 兼用キャスク及びその周辺施設が設置許可

基準規則第五条第二項に規定する津波によ

りその安全性が損なわれるおそれがないよ

う、防護措置その他の適切な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 第２項の規定は、設置許可基準規則第５条第

２項の規定に基づき設置許可で確認した設

計方針に基づき、設置許可基準規則第５条第

２項に規定する津波に対して兼用キャスク

が機能を維持していることをいう。 

追加要求 

ただし，島根原子力

発電所では兼用キ

ャスクを保有して

いない。 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-24 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（防護措置等）  （外部からの衝撃による損傷の防止）   

第四条  第七条   

原子炉施設並びに一次冷却材又は二次冷却

材により駆動される蒸気タービン及びその附

属設備が想定される自然現象（地すべり、断層、

なだれ、洪水、高潮、基礎地盤の不同沈下等を

いう。ただし、地震及び津波を除く。）により

原子炉の安全性を損なうおそれがある場合は、

防護措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置

を講じなければならない。 

１ 第１項に規定する「適切な措置を講じなけれ

ばならない」とは、供用中における運転管理

等の運用上の措置を含む。 

２ 第１項に規定する「想定される自然現象」に

は、台風、雪害を含む。 

設計基準対象施設（兼用キャスクを除く。）

が想定される自然現象（地震及び津波を除く。）

によりその安全性を損なうおそれがある場合

は、防護措置、基礎地盤の改良その他の適切な

措置を講じなければならない。  

１ 第１項に規定する「想定される自然現象」に

は、台風、竜巻、降水、積雪、凍結、落雷、

火山事象、生物学的事象、森林火災等を含

む 。  

２ 第１項に規定する「適切な措置を講じなけれ

ばならない」には、供用中における運転管理

等の運用上の措置を含む。  

追加要求 

旧安全設計審査指 

針の指針２で「自然 

現象に対する設計 

上の配慮」が要求さ 

れており，島根原子

力発電所では，台

風，降水，積雪，凍

結，落雷，高潮，生

物学的事象を考慮

している。 

２ 周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄

道、道路等がある場合において、事業所にお

ける火災又は爆発事故、危険物を搭載した車

両等の事故等により原子炉の安全性が損な

われないよう、防護措置その他の適切な措置

を講じなければならない。 

３ 第２項に規定する「適切な措置を講じなけれ

ばならない」には、対象とする発生源から一

定の距離を置くことを含む。 

２ 周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄

道、道路その他の外部からの衝撃が発生する

おそれがある要因がある場合には、事業所に

おける火災又は爆発事故、危険物を搭載した

車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及

び敷地周辺の状況から想定される事象であ

って人為によるもの（故意によるものを除

く。以下「人為による事象」という。）によ

り発電用原子炉施設（兼用キャスクを除く。）

の安全性が損なわれないよう、防護措置その

他の適切な措置を講じなければならない。  

３ 第２項に規定する「事故その他の敷地及び敷

地周辺の状況から想定される事象であって

人為によるもの」には、ダムの崩壊、船舶の

衝突、電磁的障害等の敷地及び敷地周辺の状

況から生じうる事故を含む。 

４ 第２項に規定する「適切な措置を講じなけれ

ばならない」には、対象とする発生源から一

定の距離を置くことを含む。  

追加要求 

３ 航空機の墜落により原子炉の安全性を損な

うおそれがある場合は、防護措置その他の適

切な措置を講じなければならない。 

４ 第３項の航空機落下については、「実用発電

用原子炉施設への航空機落下確率の評価基

準について」（平成１４・０７・２９原院第

４号）に基づいて確認すること。この場合に

おいて、設置許可申請時の航路に変更がない

ことにより確認すること。 

３ 航空機の墜落により発電用原子炉施設（兼用

キャスクを除く。）の安全性を損なうおそれ

がある場合は、防護措置その他の適切な措置

を講じなければならない。 

５ 第３項の航空機の墜落については、「実用発

電用原子炉施設への航空機落下確率の評価

基準について」（平成２１・０６・２５原院

第１号。平成２１年６月３０日原子力安全・

保安院制定））に基づいて確認すること。こ

の場合において、設置許可申請時の航路に変

更がないことにより確認すること。 

追加要求なし 

 

ただし，解釈におけ 

る「実用発電用原子 

炉施設への航空機 

落下確率の評価基 

準について」が改正 

されている。 

  ４ 兼用キャスクが設置許可基準規則第六条第

四項又は第五項の規定により定める自然現

象によりその安全性を損なうおそれがある

場合は、防護措置、基礎地盤の改良その他の

適切な措置を講じなければならない。 

６ 第４項及び第５項に規定する「適切な措置を

講じなければならない」には、供用中におけ

る運転管理等の運用上の措置及び対象とす

る発生源から一定の距離を置くことを含む。 

追加要求 

ただし，島根原子力

発電所では兼用キ

ャスクを保有して

いない。 

  ５ 兼用キャスクが設置許可基準規則第六条第

六項又は第七項の規定により定める人為に

よる事象によりその安全性が損なわれない

よう、防護措置その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-25 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（柵等の施設）  （立入りの防止）   

第七条  第八条   

原子力発電所には、人がみだりに管理区域内

に立ち入らないように壁、柵、へい等を設け、

かつ、管理区域である旨を表示しなければなら

ない。 

１ 第７条に規定する「みだりに」とは、不注意

又は知らずに容易に立ち入ることをいう。 

工場等には、人がみだりに管理区域内に立ち

入らないように壁、柵、塀その他の人の侵入を

防止するための設備を設け、かつ、管理区域で

ある旨を表示しなければならない。 

１ 第１項及び第３項に規定する「みだりに」と

は、不注意又は知らずに容易に立ち入ること

をいう。  

２ 「工場等」とは、実用発電用原子炉の設置、

運転等に関する規則第７条第１項第２号に

規定する「工場又は事業所」のことをいう。 

追加要求なし 

２ 原子力発電所には、保全区域（原子炉施設の

保全のために特に管理を必要とする場所で

あって、管理区域以外のものをいう。以下同

じ。）と管理区域以外の場所との境界には他

の場所と区別するため柵、へい等を設ける

か、又は保全区域である旨を表示しなければ

ならない。 

 ２ 保全区域（実用炉規則第二条第二項第五号に

規定する保全区域をいう。以下この項におい

て同じ。）と管理区域以外の場所との境界に

は、他の場所と区別するため、柵、塀その他

の保全区域を明らかにするための設備を設

けるか、又は保全区域である旨を表示しなけ

ればならない。  

 追加要求なし 

３ 原子力発電所には、業務上立ち入る者以外の

者がみだりに周辺監視区域内に立ち入るこ

とを制限するため柵、へい等を設けるか、又

は周辺監視区域である旨を表示しなければ

ならない。ただし、当該区域に人が立ち入る

おそれがないことが明らかな場合は、この限

りでない。 

２ 第３項に規定する「当該区域に人が立ち入る

おそれがないことが明らかな場合」とは、河

川、沼、湖、海、断崖等で当該区域の境界が

設定されているような場合であって、当該区

域に人が立ち入るおそれがないことが明ら

かな場合をいう。 

３ 工場等には、業務上立ち入る者以外の者がみ

だりに周辺監視区域内に立ち入ることを制

限するため、柵、塀その他の人の侵入を防止

するための設備を設けるか、又は周辺監視区

域である旨を表示しなければならない。ただ

し、当該区域に人が立ち入るおそれがないこ

とが明らかな場合は、この限りでない。 

 

３ 第３項に規定する「当該区域に人が立ち入る

おそれがないことが明らかな場合」とは、河

川、沼、湖、海、断崖等で当該区域の境界が

設定されているような場合であって、当該区

域に人が立ち入るおそれがないことが明ら

かな場合をいう。 

追加要求なし 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-26 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（不法侵入の防止）  （発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防

止） 

  

第七条の二  第九条   

原子力発電所には、安全設備が設置されてい

る施設に人が不法に侵入することを防止する

ため、適切な侵入防止措置を講じなければなら

ない。 

１ 第７条の２に規定する「適切な侵入防止措

置」とは、さく等の障壁による区画、出入口

の常時管理設備の施設をいう。 

工場等には、発電用原子炉施設への人の不法

な侵入、発電用原子炉施設に不正に爆発性又は

易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又

は他の物件を損傷するおそれがある物件が持

ち込まれること及び不正アクセス行為（不正ア

クセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年

法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不

正アクセス行為をいう。以下第三十五条第五号

において同じ。）を防止するため、適切な措置

を講じなければならない。 

１ 第９条に規定する「適切な措置」には、工場

等内の人による核物質の不法な移動又は妨

害破壊行為、郵便物などによる工場等外から

の爆破物又は有害物質の持ち込み及びサイ

バーテロへの対策としての柵等の障壁によ

る区画、出入口の常時管理設備の施設等が含

まれる。 

 

追加要求 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-27 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（急傾斜地の崩壊の防止）  （急傾斜地の崩壊の防止）   

第七条の三  第十条   

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する

法律（昭和四十四年法律第五十七号）第三条第

一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危

険区域内に施設する電気工作物は、当該区域内

の急傾斜地（同法第二条第一項に規定するもの

をいう。）の崩壊を助長し、または誘発するお

それがないように施設しなければならない。 

１ 第７条の３は、急傾斜地の崩壊による災害の

防止に関する法律（昭和４４年法律第５７

号）に基づき急傾斜地崩壊危険区域として指

定された地域に電気工作物を施設する場合

には、急傾斜地崩壊防止工事の技術基準(同

法施行令第３条)によること。 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する

法律（昭和四十四年法律第五十七号）第三条第

一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危

険区域内に施設する設備は、当該区域内の急傾

斜地（同法第二条第一項に規定するものをい

う。）の崩壊を助長し、又は誘発することがな

いように施設しなければならない。 

１ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する

法律（昭和４４年法律第５７号）に基づき急

傾斜地崩壊危険区域として指定された地域

に設備を施設する場合には、急傾斜地崩壊防

止工事の技術基準(同法施行令第３条)によ

ること。  

追加要求なし 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-28 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（火災による損傷の防止）  （火災による損傷の防止）   

第四条の二  第十一条   

原子炉施設又は蒸気タービン若しくはその

附属設備には、火災により原子炉の安全性が損

なわれないよう、次の各号に掲げる措置を適切

に組み合わせた措置を講じなければならない。 

１ 第４条の２に規定する「原子炉の安全性が損

なわれることのないよう、次の各号に掲げる

対策を適切に組み合わせた措置を講じなけ

ればならない」とは、火災の発生により、安

全設備の機能が損なわれ、原子炉の停止機

能、除熱機能及び放射性物質の制御されない

放出を防止する機能が損なわれないよう、原

子力安全委員会「発電用軽水型原子炉施設の

安全機能の重要度分類に関する審査指針」に

規定される重要度に応じて措置を講じるこ

と。 

設計基準対象施設が火災によりその安全性

が損なわれないよう、次に掲げる措置を講じな

ければならない。  

１ 第１１条に規定する措置とは、別途定める

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火

災防護に係る審査基準」（原規技発第 

1306195号（平成２５年６月１９日原子力規

制委員会決定））によること。  

 

追加要求 

一 火災の発生を防止するため、次の措置を講ず

ること。 

２ 第１項第１号（ホを除く。）から第３号まで

及び第２項に規定する措置とは、｢日本電気

協会「原子力発電所の火災防護規程

(JEAC4626-2010)」の適用に当たって(別記－

２)｣によること。（日本電気協会「原子力発

電所の火災防護規程（JEAC4626-2010）」に関

する技術評価書（平成２３年２月）） 

 

一 火災の発生を防止するため、次の措置を講ず

ること。  

  

イ 発火性又は引火性の物質を内包する系統

の漏えい防止その他の措置を講ずること。 

イ 発火性又は引火性の物質を内包する系統

の漏えい防止その他の措置を講ずること。 

  

ロ ケーブル、原子炉制御室その他原子炉の附

属設備にあっては、可燃性物質の量等に応

じて、不燃材料又は難燃材料を使用するこ

と。 

ロ 安全施設（設置許可基準規則第二条第二項

第八号に規定する安全施設をいう。以下同

じ。）には、不燃性材料又は難燃性材料を

使用すること。ただし、次に掲げる場合は、

この限りでない。  

 

  （１） 安全施設に使用する材料が、不燃性材料   

又は難燃性材料と同等以上の性能を有す

るもの（以下「代替材料」という。）であ

る場合  

 

  （２） 安全施設の機能を確保するために必要な

代替材料の使用が技術上困難な場合であ

って、安全施設における火災に起因して

他の安全施設において火災が発生するこ

とを防止するための措置が講じられてい

る場合  

２ 第１号ロ（２）に規定する「安全施設の機能

を確保するために必要な代替材料の使用が

技術上困難な場合であって、安全施設におけ

る火災に起因して他の安全施設において火

災が発生することを防止するための措置が

講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の

駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される

電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコー

ティング剤等、当該材料が発火した場合にお

いても、他の構築物、系統又は機器において

火災を生じさせるおそれが小さい場合をい

う。  

ハ 落雷その他の自然現象による火災発生を

防止するための避雷設備等を施設するこ

と。 

 ハ 避雷設備その他の自然現象による火災発

生を防止するための設備を施設すること。 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-29 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

ニ 水素の供給設備等にあっては、水素の燃

焼が起きた場合においても原子炉の安全

性を損なわないよう施設すること。 

 ニ 水素の供給設備その他の水素が内部に存

在する可能性がある設備にあっては、水素

の燃焼が起きた場合においても発電用原

子炉施設の安全性を損なわないよう施設

すること。  

 

ホ 放射線分解により発生し、蓄積した水素

の急速な燃焼によって、原子炉の安全性

を損なうおそれがある場合には、水素の

蓄積を防止する措置を講ずること。 

３ 第１項第１号ホの規定については、以下に

よること。 

・「放射線分解により発生し、蓄積した水素の急

速な燃焼によって、原子炉の安全性に影響を及

ぼすおそれがある場合」とは、水の放射線分解

によって原子炉で発生する水素が滞留、蓄積さ

れる可能性のある配管等の損傷により、原子炉

の安全性に影響を及ぼすおそれがあることを

いう。この場合において、水素燃焼によっても

破断可能性が極めて小さい配管内容積（１～３

０リットル程度）を有し、破断対策として元弁

を閉じて破断部を隔離できる配管（計装系配管

等）にあっては、原子炉の安全性に影響を及ぼ

すおそれが無いものとみなすことができる。 

・「水素の蓄積を防止する措置」とは、社団法人

火力原子力発電技術協会「ＢＷＲ配管における

混合ガス（水素･酸素）蓄積防止に関するガイ

ドライン（平成１７年１０月）｣の本文のみな

らず、具体的な評価手法等を規定した解説によ

ること。（社団法人火力原子力発電技術協会「Ｂ

ＷＲ配管における混合ガス（水素･酸素）蓄積

防止に関するガイドライン（平成１７年１０

月）に関する技術評価書（平成１７年１２月）」） 

 

ホ 放射線分解により発生し、蓄積した水素の

急速な燃焼によって、発電用原子炉施設の

安全性を損なうおそれがある場合には、水

素の蓄積を防止する措置を講ずること。 

３ 第１号ホの規定については、「実用発電用原

子炉及びその附属施設の火災防護に係る審

査基準」のほか、以下によること。  

・「放射線分解により発生し、蓄積した水素の急

速な燃焼によって、発電用原子炉施設の安全性

を損なうおそれがある場合」とは、水の放射線

分解によって発電用原子炉で発生する水素が

滞留、蓄積される可能性のある配管等の損傷に

より、発電用原子炉の安全性を損なうおそれが

あることをいう。この場合において、水素燃焼

によっても破断可能性が極めて小さい配管内

容積（１～３０リットル程度）を有し、破断対

策として元弁を閉じて破断部を隔離できる配

管（計装系配管等）にあっては、発電用原子炉

の安全性を損なうおそれがないものとみなす

ことができる。  

・「水素の蓄積を防止する措置」とは、「ＢＷＲ配

管における混合ガス（水素･酸素）蓄積防止に

関するガイドライン」（平成１７年１０月社団

法人火力原子力発電技術協会）の本文のみなら

ず、具体的な評価手法等を規定した解説による

こと。 （「社団法人火力原子力発電技術協会「Ｂ

ＷＲ配管における混合ガス（水素･酸素）蓄積

防止に関するガイドライン」に関する技術評価

書」（平成１７年１２月原子力安全・保安院、

原子力安全基盤機構取りまとめ）  

二 火災の検出及び消火のため、次の措置を講ず

ること。 

イ 早期に消火を行える検出設備及び消火設

備を施設すること。 

 二 火災の感知及び消火のため、次に掲げるとこ

ろにより、早期に火災発生を感知する設備

（以下「火災感知設備」という。）及び早期

に消火を行う設備（以下「消火設備」という。）

を施設すること。  

 

ロ イに定める検出設備及び消火設備は、火

災と同時に発生すると想定される自然現

象により、その能力が損なわれることが

ないこと。 

 イ 火災と同時に発生すると想定される自然

現象により、その機能が損なわれることが

ないこと。 

 

２ 前項第二号イに規定する検出設備及び消火

設備は、故障、損壊、誤作動等により安全設

備の機能を損なわないものでなければなら

ない。 

 ロ 消火設備にあっては、その損壊、誤作動又

は誤操作が起きた場合においても発電用

原子炉施設の安全性が損なわれることが

ないこと。  

４ 第２号ロの規定について、消火設備の損壊、

誤作動又は誤操作が起きた場合のほか、火災

感知設備の損壊、誤作動又は誤操作が起きた

ことにより消火設備が作動した場合におい

ても、発電用原子炉施設の安全性を損なわな

いものであること。 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-30 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

三 火災の影響を軽減するため、防火壁の設置そ

の他の措置を講ずること。 

 三 火災の影響を軽減するため、耐火性能を有す

る壁の設置その他の延焼を防止するための

措置その他の発電用原子炉施設の火災によ

り発電用原子炉を停止する機能が損なわれ

ることがないようにするための措置を講ず

ること。 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

  （発電用原子炉施設内における溢
いっ

水等による損

傷の防止）  

  

  第十二条   

  設計基準対象施設が発電用原子炉施設内に

おける溢
いっ

水の発生によりその安全性を損なう

おそれがある場合は、防護措置その他の適切な

措置を講じなければならない。  

１ 第１項に規定する「発電用原子炉施設内にお 

ける溢
いっ

水の発生」とは、発電用原子炉施設内 

に設置された機器及び配管の破損（地震起因 

を含む。）、消火系統等の作動、使用済燃料貯 

蔵プール（ＢＷＲ）又は使用済燃料貯蔵ピット 

（ＰＷＲ）等のスロッシングその他の事象に 

より発生する溢
いっ

水をいう。 

２ 第１項に規定する「防護措置その他の適切な 

措置」とは、発電用原子炉施設内部で発生が 

想定される溢
いっ

水に対し、運転状態にある場合 

は原子炉を高温停止及び、引き続き低温停止 

することができ、並びに放射性物質の閉じ込 

め機能を維持できる措置をすること、また、 

停止状態にある場合は、引き続きその状態を 

維持できる措置をいう。さらに、使用済燃料 

貯蔵プール（ＢＷＲ）又は使用済燃料貯蔵ピ 

ット（ＰＷＲ）においては、プール冷却機能 

及びプールへの給水機能を維持できる措置 

をいう。 

追加要求 

  ２ 設計基準対象施設が発電用原子炉施設内の放

射性物質を含む液体を内包する容器、配管そ

の他の設備から放射性物質を含む液体があふ

れ出るおそれがある場合は、当該液体が管理

区域外へ漏えいすることを防止するために必

要な措置を講じなければならない。 

３ 第２項に規定する「容器、配管その他の設備」 

には、次に掲げる設備を含む。 

・ポンプ、弁 

・使用済燃料貯蔵プール（ＢＷＲ）、使用済 

燃料貯蔵ピット（ＰＷＲ） 

・サイトバンカ貯蔵プール 

・原子炉ウェル、機器貯蔵プール（ＢＷＲ） 

・原子炉キャビティ（キャナルを含む。）（Ｐ 

ＷＲ） 

追加要求 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

  （安全避難通路等）   

  第十三条   

  発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を施設

しなければならない。 

 追加要求 

 

ただし，一，二号に

ついては旧安全設

計審査指針の指針

４６で要求されて

いる。 

  一 その位置を明確かつ恒久的に表示すること

により容易に識別できる安全避難通路 

 

  二 照明用の電源が喪失した場合においても機

能を損なわない避難用の照明 

 

  三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明

（前号の避難用の照明を除く。）及びその専

用の電源 

１ 第３号に規定する「設計基準事故が発生した

場合に用いる照明（前号の避難用の照明を除

く。）及びその専用の電源」は、昼夜、場所

を問わず、発電用原子炉施設内で事故対策の

ための作業が生じた場合に、作業が可能とな

る照明及び電源を施設すること。なお、現場

作業の緊急性との関連において、仮設照明

（可搬型）の準備に時間的余裕がある場合に

は、仮設照明による対応を考慮してもよい。 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（安全設備）  （安全設備）   

第八条の二  第十四条   

第二条第八号ハ及びホに掲げる安全設備は、当

該安全設備を構成する機械器具の単一故障（単一

の原因によって一つの機械器具が所定の安全機

能を失うことをいう。以下同じ。）が生じた場合

であって、外部電源が利用できない場合において

も機能できるように、構成する機械器具の機能、

構造及び動作原理を考慮して、多重性又は多様

性、及び独立性を有するように施設しなければな

らない。 

１ 第１項に規定する「単一故障」は、短期間で

は動的機器の単一故障を、長期間では動的機

器の単一故障又は静的機器の想定される単

一故障のいずれかをいう。 

２ 平成２年８月より前に原子炉設置許可を受

けた原子炉にあっては、定期安全レビューに

おいて運転管理等とあいまって多重性又は

多様性、及び独立性を有する施設と同等の機

能維持が確認されており、運転管理等の対応

がなされている場合には、「構成する機械器

具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多

重性又は多様性、及び独立性を有する」とみ

なすことができる。 

第二条第二項第九号ハ及びホに掲げる安全設

備は、当該安全設備を構成する機械又は器具の単

一故障（設置許可基準規則第十二条第二項に規定

する単一故障をいう。以下同じ。）が発生した場

合であって、外部電源が利用できない場合におい

ても機能できるよう、構成する機械又は器具の機

能、構造及び動作原理を考慮して、多重性又は多

様性を確保し、及び独立性を確保するよう、施設

しなければならない。 

 

１ 第１項に規定する「単一故障」は、短期間で

は動的機器の単一故障を、長期間では動的機

器の単一故障又は静的機器の想定される単

一故障のいずれかをいう。ここで、 短期間

と長期間の境界は 24 時間を基本とし、例え

ば、ＰＷＲの非常用炉心冷却系及び格納容器

熱除去系の注入モードから再循環モードへ

の切り替え等のように、運転モードの切り替

えを行う場合は、その時点を短期間と長期間

の境界とする。 

追加要求 

２ 安全設備は、想定されている全ての環境条件

においてその機能が発揮できるように施設

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

３ 第２項に規定する「想定されているすべての

環境条件」とは、通常運転時、運転時の異常

な過渡変化及び事故時において、所定の機能

を期待されている構築物、系統及び機器が、

その間にさらされると考えられるすべての

環境条件のことで、格納容器内の安全設備で

あれば通常運転からＬＯＣＡ時までの状態

において考えられる圧力、温度、放射線、湿

度をいう。また、「環境条件」には、冷却材

の性状（冷却材中の破損物等の異物を含む）

が含まれる。この場合において、配管内円柱

状構造物が流体振動により破損物として冷

却材に流入することの評価に当たっては、日

本機械学会「配管内円柱状構造物の流力振動

評価指針（JSME S012）」を適用すること。 

４ 第２項について、安全設備のうち供用期間中

において中性子照射脆化の影響を受ける原

子炉圧力容器にあっては、「日本電気協会「原

子力発電所用機器に対する破壊靭性の確認

試験方法」（JEAC 4206-2007）の適用に当た

って(別記－１１)」に掲げる、破壊じん性の

要求を満足すること。（日本電気協会規格「原

子 炉 構 造 材 の 監 視 試 験 方 法 」（ JEAC 

4201-2007）及び「原子力発電所用機器に対

する破壊靭性の確認試験方法」（ JEAC 

4206-2007）に関する技術評価書（平成２１

２ 安全設備は、設計基準事故時及び設計基準事

故に至るまでの間に想定される全ての環境

条件において、その機能を発揮することがで

きるよう、施設しなければならない。 

２ 第２項の規定は、安全設備のほか、「発電用

軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類

に関する審査指針（平成２年８月３０日原子

力安全委員会）」において規定される安全機

能を有する構築物、系統及び機器についても

適用するものとする。 

３ 第２項に規定する「想定される全ての環境条

件」とは、通常運転時、運転時の異常な過渡

変化時及び設計基準事故時において、所定の

機能を期待されている構築物、系統及び機器

が、その間にさらされると考えられる全ての

環境条件のことで、格納容器内の安全設備で

あれば通常運転からＬＯＣＡ（冷却材喪失事

故）時までの状態において考えられる圧力、

温度、放射線、湿度をいう。また、「環境条

件」には、冷却材の性状（冷却材中の破損物

等の異物を含む）が含まれる。なお、配管内

円柱状構造物が流体振動により破損物とし

て冷却材に流入することの評価に当たって

は、日本機械学会「配管内円柱状構造物の流

力振動評価指針（JSME S012）」を適用するこ

と。 

４ 第２項について、安全設備のうち供用期間中

において中性子照射脆化の影響を受ける原

子炉圧力容器にあっては、日本電気協会「原

子力発電所用機器に対する破壊靭性の確認

試験方法（JEAC4206-2007）」(以下「「破壊靭

性の確認試験方法（JEAC 4206-2007）」」とい

う。)の規定に「日本電気協会「原子力発電

所用機器に対する破壊靭性の確認試験方法

（JEAC 4206-2007）」の適用に当たって(別記

－１)」の要件を付したものに掲げる、破壊

追加要求 

解釈２については，

旧安全設計審査指

針６で「環境条件に

対する設計上の考

慮」として要求され

ている。 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

年８月）） じん性の要求を満足すること。この場合にお

いて、監視試験を行うに当たっては、日本電

気協会「原子炉構造材の監視試験方法（JEAC 

4201-2007）」（以下「「監視試験方法（JEAC 

4201-2007）」」という。）、「原子炉構造材の監

視試験方法（JEAC 4201-2007）[2010 年追補

版 ] 」（ 以 下 「「 監 視 試 験 方 法 （ JEAC 

4201-2007/2010）」」という。）及び「原子炉

構造材の監視試験方法（JEAC 4201-2007）

[2013年追補版]」（以下「「監視試験方法（JEAC 

4201-2007/2013）」」という。）の規定に「日

本電気協会「原子炉構造材の監視試験方法

（JEAC 4201）」の適用に当たって(別記－６)」

の要件を付したものによること。 

（「日本電気協会規格「原子炉構造材の監視

試験方法」（JEAC4201-2007）及び「原子力発

電所用機器に対する破壊靭性の確認試験方

法」（JEAC 4206-2007）に関する技術評価書」

（平成２１年８月原子力安全・保安院、原子

力安全基盤機構取りまとめ）、「日本電気協会

「原子炉構造材の監視試験方法 (JEAC 

4201-2007)[2010 年追補版]」に関する技術

評価書」（平成２３年５月原子力安全・保安

院、原子力安全基盤機構取りまとめ）及び「日

本電気協会「原子炉構造材の監視試験方法

(JEAC4201-2007)[2013 年追補版]」に関する

技術評価書」（原規技発 1510073 号（平成２

７年１０月７日原子力規制委員会決定））） 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（原子炉施設）  （設計基準対象施設の機能） 第１５条（設計基準対象施設の機能）  

第八条  第十五条   

原子炉施設は、通常運転時において原子炉の反

応度を安全かつ安定に制御でき、かつ、運転時の

異常な過渡変化時においても原子炉固有の出力

抑制特性を有するとともに原子炉の反応度を制

御することにより核分裂の連鎖反応を制御でき

る能力を有するものでなければならない。 

 設計基準対象施設は、通常運転時において発電

用原子炉の反応度を安全かつ安定的に制御でき、

かつ、運転時の異常な過渡変化時においても発電

用原子炉固有の出力抑制特性を有するとともに、

発電用原子炉の反応度を制御することにより核

分裂の連鎖反応を制御できる能力を有するもの

でなければならない。 

 追加要求なし 

２ 原子炉施設（補助ボイラーを除く。）は、そ

の健全性及び能力を確認するために、原子炉

の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点

検（試験及び検査を含む。）ができるように

施設しなければならない。 

１ 第２項に規定する「保守点検（試験及び検査

を含む。）ができるように施設しなければな

らない」とは、原子炉施設が所要の性能を確

認するために必要な保守及び点検が可能な

構造であり、かつ、そのために必要な配置、

空間等を備えたものであること。また、試験

及び検査には、電気事業法第４９条（使用前

検査）、同第５２条（溶接安全管理検査）、同

第５４条（定期検査）、同第５５条（定期安

全管理検査、定期事業者検査）に規定する検

査及び第１１条、第１７条第４項、第２２条

第６号、第３２条第１号ハ、同第２号ホ、同

第５号ロに規定する試験又は検査を含む。 

 

２ 設計基準対象施設は、その健全性及び能力を

確認するため、発電用原子炉の運転中又は停

止中に必要な箇所の保守点検（試験及び検査

を含む。）ができるよう、施設しなければな

らない。 

１ 第２項に規定する「保守点検（試験及び検査

を含む。）ができるよう、施設しなければな

らない」とは、発電用原子炉施設が所要の性

能を確認するために必要な保守及び点検が

可能な構造であり、かつ、そのために必要な

配置、空間等を備えたものであること。 

また、試験及び検査には、原子炉等規制法第

４３条の３の１１（使用前事業者検査等）及

び同法第４３条の３の１６（定期事業者検

査）に規定する検査並びに技術基準規則第２

１条、同規則第３２条第４項、同規則第３５

条第７号、同規則第４４条第１号ハ、同条第

２号ホ及び同条第５号ロに規定する試験を

含む。 

追加要求なし 

３ 原子炉施設は、通常運転時において容器、配

管、ポンプ、弁その他の機械器具から放射性

物質を含む流体が著しく漏えいする場合は、

流体状の放射性廃棄物を処理する設備によ

りこれを安全に処理するように施設しなけ

ればならない。 

２ 第３項に規定する「これを安全に処理するよ

うに施設しなければならない」とは、通常運

転時において容器、配管、ポンプ、弁その他

の機械器具からの放射性物質を含む流体が

著しく漏えいする場合（ＢＷＲの原子炉再循

環ポンプ軸封部のコントロールリークを含

む。）、液体にあってはこれらを原子炉格納容

器内、原子炉建屋、タービン建屋、原子炉補

助建屋等に設けられた機器又は床のそれぞ

れのドレンサンプ又はタンクに収集し、サン

プ又はタンクから放射性廃棄物処理施設に

移送して適切に処理ができるような施設と

すること。 

３ 設計基準対象施設は、通常運転時において容

器、配管、ポンプ、弁その他の機械又は器具

から放射性物質を含む流体が著しく漏えい

する場合は、流体状の放射性廃棄物を処理す

る設備によりこれを安全に処理するように

施設しなければならない。 

２ 第３項に規定する「これを安全に処理するよ

うに施設しなければならない」とは、通常運

転時において容器、配管、ポンプ、弁その他

の機械器具からの放射性物質を含む流体が

著しく漏えいする場合（ＢＷＲの原子炉再循

環ポンプ軸封部のコントロールリーク、高圧

タービン等の軸封部からの漏えい防止のた

めの衛帯（シール）蒸気及び低圧タービンの

空気の流入防止のための衛帯（シール）蒸気

を含む。）、液体にあってはこれらを原子炉格

納容器内、原子炉建屋、タービン建屋、原子

炉補助建屋等に設けられた機器又は床のそ

れぞれのドレンサンプ又はタンクに収集し、

サンプ又はタンクから放射性廃棄物処理設

備に移送して適切に処理ができるような施

設とすること。 

追加要求なし 

４ 原子炉施設に属する設備であって、蒸気ター

ビン、ポンプ等の損壊に伴う飛散物により損

傷を受け、原子炉施設の安全性を損なうこと

が想定されるものには、防護施設の設置その

他の損傷防止措置を講じなければならない。 

４ 第４項に規定する「蒸気タービンの損壊に伴

う飛散物により損傷を受け、原子炉施設の安

全性を損なうことが想定される」とは、ター

ビンミサイル発生時の対象物を破損する確

率が１０－７回／炉・年を超える場合をいう。

「ポンプ等の損壊に伴う飛散物により損傷

を受け、原子炉施設の安全性を損なうことが

想定される」とは、ＰＷＲの原子炉冷却材ポ

４ 設計基準対象施設に属する設備であって、蒸

気タービン、ポンプその他の機器又は配管の

損壊に伴う飛散物により損傷を受け、発電用

原子炉施設の安全性を損なうことが想定さ

れるものには、防護施設の設置その他の損傷

防止措置を講じなければならない。 

３ 第４項に規定する「蒸気タービンの損壊に伴

う飛散物により損傷を受け、発電用原子炉施

設の安全性を損なうことが想定される」と

は、タービンミサイル発生時の対象物を破損

する確率が１０－７回／炉・年を超える場合を

いう。「ポンプその他の機器又は配管の損壊

に伴う飛散物により損傷を受け、発電用原子

炉施設の安全性を損なうことが想定される」

追加要求なし 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-36 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

ンプフライホイールにあっては、限界回転数

が予想される最大回転数に比べて十分大き

いことを確認すれば安全性を損なうことが

想定されないものと判断する。 

３ 第４項に規定する「その他の損傷防止措置」

とは、（１）想定される飛散物の発生箇所と

防護対象機器の距離を十分にとること、又

は、（２）想定される飛散物の飛散方向を考

慮し、防護対象を損傷し安全性を損なうこと

がないよう配置上の配慮又は多重性を考慮

すること。 

 

とは、ＰＷＲの原子炉冷却材ポンプフライホ

イールにあっては、限界回転数が予想される

最大回転数に比べて十分大きいことを確認

すれば安全性を損なうことが想定されない

ものと判断する。 

４ 第４項に規定する「その他の損傷防止措置」

とは、（１）想定される飛散物の発生箇所と

防護対象機器の距離を十分にとること、又

は、（２）想定される飛散物の飛散方向を考

慮し、防護対象を損傷し安全性を損なうこと

がないよう配置上の配慮又は多重性を考慮

すること。 

５ 原子炉施設に属する設備を他の原子炉施設

と併用する場合は、原子炉の安全性を損なわ

ないように施設しなければならない。 

５ 第５項に規定する「原子炉の安全性を損なわ

ないように施設しなければならない」とは、

併用によっても、異常状態において必要とさ

れる安全設備の機能が阻害されることがな

いこと。 

５ 設計基準対象施設に属する安全設備であっ

て、第二条第二項第九号ハに掲げるものは、

二以上の発電用原子炉施設において共用し、

又は相互に接続するものであってはならな

い。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共

用し、又は相互に接続することによって当該

二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上

する場合は、この限りでない。 

５ 第５項に規定する「設計基準対象施設に属す

る安全設備であって、第二条第二項第九号ハ

に掲げるもの」については、「発電用軽水型

原子炉施設の安全機能の重要度分類に関す

る審査指針」（平成２年８月３０日原子力安

全委員会決定）において、クラスＭＳ－１に

分類される下記の機能を有する設備を対象

とする 。 

・原子炉の緊急停止機能 

・未臨界維持機能 

・原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機 

能 

・原子炉停止後の除熱機能 

・炉心冷却機能 

・放射性物質の閉じ込め機能並びに放射線の

遮蔽及び放出低減機能（ただし、可搬型再結

合装置及び沸騰水型発電用原子炉施設の排

気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能を

持つ構造物）を除く。） 

・工学的安全施設及び原子炉停止系への作動

信号の発生機能 

・安全上特に重要な関連機能（第２条第２項

第９号ホに掲げるものを含む。ただし、原子

炉制御室遮蔽、取水口及び排水口を除く。） 

追加要求 

  ６ 前項の安全設備以外の安全設備を二以上の

発電用原子炉施設と共用し、又は相互に接続

する場合には、発電用原子炉施設の安全性を

損なわないよう、施設しなければならない。 

６ 第６項に規定する「前項の安全設備以外の安

全設備」については、「発電用軽水型原子炉

施設の安全機能の重要度分類に関する審査

指針」（平成２年８月３０日原子力安全委員

会決定）において規定される安全機能を有す

る構築物、系統及び機器のうち、第５項に規

定する「設計基準対象施設に属する安全設備

であって、第二条第二項第九号ハに掲げるも

の」以外の設備を対象とする 。 

追加要求 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-37 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（保安電源設備）  （全交流動力電源喪失対策設備）   

第三十三条  第十六条   

５ 原子力発電所には、短時間の全交流動力電源

喪失時においても原子炉を安全に停止し、か

つ、停止後に冷却するための設備が動作する

ことができるよう必要な容量を有する蓄電

池等を施設しなければならない。 

 発電用原子炉施設には、全交流動力電源喪失時

から重大事故等（重大事故に至るおそれがある事

故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を

除く。以下同じ。）又は重大事故をいう。以下同

じ。）に対処するために必要な電力の供給が交流

動力電源設備から開始されるまでの間、発電用原

子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止

後に炉心を冷却するための設備が動作するとと

もに、原子炉格納容器の健全性を確保するための

設備が動作することができるよう、これらの設備

の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の設

計基準事故に対処するための電源設備を施設し

なければならない。 

１ 第１６条に規定する「必要な容量」とは、発

電用原子炉の停止、停止後の冷却、原子炉格

納容器の健全性の確保のために施設されて

いる設備に必要な容量をいう。 

 

追加要求 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-38 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（材料及び構造）  （材料及び構造）   

第九条  第十七条   

原子炉施設（圧縮機及び補助ボイラーを除く。）

に属する容器、管、ポンプ若しくは弁（以下「機

器」という。）若しくはこれらの支持構造物又は

炉心支持構造物の材料及び構造は、次の各号によ

らなければならない。この場合において、第一号

から第七号まで及び第十五号の規定については、

使用前に適用されるものとする。 

１ 第８号から第１４号までの構造強度は、電気

事業法第３９条第１項に基づき維持段階に

も適用される。 

設計基準対象施設（圧縮機、補助ボイラー、蒸

気タービン（発電用のものに限る。）、発電機、変

圧器及び遮断器を除く。）に属する容器、管、ポ

ンプ若しくは弁若しくはこれらの支持構造物又

は炉心支持構造物の材料及び構造は、次に定める

ところによらなければならない。この場合におい

て、第一号から第七号まで及び第十五号の規定に

ついては、法第四十三条の三の十一第二項に定め

る使用前事業者検査の確認を行うまでの間適用

する。 

１ 第８号から第１４号までの構造強度は、原子

炉等規制法第４３条の３の１４に基づき維

持段階にも適用される。 

２ 第一項に規定する「法第四十三条の三の十一

第二項に定める使用前事業者検査の確認を

行うまでの間適用する」とは、設計基準対象

施設（圧縮機、補助ボイラー、蒸気タービン

（発電用のものに限る。）、発電機、変圧器及

び遮断器を除く。）に属する容器、管、ポン

プ若しくは弁若しくはこれらの支持構造物

又は炉心支持構造物の使用前に適用するこ

とをいう。 

追加要求なし 

一 クラス１機器及びクラス１支持構造物に使

用する材料は、次によること。 

 一 クラス１機器及びクラス１支持構造物に使

用する材料は、次に定めるところによるこ

と。 

 追加要求なし 

イ クラス１機器又はクラス１支持構造物が、

その使用される圧力、温度、水質、放射線、

荷重等の条件に対して適切な機械的強度

及び化学的成分（使用中の応力等に対する

適切な耐食性を含む。）を有すること。 

２ 第１号イの「使用中の応力等に対する適切な

耐食性を含む」とは、日本機械学会「発電用

原子力設備規格 設計・建設規格」（JSME S 

NC1-2001）及び（JSME S NC1-2005）【事例規

格】発電用原子力設備における「応力腐食割

れ発生の抑制に対する考慮」（NC-CC-002）に

よること。 

（日本機械学会「発電用原子力設備規格 設

計・建設規格」（2001年版及び 2005 年版）

事例規格「過圧防護に関する規定

(NC-CC-001）」及び事例規格「応力腐食割れ

発生の抑制に対する考慮（NC-CC-002）」に関

する技術評価書（平成１８年８月）） 

イ クラス１機器又はクラス１支持構造物が、

その使用される圧力、温度、水質、放射線、

荷重その他の使用条件に対して適切な機

械的強度及び化学的成分（使用中の応力そ

の他の使用条件に対する適切な耐食性を

含む。）を有すること。 

３ 第１号イの「使用中の応力その他の使用条件

に対する適切な耐食性を含む」とは、日本機

械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設

規格」（JSME S NC1-2001）及び（JSME S 

NC1-2005）【事例規格】発電用原子力設備に

おける「応力腐食割れ発生の抑制に対する考

慮」（NC-CC-002）（JSME 発電用原子力設備規

格 設計・建設規格 事例規格 発電用原子力

設備における｢応力腐食割れ発生の抑制に対

する考慮｣(JSME S NC-CC-002) 正誤表（平成 

28 年 2 月 17 日付け）及び JSME 発電用原

子力設備規格 設計・建設規格 事例規格

(NC-CC-002)正誤表（令和元年 7 月 12 日付

け）を含む。）によること。 

（「日本機械学会「発電用原子力設備規格 設

計・建設規格」（2001 年版及び 2005 年版）

事 例 規 格 「 過 圧 防 護 に 関 す る 規 定

（NC-CC-001）」及び事例規格「応力腐食割れ

発生の抑制に対する考慮（NC-CC-002）」に関

する技術評価書」（平成１８年８月原子力安

全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）

及び「日本機械学会 設計・建設規格（JSME S 

NC1）正誤表（令和元年 7 月 12 日付け）等

及び日本電気協会 原子炉格納容器の漏えい

率試験規程（JEAC4203-2008）正誤表（平成 28 

年 12 月 13 日付け）等に関する技術評価

書」（原規技発第 2001159 号（令和 2 年 1 月

15 日原子力規制委員会決定）））） 

追加要求なし 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-39 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

ロ クラス１容器に使用する材料にあっては、

当該容器が使用される圧力、温度、放射線、

荷重等の条件に対して適切な破壊じん性

を有することを機械試験等により確認し

たものであること。 

３ 第１項第１号ロ、ハ、第２号ロ、第３号ロ、

第５号ロの破壊じん性の規定において、板厚

の薄い材料や高ニッケル合金等脆性破壊が

問題とならないことが明白な材料について

は機械試験による確認に代えて寸法や材質

により確認することができる。 

ロ クラス１容器に使用する材料にあっては、

当該容器が使用される圧力、温度、放射線、

荷重その他の使用条件に対して適切な破

壊じん性を有することを機械試験その他

の評価方法により確認したものであるこ

と。 

４ 第１号ロ、ハ、第２号ロ、第３号ロ、第５号

ロの破壊じん性の規定において、板厚の薄い

材料や高ニッケル合金等脆性破壊が問題と

ならないことが明白な材料については機械

試験による確認に代えて寸法や材質により

確認することができる。 

追加要求なし 

ハ クラス１機器（クラス１容器を除く。）又

はクラス１支持構造物（クラス１管及びク

ラス１弁を支持するものを除く。）に使用

する材料にあっては、当該機器又は当該支

持構造物の最低使用温度に対して適切な

破壊じん性を有することを機械試験等に

より確認したものであること。 

 ハ クラス１機器（クラス１容器を除く。）又

はクラス１支持構造物（クラス１管及びク

ラス１弁を支持するものを除く。）に使用

する材料にあっては、当該機器又は当該支

持構造物の最低使用温度に対して適切な

破壊じん性を有することを機械試験その

他の評価方法により確認したものである

こと。 

 追加要求なし 

ニ クラス１機器又はクラス１支持構造物（棒

及びボルトに限る。）に使用する材料にあ

っては、有害な欠陥がないことを非破壊試

験により確認したものであること。 

 ニ クラス１機器又はクラス１支持構造物（棒

及びボルトに限る。）に使用する材料にあ

っては、有害な欠陥がないことを非破壊試

験により確認したものであること。 

 追加要求なし 

二 クラス２機器及びクラス２支持構造物に使

用する材料は、次によること。 

 

４ 非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設

備に係るろ過装置の材料及び構造について

は、第９条第２号及び第９号の規定を準用す

るとともに、「非常用炉心冷却設備又は格納

容器熱除去設備に係るろ過装置の性能評価

等について（内規）（平成 20・02・12原院第

5号）」に適合すること。 

二 クラス２機器及びクラス２支持構造物に使

用する材料は、次に定めるところによるこ

と。 

５ 非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設

備に係るろ過装置の材料及び構造について

は、第２号及び第９号の規定を準用するとと

もに、「非常用炉心冷却設備又は格納容器熱

除去設備に係るろ過装置の性能評価等につ

いて（内規）」（平成２０・０２・１２原院第

5 号（平成２０年２月２７日原子力安全・保

安院制定））に適合すること。 

追加要求なし 

イ クラス２機器又はクラス２支持構造物が、

その使用される圧力、温度、荷重等の条件

に対して適切な機械的強度及び化学的成

分を有すること。 

 イ クラス２機器又はクラス２支持構造物が、

その使用される圧力、温度、荷重その他の

使用条件に対して適切な機械的強度及び

化学的成分を有すること。 

 追加要求なし 

ロ クラス２機器に使用する材料にあっては、

当該機器の最低使用温度に対して適切な

破壊じん性を有することを機械試験等に

より確認したものであること。 

 ロ クラス２機器に使用する材料にあっては、

当該機器の最低使用温度に対して適切な

破壊じん性を有することを機械試験その

他の評価方法により確認したものである

こと。 

 追加要求なし 

ハ クラス２機器に属する鋳造品にあっては、

有害な欠陥がないことを非破壊試験によ

り確認したものであること。 

 ハ クラス２機器に属する鋳造品にあっては、

有害な欠陥がないことを非破壊試験によ

り確認したものであること。 

 追加要求なし 

三 クラス３機器に使用する材料は、次によるこ

と。 

 三 クラス３機器（クラス３容器又はクラス３管

をいう。以下同じ。）に使用する材料は、次

に定めるところによること。 

 追加要求なし 

イ クラス３機器が、その使用される圧力、温

度、荷重等の条件に対して適切な機械的強

度及び化学的成分を有すること。 

 イ クラス３機器が、その使用される圧力、温

度、荷重その他の使用条件に対して適切な

機械的強度及び化学的成分を有すること。 

 追加要求なし 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-40 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

ロ 工学的安全施設に属するクラス３機器に

使用する材料にあっては、当該機器の最低

使用温度に対して適切な破壊じん性を有

することを機械試験等により確認したも

のであること。 

 

５ 第３号ロの「工学的安全施設に属するクラス

３機器」には非常用ディーゼル発電機の冷却

系が含まれる。 

（「安全設計分野及び放射線管理分野におけ

る日本電気協会規格に関する技術評価書（平

成１７年１２月）」） 

ロ 工学的安全施設に属するクラス３機器に

使用する材料にあっては、当該機器の最低

使用温度に対して適切な破壊じん性を有

することを機械試験その他の評価方法に

より確認したものであること。 

６ 第３号ロの「工学的安全施設に属するクラス

３機器」には非常用ディーゼル発電機の冷却

系が含まれる。 

（「安全設計分野及び放射線管理分野におけ

る日本電気協会規格に関する技術評価書」

（平成１７年１２月原子力安全・保安院、原

子力安全基盤機構取りまとめ）） 

追加要求なし 

四 クラス４管に使用する材料は、当該管が使用

される圧力、温度、荷重等の条件に対して適

切な機械的強度及び化学的成分を有するこ

と。 

 四 クラス４管に使用する材料は、当該管が使用

される圧力、温度、荷重その他の使用条件に

対して適切な機械的強度及び化学的成分を

有すること。 

 追加要求なし 

五 原子炉格納容器（コンクリート製原子炉格納

容器を除く。以下この号において同じ。）及

び原子炉格納容器支持構造物に使用する材

料は、次によること。 

 五 原子炉格納容器（コンクリート製原子炉格納

容器を除く。以下この号において同じ。）及

び原子炉格納容器支持構造物に使用する材

料は、次に定めるところによること。 

 追加要求なし 

イ 原子炉格納容器又は原子炉格納容器支持

構造物が、その使用される圧力、温度、湿

度、荷重等の条件に対して適切な機械的強

度及び化学的成分を有すること。 

 イ 原子炉格納容器又は原子炉格納容器支持

構造物が、その使用される圧力、温度、湿

度、荷重その他の使用条件に対して適切な

機械的強度及び化学的成分を有すること。 

 追加要求なし 

ロ 原子炉格納容器又は原子炉格納容器支持

構造物の最低使用温度に対して適切な破

壊じん性を有することを機械試験等によ

り確認したものであること。 

 ロ 原子炉格納容器又は原子炉格納容器支持

構造物の最低使用温度に対して適切な破

壊じん性を有することを機械試験その他

の評価方法により確認したものであるこ

と。 

 追加要求なし 

六 コンクリート製原子炉格納容器のコンクリ

ート部及び鋼製内張り部等に使用する材料

は、次によること。 

 六 コンクリート製原子炉格納容器のコンクリ

ート部及び鋼製内張り部等に使用する材料

は、次に定めるところによること。 

 追加要求なし 

イ コンクリートにあっては、当該原子炉格納

容器が使用される圧力、温度、荷重等の条

件に対して適切な圧縮強度を有すること。 

 イ コンクリートにあっては、当該原子炉格納

容器が使用される圧力、温度、荷重その他

の使用条件に対して適切な圧縮強度を有

すること。 

 追加要求なし 

ロ コンクリートにあっては、有害な膨張及び

鉄筋腐食を起こさないよう、長期の耐久性

を有すること。 

 ロ コンクリートにあっては、有害な膨張及び

鉄筋腐食を起こさないよう、長期の耐久性

を有すること。 

 追加要求なし 

ハ コンクリート部に強度部材として使用す

る鉄筋並びに緊張材及び定着具（以下「鉄

筋等」という。）にあっては、当該原子炉

格納容器が使用される圧力、温度、荷重等

の条件に対して適切な機械的強度、化学的

成分及び形状寸法を有すること。 

 ハ コンクリート部に強度部材として使用す

る鉄筋並びに緊張材及び定着具（以下「鉄

筋等」という。）にあっては、当該原子炉

格納容器が使用される圧力、温度、荷重そ

の他の使用条件に対して適切な機械的強

度、化学的成分及び形状寸法を有するこ

と。 

 追加要求なし 

ニ 鋼製内張り部等に使用する材料にあって

は、前号イ及びロの規定に準ずること。 

 ニ 鋼製内張り部等に使用する材料にあって

は、前号イ及びロの規定に準ずること。 

 追加要求なし 

七 炉心支持構造物に使用する材料は、第一号

イ、ハ及びニの規定に準ずること。 

 七 炉心支持構造物に使用する材料は、第一号

イ、ハ及びニの規定に準ずること。 

 追加要求なし 

  

八 クラス１機器及びクラス１支持構造物の構

造及び強度は、次によること。 

 八 クラス１機器及びクラス１支持構造物の構

造及び強度は、次に定めるところによるこ

 追加要求なし 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-41 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

と。 

イ クラス１機器にあっては、最高使用温度、

最高使用圧力及び機械的荷重が負荷され

ている状態（以下「設計上定める条件」と

いう。）において、全体的な変形を弾性域

に抑えること。 

６ 第８号イ及びロ、第９号イ、第１０号イ並び

に第１２号イの「全体的な変形を弾性域に抑

えること。」とは、構造上の全体的な変形を

弾性域に抑えることに加え、材料の引張り強

さに対しても十分な構造強度を有すること

をいう。 

イ クラス１機器にあっては、最高使用圧力、

最高使用温度及び機械的荷重が負荷され

ている状態（以下「設計上定める条件」と

いう。）において、全体的な変形を弾性域

に抑えること。 

７ 第８号イ及びロ、第９号イ、第１０号イ並び

に第１２号イの「全体的な変形を弾性域に抑

えること」とは、構造上の全体的な変形を弾

性域に抑えることに加え、材料の引張り強さ

に対しても十分な構造強度を有することを

いう。 

追加要求なし 

ロ クラス１支持構造物にあっては、運転状態

Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、全体的な変形

を弾性域に抑えること。 

７ 第８号イ、ロ、ハ及びニの適用に当っては、

解析により以下を確認すること。 

（１）イ及びロの「全体的な変形を弾性域に抑え

る」とは、一般部に加え、構造不連続部に

あっても塑性変形を許容しないこと。 

（２）ハの「全体的な塑性変形が生じないこと。

ただし、構造上の不連続部における局部的

な塑性変形はこの限りではない。」とは、

応力が集中する箇所である「構造上の不連

続部」にのみ一時的な荷重による塑性変形

を許容するが、構造体の機能低下に至るよ

うな塑性変形は許容しないこと。 

（３）ニの「延性破断に至る塑性変形が生じない

こと」とは、箇所の限定なしに塑性変形が

生じることを許容するが、構造体の著しい

機能喪失に至るような塑性変形は許容し

ないこと。 

ロ クラス１支持構造物にあっては、運転状態

Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、全体的な変形

を弾性域に抑えること。 

８ 第８号イ、ロ、ハ及びニの適用に当たっては、

解析により以下を確認すること。 

（１）イ及びロの「全体的な変形を弾性域に抑え

る」とは、一般部に加え、構造不連続部に

あっても塑性変形を許容しないこと。 

（２）ハの「全体的な塑性変形が生じないこと。

ただし、構造上の不連続部における局部的

な塑性変形はこの限りではない。」とは、

応力が集中する箇所である「構造上の不連

続部」にのみ一時的な荷重による塑性変形

を許容するが、構造体の機能低下に至るよ

うな塑性変形は許容しないこと。 

（３）ニの「延性破断に至る塑性変形が生じない

こと」とは、箇所の限定なしに塑性変形が

生じることを許容するが、構造体の著しい

機能喪失に至るような塑性変形は許容し

ないこと。 

追加要求なし 

ハ クラス１容器（オメガシール等を除く。）、

クラス１管、クラス１弁及びクラス１支持

構造物にあっては、運転状態Ⅲにおいて、

全体的な塑性変形が生じないこと。ただ

し、構造上の不連続部における局部的な塑

性変形はこの限りではない。 

 ハ クラス１容器（オメガシールその他のシー

ルを除く。）、クラス１管、クラス１弁及び

クラス１支持構造物にあっては、運転状態

Ⅲにおいて、全体的な塑性変形が生じない

こと。ただし、構造上の不連続部における

局部的な塑性変形はこの限りでない。 

 追加要求なし 

ニ クラス１容器（オメガシール等を除く。）、

クラス１管及びクラス１支持構造物にあ

っては、運転状態Ⅳにおいて、延性破断に

至る塑性変形が生じないこと。 

 ニ クラス１容器（オメガシールその他のシー

ルを除く。）、クラス１管及びクラス１支持

構造物にあっては、運転状態Ⅳにおいて、

延性破断に至る塑性変形が生じないこと。 

 追加要求なし 

ホ クラス１容器（ボルト、オメガシール等を

除く。）にあっては、試験状態において、

全体的な塑性変形が生じないこと。ただ

し、構造上の不連続部における局部的な塑

性変形はこの限りでない。 

８ 第８号ホ及びヘの「ボルト等」とは、ボルト

及びナットをいう。ハからホの「オメガシー

ル等」とは、オメガシール及びキャノピーシ

ールをいう。 

ホ クラス１容器（ボルトその他の固定用金

具、オメガシールその他のシールを除く。）

にあっては、試験状態において、全体的な

塑性変形が生じないこと。ただし、構造上

の不連続部における局部的な塑性変形は

この限りでない。 

９ 第８号ホ及びヘの「ボルトその他の固定用金

具」とは、ボルト及びナット等をいう。ハか

らホの「オメガシールその他のシール」とは、

オメガシール及びキャノピーシールをいう。 

追加要求なし 

ヘ クラス１容器（ボルト等を除く。）、クラス

１管、クラス１弁（弁箱に限る。）及びク

ラス１支持構造物にあっては、運転状態Ⅰ

及び運転状態Ⅱにおいて、進行性変形が生

じないこと。 

９ 第８号ヘの「進行性変形」とは、内圧などに

よる一定の応力（一次応力）が加わった状態

で、熱応力等（二次応力）による変形（ひず

み）が弾性的挙動を示す領域を超え繰り返し

加えられる場合に、その変形（ひずみ）が一

方向に蓄積されるもので、「進行性変形が生

じないこと。」とは、その二次応力による変

ヘ クラス１容器（ボルトその他の固定用金具

を除く。）、クラス１管、クラス１弁（弁箱

に限る。）及びクラス１支持構造物にあっ

ては、運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおい

て、進行性変形が生じないこと。 

１０ 第８号ヘの「進行性変形」とは、内圧など

による一定の応力（一次応力）が加わった

状態で、熱応力等（二次応力）による変形

（ひずみ）が弾性的挙動を示す領域を超え

繰り返し加えられる場合に、その変形（ひ

ずみ）が一方向に蓄積されるもので、「進

行性変形が生じないこと」とは、その二次

追加要求なし 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-42 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

形（ひずみ）を弾性的挙動を示す範囲内に抑

えること。 

応力による変形（ひずみ）を弾性的挙動を

示す範囲内に抑えること。 

ト クラス１容器、クラス１管、クラス１弁（弁

箱に限る。）及びクラス１支持構造物にあ

っては、運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおい

て、疲労破壊が生じないこと。 

 ト クラス１容器、クラス１管、クラス１弁（弁

箱に限る。）及びクラス１支持構造物にあ

っては、運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおい

て、疲労破壊が生じないこと。 

 追加要求なし 

チ クラス１容器（胴、鏡板等に限る。）にあ

っては、運転状態Ⅰ、運転状態Ⅱ、運転状

態Ⅲ及び運転状態Ⅳ並びに試験状態にお

いて、座屈が生じないこと。 

１０ 第８号チの「等」とは外面から圧力を受け

る円筒形若しくは管状のものをいう 

１１ 第１号から５号、７号から１２号及び１４

号の規定に適合する材料及び構造とは、

「設計・建設規格 2005(2007)」の規定に、

日本機械学会「設計・建設規格」の適用に

当たって（別記４）」の要件を付したもの

によること。（設計・建設規格 2007技術評

価書）ウェルドオーバーレイ工法を適用す

る場合は、第１号及び第８号の規定に適合

するため、「ウェルドオーバーレイ工法の

適用に当たって（別記－１３）によること。 

チ クラス１容器（胴、鏡板及び外側から圧力

を受ける円筒形又は管状のものに限る。）

にあっては、運転状態Ⅰ、運転状態Ⅱ、運

転状態Ⅲ及び運転状態Ⅳ並びに試験状態

において、座屈が生じないこと。 

１１ 第１号から第５号まで、第７号から第１２

号まで及び第１４号の規定に適合する材

料及び構造とは、「設計・建設規格

2005(2007)」又は「設計・建設規格 2012」

及び日本機械学会「発電用原子力設備規格 

材料規格（2012 年版）（JSME S NJ1-2012）」

（以下「「材料規格 2012」」という。）の規

定に、「日本機械学会「設計・建設規格」

及び「材料規格」の適用に当たって（別記

－２）」の要件を付したものによること。

ただし、施設時に「設計・建設規格 

2005(2007)」又は「設計・建設規格 2012」

及び「材料規格 2012」が適用されていな

い設計基準対象施設については、施設時に

適用された規格（「発電用原子力設備に関

する構造等の技術基準（昭和５５年通商産

業省告示第５０１号）」等）によること。

（「設計・建設規格 2007 技術評価書」、「設

計・建設規格 2012 技術評価書」及び「日

本機械学会「発電用原子力設備規格 材料

規格（2012 年版）」（JSME S NJ1-2012）に

関する技術評価書」（原規技発第 1408062 

号（平成２６年８月６日原子力規制委員会

決定。以下「「材料規格 2012 技術評価書」」

という。）） 

ウェルドオーバーレイ工法を適用する場

合は、第１号及び第８号の規定に適合する

ため、「ウェルドオーバーレイ工法の適用

に当たって（別記－３）」によること。 

追加要求なし 

リ クラス１管にあっては、設計上定める条件

において、座屈が生じないこと。 

 リ クラス１管にあっては、設計上定める条件

において、座屈が生じないこと。 

 追加要求なし 

ヌ クラス１支持構造物にあっては、運転状態

Ⅰ、運転状態Ⅱ、運転状態Ⅲ及び運転状態

Ⅳにおいて、座屈が生じないこと。 

 ヌ クラス１支持構造物にあっては、運転状態

Ⅰ、運転状態Ⅱ、運転状態Ⅲ及び運転状態

Ⅳにおいて、座屈が生じないこと。 

 追加要求なし 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-43 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

ル ロ、ハ、ニ、ヘ、ト及びヌにかかわらず、

クラス１支持構造物であって、クラス１容

器に溶接により取り付けられ、その損壊に

より、クラス１容器の損壊を生じさせるお

それのあるものにあっては、クラス１容器

の規定に準ずること。 

 ル ロ、ハ、ニ、ヘ、ト及びヌにかかわらず、

クラス１支持構造物であって、クラス１容

器に溶接により取り付けられ、その損壊に

より、クラス１容器の損壊を生じさせるお

それがあるものにあっては、クラス１容器

の規定に準ずること。 

 追加要求なし 

九 クラス２機器及びクラス２支持構造物の構

造及び強度は、次によること。 

 九 クラス２機器及びクラス２支持構造物の構

造及び強度は、次に定めるところによるこ

と。 

 追加要求なし 

イ クラス２機器にあっては、設計上定める条

件において、全体的な変形を弾性域に抑え

ること。 

 イ クラス２機器にあっては、設計上定める条

件において、全体的な変形を弾性域に抑え

ること。 

 追加要求なし 

ロ クラス２機器に属する伸縮継手にあって

は、設計上定める条件で応力が繰り返し加

わる場合において、疲労破壊が生じないこ

と。 

 ロ クラス２機器に属する伸縮継手にあって

は、設計上定める条件で応力が繰り返し加

わる場合において、疲労破壊が生じないこ

と。 

 追加要求なし 

ハ クラス２管（伸縮継手を除く。）にあって

は、運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、

疲労破壊が生じないこと。 

 ハ クラス２管（伸縮継手を除く。）にあって

は、運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、

疲労破壊が生じないこと。 

 追加要求なし 

ニ クラス２容器及びクラス２管にあっては、

設計上定める条件において、座屈が生じな

いこと。 

 ニ クラス２容器及びクラス２管にあっては、

設計上定める条件において、座屈が生じな

いこと。 

 追加要求なし 

ホ クラス２支持構造物であって、クラス２機

器に溶接により取り付けられ、その損壊に

よりクラス２機器に損壊を生じさせるお

それのあるものにあっては、運転状態Ⅰ及

び運転状態Ⅱにおいて、延性破断及び座屈

が生じないこと。 

 ホ クラス２支持構造物であって、クラス２機

器に溶接により取り付けられ、その損壊に

よりクラス２機器に損壊を生じさせるお

それがあるものにあっては、運転状態Ⅰ及

び運転状態Ⅱにおいて、延性破断及び座屈

が生じないこと。 

 追加要求なし 

十 クラス３機器の構造及び強度は、次によるこ

と。 

 十 クラス３機器の構造及び強度は、次に定める

ところによること。 

 追加要求なし 

イ 設計上定める条件において、全体的な変形

を弾性域に抑えること。 

 イ 設計上定める条件において、全体的な変形

を弾性域に抑えること。 

 追加要求なし 

ロ クラス３機器に属する伸縮継手にあって

は、設計上定める条件で応力が繰り返し加

わる場合において、疲労破壊が生じないこ

と。 

 ロ クラス３機器に属する伸縮継手にあって

は、設計上定める条件で応力が繰り返し加

わる場合において、疲労破壊が生じないこ

と。 

 追加要求なし 

ハ 設計上定める条件において、座屈が生じな

いこと。 

 ハ 設計上定める条件において、座屈が生じな

いこと。 

 追加要求なし 

十一 クラス４管の構造及び強度は、設計上定め

る条件において、延性破断に至る塑性変形

を生じないこと。 

 十一 クラス４管の構造及び強度は、設計上定め

る条件において、延性破断に至る塑性変形

を生じないこと。 

 追加要求なし 

十二 原子炉格納容器（コンクリート製原子炉格

納容器を除く。）及び原子炉格納容器支持

構造物の構造及び強度は、次によること。 

 十二 原子炉格納容器（コンクリート製原子炉格

納容器を除く。）及び原子炉格納容器支持

構造物の構造及び強度は、次に定めるとこ

ろによること。 

 追加要求なし 

イ 原子炉格納容器（ロに掲げる部分を除く。）

にあっては、設計上定める条件において、

 イ 原子炉格納容器（ロに掲げる部分を除く。）

にあっては、設計上定める条件において、

 追加要求なし 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-44 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

全体的な変形を弾性域に抑えること。 全体的な変形を弾性域に抑えること。 

ロ 原子炉格納容器のうち著しい応力が生じ

る部分及び特殊な形状の部分にあっては、

第八号イ、ハ、ニ及びホのクラス１容器の

規定を準用する。 

 ロ 原子炉格納容器のうち著しい応力が生ず

る部分及び特殊な形状の部分にあっては、

第八号イ、ハ、ニ及びホのクラス１容器の

規定を準用する。 

 追加要求なし 

ハ 原子炉格納容器支持構造物にあっては、第

八号ロ、ハ及びニのクラス１支持構造物の

規定を準用する。 

 ハ 原子炉格納容器支持構造物にあっては、第

八号ロ、ハ及びニのクラス１支持構造物の

規定を準用する。 

 追加要求なし 

ニ 原子炉格納容器のうち著しい応力が生じ

る部分及び特殊な形状の部分並びに原子

炉格納容器支持構造物にあっては、運転状

態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、進行性変形

による破壊が生じないこと。 

 ニ 原子炉格納容器のうち著しい応力が生ず

る部分及び特殊な形状の部分並びに原子

炉格納容器支持構造物にあっては、運転状

態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、進行性変形

による破壊が生じないこと。 

 追加要求なし 

ホ 原子炉格納容器の伸縮継手にあっては、設

計上定める条件で応力が繰り返し加わる

場合において、疲労破壊が生じないこと。 

 ホ 原子炉格納容器の伸縮継手にあっては、設

計上定める条件で応力が繰り返し加わる

場合において、疲労破壊が生じないこと。 

 追加要求なし 

ヘ 原子炉格納容器のうち著しい応力が生じ

る部分及び特殊な形状の部分並びに原子

炉格納容器支持構造物にあっては、運転状

態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、疲労破壊が

生じないこと。 

 ヘ 原子炉格納容器のうち著しい応力が生ず

る部分及び特殊な形状の部分並びに原子

炉格納容器支持構造物にあっては、運転状

態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、疲労破壊が

生じないこと。 

 追加要求なし 

ト 原子炉格納容器にあっては、設計上定める

条件並びに運転状態Ⅲ及び運転状態Ⅳに

おいて、座屈が生じないこと。 

 ト 原子炉格納容器にあっては、設計上定める

条件並びに運転状態Ⅲ及び運転状態Ⅳに

おいて、座屈が生じないこと。 

 追加要求なし 

チ 原子炉格納容器支持構造物にあっては、運

転状態Ⅰ、運転状態Ⅱ、運転状態Ⅲ及び運

転状態Ⅳにおいて、座屈が生じないこと。 

 チ 原子炉格納容器支持構造物にあっては、運

転状態Ⅰ、運転状態Ⅱ、運転状態Ⅲ及び運

転状態Ⅳにおいて、座屈が生じないこと。 

 追加要求なし 

十三 コンクリート製原子炉格納容器の構造及

び強度は、次によること。 

 十三 コンクリート製原子炉格納容器の構造及

び強度は、次に定めるところによること。 

 追加要求なし 

イ コンクリートにあっては、荷重状態Ⅰ、荷

重状態Ⅱ及び荷重状態Ⅲ において圧縮破

壊が生じず、かつ、荷重状態Ⅳにおいてコ

ンクリート製原子炉格納容器が大きな塑

性変形に至る圧縮破壊が生じないこと。 

１２ 第１３号イの「荷重状態Ⅰ、荷重状態Ⅱ及

び荷重状態Ⅲにおいて圧縮破壊が生じず」

とは、原子炉格納容器のコンクリートが弾

性状態を保持することであり、「荷重状態

Ⅳにおいてコンクリート製原子炉格納容

器が大きな塑性変形に至る圧縮破壊が生

じないこと。」とは、若干の塑性変形は許

容するが、圧縮破壊が生じない変形（ひず

み）までに制限することであり、圧縮応力

による塑性変形が過大な状態または圧縮

破壊を生じている状態は許容しないこと。 

イ コンクリートにあっては、荷重状態Ⅰ、荷

重状態Ⅱ及び荷重状態Ⅲにおいて圧縮破

壊が生じず、かつ、荷重状態Ⅳにおいてコ

ンクリート製原子炉格納容器が大きな塑

性変形に至る圧縮破壊が生じないこと。 

１２ 第１３号イの「荷重状態Ⅰ、荷重状態Ⅱ及

び荷重状態Ⅲにおいて圧縮破壊が生じず」

とは、原子炉格納容器のコンクリートが弾

性状態を保持することであり、「荷重状態

Ⅳにおいてコンクリート製原子炉格納容

器が大きな塑性変形に至る圧縮破壊が生

じないこと。」とは、若干の塑性変形は許

容するが、圧縮破壊が生じない変形（ひず

み）までに制限することであり、圧縮応力

による塑性変形が過大な状態又は圧縮破

壊を生じている状態は許容しないこと。 

追加要求なし 

ロ 鉄筋等にあっては、荷重状態Ⅰ、荷重状態

Ⅱ及び荷重状態Ⅲにおいて降伏せず、か

つ、荷重状態Ⅳにおいて破断に至るひずみ

が生じないこと。 

 ロ 鉄筋等にあっては、荷重状態Ⅰ、荷重状態

Ⅱ及び荷重状態Ⅲにおいて降伏せず、か

つ、荷重状態Ⅳにおいて破断に至るひずみ

が生じないこと。 

 追加要求なし 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-45 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

ハ コンクリート部にあっては、荷重状態Ⅰ、

荷重状態Ⅱ及び荷重状態 Ⅲにおいてせん

断破壊が生じず、かつ、荷重状態Ⅳにおい

てコンクリート製原子炉格納容器が大き

な塑性変形に至るせん断破壊が生じない

こと。 

１３ 第１３号ハの「荷重状態Ⅰ、荷重状態Ⅱ及

び荷重状態Ⅲにおいてせん断破壊が生じず」

とは、原子炉格納容器のコンクリート部が、

塑性変形が過大な状態またはせん断破壊を

生じている状態に対して十分な余裕を保持

することであり、「荷重状態Ⅳにおいてコン

クリート製原子炉格納容器が大きな塑性変

形に至るせん断破壊が生じないこと。」とは、

若干の塑性変形は許容するが、せん断応力に

よる塑性変形が過大な状態またはせん断破

壊を生じている状態は許容しないこと。 

ハ コンクリート部にあっては、荷重状態Ⅰ、

荷重状態Ⅱ及び荷重状態Ⅲにおいてせん

断破壊が生じず、かつ、荷重状態Ⅳにおい

てコンクリート製原子炉格納容器が大き

な塑性変形に至るせん断破壊が生じない

こと。 

１３ 第１３号ハの「荷重状態Ⅰ、荷重状態Ⅱ及

び荷重状態Ⅲにおいてせん断破壊が生じ

ず」とは、原子炉格納容器のコンクリート

部が、塑性変形が過大な状態又はせん断破

壊を生じている状態に対して十分な余裕

を保持することであり、「荷重状態Ⅳにお

いてコンクリート製原子炉格納容器が大

きな塑性変形に至るせん断破壊が生じな

いこと。」とは、若干の塑性変形は許容す

るが、せん断応力による塑性変形が過大な

状態又はせん断破壊を生じている状態は

許容しないこと。 

追加要求なし 

ニ ライナプレート（貫通部スリーブが取り付

く部分を除く。）にあっては、荷重状態Ⅰ

及び荷重状態Ⅱにおいて著しい残留ひず

みが生じず、かつ、荷重状態Ⅲ及び荷重状

態Ⅳにおいて破断に至らないこと。 

 ニ ライナプレート（貫通部スリーブが取り付

く部分を除く。）にあっては、荷重状態Ⅰ

及び荷重状態Ⅱにおいて著しい残留ひず

みが生じず、かつ、荷重状態Ⅲ及び荷重状

態Ⅳにおいて破断に至らないこと。 

 追加要求なし 

ホ ライナプレート（貫通部スリーブが取り付

く部分を除く。）にあっては、ニの規定に

よるほか、第十二号への原子炉格納容器の

規定を準用する。 

 ホ ライナプレート（貫通部スリーブが取り付

く部分を除く。）にあっては、ニの規定に

よるほか、第十二号ヘの原子炉格納容器の

規定を準用する。 

 追加要求なし 

ヘ ライナプレート（貫通部スリーブが取り付

く部分に限る。）、貫通部スリーブ及び定着

金具（ライナプレートに取り付ける定着金

具であって、全ての荷重状態において全体

的な変形を弾性域に抑えることができる

ものを除く。）にあっては、第十二号ハ、

ニ、ヘ及びチの原子炉格納容器支持構造物

の規定を準用する。この場合において、第

十二号中「運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱ」と

あるのは「荷重状態Ⅰ及び荷重状態Ⅱ」と、

「運転状態Ⅰ、運転状態Ⅱ、運転状態Ⅲ及

び運転状態 Ⅳ」とあるのは「荷重状態Ⅰ、

荷重状態Ⅱ、荷重状態Ⅲ及び荷重状態 Ⅳ」

と読み替えるものとする。 

１４ 第１３号ヘの規定において、「ライナプレ

ート（貫通部スリーブが取り付く部分に限

る。）、貫通部スリーブ及び定着金具（ライ

ナプレートに取り付ける定着金具であっ

て、すべての荷重状態において全体的な変

形を弾性域に抑えることができるものを

除く。）」とは、機械的荷重に対する許容荷

重として弾性変形の範囲に抑えることに

加え、内張り鋼板に生ずる強制ひずみによ

り定着金具に生ずる変位量が、破断変位に

対し十分な裕度を有することをいう。 

１５ 第６号及び１３号の規定に適合する材料

及び構造とは、日本機械学会「コンクリー

ト製原子炉格納容器規格」の規定に、「日

本機械学会「コンクリート製原子炉格納容

器規格」の適用に当たって（別記－５）」

の要件を付したものによること。（日本機

械学会「コンクリート製原子炉格納容器規

格（JSME S NE1-2003）」技術評価書） 

ヘ ライナプレート（貫通部スリーブが取り付

く部分に限る。）、貫通部スリーブ及び定着

金具（ライナプレートに取り付ける定着金

具であって、全ての荷重状態において全体

的な変形を弾性域に抑えることができる

ものを除く。）にあっては、第十二号ハ、

ニ、ヘ及びチの原子炉格納容器支持構造物

の規定を準用する。この場合において、第

十二号中「運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱ」と

あるのは「荷重状態Ⅰ及び荷重状態Ⅱ」と、

「運転状態Ⅰ、運転状態Ⅱ、運転状態Ⅲ及

び運転状態Ⅳ」とあるのは「荷重状態Ⅰ、

荷重状態Ⅱ、荷重状態Ⅲ及び荷重状態Ⅳ」

と読み替えるものとする。 

１４ 第１３号ヘの規定において、「全ての荷重

状態において全体的な変形を弾性域に抑

えることができる」とは、機械的荷重に対

する許容荷重として弾性変形の範囲に抑

えることに加え、内張り鋼板に生ずる強制

ひずみにより定着金具に生ずる変位量が、

破断変位に対し十分な裕度を有すること

をいう。 

１５ 第６号及び１３号の規定に適合する材料

及び構造とは、日本機械学会「コンクリー

ト製原子炉格納容器規格」の規定に、「日

本機械学会「コンクリート製原子炉格納容

器規格」の適用に当たって（別記－４）」

の要件を付したものによること。なお、こ

の規則の施行の際現に施設し、又は着手し

た設計基準対象施設については、施設時に

適用された規格（「コンクリート製原子炉

格納容器に関する構造等の技術基準（平成

２年通商産業省告示第４５２号）」等）に

よること。 

（「日本機械学会「コンクリート製原子炉

格納容器規格（JSME SNE1-2003）」技術評

価書」（平成１７年７月原子力安全・保安

院、原子力安全基盤機構取りまとめ）） 

追加要求なし 
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 9-別 1-46 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

ト ナックルにあっては、第十二号ロ、ニ及び

ヘの原子炉格納容器のうち著しい応力が

生じる部分及び特殊な形状の部分の規定

を準用する。 

 ト ナックルにあっては、第十二号ロ、ニ及び

ヘの原子炉格納容器のうち著しい応力が

生ずる部分及び特殊な形状の部分の規定

を準用する。 

 追加要求なし 

十四 炉心支持構造物の構造及び強度は、次によ

ること。 

 十四 炉心支持構造物の構造及び強度は、次に定

めるところによること。 

 追加要求なし 

イ 設計上定める条件において、全体的な変形

を弾性域に抑えること。 

 イ 設計上定める条件において、全体的な変形

を弾性域に抑えること。 

 追加要求なし 

ロ 運転状態Ⅲにおいて、全体的な塑性変形が

生じないこと。ただし、構造上の不連続部

における局部的な塑性変形はこの限りで

はない。 

 ロ 運転状態Ⅲにおいて、全体的な塑性変形が

生じないこと。ただし、構造上の不連続部

における局部的な塑性変形はこの限りで

ない。 

 追加要求なし 

ハ 運転状態Ⅳにおいて、延性破断に至る塑性

変形が生じないこと。 

 ハ 運転状態Ⅳにおいて、延性破断に至る塑性

変形が生じないこと。 

 追加要求なし 

ニ 炉心支持構造物にあっては、運転状態Ⅰ及

び運転状態Ⅱにおいて、進行性変形による

破壊が生じないこと。 

 ニ 炉心支持構造物にあっては、運転状態Ⅰ及

び運転状態Ⅱにおいて、進行性変形による

破壊が生じないこと。 

 追加要求なし 

ホ 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、疲労

破壊が生じないこと。 

 ホ 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、疲労

破壊が生じないこと。 

 追加要求なし 

ヘ 運転状態Ⅰ、運転状態Ⅱ、運転状態Ⅲ及び

運転状態Ⅳにおいて、座屈が生じないこ

と。 

 ヘ 運転状態Ⅰ、運転状態Ⅱ、運転状態Ⅲ及び

運転状態Ⅳにおいて、座屈が生じないこ

と。 

 追加要求なし 

十五 クラス１容器、クラス１管、クラス２容器、

クラス２管、クラス３容器、クラス３管、

クラス４管及び原子炉格納容器のうち主

要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影

響部をいう。）は、次によること。 

１６ 第１５号に規定する「主要な耐圧部の溶接

部」とは、以下に掲げるものの溶接部をい

う。 

（１）原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、

燃料設備、放射線管理設備若しくは廃棄設

備に属する容器（（２）に規定する容器を

除く。）、これらの設備に属する外径 150mm

以上の管（（３）に規定する部分及び（４）

に規定する管を除く。）であって、その内

包する放射性物質の濃度が 37mBq/cm3（そ

の内包する放射性物質が液体中にある場

合は、 37kBq/cm3）未満のもの又は非常用

予備発電装置に属する容器のうち、次の圧

力以上の圧力が加えられるもの 

イ 水用の容器又は管であって、最高使用温

度 100℃未満のものについては、最高使用

圧力 1960kPa 

ロ イ以外の容器については、最高使用圧力

98kPa 

ハ イ以外の管については、最高使用圧力

980kPa（長手継手にあっては、490kPa） 

（２）原子炉本体若しくは原子炉格納施設に属す

る容器又は原子炉冷却系統設備、計測制御

系統設備若しくは放射線管理設備に属す

る容器であって非常時に安全装置として

十五 クラス１容器、クラス１管、クラス２容器、

クラス２管、クラス３容器、クラス３管、

クラス４管及び原子炉格納容器のうち主

要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影

響部をいう。）は、次に定めるところによ

ること。 

１６ 第１５号に規定する「主要な耐圧部の溶接

部」とは、以下に掲げるものの溶接部をい

う。 

（１）－① 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、

原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除

く。以下同じ。）、計測制御系統施設、放射

性廃棄物の廃棄施設（排気筒を除く。以下

同じ。）又は放射線管理施設に属する容器

（（２）－①に規定する容器を除く。）又は

これらの設備に属する外径１５０ｍｍ以

上の管（（３）及び（４）に規定するもの

を除く。）であって、その内包する放射性

物質の濃度が、３７ｍＢｑ／ｃｍ３（その

内包する放射性物質が液体にある場合は、

３７ｍＢｑ／ｃｍ３)未満のもののうち、

次に定める圧力以上の圧力を加えられる

部分（以下「耐圧部」）について溶接を必

要とするもの 

イ 水用の容器又は管であって、最高使用温度

１００℃未満のものについては、最高使用

圧力１９６０ｋＰａ 

ロ 液化ガス（通常の使用状態での温度におけ

る飽和圧力が１９６ｋＰａ以上であって

現に液体の状態であるもの又は圧力が１

９６ｋＰａにおける飽和温度が３５℃以

追加要求 

 

液化ガスの記載が

追加されているが，

島根原子力発電所

には該当設備はな

い。 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

使用されるもの 

（３）原子炉本体に属する容器又は原子炉格納容

器に取り付けられる管であって、それが取

り付けられる当該容器から最も近い止め

弁までの部分 

（４）原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、

放射線管理設備又は原子炉格納施設のう

ち原子炉格納容器スプレイ設備若しくは

可燃性ガス濃度制御設備に属する管であ

って、非常時に安全装置として使用される

もの（（３）に規定する部分を除く。） 

（５）原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、

燃料設備、放射線管理設備若しくは廃棄設

備に属する容器（（２）に規定する容器を

除く。）又はこれらの設備に属する外径

61mm（最高使用圧力 98kPa未満の管にあっ

ては、100mm）を超える管（（３）に規定す

る部分及び（４）に規定する管を除く。）

であって、その内包する放射性物質の濃度

が 37mBq/cm3 （その内包する放射性物質が

液体中にある場合は、37kBq/cm3）以上のも

の 

（６）上記（１）～（５）に規定する容器又は管

の耐圧部に取付く溶接部（非耐圧部である

場合を含む。） 

（例） 

・キャノピーシールの溶接部 

・管と管板との溶接部 

・耐圧部材に直接溶接されるラグ、ブラ

ケット等であって地震、熱膨張、反力、

重量、振動等による過度の変位を防止

するために施設されるもの 

 

２２ 第１５号の規定に適合する溶接部とは、日

本機械学会「発電用原子力設備規格 溶接

規格（2007年版）（JSMESNB1-2007）」（以下

「溶接規格 2007」という。）及び「設計・

建設規格 2005(2007)」の規定に『日本機械

学会「溶接規格」等の適用に当たって（別

記－１０）』の要件を付したものに適合し

た溶接部をいう。（日本機械学会「発電用

原子力設備規格 溶接規格」（2007年版）に

関する技術評価書（平成２０年１０月）（以

下「溶接規格 2007技術評価書」という。）

及び設計・建設規格 2007技術評価書）な

お、ウェルドオーバーレイ工法を適用する

場合は、「ウェルドオーバーレイ工法の適

用に当たって（別記－１３）」によること。 

下であって現に液体の状態であるものを

いう。以下同じ。）用の容器又は管につい

ては、最高使用圧力０ｋＰａ 

ハ イ又はロに規定する容器以外の容器につ

いては、最高使用圧力９８ｋＰａ 

ニ イ又はロに規定する管以外の管について

は、最高使用圧力９８０ｋＰａ（長手継手

の部分にあっては、４９０ｋＰａ） 

（１）－② 非常用電源設備又は補機駆動用燃料

設備（非常用電源設備及び補助ボイラーに

係るものを除く。）に属する容器のうち、

耐圧部について溶接を必要とするもの 

（１）－③ 非常用電源設備、火災防護設備又は

区画排水設備に係る外径 150㎜以上の管の

うち、耐圧部について溶接を必要とするも

の 

（２）－① 原子炉本体又は原子炉格納施設に属

する容器 

（２）－② 原子炉冷却系統施設、計測制御系統

施設又は放射線管理施設に属する容器で

あって非常時に安全装置として使用され

るもの 

（３）原子炉本体に属する容器又は原子炉格納容

器に取り付けられる管のうち、それが取付

けられる当該容器から最も近い止め弁ま

での部分 

（４）原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、

放射線管理施設又は原子炉格納施設のう

ち原子炉格納容器安全設備、放射性物質濃

度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備若しくは圧力

逃がし装置に属する管であって、非常時に

安全装置として使用されるもの（（３）に

規定するものを除く。） 

（５）核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、原子

炉冷却系統施設、計測制御系統施設、放射

性廃棄物の廃棄施設若しくは 放射線管理

施設に属する容器（（２）－②に規定する

ものを除く。）又はこれらの施設に属する

外径６１ｍｍ（最高使用圧力９８ｋＰａ未

満の管にあっては、１００ｍｍ）を超える

管（（３）（４）に規定するものを除く。）

であって、その内包する放射性物質の濃度

が３７ｍＢｑ／ｃｍ３（その内包する放射

性物質が液体中にある場合は、３７ｍＢｑ

／ｃｍ３）以上のもの 

（６）上記（１）～（５）に規定する容器又は管

の耐圧部に取付く溶接部（非耐圧部である
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 9-別 1-48 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

場合を含む。） 

（例） 

・キャノピーシールの溶接部 

・管と管板との溶接部 

・耐圧部材に直接溶接されるラグ、ブラケ

ット等であって地震、熱膨張、反力、重

量、振動等による過度の変位を防止する

ために施設されるもの 

 

２１ 第１５号の規定に適合する溶接部は、次の

（１）又は（２）のいずれかに適合したも

のをいう。 

（１）日本機械学会「発電用原子力設備規格 溶

接規格（2007 年版）（JSME S NB1-2007）」

（以下「「溶接規格 2007」」という。）及び

「設計・建設規格 2005(2007)」の規定に「日

本機械学会「溶接規格」等の適用に当たっ

て（別記－５）」の要件を付したもの 

（２）日本機械学会「発電用原子力設備規格 溶

接規格（2012 年版（2013 年追補を含む。））

（JSME S NB1-2012/2013）」（以下「「溶接

規格 2012(2013)」」という。）及び「設計・

建設規格 2012」の規定に「日本機械学会「設

計・建設規格」及び「材料規格」の適用に

当たって（別記－２）」及び「日本機械学

会「溶接規格」等の適用に当たって（別記

－５）」の要件を付したもの 

（「日本機械学会「発電用原子力設備規格 

溶接規格」（2007 年版）に関する技術評価

書」（平成２０年１０月原子力安全・保安

院、原子力安全基盤機構取りまとめ。以下

「「溶接規格 2007 技術評価書」」という。）、

「日本機械学会「発電用原子力設備規格 

溶接規格 2012年版/2013 年追補」（JSME S 

NB1-2012/2013）に関する技術評価書」（原

規技発 1502041 号（平成２７年２月４日原

子力規制委員会決定。以下「「溶接規格

2012(2013)技術評価書」」という。））、「設

計・建設規格 2007 技術評価書」及び「設

計・建設規格 2012 技術評価書」）なお、ウ

ェルドオーバーレイ工法を適用する場合

は、「ウェルドオーバーレイ工法の適用に

当たって（別記－３）」によること。 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

イ 不連続で特異な形状でないものであるこ

と。 

１７ 第１５号イに規定する「不連続で特異な形

状でないもの」とは、溶接部の設計におい

て、溶接部の開先等の形状に配慮し、鋭い

切欠き等の不連続で特異な形状でないも

のをいう。 

イ 不連続で特異な形状でないものであるこ

と。 

１７ 第１５号イに規定する「不連続で特異な形

状でないもの」とは、溶接部の設計におい

て、溶接部の開先等の形状に配慮し、鋭い

切欠き等の不連続で特異な形状でないも

のをいう。 

追加要求なし 

ロ 溶接による割れが生ずるおそれがなく、か

つ、健全な溶接部の確保に有害な溶込み不

良その他の欠陥がないことを非破壊試験

により確認したものであること。 

１８ 第１５号ロに規定する「溶接による割れが

生ずるおそれがなく」とは、溶接後の非破

壊試験において割れがないことに加え、溶

接時の有害な欠陥により割れが生じるお

それがないことをいい、「健全な溶接部の

確保に有害な溶込み不良その他の欠陥が

ないこと」とは、溶接部の設計及び形状が

溶込み不足を生じがたいものであり、溶接

部の表面及び内部に有害な欠陥がないこ

とをいう。 

１９ 第１５号ロに規定する「非破壊試験」は、

放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探

傷試験、浸透探傷試験、目視試験等をいう。 

ロ 溶接による割れが生ずるおそれがなく、か

つ、健全な溶接部の確保に有害な溶込み不

良その他の欠陥がないことを非破壊試験

により確認したものであること。 

１８ 第１５号ロに規定する「溶接による割れが

生ずるおそれがなく」とは、溶接後の非破

壊試験において割れがないことに加え、溶

接時の有害な欠陥により割れが生じるお

それがないことをいい、「健全な溶接部の

確保に有害な溶込み不良その他の欠陥が

ないこと」とは、溶接部の設計及び形状が

溶込み不足を生じがたいものであり、溶接

部の表面及び内部に有害な欠陥がないこ

とをいう。 

１９ 第１５号ロに規定する「非破壊試験」は、

放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探

傷試験、浸透探傷試験、目視試験等をいう。 

追加要求なし 

ハ 適切な強度を有するものであること。 ２０ 第１５号ハに規定する「適切な強度を有す

る」とは、母材と同等以上の機械的強度を

有するものであることをいう。 

ハ 適切な強度を有するものであること。 ２０ 第１５号ハに規定する「適切な強度を有す

る」とは、母材と同等以上の機械的強度を

有するものであることをいう。 

追加要求なし 

ニ 機械試験等により適切な溶接施工法等で

あることをあらかじめ確認したものによ

り溶接したものであること。 

２１ 第１５号ニに規定する「適切な溶接施工法

等であることをあらかじめ確認したもの」

とは、溶接施工法、溶接設備及び溶接士技

能について適切であることをあらかじめ

確認したものをいい、当該溶接施工法等に

よる溶接施工について、機械試験等により

確認するものとする。 

ニ 機械試験その他の評価方法により適切な

溶接施工法、溶接設備及び技能を有する溶

接士であることをあらかじめ確認したも

のにより溶接したものであること。 

 追加要求なし 

 



技術基準規則の新旧比較表 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（使用中の亀裂等による破壊の防止）  （使用中の亀裂等による破壊の防止）   

第九条の二  第十八条   

使用中のクラス１機器、クラス１支持構造物、

クラス２機器、クラス２支持構造物、クラス３機

器、クラス４管、原子炉格納容器、原子炉格納容

器支持構造物及び炉心支持構造物には、その破壊

を引き起こす亀裂その他の欠陥があってはなら

ない。 

１ 第１項に規定する｢その破壊を引き起こすき

裂その他の欠陥があってはならない。｣とは、

「発電用原子力設備における破壊を引き起

こすき裂その他の欠陥の解釈について（平成

２１年１２月２５日付け平成２１・１１・１

８原院第１号）」の規定に適合するものであ

ること。 

使用中のクラス１機器、クラス１支持構造物、

クラス２機器、クラス２支持構造物、クラス３機

器、クラス４管、原子炉格納容器、原子炉格納容

器支持構造物及び炉心支持構造物には、その破壊

を引き起こす亀裂その他の欠陥があってはなら

ない。 

１ 第１項に規定する｢その破壊を引き起こす亀

裂その他の欠陥｣とは、「実用発電用原子炉及

びその附属施設における破壊を引き起こす

亀裂その他の欠陥の解釈」（原規技発第

1408063 号（平成２６年８月６日原子力規制

委員会決定））（以下「亀裂解釈」という。）

によること。 

追加要求なし 

 

ただし，解釈におい 

て運用に係る要求 

が追加されている。 

２ 使用中のクラス１機器の耐圧部分には、その

耐圧部分を貫通する亀裂その他の欠陥があ

ってはならない。 

 ２ 使用中のクラス１機器の耐圧部分には、その

耐圧部分を貫通する亀裂その他の欠陥があ

ってはならない。 

 追加要求なし 

 



技術基準規則の新旧比較表 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（流体振動等による損傷の防止）  （流体振動等による損傷の防止）   

第六条  第十九条   

燃料体及び反射材並びにこれらを支持する構

造物、熱遮蔽材並びに一次冷却系統に係る施設に

属する容器、管、ポンプ及び弁は、一次冷却材若

しくは二次冷却材の循環、沸騰等により生ずる流

体振動又は温度差のある流体の混合等により生

ずる温度変動により損傷を受けないように施設

しなければならない。 

１ 「流体振動により損傷を受けないよう施設し

なければならない」とは、流れの乱れ、渦、

気ほう等に起因する高サイクル疲労による

損傷の発生防止を規定するものであり、以下

の措置を講じること。 

・蒸気発生器伝熱管群の曲げ部については、日

本機械学会「設計・建設規格」（JSME S 

NC1-2005）PVB-3600に規定する手法を適用す

ること。 

・管に設置された円柱状構造物で耐圧機能を有

するものについては、日本機械学会「配管内

円柱状構造物の流力振動評価指針」（JSME 

S012）に規定する手法を適用すること。なお、

耐圧機能を有しないものについては第８条

の２第２項によること。（日本機械学会「発

電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME S 

NC1）」(2005年改訂版)並びに流力振動及び高

サイクル熱疲労に関する評価指針の技術評

価書） 

 

 

 

 

 

２ 「温度差のある流体の混合等により生ずる温

度変動により損傷を受けないよう施設しな

ければならない」とは、日本機械学会「配管

の高サイクル熱疲労に関する評価指針」

（JSME S017）に規定する手法を適用し、損

傷の発生防止措置を講じること。なお、供用

開始後における運転管理等の運用上の対応

を考慮して施設することができる。（日本機

械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設

規格（JSME S NC1）」(2005年改訂版)並びに

流力振動及び高サイクル熱疲労に関する評

価指針の技術評価書） 

３ 配管内円柱状構造物の流力振動及び配管の

高サイクル熱疲労については、一次冷却材が

循環する施設として、原子炉冷却材浄化系、

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

（BWR）及び化学体積制御系、余熱除去系

（PWR）を含めて措置を講じること。 

燃料体及び反射材並びに炉心支持構造物、熱遮

蔽材並びに一次冷却系統に係る容器、管、ポンプ

及び弁は、一次冷却材又は二次冷却材の循環、沸

騰その他の一次冷却材又は二次冷却材の挙動に

より生ずる流体振動又は温度差のある流体の混

合その他の一次冷却材又は二次冷却材の挙動に

より生ずる温度変動により損傷を受けないよう

に施設しなければならない。 

１ 「流体振動により損傷を受けないように施設

しなければならない」とは、流れの乱れ、渦、

気泡等に起因する高サイクル疲労による損

傷の発生防止を規定するものであり、以下の

措置を講ずること。 

・蒸気発生器伝熱管群の曲げ部については、日

本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・

建設規格（2005 年版）（JSME S NC1-2005）」

（以下「「設計・建設規格 2005」」という。）

PVB-3600 又は「設計・建設規格 2012」

PVB-3600 に「日本機械学会「設計・建設規

格」及び「材料規格」の適用に当たって（別

記－２）の要件を付したものによること。 

・管に設置された円柱状構造物で耐圧機能を有

するものについては、日本機械学会「配管内

円柱状構造物の流力振動評価指針」（JSME 

S012）に規定する手法を適用すること。 

（「日本機械学会「発電用原子力設備規格 設

計・建設規格（JSME SNC1）」(2005年改訂版)

並びに流力振動及び高サイクル熱疲労に関

する評価指針の技術評価書」（平成１７年１

２月原子力安全・保安院、原子力安全基盤機

構取りまとめ）及び「設計・建設規格 2012

技術評価書」） 

２ 「温度差のある流体の混合等により生ずる温

度変動により損傷を受けないように施設し

なければならない」とは、日本機械学会「配

管の高サイクル熱疲労に関する評価指針」

（JSME S017）に規定する手法を適用し、損

傷の発生防止措置を講ずること。 

（「日本機械学会「発電用原子力設備規格 設

計・建設規格（JSME SNC1）」(2005年改訂版)

並びに流力振動及び高サイクル熱疲労に関

する評価指針の技術評価書」（平成１７年１

２月原子力安全・保安院、原子力安全基盤機

構取りまとめ）） 

３ 配管内円柱状構造物の流力振動及び配管の

高サイクル熱疲労については、一次冷却材が

循環する施設として、原子炉冷却材浄化系、

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）（Ｂ

ＷＲ）及び化学体積制御系、余熱除去系（Ｐ

ＷＲ）を含めて措置を講ずること。 

追加要求なし 

 



技術基準規則の新旧比較表 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（安全弁等）  （安全弁等）   

第十条  第二十条   

原子炉施設には、次の各号により安全弁又は逃

がし弁（「安全弁等」という。以下この条におい

て同じ。）を設けなければならない。 

１ 第１０条において規定した「安全弁等」とは、

安全弁（蒸気又は他のガス用に使用されるも

の）及び逃がし弁（水又は他の液体用に使用

されるもの）をいう。 

２ 第１０条で規定する安全弁等は、日本機械学

会「設計・建設規格」（JSME S NC1-2005）又

は（JSME S NC1-2001）の第１０章（安全弁

等）及び日本機械学会「発電用原子力設備規

格 設計・建設規格（JSME S NC1-2001）及び

（JSME S NC1-2005）【事例規格】過圧防護に

関する規定」（NC-CC-001）によること。（日

本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・

建設規格」（2001年版及び 2005 年版）事例

規格「過圧防護に関する規定（NC-CC-001）」

及び事例規格「応力腐食割れ発生の抑制に対

する考慮（NC-CC-002）」に関する技術評価書

（平成１８年８月））なお、既設プラントの

安全弁等については、施設時に適用された以

下の告示によること。 

・「発電用原子力設備に関する構造等の技術基

準（昭和５５年１０月３０日公布）」の第１

０１条、第１０２条、第１０３条の規定 

・「発電用原子力設備に関する構造等の技術基

準（昭和４５年９月３日公布）」の第７２条、

第７３条の規定 

・「発電用原子力設備に関する構造等の技術基

準の細目を定める告示（昭和４０年６月１５

日公布）」の第２３条、第２４条の規定 

設計基準対象施設（蒸気タービン（発電用のも

のに限る。）、発電機、変圧器及び遮断器を除く。

以下この条において同じ。）には、次に定めると

ころにより安全弁又は逃がし弁（以下この条にお

いて「安全弁」という。）を設けなければならな

い。 

１ 第２０条に規定する「安全弁等」とは、安全

弁（蒸気又は他のガス用に使用されるもの）

及び逃がし弁（水又は他の液体用に使用され

るもの）をいう。 

２ 第２０条に規定する安全弁等は、次の（１）

又は（２）のいずれかによること。 

（１）「設計・建設規格 2005」の第１０章（安全

弁等）及び日本機械学会「発電用原子力設備

規格 設計・建設規格（JSME S NC1-2001）（JSME 

S NC1-2005）【事例規格】過圧防護に関する

規定」（NC-CC-001）（以下「「過圧防護規定」」

という。）（JSME 発電用原子力設備規格 設

計 ・ 建 設 規 格 事 例 規 格 

NC-CC-001/NC-CC-001-1 正誤表（令和元年７

月１２日付け）を含む。） 

（２）「設計・建設規格 2012」の第１０章（安全

弁等）及び「過圧防護規定」（JSME 発電用原

子力設備規格 設計・建設規格 事例規格 

NC-CC-001/NC-CC-001-1 正誤表（令和元年７

月１２日付け）を含む。） 

（「日本機械学会「発電用原子力設備規格 設

計・建設規格」（2001年版及び 2005年版）事

例規格「過圧防護に関する規定（NC-CC-001）」

及び事例規格「応力腐食割れ発生の抑制に対

する考慮（NC-CC-002）」に関する技術評価書」

（平成１８年８月原子力安全・保安院、原子

力安全基盤機構取りまとめ）、「設計・建設規

格 2012 技術評価書」及び「日本機械学会設

計・建設規格（JSME S NC1）正誤表（令和元

年 7月 12日付け）等及び日本電気協会 原子

炉 格 納 容 器 の 漏 え い 率 試 験 規 程

（JEAC4203-2008）正誤表（平成 28 年 12 月

13 日付け）等に関する技術評価書」（原規技

発第 2001159 号（令和 2 年 1 月 15 日原子力

規制委員会決定））） 

なお、既設プラントの安全弁等については、

施設時に適用された以下の告示によること

ができる。 

・通商産業省「発電用原子力設備に関する構造

等の技術基準（昭和５５年通商産業省告示第

５０１号）」の第１０１条、第１０２条及び

第１０３条の規定 

・通商産業省「発電用原子力設備に関する構造

等の技術基準（昭和４５年通商産業省告示第

５０１号）」の第７２条及び第７３条の規定 

追加要求なし 



技術基準規則の新旧比較表 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

・通商産業省「発電用原子力設備に関する技術

基準の細目を定める告示（昭和４０年通商産

業省告示第２７２号）」の第２３条及び第２

４条の規定 

一 安全弁等は、確実に作動する機構を有するこ

と。 

 一 安全弁等は、確実に作動する構造を有するこ

と。 

 追加要求なし 

二 安全弁等の弁軸は、弁座面からの漏えいを適

切に防止できる構造であること。 

 二 安全弁等の弁軸は、弁座面からの漏えいを適

切に防止できる構造であること。 

 追加要求なし 

三 安全弁等の材料は、次によること。  三 安全弁等の材料は、次に定めるところによる

こと。 

 追加要求なし 

イ クラス１容器及びクラス１管に取り付け

られる安全弁等の材料にあっては、第九条

第一号の規定に準ずること。 

 イ クラス１容器及びクラス１管に取り付け

られる安全弁等の材料にあっては、第十七

条第一号の規定に準ずること。 

 追加要求なし 

ロ クラス２容器及びクラス２管に取り付け

られる安全弁等の材料にあっては、第九条

第二号の規定に準ずること。 

 ロ クラス２容器及びクラス２管に取り付けら

れる安全弁等の材料にあっては、第十七条第

二号の規定に準ずること。 

 追加要求なし 

四 補助作動装置付きのものにあっては、当該補

助作動装置が故障しても所要の吹き出し容

量が得られる構造であること。 

 四 補助作動装置付きのものにあっては、当該補

助作動装置が故障しても所要の吹き出し容

量が得られる構造であること。 

 追加要求なし 

五 原子炉圧力容器（加圧器がある場合は、加圧

器。以下この号において同じ。）にあっては、

次によること。 

 五 原子炉圧力容器（加圧器がある場合は、加圧

器。以下この号において同じ。）にあっては、

次に定めるところによること。 

 追加要求なし 

イ 背圧の影響によりその作動に支障を生ず

ることを防止するためベローズが設けら

れた安全弁（第七号において「ベローズ付

き安全弁」という。）を適当な箇所に二個

以上設けること。 

 イ 背圧の影響によりその作動に支障を生ず

ることを防止するためベローズが設けら

れた安全弁（第七号において「ベローズ付

き安全弁」という。）を適当な箇所に二個

以上設けること。 

 追加要求なし 

ロ 安全弁の容量の合計は、当該安全弁の吹き

出し圧力と設置個数とを適切に組み合わ

せることにより、当該原子炉圧力容器の過

圧防止に必要な容量以上であること。ただ

し、安全弁以外の過圧防止効果を有する装

置を有するものにあっては、当該装置の過

圧防止能力に相当する値を減ずることが

できる。 

 ロ 安全弁の容量の合計は、当該安全弁の吹き

出し圧力と設置個数とを適切に組み合わ

せることにより、当該原子炉圧力容器の過

圧防止に必要な容量以上であること。ただ

し、安全弁以外の過圧防止効果を有する装

置を有するものにあっては、当該装置の過

圧防止能力に相当する値を減ずることが

できる。 

 追加要求なし 

六 蒸気発生器にあっては、次によること。  六 蒸気発生器にあっては、次に定めるところに

よること。 

 追加要求なし 

イ 安全弁を適当な箇所に二個以上設けるこ

と。 

  イ 安全弁を適当な箇所に二個以上設けるこ

と。 

 追加要求なし 

ロ 安全弁の容量の合計は、当該安全弁の吹き

出し圧力と設置個数とを適切に組み合わ

せることにより、当該蒸気発生器の過圧防

止に必要な容量以上であること。 

 ロ 安全弁の容量の合計は、当該安全弁の吹き

出し圧力と設置個数とを適切に組み合わ

せることにより、当該蒸気発生器の過圧防

止に必要な容量以上であること。 

 追加要求なし 

ハ 安全弁は、吹き出し圧力を下回つた後に、

速やかに吹き止まること。 

 ハ 安全弁は、吹き出し圧力を下回った後に、

速やかに吹き止まること。 

 追加要求なし 

七 減圧弁を有する管であって、低圧側の部分又

はこれに接続する機器が高圧側の圧力に耐

 七 減圧弁を有する管であって、低圧側の部分又

はこれに接続する設計基準対象施設に属す

 追加要求なし 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-54 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

えるように設計されていないものにあって

は、次によること。 

る容器、管、ポンプ若しくは弁が高圧側の圧

力に耐えるように設計されていないものに

あっては、次に定めるところによること。 

イ クラス１管にあっては、ベローズ付き安全

弁を減圧弁の低圧側にこれに接近して二

個以上設けること。 

  イ クラス１管にあっては、ベローズ付き安全

弁を減圧弁の低圧側にこれに接近して二

個以上設けること。 

 追加要求なし 

ロ イに掲げる管以外の管にあっては、安全弁

等を減圧弁の低圧側にこれに接近して一

個以上設けること。 

 ロ イに掲げる管以外の管にあっては、安全弁

等を減圧弁の低圧側にこれに接近して一

個以上設けること。 

 追加要求なし 

ハ 安全弁等の容量の合計は、当該安全弁等の

吹き出し圧力と設置個数とを適切に組み

合わせることにより、減圧弁が全開したと

き管の低圧側の部分及びこれに接続する

機器の過圧防止に必要な容量以上である

こと。 

 ハ 安全弁等の容量の合計は、当該安全弁等の

吹き出し圧力と設置個数とを適切に組み

合わせることにより、減圧弁が全開したと

き管の低圧側の部分及びこれに接続する

設計基準対象施設に属する容器、管、ポン

プ若しくは弁の過圧防止に必要な容量以

上であること。 

 追加要求なし 

ニ 安全弁は、吹き出し圧力を下回つた後に、

速やかに吹き止まること。 

 ニ 安全弁は、吹き出し圧力を下回った後に、

速やかに吹き止まること。 

 追加要求なし 

八 原子炉施設に属する容器（第五号、第六号及

び第三項に掲げるもの、補助ボイラー並びに

原子炉格納容器を除く。）又は管（前号に掲

げるものを除く。）であって、内部に過圧が

生ずるおそれのあるものにあっては、第六号

ロ並びに前号イ、ロ及びニの規定に準じて安

全弁等を適当な箇所に設けること。 

 八 設計基準対象施設に属する容器（第五号、第

六号及び第三項に掲げる容器、補助ボイラー

並びに原子炉格納容器を除く。）又は管（前

号に掲げるものを除く。）であって、内部に

過圧が生ずるおそれがあるものにあっては、

第六号ロ並びに前号イ、ロ及びニの規定に準

じて安全弁等を適当な箇所に設けること。 

 追加要求なし 

２ 前項の場合において、安全弁等の入口側又は

出口側に破壊板を設ける場合は、次の各号に

よらなければならない。 

 ２ 前項の場合において、安全弁等の入口側又は

出口側に破壊板を設ける場合は、次に定める

ところによらなければならない。 

 追加要求なし 

一 安全弁等の入口側に設ける場合は、次による

こと。 

 一 安全弁等の入口側に設ける場合は、次に定め

るところによること。 

 追加要求なし 

イ 破壊板の吹き出し圧力は、当該容器の最高

使用圧力以下の圧力であること。 

 イ 破壊板の吹き出し圧力は、当該容器の最高

使用圧力以下の圧力であること。 

 追加要求なし 

ロ 破壊板の破壊により安全弁等の機能に支

障を及ぼさないようにすること。 

 ロ 破壊板の破壊により安全弁等の機能を損

なわないようにすること。 

 追加要求なし 

二 安全弁等の出口側に設ける場合は、次による

こと。 

 二 安全弁等の出口側に設ける場合は、次に定め

るところによること。 

 追加要求なし 

イ 破壊板は、安全弁等の作動を妨げないよう

に低圧で破壊するものであること。 

 イ 破壊板は、安全弁等の作動を妨げないよう

に低圧で破壊するものであること。 

 追加要求なし 

ロ 破壊板の吹き出し圧力に安全弁等の吹き

出し圧力を加えた圧力が、過圧防止に必要

な吹き出し圧力より小さくなること。 

 ロ 破壊板の吹き出し圧力に安全弁等の吹き

出し圧力を加えた圧力が、過圧防止に必要

な吹き出し圧力より小さくなること。 

 追加要求なし 

ハ 破壊板の支持機構は、流体が排出する場合

の通過面積が安全弁等の出口の面積以上

となるものであること。 

 ハ 破壊板を支持する構造は、流体が排出する

場合の通過面積が安全弁等の出口の面積

以上となるものであること。 

 追加要求なし 

ニ 破壊板の破壊により吹き出し管の機能に

支障を及ぼさないようにすること。 

 ニ 破壊板の破壊により吹き出し管の機能を

損なわないようにすること。 

 追加要求なし 

３ 原子炉施設に属する容器であって、内部に液  ３ 設計基準対象施設に属する容器であって、内  追加要求なし 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-55 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

体炭酸ガス等安全弁等の作動を不能にする

おそれがある物質を含むものには、次の各号

により破壊板を設けなければならない。 

部に液体炭酸ガスその他の安全弁等の作動

を不能にするおそれがある物質を含むもの

には、次に定めるところにより破壊板を設け

なければならない。 

一 吹き出し圧力と設置個数とを適切に組み合

わせることにより、当該容器の過圧防止に必

要な容量以上となるように、適当な箇所に一

個以上設けること。 

 一 吹き出し圧力と設置個数とを適切に組み合

わせることにより、当該容器の過圧防止に必

要な容量以上となるように、適当な箇所に一

個以上設けること。 

 追加要求なし 

二 容器と破壊板との連絡管の断面積は、破壊板

の断面積以上であること。 

 二 容器と破壊板との連絡管の断面積は、破壊板

の断面積以上であること。 

 追加要求なし 

４ 第一項又は前項の場合において、安全弁等又

は破壊板の入口側又は出口側に止め弁を設

ける場合は、原子炉を起動させるとき及び運

転中に、止め弁が全開していることを確認で

きる装置を設けなければならない。 

 ４ 第一項又は前項の場合において、安全弁等又

は破壊板の入口側又は出口側に止め弁を設

ける場合は、発電用原子炉を起動させるとき

及び運転中に、止め弁が全開していることを

確認できる装置を設けなければならない。 

 追加要求なし 

５ 原子炉施設に属する容器又は管であって、内

部が大気圧未満となることにより外面に設

計上定める圧力を超える圧力を受けるおそ

れのあるものには、次の各号により過圧防止

に必要な容量以上となるように真空破壊弁

を設けなければならない。 

 ５ 設計基準対象施設に属する容器又は管であ

って、内部が大気圧未満となることにより外

面に設計上定める圧力を超える圧力を受け

るおそれがあるものには、次に定めるところ

により過圧防止に必要な容量以上となるよ

うに真空破壊弁を設けなければならない。 

 追加要求なし 

一 真空破壊弁の材料は、次によること。  一 真空破壊弁の材料は、次に定めるところによ

ること。 

 追加要求なし 

イ クラス１容器及びクラス１管に取り付け

られる真空破壊弁の材料にあっては、第九

条第一号の規定に準ずること。 

 イ クラス１容器及びクラス１管に取り付け

られる真空破壊弁の材料にあっては、第十

七条第一号の規定に準ずること。 

 追加要求なし 

ロ 原子炉格納容器、クラス２容器及びクラス

２管に取り付けられる真空破壊弁の材料に

あっては、第九条第二号の規定に準ずるこ

と。 

 ロ 原子炉格納容器、クラス２容器及びクラス

２管に取り付けられる真空破壊弁の材料に

あっては、第十七条第二号の規定に準ずる

こと。 

 追加要求なし 

二 原子炉格納容器にあっては、真空破壊弁を適

当な箇所に二個以上設けること。 

 二 原子炉格納容器にあっては、真空破壊弁を適

当な箇所に二個以上設けること。 

 追加要求なし 

三 前号に掲げる容器以外の容器又は管にあっ

ては、真空破壊弁を適当な箇所に一個以上設

けること。 

 三 前号に掲げる容器以外の容器又は管にあっ

ては、真空破壊弁を適当な箇所に一個以上設

けること。 

 追加要求なし 

６ 原子炉施設は、安全弁、逃がし弁、破壊板又

は真空破壊弁から放出される流体が放射性

物質を含む場合は、これを安全に処理するこ

とができるように施設しなければならない。 

 ６ 設計基準対象施設は、安全弁等、破壊板又は

真空破壊弁から放出される流体が放射性物

質を含む場合は、これを安全に処理すること

ができるように施設しなければならない。 

 追加要求なし 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-56 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（耐圧試験等）  （耐圧試験等）   

第十一条  第二十一条   

クラス１機器、クラス２機器、クラス３機器、

クラス４管及び原子炉格納容器は、次の各号によ

る圧力で耐圧試験を行ったとき、これに耐え、か

つ、著しい漏えいがないものでなければならな

い。ただし、気圧により試験を行う場合であって、

当該圧力に耐えることが確認された場合は、当該

圧力を最高使用圧力（原子炉格納容器にあって

は、最高使用圧力の０．九倍）までに減じて著し

い漏えいがないことを確認することができる。 

 

１ 第１項の規定に適合する耐圧試験は、「設

計・建設規格 2005(2007)」の第１１章に適合

すること。（設計・建設規格 2007技術評価書） 

 

クラス１機器、クラス２機器、クラス３機器、

クラス４管及び原子炉格納容器は、次に定めると

ころによる圧力で耐圧試験を行ったとき、これに

耐え、かつ、著しい漏えいがないものでなければ

ならない。ただし、気圧により試験を行う場合で

あって、当該圧力に耐えることが確認された場合

は、当該圧力を最高使用圧力（原子炉格納容器に

あっては、最高使用圧力の〇・九倍）までに減じ

て著しい漏えいがないことを確認することがで

きる。 

 

１ 第１項の規定に適合する耐圧試験は、「設

計・建設規格 2005(2007)」の第１１章又は「設

計・建設規格 2012」の第１１章によること。

（「設計・建設規格 2007技術評価書」及び「設

計・建設規格 2012技術評価書」） 

 

追加要求なし 

 

一 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は、

機器の最高使用圧力を超え、かつ、機器に生

じる全体的な変形が弾性域の範囲内となる

圧力とすること。ただし、クラス１機器、ク

ラス２管又はクラス３管であって原子炉圧

力容器と一体で耐圧試験を行う場合の圧力

は、燃料装荷までの間に試験を行つた後にお

いては、通常運転時の圧力を超える圧力とす

ることができる。 

 

 一 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は、

機器の最高使用圧力を超え、かつ、機器に生

ずる全体的な変形が弾性域の範囲内となる

圧力とすること。ただし、クラス１機器、ク

ラス２管又はクラス３管であって原子炉圧

力容器と一体で耐圧試験を行う場合の圧力

は、燃料体の装荷までの間に試験を行った後

においては、通常運転時の圧力を超える圧力

とすることができる。 

 

 追加要求なし 

 

二 内部が大気圧未満になることにより、大気圧

による外圧を受ける機器の耐圧試験の圧力

は、大気圧と内圧との最大の差を上回る圧力

とすること。この場合において、耐圧試験の

圧力は機器の内面から加えることができる。 

 

 二 内部が大気圧未満になることにより、大気圧

による外圧を受ける機器の耐圧試験の圧力

は、大気圧と内圧との最大の差を上回る圧力

とすること。この場合において、耐圧試験の

圧力は機器の内面から加えることができる。 

 

 追加要求なし 

２ クラス１機器、クラス２機器、クラス３機器

及びクラス４管は、通常運転時における圧力

で漏えい試験を行つたとき、著しい漏えいが

ないものでなければならない。 

 

２ 第２項の「漏えい試験」は、日本機械学会「発

電用原子力設備規格維持規格（2008 年版）」

（JSME S NA1-2008）によること。 

（日本機械学会「発電用原子力設備規格維持

規格（2008 年版）」（JSME S NA1-2008）に関

する技術評価書（平成２１年２月）） 

 

２ クラス１機器、クラス２機器、クラス３機器

及びクラス４管は、通常運転時における圧力

で漏えい試験を行ったとき、著しい漏えいが

ないものでなければならない。 

 

２ 第２項の「漏えい試験」は、日本機械学会「発

電用原子力設備規格 維持規格（2008 年版）」

（JSME S NA1-2008）又は日本機械学会「発

電用原子力設備規格 維持規格（2012 年版）」

（2013 年追補及び 2014 年追補を含む。）

（JSME S NA1- 2012/2013/2014）に亀裂解釈

の「別紙６ 日本機械学会「維持規格」等の

適用に当たって」の要件を付したものによる

こと。 

（「日本機械学会「発電用原子力設備規格 維

持規格（2008 年版）」（JSME S NA1-2008）に

関する技術評価書」（平成２１年２月原子力

安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまと

め）又は「日本機械学会「発電用原子力設備

規格 維持規格（2012年版/2013年追補/2014

年追補）」（JSME S NA1-2012/2013/2014）及

び関連規格に関する技術評価書」（原規技発

第 1906051 号（令和元年６月５日 原子力規

追加要求なし 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-57 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

制委員会決定））） 

３ 原子炉格納容器は、最高使用圧力の０．九倍

に等しい気圧で気密試験を行つたとき、著し

い漏えいがないものでなければならない。 

 

３ 第３項に規定する「気密試験を行ったとき、

著しい漏えいがない」とは、日本電気協会「原

子 炉 格 納 容 器 の 漏 え い 率 試 験 規 程 」

（JEAC4203-2008）２．４に定めるＡ種試験

に以下の要件を付したものによること。 

Ａ種試験の結果の判定に当たっては、全体漏

えい率に、個々の隔離弁に対して適切に単一

故障を想定し、健全に機能することが期待さ

れる隔離弁からの漏えい量（以下「個別想定

漏えい量」という。）を考慮し、判定基準以

内であることを確認すること。その際、判定

基準に見込む「漏洩の増加要因を考慮した余

裕係数」を０．２とすること。 

なお、隔離弁の個別想定漏えい量は、以下の

手順により求めること。 

①隔離弁の自動閉止機能の単一故障で閉止し

ない隔離弁の個数を設定する。 

②事故時に自動的に閉となる隔離弁であって、

原子炉格納容器局部漏えい率試験（Ｃ種試

験）の対象となるものの漏えい量を、定期検

査毎にＡ種試験の実施前に測定する。 

③隔離弁の個数（①）と測定した漏えい量（②）

を用いて、個別想定漏えい量を求める。 

また、個別想定漏えい量を求めない場合にあ

っては、事故時に自動的に閉となる隔離弁の

閉鎖方法として、内側隔離弁を開とし、外側

隔離弁を閉とすることによりＡ種試験を実

施すること。（日本電気協会「原子炉格納容

器の漏えい率試験規程」（JEAC4203-2008）に

関する技術評価書（平成２１年２月）） 

３ 原子炉格納容器は、最高使用圧力の〇・九倍

に等しい気圧で気密試験を行ったとき、著し

い漏えいがないものでなければならない。 

 

３ 第３項に規定する「気密試験を行ったとき、

著しい漏えいがない」は、日本電気協会「漏

えい率試験規程 2008」（以下「「漏えい率試験

規程（JEAC 4203-2008）」」という。）又は原

子 炉 格 納 容 器 の 漏 え い 率 試 験 規 程

（JEAC4203-2017）」（以下「「漏えい率試験規

程 2017（JEAC 4203-2017）」」という。）の規

定に「日本電気協会「原子炉格納容器の漏え

い率試験規程（JEAC 4203）」の適用に当たっ

て（別記－８）」の要件を付したものによる

こと。 

（「日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい

率試験規程」（JEAC4203-2008）に関する技術

評価書（平成２１年２月原子力安全・保安院、

原子力安全基盤機構取りまとめ））及び「日

本電気協会「原子力発電所用機器における渦

電流探傷試験指針（JEAG 4217-2018）、軽水

型原子力発電所用機器の供用期間中検査に

おける超音波探傷試験規程（JEAC 4207-2016）

及び原子炉格納容器の漏えい率試験規程

（JEAC4203-2017）」に関する技術評価書」（原

規技発第 2107219 号（令和３年７月２１日原

子力規制委員会決定））） 

 

追加要求なし 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-58 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（監視試験片）  （監視試験片）   

第十二条  第二十二条   

原子炉施設に属する容器であって、一メガ電子

ボルト以上の中性子の照射を受けその材料が著

しく劣化するおそれのあるものの内部には、当該

容器が想定される運転状態において脆性破壊を

引き起こさないようにするために、照射の影響を

確認できるよう次の各号に定める監視試験片を

備えなければならない。 

１ 第１２条において「原子炉施設に属する容器

であって、１メガ電子ボルト以上の中性子の

照射を受けその材料が著しく劣化するおそ

れのあるもの」とは、原子炉圧力容器をいう。 

 

２ 第１２条に適合する監視試験片は、日本機械

学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規

格」（JSME S NC1-2005）又は（JSME S NC1-2001）

の該当規定（第１２章 監視試験）に次の規

定を付加した要件によること。 

・第１号及び第３号の「容器の材料」には、中

性子の照射領域に溶接部がある場合、母材／

溶接金属と同数の溶接熱影響部の監視試験

片も設置すること。なお、既設プラントにつ

いては、施設時に適用された以下の告示によ

る監視試験片が設置されていること。 

・「発電用原子力設備に関する構造等の技術基

準（昭和５５年１０月３０日公布）」適用プ

ラントについては同告示第１０５条の規定 

・「発電用原子力設備に関する構造等の技術基

準（昭和４５年９月３日公布）」適用プラン

トについては同告示第７５条の規定 

・「発電用原子力設備に関する構造等の技術基

準の細目を定める告示（昭和４０年６月１５

日公布）」 

設計基準対象施設に属する容器であって、一メ

ガ電子ボルト以上の中性子の照射を受けその材

料が著しく劣化するおそれがあるものの内部に

は、当該容器が想定される運転状態において脆性

破壊を引き起こさないようにするために、照射の

影響を確認できるよう次に定める監視試験片を

備えなければならない。 

１ 第２２条において「設計基準対象施設に属す

る容器であって、一メガ電子ボルト以上の中

性子の照射を受けその材料が著しく劣化す

るおそれがあるもの」とは、原子炉圧力容器

をいう。 

２ 第２２条に適合する監視試験片は、「設計・

建設規格 2005」又は「設計・建設規格 2012」

の該当規定（第１２章 監視試験）に次の規

定を付加した要件によること。 

・第１号及び第３号の「容器の材料」には、中

性子の照射領域に溶接部がある場合、母材／

溶接金属と同数の溶接熱影響部の監視試験

片も設置すること。なお、既設プラントにつ

いては、施設時に適用された以下の告示によ

る監視試験片が設置されていること。 

・通商産業省「発電用原子力設備に関する構造

等の技術基準（昭和５５年通商産業省告示第

５０１号）」適用プラントについては同告示

第１０５条の規定 

・通商産業省「発電用原子力設備に関する構造

等の技術基準（昭和４５年通商産業省告示第

５０１号）」適用プラントについては同告示

第７５条の規定 

・通商産業省「発電用原子力設備に関する技術

基準の細目を定める告示（昭和４０年通商産

業省告示第２７２号）」 

追加要求なし 

 

一 監視試験片を採取する材料は、中性子の照射

領域にある容器の材料と同等の製造履歴を

有するものであること。 

 一 監視試験片の材料は、中性子の照射領域にあ

る容器の材料と同等の製造履歴を有するも

のであること。 

 追加要求なし 

 

二 監視試験片は、容器の使用開始後に取り出し

て試験を実施することにより、容器の材料の

機械的強度及び破壊じん性の変化を確認で

きる個数とすること。 

 

３ 第２号に規定する「監視試験片は、容器の使

用開始後に取り出して試験を実施する」と

は、「日本電気協会「原子炉構造材の監視試

験方法」（JEAC4201-2007）及び「原子炉構造

材の監視試験方法（JEAC 4201-2007）[2010 年

追補版]」の適用に当たって(別記－１２)」

により、監視試験片の取り出し及び監視試験

並びに必要な場合は監視試験片の再生を実

施することをいう。 

（日本電気協会規格「原子炉構造材の監視試

験方法」（JEAC 4201-2007）及び「原子力発

電所用機器に対する破壊靭性の確認試験方

法」（JEAC 4206-2007）に関する技術評価書

（平成２１年８月））並びに日本電気協会「原

子 炉 構 造 材 の 監 視 試 験 方 法 (JEAC 

4201-2007)[2010 年追補版]」に関する技術評

二 監視試験片は、容器の使用開始後に取り出し

て試験を実施することにより、容器の材料の

機械的強度及び破壊じん性の変化を確認で

きる個数とすること。 

 

３ 第２号に規定する「監視試験片は、容器の使

用開始後に取り出して試験を実施する」と

は、「監視試験方法（JEAC 4201-2007）」、「監

視試験方法（JEAC 4201-2007/2010）」及び「監

視試験方法（JEAC4201-2007/2013）」の規定

に「日本電気協会「原子炉構造材の監視試験

方法（JEAC 4201）」の適用に当たって(別記

－６)」の要件を付したものにより、監視試

験片の取り出し及び監視試験並びに必要な

場合は監視試験片の再生を実施することを

いう。 

（「日本電気協会規格「原子炉構造材の監視

試験方法」（JEAC4201-2007）及び「原子力発

電所用機器に対する破壊靭性の確認試験方

法」（JEAC 4206-2007）に関する技術評価書」

（平成２１年８月原子力安全・保安院、原子

追加要求なし 

 

ただし，解釈におい 

て，評価方法（破壊 

靭性の確認試験方 

法）の要件が追加さ 

れた。 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-59 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

価書（平成２３年５月）） 

 

力安全基盤機構取りまとめ）、「日本電気協会

「原子炉構造材の監視試験方法 (JEAC 

4201-2007)[2010 年追補版]」に関する技術評

価書」（平成２３年５月原子力安全・保安院、

原子力安全基盤機構取りまとめ）及び「日本

電気協会「原子炉構造材の監視試験方法

(JEAC4201-2007)[2013 年追補版]」に関する

技術評価書」（原規技発 1510073 号（平成２

７年１０月７日原子力規制委員会決定））） 

三 監視試験片は、中性子の照射領域にある容器

の材料が受ける中性子スペクトル、中性子照

射量及び温度履歴の条件と同等の条件にな

るように配置すること。 

 

 三 監視試験片は、中性子の照射領域にある容器

の材料が受ける中性子スペクトル、中性子照

射量及び温度履歴の条件と同等の条件にな

るように配置すること。 

 

 追加要求なし 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-60 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（炉心等）  （炉心等）   

第十三条  第二十三条   

燃料体、減速材および反射材ならびにこれらを

支持する構造物の材料は、通常運転時における圧

力、温度および放射線によって起る最もきびしい

条件において、必要な物理的および化学的性質を

保持するものでなければならない。 

 

１ 第１項の「最もきびしい条件」とは、原子炉

運転状態に対応した圧力及び温度条件、燃料

使用期間中の燃焼度、中性子照射量等の組み

合わせのうち想定される最もきびしい条件

をいう。また、「必要な物理的及び化学的性

質」とは、物理的性質については耐放射線性、

寸法安定性、耐熱性、核性質等をいい、化学

的性質については耐食性、化学的安定性等を

いう。 

 

燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造

物の材料は、通常運転時における圧力、温度及び

放射線に起因する最も厳しい条件において、必要

な物理的及び化学的性質を保持するものでなけ

ればならない。 

 

 

１ 第１項に規定する「最も厳しい条件」とは、

原子炉運転状態に対応した圧力及び温度条

件、燃料使用期間中の燃焼度、中性子照射量

等の組み合わせのうち想定される最も厳し

い条件をいう。また、「必要な物理的及び化

学的性質」とは、物理的性質については耐放

射線性、寸法安定性、耐熱性及び核性質等を

いい、化学的性質については耐食性及び化学

的安定性等をいう。 

 

追加要求なし 

 

２ 燃料体、減速材および反射材ならびにこれら

を支持する構造物は、最高使用圧力、自重、

附加荷重等に耐えるものでなければならな

い。 

 

２ 第２項における「附加荷重等」には、燃料体

における核分裂生成物質の蓄積による燃料

被覆管の内圧上昇、熱応力等の荷重を含むも

のとする。 

 

２ 燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構

造物は、最高使用圧力、自重、附加荷重その

他の燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支

持構造物に加わる負荷に耐えるものでなけ

ればならない。 

 

２ 第２項における「その他の燃料体、減速材及

び反射材並びに炉心支持構造物に加わる負

荷」には、燃料体における核分裂生成物質の

蓄積による燃料被覆管の内圧上昇及び熱応

力等の荷重を含むものとする。 

 

３  第１項及び第２項の燃料体の物理的性質、化

学的性質及び強度等については「発電用軽水

型原子炉の燃料設計手法について（昭和６３

年５月１２日 原子力安全委員会了承）」及び

「燃料体に関する要求事項（別記－１０）」

によること。 

 

 

追加要求なし 

 

ただし，解釈におい

て，燃料体の要件が

追加された。 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-61 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（熱遮蔽材）  （熱遮蔽材）   

第十四条  第二十四条   

放射線により材料が著しく劣化するおそれが

ある原子炉圧力容器には、これを防止するため熱

遮蔽材を施設しなければならない。 

 

 放射線により材料が著しく劣化するおそれが

ある原子炉圧力容器には、これを防止するため熱

遮蔽材を施設しなければならない。 

 

 追加要求なし 

 

２ 前項の熱遮蔽材は、熱応力による変形により

原子炉の運転に支障を及ぼすおそれがない

ように施設しなければならない。 

 

１ 第２項でいう「支障を及ぼすおそれがない」

とは、遮へい材自身が発生する熱等による変

形が原子炉圧力容器の内部構造物に過度の

変形を及ぼすことのないように熱遮へい材

の材料、構造、取付方法等を考慮すること。 

 

２ 前項の熱遮蔽材は、熱応力による変形により

発電用原子炉の運転に支障を及ぼすことが

ないように施設しなければならない。 

 

１ 第２項に規定する「支障を及ぼすことがな

い」とは、遮蔽材自身が発生する熱等による

変形が原子炉圧力容器の内部構造物に過度

の変形を及ぼすことのないように熱遮蔽材

の材料、構造及び取付方法等を考慮するこ

と。 

 

追加要求なし 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-62 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（一次冷却材）  （一次冷却材）   

第十五条  第二十五条   

一次冷却材は、通常運転時における圧力、温度

および放射線によって起る最もきびしい条件に

おいて、必要な物理的および化学的性質を保持す

るものでなければならない。 

 

１ 第１５条の「必要な物理的性質」は、核的性

質と熱水力的性質に分けられ、核的性質とし

ては核反応断面積が核反応維持のために適

切であること、熱水力的性質については冷却

能力が適切であること。また、「必要な化学

的性質」は、燃料体及び構造材の健全性を妨

げることのない性質であること及び通常運

転時において放射線に対して化学的に安定

であること。 

 

一次冷却材は、通常運転時における圧力、温度

及び放射線によって起る最も厳しい条件におい

て、必要な物理的及び化学的性質を保持するもの

でなければならない。 

 

１ 第２５条に規定する「必要な物理的性質」は、

核的性質と熱水力的性質に分けられ、核的性

質としては核反応断面積が核反応維持のた

めに適切であること、熱水力的性質について

は冷却能力が適切であること。また、「必要

な化学的性質」は、燃料体及び構造材の健全

性を妨げることのない性質であること及び

通常運転時において放射線に対して化学的

に安定であること。 

 

追加要求なし 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（燃料取扱設備）  （燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備）   

第二十六条  第二十六条   

燃料を取り扱う設備は、次の各号により施設し

なければならない。 

 

１ 第２６条に規定する「燃料を取り扱う設備」

とは、新燃料、再使用燃料又は使用済燃料の

装荷、取出又は保管等を行うために使用する

設備をいう 

通常運転時に使用する燃料体又は使用済燃料

（以下この条において「燃料体等」という。）を

取り扱う設備は、次に定めるところにより施設し

なければならない。 

１ 第１項に規定する「燃料体又は使用済燃料を

取り扱う設備」とは、新燃料、再使用燃料又

は使用済燃料の装荷、取出又は保管等を行う

ために使用する設備をいう。 

追加要求なし 

 

一 通常運転時において使用する燃料を取り扱

う能力を有するものであること。 

 

２ 第１号に規定する「通常運転時において使用

する燃料を取り扱う能力」とは、新燃料の搬

入から使用済燃料の搬出までの取扱いにお

いて、関連する機器間を連携し、当該燃料を

搬入、搬出又は保管できる能力があること。 

一 燃料体等を取り扱う能力を有するものであ

ること。 

 

２ 第１項第１号に規定する「燃料体等を取り扱

う能力」とは、新燃料の搬入から使用済燃料

の搬出までの取扱いにおいて、関連する機器

間を連携し、当該燃料を搬入、搬出又は保管

できる能力があること。 

追加要求なし 

 

二 燃料が臨界に達するおそれがない構造であ

ること。 

 

３ 第２号に規定する「燃料が臨界に達するおそ

れがない構造であること」とは、臨界計算に

より燃料が臨界に達しないことを確認され

た構造であること。 

二 燃料体等が臨界に達するおそれがない構造

であること。 

 

３ 第１項第２号に規定する「燃料体等が臨界に

達するおそれがない構造であること」とは、

臨界計算により燃料が臨界に達しないこと

を確認された構造であること。 

追加要求なし 

 

三 崩壊熱により燃料が溶融しないものである

こと。 

 

４ 第３号に規定する「燃料が溶融しない」とは、

設計計算により、燃料が溶融しないことを確

認された冷却能力を有すること。 

 

三 崩壊熱により燃料体等が溶融しないもので

あること。 

 

４ 第１項第３号に規定する「燃料体等が溶融し

ないものであること」とは、設計計算により、

燃料が溶融しないことを確認された冷却能

力を有すること。 

 

追加要求なし 

 

四 取扱い中に燃料が破損するおそれがないこ

と。 

 

５ 第４号に規定する「燃料が破損するおそれが

ないこと」とは、以下によること。 

・燃料交換機にあっては、掴み機構のワイヤ

ーを二重化すること｡ただし、昭和５２年以

前に施設し、又は施設に着手した原子炉施設

においては、構成する機械器具の機能、構造

及び動作原理を考慮し、同等の機能維持が確

認されること。 

・燃料交換機にあっては、燃料取扱中に過荷

重となった場合は上昇阻止される措置がな

されていること。この場合において、取扱い

時の荷重監視等による運転管理による対応

も含まれる。 

・原子炉建屋天井クレーンにあっては、吊り

上げられた使用済燃料運搬用容器が燃料プ

ールに貯蔵された燃料上を走行できない措

置を行うこと。ただし、措置には、運用管理

での対応も含むものとする。この運用管理に

あっては、運搬用容器が燃料上に行かないこ

とを確実にするものであること。また、フッ

クのワイヤー外れ止めを設けること｡ 

 

四 取扱中に燃料体等が破損しないこと。 

 

５ 第１項第４号に規定する「燃料体等が破損し

ないこと」とは、以下によること。 

・燃料交換機にあっては、掴み機構のワイヤ

ーを二重化すること｡ 

・燃料交換機にあっては、燃料取扱中に過荷

重となった場合は上昇阻止される措置がな

されていること。この場合において、取扱い

時の荷重監視等による運転管理による対応

も含まれる。 

・原子炉建屋天井クレーンにあっては、吊り

上げられた使用済燃料運搬用容器等重量物

が燃料プールに貯蔵された燃料上を走行で

きない措置を行うこと。ただし、措置には、

運用管理での対応も含むものとする。この運

用管理にあっては、運搬用容器等重量物が燃

料上に行かないことを確実にするものであ

ること。また、フックのワイヤー外れ止めを

設けること｡なお、ここでの「使用済燃料運

搬用容器等」の等には、燃料交換機又は原子

炉建屋天井クレーンを用いて取扱うもので

あって、その落下によって燃料を破損させる

おそれがあるものを含む。 

・燃料交換機、原子炉建屋天井クレーン等に

あっては、適切な落下防止対策等を施すこと

により、その落下により燃料を破損するおそ

れがないとしてもよい。 

追加要求 

 

燃料交換機の掴み

機構のワイヤーに

ついては，昭和５２

年以前に施設又は

施設に着手した原

子炉施設を対象と

した記載が削除さ

れた。 

 



技術基準規則の新旧比較表 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

五 燃料を封入する容器は、取扱い中における衝

撃、熱等に耐え、かつ、容易に破損しないも

のであること。 

 

６ 第５号に規定する「容易に破損しないもの

であること」とは、「実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則（通商産業省令第

７７号 昭和５３年１２月２８日）｣第１３

条第１項第３号ロに規定されている「容易

かつ安全に取扱うことができ、かつ、運搬

中に予想される温度及び内圧の変化、振動

等により、き裂、破損等が生じるおそれが

ないものであること」。 

なお、｢核燃料物質等の工場又は事業所の外

における運搬に関する規則第３条等の規定

に基づく核燃料物質等の工場又は事業所の

外における運搬に関する技術上の基準に係

る細目等（平成２年１１月２８日 科学技術

庁告示第５号）」を満たすものを、「燃料を封

入する容器」として用いてもよい。 

７ 第５号に規定する「容器」は、「実用発電用

原子炉の設置、運転等に関する規則（通商産

業省令第７７号 昭和５３年１２月２８日）」

を準用し、理論的又は適切な試験・実験によ

り所定の機能が満足されていること。 

五 燃料体等を封入する容器は、取扱中における

衝撃、熱その他の容器に加わる負荷に耐え、

かつ、容易に破損しないものであること。 

 

６ 第１項第５号に規定する「容易に破損しない

ものであること」とは、「実用発電用原子炉

の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通

商産業省令第７７号）｣第８８条第１項第３

号ロに規定されている「容易かつ安全に取扱

うことができ、かつ、運搬中に予想される温

度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破

損等が生じるおそれがないものであること」

をいう。 

なお、「核燃料物質等の工場又は事業所の外

における運搬に関する規則第３条等の規定

に基づく核燃料物質等の工場又は事業所の

外における運搬に関する技術上の基準に係

る細目等」（以下「科技庁告示第５号」とい

う。）を満たすものを、「燃料体等を封入する

容器」として用いてもよい。 

７ 第１項第５号に規定する「容器」は、「実用

発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」

を準用し、理論的若しくは適切な試験又は実

験により所定の機能が満足されていること。 

追加要求なし 

 

六 前号の容器は、内部に燃料を入れた場合に、

放射線障害を防止するため、その表面の線量

当量率及びその表面から一メートルの距離

における線量当量率がそれぞれ別に告示す

る線量当量率を超えないように遮蔽できる

ものであること。ただし、管理区域内におい

てのみ使用されるものについては、この限り

でない。 

 

 六 前号の容器は、内部に燃料体等を入れた場合

に、放射線障害を防止するため、その表面の

線量当量率及びその表面から一メートルの

距離における線量当量率がそれぞれ原子力

規制委員会の定める線量当量率を超えない

ように遮蔽できるものであること。ただし、

管理区域内においてのみ使用されるものに

ついては、この限りでない。 

 

 追加要求なし 

 

七 燃料取扱い中に燃料を取り扱うための動力

源がなくなった場合に、燃料を保持する機構

を設ける等により燃料の落下を防止できる

こと。 

８ 第７号に規定する「燃料取扱い中に燃料を取

り扱うための動力源が無くなった場合でも

燃料を保持する機構」とは、動力源である電

源又は空気が喪失した場合でも燃料を保持

できる性能を有すること｡ 

 

七 燃料体等の取扱中に燃料体等を取り扱うた

めの動力源がなくなった場合に、燃料体等を

保持する構造を有する機器を設けることに

より燃料体等の落下を防止できること。 

 

８ 第１項第７号に規定する「燃料体等の取扱中

に燃料体等を取り扱うための動力源がなく

なった場合に、燃料体等を保持する構造」と

は、動力源である電源又は空気等が喪失した

場合でも燃料を保持できる性能を有するこ

と｡ 

 

追加要求なし 

 

（燃料貯蔵設備）     

第二十五条     

通常運転時に必要とする燃料体又は使用済燃

料（以下「燃料」という。）を貯蔵する設備は、

次の各号により施設しなければならない。 

 

 ２ 燃料体等を貯蔵する設備は、次に定めるとこ

ろにより施設しなければならない。 

 

 追加要求なし 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

一 燃料が臨界に達するおそれがない構造であ

ること。 

 

１ 第１号に規定する「燃料が臨界に達するおそ

れがない構造であること」とは、臨界計算に

より、燃料が臨界に達しないことを確認され

た構造であること。 

 

一 燃料体等が臨界に達するおそれがない構造

であること。 

 

９ 第２項第１号に規定する「燃料体等が臨界に

達するおそれがない構造であること」とは、

臨界計算により、燃料が臨界に達しないこと

を確認された構造であること。 

 

追加要求なし 

 

二 崩壊熱により燃料が溶融しないものである

こと。 

 

２ 第２号に規定する「燃料が溶融しないもので

あること」ついては、設計計算により、燃料

が溶融しないことを確認された冷却能力を

有すること。 

 

二 崩壊熱により燃料体等が溶融しないもので

あること。 

 

１０ 第２項第２号に規定する「燃料体等が溶融

しないものであること」とは、設計計算に

より、燃料が溶融しないことを確認された

冷却能力を有すること。 

追加要求なし 

 

三 燃料を必要に応じて貯蔵することができる

容量を有するものであること。 

 

３ 第３号に規定する「燃料を必要に応じて貯蔵

することができる容量を有する」とは、原子

炉に全て燃料が装荷されている状態で、使用

済燃料及び貯蔵されている取替燃料に加え

て、１炉心分以上の容量を確保すること。こ

の場合において、｢容量｣には、第６号に規定

するキャスク貯蔵分を含むことができる。 

三 燃料体等を必要に応じて貯蔵することがで

きる容量を有するものであること。 

 

１１ 第２項第３号に規定する「燃料体等を必要

に応じて貯蔵することができる容量を有

する」とは、発電用原子炉に全て燃料が装

荷されている状態で、使用済燃料及び貯蔵

されている取替燃料に加えて、１炉心分以

上の容量を確保すること。この場合におい

て、｢容量｣には、第６号に規定するキャス

ク貯蔵分を含むことができる。 

追加要求なし 

 

四 使用済燃料その他高放射性の燃料を貯蔵す

る水槽は、次によること。 

 

 四 使用済燃料その他高放射性の燃料体を貯蔵

する水槽（以下「使用済燃料貯蔵槽」という。）

は、次に定めるところによること。 

 

 追加要求なし 

 

イ 水があふれ、又は漏れるおそれがない構造

であること。 

 

４ 第４号イに規定する「漏れるおそれがない構

造」とは、プール内面をステンレス鋼等でラ

イニングすること、燃料プールに必要な水位

より低い位置に排水口を設けないこと。 

 

イ 放射性物質を含む水があふれ、又は漏れな

い構造であること。 

 

１２ 第２項第４号イに規定する「漏れない構

造」とは、プール内面をステンレス鋼等で

ライニングすること、燃料プールに必要な

水位より低い位置に排水口を設けないこ

と。 

追加要求なし 

 

ロ 燃料の放射線を遮蔽するために必要な量

の水があること。 

 

５ 第４号ロに規定する「燃料の放射線を遮へい

するために必要な量の水」とは、燃料取替作

業時に線量限度（実用発電用原子炉の設置、

運転等に関する規則の規定に基づく線量限

度を定める告示（平成１３年経済産業省告示

第１８７号）による。）を超えないよう放射

線を遮蔽するために必要な量の水をいう。 

この場合において、常用の補給水系統の一つ

が機能しない場合においても、放射線を遮蔽

するために必要な水量が確保できること。た

だし、既設プラントにおいては、仮設ホース

等の本設以外の設備による対応も同等とみ

なす。 

ロ 使用済燃料その他高放射性の燃料体の放

射線を遮蔽するために必要な量の水があ

ること。 

 

１３ 第２項第４号ロに規定する「使用済燃料そ

の他高放射性の燃料体の放射線を遮蔽す

るために必要な量の水」とは、燃料取替作

業時に線量限度（「核原料物質又は核燃料

物質の製錬の事業に関する規則等の規定

に基づく線量限度等を定める告示（平成２

７年原子力規制委員会告示第８号）」によ

る。）を超えないよう放射線を遮蔽するた

めに必要な量の水をいう。 

この場合において、常用の補給水系統の一

つが機能しない場合においても、放射線を

遮蔽するために必要な水量が確保できる

こと。 

追加要求なし 

 

ハ 燃料の被覆が著しく腐しよくするおそれ

がある場合は、これを防止すること。 

 

 

６ 第４号ハに規定する「燃料の被覆が著しく腐

しょくするおそれがある場合は、これを防止

すること」とは、浄化装置を設置すること。 

 

ハ 使用済燃料その他高放射性の燃料体の被

覆が著しく腐食するおそれがある場合は、

これを防止すること。 

 

１４ 第２項第４号ハに規定する「使用済燃料そ

の他高放射性の燃料体の被覆が著しく腐

食するおそれがある場合は、これを防止す

ること」とは、浄化装置を設置すること。 

 

追加要求なし 

 

ニ 水の漏えい及び水槽の水温の異常を検知

できること。 

７ 第４号ニに規定する「水の漏えい及び水温の

異常を検知できる」とは、水槽の水位及び水

  追加要求なし 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-66 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

 温を監視する装置を設置し、更に水槽の水位

については、中央制御室へ警報を発する装置

を設置すること 

「実用発電用原子

炉及びその附属施

設の技術基準に関

する規則」の第４７

条第１項に記載が

ある 

ホ 燃料取扱い中に想定される燃料の落下時

においてもその機能が損なわれないこと。 

 

８ 第４号ホに規定する「その機能が損なわれな

い」とは、落下した燃料によって使用済燃料

プールの機能を失うような損傷は生じさせ

ないよう必要な強度のライニングを施設す

ること。 

 

 

ニ 燃料体等の取扱中に想定される燃料体等

の落下時及び重量物の落下時においても

その機能が損なわれないこと。 

 

１５ 第２項第４号ニに規定する「その機能が損

なわれない」とは、落下した燃料体等やク

レーン等の重量物によって使用済燃料貯

蔵プール（ＢＷＲ）の機能を失うような損

傷は生じさせないよう必要な強度のライ

ニングを施設すること。この場合におい

て、クレーン等にあっては、適切な落下防

止対策等を施すことにより、使用済燃料貯

蔵プール（ＢＷＲ）の機能を維持すること

としてもよい。 

追加要求 

 

五 燃料落下により燃料が破損して放射性物質

が放出されることに伴い公衆に放射線障害

を及ぼすおそれがある場合、放射性物質によ

る原子力発電所外への影響を低減するため、

燃料貯蔵設備を格納する施設及び放射性物

質の放出を低減する施設を施設すること。 

 

９ 第５号に規定する「放射性物質の放出を低減

する施設」とは、空気系の浄化装置をいい、

第３２条第４号（原子炉格納施設の雰囲気の

浄化）に規定された施設を兼ねることができ

る。また、空気系の浄化装置として専用のも

のを施設する場合、その浄化装置の機能につ

いては、設置許可申請書添付書類十において

評価した当該事象による放射性物質の放出

量の評価の条件として設定した浄化装置の

処理容量及びフィルターよう素除去効率に

非保守的な変更がないことを確認すること。 

１０ 第５号に規定する「公衆に放射線障害を及

ぼすおそれがある場合」とは、燃料貯蔵プ

ール等への燃料落下による敷地境界外の

実効線量が｢発電用軽水型原子炉施設の安

全評価に関する審査指針（平成 13 年 3 月

29 日原子力安全委員会一部改訂）｣にある

「４．２事故（５）周辺の公衆に対し、著

しい放射線被ばくのリスクを与えないこ

と｣を満たさないことをいう。この場合に

おいて、核原料、核燃料及び原子炉の規制

に関する法律第２４条（または第２６条）

に基づき許可を受けた原子炉設置許可（変

更）申請において確認されていることを、

関連する設備が同申請要件を満たしてい

ることにより確認することができる。 

 

五 燃料体等の落下により燃料体等が破損して

放射性物質が放出されることに伴い公衆に

放射線障害を及ぼすおそれがある場合、放射

性物質による敷地外への影響を低減するた

め、燃料貯蔵設備の格納施設及び放射性物質

の放出を低減する発電用原子炉施設を施設

すること。 

 

１６ 第２項第５号に規定する「放射性物質の放

出を低減する発電用原子炉施設」とは、空

気系の浄化装置をいい、第４４条第４号

（原子炉格納施設の雰囲気の浄化）に規定

された施設を兼ねることができる。また、

空気系の浄化装置として専用のものを施

設する場合、その浄化装置の機能について

は、設置許可申請書において評価した当該

事象による放射性物質の放出量の評価の

条件として設定した浄化装置の処理容量

及びフィルターよう素除去効率に非保守

的な変更がないことを確認すること。 

１７ 第２項第５号に規定する「公衆に放射線障

害を及ぼすおそれがある場合」とは、燃料

貯蔵プール等への燃料落下による敷地境

界外の実効線量が｢発電用軽水型原子炉施

設の安全評価に関する審査指針（平成２年

８月３０日原子力安全委員会決定）｣にあ

る「４．２事故（５）周辺の公衆に対し、

著しい放射線被ばくのリスクを与えない

こと｣を満たさないことをいう。この場合

において、核原料、核燃料及び原子炉の規

制に関する法律第４３条の３の５（又は第

４３条の３の８）に基づき許可を受けた原

子炉設置（変更）許可申請において確認さ

れていることを、関連する設備が同申請要

件を満たしていることにより確認するこ

とができる。 

 

追加要求なし 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-67 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

六 使用済燃料を原子力発電所内に貯蔵する乾

式キャスク（以下「キャスク」という。）は、

次によること。 

 

１１ 第６号に規定する「乾式キャスク」は、第

２５条第１号及び第２号で規定する臨界

防止機能及び除熱機能に加え、第６号の要

件を満足すること。 

 

六 使用済燃料を工場等内に貯蔵する乾式キャ

スク（以下「キャスク」という。）は、次に

定めるところによること。 

 

１８ 第２項第６号に規定する「キャスク」とは、

金属キャスクのことをいい、第１号及び第

２号で規定する臨界防止機能及び除熱機

能に加え、第６号の要件を満足すること。

また、兼用キャスク以外のキャスクにあっ

ては「原子力発電所内の使用済燃料の乾式

キャスク貯蔵について（平成４年８月２７

日原子力安全委員会了承）」の要件を満足

すること。 

 

追加要求 

ただし，島根原子力

発電所では乾式キ

ャスクを保有して

いない。 

 

イ 使用済燃料が内包する放射性物質を閉じ

込めることができ、かつ、その機能を適切

に監視できること。 

 

１２ 第６号イの規定は以下によること。 

・耐熱性、耐食性等を有し耐久性の高い金

属ガスケット等のシールを採用するこ

と 

・蓋部を一次蓋と二次蓋の二重とし、一次

蓋と二次蓋との間の圧力を監視するこ

とにより密封性を監視できること 

・キャスク内部の負圧を維持できること 

イ 使用済燃料が内包する放射性物質を適切

に閉じ込めることができ、かつ、その機能

を適切に監視できること。 

 

１９ 第２項第６号イの規定は以下によること。 

・耐熱性、耐食性等を有し耐久性の高い金

属ガスケット等のシールを採用するこ

と 

・蓋部を一次蓋と二次蓋の二重とし、一次

蓋と二次蓋との間の圧力を監視するこ

とにより密封性を監視できること 

・キャスク内部の負圧を維持できること 

追加要求なし 

 

ロ 使用済燃料からの放射線に対して適切な

遮蔽能力を有すること。 

 ロ 使用済燃料からの放射線に対して適切な

遮蔽能力を有すること。 

 追加要求なし 

 

ハ 使用済燃料の被覆の著しい腐食又は変形

を防止できること。 

 

１３ 第６号ハに規定する「腐食を防止できる」

とは、キャスク内部に不活性ガスを保持で

きる構造とすることにより被覆管の腐食

を防止すること。 

ハ 使用済燃料の被覆材の著しい腐食又は変

形を防止できること。 

 

２０ 第２項第６号ハに規定する「腐食を防止で

きる」とは、キャスク内部に不活性ガスを

保持できる構造とすることにより被覆管

の腐食を防止すること。 

追加要求なし 

 

ニ キャスク本体等は、使用される温度、放射

線、荷重その他の条件に対し、適切な材料

及び構造であること。 

 

 ニ キャスク本体その他のキャスクを構成す

る部材は、使用される温度、放射線、荷重

その他の条件に対し、適切な材料及び構造

であること。 

 追加要求なし 

 

七 取扱者以外の者がみだりに立ち入らないよ

うにすること。 

 

 七 取扱者以外の者がみだりに立ち入らないよ

うにすること。 

 

 追加要求なし 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-68 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ）  （原子炉冷却材圧力バウンダリ）   

第十六条の二  第二十七条   

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器

は、一次冷却系統に係る施設の損壊等に伴う衝

撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加等に耐

えるように施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第１６条の２に規定する「一次冷却系統に係

る施設の損壊等に伴う衝撃」とは、原子炉冷

却材喪失事故に伴うジェット反力等、安全弁

等の開放に伴う荷重をいう。また、「炉心の

反応度の変化による荷重の増加」とは、運転

時の異常な過渡変化及び事故時において、反

応度が炉心に投入されることにより１次冷

却系の圧力が増加することに伴う荷重の増

加をいう。この場合において、浸水燃料の破

裂に加えて、ペレット／被覆管機械的相互作

用を原因とする破損による衝撃圧力等に伴

う荷重の増加を含む。 

２ 通常時閉・事故時閉であって、原子炉運転時

にも短時間開となり事故時開になるおそれ

のある配管の弁（具体的には残留熱除去系配

管の隔離弁）に対しては、日本電気協会「原

子炉冷却材圧力バウンダリ、原子炉格納容器

バウンダリの範囲を定める規程」

（JEAC4602-2004）の定義である「内側隔離

弁までを原子炉冷却材圧力バウンダリとす

る」を適用するに当たって、以下の要件を満

たすこと。 

－ 内側隔離弁からの漏えいを原因として原

子炉冷却材の大量漏えいを防止するため、内

側隔離弁から外側隔離弁までの配管、外側隔

離弁が必要な耐圧機能を有すること。 

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器

は、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊

その他の異常に伴う衝撃、炉心の反応度の変化に

よる荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるよ

うに施設しなければならない。 

 

 

 

１ 第２７条に規定する「一次冷却系統に係る発

電用原子炉施設の損壊その他の異常に伴う

衝撃」とは、原子炉冷却材喪失事故に伴うジ

ェット反力等、安全弁等の開放に伴う荷重を

いう。 

２ 第２７条に規定する「炉心の反応度の変化に

よる荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力

バウンダリを構成する機器に加わる負荷」と

は、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事

故時において、反応度が炉心に投入されるこ

とにより１次冷却系の圧力が増加すること

に伴う荷重の増加をいう。この場合におい

て、浸水燃料の破裂に加えて、ペレット／被

覆管機械的相互作用を原因とする破損によ

る衝撃圧力等に伴う荷重の増加を含む。 

 

 

追加要求なし 

 

ただし，第２条の解

釈５にて原子炉冷

却材圧力バウンダ

リの範囲が拡大し

た。 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-69 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（原子炉冷却材圧力バウンダリの漏えい等）  （原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等）   

第十六条の三  第二十八条   

原子炉冷却材圧力バウンダリには、原子炉冷却

材の流出を制限するために隔離装置を施設しな

ければならない。 

 

１ 第１項に規定する「原子炉冷却材の流出」と

は、原子炉冷却材圧力バウンダリに接続する

配管等が破損することによって原子炉冷却

材が流出することをいう。 

原子炉冷却材圧力バウンダリには、原子炉冷却

材の流出を制限するよう、隔離装置を施設しなけ

ればならない。 

 

１ 第１項に規定する「原子炉冷却材の流出」と

は、原子炉冷却材圧力バウンダリに接続する

配管等が破損することによって原子炉冷却

材が流出することをいう。 

追加要求なし 

 

ただし，第２条の解

釈５にて原子炉冷

却材圧力バウンダ

リの範囲が拡大し

た。 

２ 原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダ

リからの原子炉冷却材の漏えいを検出する

装置を施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第２項に規定する「原子炉冷却材圧力バウン

ダリからの原子炉冷却材の漏えいを検出す

る装置」とは、漏えい位置を特定できない格

納容器内の漏えいに対しては、１時間以内に

０．２３立方メートルの漏えい量を検出する

能力を有すること。 

３ 通常時閉・事故時閉であって、原子炉運転時

にも短時間開となり事故時開になるおそれ

ある配管の弁（具体的には残留熱除去系配管

の隔離弁）に対しては、日本電気協会「原子

炉冷却材圧力バウンダリ、原子炉格納容器バ

ウンダリの範囲を定める規程」

（JEAC4602-2004）の定義である「内側隔離

弁までを原子炉冷却材圧力バウンダリとす

る」を適用するに当たって、以下の要件を満

たすこと。 

－ 内側隔離弁開による原子炉冷却材の大量

漏えいを防止するため、低圧時にのみ開とな

ること。 

２ 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリからの原子炉冷却材の漏えいを検

出する装置を施設しなければならない。 

 

２ 第２項に規定する「原子炉冷却材圧力バウン

ダリからの原子炉冷却材の漏えいを検出す

る装置」とは、漏えい位置を特定できない格

納容器内の漏えいに対しては、１時間以内に

０．２３立方メートルの漏えい量を検出する

能力を有すること。 

 

 

 

 

追加要求なし 

 



技術基準規則の新旧比較表 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（一次冷却材の排出）  （一次冷却材処理装置）   

第十八条  第二十九条   

放射性物質を含む一次冷却材（第十六条第四号

の装置から排出される放射性物質を含む流体を

含む。）を通常運転時において一次冷却系統外に

排出する場合は、これを安全に処理する装置を施

設しなければならない。 

１ 第１８条に規定する「安全に処理する装置」

とは、放射性物質を含む一次冷却材を通常運

転時において一次冷却系統外に排出する場

合に、これを最終的に放射性廃棄物処理設備

に適切に導く施設であること。 

放射性物質を含む一次冷却材（第三十三条第四

号の装置から排出される放射性物質を含む流体

を含む。）を通常運転時において一次冷却系統外

に排出する場合は、これを安全に処理する装置を

施設しなければならない。 

１ 第２９条に規定する「安全に処理する装置」

とは、放射性物質を含む一次冷却材を通常運

転時において一次冷却系統外に排出する場

合に、これを最終的に放射性廃棄物処理設備

に適切に導く施設であること。 

 

追加要求なし 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（逆止め弁の設置）  （逆止め弁）   

第十九条  第三十条   

放射性物質を含む一次冷却材を内包する容器

若しくは管又は放射性廃棄物を処理する設備（排

気筒並びに第二十八条及び第三十一条に規定す

るものを除く。第二十一条において同じ。）へ放

射性物質を含まない流体を導く管には、逆止め弁

を設けなければならない。ただし、放射性物質を

含む流体が放射性物質を含まない流体を導く管

に逆流するおそれがない場合は、この限りでな

い。 

１ 第１９条に規定する「逆流するおそれがない

場合」とは、直接接続されていない場合、又

は十分な圧力差を有している場合をいう。 

 

 

放射性物質を含む一次冷却材を内包する容器

若しくは管又は放射性廃棄物を処理する設備（排

気筒並びに第四十条及び第四十三条に規定する

ものを除く。第四十七条において同じ。）へ放射

性物質を含まない流体を導く管には、逆止め弁を

設けなければならない。ただし、放射性物質を含

む流体が放射性物質を含まない流体を導く管に

逆流するおそれがない場合は、この限りでない。 

１ 第３０条に規定する「逆流するおそれがない

場合」とは、直接接続されていない場合、又

は十分な圧力差を有している場合をいう。 

 

 

 

 

 

追加要求なし 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（準用）  （蒸気タービン）   

第三十四条  第三十一条   

３ 第九条第十五号の規定及び発電用火力設備

に関する技術基準を定める省令第三章の規

定は、原子力発電所に施設する蒸気タービン

及びその附属設備について準用する。 

２ 第２項及び第３項において準用する第９条

第１５号に規定する「主要な耐圧部の溶接

部」とは、以下に掲げるものの溶接部をいう。 

原子力発電所に係る補助ボイラー、蒸気ター

ビンに係る蒸気だめ、補助ボイラーに属する

燃料燃焼設備若しくは蒸気タービンに係る

熱交換器又は補助ボイラー若しくは蒸気タ

ービンに係る管であって、外径 150mm以上の

もののうち、次の圧力以上の圧力が加えられ

るもの 

イ 水用の容器又は管であって、最高使用温

度 100℃未満のものについては、最高使用

圧力 1960ｋPa 

ロ イ以外の容器については、最高使用圧力

98kPa 

ハ イ以外の管については、最高使用圧力

980kPa（長手継手にあっては、490kPa） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第２項及び第３項において準用する第９条

第１５号の規定に適合する溶接部とは、「溶

接規格 2007」及び「設計・建設規格 2005

（2007）」の規定に『日本機械学会「溶接規

格」等の適用に当たって（別記－１０）』の

要件を付したものに適合した溶接部をいう。 

（溶接規格 2007 技術評価書及び設計・建設

規格 2007技術評価書） 

第十七条第十五号の規定及び発電用火力設備

に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産

業省令第五十一号）第三章の規定は、設計基準対

象施設に施設する蒸気タービンについて準用す

る。 

１ 第３１条において準用する第１７条第１５

号に規定する「主要な耐圧部の溶接部」とは、

以下に掲げるものの溶接部をいう。 

（１）設計基準対象施設の蒸気タービンに係る蒸

気だめ又は熱交換器の次に定める圧力以

上の圧力を加えられる部分（以下「耐圧

部」）について溶接を必要とするもの 

イ 水用の容器又は管であって、最高使用温度

１００℃未満のものについては、最高使用

圧力１９６０ｋＰａ 

ロ 液化ガス（通常の使用状態での温度におけ

る飽和圧力が１９６ｋＰａ以上であって

現に液体の状態であるもの又は圧力が１

９６ｋＰａにおける飽和温度が３５℃以

下であって現に液体の状態であるものを

いう。以下同じ。）用の容器又は管につい

ては、最高使用圧力０ｋＰａ 

ハ イ又はロに規定する容器以外の容器につ

いては、最高使用圧力９８ｋＰａ 

ニ イ又はロに規定する管以外の管について

は、最高使用圧力９８０ｋＰａ（長手継手

の部分にあっては、４９０ｋＰａ） 

（２）設計基準対象施設の蒸気タービンに係る外

径１５０ｍｍ以上の管のうち、耐圧部につ

いて溶接を必要とするもの 

２ 第３１条において準用する第１７条第１５

号の規定に適合する溶接部は、次の（１）又

は（２）のいずれかに適合したものをいう。 

（１）「溶接規格 2007」及び「設計・建設規格

2005(2007)」の規定に「日本機械学会「溶

接規格」等の適用に当たって（別記－５）」

の要件を付したもの 

（２）「溶接規格 2012(2013)」及び「設計・建設

規格 2012」の規定に「日本機械学会「設計・

建設規格」及び「材料規格」の適用に当た

って（別記－２）」及び「日本機械学会「溶

接規格」等の適用に当たって（別記－５）」

の要件を付したもの 

（「溶接規格 2007 技術評価書」、「溶接規格

2012(2013)技術評価書」、「設計・建設規格

2007 技術評価書」及び「設計・建設規格

2012 技術評価書」） 

３ 第３１条において蒸気タービン（その附属設

備を含む）について「発電用火力設備に関す

る技術基準を定める省令」（平成９年３月２

追加要求 

 

液化ガスの記載が

追加されているが，

島根原子力発電所

には該当設備はな

い。 

なお，蒸気タービン

については，従来

「発電用火力設備

に関する技術基準

を定める省令」の規

定を準用しており，

追加要求はない。 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-73 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

７日通商産業省令第五十一号。以下「火力省

令」という。）第３章の規定を準用する範囲

は、ＰＷＲでは図－１、ＢＷＲでは図－２の

区分図によること。 

４ 火力省令の準用に当たっては、「発電用火力

設備の技術基準の解釈」（2013507 商局第 2 

号（平成２５年５月１７日経済産業省商務流

通保安グループ制定））の該当部分によるこ

と。 
 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-74 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（非常用炉心冷却設備）  （非常用炉心冷却設備）   

第十七条  第三十二条   

原子力発電所には、非常用炉心冷却設備を施設

しなければならない。 

 発電用原子炉施設には、非常用炉心冷却設備を

施設しなければならない。 

 追加要求なし 

２ 非常用炉心冷却設備は、次の機能を有するも

のでなければならない。 

 ２ 非常用炉心冷却設備は、次の機能を有するも

のでなければならない。 

 追加要求なし 

一 燃料被覆管の温度が燃料材の溶融又は燃料

体の著しい破損を生ずる温度を超えて上昇

することを防止できるものであること。 

１ 第２項第１号に規定する「燃料体の著しい破

損を生ずる温度を超えて上昇することを防

止できる」とは、「軽水型動力炉の非常用炉

心冷却系の性能評価指針（平成４年６月１１

日 原子力安全委員会一部改定）」に基づいて

想定冷却材喪失事故の解析を行った結果、燃

料被覆の温度、燃料被覆の化学量論的酸化量

が同指針に規定する判断基準を満足するこ

とをいい、具体的には、非常用炉心冷却設備

の仕様が核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律第２４条（または第２６

条）に基づき許可を受けた原子炉の設置（変

更）許可申請書（以下、設置許可申請書とい

う。）添付書類八に規定された仕様を満足す

るとともに、添付書類十（添付書類八に記載

のない事項）における評価条件と比較して非

保守的な変更が無いことを確認すること。ま

た、ＰＷＲにあっては、蓄圧注入系の蓄圧タ

ンクの保持圧力及び保有水量に非保守的な

変更がないことを確認すること。なお、第８

条第２項に規定する試験及び検査並びに第

１７条第４項に規定する試験の非常用炉心

冷却ポンプへの適用に際し、設置許可申請添

付書類八に記載された仕様値が同添付書類

十に適用された入力仕様値と異なる場合に

は、既設プラントにおける測定上の制約及び

設計時の裕度を考慮することができ、同添付

書類十に適用された入力仕様値を満たすこ

とにより確認することができる。 

一 燃料被覆材の温度が燃料材の溶融又は燃料

体の著しい破損を生ずる温度を超えて上昇

することを防止できるものであること。 

１ 第２項第１号に規定する「燃料体の著しい破

損を生ずる温度を超えて上昇することを防

止できる」とは、「軽水型動力炉の非常用炉

心冷却系の性能評価指針（平成４年６月１１

日 原子力安全委員会一部改定）」に基づいて

想定冷却材喪失事故の解析を行った結果、燃

料被覆の温度、燃料被覆の化学量論的酸化量

が同指針に規定する判断基準を満足するこ

とをいい、具体的には、非常用炉心冷却設備

の仕様が原子炉等規制法第４３条の３の５

（又は第４３条の３の８）に基づき許可を受

けた原子炉の設置（変更）許可申請書（以下

「設置許可申請書」という。）添付書類八に

記載された仕様を満足するとともに、設置

（変更）許可申請書における評価条件と比較

して非保守的な変更がないことを確認する

こと。また、ＰＷＲにあっては、蓄圧注入系

の蓄圧タンクの保持圧力及び保有水量に非

保守的な変更がないことを確認すること。 

追加要求なし 

二 燃料被覆管と冷却材との反応により著しく

多量の水素を生ずるものでないこと。 

２ 第２項第２号に規定する「著しく多量の水素

を生ずるものでない」とは、前号の要求条件

に基づく想定冷却材喪失事故解析において

発生する水素量が同指針に規定する判断基

準を満足することをいい、具体的には、非常

用炉心冷却設備の仕様が設置許可申請書添

付書類八に規定された仕様を満足するとと

もに、同添付書類十における評価条件と比較

して非保守的な変更が無いことを確認する

ことをいう。なお、第８条第２項に規定する

試験及び検査並びに第１７条第４項に規定

する試験の非常用炉心冷却ポンプへの適用

二 燃料被覆材と冷却材との反応により著しく

多量の水素を生ずるものでないこと。 

２ 第２項第２号に規定する「著しく多量の水素

を生ずるものでない」とは、前号の要求条件

に基づく想定冷却材喪失事故解析において

発生する水素量が同指針に規定する判断基

準を満足することをいい、具体的には、非常

用炉心冷却設備の仕様が設置（変更）許可申

請書添付書類八に記載された仕様を満足す

るとともに、設置（変更）許可申請書におけ

る評価条件と比較して非保守的な変更がな

いことを確認することをいう。 

追加要求なし 



技術基準規則の新旧比較表 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

に際し、設置許可申請添付書類八に記載され

た仕様値が同添付書類十に適用された入力

仕様値と異なる場合には、既設プラントにお

ける測定上の制約及び設計時の裕度を考慮

することができ、同添付書類十に適用された

入力仕様値を満たすことにより確認するこ

とができる。 

３ 非常用炉心冷却設備は、原子炉圧力容器内又

は原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに

冷却材中の異物の影響につき想定される最

も厳しい条件下においても、正常に機能する

能力を有するものでなければならない。 

３ 第３項に規定する「想定される最も厳しい条

件下」とは、予想される最も小さい有効吸込

水頭をいい、非常用炉心冷却設備に係るろ過

装置の性能については「非常用炉心冷却設備

又は格納容器熱除去設備に係るろ過装置の

性能評価等について（内規）（平成 20・02・

12原院第 5号）」によること。 

３ 非常用炉心冷却設備は、原子炉圧力容器内又

は原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに

冷却材中の異物の影響につき想定される最

も厳しい条件下においても、正常に機能する

能力を有するものでなければならない。 

３ 第３項に規定する「想定される最も厳しい条

件下」とは、予想される最も小さい有効吸込

水頭をいい、非常用炉心冷却設備に係るろ過

装置の性能については「非常用炉心冷却設備

又は格納容器熱除去設備に係るろ過装置の

性能評価等について（内規）」（平成２０・０

２・１２原院第 5号（平成２０年２月２７日

原子力安全・保安院制定））によること。 

追加要求なし 

４ 非常用炉心冷却設備は、その能力の維持状況

を確認するため、原子炉の運転中に試験がで

きるように施設しなければならない。 

４ 第４項に規定する「原子炉の運転中に試験が

できるように施設しなければならない」機器

とは、「動的機器（ポンプ及び事故時に動作

する弁等）」をいう。 

４ 非常用炉心冷却設備は、その能力の維持状況

を確認するため、発電用原子炉の運転中に試

験ができるように施設しなければならない。 

４ 第４項に規定する「発電用原子炉の運転中に

試験ができるように施設しなければならな

い」機器とは、動的機器（ポンプ及び事故時

に動作する弁等）をいう。 

追加要求なし 

 



技術基準規則の新旧比較表 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（循環設備等）  （循環設備等）   

第十六条  第三十三条   

原子力発電所には、次の各号に掲げる設備を施

設しなければならない。 

１ 第１６条各号の設備として、少なくとも次の

設備又は同等の機能を有する設備を保有す

ること。 

  BWR PWR 

第１号に該 

当するもの 

原子炉再循

環系 

一次冷却系 

第２号に該 

当するもの 

原子炉圧力

制御系 

加圧器圧力制

御系 

第３号に該 

当するもの 

原子炉給水

制御系 

原子炉隔離

時冷却系 

制御棒駆動

水圧系 

化学体積制御

系 

第４号に該 

当するもの 

原子炉冷却

材浄化系 

化学体積制御

系 

第５号に該 

当するもの 

原子炉隔離

時冷却系 

(*1) 

残留熱除去

系(*2) 

隔離時復水

器系(*1) 

補助給水系

(*1) (*2) 

余熱除去系

(*2) 

第６号に該 

当するもの 

原子炉補機

冷却系 

原子炉補機

冷却海水系 

原子炉補機冷

却水系 

原子炉補機冷

却海水系 

(*1) 短時間の全交流電源喪失時に原子炉圧力

容器内において発生した残留熱を除去す

ることができる設備。ただし、補助給水系

にあってはタービン駆動のものに限る。 

(*2) 原子炉停止時に原子炉圧力容器内におい

て発生した残留熱を除去することができ

る設備。 

発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を施設

しなければならない。 

１ 第３３条各号の設備として、少なくとも次の

設備又は同等の機能を有する設備を保有す

ること。 

  ＢＷＲ ＰＷＲ 

第１号に該 

当するもの 

原子炉再循

環系 

一次冷却系 

第２号に該 

当するもの 

原子炉圧力

制御系 

加圧器圧力制

御系 

第３号に該 

当するもの 

原子炉給水

制御系 

原子炉隔離

時冷却系 

制御棒駆動

水圧系 

化学体積制御

系 

第４号に該 

当するもの 

原子炉冷却

材浄化系 

化学体積制御

系 

第５号に該 

当するもの 

原子炉隔離

時冷却系 

(*1) 

残留熱除去

系(*2) 

隔離時復水

器系(*1) 

補助給水系

(*1) (*2) 

余熱除去系

(*2) 

第６号に該 

当するもの 

原子炉補機

冷却系 

原子炉補機

冷却海水系 

原子炉補機冷

却水系 

原子炉補機冷

却海水系 

(*1) 重大事故等に対処するために必要な電源

設備からの電気の供給が開始されるまで

の間の全交流動力電源喪失時に原子炉圧

力容器内において発生した残留熱を除去

することができる設備。ただし、補助給水

系にあってはタービン駆動のものに限る。 

(*2) 原子炉停止時に原子炉圧力容器内におい

て発生した残留熱を除去することができ

る設備。 

追加要求 

 

 

一 原子炉圧力容器内において発生した熱を除

去するために、熱を輸送することができる容

 一 原子炉圧力容器内において発生した熱を除

去するために、熱を輸送することができる容

 追加要求なし 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-77 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

量の一次冷却材を循環させる設備 量の一次冷却材を循環させる設備 

二 負荷の変動等による原子炉圧力容器内の圧

力の変動を自動的に調整する設備 

 二 負荷の変動その他の発電用原子炉の運転に

伴う原子炉圧力容器内の圧力の変動を自動

的に調整する設備 

 追加要求なし 

三 通常運転時又は一次冷却材の小規模漏えい

時等に生じた一次冷却材の減少分を自動的

に補給する設備 

２ 第３号に規定する「一次冷却材の小規模漏え

い時」とは、原子炉冷却材圧力バウンダリを

構成する弁、ポンプ等のシール部および原子

炉冷却材圧力バウンダリの小き裂等からの

原子炉冷却材の漏えいをいう。なお、「漏え

い時等」の「等」は、安全弁の正常な作動に

よる原子炉冷却材の体積の減少をいう。 

三 通常運転時又は一次冷却材の小規模漏えい

時に発生した一次冷却材の減少分を自動的

に補給する設備 

２ 第３号に規定する「一次冷却材の小規模漏え

い時」とは、原子炉冷却材圧力バウンダリを

構成する弁、ポンプ等のシール部及び原子炉

冷却材圧力バウンダリの小亀裂等からの原

子炉冷却材の漏えいをいう。なお、「一次冷

却材の減少」には、安全弁の正常な作動によ

る原子炉冷却材の体積の減少も含まれる。 

追加要求なし 

四 一次冷却材中の不純物及び放射性物質の濃

度を原子力発電所の運転に支障を及ぼさな

い値以下に保つ設備 

 四 一次冷却材中の不純物及び放射性物質の濃

度を発電用原子炉施設の運転に支障を及ぼ

さない値以下に保つ設備 

 追加要求なし 

五 原子炉停止時（短時間の全交流動力電源喪失

時を含む。）に原子炉圧力容器内において発

生した残留熱を除去することができる設備 

 五 発電用原子炉停止時（全交流動力電源喪失時

から重大事故等に対処するために必要な電

力の供給が交流動力電源設備から開始され

るまでの間を含む。）に原子炉圧力容器内に

おいて発生した残留熱を除去することがで

きる設備 

 追加要求 

六 前号の設備により除去された熱を最終的な

熱の逃がし場へ輸送することができる設備 

３ 第６号の設備には第１６条第５号の設備に

より除去された熱を最終的な熱の逃がし場

へ輸送することが要求されているが、短時間

の全交流動力電源喪失時における機能確保

は要求されない。 

六 前号の設備により除去された熱を最終ヒー

トシンクへ輸送することができる設備 

３ 第６号の設備には第５号の設備により除去さ

れた熱を最終的な熱の逃がし場へ輸送すること

が要求されているが、重大事故等に対処するため

に必要な電源設備からの電気の供給が開始され

るまでの間の全交流動力電源喪失時における機

能確保は要求されない。 

追加要求 

 



技術基準規則の新旧比較表 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（計測装置）  （計測装置）   

第二十条  第三十四条   

原子力発電所には、次の各号に掲げる事項を計

測する装置を施設しなければならない。この場合

において、直接計測することが困難な場合は、当

該事項を間接的に測定する装置をもつて替える

ことができる。 

１ 第２０条における計測する手段としてはサ

ンプリングによる測定、演算（炉周期）が含

まれる。 

第１１号の計測の場合、「間接的に測定する

装置をもつて替えることができる。」とは、

排水路の出口又はこれに近接する箇所にお

ける放射性物質の濃度を直接測定すること

が技術的に困難な場合、排水路の上流におけ

る濃度を測定することをいう。 

発電用原子炉施設には、次に掲げる事項を計測

する装置を施設しなければならない。ただし、直

接計測することが困難な場合は、当該事項を間接

的に測定する装置を施設することをもって、これ

に代えることができる。 

１ 第３４条における計測する手段としてはサ

ンプリングによる測定、演算（炉周期）が含

まれる。第１項第１１号の計測の場合、「間

接的に測定する装置を施設することをもっ

て、これに代えることができる。」とは、排

水路の出口又はこれに近接する箇所におけ

る放射性物質の濃度を直接測定することが

技術的に困難な場合、排水路の上流における

濃度を測定することをいう。 

追加要求なし 

一 炉心における中性子束密度  一 炉心における中性子束密度  追加要求なし 

二 炉周期  二 炉周期  追加要求なし 

三 制御棒の位置及び液体制御材を使用する場

合にあっては、その濃度 

 三 制御棒の位置及び液体制御材を使用する場

合にあっては、その濃度 

 追加要求なし 

四 一次冷却材に関する次の事項  四 一次冷却材に関する次の事項  追加要求なし 

イ 放射性物質及び不純物の濃度  イ 放射性物質及び不純物の濃度  追加要求なし 

ロ 原子炉圧力容器の入口及び出口における

圧力、温度及び流量 

 ロ 原子炉圧力容器の入口及び出口における

圧力、温度及び流量 

 追加要求なし 

五 原子炉圧力容器（加圧器がある場合は、加圧

器）内及び蒸気発生器内の水位 

 五 原子炉圧力容器（加圧器がある場合は、加圧

器）内及び蒸気発生器内の水位 

 追加要求なし 

六 原子炉格納容器内の圧力、温度、可燃性ガス

の濃度、放射性物質の濃度及び線量当量率 

２ 第１項第６号に規定する「可燃性ガス濃度」

とは、ＢＷＲにおいては、酸素・水素ガス濃

度、ＰＷＲにおいては、水素ガス濃度をいう。 

六 原子炉格納容器内の圧力、温度、可燃性ガス

の濃度、放射性物質の濃度及び線量当量率 

２ 第１項第６号に規定する「可燃性ガスの濃

度」とは、ＢＷＲにおいては、酸素・水素ガ

ス濃度、ＰＷＲにおいては、水素ガス濃度を

いう。 

追加要求なし 

七 主蒸気管中及び空気抽出器排ガス中等の放

射性物質の濃度 

３ 第１項第７号はＢＷＲに対して、第８号はＰ

ＷＲに対して適用される。 

七 主蒸気管中及び空気抽出器その他の蒸気タ

ービン又は復水器に接続する設備であって

放射性物質を内包する設備の排ガス中の放

射性物質の濃度 

３ 第１項第７号はＢＷＲに対して、第８号はＰ

ＷＲに対して適用される。 

追加要求なし 

八 蒸気発生器の出口における二次冷却材の圧

力、温度及び流量並びに二次冷却材中の放射

性物質の濃度 

 八 蒸気発生器の出口における二次冷却材の圧

力、温度及び流量並びに二次冷却材中の放射

性物質の濃度 

 追加要求なし 

九 排気筒の出口又はこれに近接する箇所にお

ける排気中の放射性物質の濃度 

 九 排気筒の出口又はこれに近接する箇所にお

ける排気中の放射性物質の濃度 

 追加要求なし 

十 排水口又はこれに近接する箇所における排

水中の放射性物質の濃度 

 十 排水口又はこれに近接する箇所における排

水中の放射性物質の濃度 

 追加要求なし 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-79 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

十一 放射性物質により汚染するおそれがある

管理区域（管理区域のうち、その場所にお

ける外部放射線に係る線量のみが第二条

第九号の規定に基づき告示する線量を超

えるおそれがある場所を除いた場所をい

う。以下同じ。）内に開口部がある排水路

の出口又はこれに近接する箇所における

排水中の放射性物質の濃度 

４ 第１項第１１号に規定する「放射性物質によ

り汚染するおそれがある管理区域」とは、管

理区域を規定する以下の３要素のうち外部

放射線に係る線量のみが発電用原子力設備

に関する放射線による線量等の技術基準（平

成１３年告示第１８８号）に規定される基準

を超える管理区域以外の管理区域をいい、３

要素のうちＡ、Ｂ及びＣの組み合わせ、Ａと

Ｂ若しくはＡとＣの組み合わせ、ＢとＣの組

み合わせ又はＢ若しくはＣのみで規定され

る管理区域のことをいう。この場合におい

て、管理区域の３要素は以下による。 

Ａ．その場所における外部放射線に係る線量

が別に告示する実効線量を超えるおそれが

あるもの。 

Ｂ．空気中の放射性物質（空気又は水のうち

に自然に含まれているものを除く。）の濃度

が別に告示する濃度を超えるおそれがある

もの。 

Ｃ．放射性物質によって汚染された物の表面

の放射性物質の密度が別に告示する密度を

超えるおそれがあるもの。 

十一 放射性物質により汚染するおそれがある

管理区域（管理区域のうち、その場所にお

ける外部放射線に係る線量のみが実用炉

規則第二条第二項第四号に規定する線量

を超えるおそれがある場所を除いた場所

をいう。以下同じ。）内に開口部がある排

水路の出口又はこれに近接する箇所にお

ける排水中の放射性物質の濃度 

４ 第１項第１１号に規定する「放射性物質によ

り汚染するおそれがある管理区域」とは、管

理区域を規定する以下の３要素のうち外部

放射線に係る線量のみが「核原料物質又は核

燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規

定に基づく線量限度等を定める告示」に規定

される基準を超える管理区域以外の管理区

域をいい、３要素のうちＡ、Ｂ及びＣの組み

合わせ、ＡとＢ若しくはＡとＣの組み合わ

せ、ＢとＣの組み合わせ又はＢ若しくはＣの

みで規定される管理区域のことをいう。この

場合において、管理区域の３要素は以下によ

る。 

Ａ．その場所における外部放射線に係る線量

が別に告示する実効線量を超えるおそれが

あるもの。 

Ｂ．空気中の放射性物質（空気又は水のうち

に自然に含まれているものを除く。）の濃度

が別に告示する濃度を超えるおそれがある

もの。 

Ｃ．放射性物質によって汚染された物の表面

の放射性物質の密度が別に告示する密度を

超えるおそれがあるもの。 

追加要求なし 

十二 管理区域内において人が常時立ち入る場

所その他放射線管理を特に必要とする場

所（燃料取扱場所等をいう。）の線量当量

率 

 十二 管理区域内において人が常時立ち入る場

所その他放射線管理を特に必要とする場

所（燃料取扱場所その他の放射線業務従事

者に対する放射線障害の防止のための措

置を必要とする場所をいう。）の線量当量

率 

 追加要求なし 

十三 周辺監視区域に隣接する地域における空

間線量率及び放射性物質濃度 

 十三 周辺監視区域に隣接する地域における空

間線量率及び放射性物質の濃度 

５ 第１項第１３号に規定する装置のうち、恒設

のモニタリング設備については、非常用電源

設備に接続するか、無停電電源装置などによ

り電源復旧までの期間の電気の供給を担保

できる設計であること。また、必要な情報を

原子炉制御室又は適切な場所に表示できる

設計であること。さらに、そのデータ伝送系

は多様性を有する設計であること。 

追加要求 

  十四 使用済燃料その他高放射性の燃料体を貯

蔵する水槽の水温及び水位 

 追加要求なし 

「発電用原子炉設

備に関する技術基

準を定める命令」の

第二十五条第１項

第四号ニに記載が

ある。 

十四 原子力発電所における風向及び風速  十五 敷地内における風向及び風速  追加要求なし 

２ 前項第六号に掲げる装置であって線量当量

率を計測する装置にあっては、多重性及び独

立性を有しなければならない。 

 ２ 前項第六号に掲げる装置であって線量当量

率を計測する装置にあっては、多重性及び独

立性を確保しなければならない。 

 追加要求なし 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-80 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

  ３ 第一項第十二号から第十四号までに掲げる

事項を計測する装置（同項第十二号に掲げる

事項を計測する装置にあっては、燃料取扱設

備及び燃料貯蔵設備に属するものに限る。）

にあっては、外部電源が喪失した場合におい

てもこれらの事項を計測することができる

ものでなければならない。 

 追加要求 

３ 第一項第一号及び第三号から第十四号まで

に掲げる事項を計測する装置にあっては、計

測結果を表示し、かつ、記録することができ

るものでなければならない。 

５ 第３項に規定する「計測結果を表示し、かつ、

記録することができる」とは、事故時の情報

を与える主たる放射線計測装置（「発電用軽

水型原子炉施設における事故時の放射線計

測に関する審査指針（平成２年８月３０日原

子力安全委員会一部改訂）」に定める放射線

計測系の分類１及び２の計測装置）以外にあ

っては、運転員等が測定結果を記録し、その

確認ができることにかえることができる。 

４ 第一項第一号及び第三号から第十五号まで

に掲げる事項を計測する装置にあっては、計

測結果を表示し、記録し、及びこれを保存す

ることができるものでなければならない。た

だし、設計基準事故時の放射性物質の濃度及

び線量当量率を計測する主要な装置以外の

装置であって、断続的に試料の分析を行う装

置については、運転員その他の従事者が測定

結果を記録し、及びこれを保存し、その記録

を確認することをもって、これに代えること

ができる。 

６ 第４項に規定する「計測する装置にあって

は、計測結果を表示し、記録し、及びこれを

保存する」には、計測、計測結果の表示、記

録及び保存を、複数の装置の組み合わせによ

り実現してもよい。 

 

７ 第４項に規定する「設計基準事故時の放射性

物質の濃度及び線量当量率を計測する主要

な装置」とは、「発電用軽水型原子炉施設に

おける事故時の放射線計測に関する審査指

針（昭和５６年７月２３日原子力安全委員会

決定）」に定める放射線計測系の分類１及び

２の計測装置をいう。 

追加要求 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-81 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（安全保護装置）  （安全保護装置）   

第二十二条  第三十五条   

原子力発電所には、安全保護装置を次の各号に

より施設しなければならない。 

３ デジタル安全保護系の適用に当たっては、日

本電気協会「安全保護系へのディジタル計算

機の適用に関する規程」（JEAC 4620-2008）（以

下「JEAC 4620」という。）５．留意事項を除

く本文、解説－４から６まで、解説－８及び

解説－１１から１８まで並びに「ディジタル

安全保護系の検証及び妥当性確認に関する

指針」（JEAG 4609-2008）本文及び解説－９

に以下の要件を付したものによること。ただ

し、「ディジタル」は「デジタル」と読み替

えること。 

（１）JEAC4620の４．１の適用に当たっては、

運転時の異常な過渡変化が生じる場合

又は地震の発生等により原子炉の運転

に支障が生じる場合において、原子炉停

止系統及び工学的安全施設と併せて機

能することにより、燃料許容損傷限界を

超えないよう安全保護系の設定値を決

定すること。 

（２）JEAC4620の４．１８．３において検証

及び妥当性確認の実施に際して作成さ

れた文書は、４．１８．２の構成管理計

画の中に文書の保存を定め、適切に管理

すること。 

（３）JEAC4620の４．８における「想定され

る電源擾乱、電磁波等の外部からの外

乱・ノイズの環境条件を考慮した設計と

すること」を「想定される電源擾乱、サ

ージ電圧、電磁波等の外部からの外乱・

ノイズの環境条件を考慮して設計し、そ

の設計による対策の妥当性が十分であ

ることを確証すること」と読み替えるこ

と。 

（４）JEAC4620の４．５及び解説－５の適用

に当たっては、デジタル安全保護系は、

試験時を除き、計測制御系からの情報を

受けないこと、又は計測制御系からの情

報を受ける場合には、計測制御系の故障

により、デジタル安全保護系が影響を受

けないよう措置を講じること。 

デジタル安全保護系及び計測制御系の

伝送ラインを共用する場合、通信をつか

さどる制御装置は発信側システムの装

置とすること。 

（５）JEAC4620の４．１６の「外部からの影

響を防止し得る設計」を「外部影響の防

発電用原子炉施設には、安全保護装置を次に定

めるところにより施設しなければならない。 

４ デジタル安全保護系の適用に当たっては、日

本電気協会「安全保護系へのディジタル計算

機の適用に関する規程」（JEAC 4620-2008）（以

下「JEAC4620」という。）５．留意事項を除

く本文、解説－４から６まで、解説－８及び

解説－１１から１８まで並びに「ディジタル

安全保護系の検証及び妥当性確認に関する

指針」（JEAG4609-2008）本文及び解説－９に

以下の要件を付したものによること。ただ

し、「ディジタル」は「デジタル」と読み替

えること。 

（１）JEAC4620の４．１の適用に当たっては、

運転時の異常な過渡変化が生じる場合

又は地震の発生等により原子炉の運転

に支障が生じる場合において、原子炉停

止系統及び工学的安全施設と併せて機

能することにより、燃料許容損傷限界を

超えないよう安全保護系の設定値を決

定すること。 

（２）JEAC4620の４．１８．３において検証

及び妥当性確認の実施に際して作成さ

れた文書は、４．１８．２の構成管理計

画の中に文書の保存を定め、適切に管理

すること。 

（３）JEAC4620の４．８における「想定され

る電源擾乱、電磁波等の外部からの外

乱・ノイズの環境条件を考慮した設計と

すること」を「想定される電源擾乱、サ

ージ電圧、電磁波等の外部からの外乱・

ノイズの環境条件を考慮して設計し、そ

の設計による対策の妥当性が十分であ

ることを確証すること」と読み替えるこ

と。 

（４）JEAC4620の４．５及び解説－６の適用

に当たっては、デジタル安全保護系は、

試験時を除き、計測制御系からの情報

を受けないこと。試験時に、計測制御

系からの情報を受ける場合には、計測

制御系の故障により、デジタル安全保

護系が影響を受けないよう措置を講ず

ること。 

デジタル安全保護系及び計測制御系の

伝送ラインを共用する場合、通信をつ

かさどる制御装置は発信側システムの

装置とすること。 

（５）JEAC4620の４．１６の「外部からの影

追加要求なし 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-82 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

止された設備」と読み替えること。 

（６）JEAC4620の４．における安全保護機能

に相応した高い信頼性を有するとは、デ

ジタル安全保護系のトリップ失敗確率

及び誤トリップする頻度を評価し、従来

型のものと比較して同等以下とするこ

と。また、デジタル安全保護系の信頼性

評価において、ハードウェア構成要素に

異常の検出、検出信号の伝送、入出力信

号の処理、演算処理、トリップ信号の伝

送、トリップの作動等、評価に必要な構

成要素を含むこと。 

（７）安全保護系に用いられるデジタル計算

機の健全性を実証できない場合、安全保

護機能の遂行を担保するための原理の

異なる手段を別途用意すること。 

（日本電気協会「安全保護系へのディジ

タル計算機の適用に関する規程（JEAC 

4620-2008）」及び「ディジタル安全保護

系の検証及び妥当性確認に関する指針

（JEAG 4609-2008）」に関する技術評価

書（平成２３年１月）） 

 

響を防止し得る設計」を「外部影響の

防止された設備」と読み替えること。 

（６）JEAC4620の４．における安全保護機能

に相応した高い信頼性を有するとは、

デジタル安全保護系のトリップ失敗確

率及び誤トリップする頻度を評価し、

従来型のものと比較して同等以下とす

ること。また、デジタル安全保護系の

信頼性評価において、ハードウェア構

成要素に異常の検出、検出信号の伝送、

入出力信号の処理、演算処理、トリッ

プ信号の伝送、トリップの作動等、評

価に必要な構成要素を含むこと。 

（７）安全保護系に用いられるデジタル計算

機の健全性を実証できない場合、安全

保護機能の遂行を担保するための原理

の異なる手段を別途用意すること。

（「日本電気協会「安全保護系へのディ

ジタル計算機の適用に関する規程

（JEAC 4620-2008）」及び「ディジタル

安全保護系の検証及び妥当性確認に関

する指針（JEAG 4609-2008）」に関する

技術評価書」（平成２３年１月原子力安

全・保安院、原子力安全基盤機構取り

まとめ）） 

 

一 運転時の異常な過渡変化が生じる場合又は

地震の発生等により原子炉の運転に支障が

生じる場合において、原子炉停止系統及び工

学的安全施設と併せて機能することにより

燃料許容損傷限界を超えないようにできる

ものであること。 

１ 第１号の安全保護装置の機能の確認につい

ては、設置許可申請書の添付書類八の設備仕

様及び同添付書類十において評価した運転

時の異常な過渡変化の評価の条件に非保守

的な変更がないことを確認すること。 

 

一 運転時の異常な過渡変化が発生する場合又

は地震の発生により発電用原子炉の運転に

支障が生ずる場合において、原子炉停止系統

その他系統と併せて機能することにより、燃

料要素の許容損傷限界を超えないようにで

きるものであること。 

１ 第１号の安全保護装置の機能の確認につい

ては、設置許可申請書の添付書類八の設備仕

様及び設置許可申請書において評価した運

転時の異常な過渡変化の評価の条件に非保

守的な変更がないことを確認すること。 

 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

二 系統を構成する機械器具又はチャンネルは、

単一故障が起きた場合又は使用状態からの

単一の取り外しを行った場合において、安全

保護機能を失わないように、多重性を有する

こと。 

 

 

 

 

 

二 系統を構成する機械若しくは器具又はチャ

ンネルは、単一故障が起きた場合又は使用状

態からの単一の取り外しを行った場合にお

いて、安全保護機能を失わないよう、多重性

を確保すること。 

 

 

 

 

 

追加要求なし 

 

 

 

三 系統を構成するチャンネルは、相互を分離

し、それぞれのチャンネル間において安全保

護機能を失わないように独立性を有するこ

と。 

２ 第３号に規定する「独立性を有すること」と

は、チャンネル間の距離、バリア、電気的隔

離装置等により、相互を分離することをい

う。 

三 系統を構成するチャンネルは、それぞれ互い

に分離し、それぞれのチャンネル間において

安全保護機能を失わないように独立性を確

保すること。 

２ 第３号に規定する「独立性を確保すること」

とは、チャンネル間の距離、バリア、電気的

隔離装置等により、相互を分離することをい

う。 

追加要求なし 

 

 

 

四 駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状

況が生じた場合においても、原子炉施設をよ

り安全な状態に移行するか、又は当該状態を

維持することにより、原子炉施設の安全上支

障がない状態を維持できること。 

 

 

 

 

 

 

 

四 駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状

況が生じた場合においても、発電用原子炉施

設をより安全な状態に移行するか、又は当該

状態を維持することにより、発電用原子炉施

設の安全上支障がない状態を維持できるこ

と。 

 

 

 

 

 

追加要求なし 

 

 

 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-83 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五 不正アクセス行為その他の電子計算機に使

用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目

的に反する動作をさせる行為による被害を

防止するために必要な措置が講じられてい

るものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第５号に規定する「必要な措置が講じられて

いるものであること」とは、外部ネットワー

クと物理的な分離又は機能的な分離を行う

こと、有線又は無線による外部ネットワーク

からの遠隔操作及びウイルス等の侵入を防

止すること、物理的及び電気的アクセスの制

限を設けることにより、システムの据付、更

新、試験、保守等で、承認されていない者の

操作及びウイルス等の侵入を防止すること

等の措置を講ずることをいう。なお、ソフト

ウェアの内部管理を強化するために、ウイル

ス等によるシステムの異常動作を検出させ

る場合には以下の機能を有すること。 

（１）ウイルス等によるシステムの異常動作を

検出する機能を設ける場合には、ウイル

ス等を検知した場合に運転員等へ告知す

ること。 

（２）ウイルス等によるシステムの異常動作を

検出する機能は、安全保護装置の機能に

悪影響を及ぼさないこと。 

 

追加要求 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五 計測制御系の一部を安全保護装置と共用す

る場合には、その安全保護機能を失わないよ

うに、計測制御系から機能的に分離されたも

のであること。 

 

 

 

六 計測制御系の一部を安全保護装置と共用す

る場合には、その安全保護機能を失わないよ

う、計測制御系から機能的に分離されたもの

であること。 

 

 

 

追加要求なし 

 

六 原子炉の運転中に、その能力を確認するため

の必要な試験ができるものであること。 

 

 

七 発電用原子炉の運転中に、その能力を確認す

るための必要な試験ができるものであるこ

と。 

 

 

 

追加要求なし 

 

七 安全保護装置は、運転条件に応じて作動設定

値を変更できるものであること。 

 

 

八 運転条件に応じて作動設定値を変更できる

ものであること。 

 

 

追加要求なし 

 
 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-84 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（反応度制御系統及び原子炉停止系統）  （反応度制御系統及び原子炉停止系統）   

第二十三条  第三十六条   

原子力発電所には、反応度制御系統及び原子炉

停止系統を施設しなければならない。この場合に

おいて、反応度制御系統と原子炉停止系統とを独

立させて設置しなくてもよい。 

 

 

 

 

発電用原子炉施設には、反応度制御系統を施設

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

追加要求なし 

 

 

 

２ 反応度制御系統は、計画的な出力変化に伴う

反応度変化を燃料許容損傷限界を超えるこ

となく制御できる能力を有するものでなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 反応度制御系統は、二つ以上の独立した制御

棒、液体制御材その他の反応度を制御する系

統を有するものであり、かつ、計画的な出力

変化に伴う反応度変化を燃料要素の許容損

傷限界を超えることなく制御できる能力を

有するものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

追加要求なし 

 

 

３ 原子炉停止系統は、制御棒、液体制御材等に

よる二つ以上の独立した系統を有するもの

であり、かつ、次の能力を有するものでなけ

ればならない。 

 

 

 

 

３ 原子炉停止系統は、次の能力を有するもので

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

追加要求なし 

一 通常運転時の高温状態において、二つ以上の

独立した系統がそれぞれ原子炉を未臨界に

移行し未臨界を維持できるものであり、か

つ、運転時の異常な過渡変化時の高温状態に

おいても原子炉停止系統のうち少なくとも

一つは、燃料許容損傷限界を超えることなく

原子炉を未臨界に移行し未臨界を維持でき

ること。この場合において、非常用炉心冷却

設備等の作動に伴って注入される液体制御

材による反応度価値を加えることができる。 

 

 

 

１ 第３項第１号に規定する「高温状態において

原子炉を未臨界に移行し未臨界を維持できるこ

と」とは、キセノン崩壊により反応度が添加され

るまでの期間、未臨界を維持できること。キセノ

ン崩壊により反応度が添加された以降の長期的

な未臨界の維持は、他の原子炉停止系統（ほう酸

注入系）、原子炉の停止能力を備えた原子炉停止

系統以外の系統（非常用炉心冷却設備）の作動を

含むことができる。 

 

 

 

 

一 通常運転時の高温状態において、二つ以上の

独立した系統がそれぞれ発電用原子炉を未

臨界に移行し、及び未臨界を維持できるもの

であり、かつ、運転時の異常な過渡変化時の

高温状態においても原子炉停止系統のうち

少なくとも一つは、燃料要素の許容損傷限界

を超えることなく発電用原子炉を未臨界に

移行し、及び未臨界を維持できること。この

場合において、非常用炉心冷却設備その他の

発電用原子炉施設の安全性を損なうおそれ

がある場合に作動する設備の作動に伴って

注入される液体制御材による反応度価値を

加えることができる。 

１ 第３項第１号に規定する「発電用原子炉を未

臨界に移行し、及び未臨界を維持できる」と

は、キセノン崩壊により反応度が添加される

までの期間、未臨界を維持できること。キセ

ノン崩壊により反応度が添加された以降の

長期的な未臨界の維持は、他の原子炉停止系

統（ほう酸注入系）、原子炉の停止能力を備

えた原子炉停止系統以外の系統（非常用炉心

冷却設備）の作動を含むことができる。 

 

 

 

 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時

における低温状態において、少なくとも一つ

は、原子炉を未臨界に移行し未臨界を維持で

きること。 

 

 

 

 

２ 第３項第２号に規定する「通常運転時及び運

転時の異常な過渡変化時における低温状態

において、原子炉を未臨界に移行し未臨界を

維持できる」とは、高温臨界未満の状態から

キセノン崩壊及び一次冷却材温度変化によ

る反応度添加を補償しつつ原子炉を低温状

態で未臨界に移行して維持できること。 

 

二 通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時

における低温状態において、少なくとも一つ

は、発電用原子炉を未臨界に移行し、及び未

臨界を維持できること。 

 

 

 

 

２ 第３項第２号に規定する「通常運転時及び運

転時の異常な過渡変化時における低温状態

において、発電用原子炉を未臨界に移行し、

及び未臨界を維持できる」とは、高温臨界未

満の状態からキセノン崩壊及び一次冷却材

温度変化による反応度添加を補償しつつ原

子炉を低温状態で未臨界に移行して維持で

きること。 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

三 一次冷却材喪失等の事故時において、少なく

とも一つは、原子炉を未臨界へ移行すること

ができ、少なくとも一つは、原子炉を未臨界

に維持できること。この場合において、非常

用炉心冷却設備等の作動に伴って注入され

る液体制御材による反応度価値を加えるこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 一次冷却材喪失その他の設計基準事故時に

おいて、少なくとも一つは、発電用原子炉を

未臨界へ移行することができ、かつ、少なく

とも一つは、発電用原子炉を未臨界に維持で

きること。この場合において、非常用炉心冷

却設備その他の発電用原子炉施設の安全性

を損なうおそれがある場合に作動する設備

の作動に伴って注入される液体制御材によ

る反応度価値を加えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 制御棒を用いる場合にあっては、反応度価値

の最も大きな制御棒一本が固着した場合に

３ 第３項第４号に規定する「制御棒１本が固着

した場合」とは、制御棒１本が、完全に炉心

四 制御棒を用いる場合にあっては、反応度価値

の最も大きな制御棒一本が固着した場合に

３ 第３項第４号に規定する「制御棒１本が固着

した場合」とは、制御棒１本が、完全に炉心

追加要求なし 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-85 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

おいても第一号から第三号までの規定に適

合すること。 

 

 

 

の外に引き抜かれ、挿入できないことをい

う。 

なお、ＡＢＷＲにあっては、同一の水圧制御

ユニットに属する制御棒１組又は１本の固

着を考慮すること。 

おいても第一号から前号までの規定に適合

すること。 

 

 

 

の外に引き抜かれ、挿入できないことをい

う。なお、ＡＢＷＲにあっては、同一の水圧

制御ユニットに属する制御棒１組又は１本

の固着を考慮すること。また 、固着時にあ

っても第３項１号から３号の要求事項が満

たされる必要がある。 

 

 

 

 

 

４ 制御棒の最大反応度価値及び反応度添加率

は、想定される反応度投入事象（原子炉に反

応度が異常に投入される事象をいう。）に対

して原子炉冷却材圧力バウンダリを破損せ

ず、かつ、炉心冷却を損なうような炉心等の

損壊を起こさないものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 第４項の規定は、設置許可申請書添付書類十

における「制御棒飛び出し（ＰＷＲ）」、「制

御棒落下（ＢＷＲ）」の評価で想定した下記

の内容を確認することにより確認できる。 

【ＢＷＲ】 

・制御棒引抜手順が定められていること 

・定められた制御棒引抜手順に沿った操作が

行われていることを制御棒価値ミニマイ

ザ又はそれに替わる運用管理によって確

認できること 

・制御棒落下速度を制限する装置 

【ＰＷＲ】 

・制御棒挿入限界 

４ 制御棒の最大反応度価値及び反応度添加率

は、想定される反応度投入事象（発電用原子

炉に反応度が異常に投入される事象をい

う。）に対して原子炉冷却材圧力バウンダリ

を破損せず、かつ、炉心の冷却機能を損なう

ような炉心、炉心支持構造物及び原子炉圧力

容器内部構造物の損壊を起こさないもので

なければならない。 

 

 

 

 

 

４ 第４項の規定は、設置（変更）許可申請書に

おける「制御棒飛び出し（ＰＷＲ）」、「制御

棒落下（ＢＷＲ）」の評価で想定した下記の

内容を確認することにより確認できる。 

【ＢＷＲ】 

・制御棒引抜手順が定められていること 

・定められた制御棒引抜手順に沿った操作が

行われていることを制御棒価値ミニマイ

ザ又はそれに替わる運用管理によって確

認できること 

・制御棒落下速度を制限する装置 

【ＰＷＲ】 

・制御棒挿入限界 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 制御棒、液体制御材等は、通常運転時におけ

る圧力、温度及び放射線によって起こる最も

厳しい条件において、必要な物理的及び化学

的性質を保持するものでなければならない。 

 

５ 第５項に規定する「必要な物理的及び化学的

性質」とは、物理的性質については耐放射線

性、寸法安定性、耐熱性、核性質をいい、化

学的性質については耐食性、化学的安定性を

いう。 

５ 制御棒、液体制御材その他の反応度を制御す

る設備は、通常運転時における圧力、温度及

び放射線に起因する最も厳しい条件におい

て、必要な物理的及び化学的性質を保持する

ものでなければならない。 

５ 第５項に規定する「必要な物理的及び化学的

性質」とは、物理的性質については耐放射線

性、寸法安定性、耐熱性、核性質をいい、化

学的性質については耐食性、化学的安定性を

いう。 

追加要求なし 

 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-86 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（制御材駆動装置）  （制御材駆動装置）   

第二十四条  第三十七条   

制御材を駆動する装置は、次の各号により施設

しなければならない。 

 

 

制御材を駆動する装置は、次に定めるところに

より施設しなければならない。 

 

 

追加要求なし 

 

一 原子炉の特性に適合した速度で制御材を駆

動できるものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第１号に規定する「原子炉の特性に適合した

速度で制御材を駆動できる」とは、原子炉の

緊急停止時に制御棒の挿入による時間（この

間に炉心に加えられる負の反応度）が、当該

原子炉の燃料及び原子炉冷却材圧力バウン

ダリの損傷を防ぐために適切な値となるよ

うな速度で炉心内に挿入されること。ここ

で、緊急停止時の制御棒の挿入時間は、設置

許可申請書添付書類八の仕様及び添付書類

十における運転時の異常な過渡変化及び事

故の評価で設定した時間を満たしているこ

と。 

一 発電用原子炉の特性に適合した速度で制御

材を駆動できるものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第１号に規定する「発電用原子炉の特性に適

合した速度で制御材を駆動できる」とは、発

電用原子炉の緊急停止時に制御棒の挿入に

よる時間（この間に炉心に加えられる負の反

応度）が、当該原子炉の燃料及び原子炉冷却

材圧力バウンダリの損傷を防ぐために適切

な値となるような速度で炉心内に挿入され

ること。ここで、緊急停止時の制御棒の挿入

時間は、設置（変更）許可申請書添付書類八

の仕様及び設置（変更）許可申請書における

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故

の評価で設定した時間を満たしていること。 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 原子炉の通常運転時において、制御棒の異常

な引抜きが生じた場合でも燃料許容損傷限

界を超える速度で駆動できないものである

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第２号に規定する「制御棒の異常な引抜きが

生じた場合でも燃料許容損傷限界を超える

速度で駆動できないもの」とは、「原子炉起

動時における制御棒の異常な引き抜き」及び

「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」に

より、制御棒が異常に引き抜かれた場合で

も、燃料許容損傷限界を超えないよう引抜速

度が制限されていること。この場合におい

て、設置許可申請書添付書類十において評価

した「原子炉起動時における制御棒の異常な

引き抜き」及び「出力運転中の制御棒の異常

な引き抜き」の評価の条件として設定した制

御棒引抜速度に非保守的な変更がないこと

を確認すること。 

二 発電用原子炉の通常運転時において制御棒

の異常な引き抜きが発生した場合において

も、燃料要素の許容損傷限界を超える速度で

駆動できないものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第２号に規定する「制御棒の異常な引き抜き

が発生した場合においても、燃料要素の許容

損傷限界を超える速度で駆動できないもの」

とは、「原子炉起動時における制御棒の異常

な引き抜き」及び「出力運転中の制御棒の異

常な引き抜き」により、制御棒が異常に引き

抜かれた場合でも、燃料の許容損傷限界を超

えないよう引抜速度が制限されていること。

この場合において、設置（変更）許可申請書

において評価した「原子炉起動時における制

御棒の異常な引き抜き」及び「出力運転中の

制御棒の異常な引き抜き」の評価の条件とし

て設定した制御棒引抜速度に非保守的な変

更がないことを確認すること。 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 制御棒を駆動するための動力源がなくなっ

た場合に、原子炉の反応度を増加させる方向

に制御棒を動作させないものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第３号に規定する「原子炉の反応度を増加さ

せる方向に制御棒を動作させないものであ

ること」とは、次の各号のいずれかに適合す

るものまたはこれと同等であること。 

一 ＢＷＲにおいては、次によること。 

・水圧駆動による制御棒駆動装置にあって

は、動力源としての制御棒駆動水ポンプ等

による水圧が喪失した場合において、ラッ

チ機構により制御棒は現状位置に保持さ

れること。 

・電動駆動による制御棒駆動装置にあって

は、電磁ブレーキ等を有することにより、

動力電源喪失時も現状位置に保持される

機構を有すること。 

二 ＰＷＲにおいては、制御棒駆動装置の動

力源がなくなると制御棒は自重で落下す

ること。 

三 制御棒の駆動動力源が喪失した場合に、発電

用原子炉の反応度を増加させる方向に制御棒

を動作させないものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第３号に規定する「発電用原子炉の反応度を

増加させる方向に制御棒を動作させないも

のであること」とは、次の各号のいずれかに

適合するもの又はこれと同等であること。 

一 ＢＷＲにおいては、次によること。 

・水圧駆動による制御棒駆動装置にあって

は、動力源としての制御棒駆動水ポンプ

等による水圧が喪失した場合において、

ラッチ機構により制御棒は現状位置に保

持されること。 

・電動駆動による制御棒駆動装置にあって

は、電磁ブレーキ等を有することにより、

動力電源喪失時も現状位置に保持される

機構を有すること。 

二 ＰＷＲにおいては、制御棒駆動装置の動力

源がなくなると制御棒は自重で落下する

こと。 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-87 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

四 制御棒を駆動する装置にあっては、制御棒の

挿入その他の衝撃により制御棒、燃料体、反

射材等を損壊しないものであること。 

 

 

四 制御棒を駆動する装置にあっては、制御棒の

挿入その他の衝撃により制御棒、燃料体、反

射材その他の炉心を構成するものを損壊し

ないものであること。 

 追加要求なし 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-88 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（原子炉制御室等）  （原子炉制御室等）   

第二十四条の二  第三十八条    

原子力発電所には、原子炉制御室を施設しなけ

ればならない。 

 

 

発電用原子炉施設には、原子炉制御室を施設し

なければならない。 

 

 

追加要求なし 

 

２ 原子炉制御室には、反応度制御系統及び原子

炉停止系統に係る設備を操作する装置、非常

用炉心冷却設備等非常時に原子炉の安全を確

保するための設備を操作する装置、原子炉及

び一次冷却系統に係る主要な機械器具の動作

状態を表示する装置、主要計測装置の計測結

果を表示する装置その他の原子炉を安全に運

転するための主要な装置（第二十一条第一項

に規定する装置を含む。）を集中し、かつ、誤

操作することなく適切に運転操作することが

できるように施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第２項に規定する「原子炉及び一次冷却系統

に係る主要な機械器具の動作状態」とは次の

状態をいう。 

(1)原子炉制御棒の動作状態 

(2)原子炉及び一次冷却系統に係る主要なポ

ンプの起動・停止状態 

(3)原子炉及び一次冷却系統に係る主要な弁

の開閉状態 

２ 第２項に規定する「その他の原子炉を安全に

運転するための主要な装置」とは、警報装置、

機械器具を操作する装置及び機械器具の動

作状況を表示する装置をいう。 

３ 第２項に規定する「主要計測装置の計測結果

を表示する装置」とは、原子炉の炉心、原子

炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容

器バウンダリ並びにこれらに関する系統の

健全性を確認するために必要なパラメータ

を計測する装置であって、通常運転時及び運

転時の異常な過渡変化時において、中性子

束、制御棒位置、一次冷却系統の圧力、温度、

流量、水位等の重要なパラメータを計測し、

かつ監視できる設備をいう。 

４ 第２項に規定する「第２１条第１項に規定す

る装置」を「集中し」施設するに当たり、当

該設備の専用制御場所に集中して警報表示

する場合は、原子炉制御室に一括して警報表

示してもよい。また、複数の原子炉で廃棄物

処理設備等を共用する場合にあっては、当該

設備の属するいずれかの原子炉の原子炉制

御室に一括して警報表示してもよい。 

 

５ 第２２条に規定する安全保護装置及びそれ

により駆動又は制御される機器については、

バイパス状態、使用不能状態について表示す

ること等により運転員が的確に認知できる

こと。 

６ 第２項に規定する安全設備を運転中に試験

するため、電動弁用電動機に熱的過負荷保護

装置（以下「保護装置」という。）を使用す

る場合には、保護装置の使用状態又は不使用

状態を運転員が的確に識別できるように、表

示装置が設けられていること。ただし、保護

装置が常時使用され、事故時にのみ自動的に

バイパスされるように設計されている場合、

２ 原子炉制御室には、反応度制御系統及び原子

炉停止系統に係る設備を操作する装置、非常

用炉心冷却設備その他の非常時に発電用原

子炉の安全を確保するための設備を操作す

る装置、発電用原子炉及び一次冷却系統に係

る主要な機械又は器具の動作状態を表示す

る装置、主要計測装置の計測結果を表示する

装置その他の発電用原子炉を安全に運転す

るための主要な装置（第四十七条第一項に規

定する装置を含む。）を集中し、かつ、誤操

作することなく適切に運転操作することが

できるよう施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第２項に規定する「発電用原子炉及び一次冷

却系統に係る主要な機械又は器具の動作状

態」とは次の状態をいう。 

(1) 発電用原子炉の制御棒の動作状態 

(2) 発電用原子炉及び一次冷却系統に係る

主要なポンプの起動・停止状態 

(3) 発電用原子炉及び一次冷却系統に係る

主要な弁の開閉状態 

２ 第２項に規定する「その他の発電用原子炉を

安全に運転するための主要な装置」とは、警

報装置、機械器具を操作する装置及び機械器

具の動作状況を表示する装置をいう。 

３ 第２項に規定する「主要計測装置の計測結果

を表示する装置」とは、発電用原子炉の炉心、

原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格

納容器バウンダリ並びにこれらに関する系

統の健全性を確認するために必要なパラメ

ータを計測する装置であって、通常運転時及

び運転時の異常な過渡変化時において、中性

子束、制御棒位置、一次冷却系統の圧力、温

度、流量、水位等の重要なパラメータを計測 

し、かつ監視できる設備をいう。 

４ 第２項に規定する「第４７条第１項に規定す

る装置」を「集中し」施設するに当たり、当

該設備の専用制御場所に集中して警報表示

する場合は、原子炉制御室に一括して警報表

示してもよい。また、複数の発電用原子炉で

廃棄物処理設備等を共用する場合にあって

は、当該設備の属するいずれかの発電用原子

炉の原子炉制御室に一括して警報表示して

もよい。 

５ 第３５条に規定する安全保護装置及びそれ

により駆動又は制御される機器については、

バイパス状態、使用不能状態について表示す

ること等により運転員が的確に認知できる

こと。 

６ 第２項に規定する安全設備を運転中に試験

するため、電動弁用電動機に熱的過負荷保護

装置（以下「保護装置」という。）を使用す

る場合には、保護装置の使用状態又は不使用

状態を運転員が的確に識別できるように、表

示装置が設けられていること。ただし、保護

装置が常時使用され、事故時にのみ自動的に

バイパスされるように設計されている場合、

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-89 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

又は保護装置が事故時において不要な作動

をしないように設定されている場合は、同表

示装置の設置は不要である。 

７ 第２項に規定する「誤操作することなく、適

切に運転操作することができる」とは｢原子

炉制御室における誤操作防止のための設備

面への要求事項(別記－８)｣によること。 

 

 

 

 

 

 

 

又は保護装置が事故時において不要な作動

をしないように設定されている場合は、同表

示装置の設置は不要である。 

７ 第２項に規定する「誤操作することなく適切

に運転操作することができる」とは｢原子炉

制御室における誤操作防止のための設備面

への要求事項(別記－７)｣によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 原子炉制御室には、発電用原子炉施設の外部

の状況を把握するための装置を施設しなけ

ればならない。 

 

 

８ 第３項に規定する「発電用原子炉施設の外部

の状況を把握するための装置」とは、発電用

原子炉施設に迫る津波等の自然現象をカメ

ラの映像等により昼夜にわたり監視できる

装置をいう。 

追加要求 

 

 

 

４ 原子力発電所には、火災等により原子炉制御

室が使用できない場合に、原子炉制御室以外

の場所から原子炉の運転を停止し、かつ、安

全な状態に維持することができる装置を施

設しなければならない。 

 

 

 

 

１３ 第４項に規定する「原子炉制御室以外の場

所」とは、中央制御室を構成する区画壁の

外であって、制御室退避の原因となった居

住性の悪化の影響が及ぶおそれがない程

度に隔離された場所をいい、「安全な状態

に維持することができる装置」とは、中央

制御室以外の場所から原子炉を高温停止

できる機能を有した装置であること。 

 

４ 発電用原子炉施設には、火災その他の異常な

事態により原子炉制御室が使用できない場

合に、原子炉制御室以外の場所から発電用原

子炉の運転を停止し、かつ、安全な状態に維

持することができる装置を施設しなければ

ならない。 

 

 

 

９ 第４項に規定する「原子炉制御室以外の場

所」とは、原子炉制御室を構成する区画壁の

外であって、原子炉制御室退避の原因となっ

た居住性の悪化の影響が及ぶおそれがない

程度に隔離された場所をいい、「安全な状態

に維持することができる装置」とは、原子炉

制御室以外の場所から発電用原子炉を高温

停止でき、引き続き低温停止できる機能を有

した装置であること。 

 

追加要求 

 

【低温停止機能要

求の明確化】 

旧安全設計審査指

針では「適切な手順

を用いて原子炉を

引き続き低温停止

できること」と要求

している。 

 

３ 原子炉制御室及びこれに連絡する通路等に

は、一次冷却系統に係る施設の故障、損壊等

が生じた場合に原子炉の運転の停止等の措

置をとるため、従事者等が支障なく原子炉制

御室に入り、かつ、一定期間とどまることが

できるように、遮蔽その他の適切な放射線防

護措置及び制御室外の火災等により発生し

た有毒ガスに対する換気設備の隔離その他

の適切な防護措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 第３項に規定する｢これに連絡する通路等｣

とは、一次冷却系統に係る施設の故障、損壊

等が生じた場合に原子炉制御室に直交代等

のため入退域する通路及び区域をいう。 

 

 

８ 第３項は、制御室等には事故・異常時におい

ても従事者が制御室に立ち入り、一定期間滞

在できるように放射線に係る遮へい壁、放射

線量率の計測装置の設置等の「適切な放射線

防護措置」が施されていること。この「放射

線防護措置」としては必ずしも設備面の対策

のみではなく防護具等運用面の対策も含ま

れる。「一定期間とどまる」とは、運転員が

必要な交替も含め、一次冷却材喪失等の事故

時に過剰な被ばくなしにとどまり、必要な操

作を行う期間をいう。 

 

１０ 第３項に規定する「遮へいその他の適切な

放射線防護措置」とは、一次冷却材喪失等

の事故時に、室内にとどまり必要な操作、

措置を行う運転員が過度の被ばくを受け

ないよう施設し、運転員が制御室に入り、

とどまる間の被ばくを「実用発電用原子炉

５ 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損

壊又は故障その他の異常が発生した場合に

発電用原子炉の運転の停止その他の発電用

原子炉施設の安全性を確保するための措置

をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室

に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該

措置をとるための操作を行うことができる

よう、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、

当該各号に定める防護措置を講じなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 第５項に規定する｢これに連絡する通路並

びに運転員その他の従事者が原子炉制御

室に出入りするための区域｣とは、一次冷

却系統に係る施設の故障、損壊等が生じた

場合に原子炉制御室に直交替等のため入

退域する通路及び区域をいう。 

１１ 第５項においては、原子炉制御室等には事

故・異常時においても従事者が原子炉制御

室に立ち入り、一定期間滞在できるように

放射線に係る遮蔽壁、放射線量率の計測装

置の設置等の「適切な放射線防護措置」が

施されていること。この「放射線防護措置」

としては必ずしも設備面の対策のみでは

なく防護具の配備、着用等運用面の対策も

含まれる。「一定期間」とは、運転員が必

要な交替も含め、一次冷却材喪失等の設計

基準事故時に過度の被ばくなしにとどま

り、必要な操作を行う期間をいう。 

１２ 第５項に規定する「遮蔽その他の適切な放

射線防護措置」とは、一次冷却材喪失等の

設計基準事故時に、原子炉制御室内にとど

まり必要な操作、措置を行う運転員が過度

の被ばくを受けないよう施設し、運転員が

原子炉制御室に入り、とどまる間の被ばく

追加要求 

 

2020年 5月 1日以後

最初の施設定期検

査 の 終 了 日 又 は

2020年 5月 1日以後

に発電用原子炉の

運転を開始する日

の前日のいずれか

早い日までに実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-90 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の設置、運転等に関する規則の規定に基づ

く線量限度等を定める告示（平成１３年３

月２１日通商産業省告示１８７号）」の第

８条における緊急時作業に係る線量限度

１００ｍＳｖ以下にできるものであるこ

とをいう。 

この場合における運転員の被ばく評価は、

判断基準の線量限度内であることを確認

すること。被ばく評価手法は、「原子力発

電所中央制御室の居住性に係る被ばく評

価手法について（内規）」（平成２１・０７・

２７原院第１号）に基づくこと。チャコー

ルフィルターを通らない空気の制御室へ

の流入量については、「原子力発電所中央

制御室の居住性に係る被ばく評価手法に

ついて（内規）」（平成２１・０７・２７原

院第１号）に基づき、制御室換気設備の新

設及び制御室換気設備再循環モード時に

おける対象範囲境界部での空気の流入に

影響を与える改造の際、及び、定期的に測

定し確認すること。なお、チャコールフィ

ルターを通らない空気流入量が、評価に用

いている想定した空気量を下回っている

ことを確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

を「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事

業に関する規則等の規定に基づく線量限

度等を定める告示」第７条第１項における

緊急時作業に係る線量限度１００ｍＳｖ

以下にできるものであることをいう。 

この場合における運転員の被ばく評価は、

判断基準の線量限度内であることを確認

すること。被ばく評価手法は、「原子力発

電所中央制御室の居住性に係る被ばく評

価手法について（内規）」（平成２１・０７・

２７原院第１号（平成２１年８月１２日原

子力安全・保安院制定））（以下「被ばく評

価手法（内規）」という。）に基づくこと。 

チャコールフィルターを通らない空気の

原子炉制御室への流入量については、被ば

く評価手法（内規）に基づき、原子炉制御

室換気設備の新設の際、原子炉制御室換気

設備再循環モード時における再循環対象

範囲境界部での空気の流入に影響を与え

る改造の際、及び、定期的に測定を行い、

運転員の被ばく評価に用いている想定し

た空気量を下回っていることを確認する

こと。 

 

１３ 第５項に規定する「当該措置をとるための

操作を行うことができる」には、有毒ガス

の発生時において、原子炉制御室の運転員

の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護

のための判断基準値以下とすることを含

む。「防護措置」には、必ずしも設備面の

対策のみではなく防護具の配備、着用等運

用面の対策を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  一  原子炉制御室及びその近傍並びに有毒ガス

の発生源の近傍工場等内における有毒ガス

の発生を検出するための装置及び当該装置

が有毒ガスの発生を検出した場合に原子炉

制御室において自動的に警報するための装

置の設置 

 

１４ 第５項第１号に規定する「工場等内におけ

る有毒ガスの発生を検出するための装置

及び当該装置が有毒ガスの発生を検出し

た場合に原子炉制御室において自動的に

警報するための装置の設置」については

「有毒ガスの発生を検出し警報するため

の装置に関する要求事項（別記－９）」に

よること。 

 

追加要求 

 

2020年 5月 1日以後

最初の施設定期検

査 の 終 了 日 又 は

2020年 5月 1日以後

に発電用原子炉の

運転を開始する日

の前日のいずれか

早い日までに実施。 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-91 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

 １１ 第３項に規定する「火災等により発生した

有毒ガス」とは、火災により発生する燃焼ガ

ス、事故により放出することがあり得る気体

状放射性物質をいう。 

 

１２ 第３項に規定する「換気設備の隔離その他

の適切な防護措置」とは、制御室外の火災等

により発生した有毒ガスを制御室に取り入

れることのないよう原子炉制御室の換気設

備の外気との連絡口を遮断可能であること、

また、隔離時の酸欠防止を考慮して外気取入

れ等の運転が可能であること。その他適切な

防護措置とは、必ずしも設備面の対策のみで

はなく防護具等運用面の対策も含まれる。 

二  原子炉制御室及びこれに連絡する通路並び

に運転員その他の従事者が原子炉制御室に

出入りするための区域 遮蔽その他の適切

な放射線防護措置、気体状の放射性物質及び

原子炉制御室外の火災により発生する燃焼

ガスに対する換気設備の隔離その他の適切

な防護措置 

１５ 第５項第２号に規定する「換気設備の隔

離」とは、原子炉制御室外の火災により発

生した燃焼ガスを原子炉制御室換気設備

によって取り入れないように外気との連

絡口を遮断することをいい、「換気設備」

とは、隔離時の酸欠防止を考慮して外気取

入れ等の再開が可能であるものをいう。 

 

追加要求なし 

  ６ 原子炉制御室には、酸素濃度計を施設しなけ

ればならない。 

１６ 第６項に規定する「酸素濃度計」は、設計

基準事故時において、外気から原子炉制御

室への空気の取り込みを、一時的に停止し

た場合に、事故対策のための活動に支障の

ない酸素濃度の範囲にあることが正確に

把握できるものであること。また、所定の

精度を保証するものであれば、常設設備、

可搬型を問わない。 

追加要求 

 

 

 

 

 

 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-92 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（廃棄物処理設備等）  （廃棄物処理設備等）   

第三十条  第三十九条    

原子力発電所には、次の各号により放射性廃棄

物を処理する設備（排気筒を含み、第二十八条及

び次条に規定するものを除く。）を施設しなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

工場等には、次に定めるところにより放射性廃

棄物を処理する設備（排気筒を含み、次条及び第

四十三条に規定するものを除く。）を施設しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

追加要求なし 

 

 

 

一 周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区

域の境界における水中の放射性物質の濃度

が、それぞれ別に告示する値以下になるよう

に原子力発電所において発生する放射性廃

棄物を処理する能力を有するものであるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

一 周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区

域の境界における水中の放射性物質の濃度

が、それぞれ原子力規制委員会の定める濃度

限度以下になるように発電用原子炉施設に

おいて発生する放射性廃棄物を処理する能

力を有するものであること。 

 

 

 

 

 

 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

二 放射性廃棄物以外の廃棄物を処理する施設

と区別して施設すること。ただし、放射性廃

棄物以外の流体状の廃棄物を流体状の放射

性廃棄物を処理する設備に導く場合におい

て、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以

外の廃棄物を取り扱う設備に逆流するおそ

れがない場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第１項第２号に規定する「流体状の放射性廃

棄物を処理する設備」とは、流体状の放射性

廃棄物（第２１条解釈第３項参照）に係る廃

棄設備のうち、流体状の放射性廃棄物を処理

する樹脂塔、熱交換器、濃縮器、ポンプ、タ

ンク（処理の過程で一時的に貯蔵するもの）、

弁等の機器をいい、貯蔵する設備（長期間貯

蔵するタンク等）以外の設備をいう。なお、

廃棄物処理設備に該当するタンク類として

は、機器ドレンタンク、床ドレンタンクが含

まれる。 

二 放射性廃棄物以外の廃棄物を処理する設備

と区別して施設すること。ただし、放射性廃

棄物以外の流体状の廃棄物を流体状の放射

性廃棄物を処理する設備に導く場合におい

て、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以

外の廃棄物を取り扱う設備に逆流するおそ

れがない場合は、この限りでない。 

 

 

 

  

 

 

 

１ 第１項第２号に規定する「流体状の放射性廃

棄物」とは、液体状の放射性廃棄物及び液体

にスラッジ等の固体が混入している状態の

ものをいう（以下、本解釈において同じ。）。 

 

２ 第１項第２号に規定する「流体状の放射性廃

棄物を処理する設備」とは、流体状の放射性

廃棄物に係る廃棄設備のうち、流体状の放射

性廃棄物を処理する樹脂塔、熱交換器、濃縮

器、ポンプ、タンク（処理の過程で一時的に

貯蔵するもの）、弁等の機器をいい、貯蔵す

る設備（長期間貯蔵するタンク等）以外の設

備をいう。なお、廃棄物処理設備に該当する

タンク類としては、機器ドレンタンク、床ド

レンタンクが含まれる。 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 放射性廃棄物が漏えいし難い構造であり、か

つ、化学薬品等により著しく腐しょくするお

それがないものであること。 

 

２ 第１項第３号に規定する「化学薬品等」の等

とは、不純物をいう。（第３１条第１項第３

号も同じ。） 

 

三 放射性廃棄物が漏えいし難い構造であり、か

つ、放射性廃棄物に含まれる化学薬品の影響

その他の負荷により著しく腐食しないもの

であること。 

３ 第１項第３号に規定する「その他の負荷」と

は、不純物の影響をいう。（技術基準規則第

４０条第１項第３号も同じ。） 

 

追加要求なし 

 

 

 

四 気体状の放射性廃棄物を処理する設備は、第

二十八条第三号の規定に準ずるほか、排気筒

の出口以外の箇所において気体状の放射性

廃棄物を排出しないこと。 

 

 

 

 

四 気体状の放射性廃棄物を処理する設備は、第

四十三条第三号の規定に準ずるほか、排気筒

の出口以外の箇所において気体状の放射性

廃棄物を排出しないこと。 

 

 

 

 

追加要求なし 

 

 

 

五 流体状の放射性廃棄物及び原子炉冷却材圧

力バウンダリ内に施設されたものから発生

する高放射性の固体状の放射性廃棄物を原

子力発電所内において運搬するための容器

は、取扱い中における衝撃、熱等に耐え、か

つ、容易に破損しないものであること。ただ

し、管理区域内においてのみ使用されるもの

については、この限りでない。 

 

 

 

 

 

３ 第１項第５号で対象とする｢流体状の放射性

廃棄物｣は、内包する流体の放射性物質の濃

度が 37mBq/cm³（流体が液体の場合にあって

は、37kBq/cm³）以上のもの(クラス３相当)

をいう。 

 

４ 第１項第５号における「原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ内に施設されたものから発生する

高放射性の固体状の放射性廃棄物」とは、炉

内構造物取替工事により発生するシュラウ

ド等、高線量（除染等により線量低減ができ

るものは除く）の主要な固体状放射性廃棄物

をいう。なお、「高線量の主要な固体放射性

五 流体状の放射性廃棄物及び原子炉冷却材圧

力バウンダリ内に施設されたものから発生

する高放射性の固体状の放射性廃棄物を工

場等内において運搬するための容器は、取扱

中における衝撃その他の負荷に耐え、かつ、

容易に破損しないものであること。ただし、

管理区域内においてのみ使用されるものに

ついては、この限りでない。 

 

 

 

 

 

４ 第１項第５号で対象とする｢流体状の放射性

廃棄物｣は、内包する流体の放射性物質の濃

度が 37mBq/cm³（流体が液体の場合にあって

は、37kBq/cm³）以上のもの(クラス３相当)

をいう。 

 

５ 第１項第５号に規定する「原子炉冷却材圧力

バウンダリ内に施設されたものから発生す

る高放射性の固体状の放射性廃棄物」とは、

炉内構造物取替工事により発生するシュラ

ウド等、高線量（除染等により線量低減がで

きるものは除く）の主要な固体状放射性廃棄

物をいう。なお、「高線量の主要な固体放射

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-93 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物」とは、構内輸送する固体放射性廃棄

物の放射能量が「核燃料物質等の工場又は事

業所の外における運搬に関する技術上の基

準に係る細目等を定める告示」（平成２年科

学技術庁告示第５号）第３条第１号（最終改

正 平成１８年１２月２６日文部科学省経済

産業省国土交通省告示第１号）に規定するＡ

１値又はＡ２値（２種類以上の放射性物質があ

る場合にあっては、それらの放射性物質の放

射能の量のそれぞれその放射性物質につい

てのＡ１値又はＡ２値に対する割合の和が１）

を超えるものをいう。 

 

５ 第１項第５号に規定する「取扱い中における

衝撃、熱等に耐え、かつ、容易に破損しない

ものであること。」とは、実用炉則第１３条

第１項第３号に規定されている「容易且つ安

全に取り扱うことができ、且つ運搬中に予想

される温度及び内圧の変化、振動等によりき

裂、破損等が生じるおそれのないもの」であ

ること。また、流体状の放射性廃棄物を運搬

する容器は、第９条のクラス３容器の規定を

満足すること。主要な固体状放射性廃棄物を

運搬する容器については、第３１条第１項第

２号及び第３号の規定を満足すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性廃棄物」とは、構内輸送する固体放射性廃

棄物の放射能量が科技庁告示第５号第３条

第１号に規定するＡ１値又はＡ２値（２種類以

上の放射性物質がある場合にあっては、それ

らの放射性物質の放射能の量のそれぞれそ

の放射性物質についてのＡ１値又はＡ２値に

対する割合の和が１）を超えるものをいう。 

 

 

 

 

 

６ 第１項第５号に規定する「取扱中における衝

撃その他の負荷に耐え、かつ、容易に破損し

ないものであること」とは、「実用発電用原

子炉の設置、運転等に関する規則第８８条第

１項第３号ロに規定されている「容易かつ安

全に取扱うことができ、かつ、運搬中に予想

される温度及び内圧の変化、振動等により、

亀裂、破損等が生じるおそれがないもの」で

あること。また、流体状の放射性廃棄物を運

搬する容器は、技術基準規則第１７条のクラ

ス３容器の規定を満足すること。主要な固体

状放射性廃棄物を運搬する容器については、

同規則第４０条第１項第２号及び第３号の

規定を満足すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六 前号の容器は、内部に放射性廃棄物を入れた

場合に、放射線障害を防止するため、その表

面の線量当量率及びその表面から一メート

ルの距離における線量当量率がそれぞれ別

に告示する線量当量率を超えないように遮

蔽できるものであること。ただし、管理区域

内においてのみ使用されるものについては、

この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

六 前号の容器は、内部に放射性廃棄物を入れた

場合に、放射線障害を防止するため、その表

面の線量当量率及びその表面から一メート

ルの距離における線量当量率が原子力規制

委員会の定める線量当量率を超えないよう、

遮蔽できるものであること。ただし、管理区

域内においてのみ使用されるものについて

は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-94 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

２ 流体状の放射性廃棄物を処理する設備が設

置される施設（流体状の放射性廃棄物の漏え

いが拡大するおそれがある部分に限る。以下

この項において同じ。）は、次の各号により

施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 第２項に規定する「施設」とは、流体状の放

射性廃棄物を処理する設備が設置される建

屋全部をいう（第３１条において同じ）。ま

た、「漏えいが拡大するおそれがある部分に

限る。」とは、流体状の放射性廃棄物を処理

する設備が設置される施設内であっても、流

体状の放射性物質が流入するおそれがない

場所であって流体状の放射性廃棄物を処理

する設備が設置されていない場所（例えば廃

棄設備の制御室、換気空調室、電気室等）及

び二重管構造等により流体状の放射性廃棄

物が漏えいし難い構造となっている場所を

適用除外にすることができる。 

 

 

２ 流体状の放射性廃棄物を処理する設備が設

置される放射性廃棄物処理施設（流体状の放

射性廃棄物の漏えいが拡大するおそれがあ

る部分に限る。以下この項において同じ。）

は、次に定めるところにより施設しなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 第２項に規定する「流体状の放射性廃棄物を

処理する設備が設置される放射性廃棄物処

理施設」とは、流体状の放射性廃棄物を処理

する設備が設置される建屋全部をいう（技術

基準規則第４０条において同じ）。また、「漏

えいが拡大するおそれがある部分に限る」と

は、流体状の放射性廃棄物を処理する設備が

設置される施設内であっても、流体状の放射

性物質が流入するおそれがない場所であっ

て流体状の放射性廃棄物を処理する設備が

設置されていない場所（例えば廃棄設備の制

御室、換気空調室、電気室等）及び二重管構

造等により流体状の放射性廃棄物が漏えい

し難い構造となっている場所を適用除外に

することができる。 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 施設内部の床面及び壁面は、流体状の放射性 

廃棄物が漏えいし難い構造であること。 

 

 

 

 

 

 

 

７ 第２項第１号に規定する「漏えいし難い構

造」とは、適切な高さまでの壁面、床面全部

及び両者の接合部には耐水性を有する塗料

が塗布されていること、並びに漏えい防止措

置の必要な床面及び壁面の貫通部にはラバ

ーブーツ又はモルタル等の充填が施されて

いること等、堰の機能を失わせないよう適切

な耐漏えい措置が施された構造とすること

（第３１条において同じ。） 

一 放射性廃棄物処理施設内部の床面及び壁面

は、流体状の放射性廃棄物が漏えいし難い構

造であること。 

 

 

 

 

 

 

８ 第２項第１号に規定する「漏えいし難い構

造」とは、適切な高さまでの壁面、床面全部

及び両者の接合部には耐水性を有する塗料

が塗布されていること、並びに漏えい防止措

置の必要な床面及び壁面の貫通部にはラバ

ーブーツ又はモルタル等の充填が施されて

いること等、堰
せき

の機能を失わせないよう適切

な耐漏えい措置が施された構造とすること

（技術基準規則第４０条において同じ。） 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 施設内部の床面は、床面の傾斜又は床面に設

けられたみぞの傾斜により流体状の放射性

廃棄物が排液受け口に導かれる構造であり、

かつ、流体状の放射性廃棄物を処理する設備

の周辺部には、流体状の放射性廃棄物の漏え

いの拡大を防止するための堰が施設されて

いること。 

８ 第２項第２号に規定する「漏えいの拡大を防

止するための堰」とは、ポンプのシールがリ

ークした時、機器のメインテナンス時又は除

染時等に飛散する液体状の放射性廃棄物が

広範囲に拡大することを防止するために設

けるものをいい、排水溝、床面段差等堰と同

様の効果を有するものを含む。 

 

二 放射性廃棄物処理施設内部の床面は、床面の

傾斜又は床面に設けられた溝の傾斜により

流体状の放射性廃棄物が排液受け口に導か

れる構造であり、かつ、流体状の放射性廃棄

物（気体状のものを除く。以下同じ。）を処

理する設備の周辺部には、流体状の放射性廃

棄物の漏えいの拡大を防止するための堰
せき

が

施設されていること。 

９ 第２項第２号に規定する「漏えいの拡大を防

止するための堰
せき

」とは、ポンプのシールがリ

ークした時、機器のメインテナンス時又は除

染時等に飛散する液体状の放射性廃棄物が

広範囲に拡大することを防止するために設

けるものをいい、排水溝、床面段差等堰
せき

と同

様の効果を有するものを含む。 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

三 施設外に通じる出入口又はその周辺部には、

流体状の放射性廃棄物が施設外へ漏えいす

ることを防止するための堰が施設されてい

ること。ただし、施設内部の床面が隣接する

施設の床面又は地表面より低い場合であっ

て施設外へ漏えいするおそれがない場合は、

この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 第２項第３号に規定する「施設外へ漏えいす

ることを防止するための堰」とは、処理する

設備に係わる配管について、長さが当該設備

に接続される配管の内径の１／２、幅がその

配管の肉厚の１／２の大きさの開口を当該

設備と当該配管との接合部近傍に仮定した

とき、開口からの流体状の放射性廃棄物の漏

えい量のうち最大の漏えい量をもってして

も、流体状の放射性廃棄物の漏えいが広範囲

に拡大することを防止するため、当該貯蔵設

備の周辺近傍に設けること。この場合の仮定

は堰の能力を算定するためにのみに設ける

ものであり、開口は施設内の貯蔵設備に１ヶ

所想定し、漏えい時間は漏えいを適切に止め

ることができるまでの時間とし、床ドレンフ

三 放射性廃棄物処理施設外に通じる出入口又

はその周辺部には、流体状の放射性廃棄物が

放射性廃棄物処理施設外へ漏えいすること

を防止するための堰
せき

が施設されていること。

ただし、放射性廃棄物処理施設内部の床面が

隣接する発電用原子炉施設の床面又は地表

面より低い場合であって、放射性廃棄物処理

施設外へ漏えいするおそれがない場合は、こ

の限りでない。 

 

 

 

 

 

 

１０ 第２項第３号に規定する「施設外へ漏えい

することを防止するための堰
せき

」とは、処理

する設備に関わる配管について、長さが当

該設備に接続される配管の内径の１／２、

幅がその配管の肉厚の１／２の大きさの

開口を当該設備と当該配管との接合部近

傍に仮定したとき、開口からの流体状の放

射性廃棄物の漏えい量のうち最大の漏え

い量をもってしても、流体状の放射性廃棄

物の漏えいが広範囲に拡大することを防

止するため、当該貯蔵設備の周辺近傍に設

けること。この場合の仮定は堰
せき

の能力を算

定するためにのみに設けるものであり、開

口は施設内の貯蔵設備に１か所想定し、漏

えい時間は漏えいを適切に止めることが

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-95 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

 

 

 

 

ァンネルの排出能力は考慮できるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

できるまでの時間とし、床ドレンファンネ

ルの排出能力は考慮できるものとする。た

だし、床ドレンファンネルの排出機能を期

待する場合は、その機能が確実なものでな

ければならない。 

四 原子力発電所外に排水を排出する排水路（ゆ

う水に係るものであって放射性物質により

汚染するおそれがある管理区域内に開口部

がないもの並びに排水監視設備及び放射性

物質を含む排水を安全に処理する設備を施

設するものを除く。）上に施設内部の床面が

ないように施設すること。 

 

 

１０ 第２項第４号に規定する「ゆう水に係るも

のであって放射性物質により汚染するおそ

れがある管理区域内に開口部がないものを

除く。」とは、自然発生的に地下から大量に

湧き出し、この排出を止めることが技術的に

不可能なゆう水に係る排水路は、放射性物質

により汚染するおそれがある管理区域に開

口部がない場合には本号を適用除外するこ

とができる。 

四 工場等外に排水を排出する排水路（湧水に係

るものであって放射性物質により汚染する

おそれがある管理区域内に開口部がないも

の並びに排水監視設備及び放射性物質を含

む排水を安全に処理する設備を施設するも

のを除く。）上に放射性廃棄物処理施設内部

の床面がないよう、施設すること。 

 

 

１１ 第２項第４号に規定する「湧水に係るもの

であって放射性物質により汚染するおそれ

がある管理区域内に開口部がないものを除

く。」とは、自然発生的に地下から大量に湧

き出し、この排出を止めることが技術的に不

可能な湧水に係る排水路は、放射性物質によ

り汚染するおそれがある管理区域に開口部

がない場合には本号を適用除外することが

できる。 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第一項第五号の流体状の放射性廃棄物を運

搬するための容器は、第二項第三号に準じて

流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大を防

止するように施設しなければならない。ただ

し、管理区域内においてのみ使用されるもの

及び漏えいするおそれがない構造のものは、

この限りでない。 

１１ 第３項における「漏えいの拡大を防止する

ように施設しなければならない」とは、第２

項第３号に準じて運搬容器の周辺に堰、受皿

（トレイ）、吸収材を設置すること。「漏えい

するおそれのない構造」とは、胴の二重容器

構造やフランジ部の二重Ｏリング構造とす

ることを含む。 

３ 第一項第五号の流体状の放射性廃棄物を運

搬するための容器は、前項第三号に準じて流

体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大を防止

するように施設しなければならない。ただ

し、管理区域内においてのみ使用されるもの

及び漏えいするおそれがない構造のものは、

この限りでない。 

１２ 第３項における「漏えいの拡大を防止する

ように施設しなければならない」とは、第２

項第３号に準じて運搬容器の周辺に堰
せき

、受皿

（トレイ）、吸収材を設置すること。「漏えい

するおそれのない構造」とは、胴の二重容器

構造やフランジ部の二重Ｏリング構造とす

ることを含む。 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 
 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-96 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（廃棄物貯蔵設備等）  （廃棄物貯蔵設備等）   

第三十一条  第四十条    

放射性廃棄物を貯蔵する設備は、次の各号によ

り施設しなければならない。 

 

 

放射性廃棄物を貯蔵する設備は、次に定めると

ころにより施設しなければならない。 

 

 

追加要求なし 

 

一 通常運転時に発生する放射性廃棄物を貯蔵

する容量があること。 

 

１ 第１項第１号に規定する「貯蔵する容量」と

は、発生量と処理能力、設備の稼働率を想定

したものであること。 

一 通常運転時に発生する放射性廃棄物を貯蔵

する容量があること。 

１ 第１項第１号に規定する「貯蔵する容量」と

は、発生量と処理能力、設備の稼働率を想定

したものであること。 

追加要求なし 

 

 

二 放射性廃棄物が漏えいし難い構造であるこ

と。 

 

 

二 放射性廃棄物が漏えいし難い構造であるこ

と。 

 

 

追加要求なし 

 

三 崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱

に耐え、かつ、化学薬品等により著しく腐し

ょくするおそれがないこと。 

 

 

 

三 崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱

に耐え、かつ、放射性廃棄物に含まれる化学

薬品の影響その他の負荷により著しく腐食

しないこと。 

 

 

 

 

追加要求なし 

 

 

 

２ 固体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備が設

置される施設は、放射性廃棄物による汚染が

広がらないように施設しなければならない。 

 

２ 第２項に規定する「汚染が広がらないように

施設」とは、ドラム缶に詰める等汚染拡大防

止措置を講じること。 

 

２ 固体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備が設

置される発電用原子炉施設は、放射性廃棄物

による汚染が広がらないように施設しなけ

ればならない。 

２ 第２項に規定する「汚染が広がらないように

施設」とは、ドラム缶に詰める等汚染拡大防

止措置を講ずること。 

 

追加要求なし 

 

 

 

３ 前条第二項の規定は、流体状の放射性廃棄物

を貯蔵する設備が設置される施設に準用す

る。この場合において、「流体状の放射性廃

棄物を処理する設備」とあるのは「流体状の

放射性廃棄物を貯蔵する設備」と読み替える

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第３項に規定する「流体状の放射性廃棄物を

貯蔵する設備」とは、貯蔵タンク等で、内包

する放射性廃棄物の濃度が３７Ｂｑ／ｃｍ３

を超える設備をいう。ただし、当該設備に係

る床ドレンサンプの容量が貯蔵容量を超え

る設備は適用除外とすることができる。ま

た、第３項は第３０条第２項の解釈７、８、

１０を準用するものとし、この場合「処理す

る」を「貯蔵する」と読み替えるものとする。 

４ 堰の設置に関しては、漏えいの拡大を防止す

るための堰として、貯蔵する設備について、

長さが当該設備に接続される配管の内径の

１／２、幅がその配管の肉厚の１／２の大き

さの開口を当該設備と当該配管との接合部

近傍に仮定したとき、開口からの流体状の放

射性廃棄物の漏えい量のうち最大漏えい量

をもってしても、流体状の放射性廃棄物の漏

えいが広範囲に拡大することを防止するた

め、当該貯蔵設備の周辺に近傍に設けるもの

をいう。この場合の仮定は、堰の能力を算定

するためにのみに設けるものであり、開口は

施設内の貯蔵設備１ヶ所想定し、漏えい時間

は漏えいを適切に止めることができるまで

の時間とし、床ドレンファンネルの排出能力

は考慮できるものとする。また、施設外へ漏

えいすることを防止するための堰は、漏えい

の拡大を防止するための堰の想定に加え、開

口を仮定する貯蔵設備が設置されている区

画内の床ドレンファンネルが排出機能を喪

失したとしても、流体状の放射性廃棄物の施

設外への漏えいを防止できる能力をもつも

３ 前条第二項の規定は、流体状の放射性廃棄物

を貯蔵する設備が設置される放射性廃棄物

処理施設について準用する。この場合におい

て、「流体状の放射性廃棄物を処理する設備」

とあるのは「流体状の放射性廃棄物を貯蔵す

る設備」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第３項に規定する「流体状の放射性廃棄物を

貯蔵する設備」とは、貯蔵タンク等で、内包

する放射性廃棄物の濃度が３７Ｂｑ／ｃｍ３

を超える設備をいう。ただし、当該設備に係

る床ドレンサンプの容量が貯蔵容量を超え

る設備は適用除外とすることができる。ま

た、第３項は第３９条第２項の解釈８、９、

１１を準用するものとし、この場合「処理す

る」を「貯蔵する」と読み替えるものとする。 

４ 堰
せき

の設置に関しては、漏えいの拡大を防止す

るための堰として、貯蔵する設備について、

長さが当該設備に接続される配管の内径の

１／２、幅がその配管の肉厚の１／２の大き

さの開口を当該設備と当該配管との接合部

近傍に仮定したとき、開口からの流体状の放

射性廃棄物の漏えい量のうち最大漏えい量

をもってしても、流体状の放射性廃棄物の漏

えいが広範囲に拡大することを防止するた

め、当該貯蔵設備の周辺に近傍に設けるもの

をいう。この場合の仮定は、堰
せき

の能力を算定

するためにのみに設けるものであり、開口は

施設内の貯蔵設備１か所想定し、漏えい時間

は漏えいを適切に止めることができるまで

の時間とし、床ドレンファンネルの排出能力

は考慮できるものとする。ただし、床ドレン

ファンネルの排出機能を期待する場合は、そ

の機能が確実なものでなければならない。ま

た、施設外へ漏えいすることを防止するため

の堰
せき

は、漏えいの拡大を防止するための堰
せき

の

想定に加え、開口を仮定する貯蔵設備が設置

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-97 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

のとする。 

 

されている区画内の床ドレンファンネルが

排出機能を喪失したとしても、流体状の放射

性廃棄物の施設外への漏えいを防止できる

能力をもつものとする。 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-98 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（放射性物質による汚染の防止）  （放射性物質による汚染の防止）   

第二十九条  第四十一条    

原子力発電所内の人がひん繁に出入りする建

物等の内部の壁、床その他の放射性物質により汚

染されるおそれがある部分であって、人が触れる

おそれがある部分の表面は、放射性物質による汚

染を除去しやすいものでなければならない。 

 

 

 

１ 第１項に規定する「放射性物質により汚染さ

れるおそれがある部分であって、人が触れる

おそれがある部分」とは、管理区域内で人が

頻繁に出入りする場所の床面、壁面（人が触

れるおそれのある高さまで）、手摺、梯子を

いう。また「表面は、放射性物質による汚染

を除去し易いもの」とは、当該表面が平滑に

施工されていること。 

発電用原子炉施設のうち、人が頻繁に出入りす

る建物の内部の壁、床その他の放射性物質により

汚染されるおそれがある部分であって、人が触れ

るおそれがある部分の表面は、放射性物質による

汚染を除去し易いものでなければならない。 

 

 

 

１ 第１項に規定する「放射性物質により汚染さ

れるおそれがある部分であって、人が触れる

おそれがある部分」とは、管理区域内で人が

頻繁に出入りする場所の床面、壁面（人が触

れるおそれがある高さまで）、手摺、梯子を

いう。また「表面は、放射性物質による汚染

を除去しやすいもの」とは、当該表面が平滑

に施工されていること。 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

２ 原子力発電所には、人が触れるおそれがある

物の放射性物質による汚染を除去する設備

を施設しなければならない。 

 

 

 

２ 発電用原子炉施設には、人が触れるおそれが

ある物の放射性物質による汚染を除去する

設備を施設しなければならない。 

 

 

 

追加要求なし 

 

 

第二十九条の二      

放射性物質により汚染するおそれがある管理

区域内に開口部がある排水路であって、原子力発

電所外に排水を排出するものには、排水監視設備

及び放射性物質を含む排水を安全に処理する設

備を施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第２９条の２に規定する「排水監視設備」と

は、排水中の放射性物質の濃度を測定するこ

とができる設備をいい、排出する排水が間欠

的であるものはサンプリング分析等により、

また連続的であるものは連続モニター等に

より排水中の放射性物質濃度が測定可能な

設備であること。 

２ 第２９条の２に規定する「安全に処理する設

備」とは、排水中の放射性物質の濃度に異常

を検出した場合には、適切な処理により排水

中の放射性物質の濃度を低下させ、周辺監視

区域の外側の境界における水中の放射性物

質の濃度が別に告示する値を超えないよう

にできる設備であること。（第３０条第２項

及び第３１条第３項において同じ。）ここで、

「適切な処理」とは、排水中の放射性物質の

濃度を測定し、放射性物質の濃度の異常を検

出した場合には、当該排水の排出をすみやか

に停止することができ、ろ過、蒸発、イオン

交換樹脂法等による吸着、放射能の時間によ

る減衰、多量の水による希釈等の方法により

排出中の放射性物質の濃度をできるだけ低

下させること。 

 

 

３ 放射性物質により汚染されるおそれがある

管理区域内に開口部がある排水路であって、

工場等外に排水を排出するものには、排水監

視設備及び放射性物質を含む排水を安全に

処理する設備を施設しなければならない。 

 

２ 第３項に規定する「排水監視設備」とは、排

水中の放射性物質の濃度を測定することが

できる設備をいい、排出する排水が間欠的で

あるものはサンプリング分析等により、また

連続的であるものは連続モニタ等により排

水中の放射性物質濃度が測定可能な設備で

あること。 

３ 第３項に規定する「安全に処理する設備」と

は、排水中の放射性物質の濃度に異常を検出

した場合には、適切な処理により排水中の放

射性物質の濃度を低下させ、周辺監視区域の

外側の境界における水中の放射性物質の濃

度が「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事

業に関する規則等の規定に基づく線量限度

等を定める告示」第８条に定める濃度限度を

超えないようにできる設備であること。（技

術基準規則第３９条第２項及び第４０条第

３項において同じ。）ここで、「適切な処理」

とは、排水中の放射性物質の濃度を測定し、

放射性物質の濃度の異常を検出した場合に

は、当該排水の排出をすみやかに停止するこ

とができ、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等

による吸着、放射能の時間による減衰、多量

の水による希釈等の方法により排出中の放

射性物質の濃度をできるだけ低下させるこ

と。 

追加要求なし 

 

 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-99 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（生体遮蔽等）  （生体遮蔽等）   

第二十七条  第四十二条    

２ 原子炉施設並びに一次冷却材により駆動さ

れる蒸気タービン及びその附属設備は、通常

運転時において当該施設又は設備からの直

接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線に

よる敷地周辺の空間線量率が別に告示する

線量限度を十分下回るよう施設しなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

３ 第２項は、第１項で規定する従事者の放射線

障害を防止するために必要な生体遮蔽等を

適切に施設すること及び原子炉施設と周辺

監視区域境界までの距離とあいまって、敷地

周辺の空間線量率を合理的に達成できる限

り低減し、周辺監視区域外における線量限度

（年間１ｍＳｖ）に比べ十分下回る水準とす

ること。ここで、十分下回る水準とは、｢発

電用軽水型原子炉施設の安全審査における

一般公衆の線量評価について（平成１３年３

月２９日原子力安全委員会一部改訂）｣に記

載の空気カーマで年間５０μＧｙ程度をい

う。 

設計基準対象施設は、通常運転時において発電

用原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン

線による工場等周辺の空間線量率が原子力規制

委員会の定める線量限度を十分下回るように施

設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第１項においては、第２項で規定する従事者

の放射線障害を防止するために必要な生体

遮蔽等を適切に施設することに加えて、発電

用原子炉施設から周辺監視区域境界までの

距離とあいまって、敷地周辺の空間線量率を

合理的に達成できる限り低減し、周辺監視区

域外における線量限度（年間１ｍＳｖ）に比

べ十分下回る水準とすること。ここで、「十

分下回る水準」とは、｢発電用軽水型原子炉

施設の安全審査における一般公衆の線量評

価について（平成元年３月２７日原子力安全

委員会了承）｣を踏まえ、空気カーマで年間

５０μＧｙ程度（工場等内にキャスクを設置

する場合にあっては、工場等内の他の施設か

らのガンマ線とキャスクからの中性子及び

ガンマ線とを合算し、実効線量で年間５０μ

Ｓｖ程度）をいう。 

追加要求 

 

ただし，島根原子力

発電所では乾式キ

ャスクを保有して

いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力発電所内の場所であって、外部放射線に

よる放射線障害を防止する必要があるものには、

次の各号により生体遮蔽を施設しなければなら

ない。 

 

 

 

２ 工場等内における外部放射線による放射線

障害を防止する必要がある場所には、次に定

めるところにより生体遮蔽を施設しなけれ

ばならない。 

 

 

 

追加要求なし 

 

 

一 放射線障害を防止するために必要な遮蔽能

力を有するものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第１項第１号に規定する「遮へい能力を有す

る」とは、通常運転時の作業員の被ばく線量

が適切な作業管理と相まって、「実用発電用

原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に

基づく線量限度等を定める告示（平成１３年

３月２１日経済産業省告示第１８７号）第２

条、第６条」を満足することを言い、これを

遮へい計算により確認すること。なお、既に

供用中の原子力発電施設にあっては、定期的

な線量率の測定、従事者の被ばく線量の確認

により上記告示を満足していることを確認

すること。 

一 放射線障害を防止するために必要な遮蔽能

力を有するものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第２項第１号に規定する「遮蔽能力を有す

る」とは、通常運転時の作業員の被ばく線量

が適切な作業管理と相まって、「核原料物質

又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則

等の規定に基づく線量限度等を定める告示」

第１条及び第５条を満足することをいい、こ

れを遮蔽計算により確認すること。なお、既

に供用中の原子力発電施設にあっては、定期

的な線量率の測定、従事者の被ばく線量の確

認により上記告示を満足していることを確

認すること。 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 開口部又は配管等の貫通部があるものにあ

っては、必要に応じて放射線漏えい防止措置

が講じられていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第１項第２号に規定する「放射線漏えい防止

措置」としては、次の措置によること。 

（１）開口部を設ける場合、人が容易に接近

できないような場所（通路の行き止ま

り部、高所等）への開口部設置 

（２）貫通部に対する遮蔽補強（スリーブと

配管との間隙への遮蔽材の充塡等） 

（３）線源機器と貫通孔との位置関係によ

り、貫通孔から線源機器が直視できな

い措置 

４ 第２７条に規定する｢生体遮へい｣及び遮蔽

設計の具体的仕様に関する規定（第１項第

二 開口部又は配管その他の貫通部があるもの

にあっては、必要に応じて放射線漏えい防止

措置が講じられていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第２項第２号に規定する「放射線漏えい防止

措置」としては、次の措置によること。 

（１）開口部を設ける場合、人が容易に接近

できないような場所（通路の行き止ま

り部、高所等）への開口部設置 

（２）貫通部に対する遮蔽補強（スリーブと

配管との間隙への遮蔽材の充塡等） 

（３）線源機器と貫通孔との位置関係によ

り、貫通孔から線源機器が直視できな

い措置 

４ 第４２条に規定する｢生体遮蔽｣及び遮蔽設

計の具体的仕様に関する規定（第２項第３号

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-100 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３号を除く。）は、日本電気協会「原子力発

電 所 放 射 線 遮 へ い 設 計 規 程 」 (JEAC 

4615-2008)の事故時の遮蔽設計に係る事項

を除き、本文及び解説４－５に以下の条件

を付したものによること。 

（１）４．１．２の適用に当たっては、「実

効線量が１．３ｍＳｖ/３月間以下とな

る区域は管理区域外として設定でき

る。」を除き、また、「設定にあたっては、

管理区域の外側で作業する者」を「管理

区域の外側の区域における遮へい設計

基準線量率の設定に当たっては、その区

域で作業する者」と、「超える区域」を

「超えるおそれがある区域」と、「運転

開始後の放射線管理の運用に支障のな

いよう」を「従事者の実効線量限度であ

る年間５０ｍＳｖ及び５年間で１００

ｍＳｖを超えないように、」と読み替え

るものとする。 

（２）解説４－５の適用に当たっては、［BWR］

(1)の「目的がある」を「ものとする」

と、［BWR］(2)の「外側区域の」を「外

側の区域における」と、「ものである」

を「ものとする」と、［BWR］(3)の「２

次遮へいの外側区域の」を「２次遮へい

は、その外側の区域における」と、「管

理区域外の」を「管理区域の外側の区域

における」と、「減衰させる」を「減衰

させるものとする」と、［BWR］(4)の「外

側区域の」を「外側の区域における」と、

「ものである」を「ものとする」と、［BWR］

(5)の「管理区域外の遮へい設計基準線

量率以下、及び事故時においても、制御

室に留まり事故対策操作を行う従事者

が過度の被ばくを受けないように設計

する」を「管理区域の外側の区域におけ

る遮へい設計基準線量率以下となるよ

うに設計するものとする」と、［PWR］(1)

の「ものである」を「ものとする」と、

［PWR］(2)の「ものである」を「ものと

する」と、［PWR］(3)の「管理区域外の」

を「管理区域の外側の区域における」と、

「ものである」を「ものとする」と、［PWR］

(4)の「補助建屋内」を「補助遮へい」

と、「ものである」を「ものとする」と、

［PWR］(5)の「管理区域外の遮へい設計

基準線量率以下、及び事故時において

も、制御室に留まり事故対策操作を行う

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を除く。）は、日本電気協会「原子力発電所

放射線遮へい設計規程」(JEAC 4615-2008)の

事故時の遮蔽設計に係る事項を除き、本文及

び解説４－５に以下の条件を付したものに

よること。 

（１）４．１．２の適用に当たっては、「実

効線量が１．３ｍＳｖ/３月間以下とな

る区域は管理区域外として設定でき

る。」を除き、また、「設定にあたっては、

管理区域の外側で作業する者」を「管理

区域の外側の区域における遮蔽設計基

準線量率の設定に当たっては、その区域

で作業する者」と、「超える区域」を「超

えるおそれがある区域」と、「運転開始

後の放射線管理の運用に支障のないよ

う」を「従事者の実効線量限度である年

間５０ｍＳｖ及び５年間で１００ｍＳ

ｖを超えないように、」と読み替えるも

のとする。 

（２）解説４－５の適用に当たっては、［BWR］

(1)の「目的がある」を「ものとする」

と、［BWR］(2)の「外側区域の」を「外

側の区域における」と、「ものである」

を「ものとする」と、［BWR］(3)の「２

次遮へいの外側区域の」を「２次遮蔽は、

その外側の区域における」と、「管理区

域外の」を「管理区域の外側の区域にお

ける」と、「減衰させる」を「減衰させ

るものとする」と、［BWR］(4)の「外側

区域の」を「外側の区域における」と、

「ものである」を「ものとする」と、［BWR］

(5)の「管理区域外の遮へい設計基準線

量率以下、及び事故時においても、制御

室に留まり事故対策操作を行う従事者

が過度の被ばくを受けないように設計

する」を「管理区域の外側の区域におけ

る遮蔽設計基準線量率以下となるよう

に設計するものとする」と、［PWR］(1)

の「ものである」を「ものとする」と、

［PWR］(2)の「ものである」を「ものと

する」と、［PWR］(3)の「管理区域外の」

を「管理区域の外側の区域における」と、

「ものである」を「ものとする」と、［PWR］

(4)の「補助建屋内」を「補助遮蔽」と、

「ものである」を「ものとする」と、［PWR］

(5)の「管理区域外の遮へい設計基準線

量率以下、及び事故時においても、制御

室に留まり事故対策操作を行う従事者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-101 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

 

 

 

 

従事者が過度の被ばくを受けないよう

に設計する」を「管理区域の外側の区域

における遮へい設計基準線量率以下と

なるように設計するものとする」と読み

替えるものとする。 

（日本電気協会「原子力発電所放射線遮

へい設計規程 (JEAC4615-2008)」に関す

る技術評価書（平成２３年３月）） 

 

 

 

 

が過度の被ばくを受けないように設計

する」を「管理区域の外側の区域におけ

る遮蔽設計基準線量率以下となるよう

に設計するものとする」と読み替えるも

のとする。 

（「日本電気協会「原子力発電所放射線

遮へい設計規程(JEAC4615-2008)」に関

する技術評価書」（平成２３年３月原子

力安全・保安院、原子力安全基盤機構取

りまとめ）） 

 

 

 

 

 

三 自重、附加荷重および熱応力に耐えるもので

あること。 

 三 自重、附加荷重及び熱応力に耐えるものであ

ること。 

 

 

追加要求なし 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-102 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（換気設備）  （換気設備）   

第二十八条  第四十三条    

原子力発電所内の場所であって、放射性物質に

より汚染された空気による放射線障害を防止す

る必要があるものには、次の各号により換気設備

を施設しなければならない。 

 

 

 

 

発電用原子炉施設内の放射性物質により汚染

された空気による放射線障害を防止する必要が

ある場所には、次に定めるところにより換気設備

を施設しなければならない。 

 

 

 

 

追加要求なし 

 

 

 

一 放射線障害を防止するために必要な換気能

力を有するものであること。 

 

 

一 放射線障害を防止するために必要な換気能

力を有するものであること。 

 

 

追加要求なし 

 

二 放射性物質により汚染された空気が漏えい

し難い構造で、かつ、逆流するおそれがない

こと。 

 

 

 

 

 

１ 第２号に規定する「漏えいし難い構造」とは、

ダクトであって内包する流体の放射線物質

の濃度が３７ｍＢｑ／ｃｍ３以上のもの（ク

ラス４管）は、第９条に基づく構造とすると

ともに第１１条の耐圧試験により漏えいし

難い構造であることが確認されていること。

また、「逆流するおそれがない」とは、ファ

ン、逆流防止用ダンパー等を設けること。 

二 放射性物質により汚染された空気が漏えい

及び逆流し難い構造であること。 

 

 

 

 

 

 

１ 第２号に規定する「漏えいし難い構造」とは、

ダクトであって内包する流体の放射線物質

の濃度が３７ｍＢｑ／ｃｍ３以上のもの（ク

ラス４管）は、第１７条に基づく構造とする

とともに第２１条の耐圧試験により漏えい

し難い構造であることが確認されているこ

とをいう。また、「逆流し難い構造」とは、

ファン、逆流防止用ダンパー等を設けること

をいう。 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 排出する空気を浄化する装置を設ける場合

にあっては、ろ過装置の放射性物質による汚

染の除去またはろ過装置の取替えが容易な

構造であること。 

 

 

 

 

 

 

２ 第３号に規定する「ろ過装置」とは、気体状

の放射性よう素を除去するよう素（チャコー

ル又は同等品）フィルター及び放射性微粒子

を除去する微粒子（高性能粒子又は同等品）

フィルターを用いること。 

３ 第３号に規定する「ろ過装置の取替えが容易

な構造であること」とは、換気設備がろ過装

置交換に必要な空間を有するとともに、必要

に応じて梯子等を設置し、ろ過装置の取替え

が容易な構造であること。 

三 排出する空気を浄化する装置を設ける場合

にあっては、ろ過装置の放射性物質による汚

染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構

造であること。 

 

 

 

 

 

２ 第３号に規定する「ろ過装置」とは、気体状

の放射性よう素を除去するよう素（チャコー

ル又は同等品）フィルター及び放射性微粒子

を除去する微粒子（高性能粒子又は同等品）

フィルターを用いることをいう。 

３ 第３号に規定する「ろ過装置の取替えが容易

な構造であること」とは、換気設備がろ過装

置交換に必要な空間を有するとともに、必要

に応じて梯子等を設置し、ろ過装置の取替え

が容易な構造であることをいう。 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 吸気口は、放射性物質により汚染された空気

を吸入し難いように施設すること。 

 

４ 第４号に規定する「汚染された空気を吸入し

難い」は、排気筒から十分に離れた位置に設

置すること。 

四 吸気口は、放射性物質により汚染された空気

を吸入し難いように施設すること。 

 

４ 第４号に規定する「汚染された空気を吸入し

難い」は、排気筒から十分に離れた位置に設

置することをいう。 

追加要求なし 

 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-103 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（原子炉格納施設）  （原子炉格納施設）   

第三十二条  第四十四条    

原子力発電所には、一次冷却系統に係る施設の

故障又は損壊の際の漏えい率が公衆に放射線障

害を及ぼすおそれがないよう、次の各号により原

子炉格納施設を施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

発電用原子炉施設には、一次冷却系統に係る発

電用原子炉施設の損壊又は故障の際に漏えいす

る放射性物質が公衆に放射線障害を及ぼすおそ

れがないよう、次に定めるところにより原子炉格

納施設を施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

追加要求なし 

 

 

 

 

一 原子炉格納容器にあっては、次によること。 

 

 

 

一 原子炉格納容器にあっては、次に定めるとこ

ろによること。 

 

 

追加要求なし 

 

イ 一次冷却系統に係る施設の故障又は損壊

の際に想定される最大の圧力及び最高の

温度に耐えること。 

 

 

 

１ 第１号イに規定する「想定される最大の圧力

及び最高の温度に耐えること」とは、安全評

価指針付録１の３．４に示す下記の２項目の

解析の条件により確認できる。 

ａ）原子炉冷却材喪失（ＰＷＲ、ＢＷＲ） 

ｂ）動荷重の発生（ＢＷＲ） 

イ 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の

損壊又は故障の際に想定される最大の圧

力及び最高の温度に耐えること。 

 

 

 

１ 第１号イに規定する「想定される最大の圧力

及び最高の温度に耐えること」とは、安全評

価指針付録１の３．４に示す下記の２項目の

解析の条件により確認できる。 

ａ）原子炉冷却材喪失（ＰＷＲ、ＢＷＲ） 

ｂ）動荷重の発生（ＢＷＲ） 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

ロ 原子炉格納容器に開口部を設ける場合に

は気密性を確保すること。 

 

 

ロ 原子炉格納容器に開口部を設ける場合に

は気密性を確保すること。 

 

 

追加要求なし 

 

ハ 原子炉格納容器を貫通する箇所及び出入

口は、想定される漏えい量等に応じて漏え

い試験ができること。 

 

 

 

 

 

 

２ 第１号ハに規定する「漏えい試験ができる」

とは、日本電気協会「原子炉格納容器の漏え

い率試験規程」（JEAC4203-2008）２．５に定

めるＢ種試験ができること。なお、総合漏え

い率の判定基準に見込む「漏えいの増加要因

を考慮した余裕係数」を０．２とすること。 

（日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい率

試験規程」（JEAC4203-2008）に関する技術評

価書（平成２１年２月）） 

ハ 原子炉格納容器を貫通する箇所及び出入

口は、想定される漏えい量その他の漏えい

試験に影響を与える環境条件に応じて漏

えい試験ができること。 

 

 

 

 

 

２ 第１号ハに規定する「漏えい試験ができる」

とは、漏えい率試験規程 2008 又は漏えい率

試験規程 2017 の規定に「日本電気協会「原

子炉格納容器の漏えい率試験規程」の適用に

当たって（別記－８）」の要件を付した試験

ができること。 

（「日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい

率試験規程」（JEAC4203-2008）に関する技術

評価書」（平成２１年２月原子力安全・保安

院、原子力安全基盤機構取りまとめ））及び

「日本電気協会「原子力発電所用機器におけ

る渦電流探傷試験指針（JEAG 4217-2018）、

軽水型原子力発電所用機器の供用期間中検

査における超音波探傷試験規程（ JEAC 

4207-2016）及び原子炉格納容器の漏えい率

試験規程（JEAC4203-2017）」に関する技術評

価書」（原規技発第 2107219 号（令和３年７

月２１日原子力規制委員会決定））） 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 原子炉格納容器を貫通して取り付ける管に

は、次により隔離弁（閉鎖隔離弁（ロック装

置が付されているものに限る。）又は自動隔

離弁（隔離機能がない逆止め弁を除く。）を

いう。以下同じ。）を設けること。 

３ 第２号に規定する閉鎖隔離弁（ロック装置が

付されているものに限る。）とはキーロック

にて管理されている遠隔操作閉止弁及びチ

ェーンロックにて管理されている手動弁も

含む。 

二 原子炉格納容器を貫通して取り付ける管に

は、次により隔離弁（閉鎖隔離弁（ロック装

置が付されているものに限る。）又は自動隔

離弁（隔離機能がない逆止め弁を除く。）を

いう。以下同じ。）を設けること。 

（原子炉格納容器隔離弁） 

３ 第２号に規定する「閉鎖隔離弁（ロック装置

が付されているものに限る。）」とはキーロッ

クにて管理されている遠隔操作閉止弁及び

チェーンロックにて管理されている手動弁

も含む。 

追加要求なし 

 

 

 

 

イ 原子炉格納容器に取り付ける管であって

原子炉格納容器を貫通するものには当該

貫通箇所の内側及び外側であって近接し

た箇所に一個の隔離弁を施設すること。 

 

 

４ 第２号に規定する「自動隔離弁」とは、次の

いずれかの設備をいう。 

・安全保護装置からの信号により、自動的に閉

鎖する動力駆動による隔離弁 

・隔離機能を有する逆止弁（強制閉鎖装置が付

設しているもの、又は、逆止弁に対する逆圧

イ 原子炉格納容器に取り付ける管であって

原子炉格納容器を貫通するものには、当該

貫通箇所の内側及び外側であって近接し

た箇所に一個の隔離弁を施設すること。 

 

 

４ 第２号に規定する「自動隔離弁」とは、次の

いずれかの設備をいう。 

・安全保護装置からの信号により、自動的に閉

鎖する動力駆動による隔離弁 

・隔離機能を有する逆止弁（強制閉鎖装置が付

設しているもの、又は、逆止弁に対する逆圧

追加要求なし 

 

 

 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-104 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

 

 

がすべて喪失した場合にあっても必要な隔

離機能が重力等に維持される逆止弁） 

 

 

が全て喪失した場合にあっても必要な隔離

機能が重力等に維持される逆止弁） 

 

 

ロ 前イにかかわらず、次によることができ

る。 

 

 

 

 

 

 

ロ イの規定にかかわらず、次に掲げるところ

により隔離弁を施設することをもって、イ

の規定による隔離弁の設置に代えること

ができる。 

 

 

 

 

追加要求なし 

 

 

 

（１） 一次冷却系統に係る施設内及び原子炉

格納容器内に開口部がなく、かつ、一

次冷却系統に係る施設の損壊の際に損

壊するおそれがない管又は一次冷却系

統に係る施設の損壊等の際に構造上内

部に滞留する液体により原子炉格納容

器内の放射性物質が外部へ漏えいする

おそれがない管にあっては貫通箇所の

内側又は外側の近接した箇所に一個の

隔離弁を施設すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 第２号ロ（１）に規定する「一次冷却系統に

係る施設内及び原子炉格納容器内に開口部

がなく」とは、原子炉格納容器の内側で閉じ

た系を構成する管をいう。この場合におい

て、隔離弁は遠隔操作にて閉止可能な弁でも

よい。 

６ 第２号ロ（１）に規定する「構造上内部に滞

留する液体により原子炉格納容器内の放射

性物質が外部へ漏えいするおそれがない管」

は、以下の要件を満たすこと。 

－ 原子炉冷却材喪失事故時においても原子

炉格納容器内において水封が維持される

こと 

－ 原子炉格納容器外側で閉じた系を構成す

ること 

－ 格納容器外へ導かれた水の漏えいによる

放射性物質の放出量が、原子炉冷却材喪失

事故の格納容器内気相部からの漏えいに

よる放出量に比べて十分小さいこと 

（１） 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設内

及び原子炉格納容器内に開口部がなく、

かつ、一次冷却系統に係る発電用原子炉

施設の損壊の際に損壊するおそれがない

管又は一次冷却系統に係る発電用原子炉

施設の損壊その他の異常の際に構造上内

部に滞留する液体により原子炉格納容器

内の放射性物質が外部へ漏えいするおそ

れがない管にあっては、貫通箇所の内側

又は外側の近接した箇所に一個の隔離弁

を施設すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 第２号ロ（１）に規定する「一次冷却系統に

係る発電用原子炉施設内及び原子炉格納容

器内に開口部がなく」とは、原子炉格納容器

の内側で閉じた系を構成する管をいう。この

場合において、隔離弁は遠隔操作にて閉止可

能な弁でもよい。 

６ 第２号ロ（１）に規定する「構造上内部に滞

留する液体により原子炉格納容器内の放射

性物質が外部へ漏えいするおそれがない管」

は、以下の要件を満たすこと。 

- 原子炉冷却材喪失事故時においても原子

炉格納容器内において水封が維持される

こと 

- 原子炉格納容器外側で閉じた系を構成す

ること 

- 格納容器外へ導かれた水の漏えいによる

放射性物質の放出量が、原子炉冷却材喪失

事故の格納容器内気相部からの漏えいに

よる放出量に比べて十分小さいこと 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 貫通箇所の内側又は外側に隔離弁を設

けた場合、一方の側の設置箇所におけ

る管であつて、湿気等によりその隔離

弁の機能が著しく低下するおそれがあ

ると認められるものにあっては、貫通

箇所の他方の側であって近接した箇所

に二個の隔離弁を施設すること。 

 

 

７ 第２号ロ（２）に規定する「湿気等によりそ

の隔離弁の機能が著しく低下するおそれが

あると認められるもの」とは、湿気や水滴等

により隔離弁の駆動機構等の機能が著しく

低下するおそれのある管、配管が狭隘部を貫

通する場合であって貫通部に近接した箇所

に設置できないことにより隔離弁の機能が

著しく低下するおそれのある管をいう。 

 

（２） 貫通箇所の内側又は外側に隔離弁を設け

る場合には、一方の側の設置箇所におけ

る管であって、湿気その他の隔離弁の機

能に影響を与える環境条件によりその隔

離弁の機能が著しく低下するおそれがあ

ると認められるものにあっては、貫通箇

所の外側であって近接した箇所に二個の

隔離弁を施設すること。 

 

７ 第２号ロ（２）に規定する「湿気その他の隔

離弁の機能に影響を与える環境条件により

その隔離弁の機能が著しく低下するおそれ

があると認められるもの」とは、湿気や水滴

等により隔離弁の駆動機構等の機能が著し

く低下するおそれがある管、配管が狭隘部を

貫通する場合であって貫通部に近接した箇

所に設置できないことにより隔離弁の機能

が著しく低下するおそれがある管をいう。 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 前二号の規定にかかわらず、配管に圧力

開放板を適切に設ける場合には、原子炉

格納容器の内側又は外側に通常時におい

て閉止された一個の隔離弁を設けるこ

と。 

 

 

 

 

 

追加要求 

 

 

 

 

ハ 前イ及びロの規定にかかわらず、次の場

合には隔離弁を設けることを要しない。 

 

 

ハ イ及びロの規定にかかわらず、次の場合に

は隔離弁を設けることを要しない。 

 

 

追加要求なし 

 

（１） 事故の収束に必要な系統の配管に隔離弁

を設けることにより安全性に支障が生じ

るおそれがあり、かつ、当該系統の配管

により原子炉格納容器の隔離機能が失わ

れない場合。 

 

８ 第２号ハ（１）に規定する「配管」とは、第

１７条で規定する非常用炉心冷却設備又は

第３２条第３号、第４号（ただし、BWRの非

常用ガス処理設備及び PWRのアニュラス空気

浄化設備を除く）及び第５号で規定する原子

炉格納容器を貫通する配管、その他隔離弁を

（１） 設計基準事故及び重大事故等の収束に必

要な系統の配管に隔離弁を設けることに

より安全性を損なうおそれがあり、かつ、

当該系統の配管により原子炉格納容器の

隔離機能が失われない場合 

 

８ 第２号ハ（１）に規定する「配管」とは、第

３２条で規定する非常用炉心冷却設備又は

第４４条第３号、第４号（ただし、BWR の非

常用ガス処理設備及び PWRのアニュラス空気

浄化設備を除く）及び第５号で規定する原子

炉格納容器を貫通する配管、その他隔離弁を

追加要求 

 

 

 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-105 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

 

 

 

 

 

設けることにより安全性に支障を生じるお

それがある配管をいう。ただし、原則遠隔操

作が可能であり、隔離機能を有する弁（事故

時に容易に閉鎖可能であり、運転管理により

確実に対応できることが確認されている場

合は手動操作弁も含む）を設置すること。 

 

 

 

 

 

 

設けることにより安全性に支障を生じるお

それがある配管をいう。ただし、原則遠隔操

作が可能であり、隔離機能を有する弁（事故

時に容易に閉鎖可能であり、運転管理により

確実に対応できることが確認されている場

合は手動操作弁も含む）を設置すること。 

 

 

 

 

 

 

（２） 計測又は制御棒駆動装置に関連する配管

であって、当該配管を通じての漏えい量

が十分許容される程度に抑制されている

ものの場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 第２号ハ（２）に規定する「配管を通じての

漏えい量が十分許容される程度に抑制され

ているもの」とは、ＢＷＲの原子炉圧力容器

計装用及び格納容器計装用の配管、ＰＷＲの

格納容器圧力検出用の計測用配管、ＢＷＲの

制御棒駆動水圧系配管のように安全上重要

な計測系配管又は制御系配管であって、口径

が小さい配管をいう。ここで、原子炉冷却材

圧力バウンダリに接続される一次格納容器

を貫通する計測系配管について隔離弁を設

けない場合には、オリフィス又は過流量防止

逆止弁の設置等流出量抑制対策を講じるこ

と。 

（２） 計測制御系統施設又は制御棒駆動装置に

関連する配管であって、当該配管を通じ

ての漏えい量が十分許容される程度に抑

制されているものの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 第２号ハ（２）に規定する「配管を通じての

漏えい量が十分許容される程度に抑制され

ているもの」とは、ＢＷＲの原子炉圧力容器

計装用及び格納容器計装用の配管、ＰＷＲの

格納容器圧力検出用の計測用配管、ＢＷＲの

制御棒駆動水圧系配管のように安全上重要

な計測系配管又は制御系配管であって、口径

が小さい配管をいう。ここで、原子炉冷却材

圧力バウンダリに接続される一次格納容器

を貫通する計測系配管について隔離弁を設

けない場合には、オリフィス又は過流量防止

逆止弁の設置等流出量抑制対策を講ずるこ

と。 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 隔離弁は、閉止後において駆動動力源が喪

失した場合でも隔離機能が失われないこ

と。 

 

 

 

 

ニ 隔離弁は、閉止後において駆動動力源が喪

失した場合においても隔離機能が失われ

ないこと。 

 

 

 

追加要求なし 

 

 

ホ 隔離弁は、想定される漏えい量等に応じて

漏えい試験ができること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 第２号ホに規定する「漏えい試験ができ

る」とは、日本電気協会「原子炉格納容器

の漏えい率試験規程」（JEAC4203-2008）２．

６に定めるＣ種試験ができること。なお、

総合漏えい率の判定基準に見込む「漏えい

の増加要因を考慮した余裕係数」を０．２

とすること。 

（日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい

率試験規程」（JEAC4203-2008）に関する

技術評価書（平成２１年２月）） 

ホ 隔離弁は、想定される漏えい量その他の漏

えい試験に影響を与える環境条件に応じ

て漏えい試験ができること。 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 第２号ホに規定する「漏えい試験ができ

る」とは、漏えい率試験規程 2008 又は漏

えい率試験規程 2017 の規定に「日本電気

協会「原子炉格納容器の漏えい率試験規

程」の適用に当たって（別記－８）」の要

件を付した試験ができること。 

（「日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい

率試験規程」（JEAC4203-2008）に関する技

術評価書」（平成２１年２月原子力安全・

保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ））

及び「日本電気協会「原子力発電所用機器

における渦電流探傷試験指針（ JEAG 

4217-2018）、軽水型原子力発電所用機器の

供用期間中検査における超音波探傷試験

規程（JEAC 4207-2016）及び原子炉格納容

器の漏えい率試験規程（JEAC4203-2017）」

に関する技術評価書」（原規技発第 2107219

号（令和３年７月２１日原子力規制委員会

決定））） 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 一次冷却系統に係る施設の故障又は損壊の

際に生ずる水素及び酸素により原子炉格納

容器の安全性に支障を生ずるおそれがある

場合は、水素又は酸素の濃度を抑制する設備

を施設すること。 

 

（原子炉格納容器の可燃性ガスの濃度制御） 

１１ 第３号に規定する「安全性に支障を生ずる

おそれがある場合」とは、事故評価期間中

に原子炉格納容器内の水素濃度が４％以

上、かつ酸素濃度が５％以上であることを

いう。 

三 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損

壊又は故障の際に生ずる水素及び酸素によ

り原子炉格納容器の安全性を損なうおそれ

がある場合は、水素又は酸素の濃度を抑制す

る設備を施設すること。 

 

（原子炉格納容器の可燃性ガスの濃度制御） 

１１ 第３号に規定する「安全性を損なうおそれ

がある場合」とは、事故評価期間中に原子

炉格納容器内の水素濃度が４％以上、かつ

酸素濃度が５％以上であることをいう。 

１２ 第３号における可燃性ガス濃度制御設備

追加要求なし 

 

 

 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-106 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

 

 

１２ 第３号における可燃性ガス濃度制御設備

は、設置許可申請書及び同添付書類八に規

定された仕様を満たすものであること。 

 

 

は、設置（変更）許可申請書及び同添付書

類八に規定された仕様を満たすものであ

ること。 

 

 

四 一次冷却系統に係る施設の故障又は損壊の

際に原子炉格納容器から気体状の放射性物

質が漏えいすることにより公衆に放射線障

害を及ぼすおそれがある場合は、当該放射性

物質の濃度を低減する設備（当該放射性物質

を格納する施設を含む。）を施設すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（放射性物質の濃度低減設備） 

１３ 第４号に規定する気体状の放射性物質を

低減する装置とは具体的には以下の設備

をいう。 

ＢＷＲ：格納容器スプレイ設備、非常用ガ

ス処理設備 

ＰＷＲ：格納容器スプレイ設備、アニュラ

ス空気浄化設備 

また、「当該放射性物質を格納する施設」

とは、具体的には以下の設備をいう。 

ＢＷＲ：原子炉建屋原子炉棟 

ＰＷＲ：アニュラス部 

これらの施設に開口部を設ける場合には

気密性を確保すること。 

１４ 第４号に規定する気体状の放射性物質を

低減する装置の機能は、設置許可申請書添

付書類十において評価した当該事象によ

る放射性物質の放出量の評価の条件を確

認することにより確認することができる。

また当該設備は、設置許可申請書及び同添

付書類八に規定された仕様を満たすもの

であること。この場合において、設置許可

時の解析条件のうち以下の値に非保守的

な変更がないことを確認すること。 

（１）ＢＷＲ 

a) 非常用ガス処理設備 

・ガス処理設備のフィルターのよう素

除去効率 

・ガス処理設備の処理容量 

（２）ＰＷＲ 

a) アニュラス空気浄化設備 

・浄化装置のフィルターのよう素除去

効率 

・アニュラス負圧達成時間 

・浄化装置の処理容量 

 

１５ 第４号に規定する「公衆に放射線障害を及

ぼすおそれがある場合」とは、一次冷却材

系統に係る施設の故障又は損壊による敷

地境界外の実効線量が「「発電用軽水型原

子炉施設の安全評価に関する審査指針（平

成２年８月３０日）解説 Ⅱ.３.判断基準

について」に規定する線量を超える場合を

いう。 

四 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損

壊又は故障の際に原子炉格納容器から気体

状の放射性物質が漏えいすることにより公

衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合

は、当該放射性物質の濃度を低減する設備

（当該放射性物質を格納する設備を含む。）

を施設すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（放射性物質の濃度低減設備） 

１３ 第４号に規定する気体状の放射性物質を

低減する装置とは具体的には以下の設備

をいう。 

ＢＷＲ：格納容器スプレイ設備、非常用ガ

ス処理設備 

ＰＷＲ：格納容器スプレイ設備、アニュラ

ス空気浄化設備 

また、「当該放射性物質を格納」するもの

には、以下の設備も含む。 

ＢＷＲ：原子炉建屋原子炉棟 

ＰＷＲ：アニュラス部 

これらの施設に開口部を設ける場合には

気密性を確保すること。 

１４ 第４号に規定する気体状の放射性物質を

低減する装置の機能は、設置（変更）許可

申請書において評価した当該事象による

放射性物質の放出量の評価の条件を確認

することにより確認することができる。ま

た当該設備は、設置（変更）許可申請書及

び同添付書類八に規定された仕様を満た

すものであること。この場合において、設

置（変更）許可時の解析条件のうち以下の

値に非保守的な変更がないことを確認す

ること。 

（１）ＢＷＲ 

a) 非常用ガス処理設備 

・ガス処理設備のフィルターのよう素

除去効率 

・ガス処理設備の処理容量 

（２）ＰＷＲ 

a) アニュラス空気浄化設備 

・浄化装置のフィルターのよう素除去

効率 

・アニュラス負圧達成時間 

・浄化装置の処理容量 

１５ 第４号に規定する「公衆に放射線障害を及

ぼすおそれがある場合」とは、一次冷却材

系統に係る施設の損壊又は故障による敷

地境界外の実効線量が「「発電用軽水型原

子炉施設の安全評価に関する審査指針（平

成２年８月３０日原子力安全委員会）」「解

説 Ⅱ.３.判断基準について」に規定する

線量を超える場合をいう。 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五 一次冷却系統に係る施設の故障又は損壊の １６ 第５号の「安全性に支障が生ずること」と 五 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損 （原子炉格納容器熱除去装置） 追加要求なし 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-107 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

際に生ずる原子炉格納容器内の圧力及び温

度の上昇により原子炉格納容器の安全性に

支障が生ずることを防止するため、原子炉格

納容器内において発生した熱を除去する設

備（以下「格納容器熱除去設備」という。）

を次により施設すること。 

は、一次冷却系統に係る施設の故障又は損

壊によるエネルギー放出によって生ずる

圧力と温度に原子炉格納容器が耐えられ

ないか又は原子炉格納容器漏えい率が公

衆に放射線障害を及ぼすおそれが生ずる

ほど大きくなることをいう。 

壊又は故障の際に生ずる原子炉格納容器内

の圧力及び温度の上昇により原子炉格納容

器の安全性を損なうことを防止するため、原

子炉格納容器内において発生した熱を除去

する設備（以下「格納容器熱除去設備」とい

う。）を次により施設すること。 

１６ 第５号に規定する「安全性を損なうこと」

とは、一次冷却系統に係る施設の損壊又は

故障によるエネルギー放出によって生ず

る圧力と温度に原子炉格納容器が耐えら

れないか又は原子炉格納容器漏えい率が

公衆に放射線障害を及ぼすおそれが生ず

るほど大きくなることをいう。 

 

 

 

 

 

 

イ 格納容器熱除去設備は、原子炉格納容器内

の圧力及び温度並びに冷却材中の異物の

影響の想定される最も厳しい条件下にお

いても、正常に機能すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７ 第５号イに規定する「想定される最も厳し

い条件下」とは、予想される最も小さい有

効吸込水頭をいい、格納容器熱除去設備に

係るろ過装置の性能については「非常用炉

心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係

るろ過装置の性能評価等について（内規）

（平成 20・02・12原院第 5号）」によるこ

と。 

 

１８ 第５号イに規定する「正常に機能する」と

は、想定冷却材喪失事故における格納容器

スプレイ設備のポンプの容量が設置許可

申請書添付書類十で想定した評価の条件

を満たしていることをいう。また当該設備

は、設置許可申請書及び同添付書類八に規

定された仕様を満たすものであること。な

お、第８条第２項に規定する試験及び検査

並びに第３２条第５号ロに規定する試験

の格納容器熱除去ポンプへの適用に際し、

設置許可申請添付書類八に記載された仕

様値が同添付書類十に適用された入力仕

様値と異なる場合には、既設プラントにお

ける測定上の制約及び設計時の裕度を考

慮することができ、同添付書類十に適用さ

れた入力仕様値を満たすことにより確認

することができる。 

イ 格納容器熱除去設備は、原子炉格納容器内

の圧力及び温度並びに冷却材中の異物の

影響の想定される最も厳しい条件下にお

いても、正常に機能すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７ 第５号イに規定する「想定される最も厳し

い条件下」とは、予想される最も小さい有

効吸込水頭をいい、格納容器熱除去設備に

係るろ過装置の性能については「非常用炉

心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係

るろ過装置の性能評価等について（内規）」

（平成２０・０２・１２原院第 5 号（平成

２０年２月２７日原子力安全・保安院制

定））によること。 

１８ 第５号イに規定する「正常に機能する」と

は、具体的には、格納容器熱除去設備の仕

様が設置許可申請書添付書類八に規定さ

れた仕様を満足するとともに、設置許可申

請書における評価条件と比較して非保守

的な変更がないことを確認することをい

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 格納容器熱除去設備は、その能力を確認す

るために、原子炉の運転中に試験ができる

こと。 

１９ 第５号ロに規定する「原子炉の運転中に試

験ができる」機器とは、「動的機器（ポン

プ及び事故時に動作する弁等）」をいう。 

ロ 格納容器熱除去設備は、その能力を確認す

るため、発電用原子炉の運転中に試験がで

きること。 

１９ 第５号ロに規定する「発電用原子炉の運転

中に試験ができる」機器とは、動的機器（ポ

ンプ及び事故時に動作する弁等）をいう。 

追加要求なし 
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 9-別 1-108 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（保安電源設備）  （保安電源設備）   

第三十三条  第四十五条   

２ 原子力発電所には、前項の電線路及び当該原

子力発電所において常時使用されている発

電機からの電気の供給が停止した場合にお

いて保安を確保するために必要な装置の機

能を維持するため、内燃機関を原動力とする

発電設備又はこれと同等以上の機能を有す

る非常用予備動力装置を施設しなければな

らない。 

 

 

 

１ 第２項に規定する「保安を確保するために必

要な装置」とは、以下の装置をいう。 

・第２条第８号ホに規定される装置 

・燃料プール補給水系 

・第２０条第１項第６号に規定する事故時監

視計器 

・制御室外からの原子炉停止装置 

・ＰＷＲの加圧器逃がし弁（手動開閉機能）

及び同元弁 

・非常用電源設備の機能を達成するための燃

料系 

発電用原子炉施設には、電線路及び当該発電用

原子炉施設において常時使用される発電機から

の電力の供給が停止した場合において発電用原

子炉施設の安全性を確保するために必要な装置

の機能を維持するため、内燃機関を原動力とする

発電設備又はこれと同等以上の機能を有する非

常用電源設備を施設しなければならない。 

 

 

 

 

１ 第１項に規定する「発電用原子炉施設の安全

性を確保するために必要な装置」とは、以下

の装置をいう。 

・第２条第２項第９号ホに規定される装置 

・燃料プール補給水系 

・第３４条第１項第６号に規定する事故時監

視計器 

・原子炉制御室外からの原子炉停止装置 

・ＰＷＲの加圧器逃がし弁（手動開閉機能）

及び同元弁 

・非常用電源設備の機能を達成するための燃

料系 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 原子力発電所の保安を確保するため特に必

要な設備には、無停電電源装置又はこれと同

等以上の機能を有する装置を施設しなけれ

ばならない。 

２ 第３項に規定する「特に必要な設備」とは、

非常用炉心冷却系の計測制御用電源設備等

をいう。「同等以上の機能を有する装置」と

は、直流電源装置をいい、第３３条第５項に

規定する蓄電池を兼ねて設置してもよい。 

２ 設計基準対象施設の安全性を確保する上で

特に必要な設備には、無停電電源装置又はこ

れと同等以上の機能を有する装置を施設し

なければならない。 

２ 第２項に規定する「特に必要な設備」とは、

非常用炉心冷却系の計測制御用電源設備等

をいう。「同等以上の機能を有する装置」と

は、直流電源装置をいい、第１６条に規定す

る蓄電池を兼ねて設置してもよい。 

追加要求なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 保安電源設備（安全施設へ電力を供給するた

めの設備をいう。）には、第一項の電線路、

当該発電用原子炉施設において常時使用さ

れる発電機及び非常用電源設備から発電用

原子炉施設の安全性を確保するために必要

な装置への電力の供給が停止することがな

いよう、次に掲げる措置を講じなければなら

ない。 

３ 第３項に規定する「常時使用される」とは、

主発電機又は非常用電源設備から電気が供

給されている状態をいう。 

追加要求 

 

 

 

  一 高エネルギーのアーク放電による電気盤の

損壊の拡大を防止するために必要な措置 

４ 第３項第１号に規定する「高エネルギーのア

ーク放電による電気盤の損壊の拡大を防止

するために必要な措置」とは、重要安全施設

（設置許可基準規則第２条第２項第９号に

規定する重要安全施設をいう。以下同じ。）

への電力供給に係る電気盤及び当該電気盤

に影響を与えるおそれのある電気盤（安全施

設（重要安全施設を除く。）への電力供給に

係るものに限る。）について、遮断器の遮断

時間の適切な設定等により、高エネルギーの

アーク放電によるこれらの電気盤の損壊の

拡大を防止することができることをいう。 

追加要求 

  二 前号に掲げるもののほか、機器の損壊、故障

その他の異常を検知し、及びその拡大を防止

するために必要な措置 

５ 第３項第２号に規定する「異常を検知し、及

びその拡大を防止するために必要な措置」と

は、短絡、地絡、母線の低電圧又は過電流な

どを検知し、遮断器等により故障箇所を隔離

し、保安を確保するために必要な装置への影

響を限定できる設計及び外部電源に直接接

続している変圧器の一次側において３相の

うちの１相の電路の開放が生じた場合に、安

追加要求 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-109 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

全施設への電力の供給が不安定になったこ

とを検知し、故障箇所の隔離又は非常用母線

の接続変更その他の異常の拡大を防止する

対策（手動操作による対策を含む。）を行う

ことによって、安全施設への電力の供給が停

止することがないように、電力供給の安定性

を回復できる設計とすることをいう。 

原子力発電所に接続する電線路のうち少なく

とも二回線は、当該原子力発電所において受電可

能なものであって、使用電圧が六万ボルトを超え

る特別高圧のものであり、かつ、それにより当該

原子力発電所を電力系統に連系するように施設

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 設計基準対象施設に接続する第一項の電線

路のうち少なくとも二回線は、それぞれ互い

に独立したものであって、当該設計基準対象

施設において受電可能なものであって、使用

電圧が六万ボルトを超える特別高圧のもの

であり、かつ、それにより当該設計基準対象

施設を電力系統に連系するように施設しな

ければならない。 

 

 

 

６ 第４項に規定する「少なくとも二回線」とは、

送受電可能な回線又は受電専用の回線の組

み合わせにより、電力系統と非常用所内配電

設備とを接続する外部電源受電回路を2つ以

上設けることにより達成されることをいう。 

７ 第４項に規定する「互いに独立したもの」と

は、２回線以上の電線路の上流側が一つの変

電所又は開閉所のみに連系し、当該変電所又

は開閉所が停止することによって、発電用原

子炉施設に連系する全ての電線路が停止す

る事態にならないことをいう。 

追加要求 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 前項の電線路のうち少なくとも一回線は、当

該設計基準対象施設において他の回線と物

理的に分離して受電できるように施設しな

ければならない。 

８ 第５項に規定する「物理的に分離」とは、同

一の送電鉄塔等に架線されていないことを

いう。 

 

追加要求 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 設計基準対象施設に接続する電線路は、同一

の敷地内の二以上の発電用原子炉施設を電

力系統に連系する場合には、いずれの二回線

が喪失した場合においても電力系統からそ

れらの発電用原子炉施設への電力の供給が

同時に停止しないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

追加要求 

 

 

 

 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-110 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

４ 非常用電源設備及びその附属設備は、多重性

又は多様性、及び独立性を有し、その系統を

構成する機械器具の単一故障が発生した場

合であっても、運転時の異常な過渡変化時又

は一次冷却材喪失等の事故時において工学

的安全施設等の設備がその機能を確保する

ために十分な容量を有するものでなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第４項に規定する「附属設備」には、非常用

電源設備の機能を達成するため燃料系を含

めること。 

４ 第４項に示す「工学的安全施設等の設備がそ

の機能を確保するために十分な容量」とは、

工学的安全施設等の設備が必要とする電源

が所定の時間内に所定の電圧に到達し、継続

的に供給できる容量をいう。工学的安全施設

等の設備に継続的に供給できる容量に達す

る時間は、設置許可申請書添付書類十におい

て評価した冷却材喪失事故における工学的

安全施設等の設備の作動開始時間を満足し

ていることを確認すること。また当該設備

は、設置許可申請書及び同添付資料書類八に

規定された仕様を満たすものであること。 

 

 

７ 非常用電源設備及びその附属設備は、多重性

又は多様性を確保し、及び独立性を確保し、

その系統を構成する機械又は器具の単一故

障が発生した場合であっても、運転時の異常

な過渡変化時又は設計基準事故時において

工学的安全施設及び設計基準事故に対処す

るための設備がその機能を確保するために

十分な容量を有するものでなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

９ 第７項に規定する「附属設備」には、非常用

電源設備の機能を達成するための燃料系を

含む。 

１０ 第７項に規定する「工学的安全施設等及び

設計基準事故に対処するための設備がそ

の機能を確保するために十分な容量」と

は、工学的安全施設等の設備が必要とする

電源が所定の時間内に所定の電圧に到達

し、継続的に供給できる容量をいう。工学

的安全施設等の設備に継続的に供給でき

る容量に達する時間は、発電用原子炉設置

（変更）許可申請書において評価した原子

炉冷却材喪失事故における工学的安全施

設等の設備の作動開始時間を満たすもの

であるとともに、７日間の外部電源喪失を

仮定しても、電力を供給できる容量以上の

燃料を敷地内に貯蔵すること。また当該設

備は、発電用原子炉設置（変更）許可申請

書に規定された仕様を満たすものである

こと。 

追加要求 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ８ 設計基準対象施設は、他の発電用原子炉施設

に属する非常用電源設備から受電する場合

には、当該非常用電源設備から供給される電

力に過度に依存しないように施設しなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

追加要求 

 

 

 

 
 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-111 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（発電所緊急時対策所）  （緊急時対策所）   

第二十四条の三  第四十六条    

原子力発電所には、一次冷却系統に係る施設の

損壊等が生じた場合に適切な措置をとるための

発電所緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所

に施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第２４条の３に規定する「発電所緊急時対策

所」の機能としては、一次冷却材喪失事故等

が発生した場合において、関係要員が必要な

期間にわたり滞在でき、制御室内の運転員を

介さずに事故状態等を正確にかつ速やかに

把握できること。また、発電所内外関連箇所

との通信連絡のための少なくとも一つの専

用回線を含む多重の連絡回線を有すること。 

 

 

工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉

施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切

な措置をとるため、緊急時対策所を原子炉制御室

以外の場所に施設しなければならない。 

 

 

 

 

１ 第４６条に規定する「緊急時対策所」の機能

としては、一次冷却材喪失事故等が発生した

場合において、関係要員が必要な期間にわた

り滞在でき、原子炉制御室内の運転員を介さ

ずに事故状態等を正確にかつ速やかに把握

できること。また、発電所内の関係要員に指

示できる通信連絡設備、並びに発電所外関連

箇所と専用であって多様性を備えた通信回

線にて連絡できる通信連絡設備及びデータ

を伝送できる設備を施設しなければならな

い。さらに、酸素濃度計を施設しなければな

らない。酸素濃度計は、設計基準事故時にお

いて、外気から緊急時対策所への空気の取り

込みを、一時的に停止した場合に、事故対策

のための活動に支障がない酸素濃度の範囲

にあることが正確に把握できるものである

こと。また、所定の精度を保証するものであ

れば、常設設備、可搬型を問わない。 

追加要求 

  ２ 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガス

の発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場

合に適切な措置をとるため、工場等内におけ

る有毒ガスの発生を検出するための装置及

び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場

合に緊急時対策所において自動的に警報す

るための装置の設置その他の適切な防護措

置を講じなければならない。 

 

２ 第２項に規定する「有毒ガスが発生した場

合」とは、緊急時対策所の指示要員の吸気中

の有毒ガスの濃度が有毒ガス防護のための

判断基準値を超えるおそれがあることをい

う。「工場等内における有毒ガスの発生を検

出するための装置及び当該装置が有毒ガス

の発生を検出した場合に緊急時対策所にお

いて自動的に警報するための装置の設置」に

ついては「有毒ガスの発生を検出し警報する

ための装置に関する要求事項（別記－９）」

によること。 

追加要求 

 

2020年 5月 1日以後

最初の施設定期検

査 の 終 了 日 又 は

2020年 5月 1日以後

に発電用原子炉の

運転を開始する日

の前日のいずれか

早い日までに実施。 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-112 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（警報装置等）  （警報装置等）   

第二十一条  第四十七条    

原子力発電所には、その機械器具の機能の喪

失、誤操作等により原子炉の運転に著しい支障を

及ぼすおそれが生じた場合、前条第九号の放射性

物質の濃度若しくは同条第十二号及び第十三号

の線量当量率が著しく上昇した場合又は流体状

の放射性廃棄物（気体状のものを除く。以下同

じ。）を処理し、若しくは貯蔵する設備から流体

状の放射性廃棄物が著しく漏えいするおそれが

生じた場合にこれらを確実に検出して自動的に

警報する装置を施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第１項に規定する「警報する装置」とは、表

示ランプ点灯だけでなく同時にブザー鳴動

等を行うこと。 

 

２ 第１項における警報すべきそれぞれの場合

に対しては、少なくとも以下のものが施設さ

れていること。 

第２１条 ＢＷＲ ＰＷＲ 

その機械器具の機能の

喪失、誤操作等により原

子炉の運転に著しい支

障を及ぼすおそれが生

じた場合 

原子炉水

位低又は

高 

加圧器水

位低又は

高 

原子炉圧

力高 

原子炉圧

力高 

中性子束

高 

中性子束

高 

原子炉建

屋放射能

高 

原子炉格

納容器内

放射能高 

主蒸気管

放射能高 

復水器排

気放射能

高 

第２０条第９号の放射

性物質の濃度若しくは

同条第１２号及び第１

３号の線量当量率が著

しく上昇した場合 

排気筒放

射能高 

排気筒放

射能高 

エリア放

射線モニ

タ放射能

高 

エリア放

射線モニ

タ放射能

高 

周辺監視

区域放射

能高 

周辺監視

区域放射

能高 

流体状の放射性廃棄物

（気体状のものを除く。

以下同じ。）を処理し、

若しくは貯蔵する設備

から流体状の放射性廃

棄物が著しく漏えいす

るおそれが生じた場合 

機器ドレ

ン、床ド

レンの容

器又はサ

ンプの水

位 

機器ドレ

ン、床ド

レンの容

器又はサ

ンプの水

位 

 

 

 

 

 

 

発電用原子炉施設には、その機械又は器具の機

能の喪失、誤操作その他の異常により発電用原子

炉の運転に著しい支障を及ぼすおそれが発生し

た場合、第三十四条第一項第九号の放射性物質の

濃度又は同項第十二号及び第十三号の線量当量

率が著しく上昇した場合又は流体状の放射性廃

棄物を処理し、又は貯蔵する設備から流体状の放

射性廃棄物が著しく漏えいするおそれが発生し

た場合においてこれらを確実に検出して自動的

に警報する装置を施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第１項に規定する「警報する装置」とは、表

示ランプ点灯だけでなく同時にブザー鳴動

等を行うこと。 

 

２ 第１項における警報すべきそれぞれの場合

に対しては、少なくとも以下のものが施設さ

れていること。 

第４７条 ＢＷＲ ＰＷＲ 

その機械又は器具の

機能の喪失、誤操作そ

の他の異常により発

電用原子炉の運転に

著しい支障を及ぼす

おそれが発生した場

合 

原子炉水

位低又は

高 

加圧器水

位低又は

高 

原子炉圧

力高 

原子炉圧

力高 

中性子束

高 

中性子束

高 

原子炉建

屋放射能

高 

原子炉格

納容器内

放射能高 

主蒸気管

放射能高 

復水器排

気放射能

高 

第３４条第１項第９

号の放射性物質の濃

度又は同条同項第１

２号及び第１３号の

線量当量率が著しく

上昇した場合 

排気筒放

射能高 

排気筒放

射能高 

エリア放

射線モニ

タ放射能

高 

エリア放

射線モニ

タ放射能

高 

周辺監視

区域放射

能高 

周辺監視

区域放射

能高 

流体状の放射性廃棄

物を処理し、又は貯蔵

する設備から流体状

の放射性廃棄物が著

しく漏えいするおそ

れが発生した場合 

機器ドレ

ン、床ドレ

ンの容器

又はサン

プの水位 

機器ドレ

ン、床ドレ

ンの容器

又はサン

プの水位 

第３４条第１項第１

４号の水温が著しく

上昇した場合若しく

は水位が著しく下降

した場合 

使用済燃

料貯蔵プ

ール水温

高 

 

使用済燃

料貯蔵ピ

ット水温

高 

 

 

追加要求 

 

使用済燃料貯蔵プ

ール水位について

は，「発電用原子力

設備に関する技術

基準を定める命令」

の第２５条の解釈

７に記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 

 9-別 1-113 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第１項に規定する「流体状の放射性廃棄物」

とは、液体状の放射性廃棄物及び液体にスラ

ッジ等の固体が混入している状態のものを

いう。 

 

４ 第１項に規定する「放射性廃棄物が著しく漏

えいするおそれが生じた場合にこれらを確

実に検出して」とは、床への漏えい又はその

おそれ（数滴程度の微少漏えいを除く。）を

早期に検出するよう、ポンプ及び弁からのシ

ールリーク、タンクからのリーク等により、

通常の運転状態から逸脱が生じた場合に、タ

ンク又はサンプの水位の異常変化を検出す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃

料貯蔵プ

ール水位

低 

使用済燃

料貯蔵ピ

ット水位

低 

 

 

３ 第１項に規定する「放射性廃棄物が著しく漏

えいするおそれが生じた場合にこれらを確

実に検出して」とは、床への漏えい又はその

おそれ（数滴程度の微少漏えいを除く。）を

早期に検出するよう、ポンプ及び弁からのシ

ールリーク、タンクからのリーク等により、

通常の運転状態から逸脱が生じた場合に、タ

ンク又はサンプの水位の異常変化を検出す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の

水温の著しい上昇又は使用済燃料貯蔵槽の

水位の著しい低下を確実に検知し、自動的に

警報する装置を施設しなければならない。た

だし、発電用原子炉施設が、使用済燃料貯蔵

槽の水温の著しい上昇又は使用済燃料貯蔵

槽の水位の著しい低下に自動的に対処する

機能を有している場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加要求 

 

使用済燃料貯蔵槽

の水位については，

「発電用原子力設

備に関する技術基

準を定める命令」の

第２５条の解釈７

に記載がある。 

 

 

２ 原子力発電所には、原子炉並びに一次冷却系

統及び放射性廃棄物を処理し、又は貯蔵する

設備に係る主要な機械器具の動作状態を表

示する装置を施設しなければならない。 

 

５ 第２項における表示すべき動作状態の種類

は、ポンプの運転・停止状態、弁の開・閉状

態等を、表示方法としては表示ランプの点灯

をいう。 

 

３ 発電用原子炉施設には、発電用原子炉並びに

一次冷却系統及び放射性廃棄物を処理し、又

は貯蔵する設備に係る主要な機械又は器具

の動作状態を表示する装置を施設しなけれ

ばならない。 

４ 第３項における表示すべき動作状態の種類

は、ポンプの運転・停止状態、弁の開・閉状

態等を、表示方法としては表示ランプの点灯

をいう。 

 

追加要求なし 

 

 

 

 

３ 原子力発電所には、一次冷却系統に係る施設

の故障、損壊等の際に当該原子力発電所内の

人に対し必要な指示ができるように適切な

通信連絡設備を施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 第３項に規定する「適切な通信連絡設備を施

設しなければならない」とは、原子力発電所

における一次冷却材喪失事故等が発生した

場合、人が立ち入る可能性のある原子炉建

屋、タービン建屋等の建屋内外各所の人に中

央制御室等から操作、作業、退避の指示、連

４ 工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子

炉施設の損壊又は故障の際に発電用原子炉

施設内の人に対し必要な指示ができるよう、

警報装置及び多様性を確保した通信連絡設

備を施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 第４項に規定する「一次冷却系統に係る発電

用原子炉施設の損壊又は故障」とは、事故の

発生等（一次冷却系に係る発電用原子施設の

損傷又は故障を含む。）に伴い従業員等の一

時退避、事故対策のための集合等を要する事

態をいう。 

６ 第４項に規定する「警報装置及び多様性を確

保した通信連絡設備」とは、原子炉制御室等

から人が立ち入る可能性のある原子炉建屋、

タービン建屋等の建屋内外各所の人に操作、

作業、退避の指示等の連絡を、ブザー鳴動等

により行うことができる設備及び音声によ

追加要求 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

絡ができる設備を設置すること。  り行うことができる設備をいう。 

  

 

５ 工場等には、設計基準事故が発生した場合に

おいて当該発電用原子炉施設外の通信連絡

をする必要がある場所と通信連絡ができる

よう、多様性を確保した専用通信回線を施設

しなければならない。 

 

７ 第５項に規定する「当該発電用原子炉施設外

の通信連絡」とは、原子炉制御室等から、使

用制限を受けない専用の通信回線を通じて、

所外必要箇所への事故の発生等（一次冷却系

に係る発電用原子炉施設の損傷又は故障を

含む。）に係る連絡をいう。 

追加要求 

 

 

 

 

 
 



技術基準規則の新旧比較表 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

（準用）  （準用）   

第三十四条  第四十八条    

第八条第三項の規定は、原子力発電所に施設す

る一次冷却材により駆動する蒸気タービン及び

その附属設備について準用する。 

 

 

１ 第１項の適用に当たっては、第８条第３項の

解釈によること。ＢＷＲへの適用にあって

は、高圧タービン等の軸封部からの漏えい防

止のための衛帯（シール）蒸気及び低圧ター

ビンの空気の流入防止のための衛帯（シー

ル）蒸気を含めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加要求なし 

「実用発電用原子

炉及びその附属施

設の技術基準に関

する規則」の第十五

条の解釈２に記載

がある。 

 

２ 第九条第十五号の規定及び発電用火力設備

に関する技術基準を定める省令（平成九年通

商産業省令第五十一号）第二章の規定は、原

子力発電所に施設する補助ボイラーについ

て準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第２項及び第３項において準用する第９条

第１５号に規定する「主要な耐圧部の溶接

部」とは、以下に掲げるものの溶接部をいう。 

原子力発電所に係る補助ボイラー、蒸気タ

ービンに係る蒸気だめ、補助ボイラーに属す

る燃料燃焼設備若しくは蒸気タービンに係

る熱交換器又は補助ボイラー若しくは蒸気

タービンに係る管であって、外径 150mm以上

のもののうち、次の圧力以上の圧力が加えら

れるもの 

イ 水用の容器又は管であって、最高使用温

度 100℃未満のものについては、最高使

用圧力 1960ｋPa 

ロ イ以外の容器については、最高使用圧力

98kPa 

ハ イ以外の管については、最高使用圧力

980kPa（長手継手にあっては、490kPa） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第２項及び第３項において準用する第９条

第１５号の規定に適合する溶接部とは、「溶

接規格 2007」及び「設計・建設規格 2005

（2007）」の規定に『日本機械学会「溶接規

格」等の適用に当たって（別記－１０）』の

要件を付したものに適合した溶接部をいう。 

（溶接規格 2007 技術評価書及び設計・建設

規格 2007技術評価書） 

 

第十七条第十五号の規定及び発電用火力設備

に関する技術基準を定める省令第二章の規定は、

設計基準対象施設に施設する補助ボイラーにつ

いて準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第１項において準用する第１７条第１５号

に規定する「主要な耐圧部の溶接部」とは、

以下に掲げるものの溶接部をいう。 

（１） 設計基準対象施設の補助ボイラーに属

する容器のうち、次に定める圧力以上

の圧力を加えられる部分（以下「耐圧

部」という。）について溶接を必要とす

るもの 

イ 水用の容器又は管であって、最高使

用温度１００℃未満のものについ

ては、最高使用圧力１９６０ｋＰａ 

ロ 液化ガス（通常の使用状態での温度

における飽和圧力が 196kPa 以上で

あって現に液体の状態であるもの

又は圧力が１９６ｋＰａにおける

飽和温度が３５℃以下であって現

に液体の状態であるものをいう。以

下同じ。）用の容器又は管について

は、最高使用圧力０ｋＰａ 

ハ イ又はロに規定する容器以外の容

器については、最高使用圧力９８ｋ

Ｐａ 

ニ イ又はロに規定する管以外の管に

ついては、最高使用圧力９８０ｋＰ

ａ（長手継手の部分にあっては、４

９０ｋＰａ） 

（２） 設計基準対象施設の補助ボイラーに係

る外径１５０ｍｍ以上の管のうち、耐

圧部について溶接を必要とするもの 

２ 第１項において準用する第１７条第１５号

の規定に適合する溶接部は、次の（１）又は

（２）のいずれかに適合したものをいう。 

（１）「溶接規格 2007」及び「設計・建設規

格 2005(2007)」の規定に「日本機械学

会「溶接規格」等の適用に当たって（別

記－５）」の要件を付したもの 

（２）「溶接規格 2012(2013)」及び「設計・

建設規格 2012」の規定に「日本機械学

追加要求 

 

液化ガスの記載が

追加されているが，

島根原子力発電所

には該当設備はな

い。 

なお，補助ボイラー

については，従来

「発電用火力設備

に関する技術基準

を定める省令」の規

定を準用しており，

追加要求はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



技術基準規則の新旧比較表 
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

命令 （令和元年 7月 1日） 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める 

省令の解釈 （平成 23年 10月 7日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 （令和 5年 2月 22日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈  （令和 5年 2月 22日） 
備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会「設計・建設規格」及び「材料規格」

の適用に当たって（別記－２）」及び「日

本機械学会「溶接規格」等の適用に当

たって（別記－５）」の要件を付したも

の（「溶接規格 2007 技術評価書」、「溶

接規格 2012(2013)技術評価書」、 

「設計・建設規格 2007 技術評価書」及

び「設計・建設規格 2012技術評価書」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 発電用火力設備に関する技術基準を定める

省令第十九条から第二十三条までの規定は、 

原子力発電所に施設するガスタービンにつ

いて準用する。 

 

 

 

 

 

２ 発電用火力設備に関する技術基準を定める

省令第十九条から第二十三条までの規定は、

設計基準対象施設に施設するガスタービン

について準用する。 

 

３ ガスタービンの附属設備に属する容器及び

管は発電用原子炉施設に含まれることから、

第１７条、第２０条及び第２１条によりそれ

ぞれ材料及び構造、安全弁等並びに耐圧試験

の規定が適用される。 

 

追加要求なし 

 

 

 

５ 発電用火力設備に関する技術基準を定める

省令第二十五条から第二十九条までの規定

は、原子力発電所に施設する内燃機関につい

て準用する。 

 

５ 内燃機関の附属設備に属する容器及び管に

ついては、第９条、第１０条及び第１１条に

よりそれぞれ材料及び構造、安全弁等並びに

耐圧試験の規定を適用すること。 

 

 

３ 発電用火力設備に関する技術基準を定める

省令第二十五条から第二十九条までの規定

は、設計基準対象施設に施設する内燃機関に

ついて準用する。 

 

４ 内燃機関の附属設備に属する容器及び管は

発電用原子炉施設に含まれることから、第１

７条、第２０条及び第２１条によりそれぞれ

材料及び構造、安全弁等並びに耐圧試験の規

定が適用される。 

 

追加要求なし 

６ 発電用火力設備に関する技術基準を定める

省令第四条の規定は、原子力発電所に施設す

る電気工作物について準用する。 

 

６ 発電用火力設備に関する技術基準を定める

省令（平成９年通商産業省令第５１号）の準

用に当たっては、「発電用火力設備の技術基

準の解釈（平成１９年９月３日付け平成 19・

08・10原院第 3号（NISA-234a-07-6））」の該

当部分によること。ただし、平成９年３月２

６日までに施設し、または施設に着手した原

子炉施設については、なお従前の例による。 

４ 原子力発電工作物に係る電気設備に関する

技術基準を定める命令（平成二十四年経済産

業省令第七十号）第四条から第十六条まで、 

第十九条から第二十八条まで及び第三十条

から第三十五条までの規定は、設計基準対象

施設に施設する電気設備について準用する。 

５ 火力省令の準用に当たっては、「発電用火力

設備の技術基準の解釈」の該当部分によるこ

と。 

６ 原子力発電工作物に係る電気設備に関する

技術基準を定める命令（平成２４年経済産業

省令第７０号）の準用に当たっては、「原子

力発電工作物に係る電気設備の技術基準の

解釈」（原規技発第 1306199 号（平成２５年

６月１９日原子力規制委員会決定））の該当

部分によること。 

追加要求なし 

 

電気設備について

は，従来「原子力発

電工作物に係る電

気設備に関する技

術基準を定める命

令」の規定を準用し

ており，追加要求は

ない。 

 
 



別紙２ 

9-別 2-1 

 

 

 

 

 

 

設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-2 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

 

第 ３ 条 設計基準対象施設の地盤 

第 ４ 条 地震による損傷の防止 

第 ５ 条 津波による損傷の防止 

第 ６ 条 外部からの衝撃による損傷の防止 

  ― 

第 ７ 条 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止 

          ― 

第 ８ 条 火災による損傷の防止 

第 ９ 条 溢
いっ

水による損傷の防止等 

第１０条 誤操作の防止 

第１１条 安全避難通路等 

第１２条 安全施設 

 

第１３条 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止 

第１４条 全交流動力電源喪失対策設備 

     ― 

     ― 

     ― 

     ― 

     ― 

第１５条 炉心等 

 

 

 

     ― 

第１６条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設 

 

 

第１７条 原子炉冷却材圧力バウンダリ 

 

     ― 

第１８条 蒸気タービン 

第１９条 非常用炉心冷却設備 

第２０条 一次冷却材の減少分を補給する設備 

第２１条 残留熱を除去することができる設備 

第２２条 最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備 

第２３条 計測制御系統施設 

第２４条 安全保護回路 

第２５条 反応度制御系統及び原子炉停止系統 

 

第２６条 原子炉制御室等 

第２７条 放射性廃棄物の処理施設 

 

 

 

 

第 ４ 条 設計基準対象施設の地盤 

第 ５ 条 地震による損傷の防止 

第 ６ 条 津波による損傷の防止 

第 ７ 条 外部からの衝撃による損傷の防止 

第 ８ 条 立入りの防止 

第 ９ 条 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止 

第１０条 急傾斜地の崩壊の防止 

第１１条 火災による損傷の防止 

第１２条 発電用原子炉施設内における溢
いっ

水等による損傷の防止 

第３８条 原子炉制御室等 

第１３条 安全避難通路等 

第１４条 安全設備 

第１５条 設計基準対象施設の機能 

第１５条 設計基準対象施設の機能 

第１６条 全交流動力電源喪失対策設備 

第１７条 材料及び構造 

第１８条 使用中の亀裂等による破壊の防止 

第２０条 安全弁等 

第２１条 耐圧試験等 

第２２条 監視試験片 

第１５条 設計基準対象施設の機能 

第１９条 流体振動等による損傷の防止 

第２３条 炉心等 

第２５条 一次冷却材 

第２４条 熱遮蔽材 

第２６条 燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備 

第４７条 警報装置等 

第３４条 計測装置 

第２７条 原子炉冷却材圧力バウンダリ 

第２８条 原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等 

第３０条 逆止め弁 

第３１条 蒸気タービン 

第３２条 非常用炉心冷却設備 

第３３条 循環設備等 

第３３条 循環設備等 

第３３条 循環設備等 

第３４条 計測装置 

第３５条 安全保護装置 

第３６条 反応度制御系統及び原子炉停止系統 

第３７条 制御材駆動装置 

第３８条 原子炉制御室等 

第３９条 廃棄物処理設備等 

第４１条 放射性物質による汚染の防止 

第４３条 換気設備 

第２９条 一次冷却材処理装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・用語の相違については下破線 

・記載内容の相違については下線 

・一方の規則にのみ要求されている内容で追加要求と

なる箇所については黄色ハッチング 

 

記載方針 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

 

 

第２８条 放射性廃棄物の貯蔵施設 

 

第２９条 工場等周辺における直接線等からの防護 

第３０条 放射線からの放射線業務従事者の防護 

 

 

 

 

第３１条 監視設備 

 

第３２条 原子炉格納施設 

第３３条 保安電源設備 

第３４条 緊急時対策所 

第３５条 通信連絡設備 

第３６条 補助ボイラー 

第３７条 重大事故等の拡大の防止等 

第３８条 重大事故等対処施設の地盤 

第３９条 地震による損傷の防止 

第４０条 津波による損傷の防止 

第４１条 火災による損傷の防止 

第４２条 特定重大事故等対処施設 

第４３条 重大事故等対処設備 

     ― 

     ― 

     ― 

     ― 

第４４条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設 

     備 

第４５条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷 

却するための設備 

第４６条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

第４７条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷 

却するための設備 

第４８条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

第４９条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

第５０条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

第５１条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

第５２条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための 

設備 

第５３条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設 

     備 

第５４条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

第５５条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

第５６条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

第３４条 計測装置 

第４７条 警報装置等 

第４０条 廃棄物貯蔵設備等 

第４７条 警報装置等 

第４２条 生体遮蔽等 

第４２条 生体遮蔽等 

第４１条 放射性物質による汚染の防止 

第４３条 換気設備 

第４７条 警報装置等 

第３４条 計測装置 

第３４条 計測装置 

第４７条 警報装置等 

第４４条 原子炉格納施設 

第４５条 保安電源設備 

第４６条 緊急時対策所 

第４７条 警報装置等 

第４８条 準用 

     ― 

第４９条 重大事故等対処施設の地盤 

第５０条 地震による損傷の防止 

第５１条 津波による損傷の防止 

第５２条 火災による損傷の防止 

第５３条 特定重大事故等対処施設 

第５４条 重大事故等対処設備 

第５５条 材料及び構造 

第５６条 使用中の亀裂等による破壊の防止 

第５７条 安全弁等 

第５８条 耐圧試験等 

第５９条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設 

  備 

第６０条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷 

却するための設備 

第６１条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

第６２条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷 

却するための設備 

第６３条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

第６４条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

第６５条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

第６６条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

第６７条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための 

設備 

第６８条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設 

     備 

第６９条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

第７０条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

第７１条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-4 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

第５７条 電源設備 

第５８条 計装設備 

第５９条 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備 

第６０条 監視測定設備 

第６１条 緊急時対策所 

第６２条 通信連絡を行うために必要な設備 

     ― 

別記１ 

別記２ 

別記３ 

 

 

 

 

 

第７２条 電源設備 

第７３条 計装設備 

第７４条 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備 

第７５条 監視測定設備 

第７６条 緊急時対策所 

第７７条 通信連絡を行うために必要な設備 

第７８条 準用 

     ― 

     ― 

     ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注記） 

1．設置許可基準規則は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（令和 5 年 2 月 22日公布）」及びその解釈（改正 令和 5年 2月 22日 原規技発第 20033110号）を記載

する。 

2．技術基準規則は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（令和 5 年 2 月 22日公布）」及びその解釈（改正 令和 5年 2月 22日 原規技発第 2001159号）を記載する。 

 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-5 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（設計基準対象施設の地盤）  

第三条 設計基準対象施設は、次条第二項の規定により算定する地震力

（設計基準対象施設のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあ

るその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度

が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」という。）及び兼用キャス

クにあっては、同条第三項に規定する基準地震動による地震力を含

む。）が作用した場合においても当該設計基準対象施設を十分に支持

することができる地盤に設けなければならない。ただし、兼用キャ

スクにあっては、地盤により十分に支持されなくてもその安全機能

が損なわれない方法により設けることができるときは、この限りで

ない。 

【解釈】 

別記１のとおりとする。ただし、兼用キャスク及びその周辺施設

（以下「兼用キャスク貯蔵施設」という。）については、別記４のと

おりとする。 

＜別記１＞ 

１ 第３条第１項に規定する「設計基準対象施設を十分に支持す

ることができる」とは、設計基準対象施設について、自重及び

運転時の荷重等に加え、耐震重要度分類（本規程第４条２の「耐

震重要度分類」をいう。以下同じ。）の各クラスに応じて算定す

る地震力（第３条第１項に規定する「耐震重要施設」（本規程第

４条２のＳクラスに属する施設をいう。）にあっては、第４条第

３項に規定する「基準地震動による地震力」を含む。）が作用し

た場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する設計

であることをいう。 

なお、耐震重要施設については、上記に加え、基準地震動に

よる地震力が作用することによって弱面上のずれ等が発生しな

いことを含め、基準地震動による地震力に対する支持性能が確

保されていることを確認することが含まれる。 

 

２ 耐震重要施設及び兼用キャスクは、変形した場合においてもその安

全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。 

【解釈】 

別記１のとおりとする。ただし、兼用キャスク及びその周辺施設

（以下「兼用キャスク貯蔵施設」という。）については、別記４のとお

りとする。 

 

３ 耐震重要施設及び兼用キャスクは、変位が生ずるおそれがない地盤

に設けなければならない。ただし、兼用キャスクにあっては、地盤

に変位が生じてもその安全機能が損なわれない方法により設けるこ

とができるときは、この限りでない。 

【解釈】 

別記１のとおりとする。ただし、兼用キャスク及びその周辺施設

（以下「兼用キャスク貯蔵施設」という。）については、別記４のとお

りとする。 

 

（設計基準対象施設の地盤）  

第四条 設計基準対象施設は、設置許可基準規則第三条第一項の地震 

力が作用した場合においても当該設計基準対象施設を十分に支持 

することができる地盤に施設しなければならない。ただし、兼用キ 

ャスクにあっては、地盤により十分に支持されなくてもその安全機 

能が損なわれない方法により設けることができるときは、この限り 

でない。 

【解釈】 

１ 第４条に規定する「十分に支持することができる」とは、実

用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第５号。以下

「設置許可基準規則」という。）第３条第１項の規定に基づき

設置許可で確認し た設計方針に基づき、設計基準対象施設に

ついて、以下のいずれか を満たすことをいう。 

 一 兼用キャスク貯蔵施設以外の設計基準対象施設にあって

は、自重や運転時の荷重等に加え、設置許可基準規則第３条

第１項の地震力（耐震重要度分類（実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の位 置、構造及び設備の基準に関する規則の解

釈（原規技発第 1306193 号（平成２５年６月１９日原子力

規制委員会決定））の第４条の解釈中２に規定する耐震重要

度分類をいう。以下同じ。） の各クラスに応じて設置許可基

準規則第４条第２項の規定により算定する地震力（設置許可

基準規則第３条第１項に規定する耐 震重要施設にあって

は、基準地震動による地震力（設置許可基準規則第４条第３

項に規定する基準地震動による地震力をいう。以下同じ。）

を含む。）をいう。）が作用した場合においても、接地圧に対

する十分な支持力を有すること。 

 二 兼用キャスク貯蔵施設にあっては、自重その他の貯蔵時に

想定 18 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈される荷重に加え、設置許可基準規則第

４条第２項の規定により 算定する地震力（兼用キャスクに

あっては、基準地震動による地震力を含む。）が作用した場

合においても、接地圧に対する十分な支持力を有すること。 

２ 第４条に規定する「安全機能が損なわれない方法」とは、設

置許可基準規則第３条第１項の方法をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は技術基準規則では

「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則で「耐震重要施設の弱面上のずれ等」について記

載がある。 

 

 

 

○設置許可基準規則で「耐震重要施設を設ける地盤」について記載が

ある。 

 

 

 

○設置許可基準規則で「耐震重要施設を設ける地盤」について記載が

ある。 

 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-6 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（地震による損傷の防止）  

第四条 設計基準対象施設は、地震力に十分に耐えることができるも

のでなければならない。  

【解釈】 

別記２のとおりとする。 ＜別記２＞ １、３該当 

ただし、炉心内の燃料被覆材の放射性物質の閉じ込めの機能につ

いては以下のとおりとし、兼用キャスク貯蔵施設については別 

記４のとおりとする。 

一 第１項に規定する「地震力に十分に耐える」とは、通常運転

時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重と、

弾性設計用地震動による地震力(本規程別記２第４条第４項第

１号に規定する弾性設計用地震動による地震力をいう。)又は静

的地震力（同項第２号に規定する静的地震力をいい、Ｓクラス

に属する機器に対し算定されるものに限る。）のいずれか大きい

方の地震力を組み合わせた荷重条件に対して、炉心内の燃料被

覆材の応答が全体的におおむね弾性状態にとどまることをい

う。 

 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある設計基準

対象施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の

程度に応じて算定しなければならない。  

【解釈】 

別記２のとおりとする。 ＜別記２＞ ２、４該当 

 

 

 

 

 

 

 

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を

及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力（以

下「基準地震動による地震力」という。）に対して安全機能が損なわ

れるおそれがないものでなければならない。 

【解釈】 

別記２ ５、６、７のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地震による損傷の防止）  

第五条 設計基準対象施設は、これに作用する地震力（設置許可基準

規則第四条第二項の規定により算定する地震力をいう。）による損壊

により公衆に放射線障害を及ぼさないように施設しなければならな

い。  

 

【解釈】 

１ 第１項の規定は、設置許可基準規則第４条第１項の規定に基

づき設置許可で確認した設計方針に基づき、設計基準対象施設

が、設置許可基準規則第４条第２項の地震力に対し、施設の機

能を維持していること又は構造強度を確保していることをい

う。 

 

２ 耐震重要施設（設置許可基準規則第三条第一項に規定する耐震重

要施設をいう。以下同じ。）は、基準地震動による地震力（設置許可

基準規則第四条第三項に規定する基準地震動による地震力をいう。

以下同じ。）に対してその安全性が損なわれるおそれがないように施

設しなければならない。  

【解釈】 

２ 第２項の規定は、設置許可基準規則第４条第３項の規定に基

づき設置許可で確認した設計方針に基づき、耐震重要施設が、

設置許可基準規則第４条第３項の基準地震動による地震力に対

し、施設の機能を維持していること又は構造強度を確保してい

ることをいう。 

３ 動的機器に対する「施設の機能を維持していること」とは、

基準地震動による応答に対して、当該機器に要求される機能を

保持することをいう。具体的には、当該機器の構造、動作原理

等を考慮した評価を行うこと、既往研究で機能維持の確認がな

された機能確認済加速度等を超えていないことを確認すること

をいう。 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則で炉心内の燃料被覆材の放射性物質の閉じ込めの

機能に関して，「地震力に十分に耐える」ことについて記載されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「放射線による公衆への影響の程度に応じて算

定しなければならない。」は，技術基準規則では「放射線障害を及ぼ

さないように施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載

されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「おそれがないものでなければならない。」は，

技術基準規則では「おそれがないように施設しなければならない。」

とし，具体的な内容が記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-7 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

 

 

４ 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある

斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなけ

ればならない。 

【解釈】 

別記２ ８のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

５ 炉心内の燃料被覆材は、基準地震動による地震力に対して放射性

物質の閉じ込めの機能が損なわれるおそれがないものでなければな

らない。 

【解釈】 

二 第５項に規定する「基準地震動による地震力に対して放射性

物質の閉じ込めの機能が損なわれるおそれがない」とは、通常

運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重

と基準地震動による地震力を組み合わせた荷重条件により塑性

ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルにとど

まって破断延性限界に十分な余裕を有し、放射性物質の閉じ込

めの機能に影響を及ぼさないことをいう。 

 

６ 兼用キャスクは、次のいずれかの地震力に対して安全機能が損な

われるおそれがないものでなければならない。 

一 兼用キャスクが地震力により安全機能を損なうかどうかをその

設置される位置のいかんにかかわらず判断するために用いる合理

的な地震力として原子力規制委員会が別に定めるもの 

二 基準地震動による地震力 

【解釈】 

別記２のとおりとする。 

ただし、炉心内の燃料被覆材の放射性物質の閉じ込めの機能につ

いては以下のとおりとし、兼用キャスク貯蔵施設については別記

４のとおりとする。 

 

７ 兼用キャスクは、地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の

崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければな

らない。 

【解釈】 

別記２のとおりとする。 

ただし、炉心内の燃料被覆材の放射性物質の閉じ込めの機能につ

いては以下のとおりとし、兼用キャスク貯蔵施設については別記

４のとおりとする。 

 

３ 耐震重要施設が設置許可基準規則第四条第三項の地震により生ず

る斜面の崩壊によりその安全性が損なわれるおそれがないよう、防

護措置その他の適切な措置を講じなければならない。 

【解釈】 

４ 第３項の規定は、設置許可基準規則第４条第４項の規定に基

づき設置許可で確認した設計方針に基づき、設置許可基準規則

第４条第３項の地震により斜面の崩壊が生じるおそれがある場

合には、耐震重要施設の安全性を損なわないよう、敷地内土木

工作物による斜面の保持等の措置を講じること及びその機能を

維持していることをいう。 

 

４ 炉心内の燃料被覆材は、基準地震動による地震力に対して放射性

物質の閉じ込めの機能が損なわれるおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

【解釈】 

５ 第４項に規定する「基準地震動による地震力に対して放射性

物質の閉じ込めの機能が損なわれるおそれがない」とは、通常

運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重

と基準地震動による地震力を組み合わせた荷重条件により塑性

ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルにとど

まって破断延性限界に十分な余裕を有し、放射性物質の閉じ込

めの機能に影響を及ぼさないことをいう。 

 

５ 兼用キャスクは、設置許可基準規則第四条第六項に規定する地震力

に対してその安全性が損なわれるおそれがないように施設しなけれ

ばならない。 

【解釈】 

６ 第５項の規定は、設置許可基準規則第４条第６項の規定に基づ

き設置許可で確認した設計方針に基づき、兼用キャスクが、同

項の地震力に対し、施設の機能を維持していること又は構造強

度を確保していることをいう。 

 

 

 

 

６ 兼用キャスクが設置許可基準規則第四条第七項の地震により生ず

る斜面の崩壊によりその安全性が損なわれるおそれがないよう、防

護措置その他の適切な措置を講じなければならない。 

【解釈】 

７ 第６項の規定は、設置許可基準規則第４条第７項の規定に基づ

き設置許可で確認した設計方針に基づき、同項の斜面の崩壊が

生じるおそれがある場合には、兼用キャスクの安全性を損なわ

ないよう、敷地内土木工作物による斜面の保持等の措置を講ず

ること及びその機能を維持していることをいう。 

 

 

○設置許可基準規則の「おそれがないものでなければならない。」は，

技術基準規則では「おそれがないよう，防護措置その他の適切な措

置を講じなければならない。」とし，具体的な内容が記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「おそれがないものでなければならない。」は，

技術基準規則では「おそれがないように施設しなければならない。」と

し，具体的な内容が記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「おそれがないものでなければならない。」は，

技術基準規則では「おそれがないように施設しなければならない。」と

し，具体的な内容が記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「おそれがないものでなければならない。」は，

技術基準規則では「おそれがないよう、防護措置その他の適切な措置

を講じなければならない。」とし，具体的な内容が記載されている。 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-8 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（津波による損傷の防止）  

第五条 設計基準対象施設（兼用キャスク及びその周辺施設を除く。）

は、その供用中に当該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそ

れがある津波（以下「基準津波」という。）に対して安全機能が損な

われるおそれがないものでなければならない。 

【解釈】 

別記３のとおりとする。 

ただし、兼用キャスク貯蔵施設については、別記４のとおりとす

る。 

 

 

 

 

２ 兼用キャスク及びその周辺施設は、次のいずれかの津波に対して

安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

一 兼用キャスクが津波により安全機能を損なうかどうかをその設

置される位置のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的

な津波として原子力規制委員会が別に定めるもの 

二 基準津波 

【解釈】 

別記３のとおりとする。ただし、兼用キャスク貯蔵施設について 

は、別記４のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（津波による損傷の防止）  

第六条 設計基準対象施設（兼用キャスク及びその周辺施設を除く。）

が基準津波（設置許可基準規則第五条第一項に規定する基準津波を

いう。以下同じ。）によりその安全性が損なわれるおそれがないよう、

防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。 

【解釈】 

１ 第１項の規定は、設置許可基準規則第５条第１項の規定に基

づき設置許可で確認した設計方針に基づき、基準津波（設置許

可基準規則第５条第１項に規定する基準津波をいう。以下同

じ。）により設計基準対象施設の安全性を損なわないよう、津波

防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設置等の措置を講

じていること並びにそれらの機能を維持していることをいう。 

 

２ 兼用キャスク及びその周辺施設が設置許可基準規則第五条第二項

に規定する津波によりその安全性が損なわれるおそれがないよ、防

護措置その他の適切な措置を講じなければならない。 

【解釈】 

２ 第２項の規定は、設置許可基準規則第５条第２項の規定に基 

づき設置許可で確認した設計方針に基づき、設置許可基準規則

第 ５条第２項に規定する津波に対して兼用キャスクが機能を

維持していることをいう。 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「おそれがないものでなければならない。」は，

技術基準規則では「おそれがないよう、防護措置その他の適切な措

置を講じなければならない。」とし，具体的な内容が記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「おそれがないものでなければならない。」は，

技術基準規則では「おそれがないよう、防護措置その他の適切な措置

を講じなければならない。」とし，具体的な内容が記載されている。 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-9 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（外部からの衝撃による損傷の防止）  

第六条 安全施設（兼用キャスクを除く。）は、想定される自然現象（地

震及び津波を除く。次項において同じ。）が発生した場合においても

安全機能を損なわないものでなければならない。 

【解釈】 

１ 第１項は、設計基準において想定される自然現象（地震及び

津波を除く。）に対して、安全施設が安全機能を損なわないため

に必要な安全施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備

を含む。）への措置を含む。 

２ 第１項に規定する「想定される自然現象」とは、敷地の自然

環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、

地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森林火災等から適用さ

れるものをいう。 

３ 第１項に規定する「想定される自然現象（地震及び津波を除

く。）が発生した場合においても安全機能を損なわないもの」と

は、設計上の考慮を要する自然現象又はその組み合わせに遭遇

した場合において、自然事象そのものがもたらす環境条件及び

その結果として施設で生じ得る環境条件において、その設備が

有する安全機能が達成されることをいう。 

 

２ 重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれ

があると想定される自然現象により当該重要安全施設に作用する衝

撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したものでなけれ

ばならない。 

【解釈】 

４ 第２項に規定する「重要安全施設」については、「発電用軽水

型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（平成

２年８月３０日原子力安全委員会決定）の「Ⅴ．２．（２）自然

現象に対する設計上の考慮」に示されるものとする。  

５ 第２項に規定する「大きな影響を及ぼすおそれがあると想定

される自然現象」とは、対象となる自然現象に対応して、最新

の科学的技術的知見を踏まえて適切に予想されるものをいう。

なお、過去の記録、現地調査の結果及び最新知見等を参考にし

て、必要のある場合には、異種の自然現象を重畳させるものと

する。  

６ 第２項に規定する「適切に考慮したもの」とは、大きな影響

を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該重要安

全施設に作用する衝撃及び設計基準事故が発生した場合に生じ

る応力を単純に加算することを必ずしも要求するものではな

く、それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して適切に組み

合わせた場合をいう。 

 

 

 

 

 

（外部からの衝撃による損傷の防止）  

第七条 設計基準対象施設（兼用キャスクを除く。）が想定される自然

現象（地震及び津波を除く。）によりその安全性を損なうおそれがあ

る場合は、防護措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「想定される自然現象」には、台風、竜巻、

降水、積雪、凍結、落雷、火山事象、生物学的事象、森林火災

等を含む 。  

２ 第１項に規定する「適切な措置を講じなければならない」に

は、供用中における運転管理等の運用上の措置を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○主語の相違【結果：相違なし】 

設置許可基準規則は「安全施設」，技術基準規則は「設計基準対象施

設」を対象としている。 

○設置許可基準規則の「損なわないものでなければならない。」は，技

術基準規則では「適切な措置を講じなければならない。」とし，お互

いの解釈に具体的な内容が記載されている。 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「運転管理

等の運用上の措置を含む。」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則で「自然現象により当該重要安全施設に作用する

衝撃及び設計基準事故等に生じる応力を適切に考慮したものでなけ

ればいけない」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

３ 安全施設（兼用キャスクを除く。）は、工場等内又はその周辺にお

いて想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となる

おそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。

以下「人為による事象」という。）に対して安全機能を損なわないも

のでなければならない。 

【解釈】 

７ 第３項は、設計基準において想定される発電用原子炉施設の

安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為

によるもの（故意によるものを除く。）に対して、安全施設が安

全機能を損なわないために必要な安全施設以外の施設又は設備

等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を含む。  

８ 第３項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を損なわせる

原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意に

よるものを除く。）」とは、敷地及び敷地周辺の状況をもとに選

択されるものであり、飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆

発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁的障害

等をいう。  

なお、上記の航空機落下については、「実用発電用原子炉施設

への航空機落下確率の評価基準について」（平成 14・07・29 原

院第 4号（平成１４年７月３０日原子力安全・保安院制定））等

に基づき、防護設計の要否について確認する。 

 

 

 

 

 

 

４ 兼用キャスクは、次に掲げる自然現象が発生した場合においても

安全機能を損なわないものでなければならない。 

一 兼用キャスクが竜巻により安全機能を損なうかどうかをその設置

される位置のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な竜

巻として原子力規制委員会が別に定めるもの 

二 想定される森林火災 

５ 前項の規定は、兼用キャスクについて第一項の規定の例によるこ

とを妨げない。 

 

６ 兼用キャスクは、次に掲げる人為による事象に対して安全機能を

損なわないものでなければならない。 

一 工場等内又はその周辺において想定される兼用キャスクの安全性

を損なわせる原因となるおそれがある爆発 

二 工場等の周辺において想定される兼用キャスクの安全性を損なわ

せる原因となるおそれがある火災 

 

 

 

 

２ 周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の外部

からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合には、事業所に

おける火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空機

の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であっ

て人為によるもの（故意によるものを除く。以下「人為による事象」

という。）により発電用原子炉施設（兼用キャスクを除く。）の安全

性が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。  

【解釈】 

３ 第２項に規定する「事故その他の敷地及び敷地周辺の状況か

ら想定される事象であって人為によるもの（故意によるものを

除く。）」には、ダムの崩壊、船舶の衝突、電磁的障害等の敷地

及び敷地周辺の状況から生じうる事故を含む。  

４ 第２項に規定する「適切な措置を講じなければならない」に

は、対象とする発生源から一定の距離を置くことを含む。 

 

 

３ 航空機の墜落により発電用原子炉施設（兼用キャスクを除く。）の

安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置

を講じなければならない。 

【解釈】 

５ 第３項の航空機の墜落については、「実用発電用原子炉施設へ

の航空機落下確率の評価基準について」（平成２１・０６・２５

原院第１号。平成２１年６月３０日原子力安全・保安院制定））

に基づいて確認すること。この場合において、設置許可申請時

の航路に変更がないことにより確認すること。 

 

４ 兼用キャスクが設置許可基準規則第六条第四項又は第五項の規定

により定める自然現象によりその安全性を損なうおそれがある場合

は、防護措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければ

ならない。 

【解釈】 

６ 第４項及び第５項に規定する「適切な措置を講じなければなら

ない」には、供用中における運転管理等の運用上の措置及び対

象とする発生源から一定の距離を置くことを含む。 

 

５ 兼用キャスクが設置許可基準規則第六条第六項又は第七項の規定

により定める人為による事象によりその安全性が損なわれないよ

う、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。 

【解釈】 

６ 第４項及び第５項に規定する「適切な措置を講じなければなら

ない」には、供用中における運転管理等の運用上の措置及び対

象とする発生源から一定の距離を置くことを含む。 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「危険物を

搭載した車両」の事故について記載がある。 

○設置許可基準規則の「安全機能を損なわないものでなければならな

い」は，技術基準規則では「安全性が損なわれないよう、防護措置

その他の適切な措置を講じなければならない。」とし、具体的な内容

が記載されている。 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「発生源か

ら一定の距離を置くことを含む」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「その安全

性を損なうおそれがある場合」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「安全機能を損なわないものでなければならな

い」は，技術基準規則では「その安全性が損なわれないよう、防護

措置その他の適切な措置を講じなければならない。」とし，具体的な

内容が記載されている。 

 

 

 

 

 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

７ 前項の規定は、兼用キャスクについて第三項の規定の例によるこ

とを妨げない。 

【解釈】 

９ 兼用キャスク貯蔵施設については、別記４のとおりとする。 

 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止）  

第七条 工場等には、発電用原子炉施設への人の不法な侵入、発電用

原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害

を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれる

こと及び不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法

律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正ア

クセス行為をいう。第二十四条第六号において同じ。）を防止するた

めの設備を設けなければならない。 

【解釈】 

１ 第７条の要求には、工場等内の人による核物質の不法な移動

又は妨害破壊行為、郵便物等による工場等外からの爆破物又は

有害物質の持ち込み及びサイバーテロへの対策が含まれる。 

 

（発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止）  

第九条 工場等には、発電用原子炉施設への人の不法な侵入、発電用

原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害

を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれる

こと及び不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法

律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正ア

クセス行為をいう。以下第三十五条第五号において同じ。）を防止す

るため、適切な措置を講じなければならない。 

【解釈】 

１ 第９条に規定する「適切な措置」には、工場等内の人による

核物質の不法な移動又は妨害破壊行為、郵便物などによる工場

等外からの爆破物又は有害物質の持ち込み及びサイバーテロへ

の対策としての柵等の障壁による区画、出入口の常時管理設備

の施設等が含まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「設備を設けなければならない。」は，技術基準

規則では「適切な措置を講じなければならない。」とし，具体的な内

容が記載されている。 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では適切な措置

として，「柵等の障壁による区画、出入口の常時管理設備の施設等が

含まれる。」について記載がある。 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（火災による損傷の防止）  

第八条 設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性

が損なわれないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、早

期に火災発生を感知する設備（以下「火災感知設備」という。）及び

消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安全施設に属するもの

に限る。）並びに火災の影響を軽減する機能を有するものでなければ

ならない。 

【解釈】 

１ 第８条については、設計基準において発生する火災により、

発電用原子炉施設の安全性が損なわれないようにするため、設

計基準対象施設に対して必要な機能（火災の発生防止、感知及

び消火並びに火災による影響の軽減）を有することを求めてい

る。  

また、上記の「発電用原子炉施設の安全性が損なわれない」

とは、安全施設が安全機能を損なわないことを求めている。  

したがって、安全施設の安全機能が損なわれるおそれがある

火災に対して、発電用原子炉施設に対して必要な措置が求めら

れる。  

２ 第８条について、別途定める「実用発電用原子炉及びその附

属施設の火災防護に係る審査基準」（原規技発第 1306195号（平

成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））に適合するもので

あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（火災による損傷の防止）  

第十一条 設計基準対象施設が火災によりその安全性が損なわれない

よう、次に掲げる措置を講じなければならない。  

【解釈】 

１ 第１１条に規定する措置とは、別途定める「実用発電用原子炉

及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（原規技発第

1306195号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））に

よること。 

 

一 火災の発生を防止するため、次の措置を講ずること。  

 

イ 発火性又は引火性の物質を内包する系統の漏えい防止その他

の措置を講ずること。  

 

ロ 安全施設（設置許可基準規則第二条第二項第八号に規定する

安全施設をいう。以下同じ。）には、不燃性材料又は難燃性材

料を使用すること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでな

い。  

（１） 安全施設に使用する材料が、不燃性材料又は難燃性材

料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」とい

う。）である場合  

（２） 安全施設の機能を確保するために必要な代替材料の使

用が技術上困難な場合であって、安全施設における火災に

起因して他の安全施設において火災が発生することを防止

するための措置が講じられている場合 

【解釈】 

２ 第１号ロ（２）に規定する「安全施設の機能を確保するため

に必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、安全施

設における火災に起因して他の安全施設において火災が発生す

ることを防止するための措置が講じられている場合」とは、ポ

ンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気

配線、不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材

料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は機器にお

いて火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。 

 

ハ 避雷設備その他の自然現象による火災発生を防止するため

の設備を施設すること。 

 

ニ 水素の供給設備その他の水素が内部に存在する可能性があ

る設備にあっては、水素の燃焼が起きた場合においても発電用

原子炉施設の安全性を損なわないよう施設すること。 

 

ホ 放射線分解により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によっ

て、発電用原子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合に

は、水素の蓄積を防止する措置を講ずること。  

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「機能を有するものでなければならない。」は

技術基準規則では「措置を講じなければならない。」とし，具体的

な内容が記載されている。 

 

 

 

○設置許可基準規則の「火災防護に係る審査基準」に基づく措置の要

求と技術基準規則における「発火性又は引火性物質の漏えい防止そ

の他の措置」については同義である。 

○設置許可基準規則の「火災防護に係る審査基準」に基づく措置の要

求と技術基準規則における「不燃性材料又は難燃性材料の使用」に

ついては同義である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「火災防護に係る審査基準」に基づく措置の要

求と技術基準規則における「自然現象による火災の発生防止設備」

については同義である。 

○設置許可基準規則の「火災防護に係る審査基準」に基づく措置の要

求と技術基準規則における「水素燃焼時の発電用原子炉施設の安全

性」については同義である。 

 

○設置許可基準規則の「火災防護に係る審査基準」に基づく措置の要

求と技術基準規則における「水素の蓄積を防止する措置」について

は同義である。 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-14 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 消火設備（安全施設に属するものに限る。）は、破損、誤作動又は

誤操作が起きた場合においても発電用原子炉を安全に停止させるた

めの機能を損なわないものでなければならない。 

【解釈】 

３ 第２項の規定について、消火設備の破損、誤作動又は誤操作

が起きた場合のほか、火災感知設備の破損、誤作動又は誤操作

が起きたことにより消火設備が作動した場合においても、発電

用原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないものであ

ること。 

 

 

 

【解釈】 

３ 第１号ホの規定については、「実用発電用原子炉及びその附属

施設の火災防護に係る審査基準」のほか、以下によること。 

・ 「放射線分解により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によっ

て、発電用原子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合」とは、

水の放射線分解によって発電用原子炉で発生する水素が滞留、蓄

積される可能性のある配管等の損傷により、発電用原子炉の安全

性を損なうおそれがあることをいう。この場合において、水素燃

焼によっても破断可能性が極めて小さい配管内容積（１～３０リ

ットル程度）を有し、破断対策として元弁を閉じて破断部を隔離

できる配管（計装系配管等）にあっては、発電用原子炉の安全性

を損なうおそれがないものとみなすことができる。 

・ 「水素の蓄積を防止する措置」とは、「ＢＷＲ配管における混合

ガス（水素･酸素）蓄積防止に関するガイドライン」（平成１７年

１０月社団法人火力原子力発電技術協会）の本文のみならず、具

体的な評価手法等を規定した解説によること。（「社団法人火力原

子力発電技術協会「ＢＷＲ配管における混合ガス（水素･酸素）

蓄積防止に関するガイドライン」に関する技術評価書」（平成１

７年１２月原子力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ） 

 

二 火災の感知及び消火のため、次に掲げるところにより、早期に

火災発生を感知する設備（以下「火災感知設備」という。）及び早

期に消火を行う設備（以下「消火設備」という。）を施設すること。  

イ 火災と同時に発生すると想定される自然現象により、その機

能が損なわれることがないこと。 

 

ロ 消火設備にあっては、その損壊、誤作動又は誤操作が起きた

場合においても発電用原子炉施設の安全性が損なわれること

がないこと。 

【解釈】 

４ 第２号ロの規定について、消火設備の損壊、誤作動又は誤操

作が起きた場合のほか、火災感知設備の損壊、誤作動又は誤操

作が起きたことにより消火設備が作動した場合においても、発

電用原子炉施設の安全性を損なわないものであること。 

 

三 火災の影響を軽減するため、耐火性能を有する壁の設置その他の

延焼を防止するための措置その他の発電用原子炉施設の火災により

発電用原子炉を停止する機能が損なわれることがないようにするた

めの措置を講ずること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「火災防護に係る審査基準」に基づく措置の要

求と技術基準規則における「想定される自然現象の同時発生」につ

いては同義である。 

○主語の相違【結果：相違なし】 

 設置許可基準規則は「消火設備（安全施設に属するものに限る。）」，

技術基準規則は「消火設備」を対象としている。 

○設置許可基準規則の「発電用原子炉を安全に停止されるための機能

を損なわないものでなければならない。」は，技術基準規則では「発

電用原子炉施設の安全性が損なわれることがないこと。」とし，具体

的な内容が記載されている。 

 

 

○設置許可基準規則の「火災防護に係る審査基準」に基づく措置の要

求と技術基準規則における「火災の影響軽減の具体的措置」につい

ては同義である。 

 

 

 

 

 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（溢
いっ

水による損傷の防止等）  

第九条 安全施設は、発電用原子炉施設内における溢
いっ

水が発生した場

合においても安全機能を損なわないものでなければならない。  

【解釈】 

１ 第１項は、設計基準において想定する溢
いっ

水に対して、安全施

設が安全機能を損なわないために必要な安全施設以外の施設又

は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を含む。 

２ 第１項に規定する「発電用原子炉施設内における溢
いっ

水」とは、

発電用原子炉施設内に設置された機器及び配管の破損（地震起

因を含む。）、消火系統等の作動、使用済燃料貯蔵槽等のスロッ

シングその他の事象により発生する溢
いっ

水をいう。 

３ 第１項に規定する「安全機能を損なわないもの」とは、発電

用原子炉施設内部で発生が想定される溢
いっ

水に対し、原子炉を高

温停止でき、引き続き低温停止、及び放射性物質の閉じ込め機

能を維持できること、また、停止状態にある場合は、引き続き

その状態を維持できることをいう。さらに、使用済燃料貯蔵槽

においては、プール冷却機能及びプールへの給水機能を維持で

きることをいう。 

 

 

２ 設計基準対象施設は、発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液

体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体が

あふれ出た場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいしないも

のでなければならない。 

 

【解釈】 

４ 第２項に規定する「容器、配管その他の設備」には、次に掲

げる設備を含む。 

・ポンプ、弁 

・使用済燃料貯蔵プール（ＢＷＲ）、使用済燃料貯蔵ピット（Ｐ

ＷＲ） 

・サイトバンカ貯蔵プール 

・原子炉ウェル、機器貯蔵プール（ＢＷＲ） 

・原子炉キャビティ（キャナルを含む。）（ＰＷＲ） 

 

（発電用原子炉施設内における溢
いっ

水等による損傷の防止）  

第十二条 設計基準対象施設が発電用原子炉施設内における溢
いっ

水の発

生によりその安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置その他

の適切な措置を講じなければならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「発電用原子炉施設内における溢
いっ

水の発生」

とは、発電用原子炉施設内に設置された機器及び配管の破損（地

震起因を含む）、消火系統等の作動、使用済燃料貯蔵プール（Ｂ

ＷＲ）又は使用済燃料貯蔵ピット（ＰＷＲ）等のスロッシング

その他の事象により発生する溢
いっ

水をいう。 

２ 第１項に規定する「防護措置その他の適切な措置」とは、発

電用原子炉施設内部で発生が想定される溢
いっ

水に対し、運転状態

にある場合は原子炉を高温停止及び、引き続き低温停止するこ

とができ、並びに放射性物質の閉じ込め機能を維持できる措置

をすること、また、停止状態にある場合は、引き続きその状態

を維持できる措置をいう。さらに、使用済燃料貯蔵プール（Ｂ

ＷＲ）又は使用済燃料貯蔵ピット（ＰＷＲ）においては、プー

ル冷却機能及びプールへの給水機能を維持できる措置をいう。 

 

 

２ 設計基準対象施設が発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体

を内包する容器又は配管の破損により当該容器、配管その他の設備

から放射性物質を含む液体があふれ出るおそれがある場合は、当該

液体が管理区域外へ漏えいすることを防止するために必要な措置を

講じなければならない。 

【解釈】 

３ 第２項に規定する「容器、配管その他の設備」には、次に掲

げる設備を含む。 

・ポンプ、弁 

・使用済燃料貯蔵プール（ＢＷＲ）、使用済燃料貯蔵ピット（Ｐ

ＷＲ） 

・サイトバンカ貯蔵プール 

・原子炉ウェル、機器貯蔵プール（ＢＷＲ） 

・原子炉キャビティ（キャナルを含む。）（ＰＷＲ） 

 

 

○主語の相違【結果：相違なし】 

設置許可基準規則は「安全施設」，技術基準規則は「設計基準対象施

設」を対象としている。 

○設置許可基準規則の「溢水が発生した場合においても安全機能を損

なわないものでなければならない。」は，技術基準規則では「溢水の

発生により安全性が損なうおそれがある場合は、防護措置その他の

適切な措置を講じなければならない。」とし，具体的な内容が記載さ

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「あふれ出た場合において、当該液体が管理区

域外へ漏えいしないものでなければならない。」は，技術基準規則で

は「あふれ出るおそれがある場合は、当該液体が管理区域外へ漏え

いすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。」

とし，必要な措置が記載されている。 

 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（誤操作の防止）  

第十条 設計基準対象施設は、誤操作を防止するための措置を講じた

ものでなければならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「誤操作を防止するための措置を講じたも

の」とは、人間工学上の諸因子を考慮して、盤の配置及び操作

器具並びに弁等の操作性に留意すること、計器表示及び警報表

示において発電用原子炉施設の状態が正確かつ迅速に把握でき

るよう留意すること並びに保守点検において誤りを生じにくい

よう留意すること等の措置を講じた設計であることをいう。ま

た、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生後、ある

時間までは、運転員の操作を期待しなくても必要な安全機能が

確保される設計であることをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（原子炉制御室等） 

第三十八条  

２ 原子炉制御室には、反応度制御系統及び原子炉停止系統に係る設

備を操作する装置、非常用炉心冷却設備その他の非常時に発電用原

子炉の安全を確保するための設備を操作する装置、発電用原子炉及

び一次冷却系統に係る主要な機械又は器具の動作状態を表示する装

置、主要計測装置の計測結果を表示する装置その他の発電用原子炉

を安全に運転するための主要な装置（第四十七条第一項に規定する

装置を含む。）を集中し、かつ、誤操作することなく適切に運転操作

することができるよう施設しなければならない。 

【解釈】 

１ 第２項に規定する「発電用原子炉及び一次冷却系統に係る主

要な機械又は器具の動作状態」とは次の状態をいう。 

（１）発電用原子炉の制御棒の動作状態 

（２）発電用原子炉及び一次冷却系統に係る主要なポンプの起

動・停止状態 

（３）発電用原子炉及び一次冷却系統に係る主要な弁の開閉状態 

２ 第２項に規定する「その他の発電用原子炉を安全に運転する

ための主要な装置」とは、警報装置、機械器具を操作する装置

及び機械器具の動作状況を表示する装置をいう。 

３ 第２項に規定する「主要計測装置の計測結果を表示する装置」

とは、発電用原子炉の炉心、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び

原子炉格納容器バウンダリ並びにこれらに関する系統の健全性

を確認するために必要なパラメータを計測する装置であって、

通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、中性子束、

制御棒位置、一次冷却系統の圧力、温度、流量、水位等の重要

なパラメータを計測し、かつ監視できる設備をいう。 

４ 第２項に規定する「第４７条第１項に規定する装置」を「集

中し」施設するに当たり、当該設備の専用制御場所に集中して

警報表示する場合は、原子炉制御室に一括して警報表示しても

よい。また、複数の発電用原子炉で廃棄物処理設備等を共用す

る場合にあっては、当該設備の属するいずれかの発電用原子炉

の原子炉制御室に一括して警報表示してもよい。 

５ 第３５条に規定する安全保護装置及びそれにより駆動又は制

御される機器については、バイパス状態、使用不能状態につい

て表示すること等により運転員が的確に認知できること。 

６ 第２項に規定する安全設備を運転中に試験するため、電動弁

用電動機に熱的過負荷保護装置（以下「保護装置」という。）を

使用する場合には、保護装置の使用状態又は不使用状態を運転

員が的確に識別できるように、表示装置が設けられていること。

ただし、保護装置が常時使用され、事故時にのみ自動的にバイ

パスされるように設計されている場合、又は保護装置が事故時

において不要な作動をしないように設定されている場合は、同

表示装置の設置は不要である。 

 

 

◯主語の相違【結果：相違あり】 

設置許可基準規則は「設計基準対象施設」，技術基準規則は「原子炉

制御室」を対象としており，設置許可基準規則の方が対象範囲は広

い。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「誤操作を

防止するための措置」について具体的に記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

 

 

 

 

 

２ 安全施設は、容易に操作することができるものでなければならな

い。 

【解釈】 

２ 第２項に規定する「容易に操作することができる」とは、当

該操作が必要となる理由となった事象が有意な可能性をもって

同時にもたらされる環境条件（余震等を含む。）及び施設で有意

な可能性をもって同時にもたらされる環境条件を想定しても、

運転員が容易に設備を運転できる設計であることをいう。 

 

 

 

 

７ 第２項に規定する「誤操作することなく適切に運転操作するこ 

とができる」とは｢原子炉制御室における誤操作防止のための設 

備面への要求事項(別記－７)｣によること。 

 

 

 

 

 

 

○技術基準規則での対応条文はない。 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（安全避難通路等） 

第十一条 発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を設けなければな

らない。 

【解釈】 

１ 第１１条は、設計基準において想定される事象に対して発電

用原子炉施設の安全性が損なわれない（安全施設が安全機能を

損なわない。）ために必要な安全施設以外の施設又は設備等への

措置を含む。 

 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別で

きる安全避難通路 

 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難

用の照明 

【解釈】 

２ 第２号に規定する「避難用の照明」の電力は、非常用電源か

ら供給されること、又は電源を内蔵した照明装置を装備するこ

と。 

 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照

明を除く。）及びその専用の電源 

【解釈】 

３ 第３号に規定する「設計基準事故が発生した場合に用いる照

明」とは、昼夜及び場所を問わず、発電用原子炉施設内で事故

対策のための作業が生じた場合に、作業が可能となる照明のこ

とをいう。なお、現場作業の緊急性との関連において、仮設照

明の準備に時間的猶予がある場合には、仮設照明（可搬型）に

よる対応を考慮してもよい。 

 

 

（安全避難通路等） 

第十三条 発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を施設しなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別で

きる安全避難通路 

 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難

用の照明 

 

 

 

 

 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照

明を除く。）及びその専用の電源 

【解釈】 

１ 第３号に規定する「設計基準事故が発生した場合に用いる照

明（前号の避難用の照明を除く。）及びその専用の電源」は、昼

夜、場所を問わず、発電用原子炉施設内で事故対策のための作

業が生じた場合に、作業が可能となる照明及び電源を施設する

こと。なお、現場作業の緊急性との関連において、仮設照明（可

搬型）の準備に時間的余裕がある場合には、仮設照明による対

応を考慮してもよい。 

 

 

◯設置許可基準規則の「設備を設けなければならない。」は，技術基準

規則では「設備を施設しなければならない。」とし，具体的な内容が

記載されている。 

 

 

 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（安全施設） 

第十二条 安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、安全機能が

確保されたものでなければならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「安全機能の重要度に応じて、安全機能が

確保されたもの」については、「発電用軽水型原子炉施設の安全

機能の重要度分類に関する審査指針」による。ここで、当該指

針における「安全機能を有する構築物、系統及び機器」は本規

定の「安全施設」に読み替える。 

 

２ 安全機能を有する系統のうち、安全機能の重要度が特に高い安全

機能を有するものは、当該系統を構成する機械又は器具の単一故障

（単一の原因によって一つの機械又は器具が所定の安全機能を失う

こと（従属要因による多重故障を含む。）をいう。以下同じ。）が発

生した場合であって、外部電源が利用できない場合においても機能

できるよう、当該系統を構成する機械又は器具の機能、構造及び動

作原理を考慮して、多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保

するものでなければならない。 

【解釈】 

２ 第２項の「単一故障」は、従属要因に基づく多重故障を含ま

れる。 

３ 第２項に規定する「安全機能を有する系統のうち、安全機能

の重要度が特に高い安全機能を有するもの」は、上記の指針を

踏まえ、以下に示す機能を有するものとする。 

一 その機能を有する系統の多重性又は多様性を要求する安全機

能     

原子炉の緊急停止機能 

未臨界維持機能 

原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能 

原子炉停止後における除熱のための 

（ＰＷＲ） 

残留熱除去機能 

二次系からの除熱機能 

二次系への補給水機能 

（ＢＷＲ） 

崩壊熱除去機能 

原子炉が隔離された場合の注水機能 

原子炉が隔離された場合の圧力逃がし機能 

事故時の原子炉の状態に応じた炉心冷却のための 

（ＰＷＲ） 
原子炉内高圧時における注水機能 

原子炉内低圧時における注水機能 

（ＢＷＲ） 

原子炉内高圧時における注水機能 

原子炉内低圧時における注水機能 

原子炉内高圧時における減圧系を作動させる機能 

格納容器内又は放射性物質が格納容器内から漏れ出た場所の雰囲 

気中の放射性物質の濃度低減機能 

格納容器の冷却機能 

格納容器内の可燃性ガス制御機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（安全設備） 

第十四条 第二条第二項第九号ハ及びホに掲げる安全設備は、当該安

全設備を構成する機械又は器具の単一故障（設置許可基準規則第十

二条第二項に規定する単一故障をいう。以下同じ。）が発生した場合

であって、外部電源が利用できない場合においても機能できるよう、

構成する機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多重

性又は多様性を確保し、及び独立性を確保するよう、施設しなけれ

ばならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「単一故障」は、短期間では動的機器の単

一故障を、長期間では動的機器の単一故障又は静的機器の想定

される単一故障のいずれかをいう。ここで、 短期間と長期間の

境界は 24時間を基本とし、例えば、ＰＷＲの非常用炉心冷却系

及び格納容器熱除去系の注入モードから再循環モードへの切り

替え等のように、運転モードの切り替えを行う場合は、その時

点を短期間と長期間の境界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯設置許可基準規則第十二条第１項に「安全施設は、その安全機能の

重要度に応じて、安全機能が確保されたものでなければならない。」

と記載があり，第２項以降に技術基準規則に対応する条文がある。 

 

 

 

 

 

 

◯主語の相違【結果：相違あり】 

設置許可基準規則は「安全機能を有する系統のうち、安全機能の重

要度が特に高い安全機能を有するもの」，技術基準規則では「第二条

第二項第九号ハ及びホに掲げる安全設備」を対象としており，設置

許可基準規則の方が対象範囲は広い。 

◯設置許可基準規則の「多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確

保するものでなければならない。」は，技術基準規則では「多重性又

は多様性を確保し、及び独立性を確保するよう、施設しなければな

らない。」とし，具体的な内容が記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

非常用交流電源から非常用の負荷に対し電力を供給する機能 

非常用直流電源から非常用の負荷に対し電力を供給する機能 

非常用の交流電源機能 

非常用の直流電源機能 

非常用の計測制御用直流電源機能 

補機冷却機能 

冷却用海水供給機能 

原子炉制御室非常用換気空調機能 

圧縮空気供給機能 

二 その機能を有する複数の系統があり、それぞれの系統につ

いて多重性又は多様性を要求する安全機能 

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の隔離機能 

原子炉格納容器バウンダリを構成する配管の隔離機能 

原子炉停止系に対する作動信号（常用系として作動させるものを除 

く）の発生機能 

工学的安全施設に分類される機器若しくは系統に対する作動信号 

の発生機能 

事故時の原子炉の停止状態の把握機能 

事故時の炉心冷却状態の把握機能 

事故時の放射能閉じ込め状態の把握機能 

事故時のプラント操作のための情報の把握機能 

４ 第２項に規定する「単一故障」は、動的機器の単一故障及び

静的機器の単一故障に分けられる。重要度の特に高い安全機能

を有する系統は、短期間では動的機器の単一故障を仮定しても、

長期間では動的機器の単一故障又は想定される静的機器の単一

故障のいずれかを仮定しても、所定の安全機能を達成できるよ

うに設計されていることが必要である。 

５ 第２項について、短期間と長期間の境界は 24 時間を基本と

し、運転モードの切替えを行う場合はその時点を短期間と長期

間の境界とする。例えば運転モードの切替えとして、加圧水型

軽水炉の非常用炉心冷却系及び格納容器熱除去系の注入モード

から再循環モードへの切替えがある。 

また、動的機器の単一故障又は想定される静的機器の単一故

障のいずれかを仮定すべき長期間の安全機能の評価に当たって

は、想定される最も過酷な条件下においても、その単一故障が

安全上支障のない期間に除去又は修復できることが確実であれ

ば、その単一故障を仮定しなくてよい。 

さらに、単一故障の発生の可能性が極めて小さいことが合理

的に説明できる場合、あるいは、単一故障を仮定することで系

統の機能が失われる場合であっても、他の系統を用いて、その

機能を代替できることが安全解析等により確認できれば、当該

機器に対する多重性の要求は適用しない。 

 

３ 安全施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に

想定される全ての環境条件において、その機能を発揮することがで

きるものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 安全設備は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に

想定される全ての環境条件において、その機能を発揮することがで

きるよう、施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯主語の相違【結果：相違なし】 

設置許可基準規則は「安全施設」，技術基準規則は「安全設備」を対

象としている。 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

【解釈】 

６ 第３項に規定する「想定される全ての環境条件」とは、通常

運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時におい

て、その機能が期待されている構築物、系統及び機器が、その

間にさらされると考えられる全ての環境条件をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

【解釈】 

２ 第２項の規定は、安全設備のほか、「発電用軽水型原子炉施設

の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成２年８月３０

日原子力安全委員会）」において規定される安全機能を有する構

築物、系統及び機器についても適用するものとする。 

３ 第２項に規定する「想定される全ての環境条件」とは、通常

運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時におい

て、所定の機能を期待されている構築物、系統及び機器が、そ

の間にさらされると考えられる全ての環境条件のことで、格納

容器内の安全設備であれば通常運転からＬＯＣＡ（冷却材喪失

事故）時までの状態において考えられる圧力、温度、放射線、

湿度をいう。また、「環境条件」には、冷却材の性状（冷却材中

の破損物等の異物を含む）が含まれる。なお、配管内円柱状構

造物が流体振動により破損物として冷却材に流入することの評

価に当たっては、日本機械学会「配管内円柱状構造物の流力振

動評価指針（JSME S012）」を適用すること。 

４ 第２項について、安全設備のうち供用期間中において中性子

照射脆化の影響を受ける原子炉圧力容器にあっては、日本電気

協会「原子力発電所用機器に対する破壊靭性の確認試験方法

（JEAC4206-2007）」(以下「「破壊靭性の確認試験方法（JEAC 

4206-2007）」」という。)の規定に「日本電気協会「原子力発電

所用機器に対する破壊靭性の確認試験方法（JEAC 4206-2007）」

の適用に当たって(別記－１)」の要件を付したものに掲げる、

破壊じん性の要求を満足すること。この場合において、監視試

験を行うに当たっては、日本電気協会「原子炉構造材の監視試

験方法（JEAC 4201-2007）」（以下「「監視試験方法（ JEAC 

4201-2007）」」という。）、「原子炉構造材の監視試験方法（JEAC 

4201-2007）[2010 年追補版]」（以下「「監視試験方法（JEAC 

4201-2007/2010）」」という。）及び「原子炉構造材の監視試験方

法（JEAC 4201-2007）[2013 年追補版]」（以下「「監視試験方法

（JEAC 4201-2007/2013）」」という。）の規定に「日本電気協会

「原子炉構造材の監視試験方法（JEAC 4201）」の適用に当たっ

て(別記－６)」の要件を付したものによること。 

（「日本電気協会規格「原子炉構造材の監視試験方法」

（JEAC4201-2007）及び「原子力発電所用機器に対する破壊靭性

の確認試験方法」（JEAC 4206-2007）に関する技術評価書」（平

成２１年８月原子力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りま

とめ）、「日本電気協会「原子炉構造材の監視試験方法(JEAC 

4201-2007)[2010 年追補版]」に関する技術評価書」（平成２３

年５月原子力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）

及び「日本電気協会「原子炉構造材の監視試験方法

(JEAC4201-2007)[2013 年追補版]」に関する技術評価書」（原規

技発 1510073 号（平成２７年１０月７日原子力規制委員会決

定））） 

 

 

 

◯設置許可基準規則の「その機能を発揮することができるものでなけ

ればならない。」は，技術基準規則では「その機能を発揮することが

できるよう、施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載

されている。 

 

 

 

◯設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「安全設備

の設計に考慮すべき具体的な環境条件」や「配管内円柱状構造物の

流力振動に対する考慮」について記載がある。 

 

 

 

 

 

◯設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では原子炉圧力

容器の破壊じん性について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

４ 安全施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能

の重要度に応じ、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査

ができるものでなければならない。 

【解釈】 

７ 第４項に規定する「発電用原子炉の運転中又は停止中に試験

又は検査ができる」とは、実系統を用いた試験又は検査が不適

当な場合には、試験用のバイパス系を用いること等を許容する

ことを意味する。 

８ 第４項に規定する「試験又は検査」については、次の各号に

よること。 

一 発電用原子炉の運転中に待機状態にある安全施設は、運転

中に定期的に試験又は検査（実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会

規則第６号。以下「技術基準規則」という。）に規定される試

験又は検査を含む。）ができること。ただし、運転中の試験又

は検査によって発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場

合は、この限りでない。また、多重性又は多様性を備えた系

統及び機器にあっては、各々が独立して試験又は検査ができ

ること。 

二 運転中における安全保護系の各チャンネルの機能確認試験

にあっては、その実施中においても、その機能自体が維持さ

れていると同時に、原子炉停止系及び非常用炉心冷却系等の

不必要な動作が発生しないこと。 

三 発電用原子炉の停止中に定期的に行う試験又は検査は、法

及び技術基準規則に規定される試験又は検査を含む。 

９ 第４項について、下表の左欄に掲げる施設に対しては右欄に

示す要求事項を満たさなければならない。 

構築物、系統及び機器 要求事項 

反応度制御系及び原子炉停止系 試験のできる設計であること 

原子炉冷却材圧力バウンダリ 原子炉の供用期間中に試験及び

検査ができる設計であること 

残留熱を除去する系統 試験のできる設計であること 

非常用炉心冷却系 定期的に試験及び検査できると

ともに、その健全性及び多重性の

維持を確認するため、独立に各系

の試験及び検査ができる設計で

あること 

最終的な熱の逃がし場へ熱を輸

送する系統 

試験のできる設計であること 

原子炉格納容器 定期的に、所定の圧力により原子

炉格納容器全体の漏えい率測定

ができる設計であること 

電線、配管等の貫通部及び出入口

の重要な部分の漏えい試験がで

きること 

隔離弁 隔離弁は、定期的な動作試験が可

（設計基準対象施設の機能） 

第十五条 

２ 設計基準対象施設は、その健全性及び能力を確認するため、発電

用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検（試験及び検

査を含む。）ができるよう、施設しなければならない。 

【解釈】 

１ 第２項に規定する「保守点検（試験及び検査を含む。）ができ

るよう、施設しなければならない」とは、発電用原子炉施設が

所要の性能を確認するために必要な保守及び点検が可能な構造

であり、かつ、そのために必要な配置、空間等を備えたもので

あること。また、試験及び検査には、原子炉等規制法第４３条

の３の１１（使用前事業者検査等）及び同法第４３条の３の１

６（定期事業者検査）に規定する検査並びに技術基準規則第２

１条、同規則第３２条第４項、同規則第３５条第７号、同規則

第４４条第１号ハ、同条第２号ホ及び同条第５号ロに規定する

試験を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯主語の相違【結果：相違あり】 

設置許可基準規則は「安全施設」，技術基準規則は「設計基準対象施

設」を対象としており，技術基準規則の方が対象範囲は広い。 

◯設置許可基準規則の「試験又は検査ができるものでなければならな

い。」は，技術基準規則では「必要な箇所の保守点検（試験及び検査

を含む。）ができるよう、施設しなければならない。」とし，保守及

び点検が可能となるよう，具体的な内容が記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

能であり、かつ、重要な弁につい

ては、漏えい試験ができること 

原子炉格納容器熱除去系 試験のできる設計であること 

原子炉格納施設雰囲気を制御す

る系統 

試験のできる設計であること 

安全保護系 原則として原子炉の運転中に、定

期的に試験ができるとともに、そ

の健全性及び多重性の維持を確

認するため、各チャンネルが独立

に試験できる設計であること 

電気系統 重要度の高い安全機能に関連す

る電気系統は、系統の重要な部分

の適切な定期的試験及び検査が

可能な設計であること 

燃料の貯蔵設備及び取扱設備 安全機能を有する構築物、系統及

び機器は、適切な定期的試験及び

検査ができること 
 

５ 安全施設は、蒸気タービン、ポンプその他の機器又は配管の損壊

に伴う飛散物により、安全性を損なわないものでなければならない。 

【解釈】 

１０ 第５項に規定する「蒸気タービン、ポンプその他の機器又

は配管の損壊に伴う飛散物」とは、内部発生エネルギーの高い

流体を内蔵する弁及び配管の破断、高速回転機器の破損、ガス

爆発又は重量機器の落下等によって発生する飛散物をいう。な

お、二次的飛散物、火災、化学反応、電気的損傷、配管の破損

又は機器の故障等の二次的影響も考慮するものとする。また、

上記の「発生する飛散物」の評価については、「タービンミサイ

ル評価について」（昭和５２年７月２０日原子力委員会原子炉安

全専門審査会）等によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 重要安全施設は、二以上の発電用原子炉施設において共用し、又

は相互に接続するものであってはならない。ただし、二以上の発電

用原子炉施設と共用し、又は相互に接続することによって当該二以

上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合は、この限りでない。 

【解釈】 

１１ 第６項に規定する「重要安全施設」については、「発電用軽

水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 設計基準対象施設に属する設備であって、蒸気タービン、ポンプ

その他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により損傷を受け、発電

用原子炉施設の安全性を損なうことが想定されるものには、防護施

設の設置その他の損傷防止措置を講じなければならない。 

【解釈】 

３ 第４項に規定する「蒸気タービンの損壊に伴う飛散物により

損傷を受け、発電用原子炉施設の安全性を損なうことが想定さ

れる」とは、タービンミサイル発生時の対象物を破損する確率

が１０－７回／炉・年を超える場合をいう。 

「ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により損傷

を受け、発電用原子炉施設の安全性を損なうことが想定される」

とは、ＰＷＲの原子炉冷却材ポンプフライホイールにあっては、

限界回転数が予想される最大回転数に比べて十分大きいことを

確認すれば安全性を損なうことが想定されないものと判断す

る。 

４ 第４項に規定する「その他の損傷防止措置」とは、（１）想定

される飛散物の発生箇所と防護対象機器の距離を十分にとるこ

と、又は、（２）想定される飛散物の飛散方向を考慮し、防護対

象を損傷し安全性を損なうことがないよう配置上の配慮又は多

重性を考慮すること。 

 

５ 設計基準対象施設に属する安全設備であって、第二条第二項第九

号ハに掲げるものは、二以上の発電用原子炉施設において共用し、

又は相互に接続するものであってはならない。ただし、二以上の発

電用原子炉施設と共用し、又は相互に接続することによって当該二

以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合は、この限りでな

い。 

【解釈】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯主語の相違【結果：相違なし】 

設置許可基準規則は「安全施設」，技術基準規則は「設計基準対象施

設に属する設備であって、蒸気タービン、ポンプその他の機器又は

配管の損傷に伴う飛散物により損傷を受け、発電用原子炉施設の安

全性を損なうことが想定されるもの」を対象としている。 

◯設置許可基準規則の「安全性を損なわないものでなければならな

い。」は，技術基準規則では「損傷防止措置を講じなければならない。」

とし，具体的な内容が記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯主語の相違【結果：相違なし】 

設置許可基準規則は「重要安全施設」，技術基準規則は「設計基準対

象施設に属する安全設備であって、第二条第二項九号ハに掲げるも

の」を対象としている。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

おいてクラスＭＳ－１に分類される下記の機能を有する構築物

等を対象とする 。 

・原子炉の緊急停止機能 

・未臨界維持機能 

・原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能 

・原子炉停止後の除熱機能 

・炉心冷却機能 

・放射性物質の閉じ込め機能並びに放射線の遮蔽及び放出低減

機能（ただし、可搬型再結合装置及び沸騰水型発電用原子炉

施設の排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能を持つ構

造物）を除く。） 

・工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能 

・安全上特に重要な関連機能（ただし、原子炉制御室遮蔽、取

水口及び排水口を除く。） 

１２ 第６項に規定する「安全性が向上する場合」とは、例えば、

ツインプラントにおいて運転員の融通ができるように居住性を

考慮して原子炉制御室を共用した設計のように、共用対象の施

設ごとに要求される技術的要件を満たしつつ、共用することに

より安全性が向上するとの評価及び設計がなされた場合をい

う。 

１３ 第６項に規定する「共用」とは、２基以上の発電用原子炉

施設間で、同一の構築物、系統又は機器を使用することをいう。 

１４ 第６項に規定する「相互に接続」とは、２基以上の発電用

原子炉施設間で、系統又は機器を結合することをいう。 

 

７ 安全施設（重要安全施設を除く。）は、二以上の発電用原子炉施設

と共用し、又は相互に接続する場合には、発電用原子炉施設の安全

性を損なわないものでなければならない。 

５ 第５項に規定する「設計基準対象施設に属する安全設備であ

って、第二条第二項第九号ハに掲げるもの」については、「発電

用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指

針」（平成２年８月３０日原子力安全委員会決定）において、ク

ラスＭＳ－１に分類される下記の機能を有する設備を対象とす

る 。 

・原子炉の緊急停止機能 

・未臨界維持機能 

・原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能 

・原子炉停止後の除熱機能 

・炉心冷却機能 

・放射性物質の閉じ込め機能並びに放射線の遮蔽及び放出低減

機能（ただし、可搬型再結合装置及び沸騰水型発電用原子炉

施設の排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能を持つ構

造物）を除く。） 

・工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能 

・安全上特に重要な関連機能（第２条第２項第９号ホに掲げる

ものを含む。ただし、原子炉制御室遮蔽、取水口及び排水口 を

除く。） 

 

 

 

 

 

 

６ 前項の安全設備以外の安全設備を二以上の発電用原子炉施設と共

用し、又は相互に接続する場合には、発電用原子炉施設の安全性を

損なわないよう、施設しなければならない。 

【解釈】 

６ 第６項に規定する「前項の安全設備以外の安全設備」につい

ては、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関す

る審査指針」（平成２年８月３０日原子力安全委員会決定）にお

いて規定される安全機能を有する構築物、系統及び機器のうち、

第５項に規定する「設計基準対象施設に属する安全設備であっ

て、第二条第二項第九号ハに掲げるもの」以外の設備を対象と

する 。 

 

第十五条 設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉の

反応度を安全かつ安定的に制御でき、かつ、運転時の異常な過渡変

化時においても発電用原子炉固有の出力抑制特性を有するととも

に、発電用原子炉の反応度を制御することにより核分裂の連鎖反応

を制御できる能力を有するものでなければならない。 

 

３ 設計基準対象施設は、通常運転時において容器、配管、ポンプ、

弁その他の機械又は器具から放射性物質を含む流体が著しく漏え

いする場合は、流体状の放射性廃棄物を処理する設備によりこれを

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯主語の相違【結果：相違なし】 

設置許可基準規則は「安全施設（重要安全施設を除く。）」，技術基準

規則は「前項の安全設備以外の安全設備」を対象としている。 

◯設置許可基準規則の「安全性を損なわないものでなければならな

い。」は，技術基準規則では「安全性を損なわないよう、施設しなけ

ればならない。」とし，具体的な内容が記載されている。 

 

 

 

 

 

 

◯設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「通常運転

時及び運転時の異常な過渡変化時の反応度制御並びに発電用原子炉

固有の出力抑制特性」について記載がある。 

 

 

 

◯設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「設計基準

対象施設から液体放射性物質が漏えいした場合の液体放射性廃棄物

処理設備の施設」について記載がある。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

安全に処理するように施設しなければならない。 

【解釈】 

２ 第３項に規定する「これを安全に処理するように施設しなけ

ればならない」とは、通常運転時において容器、配管、ポンプ、

弁その他の機械器具からの放射性物質を含む流体が著しく漏え

いする場合（ＢＷＲの原子炉再循環ポンプ軸封部のコントロー

ルリーク、高圧タービン等の軸封部からの漏えい防止のための

衛帯（シール）蒸気及び低圧タービンの空気の流入防止のため

の衛帯（シール）蒸気を含む。）、液体にあってはこれらを原子

炉格納容器内、原子炉建屋、タービン建屋、原子炉補助建屋等

に設けられた機器又は床のそれぞれのドレンサンプ又はタンク

に収集し、サンプ又はタンクから放射性廃棄物処理設備に移送

して適切に処理ができるような施設とすること。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止） 

第十三条 設計基準対象施設は、次に掲げる要件を満たすものでなけ

ればならない。 

 

一 運転時の異常な過渡変化時において次に掲げる要件を満たす

ものであること。 

【解釈】 

１ 第１号に規定する「設計基準対象施設は、次に掲げる要件を

満たすものでなければならない」については、運転時の異常な

過渡変化及び設計基準事故に対する解析及び評価を「発電用軽

水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」（平成２年８月３

０日原子力安全委員会決定）及び「発電用原子炉施設の安全解

析に関する気象指針」（昭和５７年１月２８日原子力安全委員会

決定）等に基づいて実施すること。 

 

イ 最小限界熱流束比（燃料被覆材から冷却材への熱伝達が低

下し、燃料被覆材の温度が急上昇し始める時の熱流束（単位

時間及び単位面積当たりの熱量をいう。以下同じ。）と運転時

の熱流束との比の最小値をいう。）又は最小限界出力比（燃料

体に沸騰遷移が発生した時の燃料体の出力と運転時の燃料体

の出力との比の最小値をいう。）が許容限界値以上であるこ

と。 

ロ 燃料被覆材が破損しないものであること。 

ハ 燃料材のエンタルピーが燃料要素の許容損傷限界を超えな

いこと。 

ニ 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力

の一・一倍以下となること。 

 

二 設計基準事故時において次に掲げる要件を満たすものである

こと。 

イ 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、か

つ、炉心を十分に冷却できるものであること。 

ロ 燃料材のエンタルピーが炉心及び原子炉冷却材圧力バウン

ダリの健全性を維持するための制限値を超えないこと。 

ハ 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力

の一・二倍以下となること。 

ニ 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び原子炉格納容

器バウンダリにおける温度が最高使用圧力及び最高使用温度

以下となること。 

ホ 設計基準対象施設が工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼ

さないものであること。 

（設計基準対象施設の機能） 

第十五条 設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉の

反応度を安全かつ安定的に制御でき、かつ、運転時の異常な過渡変

化時においても発電用原子炉固有の出力抑制特性を有するととも

に、発電用原子炉の反応度を制御することにより核分裂の連鎖反応

を制御できる能力を有するものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

◯設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「通常運転

時の反応度制御」について記載がある。 

◯技術基準規則では「核分裂の連鎖反応制御」について記載はあるが，

設置許可基準規則では第十五条（炉心等）に記載がある。 

◯設置許可基準規則では「運転時の異常な過渡変化時に満たすべき具

体的な要件」について記載はあるが，技術基準規則では満足すべき

具体的要件の記載がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯設置許可基準規則では「設計基準事故時の要件」について記載はあ

るが，技術基準規則では満足すべき具体的要件の記載がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（全交流動力電源喪失対策設備） 

第十四条 発電用原子炉施設には、全交流動力電源喪失時から重大事

故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開

始されるまでの間、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原

子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原

子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができ

るよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の

設計基準事故に対処するための電源設備（安全施設に属するものに

限る。）を設けなければならない。 

【解釈】 

１ 第１４条について、全交流動力電源喪失（外部電源喪失及び

非常用所内交流動力電源喪失の重畳）に備えて、非常用所内直

流電源設備は、原子炉の安全停止、停止後の冷却及び原子炉格

納容器の健全性の確保のために必要とする電気容量を一定時間

（重大事故等に対処するための電源設備から電力が供給される

までの間）確保できること。 

 

（全交流動力電源喪失対策設備） 

第十六条 発電用原子炉施設には、全交流動力電源喪失時から重大事

故等（重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化

及び設計基準事故を除く。以下同じ。）又は重大事故をいう。以下同

じ。）に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開

始されるまでの間、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原

子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原

子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができ

るよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の

設計基準事故に対処するための電源設備を施設しなければならな

い。 

【解釈】 

１ 第１６条に規定する「必要な容量」とは、発電用原子炉の停

止、停止後の冷却、原子炉格納容器の健全性の確保のために施

設されている設備に必要な容量をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯主語の相違【結果：相違なし】 

設置許可基準規則は「電源設備（安全施設に属するものに限る。）」，

技術基準規則は「電源設備」を対象としている。 

◯設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（炉心等） 

第十五条 設計基準対象施設は、原子炉固有の出力抑制特性を有する

とともに、発電用原子炉の反応度を制御することにより核分裂の連鎖

反応を制御できる能力を有するものでなければならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「原子炉固有の出力抑制特性を有する」と

は、予想される全ての運転範囲において、原子炉出力の過渡的

変化に対し、燃料の損傷を防止又は緩和するため、ドップラ係

数、減速材温度係数、減速材ボイド係数及び圧力係数等を総合

した反応度フィードバックが、急速な固有の出力抑制効果を持

つことを意味する。 

２ 第１項に規定する「反応度を制御することにより核分裂の連

鎖反応を制御できる能力を有する」とは、出力振動が発生した

場合にあってもそれを容易に制御できることを含む。ここで、

「容易に制御できる」とは、燃料の許容損傷限界を超える状態

に至らないよう十分な減衰特性を持ち、又は出力振動を制御し

得ることを意味する。 

２ 炉心は、通常運転時又は運転時の異常な過渡変化時に発電用原子

炉の運転に支障が生ずる場合において、原子炉冷却系統、原子炉停

止系統、反応度制御系統、計測制御系統及び安全保護回路の機能と

併せて機能することにより燃料要素の許容損傷限界を超えないもの

でなければならない。 

【解釈】 

３ 第２項について、燃料の許容損傷限界の設定は、燃料ペレッ

トの最高温度、燃料被覆管の最高温度、最大熱流束、最小限界

熱流束比、最小限界出力比、燃料ペレットの最大エンタルピー、

燃料被覆管の最大変形量及び最大線出力密度（BWR）等が判断の

基礎となる。なお、具体的な評価は「発電用軽水型原子炉施設

の反応度投入事象に関する評価指針」（昭和５９年１月１９日

原子力安全委員会決定）等による。

３ 燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物は、通常運転時、

運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、発電用原

子炉を安全に停止し、かつ、停止後に炉心の冷却機能を維持できる

ものでなければならない。 

【解釈】 

４ 第３項に規定する「燃料体」については、燃料棒以外の燃料

集合体の構成要素を意味する。また、「減速材及び反射材並び

に炉心支持構造物」とは、原子炉圧力容器内で炉心付近に位置

する燃料集合体以外の構成要素を意味する。 

５ 第３項の要求は、所要の運転期間において、通常運転時、運

転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に、燃料集合体の

制御棒挿入性及び冷却可能な形状が確保される設計であること

が求められる。 

（設計基準対象施設の機能） 

第十五条 設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉の

反応度を安全かつ安定的に制御でき、かつ、運転時の異常な過渡変

化時においても発電用原子炉固有の出力抑制特性を有するととも

に、発電用原子炉の反応度を制御することにより核分裂の連鎖反応

を制御できる能力を有するものでなければならない。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「通常運転

時において発電用原子炉の反応度を安全かつ安定的に制御でき、か

つ、運転時の異常な過渡変化時においても」について記載がある。

○設置許可基準規則で「通常運転時」及び「運転時の異常な過渡変化

時」に燃料要素の許容設計限界を超えないための炉心の機能（原子

炉冷却系統，原子炉停止系統，反応度制御系統，計測制御系統及び

安全保護回路の機能と併せた機能）について記載がある。

○設置許可基準規則で「発電用原子炉の停止及び停止後の炉心冷却機

能維持」について記載がある。
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

４ 燃料体及び反射材並びに炉心支持構造物、熱遮蔽材並びに一次冷

却系統に係る容器、管、ポンプ及び弁は、一次冷却材又は二次冷却

材の循環、沸騰その他の一次冷却材又は二次冷却材の挙動により生

ずる流体振動又は温度差のある流体の混合その他の一次冷却材又は

二次冷却材の挙動により生ずる温度変動により損傷を受けないもの

でなければならない。 

５ 燃料体は、通常運転時における圧力、温度及び放射線に起因する

最も厳しい条件において、必要な物理的及び化学的性質を保持する

ものでなければならない。 

【解釈】 

６ 第５項に規定する「通常運転時における圧力、温度及び放射

（流体振動等による損傷の防止） 

第十九条 燃料体及び反射材並びに炉心支持構造物、熱遮蔽材並びに

一次冷却系統に係る容器、管、ポンプ及び弁は、一次冷却材又は二

次冷却材の循環、沸騰その他の一次冷却材又は二次冷却材の挙動に

より生ずる流体振動又は温度差のある流体の混合その他の一次冷却

材又は二次冷却材の挙動により生ずる温度変動により損傷を受けな

いように施設しなければならない。 

【解釈】 

１ 「流体振動により損傷を受けないように施設しなければなら

ない」とは、流れの乱れ、渦、気泡等に起因する高サイクル疲

労による損傷の発生防止を規定するものであり、以下の措置を

講じること。 

・蒸気発生器伝熱管群の曲げ部については、日本機械学会「発

電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005 年版）（JSME S 

NC1-2005）」（以下「「設計・建設規格2005」」という。）

PVB-3600 又は「設計・建設規格2012」PVB-3600 に「日本機

械学会「設計・建設規格」及び「材料規格」の適用に当たっ

て（別記－２）の要件を付したものによること。 

・管に設置された円柱状構造物で耐圧機能を有するものについ

ては、日本機械学会「配管内円柱状構造物の流力振動評価指

針」（JSME S012）に規定する手法を適用すること。 

（「日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格

（JSME SNC1）」(2005年改訂版)並びに流力振動及び高サイク

ル熱疲労に関する評価指針の技術評価書」（平成１７年１２

月原子力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）及

び「設計・建設規格2012技術評価書」） 

２ 「温度差のある流体の混合等により生ずる温度変動により損

傷を受けないように施設しなければならない」とは、日本機械

学会「配管の高サイクル熱疲労に関する評価指針」（JSME S017）

に規定する手法を適用し、損傷の発生防止措置を講じること。

（「日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME 

SNC1）」(2005年改訂版)並びに流力振動及び高サイクル熱疲労

に関する評価指針の技術評価書」（平成１７年１２月原子力安

全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）） 

３ 配管内円柱状構造物の流力振動及び配管の高サイクル熱疲労

については、一次冷却材が循環する施設として、原子炉冷却材

浄化系、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）（ＢＷＲ）

及び化学体積制御系、余熱除去系（ＰＷＲ）を含めて措置を講

じること。 

（炉心等） 

第二十三条 燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物の材料

は、通常運転時における圧力、温度及び放射線に起因する最も厳し

い条件において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでな

ければならない。 

【解釈】 

○設置許可基準規則の「損傷を受けないものでなければならない。」

は技術基準規則では「損傷を受けないように施設しなければならな

い。」とし，具体的な内容が記載されている。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「流体振動

等による損傷の防止のための、具体的な手法及び措置」について記

載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「減速材及

び反射材並びに炉心支持構造物の材料」について記載がある。
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

線に起因する最も厳しい条件」とは、燃料棒の内外圧差、燃料

棒及び他の材料の照射、負荷の変化により起こる圧力及び温度

の変化、化学的効果、静的及び動的荷重、燃料ペレットの変形

並びに燃料棒内封入ガスの組成の変化等をいう。 

６ 燃料体は、次に掲げるものでなければならない。 

【解釈】 

８ 具体的な評価は「発電用軽水型原子炉の燃料設計手法につい

て」（昭和６３年５月１２日原子力安全委員会了承）等による。 

一 通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における発電用原

子炉内の圧力、自重、附加荷重その他の燃料体に加わる負荷に耐

えるものとすること。 

【解釈】 

７ 第６項第１号の要求は、所要の運転期間において、通常運転

時及び運転時の異常な過渡変化時に、燃料被覆材の放射性物質

の閉じ込めの機能が確保される設計であることが求められる。 

二 輸送中又は取扱中において、著しい変形を生じないものとする

こと。 

１ 第１項に規定する「最も厳しい条件」とは、原子炉運転状態

に対応した圧力及び温度条件、燃料使用期間中の燃焼度、中性

子照射量等の組み合わせのうち想定される最も厳しい条件をい

う。また、「必要な物理的及び化学的性質」とは、物理的性質

については耐放射線性、寸法安定性、耐熱性及び核性質等をい

い、化学的性質については耐食性及び化学的安定性等をいう。 

３ 第１項及び第２項の燃料体の物理的性質、化学的性質及び強

度等については「発電用軽水型原子炉の燃料設計手法について

（昭和６３年５月１２日 原子力安全委員会了承）」及び「燃料

体に関する要求事項（別記－１０）」によること。 

２ 燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物は、最高使用圧

力、自重、附加荷重その他の燃料体、減速材及び反射材並びに炉心

支持構造物に加わる負荷に耐えるものでなければならない。 

【解釈】 

２ 第２項における「その他の燃料体、減速材及び反射材並びに

炉心支持構造物に加わる負荷」には、燃料体における核分裂生

成物質の蓄積による燃料被覆管の内圧上昇及び熱応力等の荷重

を含むものとする。 

３ 第１項及び第２項の燃料体の物理的性質、化学的性質及び強

度等については「発電用軽水型原子炉の燃料設計手法について

（昭和６３年５月１２日 原子力安全委員会了承）」及び「燃料

体に関する要求事項（別記－１０）」によること。 

（一次冷却材） 

第二十五条 一次冷却材は、通常運転時における圧力、温度及び放射

線によって起る最も厳しい条件において、必要な物理的及び化学的

性質を保持するものでなければならない。 

【解釈】 

１ 第２５条に規定する「必要な物理的性質」は、核的性質と熱

水力的性質に分けられ、核的性質としては核反応断面積が核反

応維持のために適切であること、熱水力的性質については冷却

能力が適切であること。また、「必要な化学的性質」は、燃料

体及び構造材の健全性を妨げることのない性質であること及び

通常運転時において放射線に対して化学的に安定であること。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「燃焼度」

について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「物理的及

び化学的性質の具体的な内容」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「減速材及

び反射材並びに炉心支持構造物」の記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「評価にあ

たっての具体的な荷重」について記載がある

○設置許可基準規則で「輸送中又は取扱中における著しい変形」につ

いて記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「一次冷却

材の物理的及び化学的性質の保持」について記載がある。
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設） 

第十六条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、通常運

転時に使用する燃料体又は使用済燃料（以下この条において「燃料

体等」という。）の取扱施設（安全施設に係るものに限る。）を設

けなければならない。 

一 燃料体等を取り扱う能力を有するものとすること。 

【解釈】 

１ 第１項第１号に規定する「燃料体等を取り扱う能力」とは、

新燃料の搬入から使用済燃料の搬出までの取り扱いにおいて、

関連する機器間を連携し、当該燃料を搬入、搬出又は保管でき

る能力があること。 

二 燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。 

三 崩壊熱により燃料体等が溶融しないものとすること。 

（燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備） 

第二十六条 通常運転時に使用する燃料体又は使用済燃料（以下この

条において「燃料体等」という。）を取り扱う設備は、次に定める

ところにより施設しなければならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「燃料体又は使用済燃料を取り扱う設備」

とは、新燃料、再使用燃料又は使用済燃料の装荷、取出又は保

管等を行うために使用する設備をいう。 

一 燃料体等を取り扱う能力を有するものであること。 

【解釈】 

２ 第１項第１号に規定する「燃料体等を取り扱う能力」とは、

新燃料の搬入から使用済燃料の搬出までの取扱いにおいて、関

連する機器間を連携し、当該燃料を搬入、搬出又は保管できる

能力があること。 

二 燃料体等が臨界に達するおそれがない構造であること。 

【解釈】 

３ 第１項第２号に規定する「燃料体等が臨界に達するおそれが

ない構造であること」とは、臨界計算により燃料が臨界に達し

ないことを確認された構造であること。 

三 崩壊熱により燃料体等が溶融しないものであること。 

【解釈】 

４ 第１項第３号に規定する「燃料体等が溶融しないものである

こと」とは、設計計算により、燃料が溶融しないことを確認さ

れた冷却能力を有すること。 

五 燃料体等を封入する容器は、取扱中における衝撃、熱その他の

容器に加わる負荷に耐え、かつ、容易に破損しないものであるこ

と。 

【解釈】 

６ 第１項第５号に規定する「容易に破損しないものであること」

とは、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和

５３年通商産業省令第７７号）｣第８８条第１項第３号ロに規定

されている「容易かつ安全に取扱うことができ、かつ、運搬中

に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損

等が生じるおそれがないものであること」。なお、「核燃料物

質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第３条等

の規定に基づく核燃料物質等の工場又は事業所の外における運

搬に関する技術上の基準に係る細目等」（以下「科技庁告示第

５号」という。）を満たすものを、「燃料体等を封入する容器」

として用いてもよい。 

７ 第１項第５号に規定する「容器」は、「実用発電用原子炉の

設置、運転等に関する規則」を準用し、理論的若しくは適切な

試験又は実験により所定の機能が満足されていること。 

○主語の相違【結果：相違なし】

設置許可基準規則は「通常運転時に使用する燃料体又は使用済燃料

（以下この条において「燃料体等」という。）の取扱施設（安全施設

に係るものに限る。）」，技術基準規則は「通常運転時に使用する燃料

体又は使用済燃料（以下この条において「燃料体等」という。）を取

り扱う設備」を対象としている。

◯設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「燃料取扱

設備の定義」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「臨界防止

構造の具体的要件」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「燃料体等

の溶融防止に必要な能力」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「燃料体等

を封入する容器に加わる負荷及び容器への要求」について記載があ

る。
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

四 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するもの

とすること。 

五 燃料体等の取扱中における燃料体等の落下を防止できるものと

すること。 

２ 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、燃料体等の貯

蔵施設（安全施設に属するものに限る。以下この項において同じ。）

を設けなければならない。 

一 燃料体等の貯蔵施設は、次に掲げるものであること。 

イ 燃料体等の落下により燃料体等が破損して放射性物質の放出

により公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合において、

六 前号の容器は、内部に燃料体等を入れた場合に、放射線障害を

防止するため、その表面の線量当量率及びその表面から一メートル

の距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線

量当量率を超えないように遮蔽できるものであること。ただし、管

理区域内においてのみ使用されるものについては、この限りでない。 

四 取扱中に燃料体等が破損しないこと。 

【解釈】 

５ 第１項第４号に規定する「燃料体等が破損しないこと」とは、

以下によること。 

・燃料交換機にあっては、掴み機構のワイヤーを二重化するこ

と｡ 

・燃料交換機にあっては、燃料取扱中に過荷重となった場合は

上昇阻止される措置がなされていること。この場合において、

取扱い時の荷重監視等による運転管理による対応も含まれ

る。 

・原子炉建屋天井クレーンにあっては、吊り上げられた使用済

燃料運搬用容器等重量物が燃料プールに貯蔵された燃料上を

走行できない措置を行うこと。ただし、措置には、運用管理

での対応も含むものとする。この運用管理にあっては、運搬

用容器等重量物が燃料上に行かないことを確実にするもので

あること。また、フックのワイヤー外れ止めを設けること｡な

お、ここでの「使用済燃料運搬用容器等」の等には、燃料交

換機又は原子炉建屋天井クレーンを用いて取扱うものであっ

て、その落下によって燃料を破損させるおそれがあるものを

含む。 

・燃料交換機、原子炉建屋天井クレーン等にあっては、適切な

落下防止対策等を施すことにより、その落下により燃料を破

損するおそれがないとしてもよい。 

七 燃料体等の取扱中に燃料体等を取り扱うための動力源がなくな

った場合に、燃料体等を保持する構造を有する機器を設けること

により燃料体等の落下を防止できること。 

【解釈】 

８ 第１項第７号に規定する「燃料体等の取扱中に燃料体等を取

り扱うための動力源がなくなった場合に、燃料体等を保持する

構造」とは、動力源である電源又は空気等が喪失した場合でも

燃料を保持できる性能を有すること｡ 

２ 燃料体等を貯蔵する設備は、次に定めるところにより施設しなけ 

ればならない。 

五 燃料体等の落下により燃料体等が破損して放射性物質が放出さ

れることに伴い公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合、放

射性物質による敷地外への影響を低減するため、燃料貯蔵設備の

格納施設及び放射性物質の放出を低減する発電用原子炉施設を施

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「燃料体等

を封入する容器の遮蔽能力」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「燃料体等

の取扱中における落下防止の具体的対策」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「燃料取扱

設備の動力源喪失時における燃料体等落下防止対策」について記載

がある。

○主語の相違【結果：相違なし】

設置許可基準規則は「燃料体等の貯蔵施設（安全施設に属するもの

に限る。」，技術基準規則は「燃料体等を貯蔵する設備」を対象とし

ている。

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は技術基準規則では

「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されている。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

放射性物質の放出による公衆への影響を低減するため、燃料貯

蔵設備を格納するもの及び放射性物質の放出を低減するものと

すること。 

【解釈】 

２ 第２項第１号イに規定する「燃料体等の落下により燃料体等

が破損して放射性物質の放出により公衆に放射線障害を及ぼす

おそれがある場合」とは、燃料貯蔵槽等への燃料落下による敷

地境界外の実効線量が｢発電用軽水型原子炉施設の安全評価に

関する審査指針｣にある「４．２事故（５）周辺の公衆に対し、

著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと｣を満たさないこ

とをいう。「放射性物質の放出を低減するもの」とは、空気系

の浄化装置をいい、第３２条第７項に規定された施設を兼ねる

ことができる。 

３ 第２項第１号イについて、使用済燃料の貯蔵設備として乾式

キャスクを用いる場合において、その蓋部を開放することなく、

かつ、内包する放射性物質の閉じ込めが乾式キャスクのみで担

保できる場合にあっては、放射性物質の放出を低減するものを

設けなくてもよい。 

 

 

 

 

ロ 燃料体等を必要に応じて貯蔵することができる容量を有する

ものとすること。 

【解釈】 

４ 第２項第１号ロに規定する「燃料体等を必要に応じて貯蔵す

ることができる容量を有する」とは、発電用原子炉に全て燃料

が装荷されている状態で、使用済燃料及び貯蔵されている取替

燃料に加えて、１炉心分以上貯蔵することができる容量を確保

すること。この場合において、｢容量｣には、第４項に規定する

キャスク貯蔵分を含むことができる。 

 

ハ 燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。 

【解釈】 

９ 第２項第１号ハ及び第４項において、兼用キャスクの設計に

ついては、別記４のとおりとする。 

 

 

二 使用済燃料の貯蔵施設（キャスクを除く。）にあっては、前号

に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 

【解釈】 

５ 第２項第２号に規定する「キャスク」とは、使用済燃料の収

納後にその内部を乾燥させ、使用済燃料を不活性ガスとともに

封入（装荷）し貯蔵する容器をいい、キャスク本体、蓋部（二

重）及びバスケット等で構成される。 

 

設すること。 

【解釈】 

１６ 第２項第５号に規定する「放射性物質の放出を低減する発

電用原子炉施設」とは、空気系の浄化装置をいい、第４４条第

４号（原子炉格納施設の雰囲気の浄化）に規定された施設を兼

ねることができる。また、空気系の浄化装置として専用のもの

を施設する場合、その浄化装置の機能については、設置許可申

請書において評価した当該事象による放射性物質の放出量の評

価の条件として設定した浄化装置の処理容量及びフィルターよ

う素除去効率に非保守的な変更がないことを確認すること。 

１７ 第２項第５号に規定する「公衆に放射線障害を及ぼすおそ

れがある場合」とは、燃料貯蔵プール等への燃料落下による敷

地境界外の実効線量が｢発電用軽水型原子炉施設の安全評価に

関する審査指針（平成２年８月３０日原子力安全委員会決定）｣

にある「４．２事故（５）周辺の公衆に対し、著しい放射線被

ばくのリスクを与えないこと｣を満たさないことをいう。この場

合において、核原料、核燃料及び原子炉の規制に関する法律第

４３条の３の５（又は第４３条の３の８）に基づき許可を受け

た原子炉設置（変更）許可申請において確認されていることを、

関連する設備が同申請要件を満たしていることにより確認する

ことができる。 

 

三 燃料体等を必要に応じて貯蔵することができる容量を有するも

のであること。 

【解釈】 

１１ 第２項第３号に規定する「燃料体等を必要に応じて貯蔵す

ることができる容量を有する」とは、発電用原子炉に全て燃料

が装荷されている状態で、使用済燃料及び貯蔵されている取替

燃料に加えて、１炉心分以上の容量を確保すること。この場合

において、｢容量｣には、第６号に規定するキャスク貯蔵分を含

むことができる。 

 

一 燃料体等が臨界に達するおそれがない構造であること。 

【解釈】 

９ 第２項第１号に規定する「燃料体等が臨界に達するおそれが

ない構造であること」とは、臨界計算により、燃料が臨界に達

しないことを確認された構造であること。 

 

四 使用済燃料その他高放射性の燃料体を貯蔵する水槽（以下「使

用済燃料貯蔵槽」という。）は、次に定めるところによること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「専用の空

気系浄化装置の機能」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「放射性物

質による敷地外への影響低減機能を有すると判断するにあたっての

判断基準」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「燃料体等

の臨界防止構造」について記載がある。 

 

 

○技術基準規則に「その他高放射性の燃料体」が追記されているが，

貯蔵している「使用済燃料貯蔵槽」と同義である。  

以下，その他高放射性の燃料体を含めた記載がある。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

イ 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するも

のとすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 貯蔵された使用済燃料が崩壊熱により溶融しないものであっ

て、最終ヒートシンクへ熱を輸送できる設備及びその浄化系を

有するものとすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 使用済燃料貯蔵槽（安全施設に属するものに限る。以下この

項及び次項において同じ。）から放射性物質を含む水があふれ、

又は漏れないものであって、使用済燃料貯蔵槽から水が漏えい

した場合において水の漏えいを検知することができるものとす

ること。 

 

ニ 燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重量物

の落下時においてもその機能が損なわれないものとすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 使用済燃料その他高放射性の燃料体の放射線を遮蔽するた

めに必要な量の水があること。 

【解釈】 

１３ 第２項第４号ロに規定する「使用済燃料その他高放射性の

燃料体の放射線を遮蔽するために必要な量の水」とは、燃料取

替作業時に線量限度（「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事

業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平

成２７年原子力規制委員会告示第８号）」による。）を超えない

よう放射線を遮蔽するために必要な量の水をいう。 

この場合において、常用の補給水系統の一つが機能しない場

合においても、放射線を遮蔽するために必要な水量が確保でき

ること。 

 

二 崩壊熱により燃料体等が溶融しないものであること。 

【解釈】 

１０ 第２項第２号に規定する「燃料体等が溶融しないものであ

ること」とは、設計計算により、燃料が溶融しないことを確認

された冷却能力を有すること。 

 

 四 

ハ 使用済燃料その他高放射性の燃料体の被覆が著しく腐食する

おそれがある場合は、これを防止すること。 

【解釈】 

１４ 第２項第４号ハに規定する「使用済燃料その他高放射性の

燃料体の被覆が著しく腐食するおそれがある場合は、これを防

止すること」とは、浄化装置を設置すること。 

 

イ 放射性物質を含む水があふれ、又は漏れない構造であること。 

【解釈】 

１２ 第２項第４号イに規定する「漏れない構造」とは、プール

内面をステンレス鋼等でライニングすること、燃料プールに必

要な水位より低い位置に排水口を設けないこと。 

 

ニ 燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重量物

の落下時においてもその機能が損なわれないこと。 

【解釈】 

１５ 第２項第４号ニに規定する「その機能が損なわれない」と

は、落下した燃料体等やクレーン等の重量物によって使用済燃

料プールの機能を失うような損傷は生じさせないよう必要な強

度のライニングを施設すること。この場合において、クレーン

等にあっては、適切な落下防止対策等を施すことにより、使用

済燃料プールの機能を維持することとしてもよい。 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「適切な遮蔽能力を有するものとすること。」は，

技術基準規則では「必要な量の水があること。」として具体的な内容

が記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「燃料体等

の溶融防止に必要な能力」について記載がある。 

 

 

 

○設置許可基準規則の「最終ヒートシンクへ熱を輸送できる設備及び

その浄化系」のうち「浄化系」は，技術基準規則では「使用済燃料そ

の他高放射性の燃料体の被覆の著しい腐食防止」として具体的な内容

が記載されている。 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則では「使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えい検知」

について記載があり，技術基準規則では第四十七条（警報装置）に

記載がある。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「漏れない

構造とするための具体的対策」について記載がある。 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「燃料体等

及び重量物の落下時に機能を損なわないための具体的対策」につい

て記載がある。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

３ 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、使用済燃料貯

蔵槽の水位及び水温並びに燃料取扱場所の放射線量を測定できる設

備を設けなければならない。 

一 使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温並びに燃料取扱場所の放射線

量の異常を検知し、それを原子炉制御室に伝え、又は異常が生じ

た水位及び水温を自動的に制御し、並びに放射線量を自動的に抑

制することができるものとすること。 

【解釈】 

６ 第３項第１号に規定する「使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温

並びに燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し、それを原子炉

制御室に伝え」とは、異常時において燃料取扱場所への立入り

が制限される場合においても、原子炉制御室でモニタリングが

可能であることをいう。 

二 外部電源が利用できない場合においても温度、水位その他の発

電用原子炉施設の状態を示す事項（以下「パラメータ」という。）

を監視することができるものとすること。 

【解釈】 

７ 第３項第２号に規定する「外部電源が利用できない場合にお

いても温度、水位その他の発電用原子炉施設の状態を示す事項

（以下「パラメータ」という。）を監視することができるもの」

については、外部電源の喪失時においても使用済燃料貯蔵槽の

状態の監視が可能であることを求めているが、当該状態の監視

方法には、直接的な測定方法に加え間接的な測定方法を含めて

もよい。 

（警報装置等） 

第四十七条 

２ 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の水温の著しい上昇又

は使用済燃料貯蔵槽の水位の著しい低下を確実に検知し、自動的に

警報する装置を施設しなければならない。ただし、発電用原子炉施

設が、使用済燃料貯蔵槽の水温の著しい上昇又は使用済燃料貯蔵槽

の水位の著しい低下に自動的に対処する機能を有している場合は、

この限りでない。 

（計測装置） 

第三十四条 発電用原子炉施設には、次に掲げる事項を計測する装置

を施設しなければならない。ただし、直接計測することが困難な場

合は、当該事項を間接的に測定する装置を施設することをもって、

これに代えることができる。 

【解釈】 

１ 第３４条における計測する手段としてはサンプリングによる

測定、演算（炉周期）が含まれる。 

十二 管理区域内において人が常時立ち入る場所その他放射線管理

を特に必要とする場所（燃料取扱場所その他の放射線業務従事

者に対する放射線障害の防止のための措置を必要とする場所を

いう。）の線量当量率 

十四 使用済燃料その他高放射性の燃料体を貯蔵する水槽の水温及

び水位 

３ 第一項第十二号から第十四号までに掲げる事項を計測する装置

（同項第十二号に掲げる事項を計測する装置にあっては、燃料取扱

設備及び燃料貯蔵設備に属するものに限る。）にあっては、外部電

源が喪失した場合においてもこれらの事項を計測することができる

ものでなければならない。 

４ 第一項第一号及び第三号から第十五号までに掲げる事項を計測す

る装置にあっては、計測結果を表示し、記録し、及びこれを保存す

ることができるものでなければならない。ただし、設計基準事故時

の放射性物質の濃度及び線量当量率を計測する主要な装置以外の装

置であって、断続的に試料の分析を行う装置については、運転員そ

の他の従事者が測定結果を記録し、及びこれを保存し、その記録を

確認することをもって、これに代えることができる。 

【解釈】 

６ 第４項に規定する「計測する装置にあっては、計測結果を表

示し、記録し、及びこれを保存する」には、計測、計測結果の

表示、記録及び保存を、複数の装置の組み合わせにより実現し

てもよい。 

７ 第４項に規定する「設計基準事故時の放射性物質の濃度及び

線量当量率を計測する主要な装置」とは、「発電用軽水型原子

炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針（昭和５

６年７月２３日原子力安全委員会決定）」に定める放射線計測

○設置許可基準規則の「使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温並びに燃料

取扱場所の放射線量を測定できる設備を設けなければならない。」

は，技術基準規則では「使用済燃料貯蔵槽の水温の著しい上昇又は

使用済燃料貯蔵槽の水位の著しい低下を確実に検知し、自動的に警

報する装置を施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記

載されている。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「直接計測

することが困難な場合の代替手段」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「計測手段

の補足」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「計測結果

の表示、記録及び保存」について記載がある。
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

 

 

４ キャスクを設ける場合には、そのキャスクは、第二項第一号に定

めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 

一 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものと

すること。 

二 使用済燃料の崩壊熱を適切に除去することができるものとするこ

と。 

三 使用済燃料が内包する放射性物質を適切に閉じ込めることがで

き、かつ、その機能を適切に監視することができるものとすること。 

【解釈】 

８ 第４項において、兼用キャスク以外のキャスクの設計の妥当

性については、「原子力発電所内の使用済燃料の乾式キャスク

貯蔵について」（平成４年８月２７日原子力安全委員会了承）

に基づき確認する。なお、工場等周辺における線量の評価につ

いては、第２９条の規定による。 

９ 第２項第１号ハ及び第４項において、兼用キャスクの設計に

ついては、別記４のとおりとする。 

 

系の分類１及び２の計測装置をいう。 

 

（燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備） 

第二十六条 

２ 燃料体等を貯蔵する設備は、次に定めるところにより施設しなけ

ればならない。 

六 使用済燃料を工場等内に貯蔵する乾式キャスク（以下「キャス

ク」という。）は、次に定めるところによること。 

【解釈】 

１８ 第２項第６号に規定する「乾式キャスク」は、金属キャスク

のことをいい、第１号及び第２号で規定する臨界防止機能及び

除熱機能に加え、第６号の要件及び「原子力発電所内の使用済

燃料の乾式キャスク貯蔵について（平成４年８月２７日原子力

安全委員会了承）」の要件を満足すること。 

 

イ 使用済燃料が内包する放射性物質を閉じ込めることができ、

かつ、その機能を適切に監視できること。 

【解釈】 

１９ 第２項第６号イの規定は以下によること。 

・耐熱性、耐食性等を有し耐久性の高い金属ガスケット等のシ

ールを採用すること 

・蓋部を一次蓋と二次蓋の二重とし、一次蓋と二次蓋との間の

圧力を監視することにより密封性を監視できること 

・キャスク内部の負圧を維持できること 

 

ロ 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するこ

と。 

ハ 使用済燃料の被覆材の著しい腐食又は変形を防止できるこ

と。 

【解釈】 

２０ 第２項第６号ハに規定する「腐食を防止できる」とは、キ

ャスク内部に不活性ガスを保持できる構造とすることにより

被覆管の腐食を防止すること。 

 

ニ キャスク本体その他のキャスクを構成する部材は、使用され

る温度、放射線、荷重その他の条件に対し、適切な材料及び構

造であること。 

 

七 取扱者以外の者がみだりに立ち入らないようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○技術基準規則では「使用済燃料の著しい腐食又は変形の防止」とし

て具体的な内容が記載されている。 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「キャスク

の構成部材の材料及び構造」について記載がある。 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「燃料体等

貯蔵設備への取扱者以外の者の立ち入り防止」について記載がある。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ） 

第十七条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉

冷却材圧力バウンダリを構成する機器（安全施設に属するものに限

る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。 

【解釈】 

１ 原子炉冷却材圧力バウンダリは、次の範囲の機器及び配管を

いう。 

一 原子炉圧力容器及びその付属物（本体に直接付けられるもの

及び制御棒駆動機構ハウジング等） 

二 原子炉冷却材系を構成する機器及び配管（ただし、加圧水型

軽水炉においては一次冷却材ポンプ、蒸気発生器の水室・管板・

管、加圧器、一次冷却系配管及び弁等をいい、また、沸騰水型

軽水炉においては、主蒸気管及び給水管のうち原子炉側からみ

て第２隔離弁を含むまでの範囲とする。） 

三 接続配管 

イ 通常時開及び事故時閉となる弁を有するものは、原子炉側

からみて、第２隔離弁を含むまでの範囲とする。 

ロ 通常時又は事故時に開となるおそれがある通常時閉及び事

故時閉となる弁を有するものは、原子炉側からみて、第２隔

離弁を含むまでの範囲とする。 

ハ 通常時閉及び事故時閉となる弁を有するもののうち、ロ）

以外のものは、原子炉側からみて、第１隔離弁を含むまでの

範囲とする。 

ニ 通常時閉及び原子炉冷却材喪失時開となる弁を有する非常

用炉心冷却系等もイ）に準ずる。 

ホ 上記において「隔離弁」とは、自動隔離弁、逆止弁、通常時

ロックされた閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。 

 

一 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生

ずる衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉

冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるもの

とすること。 

【解釈】 

２ 第１号に規定する「衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の

増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加

わる負荷に耐えるもの」とは、原子炉停止系、原子炉冷却系、

計測制御系、安全保護系又は安全弁等の機能によって、原子炉

冷却材圧力バウンダリの急冷・急熱及び異常な圧力上昇を抑制

し、原子炉冷却材圧力バウンダリ自体は、その遭遇する温度変

化及び圧力に対して十分耐え、異常な原子炉冷却材の漏えい又

は破損の発生する可能性が極めて小さくなるよう考慮された設

計をいう。 

 

 

 

 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ） 

第二十七条 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、一次冷

却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常に伴う衝撃、炉

心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるように施設しなければ

ならない。 

【解釈】 

１ 第２７条に規定する「一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の

損壊その他の異常に伴う衝撃」とは、原子炉冷却材喪失事故に伴

うジェット反力等、安全弁等の開放に伴う荷重をいう。 

２ 第２７条に規定する「炉心の反応度の変化による荷重の増加そ

の他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負

荷」とは、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時において、

反応度が炉心に投入されることにより１次冷却系の圧力が増加す

ることに伴う荷重の増加をいう。この場合において、浸水燃料の

破裂に加えて、ペレット／被覆管機械的相互作用を原因とする破

損による衝撃圧力等に伴う荷重の増加を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○主語の相違【結果：相違なし】 

設置許可基準規則は「原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器

（安全施設に属するものに限る。」，技術基準規則は「原子炉冷却材

圧力バウンダリを構成する機器」を対象としている。 

 

 

○ 設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「衝撃及び

負荷の定義」について記載がある。 

 

○ 設置許可基準規則第十七条解釈の５において要求される「発電用軽

水型原子炉施設の反応度投入事象に関する評価指針」にて，技術基

準規則に記載する「燃料破損等に伴う荷重」における，原子炉冷却

材圧力バウンダリを構成する機器の評価が示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

二 原子炉冷却材の流出を制限するため隔離装置を有するものとす

ること。 

【解釈】 

３ 第２号に規定する「原子炉冷却材の流出を制限するため隔離

装置を有するもの」とは、原子炉冷却材系に接続され、その一

部が原子炉冷却材圧力バウンダリを形成する配管系に関して

は、原子炉冷却材圧力バウンダリとならない部分からの異常な

漏えいが生じた場合において、原子炉冷却材の喪失を停止させ

るため、配管系の通常運転時の状態及び使用目的を考慮し、適

切な隔離弁を設けた設計をいう。また、ここでいう「原子炉冷

却材の流出を制限する」とは、必ず流出を防止することを求め

るものではなく、原子炉の安全上重要な計測又はサンプリング

等を行う配管であって、その配管を通じての漏えいが十分許容

される程度に少ないもの、過圧防護の機能を持つ安全弁を設置

するためのものについては、隔離弁を設けなくてもよいことを

いう。 

三 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に

瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するものとす

ること。 

【解釈】 

４ 第３号に規定する「瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊

じん性を有するもの」とは、脆性的挙動を示さず、かつ急速な

伝播型破断を生じさせないことを意味する。（第３２条第２項

において同じ。） 

四 原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいを検

出する装置を有するものとすること。 

【解釈】 

５ 具体的な評価は「発電用軽水型原子炉施設の反応度投入事象

に関する評価指針」（昭和５９年１月１９日原子力安全委員会

決定）等による。 

（原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等） 

第二十八条 原子炉冷却材圧力バウンダリには、原子炉冷却材の流出

を制限するよう、隔離装置を施設しなければならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「原子炉冷却材の流出」とは、原子炉冷却材

圧力バウンダリに接続する配管等が破損することによって原子炉

冷却材が流出することをいう。 

（原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等） 

第二十八条 

２ 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子

炉冷却材の漏えいを検出する装置を施設しなければならない。 

【解釈】 

２ 第２項に規定する「原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子

炉冷却材の漏えいを検出する装置」とは、漏えい位置を特定で

きない格納容器内の漏えいに対しては、１時間以内に０．２３

立方メートルの漏えい量を検出する能力を有すること。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「原子炉冷

却材の流出の定義」について記載がある。

○設置許可基準規則で「原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器

の破壊じん性」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「検出する

装置の能力」について記載がある。



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-39 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（蒸気タービン） 

第十八条 蒸気タービン（安全施設に属するものに限る。以下この条

において同じ。）は、当該蒸気タービンが損壊し、又は故障した場

合においても、発電用原子炉施設の安全性を損なわないものでなけ

ればならない。 

【解釈】 

１ 第１項及び第２項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を

損なわない」とは、想定される環境条件において材料に及ぼす

化学的及び物理的影響に対し、耐性を有する材料が用いられ、

かつ、蒸気タービンの振動対策及び過速度対策を含み、十分な

構造強度を有するとともに、その破損時においても発電用原子

炉施設の安全性に影響を与えないことをいう。 

 

２ 蒸気タービンには、当該蒸気タービンが損壊し、又は故障した場

合においても発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう、その運

転状態を監視できる設備を設けなければならない。 

【解釈】 

１ 第１項及び第２項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を

損なわない」とは、想定される環境条件において材料に及ぼす

化学的及び物理的影響に対し、耐性を有する材料が用いられ、

かつ、蒸気タービンの振動対策及び過速度対策を含み、十分な

構造強度を有するとともに、その破損時においても発電用原子

炉施設の安全性に影響を与えないことをいう。 

（蒸気タービン） 

第三十一条 第十七条第十五号の規定及び発電用火力設備に関する技

術基準を定める省令（平成九年通商産業省令第五十一号）第三章の

規定は、設計基準対象施設に施設する蒸気タービンについて準用す

る。 

【解釈】 

１ 第３１条において準用する第１７条第１５号に規定する「主

要な耐圧部の溶接部」とは、以下に掲げるものの溶接部をいう。 

（１）設計基準対象施設の蒸気タービンに係る蒸気だめ又は熱交

換器の次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分（以下「耐

圧部」）について溶接を必要とするもの 

イ 水用の容器又は管であって、最高使用温度１００℃未満

のものについては、最高使用圧力１９６０ｋＰａ 

ロ 液化ガス（通常の使用状態での温度における飽和圧力が

１９６ｋＰａ以上であって現に液体の状態であるもの又は

圧力が１９６ｋＰａにおける飽和温度が３５℃以下であっ

て現に液体の状態であるものをいう。以下同じ。）用の容

器又は管については、最高使用圧力０ｋＰａ 

ハ イ又はロに規定する容器以外の容器については、最高使

用圧力９８ｋＰａ 

ニ イ又はロに規定する管以外の管については、最高使用圧

力９８０ｋＰａ（長手継手の部分にあっては、４９０ｋＰ

ａ） 

（２）設計基準対象施設の蒸気タービンに係る外径１５０ｍｍ以

上の管のうち、耐圧部について溶接を必要とするもの 

２ 第３１条において準用する第１７条第１５号の規定に適合す

る溶接部は、次の（１）又は（２）のいずれかに適合したもの

をいう。 

（１）「溶接規格2007」及び「設計・建設規格2005(2007)」の規

定に「日本機械学会「溶接規格」等の適用に当たって（別記

－５）」の要件を付したもの（２）「溶接規格2012(2013)」

及び「設計・建設規格2012」の規定に「日本機械学会「設計・

建設規格」及び「材料規格」の適用に当たって（別記－２）」

及び「日本機械学会「溶接規格」等の適用に当たって（別記

－５）」の要件を付したもの（「溶接規格2007 技術評価書」、

「溶接規格2012(2013)技術評価書」、「設計・建設規格2007 技

術評価書」及び「設計・建設規格2012 技術評価書」） 

３ 第３１条において蒸気タービン（その附属設備を含む）につ

いて「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」（平成

９年３月２７日通商産業省令第五十一号。以下「火力省令」と

いう。）第３章の規定を準用する範囲は、ＰＷＲでは図－１、

ＢＷＲでは図－２の区分図によること。 

４ 火力省令の準用に当たっては、「発電用火力設備の技術基準

の解釈」（2013507 商局第2 号（平成２５年５月１７日経済産

業省商務流通保安グループ制定））の該当部分によること。 

 

○主語の相違【結果：相違なし】 

設置許可基準規則は「蒸気タービン（安全施設に属するものに限

る。」，技術基準規則は「設計基準対象施設に施設する蒸気タービン」

を対象としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則で「蒸気タービン故障時の運転状態監視」につい

て記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-40 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（非常用炉心冷却設備） 

第十九条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、非常用炉

心冷却設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければなら

ない。 

【解釈】 

１ 具体的な評価は「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評

価指針」（昭和５６年７月２０日原子力安全委員会決定）等によ

る。 

 

一 一次冷却材を喪失した場合においても、燃料被覆材の温度が燃

料材の溶融又は燃料体の著しい損傷を生ずる温度を超えて上昇

することを防止できるものとすること。 

【解釈】 

２ 第１号及び第２号に規定する「一次冷却材を喪失した場合」

とは、「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価指針」で定

義される｢想定冷却材喪失事故｣を意味する。  

３ 第１号及び第２号に規定する「一次冷却材を喪失した場合」

には、例えば逃がし弁の開固着のように、物理的破断は発生し

ないものの原子炉冷却材喪失を生じさせる事象を含むことを意

味する。  

４ 第１号に規定する「一次冷却材を喪失した場合においても、

燃料被覆材の温度が燃料材の溶融又は燃料体の著しい損傷を生

ずる温度を超えて上昇することを防止できるもの」の判断につ

いては、「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価指針」に

よる。 

 

 

二 一次冷却材を喪失した場合においても、燃料被覆材と冷却材と

の反応により著しく多量の水素を生じないものとすること。 

【解釈】 

２ 第１号及び第２号に規定する「一次冷却材を喪失した場合」

とは、「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価指針」で定

義される｢想定冷却材喪失事故｣を意味する。  

３ 第１号及び第２号に規定する「一次冷却材を喪失した場合」

には、例えば逃がし弁の開固着のように、物理的破断は発生し

ないものの原子炉冷却材喪失を生じさせる事象を含むことを意

味する。 

 

 

 

 

 

 

（非常用炉心冷却設備） 

第三十二条 発電用原子炉施設には、非常用炉心冷却設備を施設しなけ

ればならない。 

 

２ 非常用炉心冷却設備は、次の機能を有するものでなければならな

い。 

 

 

 

一 燃料被覆材の温度が燃料材の溶融又は燃料体の著しい破損を生

ずる温度を超えて上昇することを防止できるものであること。 

【解釈】 

１ 第２項第１号に規定する「燃料体の著しい破損を生ずる温度

を超えて上昇することを防止できる」とは、「軽水型動力炉の非

常用炉心冷却系の性能評価指針（平成４年６月１１日 原子力安

全委員会一部改定）」に基づいて想定冷却材喪失事故の解析を行

った結果、燃料被覆の温度、燃料被覆の化学量論的酸化量が同

指針に規定する判断基準を満足することをいい、具体的には、

非常用炉心冷却設備の仕様が原子炉等規制法第４３条の３の５

（または第４３条の３の８）に基づき許可を受けた原子炉の設

置（変更）許可申請書（以下設置許可申請書という。）添付書類

八に記載された仕様を満足するとともに、設置（変更）許可申

請書における評価条件と比較して非保守的な変更がないことを

確認すること。また、ＰＷＲにあっては、蓄圧注入系の蓄圧タ

ンクの保持圧力及び保有水量に非保守的な変更がないことを確

認すること。 

 

二 燃料被覆材と冷却材との反応により著しく多量の水素を生ずる

ものでないこと。 

【解釈】 

２ 第２項第２号に規定する「著しく多量の水素を生ずるもので

ない」とは、前号の要求条件に基づく想定冷却材喪失事故解析

において発生する水素量が同指針に規定する判断基準を満足す

ることをいい、具体的には、非常用炉心冷却設備の仕様が設置

（変更）許可申請書添付書類八に記載された仕様を満足すると

ともに、設置（変更）許可申請書における評価条件と比較して

非保守的な変更がないことを確認することをいう。 

 

３ 非常用炉心冷却設備は、原子炉圧力容器内又は原子炉格納容器内

の圧力及び温度並びに冷却材中の異物の影響につき想定される最も

厳しい条件下においても、正常に機能する能力を有するものでなけ

ればならない。 

【解釈】 

３ 第３項に規定する「想定される最も厳しい条件下」とは、予

想される最も小さい有効吸込水頭をいい、非常用炉心冷却設備

に係るろ過装置の性能については「非常用炉心冷却設備又は格

 

◯主語の相違【結果：相違なし】 

設置許可基準規則は「非常用炉心冷却設備（安全施設に属するもの

に限る。）」，技術基準規則は「非常用炉心冷却設備」を対象としてい

る。 

◯設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「燃料体の

温度上昇を防止できることの具体的な判断基準」について記載があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「多量の水

素発生を防止できることの具体的な判断基準」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

◯設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「非常用炉

心冷却設備が機能を維持するべき環境条件」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-41 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

納容器熱除去設備に係るろ過装置の性能評価等について（内

規）」（平成２０・０２・１２原院第 5 号（平成２０年２月２７

日原子力安全・保安院制定））によること。 

 

４ 非常用炉心冷却設備は、その能力の維持状況を確認するため、発

電用原子炉の運転中に試験ができるように施設しなければならな

い。 

【解釈】 

４ 第４項に規定する「発電用原子炉の運転中に試験ができるよ

うに施設しなければならない」機器とは、動的機器（ポンプ及

び事故時に動作する弁等）をいう。 

 

 

 

 

 

 

◯設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「発電用原

子炉の運転中における非常用炉心冷却設備の試験」について記載が

ある。 

 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-42 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（一次冷却材の減少分を補給する設備） 

第二十条 発電用原子炉施設には、通常運転時又は一次冷却材の小規模

漏えい時に発生した一次冷却材の減少分を補給する設備（安全施設

に属するものに限る。）を設けなければならない。 

【解釈】 

１ 第２０条に規定する「一次冷却材の小規模漏えい」とは、原

子炉冷却材圧力バウンダリを構成する弁及びポンプ等のシール

部並びに原子炉冷却材圧力バウンダリの小亀裂等からの原子炉

冷却材の漏えいをいう。 

 

 

 

 

 

 

（循環設備等） 

第三十三条 発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を施設しなければ

ならない。 

 

三 通常運転時又は一次冷却材の小規模漏えい時に発生した一次冷

却材の減少分を自動的に補給する設備 

【解釈】 

１ 第３３条各号の設備として、少なくとも次の設備又は同等の

機能を有する設備を保有すること。 

 ＢＷＲ ＰＷＲ 

第 1号に該

当するもの 
原子炉再循環系 一次冷却系 

第 2号に該

当するもの 
原子炉圧力制御系 加圧器圧力制御系 

第 3号に該

当するもの 

原子炉給水制御系 

原子炉隔離時冷却系 

制御棒駆動水圧系 

化学体積制御系 

第 4号に該

当するもの 
原子炉冷却材浄化系 化学体積制御系 

第 5号に該

当するもの 

原子炉隔離時冷却系(*1) 

残留熱除去系(*2) 

隔離時復水器系(*1) 

補助給水系(*1)(*2) 

余熱除去系(*2) 

第 6号に該

当するもの 

原子炉補機冷却系 

原子炉補機冷却海水系 

原子炉補機冷却水系 

原子炉補機冷却海水系 

(*1) 重大事故等に対処するために必要な電源設備からの電気の供

給が開始されるまでの間の全交流動力電源喪失時に原子炉圧力容

器内において発生した残留熱を除去することができる設備。ただ

し、補助給水系にあってはタービン駆動のものに限る。 

(*2) 原子炉停止時に原子炉圧力容器内において発生した残留熱を

除去することができる設備。 

２ 第３号に規定する「一次冷却材の小規模漏えい時」とは、原

子炉冷却材圧力バウンダリを構成する弁、ポンプ等のシール部

および原子炉冷却材圧力バウンダリの小き裂等からの原子炉冷

却材の漏えいをいう。なお、「一次冷却材の減少」には、安全弁

の正常な作動による原子炉冷却材の体積の減少も含まれる。 

 

 

 

◯主語の相違【結果：相違なし】 

設置許可基準規則は「一次冷却材の減少分を補給する設備（安全施

設に属するものに限る。）」，技術基準規則は「一次冷却材の減少分を

自動的に補給する設備」を対象としている。 

◯設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 

 

 

 

 

 

◯設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「原子炉給

水制御系、原子炉隔離時冷却系、制御棒駆動水圧系」について記載

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「一次冷却

材の減少」について記載がある。 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-43 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（残留熱を除去することができる設備）  

第二十一条 発電用原子炉施設には、発電用原子炉を停止した場合にお

いて、燃料要素の許容損傷限界及び原子炉冷却材圧力バウンダリの

健全性を維持するために必要なパラメータが設計値を超えないよ

うにするため、原子炉圧力容器内において発生した残留熱を除去す

ることができる設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなけ

ればならない。 

【解釈】 

１ 第２１条に規定する「燃料要素の許容損傷限界及び原子炉冷

却材圧力バウンダリの健全性を維持するために必要なパラメー

タが設計値を超えないようにするため」とは、燃料の許容損傷

限界及び原子炉冷却材圧力バウンダリの設計条件を超えないこ

とをいう。 

２ 第２１条に規定する「原子炉圧力容器内において発生した残

留熱」には、燃料の核分裂生成物の崩壊熱及び機器等から発生

する熱に加えて通常運転中に炉心、原子炉冷却材系等の構成材

並びに原子炉冷却材及び二次冷却材（加圧水型軽水炉の場合）

に蓄積された熱を含む。 

 

 

 

 

（循環設備等） 

第三十三条 発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を施設しなければ

ならない。 

 

五 発電用原子炉停止時（全交流動力電源喪失時から重大事故等に

対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始さ

れるまでの間を含む。）に原子炉圧力容器内において発生した残留

熱を除去することができる設備 

【解釈】 

１ 第３３条各号の設備として、少なくとも次の設備又は同等の

機能を有する設備を保有すること。 

 ＢＷＲ ＰＷＲ 

第 1号に該

当するもの 
原子炉再循環系 一次冷却系 

第 2号に該

当するもの 
原子炉圧力制御系 加圧器圧力制御系 

第 3号に該

当するもの 

原子炉給水制御系 

原子炉隔離時冷却系 

制御棒駆動水圧系 

化学体積制御系 

第 4号に該

当するもの 
原子炉冷却材浄化系 化学体積制御系 

第 5号に該

当するもの 

原子炉隔離時冷却系(*1) 

残留熱除去系(*2) 

隔離時復水器系(*1) 

補助給水系(*1)(*2) 

余熱除去系(*2) 

第 6号に該

当するもの 

原子炉補機冷却系 

原子炉補機冷却海水系 

原子炉補機冷却水系 

原子炉補機冷却海水系 

(*1) 重大事故等に対処するために必要な電源設備からの電気の供

給が開始されるまでの間の全交流動力電源喪失時に原子炉圧力容

器内において発生した残留熱を除去することができる設備。ただ

し、補助給水系にあってはタービン駆動のものに限る。 

(*2) 原子炉停止時に原子炉圧力容器内において発生した残留熱を

除去することができる設備。 

 

 

 

 

○主語の相違【結果：相違なし】 

設置許可基準規則は「原子炉圧力容器内において発生した残留熱を

除去することができる設備（安全施設に属するものに限る。）」，技

術基準規則は「原子炉圧力容器内において発生した残留熱を除去す

ることができる設備」を対象としている。 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 

○設置許可基準規則で「残留熱除去の目的」について記載がある。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「具体的な

要求対象期間」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「原子炉隔

離時冷却系、残留熱除去系、隔離時復水器系」について記載がある。 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「具体的な

残留熱除去設備」について記載がある。 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-44 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備） 

第二十二条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送することができる設備（安全施設に属するも

のに限る。）を設けなければならない。 

 

一 原子炉圧力容器内において発生した残留熱及び重要安全施設に

おいて発生した熱を除去することができるものとすること。 

 

二 津波、溢
いっ

水又は工場等内若しくはその周辺における発電用原子

炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であっ

て人為によるものに対して安全性を損なわないものとすること。 

【解釈】 

１ 第２２条に規定する「最終ヒートシンク」とは、最終的な熱

の逃がし場を意味しており、海、河、池、湖又は大気をいう。 

２ 第２２条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送すること

ができる設備」とは、非常用炉心冷却系又は残留熱を除去する

系統等から最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する系統（原子炉

補機冷却設備及び原子炉補機冷却海水設備等）をいう。 

 

 

 

 

 

（循環設備等） 

第三十三条 発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を施設しなければ

ならない。 

 

六 前号の設備により除去された熱を最終ヒートシンクへ輸送する

ことができる設備 

【解釈】 

１ 第３３条各号の設備として、少なくとも次の設備又は同等の

機能を有する設備を保有すること。 

 ＢＷＲ ＰＷＲ 

第 1号に該

当するもの 
原子炉再循環系 一次冷却系 

第 2号に該

当するもの 
原子炉圧力制御系 加圧器圧力制御系 

第 3号に該

当するもの 

原子炉給水制御系 

原子炉隔離時冷却系 

制御棒駆動水圧系 

化学体積制御系 

第 4号に該

当するもの 
原子炉冷却材浄化系 化学体積制御系 

第 5号に該

当するもの 

原子炉隔離時冷却系(*1) 

残留熱除去系(*2) 

隔離時復水器系(*1) 

補助給水系(*1)(*2) 

余熱除去系(*2) 

第 6号に該

当するもの 

原子炉補機冷却系 

原子炉補機冷却海水系 

原子炉補機冷却水系 

原子炉補機冷却海水系 

(*1) 重大事故等に対処するために必要な電源設備からの電気の供

給が開始されるまでの間の全交流動力電源喪失時に原子炉圧力容

器内において発生した残留熱を除去することができる設備。ただ

し、補助給水系にあってはタービン駆動のものに限る。 

(*2) 原子炉停止時に原子炉圧力容器内において発生した残留熱を

除去することができる設備。 

３ 第６号の設備には第５号の設備により除去された熱を最終的

な熱の逃がし場へ輸送することが要求されているが、重大事故

等に対処するために必要な電源設備からの電気の供給が開始さ

れるまでの間の全交流動力電源喪失時における機能確保は要求

されない。 

 

 

○主語の相違【結果：相違なし】 

設置許可基準規則は「最終ヒートシンクへ熱を輸送することができ

る設備（安全施設に属するものに限る。）」，技術基準規則は「除去

された熱を最終ヒートシンクへ輸送することができる設備」を対象

としている。 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 

○設置許可基準規則で「重要安全施設で発生した熱の除去」について

記載がある。 

○設置許可基準規則で「設備の安全性を損なわないこと」について記

載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「具体的な

熱輸送設備」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「熱輸送設

備の要求除外期間」について記載がある。 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-45 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（計測制御系統施設） 

第二十三条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、計測制

御系統施設を設けなければならない。 

 

一 炉心、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器バウン

ダリ並びにこれらに関連する系統の健全性を確保するために監視

することが必要なパラメータは、通常運転時及び運転時の異常な

過渡変化時においても想定される範囲内に制御できるものとする

こと。 

【解釈】 

１ 第１号に規定する「健全性を確保するために監視することが

必要なパラメータ」とは、炉心の中性子束、中性子束分布、原

子炉水位、原子炉冷却材系の圧力、温度及び流量、原子炉冷却

材の水質並びに原子炉格納容器内の圧力、温度及び雰囲気ガス

濃度等をいう。 

 

二 前号のパラメータは、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化

時においても想定される範囲内で監視できるものとすること。 

 

三 設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講ず

るために必要なパラメータは、設計基準事故時に想定される環境

下において、十分な測定範囲及び期間にわたり監視できるものと

すること。 

【解釈】 

２ 第３号に規定する「設計基準事故が発生した場合の状況を把

握し、及び対策を講ずるために必要なパラメータ」とは、原子

炉格納容器内雰囲気の圧力、温度、水素ガス濃度及び放射性物

質濃度等をいう。 

５ 設計基準事故時における計測制御系統施設については、「発電

用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査

指針」（昭和５６年７月２３日原子力安全委員会決定）に定める

ところによる。 

 

四 前号のパラメータのうち、発電用原子炉の停止及び炉心の冷却

に係るものについては、設計基準事故時においても二種類以上監

視し、又は推定することができるものとすること。 

【解釈】 

５ 設計基準事故時における計測制御系統施設については、「発電

用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査

指針」（昭和５６年７月２３日原子力安全委員会決定）に定める

ところによる。 

 

 

 

 

 

（計測装置） 

第三十四条 発電用原子炉施設には、次に掲げる事項を計測する装置を

施設しなければならない。ただし、直接計測することが困難な場合

は、当該事項を間接的に測定する装置を施設することをもって、こ

れに代えることができる。 

【解釈】 

１ 第３４条における計測する手段としてはサンプリングによる

測定、演算（炉周期）が含まれる。 

第１項第１１号の計測の場合、「間接的に測定する装置を施設

することをもって、これに代えることができる。」とは、排水路

の出口又はこれに近接する箇所における放射性物質の濃度を直

接測定することが技術的に困難な場合、排水路の上流における

濃度を測定することをいう。 

 

一 炉心における中性子束密度 

 

二 炉周期 

 

三 制御棒の位置及び液体制御材を使用する場合にあっては、その

濃度 

 

四 一次冷却材に関する次の事項 

イ 放射性物質及び不純物の濃度 

ロ 原子炉圧力容器の入口及び出口における圧力、温度及び流量 

 

五 原子炉圧力容器（加圧器がある場合は、加圧器）内及び蒸気発

生器内の水位 

 

六 原子炉格納容器内の圧力、温度、可燃性ガスの濃度、放射性物

質の濃度及び線量当量率 

【解釈】 

２ 第１項第６号に規定する「可燃性ガスの濃度」とは、ＢＷＲ

においては、酸素・水素ガス濃度、ＰＷＲにおいては、水素ガ

ス濃度をいう。 

 

七 主蒸気管中及び空気抽出器その他の蒸気タービン又は復水器に

接続する設備であって放射性物質を内包する設備の排ガス中の放

射性物質の濃度 

【解釈】 

３ 第１項第７号はＢＷＲに対して、第８号はＰＷＲに対して適

用される。 

 

八 蒸気発生器の出口における二次冷却材の圧力、温度及び流量並

びに二次冷却材中の放射性物質の濃度 

 

 

 

○設置許可基準規則の「計測制御系統施設を設けなければならない。」

は，技術基準規則では「計測する装置を施設しなければならない。」

とし，具体的な内容が記載されている。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「間接的測

定の容認」について記載がある。 

○設置許可基準規則で「パラメータを想定される範囲内に制御できる

ものとすること」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「具体的な

計測パラメータ」及び「計測装置の定義」について記載がある。 

○設置許可基準規則で「通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び

設計基準事故時の監視について」について記載がある。 

○設置許可基準規則で「十分な計測範囲及び期間にわたり監視できる」

について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則で「発電用原子炉の停止及び炉心の冷却に係るも

のの要件」について記載がある。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九 排気筒の出口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性

物質の濃度 

 

十 排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の

濃度 

 

十一 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域（管理区域

のうち、その場所における外部放射線に係る線量のみが実用炉規

則第二条第二項第四号に規定する線量を超えるおそれがある場所

を除いた場所をいう。以下同じ。）内に開口部がある排水路の出口

又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度 

【解釈】 

１ 第３４条における計測する手段としてはサンプリングによる

測定、演算（炉周期）が含まれる。 

第１項第１１号の計測の場合、「間接的に測定する装置を施設

することをもって、これに代えることができる。」とは、排水路

の出口又はこれに近接する箇所における放射性物質の濃度を直

接測定することが技術的に困難な場合、排水路の上流における

濃度を測定することをいう。 

４ 第１項第１１号に規定する「放射性物質により汚染するおそ

れがある管理区域」とは、管理区域を規定する以下の３要素の

うち外部放射線に係る線量のみが「核原料物質又は核燃料物質

の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定め

る告示」に規定される基準を超える管理区域以外の管理区域を

いい、３要素のうちＡ、Ｂ及びＣの組み合わせ、ＡとＢ若しく

はＡとＣの組み合わせ、ＢとＣの組み合わせ又はＢ若しくはＣ

のみで規定される管理区域のことをいう。この場合において、

管理区域の３要素は以下による。 

Ａ．その場所における外部放射線に係る線量が別に告示する実

効線量を超えるおそれがあるもの。 

Ｂ．空気中の放射性物質（空気又は水のうちに自然に含まれて

いるものを除く。）の濃度が別に告示する濃度を超えるおそ

れがあるもの。 

Ｃ．放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密

度が別に告示する密度を超えるおそれがあるもの。 

 

十二 管理区域内において人が常時立ち入る場所その他放射線管理

を特に必要とする場所（燃料取扱場所その他の放射線業務従事者

に対する放射線障害の防止のための措置を必要とする場所をい

う。）の線量当量率 

 

十三 周辺監視区域に隣接する地域における空間線量率及び放射性

物質の濃度 

【解釈】 

５  第１項第１３号に規定する装置のうち、恒設のモニタリング

設備については、非常用電源設備に接続するか、無停電電源装

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「電源復旧

までの期間の電気の供給を担保できる設計であること」について記載



設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

五 発電用原子炉の停止及び炉心の冷却並びに放射性物質の閉じ込

めの機能の状況を監視するために必要なパラメータは、設計基準

事故時においても確実に記録され、及び当該記録が保存されるも

のとすること。 

【解釈】 

３ 第５号に規定する「必要なパラメータ」とは、安全確保上最

も重要な原子炉停止、炉心冷却及び放射能閉じ込めの三つの機

能の状況を監視するのに必要な炉心の中性子束、原子炉水位及

び原子炉冷却材系の圧力・温度等をいう。 

４ 第５号に規定する「記録され、及び当該記録が保存されるも

の」とは、事象の経過後において、上記３の「必要なパラメー

タ」が参照可能であることをいう。

５ 設計基準事故時における計測制御系統施設については、「発電

用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査

指針」（昭和５６年７月２３日原子力安全委員会決定）に定める

ところによる。 

置などにより電源復旧までの期間の電気の供給を担保できる設

計であること。また、必要な情報を原子炉制御室又は適切な場

所に表示できる設計であること。さらに、そのデータ伝送系は

多様性を有する設計であること。 

十四 使用済燃料その他高放射性の燃料体を貯蔵する水槽の水温及

び水位 

十五 敷地内における風向及び風速 

２ 前項第六号に掲げる装置であって線量当量率を計測する装置にあ

っては、多重性及び独立性を確保しなければならない。 

３ 第一項第十二号から第十四号までに掲げる事項を計測する装置

（同項第十二号に掲げる事項を計測する装置にあっては、燃料取扱

設備及び燃料貯蔵設備に属するものに限る。）にあっては、外部電源

が喪失した場合においてもこれらの事項を計測することができるも

のでなければならない。 

４ 第一項第一号及び第三号から第十五号までに掲げる事項を計測す

る装置にあっては、計測結果を表示し、記録し、及びこれを保存す

ることができるものでなければならない。ただし、設計基準事故時

の放射性物質の濃度及び線量当量率を計測する主要な装置以外の装

置であって、断続的に試料の分析を行う装置については、運転員そ

の他の従事者が測定結果を記録し、及びこれを保存し、その記録を

確認することをもって、これに代えることができる。 

【解釈】 

６ 第４項に規定する「計測する装置にあっては、計測結果を表

示し、記録し、及びこれを保存する」には、計測、計測結果の

表示、記録及び保存を、複数の装置の組み合わせにより実現し

てもよい。  

７ 第４項に規定する「設計基準事故時の放射性物質の濃度及び

線量当量率を計測する主要な装置」とは、「発電用軽水型原子炉

施設における事故時の放射線計測に関する審査指針（昭和５６

年７月２３日原子力安全委員会決定）」に定める放射線計測系の

分類１及び２の計測装置をいう。 

がある。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「多重性及

び独立性」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「外部電源

喪失時の計測」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「計測結果

の表示」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「計測装置

の代替手段」について記載がある。
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（安全保護回路）  

第二十四条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、安全保

護回路（安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）

を設けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（安全保護装置） 

第三十五条 発電用原子炉施設には、安全保護装置を次に定めるところ

により施設しなければならない。 

【解釈】 

４ デジタル安全保護系の適用に当たっては、日本電気協会「安

全保護系へのディジタル計算機の適用に関する規程」（JEAC 

4620-2008）（以下「JEAC4620」という。）５．留意事項を除く

本文、解説－４から６まで、解説－８及び解説－１１から１８

まで並びに「ディジタル安全保護系の検証及び妥当性確認に関

する指針」（JEAG4609-2008）本文及び解説－９に以下の要件を

付したものによること。ただし、「ディジタル」は「デジタル」

と読み替えること。 

（１）JEAC4620 の４．１の適用に当たっては、運転時の異常な

過渡変化が生じる場合又は地震の発生等により原子炉の

運転に支障が生じる場合において、原子炉停止系統及び

工学的安全施設と併せて機能することにより、燃料許容

損傷限界を超えないよう安全保護系の設定値を決定する

こと。 

（２）JEAC4620 の４．１８．３において検証及び妥当性確認の

実施に際して作成された文書は、４．１８．２の構成管

理計画の中に文書の保存を定め、適切に管理すること。 

（３）JEAC4620 の４．８における「想定される電源擾乱、電磁

波等の外部からの外乱・ノイズの環境条件を考慮した設

計とすること」を「想定される電源擾乱、サージ電圧、

電磁波等の外部からの外乱・ノイズの環境条件を考慮し

て設計し、その設計による対策の妥当性が十分であるこ

とを確証すること」と読み替えること。 

（４）JEAC4620 の４．５及び解説－６の適用に当たっては、デ

ジタル安全保護系は、試験時を除き、計測制御系からの

情報を受けないこと。試験時に、計測制御系からの情報

を受ける場合には、計測制御系の故障により、デジタル

安全保護系が影響を受けないよう措置を講ずること。 

デジタル安全保護系及び計測制御系の伝送ラインを共用

する場合、通信をつかさどる制御装置は発信側システム

の装置とすること。 

（５）JEAC4620 の４．１６の「外部からの影響を防止し得る設

計」を「外部影響の防止された設備」と読み替えること。 

（６）JEAC4620 の４．における安全保護機能に相応した高い信

頼性を有するとは、デジタル安全保護系のトリップ失敗

確率及び誤トリップする頻度を評価し、従来型のものと

比較して同等以下とすること。また、デジタル安全保護

系の信頼性評価において、ハードウェア構成要素に異常

の検出、検出信号の伝送、入出力信号の処理、演算処理、

トリップ信号の伝送、トリップの作動等、評価に必要な

構成要素を含むこと。 

（７）安全保護系に用いられるデジタル計算機の健全性を実証

 

○主語の相違【結果：相違なし】 

設置許可基準規則は「安全保護回路（安全施設に属するものに限

る。」，技術基準規則は「安全保護装置」を対象としている。 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は技術基準規則では

「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 運転時の異常な過渡変化が発生する場合において、その異常な

状態を検知し、及び原子炉停止系統その他系統と併せて機能する

ことにより、燃料要素の許容損傷限界を超えないようにできるも

のとすること。 

【解釈】 

１ 第１号について、安全保護回路の運転時の異常な過渡変化時

の機能の具体例としては、原子炉の過出力状態や出力の急激な

上昇を防止するために、異常な状態を検知し、原子炉停止系統

を含む適切な系統を作動させ、緊急停止の動作を開始させるこ

と等をいう。 

 

二 設計基準事故が発生する場合において、その異常な状態を検知

し、原子炉停止系統及び工学的安全施設を自動的に作動させるも

のとすること。 

 

三 安全保護回路を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、

単一故障が起きた場合又は使用状態からの単一の取り外しを行っ

た場合において、安全保護機能を失わないよう、多重性を確保す

るものとすること。 

【解釈】 

２ 第３号に規定する「チャンネル」とは、安全保護動作に必要

な単一の信号を発生させるために必要な構成要素（抵抗器、コ

ンデンサ、トランジスタ、スイッチ及び導線等）及びモジュー

ル（内部連絡された構成要素の集合体）の配列であって、検出

器から論理回路入口までをいう。 

 

四 安全保護回路を構成するチャンネルは、それぞれ互いに分離し、

それぞれのチャンネル間において安全保護機能を失わないように

独立性を確保するものとすること。 

【解釈】 

３ 第４号に規定する「それぞれ互いに分離し」とは、独立性を

有するようなチャンネル間の物理的分離及び電気的分離等をい

う。 

 

五 駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が発生した場合

においても、発電用原子炉施設をより安全な状態に移行するか、

又は当該状態を維持することにより、発電用原子炉施設の安全上

できない場合、安全保護機能の遂行を担保するための原

理の異なる手段を別途用意すること。 

（「日本電気協会「安全保護系へのディジタル計算機の適

用に関する規程（JEAC 4620-2008）」及び「ディジタル安

全保護系の検証及び妥当性確認に関する指針（JEAG 

4609-2008）」に関する技術評価書」（平成２３年１月原子

力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）） 

 

 

一 運転時の異常な過渡変化が発生する場合又は地震の発生により

発電用原子炉の運転に支障が生ずる場合において、原子炉停止系

統その他系統と併せて機能することにより、燃料要素の許容損傷

限界を超えないようにできるものであること。 

【解釈】 

１ 第１号の安全保護装置の機能の確認については、設置許可申

請書の添付書類八の設備仕様及び設置許可申請書において評価

した運転時の異常な過渡変化の評価の条件に非保守的な変更が

ないことを確認すること。 

 

 

 

 

 

 

二 系統を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障

が起きた場合又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合に

おいて、安全保護機能を失わないよう、多重性を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 系統を構成するチャンネルは、それぞれ互いに分離し、それぞ

れのチャンネル間において安全保護機能を失わないように独立性

を確保すること。 

【解釈】 

２ 第３号に規定する「独立性を確保すること」とは、チャンネ

ル間の距離、バリア、電気的隔離装置等により、相互を分離す

ることをいう。 

 

四 駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が生じた場合に

おいても、発電用原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又

は当該状態を維持することにより、発電用原子炉施設の安全上支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では，機能を確

保するにあたっての条件に，「地震の発生により発電用原子炉の運転

に支障が生ずる場合」が含まれる。 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では具体的な「適

合の判断基準」を明示している。 

 

 

 

 

○設置許可基準規則で「設計基準事故時の異常検知及び施設の自動作

動」について記載がある。 

 

 

○主語の相違【結果：相違なし】 

設置許可基準規則は「安全保護回路」，技術基準規則は「系統」を対

象としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○主語の相違【結果：相違なし】 

設置許可基準規則は「安全保護回路」，技術基準規則は「系統」を対

象としている。 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「チャンネ

ル間の分離の具体的対策」について記載がある。 

 

 

 

 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-50 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

支障がない状態を維持できるものとすること。  

【解釈】 

４ 第５号に規定する「駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利

な状況」とは、電力若しくは計装用空気の喪失又は何らかの原

因により安全保護回路の論理回路が遮断される等の状況をい

う。なお、不利な状況には、環境条件も含むが、どのような状

況を考慮するかは、個々の設計に応じて判断する。 

５ 第５号に規定する「発電用原子炉施設をより安全な状態に移

行するか、又は当該状態を維持することにより、発電用原子炉

施設の安全上支障がない状態を維持できるもの」とは、安全保

護回路が単一故障した場合においても、発電用原子炉施設をよ

り安全な状態に移行することにより、最終的に発電用原子炉施

設が安全側の状態を維持するか、又は安全保護回路が単一故障

してそのままの状態にとどまっても発電用原子炉施設の安全上

支障がない状態を維持できることをいう。 

  

六 不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動

作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害

を防止することができるものとすること。  

【解釈】 

６ 第６号に規定する「不正アクセス行為その他の電子計算機に

使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作

をさせる行為による被害を防止すること」とは、ハードウェア

の物理的分離、機能的分離に加え、システムの導入段階、更新

段階又は試験段階でコンピュータウイルスが混入することを防

止する等、承認されていない動作や変更を防ぐ設計のことをい

う。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

七 計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用する場合には、

その安全保護機能を失わないよう、計測制御系統施設から機能的

に分離されたものとすること。 

【解釈】 

７ 第７号に規定する「安全保護機能を失わない」とは、接続さ

れた計測制御系統施設の機器又はチャンネルに単一故障、誤操

作若しくは使用状態からの単一の取り外しが生じた場合にお

いても、これにより悪影響を受けない部分の安全保護回路が第

１号から第６号を満たすことをいう。 

 

障がない状態を維持できること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五 不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動

作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害

を防止するために必要な措置が講じられているものであること。 

【解釈】 

３ 第５号に規定する「必要な措置が講じられているものである

こと」とは、外部ネットワークと物理的な分離又は機能的な分

離を行うこと、有線又は無線による外部ネットワークからの遠

隔操作及びウイルス等の侵入を防止すること、物理的及び電気

的アクセスの制限を設けることにより、システムの据付、更新、

試験、保守等で、承認されていない者の操作及びウイルス等の

侵入を防止すること等の措置を講ずることをいう。なお、ソフ

トウェアの内部管理を強化するために、ウイルス等によるシス

テムの異常動作を検出させる場合には以下の機能を有するこ

と。 

（１）ウイルス等によるシステムの異常動作を検出する機能を

設ける場合には、ウイルス等を検知した場合に運転員等

へ告知すること。 

（２）ウイルス等によるシステムの異常動作を検出する機能は、

安全保護装置の機能に悪影響を及ぼさないこと。 

 

六 計測制御系の一部を安全保護装置と共用する場合には、その安

全保護機能を失わないよう、計測制御系から機能的に分離された

ものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「不正アク

セス行為その他による被害を防止するための具体的対策」について

記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-51 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

七 発電用原子炉の運転中に、その能力を確認するための必要な試

験ができるものであること。 

 

八 運転条件に応じて作動設定値を変更できるものであること。 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「発電用原

子炉運転中の試験について」の記載がある。 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「作動設定

値の変更について」の記載がある。 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-52 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（反応度制御系統及び原子炉停止系統）  

第二十五条 発電用原子炉施設には、反応度制御系統（原子炉停止系統

を含み、安全施設に係るものに限る。次項において同じ。）を設け

なければならない。 

【解釈】 

１ 第１項について、反応度制御系及び原子炉停止系それぞれに

含まれる設備として、加圧水型軽水炉では制御棒及び化学体積

制御系はいずれも反応度制御系及び原子炉停止系に含まれ、沸

騰水型軽水炉では制御棒及びほう酸注入系はいずれも反応度制

御系及び原子炉停止系に含まれ、原子炉再循環流量制御系は反

応度制御系に含まれる。 

  

２ 反応度制御系統は、計画的な出力変化に伴う反応度変化を燃料要

素の許容損傷限界を超えることなく制御できる能力を有し、かつ、

次に掲げるものでなければならない。 

【解釈】 

２ 第２項について、現在軽水炉で採用されている制御棒による

系及び可溶性毒物による系（沸騰水型軽水炉におけるほう酸注

入系、加圧水型軽水炉における化学体積制御設備のほう酸注入

系）は、その性能からみて第２項を満足する反応度制御系とみ

なすことができる。 

 

一 制御棒、液体制御材その他反応度を制御するものによる二以上

の独立した系統を有するものとすること。  

 

二 通常運転時の高温状態において、二以上の独立した系統がそれ

ぞれ発電用原子炉を未臨界に移行し、及び未臨界を維持できるも

のであり、かつ、運転時の異常な過渡変化時の高温状態において

も反応度制御系統のうち少なくとも一つは、燃料要素の許容損傷

限界を超えることなく発電用原子炉を未臨界に移行し、及び未臨

界を維持できること。この場合において、非常用炉心冷却設備そ

の他の発電用原子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合に作

動する設備の作動に伴って注入される液体制御材による反応度価

値を加えることができる。  

 

【解釈】 

３ 第２項第２号に規定する「高温状態においても反応度制御系

統のうち少なくとも一つは、燃料要素の許容損傷限界を超える

ことなく発電用原子炉を未臨界に移行し、及び未臨界を維持で

きる」とは、過渡状態が収束した後、キセノン崩壊により反応

度が添加されるまでの期間、臨界未満を維持することをいい、

さらにそれ以降の長期の臨界未満の維持は、他の系統の作動を

期待してよいことをいう。 

 

 

 

（反応度制御系統及び原子炉停止系統） 

第三十六条 発電用原子炉施設には、反応度制御系統を施設しなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 反応度制御系統は、二つ以上の独立した制御棒、液体制御材その他

の反応度を制御する系統を有するものであり、かつ、計画的な出力

変化に伴う反応度変化を燃料要素の許容損傷限界を超えることなく

制御できる能力を有するものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 原子炉停止系統は、次の能力を有するものでなければならない。 

一 通常運転時の高温状態において、二つ以上の独立した系統がそ

れぞれ発電用原子炉を未臨界に移行し、及び未臨界を維持できる

ものであり、かつ、運転時の異常な過渡変化時の高温状態におい

ても原子炉停止系統のうち少なくとも一つは、燃料要素の許容損

傷限界を超えることなく発電用原子炉を未臨界に移行し、及び未

臨界を維持できること。この場合において、非常用炉心冷却設備

その他の発電用原子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合に

作動する設備の作動に伴って注入される液体制御材による反応度

価値を加えることができる。 

【解釈】 

１ 第３項第１号に規定する「発電用原子炉を未臨界に移行し、

及び未臨界を維持できる」とは、キセノン崩壊により反応度が

添加されるまでの期間、未臨界を維持できること。キセノン崩

壊により反応度が添加された以降の長期的な未臨界の維持は、

他の原子炉停止系統（ほう酸注入系）、原子炉の停止能力を備え

た原子炉停止系統以外の系統（非常用炉心冷却設備）の作動を

含むことができる。 

 

 

 

 

○主語の相違【結果：相違なし】 

設置許可基準規則は「反応度制御系統（原子炉停止系統を含み、安

全施設に係るものに限る。」，技術基準規則は「反応度制御系統」を

対象としている。 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は技術基準規則では

「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「他の系統の作動」について，技術基準規則で

は具体的に「他の原子炉停止系統（ほう酸注入系）、原子炉の停止能

力を備えた原子炉停止系統以外の系統（非常用炉心冷却設備）の作

動を含むことができる。」と記載がある。 

 

 



設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

三 通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における低温状態に

おいて、反応度制御系統のうち少なくとも一つは、発電用原子炉

を未臨界に移行し、及び未臨界を維持できること。 

【解釈】 

４ 第２項第３号に規定する「低温状態において、反応度制御系

統のうち少なくとも一つは、発電用原子炉を未臨界に移行し、

及び未臨界を維持できる」とは、高温臨界未満の状態からキセ

ノン崩壊及び原子炉冷却材温度変化による反応度添加を補償し

つつ、低温未臨界状態を達成し、かつ、維持することをいう。

四 一次冷却材喪失その他の設計基準事故時において、反応度制御

系統のうち少なくとも一つは、発電用原子炉を未臨界へ移行する

ことができ、かつ、少なくとも一つは、発電用原子炉を未臨界に

維持できること。この場合において、非常用炉心冷却設備その他

の発電用原子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合に作動す

る設備の作動に伴って注入される液体制御材による反応度価値を

加えることができる。 

【解釈】 

５ 第２項第４号の設計基準事故時における反応度制御系の能力

について、原子炉の停止能力を備えた系統の作動が期待できる

場合には、その寄与を考慮してよい。例えば、加圧水型軽水炉

の主蒸気管破断時において反応度制御系が非常用炉心冷却系と

あいまって、炉心を臨界未満にでき、かつ、炉心を臨界未満に

維持できる場合である。 

五 制御棒を用いる場合にあっては、反応度価値の最も大きな制御

棒一本が固着した場合においても第二号から前号までの規定に適

合すること。 

３ 制御棒の最大反応度価値及び反応度添加率は、想定される反応度

投入事象（発電用原子炉に反応度が異常に投入される事象をいう。）

に対して原子炉冷却材圧力バウンダリを破損せず、かつ、炉心の冷

却機能を損なうような炉心、炉心支持構造物及び原子炉圧力容器内

部構造物の損壊を起こさないものでなければならない。 

【解釈】 

６ 第３項に規定する「制御棒の最大反応度価値」の評価に当た

二 通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における低温状態に

おいて、少なくとも一つは、発電用原子炉を未臨界に移行し、及

び未臨界を維持できること。 

【解釈】 

２ 第３項第２号に規定する「通常運転時及び運転時の異常な過

渡変化時における低温状態において、発電用原子炉を未臨界に

移行し、及び未臨界を維持できる」とは、高温臨界未満の状態

からキセノン崩壊及び一次冷却材温度変化による反応度添加を

補償しつつ原子炉を低温状態で未臨界に移行して維持できるこ

と。 

三 一次冷却材喪失その他の設計基準事故時において、少なくとも

一つは、発電用原子炉を未臨界へ移行することができ、かつ、少

なくとも一つは、発電用原子炉を未臨界に維持できること。この

場合において、非常用炉心冷却設備その他の発電用原子炉施設の

安全性を損なうおそれがある場合に作動する設備の作動に伴って

注入される液体制御材による反応度価値を加えることができる。 

四 制御棒を用いる場合にあっては、反応度価値の最も大きな制御

棒一本が固着した場合においても第一号から前号までの規定に適

合すること。 

【解釈】 

３ 第３項第４号に規定する「制御棒１本が固着した場合」とは、

制御棒１本が、完全に炉心の外に引き抜かれ、挿入できないこ

とをいう。 

なお、ＡＢＷＲにあっては、同一の水圧制御ユニットに属す

る制御棒１組又は１本の固着を考慮すること。また 、固着時に

あっても第３項１号から３号の要求事項が満たされる必要があ

る。 

４ 制御棒の最大反応度価値及び反応度添加率は、想定される反応度

投入事象（発電用原子炉に反応度が異常に投入される事象をいう。）

に対して原子炉冷却材圧力バウンダリを破損せず、かつ、炉心の冷

却機能を損なうような炉心、炉心支持構造物及び原子炉圧力容器内

部構造物の損壊を起こさないものでなければならない。 

【解釈】 

４ 第４項の規定は、設置（変更）許可申請書における「制御棒

飛び出し（ＰＷＲ）」、「制御棒落下（ＢＷＲ）」の評価で想定し

○設置許可基準規則の「制御棒１本固着」について，技術基準規則で

は定義の記載がある。



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-54 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

っては、原子炉の運転状態との関係で、制御棒の挿入の程度及

び配置状態を制限する等、反応度価値を制限する装置が設けら

れている場合には、その効果を考慮してもよい。 

７ 第３項に規定する「想定される反応度投入事象」とは、「発電

用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」及び「発電

用軽水型原子炉施設の反応度投入事象に関する評価指針」（平成

１０年４月１３日原子力安全委員会了承）において定めるとこ

ろによる。 

 

 

４ 制御棒、液体制御材その他の反応度を制御する設備は、通常運転

時における圧力、温度及び放射線に起因する最も厳しい条件におい

て、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならな

い。 

た下記の内容を確認することにより確認できる。 

【ＢＷＲ】 

・制御棒引抜手順が定められていること 

・定められた制御棒引抜手順に沿った操作が行われていること

を制御棒価値ミニマイザ又はそれに替わる運用管理によって

確認できること 

・制御棒落下速度を制限する装置 

【ＰＷＲ】 

・制御棒挿入限界 

 

５ 制御棒、液体制御材その他の反応度を制御する設備は、通常運転

時における圧力、温度及び放射線に起因する最も厳しい条件におい

て、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならな

い。 

【解釈】 

５ 第５項に規定する「必要な物理的及び化学的性質」とは、物

理的性質については耐放射線性、寸法安定性、耐熱性、核性質

をいい、化学的性質については耐食性、化学的安定性をいう。 

 

（制御材駆動装置）  

第三十七条 制御材を駆動する装置は、次に定めるところにより施設し

なければならない。 

 

一 発電用原子炉の特性に適合した速度で制御材を駆動できるもの

であること。 

【解釈】 

１ 第１号に規定する「発電用原子炉の特性に適合した速度で制

御材を駆動できる」とは、発電用原子炉の緊急停止時に制御棒

の挿入による時間（この間に炉心に加えられる負の反応度）が、

当該原子炉の燃料及び原子炉冷却材圧力バウンダリの損傷を防

ぐために適切な値となるような速度で炉心内に挿入されるこ

と。ここで、緊急停止時の制御棒の挿入時間は、設置（変更）

許可申請書添付書類八の仕様及び設置（変更）許可申請書にお

ける運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の評価で設定し

た時間を満たしていること。 

 

二 発電用原子炉の通常運転時において制御棒の異常な引き抜きが

発生した場合においても、燃料要素の許容損傷限界を超える速度

で駆動できないものであること。 

【解釈】 

２ 第２号に規定する「制御棒の異常な引き抜きが発生した場合

においても、燃料要素の許容損傷限界を超える速度で駆動でき

ないもの」とは、「原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜

き」及び「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」により、制

御棒が異常に引き抜かれた場合でも、燃料の許容損傷限界を超

えないよう引抜速度が制限されていること。この場合において、

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では確認方法と

して「設置（変更）許可申請書における「制御棒飛び出し（ＰＷＲ）」，

「制御棒落下（ＢＷＲ）」の評価で想定した下記の内容を確認するこ

とにより確認できる。」と記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「必要な物

理的及び化学的性質の定義」について記載がある。 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「制御材を

駆動する装置」について記載がある。 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「制御材の

駆動速度」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「制御棒の

引き抜き速度の制限」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

設置（変更）許可申請書において評価した「原子炉起動時にお

ける制御棒の異常な引き抜き」及び「出力運転中の制御棒の異

常な引き抜き」の評価の条件として設定した制御棒引抜速度に

非保守的な変更がないことを確認すること。 

 

三 制御棒の駆動動力源が喪失した場合に、発電用原子炉の反応度

を増加させる方向に制御棒を動作させないものであること。 

【解釈】 

３ 第３号に規定する「発電用原子炉の反応度を増加させる方向

に制御棒を動作させないものであること」とは、次の各号のい

ずれかに適合するものまたはこれと同等であること。 

一 ＢＷＲにおいては、次によること。 

・水圧駆動による制御棒駆動装置にあっては、動力源としての

制御棒駆動水ポンプ等による水圧が喪失した場合において、

ラッチ機構により制御棒は現状位置に保持されること。 

・電動駆動による制御棒駆動装置にあっては、電磁ブレーキ等

を有することにより、動力電源喪失時も現状位置に保持され

る機構を有すること。 

二 ＰＷＲにおいては、制御棒駆動装置の動力源がなくなると制

御棒は自重で落下すること。 

 

四 制御棒を駆動する装置にあっては、制御棒の挿入その他の衝撃

により制御棒、燃料体、反射材その他の炉心を構成するものを損

壊しないものであること。 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「制御棒の

駆動電源喪失時における制御棒の動作」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では制御棒の「制

御棒駆動装置による制御棒の挿入その他の衝撃」について記載があ

る。 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-56 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（原子炉制御室等） 

第二十六条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉

制御室（安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）

を設けなければならない。 

 

一 設計基準対象施設の健全性を確保するために必要なパラメータ

を監視できるものとすること。 

【解釈】 

１ 第１項第１号に規定する「必要なパラメータを監視できる」

とは、発電用原子炉及び主要な関連施設の運転状況並びに主要

パラメータについて、計測制御系統施設で監視が要求されるパ

ラメータのうち、連続的に監視する必要のあるものを原子炉制

御室において監視できることをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（原子炉制御室等） 

第三十八条 発電用原子炉施設には、原子炉制御室を施設しなければな

らない。 

 

２ 原子炉制御室には、反応度制御系統及び原子炉停止系統に係る設

備を操作する装置、非常用炉心冷却設備その他の非常時に発電用原

子炉の安全を確保するための設備を操作する装置、発電用原子炉及

び一次冷却系統に係る主要な機械又は器具の動作状態を表示する装

置、主要計測装置の計測結果を表示する装置その他の発電用原子炉

を安全に運転するための主要な装置（第四十七条第一項に規定する

装置を含む。）を集中し、かつ、誤操作することなく適切に運転操作

することができるよう施設しなければならない。 

【解釈】 

１ 第２項に規定する「発電用原子炉及び一次冷却系統に係る主

要な機械又は器具の動作状態」とは次の状態をいう。 

（１）発電用原子炉の制御棒の動作状態 

（２）発電用原子炉及び一次冷却系統に係る主要なポンプの起

動・停止状態 

（３）発電用原子炉及び一次冷却系統に係る主要な弁の開閉状態 

２ 第２項に規定する「その他の発電用原子炉を安全に運転する

ための主要な装置」とは、警報装置、機械器具を操作する装置

及び機械器具の動作状況を表示する装置をいう。 

３ 第２項に規定する「主要計測装置の計測結果を表示する装置」

とは、発電用原子炉の炉心、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び

原子炉格納容器バウンダリ並びにこれらに関する系統の健全性

を確認するために必要なパラメータを計測する装置であって、

通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、中性子束、

制御棒位置、一次冷却系統の圧力、温度、流量、水位等の重要

なパラメータを計測し、かつ監視できる設備をいう。 

４ 第２項に規定する「第４７条第１項に規定する装置」を「集

中し」施設するに当たり、当該設備の専用制御場所に集中して

警報表示する場合は、原子炉制御室に一括して警報表示しても

よい。また、複数の発電用原子炉で廃棄物処理設備等を共用す

る場合にあっては、当該設備の属するいずれかの発電用原子炉

の原子炉制御室に一括して警報表示してもよい。 

５ 第３５条に規定する安全保護装置及びそれにより駆動又は制

御される機器については、バイパス状態、使用不能状態につい

て表示すること等により運転員が的確に認知できること。 

６ 第２項に規定する安全設備を運転中に試験するため、電動弁

用電動機に熱的過負荷保護装置（以下「保護装置」という。）を

使用する場合には、保護装置の使用状態又は不使用状態を運転

員が的確に識別できるように、表示装置が設けられていること。

ただし、保護装置が常時使用され、事故時にのみ自動的にバイ

パスされるように設計されている場合、又は保護装置が事故時

において不要な作動をしないように設定されている場合は、同

表示装置の設置は不要である。 

 

○主語の相違【結果：相違なし】 

設置許可基準規則は「原子炉制御室（安全施設に係るものに限る。」，

技術基準規則は「原子炉制御室」を対象としている。 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は技術基準規則では

「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されている。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「必要なパ

ラメータ」について記載がある。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では主要計測装

置以外の装置及び誤操作防止について記載がある。（ただし，該当部

分は設置許可基準規則十条において整理を行う。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「運転員が

的確に認知できること」について記載がある。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

 

 

 

 

二 発電用原子炉施設の外の状況を把握する設備を有するものとす

ること。 

【解釈】 

２ 第１項第２号に規定する「発電用原子炉施設の外の状況を把

握する」とは、原子炉制御室から、発電用原子炉施設に影響を

及ぼす可能性のある自然現象等を把握できることをいう。 

 

三 発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な操作を手動

により行うことができるものとすること。 

【解釈】 

３ 第１項第３号において「必要な操作を手動により行う」とは、

急速な手動による発電用原子炉の停止及び停止後の発電用原子

炉の冷却の確保のための操作をいう。 

 

２ 発電用原子炉施設には、火災その他の異常な事態により原子炉制

御室が使用できない場合において、原子炉制御室以外の場所から発

電用原子炉を高温停止の状態に直ちに移行させ、及び必要なパラメ

ータを想定される範囲内に制御し、その後、発電用原子炉を安全な

低温停止の状態に移行させ、及び低温停止の状態を維持させるため

に必要な機能を有する装置を設けなければならない。 

【解釈】 

４ 第２項に規定する「発電用原子炉を高温停止の状態に直ちに

移行」とは、直ちに発電用原子炉を停止し、残留熱を除去し及

び高温停止状態を安全に維持することをいう。 

 

 

３ 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異

常が発生した場合に発電用原子炉の運転の停止その他の発電用原子

炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障な

く原子炉制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置を

とるための操作を行うことができるよう、次の各号に掲げる場所の

区分に応じ、当該各号に定める設備を設けなければならない。 

【解釈】 

５ 第３項に規定する「従事者が支障なく原子炉制御室に入り、

又は一定期間とどまり」とは、事故発生後、事故対策操作をす

べき従事者が原子炉制御室に接近できるよう通路が確保されて

いること、及び従事者が原子炉制御室に適切な期間滞在できる

こと、並びに従事者の交替等のため接近する場合においては、

放射線レベルの減衰及び時間経過とともに可能となる被ばく防

護策が採り得ることをいう。「当該措置をとるための操作を行う

ことができる」には、有毒ガスの発生に関して、有毒ガスが原

子炉制御室の運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が

７ 第２項に規定する「誤操作することなく適切に運転操作する

ことができる」とは｢原子炉制御室における誤操作防止のための

設備面への要求事項(別記－７)｣によること。 

 

３ 原子炉制御室には、発電用原子炉施設の外部の状況を把握するた

めの装置を施設しなければならない。 

【解釈】 

８ 第３項に規定する「発電用原子炉施設の外部の状況を把握す

るための装置」とは、発電用原子炉施設に迫る津波等の自然現

象をカメラの映像等により昼夜にわたり監視できる装置をい

う。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 発電用原子炉施設には、火災その他の異常な事態により原子炉制

御室が使用できない場合に、原子炉制御室以外の場所から発電用原

子炉の運転を停止し、かつ、安全な状態に維持することができる装

置を施設しなければならない。 

【解釈】 

９ 第４項に規定する「原子炉制御室以外の場所」とは、原子炉

制御室を構成する区画壁の外であって、原子炉制御室退避の原

因となった居住性の悪化の影響が及ぶおそれがない程度に隔離

された場所をいい、「安全な状態に維持することができる装置」

とは、原子炉制御室以外の場所から発電用原子炉を高温停止で

き、引き続き低温停止できる機能を有した装置であること。 

 

５ 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異

常が発生した場合に発電用原子炉の運転の停止その他の発電用原子

炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障な

く原子炉制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置を

とるための操作を行うことができるよう、次の各号に掲げる場所の

区分に応じ、当該各号に定める防護措置を講じなければならない。 

【解釈】 

１０ 第５項に規定する｢これに連絡する通路並びに運転員その

他の従事者が原子炉制御室に出入りするための区域｣とは、一次

冷却系統に係る施設の故障、損壊等が生じた場合に原子炉制御

室に直交替等のため入退域する通路及び区域をいう。 

１１ 第５項においては、原子炉制御室等には事故・異常時にお

いても従事者が原子炉制御室に立ち入り、一定期間滞在できる

ように放射線に係る遮蔽壁、放射線量率の計測装置の設置等の

「適切な放射線防護措置」が施されていること。この「放射線

防護措置」としては必ずしも設備面の対策のみではなく防護具

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「監視対象、

監視方法、監視期間」について記載がある。 

 

○設置許可基準規則で「発電用原子炉施設の安全性を確保するために

必要な操作を手動により行うこと」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は技術基準規則では

「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されている。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「原子炉制

御室以外の場所の定義」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「設備を設けなければならない。」は技術基準規

則では「防護措置を講じなければならない。」とし，具体的な内容が

記載されている。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「原子炉施

設への通路及び出入り区域の定義」について記載がある。 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「放射線防

護措置における運用面の対策等」について記載がある。 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-58 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれることがないこ

とを含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 原子炉制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍 工

場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装

置が有毒ガスの発生を検出した場合に原子炉制御室において自動

的に警報するための装置 

 

【解釈】 

６ 第３項第１号に規定する「有毒ガスの発生源」とは、有毒ガ

スの発生時において、運転員の対処能力が損なわれるおそれが

あるものをいう。「工場等内における有毒ガスの発生」とは、有

毒ガスの発生源から有毒ガスが発生することをいう。 

 

 

二 原子炉制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従

事者が原子炉制御室に出入りするための区域 遮蔽壁その他の適

の配備、着用等運用面の対策も含まれる。「一定期間」とは、運

転員が必要な交替も含め、一次冷却材喪失等の設計基準事故時

に過度の被ばくなしにとどまり、必要な操作を行う期間をいう。 

１２ 第５項に規定する「遮蔽その他の適切な放射線防護措置」

とは、一次冷却材喪失等の設計基準事故時に、原子炉制御室内

にとどまり必要な操作、措置を行う運転員が過度の被ばくを受

けないよう施設し、運転員が原子炉制御室に入り、とどまる間

の被ばくを「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する

規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」第７条第１項

における緊急時作業に係る線量限度１００ｍＳｖ以下にできる

ものであることをいう。 

この場合における運転員の被ばく評価は、判断基準の線量限

度内であることを確認すること。被ばく評価手法は、「原子力発

電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内

規）」（平成２１・０７・２７原院第１号（平成２１年８月１２

日原子力安全・保安院制定））（以下「被ばく評価手法（内規）」

という。）に基づくこと。 

チャコールフィルターを通らない空気の原子炉制御室への流

入量については、被ばく評価手法（内規）に基づき、原子炉制

御室換気設備の新設の際、原子炉制御室換気設備再循環モード

時における再循環対象範囲境界部での空気の流入に影響を与え

る改造の際、及び、定期的に測定を行い、運転員の被ばく評価

に用いている想定した空気量を下回っていることを確認するこ

と。 

１３ 第５項に規定する「当該措置をとるための操作を行うこと

ができる」には、有毒ガスの発生時において、原子炉制御室の

運転員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断

基準値以下とすることを含む。「防護措置」には、必ずしも設

備面の対策のみではなく防護具の配備、着用等運用面の対策を

含む。 

 

 

一  原子炉制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍 工

場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装

置が有毒ガスの発生を検出した場合に原子炉制御室において自動

的に警報するための装置の設置 

 

【解釈】 

１４ 第５項第１号に規定する「工場等内における有毒ガスの発

生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出

した場合に原子炉制御室において自動的に警報するための装置

の設置」については「有毒ガスの発生を検出し警報するための

装置に関する要求事項（別記－９）」によること。 

  

二  原子炉制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従

事者が原子炉制御室に出入りするための区域 遮蔽その他の適切

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「遮蔽その

他の適切な放射線防護措置」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「防護措置」

について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「工場等内

における有毒ガス発生を検出した場合に原子炉制御室において自動

的に警報するための装置の設置」について記載がある。 

 

 

 

 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-59 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

切に放射線から防護するための設備、気体状の放射性物質及び原

子炉制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対し換気設備を隔

離するための設備その他の適切に防護するための設備 

な放射線防護措置、気体状の放射性物質及び原子炉制御室外の火

災により発生する燃焼ガスに対する換気設備の隔離その他の適切

な防護措置 

【解釈】 

１５ 第５項第２号に規定する「換気設備の隔離」とは、原子炉

制御室外の火災により発生した燃焼ガスを原子炉制御室換気設

備によって取り入れないように外気との連絡口を遮断すること

をいい、「換気設備」とは、隔離時の酸欠防止を考慮して外気取

入れ等の再開が可能であるものをいう。 

 

 

６ 原子炉制御室には、酸素濃度計を施設しなければならない。 

【解釈】 

１６ 第６項に規定する「酸素濃度計」は、設計基準事故時にお

いて、外気から原子炉制御室への空気の取り込みを、一時的に

停止した場合に、事故対策のための活動に支障のない酸素濃度

の範囲にあることが正確に把握できるものであること。また、

所定の精度を保証するものであれば、常設設備、可搬型を問わ

ない。 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「換気設備

の隔離その他の適切な防護措置」について記載がある。 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「原子炉制

御室に施設する酸素濃度計」について記載がある。 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-60 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（放射性廃棄物の処理施設）  

第二十七条 工場等には、次に掲げるところにより、通常運転時にお

いて放射性廃棄物（実用炉規則第二条第二項第二号に規定する放射

性廃棄物をいう。以下同じ。）を処理する施設（安全施設に係るもの

に限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。 

 

一 周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における

水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、発電用原子炉

施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有するも

のとすること。  

【解釈】 

１ 第１号に規定する「放射性物質の濃度を十分に低減できる」

とは、気体廃棄物処理施設にあっては、ろ過、貯留、減衰及び

管理等により、液体廃棄物処理施設にあってはろ過、蒸発処理、

イオン交換、貯留、減衰及び管理等によること。 

２ 第１号に規定する「十分に低減できる」とは、As Low As 

Reasonably Achievable(ALARA)の考え方の下、当該工場等とし

て「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」

（昭和５０年５月１３日原子力安全委員会決定）において定め

る線量目標値（５０マイクロシーベルト／年）が達成できるも

のであること。 

３ 上記２の線量目標値の評価に当たっては、「発電用軽水型原子

炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」（昭和５１年９月２

８日原子力安全委員会決定）等において定めるところによるこ

と。 

 

 

二 液体状の放射性廃棄物の処理に係るものにあっては、放射性物

質を処理する施設から液体状の放射性廃棄物が漏えいすること

を防止し、及び工場等外へ液体状の放射性廃棄物が漏えいするこ

とを防止できるものとすること。  

【解釈】 

４ 第２号に規定する「液体状の放射性廃棄物」とは、液体状の

放射性廃棄物及び液体にスラッジ等の固体が混入している状態

のものをいう（以下本規程において同じ。）。 

５ 第２号に規定する「液体状の放射性廃棄物の処理に係るもの」

とは、発電用原子炉施設の運転に伴い発生する液体状の放射性

廃棄物を分離・収集し、廃液の性状により、適切なろ過、蒸発

処理、イオン交換、貯留、減衰及び管理等を行う施設及び処理

施設を収納する建屋又は区域をいう。 

６ 第２号に規定する「液体状の放射性廃棄物が漏えいすること

を防止し、及び工場等の外へ液体状の放射性廃棄物が漏えいす

ることを防止できるもの」については、「放射性液体廃棄物処理

施設の安全審査に当たり考慮すべき事項ないしは基本的な考え

方」（昭和５６年９月２８日原子力安全委員会決定）において定

めるところによる。 

（廃棄物処理設備等）  

第三十九条 工場等には、次に定めるところにより放射性廃棄物を処

理する設備（排気筒を含み、次条及び第四十三条に規定するものを

除く。）を施設しなければならない。  

 

一 周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水

中の放射性物質の濃度が、それぞれ原子力規制委員会の定める濃

度限度以下になるように発電用原子炉施設において発生する放射

性廃棄物を処理する能力を有するものであること。 

 

二 放射性廃棄物以外の廃棄物を処理する設備と区別して施設する

こと。ただし、放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を流体状の放

射性廃棄物を処理する設備に導く場合において、流体状の放射性

廃棄物が放射性廃棄物以外の廃棄物を取り扱う設備に逆流するお

それがない場合は、この限りでない。 

【解釈】 

１ 第１項第２号に規定する「流体状の放射性廃棄物」とは、液

体状の放射性廃棄物及び液体にスラッジ等の固体が混入してい

る状態のものをいう（以下、本解釈において同じ。）。    

２ 第１項第２号に規定する「流体状の放射性廃棄物を処理する

設備」とは、流体状の放射性廃棄物に係る廃棄設備のうち、流

体状の放射性廃棄物を処理する樹脂塔、熱交換器、濃縮器、ポ

ンプ、タンク（処理の過程で一時的に貯蔵するもの）、弁等の

機器をいい、貯蔵する設備（長期間貯蔵するタンク等）以外の

設備をいう。なお、廃棄物処理設備に該当するタンク類として

は、機器ドレンタンク、床ドレンタンクが含まれる。 

 

三 放射性廃棄物が漏えいし難い構造であり、かつ、放射性廃棄物

に含まれる化学薬品の影響その他の負荷により著しく腐食しない

ものであること。 

【解釈】 

３ 第１項第３号に規定する「その他の負荷」とは、不純物の影

響をいう。（技術基準規則第４０条第１項第３号も同じ。） 

 

四 気体状の放射性廃棄物を処理する設備は、第四十三条第三号の

規定に準ずるほか、排気筒の出口以外の箇所において気体状の放

射性廃棄物を排出しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○主語の相違【結果：相違なし】 

設置許可基準規則は「放射性廃棄物（実用炉規則第二条第二項第二

号に規定する放射性廃棄物をいう。以下同じ。）を処理する施設（安

全施設に係るものに限る。」，技術基準規則は「放射性廃棄物を処理

する設備（排気筒を含み、次条及び第四十三条に規定するものを除

く。）」を対象としている。 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は技術基準規則では

「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されている。 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「放射性廃

棄物処理設備と他の廃棄物処理設備を区別して施設すること」につ

いて記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「著しい腐

食の防止」について記載がある。 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「その他の

負荷の定義」について記載がある。 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「気体状の

放射性廃棄物の排出箇所制限」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-61 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

 

三 固体状の放射性廃棄物の処理に係るものにあっては、放射性廃

棄物を処理する過程において放射性物質が散逸し難いものとす

ること。 

【解釈】 

７ 第３号に規定する「処理する過程」には、廃棄物の破砕、圧

縮、焼却及び固化等の処理過程が含まれる。 

 

五 流体状の放射性廃棄物及び原子炉冷却材圧力バウンダリ内に施

設されたものから発生する高放射性の固体状の放射性廃棄物を工

場等内において運搬するための容器は、取扱中における衝撃その

他の負荷に耐え、かつ、容易に破損しないものであること。ただ

し、管理区域内においてのみ使用されるものについては、この限

りでない。 

【解釈】  

４ 第１項第５号で対象とする｢流体状の放射性廃棄物｣は、内包

する流体の放射性物質の濃度が37mBq/cm³（流体が液体の場合に

あっては、37kBq/cm³）以上のもの(クラス３相当)をいう。 

５ 第１項第５号に規定する「原子炉冷却材圧力バウンダリ内に

施設されたものから発生する高放射性の固体状の放射性廃棄

物」とは、炉内構造物取替工事により発生するシュラウド等、

高線量（除染等により線量低減ができるものは除く）の主要な

固体状放射性廃棄物をいう。なお、「高線量の主要な固体放射

性廃棄物」とは、構内輸送する固体放射性廃棄物の放射能量が

科技庁告示第５号第３条第１号に規定するＡ１値又はＡ２値（２

種類以上の放射性物質がある場合にあっては、それらの放射性

物質の放射能の量のそれぞれその放射性物質についてのＡ１値

又はＡ２値に対する割合の和が１）を超えるものをいう。 

６ 第１項第５号に規定する「取扱中における衝撃その他の負荷

に耐え、かつ、容易に破損しないものであること」とは、「実

用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第８８条第１項第

３号ロに規定されている「容易かつ安全に取扱うことができ、

かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、

亀裂、破損等が生じるおそれがないもの」であること。また、

流体状の放射性廃棄物を運搬する容器は、技術基準規則第１７

条のクラス３容器の規定を満足すること。主要な固体状放射性

廃棄物を運搬する容器については、同規則第４０条第１項第２

号及び第３号の規定を満足すること。 

 

六 前号の容器は、内部に放射性廃棄物を入れた場合に、放射線障

害を防止するため、その表面の線量当量率及びその表面から一メ

ートルの距離における線量当量率が原子力規制委員会の定める線

量当量率を超えないよう、遮蔽できるものであること。ただし、

管理区域内においてのみ使用されるものについては、この限りで

ない。 

 

２ 流体状の放射性廃棄物を処理する設備が設置される放射性廃棄物

処理施設（流体状の放射性廃棄物の漏えいが拡大するおそれがある

部分に限る。以下この項において同じ。）は、次に定めるところに

より施設しなければならない。 

【解釈】 

７ 第２項に規定する「流体状の放射性廃棄物を処理する設備が

設置される放射性廃棄物処理施設」とは、流体状の放射性廃棄

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「廃棄物運

搬容器の衝撃及び負荷への耐性並びに容易な破損防止」について記

載がある。 

○設置許可基準規則での「散逸し難い」は，技術基準規則では「取扱

中における衝撃その他の負荷に耐え、かつ、容易に破損しない」と

同義である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「廃棄物運

搬容器の遮蔽」について記載がある。 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「放射性廃

棄物処理施設内部の流体状放射性廃棄物漏えい防止構造」について

記載がある。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

物を処理する設備が設置される建屋全部をいう（技術基準規則

第４０条において同じ）。また、「漏えいが拡大するおそれが

ある部分に限る」とは、流体状の放射性廃棄物を処理する設備

が設置される施設内であっても、流体状の放射性物質が流入す

るおそれがない場所であって流体状の放射性廃棄物を処理する

設備が設置されていない場所（例えば廃棄設備の制御室、換気

空調室、電気室等）及び二重管構造等により流体状の放射性廃

棄物が漏えいし難い構造となっている場所を適用除外にするこ

とができる。  

 

一 放射性廃棄物処理施設内部の床面及び壁面は、流体状の放射性

廃棄物が漏えいし難い構造であること。 

【解釈】 

８ 第２項第１号に規定する「漏えいし難い構造」とは、適切な

高さまでの壁面、床面全部及び両者の接合部には耐水性を有す

る塗料が塗布されていること、並びに漏えい防止措置の必要な

床面及び壁面の貫通部にはラバーブーツ又はモルタル等の充填

が施されていること等、堰の機能を失わせないよう適切な耐漏

えい措置が施された構造とすること（技術基準規則第４０条に

おいて同じ。） 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

二 放射性廃棄物処理施設内部の床面は、床面の傾斜又は床面に設

けられた溝の傾斜により流体状の放射性廃棄物が排液受け口に導

かれる構造であり、かつ、流体状の放射性廃棄物（気体状のもの

を除く。以下同じ。）を処理する設備の周辺部には、流体状の放

射性廃棄物の漏えいの拡大を防止するための堰
せき

が施設されている

こと。  

【解釈】  

９ 第２項第２号に規定する「漏えいの拡大を防止するための堰」

とは、ポンプのシールがリークした時、機器のメインテナンス

時又は除染時等に飛散する液体状の放射性廃棄物が広範囲に拡

大することを防止するために設けるものをいい、排水溝、床面

段差等堰と同様の効果を有するものを含む。 

 

三 放射性廃棄物処理施設外に通じる出入口又はその周辺部には、

流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物処理施設外へ漏えいするこ

とを防止するための堰
せき

が施設されていること。ただし、放射性廃

棄物処理施設内部の床面が隣接する発電用原子炉施設の床面又は

地表面より低い場合であって、放射性廃棄物処理施設外へ漏えい

するおそれがない場合は、この限りでない。 

【解釈】 

１０ 第２項第３号に規定する「施設外へ漏えいすることを防止

するための堰」とは、処理する設備に関わる配管について、長

さが当該設備に接続される配管の内径の１／２、幅がその配管

の肉厚の１／２の大きさの開口を当該設備と当該配管との接合

部近傍に仮定したとき、開口からの流体状の放射性廃棄物の漏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「放射性廃

棄物処理施設内部における床面構及び壁面の構造」について記載が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「放射性廃 

棄物処理施設内部の床面構造及び漏えい防止堰」について記載があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「放射性廃

棄物処理施設外への漏えい防止堰」について記載がある。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

えい量のうち最大の漏えい量をもってしても、流体状の放射性

廃棄物の漏えいが広範囲に拡大することを防止するため、当該

貯蔵設備の周辺近傍に設けること。この場合の仮定は堰の能力

を算定するためにのみに設けるものであり、開口は施設内の貯

蔵設備に１ヶ所想定し、漏えい時間は漏えいを適切に止めるこ

とができるまでの時間とし、床ドレンファンネルの排出能力は

考慮できるものとする。ただし、床ドレンファンネルの排出機

能を期待する場合は、その機能が確実なものでなければならな

い。 

 

四 工場等外に排水を排出する排水路（湧水に係るものであって放

射性物質により汚染するおそれがある管理区域内に開口部がない

もの並びに排水監視設備及び放射性物質を含む排水を安全に処理

する設備を施設するものを除く。）上に放射性廃棄物処理施設内

部の床面がないよう、施設すること。 

【解釈】 

１１ 第２項第４号に規定する「湧水に係るものであって放射性

物質により汚染するおそれがある管理区域内に開口部がないも

のを除く。」とは、自然発生的に地下から大量に湧き出し、こ

の排出を止めることが技術的に不可能な湧水に係る排水路は、

放射性物質により汚染するおそれがある管理区域に開口部がな

い場合には本号を適用除外することができる。 

 

３ 第一項第五号の流体状の放射性廃棄物を運搬するための容器は、

前項第三号に準じて流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大を防止す

るように施設しなければならない。ただし、管理区域内においての

み使用されるもの及び漏えいするおそれがない構造のものは、この

限りでない。 

【解釈】 

１２ 第３項における「漏えいの拡大を防止するように施設しな

ければならない」とは、第２項第３号に準じて運搬容器の周辺

に堰、受皿（トレイ）、吸収材を設置すること。「漏えいする

おそれのない構造」とは、胴の二重容器構造やフランジ部の二

重Ｏリング構造とすることを含む。 

 

（放射性物質による汚染の防止）  

第四十一条  

３ 放射性物質により汚染されるおそれがある管理区域内に開口部が

ある排水路であって、工場等外に排水を排出するものには、排水監

視設備及び放射性物質を含む排水を安全に処理する設備を施設しな

ければならない。 

【解釈】 

２ 第３項に規定する「排水監視設備」とは、排水中の放射性物

質の濃度を測定することができる設備をいい、排出する排水が

間欠的であるものはサンプリング分析等により、また連続的で

あるものは連続モニタ等により排水中の放射性物質濃度が測定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「放射性廃

棄物処理施設内部床面の排水路上への施設制限」について記載があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「廃棄物運

搬容器の流体状放射性廃棄物漏えい拡大防止」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「排水路に

おける排水監視設備及び排水処理設備」について記載がある。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

可能な設備であること。 

３ 第３項に規定する「安全に処理する設備」とは、排水中の放

射性物質の濃度に異常を検出した場合には、適切な処理により

排水中の放射性物質の濃度を低下させ、周辺監視区域の外側の

境界における水中の放射性物質の濃度が「核原料物質又は核燃

料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等

を定める告示」第８条に定める濃度限度を超えないようにでき

る設備であること。（技術基準規則第３９条第２項及び第４０

条第３項において同じ。）  

ここで、「適切な処理」とは、排水中の放射性物質の濃度を

測定し、放射性物質の濃度の異常を検出した場合には、当該排

水の排出をすみやかに停止することができ、ろ過、蒸発、イオ

ン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の

水による希釈等の方法により排出中の放射性物質の濃度をでき

るだけ低下させること。 

 

（換気設備） 

第四十三条 発電用原子炉施設内の放射性物質により汚染された空気

による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に定めるとこ

ろにより換気設備を施設しなければならない。 

  

一 放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであ

ること。  

 

二 放射性物質により汚染された空気が漏えい及び逆流し難い構造

であること。  

【解釈】  

１ 第２号に規定する「漏えいし難い構造」とは、ダクトであっ

て内包する流体の放射線物質の濃度が３７ｍＢｑ／ｃｍ３以上

のもの（クラス４管）は、第１７条に基づく構造とするととも

に第２１条の耐圧試験により漏えいし難い構造であることが確

認されていることをいう。また、「逆流し難い構造」とは、フ

ァン、逆流防止用ダンパー等を設けることをいう。 

 

三 排出する空気を浄化する装置を設ける場合にあっては、ろ過装

置の放射性物質による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な

構造であること。 

【解釈】 

２ 第３号に規定する「ろ過装置」とは、気体状の放射性よう素

を除去するよう素（チャコール又は同等品）フィルター及び放

射性微粒子を除去する微粒子（高性能粒子又は同等品）フィル

ターを用いることをいう。 

３ 第３号に規定する「ろ過装置の取替えが容易な構造であるこ

と」とは、換気設備がろ過装置交換に必要な空間を有するとと

もに、必要に応じて梯子等を設置し、ろ過装置の取替えが容易

な構造であることをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「汚染空気

による放射線障害を防止するために施設する換気設備」について記

載がある。 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「換気設備

に必要な換気能力」について記載がある。 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「換気設備

における汚染空気の漏えい及び逆流防止構造」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「換気設備

に設ける空気浄化装置の構造」について記載がある。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（一次冷却材処理装置）  

第二十九条 放射性物質を含む一次冷却材（第三十三条第四号の装置

から排出される放射性物質を含む流体を含む。）を通常運転時にお

いて一次冷却系統外に排出する場合は、これを安全に処理する装置

を施設しなければならない。 

【解釈】 

１ 第２９条に規定する「安全に処理する装置」とは、放射性物

質を含む一次冷却材を通常運転時において一次冷却系統外に排

出する場合に、これを最終的に放射性廃棄物処理設備に適切に

導く施設であること。 

（計測装置）  

第三十四条 発電用原子炉施設には、次に掲げる事項を計測する装置

を施設しなければならない。ただし、直接計測することが困難な場

合は、当該事項を間接的に測定する装置を施設することをもって、

これに代えることができる。 

九 排気筒の出口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性

物質の濃度 

十 排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の

濃度 

（警報装置等）  

第四十七条 発電用原子炉施設には、その機械又は器具の機能の喪失、

誤操作その他の異常により発電用原子炉の運転に著しい支障を及ぼ

すおそれが発生した場合、第三十四条第一項第九号の放射性物質の

濃度又は同項第十二号及び第十三号の線量当量率が著しく上昇した

場合又は流体状の放射性廃棄物を処理し、又は貯蔵する設備から流

体状の放射性廃棄物が著しく漏えいするおそれが発生した場合にお

いてこれらを確実に検出して自動的に警報する装置を施設しなけれ

ばならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「警報する装置」とは、表示ランプ点灯だ

けでなく同時にブザー鳴動等を行うこと。 

２ 第１項における警報すべきそれぞれの場合に対しては、少な

くとも以下のものが施設されていること。 

第４７条 ＢＷＲ ＰＷＲ 

その機械又は器具の機能の

喪失、誤操作その他の異常に

より発電用原子炉の運転に

著しい支障を及ぼすおそれ

が発生した場合 

原子炉水位低又

は高 

加圧器水位低又

は高 

原子炉圧力高 原子炉圧力高 

中性子束高 中性子束高 

原子炉建屋放射

能高 

原子炉格納容器

内放射能高  

主蒸気管放射能

高 

復水器排気放射

能高 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「一次冷却

材排出時の処理装置」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「排気中の

放射性物質濃度計測装置」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「排水中の

放射性物質濃度計測装置」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「発電用原

子炉の運転に著しい支障を及ぼすおそれが発生した場合」について

記載がある。ただし，該当部分は，設置許可基準規則第三十一条に

おいて整理を行う。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「放射性物

質濃度又は線量当量率が著しく上昇した場合」について記載がある。

ただし，該当部分は，設置許可基準規則第三十条及び第三十一条に

て整理を行う。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「放射性廃

棄物の処理設備及び貯蔵設備から流体状放射性廃棄物が著しく漏え

いするおそれが発生した場合」について記載がある。 ただし，該

当部分は，設置許可基準規則第二十八条にて整理を行う。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「警報する

装置」の定義について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「警報すべ

きそれぞれの場合」について記載がある。



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-66 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

３ 第１項に規定する「放射性廃棄物が著しく漏えいするおそれ

が生じた場合にこれらを確実に検出して」とは、床への漏えい

又はそのおそれ（数滴程度の微少漏えいを除く。）を早期に検

出するよう、ポンプ及び弁からのシールリーク、タンクからの

リーク等により、通常の運転状態から逸脱が生じた場合に、タ

ンク又はサンプの水位の異常変化を検出すること。 

 

３ 発電用原子炉施設には、発電用原子炉並びに一次冷却系統及び放

射性廃棄物を処理し、又は貯蔵する設備に係る主要な機械又は器具

の動作状態を表示する装置を施設しなければならない。 

【解釈】 

４ 第３項における表示すべき動作状態の種類は、ポンプの運

転・停止状態、弁の開・閉状態等を、表示方法としては表示ラ

ンプの点灯をいう。 

 

第３４条第１項第９号の放

射性物質の濃度又は同条同

項第１２号及び第１３号の

線量当量率が著しく上昇し

た場合 

排気筒放射能高 排気筒放射能高 

エリア放射線モ

ニタ放射能高 

エリア放射線モ

ニタ放射能高 

周辺監視区域放

射能高  

周辺監視区域放

射能高 

流体状の放射性廃棄物を処

理し、又は貯蔵する設備から

流体状の放射性廃棄物が著

しく漏えいするおそれが発

生した場合 

機器ドレン、床ド

レンの容器又は

サンプの水位 

機器ドレン、床ド

レンの容器又は

サンプの水位 

第３４条第１項第１４号の

水温が著しく上昇した場合

若しくは水位が著しく下降

した場合 

使用済燃料貯蔵

プール水温高 

使用済燃料貯蔵

ピット水温高 

使用済燃料貯蔵

プール水位低 

使用済燃料貯蔵

ピット水位低 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「具体的な

警報装置」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「放射性廃

棄物が著しく漏えいするおそれが生じた場合の検出」について記載

がある。 

 

 

 

 

○ 設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「廃棄物処

理設備及び貯蔵設備に係る機械又は器具の動作状態表示装置」につ

いて記載がある。 

 

 

 

 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（放射性廃棄物の貯蔵施設） 

第二十八条 工場等には、次に掲げるところにより、発電用原子炉施

設において発生する放射性廃棄物を貯蔵する施設（安全施設に係る

ものに限る。）を設けなければならない。 

【解釈】 

１ 第２８条に規定する「発電用原子炉施設において発生する放

射性廃棄物を貯蔵する」とは、将来的に発電用原子炉施設から

発生する放射性固体廃棄物の発生量及び搬出量を考慮して放射

性固体廃棄物を貯蔵及び管理できることをいう。 

 

一 放射性廃棄物が漏えいし難いものとすること。 

 

 

 

 

 

二 固体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備を設けるものにあって

は、放射性廃棄物による汚染が広がらないものとすること。 

 

 

 

 

 

（廃棄物貯蔵設備等）  

第四十条 放射性廃棄物を貯蔵する設備は、次に定めるところにより

施設しなければならない。  

 

一 通常運転時に発生する放射性廃棄物を貯蔵する容量があるこ

と。 

【解釈】  

１ 第１項第１号に規定する「貯蔵する容量」とは、発生量と処

理能力、設備の稼働率を想定したものであること。 

 

二 放射性廃棄物が漏えいし難い構造であること。 

 

三 崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱に耐え、かつ、放射

性廃棄物に含まれる化学薬品の影響その他の負荷により著しく腐

食しないこと。 

 

２ 固体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備が設置される発電用原子炉

施設は、放射性廃棄物による汚染が広がらないように施設しなけれ

ばならない。 

【解釈】 

２ 第２項に規定する「汚染が広がらないように施設」とは、ド

ラム缶に詰める等汚染拡大防止措置を講ずること。 

 

３ 前条第二項の規定は、流体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備が設

置される放射性廃棄物処理施設について準用する。この場合におい

て、「流体状の放射性廃棄物を処理する設備」とあるのは「流体状の

放射性廃棄物を貯蔵する設備」と読み替えるものとする。 

【解釈】 

３ 第３項に規定する「流体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備」

とは、貯蔵タンク等で、内包する放射性廃棄物の濃度が３７Ｂ

ｑ／ｃｍ３を超える設備をいう。ただし、当該設備に係る床ドレ

ンサンプの容量が貯蔵容量を超える設備は適用除外とすること

ができる。 

また、第３項は第３９条第２項の解釈８、９、１１を準用す

るものとし、この場合「処理する」を「貯蔵する」と読み替え

るものとする。  

４ 堰の設置に関しては、漏えいの拡大を防止するための堰とし

て、貯蔵する設備について、長さが当該設備に接続される配管

の内径の１／２、幅がその配管の肉厚の１／２の大きさの開口

を当該設備と当該配管との接合部近傍に仮定したとき、開口か

らの流体状の放射性廃棄物の漏えい量のうち最大漏えい量をも

ってしても、流体状の放射性廃棄物の漏えいが広範囲に拡大す

ることを防止するため、当該貯蔵設備の周辺に近傍に設けるも

のをいう。この場合の仮定は、堰の能力を算定するためにのみ

に設けるものであり、開口は施設内の貯蔵設備１ヶ所想定し、

漏えい時間は漏えいを適切に止めることができるまでの時間と

 

○主語の相違【結果：相違なし】 

設置許可基準規則は「放射性廃棄物を貯蔵する施設（安全施設に係

るものに限る。）」，技術基準規則は「放射性廃棄物を貯蔵する設備」

を対象としている。 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は技術基準規則では

「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されている。 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「廃棄物貯

蔵設備の熱及び腐食への耐性」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「汚染拡大

防止の具体的対策」について記載がある。 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「放射性廃

棄物貯蔵設備からの漏えいの防止、漏えい拡大防止及び施設外への

漏えいの防止に関する準用」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-68 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

し、床ドレンファンネルの排出能力は考慮できるものとする。

ただし、床ドレンファンネルの排出機能を期待する場合は、そ

の機能が確実なものでなければならない。 

また、施設外へ漏えいすることを防止するための堰は、漏え

いの拡大を防止するための堰の想定に加え、開口を仮定する貯

蔵設備が設置されている区画内の床ドレンファンネルが排出機

能を喪失したとしても、流体状の放射性廃棄物の施設外への漏

えいを防止できる能力をもつものとする。 

 

 

（警報装置等） 

第四十七条 発電用原子炉施設には、その機械又は器具の機能の喪失、

誤操作その他の異常により発電用原子炉の運転に著しい支障を及ぼ

すおそれが発生した場合、第三十四条第一項第九号の放射性物質の

濃度又は同項第十二号及び第十三号の線量当量率が著しく上昇した

場合又は流体状の放射性廃棄物を処理し、又は貯蔵する設備から流

体状の放射性廃棄物が著しく漏えいするおそれが発生した場合にお

いてこれらを確実に検出して自動的に警報する装置を施設しなけれ

ばならない。  

【解釈】 

１ 第１項に規定する「警報する装置」とは、表示ランプ点灯だ

けでなく同時にブザー鳴動等を行うこと。  

２ 第１項における警報すべきそれぞれの場合に対しては、少な

くとも以下のものが施設されていること。 

 

 

第４７条 ＢＷＲ ＰＷＲ 

その機械又は器具の機

能の喪失、誤操作その他

の異常により発電用原

子炉の運転に著しい支

障を及ぼすおそれが発

生した場合 

原子炉水位低又は

高 

加圧器水位低又は

高 

原子炉圧力高 原子炉圧力高 

中性子束高  中性子束高 

原子炉建屋放射能

高 

原子炉格納容器内

放射能高 

主蒸気管放射能高 復水器排気放射能

高 

第３４条第１項第９号

の放射性物質の濃度又

は同条同項第１２号及

び第１３号の線量当量

率が著しく上昇した場

合 

排気筒放射能高 排気筒放射能高 

エリア放射線モニ

タ放射能高 

エリア放射線モニ

タ放射能高 

周辺監視区域放射

能高 

周辺監視区域放射

能高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「発電用原

子炉の運転に著しい支障を及ぼすおそれが発生した場合」について

記載がある。ただし，該当部分は，設置許可基準規則第三十一条に

おいて整理を行う。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「放射性物

質濃度又は線量当量率が著しく上昇した場合」について記載がある。

ただし，該当部分は，設置許可基準規則第三十条及び第三十一条に

て整理を行う。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「放射性廃

棄物の処理設備及び貯蔵設備から流体状放射性廃棄物が著しく漏え

いするおそれが発生した場合」について記載がある。 ただし，該

当部分は，設置許可基準規則第二十七条にて整理を行う。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「警報する

装置の定義」について記載がある。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「警報すべ

きそれぞれの場合」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

３ 第１項に規定する「放射性廃棄物が著しく漏えいするおそれ

が生じた場合にこれらを確実に検出して」とは、床への漏えい

又はそのおそれ（数滴程度の微少漏えいを除く。）を早期に検出

するよう、ポンプ及び弁からのシールリーク、タンクからのリ

ーク等により、通常の運転状態から逸脱が生じた場合に、タン

ク又はサンプの水位の異常変化を検出すること。 

 

 

 

 

３ 発電用原子炉施設には、発電用原子炉並びに一次冷却系統及び放

射性廃棄物を処理し、又は貯蔵する設備に係る主要な機械又は器具

の動作状態を表示する装置を施設しなければならない。 

【解釈】 

４ 第３項における表示すべき動作状態の種類は、ポンプの運

転・停止状態、弁の開・閉状態等を、表示方法としては表示ラ

ンプの点灯をいう。 

 

流体状の放射性廃棄物

を処理し、又は貯蔵する

設備から流体状の放射

性廃棄物が著しく漏え

いするおそれが発生し

た場合 

機器ドレン、床ドレ

ンの容器又はサン

プの水位 

機器ドレン、床ドレ

ンの容器又はサン

プの水位 

第３４条第１項第１４

号の水温が著しく上昇

した場合若しくは水位

が著しく下降した場合 

使用済燃料貯蔵プ

ール水温高 

使用済燃料貯蔵ピ

ット水温高 

使用済燃料貯蔵プ

ール水位低 

使用済燃料貯蔵ピ

ット水位低 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「具体的な

警報装置」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「放射性廃

棄物が著しく漏えいするおそれが生じた場合の検出」について記載

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「廃棄物処

理貯蔵設備に係る機械又は器具の動作状態表示装置」について記載

がある。 

 

 

 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（工場等周辺における直接線等からの防護） 

第二十九条 設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉

施設からの直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の空間線

量率が十分に低減できるものでなければならない。 

【解釈】 

１ 第２９条に規定する「工場等周辺の空間線量率が十分に低減

できる」とは、｢発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一

般公衆の線量評価について｣（平成元年３月２７日原子力安全委

員会了承）を踏まえ、ALARAの考え方の下、空気カーマで１年間

当たり 50マイクログレイ以下（工場等内にキャスクを設置する

場合にあっては、工場等内の他の施設からのガンマ線とキャス

クからの中性子及びガンマ線とを合算し、実効線量で１年間当

たり 50 マイクロシーベルト以下）となることを目標に、周辺

監視区域外における線量限度（１年間当たり１ミリシーベルト）

を十分下回る水準となるよう施設を設計することをいう。 

 

 

 

 

 

（生体遮蔽等） 

第四十二条 設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉

施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による工場等

周辺の空間線量率が原子力規制委員会の定める線量限度を十分下回

るように施設しなければならない。 

【解釈】 

１ 第１項においては、第２項で規定する従事者の放射線障害を

防止するために必要な生体遮蔽等を適切に施設することに加え

て、及び発電用原子炉施設と周辺監視区域境界までの距離とあ

いまって、敷地周辺の空間線量率を合理的に達成できる限り低

減し、周辺監視区域外における線量限度（年間１ｍＳｖ）に比

べ十分下回る水準とすること。ここで、「十分下回る水準」とは、

｢発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量

評価について（平成元年３月２７日原子力安全委員会了承）｣に

記載の空気カーマで年間５０μＧｙ程度（工場等内にキャスク

を設置する場合にあっては、工場等内の他の施設からのガンマ

線とキャスクからの中性子及びガンマ線とを合算し、実効線量

で年間５０μＳｖ程度）ををいう。 

 

２ 工場等内における外部放射線による放射線障害を防止する必要が

ある場所には、次に定めるところにより生体遮蔽を施設しなければ

ならない。 

 

一 放射線障害を防止するために必要な遮蔽能力を有するものであ

ること。 

【解釈】 

２ 第２項第１号に規定する「遮蔽能力を有する」とは、通常運

転時の作業員の被ばく線量が適切な作業管理と相まって、「核原

料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基

づく線量限度等を定める告示」第１条及び第５条を満足するこ

とをいい、これを遮蔽計算により確認すること。なお、既に供

用中の原子力発電施設にあっては、定期的な線量率の測定、従

事者の被ばく線量の確認により上記告示を満足していることを

確認すること。 

 

二 開口部又は配管その他の貫通部があるものにあっては、必要に

応じて放射線漏えい防止措置が講じられていること。 

【解釈】 

３ 第２項第２号に規定する「放射線漏えい防止措置」としては、

次の措置によること。 

（１）開口部を設ける場合、人が容易に接近できないような場所 

（通路の行き止まり部、高所等）への開口部設置  

（２）貫通部に対する遮蔽補強（スリーブと配管との間隙への遮

蔽材の充塡等） 

（３）線源機器と貫通孔との位置関係により、貫通孔から線源機

器が直視できない措置 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「空間線量

率低減のための生体遮蔽」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「放射線障

害防止のための生体遮蔽」について記載がある。 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「生体遮蔽

に求められる能力」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「開口部又

は配管その他の貫通部への放射線漏えい防止措置」について記載が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

 

４ 第４２条に規定する｢生体遮蔽｣及び遮蔽設計の具体的仕様に

関する規定（第２項第３号を除く。）は、日本電気協会「原子力

発電所放射線遮へい設計規程」(JEAC 4615-2008)の事故時の遮

蔽設計に係る事項を除き、本文及び解説４－５に以下の条件を

付したものによること。  

（１）４．１．２の適用に当たっては、「実効線量が１．３ｍＳｖ

/３月間以下となる区域は管理区域外として設定できる。」

を除き、また、「設定にあたっては、管理区域の外側で作業

する者」を「管理区域の外側の区域における遮蔽設計基準

線量率の設定に当たっては、その区域で作業する者」と、「超

える区域」を「超えるおそれがある区域」と、「運転開始後

の放射線管理の運用に支障のないよう」を「従事者の実効

線量限度である年間５０ｍＳｖ及び５年間で１００ｍＳｖ

を超えないように、」と読み替えるものとする。 

（２）解説４－５の適用に当たっては、［ＢＷＲ］(1)の「目的が

ある」を「ものとする」と、［ＢＷＲ］(2)の「外側区域の」

を「外側の区域における」と、「ものである」を「ものとす

る」と、［ＢＷＲ］(3)の「２次遮へいの外側区域の」を「２

次遮蔽は、その外側の区域における」と、「管理区域外の」

を「管理区域の外側の区域における」と、「減衰させる」を

「減衰させるものとする」と、［ＢＷＲ］(4)の「外側区域

の」を「外側の区域における」と、「ものである」を「もの

とする」と、［ＢＷＲ］(5)の「管理区域外の遮へい設計基

準線量率以下、及び事故時においても、制御室に留まり事

故対策操作を行う従事者が過度の被ばくを受けないように

設計する」を「管理区域の外側の区域における遮蔽設計基

準線量率以下となるように設計するものとする」と、［ＰＷ

Ｒ］(1)の「ものである」を「ものとする」と、［ＰＷＲ］

(2)の「ものである」を「ものとする」と、［ＰＷＲ］(3)の

「管理区域外の」を「管理区域の外側の区域における」と、

「ものである」を「ものとする」と、［ＰＷＲ］(4)の「補

助建屋内」を「補助遮蔽」と、「ものである」を「ものとす

る」と、［ＰＷＲ］(5)の「管理区域外の遮へい設計基準線

量率以下、及び事故時においても、制御室に留まり事故対

策操作を行う従事者が過度の被ばくを受けないように設計

する」を「管理区域の外側の区域における遮蔽設計基準線

量率以下となるように設計するものとする」と読み替える

ものとする。 

（「日本電気協会「原子力発電所放射線遮へい設計規程

(JEAC4615-2008)」に関する技術評価書」（平成２３年３月

原子力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）） 

 

三 自重、附加荷重及び熱応力に耐えるものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「生体遮蔽

に求められる能力」について記載がある。 
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9-別 2-72 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（放射線からの放射線業務従事者の防護） 

第三十条 設計基準対象施設は、外部放射線による放射線障害を防止

する必要がある場合には、次に掲げるものでなければならない。 

  

一 放射線業務従事者（実用炉規則第二条第二項第七号に規定する

放射線業務従事者をいう。以下同じ。）が業務に従事する場所にお

ける放射線量を低減できるものとすること。 

【解釈】 

１ 第１項第１号に規定する「放射線量を低減できる」とは、ALARA

の考え方の下、放射線業務従事者の作業性等を考慮して、遮蔽、

機器の配置、遠隔操作、放射性物質の漏えい防止及び換気等、所

要の放射線防護上の措置を講じた設計をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（生体遮蔽等） 

第四十二条  

２ 工場等内における外部放射線による放射線障害を防止する必要が

ある場所には、次に定めるところにより生体遮蔽を施設しなければ

ならない。 

一 放射線障害を防止するために必要な遮蔽能力を有するものであ

ること。  

【解釈】 

２ 第２項第１号に規定する「遮蔽能力を有する」とは、通常運

転時の作業員の被ばく線量が適切な作業管理と相まって、「核原

料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基

づく線量限度等を定める告示」第１条及び第５条を満足するこ

とをいい、これを遮蔽計算により確認すること。なお、既に供

用中の原子力発電施設にあっては、定期的な線量率の測定、従

事者の被ばく線量の確認により上記告示を満足していることを

確認すること。 

 

二 開口部又は配管その他の貫通部があるものにあっては、必要に

応じて放射線漏えい防止措置が講じられていること。 

【解釈】 

３ 第２項第２号に規定する「放射線漏えい防止措置」としては、

次の措置によること。 

（１）開口部を設ける場合、人が容易に接近できないような場所 

（通路の行き止まり部、高所等）への開口部設置  

（２）貫通部に対する遮蔽補強（スリーブと配管との間隙への遮

蔽材の充塡等）  

（３）線源機器と貫通孔との位置関係により、貫通孔から線源機

器が直視できない措置 

 

４ 第４２条に規定する｢生体遮蔽｣及び遮蔽設計の具体的仕様に

関する規定（第２項第３号を除く。）は、日本電気協会「原子力

発電所放射線遮へい設計規程」(JEAC 4615-2008)の事故時の遮

蔽設計に係る事項を除き、本文及び解説４－５に以下の条件を

付したものによること。  

（１）４．１．２の適用に当たっては、「実効線量が１．３ｍＳｖ

/３月間以下となる区域は管理区域外として設定できる。」

を除き、また、「設定にあたっては、管理区域の外側で作業

する者」を「管理区域の外側の区域における遮蔽設計基準

線量率の設定に当たっては、その区域で作業する者」と、「超

える区域」を超えるおそれがある区域」と、「運転開始後の

放射線管理の運用に支障のないよう」を「従事者の実効線

量限度である年間５０ｍＳｖ及び５年間で１００ｍＳｖを

超えないように、」と読み替えるものとする。 

（２）解説４－５の適用に当たっては、［ＢＷＲ］(1)の「目的が

ある」を「ものとする」と、［ＢＷＲ］(2)の「外側区域の」

を「外側の区域における」と、「ものである」を「ものとす

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「放射線量

を低減させる生体遮蔽」について記載がある。 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「生体遮蔽

に求められる能力」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「開口部又

は配管その他の貫通部への放射線漏えい防止措置」について記載が

ある。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る」と、［ＢＷＲ］(3)の「２次遮へいの外側区域の」を「２

次遮蔽は、その外側の区域における」と、「管理区域外の」

を「管理区域の外側の区域における」と、「減衰させる」を

「減衰させるものとする」と、［ＢＷＲ］(4)の「外側区域

の」を「外側の区域における」と、「ものである」を「もの

とする」と、［ＢＷＲ］(5)の「管理区域外の遮へい設計基

準線量率以下、及び事故時においても、制御室に留まり事

故対策操作を行う従事者が過度の被ばくを受けないように

設計する」を「管理区域の外側の区域における遮蔽設計基

準線量率以下となるように設計するものとする」と、［ＰＷ

Ｒ］(1)の「ものである」を「ものとする」と、［ＰＷＲ］

(2)の「ものである」を「ものとする」と、［ＰＷＲ］(3)の

「管理区域外の」を「管理区域の外側の区域における」と、

「ものである」を「ものとする」と、［ＰＷＲ］(4)の「補

助建屋内」を「補助遮蔽」と、「ものである」を「ものとす

る」と、［ＰＷＲ］(5)の「管理区域外の遮へい設計基準線

量率以下、及び事故時においても、制御室に留まり事故対

策操作を行う従事者が過度の被ばくを受けないように設計

する」を「管理区域の外側の区域における遮蔽設計基準線

量率以下となるように設計するものとする」と読み替える

ものとする。 

（「日本電気協会「原子力発電所放射線遮へい設計規程

(JEAC4615-2008)」に関する技術評価書」（平成２３年３月

原子力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）） 

 

三 自重、附加荷重及び熱応力に耐えるものであること。 

 

（放射性物質による汚染の防止）  

第四十一条 発電用原子炉施設のうち、人が頻繁に出入りする建物の

内部の壁、床その他の放射性物質により汚染されるおそれがある部

分であって、人が触れるおそれがある部分の表面は、放射性物質に

よる汚染を除去し易いものでなければならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「放射性物質により汚染されるおそれがあ

る部分であって、人が触れるおそれがある部分」とは、管理区

域内で人が頻繁に出入りする場所の床面、壁面（人が触れるお

それがある高さまで）、手摺、梯子をいう。また「表面は、放射

性物質による汚染を除去し易いもの」とは、当該表面が平滑に

施工されていること。 

 

２ 発電用原子炉施設には、人が触れるおそれがある物の放射性物質

による汚染を除去する設備を施設しなければならない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「生体遮蔽

に求められる能力」について記載がある。 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「発電用原

子炉施設の汚染除去の容易性」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「発電用原

子炉施設の汚染除去設備」について記載がある。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

二 放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故

時において、迅速な対応をするために必要な操作ができるものとす

ること。 

２ 工場等には、放射線から放射線業務従事者を防護するため、放射

線管理施設を設けなければならない。 

【解釈】 

２ 第２項に規定する「放射線管理施設」とは、放射線被ばくを

監視及び管理するため、放射線業務従事者の出入管理、汚染管

理及び除染等を行う施設をいう。 

３ 放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報を原子炉制御室そ

の他当該情報を伝達する必要がある場所に表示できる設備（安全施

設に属するものに限る。）を設けなければならない。 

【解釈】 

３ 第３項に規定する「必要な情報を原子炉制御室その他当該情

報を伝達する必要がある場所に表示できる」とは、原子炉制御

室において放射線管理に必要なエリア放射線モニタによる空間

線量率を、また、伝達する必要がある場所において管理区域に

おける空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度及び床面等の

放射性物質の表面密度をそれぞれ表示できることをいう。 

（換気設備） 

第四十三条 発電用原子炉施設内の放射性物質により汚染された空気

による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に定めるとこ

ろにより換気設備を施設しなければならない。 

一 放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであ

ること。 

二 放射性物質により汚染された空気が漏えい及び逆流し難い構造

であること。 

【解釈】 

１ 第２号に規定する「漏えいし難い構造」とは、ダクトであっ

て内包する流体の放射線物質の濃度が３７ｍＢｑ／ｃｍ３以上

のもの（クラス４管）は、第１７条に基づく構造とするととも

に第２１条の耐圧試験により漏えいし難い構造であることが確

認されていることをいう。また、「逆流し難い構造」とは、ファ

ン、逆流防止用ダンパー等を設けることをいう。

四 吸気口は、放射性物質により汚染された空気を吸入し難いように

施設すること。 

【解釈】 

４ 第４号に規定する「汚染された空気を吸入し難い」は、排気

筒から十分に離れた位置に設置することをいう。 

（警報装置等）  

第四十七条 発電用原子炉施設には、その機械又は器具の機能の喪失、

誤操作その他の異常により発電用原子炉の運転に著しい支障を及ぼ

すおそれが発生した場合、第三十四条第一項第九号の放射性物質の

濃度又は同項第十二号及び第十三号の線量当量率が著しく上昇した

場合又は流体状の放射性廃棄物を処理し、又は貯蔵する設備から流

体状の放射性廃棄物が著しく漏えいするおそれが発生した場合にお

いてこれらを確実に検出して自動的に警報する装置を施設しなけれ

ばならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「警報する装置」とは、表示ランプ点灯だ

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「汚染空気

による放射線障害を防止するために施設する換気設備」について記

載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「換気設備

に必要な換気能力」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「換気設備

における汚染空気の漏えい及び逆流防止構造」について記載がある。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「換気設備

吸気口の汚染空気吸入防止」について記載がある。

○設置許可基準規則で「運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故

時における操作性」について記載がある。

○設置許可基準規則で「放射線管理施設」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「発電用原

子炉の運転に著しい支障を及ぼすおそれが発生した場合」について

記載がある。ただし，該当部分は，設置許可基準規則第三十一条に

おいて整理を行う。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「周辺監視

区域隣接地域における線量当量率が著しく上昇した場合」について

記載がある。 ただし，該当部分は，設置許可基準規則第三十一条

にて整理を行う。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「放射性廃

棄物の処理設備又は貯蔵設備から流体状放射性廃棄物が著しく漏え



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-75 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

 けでなく同時にブザー鳴動等を行うこと。  

２ 第１項における警報すべきそれぞれの場合に対しては、少な

くとも以下のものが施設されていること。 

３ 第１項に規定する「放射性廃棄物が著しく漏えいするおそれ

が生じた場合にこれらを確実に検出して」とは、床への漏えい

又はそのおそれ（数滴程度の微少漏えいを除く。）を早期に検出

するよう、ポンプ及び弁からのシールリーク、タンクからのリ

ーク等により、通常の運転状態から逸脱が生じた場合に、タン

ク又はサンプの水位の異常変化を検出すること。 

 

（計測装置） 

第三十四条 発電用原子炉施設には、次に掲げる事項を計測する装置

を施設しなければならない。ただし、直接計測することが困難な場

合は、当該事項を間接的に測定する装置を施設することをもって、

これに代えることができる。  

【解釈】 

１ 第３４条における計測する手段としてはサンプリングによる

測定、演算（炉周期）が含まれる。 

第１項第１１号の計測の場合、「間接的に測定する装置を施設

することをもって、これに代えることができる。」とは、排水路

第４７条 ＢＷＲ ＰＷＲ 

その機械又は器具の機能

の喪失、誤操作その他の異

常により発電用原子炉の

運転に著しい支障を及ぼ

すおそれが発生した場合 

原子炉水位低又

は高 

加圧器水位低又

は高 

原子炉圧力高 原子炉圧力高 

中性子束高  中性子束高 

原子炉建屋放射

能高 

原子炉格納容器

内放射能高  

主蒸気管放射能

高 

復水器排気放射

能高 

第３４条第１項第９号の

放射性物質の濃度又は同

条同項第１２号及び第１

３号の線量当量率が著し

く上昇した場合 

排気筒放射能高 排気筒放射能高 

エリア放射線モ

ニタ放射能高 

エリア放射線モ

ニタ放射能高 

周辺監視区域放

射能高 

周辺監視区域放

射能高 

流体状の放射性廃棄物を

処理し、又は貯蔵する設備

から流体状の放射性廃棄

物が著しく漏えいするお

それが発生した場合 

機器ドレン、床ド

レンの容器又は

サンプの水位 

機器ドレン、床ド

レンの容器又は

サンプの水位 

第３４条第１項第１４号

の水温が著しく上昇した

場合若しくは水位が著し

く下降した場合 

使用済燃料貯蔵

プール水温高 

使用済燃料貯蔵

ピット水温高 

使用済燃料貯蔵

プール水位低 

使用済燃料ピッ

ト貯蔵水位低 

いするおそれが発生した場合」について記載がある。 ただし，該

当部分は，設置許可基準規則第二十七条及び第二十八条にて整理を

行う。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「警報する

装置の定義」について記載がある。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「警報すべ

きそれぞれの場合」について記載がある。 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「具体的な

警報装置」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「直接計測

困難時の代替手段」について記載がある。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

の出口又はこれに近接する箇所における放射性物質の濃度を直

接測定することが技術的に困難な場合、排水路の上流における

濃度を測定することをいう。 

 

六 原子炉格納容器内の圧力、温度、可燃性ガスの濃度、放射性物

質の濃度及び線量当量率 

【解釈】 

２ 第１項第６号に規定する「可燃性ガスの濃度」とは、ＢＷＲ

においては、酸素・水素ガス濃度、ＰＷＲにおいては、水素ガ

ス濃度をいう。 

 

七 主蒸気管中及び空気抽出器その他の蒸気タービン又は復水器に

接続する設備であって放射性物質を内包する設備の排ガス中の放

射性物質の濃度 

【解釈】 

３ 第１項第７号はＢＷＲに対して、第８号はＰＷＲに対して適

用される。 

 

八 蒸気発生器の出口における二次冷却材の圧力、温度及び流量並

びに二次冷却材中の放射性物質の濃度 

 

九 排気筒の出口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性

物質の濃度 

 

十 排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の

濃度 

 

十一 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域（管理区域

のうち、その場所における外部放射線に係る線量のみが実用炉規

則第二条第二項第四号に規定する線量を超えるおそれがある場所

を除いた場所をいう。以下同じ。）内に開口部がある排水路の出口

又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度 

【解釈】 

４ 第１項第１１号に規定する「放射性物質により汚染するおそ

れがある管理区域」とは、管理区域を規定する以下の３要素の

うち外部放射線に係る線量のみが「核原料物質又は核燃料物質

の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定め

る告示」に規定される基準を超える管理区域以外の管理区域を

いい、３要素のうちＡ、Ｂ及びＣの組み合わせ、ＡとＢ若しく

はＡとＣの組み合わせ、ＢとＣの組み合わせ又はＢ若しくはＣ

のみで規定される管理区域のことをいう。この場合において、

管理区域の３要素は以下による。 

Ａ．その場所における外部放射線に係る線量が別に告示する実

効線量を超えるおそれがあるもの。 

Ｂ．空気中の放射性物質（空気又は水のうちに自然に含まれて

いるものを除く。）の濃度が別に告示する濃度を超えるおそ

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「放射線管

理に必要な具体的な計測項目」について記載がある。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

れがあるもの。 

Ｃ．放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密

度が別に告示する密度を超えるおそれがあるもの。 

十二 管理区域内において人が常時立ち入る場所その他放射線管理

を特に必要とする場所（燃料取扱場所その他の放射線業務従事者

に対する放射線障害の防止のための措置を必要とする場所をい

う。）の線量当量率 

 

十三 周辺監視区域に隣接する地域における空間線量率及び放射性

物質の濃度 

【解釈】 

５ 第１項第１３号に規定する装置のうち、恒設のモニタリング

設備については、非常用電源設備に接続するか、無停電電源装

置などにより電源復旧までの期間の電気の供給を担保できる設

計であること。また、必要な情報を原子炉制御室又は適切な場

所に表示できる設計であること。さらに、そのデータ伝送系は

多様性を有する設計であること。 

 

４ 第一項第一号及び第三号から第十五号までに掲げる事項を計測す

る装置にあっては、計測結果を表示し、記録し、及びこれを保存す

ることができるものでなければならない。ただし、設計基準事故時

の放射性物質の濃度及び線量当量率を計測する主要な装置以外の装

置であって、断続的に試料の分析を行う装置については、運転員そ

の他の従事者が測定結果を記録し、及びこれを保存し、その記録を

確認することをもって、これに代えることができる。 

【解釈】 

６ 第４項に規定する「計測する装置にあっては、計測結果を表

示し、記録し、及びこれを保存する」には、計測、計測結果の

表示、記録及び保存を、複数の装置の組み合わせにより実現し

てもよい。 

７ 第４項に規定する「設計基準事故時の放射性物質の濃度及び

線量当量率を計測する主要な装置」とは、「発電用軽水型原子炉

施設における事故時の放射線計測に関する審査指針（昭和５６

年７月２３日原子力安全委員会決定）」に定める放射線計測系の

分類１及び２の計測装置をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「計測結果

の記録及び保管」について記載がある。ただし，該当部分は，設置許

可基準規則第二十三条において整理を行う。 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（監視設備）  

第三十一条 発電用原子炉施設には、通常運転時、運転時の異常な過

渡変化時及び設計基準事故時において、当該発電用原子炉施設及び

その境界付近における放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及

び測定し、並びに設計基準事故時における迅速な対応のために必要

な情報を原子炉制御室その他当該情報を伝達する必要がある場所に

表示できる設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければな

らない。 

【解釈】 

１ 設計基準において発電用原子炉施設の放射線監視を求めてい

る。 

２ 第３１条に規定する「放射性物質の濃度及び放射線量を監視

し、及び測定し」とは、原子炉格納容器内雰囲気又は発電用原

子炉施設の周辺監視区域周辺において、サンプリングや放射線

モニタ等により放射性物質の濃度及び空間線量率を測定及び監

視し、かつ、設計基準事故時に迅速な対策処理が行えるように

放射線源、放出点、原子力発電所周辺及び予想される放射性物

質の放出経路等の適切な場所を測定及び監視することをいう。 

３ 第３１条において、通常運転時における環境放出気体・液体

廃棄物の測定及び監視については、「発電用軽水型原子炉施設に

おける放出放射性物質の測定に関する指針」（昭和５３年９月２

９日原子力委員会決定）において定めるところによる。 

４ 第３１条において、設計基準事故時における測定及び監視に

ついては、「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計

測に関する審査指針」（昭和５６年７月２３日原子力安全委員会

決定）において定めるところによる。 

５ 第３１条において、モニタリングポストについては、非常用

所内電源に接続しない場合、無停電電源等により電源復旧まで

の期間を担保できる設計であること。また、モニタリングポス

トの伝送系は多様性を有する設計であること。 

 

 

 

 

（計測装置） 

第三十四条 発電用原子炉施設には、次に掲げる事項を計測する装置

を施設しなければならない。ただし、直接計測することが困難な場

合は、当該事項を間接的に測定する装置を施設することをもって、

これに代えることができる。 

【解釈】 

１ 第３４条における計測する手段としてはサンプリングによる

測定、演算（炉周期）が含まれる。第１項第１１号の計測の場

合、「間接的に測定する装置を施設することをもって、これに代

えることができる。」とは、排水路の出口又はこれに近接する箇

所における放射性物質の濃度を直接測定することが技術的に困

難な場合、排水路の上流における濃度を測定することをいう。 

 

一 炉心における中性子束密度 

 

二 炉周期 

 

三 制御棒の位置及び液体制御材を使用する場合にあっては、その

濃度 

 

四 一次冷却材に関する次の事項 

イ 放射性物質及び不純物の濃度 

ロ 原子炉圧力容器の入口及び出口における圧力、温度及び流量 

 

五 原子炉圧力容器（加圧器がある場合は、加圧器）内及び蒸気発

生器内の水位 

 

六 原子炉格納容器内の圧力、温度、可燃性ガスの濃度、放射性物

質の濃度及び線量当量率 

【解釈】 

２ 第１項第６号に規定する「可燃性ガスの濃度」とは、ＢＷＲ

においては、酸素・水素ガス濃度、ＰＷＲにおいては、水素ガ

ス濃度をいう。 

 

七 主蒸気管中及び空気抽出器その他の蒸気タービン又は復水器に

接続する設備であって放射性物質を内包する設備の排ガス中の放

射性物質の濃度 

【解釈】 

３ 第１項第７号はＢＷＲに対して、第８号はＰＷＲに対して適

用される。 

 

八 蒸気発生器の出口における二次冷却材の圧力、温度及び流量並

びに二次冷却材中の放射性物質の濃度 

 

九 排気筒の出口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性

物質の濃度 

 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は技術基準規則では

「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されている。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「間接的に

測定する装置の施設」及び「具体的な計測装置」について記載があ

る。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

 

十 排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の

濃度 

 

十一 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域（管理区域

のうち、その場所における外部放射線に係る線量のみが実用炉規

則第二条第二項第四号に規定する線量を超えるおそれがある場所

を除いた場所をいう。以下同じ。）内に開口部がある排水路の出口

又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度 

【解釈】 

１ 第３４条における計測する手段としてはサンプリングによる

測定、演算（炉周期）が含まれる。第１項第１１号の計測の場

合、「間接的に測定する装置を施設することをもって、これに

代えることができる。」とは、排水路の出口又はこれに近接す

る箇所における放射性物質の濃度を直接測定することが技術的

に困難な場合、排水路の上流における濃度を測定することをい

う。 

４ 第１項第１１号に規定する「放射性物質により汚染するおそ

れがある管理区域」とは、管理区域を規定する以下の３要素の

うち外部放射線に係る線量のみが「核原料物質又は核燃料物質

の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定め

る告示」に規定される基準を超える管理区域以外の管理区域を

いい、３要素のうちＡ、Ｂ及びＣの組み合わせ、ＡとＢ若しく

はＡとＣの組み合わせ、ＢとＣの組み合わせ又はＢ若しくはＣ

のみで規定される管理区域のことをいう。この場合において、

管理区域の３要素は以下による。 

Ａ．その場所における外部放射線に係る線量が別に告示する実

効線量を超えるおそれがあるもの。 

Ｂ．空気中の放射性物質（空気又は水のうちに自然に含まれて

いるものを除く。）の濃度が別に告示する濃度を超えるおそ

れがあるもの。 

Ｃ．放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密

度が別に告示する密度を超えるおそれがあるもの。 

 

十二 管理区域内において人が常時立ち入る場所その他放射線管理

を特に必要とする場所（燃料取扱場所その他の放射線業務従事者

に対する放射線障害の防止のための措置を必要とする場所をい

う。）の線量当量率 

 

十三 周辺監視区域に隣接する地域における空間線量率及び放射性

物質の濃度 

【解釈】 

５ 第１項第１３号に規定する装置のうち、恒設のモニタリング設

備については、非常用電源設備に接続するか、無停電電源装置

などにより電源復旧までの期間の電気の供給を担保できる設計

であること。また、必要な情報を原子炉制御室又は適切な場所

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「管理区域

の定義」について記載がある。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

に表示できる設計であること。さらに、そのデータ伝送系は多

様性を有する設計であること。 

 

十四 使用済燃料その他高放射性の燃料体を貯蔵する水槽の水温及

び水位 

 

十五 敷地内における風向及び風速 

 

３ 第一項第十二号から第十四号までに掲げる事項を計測する装置

（同項第十二号に掲げる事項を計測する装置にあっては、燃料取扱

設備及び燃料貯蔵設備に属するものに限る。）にあっては、外部電源

が喪失した場合においてもこれらの事項を計測することができるも

のでなければならない。 

 

４ 第一項第一号及び第三号から第十五号までに掲げる事項を計測す

る装置にあっては、計測結果を表示し、記録し、及びこれを保存す

ることができるものでなければならない。ただし、設計基準事故時

の放射性物質の濃度及び線量当量率を計測する主要な装置以外の装

置であって、断続的に試料の分析を行う装置については、運転員そ

の他の従事者が測定結果を記録し、及びこれを保存し、その記録を

確認することをもって、これに代えることができる。 

【解釈】 

６ 第４項に規定する「計測する装置にあっては、計測結果を表

示し、記録し、及びこれを保存する」には、計測、計測結果の

表示、記録及び保存を、複数の装置の組み合わせにより実現し

てもよい。 

７ 第４項に規定する「設計基準事故時の放射性物質の濃度及び

線量当量率を計測する主要な装置」とは、「発電用軽水型原子炉

施設における事故時の放射線計測に関する審査指針（昭和５６

年７月２３日原子力安全委員会決定）」に定める放射線計測系の

分類１及び２の計測装置をいう。 

 

（警報装置等） 

第四十七条 発電用原子炉施設には、その機械又は器具の機能の喪失、

誤操作その他の異常により発電用原子炉の運転に著しい支障を及ぼ

すおそれが発生した場合、第三十四条第一項第九号の放射性物質の

濃度又は同項第十二号及び第十三号の線量当量率が著しく上昇した

場合又は流体状の放射性廃棄物を処理し、又は貯蔵する設備から流

体状の放射性廃棄物が著しく漏えいするおそれが発生した場合にお

いてこれらを確実に検出して自動的に警報する装置を施設しなけれ

ばならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「警報する装置」とは、表示ランプ点灯だ

けでなく同時にブザー鳴動等を行うこと。 

２ 第１項における警報すべきそれぞれの場合に対しては、少な

くとも以下のものが施設されていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「外部電源

喪失時の計測」について記載がある。 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「計測結果

の記録及び保存」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「発電用原

子炉の運転に支障を及ぼす要因」について記載がある。 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「放射性廃

棄物の処理設備及び貯蔵設備から流体状放射性廃棄物が著しく漏え

いするおそれが発生した場合」について記載がある。 ただし，該

当部分は，設置許可基準規則第二十七条及び第二十八条にて整理を

行う。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「警報する

装置の定義」について記載がある。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「警報すべ

きそれぞれの場合」について記載がある。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

３ 第１項に規定する「放射性廃棄物が著しく漏えいするおそれ

が生じた場合にこれらを確実に検出して」とは、床への漏えい

又はそのおそれ（数滴程度の微少漏えいを除く。）を早期に検出

するよう、ポンプ及び弁からのシールリーク、タンクからのリ

ーク等により、通常の運転状態から逸脱が生じた場合に、タン

ク又はサンプの水位の異常変化を検出すること。

第４７条 ＢＷＲ ＰＷＲ 

その機械又は器具の機能

の喪失、誤操作その他の

異常により発電用原子炉

の運転に著しい支障を及

ぼすおそれが発生した場

合 

原子炉水位低又

は高 

加圧器水位低又

は高 

原子炉圧力高 原子炉圧力高 

中性子束高 中性子束高 

原子炉建屋放射

能高 

原子炉格納容器

内放射能高  

主蒸気管放射能

高 

復水器排気放射

能高 

第３４条第１項第９号の

放射性物質の濃度又は同

条同項第１２号及び第１

３号の線量当量率が著し

く上昇した場合 

排気筒放射能高 排気筒放射能高 

エリア放射線モ

ニタ放射能高

エリア放射線モ

ニタ放射能高

周辺監視区域放

射能高 

周辺監視区域放

射能高 

流体状の放射性廃棄物を

処理し、又は貯蔵する設

備から流体状の放射性廃

棄物が著しく漏えいする

おそれが発生した場合 

機器ドレン、床

ドレンの容器又

はサンプの水位 

機器ドレン、床ド

レンの容器又は

サンプの水位

第３４条第１項第１４号

の水温が著しく上昇した

場合若しくは水位が著し

く下降した場合 

使用済燃料貯蔵

プール水温高 

使用済燃料貯蔵

ピット水温高 

使用済燃料貯蔵

プール水位低 

使用済燃料貯蔵

ピット水位低 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「具体的な

警報装置」について記載がある。
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（原子炉格納施設） 

第三十二条 原子炉格納容器は、一次冷却系統に係る発電用原子炉施

設が損壊し、又は故障した場合において漏えいする放射性物質が公

衆に放射線障害を及ぼさないようにするため、想定される最大の圧

力、最高の温度及び適切な地震力に十分に耐えることができ、かつ、

適切に作動する隔離機能と併せて所定の漏えい率を超えることがな

いものでなければならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「想定される最大の圧力、最高の温度及び

適切な地震力」とは、原子炉格納容器の設計の妥当性について

判断するための想定事象をいい、原子炉格納容器の機能の確保

に障害となる圧力及び温度の上昇、動荷重の発生、可燃性ガス

の発生並びに放射性物質の濃度について評価した結果が、それ

ぞれの判断基準に対し最も厳しくなる事象をいう。具体的には、

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」に定

めるところによる。 

２ 第１項について、具体的な評価は「ＢＷＲ．ＭＡＲＫⅡ型格

納容器圧力抑制系に加わる動荷重の評価指針」（昭和５６年７月

２０日原子力安全委員会決定）等による。 

２ 原子炉格納容器バウンダリを構成する設備は、通常運転時、運転

時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じない

よう、十分な破壊じん性を有するものでなければならない。 

３ 原子炉格納容器を貫通する配管には、隔離弁（安全施設に属する

ものに限る。次項及び第五項において同じ。）を設けなければならな

い。ただし、計測装置又は制御棒駆動装置に関連する配管であって、

当該配管を通じての漏えい量が十分許容される程度に抑制されてい

るものについては、この限りでない。 

４ 主要な配管（事故の収束に必要な系統の配管を除く。）に設ける隔

離弁は、設計基準事故時に隔離機能の確保が必要となる場合におい

て、自動的、かつ、確実に閉止される機能を有するものでなければ

ならない。 

（原子炉格納施設） 

第四十四条 発電用原子炉施設には、一次冷却系統に係る発電用原子

炉施設の損壊又は故障の際に漏えいする放射性物質が公衆に放射線

障害を及ぼすおそれがないよう、次に定めるところにより原子炉格

納施設を施設しなければならない。  

一 原子炉格納容器にあっては、次に定めるところによること。 

イ 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の際に

想定される最大の圧力及び最高の温度に耐えること。

【解釈】 

１ 第１号イに規定する「想定される最大の圧力及び最高の温度

に耐えること」とは、安全評価指針付録１の３．４に示す下記

の２項目の解析の条件により確認できる。  

ａ）原子炉冷却材喪失（ＰＷＲ、ＢＷＲ）  

ｂ）動荷重の発生（ＢＷＲ） 

ロ 原子炉格納容器に開口部を設ける場合には気密性を確保する

こと。 

ハ 原子炉格納容器を貫通する箇所及び出入口は、想定される漏

えい量その他の漏えい試験に影響を与える環境条件に応じて漏

えい試験ができること。 

【解釈】 

２ 第１号ハに規定する「漏えい試験ができる」とは、漏えい率

試験規程 2008 又は漏えい率試験規程 2017 の規定に「日本電気

協会「原子炉格納容器の漏えい率試験規程（JEAC 4203）」の適

用に当たって（別記－８）」の要件を付した試験ができること。 

（「日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい率試験規程」

（JEAC4203-2008）に関する技術評価書」（平成２１年２月原子

力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ））及び「日本

電気協会「原子力発電所用機器における渦電流探傷試験指針

（JEAG 4217-2018）、軽水型原子力発電所用機器の供用期間中検

査における超音波探傷試験規程（JEAC 4207-2016）及び原子炉

格納容器の漏えい率試験規程（JEAC4203-2017）」に関する技術

評価書」（原規技発第 2107219号（令和３年７月２１日原子力規

制委員会決定））） 

二 原子炉格納容器を貫通して取り付ける管には、次により隔離弁

（閉鎖隔離弁（ロック装置が付されているものに限る。）又は自動

隔離弁（隔離機能がない逆止め弁を除く。）をいう。以下同じ。）

を設けること。 

○設置許可基準規則で「地震力に十分に耐えること」について記載が

ある。

○設置許可基準規則で「隔離機能と併せて所定の漏えい率を超えない

こと」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「格納容器

開口部気密性の確保」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「格納容器

貫通箇所及び出入口の漏えい試験」について記載がある。

○設置許可基準規則で「原子炉格納容器バウンダリを構成する設備の

破壊じん性」について記載がある。

○主語の相違【結果：相違なし】

設置許可基準規則は「隔離弁（安全施設に係るものに限る。」，技術

基準規則は「隔離弁（閉鎖隔離弁」を対象としている。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「ロック装

置付き閉鎖隔離弁」について記載がある
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

【解釈】 

３ 第４項に規定する「隔離弁」とは、自動隔離弁（設計基準事

故時に十分な隔離機能を発揮するように配慮された逆止弁を含

む。）、通常時にロックされた閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。

上記でいう「設計基準事故時に十分な隔離機能を発揮するよう

に配慮された逆止弁」とは、原子炉格納容器壁を貫通する配管

に、原子炉格納容器内外いずれかの位置で破損が生じ、その逆

止弁に対する逆圧が全て喪失した条件においても、必要な隔離

機能が重力等によって維持されるように設計された逆止弁をい

う。 

４ 第４項に規定する「主要な配管」とは、隔離弁を設けなけれ

ばならない配管系のうち、高温運転時に隔離弁が閉止されてい

るように設計された配管を除き、通常運転状態のまま放置すれ

ば原子炉格納容器からの許容されない漏えいの原因となるおそ

れがある配管をいう。 

５ 第４項に規定する「自動的、かつ、確実に閉止される機能」

とは、安全保護系からの原子炉格納容器隔離信号等により自動

的に閉止され、かつ、隔離弁以外の隔離障壁とあいまって、単

一故障の仮定に加え、外部電源が利用できない場合においても

原子炉格納容器からの放射性物質の漏えいを低減し得ることを

いう。  

６ 第４項に規定する「事故の収束に必要な系統の配管を除く」

とは、非常用炉心冷却系の配管等、その系統に期待される安全

機能を阻害しないために、自動隔離信号によって閉止すること

を要しないことをいう。ただし、その場合であっても、それら

の配管系により、原子炉格納容器の隔離機能が失われてはなら

ない。 

なお、自動的に閉止される隔離弁も事故後の必要な処置のた

め隔離解除が考慮されていなければならない。 

５ 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより隔離弁を設けな

ければならない。 

一 原子炉格納容器に近接した箇所に設置するものとすること。 

二 原子炉格納容器内に開口部がある配管又は原子炉冷却材圧力バ

ウンダリに接続している配管のうち、原子炉格納容器の外側で閉

じていないものにあっては、原子炉格納容器の内側及び外側にそ

れぞれ一個の隔離弁を設けるものとすること。ただし、その一方

の側の設置箇所における配管の隔離弁の機能が、湿気その他隔離

【解釈】 

３ 第２号に規定する「閉鎖隔離弁（ロック装置が付されている

ものに限る。）」とはキーロックにて管理されている遠隔操作閉

止弁及びチェーンロックにて管理されている手動弁も含む。 

４ 第２号に規定する「自動隔離弁」とは、次のいずれかの設備

をいう。  

・安全保護装置からの信号により、自動的に閉鎖する動力駆動

による隔離弁

・隔離機能を有する逆止弁（強制閉鎖装置が付設しているもの、

又は、逆止弁に対する逆圧が全て喪失した場合にあっても必

要な隔離機能が重力等に維持される逆止弁）

イ 原子炉格納容器に取り付ける管であって原子炉格納容器を貫

通するものには、当該貫通箇所の内側及び外側であって近接し

た箇所に一個の隔離弁を施設すること。

ロ イの規定にかかわらず、次に掲げるところにより隔離弁を施

設することをもって、イの規定による隔離弁の設置に代えるこ

とができる。
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弁の機能に影響を与える環境条件によって著しく低下するおそれ

があると認められるときは、貫通箇所の外側であって近接した箇

所に二個の隔離弁を設けることをもって、これに代えることがで

きる。 

【解釈】 

７ 第５項第２号に規定する「原子炉格納容器の外側で閉じてい

ないもの」とは、設計基準事故時の配管系の状態を考慮し、隔

離されない場合、原子炉格納容器内雰囲気から外部への放射性

物質の許容されない放出の経路となるものをいう。 

三 原子炉格納容器を貫通し、貫通箇所の内側又は外側において閉

じている配管にあっては、原子炉格納容器の外側に一個の隔離弁

を設けるものとすること。ただし、当該格納容器の外側に隔離弁

を設けることが困難である場合においては、原子炉格納容器の内

側に一個の隔離弁を適切に設けることをもって、これに代えるこ

とができる。  

四 前二号の規定にかかわらず、配管に圧力開放板を適切に設ける

ときは、原子炉格納容器の内側又は外側に通常時において閉止さ

れた一個の隔離弁を設けることをもって、前二号の規定による隔

離弁の設置に代えることができる。 

【解釈】 

８ 第５項第４号に規定する「圧力開放板」の設置は、別途設置さ

れる重大事故緩和設備の機能に影響を与えないことが示される場

合に限り設置できるものとし、その場合、格納容器設計圧力を下

回る設定圧で圧力開放板を開放させてもよい。 

（２） 貫通箇所の内側又は外側に隔離弁を設ける場合には、一

方の側の設置箇所における管であって、湿気その他の隔離弁

の機能に影響を与える環境条件によりその隔離弁の機能が著

しく低下するおそれがあると認められるものにあっては、貫

通箇所の外側であって近接した箇所に二個の隔離弁を施設す

ること。

【解釈】 

７ 第２号ロ（２）に規定する「湿気その他の隔離弁の機能に影

響を与える環境条件によりその隔離弁の機能が著しく低下する

おそれがあると認められるもの」とは、湿気や水滴等により隔

離弁の駆動機構等の機能が著しく低下するおそれがある管、配

管が狭隘部を貫通する場合であって貫通部に近接した箇所に設

置できないことにより隔離弁の機能が著しく低下するおそれが

ある管をいう。 

（１） 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設内及び原子炉格納

容器内に開口部がなく、かつ、一次冷却系統に係る発電用原

子炉施設の損壊の際に損壊するおそれがない管又は一次冷却

系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常の際に構造

上内部に滞留する液体により原子炉格納容器内の放射性物質

が外部へ漏えいするおそれがない管にあっては、貫通箇所の

内側又は外側の近接した箇所に一個の隔離弁を施設するこ

と。 

【解釈】 

５ 第２号ロ（１）に規定する「一次冷却系統に係る発電用原子

炉施設内及び原子炉格納容器内に開口部がなく」とは、原子炉

格納容器の内側で閉じた系を構成する管をいう。この場合にお

いて、隔離弁は遠隔操作にて閉止可能な弁でもよい。 

６ 第２号ロ（１）に規定する「構造上内部に滞留する液体によ

り原子炉格納容器内の放射性物質が外部へ漏えいするおそれが

ない管」は、以下の要件を満たすこと。 

－ 原子炉冷却材喪失事故時においても原子炉格納容器内にお

いて水封が維持されること  

－ 原子炉格納容器外側で閉じた系を構成すること 

－ 格納容器外へ導かれた水の漏えいによる放射性物質の放出

量が、原子炉冷却材喪失事故の格納容器内気相部からの漏え

いによる放出量に比べて十分小さいこと 

（３） 前二号の規定にかかわらず、配管に圧力開放板を適切に

設ける場合には、原子炉格納容器の内側又は外側に通常時に

おいて閉止された一個の隔離弁を設けること。

ハ イ及びロの規定にかかわらず、次の場合には隔離弁を設ける

ことを要しない。

（１） 設計基準事故及び重大事故等の収束に必要な系統の配管

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「隔離弁の

機能が著しく低下するおそれがあると認められる条件」について記

載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「隔離弁の

施設数を一個とする場合の条件」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「隔離弁を

設けなくてよい場合の条件」について記載がある。
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

五 閉止後において駆動動力源が喪失した場合においても隔離機能

が失われないものとすること。 

６ 発電用原子炉施設には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設が

損壊し、又は故障した際に生ずる原子炉格納容器内の圧力及び温度

の上昇により原子炉格納容器の健全性に支障が生ずることを防止す

るため、原子炉格納容器内において発生した熱を除去する設備（安

全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。 

【解釈】 

９ 第６項に規定する「原子炉格納容器内において発生した熱を

除去する設備」とは、原子炉格納容器設計用の想定事象に対し、

原子炉格納容器内の圧力及び温度を十分に低下させ得る機能を

に隔離弁を設けることにより安全性を損なうおそれがあり、

かつ、当該系統の配管により原子炉格納容器の隔離機能が失

われない場合 

【解釈】 

８ 第２号ハ（１）に規定する「配管」とは、第３２条で規定す

る非常用炉心冷却設備又は第４４条第３号、第４号（ただし、

ＢＷＲの非常用ガス処理設備及びＰＷＲのアニュラス空気浄化

設備を除く）及び第５号で規定する原子炉格納容器を貫通する

配管、その他隔離弁を設けることにより安全性に支障を生じる

おそれがある配管をいう。ただし、原則遠隔操作が可能であり、

隔離機能を有する弁（事故時に容易に閉鎖可能であり、運転管

理により確実に対応できることが確認されている場合は手動操

作弁も含む）を設置すること。 

（２） 計測制御系統施設又は制御棒駆動装置に関連する配管で

あって、当該配管を通じての漏えい量が十分許容される程度

に抑制されているものの場合

【解釈】 

９ 第２号ハ（２）に規定する「配管を通じての漏えい量が十分

許容される程度に抑制されているもの」とは、ＢＷＲの原子炉

圧力容器計装用及び格納容器計装用の配管、ＰＷＲの格納容器

圧力検出用の計測用配管、ＢＷＲの制御棒駆動水圧系配管のよ

うに安全上重要な計測系配管又は制御系配管であって、口径が

小さい配管をいう。 

ここで、原子炉冷却材圧力バウンダリに接続される一次格納

容器を貫通する計測系配管について隔離弁を設けない場合に

は、オリフィス又は過流量防止逆止弁の設置等流出量抑制対策

を講じること。 

ニ 隔離弁は、閉止後において駆動動力源が喪失した場合において

も隔離機能が失われないこと。

ホ 隔離弁は、想定される漏えい量その他の漏えい試験に影響を与

える環境条件に応じて漏えい試験ができること。 

【解釈】 

１０ 第２号ホに規定する「漏えい試験ができる」とは、漏えい

率試験規程 2008 又は漏えい率試験規程 2017 の規定に「日本電

気協会「原子炉格納容器の漏えい率試験規程（JEAC 4203）」の

適用に当たって（別記－８）」の要件を付した試験ができること。 

（「日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい率試験規程」

（JEAC4203-2008）に関する技術評価書」（平成２１年２月原子

力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ））及び「日本

電気協会「原子力発電所用機器における渦電流探傷試験指針

（JEAG 4217-2018）、軽水型原子力発電所用機器の供用期間中検

査における超音波探傷試験規程（JEAC 4207-2016）及び原子炉

格納容器の漏えい率試験規程（JEAC4203-2017）」に関する技術

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「漏えい量

が十分抑制される配管の詳細」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「隔離弁の

漏えい試験」について記載がある。

○設置許可基準規則の「健全性に支障が生ずる」，技術基準規則の「安

全性を損なう」は同義である。

○設置許可基準規則の「熱を除去する設備（安全施設に属するものに

限る。）を設けなければならない。」は，技術基準規則では「熱を除

去する設備を施設すること。」とし，具体的な内容が記載されている。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「安全性を

損なうこと」について記載がある。
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

有するもので、例えば、原子炉格納容器スプレイ系及びその熱

除去系をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 発電用原子炉施設には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設が

損壊し、又は故障した際に原子炉格納容器から気体状の放射性物質

が漏えいすることにより公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場

合は、放射性物質の濃度を低減させるため、原子炉格納施設内の雰

囲気の浄化系（安全施設に係るものに限る。）を設けなければならな

い。 

【解釈】 

１０ 第７項に規定する「原子炉格納施設内の雰囲気の浄化系」

とは、沸騰水型軽水炉においては、非常用ガス処理系及び非常

用再循環ガス処理系、原子炉格納容器スプレイ系等を、加圧水

型軽水炉においては、アニュラス空気再循環設備及び原子炉格

納容器スプレイ系等をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価書」（原規技発第 2107219号（令和３年７月２１日原子力規

制委員会決定））） 

 

五 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の際に生

ずる原子炉格納容器内の圧力及び温度の上昇により原子炉格納容

器の安全性を損なうことを防止するため、原子炉格納容器内にお

いて発生した熱を除去する設備（以下「格納容器熱除去設備」と

いう。）を次により施設すること。 

【解釈】 

１６ 第５号に規定する「安全性を損なうこと」とは、一次冷却

系統に係る施設の損壊又は故障によるエネルギー放出によって

生ずる圧力と温度に原子炉格納容器が耐えられないか又は原子

炉格納容器漏えい率が公衆に放射線障害を及ぼすおそれが生ず

るほど大きくなることをいう。 

 

イ 格納容器熱除去設備は、原子炉格納容器内の圧力及び温度並

びに冷却材中の異物の影響の想定される最も厳しい条件下にお

いても、正常に機能すること。 

【解釈】 

１７ 第５号イに規定する「想定される最も厳しい条件下」とは、

予想される最も小さい有効吸込水頭をいい、格納容器熱除去設

備に係るろ過装置の性能については「非常用炉心冷却設備又は

格納容器熱除去設備に係るろ過装置の性能評価等について（内

規）」（平成２０・０２・１２原院第 5 号（平成２０年２月２７

日原子力安全・保安院制定））によること。 

１８ 第５号イに規定する「正常に機能する」とは、具体的には、

格納容器熱除去設備の仕様が設置許可申請書添付書類八に規定

された仕様を満足するとともに、設置許可申請書における評価

条件と比較して非保守的な変更がないことを確認することをい

う。 

 

ロ 格納容器熱除去設備は、その能力を確認するため、発電用原

子炉の運転中に試験ができること。 

【解釈】 

１９ 第５号ロに規定する「発電用原子炉の運転中に試験ができ

る」機器とは、動的機器（ポンプ及び事故時に動作する弁等）を

いう。 

 

四 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の際に原

子炉格納容器から気体状の放射性物質が漏えいすることにより公

衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合は、当該放射性物質の

濃度を低減する設備（当該放射性物質を格納する設備を含む。）を

施設すること。 

【解釈】 

１３ 第４号に規定する気体状の放射性物質を低減する装置とは

具体的には以下の設備をいう。  

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では，「格納容器

熱除去設備が機能を求められる環境条件」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「発電用原

子炉運転中における格納容器熱除去設備の試験」について記載があ

る。 

 

 

 

 

 

 

○主語の相違【結果：相違あり】 

設置許可基準規則は「原子炉格納施設内の雰囲気の浄化系（安全施

設に係るものに限る。）」，技術基準規則は「当該放射性物質の濃度

を低減する設備（当該放射性物質を格納する設備を含む。）」を対象

としている。 

技術基準規則において放射性物質を「格納」する設備（解釈より原

子炉建屋原子炉棟）が要求されており，技術基準規則のほうが対象

範囲が広い。 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は技術基準規則では

「施設すること。」とし，具体的な内容が記載されている。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「放射性物

質を格納する設備を含む」について記載がある。 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「気体状の

放射性物質を低減する装置」について記載がある。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

８ 発電用原子炉施設には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設が

損壊し、又は故障した際に生ずる水素及び酸素により原子炉格納容

器の健全性を損なうおそれがある場合は、水素及び酸素の濃度を抑

制するため、可燃性ガス濃度制御系（安全施設に係るものに限る。）

を設けなければならない。 

【解釈】 

１１ 第８項に規定する「水素及び酸素の濃度を抑制する」とは、

原子炉格納容器の内部を不活性な雰囲気に保つこと、又は必要

な場合再結合等により水素若しくは酸素の濃度を燃焼限界以下

に抑制することをいう。 

ＢＷＲ：格納容器スプレイ設備、非常用ガス処理設備  

ＰＷＲ：格納容器スプレイ設備、アニュラス空気浄化設備 

また、「当該放射性物質を格納」するものには、以下の設備も

含む。  

ＢＷＲ：原子炉建屋原子炉棟  

ＰＷＲ：アニュラス部 

これらの施設に開口部を設ける場合には気密性を確保するこ

と。   

１４ 第４号に規定する気体状の放射性物質を低減する装置の機

能は、設置（変更）許可申請書において評価した当該事象によ

る放射性物質の放出量の評価の条件を確認することにより確認

することができる。また当該設備は、設置（変更）許可申請書

及び同添付書類八に規定された仕様を満たすものであること。

この場合において、設置（変更）許可時の解析条件のうち以下

の値に非保守的な変更がないことを確認すること。 

（１）ＢＷＲ  

a) 非常用ガス処理設備

・ガス処理設備のフィルターのよう素除去効率

・ガス処理設備の処理容量

（２）ＰＷＲ 

a) アニュラス空気浄化設備

・浄化装置のフィルターのよう素除去効率

・アニュラス負圧達成時間

・浄化装置の処理容量

１５ 第４号に規定する「公衆に放射線障害を及ぼすおそれがあ

る場合」とは、一次冷却材系統に係る施設の損壊又は故障によ

る敷地境界外の実効線量が「「発電用軽水型原子炉施設の安全評

価に関する審査指針（平成２年８月３０日原子力安全委員会）」

「解説 Ⅱ.３.判断基準について」に規定する線量を超える場合

をいう。 

三 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の際に生

ずる水素及び酸素により原子炉格納容器の安全性を損なうおそれ

がある場合は、水素又は酸素の濃度を抑制する設備を施設するこ

と。 

【解釈】 

１１ 第３号に規定する「安全性を損なうおそれがある場合」と

は、事故評価期間中に原子炉格納容器内の水素濃度が４％以上、

かつ酸素濃度が５％以上であることをいう。  

１２ 第３号における可燃性ガス濃度制御設備は、設置（変更）

許可申請書及び同添付書類八に規定された仕様を満たすもので

あること。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「公衆に放

射線障害を及ぼすおそれがある場合」について記載がある。

○主語の相違【結果：相違なし】

設置許可基準規則は「可燃性ガス濃度制御系（安全施設に係るもの

に限る。）」，技術基準規則は「水素又は酸素の濃度を抑制する設備」

を対象としている。

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は技術基準規則では

「施設すること。」とし，具体的な内容が記載されている。
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（保安電源設備）  

第三十三条 発電用原子炉施設は、重要安全施設がその機能を維持す

るために必要となる電力を当該重要安全施設に供給するため、電力

系統に連系したものでなければならない。  

２ 発電用原子炉施設には、非常用電源設備（安全施設に属するもの

に限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。 

３ 保安電源設備（安全施設へ電力を供給するための設備をいう。）は、

電線路、発電用原子炉施設において常時使用される発電機及び非常

用電源設備から安全施設への電力の供給が停止することがないよ

う、機器の損壊、故障その他の異常を検知するとともに、その拡大

を防止するものでなければならない。 

【解釈】 

１ 第３項に規定する「安全施設への電力の供給が停止すること

がない」とは、重要安全施設に対して、その多重性を損なうこ

とがないように、電気系統についても系統分離を考慮して母線

が構成されるとともに、電気系統を構成する個々の機器が信頼

性の高いものであって、非常用所内電源系からの受電時等の母

線の切替操作が容易なことをいう。なお、上記の「非常用所内

電源系」とは、非常用所内電源設備（非常用ディーゼル発電機

及びバッテリ等）及び工学的安全施設を含む重要安全施設への

電力供給設備（非常用母線スイッチギヤ及びケーブル等）をい

う。  

（保安電源設備）  

第四十五条 発電用原子炉施設には、電線路及び当該発電用原子炉施

設において常時使用される発電機からの電力の供給が停止した場合

において発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な装置の

機能を維持するため、内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと

同等以上の機能を有する非常用電源設備を施設しなければならな

い。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を確保するた

めに必要な装置」とは、以下の装置をいう。 

・第２条第２項第９号ホに規定される装置

・燃料プール補給水系

・第３４条第１項第６号に規定する事故時監視計器

・原子炉制御室外からの原子炉停止装置

・ＰＷＲの加圧器逃がし弁（手動開閉機能）及び同元弁

・非常用電源設備の機能を達成するための燃料系

２ 設計基準対象施設の安全性を確保する上で特に必要な設備には、

無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する装置を施設しな

ければならない。 

【解釈】 

２ 第２項に規定する「特に必要な設備」とは、非常用炉心冷却

系の計測制御用電源設備等をいう。「同等以上の機能を有する装

置」とは、直流電源装置をいい、第１６条に規定する蓄電池を

兼ねて設置してもよい。 

３ 保安電源設備（安全施設へ電力を供給するための設備をいう。）に

は、第一項の電線路、当該発電用原子炉施設において常時使用され

る発電機及び非常用電源設備から発電用原子炉施設の安全性を確保

するために必要な装置への電力の供給が停止することがないよう、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

【解釈】 

３ 第３項に規定する「常時使用される」とは、主発電機又は非

常用電源設備から電気が供給されている状態をいう。 

一 高エネルギーのアーク放電による電気盤の損壊の拡大を防止す

るために必要な措置 

【解釈】 

４ 第３項第１号に規定する「高エネルギーのアーク放電による

電気盤の損壊の拡大を防止するために必要な措置」とは、重要

安全施設（設置許可基準規則第２条第２項第９号に規定する重

要安全施設をいう。以下同じ。）への電力供給に係る電気盤及び

当該電気盤に影響を与えるおそれのある電気盤（安全施設（重

要安全施設を除く。）への電力供給に係るものに限る。）につい

て、遮断器の遮断時間の適切な設定等により、高エネルギーの

○設置許可基準規則には「電力系統への連携」について記載している。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「発電用原

子炉施設の安全性を確保するために必要な装置」について記載があ

る。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「非常用電

源設備の設置目的及び動力源」について記載がある。

○主語の相違【結果：相違なし】

設置許可基準規則は「非常用電源設備（安全施設に属するものに限

る。」，技術基準規則は「内燃機関を原動力とする発電設備又はこれ

と同等以上の機能を有する非常用電源設備」を対象としている。

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は技術基準規則では

「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されている。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「無停電電

源装置」について記載がある。

○主語の相違【結果：相違なし】

設置許可基準規則は「安全施設」，技術基準規則は「発電用原子炉施

設の安全性を確保するために必要な装置」を対象としている。

○設置許可基準規則の「防止するものでなければならない。」は技術基

準規則では「措置を講じなければならない。」とし，具体的な内容が

記載されている。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「常時使用

の定義」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「高エネル

ギーのアーク放電による電気盤の損壊の拡大を防止するために必要

な措置」について記載がある。
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

２ 第３項に規定する「機器の損壊、故障その他の異常を検知す

るとともに、その拡大を防止する」とは、電気系統の機器の短

絡若しくは地絡又は母線の低電圧若しくは過電流等を検知し、

遮断器等により故障箇所を隔離することによって、故障による

影響を局所化できるとともに、他の安全機能への影響を限定で

きることをいう。また、外部電源に直接接続している変圧器の

一次側において３相のうちの１相の電路の開放が生じた場合に

あっては、安全施設への電力の供給が不安定になったことを検

知し、故障箇所の隔離又は非常用母線の接続変更その他の異常

の拡大を防止する対策（手動操作による対策を含む。）を行うこ

とによって、安全施設への電力の供給が停止することがないよ

うに、電力供給の安定性を回復できることをいう。 

４ 設計基準対象施設に接続する電線路のうち少なくとも二回線は、

それぞれ互いに独立したものであって、当該設計基準対象施設にお

いて受電可能なものであり、かつ、それにより当該設計基準対象施

設を電力系統に連系するものでなければならない。 

【解釈】 

３ 第４項に規定する「少なくとも二回線」とは、送受電可能な

回線又は受電専用の回線の組み合わせにより、電力系統と非常

用所内配電設備とを接続する外部電源受電回路を 2 つ以上設け

ることにより達成されることをいう。  

４ 第４項に規定する「互いに独立したもの」とは、発電用原子

炉施設に接続する電線路の上流側の接続先において１つの変電

所又は開閉所のみに連系し、当該変電所又は開閉所が停止する

ことにより当該発電用原子炉施設に接続された送電線が全て停

止する事態にならないことをいう。 

５ 前項の電線路のうち少なくとも一回線は、設計基準対象施設にお

いて他の回線と物理的に分離して受電できるものでなければならな

い。 

【解釈】 

５ 第５項に規定する「物理的に分離」とは、同一の送電鉄塔等

に架線されていないことをいう。 

６ 設計基準対象施設に接続する電線路は、同一の工場等の二以上の

発電用原子炉施設を電力系統に連系する場合には、いずれの二回線

が喪失した場合においても電力系統からこれらの発電用原子炉施設

への電力の供給が同時に停止しないものでなければならない。 

アーク放電によるこれらの電気盤の損壊の拡大を防止すること

ができることをいう。

二 前号に掲げるもののほか、機器の損壊、故障その他の異常を検

知し、及びその拡大を防止するために必要な措置 

【解釈】 

５ 第３項第２号に規定する「異常を検知し、及びその拡大を防

止するために必要な措置」とは、短絡、地絡、母線の低電圧又

は過電流などを検知し、遮断器等により故障箇所を隔離し、保

安を確保するために必要な装置への影響を限定できる設計及び

外部電源に直接接続している変圧器の一次側において３相のう

ちの１相の電路の開放が生じた場合に、安全施設への電力の供

給が不安定になったことを検知し、故障箇所の隔離又は非常用

母線の接続変更その他の異常の拡大を防止する対策（手動操作

による対策を含む。）を行うことによって、安全施設への電力の

供給が停止することがないように、電力供給の安定性を回復で

きる設計とすることをいう。 

４ 設計基準対象施設に接続する第一項の電線路のうち少なくとも二

回線は、それぞれ互いに独立したものであって、当該設計基準対象

施設において受電可能なものであって、使用電圧が六万ボルトを超

える特別高圧のものであり、かつ、それにより当該設計基準対象施

設を電力系統に連系するように施設しなければならない。 

【解釈】 

６ 第４項に規定する「少なくとも二回線」とは、送受電可能な

回線又は受電専用の回線の組み合わせにより、電力系統と非常

用所内配電設備とを接続する外部電源受電回路を 2 つ以上設け

ることにより達成されることをいう。 

７ 第４項に規定する「互いに独立したもの」とは、２回線以上

の電線路の上流側が一つの変電所又は開閉所のみに連系し、当

該変電所又は開閉所が停止することによって、発電用原子炉施

設に連系する全ての電線路が停止する事態にならないことをい

う。 

５ 前項の電線路のうち少なくとも一回線は、当該設計基準対象施設

において他の回線と物理的に分離して受電できるように施設しなけ

ればならない。 

【解釈】 

８ 第５項に規定する「物理的に分離」とは、同一の送電鉄塔等

に架線されていないことをいう。 

６ 設計基準対象施設に接続する電線路は、同一の敷地内の二以上の

発電用原子炉施設を電力系統に連系する場合には、いずれの二回線

が喪失した場合においても電力系統からそれらの発電用原子炉施設

への電力の供給が同時に停止しないように施設しなければならな

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「設計基準

対象施設に接続する電線路の電圧」について記載がある。

○設置許可基準規則の「連系するものでなければならない。」は，技術

基準規則では，「連系するように施設しなければならない。」とし，

具体的な内容が記載されている。

○設置許可基準規則の「受電できるものでなければならない。」は，技

術基準規則では，「受電できるように施設しなければならない。」と

し，具体的な内容が記載されている。

○設置許可基準規則の「停止しないものでなければならない。」は，技
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【解釈】 

６ 第６項に規定する「同時に停止しない」とは、複数の発電用

原子炉施設が設置されている原子力発電所の場合、外部電源系

が 3 回線以上の送電線で電力系統と接続されることにより、い

かなる 2 回線が喪失しても複数の発電用原子炉施設が同時に外

部電源喪失に至らないよう各発電用原子炉施設にタイラインで

接続する構成であることをいう。なお、上記の「外部電源系」

とは、外部電源（電力系統）に加えて当該発電用原子炉施設の

主発電機からの電力を発電用原子炉施設に供給するための一連

の設備をいう。また、開閉所及び当該開閉所から主発電機側の

送受電設備は、不等沈下又は傾斜等が起きないような十分な支

持性能をもつ地盤に設置されるとともに、碍子及び遮断器等は

耐震性の高いものが使用されること。さらに、津波に対して隔

離又は防護するとともに、塩害を考慮したものであること。 

 

７ 非常用電源設備及びその附属設備は、多重性又は多様性を確保し、

及び独立性を確保し、その系統を構成する機械又は器具の単一故障

が発生した場合であっても、運転時の異常な過渡変化時又は設計基

準事故時において工学的安全施設及び設計基準事故に対処するため

の設備がその機能を確保するために十分な容量を有するものでなけ

ればならない。 

【解釈】 

７ 第７項に規定する「十分な容量」とは、７日間の外部電源喪

失を仮定しても、非常用ディーゼル発電機等の連続運転により

必要とする電力を供給できることをいう。非常用ディーゼル発

電機等の燃料を貯蔵する設備（耐震重要度分類Ｓクラス）は、

７日分の連続運転に必要な容量以上を敷地内に貯蔵できるもの

であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
８ 設計基準対象施設は、他の発電用原子炉施設に属する非常用電源

設備及びその附属設備から受電する場合には、当該非常用電源設備

から供給される電力に過度に依存しないものでなければならない。 

【解釈】 

８ 第８項に規定する「他の発電用原子炉施設に属する非常用電

源設備及びその附属設備から受電する場合」とは、発電用原子

炉施設ごとに、必要な電気容量の非常用電源設備を設置した上

で、安全性の向上が認められる設計であることを条件として、

認められ得る非常用電源設備の共用をいう。 

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 非常用電源設備及びその附属設備は、多重性又は多様性を確保し、

及び独立性を確保し、その系統を構成する機械又は器具の単一故障

が発生した場合であっても、運転時の異常な過渡変化時又は設計基

準事故時において工学的安全施設及び設計基準事故に対処するため

の設備がその機能を確保するために十分な容量を有するものでなけ

ればならない。 

【解釈】 

９ 第７項に規定する「附属設備」には、非常用電源設備の機能

を達成するための燃料系を含む。  

１０ 第７項に規定する「工学的安全施設等及び設計基準事故に

対処するための設備がその機能を確保するために十分な容

量」とは、工学的安全施設等の設備が必要とする電源が所定

の時間内に所定の電圧に到達し、継続的に供給できる容量を

いう。工学的安全施設等の設備に継続的に供給できる容量に

達する時間は、発電用原子炉設置（変更）許可申請書におい

て評価した原子炉冷却材喪失事故における工学的安全施設等

の設備の作動開始時間を満たすものであるとともに、７日間

の外部電源喪失を仮定しても、電力を供給できる容量以上の

燃料を敷地内に貯蔵すること。また当該設備は、発電用原子

炉設置（変更）許可申請書に規定された仕様を満たすもので

あること。 
 
８ 設計基準対象施設は、他の発電用原子炉施設に属する非常用電源

設備から受電する場合には、当該非常用電源設備から供給される電

力に過度に依存しないように施設しなければならない。 

 

 

術基準規則では，「停止しないように施設しなければならない。」と

し，具体的な内容が記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「非常用電

源設備の附属設備の範囲」について記載がある。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「非常用電

源設備の起動時間、電気容量及び仕様」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
○主語の相違【結果：相違なし】 

設置許可基準規則は「他の発電用原子炉施設に属する非常用電源設

備及びその附属設備」，技術基準規則は「他の発電用原子炉施設に属

する非常用電源設備から受電する場合には、当該非常用電源設備」

を対象としている。 

○設置許可基準規則の「依存しないものでなければならない。」は技術

基準規則では「依存しないように施設しなければならない。」とし，

具体的な内容が記載されている。 
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（緊急時対策所） 

第三十四条 工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損

壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるため、緊急時対

策所を原子炉制御室以外の場所に設けなければならない。 

２ 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、

有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内におけ

る有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの

発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するため

の装置その他の適切に防護するための設備を設けなければならな

い。 

【解釈】 

１ 第２項に規定する「有毒ガスの発生源」とは、有毒ガスの発生

時において、指示要員の対処能力が損なわれるおそれがあるもの

をいう。「有毒ガスが発生した場合」とは、有毒ガスが緊急時対策

所の指示要員に及ぼす影響により、指示要員の対処能力が著しく

低下し、安全施設の安全機能が損なわれるおそれがあることをい

う。 

（緊急時対策所） 

第四十六条 工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損

壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるため、緊急時対

策所を原子炉制御室以外の場所に施設しなければならない。 

【解釈】 

１ 第４６条に規定する「緊急時対策所」の機能としては、一次

冷却材喪失事故等が発生した場合において、関係要員が必要な

期間にわたり滞在でき、原子炉制御室内の運転員を介さずに事

故状態等を正確にかつ速やかに把握できること。また、発電所

内の関係要員に指示できる通信連絡設備、並びに発電所外関連

箇所と専用であって多様性を備えた通信回線にて連絡できる通

信連絡設備及びデータを伝送できる設備を施設しなければなら

ない。さらに、酸素濃度計を施設しなければならない。酸素濃

度計は、設計基準事故時において、外気から緊急時対策所への

空気の取り込みを、一時的に停止した場合に、事故対策のため

の活動に支障がない酸素濃度の範囲にあることが正確に把握で

きるものであること。また、所定の精度を保証するものであれ

ば、常設設備、可搬型を問わない。 

２ 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、

有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内におけ

る有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの

発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するため

の装置の設置その他の適切な防護措置を講じなければならない。 

【解釈】 

２ 第２項に規定する「有毒ガスが発生した場合」とは、緊急時

対策所の指示要員の吸気中の有毒ガスの濃度が有毒ガス防護の

ための判断基準値を超えるおそれがあることをいう。「工場等内

における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が

有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的

に警報するための装置の設置」については「有毒ガスの発生を

検出し警報するための装置に関する要求事項（別記－９）」によ

ること。 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は技術基準規則では

「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されている。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「緊急時対

策所に求められる機能」について記載がある。

○設置許可基準規則の「適切に防護するための設備を設けなければな

らない。」は，技術基準規則では，「適切な防護措置を講じなければ

ならない。」とし，具体的な内容が記載されている。

○設置許可基準規則の「有毒ガスが緊急時対策所の指示要員に及ぼす

影響により、指示要員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全

機能が損なわれるおそれがあること」は，技術基準規則では「緊急

時対策所の指示要員の吸気中の有毒ガスの濃度が有毒ガス防護のた

めの判断基準値を超えるおそれがあること」として具体的な内容が

記載されている。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「工場等内

における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒

ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報す

るための装置の設置」について記載がある。



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-92 

  

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（通信連絡設備） 

第三十五条 工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場

等内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置（安全施設に属

するものに限る。）及び多様性を確保した通信連絡設備（安全施設に

属するものに限る。）を設けなければならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「通信連絡設備」とは、原子炉制御室等か

ら人が立ち入る可能性のある原子炉建屋、タービン建屋等の建

屋内外各所の者への操作、作業又は退避の指示等の連絡を、ブ

ザー鳴動等により行うことができる装置及び音声により行うこ

とができる設備をいう。 

４ 第３５条において、通信連絡設備等については、非常用所内

電源系又は無停電電源に接続し、外部電源が期待できない場合

でも動作可能でなければならない。 

 

 

 

２ 工場等には、設計基準事故が発生した場合において発電用原子炉

施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、

多様性を確保した専用通信回線を設けなければならない。 

【解釈】 

２ 第２項に規定する「通信連絡する必要がある場所と通信連絡

ができる」とは、所外必要箇所への事故の発生等に係る連絡を

音声により行うことができる通信連絡設備、及び所内（原子炉

制御室等）から所外の緊急時対策支援システム（ERSS）等へ必

要なデータを伝送できる設備を常時使用できることをいう。 

３ 第２項に規定する「多様性を確保した専用通信回線」とは、

衛星専用 IP 電話等、又は発電用原子炉設置者が独自に構築する

専用の通信回線若しくは電気通信事業者が提供する特定顧客専

用の通信回線等、輻輳等による制限を受けることなく使用でき

るとともに、通信方式の多様性（ケーブル及び無線等）を備え

た構成の回線をいう。 

４ 第３５条において、通信連絡設備等については、非常用所内

電源系又は無停電電源に接続し、外部電源が期待できない場合

でも動作可能でなければならない。 

（警報装置等） 

第四十七条 

４ 工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故

障の際に発電用原子炉施設内の人に対し必要な指示ができるよう、

警報装置及び多様性を確保した通信連絡設備を施設しなければなら

ない。 

【解釈】 

５ 第４項に規定する「一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の

損壊又は故障」とは、事故の発生等（一次冷却系に係る発電用

原子施設の損傷又は故障を含む。）に伴い従業員等の一時退避、

事故対策のための集合等を要する事態をいう。 

６ 第４項に規定する「警報装置及び多様性を確保した通信連絡

設備」とは、原子炉制御室等から人が立ち入る可能性のある原

子炉建屋、タービン建屋等の建屋内外各所の人に操作、作業、

退避の指示等の連絡を、ブザー鳴動等により行うことができる

設備及び音声により行うことができる設備をいう。 

 

５ 工場等には、設計基準事故が発生した場合において当該発電用原

子炉施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよ

う、多様性を確保した専用通信回線を施設しなければならない。 

【解釈】 

７ 第５項に規定する「当該発電用原子炉施設外の通信連絡」と

は、原子炉制御室等から、使用制限を受けない専用の通信回線

を通じて、所外必要箇所への事故の発生等（一次冷却系に係る

発電用原子炉施設の損傷又は故障を含む。）に係る連絡をいう。 

 

○設置許可基準規則では「設計基準事故」としているが，技術基準規

則では「一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障」に

限定している。 

○主語の相違【結果：相違なし】 

設置許可基準規則は「警報装置及び通信連絡設備（安全施設に属す

るものに限る。）」，技術基準規則は「警報装置及び通信連絡設備」を

対象としている。 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「警報装置

及び通信連絡設備が必要となる事態の詳細」について記載がある。 

○設置許可基準規則で「非常用所内電源系または無停電電源」につい

て記載がある。 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「当該発電

用原子炉施設外の通信連絡の定義」について記載がある。 

○設置許可基準規則で「緊急時対策支援システム（ERSS）等へ必要な

データを伝送できる設備」について記載がある。 

○設置許可基準規則で「多様性を確保した専用通信回線の詳細」につ

いて記載がある。 

 

 

 

 

○設置許可基準規則で「非常用所内電源系または無停電電源」につい

て記載がある。 



設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（補助ボイラー） 

第三十六条 発電用原子炉施設には、設計基準事故に至るまでの間に

想定される使用条件に応じて必要な蒸気を供給する能力がある補助

ボイラー（安全施設に属するものに限る。次項において同じ。）を設

けなければならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「必要な蒸気を供給する能力」とは、安全

施設が使用するだけの蒸気を供給できることをいう。 

２ 補助ボイラーは、発電用原子炉施設の安全性を損なわないもので

なければならない。 

【解釈】 

２ 第２項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を損なわない」

とは、補助ボイラーの損傷時においても発電用原子炉施設の安

全性に影響を与えないことをいう。 

（準用） 

第四十八条 第十七条第十五号の規定及び発電用火力設備に関する技

術基準を定める省令第二章の規定は、設計基準対象施設に施設する補

助ボイラーについて準用する。 

【解釈】 

１ 第１項において準用する第１７条第１５号に規定する「主要

な耐圧部の溶接部」とは、以下に掲げるものの溶接部をいう。 

（１） 設計基準対象施設の補助ボイラーに属する容器のうち、次

に定める圧力以上の圧力を加えられる部分（以下「耐圧部」

という。）について溶接を必要とするもの

イ 水用の容器又は管であって、最高使用温度１００℃未満のも

のについては、最高使用圧力１９６０ｋＰａ

ロ 液化ガス（通常の使用状態での温度における飽和圧力が１９

６ｋＰａ以上であって現に液体の状態であるもの又は圧力が

１９６ｋＰａにおける飽和温度が３５℃以下であって現に液

体の状態であるものをいう。以下同じ。）用の容器又は管につ

いては、最高使用圧力０ｋＰａ

ハ イ又はロに規定する容器以外の容器については、最高使用圧

力９８ｋＰａ

ニ イ又はロに規定する管以外の管については、最高使用圧力９

８０ｋＰａ（長手継手の部分にあっては、４９０ｋＰａ）

（２） 設計基準対象施設の補助ボイラーに係る外径１５０ｍｍ以

上の管のうち、耐圧部について溶接を必要とするもの

２ 第１項において準用する第１７条第１５号の規定に適合する

溶接部は、次の（１）又は（２）のいずれかに適合したものを

いう。 

（１）「溶接規格 2007」及び「設計・建設規格 2005(2007)」の規

定に「日本機械学会「溶接規格」等の適用に当たって（別記

－５）」の要件を付したもの 

（２）「溶接規格 2012(2013)」及び「設計・建設規格 2012」の規

定に「日本機械学会「設計・建設規格」及び「材料規格」の

適用に当たって（別記－２）」及び「日本機械学会「溶接規格」

等の適用に当たって（別記－５）」の要件を付したもの 

（「溶接規格 2007技術評価書」、「溶接規格 2012(2013)技術評価

書」、「設計・建設規格 2007技術評価書」及び「設計・建設規

格 2012技術評価書」） 

２ 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第十九条から第二

十三条までの規定は、設計基準対象施設に施設するガスタービンに

ついて準用する。 

【解釈】 

３ ガスタービンの附属設備に属する容器及び管は発電用原子炉

施設に含まれることから、第１７条、第２０条及び第２１条に

よりそれぞれ材料及び構造、安全弁等並びに耐圧試験の規定が

適用される。 

５ 火力省令の準用に当たっては、「発電用火力設備の技術基準の

○主語の相違【結果：相違なし】

設置許可基準規則は「補助ボイラー（安全施設に属するものに限

る。」，技術基準規則は「補助ボイラー」を対象としている。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「補助ボイ

ラーへの準用事項」についてが記載がある。

○設置許可基準規則で「補助ボイラー損傷時の発電用原子炉施設の安

全性」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「ガスター

ビンへの準用事項」について記載がある。



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-94 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

解釈」の該当部分によること。 

 

３ 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第二十五条から第

二十九条までの規定は、設計基準対象施設に施設する内燃機関につ

いて準用する。 

【解釈】 

４ 内燃機関の附属設備に属する容器及び管は発電用原子炉施設

に含まれることから、第１７条、第２０条及び第２１条により

それぞれ材料及び構造、安全弁等並びに耐圧試験の規定が適用

される。 

５ 火力省令の準用に当たっては、「発電用火力設備の技術基準の

解釈」の該当部分によること。 

 

４ 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令

（平成二十四年経済産業省令第七十号）第四条から第十六条まで、

第十九条から第二十八条まで及び第三十条から第三十五条までの規

定は、設計基準対象施設に施設する電気設備について準用する。 

【解釈】 

６ 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める

命令（平成２４年経済産業省令第 70 号）の準用に当たっては、

「原子力発電工作物に係る電気設備の技術基準の解釈」（原規技

発第 1306199 号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決

定））の該当部分によること。 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「内燃機関

への準用事項」について記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「電気設備

への準用事項」について記載がある。 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-95 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（重大事故等の拡大の防止等） 

第三十七条 発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故

が発生した場合において、炉心の著しい損傷を防止するために必要

な措置を講じたものでなければならない。 

２ 発電用原子炉施設は、重大事故が発生した場合において、原子炉

格納容器の破損及び工場等外への放射性物質の異常な水準の放出を

防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。 

３ 発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生し

た場合において、使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以

下「貯蔵槽内燃料体等」という。）の著しい損傷を防止するために必

要な措置を講じたものでなければならない。 

４ 発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生し

た場合において、運転停止中における発電用原子炉内の燃料体（以

下「運転停止中原子炉内燃料体」という。）の著しい損傷を防止する

ために必要な措置を講じたものでなければならない。 

【解釈】 

１－１ 第１項に規定する「重大事故に至るおそれがある事故が

発生した場合」とは、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事

故に対して原子炉の安全性を損なうことがないよう設計するこ

とを求められる構築物、系統及び機器がその安全機能を喪失し

た場合であって、炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定

する以下の(a)及び(b)の事故シーケンスグループ（以下「想定

する事故シーケンスグループ」という。）とする。なお、(a)の

事故シーケンスグループについては、(b)における事故シーケン

スグループの検討結果如何にかかわらず、必ず含めなければな

らない。 

(a)必ず想定する事故シーケンスグループ 

①BWR 

・ 高圧・低圧注水機能喪失 

・ 高圧注水・減圧機能喪失 

・ 全交流動力電源喪失 

・ 崩壊熱除去機能喪失 

・ 原子炉停止機能喪失 

・ LOCA 時注水機能喪失 

・ 格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA） 

②PWR 

・ ２次冷却系からの除熱機能喪失 

・ 全交流動力電源喪失 

・ 原子炉補機冷却機能喪失 

・ 原子炉格納容器の除熱機能喪失 

・ 原子炉停止機能喪失 

・ ECCS 注水機能喪失 

・ ECCS 再循環機能喪失 

・ 格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA、蒸気

発生器伝熱管破損） 

(b)個別プラント評価により抽出した事故シーケンスグループ 

  

○技術基準規則での対応条文はない。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

① 個別プラントの内部事象に関する確率論的リスク評価（ＰＲ

Ａ）及び外部事象に関するＰＲＡ（適用可能なもの）又はそ

れに代わる方法で評価を実施すること。 

② その結果、上記１－１(a)の事故シーケンスグループに含ま

れない有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンスグルー

プが抽出された場合には、想定する事故シーケンスグループ

として追加すること。なお、「有意な頻度又は影響をもたらす

事故シーケンスグループ」については、上記１－１(a)の事故

シーケンスグループと炉心損傷頻度又は影響度の観点から同

程度であるか等から総合的に判断するものとする。 

１－２ 第１項に規定する「炉心の著しい損傷を防止するために

必要な措置を講じたもの」とは、以下に掲げる要件を満たすも

のであること。 

(a)想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷

後の原子炉格納容器の機能に期待できるものにあっては、炉

心の著しい損傷を防止するための十分な対策が計画されてお

り、かつ、その対策が想定する範囲内で有効性があることを

確認する。 

(b)想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷

後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格

納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあって

は、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを

確認する。 

１－３ 上記１－２の「有効性があることを確認する」とは、以

下の評価項目を概ね満足することを確認することをいう。 

(a)炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、か

つ、炉心を十分に冷却できるものであること。 

(b)原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力

の 1.2 倍又は限界圧力を下回ること。 

(c)原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又

は限界圧力を下回ること。 

(d)原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又

は限界温度を下回ること。 

１－４ 上記１－２(a)の「十分な対策が計画されており」とは、

国内外の先進的な対策と同等のものが講じられていることをい

う。 

１－５ 上記１－３(a)の「炉心の著しい損傷が発生するおそれが

ないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであるこ

と」とは、以下に掲げる要件を満たすものであること。ただし、

燃料被覆管の最高温度及び酸化量について、十分な科学的根拠

が示される場合には、この限りでない。 

(a)燃料被覆管の最高温度が 1、200℃以下であること。 

(b)燃料被覆管の酸化量は、酸化反応が著しくなる前の被覆管厚

さの 15%以下であること。 

１－６ 上記１－３及び２－３の評価項目において、限界圧力又

は限界温度を評価項目として用いる場合には、その根拠と妥当
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

性を示すこと。 

（原子炉格納容器の破損の防止） 

２－１ 第２項に規定する「重大事故が発生した場合」において

想定する格納容器破損モードは、以下の(a)及び(b)の格納容器

破損モード（以下「想定する格納容器破損モード」という。）と

する。 

なお、(a)の格納容器破損モードについては、(b)における格

納容器破損モードの検討結果如何にかかわらず、必ず含めなけ

ればならない。 

(a)必ず想定する格納容器破損モード 

・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破

損） 

・高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

・原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

・水素燃焼 

・格納容器直接接触（シェルアタック） 

・溶融炉心・コンクリート相互作用 

(b)個別プラント評価により抽出した格納容器破損モード 

①個別プラントの内部事象に関するＰＲＡ及び外部事象に関

するＰＲＡ（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評

価を実施すること。 

②その結果、上記２－１(a)の格納容器破損モードに含まれな

い有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モードが抽

出された場合には、想定する格納容器破損モードとして追

加すること。 

２－２ 第２項に規定する「原子炉格納容器の破損及び工場等外

への放射性物質の異常な水準の放出を防止するために必要な措

置を講じたもの」とは、次に掲げる要件を満たすものであるこ

と。 

(a)想定する格納容器破損モードに対して、原子炉格納容器の破

損を防止し、かつ、放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出

されることを防止する対策に有効性があることを確認する。 

２－３ 上記２－２の「有効性があることを確認する」とは、以

下の評価項目を概ね満足することを確認することをいう。 

(a)原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又

は限界圧力を下回ること。 

(b)原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又

は限界温度を下回ること。 

(c)放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の

視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるもの

であること。 

(d)原子炉圧力容器の破損までに原子炉冷却材圧力は 2.0MPa 以

下に低減されていること。 

(e)急速な原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用によ

る熱的・機械的荷重によって原子炉格納容器バウンダリの機

能が喪失しないこと。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

(f)原子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止

すること。 

(g)可燃性ガスの蓄積、燃焼が生じた場合においても、(a)の要

件を満足すること。 

(h)原子炉格納容器の床上に落下した溶融炉心が床面を拡がり

原子炉格納容器バウンダリと直接接触しないこと及び溶融炉

心が適切に冷却されること。 

(i)溶融炉心による侵食によって、原子炉格納容器の構造部材の

支持機能が喪失しないこと及び溶融炉心が適切に冷却される

こと。 

２－４ 上記２－３(f)の「原子炉格納容器が破損する可能性のあ

る水素の爆轟を防止すること」とは、以下の要件を満たすこと。 

(a) 原子炉格納容器内の水素濃度がドライ条件に換算して

13vol%以下又は酸素濃度が 5vol%以下であること。 

（使用済燃料貯蔵槽内の燃料損傷の防止） 

３－１ 第３項に規定する「重大事故に至るおそれがある事故が

発生した場合」とは、使用済燃料貯蔵槽内に貯蔵されている燃

料の著しい損傷に至る可能性があると想定する以下の(a)及び

(b)の想定事故とする。 

(a)想定事故１：使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪

失することにより、使用済燃料貯蔵槽内の水の温度が上昇し、

蒸発により水位が低下する事故。 

(b)想定事故２：サイフォン現象等により使用済燃料貯蔵槽内の

水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料貯蔵槽の水位が低下

する事故。 

３－２ 第３項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷を防

止するために必要な措置を講じたもの」とは、想定事故１及び

想定事故２に対して、以下の評価項目を満足することを確認し

たものをいう。 

(a)燃料有効長頂部が冠水していること。 

(b)放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。 

(c)未臨界が維持されていること。 

（運転停止中原子炉内の燃料損傷の防止） 

４－１ 第４項に規定する「重大事故に至るおそれがある事故が

発生した場合」とは、運転停止中の原子炉において燃料の著し

い損傷に至る可能性があると想定する以下の(a)及び(b)の事故

（以下「想定する運転停止中事故シーケンスグループ」という。）

とする。なお、(a)の運転停止中事故シーケンスグループについ

ては、(b)における運転停止中事故シーケンスグループの検討結

果如何にかかわらず、必ず含めなければならない。 

(a)必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ 

・崩壊熱除去機能喪失（RHR の故障による停止時冷却機能喪

失） 

・全交流動力電源喪失 

・原子炉冷却材の流出 

・反応度の誤投入 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

(b)個別プラント評価により抽出した運転停止中事故シーケン

スグループ 

①個別プラントの停止時に関するＰＲＡ（適用可能なもの）又

はそれに代わる方法で評価を実施すること。 

②その結果、上記４－１(a)の運転停止中事故シーケンスグルー

プに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす運転停止中事

故シーケンスグループが抽出された場合には、想定する運転

停止中事故シーケンスグループとして追加すること。 

４－２ 第４項に規定する「運転停止中原子炉内燃料体の著しい

損傷を防止するために必要な措置を講じたもの」とは、想定す

る運転停止中事故シーケンスグループに対して、以下の評価項

目を満足することを確認したものをいう。 

(a)燃料有効長頂部が冠水していること。 

(b)放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。 

(c)未臨界を確保すること（ただし、通常の運転操作における臨

界、又は燃料の健全性に影響を与えない一時的かつ僅かな出

力上昇を伴う臨界は除く。）。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（重大事故等対処施設の地盤） 

第三十八条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、

それぞれ次に定める地盤に設けなければならない。 

一 重大事故防止設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故防止

設備」という。）であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対

処設備が有する機能を代替するもの（以下「常設耐震重要重大事

故防止設備」という。）が設置される重大事故等対処施設（特定重

大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力が作用した

場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することが

できる地盤 

二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が

設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除

く。） 第四条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合

においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができ

る地盤 

三 重大事故緩和設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故緩和

設備」という。）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故

等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力が作用した場合に

おいても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる

地盤 

四 特定重大事故等対処施設 第四条第二項の規定により算定する

地震力が作用した場合及び基準地震動による地震力が作用した場

合においても当該特定重大事故等対処施設を十分に支持すること

ができる地盤 

２ 重大事故等対処施設（前項第二号の重大事故等対処施設を除く。

次項及び次条第二項において同じ。）は、変形した場合においても重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地

盤に設けなければならない。 

３ 重大事故等対処施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けな

ければならない。 

【解釈】 

１ 第３８条の適用に当たっては、本規程別記１に準ずるものと

する。 

２ 第１項第２号に規定する「第４条第２項の規定により算定す

る地震力」とは、本規程別記２第４条第２項から第４項までに

おいて、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する

耐震重要度分類のクラスに適用される地震力と同等のものとす

る。 

３ 第１項第４号に規定する「第４条第２項の規定により算定す

る地震力」とは、本規程別記２第４条第２項第１号の耐震重要

（重大事故等対処施設の地盤） 

第四十九条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、

それぞれ次に定める地盤に施設しなければならない。 

一 重大事故防止設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故防止

設備」という。）であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対

処設備が有する機能を代替するもの（以下「常設耐震重要重大事

故防止設備」という。）が設置される重大事故等対処施設（特定重

大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力が作用した

場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することが

できる地盤 

二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が

設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除

く。） 設置許可基準規則第四条第二項の規定により算定する地震

力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支

持することができる地盤 

三 重大事故緩和設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故緩和

設備」という。）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故

等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力が作用した場合に

おいても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる

地盤 

四 特定重大事故等対処施設 設置許可基準規則第四条第二項の規

定により算定する地震力が作用した場合及び基準地震動による地

震力が作用した場合においても当該特定重大事故等対処施設を十

分に支持することができる地盤 

【解釈】 

１ 第４９条の適用に当たっては、第４条の解釈に準ずるものと

する。 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。

○設置許可基準規則で「重大事故等対処施設を設ける地盤」について

記載がある。

○該当条文の比較箇所を参照

○設置許可基準規則で「地震力」について記載がある。
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

度分類のＳクラスに適用される地震力と同等のものとする。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（地震による損傷の防止） 

第三十九条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、

それぞれ次に定める要件を満たすものでなければならない。 

 

一 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施

設（特定重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力

に対して重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがないものであること。 

 

二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が

設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除

く。） 第四条第二項の規定により算定する地震力に十分に耐える

ことができるものであること。 

 

三 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定

重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力に対して

重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない

ものであること。 

 

四 特定重大事故等対処施設 第四条第二項の規定により算定する

地震力に十分に耐えることができ、かつ、基準地震動による地震

力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれる

おそれがないものであること。 

 

２ 重大事故等対処施設は、第四条第三項の地震の発生によって生ず

るおそれがある斜面の崩壊に対して重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

【解釈】 

１ 第３９条の適用に当たっては、本規程別記２に準ずるものと

する。 

２ 第１項第２号に規定する「第４条第２項の規定により算定す

る地震力」とは、本規程別記２第４条第２項から第４項までに

おいて、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する

耐震重要度分類のクラスに適用される地震力と同等のものとす

る。 

３ 第１項第４号に規定する「第４条第２項の規定により算定す

る地震力」とは、本規程別記２第４条第２項第１号の耐震重要

度分類のＳクラスに適用される地震力と同等のものとする。 

４ 第１項第４号に規定する「基準地震動による地震力に対して重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがな

い」とは、基準地震動による地震力が作用することにより特定

重大事故等対処施設に属する設備（当該施設がその重大事故等

に対処するために必要な機能を維持するために必要な間接支持

構造物等を含む。）の各部に生ずる応力等が、当該設備が設置さ

れる地盤の支持性能及び周辺斜面の安定性を考慮しても、本規

程別記２に準じて算定される許容限界に相当する応力等に対し

（地震による損傷の防止） 

第五十条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、そ

れぞれ次に定めるところにより施設しなければならない。 

 

一 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施

設（特定重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力

に対して重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがないこと。 

 

二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が

設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除

く。） 設置許可基準規則第四条第二項の規定により算定する地震

力に十分に耐えること。 

 

三 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定

重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力に対して

重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない

こと。 

 

四 特定重大事故等対処施設 設置許可基準規則第四条第二項の規

定により算定する地震力に十分に耐え、かつ、基準地震動による

地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがないこと。 

 

２ 重大事故等対処施設（前項第二号の重大事故等対処施設を除く。）

が設置許可基準規則第四条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊に

よりその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそ

れがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

【解釈】 

１ 第５０条の適用に当たっては、第５条の解釈に準ずるものとする。 

 

２ 第 1 項第２号に規定する「設置許可基準規則第４条第２項の規定

により算定する地震力」とは、設置許可基準規則解釈第３９条２の地

震力とする。 

 

３ 第１項第４号に規定する「設置許可基準規則第４条第２項の規定

により算定する地震力」とは、設置許可基準規則解釈第３９条３の地

震力とする。 

 

 

 

○設置許可基準規則の「要件を満たすものでなければならない。」は，

技術基準規則では「ところにより施設しなければならない。」とし，

具体的な内容が記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○技術基準規則では，第５０条第１項第２号の重大事故等対処施設を

除いている。 

 

○設置許可基準規則の「おそれがないものでなければならない。」は，

技術基準規則では「おそれがないよう、防護措置その他の適切な措

置を講じなければならない。」とし，具体的な内容が記載されている。 

○該当条文の比較箇所を参照 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則で「特定重大事故等対処施設に対して考慮する基

準地震動」について記載がある。 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-103 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

て余裕を有することをいう。 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-104 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（津波による損傷の防止） 

第四十条 重大事故等対処施設は、基準津波に対して重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければ

ならない。 

【解釈】 

１ 第４０条の適用に当たっては、本規程別記３に準ずるものと

する。 

２ 特定重大事故等対処施設が「基準津波に対して重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるおそれがない」とは、次

のいずれにも適合することをいう。 

ａ）特定重大事故等対処施設が設けられる工場等の敷地に津波

による浸水が生じた場合においても、特定重大事故等対処施

設がその重大事故等に対処するために必要な機能を維持でき

ること。この場合において、当該浸水の浸水高さは、津波防

護施設の基準津波による入力津波高さ、当該敷地の敷地高さ、

特定重大事故等対処施設の位置その他の条件を考慮したもの

であること。 

ｂ）特定重大事故等対処施設のうち海水を取水する機能を有す

る系統は、基準津波による水位の低下が生じた場合において

も余裕をもって当該機能を維持することができるよう、当該

系統の取水可能な水位の設定、堰せ きがとどめる海水の量の

確保その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

（津波による損傷の防止） 

第五十一条 重大事故等対処施設が基準津波によりその重大事故等に

対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置

その他の適切な措置を講じなければならない。 

【解釈】 

１ 第５１条の適用に当たっては、第６条の解釈に準ずるものと

する。 

 

 

 

○設置許可基準規則の「おそれがないものでなければならない。」は，

技術基準規則では「おそれがないよう、防護措置その他の適切な措

置を講じなければならない。」とし，具体的な内容が記載されている。 

○該当条文の比較箇所を参照 

○設置許可基準規則で「特定重大事故等対処施設に対して考慮する基

準津波」について記載がある。 

  



設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-105

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（火災による損傷の防止） 

第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処す

るために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止

することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有するもので

なければならない。 

【解釈】 

１ 第４１条の適用に当たっては、第８条第１項の解釈に準ずる

ものとする。 

（火災による損傷の防止） 

第五十二条 重大事故等対処施設が火災によりその重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれないよう、次に掲げる措置を講じな

ければならない。 

一 火災の発生を防止するため、次の措置を講ずること。 

イ 発火性又は引火性の物質を内包する系統の漏えい防止その他

の措置を講ずること。 

ロ 重大事故等対処施設には、不燃性材料又は難燃性材料を使用

すること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

（１） 重大事故等対処施設に使用する材料が、代替材料である

場合

（２） 重大事故等対処施設の機能を確保するために必要な代替

材料の使用が技術上困難な場合であって、重大事故等対処

施設における火災に起因して他の重大事故等対処施設にお

いて火災が発生することを防止するための措置が講じられ

ている場合 

ハ 避雷設備その他の自然現象による火災発生を防止するための

設備を施設すること。 

ニ 水素の供給設備その他の水素が内部に存在する可能性がある

設備にあっては、水素の燃焼が起きた場合においても重大事故

等対処施設の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわ

ないよう施設すること。 

ホ 放射線分解により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によっ

て、重大事故等対処施設の重大事故等に対処するために必要な

機能を損なうおそれがある場合には、水素の蓄積を防止する措

置を講ずること。 

二 火災の感知及び消火のため、火災と同時に発生すると想定され

る自然現象により、火災感知設備及び消火設備の機能が損なわれ

ることがないように施設すること。 

【解釈】 

１ 第５２条の適用に当たっては、第１１条の解釈に準ずるもの

とする。 

○設置許可基準規則の「有するものでなければならない。」は，技術基

準規則では「措置を講じなければならない。」とし，具体的な内容が

記載されている。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「火災発生

防止の措置」について記載がある。

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「火災感知

設備及び消火設備に対する具体的要件」について記載がある。

○該当条文の比較箇所を参照



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-106 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（特定重大事故等対処施設） 

第四十二条 工場等には、次に掲げるところにより、特定重大事故等

対処施設を設けなければならない。 

 

一 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

に対してその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれる

おそれがないものであること。 

【解釈】 

１ 第１号に規定する「原子炉建屋への故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがないものであること」と

は、以下に掲げる設備又はこれらと同等以上の効果を有する設

備とする。 

(a)原子炉建屋及び特定重大事故等対処施設が同時に破損する

ことを防ぐために必要な離隔距離（例えば 100m 以上）を確保

すること、又は故意による大型航空機の衝突に対して頑健な

建屋に収納すること。 

２ 特定重大事故等対処施設は、第３８条第１項第４号、第３９

条第１項第４号及び第４０条並びに第４２条各号のそれぞれの

要求事項を満たす施設群から成るが、少なくとも第３８条第１

項第４号、第３９条第１項第４号及び第４０条の要求事項を満

たす施設は一の施設でなければならない。 

 

二 原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を有するもの

であること。 

【解釈】 

３ 第２号に規定する「原子炉格納容器の破損を防止するために

必要な設備」とは、以下に掲げる設備又はこれらと同等以上の

効果を有する設備をいう。 

(a)以下の機能を有すること。 

ⅰ．原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作機能（例えば、緊

急時制御室からの原子炉減圧操作設備） 

ⅱ．炉内の溶融炉心の冷却機能（例えば、原子炉内への低圧注

水設備） 

ⅲ．原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却機能（例え

ば、原子炉格納容器下部への注水設備） 

ⅳ．格納容器内の冷却・減圧・放射性物質低減機能（例えば、

格納容器スプレイへの注水設備） 

ⅴ．原子炉格納容器の過圧破損防止機能（例えば、格納容器圧

力逃がし装置（排気筒を除く）） 

ⅵ．水素爆発による原子炉格納容器の破損防止機能（必要な原

子炉）（例えば、水素濃度制御設備） 

ⅶ．サポート機能（例えば、電源設備、計装設備、通信連絡設

備） 

ⅷ．上記設備の関連機能（例えば、減圧弁、配管等） 

(b)上記３(a)の機能を制御する緊急時制御室を設けること。 

（特定重大事故等対処施設） 

第五十三条 工場等には、次に定めるところにより特定重大事故等対

処施設を施設しなければならない。 

 

一 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

に対してその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれる

おそれがないこと。 

【解釈】 

１ 第１号に規定する「原子炉建屋への故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがないこと」とは、以下に

規定する設備又はこれと同等以上の効果を有する設備とする。 

(a)原子炉建屋及び特定重大事故等対処施設が同時に破損する

ことを防ぐために必要な離隔距離（例えば 100m 以上）を確保

すること、又は故意による大型航空機の衝突に対して頑健な

建屋に収納すること。 

２ 特定重大事故等対処施設は、第４９条第１項第４号、第５０

条第１項第４号及び第５１条並びに第５３条各号のそれぞれの

要求事項を満たす施設群から成るが、少なくとも第４９条第１

項第４号、第５０条第１項第４号及び第５１条の要求事項を満

たす施設は一の施設でなければならない。 

 

 

二 原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を有するこ

と。 

【解釈】 

３ 第２号に規定する「原子炉格納容器の破損を防止するために

必要な設備」とは、以下に掲げる設備又はこれらと同等以上の

効果を有する設備をいう。 

(a)以下の機能を有すること。 

ⅰ．原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作機能（例えば、緊

急時制御室からの原子炉減圧操作設備） 

ⅱ．炉内の溶融炉心の冷却機能（例えば、原子炉内への低圧注

水設備） 

ⅲ．原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却機能（例え

ば、原子炉格納容器下部への注水設備） 

ⅳ．格納容器内の冷却・減圧・放射性物質低減機能（例えば、

原子炉格納容器スプレイへの注水設備） 

ⅴ．原子炉格納容器の過圧破損防止機能（例えば、格納容器圧

力逃がし装置（排気筒を除く）） 

ⅵ．水素爆発による原子炉格納容器の破損防止機能（必要な原

子炉）（例えば、水素濃度制御設備） 

ⅶ．サポート機能（例えば、電源設備、計装設備、通信連絡設

備） 

ⅷ．上記設備の関連機能（例えば、減圧弁、配管等） 

(b)上記３(a)の機能を制御する緊急時制御室を設けること。 

 

 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○該当条文の比較箇所を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-107 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

(c)上記３(a)の機能を有する設備は、設計基準事故対処設備及

び重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成する

ものを除く。）に対して、可能な限り、多重性又は多様性及び

独立性を有し、位置的分散を図ること。 

(d)重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するも

のを除く。）による格納容器破損防止対策が有効に機能しなか

った場合は、原子炉制御室から移動し緊急時制御室で対処す

ることを想定し、緊急時制御室の居住性について、次の要件

を満たすものであること。 

① 想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島

第一原子力発電所事故と同等とすること。 

② 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場合

は、実施のための体制を整備すること。 

③ 交代要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施

のための体制を整備すること。 

④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超え

ないこと。 

(e)緊急時制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源（有毒ガ

スの発生時において、運転員の対処能力が損なわれるおそれ

があるものをいう。）の近傍に、有毒ガスの発生時において、

有毒ガスが緊急時制御室の運転員に及ぼす影響により、運転

員の対処能力が著しく低下し、特定重大事故等対処施設の機

能が損なわれることがないよう、工場等内における有毒ガス

の発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生

を検出した場合に緊急時制御室において自動的に警報するた

めの装置その他の適切に防護するための設備を設けること。 

(f)通信連絡設備は緊急時制御室に整備され、原子炉制御室及び

工場等内緊急時対策所その他の必要な場所との通信連絡を行

えるものであること。 

(g)電源設備は、「原子炉格納容器の破損を防止するために必要

な設備」に電力を供給するものであり、特定重大事故等対処

施設の要件を満たすこと。同電源設備には、可搬型代替電源

設備及び常設代替電源設備のいずれからも接続できること。

なお、電源設備は、特定重大事故等対処施設に属するが、重

大事故に至るおそれがある事故が発生した場合にも活用可能

である。 

 

 

三 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

の発生後、発電用原子炉施設の外からの支援が受けられるまでの間、

使用できるものであること。 

【解釈】 

４ 第３号に規定する「発電用原子炉施設の外からの支援が受け

られるまでの間、使用できるものであること」とは、例えば、

少なくとも７日間、必要な設備が機能するに十分な容量を有す

るよう設計を行うことをいう。 

(c)上記３(a)の機能を有する設備は、設計基準事故対処設備及

び重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成する

ものを除く。）に対して、可能な限り、多重性又は多様性及び

独立性を有し、位置的分散を図ること。 

(d)重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するも

のを除く。）による格納容器破損防止対策が有効に機能しなか

った場合は、原子炉制御室から移動し緊急時制御室で対処す

ることを想定し、緊急時制御室の居住性について、次の要件

を満たすものであること。 

① 想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島

第一原子力発電所事故と同等とすること。 

② 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場合

は、実施のための体制を整備すること。 

③ 交代要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施

のための体制を整備すること。 

④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超え

ないこと。 

(e)緊急時制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍

に、有毒ガスの発生時において、緊急時制御室の運転員の吸

気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下

とするよう、工場等内における有毒ガスの発生を検出するた

めの装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊

急時制御室において自動的に警報するための装置の設置（「有

毒ガスの発生を検出し警報するための装置に関する要求事項

（別記－９）」による。）その他の適切な防護措置を講じなけ

ればならない。 

 

(f)通信連絡設備は緊急時制御室に整備され、原子炉制御室及び

工場等内緊急時対策所その他の必要箇所との通信連絡を行え

るものであること。 

(g)電源設備は、「原子炉格納容器の破損を防止するために必要

な設備」に電力を供給するものであり、特定重大事故等対処

施設の要件を満たすこと。同電源設備には、可搬型代替電源

設備及び常設代替電源設備のいずれからも接続できること。

なお、電源設備は、特定重大事故等対処施設に属するが、重

大事故に至るおそれがある事故が発生した場合にも活用可能

である。 

 

三 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

の発生後、発電用原子炉施設の外からの支援が受けられるまでの間、

使用できること。 

【解釈】 

４ 第３号に規定する「発電用原子炉施設の外からの支援が受け

られるまでの間、使用できること」とは、例えば、少なくとも 7

日間、必要な設備が機能するに十分な容量を有するよう設計を

行うことをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「有毒ガスが緊急時制御室の運転員に及ぼす影

響により、運転員の対処能力が著しく低下し、特定重大事故等対処

施設の機能が損なわれることがない」は，技術基準規則では「緊急

時制御室の運転員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための

判断基準値以下とする」として具体的な内容が記載されている。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければなら

ない。 

 

一 想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、

荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必

要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

二 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作でき

るものであること。 

 

三 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停

止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

四 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用

する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替

えられる機能を備えるものであること。 

 

 

五 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであるこ

と。 

 

六 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処

設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高

くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設

置その他の適切な措置を講じたものであること。 

  

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備のう

ち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備」という。）と接

続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対処設備と接続する

ために必要な発電用原子炉施設内の常設の配管、弁、ケーブルその

他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処設備」という。）は、前

項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 

 

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものである

こと。 

 

二 二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。

ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該

二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同

一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさな

い場合は、この限りでない。 

 

三 常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故対処

設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

（重大事故等対処設備）   

第五十四条 重大事故等対処設備は、次に定めるところによらなけれ

ばならない。  

 

一 想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、

荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必

要な機能を有効に発揮すること。  

 

二 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作でき

ること。  

 

三 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停

止中に必要な箇所の保守点検（試験及び検査を含む。）ができるこ

と。  

 

四 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用

する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替

えられる機能を備えること。  

 

五 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないこと。 

 

 

六 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処

設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高

くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設

置その他の適切な措置を講ずること。 

 

２ 常設重大事故等対処設備は、前項の規定によるほか、次に定める

ところによらなければならない。  

 

 

 

 

 

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有すること。  

 

 

二 二以上の発電用原子炉施設において共用しないこと。ただし、

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の

発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場

等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合

は、この限りでない。  

 

三 常設重大事故防止設備には、共通要因（設置許可基準規則第二

条第二項第十八号に規定する共通要因をいう。以下同じ。）によっ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「試験又は検査ができるものであること。」は，

技術基準規則では「必要な箇所の保守点検（試験及び検査を含む。）

ができること。」とし保守及び点検が可能となるよう，具体的な内容

が記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大

事故等対処設備のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処

設備」という。）と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故等

対処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の常設の配

管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処

設備」という。）」は，技術基準規則の「常設重大事故等対処設備」

と同義である。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

う、適切な措置を講じたものであること。 

 

 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほ

か、次に掲げるものでなければならない。 

 

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え、十分に余裕

のある容量を有するものであること。 

 

二 常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間

に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。

以下同じ。）と接続するものにあっては、当該常設設備と容易かつ

確実に接続することができ、かつ、二以上の系統又は発電用原子

炉施設が相互に使用することができるよう、接続部の規格の統一

その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

三 常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって接続す

ることができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対

処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）

の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものである

こと。 

 

四 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故

等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続すること

ができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選

定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもの

であること。 

 

五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる影響、設計基準事故対処設備及び重大

事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故

等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 

 

六 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事

故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、

工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じた

ものであること。 

 

七 重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、

設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能

若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るお

それがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであるこ

と。 

【解釈】 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故等」

て設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう、適切な措置を講ずること。  

 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項の規定によるほか、

次に定めるところによらなければならない。  

 

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え、十分に余裕

のある容量を有すること。  

 

二 常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間

に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。

以下同じ。）と接続するものにあっては、当該常設設備と容易かつ

確実に接続することができ、かつ、二以上の系統又は発電用原子

炉施設が相互に使用することができるよう、接続部の規格の統一

その他の適切な措置を講ずること。  

 

三 常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって接続す

ることができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対

処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）

の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けること。  

 

 

四 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故

等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続すること

ができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選

定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講ずること。  

 

 

五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる影響、設計基準事故対処設備及び重大

事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故

等対処設備と異なる保管場所に保管すること。  

 

六 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故

等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、

工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講ずる

こと。 

 

七 重大事故防止設備のうち可搬型のものには、共通要因によって、

設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能

若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るお

それがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講ずること。 

【解釈】 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故等」

とは、設置許可基準規則解釈第３７条において想定する事故シ
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

とは、本規程第３７条において想定する事故シーケンスグルー

プ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できる

ものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、想定する

格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想定事故及

び想定する運転停止中事故シーケンスグループをいう。 

２ 第１項第３号の適用に当たっては、第１２条第４項の解釈に

準ずるものとする。 

３ 第１項第５号に規定する「他の設備」とは、設計基準対象施

設だけでなく、当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処

設備も含む。 

４ 第２項第３号及び第３項第７号に規定する「適切な措置を講

じたもの」とは、共通要因の特性を踏まえ、可能な限り多様性

を考慮したものをいう。 

５ 第３項第１号について、可搬型重大事故等対処設備の容量は、

次によること。 

(a)可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備及び

可搬型注水設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給する

ものに限る。）にあっては、必要な容量を賄うことができる可

搬型重大事故等対処設備を１基あたり２セット以上を持つこ

と。これに加え、故障時のバックアップ及び保守点検による

待機除外時のバックアップを工場等全体で確保すること。 

(b)可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型直流電源設備等で

あって負荷に直接接続するものにあっては、１負荷当たり１

セットに、工場等全体で故障時のバックアップ及び保守点検

による待機除外時のバックアップを加えた容量を持つこと。 

(c)「必要な容量」とは、当該原子炉において想定する重大事故

等において、炉心損傷防止及び格納容器破損防止等のために

有効に必要な機能を果たすことができる容量をいう。 

６ 第３項第３号について、複数の機能で一つの接続口を使用す

る場合は、それぞれの機能に必要な容量（同時に使用する可能

性がある場合は、合計の容量）を確保することができるように

接続口を設けること。 

７ 第３項第５号について、可搬型重大事故等対処設備の保管場

所は、故意による大型航空機の衝突も考慮すること。例えば原

子炉建屋から 100m 以上離隔をとり、原子炉建屋と同時に影響を

受けないこと。又は、故意による大型航空機の衝突に対して頑

健性を有すること。 

 

 

 

ーケンスグループ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機

能に期待できるものにあっては、計画された対策が想定するも

の。）、想定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内にお

ける想定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループ

をいう。   

２ 第１項第３号の規定の適用に当たっては、第１５条第２項の

解釈に準ずるものとする。   

３ 第１項第５号に規定する「他の設備」とは、設計基準対象施

設だけでなく、当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処

設備も含む。 

４ 第２項第３号及び第３項第７号に規定する「適切な措置を講

ずること」とは、共通要因の特性を踏まえ、可能な限り多様性

を考慮することをいう。  

５ 第３項第１号について、可搬型重大事故等対処設備の容量は、

次によること。  

(a)可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備及び

可搬型注水設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給する

ものに限る。）にあっては、必要な容量を賄うことができる可

搬型重大事故等対処設備を１基あたり２セット以上を持つこ

と。これに加え、故障時のバックアップ及び保守点検による

待機除外時のバックアップを工場等全体で確保する。 

(b)可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型直流電源設備等で

あって負荷に直接接続するものにあっては、１負荷当たり１

セットに、工場等全体で故障時のバックアップ及び保守点検

による待機除外時のバックアップを加えた容量を持つこと。 

(c)「必要な容量」とは、当該原子炉において想定する重大事故

等において、炉心損傷防止及び格納容器破損防止等のために

有効に必要な機能を果たすことができる容量をいう。 

６ 第３項第３号について、複数の機能で一つの接続口を使用す

る場合は、それぞれの機能に必要な容量（同時に使用する可能

性がある場合は、合計の容量）を確保することができるように

接続口を設けること。  

７ 第３項第５号について、可搬型重大事故等対処設備の保管場

所は、故意による大型航空機の衝突も考慮すること。例えば原

子炉建屋から 100m以上離隔をとり、原子炉建屋と同時に影響を

受けないこと。又は、故意による大型航空機の衝突に対して頑

健性を有すること。 

 

 

○該当条文の比較箇所を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-111 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備） 

第四十四条 発電用原子炉施設には、運転時の異常な過渡変化時にお

いて発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発

生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合においても炉

心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び

原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、発電用原子炉を未臨

界に移行するために必要な設備を設けなければならない。 

【解釈】 

１ 第４４条に規定する「発電用原子炉の運転を緊急に停止する

ことができない事象が発生するおそれがある場合」とは、発電

用原子炉が緊急停止していなければならない状況にもかかわら

ず、原子炉出力又は原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急

停止していないことが推定される場合のことをいう。 

２ 第４４条に規定する「発電用原子炉を未臨界に移行するため

に必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）BWR 

ａ）センサー出力から最終的な作動装置の入力までの原子炉ス

クラム系統から独立した代替反応度制御棒挿入回路（ARI）

を整備すること。 

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することがで

きない事象が発生するおそれがある場合」に、原子炉出力

を制御するため、原子炉冷却材再循環ポンプを自動で停止

させる装置を整備すること。 

ｃ）十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備（SLCS）

を整備すること。 

（２）PWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することがで

きない事象が発生するおそれがある場合」に、原子炉出力

を抑制するため、補助給水系ポンプを自動的に起動させる

設備及び蒸気タービンを自動で停止させる設備を整備する

こと。 

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することがで

きない事象が発生するおそれがある場合」には、化学体積

制御設備又は非常用炉心冷却設備による十分な量のほう酸

水注入を実施する設備を整備すること。 

（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備）  

第五十九条 発電用原子炉施設には、運転時の異常な過渡変化時にお

いて発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発

生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合においても炉

心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び

原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、発電用原子炉を未臨

界に移行するために必要な設備を施設しなければならない。 

【解釈】 

１ 第５９条に規定する「発電用原子炉の運転を緊急に停止する

ことができない事象が発生するおそれがある場合」とは、発電

用原子炉が緊急停止していなければならない状況にもかかわら

ず、原子炉出力又は原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急

停止していないことが推定される場合のことをいう。 

２ 第５９条に規定する「発電用原子炉を未臨界に移行するため

に必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備をいう。  

（１）BWR 

ａ）センサー出力から最終的な作動装置の入力までの原子炉ス

クラム系統から独立した代替反応度制御棒挿入回路（ARI）

を整備すること。  

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することがで

きない事象が発生するおそれがある場合」に、原子炉出力

を制御するため、原子炉冷却材再循環ポンプを自動で停止

させる装置を整備すること。  

ｃ）十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備（SLCS）

を整備すること。 

（２）PWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することがで

きない事象が発生するおそれがある場合」に、原子炉出力

を抑制するため、補助給水系ポンプを自動的に起動させる

設備及び蒸気タービンを自動で停止させる設備を整備する

こと。  

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することがで

きない事象が発生するおそれがある場合」には、化学体積

制御設備又は非常用炉心冷却設備による十分な量のほう酸

水注入を実施する設備を整備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-112 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備） 

第四十五条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが

高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉

の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止する

ため、発電用原子炉を冷却するために必要な設備を設けなければな

らない。 

【解釈】 

１ 第４５条に規定する「発電用原子炉を冷却するために必要な

設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を

有する措置を行うための設備をいう。 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定し、原

子炉隔離時冷却系(RCIC)若しくは非常用復水器（BWR の場

合）又はタービン動補助給水ポンプ（PWR の場合）（以下

「RCIC 等」という。）により発電用原子炉を冷却するため、

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備を整備すること。 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒

素ボンベ等）を用いた弁の操作により、RCIC 等の起動及び

十分な期間※の運転継続を行う可搬型重大事故防止設備等

を整備すること。ただし、下記（１）ｂ）ⅰ）の人力によ

る措置が容易に行える場合を除く。 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、RCIC 等の起動及び十

分な期間※の運転継続を行うために必要な設備を整備する

こと。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材

圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間

のこと。 

 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備） 

第六十条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが高

圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の

冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するた

め、発電用原子炉を冷却するために必要な設備を施設しなければな

らない。 

【解釈】 

１ 第６０条に規定する「発電用原子炉を冷却するために必要な

設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を

有する措置を行うための設備をいう。 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定し、原

子炉隔離時冷却系(RCIC)若しくは非常用復水器（BWR の場

合）又はタービン動補助給水ポンプ（PWRの場合）（以下「RCIC

等」という。）により発電用原子炉を冷却するため、以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備を整備すること。 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒

素ボンベ等）を用いた弁の操作により、RCIC 等の起動及び

十分な期間※の運転継続を行う可搬型重大事故防止設備等

を整備すること。ただし、下記（１）ｂ）ⅰ）の人力によ

る措置が容易に行える場合を除く。 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、RCIC 等の起動及び十

分な期間※の運転継続を行うために必要な設備を整備する

こと。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材

圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間

のこと。 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-113 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備） 

第四十六条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが

高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉

の減圧機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧するために必要な設備を設けなければならない。 

【解釈】 

１ 第４６条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため、

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な設備」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備をいう。 

（１）ロジックの追加 

ａ）原子炉水位低かつ低圧注水系が利用可能な状態で、逃がし

安全弁を作動させる減圧自動化ロジックを設けること（BWR

の場合）。 

（２）可搬型重大事故防止設備 

ａ）常設直流電源系統喪失時においても、減圧用の弁（逃がし

安全弁（BWRの場合）又は主蒸気逃がし弁及び加圧器逃がし

弁（PWRの場合））を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリ

の減圧操作が行えるよう、手動設備又は可搬型代替直流電

源設備を配備すること。 

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動さ

せ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、

可搬型コンプレッサー又は窒素ボンベを配備すること。 

ｃ）減圧用の弁は、想定される重大事故等が発生した場合の環

境条件において確実に作動すること。 

（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備）  

第六十一条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが

高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉

の減圧機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧するために必要な設備を施設しなければならない。 

【解釈】 

１ 第６１条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため、

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な設備」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備をいう。 

（１）ロジックの追加 

ａ）原子炉水位低かつ低圧注水系が利用可能な状態で、逃がし

安全弁を作動させる減圧自動化ロジックを設けること（BWR

の場合）。 

（２）可搬型重大事故防止設備 

ａ）常設直流電源系統喪失時においても、減圧用の弁（逃がし

安全弁（BWRの場合）又は主蒸気逃がし弁及び加圧器逃がし

弁（PWRの場合））を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリ

の減圧操作が行えるよう、手動設備又は可搬型代替直流電

源設備を配備すること。 

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動さ

せ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、

可搬型コンプレッサー又は窒素ボンベを配備すること。 

ｃ）減圧用の弁は、想定される重大事故等が発生した場合の環

境条件において確実に作動すること。 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-114 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する 

ための設備） 

第四十七条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが

低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉

の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損を防止するため、発電用原子炉を冷却するために必

要な設備を設けなければならない。 

【解釈】 

１ 第４７条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため、

発電用原子炉を冷却するために必要な設備」とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための

設備をいう。 

（１）重大事故防止設備 

ａ）可搬型重大事故防止設備を配備すること。 

ｂ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対

応するため、常設重大事故防止設備を設置すること。 

ｃ）上記ａ）及びｂ）の重大事故防止設備は、設計基準事故対

処設備に対して、多様性及び独立性を有し、位置的分散を

図ること。 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備） 

第六十二条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが

低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉

の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損を防止するため、発電用原子炉を冷却するために必

要な設備を施設しなければならない。 

【解釈】 

１ 第６２条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため、

発電用原子炉を冷却するために必要な設備」とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための

設備をいう。 

（１）重大事故防止設備 

ａ）可搬型重大事故防止設備を配備すること。 

ｂ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対

応するため、常設重大事故防止設備を設置すること。 

ｃ）上記ａ）及びｂ）の重大事故防止設備は、設計基準事故対

処設備に対して、多様性及び独立性を有し、位置的分散を

図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

第四十八条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する

最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生

する前に生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒートシンク

へ熱を輸送するために必要な設備を設けなければならない。 

【解釈】 

１ 第４８条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するため

に必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を

整備すること。 

ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多

重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

ｃ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを

想定した上で、BWR においては、サプレッションプールへ

の熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期

間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシ

ンクシステム（UHSS）の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし

場への熱の輸送ができること。加えて、残留熱除去系(RHR)

の使用が不可能な場合について考慮すること。

また、PWR においては、タービン動補助給水ポンプ及び主

蒸気逃がし弁による２次冷却系からの除熱により、最終的

な熱の逃がし場への熱の輸送ができること。

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第５０

条３ｂ)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境

界での線量評価を行うこと。 

（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備）  

第六十三条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する

最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生

する前に生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒートシンク

へ熱を輸送するために必要な設備を施設しなければならない。 

【解釈】 

１ 第６３条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するため

に必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備をいう。  

ａ）炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を

整備すること。 

ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多

重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

ｃ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを

想定した上で、BWRにおいては、サプレッションプールへの

熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間

内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシン

クシステム(UHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場へ

の熱の輸送ができること。加えて、残留熱除去系(RHR)の使

用が不可能な場合について考慮すること。

また、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸

気逃がし弁による２次冷却系からの除熱により、最終的な

熱の逃がし場への熱の輸送ができること。

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第６５

条３ｂ)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境

界での線量評価を行うこと。 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。

○該当条文の比較箇所を参照



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（原子炉格納容器内の冷却等のための設備） 

第四十九条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する

原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい

損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させ

るために必要な設備を設けなければならない。 

 

２ 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力

及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な設備

を設けなければならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させるために必要な設備」及び第２項に規定する「原子炉格納

容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるた

めに必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）重大事故等対処設備 

ａ）設計基準事故対処設備の格納容器スプレイ注水設備（ポン

プ又は水源）が機能喪失しているものとして、格納容器ス

プレイ代替注水設備を配備すること。 

ｂ）上記ａ）の格納容器スプレイ代替注水設備は、設計基準事

故対処設備に対して、多様性及び独立性を有し、位置的分

散を図ること。 

（２）兼用 

ａ）第１項の炉心損傷防止目的の設備と第２項の格納容器破損

防止目的の設備は、同一設備であってもよい。 

（原子炉格納容器内の冷却等のための設備）  

第六十四条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する

原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい

損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させ

るために必要な設備を施設しなければならない。  

 

２ 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力

及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な設備を

施設しなければならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させるために必要な設備」及び第２項に規定する「原子炉格納

容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるた

めに必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための設備をいう。  

（１）重大事故等対処設備 

ａ）設計基準事故対処設備の格納容器スプレイ注水設備（ポン

プ又は水源）が機能喪失しているものとして、格納容器ス

プレイ代替注水設備を配備すること。 

ｂ）上記ａ）の格納容器スプレイ代替注水設備は、設計基準事

故対処設備に対して、多様性及び独立性を有し、位置的分

散を図ること。 

（２）兼用 

ａ）第１項の炉心損傷防止目的の設備と第２項の格納容器破損

防止目的の設備は、同一設備であってもよい。 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 

 

 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備） 

第五十条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合

において原子炉格納容器の過圧による破損を防止するため、原子炉

格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させるために必要な設備を設けなければならない。 

 

 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器バウンダリを維持」とは、

限界圧力及び限界温度において評価される原子炉格納容器の漏

えい率を超えることなく、原子炉格納容器内の放射性物質を閉

じ込めておくことをいい、「原子炉格納容器バウンダリを維持

しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために

必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の

効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 

 

 

ａ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットを設

置すること。 

 

２ 発電用原子炉施設（原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷

が発生した場合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧に

よる破損が発生するおそれがあるものに限る。）には、前項の設備

に加えて、原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすために必要な

設備を設けなければならない。 

【解釈】 

２ 第２項に規定する「原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい

損傷が発生した場合において短時間のうちに原子炉格納容器の

過圧による破損が発生するおそれがあるもの」とは、原子炉格

納容器の容積が小さく炉心損傷後の事象進展が速い発電用原子

炉施設であるBWR及びアイスコンデンサ型格納容器を有するPWR

をいう。 

３ 第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃が

すために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）格納容器圧力逃がし装置を設置すること。 

ｂ）上記３ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げる

措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の設備をいう。 

ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気に含まれる放射性物質

の量を低減するものであること。 

ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等の

対策が講じられていること。 

ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器（例

えばSGTS）や他号機の格納容器圧力逃がし装置等と共用

（原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備）  

第六十五条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場

合において原子炉格納容器の過圧による破損を防止するため、原子

炉格納容器バウンダリ（設置許可基準規則第二条第二項第三十七号

に規定する原子炉格納容器バウンダリをいう。）を維持しながら原

子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を施

設しなければならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器バウンダリ（設置許可基

準規則第２条第２項第３７号に規定する原子炉格納容器バウン

ダリをいう。）を維持」とは、限界圧力及び限界温度において

評価される原子炉格納容器の漏えい率を超えることなく、原子

炉格納容器内の放射性物質を閉じ込めておくことをいい、「原

子炉格納容器バウンダリ（設置許可基準規則第２条第２項第３

７号に規定する原子炉格納容器バウンダリをいう。）を維持し

ながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必

要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットを設

置すること。 

 

２ 発電用原子炉施設（原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷

が発生した場合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧に

よる破損が発生するおそれがあるものに限る。）には、前項の設備

に加えて、原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすために必要な

設備を施設しなければならない。 

【解釈】 

２ 第２項に規定する「原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい

損傷が発生した場合において短時間のうちに原子炉格納容器の

過圧による破損が発生するおそれがあるもの」とは、原子炉格

納容器の容積が小さく炉心損傷後の事象進展が速い発電用原子

炉施設であるBWR及びアイスコンデンサ型格納容器を有するPWR

をいう。 

３ 第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃が

すために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）格納容器圧力逃がし装置を設置すること。 

ｂ）上記３ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げる

措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の設備をいう。 

ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性物

質を低減するものであること。 

ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等の

対策が講じられていること。 

ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器（例

えばSGTS）や他号機の格納容器圧力逃がし装置等と共用

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

しないこと。ただし、他への悪影響がない場合を除く。 

ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要

に応じて、原子炉格納容器の負圧破損を防止する設備を

整備すること。 

ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易か

つ確実に開閉操作ができること。 

ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で

格納容器圧力逃がし装置の隔離弁の操作ができるよう、

遮蔽又は離隔等の放射線防護対策がなされていること。 

ⅶ）原子炉格納容器の隔離機能を有するラプチャーディスク

を使用する場合は、バイパス弁を併置すること。ただし、

当該ラプチャーディスクを強制的に手動で破壊する装置

を設置する場合は、この限りでない。 

ⅷ）格納容器圧力逃がし装置の窒素充填、雨水の浸入防止等

のためにラプチャーディスクを設置する場合は、当該ラ

プチャーディスクは、格納容器圧力逃がし装置の機能を

損なうおそれがないよう十分に低い圧力で作動するもの

であること。 

ⅸ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び水

没の悪影響を受けない場所に接続されていること。 

ⅹ）排気により高線量となるフィルター等からの被ばくを低

減するための遮蔽等の放射線防護対策がなされているこ

と。 

xi）格納容器圧力逃がし装置からの放射性物質を含む気体の

排気を放射線量の変化によって検出するため、当該装置

の排気口又はこれに近接する箇所に放射線量を測定する

ことができる設備を設けること。

３ 前項の設備は、共通要因によって第一項の設備の過圧破損防止機

能（炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過

圧による破損を防止するために必要な機能をいう。）と同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものでな

ければならない。 

【解釈】 

４ 第３項に規定する「適切な措置を講じたもの」とは、多様性

及び可能な限り独立性を有し、位置的分散を図ることをいう。 

しないこと。ただし、他への悪影響がない場合を除く。 

ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要

に応じて、原子炉格納容器の負圧破損を防止する設備を

整備すること。 

ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易か

つ確実に開閉操作ができること。 

ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で

格納容器圧力逃がし装置の隔離弁の操作ができるよう、

遮蔽又は離隔等の放射線防護対策がなされていること。 

ⅶ）原子炉格納容器の隔離機能を有するラプチャーディスク

を設置する場合は、バイパス弁を併置すること。ただし、

当該ラプチャーディスクを強制的に手動で破壊する装置

を設置する場合は、この限りでない。 

ⅷ）格納容器圧力逃がし装置の窒素充填、雨水の浸入防止等

のためにラプチャーディスクを設置する場合は、当該ラ

プチャーディスクは、格納容器圧力逃がし装置の機能を

損なうおそれがないよう十分に低い圧力で作動するもの

であること。 

ⅸ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び水

没の悪影響を受けない場所に接続されていること。 

ⅹ）排気により高線量となるフィルター等からの被ばくを低

減するための遮蔽等の放射線防護対策がなされているこ

と。 

xi）格納容器圧力逃がし装置からの放射性物質を含む気体の

排気を放射線量の変化によって検出するため、当該装置

の排気口又はこれに近接する箇所に放射線量を測定する

ことができる設備を設けること。

３ 前項の設備は、共通要因によって第一項の設備の過圧破損防止機

能（炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過

圧による破損を防止するために必要な機能をいう。）と同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものでな

ければならない。 

【解釈】 

４ 第３項に規定する「適切な措置を講じたもの」とは、多様性

及び可能な限り独立性を有し、位置的分散を図ることをいう。 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-119 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備）  

第五十一条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場

合において原子炉格納容器の破損を防止するため、溶融し、原子炉

格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために必要な設備を設け

なければならない。 

【解釈】 

１ 第５１条に規定する「溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した

炉心を冷却するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。なお、

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却は、溶融炉心・コン

クリート相互作用(MCCI)を抑制すること及び溶融炉心が拡がり原子

炉格納容器バウンダリに接触することを防止するために行われるも

のである。 

ａ）原子炉格納容器下部注水設備を設置すること。原子炉格納容器

下部注水設備とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備をいう。 

ⅰ）原子炉格納容器下部注水設備（ポンプ車及び耐圧ホース等）

を整備すること。（可搬型の原子炉格納容器下部注水設備の場

合は、接続する建屋内の流路をあらかじめ敷設すること。） 

ⅱ）原子炉格納容器下部注水設備は、多重性又は多様性及び独立

性を有し、位置的分散を図ること。（ただし、建屋内の構造上

の流路及び配管を除く。） 

ｂ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設

備からの給電を可能とすること。 

 

 

 

 

 

 

（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備） 

第六十六条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場

合において原子炉格納容器の破損を防止するため、溶融し、原子炉

格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために必要な設備を施設

しなければならない。 

【解釈】 

１ 第６６条に規定する「溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した

炉心を冷却するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。なお、

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却は、溶融炉心・コン

クリート相互作用(MCCI)を抑制すること及び溶融炉心が拡がり原子

炉格納容器バウンダリに接触することを防止するために行われるも

のである。 

ａ）原子炉格納容器下部注水設備を設置すること。原子炉格納容器

下部注水設備とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備をいう。 

ⅰ）原子炉格納容器下部注水設備（ポンプ車及び耐圧ホース等）

を整備すること。（可搬型の原子炉格納容器下部注水設備の場

合は、接続する建屋内の流路をあらかじめ敷設すること。） 

ⅱ）原子炉格納容器下部注水設備は、多重性又は多様性及び独立

性を有し、位置的分散を図ること。（ただし、建屋内の構造上

の流路及び配管を除く。） 

ｂ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設

備からの給電を可能とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-120 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備） 

第五十二条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場

合において原子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素

爆発」という。）による破損を防止する必要がある場合には、水素

爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を設

けなければならない。 

【解釈】 

１ 第５２条に規定する「水素爆発による原子炉格納容器の破損

を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）原子炉格納容器内を不活性化すること又は原子炉格納容器

内に水素濃度制御設備を設置すること。 

ｂ）原子炉格納容器内を不活性化する場合には、次に掲げると

ころにより、原子炉格納容器から水素ガスを排出することが

できる設備を設けること。 

ⅰ）その排出経路での水素爆発を防止すること。 

ⅱ）排気に含まれる放射性物質の量を低減すること。 

ⅲ）排気中の水素濃度を測定することができる設備を設ける

こと。 

ⅳ）当該設備からの放射性物質を含む気体の排気を放射線量

の変化によって検出するため、当該設備の排気口又はこ

れに近接する箇所に放射線量を測定することができる

設備を設けること。 

ｃ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能性のある範

囲で測定できる監視設備を設置すること。 

ｄ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電

源設備からの給電を可能とすること。 

 

（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備） 

第六十七条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場

合において原子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素

爆発」という。）による破損を防止する必要がある場合には、水素

爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を施

設しなければならない。 

【解釈】 

１ 第６７条に規定する「水素爆発による原子炉格納容器の破損

を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）原子炉格納容器内を不活性化すること又は原子炉格納容器

内に水素濃度制御設備を設置すること。 

ｂ）原子炉格納容器内を不活性化する場合には、次に掲げると

ころにより、原子炉格納容器から水素ガスを排出すること

ができる設備を設けること。 

ⅰ）その排出経路での水素爆発を防止すること。 

ⅱ）排気に含まれる放射性物質の量を低減すること。 

ⅲ）排気中の水素濃度を測定することができる設備を設けるこ

と。 

ⅳ）当該設備からの放射性物質を含む気体の排気を放射線量の

変化によって検出するため、当該設備の排気口又はこれに

近接する箇所に放射線量を測定することができる設備を設

けること。 

ｃ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能性のある範

囲で測定できる監視設備を設置すること。 

ｄ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電

源設備からの給電を可能とすること。 

 

 

 

 

 

 

〇設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-121 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備） 

第五十三条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場

合において原子炉建屋その他の原子炉格納容器から漏えいする気体

状の放射性物質を格納するための施設（以下「原子炉建屋等」とい

う。）の水素爆発による損傷を防止する必要がある場合には、水素

爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な設備を

設けなければならない。 

【解釈】 

１ 第５３条に規定する「水素爆発による当該原子炉建屋等の損

傷を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をい

う。 

ａ）原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生した場

合において原子炉格納容器内の水素濃度が高くなり、高濃

度の水素ガスが原子炉格納容器から漏えいするおそれのあ

る発電用原子炉施設には、原子炉格納容器から原子炉建屋

等への水素ガスの漏えいを抑制し、原子炉建屋等内の水素

濃度の上昇を緩和するための設備として、次に掲げるとこ

ろにより、原子炉格納容器から水素ガスを排出することが

できる設備を設置すること。この場合において、当該設備

は、本規程第５０条の規定により設置する格納容器圧力逃

がし装置と同一設備であってもよい。 

ⅰ）その排出経路での水素爆発を防止すること。 

ⅱ）排気中の水素濃度を測定することができる設備を設ける

こと。 

ⅲ）ⅰ）及びⅱ）に掲げるもののほか、本規程第５０条３ｂ）

ⅰ）からⅺ）までの規定に準ずること。 

ｂ）水素濃度制御設備（制御により原子炉建屋等で水素爆発の

おそれがないことを示すこと。）又は原子炉建屋等から水

素ガスを排出することができる設備（動的機器等に水素爆

発を防止する機能を付けること。放射性物質低減機能を付

けること。）を設置すること。 

ｃ）想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範囲

で推定できる監視設備を設置すること。 

ｄ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電

源設備からの給電を可能とすること。 

 

（水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備） 

第六十八条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場

合において原子炉建屋その他の原子炉格納容器から漏えいする気体

状の放射性物質を格納するための施設（以下「原子炉建屋等」とい

う。）の水素爆発による損傷を防止する必要がある場合には、水素

爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な設備を

施設しなければならない。 

【解釈】 

１ 第６８条に規定する「水素爆発による当該原子炉建屋等の損

傷を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をい

う。 

ａ）原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生した場合

において原子炉格納容器内の水素濃度が高くなり、高濃度の水

素ガスが原子炉格納容器から漏えいするおそれのある発電用原

子炉施設には、原子炉格納容器から原子炉建屋等への水素ガス

の漏えいを抑制し、原子炉建屋等内の水素濃度の上昇を緩和す

るための設備として、次に掲げるところにより、原子炉格納容

器から水素ガスを排出することができる設備を設置すること。

この場合において、当該設備は、本規程第６５条の規定により

設置する格納容器圧力逃がし装置と同一設備であってもよい。 

ⅰ）その排出経路での水素爆発を防止すること。 

ⅱ）排気中の水素濃度を測定することができる設備を設けるこ

と。 

ⅲ）ⅰ）及びⅱ）に掲げるもののほか、本規程第６５条３ｂ）

ⅰ）からⅺ）までの規定に準ずること。 

ｂ）水素濃度制御設備（制御により原子炉建屋等から水素ガス

を排出することができる設備。）又原子炉建屋等から水素

ガスを排出することができる設備（動的機器等に水素爆発

を防止する機能を付けること。放射性物質低減機能を付け

ること。）を設置すること。 

ｃ）想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範囲

で推定できる監視設備を設置すること。 

ｄ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電

源設備からの給電を可能とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-122 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

第五十四条 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又

は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその

他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合におい

て貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止す

るために必要な設備を設けなければならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機

能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の

要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合」とは、

本規程第３７条３－１(a)及び(b)で定義する想定事故１及び想

定事故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の水位の低下をい

う。 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮

蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の設備をいう。 

ａ）代替注水設備として、可搬型代替注水設備（注水ライン及

びポンプ車等）を配備すること。 

ｂ）代替注水設備は、設計基準対象施設の冷却設備及び注水設

備が機能喪失し、又は小規模な漏えいがあった場合でも、

使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できるものであること。 

 

２ 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏え

いその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下し

た場合において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及

び臨界を防止するために必要な設備を設けなければならない。 

【解釈】 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を

緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備」とは、以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの設備をいう。 

ａ）スプレイ設備として、可搬型スプレイ設備（スプレイヘッ

ダ、スプレイライン及びポンプ車等）を配備すること。 

ｂ）スプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽

の水位が維持できない場合でも、燃料損傷を緩和できるも

のであること。 

ｃ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低

減するための設備を整備すること。 

４ 第１項及び第２項の設備として、使用済燃料貯蔵槽の監視は、

以下によること。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率につ

いて、燃料貯蔵設備に係る重大事故等により変動する可能

性のある範囲にわたり測定可能であること。 

ｂ）これらの計測設備は、交流又は直流電源が必要な場合には、

代替電源設備からの給電を可能とすること。 

（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

第六十九条 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又

は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその

他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合におい

て使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以下「貯蔵槽内燃

料体等」という。）を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止す

るために必要な設備を施設しなければならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機

能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の

要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合」とは、

設置許可基準規則解釈第３７条３－１(a)及び(b)で定義する想

定事故１及び想定事故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の

水位の低下をいう。 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮

蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の設備をいう。 

ａ）代替注水設備として、可搬型代替注水設備（注水ライン及

びポンプ車等）を配備すること。 

ｂ）代替注水設備は、設計基準対象施設の冷却設備及び注水設

備が機能喪失し、又は小規模な漏えいがあった場合でも、

使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できるものであること。 

２ 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏え

いその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下し

た場合において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及

び臨界を防止するために必要な設備を施設しなければならない。 

【解釈】 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を

緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備」とは、以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの設備をいう。 

ａ）スプレイ設備として、可搬型スプレイ設備（スプレイヘッ

ダ、スプレイライン及びポンプ車等）を配備すること。 

ｂ）スプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽

の水位が維持できない場合でも、燃料損傷を緩和できるも

のであること。 

ｃ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低

減するための設備を整備すること。 

４ 第１項及び第２項の設備として、使用済燃料貯蔵槽の監視は、

以下によること。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率につ

いて、燃料貯蔵設備に係る重大事故等により変動する可能

性のある範囲にわたり測定可能であること。 

ｂ）これらの計測設備は、交流又は直流電源が必要な場合には、

代替電源設備からの給電を可能とすること。 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「貯蔵槽内燃料体等」は，技術基準規則では「使

用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以下「貯蔵槽内燃料体

等」という。）」と同義である。 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-123 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

ｃ）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視できること。 

 

 

ｃ）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視できること。 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-124 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

第五十五条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷及び原子炉格

納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合にお

いて工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備を

設けなければならない。 

【解釈】 

１ 第５５条に規定する「工場等外への放射性物質の拡散を抑制

するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）原子炉建屋に放水できる設備を配備すること。 

ｂ）放水設備は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航

空機燃料火災に対応できること。 

ｃ）放水設備は、移動等により、複数の方向から原子炉建屋に

向けて放水することが可能なこと。 

ｄ）放水設備は、複数の発電用原子炉施設の同時使用を想定し、

工場等内発電用原子炉施設基数の半数以上を配備するこ

と。 

ｅ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備を整備すること。 

 

（工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

第七十条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合におい

て工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備を施

設しなければならない。 

【解釈】 

１ 第７０条に規定する「工場等外への放射性物質の拡散を抑制

するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）原子炉建屋に放水できる設備を配備すること。 

ｂ）放水設備は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航

空機燃料火災に対応できること。 

ｃ）放水設備は、移動等により、複数の方向から原子炉建屋に

向けて放水することが可能なこと。 

ｄ）放水設備は、複数の発電用原子炉施設の同時使用を想定し、

工場等内発電用原子炉施設基数の半数以上を配備するこ

と。 

ｅ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備を整備すること。 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-125 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

第五十六条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、想定

される重大事故等に対処するための水源として必要な量の水を貯留

するための設備を設けなければならない。 

一 設計基準事故の収束に必要な水を貯留するものにあっては、当該

設計基準事故及び想定される重大事故等に対処するために必要な

量の水を貯留できるものとすること。 

 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「必要な量の水」とは、第２項に規定する

「海その他の水源」から取水された水が重大事故等に対処する

ために必要な設備に供給されるまでの間、当該重大事故等に対

処するために必要な量の水をいう。 

 

二 その貯留された水を、想定される重大事故等に対処するために必

要な設備に供給できるものとすること。 

 

 【解釈】 

２ 一次冷却材喪失時に原子炉格納容器に水源を切り替える必要

がある発電用原子炉施設には、第１項第２号に規定する「想定

される重大事故等に対処するために必要な設備に供給できるも

の」として、原子炉格納容器を水源とする再循環設備を代替す

ることができる設備を設けること。 

 

２ 発電用原子炉施設には、海その他の水源（前項の水源を除く。）か

ら、想定される重大事故等の収束に必要な量の水を取水し、当該重

大事故等に対処するために必要な設備に供給するための設備を設

けなければならない。 

 

 【解釈】 

３ 第２項に規定する「海その他の水源」とは、海及び複数の代

替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等の淡水源であって、第１

項の設備に貯留されたもの以外のものをいう。）であって、想

定される重大事故等の収束までの間、当該重大事故等に対処す

るために必要な量の水を取水できるものをいう。 

４ 第２項の規定により設けられる設備は、同項に規定する「海

その他の水源」から、想定される重大事故等の収束までの間、

当該重大事故等に対処するために必要な水を取水し、当該重大

事故等に対処するために必要な設備に供給するための移送ホ

ース、ポンプその他の設備であって、当該各水源からの移送ル

ートが確保されたものでなければならない。 

 

  

 

（重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

第七十一条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、想定

される重大事故等に対処するための水源として必要な量の水を貯留

するための設備を施設しなければならない。 

 

一 設計基準事故の収束に必要な水を貯留するものにあっては、当該

設計基準事故及び想定される重大事故等に対処するために必要な

量の水を貯留できるものとすること。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「必要な量の水」とは、第２項に規定する「海

その他の水源」から取水された水が重大事故等に対処するため

に必要な設備に供給されるまでの間、当該重大事故等に対処す

るために必要な量の水をいう。 

 

二 その貯留された水を、想定される重大事故等に対処するために必

要な設備に供給できるものとすること。 

 

【解釈】 

２ 一次冷却材喪失時に原子炉格納容器に水源を切り替える必要

がある発電用原子炉施設には、第１項第２号に規定する「想定

される重大事故等に対処するために必要な設備に供給できるも

の」として、原子炉格納容器を水源とする再循環設備を代替す

ることができる設備を設けること。 

 

２ 発電用原子炉施設には、海その他の水源（前項の水源を除く。）

から、想定される重大事故等の収束に必要な量の水を取水し、当

該重大 事故等に対処するために必要な設備に供給するための設

備を施設しなければならない。 

 

【解釈】 

  ３ 第２項に規定する「海その他の水源」とは、海及び複数の代替

淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等の淡水源であって、第１項

の設備に貯留されたもの以外のものをいう。）であって、想定さ

れる重大事故等の収束までの間、当該重大事故等に対処するた

めに必要な量の水を取水できるものをいう。 

４ 第２項の規定により設けられる設備は、同項に規定する「海そ

の他の水源」から、想定される重大事故等の収束までの間、当

該重大事故等に対処するために必要な水を取水し、当該重大事

故等に対処するために必要な設備に供給するための移送ホー

ス、ポンプその他の設備であって、当該各水源からの移送ルー

トが確保されたものでなければならない。 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 



設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-126

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（電源設備） 

第五十七条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電源が喪

失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい

損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び

運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電

力を確保するために必要な設備を設けなければならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「必要な電力を確保するために必要な設備」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備をいう。 

ａ）代替電源設備を設けること。 

ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）を配備す

ること。 

ⅱ）常設代替電源設備として交流電源設備を設置すること。 

ⅲ）設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的

分散を図ること。 

ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに8

時間、電気の供給が可能であること。ただし、「負荷切り

離しを行わずに」には、原子炉制御室又は隣接する電気室

等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含ま

ない。その後、必要な負荷以外を切り離して残り16 時間の

合計24 時間にわたり、電気の供給を行うことが可能である

こと。 

ｃ）24 時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気（直

流）の供給を行うことが可能である可搬型直流電源設備を

整備すること。 

ｄ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を

行えるようにあらかじめケーブル等を敷設し、手動で接続

できること。 

ｅ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワ

ーセンター(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）

は、代替所内電気設備を設けることなどにより共通要因で

機能を失うことなく、少なくとも一系統は機能の維持及び

人の接近性の確保を図ること。 

２ 発電用原子炉施設には、第三十三条第二項の規定により設置され

る非常用電源設備及び前項の規定により設置される電源設備のほ

か、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等

が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、

貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著

しい損傷を防止するための常設の直流電源設備を設けなければなら

ない。 

【解釈】 

２ 第２項に規定する「常設の直流電源設備」とは、以下に掲げ

る措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための設

（電源設備） 

第七十二条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電源が喪

失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい

損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び

運転停止中における発電用原子炉内の燃料体（以下「運転停止中原

子炉内燃料体」という。）の著しい損傷を防止するために必要な電

力を確保するために必要な設備を施設しなければならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「必要な電力を確保するために必要な設備」

とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備をいう。 

ａ）代替電源設備を設けること。 

ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）を配備す

ること。 

ⅱ）常設代替電源設備として交流電源設備を設置すること。 

ⅲ）設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的

分散を図ること。 

ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに 8

時間、電気の供給が可能であること。ただし、「負荷切り

離しを行わずに」には、原子炉制御室又は隣接する電気室

等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含ま

ない。その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の

合計 24 時間にわたり、電気の供給を行うことが可能である

こと。 

ｃ）24 時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気（直

流）の供給を行うことが可能である可搬型直流電源設備を

整備すること。 

ｄ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を

行えるようにあらかじめケーブル等を敷設し、手動で接続

できること。 

ｅ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワ

ーセンター(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）

は、代替所内電気設備を設けることなどにより共通要因で

機能を失うことなく、少なくとも一系統は機能の維持及び

人の接近性の確保を図ること。 

２ 発電用原子炉施設には、第四十五条第一項の規定により設置され

る非常用電源設備及び前項の規定により設置される電源設備のほ

か、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等

が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、

貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著

しい損傷を防止するための常設の直流電源設備を施設しなければな

らない。 

【解釈】 

２ 第２項に規定する「常設の直流電源設備」とは、以下に掲げ

る措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための設

○設置許可基準規則の「運転停止中原子炉内燃料体」は，技術基準規

則では「運転停止中における発電用原子炉内の燃料体（以下「運転

停止中原子炉内燃料体」という。）」と同義である。

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。

○該当条文の比較箇所を参照

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-127 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

備とする。 

ａ）更なる信頼性を向上するため、負荷切り離し（原子炉制御

室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り

離しを行う場合を含まない。）を行わずに8 時間、その後、

必要な負荷以外を切り離して残り16 時間の合計24 時間に

わたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行

うことが可能であるもう１系統の特に高い信頼性を有する

所内常設直流電源設備（3 系統目）を整備すること。 

備とする。 

ａ）更なる信頼性を向上するため、負荷切り離し（原子炉制御

室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り

離しを行う場合を含まない。）を行わずに8 時間、その後、

必要な負荷以外を切り離して残り16 時間の合計24 時間に

わたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行

うことが可能であるもう１系統の特に高い信頼性を有する

所内常設直流電源設備（3 系統目）を整備すること。 

 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-128 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（計装設備） 

第五十八条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生し、計測機器（非

常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった

場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握で

きる設備を設けなければならない。 

【解釈】 

１ 第５８条に規定する「当該重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを計測することが困難となった場

合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握

できる設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の

効果を有する措置を行うための設備をいう。なお、「当該重大

事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」と

は、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子

炉施設の状態を意味する。 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の

把握能力を明確にすること。（最高計測可能温度等） 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）

を超えた場合の発電用原子炉施設の状態の推定手段を整備

すること。 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位が推定できる手

段を整備すること。 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量が推定で

きる手段を整備すること。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータは、複数のパラメータ

の中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこ

と。 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射

線量率など想定される重大事故等の対応に必要となるパラ

メータが計測又は監視及び記録ができること。 

（計装設備） 

第七十三条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生し、計測機器（非

常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータ（設置許可基準規則第十六条第

三項第二号に規定するパラメータをいう。）を計測することが困難

となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報

を把握できる設備を施設しなければならない。 

【解釈】 

１ 第７３条に規定する「当該重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを計測することが困難となった場

合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握

できる設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の

効果を有する措置を行うための設備をいう。なお、「当該重大

事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」と

は、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子

炉施設の状態を意味する。 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の

把握能力を明確にすること。（最高計測可能温度等） 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）

を超えた場合の発電用原子炉施設の状態の推定手段を整備

すること。 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位が推定できる手

段を整備すること。 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量が推定で

きる手段を整備すること。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータは、複数のパラメータ

の中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこ

と。 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射

線量率など想定される重大事故等の対応に必要となるパラ

メータが計測又は監視及び記録ができること。 

 

 

 

 

○設置許可基準規則には記載はないが，技術基準規則では「パラメー

タ（温度、水位、その他の発電用原子炉施設の状態を示す事項）」

について具体的な内容が記載されている。 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-129 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備） 

第五十九条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合

（重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを

除く。）が有する原子炉格納容器の破損を防止するための機能が損

なわれた場合を除く。）においても運転員が第二十六条第一項の規

定により設置される原子炉制御室にとどまるために必要な設備を設

けなければならない。 

【解釈】 

１ 第５９条に規定する「重大事故等対処設備（特定重大事故等

対処施設を構成するもの除く。）が有する原子炉格納容器の破損

を防止するための機能が損なわれた場合」とは、第４９条、第

５０条、第５１条又は第５２条の規定により設置されるいずれ

かの設備の原子炉格納容器の破損を防止するための機能が喪失

した場合をいう。 

２ 第５９条に規定する「運転員が第２６条第１項の規定により

設置される原子炉制御室にとどまるために必要な設備」とは、

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

ａ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）は、代替交流電

源設備からの給電を可能とすること。 

ｂ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性

について、次の要件を満たすものであること。 

①本規程第３７条の想定する格納容器破損モードのうち、原

子炉制御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しく

なる事故収束に成功した事故シーケンス（例えば、炉心の

著しい損傷の後、格納容器圧力逃がし装置等の格納容器破

損防止対策が有効に機能した場合）を想定すること。 

②運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場合

は、実施のための体制を整備すること。 

③交代要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施

のための体制を整備すること。 

④判断基準は、運転員の実効線量が7 日間で100mSv を超えな

いこと。 

ｃ）原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状

況下において、原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止す

るため、モニタリング及び作業服の着替え等を行うための

区画を設けること。 

ｄ）上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保するために原子炉

格納容器から漏えいした空気中の放射性物質の濃度を低減

する必要がある場合は、非常用ガス処理系等（BWRの場合）

又はアニュラス空気再循環設備等（PWRの場合）を設置する

こと。 

ｅ）BWRにあっては、上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保す

るために原子炉建屋に設置されたブローアウトパネルを閉

止する必要がある場合は、容易かつ確実に閉止操作ができ

ること。また、ブローアウトパネルは、現場において人力

（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備） 

第七十四条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合

（重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを

除く。）が有する原子炉格納容器の破損を防止するための機能が損

なわれた場合を除く。）においても運転員が第三十八条第一項の規

定により設置される原子炉制御室にとどまるために必要な設備を施

設しなければならない。 

【解釈】 

１ 第７４条に規定する「重大事故等対処設備（特定重大事故等

対処施設を構成するもの除く。）が有する原子炉格納容器の破

損を防止するための機能が損なわれた場合」とは、第６４条、

第６５条、第６６条又は第６７条の規定により設置されるいず

れかの設備の原子炉格納容器の破損を防止するための機能が喪

失した場合をいう。 

２ 第７４条に規定する「運転員が第３８条第１項の規定により

設置される原子炉制御室にとどまるために必要な設備」とは、

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

ａ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）は、代替交流電

源設備からの給電を可能とすること。 

ｂ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性

について、次の要件を満たすものであること。 

①設置許可基準規則解釈第３７条の想定する格納容器破損モ

ードのうち、原子炉制御室の運転員の被ばくの観点から結

果が最も厳しくなる事故収束に成功した事故シーケンス

（例えば、炉心の著しい損傷の後、格納容器圧力逃がし装

置等の格納容器破損防止対策が有効に機能した場合）を想

定すること。 

②運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場合

は、実施のための体制を整備すること。 

③交代要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施

のための体制を整備すること。 

④判断基準は、運転員の実効線量が7 日間で100mSv を超えな

いこと。 

ｃ）原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状

況下において、原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止す

るため、モニタリング及び作業服の着替え等を行うための

区画を設けること。 

ｄ）上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保するために原子炉

格納容器から漏えいした空気中の放射性物質の濃度を低減

する必要がある場合は、非常用ガス処理系等（BWRの場合）

又はアニュラス空気再循環設備等（PWRの場合）を設置する

こと。 

ｅ）BWRにあっては、上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保す

るために原子炉建屋に設置されたブローアウトパネルを閉

止する必要がある場合は、容易かつ確実に閉止操作ができ

 

 

 

 

○該当条文の比較箇所を参照 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-130

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

による操作が可能なものとすること。 ること。また、ブローアウトパネルは、現場において人力

による操作が可能なものとすること。 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-131 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（監視測定設備） 

第六十条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等

及びその周辺（工場等の周辺海域を含む。）において発電用原子炉

施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び

測定し、並びにその結果を記録することができる設備を設けなけれ

ばならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「発電用原子炉施設から放出される放射性

物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結

果を記録することができる設備」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をい

う。 

ａ）モニタリング設備は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損が発生した場合に放出されると想定される放射性

物質の濃度及び放射線量を測定できるものであること。 

ｂ）常設モニタリング設備（モニタリングポスト等）が機能喪

失しても代替し得る十分な台数のモニタリングカー又は可

搬型代替モニタリング設備を配備すること。 

ｃ）常設モニタリング設備は、代替交流電源設備からの給電を

可能とすること。 

 

２ 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等にお

いて風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録す

ることができる設備を設けなければならない。 

 

（監視測定設備） 

第七十五条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場

等及びその周辺（工場等の周辺海域を含む。）において、発電用原

子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、

及び測定し、並びにその結果を記録することができる設備を施設し

なければならない。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「発電用原子炉施設から放出される放射性

物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結

果を記録することができる設備」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をい

う。 

ａ）モニタリング設備は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損が発生した場合に放出されると想定される放射性

物質の濃度及び放射線量を測定できるものであること。 

ｂ）常設モニタリング設備（モニタリングポスト等）が機能喪

失しても代替し得る十分な台数のモニタリングカー又は可

搬型代替モニタリング設備を配備すること。 

ｃ）常設モニタリング設備は、代替交流電源設備からの給電を

可能とすること。 

 

２ 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等にお

いて風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録す

ることができる設備を施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-132 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（緊急時対策所） 

第六十一条 第三十四条の規定により設置される緊急時対策所は、重大

事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処するための

適切な措置が講じられるよう、次に掲げるものでなければならない。 

 

一 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまる

ことができるよう、適切な措置を講じたものであること。 

 

二 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事

故等に対処するために必要な情報を把握できる設備を設けたもの

であること。 

 

三 発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うために必要な設備を設けたものであること。 

 

２ 緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な数の要員を

収容することができるものでなければならない。 

【解釈】 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす緊急時対策所とは、以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの設備を備えたものをいう。 

ａ）基準地震動による地震力に対して緊急時対策所の機能を喪

失しないようにするとともに、基準津波の影響を受けない

こと。 

ｂ）緊急時対策所と原子炉制御室は共通要因により同時に機能

喪失しないこと。 

ｃ）緊急時対策所は、代替交流電源からの給電を可能とするこ

と。また、当該代替電源設備を含めて緊急時対策所の電源

設備は、多重性又は多様性を有すること。 

ｄ）緊急時対策所の居住性が確保されるように、適切な遮蔽設

計及び換気設計を行うこと。 

ｅ）緊急時対策所の居住性については、次の要件を満たすもの

であること。 

①想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島第

一原子力発電所事故と同等とすること。 

②プルーム通過時等に特別な防護措置を講ずる場合を除き、

対策要員は緊急時対策所内でのマスクの着用なしとして評

価すること。 

③交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考慮し

てもよい。ただし、その場合は、実施のための体制を整備

すること。 

④判断基準は、対策要員の実効線量が7 日間で100mSv を超え

ないこと。 

ｆ）緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状

況下において、緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止す

るため、モニタリング及び作業服の着替え等を行うための

（緊急時対策所） 

第七十六条 第四十六条の規定により設置される緊急時対策所は、重大

事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処するための

適切な措置が講じられるよう、次に定めるところによらなければな

らない。 

 

一 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまる

ことができるよう、適切な措置を講ずること。 

 

二 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事

故等に対処するために必要な情報を把握できる設備を設けるこ

と。 

 

三 発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うために必要な設備を設けること。 

 

２ 緊急時対策所には、重大事故等に対処するために必要な数の要員

を収容することができる措置を講じなければならない。 

【解釈】 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす緊急時対策所とは、以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの設備を備えたものをいう。 

ａ）基準地震動による地震力に対して緊急時対策所の機能を喪

失しないようにするとともに、基準津波の影響を受けない

こと。 

ｂ）緊急時対策所と原子炉制御室は共通要因により同時に機能

喪失しないこと。 

ｃ）緊急時対策所は、代替交流電源からの給電を可能とするこ

と。また、当該代替電源を含めて緊急時対策所の電源は、

多重性又は多様性を有すること。 

ｄ）緊急時対策所の居住性が確保されるように、適切な遮蔽設

計及び換気設計を行うこと。 

ｅ）緊急時対策所の居住性については、次の要件を満たすもの

であること。 

①想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島第

一原子力発電所事故と同等とすること。 

②プルーム通過時等に特別な防護措置を講ずる場合を除き、

対策要員は緊急時対策所内でのマスクの着用なしとして評

価すること。 

③交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考慮し

てもよい。ただし、その場合は、実施のための体制を整備

すること。 

④判断基準は、対策要員の実効線量が7 日間で100mSv を超え

ないこと。 

ｆ）緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状

況下において、緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止す

 

◯該当条文の比較箇所を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯設置許可基準規則の「収容することができるものでなければならな

い。」は，技術基準規則では「収容することができる措置を講じな

ければならない。」とし，具体的な内容が記載されている。 

 

 



設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

区画を設けること。 

２ 第２項に規定する「重大事故等に対処するために必要な数の

要員」とは、第１項第１号に規定する「重大事故等に対処する

ために必要な指示を行う要員」に加え、少なくとも原子炉格納

容器の破損等による工場等外への放射性物質の拡散を抑制する

ための対策に対処するために必要な数の要員を含むものとす

る。 

るため、モニタリング及び作業服の着替え等を行うための

区画を設けること。 

２ 第２項に規定する「重大事故等に対処するために必要な数の

要員」とは、第１項第１号に規定する「重大事故等に対処する

ために必要な指示を行う要員」に加え、少なくとも原子炉格納

容器の破損等による工場等外への放射性物質の拡散を抑制する

ための対策に対処するために必要な数の要員を含むものとす

る。 



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-134 

設置許可基準規則 技術基準規則 備考 

（通信連絡を行うために必要な設備） 

第六十二条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合におい

て当該発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と

通信連絡を行うために必要な設備を設けなければならない。 

【解釈】 

１ 第６２条に規定する「発電用原子炉施設の内外の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備」とは、

以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備をいう。 

ａ）通信連絡設備は、代替電源設備（電池等の予備電源設備を

含む。）からの給電を可能とすること。 

 

（通信連絡を行うために必要な設備） 

第七十七条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合におい

て当該発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と

通信連絡を行うために必要な設備を施設しなければならない。 

【解釈】 

１ 第７７条に規定する「当該発電用原子炉施設の内外の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備」

とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備をいう。 

ａ）通信連絡設備は、代替電源設備（電池等の予備電源設備を

含む。）からの給電を可能とすること。 

 

 

 

 

○設置許可基準規則の「設けなければならない。」は，技術基準規則で

は「施設しなければならない。」とし，具体的な内容が記載されてい

る。 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-135 

（別記１） 

第３条（設計基準対象施設の地盤） 

１ 第３条第１項に規定する「設計基準対象施設を十分に支持することができる」とは、設計基準対象施設について、自重及び運転時の荷重等に加え、耐震重要度分類（本規程第４条２の

「耐震重要度分類」をいう。以下同じ。）の各クラスに応じて算定する地震力（第３条第１項に規定する「耐震重要施設」（本規程第４条２のＳクラスに属する施設をいう。）にあって

は、第４条第３項に規定する「基準地震動による地震力」を含む。）が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する設計であることをいう。なお、耐震重要施設につ

いては、上記に加え、基準地震動による地震力が作用することによって弱面上のずれ等が発生しないことを含め、基準地震動による地震力に対する支持性能が確保されていることを確認

することが含まれる。 

 

２ 第３条第２項に規定する「変形」とは、地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下、液状化及び揺すり込み沈下

等の周辺地盤の変状をいう。 

このうち上記の「地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み」については、広域的な地盤の隆起又は沈降によって生じるもののほか、局所的なものを含む。これら

のうち、上記の「局所的なもの」については、支持地盤の傾斜及び撓みの安全性への影響が大きいおそれがあるため、特に留意が必要である。 

 

３ 第３条第３項に規定する「変位」とは、将来活動する可能性のある断層等が活動することにより、地盤に与えるずれをいう。また、同項に規定する「変位が生ずるおそれがない地盤に

設け」るとは、耐震重要施設が将来活動する可能性のある断層等の露頭がある地盤に設置された場合、その断層等の活動によって安全機能に重大な影響を与えるおそれがあるため、当該

施設を将来活動する可能性のある断層等の露頭がないことを確認した地盤に設置することをいう。なお、上記の「将来活動する可能性のある断層等」とは、後期更新世以降（約１２～１

３万年前以降）の活動が否定できない断層等とする。 

その認定に当たって、後期更新世（約１２～１３万年前）の地形面又は地層が欠如する等、後期更新世以降の活動性が明確に判断できない場合には、中期更新世以降（約４０万年前以降）

まで遡って地形、地質・地質構造及び応力場等を総合的に検討した上で活動性を評価すること。なお、活動性の評価に当たって、設置面での確認が困難な場合には、当該断層の延長部で

確認される断層等の性状等により、安全側に判断すること。また、「将来活動する可能性のある断層等」には、震源として考慮する活断層のほか、地震活動に伴って永久変位が生じる断

層に加え、支持地盤まで変位及び変形が及ぶ地すべり面を含む。 

 



設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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（別記２） 

第４条（地震による損傷の防止） 

１ 第４条第１項に規定する「地震力に十分に耐える」とは、ある地震力に対して施設全体としておおむね弾性範囲の設計がなされることをいう。この場合、上記の「弾性範囲の設計」と

は、施設を弾性体とみなして応力解析を行い、施設各部の応力を許容限界以下にとどめることをいう。また、この場合、上記の「許容限界」とは、必ずしも厳密な弾性限界ではなく、局

部的に弾性限界を超える場合を容認しつつも施設全体としておおむね弾性範囲にとどまり得ることをいう。 

２ 第４条第２項に規定する「地震の発生によって生ずるおそれがある設計基準対象施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度」とは、地震により発生するおそれ

がある設計基準対象施設の安全機能の喪失（地震に伴って発生するおそれがある津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を含む。）及びそれに続く放射線による公衆への影響を

防止する観点から、各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」という。）をいう。設計基準対象施設は、耐震重要度に応じて、次に掲げるクラスへの

分類（以下「耐震重要度分類」という。）をするものとする。 

一 Ｓクラス 

地震により発生するおそれがある事象に対して、原子炉を停止し、炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設、自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施設に直接関係しておりそ

の機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設、これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和し、放射線による公衆への影響を軽減するために必要

な機能を持つ施設、これらの重要な安全機能を支援するために必要となる施設及び地震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設であ

って、その影響が大きいものをいい、少なくとも次の施設はＳクラスとすること。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系

・使用済燃料を貯蔵するための施設

・原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するための施設及び原子炉の停止状態を維持するための施設

・原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設

・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、炉心から崩壊熱を除去するための施設

・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に、圧力障壁となり放射性物質の放散を直接防ぐための施設

・放射性物質の放出を伴うような事故の際に、その外部放散を抑制するための施設であり、上記の「放射性物質の放散を直接防ぐための施設」以外の施設

・津波防護機能を有する施設（以下「津波防護施設」という。）及び浸水防止機能を有する設備（以下「浸水防止設備」という。）

・敷地における津波監視機能を有する設備（以下「津波監視設備」という。）



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 
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二 Ｂクラス 

安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響がＳクラス施設と比べ小さい施設をいい、例えば、次の施設が挙げられる。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて、一次冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設 

・放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし、内蔵量が少ない又は貯蔵方式により、その破損により公衆に与える放射線の影響が実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和

５３年通商産業省令第７７号）第２条第２項第６号に規定する「周辺監視区域」外における年間の線量限度に比べ十分小さいものは除く。） 

・放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で、その破損により、公衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与える可能性のある施設 

・使用済燃料を冷却するための施設 

・放射性物質の放出を伴うような場合に、その外部放散を抑制するための施設で、Ｓクラスに属さない施設 

三 Ｃクラス 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設をいう。 

 

３ 第４条第１項に規定する「地震力に十分に耐えること」を満たすために、耐震重要度分類の各クラスに属する設計基準対象施設の耐震設計に当たっては、以下の方針によること。 

一 Ｓクラス（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。） 

・弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐えること。 

・建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と、弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、建築

基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とし、当該許容限界を超えないこと。 

・機器・配管系については、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じるそれぞれの荷重と、弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力を組み合わせた荷重条件に

対して、応答が全体的におおむね弾性状態にとどまること。なお、「運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じるそれぞれの荷重」については、地震によって引き起こされるおそ

れのある事象によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事象であっても、一旦事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、その事故事象の発

生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせて考慮すること。 

二 Ｂクラス 

・静的地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐えること。また、共振のおそれのある施設については、その影響についての検討を行うこと。その場合、検討に用いる地震

動は、弾性設計用地震動に２分の１を乗じたものとすること。 

・建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、建築基準法等の安全上適切と認められる規

格及び基準による許容応力度を許容限界とし、当該許容限界を超えないこと。 
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・機器・配管系については、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時の荷重と静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、応答が全体的におおむね弾性状態にとどまる

こと。

三 Ｃクラス 

・静的地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐えること。

・建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、建築基準法等の安全上適切と認められる規

格及び基準による許容応力度を許容限界とし、当該許容限界を超えないこと。

・機器・配管系については、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時の荷重と静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、応答が全体的におおむね弾性状態に留まるこ

と。

４ 第４条第２項に規定する「地震力」の「算定」に当たっては、以下に示す方法によること。 

一 弾性設計用地震動による地震力 

・弾性設計用地震動は、基準地震動（第４条第３項の「その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震」による地震動をいう。以下同じ。）との応答スペクト

ルの比率の値が、目安として０．５を下回らないような値で、工学的判断に基づいて設定すること。

・弾性設計用地震動による地震力は、水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算定すること。また、地震力の算定に当たっては、建物・構築物と地盤との相互

作用並びに建物・構築物及び地盤の非線形性を、必要に応じて考慮すること。

・地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、十分な調査に基づく適切な解析条件を設定すること。

・地震力の算定過程において建物・構築物の設置位置等で評価される入力地震動については、解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮するとともに、必要に応じて地盤の非

線形応答に関する動的変形特性を考慮すること。また、敷地における観測記録に基づくとともに、最新の科学的・技術的知見を踏まえて、その妥当性が示されていること。

二 静的地震力 

①建物・構築物

・水平地震力は、地震層せん断力係数Ｃｉに、次に示す施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じ、さらに当該層以上の重量を乗じて算定すること。

Ｓクラス ３．０

Ｂクラス １．５ 

Ｃクラス １．０ 

ここで、地震層せん断力係数Ｃｉは、標準せん断力係数Ｃ０を０．２以上とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値とすること。 
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・また、建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力を上回ることの確認が必要であり、必要保有水平耐力の算定においては、地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度

分類に応じた係数は、耐震重要度分類の各クラスのいずれにおいても１．０とし、その際に用いる標準せん断力係数Ｃ０は１．０以上とすること。この際、施設の重要度に応じた妥

当な安全余裕を有していること。

・Ｓクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとすること。鉛直地震力は、震度０．３以上を基準とし、建物・構築物の振動特性

及び地盤の種類等を考慮して求めた鉛直震度より算定すること。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とすること。

②機器・配管系

・耐震重要度分類の各クラスの地震力は、上記①に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度とし、当該水平震度及び上記①の鉛直震

度をそれぞれ２０％増しとした震度から求めること。

・なお、水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用させること。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とすること。なお、上記①及び②において標準せん断力係数Ｃ０

等を０．２以上としたことについては、発電用原子炉設置者に対し、個別の建物・構築物、機器・配管系の設計において、それぞれの重要度を適切に評価し、それぞれに対し適切な

値を用いることにより、耐震性の高い施設の建設等を促すことを目的としている。耐震性向上の観点からどの施設に対してどの程度の割増係数を用いればよいかについては、設計又

は建設に関わる者が一般産業施設及び公共施設等の耐震基準との関係を考慮して設定すること。

５ 第４条第３項に規定する「基準地震動」は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、敷地及び敷地周辺の地質・地質構造、地盤構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から

想定することが適切なものとし、次の方針により策定すること。 

一 基準地震動は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する地震動」について、解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動としてそれぞ

れ策定すること。 

上記の「解放基盤表面」とは、基準地震動を策定するために、基盤面上の表層及び構造物が無いものとして仮想的に設定する自由表面であって、著しい高低差がなく、ほぼ水平で相当

な拡がりを持って想定される基盤の表面をいう。ここでいう上記の「基盤」とは、おおむねせん断波速度Ｖｓ＝７００ｍ／ｓ以上の硬質地盤であって、著しい風化を受けていないもの

とする。 

二 上記の「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」は、内陸地殻内地震、プレート間地震及び海洋プレート内地震について、敷地に大きな影響を与えると予想される地震（以下「検

討用地震」という。）を複数選定し、選定した検討用地震ごとに、不確かさを考慮して応答スペクトルに基づく地震動評価及び断層モデルを用いた手法による地震動評価を、解放基盤

表面までの地震波の伝播特性を反映して策定すること。 

上記の「内陸地殻内地震」とは、陸のプレートの上部地殻地震発生層に生じる地震をいい、海岸のやや沖合で起こるものを含む。 

上記の「プレート間地震」とは、相接する二つのプレートの境界面で発生する地震をいう。 
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上記の「海洋プレート内地震」とは、沈み込む（沈み込んだ）海洋プレート内部で発生する地震をいい、海溝軸付近又はそのやや沖合で発生する「沈み込む海洋プレート内の地震」又

は海溝軸付近から陸側で発生する「沈み込んだ海洋プレート内の地震（スラブ内地震）」の２種類に分けられる。 

なお、上記の「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」については、次に示す方針により策定すること。 

①内陸地殻内地震、プレート間地震及び海洋プレート内地震について、活断層の性質や地震発生状況を精査し、中・小・微小地震の分布、応力場、及び地震発生様式（プレートの形状・

運動・相互作用を含む。）に関する既往の研究成果等を総合的に検討し、検討用地震を複数選定すること。

②内陸地殻内地震に関しては、次に示す事項を考慮すること。

ⅰ）震源として考慮する活断層の評価に当たっては、調査地域の地形・地質条件に応じ、既存文献の調査、変動地形学的調査、地質調査、地球物理学的調査等の特性を活かし、これら

を適切に組み合わせた調査を実施した上で、その結果を総合的に評価し活断層の位置・形状・活動性等を明らかにすること。 

ⅱ）震源モデルの形状及び震源特性パラメータ等の評価に当たっては、孤立した短い活断層の扱いに留意するとともに、複数の活断層の連動を考慮すること。 

③プレート間地震及び海洋プレート内地震に関しては、国内のみならず世界で起きた大規模な地震を踏まえ、地震の発生機構及びテクトニクス的背景の類似性を考慮した上で震源領域

の設定を行うこと。

④上記①で選定した検討用地震ごとに、下記ⅰ）の応答スペクトルに基づく地震動評価及びⅱ）の断層モデルを用いた手法による地震動評価を実施して策定すること。なお、地震動評

価に当たっては、敷地における地震観測記録を踏まえて、地震発生様式及び地震波の伝播経路等に応じた諸特性（その地域における特性を含む。）を十分に考慮すること。

ⅰ）応答スペクトルに基づく地震動評価検討用地震ごとに、適切な手法を用いて応答スペクトルを評価のうえ、それらを基に設計用応答スペクトルを設定し、これに対して、地震の規

模及び震源距離等に基づき地震動の継続時間及び振幅包絡線の経時的変化等の地震動特性を適切に考慮して地震動評価を行うこと。 

ⅱ）断層モデルを用いた手法に基づく地震動評価検討用地震ごとに、適切な手法を用いて震源特性パラメータを設定し、地震動評価を行うこと。 

⑤上記④の基準地震動の策定過程に伴う各種の不確かさ（震源断層の長さ、地震発生層の上端深さ・下端深さ、断層傾斜角、アスペリティの位置・大きさ、応力降下量、破壊開始点等

の不確かさ、並びにそれらに係る考え方及び解釈の違いによる不確かさ）については、敷地における地震動評価に大きな影響を与えると考えられる支配的なパラメータについて分析

した上で、必要に応じて不確かさを組み合わせるなど適切な手法を用いて考慮すること。

⑥内陸地殻内地震について選定した検討用地震のうち、震源が敷地に極めて近い場合は、地表に変位を伴う断層全体を考慮した上で、震源モデルの形状及び位置の妥当性、敷地及びそ

こに設置する施設との位置関係並びに震源特性パラメータの設定の妥当性について詳細に検討するとともに、これらの検討結果を踏まえた評価手法の適用性に留意の上、上記⑤の各

種の不確かさが地震動評価に与える影響をより詳細に評価し、震源の極近傍での地震動の特徴に係る最新の科学的・技術的知見を踏まえた上で、さらに十分な余裕を考慮して基準地

震動を策定すること。

⑦検討用地震の選定や基準地震動の策定に当たって行う調査や評価は、最新の科学的・技術的知見を踏まえること。また、既往の資料等について、それらの充足度及び精度に対する十

分な考慮を行い、参照すること。なお、既往の資料と異なる見解を採用した場合及び既往の評価と異なる結果を得た場合には、その根拠を明示すること。
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⑧施設の構造が免震構造である場合は、やや長周期の地震応答が卓越する施設等があるため、その周波数特性に着目して地震動評価を実施し、必要に応じて他の施設とは別に基準地震

動を策定すること。

三 上記の「震源を特定せず策定する地震動」は、震源と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍における観測記録を基に、各種の不確かさ

を考慮して敷地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定して策定すること。 

なお、上記の「震源を特定せず策定する地震動」については、次に示す方針により策定すること。 

①上記の「震源を特定せず策定する地震動」の策定に当たっては、「全国共通に考慮すべき地震動」及び「地域性を考慮する地震動」の２種類を検討対象とすること。

②上記の「全国共通に考慮すべき地震動」の策定に当たっては、震源近傍における観測記録を基に得られた次の知見をすべて用いること。

・２００４年北海道留萌支庁南部の地震において、防災科学技術研究所が運用する全国強震観測網の港町観測点における観測記録から推定した基盤地震動

・震源近傍の多数の地震動記録に基づいて策定した地震基盤相当面（地震基盤からの地盤増幅率が小さく地震動としては地震基盤面と同等とみなすことができる地盤の解放面で、せん

断波速度Ｖｓ＝２２００ｍ／ｓ以上の地層をいう。）における標準的な応答スペクトル（以下「標準応答スペクトル」という。）として次の図に示すもの 

③上記の「地域性を考慮する地震動」の検討の結果、この地震動を策定する場合にあっては、事前に活断層の存在が指摘されていなかった地域において発生し、地表付近に一部の痕跡

が確認された地震について、震源近傍における観測記録を用いること。 

④解放基盤表面までの地震波の伝播特性を必要に応じて応答スペクトルの設定に反映するとともに、設定された応答スペクトルに対して、地震動の継続時間及び振幅包絡線の経時的変

化等の地震動特性を適切に考慮すること。

⑤上記の｢震源を特定せず策定する地震動｣について策定された基準地震動の妥当性については、最新の科学的・技術的知見を踏まえて個別に確認すること。その際には、地表に明瞭な

痕跡を示さない震源断層に起因する震源近傍の地震動について、確率論的な評価等、各種の不確かさを考慮した評価を参考とすること。

四 基準地震動の策定に当たっての調査については、目的に応じた調査手法を選定するとともに、調査手法の適用条件及び精度等に配慮することによって、調査結果の信頼性と精度を確

保すること。 

また、上記の「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する地震動」の地震動評価においては、適用する評価手法に必要となる特性データに留意の上、

地震波の伝播特性に係る次に示す事項を考慮すること。 

①敷地及び敷地周辺の地下構造（深部・浅部地盤構造）が地震波の伝播特性に与える影響を検討するため、敷地及び敷地周辺における地層の傾斜、断層及び褶曲構造等の地質構造を評

価するとともに、地震基盤の位置及び形状、岩相・岩質の不均一性並びに地震波速度構造等の地下構造及び地盤の減衰特性を評価すること。なお、評価の過程において、地下構造が

成層かつ均質と認められる場合を除き、三次元的な地下構造により検討すること。

②上記①の評価の実施に当たって必要な敷地及び敷地周辺の調査については、地域特性及び既往文献の調査、既存データの収集・分析、地震観測記録の分析、地質調査、ボーリング調

査並びに二次元又は三次元の物理探査等を適切な手順と組合せで実施すること。なお、上記の「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する地震動」
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については、それぞれが対応する超過確率を参照し、それぞれ策定された地震動の応答スペクトルがどの程度の超過確率に相当するかを把握すること。 

６ 第４条第３項に規定する「安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」ことを満たすために、基準地震動に対する設計基準対象施設の設計に当たっては、以下の方針

によること。 

一 耐震重要施設のうち、二以外のもの 

・基準地震動による地震力に対して、その安全機能が保持できること。

・建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と基準地震動による地震力との組合せに対して、当該建物・構築物が構造物全体としての変形能力（終局

耐力時の変形）について十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有していること。

・機器・配管系については、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じるそれぞれの荷重と基準地震動による地震力を組み合わせた荷重条件に対して、その施設に要求

される機能を保持すること。なお、上記により求められる荷重により塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し、そ

の施設に要求される機能に影響を及ぼさないこと。また、動的機器等については、基準地震動による応答に対して、その設備に要求される機能を保持すること。例えば、実証試験等

により確認されている機能維持加速度等を許容限界とすること。

・免震構造を採用する場合は、免震装置は、基準地震動による地震力に対してその装置に要求される機能を保持すること。なお、上記の「運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生

じるそれぞれの荷重」については、地震によって引き起こされるおそれのある事象によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事象であっても、いったん事

故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせて考慮すること。 

二 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物 

・基準地震動による地震力に対して、それぞれの施設及び設備に要求される機能（津波防護機能、浸水防止機能及び津波監視機能をいう。）が保持できること。

・津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物は、常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と基準地震動による地震力の組合せに対して、当該施設及び建物・構

築物が構造全体として変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有するとともに、その施設に要求される機能（津波防護機能及び浸水防止機能）を保持すること。

・浸水防止設備及び津波監視設備は、常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重等と基準地震動による地震力の組合せに対して、その設備に要求される機能（浸水防止機能及び

津波監視機能）を保持すること。

・これらの荷重組合せに関しては、地震と津波が同時に作用する可能性について検討し、必要に応じて基準地震動による地震力と津波による荷重の組合せを考慮すること。

なお、上記の「終局耐力」とは、構造物に対する荷重を漸次増大した際、構造物の変形又は歪みが著しく増加する状態を構造物の終局状態と考え、この状態に至る限界の最大荷重負

荷をいう。

また、耐震重要施設が、耐震重要度分類の下位のクラスに属するものの波及的影響によって、その安全機能を損なわないように設計すること。この波及的影響の評価に当たっては、
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敷地全体を俯瞰した調査・検討の内容等を含めて、事象選定及び影響評価の結果の妥当性を示すとともに、耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用すること。 

なお、上記の「耐震重要施設が、耐震重要度分類の下位のクラスに属するものの波及的影響によって、その安全機能を損なわない」とは、少なくとも次に示す事項について、耐震重

要施設の安全機能への影響がないことを確認すること。 

・設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による影響

・耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部における相互影響

・建屋内における下位のクラスの施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響

・建屋外における下位のクラスの施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響

７ 第４条第３項に規定する「基準地震動による地震力」の算定に当たっては、以下に示す方法によること。 

・基準地震動による地震力は、基準地震動を用いて、水平２方向（免震構造を採用する場合にあっては、水平２方向及び免震装置にとって最も厳しくなる方向）及び鉛直方向について

適切に組み合わせたものとして算定すること。また、地震力の算定に当たっては、建物・構築物と地盤との相互作用、並びに建物・構築物及び地盤の非線形性を、必要に応じて考慮

すること。

・基準地震動による地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮の上、適切な解析法を選定するとともに、十分な調査に基づく適切な解析条件を設定

すること。

・地震力の算定過程において建物・構築物の設置位置等で評価される入力地震動については、解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮するとともに、必要に応じて地盤の非

線形応答に関する動的変形特性を考慮すること。また、敷地における観測記録に基づくとともに、最新の科学的・技術的知見を踏まえて、その妥当性が示されていること。

８ 第４条第４項は、耐震重要施設の周辺斜面について、基準地震動による地震力を作用させた安定解析を行い、崩壊のおそれがないことを確認するとともに、崩壊のおそれがある場合に

は、当該部分の除去及び敷地内土木構造物による斜面の保持等の措置を講ずることにより、耐震重要施設に影響を及ぼすことがないようにすることをいう。また、安定解析に当たっては、

次の方針によること。 

一 安定性の評価対象としては、重要な安全機能を有する設備が内包された建屋及び重要な安全機能を有する屋外設備等に影響を与えるおそれのある斜面とすること。 

二 地質・地盤の構造、地盤等級区分、液状化の可能性及び地下水の影響等を考慮して、すべり安全率等により評価すること。 

三 評価に用いる地盤モデル、地盤パラメータ及び地震力の設定等は、基礎地盤の支持性能の評価に準じて行うこと。特に地下水の影響に留意すること。 
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（別記３） 

第５条（津波による損傷の防止） 

１ 第５条第１項に規定する「基準津波」は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、波源海域から敷地周辺までの海底地形、地質構造及び地震活動性等の地震学的見地から想定することが

適切なものを策定すること。また、津波の発生要因として、地震のほか、地すべり、斜面崩壊その他の地震以外の要因、及びこれらの組合せによるものを複数選定し、不確かさを考慮し

て数値解析を実施し、策定すること。また、基準津波の時刻歴波形を示す際は、敷地前面海域の海底地形の特徴を踏まえ、時刻歴波形に対して施設からの反射波の影響が微少となるよう、

施設から離れた沿岸域における津波を用いること。 

なお、基準津波の策定に当たっての調査については、目的に応じた調査手法を選定するとともに、調査手法の適用条件及び精度等に配慮することによって、調査結果の信頼性と精度を確

保すること。 

２ 上記１の「基準津波」の策定に当たっては、以下の方針によること。 

一 津波を発生させる要因として、次に示す要因を考慮するものとし、敷地に大きな影響を与えると予想される要因を複数選定すること。また、津波発生要因に係る敷地の地学的背景及

び津波発生要因の関連性を踏まえ、プレート間地震及びその他の地震、又は地震及び地すべり若しくは斜面崩壊等の組合せについて考慮すること。 

・プレート間地震

・海洋プレート内地震

・海域の活断層による地殻内地震

・陸上及び海底での地すべり及び斜面崩壊

・火山現象（噴火、山体崩壊又はカルデラ陥没等）

二 プレート形状、すべり欠損分布、断層形状、地形・地質及び火山の位置等から考えられる適切な規模の津波波源を考慮すること。この場合、国内のみならず世界で起きた大規模な津

波事例を踏まえ、津波の発生機構及びテクトニクス的背景の類似性を考慮した上で検討を行うこと。また、遠地津波に対しても、国内のみならず世界での事例を踏まえ、検討を行うこ

と。 

三 プレート間地震については、地震発生域の深さの下限から海溝軸までが震源域となる地震を考慮すること。 

四 他の地域において発生した大規模な津波の沖合での水位変化が観測されている場合は、津波の発生機構、テクトニクス的背景の類似性及び観測された海域における地形の影響を考慮

した上で、必要に応じ基準津波への影響について検討すること。 

五 基準津波による遡上津波は、敷地周辺における津波堆積物等の地質学的証拠及び歴史記録等から推定される津波高及び浸水域を上回っていること。また、行政機関により敷地又はそ
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の周辺の津波が評価されている場合には、波源設定の考え方及び解析条件等の相違点に着目して内容を精査した上で、安全側の評価を実施するとの観点から必要な科学的・技術的知見

を基準津波の策定に反映すること。 

六 耐津波設計上の十分な裕度を含めるため、基準津波の策定の過程に伴う不確かさの考慮に当たっては、基準津波の策定に及ぼす影響が大きいと考えられる波源特性の不確かさの要因

（断層の位置、長さ、幅、走向、傾斜角、すべり量、すべり角、すべり分布、破壊開始点及び破壊伝播速度等）及びその大きさの程度並びにそれらに係る考え方及び解釈の違いによる

不確かさを十分踏まえた上で、適切な手法を用いること。 

七 津波の調査においては、必要な調査範囲を地震動評価における調査よりも十分に広く設定した上で、調査地域の地形・地質条件に応じ、既存文献の調査、変動地形学的調査、地質調

査及び地球物理学的調査等の特性を活かし、これらを適切に組み合わせた調査を行うこと。 

また、津波の発生要因に係る調査及び波源モデルの設定に必要な調査、敷地周辺に来襲した可能性のある津波に係る調査、津波の伝播経路に係る調査及び砂移動の評価に必要な調査を

行うこと。 

八 基準津波の策定に当たって行う調査及び評価は、最新の科学的・技術的知見を踏まえること。また、既往の資料等について、調査範囲の広さを踏まえた上で、それらの充足度及び精

度に対する十分な考慮を行い、参照すること。なお、既往の資料と異なる見解を採用した場合には、その根拠を明示すること。 

九 策定された基準津波については、施設からの反射波の影響が微少となるよう定義された位置及び敷地周辺の評価地点におけるを把握すること。 

３ 第５条第１項の「安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」を満たすために、基準津波に対する設計基準対象施設の設計に当たっては、以下の方針によること。 

一 Ｓクラスに属する施設（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。以下この号及び第三号において同じ。）の設置された敷地等において、基準津波による遡上波を地上

部から到達又は流入させないこと。また、取水路及び放水路等の経路から流入させないこと。そのため、以下の方針によること。 

① Ｓクラスに属する設備（浸水防止設備及び津波監視設備を除く。以下この号から第三号までにおいて同じ。）を内包する建屋及びＳクラスに属する設備（屋外に設置するものに限る。）

は、基準津波による遡上波が到達しない十分高い場所に設置すること。また、基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には、防潮堤等の津波防護施設及び浸水防止設備を設

置すること。

② 上記①の遡上波の到達防止に当たっては、敷地及び敷地周辺の地形、標高及び河川等の存在並びに地震による広域的な隆起・沈降を考慮して、遡上波の回込みを含め敷地への遡上の

可能性を検討すること。また、地震による変状又は繰り返し来襲する津波による洗掘・堆積により地形又は河川流路の変化等が考えられる場合は、敷地への遡上経路に及ぼす影響を

検討すること。

③ 取水路又は放水路等の経路から、Ｓクラスに属する施設の設置された敷地並びにＳクラスに属する設備を内包する建屋及び区画に津波の流入する可能性について検討した上で、流入

する可能性のある経路（扉、開口部及び貫通口等）を特定し、それらに対して流入防止の対策を施すことにより、津波の流入を防止すること。

二 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮の上、漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防止すること。そのため、以下の方針によること。 
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① 取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取水・放水施設及び地下部等における漏水の可能性を検討した上で、漏水が継続することによる浸水範囲を想定するとともに、当該想

定される浸水範囲（以下「浸水想定範囲」という。）の境界において浸水想定範囲外に流出する可能性のある経路及び浸水口（扉、開口部、貫通口等）を特定し、それらに対して浸

水対策を施すことにより浸水範囲を限定すること。

② 浸水想定範囲の周辺にＳクラスに属する設備がある場合は、防水区画化するとともに、必要に応じて浸水量評価を実施し、安全機能への影響がないことを確認すること。

③ 浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は、浸水設備を設置すること。

三 前二号に規定するもののほか、Ｓクラスに属する施設については、浸水防護をすることにより津波による影響等から隔離すること。 

そのため、Ｓクラスに属する設備を内包する建屋及び区画については、浸水防護重点化範囲として明確化するとともに、津波による溢
いっ

水に加えて津波の流入を考慮した浸水範囲及び

浸水量を安全側に想定した上で、浸水防護重点化範囲に流入する可能性のある経路及び浸水口（扉、開口部及び貫通口等）を特定し、それらに対して流入防止の対策を施すこと。 

四 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止すること。そのため、非常用海水冷却系については、基準津波による水位の低下に対して冷却に必要な海水を確保す

ることにより、海水ポンプが機能を保持できる設計であること。また、基準津波による水位変動に伴う砂の移動・堆積及び漂流物に対して取水口及び取水路の通水性が確保でき、かつ、

取水口からの砂の混入に対して海水ポンプが機能を保持できる設計であること。 

五 津波防護施設及び浸水防止設備については、入力津波（施設の津波に対する設計を行うために、津波の伝播特性及び流入経路等を考慮して、それぞれの施設に対して設定するものを

いう。以下同じ。）に対して津波防護機能及び浸水防止機能が保持できること。また、津波監視設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持できること。そのため、以下の

方針によること。 

① 上記の「津波防護施設」とは、防潮堤、盛土構造物及び防潮壁等をいう。上記の「浸水防止設備」とは、水密扉及び開口部・貫通口の浸水対策設備等をいう。また、上記の「津波

監視設備」とは、敷地の潮位計及び取水ピット水位計並びに津波の来襲状況を把握できる屋外監視カメラ等をいう。これら以外には、津波防護施設及び浸水防止設備への波力による

影響等、津波による影響を軽減する効果が期待される防波堤等の津波影響軽減施設・設備がある。

② 入力津波については、基準津波の波源からの数値計算により、各施設・設備等の設置位置において算定される時刻歴波形とすること。

数値計算に当たっては、敷地形状、敷地沿岸域の海底地形、津波の敷地への浸入角度、河川の有無、陸上の遡上・伝播の効果及び伝播経路上の人工構造物等を考慮すること。また、

津波による港湾内の局所的な海面の固有振動の励起を適切に評価し考慮すること。

③ 津波防護施設については、その構造に応じ、波力による浸食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波に

対する津波防護機能が十分に保持できるよう設計すること。�

④ 浸水防止設備については、浸水想定範囲等における津波や浸水による荷重等に対する耐性等を評価し、越流時の耐性等にも配慮した上で、入力津波に対して浸水防止機能が十分に保

持できるよう設計すること。
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⑤津波監視設備については、津波の影響（波力及び漂流物の衝突等）に対して、影響を受けにくい位置への設置及び影響の防止策・緩和策等を検討し、入力津波に対して津波監視機能

が十分に保持できるよう設計すること。 

⑥津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍において建物・構築物及び設置物等が破損又は倒壊した後に漂流する可能性がある場合には、防潮堤等の津波防護施設及び浸水防止設備

に波及的影響を及ぼさないよう、漂流防止措置又は津波防護施設及び浸水防止設備への影響の防止措置を施すこと。 

⑦上記③、④及び⑥の設計等においては、耐津波設計上の十分な裕度を含めるため、各施設・設備の機能損傷モードに対応した荷重（浸水高、波力・波圧、洗掘力及び浮力等）につい

て、入力津波から十分な余裕を考慮して設定すること。また、余震の発生の可能性を検討した上で、必要に応じて余震による荷重と入力津波による荷重との組合せを考慮すること。

さらに、入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰り返しの来襲による作用が津波防護機能及び浸水防止機能へ及ぼす影響について検討すること。 

⑧津波防護施設及び浸水防止設備の設計に当たって、津波影響軽減施設・設備の効果を考慮する場合は、このような施設・設備についても、入力津波に対して津波による影響の軽減機

能が保持されるよう設計するとともに、上記⑥及び⑦を満たすこと。 

⑨津波防護施設のうち、防潮ゲート等の外部入力により動作する機構を有するものについては、当該機構の構造、動作原理等を踏まえ、津波防護機能が損なわれないよう重要安全施設

に求められる信頼性と同等の信頼性を確保した設計とすること。 

六 地震による敷地の隆起・沈降、地震（本震及び余震）による影響、津波の繰り返しの来襲による影響及び津波による二次的な影響（洗掘、砂移動及び漂流物等）を考慮すること。 

七 津波防護施設及び浸水防止設備の設計並びに非常用海水冷却系の評価に当たっては、入力津波による水位変動に対して朔望平均潮位を考慮して安全側の評価を実施すること。なお、

その他の要因による潮位変動についても適切に評価し考慮すること。また、地震により陸域の隆起又は沈降が想定される場合、想定される地震の震源モデルから算定される、敷地の地

殻変動量を考慮して安全側の評価を実施すること。 

 

 

  



 設置許可基準規則と技術基準規則の比較表 

9-別 2-148 

（別記４） 

兼用キャスク貯蔵施設の設置に当たっては、以下のとおりとする。 

 

第３条（設計基準対象施設の地盤） 

１ 第３条第１項に規定する「設計基準対象施設を十分に支持することができる」とは、兼用キャスク貯蔵施設について、自重その他の貯蔵時に想定される荷重に加え、第４条第２項の規

定により算定する地震力（兼用キャスクにあっては、基準地震動による地震力を含む。）が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する設計であることをいう。なお、

兼用キャスクについては、上記に加え、基準地震動による地震力が作用することによって弱面上のずれ等が発生しないことを含め、基準地震動による地震力に対する支持性能が確保され

ていることを確認することが含まれる。 

また、「安全機能が損なわれない方法」とは、以下のいずれかの方法をいう。 

・兼用キャスクを基礎等に固定し、かつ、基準地震動による地震力が地盤に作用することによりその安全機能（第１６条第２項第１号ハ及び第４項第１号から第３号までに示す臨界防止

機能、遮蔽機能、除熱機能及び閉じ込め機能をいう。以下別記４において同じ。）を損なわない方法 

・兼用キャスクを基礎等に固定せず、かつ、兼用キャスク蓋部の金属部への衝突に対してその安全機能を損なわない方法 

ここで、輸送荷姿（兼用キャスクの両端に緩衝体を取り付けた状態であって、車両運搬（核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和５３年総理府令第５７号）

第１条第１号の車両運搬をいう。）時の荷姿をいう。以下同じ。）その他の兼用キャスクを基礎等に固定せず、かつ、緩衝体の装着等により兼用キャスク蓋部が金属部へ衝突しない方法に

より設置する場合は、兼用キャスク蓋部の金属部への衝突に対してその安全機能が損なわれないものとする。 

 

２ 第３条第２項については、本規程別記１第３条第２項のとおりとする。また、輸送荷姿その他の兼用キャスクを基礎等に固定せず、かつ、緩衝体の装着等により兼用キャスク蓋部が金

属部へ衝突しない方法により設置する場合は、地盤が変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがないものとする。 

 

３ 第３条第３項については、本規程別記１第３条第３項のとおりとする。また、輸送荷姿その他の兼用キャスクを基礎等に固定せず、かつ、緩衝体の装着等により兼用キャスク蓋部が金

属部へ衝突しない方法により設置する場合は、その安全機能が損なわれないものとする。 
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第４条（地震による損傷の防止） 

１ 周辺施設を設置する場合、第４条第１項に規定する「地震力に十分に耐えること」を満たすために、当該周辺施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐えるこ

と。その際、以下のとおりとすること。 

一 耐震設計については、本規程別記２第４条第３項第３号の規定を準用すること。 

二 第４条第２項の規定による地震力の算定については、本規程別記２第４条第４項第２号の規定（Ｃクラスに属する施設に適用されるものに限る。）を準用すること。 

 

２ 第４条第６項に規定する「安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」ことを満たすために、兼用キャスクの設計に当たっては、以下の方針によること。 

一 第６項に規定する地震力（以下「第６項地震力」という。）に対して、その安全機能が損なわれるおそれがないものであること。ただし、輸送荷姿により設置する場合は第６項地震

力によって安全機能が損なわれるおそれがないものとし、輸送荷姿以外の兼用キャスクを基礎等に固定せず、かつ、緩衝体の装着等により兼用キャスク蓋部が金属部へ衝突しない方法

により設置する場合は、第６項地震力による兼用キャスク蓋部の金属部への衝突に対してその安全機能が損なわれるおそれがないものとする。 

二 兼用キャスクについては、自重その他の貯蔵時に想定される荷重と第６項地震力を組み合わせた荷重条件に対して、当該兼用キャスクに要求される機能を保持すること。また、上記

により求められる荷重により塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し、当該兼用キャスクに要求される機能に影響を

及ぼさないこと。ただし、兼用キャスクの閉じ込め機能を担保する部位は、上記の荷重条件に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐えること。 

三 兼用キャスクは、周辺施設からの波及的影響によって、その安全機能を損なわないように設計すること。この波及的影響の評価に当たっては、敷地全体を俯瞰した調査・検討の内容

等を含めて、事象選定及び影響評価の結果の妥当性を示すとともに、第６項地震力を適用すること。また、上記の「兼用キャスクは、周辺施設からの波及的影響によって、その安全機

能を損なわない」を満たすために、少なくとも次に示す事項について、兼用キャスクがその安全機能を損なわないことを確認すること。 

・設置地盤、地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による影響 

・兼用キャスク間の相互影響 

・兼用キャスクと周辺施設との相互影響（周辺施設の損傷、転倒、落下等による兼用キャスクへの影響を含む。） 

 

３ 第６項地震力の設定に当たっては、以下の方針によること。 

一 第１号に規定する「兼用キャスクが地震力により安全機能を損なうかどうかをその設置される位置のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な地震力として原子力規制委員

会が別に定めるもの」については、次のとおりとする。 
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・兼用キャスクが安全機能を損なうかどうかをその設置される位置のいかんにかかわらず判断するために用いる地震力等を定める告示（平成３１年原子力規制委員会告示第２号。以下

「兼用キャスク告示」という。）第１条によるものとする。

・水平地震力及び鉛直地震力については、同時に不利な方向の組合せで作用させること。

二 第２号に規定する「基準地震動」の策定に当たっては、本規程別記２第４条第５項の方針によること。 

三 第２号に規定する「基準地震動による地震力」の算定に当たっては、本規程別記２第４条第７項の方法によること。 

４ 第４条第７項に規定する「安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」ことを満たすために、兼用キャスクの周辺斜面について、基準地震動による地震力を作用させ

た安定解析を行い、崩壊のおそれがないことを確認するとともに、崩壊のおそれがある場合には、当該部分の除去、敷地内土木構造物による斜面の保持等の措置を講ずることにより、兼

用キャスクの安全機能が損なわれるおそれがないようにすること。 

また、安定解析に当たっては、次の方針によること。 

一 安定性の評価対象は、兼用キャスクが設置される場所を考慮し、兼用キャスクに影響を与えるおそれのある斜面とすること。 

二 地質・地盤の構造、地盤等級区分、液状化の可能性、地下水の影響等を考慮して、すべり安全率等により評価すること。 

三 評価に用いる地盤モデル、地盤パラメータ、地震力の設定等は、基礎地盤の支持性能の評価に準じて行うこと。特に地下水の影響に留意すること。 

第５条（津波による損傷の防止） 

１ 第５条第２項の津波の設定に当たっては、以下の方針によること。 

一 第１号に規定する「兼用キャスクが津波により安全機能を損なうかどうかをその設置される位置のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な津波として原子力規制委員会が

別に定めるもの」については、兼用キャスク告示第２条によるものとする。 

二 第２号に規定する「基準津波」の策定に当たっては、本規程別記３第５条第１項及び第２項によること。 

２ 第５条第２項に規定する「安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」を満たすために、兼用キャスクの設計に当たっては、以下の方針によること。 

一 兼用キャスク告示第２条に定める津波に対する兼用キャスクの設計については、次のとおりとする。 

・津波による遡上波の波力及び漂流物の衝突に対して、その安全機能が損なわれるおそれがないものであること。

・上記の「漂流物の衝突」については、質量 100 トンの漂流物の衝突とすること。
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・上記の波力及び衝突による荷重については、同時に作用させること。 

二 「基準津波」に対する兼用キャスクの設計については、本規程別記３第５条第３項中、Ｓクラスに属する施設に関する規定を準用する。 

 

第６条（外部からの衝撃による損傷の防止） 

１ 第６条第４項及び第６項は、第４項の自然現象及び第６項の人為による事象に対して兼用キャスクが安全機能を損なわないために必要な安全施設以外の施設、設備等（重大事故等対処

設備を含む。）への措置を含む。 

 

２ 第６条第４項に規定する「自然現象」については、以下のとおりとする。 

一 第１号に規定する「兼用キャスクが竜巻により安全機能を損なうかどうかをその設置される位置のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な竜巻として原子力規制委員会が

別に定めるもの」については、次のとおりとする。 

・兼用キャスク告示第３条によるものとする。 

・竜巻による飛来物の衝突に対して、その安全機能を損なわないものであること。 

二 第２号に規定する「森林火災」については、本規程第６条第２項及び第３項のとおりとする。 

 

３ 第６条第６項に規定する「人為による事象」については、本規程第６条第８項のとおりとする。 

 

第１６条（燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設） 

１ 第１６条第２項第１号ハに規定する「臨界に達するおそれがない」とは、第５項に規定するもののほか、使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（平成２

５年１１月２７日原子力規制委員会決定。以下「貯蔵事業許可基準規則解釈」という。）第３条に規定する金属キャスクの設計に関する基準を満たすことをいう。 

 

２ 第１６条第４項第１号に規定する「適切な遮蔽能力を有する」とは、第５項に規定するもののほか、以下をいう。 

・貯蔵事業許可基準規則解釈第４条第１項第３号に規定する金属キャスクの設計に関する基準を満たすこと。 

・兼用キャスク表面の線量当量率が１時間当たり２ミリシーベルト以下であり、かつ、兼用キャスク表面から１メートル離れた位置における線量当量率が１時間当たり 100 マイクロシ

ーベルト以下であること。 
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・貯蔵建屋（工場等内において兼用キャスクを収納する建物をいう。以下この条において同じ。）を設置する場合には、当該貯蔵建屋の損傷によりその遮蔽機能が著しく低下したときに

おいても、工場等周辺の実効線量は周辺監視区域外における線量限度を超えないこと。なお、当該貯蔵建屋が損傷したときからその遮蔽機能の応急の復旧が完了するまでの間は、第

２９条に規定する「通常運転時」には当たらない。  

 

３ 第１６条第４項第２号に規定する「崩壊熱を適切に除去することができる」とは、第５項に規定するもののほか、貯蔵事業許可基準規則解釈第６条並びに第１７条第１項第２号（貯蔵

建屋を設置する場合に限る。）及び第３号に規定する金属キャスクの設計に関する基準を満たすことをいう。 

 

４ 第１６条第４項第３号に規定する「放射性物質を適切に閉じ込めることができ、かつ、その機能を適切に監視することができる」とは、次項に規定するもののほか、貯蔵事業許可基準

規則解釈第５条第１項第１号及び第２号並びに第１７条第１項第１号に規定する金属キャスクの設計に関する基準を満たすことをいう。 

 

５ 第１６条第２項第１号ハ及び同条第４項各号を満たすため、兼用キャスクは、当該兼用キャスクを構成する部材及び使用済燃料の経年変化を考慮した上で、使用済燃料の健全性を確保

する設計とすること。ここで、「兼用キャスクを構成する部材及び使用済燃料の経年変化を考慮した上で、使用済燃料の健全性を確保する設計」とは、以下を満たす設計をいう。 

・設計貯蔵期間を明確にしていること。 

・設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境条件下での経年変化を考慮した材料及び構造であること。  



補足-001-02　技術基準規則と工事計画認可申請書の 

添付書類との紐付き表 



 

1 

 

 本資料は，技術基準規則に規定される各条文の要求事項と添付書類との関連性と，その適

合性の説明に必要な添付書類を「技術基準規則と工事計画認可申請書の添付書類との紐付

き表」として整理したものである。 



技術基準規則と工事計画認可申請書の添付書類との紐付き表（ＤＢ）

技術基準
変更有無

設備の抽出

第4条 設計基準対象施設の地盤 ○ ○ → ○ → → 第4条 設計基準対象施設の地盤 →

耐震性に関する説明書 原子炉格納施設の基礎に関す
る説明書及びその基礎の状況
を明示した図面

排気筒の基礎に関する説明書
及びその基礎の状況を明示し
た図面（自立型のものに限
る。）

第5条 地震による損傷の防止 ○ ○ → ○ → → 第5条 地震による損傷の防止 →

発電用原子炉施設の自然現象
等による損傷防止に関する説
明書

耐震性に関する説明書 原子炉本体の基礎に関する説
明書及びその基礎の状況を明
示した図面

原子炉格納施設の基礎に関す
る説明書及びその基礎の状況
を明示した図面

排気筒の基礎に関する説明書
及びその基礎の状況を明示し
た図面（自立型のものに限
る。）

第6条 津波による損傷の防止 ○ ○ → ○ → → 第6条 津波による損傷の防止 →

発電用原子炉施設の自然現象
等による損傷防止に関する説
明書

設備別記載事項のうち，容量
等の設定根拠に関する説明書

強度に関する説明書 取水口及び放水口に関する説
明書

環境測定装置の構造図及び取
付箇所を明示した図面

浸水防護施設に係る機器の配
置を明示した図面及び系統図

構造図 耐震性に関する説明書

第7条
外部からの衝撃による損傷の
防止 ○ ○ → ○ → → 第7条

外部からの衝撃による損傷の
防止 →

発電用原子炉施設の自然現象
等による損傷の防止に関する
説明書

強度に関する説明書 工場又は事業所の概要を明示
した地形図

第8条 立ち入りの防止 × × → ○ → → 第8条 立ち入りの防止 → －

第9条
発電用原子炉施設への人の不
法な侵入等の防止 ○ ○ → ○ → → 第9条

発電用原子炉施設への人の不
法な侵入等の防止 →

安全設備及び重大事故等対処
設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

第10条 急傾斜地の崩壊の防止 × × → ○ → → 第10条 急傾斜地の崩壊の防止 → －

第11条 火災による損傷の防止 ○ ○ → ○ → → 第11条 火災による損傷の防止 →
耐震性に関する説明書 設備別記載事項のうち，容量

等の設定根拠に関する説明書
発電用原子炉施設の火災防護
に関する説明書

火災防護設備に係る機器の配
置を明示した図面及び系統図

構造図

第12条
発電用原子炉施設内における
溢水等による損傷の防止 ○ ○ → ○ → → 第12条

発電用原子炉施設内における
溢水等による損傷の防止 →

耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 発電用原子炉施設の溢水防護
に関する説明書

浸水防護施設に係る機器の配
置を明示した図面及び系統図

構造図

第13条 安全避難通路等 ○ ○ → ○ → → 第13条 安全避難通路等 →
安全避難通路に関する説明書
及び安全避難通路を明示した
図面

非常用照明に関する説明書及
び取付箇所を明示した図面

第14条 安全設備 ○ ○ → ○ → → 第14条 安全設備 →
安全設備及び重大事故等対処
設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

原子炉（圧力）容器の脆性破
壊防止に関する説明書

非常用電源設備に係る機器の
配置を明示した図面及び系統
図

構造図 単線結線図

第15条 設計基準対象施設の機能 ○ ○ → ○ → → 第15条 設計基準対象施設の機能 →

安全設備及び重大事故等対処
設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

発電用原子炉施設の蒸気ター
ビン，ポンプ等の損壊に伴う
飛散物による損傷防護に関す
る説明書

施設に係る機器の配置を明示
した図面及び系統図

主要設備の配置の状況を明示
した平面図及び断面図

構造図 単線結線図

第16条 全交流動力電源喪失対策設備 ○ ○ → ○ → → 第16条 全交流動力電源喪失対策設備 →

設備別記載事項のうち，容量
等の設定根拠に関する説明書

非常用電源設備に係る機器の
配置を明示した図面及び系統
図

単線結線図 構造図

第17条 材料及び構造 〇 ○ → ○ → → 第17条 材料及び構造 →
強度に関する説明書 クラス１機器及び炉心支持構

造物の応力腐食割れ対策に関
する説明書

第18条
使用中の亀裂等による損傷防
止 × ○ → ○ → → 第18条

使用中の亀裂等による損傷防
止 →

クラス１機器及び炉心支持構
造物の応力腐食割れ対策に関
する説明書

第19条 流体振動等による損傷防止 × ○ → ○ → → 第19条 流体振動等による損傷防止 →
流体振動又は温度変動による
損傷の防止に関する説明書

第20条 安全弁等 × ○ → ○ → → 第20条 安全弁等 →
設備別記載事項のうち，容量
等の設定根拠に関する説明書

安全弁及び逃がし弁の吹出量
計算書（原子炉冷却系統施
設）

安全弁の吹出量計算書（計測
制御系統施設）

構造図 原子炉冷却系統施設に係る機
器の配置を明示した図面及び
系統図

原子炉格納施設に係る機器の
配置を明示した図面及び系統
図

計測制御系統施設に係る機器
の配置を明示した図面及び系
統図

第21条 耐圧試験等 × × → × → 第21条 耐圧試験等 → －

第22条 監視試験片 × × → × → 第22条 監視試験片 → －

第23条 炉心等 × ○ → ○ → → 第23条 炉心等 → －

第24条 熱遮蔽材 × × → × → 第24条 熱遮蔽材 → －

第25条 一次冷却材 × × → × → 第25条 一次冷却材 → －

第26条
燃料取扱設備及び燃料貯蔵設
備 ○ ○ → ○ → → 第26条

燃料取扱設備及び燃料貯蔵設
備 →

耐震性に関する説明書 設備別記載事項のうち，容量
等の設定根拠に関する説明書

燃料体等又は重量物の落下に
よる使用済燃料貯蔵槽内の燃
料体等の破損の防止及び使用
済燃料貯蔵槽の機能喪失の防
止に関する説明書

第27条 原子炉冷却材圧力バウンダリ × ○ → ○ → → 第27条 原子炉冷却材圧力バウンダリ →
強度に関する説明書 原子炉冷却系統施設に係る機

器の配置を明示した図面及び
系統図

構造図

第28条
原子炉冷却材圧力バウンダリ
の隔離装置等 × ○ → ○ → → 第28条

原子炉冷却材圧力バウンダリ
の隔離装置等 →

原子炉格納容器内の原子炉冷
却材又は一次冷却材の漏えい
を監視する装置の構成に関す
る説明書、検出器の取付箇所
を明示した図面並びに計測範
囲及び警報動作範囲に関する
説明書

原子炉冷却系統施設に係る機
器の配置を明示した図面及び
系統図

構造図

第29条 一次冷却材処理装置 × × → × → 第29条 一次冷却材処理装置 → －

第30条 逆止め弁 × ○ → ○ → → 第30条 逆止め弁 →
原子炉格納施設に係る機器の
配置を明示した図面及び系統
図

第31条 蒸気タービン 〇 × → × → 第31条 蒸気タービン → －

第32条 非常用炉心冷却設備 × × → × → 第32条 非常用炉心冷却設備 → －

技術基準規則の要求条文
適合性確認
の要否

技術基準規則の要求条文 各技術基準規則について適合性を説明する添付書類（ＤＢ）

技術基準規則

の追加・変更

に対して抽出

した設備につ

いて，各条文

への適合性を

確認する。

設置許可にお

ける約束事項

を設工認で担

保しているこ

とを「発電用

原子炉の設置

の許可（本文

（五号））と

の整合性に関

する説明書」

設計及び工事

に係る品質マ

ネジメントに

関する説明書

設置許可にお

ける品質管理

の方法を設工

認で担保して

いることを

「発電用原子

炉の設置の許

可（本文（十

一号））との

整合性に関す

る説明書」に

て説明する。

適合性確認の要否欄「○」ではあるが紐付く添付書類がない理由：高燃焼度8×8燃料の廃止（要目表変更：作成対象の添付書類なし）があるため適合性確認の要否は「○」としているが，当該条文に対し新規制基準施行に伴う技術基

準の追加・変更はなく，また，高燃焼度8×8燃料の廃止に伴い作成が必要となる添付書類もないため当該条文に紐付く添付書類はない。

適合性確認の要否欄「○」ではあるが紐付く添付書類がない理由： SA設備の設置等に伴う管理区域・保全区域・周辺監視区域の変更が無いことを確認するため適合性確認の要否は「○」としているが，当該条文に対し新規制基準施行

に伴う技術基準の追加・変更はなく，また，改造／修理の工事もないため当該条文に紐付く添付書類はない。

適合性確認の要否欄「○」ではあるが紐付く添付書類がない理由：急傾斜地崩壊危険区域内に施設する設備が無いことを確認するため適合性確認の要否は「○」としているが，当該条文に対し新規制基準施行に伴う技術基準の追加・

変更はなく，また，改造／修理の工事もないため当該条文に紐付く添付書類はない。
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技術基準規則と工事計画認可申請書の添付書類との紐付き表（ＤＢ）

技術基準
変更有無

設備の抽出技術基準規則の要求条文
適合性確認
の要否

技術基準規則の要求条文 各技術基準規則について適合性を説明する添付書類（ＤＢ）

第33条 循環設備等 ○ ○ → ○ → → 第33条 循環設備等 →

設備別記載事項のうち，容量
等の設定根拠に関する説明書

取水口及び放水口に関する説
明書

原子炉冷却系統施設に係る機
器の配置を明示した図面及び
系統図

非常用取水設備の配置を明示
した図面

構造図

第34条 計測装置 ○ ○ → ○ → → 第34条 計測装置 →

設備別記載事項のうち，容量
等の設定根拠に関する説明書

使用済燃料貯蔵槽の温度、水
位及び漏えいを監視する装置
の構成に関する説明書、検出
器の取付箇所を明示した図面
並びに計測範囲及び警報動作
範囲に関する説明書

計測装置の構成に関する説明
書、計測制御系統図及び検出
器の取付箇所を明示した図面
並びに計測範囲及び警報動作
範囲に関する説明書

放射線管理用計測装置の構成
に関する説明書

放射線管理用計測装置の系統
図及び検出器の取付箇所を明
示した図面並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明
書

第35条 安全保護装置 ○ ○ → ○ → → 第35条 安全保護装置 →

計測装置の構成に関する説明
書、計測制御系統図及び検出
器の取付箇所を明示した図面
並びに計測範囲及び警報動作
範囲に関する説明書

第36条
反応度制御系統及び原子炉停
止系統 × × → × → 第36条

反応度制御系統及び原子炉停
止系統 → －

第37条 制御材駆動装置 × × → × → 第37条 制御材駆動装置 → －

第38条 原子炉制御室等 ○ ○ → ○ → → 第38条 原子炉制御室等 →

生体遮蔽装置の放射線の遮蔽
及び熱除去についての計算書

中央制御室及び緊急時制御室
の居住性に関する説明書

中央制御室の機能に関する説
明書、中央制御室外の原子炉
停止機能及び監視機能並びに
緊急時制御室の機能に関する
説明書

環境測定装置（放射線管理用
計測装置に係るものを除
く。）の構造図及び取付箇所
を明示した図面

構造図

第39条 廃棄物処理設備等 × ○ → ○ → → 第39条 廃棄物処理設備等 →

設備別記載事項のうち，容量
等の設定根拠に関する説明書

強度に関する説明書 放射性廃棄物の廃棄施設に係
る機器の配置を明示した図面
及び系統図

耐震性に関する説明書

第40条 廃棄物貯蔵設備等 × × → × → 第40条 廃棄物貯蔵設備等 → －

第41条 放射性物質による汚染の防止 × ○ → ○ → → 第41条 放射性物質による汚染の防止 →

火災防護設備に係る機器の配
置を明示した図面及び系統図

浸水防護施設に係る機器の配
置を明示した図面及び系統図

構造図

第42条 生体遮蔽等 × ○ → ○ → → 第42条 生体遮蔽等 →
生体遮蔽装置の放射線の遮蔽
及び熱除去についての計算書

人が常時勤務し、又は頻繁に
出入する工場又は事業所内の
場所における線量に関する説
明書

放射線管理施設に係る機器の
配置を明示した図面及び系統
図

構造図

第43条 換気設備 × × → × → 第43条 換気設備 → －

第44条 原子炉格納施設 ○ ○ → ○ → → 第44条 原子炉格納施設 →

原子炉格納施設の設計条件に
関する説明書

原子炉格納施設の水素濃度低
減性能に関する説明書

設備別記載事項のうち，容量
等の設定根拠に関する説明書

原子炉格納施設に係る機器の
配置を明示した図面及び系統
図

構造図

設備別記載事項のうち，容量
等の設定根拠に関する説明書

常用電源設備の健全性に関す
る説明書

非常用電源設備の出力の決定
に関する説明書

非常用電源設備に係る機器の
配置を明示した図面及び系統
図

常用電源設備に係る機器の配
置を明示した図面

送電関係一覧図 単線結線図 燃料系統図

構造図

第46条 緊急時対策所 ○ ○ → ○ → → 第46条 緊急時対策所 →

緊急時対策所の設置場所を明
示した図面及び機能に関する
説明書

通信連絡設備に関する説明書
及び取付箇所を明示した図面

緊急時対策所の居住性に関す
る説明書

第47条 警報装置等 ○ ○ → ○ → → 第47条 警報装置等 →

使用済燃料貯蔵槽の温度、水
位及び漏えいを監視する装置
の構成に関する説明書、検出
器の取付箇所を明示した図面
並びに計測範囲及び警報動作
範囲に関する説明書

中央制御室の機能に関する説
明書、中央制御室外の原子炉
停止機能及び監視機能並びに
緊急時制御室の機能に関する
説明書

放射線管理用計測装置の構成
に関する説明書

放射線管理用計測装置の系統
図及び検出器の取付箇所を明
示した図面並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明
書

通信連絡設備に関する説明書
及び取付箇所を明示した図面

緊急時対策所の設置場所を明
示した図面及び機能に関する
説明書

設備別記載事項のうち，容量
等の設定根拠に関する説明書

第48条 準用 ○ ○ → ○ → → 第48条 準用 →

強度に関する説明書 非常用発電装置の出力の決定
に関する説明書

常用電源設備の健全性に関す
る説明書

単線結線図 燃料系統図

→保安電源設備第45条→保安電源設備第45条 →○→○○
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技術基準規則と工事計画認可申請書の添付書類との紐付き（ＳＡ）

技術基準
変更有無

設備の抽出

第49条 重大事故等対処施設の地盤 ○ ○ → ○ → → 第49条 重大事故等対処施設の地盤 →

耐震性に関する説明書 原子炉格納施設の基礎に
関する説明書及びその基
礎の状況を明示した図面

排気筒の基礎に関する説
明書及びその基礎の状況
を明示した図面（自立型
のものに限る。）

第50条 地震による損傷の防止 ○ ○ → ○ → → 第50条 地震による損傷の防止 →

耐震性に関する説明書 原子炉本体の基礎に関す
る説明書及びその基礎の
状況を明示した図面

原子炉格納施設の基礎に
関する説明書及びその基
礎の状況を明示した図面

配置の状況を明示した平
面図及び断面図

発電用原子炉施設の自然
現象等による損傷の防止
に関する説明書

排気筒の基礎に関する説
明書及びその基礎の状況
を明示した図面（自立型
のものに限る。）

第51条 津波による損傷の防止 ○ ○ → ○ → → 第51条 津波による損傷の防止 →

発電用原子炉施設の自然
現象等による損傷の防止
に関する説明書（津波へ
の配慮に関する説明書）

耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 浸水防護施設に係る機器
の配置を明示した図面及
び系統図

設備別記載事項のうち，
容量等の設定根拠に関す
る説明書

取水口及び放水口に関す
る説明書

環境測定装置の構造図及
び取付箇所を明示した図
面

第52条 火災による損傷の防止 ○ ○ → ○ → → 第52条 火災による損傷の防止 →

設備別記載事項のうち，
容量等の設定根拠に関す
る説明書

発電用原子炉施設の火災
防護に関する説明書

耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 火災防護設備に係る機器
の配置を明示した図面及
び系統図

第53条 特定重大事故等対処施設 ○ × → × → 第53条 特定重大事故等対処施設 → －

発電用原子炉施設の自然
現象等による損傷の防止
に関する説明書

耐震性に関する説明書 設備別記載事項のうち，
容量等の設定根拠に関す
る説明書

安全設備及び重大事故等
対処設備が使用される条
件の下における健全性に
関する説明書

発電用原子炉施設の溢水
防護に関する説明書

発電用原子炉施設の蒸気
タービン、ポンプ等の損
壊に伴う飛散物による損
傷防護に関する説明書

強度に関する説明書 構造図 非常用炉心冷却設備その
他原子炉注水設備のポン
プの有効吸込水頭に関す
る説明書

圧力低減設備その他安全
設備のポンプの有効吸込
水頭に関する説明書

主要設備の配置の状況を
明示した平面図及び断面
図

原子炉（圧力）容器の脆
性破壊防止に関する説明
書

非常用照明に関する説明
書

生体遮蔽装置の放射線の
遮蔽及び熱除去について
の計算書

原子炉冷却系統施設に係
る機器の配置を明示した
図面及び系統図

計測制御系統施設に係る
機器（計測装置を除
く。）の配置を明示した
図面及び系統図

放射線管理施設に係る機
器（放射線管理用計測装
置を除く。）の配置を明
示した図面及び系統図

原子炉格納施設に係る機
器の配置を明示した図面
及び系統図

非常用電源設備に係る機
器の配置を明示した図面
及び系統図

緊急時対策所の設置場所
を明示した図面及び機能
に関する説明書

発電用原子炉施設の火災
防護に関する説明書

中央制御室及び緊急時制
御室の居住性に関する説
明書

緊急時対策所の居住性に
関する説明書

単線結線図 燃料系統図 使用済燃料貯蔵槽の温
度，水位及び漏えいを監
視する装置の構成に関す
る説明書、検出器の取付
箇所を明示した図面並び
に計測範囲及び警報動作
範囲に関する説明書

計測装置の構成に関する
説明書、計測制御系統図
及び検出器の取付箇所を
明示した図面並びに計測
範囲及び警報動作範囲に
関する説明書

放射線管理用計測装置の
系統図及び検出器の取付
箇所を明示した図面並び
に計測範囲及び警報動作
範囲に関する説明書

斜面安定性に関する説明
書

第55条 材料及び構造 ○ ○ → ○ → → 第55条 材料及び構造 →

強度に関する説明書 原子炉（圧力）容器の脆
性破壊防止に関する説明
書

第56条
使用中の亀裂等による破壊の
防止

○ ○ → ○ → → 第56条
使用中の亀裂等による破壊の
防止

→ －

第57条 安全弁等 ○ ○ → ○ → → 第57条 安全弁等 →

設備別記載事項のうち，
容量等の設定根拠に関す
る説明書

原子炉冷却系統施設に係
る機器の配置を明示した
図面及び系統図

計測制御系統施設に係る
機器の配置を明示した図
面及び系統図

原子炉格納施設に係る機
器の配置を明示した図面
及び系統図

非常用電源設備に係る機
器の配置を明示した図面
及び系統図

構造図 安全弁及び逃がし弁の吹
出量計算書（原子炉冷却
系統施設）

安全弁の吹出量計算書
（計測制御系統施設）

安全弁の吹出量計算書
（非常用電源設備）

第58条 耐圧試験等 ○ ○ → ○ → → 第58条 耐圧試験等 → －

第59条
緊急停止失敗時に発電用原子
炉を未臨界にするための設備

○ ○ → ○ → → 第59条
緊急停止失敗時に発電用原子
炉を未臨界にするための設備

→

設備別記載事項のうち，
容量等の設定根拠に関す
る説明書

安全設備及び重大事故等
対処設備が使用される条
件の下における健全性に
関する説明書

計測制御系統施設に係る
機器（計測装置を除
く。）の配置を明示した
図面及び系統図

構造図 工学的安全施設等の起動
（作動）信号の起動（作
動）回路の説明図及び設
定値の根拠に関する説明
書

発電用原子炉の運転を管
理するための制御装置に
係る制御方法に関する説
明書

単線結線図 強度に関する説明書

第60条
原子炉冷却材圧力バウンダリ
高圧時に発電用原子炉を冷却
するための設備

○ ○ → ○ → → 第60条
原子炉冷却材圧力バウンダリ
高圧時に発電用原子炉を冷却
するための設備

→

設備別記載事項のうち，
容量等の設定根拠に関す
る説明書

安全設備及び重大事故等
対処設備が使用される条
件の下における健全性に
関する説明書

原子炉冷却系統施設に係
る機器の配置を明示した
図面及び系統図

構造図 単線結線図 強度に関する説明書

第61条
原子炉冷却材圧力バウンダリ
を減圧するための設備

○ ○ → ○ → → 第61条
原子炉冷却材圧力バウンダリ
を減圧するための設備

→

設備別記載事項のうち，
容量等の設定根拠に関す
る説明書

安全設備及び重大事故等
対処設備が使用される条
件の下における健全性に
関する説明書

原子炉冷却系統施設に係
る機器の配置を明示した
図面及び系統図

計測制御系統施設に係る
機器の配置を明示した図
面及び系統図

非常用電源設備に係る機
器の配置を明示した図面
及び系統図

構造図 工学的安全施設等の起動
（作動）信号の起動（作
動）回路の説明図及び設
定値の根拠に関する説明
書

発電用原子炉の運転を管
理するための制御装置に
係る制御方法に関する説
明書

単線結線図 安全弁及び逃がし弁の吹
出量計算書

第62条
原子炉冷却材圧力バウンダリ
低圧時に発電用原子炉を冷却
するための設備

○ ○ → ○ → → 第62条
原子炉冷却材圧力バウンダリ
低圧時に発電用原子炉を冷却
するための設備

→

設備別記載事項のうち，
容量等の設定根拠に関す
る説明書

安全設備及び重大事故等
対処設備が使用される条
件の下における健全性に
関する説明書

原子炉冷却系統施設に係
る機器の配置を明示した
図面及び系統図

補機駆動用燃料設備に係
る機器の配置を明示した
図面及び系統図

非常用取水設備の配置を
明示した図面

構造図 取水口及び放水口に関す
る説明書

単線結線図 強度に関する説明書

設備別記載事項のうち，
容量等の設定根拠に関す
る説明書

安全設備及び重大事故等
対処設備が使用される条
件の下における健全性に
関する説明書

原子炉格納施設の設計条
件に関する説明書

原子炉冷却系統施設に係
る機器の配置を明示した
図面及び系統図

原子炉格納施設に係る機
器の配置を明示した図面
及び系統図

補機駆動用燃料設備に係
る機器の配置を明示した
図面及び系統図

非常用取水設備の配置を
明示した図面

構造図 取水口及び放水口に関す
る説明書

非常用発電装置の出力の
決定に関する説明書

非常用電源設備に係る機
器の配置を明示した図面
及び系統図

燃料系統図 単線結線図 強度に関する説明書 放射線管理用計測装置の
構成に関する説明書

放射線管理用計測装置の
系統図及び検出器の取付
箇所を明示した図面並び
に計測範囲及び警報動作
範囲に関する説明書

設備別記載事項のうち，
容量等の設定根拠に関す
る説明書

安全設備及び重大事故等
対処設備が使用される条
件の下における健全性に
関する説明書

原子炉格納施設の設計条
件に関する説明書

原子炉格納施設に係る機
器の配置を明示した図面
及び系統図

補機駆動用燃料設備に係
る機器の配置を明示した
図面及び系統図

非常用取水設備の配置を
明示した図面

構造図 取水口及び放水口に関す
る説明書

単線結線図 原子炉冷却系統施設に係
る機器の配置を明示した
図面及び系統図

強度に関する説明書

設備別記載事項のうち，
容量等の設定根拠に関す
る説明書

安全設備及び重大事故等
対処設備が使用される条
件の下における健全性に
関する説明書

原子炉格納施設の設計条
件に関する説明書

原子炉格納施設に係る機
器の配置を明示した図面
及び系統図

補機駆動用燃料設備に係
る機器の配置を明示した
図面及び系統図

非常用取水設備の配置を
明示した図面

構造図 取水口及び放水口に関す
る説明書

燃料系統図 非常用発電装置の出力の
決定に関する説明書

単線結線図 非常用電源設備に係る機
器の配置を明示した図面
及び系統図

原子炉冷却系統施設に係
る機器の配置を明示した
図面及び系統図

強度に関する説明書 放射線管理用計測装置の
構成に関する説明書

放射線管理用計測装置の
系統図及び検出器の取付
箇所を明示した図面並び
に計測範囲及び警報動作
範囲に関する説明書

第66条
原子炉格納容器下部の溶融炉
心を冷却するための設備

○ ○ → ○ → → 第66条
原子炉格納容器下部の溶融炉
心を冷却するための設備

→

設備別記載事項のうち，
容量等の設定根拠に関す
る説明書

安全設備及び重大事故等
対処設備が使用される条
件の下における健全性に
関する説明書

原子炉格納施設の設計条
件に関する説明書

原子炉格納施設に係る機
器の配置を明示した図面
及び系統図

補機駆動用燃料設備に係
る機器の配置を明示した
図面及び系統図

単線結線図 強度に関する説明書 構造図 取水口及び放水口に関す
る説明書

→
原子炉格納容器の過圧破損を
防止するための設備

第65条→→第65条 ○→○○
原子炉格納容器の過圧破損を
防止するための設備

最終ヒートシンクへ熱を輸送
するための設備

→
最終ヒートシンクへ熱を輸送
するための設備

第63条→→第63条

→
原子炉格納容器内の冷却等の
ための設備

第64条→→○→○○
原子炉格納容器内の冷却等の
ための設備

第64条

○→○○

技術基準規則の要求条文
適合性確認
の要否

技術基準規則の要求条文 各技術基準規則について適合性を説明する添付書類（ＳＡ）

第54条 → 第54条 重大事故等対処設備 →→○→○○重大事故等対処設備

技術基準規則

の追加・変更

に対して抽出

した設備につ

いて，各条文

への適合性を

設置許可におけ

る約束事項を設

工認で担保して

いることを「発

電用原子炉の設

置の許可（本文

（五号））との

整合性に関する

説明書」にて説

明する。

設計及び工事

に係る品質マ

ネジメントに

関する説明書

設置許可にお

ける品質管理

の方法を設工

認で担保して

いることを

「発電用原子

炉の設置の許

可（本文（十

一号））との

整合性に関す

る説明書」に

適合性確認の要否欄「○」ではあるが紐付く添付書類がない理由：新規制基準施行に伴い技術基準の追加要求があるため適合性確認の要否は「○」としているが，当該条文は使用開始後に要求されるため紐付く添付書類はない。

適合性確認の要否欄「○」ではあるが紐付く添付書類がない理由：新規制基準施行に伴い技術基準の追加要求があるため適合性確認の要否は「○」としているが，当該条文は使用開始後に要求されるため紐付く添付書類はない。
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技術基準規則と工事計画認可申請書の添付書類との紐付き（ＳＡ）

技術基準
変更有無

設備の抽出技術基準規則の要求条文
適合性確認
の要否

技術基準規則の要求条文 各技術基準規則について適合性を説明する添付書類（ＳＡ）

設備別記載事項のうち，
容量等の設定根拠に関す
る説明書

安全設備及び重大事故等
対処設備が使用される条
件の下における健全性に
関する説明書

原子炉格納施設の設計条
件に関する説明書

原子炉格納施設に係る機
器の配置を明示した図面
及び系統図

補機駆動用燃料設備に係
る機器の配置を明示した
図面及び系統図

原子炉格納施設の水素濃
度低減性能に関する説明
書

単線結線図 計測装置の構成に関する説
明書、計測制御系統図及び
検出器の取付箇所を明示し
た図面並びに計測範囲及び
警報動作範囲に関する説明
書

放射線管理用計測装置の
構成に関する説明書

放射線管理用計測装置の
系統図及び検出器の取付
箇所を明示した図面並び
に計測範囲及び警報動作
範囲に関する説明書

非常用発電装置の出力の
決定に関する説明書

非常用電源設備に係る機
器の配置を明示した図面
及び系統図

強度に関する説明書 構造図 燃料系統図

設備別記載事項のうち，
容量等の設定根拠に関す
る説明書

安全設備及び重大事故等
対処設備が使用される条
件の下における健全性に
関する説明書

原子炉格納施設の設計条
件に関する説明書

原子炉格納施設の水素濃
度低減性能に関する説明
書

原子炉格納施設に係る機
器の配置を明示した図面
及び系統図

構造図 単線結線図 計測装置の構成に関する説
明書、計測制御系統図及び
検出器の取付箇所を明示し
た図面並びに計測範囲及び
警報動作範囲に関する説明
書

放射線管理用計測装置の
構成に関する説明書

放射線管理用計測装置の
系統図及び検出器の取付
箇所を明示した図面並び
に計測範囲及び警報動作
範囲に関する説明書

非常用発電装置の出力の
決定に関する説明書

非常用電源設備に係る機
器の配置を明示した図面
及び系統図

強度に関する説明書 燃料系統図

設備別記載事項のうち，
容量等の設定根拠に関す
る説明書

安全設備及び重大事故等
対処設備が使用される条
件の下における健全性に
関する説明書

核燃料物質の取扱施設及
び貯蔵施設に係る機器の
配置を明示した図面及び
系統図

原子炉冷却系統施設に係
る機器の配置を明示した
図面及び系統図

補機駆動用燃料設備に係
る機器の配置を明示した
図面及び系統図

非常用取水設備の配置を
明示した図面

構造図 燃料取扱設備、新燃料貯
蔵設備及び使用済燃料貯
蔵設備の核燃料物質が臨
界に達しないことに関す
る説明書

使用済燃料貯蔵槽の水深
の遮蔽能力に関する説明
書

使用済燃料運搬用容器，
使用済燃料貯蔵槽及び使
用済燃料貯蔵用容器の冷
却能力に関する説明書

使用済燃料貯蔵槽の温
度，水位及び漏えいを監
視する装置の構成に関す
る説明書並びに計測範囲
及び警報動作範囲に関す
る説明書

放射線管理用計測装置の
構成に関する説明書

放射線管理用計測装置の
系統図及び検出器の取付
箇所を明示した図面並び
に計測範囲及び警報動作
範囲に関する説明書

取水口及び放水口に関す
る説明書

単線結線図

第70条
工場等外への放射性物質の拡
散を抑制するための設備

○ ○ → ○ → → 第70条
工場等外への放射性物質の拡
散を抑制するための設備

→

設備別記載事項のうち，
容量等の設定根拠に関す
る説明書

安全設備及び重大事故等
対処設備が使用される条
件の下における健全性に
関する説明書

原子炉格納施設の設計条
件に関する説明書

原子炉格納施設に係る機
器の配置を明示した図面
及び系統図

非常用取水設備の配置を
明示した図面

構造図 補機駆動用燃料設備に係
る機器の配置を明示した
図面及び系統図

取水口及び放水口に関す
る説明書

第71条
重大事故等の収束に必要とな
る水の供給設備

○ ○ → ○ → → 第71条
重大事故等の収束に必要とな
る水の供給設備

→

設備別記載事項のうち，
容量等の設定根拠に関す
る説明書

安全設備及び重大事故等
対処設備が使用される条
件の下における健全性に
関する説明書

原子炉格納施設の設計条
件に関する説明書

核燃料物質の取扱施設及
び貯蔵施設に係る機器の
配置を明示した図面及び
系統図

原子炉冷却系統施設に係
る機器の配置を明示した
図面及び系統図

原子炉格納施設に係る機
器の配置を明示した図面
及び系統図

構造図 補機駆動用燃料設備に係
る機器の配置を明示した
図面及び系統図

非常用取水設備の配置を
明示した図面

取水口及び放水口に関す
る説明書

第72条 電源設備 ○ ○ → ○ → → 第72条 電源設備 →

設備別記載事項のうち，
容量等の設定根拠に関す
る説明書

安全設備及び重大事故等
対処設備が使用される条
件の下における健全性に
関する説明書

非常用発電装置の出力の
決定に関する説明書

非常用電源設備に係る機
器の配置を明示した図面
及び系統図

構造図 燃料系統図 単線結線図

第73条 計装設備 ○ ○ → ○ → → 第73条 計装設備 →

設備別記載事項のうち，
容量等の設定根拠に関す
る説明書

安全設備及び重大事故等
対処設備が使用される条
件の下における健全性に
関する説明書

計測装置の構成に関する説
明書、計測制御系統図及び
検出器の取付箇所を明示し
た図面並びに計測範囲及び
警報動作範囲に関する説明
書

放射線管理用計測装置の
構成に関する説明書

放射線管理用計測装置の系
統図及び検出器の取付箇所
を明示した図面並びに計測
範囲及び警報動作範囲に関
する説明書

単線結線図 使用済燃料貯蔵槽の温度、
水位及び漏えいを監視する
装置の構成に関する説明
書、検出器の取付箇所を明
示した図面並びに計測範囲
及び警報動作範囲に関する
説明書

原子炉格納施設の水素濃
度低減性能に関する説明
書

設備別記載事項のうち，
容量等の設定根拠に関す
る説明書

安全設備及び重大事故等
対処設備が使用される条
件の下における健全性に
関する説明書

放射線管理施設に係る機
器（放射線管理用計測装
置を除く。）の配置を明
示した図面及び系統図

原子炉格納施設に係る機
器の配置を明示した図面
及び系統図

構造図 管理区域の出入管理設備
及び環境試料分析装置に
関する説明書

中央制御室の機能に関す
る説明書、中央制御室外
の原子炉停止機能及び監
視機能並びに緊急時制御
室の機能に関する説明書

中央制御室の居住性に関
する説明書

非常用照明に関する説明
書及び取付箇所を明示し
た図面

生体遮蔽装置の放射線の
遮蔽及び熱除去について
の計算書

単線結線図 発電用原子炉の運転を管
理するための制御装置に
係る制御方法に関する説
明書

第75条 監視測定設備 ○ ○ → ○ → → 第75条 監視測定設備 →

設備別記載事項のうち，
容量等の設定根拠に関す
る説明書

安全設備及び重大事故等
対処設備が使用される条
件の下における健全性に
関する説明書

非常用電源設備に係る機
器の配置を明示した図面
及び系統図

放射線管理用計測装置の
構成に関する説明書

放射線管理用計測装置の
系統図及び検出器の取付
箇所を明示した図面並び
に計測範囲及び警報動作
範囲に関する説明書

管理区域の出入管理設備
及び環境試料分析装置に
関する説明書

環境測定装置（放射線管
理用計測装置に係るもの
を除く。）の構造図及び
取付箇所を明示した図面

構造図 単線結線図

設備別記載事項のうち，
容量等の設定根拠に関す
る説明書

安全設備及び重大事故等
対処設備が使用される条
件の下における健全性に
関する説明書

放射線管理施設に係る機
器（放射線管理用計測装
置を除く。）の配置を明
示した図面及び系統図

非常用電源設備に係る機
器の配置を明示した図面
及び系統図

緊急時対策所の設置場所
を明示した図面及び機能
に関する説明書

構造図 発電用原子炉施設の自然
現象等による損傷の防止
に関する説明書

管理区域の出入管理設備
及び環境試料分析装置に
関する説明書

緊急時対策所の居住性に
関する説明書

放射線管理用計測装置の
構成に関する説明書

放射線管理用計測装置の
系統図及び検出器の取付
箇所を明示した図面並び
に計測範囲及び警報動作
範囲に関する説明書

生体遮蔽装置の放射線の
遮蔽及び熱除去について
の計算書

通信連絡設備に関する説
明書及び取付箇所を明示
した図面

非常用発電装置の出力の
決定に関する説明書

単線結線図 燃料系統図 耐震性に関する説明書

第77条
通信連絡を行うために必要な
設備

○ ○ → ○ → → 第77条
通信連絡を行うために必要な
設備

→

安全設備及び重大事故等
対処設備が使用される条
件の下における健全性に
関する説明書

中央制御室の機能に関す
る説明書、中央制御室外
の原子炉停止機能及び監
視機能並びに緊急時制御
室の機能に関する説明書

通信連絡設備に関する説
明書及び取付箇所を明示
した図面

緊急時対策所の設置場所
を明示した図面及び機能
に関する説明書

単線結線図 耐震性に関する説明書

第78条 準用 ○ ○ → ○ → → 第78条 準用 →

強度に関する説明書 非常用発電装置の出力の
決定に関する説明書

単線結線図

○ →

第68条
水素爆発による原子炉建屋等
の損傷を防止するための設備

○ ○ → ○ →

第67条
水素爆発による原子炉格納
容器の破損を防止するため
の設備

○ ○ →

第68条
水素爆発による原子炉建屋等
の損傷を防止するための設備

緊急時対策所 →第76条→

→
使用済燃料貯蔵槽の冷却等の
ための設備

第69条→

→第76条 ○→○○緊急時対策所

→原子炉制御室第74条→→第74条 ○→○○原子炉制御室

→第69条 ○→○○
使用済燃料貯蔵槽の冷却等の
ための設備

→

→

水素爆発による原子炉格納容
器の破損を防止するための設
備

第67条→

→

5 



補足-001-03　既設設備改造／修理工事一覧 
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 本資料は，今回実施する工事のうち既設設備の改造／修理工事について，新規制基準適合性

申請との関連，および工事の内容に応じた適合性を確認する技術基準各条文を整理したもので

ある。 

 

 

資料１ 島根原子力発電所第２号機 新規制基準適合に伴う既設設備改造／修理工事一覧 

資料２ 島根原子力発電所第２号機 新規制基準適合に直接関連しない改造／修理工事一覧 

 

 



 

 

資料１ 

島根原子力発電所第２号機 

新規制基準適合に伴う既設設備改造／修理工事一覧 
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管
改

造
認

可
申

請

1
1

S
A

系
統

（
残

留
熱

代
替

除
去

系
）

の
接

続
の

た
め

管
継

手
を

追

設
す

る
。

（
要

目
表

記
載

事
項

の
変

更
）

B
-サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
冷

却
ラ

イ
ン

分
岐

部 ～ 残
留

熱
代

替
除

去
系

原
子

炉
注

水
ラ

イ
ン

分
岐

部

３
．

原
子

炉
冷

却
系

統
施

設
５

　
残

留
熱

除
去

設
備

3
.5

.1
 残

留
熱

除
去

系
(8

)主
配

管
改

造
認

可
申

請

1
2

S
A

系
統

（
残

留
熱

代
替

除
去

系
）

の
接

続
の

た
め

管
継

手
を

追

設
す

る
。

（
要

目
表

記
載

事
項

の
変

更
）

残
留

熱
代

替
除

去
系

原
子

炉
注

水
ラ

イ
ン

分
岐

部 ～ 残
留

熱
代

替
除

去
系

ス
プ

レ
イ

ラ
イ

ン
分

岐
部

３
．

原
子

炉
冷

却
系

統
施

設
５

　
残

留
熱

除
去

設
備

3
.5

.1
 残

留
熱

除
去

系
(8

)主
配

管
改

造
認

可
申

請

工
事

N
o
.

島
根
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
　
新
規
制
基
準
適
合
に
伴
う
既
設
設
備
改
造
／
修
理
工
事
一
覧

対
象

設
備

お
よ

び
今

回
申

請
に

お
け

る
施

設
設

備
区

分
系

統
構

成
変

更

有
無

（
主

配
管

）

Ｓ
Ａ

隔
離

有
無

（
主

配
管

）

適
合

性
確

認
条

文

実
用

炉
規

則
別

表
第

一

工
事

概
要

（
着

手
制

限
項

目
）

別
紙

３
無

無 無
有

別
紙

４

1-1



設
備

名
称

施
設

区
分

設
備

区
分

系
統

機
器

区
分

工
事

区
分

手
続

き

工
事

N
o
.

対
象

設
備

お
よ

び
今

回
申

請
に

お
け

る
施

設
設

備
区

分
系

統
構

成
変

更

有
無

（
主

配
管

）

Ｓ
Ａ

隔
離

有
無

（
主

配
管

）

適
合

性
確

認
条

文

実
用

炉
規

則
別

表
第

一

工
事

概
要

（
着

手
制

限
項

目
）

1
3

S
A

系
統

（
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

）
の

接
続

の
た

め
管

継

手
（

管
台

）
を

追
設

す
る

。
（

既
設

管
継

手
（

管
台

）
の

記
載

変
更

）

（
要

目
表

記
載

事
項

の
変

更
）

B
-格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
ラ

イ
ン

合
流

部
３

．
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

５
　

残
留

熱
除

去
設

備
3
.5

.1
 残

留
熱

除
去

系
(8

)主
配

管
改

造
認

可
申

請

1
4

S
A

系
統

（
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
水

p
H

制
御

系
）

の
接

続

の
た

め
管

継
手

を
追

設
す

る
。

（
要

目
表

記
載

事
項

の
変

更
）

A
-サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

ス
プ

レ
イ

ラ
イ

ン
分

岐
部

～ サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
チ

ェ
ン

バ
ス

プ
レ

イ
管

３
．

原
子

炉
冷

却
系

統
施

設
５

　
残

留
熱

除
去

設
備

3
.5

.1
 残

留
熱

除
去

系
(8

)主
配

管
改

造
認

可
申

請

1
5

S
A

系
統

（
高

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
）

の
接

続
の

た
め

管
継

手

を
追

設
す

る
。

（
要

目
表

記
載

事
項

の
変

更
）

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
分

岐
部

～ 高
圧

原
子

炉
代

替
注

水
ポ

ン
プ

（
駆

動
用

蒸
気

タ
ー

ビ
ン

）
入

口
ラ

イ
ン

分
岐

部

３
．

原
子

炉
冷

却
系

統
施

設
７

　
原

子
炉

冷
却

材
補

給
設

備
3
.7

.1
 原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

(5
)主

配
管

改
造

認
可

申
請

1
6

S
A

系
統

（
高

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
）

の
接

続
の

た
め

管
継

手

を
追

設
す

る
。

（
要

目
表

記
載

事
項

の
変

更
）

高
圧

原
子

炉
代

替
注

水
ポ

ン
プ

（
駆

動
用

蒸
気

タ
ー

ビ
ン

）
出

口
ラ

イ
ン

合
流

部

～ サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
チ

ェ
ン

バ
内

排
気

管

３
．

原
子

炉
冷

却
系

統
施

設
７

　
原

子
炉

冷
却

材
補

給
設

備
3
.7

.1
 原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

(5
)主

配
管

改
造

認
可

申
請

1
7

S
A

系
統

（
高

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
）

の
接

続
の

た
め

管
継

手

を
追

設
す

る
。

（
要

目
表

記
載

事
項

の
変

更
）

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
出

口
ラ

イ
ン

合
流

部
（

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
）

～ 原
子

炉
隔

離
時

冷
却

ポ
ン

プ

３
．

原
子

炉
冷

却
系

統
施

設
７

　
原

子
炉

冷
却

材
補

給
設

備
3
.7

.1
 原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

(5
)主

配
管

改
造

認
可

申
請

1
8

S
A

系
統

（
高

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
）

の
接

続
の

た
め

管
継

手

を
追

設
す

る
。

（
要

目
表

記
載

事
項

の
変

更
）

高
圧

原
子

炉
代

替
注

水
ポ

ン
プ

出
口

ラ
イ

ン
合

流
部

～ 原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
合

流
部

３
．

原
子

炉
冷

却
系

統
施

設
７

　
原

子
炉

冷
却

材
補

給
設

備
3
.7

.1
 原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

(5
)主

配
管

改
造

認
可

申
請

1
9

S
A

系
統

（
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

系
）

の
接

続
の

た
め

管
継

手

を
追

設
す

る
。

（
要

目
表

記
載

事
項

の
変

更
）

A
-原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

供
給

ラ
イ

ン
合

流
部

（
原

子
炉

建
物

西
側

）

～ A
-2

原
子

炉
補

機
冷

却
系

熱
交

換
器

出
口

ラ
イ

ン

合
流

部

３
．

原
子

炉
冷

却
系

統
施

設
８

　
原

子
炉

補
機

冷
却

設
備

3
.8

.1
 原

子
炉

補
機

冷
却

系
（

原
子

炉
補

機
海

水
系

を
含

む
。

）
(9

)主
配

管
改

造
認

可
申

請

2
0

S
A

系
統

（
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

系
）

の
接

続
の

た
め

管
継

手

を
追

設
す

る
。

（
要

目
表

記
載

事
項

の
変

更
）

A
-原

子
炉

補
機

冷
却

水
ポ

ン
プ

入
口

ラ
イ

ン
分

岐
部

～ A
-原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

戻
り

ラ
イ

ン
分

岐
部

（
原

子
炉

建
物

西
側

）

３
．

原
子

炉
冷

却
系

統
施

設
８

　
原

子
炉

補
機

冷
却

設
備

3
.8

.1
 原

子
炉

補
機

冷
却

系
（

原
子

炉
補

機
海

水
系

を
含

む
。

）
(9

)主
配

管
改

造
認

可
申

請

2
1

S
A

系
統

（
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

系
）

の
接

続
の

た
め

管
継

手

を
追

設
す

る
。

（
要

目
表

記
載

事
項

の
変

更
）

B
-原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

供
給

ラ
イ

ン
合

流
部

（
原

子
炉

建
物

西
側

）

～ B
-2

原
子

炉
補

機
冷

却
系

熱
交

換
器

出
口

ラ
イ

ン

合
流

部

３
．

原
子

炉
冷

却
系

統
施

設
８

　
原

子
炉

補
機

冷
却

設
備

3
.8

.1
 原

子
炉

補
機

冷
却

系
（

原
子

炉
補

機
海

水
系

を
含

む
。

）
(9

)主
配

管
改

造
認

可
申

請

2
2

S
A

系
統

（
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

系
）

の
接

続
の

た
め

管
継

手

を
追

設
す

る
。

（
要

目
表

記
載

事
項

の
変

更
）

B
-燃

料
プ

ー
ル

冷
却

系
熱

交
換

器
出

口
ラ

イ
ン

合
流

部

～ B
-原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

戻
り

ラ
イ

ン
分

岐
部

（
原

子
炉

建
物

西
側

）

３
．

原
子

炉
冷

却
系

統
施

設
８

　
原

子
炉

補
機

冷
却

設
備

3
.8

.1
 原

子
炉

補
機

冷
却

系
（

原
子

炉
補

機
海

水
系

を
含

む
。

）
(9

)主
配

管
改

造
認

可
申

請

2
3

S
A

系
統

（
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

系
）

の
接

続
の

た
め

管
継

手

を
追

設
す

る
。

（
要

目
表

記
載

事
項

の
変

更
）

B
-原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

供
給

ラ
イ

ン
合

流
部

（
原

子
炉

建
物

南
側

）

～ 原
子

炉
浄

化
系

補
助

熱
交

換
器

入
口

ラ
イ

ン
分

岐
部

（
胴

側
）

３
．

原
子

炉
冷

却
系

統
施

設
８

　
原

子
炉

補
機

冷
却

設
備

3
.8

.1
 原

子
炉

補
機

冷
却

系
（

原
子

炉
補

機
海

水
系

を
含

む
。

）
(9

)主
配

管
改

造
認

可
申

請

2
4

S
A

系
統

（
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

系
）

の
接

続
の

た
め

管
継

手

を
追

設
す

る
。

（
要

目
表

記
載

事
項

の
変

更
）

B
-原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

戻
り

ラ
イ

ン
分

岐
部

（
原

子
炉

建
物

南
側

）

～ B
-非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
設

備
機

関
付

空
気

冷
却

器
出

口
ラ

イ
ン

合
流

部

３
．

原
子

炉
冷

却
系

統
施

設
８

　
原

子
炉

補
機

冷
却

設
備

3
.8

.1
 原

子
炉

補
機

冷
却

系
（

原
子

炉
補

機
海

水
系

を
含

む
。

）
(9

)主
配

管
改

造
認

可
申

請

無
有

別
紙

６

無
有

別
紙

５

別
紙

４
有

無

1-2



設備名称 施設区分 設備区分 系統 機器区分 工事区分 手続き

25
放水槽の耐震評価に伴い放出ラインを追設する。

（要目表記載事項の変更）

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器出

口ライン

～

放水槽

３．原子炉冷却系統施設 ８　原子炉補機冷却設備
3.8.1 原子炉補機冷却系（原子炉

補機海水系を含む。）
(9)主配管 有 無 改造 認可申請

26
放水槽の耐震評価に伴い放出ラインを追設する。

（要目表記載事項の変更）

B-1，B-2，B-3原子炉補機冷却系熱交換

器

～

放水槽

３．原子炉冷却系統施設 ８　原子炉補機冷却設備
3.8.1 原子炉補機冷却系（原子炉

補機海水系を含む。）
(9)主配管 有 無 改造 認可申請

27
津波の引き波対策としてポンプ長尺化を行う。

（要目表記載事項（主要寸法）の変更）
高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ ３．原子炉冷却系統施設 ８　原子炉補機冷却設備

3.8.2 高圧炉心スプレイ補機冷却

系（高圧炉心スプレイ補機海水系

を含む。）

(3) ポンプ 別紙８ 改造 認可申請

28

原子炉圧力容器ボトムドレンラインの流路変更を行

う。

（要目表記載事項の変更）

原子炉圧力容器

～

原子炉圧力容器ボトムドレンライン合流

部

３．原子炉冷却系統施設 ９　原子炉冷却材浄化設備 3.9.1 原子炉浄化系 (6) 主配管 無 無 別紙９ 改造 認可申請

29
系統分離の観点から配管ダクトを追設する。

（要目表記載事項の変更）

補助遮蔽（屋外配管ダクト（ディーゼル

燃料貯蔵タンク～原子炉建物））
６　放射線管理施設 ３　生体遮蔽装置 － － 別紙１０ 改造 届出

30

格納容器雰囲気監視システム設置に伴い直結型から

計装用へ変更する。

（要目表の変更）

100A貫通部（X-212B） ７　原子炉格納施設

１　原子炉格納容器

(4)原子炉格納容器配管貫通部及び電気

配線貫通部

－

a. 配管貫通部

(b) ベローズなし貫通部

ハ. 計装用

別紙１１ 改造 認可申請

31

格納容器フィルタベント系設置に伴いAO弁からＭＯ

弁へ変更を行う。

（要目表記載事項の変更）

MV217-4 ７　原子炉格納施設
３　圧力低減設備その他の安全設備

(8)原子炉格納容器調気設備
7.3.8.1 窒素ガス制御系 ニ 主要弁 改造 認可申請

32

格納容器フィルタベント系設置に伴いAO弁からＭＯ

弁へ変更を行う。

（要目表記載事項の変更）

MV217-5 ７　原子炉格納施設
３　圧力低減設備その他の安全設備

(8)原子炉格納容器調気設備
7.3.8.1 窒素ガス制御系 ニ 主要弁 改造 認可申請

33

格納容器フィルタベント系設置に伴いAO弁からＭＯ

弁へ変更を行う。

（要目表記載事項の変更）

MV217-18 ７　原子炉格納施設
３　圧力低減設備その他の安全設備

(8)原子炉格納容器調気設備
7.3.8.1 窒素ガス制御系 ニ 主要弁 改造 認可申請

34

SA系統（格納容器フィルタベント系）の接続のため

管継手を追設する。

（要目表記載事項の変更）

弁MV217-23入口ライン分岐部

～

弁MV217-18

７　原子炉格納施設
３　圧力低減設備その他の安全設備

(8)原子炉格納容器調気設備
7.3.8.1 窒素ガス制御系 ホ 主配管 無 無 別紙１３ 改造 認可申請

35 実用炉規則変更に伴う既存設備の追加申請 A-ディーゼル燃料移送ポンプ

８　その他発電用原子炉の附属施

設

１　非常用電源設備

２　非常用発電装置

8.1.2.1 非常用ディーゼル発電設

備

(4)燃料設備

イ ポンプ 改造 届出

36 実用炉規則変更に伴う既存設備の追加申請 B-ディーゼル燃料移送ポンプ

８　その他発電用原子炉の附属施

設

１　非常用電源設備

２　非常用発電装置

8.1.2.1 非常用ディーゼル発電設

備

(4)燃料設備

イ ポンプ 改造 届出

37 実用炉規則変更に伴う既存設備の追加申請 A-ディーゼル燃料貯蔵タンク

８　その他発電用原子炉の附属施

設

１　非常用電源設備

２　非常用発電装置

8.1.2.1 非常用ディーゼル発電設

備

(4)燃料設備

ロ 容器 改造 認可申請

38 実用炉規則変更に伴う既存設備の追加申請 B-ディーゼル燃料貯蔵タンク

８　その他発電用原子炉の附属施

設

１　非常用電源設備

２　非常用発電装置

8.1.2.1 非常用ディーゼル発電設

備

(4)燃料設備

ロ 容器 改造 認可申請

工事No.

対象設備および今回申請における施設設備区分 系統構成変更

有無

（主配管）

ＳＡ隔離

有無

（主配管）

適合性確認条文

実用炉規則別表第一

工事概要（着手制限項目）

別紙１２

別紙７

別紙１４

1
-
3



設備名称 施設区分 設備区分 系統 機器区分 工事区分 手続き

39 実用炉規則変更に伴う既存設備の追加申請

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク

～

A-ディーゼル燃料移送ポンプ

８　その他発電用原子炉の附属施

設

１　非常用電源設備

２　非常用発電装置

8.1.2.1 非常用ディーゼル発電設

備

(4)燃料設備

ニ 主配管 無 有 改造 届出

40 実用炉規則変更に伴う既存設備の追加申請

A-ディーゼル燃料移送ポンプ

～

A-ディーゼル燃料デイタンク

８　その他発電用原子炉の附属施

設

１　非常用電源設備

２　非常用発電装置

8.1.2.1 非常用ディーゼル発電設

備

(4)燃料設備

ニ 主配管 無 有 改造 届出

41 実用炉規則変更に伴う既存設備の追加申請

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク

～

B-ディーゼル燃料移送ポンプ

８　その他発電用原子炉の附属施

設

１　非常用電源設備

２　非常用発電装置

8.1.2.1 非常用ディーゼル発電設

備

(4)燃料設備

ニ 主配管 有 有 改造 届出

42 実用炉規則変更に伴う既存設備の追加申請

B-ディーゼル燃料移送ポンプ

～

B-ディーゼル燃料デイタンク

８　その他発電用原子炉の附属施

設

１　非常用電源設備

２　非常用発電装置

8.1.2.1 非常用ディーゼル発電設

備

(4)燃料設備

ニ 主配管 有 有 改造 届出

43 実用炉規則変更に伴う既存設備の追加申請 ディーゼル燃料移送ポンプ

８　その他発電用原子炉の附属施

設

１　非常用電源設備

２　非常用発電装置

8.1.2.2 高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備

(4)燃料設備

イ ポンプ 改造 届出

44 実用炉規則変更に伴う既存設備の追加申請 ディーゼル燃料貯蔵タンク

８　その他発電用原子炉の附属施

設

１　非常用電源設備

２　非常用発電装置

8.1.2.2 高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備

(4)燃料設備

ロ 容器 改造 認可申請

45 実用炉規則変更に伴う既存設備の追加申請

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル燃料貯蔵タンク

～

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル燃料移送ポンプ

８　その他発電用原子炉の附属施

設

１　非常用電源設備

２　非常用発電装置

8.1.2.2 高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備

(4)燃料設備

ニ 主配管 無 有 改造 届出

46 実用炉規則変更に伴う既存設備の追加申請

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル燃料移送ポンプ

～

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル燃料デイタンク

８　その他発電用原子炉の附属施

設

１　非常用電源設備

２　非常用発電装置

8.1.2.2 高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備

(4)燃料設備

ニ 主配管 無 有 改造 届出

工事No.

対象設備および今回申請における施設設備区分 系統構成変更

有無

（主配管）

ＳＡ隔離

有無

（主配管）

適合性確認条文

実用炉規則別表第一

工事概要（着手制限項目）

別紙１５

別紙１４
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別紙１ 

当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第4条 設計基準対象施設の地盤 ○ ◯ × ◯ 新規制基準適合性申請項目 Ⅵ-2　耐震性に関する説明書

第5条 地震による損傷の防止 ○ ◯ ◯ ◯

新規制基準適合性申請項目

（当該工事に伴って制御棒の貯蔵容量を変更

するため）

Ⅵ-2　耐震性に関する説明書

Ⅵ-2-4-2-1　燃料プール（キャスク置場を含む）

の耐震性についての計算書

第6条 津波による損傷の防止 ○ ◯ × ◯ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-3　発電用原子炉施設の自然現象等による

損傷の防止に関する説明書

第7条
外部からの衝撃による損傷の

防止
○ ◯ × ◯ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-3　発電用原子炉施設の自然現象等による

損傷の防止に関する説明書

第8条 立入りの防止 × ×

第9条
発電用原子炉施設への人の不

法な侵入等の防止
○ ×

第10条 急傾斜地の崩壊の防止 × ×

第11条 火災による損傷の防止 ○ ◯ × ◯ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-8　発電用原子炉施設の火災防護に関する

説明書

第12条
発電用原子炉施設内における

溢水等による損傷の防止
○ ◯ × ◯ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-9　発電用原子炉施設の溢水防護に関する

説明書

第13条 安全避難通路等 ○ ×

第14条 安全設備 ○ ◯ × ◯ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7　安全設備及び重大事故等対処設備が使

用される条件の下における健全性に関する説明書

第15条 設計基準対象施設の機能 ○ ◯ × ◯ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7　安全設備及び重大事故等対処設備が使

用される条件の下における健全性に関する説明書

第16条 全交流動力電源喪失対策設備 ○ ×

第17条 材料及び構造 ○ ◯ × ×
構造及び強度を変更するものではないことか

ら当該工事に伴う適合性確認は不要。
ー

第18条
使用中の亀裂等による破壊の

防止
× ◯ × ×

技術基準変更はなく，当該工事に伴う適合性

確認は不要。
ー

第19条 流体振動等による損傷防止 × ×

第20条 安全弁等 × ×

第21条 耐圧試験等 × ◯ × ×
技術基準変更はなく，当該工事に伴う適合性

確認は不要。
ー

第22条 監視試験片 × ×

第23条 炉心等 × ×

第24条 熱遮蔽材 × ×

第25条 一次冷却材 × ×

第26条
燃料取扱設備及び燃料貯蔵設

備
○ ◯ ◯ ◯ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-3-3　燃料体等又は重量物の落下による使用

済燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防止及び使用

済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に関する説明書

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

燃料プール

1
-
5



当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第27条 原子炉冷却材圧力バウンダリ ○ ×

第28条
原子炉冷却材圧力バウンダリ

の隔離装置等
○ ×

第29条 一次冷却材処理装置 × ×

第30条 逆止め弁 × ×

第31条 蒸気タービン ○ ×

第32条 非常用炉心冷却設備 × ×

第33条 循環設備等 ○ ×

第34条 計測装置 ○ ×

第35条 安全保護装置 ○ ×

第36条
反応度制御系統及び原子炉停

止系統
× ×

第37条 制御材駆動装置 × ×

第38条 原子炉制御室等 ○ ×

第39条 廃棄物処理設備等 × ×

第40条 廃棄物貯蔵設備等 × ×

第41条 放射性物質による汚染の防止 × ×

第42条 生体遮蔽等 × ×

第43条 換気設備 × ×

第44条 原子炉格納施設 ○ ×

第45条 保安電源設備 ○ ×

第46条 緊急時対策所 ○ ×

第47条 警報装置等 ○ ×

第48条 準用 ○ ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

燃料プール

1
-
6



別紙２ 

当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第4条 設計基準対象施設の地盤 ○ ◯ × ◯ 新規制基準適合性申請項目 Ⅵ-2　耐震性に関する説明書

第5条 地震による損傷の防止 ○ ◯ ◯ ◯
新規制基準適合性申請項目

（当該工事に伴って容量を変更するため）

Ⅵ-2　耐震性に関する説明書

Ⅵ-2-11-2-7-5　制御棒貯蔵ハンガの耐震性につい

ての計算書

第6条 津波による損傷の防止 ○ ◯ × ◯ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-3　発電用原子炉施設の自然現象等による

損傷の防止に関する説明書

第7条
外部からの衝撃による損傷の

防止
○ ◯ × ◯ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-3　発電用原子炉施設の自然現象等による

損傷の防止に関する説明書

第8条 立入りの防止 × ×

第9条
発電用原子炉施設への人の不

法な侵入等の防止
○ ×

第10条 急傾斜地の崩壊の防止 × ×

第11条 火災による損傷の防止 ○ ◯ × ◯ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-8　発電用原子炉施設の火災防護に関する

説明書

第12条
発電用原子炉施設内における

溢水等による損傷の防止
○ ◯ × ◯ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-9　発電用原子炉施設の溢水防護に関する

説明書

第13条 安全避難通路等 ○ ×

第14条 安全設備 ○ ◯ × ◯ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7　安全設備及び重大事故等対処設備が使

用される条件の下における健全性に関する説明書

第15条 設計基準対象施設の機能 ○ ◯ × ◯ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7　安全設備及び重大事故等対処設備が使

用される条件の下における健全性に関する説明書

第16条 全交流動力電源喪失対策設備 ○ ×

第17条 材料及び構造 ○ ×

第18条
使用中の亀裂等による破壊の

防止
× ×

第19条 流体振動等による損傷防止 × ×

第20条 安全弁等 × ×

第21条 耐圧試験等 × ×

第22条 監視試験片 × ×

第23条 炉心等 × ×

第24条 熱遮蔽材 × ×

第25条 一次冷却材 × ×

第26条
燃料取扱設備及び燃料貯蔵設

備
○ ◯ ◯ ◯ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-3-3　燃料体等又は重量物の落下による使用

済燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防止及び使用

済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に関する説明書

第27条 原子炉冷却材圧力バウンダリ ○ ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

制御棒貯蔵ハンガ

1
-
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当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第28条
原子炉冷却材圧力バウンダリ

の隔離装置等
○ ×

第29条 一次冷却材処理装置 × ×

第30条 逆止め弁 × ×

第31条 蒸気タービン ○ ×

第32条 非常用炉心冷却設備 × ×

第33条 循環設備等 ○ ×

第34条 計測装置 ○ ×

第35条 安全保護装置 ○ ×

第36条
反応度制御系統及び原子炉停

止系統
× ×

第37条 制御材駆動装置 × ×

第38条 原子炉制御室等 ○ ×

第39条 廃棄物処理設備等 × ×

第40条 廃棄物貯蔵設備等 × ×

第41条 放射性物質による汚染の防止 × ×

第42条 生体遮蔽等 × ×

第43条 換気設備 × ×

第44条 原子炉格納施設 ○ ×

第45条 保安電源設備 ○ ×

第46条 緊急時対策所 ○ ×

第47条 警報装置等 ○ ×

第48条 準用 ○ ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

制御棒貯蔵ハンガ

1
-
8



別紙３ 

当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第4条 設計基準対象施設の地盤 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目 Ⅵ-2 耐震性に関する説明書

第5条 地震による損傷の防止 ○ ○ ○ ○

新規制基準適合性申請項目

（当該工事に伴って配管モデルを変更するた

め）

Ⅵ-2 耐震性に関する説明書

Ⅵ-2-5-3-1-2 管の耐震性についての計算書（主蒸

気系）

第6条 津波による損傷の防止 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-3 発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する説明書

第7条
外部からの衝撃による損傷の

防止
○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-3 発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する説明書

第8条 立入りの防止 × ×

第9条
発電用原子炉施設への人の不

法な侵入等の防止
○ ×

第10条 急傾斜地の崩壊の防止 × ×

第11条 火災による損傷の防止 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説

明書

第12条
発電用原子炉施設内における

溢水等による損傷の防止
○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-9 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説

明書

第13条 安全避難通路等 ○ ×

第14条 安全設備 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書

第15条 設計基準対象施設の機能 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書

第16条 全交流動力電源喪失対策設備 ○ ×

第17条 材料及び構造 ○ ○ ○ ×

当該設備はクラス3管に該当し，当該工事に

伴って伸縮継手の取替を行うことから，当該

工事に伴う個別の適合性確認を実施し，第17

条への適合性に影響を与えないことを確認し

ている。

Ⅵ-3-3-3-2-1-2-1 管の基本板厚計算書（主蒸気

系）

Ⅵ-3-3-3-2-1-2-2 管の応力計算書（主蒸気系）

第18条
使用中の亀裂等による破壊の

防止
× ○ × ×

技術基準の変更がなく，設備使用中における

技術基準のため今回の工事において適合性確

認不要。

－

第19条 流体振動等による損傷防止 × ×

第20条 安全弁等 × ×

第21条 耐圧試験等 × ○ × ×

技術基準の変更がなく，設備使用中における

技術基準のため今回の工事において適合性確

認不要。

－

第22条 監視試験片 × ×

第23条 炉心等 × ×

第24条 熱遮蔽材 × ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

主蒸気系_主配管

1
-
9



当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第25条 一次冷却材 × ×

第26条
燃料取扱設備及び燃料貯蔵設

備
○ ×

第27条 原子炉冷却材圧力バウンダリ ○ ×

第28条
原子炉冷却材圧力バウンダリ

の隔離装置等
○ ×

第29条 一次冷却材処理装置 × ×

第30条 逆止め弁 × ×

第31条 蒸気タービン ○ ×

第32条 非常用炉心冷却設備 × ×

第33条 循環設備等 ○* ○ ○ ×

当該設備は第33条において施設することが要

求されている循環設備に該当することから，

当該工事に伴う適合性確認を実施している。

当該工事において伸縮継手の取替を行うが，

SA配管とは弁により隔離されており，系統構

成を変更するものではないことから循環設備

の機能に影響を与えるものではないことを確

認している。

＊：当該技術基準の変更は，原子炉隔離時冷

却系に対する要求事項であり，主蒸気系に対

する要求事項に変更はない。

Ⅵ-1-1-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明

書

Ⅵ-1-1-5-3 主蒸気系　主配管

主配管の配置を明示した図面

系統図

第34条 計測装置 ○ ×

第35条 安全保護装置 ○ ×

第36条
反応度制御系統及び原子炉停

止系統
× ×

第37条 制御材駆動装置 × ×

第38条 原子炉制御室等 ○ ×

第39条 廃棄物処理設備等 × ×

第40条 廃棄物貯蔵設備等 × ×

第41条 放射性物質による汚染の防止 × ×

第42条 生体遮蔽等 × ×

第43条 換気設備 × ×

第44条 原子炉格納施設 ○ ×

第45条 保安電源設備 ○ ×

第46条 緊急時対策所 ○ ×

第47条 警報装置等 ○ ×

第48条 準用 ○ ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

主蒸気系_主配管

1
-
1
0



別紙４ 

当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第4条 設計基準対象施設の地盤 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目 Ⅵ-2 耐震性に関する説明書

第5条 地震による損傷の防止 ○ ○ ○ ○

新規制基準適合性申請項目

（当該工事に伴って配管モデルを変更するた

め）

Ⅵ-2 耐震性に関する説明書

Ⅵ-2-5-4-1-4 管の耐震性についての計算書（残留

熱除去系）

第6条 津波による損傷の防止 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-3 発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する説明書

第7条
外部からの衝撃による損傷の

防止
○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-3 発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する説明書

第8条 立入りの防止 × ×

第9条
発電用原子炉施設への人の不

法な侵入等の防止
○ ×

第10条 急傾斜地の崩壊の防止 × ×

第11条 火災による損傷の防止 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説

明書

第12条
発電用原子炉施設内における

溢水等による損傷の防止
○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-9 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説

明書

第13条 安全避難通路等 ○ ×

第14条 安全設備 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書

第15条 設計基準対象施設の機能 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書

第16条 全交流動力電源喪失対策設備 ○ ×

第17条 材料及び構造 ○ ○ ○ ×

当該設備はクラス2管に該当し，当該工事に

伴って直管部をティー継手等に改造すること

から，当該工事に伴う個別の適合性確認を実

施し，第17条への適合性に影響を与えないこ

とを確認している。

Ⅵ-3-3-3-3-1-8-1 管の基本板厚計算書（残留熱除

去系）

Ⅵ-3-3-3-3-1-8-2 管の応力計算書（残留熱除去

系）

第18条
使用中の亀裂等による破壊の

防止
× ○ × ×

技術基準の変更がなく，設備使用中における

技術基準のため今回の工事において適合性確

認不要。

－

第19条 流体振動等による損傷防止 × ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-4-2 流体振動又は温度変動による損傷の防止

に関する説明書

第20条 安全弁等 × ×

第21条 耐圧試験等 × ○ × ×

技術基準の変更がなく，設備使用中における

技術基準のため今回の工事において適合性確

認不要。

－

第22条 監視試験片 × ×

第23条 炉心等 × ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

残留熱除去系_主配管

1
-
1
1



当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第24条 熱遮蔽材 × ×

第25条 一次冷却材 × ×

第26条
燃料取扱設備及び燃料貯蔵設

備
○ ×

第27条 原子炉冷却材圧力バウンダリ ○ ×

第28条
原子炉冷却材圧力バウンダリ

の隔離装置等
○ ×

第29条 一次冷却材処理装置 × ×

第30条 逆止め弁 × ×

第31条 蒸気タービン ○ ×

第32条 非常用炉心冷却設備 × ×

第33条 循環設備等 ○* ○ ○ ×

当該設備は第33条において施設することが要

求されている循環設備に該当することから，

当該工事に伴う適合性確認を実施している。

当該工事において直管部をティー継手等に改

造するが，SA配管とは弁により隔離されてお

り，系統構成を変更するものではないことか

ら循環設備の機能に影響を与えるものではな

いことを確認している。

＊：当該技術基準の変更は，原子炉隔離時冷

却系に対する要求事項であり，残留熱除去系

に対する要求事項に変更はない。

Ⅵ-1-1-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明

書

Ⅵ-1-1-5-3 残留熱除去系　主配管(常設)

第34条 計測装置 ○ ×

第35条 安全保護装置 ○ ×

第36条
反応度制御系統及び原子炉停

止系統
× ×

第37条 制御材駆動装置 × ×

第38条 原子炉制御室等 ○ ×

第39条 廃棄物処理設備等 × ×

第40条 廃棄物貯蔵設備等 × ×

第41条 放射性物質による汚染の防止 × ×

第42条 生体遮蔽等 × ×

第43条 換気設備 × ×

第44条 原子炉格納施設 ○ ×

第45条 保安電源設備 ○ ×

第46条 緊急時対策所 ○ ×

第47条 警報装置等 ○ ×

第48条 準用 ○ ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

残留熱除去系_主配管

1
-
1
2



別紙５ 

当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第4条 設計基準対象施設の地盤 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目 Ⅵ-2 耐震性に関する説明書

第5条 地震による損傷の防止 ○ ○ ○ ○

新規制基準適合性申請項目

（当該工事に伴って配管モデルを変更するた

め）

Ⅵ-2 耐震性に関する説明書

Ⅵ-2-5-6-1-3 管の耐震性についての計算書（原子

炉隔離時冷却系）

第6条 津波による損傷の防止 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-3 発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する説明書

第7条
外部からの衝撃による損傷の

防止
○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-3 発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する説明書

第8条 立入りの防止 × ×

第9条
発電用原子炉施設への人の不

法な侵入等の防止
○ ×

第10条 急傾斜地の崩壊の防止 × ×

第11条 火災による損傷の防止 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説

明書

第12条
発電用原子炉施設内における

溢水等による損傷の防止
○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-9 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説

明書

第13条 安全避難通路等 ○ ×

第14条 安全設備 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書

第15条 設計基準対象施設の機能 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書

第16条 全交流動力電源喪失対策設備 ○ ×

第17条 材料及び構造 ○ ○ ○ ×

当該設備はクラス2管に該当し，当該工事に

伴って直管部をティー継手に改造することか

ら，当該工事に伴う個別の適合性確認を実施

し，第17条への適合性に影響を与えないこと

を確認している。

Ⅵ-3-3-3-5-1-3-1 管の基本板厚計算書（原子炉隔

離時冷却系）

Ⅵ-3-3-3-5-1-3-2 管の応力計算書（原子炉隔離時

冷却系）

第18条
使用中の亀裂等による破壊の

防止
× ○ × ×

技術基準の変更がなく，設備使用中における

技術基準のため今回の工事において適合性確

認不要。

－

第19条 流体振動等による損傷防止 × ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-4-2 流体振動又は温度変動による損傷の防止

に関する説明書

第20条 安全弁等 × ×

第21条 耐圧試験等 × ○ × ×

技術基準の変更がなく，設備使用中における

技術基準のため今回の工事において適合性確

認不要。

－

第22条 監視試験片 × ×

第23条 炉心等 × ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

原子炉隔離時冷却系_主配管

1
-
1
3



当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第24条 熱遮蔽材 × ×

第25条 一次冷却材 × ×

第26条
燃料取扱設備及び燃料貯蔵設

備
○ ×

第27条 原子炉冷却材圧力バウンダリ ○ ×

第28条
原子炉冷却材圧力バウンダリ

の隔離装置等
○ ×

第29条 一次冷却材処理装置 × ×

第30条 逆止め弁 × ×

第31条 蒸気タービン ○ ×

第32条 非常用炉心冷却設備 × ×

第33条 循環設備等 ○* ○ ○ ×

当該設備は第33条において施設することが要

求されている循環設備に該当することから，

当該工事に伴う適合性確認を実施している。

当該工事において直管部をティー継手に改造

するが，SA配管とは弁により隔離されてお

り，系統構成を変更するものではないことか

ら循環設備の機能に影響を与えるものではな

いことを確認している。

＊：当該技術基準の変更は，原子炉隔離時冷

却系の電源に対する要求事項であり，原子炉

隔離時冷却系の主配管に対する要求事項に変

更はない。

Ⅵ-1-1-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明

書

Ⅵ-1-1-5-3 原子炉隔離時冷却系　主配管

第34条 計測装置 ○ ×

第35条 安全保護装置 ○ ×

第36条
反応度制御系統及び原子炉停

止系統
× ×

第37条 制御材駆動装置 × ×

第38条 原子炉制御室等 ○ ×

第39条 廃棄物処理設備等 × ×

第40条 廃棄物貯蔵設備等 × ×

第41条 放射性物質による汚染の防止 × ×

第42条 生体遮蔽等 × ×

第43条 換気設備 × ×

第44条 原子炉格納施設 ○ ×

第45条 保安電源設備 ○ ×

第46条 緊急時対策所 ○ ×

第47条 警報装置等 ○ ×

第48条 準用 ○ ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

原子炉隔離時冷却系_主配管

1
-
1
4



別紙６ 

当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第4条 設計基準対象施設の地盤 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目 Ⅵ-2 耐震性に関する説明書

第5条 地震による損傷の防止 ○ ○ ○ ○

新規制基準適合性申請項目

（当該工事に伴って配管モデルを変更するた

め）

Ⅵ-2 耐震性に関する説明書

Ⅵ-2-5-7-1-6 管の耐震性についての計算書（原子

炉補機冷却系及び原子炉補機海水系）

第6条 津波による損傷の防止 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-3 発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する説明書

第7条
外部からの衝撃による損傷の

防止
○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-3 発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する説明書

第8条 立入りの防止 × ×

第9条
発電用原子炉施設への人の不

法な侵入等の防止
○ ×

第10条 急傾斜地の崩壊の防止 × ×

第11条 火災による損傷の防止 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説

明書

第12条
発電用原子炉施設内における

溢水等による損傷の防止
○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-9 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説

明書

第13条 安全避難通路等 ○ ×

第14条 安全設備 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書

第15条 設計基準対象施設の機能 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書

第16条 全交流動力電源喪失対策設備 ○ ×

第17条 材料及び構造 ○ ○ ○ ×

当該設備はクラス3管に該当し，当該工事に

伴って直管部をティー継手に改造することか

ら，当該工事に伴う個別の適合性確認を実施

し，第17条への適合性に影響を与えないこと

を確認している。

Ⅵ-3-3-3-6-1-6-1 管の基本板厚計算書（原子炉補

機冷却系及び原子炉補機海水系）

Ⅵ-3-3-3-6-1-6-2 管の応力計算書（原子炉補機冷

却系及び原子炉補機海水系）

第18条
使用中の亀裂等による破壊の

防止
× ○ × ×

技術基準の変更がなく，設備使用中における

技術基準のため今回の工事において適合性確

認不要。

－

第19条 流体振動等による損傷防止 × ×

第20条 安全弁等 × ×

第21条 耐圧試験等 × ○ × ×

技術基準の変更がなく，設備使用中における

技術基準のため今回の工事において適合性確

認不要。

－

第22条 監視試験片 × ×

第23条 炉心等 × ×

第24条 熱遮蔽材 × ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）_主配管

1
-
1
5



当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第25条 一次冷却材 × ×

第26条
燃料取扱設備及び燃料貯蔵設

備
○ ×

第27条 原子炉冷却材圧力バウンダリ ○ ×

第28条
原子炉冷却材圧力バウンダリ

の隔離装置等
○ ×

第29条 一次冷却材処理装置 × ×

第30条 逆止め弁 × ×

第31条 蒸気タービン ○ ×

第32条 非常用炉心冷却設備 × ×

第33条 循環設備等 ○* ○ ○ ×

当該設備は第33条において施設することが要

求されている循環設備に該当することから，

当該工事に伴う適合性確認を実施している。

当該工事において，直管部をティー継手に改

造を実施するが，SA配管とは弁により隔離さ

れており，系統構成を変更するものではない

ことから循環設備の機能に影響を与えるもの

ではないことを確認している。

＊：当該技術基準の変更は，原子炉隔離時冷

却系に対する要求事項であり，原子炉補機冷

却系（原子炉補機海水系を含む。）に対する

要求事項に変更はない。

Ⅵ-1-1-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明

書

Ⅵ-1-1-5-3 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。）　主配管（常設）

第34条 計測装置 ○ ×

第35条 安全保護装置 ○ ×

第36条
反応度制御系統及び原子炉停

止系統
× ×

第37条 制御材駆動装置 × ×

第38条 原子炉制御室等 ○ ×

第39条 廃棄物処理設備等 × ×

第40条 廃棄物貯蔵設備等 × ×

第41条 放射性物質による汚染の防止 × ×

第42条 生体遮蔽等 × ×

第43条 換気設備 × ×

第44条 原子炉格納施設 ○ ×

第45条 保安電源設備 ○ ×

第46条 緊急時対策所 ○ ×

第47条 警報装置等 ○ ×

第48条 準用 ○ ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）_主配管

1
-
1
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別紙７ 

当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第4条 設計基準対象施設の地盤 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目 Ⅵ-2 耐震性に関する説明書

第5条 地震による損傷の防止 ○ ○ ○ ○

新規制基準適合性申請項目

（当該工事に伴って配管モデルを変更するた

め）

Ⅵ-2 耐震性に関する説明書

Ⅵ-2-10-2-11 隔離弁，機器・配管の耐震性につい

ての計算書

第6条 津波による損傷の防止 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-3 発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する説明書

Ⅵ-1-1-3-2 津波への配慮に関する説明書

Ⅵ-3-別添3-2-8 隔離弁，機器・配管の強度計算書

第7条
外部からの衝撃による損傷の

防止
○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-3 発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する説明書

第8条 立入りの防止 × ×

第9条
発電用原子炉施設への人の不

法な侵入等の防止
○ ×

第10条 急傾斜地の崩壊の防止 × ×

第11条 火災による損傷の防止 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説

明書

第12条
発電用原子炉施設内における

溢水等による損傷の防止
○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-9 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説

明書

第13条 安全避難通路等 ○ ×

第14条 安全設備 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書

第15条 設計基準対象施設の機能 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書

第16条 全交流動力電源喪失対策設備 ○ ×

第17条 材料及び構造 ○ ○ ○ ×

当該設備はクラス3管に該当し，当該工事に

伴って放水槽に干渉しないよう配管ルートを

改造することから，当該工事に伴う個別の適

合性確認を実施し，第17条への適合性に影響

を与えないことを確認している。

Ⅵ-3-3-3-6-1-6-1 管の基本板厚計算書（原子炉補

機冷却系及び原子炉補機海水系）

Ⅵ-3-3-3-6-1-6-2 管の応力計算書（原子炉補機冷

却系及び原子炉補機海水系）

第18条
使用中の亀裂等による破壊の

防止
× ○ × ×

技術基準の変更がなく，設備使用中における

技術基準のため今回の工事において適合性確

認不要。

－

第19条 流体振動等による損傷防止 × ×

第20条 安全弁等 × ×

第21条 耐圧試験等 × ○ × ×

技術基準の変更がなく，設備使用中における

技術基準のため今回の工事において適合性確

認不要。

－

第22条 監視試験片 × ×

第23条 炉心等 × ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）_主配管

1
-
1
7



当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第24条 熱遮蔽材 × ×

第25条 一次冷却材 × ×

第26条
燃料取扱設備及び燃料貯蔵設

備
○ ×

第27条 原子炉冷却材圧力バウンダリ ○ ×

第28条
原子炉冷却材圧力バウンダリ

の隔離装置等
○ ×

第29条 一次冷却材処理装置 × ×

第30条 逆止め弁 × ×

第31条 蒸気タービン ○ ×

第32条 非常用炉心冷却設備 × ×

第33条 循環設備等 ○* ○ ○ ×

当該設備は第33条において施設することが要

求されている循環設備に該当することから，

当該工事に伴う適合性確認を実施している。

当該工事において，当該工事に伴って放水槽

に干渉しないよう配管ルートを改造するが，

主配管の系統構成を変更するものではないこ

とから循環設備の機能に影響を与えるもので

はないことを確認している。

＊：当該技術基準の変更は，原子炉隔離時冷

却系に対する要求事項であり，原子炉補機冷

却系（原子炉補機海水系を含む。）に対する

要求事項に変更はない。

Ⅵ-1-1-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明

書

Ⅵ-1-1-5-3 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。）　主配管（常設）

第34条 計測装置 ○ ×

第35条 安全保護装置 ○ ×

第36条
反応度制御系統及び原子炉停

止系統
× ×

第37条 制御材駆動装置 × ×

第38条 原子炉制御室等 ○ ×

第39条 廃棄物処理設備等 × ×

第40条 廃棄物貯蔵設備等 × ×

第41条 放射性物質による汚染の防止 × ×

第42条 生体遮蔽等 × ×

第43条 換気設備 × ×

第44条 原子炉格納施設 ○ ×

第45条 保安電源設備 ○ ×

第46条 緊急時対策所 ○ ×

第47条 警報装置等 ○ ×

第48条 準用 ○ ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）_主配管

1
-
1
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別紙８ 

当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第4条 設計基準対象施設の地盤 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目 Ⅵ-2 耐震性に関する説明書

第5条 地震による損傷の防止 ○ ○ ○ ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-2 耐震性に関する説明書

Ⅵ-2-5-7-2-3 高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの

耐震性についての計算書

第6条 津波による損傷の防止 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-3 発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する説明書

第7条
外部からの衝撃による損傷の

防止
○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-3 発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する説明書

Ⅵ-3-別添1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算

書

第8条 立入りの防止 × ×

第9条
発電用原子炉施設への人の不

法な侵入等の防止
○ ×

第10条 急傾斜地の崩壊の防止 × ×

第11条 火災による損傷の防止 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説

明書

第12条
発電用原子炉施設内における

溢水等による損傷の防止
○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-9 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説

明書

第13条 安全避難通路等 ○ ×

第14条 安全設備 ○ ○ ○ ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書

第15条 設計基準対象施設の機能 ○ ○ ○ ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書

第16条 全交流動力電源喪失対策設備 ○ ×

第17条 材料及び構造 ○ ×

第18条
使用中の亀裂等による破壊の

防止
× ×

第19条 流体振動等による損傷防止 × ×

第20条 安全弁等 × ×

第21条 耐圧試験等 × ×

第22条 監視試験片 × ×

第23条 炉心等 × ×

第24条 熱遮蔽材 × ×

第25条 一次冷却材 × ×

第26条
燃料取扱設備及び燃料貯蔵設

備
○ ×

第27条 原子炉冷却材圧力バウンダリ ○ ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ

1
-
1
9



当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第28条
原子炉冷却材圧力バウンダリ

の隔離装置等
○ ×

第29条 一次冷却材処理装置 × ×

第30条 逆止め弁 × ×

第31条 蒸気タービン ○ ×

第32条 非常用炉心冷却設備 × ×

第33条 循環設備等 ○* ○ ○ ×

当該設備は第33条において施設することが要

求されている循環設備に該当することから，

当該工事に伴う適合性確認を実施している。

当該工事において，当該工事に伴ってポンプ

を長尺化するが，ポンプの機能に変更はなく

循環設備の機能に影響を与えるものではない

ことを確認している。

＊：当該技術基準の変更は，原子炉隔離時冷

却系に対する要求事項であり，高圧炉心スプ

レイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水

系を含む。）に対する要求事項に変更はな

い。

Ⅵ-1-1-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書

Ⅵ-1-1-5-3 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心

スプレイ補機海水系を含む。）　ポンプ（常設）

第4-6-2-4-1図　高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ

構造図

第34条 計測装置 ○ ×

第35条 安全保護装置 ○ ×

第36条
反応度制御系統及び原子炉停

止系統
× ×

第37条 制御材駆動装置 × ×

第38条 原子炉制御室等 ○ ×

第39条 廃棄物処理設備等 × ×

第40条 廃棄物貯蔵設備等 × ×

第41条 放射性物質による汚染の防止 × ×

第42条 生体遮蔽等 × ×

第43条 換気設備 × ×

第44条 原子炉格納施設 ○ ×

第45条 保安電源設備 ○ ×

第46条 緊急時対策所 ○ ×

第47条 警報装置等 ○ ×

第48条 準用 ○ ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ

1
-
2
0



当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第4条 設計基準対象施設の地盤 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目 Ⅵ-2 耐震性に関する説明書

第5条 地震による損傷の防止 ○ ○ ○ ○

新規制基準適合性申請項目

（当該工事に伴って配管モデルを変更するた

め）

Ⅵ-2 耐震性に関する説明書

Ⅵ-2-5-8-1-1 管の耐震性についての計算書（原子炉

浄化系）

第6条 津波による損傷の防止 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-3 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷

の防止に関する説明書

第7条
外部からの衝撃による損傷の

防止
○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-3 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷

の防止に関する説明書

第8条 立入りの防止 × ×

第9条
発電用原子炉施設への人の不

法な侵入等の防止
○ ×

第10条 急傾斜地の崩壊の防止 × ×

第11条 火災による損傷の防止 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書

第12条
発電用原子炉施設内における

溢水等による損傷の防止
○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-9 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明

書

第13条 安全避難通路等 ○ ×

第14条 安全設備 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用さ

れる条件の下における健全性に関する説明書

第15条 設計基準対象施設の機能 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用さ

れる条件の下における健全性に関する説明書

第16条 全交流動力電源喪失対策設備 ○ ×

第17条 材料及び構造 ○ ○ ○ ×

当該設備はクラス1管に該当し，当該工事に

伴って流路変更を行うことから，当該工事に

伴う個別の適合性確認を実施し，第17条への

適合性に影響を与えないことを確認してい

る。

Ⅵ-1-1-6 クラス１機器及び炉心支持構造物の応力腐

食割れ対策に関する説明書

Ⅵ-3-3-3-7-1-1-1 管の基本板厚計算書（原子炉浄化

系）

Ⅵ-3-3-3-7-1-1-2 管の応力計算書（原子炉浄化系）

第18条
使用中の亀裂等による破壊の

防止
× ○ ○ ×

当該設備はクラス１管に該当し，第18条にお

いて使用中の破壊を防止することが要求され

ていることから，当該工事に伴う個別の適合

性確認を実施し，当該設備が応力腐食割れの

抑制を考慮した設計となっており，第18条へ

の適合性に影響を与えないことを確認してい

る。

Ⅵ-1-1-6 クラス１機器及び炉心支持構造物の応力腐

食割れ対策に関する説明書

第19条 流体振動等による損傷防止 × ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-4-2 流体振動又は温度変動による損傷の防止に

関する説明書

第20条 安全弁等 × ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

原子炉浄化系_主配管

1
-
2
1

別紙９ 



当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

原子炉浄化系_主配管

第21条 耐圧試験等 × ○ × ×

技術基準の変更がなく，設備使用中における

技術基準のため今回の工事において適合性確

認不要。

－

第22条 監視試験片 × ×

第23条 炉心等 × ×

第24条 熱遮蔽材 × ×

第25条 一次冷却材 × ×

第26条
燃料取扱設備及び燃料貯蔵設

備
○ ×

第27条 原子炉冷却材圧力バウンダリ ○* ○ ○ ×

当該設備は第27条において施設することが要

求されている原子炉冷却材圧力バウンダリに

該当することから，当該工事に伴う適合性確

認を実施している。

当該工事において流路変更を行うが，既存の

原子炉冷却材圧力バウンダリを変更するもの

ではないことを確認している。

＊：当該技術基準の変更は，原子炉冷却材圧

力バウンダリの拡大に対する要求事項であ

り，当該ラインに対する要求事項に変更はな

い。

主配管の配置を明示した図面

系統図

第28条
原子炉冷却材圧力バウンダリ

の隔離装置等
○ ×

第29条 一次冷却材処理装置 × ×

第30条 逆止め弁 × ×

第31条 蒸気タービン ○ ×

第32条 非常用炉心冷却設備 × ×

第33条 循環設備等 ○* ○ ○ ×

当該設備は第33条において施設することが要

求されている循環設備に該当することから，

当該工事に伴う適合性確認を実施している。

当該工事において流路変更を行うが，既存の

仕様から変更はなく循環設備の機能に影響を

与えるものではないことを確認している。

＊：当該技術基準の変更は，原子炉隔離時冷

却系に対する要求事項であり，原子炉浄化系

に対する要求事項に変更はない。

主配管の配置を明示した図面

系統図

第34条 計測装置 ○ ×

第35条 安全保護装置 ○ ×

第36条
反応度制御系統及び原子炉停

止系統
× ×

1
-
2
2



当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

原子炉浄化系_主配管

第37条 制御材駆動装置 × ×

第38条 原子炉制御室等 ○ ×

第39条 廃棄物処理設備等 × ×

第40条 廃棄物貯蔵設備等 × ×

第41条 放射性物質による汚染の防止 × ×

第42条 生体遮蔽等 × ×

第43条 換気設備 × ×

第44条 原子炉格納施設 ○ ×

第45条 保安電源設備 ○ ×

第46条 緊急時対策所 ○ ×

第47条 警報装置等 ○ ×

第48条 準用 ○ ×

1
-
2
3



別紙１０ 

当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第4条 設計基準対象施設の地盤 ○ ○ × ○ 新規制基準適合申請項目 Ⅵ-2　耐震性に関する説明書

第5条 地震による損傷の防止 ○ ○ ○ ○

新規制基準適合申請項目

（当該工事に伴って補助遮蔽を一部変更する

ため）

Ⅵ-2　耐震性に関する説明書

Ⅵ-2-2-25　屋外配管ダクト（B-ディーゼル燃料貯

蔵タンク～原子炉建物）の耐震性についての計算

書

第6条 津波による損傷の防止 ○ ○ × ○ 新規制基準適合申請項目
Ⅵ-1-1-3　発電用原子炉施設の自然現象等による

損傷の防止に関する説明書

第7条
外部からの衝撃による損傷の

防止
○ ○ × ○ 新規制基準適合申請項目

Ⅵ-1-1-3　発電用原子炉施設の自然現象等による

損傷の防止に関する説明書

第8条 立入りの防止 × ×

第9条
発電用原子炉施設への人の不

法な侵入等の防止
○ ×

第10条 急傾斜地の崩壊の防止 × ×

第11条 火災による損傷の防止 ○ ○ × ○ 新規制基準適合申請項目
Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説

明書

第12条
発電用原子炉施設内における

溢水等による損傷の防止
○ ○ × ○ 新規制基準適合申請項目

Ⅵ-1-1-9 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説

明書

第13条 安全避難通路等 ○ ×

第14条 安全設備 ○ ×

第15条 設計基準対象施設の機能 ○ ○ × ○ 新規制基準適合申請項目
Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書

第16条 全交流動力電源喪失対策設備 ○ ×

第17条 材料及び構造 ○ ×

第18条
使用中の亀裂等による破壊の

防止
× ×

第19条 流体振動等による損傷防止 × ×

第20条 安全弁等 × ×

第21条 耐圧試験等 × ×

第22条 監視試験片 × ×

第23条 炉心等 × ×

第24条 熱遮蔽材 × ×

第25条 一次冷却材 × ×

第26条
燃料取扱設備及び燃料貯蔵設

備
○ ×

第27条 原子炉冷却材圧力バウンダリ ○ ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

生体遮蔽装置

1
-
2
4



当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第28条
原子炉冷却材圧力バウンダリ

の隔離装置等
○ ×

第29条 一次冷却材処理装置 × ×

第30条 逆止め弁 × ×

第31条 蒸気タービン ○ ×

第32条 非常用炉心冷却設備 × ×

第33条 循環設備等 ○ ×

第34条 計測装置 ○ ×

第35条 安全保護装置 ○ ×

第36条
反応度制御系統及び原子炉停

止系統
× ×

第37条 制御材駆動装置 × ×

第38条 原子炉制御室等 ○ ×

第39条 廃棄物処理設備等 × ×

第40条 廃棄物貯蔵設備等 × ×

第41条 放射性物質による汚染の防止 × ×

第42条 生体遮蔽等 × ○ ○ ×

既設の管理区域のダクトへ新たに非管理区域

のダクトを接続することに伴い，管理区域境

界に補助遮蔽を設置することから，当該工事

において適合性確認を実施する。

Ⅵ-4-2　生体遮蔽装置の遮蔽及び熱除去についての

計算書

Ⅵ-4-2-3　屋外配管ダクト（ディーゼル燃料貯蔵タ

ンク～原子炉建物）の生体遮蔽装置の放射線の遮蔽

及び熱除去についての計算書

Ⅵ-6図面

第7-3-1-1図　生体遮蔽装置に係る機器の配置を明

示した図面

第7-3-2-29図　屋外配管ダクト（ディーゼル燃料貯

蔵タンク～原子炉建物）　生体遮蔽装置構造図　補

助遮蔽

第43条 換気設備 × ×

第44条 原子炉格納施設 ○ ×

第45条 保安電源設備 ○ ×

第46条 緊急時対策所 ○ ×

第47条 警報装置等 ○ ×

第48条 準用 ○ ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

生体遮蔽装置

1
-
2
5



別紙１１ 

当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第4条 設計基準対象施設の地盤 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目 Ⅵ-2　耐震性に関する説明書

第5条 地震による損傷の防止 ○ ○ ○ ○

新規制基準適合性申請項目

（取り合い配管の改造に伴い貫通部の仕様を

変更するため）

Ⅵ-2　耐震性に関する説明書

Ⅵ-2-9-2-11　配管貫通部の耐震性についての計算

書

第6条 津波による損傷の防止 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-3　発電用原子炉施設の自然現象等による

損傷の防止に関する説明書

第7条
外部からの衝撃による損傷の

防止
○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-3　発電用原子炉施設の自然現象等による

損傷の防止に関する説明書

第8条 立入りの防止 × ×

第9条
発電用原子炉施設への人の不

法な侵入等の防止
○ ×

第10条 急傾斜地の崩壊の防止 × ×

第11条 火災による損傷の防止 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-8　発電用原子炉施設の火災防護に関する

説明書

第12条
発電用原子炉施設内における

溢水等による損傷の防止
○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-9　発電用原子炉施設の溢水防護に関する

説明書

第13条 安全避難通路等 ○ ×

第14条 安全設備 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7　安全設備及び重大事故等対処設備が使

用される条件の下における健全性に関する説明書

第15条 設計基準対象施設の機能 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7　安全設備及び重大事故等対処設備が使

用される条件の下における健全性に関する説明書

第16条 全交流動力電源喪失対策設備 ○ ×

第17条 材料及び構造 ○ ○ ○ ×

当該設備は原子炉格納容器に該当することか

ら，第17条に規定する構造強度を満足する必

要がある。

当該工事に伴って貫通部の仕様を変更するこ

とから，原子炉格納容器としての構造強度評

価を実施し，第17条への適合性に影響を与え

ないことを確認している。

Ⅵ-3-3-7-1-17　配管貫通部の強度計算書

Ⅵ-3-3-7-1-18　配管貫通部の基本板厚計算書

第18条
使用中の亀裂等による破壊の

防止
× ○ × ×

技術基準の変更がなく，設備使用中における

技術基準のため今回の工事において適合性確

認不要。

－

第19条 流体振動等による損傷防止 × ×

第20条 安全弁等 × ×

第21条 耐圧試験等 × ○ × ×
技術基準の変更がなく，今回の工事計画にお

いて適合性確認不要。
－

第22条 監視試験片 × ×

第23条 炉心等 × ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部

1
-
2
6



当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第24条 熱遮蔽材 × ×

第25条 一次冷却材 × ×

第26条
燃料取扱設備及び燃料貯蔵設

備
○ ×

第27条 原子炉冷却材圧力バウンダリ ○ ×

第28条
原子炉冷却材圧力バウンダリ

の隔離装置等
○ ×

第29条 一次冷却材処理装置 × ×

第30条 逆止め弁 × ×

第31条 蒸気タービン ○ ×

第32条 非常用炉心冷却設備 × ×

第33条 循環設備等 ○ ×

第34条 計測装置 ○ ×

第35条 安全保護装置 ○ ×

第36条
反応度制御系統及び原子炉停

止系統
× ×

第37条 制御材駆動装置 × ×

第38条 原子炉制御室等 ○ ×

第39条 廃棄物処理設備等 × ×

第40条 廃棄物貯蔵設備等 × ×

第41条 放射性物質による汚染の防止 × ×

第42条 生体遮蔽等 × ×

第43条 換気設備 × ×

第44条 原子炉格納施設 ○ ○ ○ ×

当該設備は第44条において施設することが要

求されている原子炉格納施設のうち原子炉格

納容器に該当することから，当該工事に伴う

適合性確認を実施している。

取り合い配管の改造工事に伴い貫通部の仕様

を変更するが，貫通部の機能及び系統構成を

変更するものではないことから原子炉格納施

設の機能に影響を与えるものではないことを

確認している。

Ⅵ-1-1-5　設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書

Ⅵ-1-1-5-7　設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（原子炉格納施設）

Ⅵ-1-8-1　原子炉格納施設の設計条件に関する説

明書

第45条 保安電源設備 ○ ×

第46条 緊急時対策所 ○ ×

第47条 警報装置等 ○ ×

第48条 準用 ○ ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部

1
-
2
7



別紙１２ 

当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第4条 設計基準対象施設の地盤 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目 Ⅵ-2　耐震性に関する説明書

第5条 地震による損傷の防止 ○ ○ ○ ○

新規制基準適合性申請項目

（当該工事に伴って駆動方式，主要寸法およ

び材料を変更するため）

Ⅵ-2　耐震性に関する説明書

Ⅵ-2-9-4-6-1-1　管の耐震性についての計算書

（窒素ガス制御系）

第6条 津波による損傷の防止 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-3　発電用原子炉施設の自然現象等による

損傷の防止に関する説明書

第7条
外部からの衝撃による損傷の

防止
○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-3　発電用原子炉施設の自然現象等による

損傷の防止に関する説明書

第8条 立入りの防止 × ×

第9条
発電用原子炉施設への人の不

法な侵入等の防止
○ ×

第10条 急傾斜地の崩壊の防止 × ×

第11条 火災による損傷の防止 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説

明書

第12条
発電用原子炉施設内における

溢水等による損傷の防止
○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-9 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説

明書

第13条 安全避難通路等 ○ ×

第14条 安全設備 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書

第15条 設計基準対象施設の機能 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書

第16条 全交流動力電源喪失対策設備 ○ ×

第17条 材料及び構造 ○ ○ ○ ×

当該設備はクラス２弁に該当することから，

第17条に規定する構造強度を満足する必要が

ある。

当該工事に伴って弁の主要寸法・材料を変更

することから，クラス２弁としての構造強度

評価を実施し，第17条への適合性に影響を与

えないことを確認している。

Ⅵ-3-3-7-4-1-1　弁の強度計算書（窒素ガス制御

系）

第18条
使用中の亀裂等による破壊の

防止
× ○ × ×

技術基準の変更がなく，設備使用中における

技術基準のため今回の工事において適合性確

認不要。

－

第19条 流体振動等による損傷防止 × ×

第20条 安全弁等 × ×

第21条 耐圧試験等 × ○ × ×
技術基準の変更がなく，今回の工事計画にお

いて適合性確認不要。
－

第22条 監視試験片 × ×

第23条 炉心等 × ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

窒素ガス制御系_主要弁（MV217-4，MV217-5，MV217-18）

1
-
2
8



当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第24条 熱遮蔽材 × ×

第25条 一次冷却材 × ×

第26条
燃料取扱設備及び燃料貯蔵設

備
○ ×

第27条 原子炉冷却材圧力バウンダリ ○ ×

第28条
原子炉冷却材圧力バウンダリ

の隔離装置等
○ ×

第29条 一次冷却材処理装置 × ×

第30条 逆止め弁 × ×

第31条 蒸気タービン ○ ×

第32条 非常用炉心冷却設備 × ×

第33条 循環設備等 ○ ×

第34条 計測装置 ○ ×

第35条 安全保護装置 ○ ×

第36条
反応度制御系統及び原子炉停

止系統
× ×

第37条 制御材駆動装置 × ×

第38条 原子炉制御室等 ○ ×

第39条 廃棄物処理設備等 × ×

第40条 廃棄物貯蔵設備等 × ×

第41条 放射性物質による汚染の防止 × ×

第42条 生体遮蔽等 × ×

第43条 換気設備 × ×

第44条 原子炉格納施設 ○ ○ ○ ×

当該設備は第44条において施設することが要

求されている原子炉格納施設のうち原子炉格

納容器隔離弁に該当することから，当該工事

に伴う適合性確認を実施している。

当該工事において当該設備の駆動方式，主要

寸法および材料を変更するが，隔離機能を有

するとともに系統構成を変更するものではな

いことから原子炉格納施設の機能に影響を与

えるものではないことを確認している。

Ⅵ-1-1-5　設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書

Ⅵ-1-1-5-7　設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（原子炉格納施設）

Ⅵ-1-8-1　原子炉格納施設の設計条件に関する説

明書

第45条 保安電源設備 ○ ×

第46条 緊急時対策所 ○ ×

第47条 警報装置等 ○ ×

第48条 準用 ○ ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

窒素ガス制御系_主要弁（MV217-4，MV217-5，MV217-18）

1
-
2
9



別紙１３ 

当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第4条 設計基準対象施設の地盤 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目 Ⅵ-2　耐震性に関する説明書

第5条 地震による損傷の防止 ○ ○ ○ ○

新規制基準適合性申請項目

（当該工事に伴って配管モデルを変更するた

め）

Ⅵ-2　耐震性に関する説明書

Ⅵ-2-9-4-5-1-1　管の耐震性についての計算書

（非常用ガス処理系）

第6条 津波による損傷の防止 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-3　発電用原子炉施設の自然現象等による

損傷の防止に関する説明書

第7条
外部からの衝撃による損傷の

防止
○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-3　発電用原子炉施設の自然現象等による

損傷の防止に関する説明書

第8条 立入りの防止 × ×

第9条
発電用原子炉施設への人の不

法な侵入等の防止
○ ×

第10条 急傾斜地の崩壊の防止 × ×

第11条 火災による損傷の防止 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説

明書

第12条
発電用原子炉施設内における

溢水等による損傷の防止
○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-9 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説

明書

第13条 安全避難通路等 ○ ×

第14条 安全設備 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書

第15条 設計基準対象施設の機能 ○ ○ × ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書

第16条 全交流動力電源喪失対策設備 ○ ×

第17条 材料及び構造 ○ ○ ○ ×

当該設備はクラス２管に該当し，当該工事に

伴って直管部のティー継手への改造が生じる

ことから，当該工事に伴う個別の適合性確認

を実施し，第17条への適合性に影響を与えな

いことを確認している。

Ⅵ-3-3-7-3-1-1-1　管の基本板厚計算書（非常用

ガス処理系）

Ⅵ-3-3-7-3-1-1-2　管の応力計算書（非常用ガス

処理系）

第18条
使用中の亀裂等による破壊の

防止
× ○ × ×

技術基準の変更がなく，設備使用中における

技術基準のため今回の工事において適合性確

認不要。

－

第19条 流体振動等による損傷防止 × ×

第20条 安全弁等 × ×

第21条 耐圧試験等 × ○ × ×
技術基準の変更がなく，今回の工事において

適合性確認不要。
－

第22条 監視試験片 × ×

第23条 炉心等 × ×

第24条 熱遮蔽材 × ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

窒素ガス制御系_主配管

1
-
3
0



当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第25条 一次冷却材 × ×

第26条
燃料取扱設備及び燃料貯蔵設

備
○ ×

第27条 原子炉冷却材圧力バウンダリ ○ ×

第28条
原子炉冷却材圧力バウンダリ

の隔離装置等
○ ×

第29条 一次冷却材処理装置 × ×

第30条 逆止め弁 × ×

第31条 蒸気タービン ○ ×

第32条 非常用炉心冷却設備 × ×

第33条 循環設備等 ○ ×

第34条 計測装置 ○ ×

第35条 安全保護装置 ○ ×

第36条
反応度制御系統及び原子炉停

止系統
× ×

第37条 制御材駆動装置 × ×

第38条 原子炉制御室等 ○ ×

第39条 廃棄物処理設備等 × ×

第40条 廃棄物貯蔵設備等 × ×

第41条 放射性物質による汚染の防止 × ×

第42条 生体遮蔽等 × ×

第43条 換気設備 × ×

第44条 原子炉格納施設 ○ ○ ○ ×

当該設備は第44条において施設することが要

求されている原子炉格納施設に該当すること

から，当該工事に伴う適合性確認を実施して

いる。

当該工事において直管部のティー継手への改

造が生じるが，SA配管とは弁により隔離され

ており，系統構成を変更するものではないこ

とから原子炉格納施設の機能に影響を与える

ものではないことを確認している。

Ⅵ-1-1-5　設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書

Ⅵ-1-1-5-7　設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（原子炉格納施設）

Ⅵ-1-8-1　原子炉格納施設の設計条件に関する説

明書

第45条 保安電源設備 ○ ×

第46条 緊急時対策所 ○ ×

第47条 警報装置等 ○ ×

第48条 準用 ○ ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

窒素ガス制御系_主配管

1
-
3
1



別紙１４ 

当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第4条 設計基準対象施設の地盤 ○ ○ ○ ○ 新規制基準適合性申請項目 Ⅵ-2 耐震性に関する説明書

第5条 地震による損傷の防止 ○ ○ ○ ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-2 耐震性に関する説明書

Ⅵ-2-10-1-2-1-5　非常用ディーゼル発電設備A-

ディーゼル燃料移送ポンプの耐震性についての計

算書

Ⅵ-2-10-1-2-1-6　非常用ディーゼル発電設備B-

ディーゼル燃料移送ポンプの耐震性についての計

算書

Ⅵ-2-10-1-2-1-7 非常用ディーゼル発電設備A-

ディーゼル燃料貯蔵タンクの耐震性についての計

算書

Ⅵ-2-10-1-2-1-8 非常用ディーゼル発電設備B-

ディーゼル燃料貯蔵タンクの耐震性についての計

算書

Ⅵ-2-10-1-2-1-9 管の耐震性についての計算書（非

常用ディーゼル発電設備）

第6条 津波による損傷の防止 ○ ○ ○ ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-3 発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する説明書

第7条
外部からの衝撃による損傷の

防止
○ ○ ○ ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-3 発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する説明書

第8条 立入りの防止 × ×

第9条
発電用原子炉施設への人の不

法な侵入等の防止
○ ×

第10条 急傾斜地の崩壊の防止 × ×

第11条 火災による損傷の防止 ○ ○ ○ ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説

明書

第12条
発電用原子炉施設内における

溢水等による損傷の防止
○ ○ ○ ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-9 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説

明書

第13条 安全避難通路等 ○ ×

第14条 安全設備 ○ ○ ○ ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書

第15条 設計基準対象施設の機能 ○ ○ ○ ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書

Ⅵ-1-1-10 発電用原子炉施設の蒸気タービン，ポン

プ等の損壊に伴う飛散物による損傷防護に関する

説明書

第16条 全交流動力電源喪失対策設備 ○ ×

第17条 材料及び構造 ○ ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

非常用ディーゼル発電設備_燃料設備_ポンプ，容器，主配管

1
-
3
2



当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第18条
使用中の亀裂等による破壊の

防止
× ×

第19条 流体振動等による損傷防止 × ×

第20条 安全弁等 × ×

第21条 耐圧試験等 × ×

第22条 監視試験片 × ×

第23条 炉心等 × ×

第24条 熱遮蔽材 × ×

第25条 一次冷却材 × ×

第26条
燃料取扱設備及び燃料貯蔵設

備
○ ×

第27条 原子炉冷却材圧力バウンダリ ○ ×

第28条
原子炉冷却材圧力バウンダリ

の隔離装置等
○ ×

第29条 一次冷却材処理装置 × ×

第30条 逆止め弁 × ×

第31条 蒸気タービン ○ ×

第32条 非常用炉心冷却設備 × ×

第33条 循環設備等 ○ ×

第34条 計測装置 ○ ×

第35条 安全保護装置 ○ ×

第36条
反応度制御系統及び原子炉停

止系統
× ×

第37条 制御材駆動装置 × ×

第38条 原子炉制御室等 ○ ×

第39条 廃棄物処理設備等 × ×

第40条 廃棄物貯蔵設備等 × ×

第41条 放射性物質による汚染の防止 × ×

第42条 生体遮蔽等 × ×

第43条 換気設備 × ×

第44条 原子炉格納施設 ○ ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

非常用ディーゼル発電設備_燃料設備_ポンプ，容器，主配管

1
-
3
3



当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第45条 保安電源設備 ○ ○ ○ ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設（非常用

電源設備））

機器の配置を明示した図面

主配管の配置を明示した図面

系統図

構造図

第46条 緊急時対策所 ○ ×

第47条 警報装置等 ○ ×

第48条 準用 ○ ○ ○ ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-3-別添4　発電用火力設備の技術基準による強

度に関する説明書

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

非常用ディーゼル発電設備_燃料設備_ポンプ，容器，主配管

1
-
3
4



別紙１５ 

当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第4条 設計基準対象施設の地盤 ○ ○ ○ ○ 新規制基準適合性申請項目 Ⅵ-2 耐震性に関する説明書

第5条 地震による損傷の防止 ○ ○ ○ ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-2 耐震性に関する説明書

Ⅵ-2-10-1-2-2-5 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電設備ディーゼル燃料移送ポンプの耐震性につい

ての計算書

Ⅵ-2-10-1-2-2-6 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電設備ディーゼル燃料貯蔵タンクの耐震性につい

ての計算書

Ⅵ-2-10-1-2-2-7 管の耐震性についての計算書（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備）

第6条 津波による損傷の防止 ○ ○ ○ ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-3 発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する説明書

第7条
外部からの衝撃による損傷の

防止
○ ○ ○ ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-3 発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する説明書

第8条 立入りの防止 × ×

第9条
発電用原子炉施設への人の不

法な侵入等の防止
○ ×

第10条 急傾斜地の崩壊の防止 × ×

第11条 火災による損傷の防止 ○ ○ ○ ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説

明書

第12条
発電用原子炉施設内における

溢水等による損傷の防止
○ ○ ○ ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-9 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説

明書

第13条 安全避難通路等 ○ ×

第14条 安全設備 ○ ○ ○ ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書

第15条 設計基準対象施設の機能 ○ ○ ○ ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書

Ⅵ-1-1-10 発電用原子炉施設の蒸気タービン，ポン

プ等の損壊に伴う飛散物による損傷防護に関する

説明書

第16条 全交流動力電源喪失対策設備 ○ ×

第17条 材料及び構造 ○ ×

第18条
使用中の亀裂等による破壊の

防止
× ×

第19条 流体振動等による損傷防止 × ×

第20条 安全弁等 × ×

第21条 耐圧試験等 × ×

第22条 監視試験片 × ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備_燃料設備_ポンプ，容器，主配管

1
-
3
5



当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第23条 炉心等 × ×

第24条 熱遮蔽材 × ×

第25条 一次冷却材 × ×

第26条
燃料取扱設備及び燃料貯蔵設

備
○ ×

第27条 原子炉冷却材圧力バウンダリ ○ ×

第28条
原子炉冷却材圧力バウンダリ

の隔離装置等
○ ×

第29条 一次冷却材処理装置 × ×

第30条 逆止め弁 × ×

第31条 蒸気タービン ○ ×

第32条 非常用炉心冷却設備 × ×

第33条 循環設備等 ○ ×

第34条 計測装置 ○ ×

第35条 安全保護装置 ○ ×

第36条
反応度制御系統及び原子炉停

止系統
× ×

第37条 制御材駆動装置 × ×

第38条 原子炉制御室等 ○ ×

第39条 廃棄物処理設備等 × ×

第40条 廃棄物貯蔵設備等 × ×

第41条 放射性物質による汚染の防止 × ×

第42条 生体遮蔽等 × ×

第43条 換気設備 × ×

第44条 原子炉格納施設 ○ ×

第45条 保安電源設備 ○ ○ ○ ○ 新規制基準適合性申請項目

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設（非常用

電源設備））

機器の配置を明示した図面

主配管の配置を明示した図面

系統図

構造図

第46条 緊急時対策所 ○ ×

第47条 警報装置等 ○ ×

第48条 準用 ○ ○ ○ ○ 新規制基準適合性申請項目
Ⅵ-3-別添4　発電用火力設備の技術基準による強

度に関する説明書

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備_燃料設備_ポンプ，容器，主配管

1
-
3
6



 

 

資料２ 

島根原子力発電所第２号機 

新規制基準適合に直接関連しない改造／修理工事一覧 



島根原子力発電所 第 2号機 新規制基準に直接関連しない改造/修理工事一覧 

１．改造工事一覧 

設備名称 施設区分 設備区分 系統 工事区分 手続き

高燃焼度8×8燃料を廃止する。

（要目表記載事項（反応度係数）の変更）

炉型式、定格熱出力、過剰反応度及び反

応度係数（減速材温度係数、燃料棒温度

係数、減速材ボイド係数及び出力反応度

係数）並びに減速材

１．原子炉本体

１　炉型式、定格熱出力、過剰反応度

及び反応度係数（減速材温度係数、燃

料棒温度係数、減速材ボイド係数及び

出力反応度係数）並びに減速材

－
改造

（廃止）
認可申請

高燃焼度8×8燃料を廃止する。

（要目表記載事項（炉心形状）の変更）

炉心形状、格子形状、燃料集合体数、炉

心有効高さ及び炉心等価直径
１．原子炉本体 ２　炉心 －

改造

（廃止）
認可申請

高燃焼度8×8燃料を廃止する。

（要目表記載事項（燃料集合体最高燃焼度、核燃料

物質の最大装荷量）の変更）

燃料体最高燃焼度（初装荷及び取替えの

別並びに燃料材、燃料要素及び燃料集合

体の別に記載すること。）及び核燃料物

質の最大装荷量

１．原子炉本体 ２　炉心 －
改造

（廃止）
認可申請

高燃焼度8×8燃料を廃止する。

（要目表記載事項（燃料材の最高温度）の変更）
燃料材の最高温度 １．原子炉本体 ２　炉心 －

改造

（廃止）
認可申請

高燃焼度8×8燃料を廃止する。

（要目表記載事項（熱的制限値）の変更）

熱的制限値（最小限界出力比及び最大線

出力密度）
１．原子炉本体 ２　炉心 －

改造

（廃止）
認可申請

高燃焼度8×8燃料を廃止する。

（要目表記載事項（名称、種類、主要寸法、材料）

の変更）

燃料体 １．原子炉本体 ３　燃料体 －
改造

（廃止）
認可申請

原子炉格納容器外側主蒸気隔離弁

～

サプレッションチェンパ内排気管及び原

子炉建物開放出口ライン合流部

３．原子炉冷却系統施設 ４　原子炉冷却材の循環設備 3.4.1 主蒸気系
改造

（廃止）
認可申請

原子炉建物開放出口ライン合流部

～

原子炉建物開放

３．原子炉冷却系統施設 ４　原子炉冷却材の循環設備 3.4.1 主蒸気系
改造

（廃止）
認可申請

原子炉格納容器外側主蒸気隔離弁以降主

蒸気系母管分岐点

～

サプレッションチェンバ内排気管及び原

子炉建物開放出口ライン合流部

３．原子炉冷却系統施設 ４　原子炉冷却材の循環設備 3.4.1 主蒸気系
改造

（廃止）
認可申請

高燃焼度8×8燃料の廃止

主蒸気隔離弁漏えい制御系（MSLC）撤去工事 33

主蒸気隔離弁漏えい制御系（MSLC）の撤去を行

う。

（要目表の変更（削除））

工事No.

対象設備および今回申請における施設設備区分 実用炉規則別表第一

工事件名 工事概要（着手制限項目）
主な申請条文

（共通条文を除く）
備考

別紙１

別紙２

1

2

23

2
-
1



設備名称 施設区分 設備区分 系統 工事区分 手続き

弁V52-5501入口ライン分岐部

～

弁V52-5501

５　放射性廃棄物の廃棄施設
２　気体，液体又は固体廃棄物処理設

備
5.2.2.2 機器ドレン系

改造

（共用廃止）
届出

機器ドレンポンプ出口ライン合流部

～

機器ドレンポンプ出口１号機補助サージ

タンク入口ライン合流部

５　放射性廃棄物の廃棄施設
２　気体，液体又は固体廃棄物処理設

備
5.2.2.2 機器ドレン系

改造

（共用廃止）
届出

弁V252-116

～

弁V252-116出口ライン合流部

５　放射性廃棄物の廃棄施設
２　気体，液体又は固体廃棄物処理設

備
5.2.2.2 機器ドレン系

改造

（共用廃止）
届出

トーラス水受入タンク入口ライン分岐部

～

弁V252-116

５　放射性廃棄物の廃棄施設
２　気体，液体又は固体廃棄物処理設

備
5.2.2.3 床ドレン化学廃液系

改造

（共用廃止）
届出

凝縮水脱塩器出口ライン分岐部

～

凝縮水ポンプ出口ライン合流部

５　放射性廃棄物の廃棄施設
２　気体，液体又は固体廃棄物処理設

備
5.2.2.3 床ドレン化学廃液系

改造

（共用廃止）
届出

凝縮水ポンプ出口ライン合流部

～

凝縮水受タンク入口ライン分岐部

５　放射性廃棄物の廃棄施設
２　気体，液体又は固体廃棄物処理設

備
5.2.2.3 床ドレン化学廃液系

改造

（共用廃止）
届出

凝縮水ポンプ出口ライン分岐部

～

凝縮水ポンプ出口ライン合流部

５　放射性廃棄物の廃棄施設
２　気体，液体又は固体廃棄物処理設

備
5.2.2.3 床ドレン化学廃液系

改造

（共用廃止）
届出

5 サイトバンカ床ドレン配管改造工事

サイトバンカで発生する床ドレンの移送先を１号機

から２号機へ変更を行う。

（要目表記載事項の変更）

39

床ドレンサンプポンプ出口ライン合流部

～

タービン建物床ドレンサンプ移送ライン

合流部

５　放射性廃棄物の廃棄施設
２　気体，液体又は固体廃棄物処理設

備
5.2.3.6 サイトバンカ設備 改造 届出

6 窒素ガス制御系の１，２号機共用取りやめ

窒素ガス制御系の１，２号機共用取りやめに伴う機

能廃止を行う。

（要目表の変更（削除））

15，44

弁V17-201

～

第１号機不活性ガス発生装置（置換用）

出口ライン合流部

７　原子炉格納施設
３　圧力低減設備その他の安全設備

(8)原子炉格納容器調気設備
7.3.8.1 窒素ガス制御系 改造 届出

15，394

機器ドレン系の１，２号機共用取りやめ

床ドレン化学廃液系の１，２号機共用取りやめ

床ドレン化学廃液系の１，２号機共用取りやめに伴

う機能廃止を行う。

（要目表の変更（削除））

15，39

機器ドレン系の１，２号機共用取りやめに伴う機能

廃止を行う。

（要目表の変更（削除））

工事No.

対象設備および今回申請における施設設備区分 実用炉規則別表第一

工事件名 工事概要（着手制限項目）
主な申請条文

（共通条文を除く）
備考

3

2
-
2



２.今回申請における添付書類

DB SA 添付書類の添付の考え方

工事No.１

（高燃焼度8×

8燃料廃止）

工事No.２

（MSLC撤去）

工事No.３

（機器ドレン

系_共用取りや

め）

工事No.４

（床ドレン化

学廃液系_共用

取りやめ）

工事No.５

（サイトバン

カ床ドレン配

管改造）

工事No.６

（窒素ガス制

御系_共用取り

やめ）

送電関係一覧図
○ × 保安電源設備等の基準変更箇所への適合性を説明するため添付する。 × × × × × ×

急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場

合は、当該区域内の急傾斜地（急傾斜地の崩壊による災

害の防止に関する法律第二条第一項に規定するものをい

う。以下同じ。）の崩壊の防止措置に関する説明書

× × 急傾斜地崩壊危険区域の対象がないため添付しない。 × × × × × ×

工場又は事業所の概要を明示した地形図
○ × 発電所敷地境界線が変更となるため添付する。 × × × × × ×

主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図
○ ○

設計基準対象施設の基準変更箇所への適合性及び重大事故等対処設備の要求

事項への適合性を説明するため添付する。
× × × × × ×

単線結線図（接地線（計器用変成器を除く。）について

は電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載するこ

と。）

○ ○
設計基準対象施設の基準変更箇所への適合性及び重大事故等対処設備の要求

事項への適合性を説明するため添付する。
× × × × × ×

新技術の内容を十分に説明した書類
× × 技術基準規則及びその解釈に基づかない設備を施設しないため添付しない。 × × × × × ×

発電用原子炉施設の熱精算図
× ×

原子炉熱出力，蒸気タービン系のヒートバランスに係る技術基準規則及びそ

の解釈に変更はないため添付しない。
× × × × × ×

熱出力計算書
× ×

原子炉制御系，原子炉熱出力に係る技術基準規則及びその解釈に変更はない

ため添付しない。
× × × × × ×

発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書
○ ○

設置変更許可の許可事項が，工事計画としての認可事項として記載されてい

ること及びそれらの技術基準適合性の確認のため添付する。
○ × × × × ×

排気中及び排水中の放射性物質の濃度に関する説明書
× ×

通常運転時における排気中及び排水中の放射性物質の濃度に係る技術基準規

則及びその解釈に変更はないため添付しない。
× × × × × ×

人が常時勤務し、又は頻繁に出入する工場又は事業所内

の場所における線量に関する説明書
○ ○

ディーゼル燃料移送系（Ｂ系）の設置に伴い線量区分に変更があるため添付

する。
× × × × × ×

発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関す

る説明書
○ ○

外部からの衝撃による損傷の防止，津波による損傷の防止に関する基準変更

箇所の適合性を説明するため添付する。
× × × × × ×

放射性物質により汚染するおそれがある管理区域（第二

条第二項第四号に規定する管理区域のうち、その場所に

おける外部放射線に係る線量のみが同号の規定に基づき

告示する線量を超えるおそれがある場所を除いた場所を

いう。）並びにその地下に施設する排水路並びに当該排

水路に施設する排水監視設備及び放射性物質を含む排水

を安全に処理する設備の配置の概要を明示した図面

× ×

放射性物質により汚染するおそれがある管理区域及びその地下に施設する一

般排水路（湧水等），廃棄物処理系統の放出ラインの配置及び監視、放射性

物質を安全に処理する設備に係る技術基準規則及びその解釈に変更はないた

め添付しない。

× × × × × ×

今回申請に含む新規制基準対応に直接関連しない改造／修理工事（工事No.）

（○：添付する　×：添付しない）

施設区分
添付書類名称

（実用炉規則 別表第二）

今回申請における添付書類

（○：添付する　×：添付しない）

各発電用原

子炉施設に

共通

2
-
3



DB SA 添付書類の添付の考え方

工事No.１

（高燃焼度8×

8燃料廃止）

工事No.２

（MSLC撤去）

工事No.３

（機器ドレン

系_共用取りや

め）

工事No.４

（床ドレン化

学廃液系_共用

取りやめ）

工事No.５

（サイトバン

カ床ドレン配

管改造）

工事No.６

（窒素ガス制

御系_共用取り

やめ）

今回申請に含む新規制基準対応に直接関連しない改造／修理工事（工事No.）

（○：添付する　×：添付しない）

施設区分
添付書類名称

（実用炉規則 別表第二）

今回申請における添付書類

（○：添付する　×：添付しない）

取水口及び放水口に関する説明書

○ ○

設計基準対象施設として取水機能及び重大事故等の収束に必要となる水の供

給設備として海水を利用することからその取水機能を説明するため添付す

る。

× × × × × ×

設備別記載事項のうち、容量又は注入速度、最高使用圧

力、最高使用温度、個数、再結合効率、加熱面積、伝熱

面積、揚程又は吐出圧力、原動機の出力、外径、閉止時

間、漏えい率、制限流量、落下速度、駆動速度及び挿入

時間、効率、吹出圧力、慣性定数、回転速度半減時間、

慣性モーメント、設定破裂圧力並びに設計温度の設定根

拠に関する説明書

○ ○ 機器等に要求される仕様設定根拠について説明するため添付する。 × × × × ○ ×

環境測定装置（放射線管理用計測装置に係るものを除

く。）の構造図及び取付箇所を明示した図面
○ ○

津波監視設備の構造図及び取付箇所，代替気象観測設備の構造及び取付箇所

を説明するため添付する。
× × × × × ×

クラス１機器（技術基準規則第二条第二項第三十三号ロ

に規定するクラス１機器をいう。）及び炉心支持構造物

の応力腐食割れ対策に関する説明書（クラス１機器に

あっては、支持構造物を含めて記載すること。）

○ ×
原子炉冷却材圧力バウンダリの拡大部分の応力腐食割れ対策に関する適合性

を説明するため添付する。
× × × × × ×

安全設備（技術基準規則第二条第二項第九号に規定する

安全設備をいう。）及び重大事故等対処設備（設置許可

基準規則第二条第二項第十四号に規定する重大事故等対

処設備をいう。）が使用される条件の下における健全性

に関する説明書

○ ○

原子炉冷却材圧力バウンダリの拡大部分等及び重大事故等対処設備が使用さ

れる環境条件等，発電所への立ち入りの防止についての適合性を説明するた

め添付する。

× × × × × ×

発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 ○ ○ 火災による損傷防止の基準変更箇所への適合性を説明するため添付する。 × × × × × ×

発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書
○ ○

溢水等による損傷防止の基準追加箇所への適合性を説明するため添付する。
× × × × × ×

発電用原子炉施設の蒸気タービン、ポンプ等の損壊に伴

う飛散物による損傷防護に関する説明書
○ ○

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備のタービンミサイル・配管破断防

護設計についての適合性を説明するため添付する。
× × × × × ×

通信連絡設備に関する説明書及び取付箇所を明示した図

面
○ ○

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に関する基準変更箇所への適合性

を説明するため添付する。
× × × × × ×

安全避難通路に関する説明書及び安全避難通路を明示し

た図面
○ ○ 安全避難通路等の基準変更箇所への適合性を説明するため添付する。 × × × × × ×

非常用照明に関する説明書及び取付箇所を明示した図面 ○ ○ 非常用照明の基準変更箇所への適合性を説明するため添付する。 × × × × × ×

各発電用原

子炉施設に

共通

2
-
4



DB SA 添付書類の添付の考え方

工事No.１

（高燃焼度8×

8燃料廃止）

工事No.２

（MSLC撤

去）

工事No.３

（機器ドレン

系_共用取りや

め）

工事No.４

（床ドレン化

学廃液系_共用

取りやめ）

工事No.５

（サイトバン

カ床ドレン配

管改造）

工事No.６

（窒素ガス制

御系_共用取り

やめ）

耐震性に関する説明書
○ ○

地震による損傷の防止の基準変更箇所の適合性を説明するため添付する。

（重大事故等対処設備としての評価については兼用先の要求）
×

強度に関する説明書
× ○

対象施設に係る技術基準規則及びその解釈に変更はないため添付しない。

（重大事故等対処設備としての評価については兼用先の要求）
×

構造図
× ○

既工事計画にて提出済みであるため既工事計画書の読み込みしたリストを

添付する。（兼用先の要求）
×

燃料体の耐熱性、耐放射線性、耐食性その他の性能に

関する説明書
× × 燃料体に対して，技術基準規則に変更はないため添付しない。 ×

原子炉本体の基礎に関する説明書及びその基礎の状況

を明示した図面
○ ○

地震による損傷防止の基準変更箇所への適合性を説明するため添付する。

（重大事故等対処設備としての評価については兼用先の要求）
×

監視試験片の取付箇所を明示した図面
× ×

監視試験片の取付箇所に係る技術基準規則及びその解釈に変更はないため

添付しない。
×

原子炉（圧力）容器の脆性破壊防止に関する説明書
○ ○

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として適合性を説明するため添

付する。（重大事故等対処設備としての評価については兼用先の要求）
×

施設区分
添付書類名称

（実用炉規則 別表第二）

今回申請における添付書類

（○：添付する　×：添付しない）

今回申請に含む新規制基準対応に直接関連しない改造／修理工事（工事No.）

（○：添付する　×：添付しない）

原子炉本体

2
-
5



DB SA 添付書類の添付の考え方

工事No.１

（高燃焼度8×

8燃料廃止）

工事No.２

（MSLC撤

去）

工事No.３

（機器ドレン

系_共用取りや

め）

工事No.４

（床ドレン化

学廃液系_共用

取りやめ）

工事No.５

（サイトバン

カ床ドレン配

管改造）

工事No.６

（窒素ガス制

御系_共用取り

やめ）

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図面

及び系統図
○ ○

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての要求事項を満たす配置

及び系統について説明するため添付する。
○

蒸気タービンの給水処理系統図
× ×

蒸気タービンの給水処理系統に係る技術基準規則及びその解釈に変更はな

いため添付しない。
×

耐震性に関する説明書（支持構造物を含めて記載する

こと。）
○ ○

地震による損傷の防止の基準変更箇所及び重大事故等対処設備としての適

合性を説明するため添付する。
×

強度に関する説明書（支持構造物を含めて記載するこ

と。）
○ ○

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての材料・構造に関する適

合性を説明するため添付する。
×

構造図
○ ○

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての要求事項を満たす構造

であることを説明するため添付する。
×

原子炉格納容器内の原子炉冷却材又は一次冷却材の漏

えいを監視する装置の構成に関する説明書、検出器の

取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作

範囲に関する説明書

○ ×
原子炉冷却材圧力バウンダリの拡大に伴い，その拡大によっても漏えい検

知が可能であることについて説明する。
×

蒸気発生器及び蒸気タービンの基礎に関する説明書及

びその基礎の状況を明示した図面 × ×

技術基準規則及びその解釈に基づき，蒸気タービンの基礎部が十分な強度

を有していることを証明するものであるが，技術基準規則及びその解釈に

変更はないため添付しない。

×

流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明

書
○ ×

原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大部分に対する流体振動又は温度変動によ

る損傷防止への適合性を説明するため添付する。
×

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの

有効吸込水頭に関する説明書
× ○

重大事故等対処設備としての要求事項を満たすことを説明するため添付す

る。
×

蒸気タービンの制御方法に関する説明書
× ×

蒸気タービンの制御方法に係る技術基準規則及びその解釈に変更はないた

め添付しない。
×

蒸気タービンの振動管理に関する説明書
× ×

蒸気タービンの振動管理に係る技術基準規則及びその解釈に変更はないた

め添付しない。
×

蒸気タービンの冷却水の種類及び冷却水として海水を

使用しない場合は、可能取水量を記載した書類
× ×

蒸気タービンの冷却水の種類及び冷却水としての海水使用に係る技術基準

規則及びその解釈に変更はないため添付しない。
×

安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書（バネ式のものに

限る。） ○ ○

重大事故等対処設備としての要求事項を満たすことを説明するため添付す

る。設計基準対象施設に関しては，実用発電用原子炉の設置、運転等に関

する規則（別表第二）の改正に伴い添付する。

×

施設区分
添付書類名称

（実用炉規則 別表第二）

今回申請における添付書類

（○：添付する　×：添付しない）

今回申請に含む新規制基準対応に直接関連しない改造／修理工事（工事No.）

（○：添付する　×：添付しない）

原子炉冷却

系統施設

2
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DB SA 添付書類の添付の考え方

工事No.１

（高燃焼度8×

8燃料廃止）

工事No.２

（MSLC撤

去）

工事No.３

（機器ドレン

系_共用取りや

め）

工事No.４

（床ドレン化

学廃液系_共用

取りやめ）

工事No.５

（サイトバン

カ床ドレン配

管改造）

工事No.６

（窒素ガス制

御系_共用取り

やめ）

放射性廃棄物の廃棄施設に係る機器（流体状の放射性

廃棄物の漏えいの検出装置及び自動警報装置並びに排

気筒を除く。）の配置を明示した図面及び系統図

× × 対象施設に係る基準規則及びその解釈に変更はないため添付しない。 × × ○

排気筒の設置場所を明示した図面
× ○

重大事故等対処設備としての要求事項を満たすことを説明するため添付す

る。（重大事故等対処設備としての評価は兼用先の要求）
× × ×

耐震性に関する説明書（支持構造物を含めて記載する

こと。）
○ ○

地震による損傷の防止の基準変更箇所及び重大事故等対処設備（兼用先の

要求）としての適合性を説明するため添付する。
× × ○

強度に関する説明書（支持構造物を含めて記載するこ

と。）
○ ×

設計基準対象施設としての材料・構造に関する適合性を説明するため添付

する。
× × ○

構造図
× ○

重大事故等対処設備（兼用先の要求）としての要求事項を満たす構造であ

ることを説明するため添付する。
× × ×

排気筒の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明

示した図面（自立型のものに限る。） ○ ○

地震による損傷の防止の基準変更箇所の適合性を説明及び，重大事故等対

処設備（兼用先の要求）としての要求事項を満たす構造であることを説明

するため添付する。

× × ×

流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大防止能力及び施

設外への漏えい防止能力についての計算書
× × 対象施設に係る基準規則及びその解釈に変更はないため添付しない。 × × ×

固体廃棄物処理設備における放射性物質の散逸防止に

関する説明書
× × 同上。 × × ×

放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮蔽材の放射線の遮

蔽及び熱除去についての計算書
× × 放射性廃棄物運搬容器は保有していないため添付しない。 × × ×

流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び自動警

報装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明

示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する

説明書

× × 対象施設に係る基準規則及びその解釈に変更はないため添付しない。 × × ×

施設区分
添付書類名称

（実用炉規則 別表第二）

今回申請における添付書類

（○：添付する　×：添付しない）

今回申請に含む新規制基準対応に直接関連しない改造／修理工事（工事No.）

（○：添付する　×：添付しない）

放射性廃棄

物の廃棄施

設

2
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DB SA 添付書類の添付の考え方

工事No.１

（高燃焼度8×

8燃料廃止）

工事No.２

（MSLC撤去）

工事No.３

（機器ドレン

系_共用取りや

め）

工事No.４

（床ドレン化

学廃液系_共用

取りやめ）

工事No.５

（サイトバン

カ床ドレン配

管改造）

工事No.６

（窒素ガス制

御系_共用取り

やめ）

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面及び系

統図
○ ○

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての要求事項を満たす配置及

び系統については説明するため添付する。
×

耐震性に関する説明書（支持構造物を含めて記載するこ

と。）
○ ○

地震による損傷の防止の基準変更箇所及び重大事故等対処設備としての適合

性を説明するため添付する。
×

強度に関する説明書（支持構造物を含めて記載するこ

と。）
○ ○

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての材料・構造に関する適合

性を説明するため添付する。
×

構造図
○ ○

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての要求事項を満たす構造で

あることを説明するため添付する。
×

原子炉格納施設の設計条件に関する説明書（原子炉格納

容器本体の脆性破壊防止に関する説明を併せて記載する

こと。）

○ ○
設計基準対象施設として変更のないこと及び重大事故等時における格納容器

の機能を説明するため添付する。
×

原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関する説明書
○ ○

設計基準対象施設及び重大事故等時における格納容器内水素濃度低減に関す

る適合性を説明するため添付する。
×

原子炉格納施設の基礎に関する説明書及びその基礎の状

況を明示した図面
○ ○ 地震による損傷の防止の基準変更箇所の適合性を説明するため添付する。 ×

圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭

に関する説明書
× ○

重大事故等対処設備としての要求事項を満足することを説明するため添付す

る。
×

安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書（バネ式のものに限

る。）
× ○

重大事故等対処設備としての要求事項を満足することを説明するため添付す

る。
×

施設区分
添付書類名称

（実用炉規則 別表第二）

今回申請における添付書類

（○：添付する　×：添付しない）

今回申請に含む新規制基準対応に直接関連しない改造／修理工事（工事No.）

（○：添付する　×：添付しない）

原子炉格納

施設

2
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別紙１ 

島根２号機 高燃焼度８×８燃料の廃止に伴う工事計画認可申請の扱いについて 

１．工事目的 

島根２号機においては，高燃焼度８×８燃料について取替燃料として 2007年以降使用し

ておらず，また今後も使用する計画としていないため，廃止するものである。 

２．工事概要 

本工事は，高燃焼度８×８燃料を廃止するものである。本工事に伴い主な変更点として

以下の工認要目表の記載事項が変更となる。炉心等に係る工認要目表を添付資料１～３に

示す。 

（１）反応度係数 

ａ．減速材温度係数 [（Δk/k）／℃] 

：工事前 －0.14×10－３～－0.26×10－３（高温，ボイドなし） 

：工事後 －0.14×10－３～－0.25×10－３（高温，ボイドなし） 

ｂ．燃料棒温度係数 [（Δk/k）／℃]： 

：工事前 －1.95×10－５～－2.25×10－５（運転状態－原子炉定格熱出力時） 

：工事後 －2.09×10－５～－2.25×10－５（運転状態－原子炉定格熱出力時） 

（２）炉心形状：工事前 円柱状（８×８型及び９×９型燃料集合体形状，チャンネルボック

ス付き）

：工事後 円柱状（９×９型燃料集合体形状，チャンネルボックス付き） 

（３）燃料体 

（工事前） 

ａ．名称：取替燃料タイプ１（高燃焼度８×８燃料） 

ｂ．種類：二酸化ウラン焼結ペレット及びガドリニア混合二酸化ウラン焼結ペレット 

ジルカロイ－２（ジルコニウム内張）管被覆 

ｃ．主要寸法 

（ａ）燃料集合体全長 [mm]： ＊

（ｂ）燃料棒ピッチ [mm]： ＊

（ｃ）燃料ペレット直径 [mm]： ＊

（ｄ）被覆管肉厚 [mm]：  ＊ (うちジルコニウム内張  ＊) 

（ｅ）被覆管外径 [mm]： ＊

（ｆ）燃料棒有効長さ [mm]：  ＊ 

ｄ．材料 

（ａ）燃料集合体平均濃縮度：工事前 約 3.4 

（ｂ）ペレット材料：工事前 二酸化ウラン（一部ガドリニア入りを含む） 

（ｃ）被覆管材料：工事前 ジルカロイ－２（ジルコニウム内張） 
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（工事後） 

ａ．名称  ：廃止 

ｂ．種類  ：廃止 

ｃ．主要寸法：廃止 

ｄ．材料  ：廃止 

＊：公称値を示す。 

３．工事の必要性 

「1．工事目的」と同じ。 

４．工認手続きについて 

本工事は，高燃焼度８×８燃料の廃止に伴い反応度係数，炉心形状，燃料集合体最高燃

焼度，核燃料物質の最大装荷量，燃料材の最高温度，熱的制限値並びに燃料体の名称，種

類，主要寸法及び材料が変更となるため，「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律」第 43条の 3の 9に基づき，「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」

の別表第一において，炉型式，定格熱出力，過剰反応度，反応度係数又は減速材の変更を

伴うもの，炉心に係るもの及び燃料体に係るものの「改造」に該当することから，工事の

着手にあたり工事計画の認可が必要となる。（添付資料１～３参照） 

このため，燃料体（耐震重要度Ｓクラス）における「実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第 5条に対する適合性に係

る工事計画認可申請に合わせて申請するものである。 

５．工事計画認可申請における技術基準規則の整理について 

本工事を申請するにあたり，技術基準規則の条文ごとに，本工事が該当する適合性確認

の要否を整理した結果を添付資料４に示す。 

なお，本資料では高燃焼度８×８燃料の廃止について技術基準規則への適合性を整理す

ることを目的とするため，技術基準規則第 49条以降の重大事故等対処設備に関する技術基

準規則への適合性については，整理対象外とする。 

６．添付すべき資料の整理 

本工事の工事計画認可申請書に添付すべき書類は，「実用発電用原子炉の設置、運転等に

関する規則」の別表第二の上欄に記載される種類に応じて，下欄に記載される添付書類を

添付する必要がある。 

ただし，別表第二では「認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。」

との規定があるため，添付書類の要否を検討した。検討結果を添付資料５に示す。 

なお，参考として高燃焼度８×８燃料集合体構造図（既工認）を添付資料６に示す。 

以 上 
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添付資料１：炉型式，定格熱出力，過剰反応度及び反応度係数（減速材温度係数，燃料棒

温度係数，減速材ボイド係数及び出力反応度係数）並びに減速材の名称，種

類及び組成の要目表（今回工認申請資料） 

添付資料２：炉心の要目表（今回工認申請資料） 

添付資料３：燃料体の要目表（今回工認申請資料） 

添付資料４：工事計画認可申請における技術基準規則の整理結果 

添付資料５：工事計画認可申請書において要求される添付書類及び本申請における添付の

要否の検討結果 

添付資料６：高燃焼度８×８燃料集合体構造図（平成 5年 3月 17日付け中国電発原第 288

号） 

2-11



S2
 補

 Ⅱ
 R
1 

原子炉本体 

沸騰水型発電用原子炉施設に係るものにあっては，次の事項 

1. 炉型式，定格熱出力，過剰反応度及び反応度係数（減速材温度係数，燃料棒温度係数，減速

材ボイド係数及び出力反応度係数）並びに減速材の名称，種類及び組成 

変 更 前 変 更 後 

炉 型 式 － 
濃縮ウラン，軽水減速，

軽水冷却型（沸騰水型） 
変更なし 

定 格 熱 出 力 MW 2436 変更なし 

過 剰 反 応 度 Δk 0.14以下 変更なし 

反

応

度

係

数 

減 速 材 温 度 係 数 (Δk/k)/℃ 

-0.14×10-3～

-0.26×10-3

（高温，ボイドなし） 

-0.14×10-3～

-0.25×10-3

（高温，ボイドなし） 

燃 料 棒 温 度 係 数 ＊ 1 (Δk/k)/℃ 

-1.95×10-5～

-2.25×10-5

（運転状態－ 

原子炉定格熱出力時） 

-2.09×10-5～

-2.25×10-5

（運転状態－ 

原子炉定格熱出力時） 

減速材ボイド係数＊ 2 
(Δk/k)/ 

%ボイド 

-0.86×10-3～

-1.05×10-3

（運転状態－ 

原子炉定格熱出力時） 

変更なし 

出 力 反 応 度 係 数 ＊ 3 
(Δk/k)/ 

(Δp/p) 

-0.040以下

（運転状態－ 

原子炉定格熱出力時） 

変更なし 

減

速

材 

名 称 軽水減速材 

変更なし 種 類 － 軽水 

組 成 － 導電率 100μS/m以下 

注記＊1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「燃料温度係数（ドップラ係数）」と記載 

  ＊2：記載の適正化を行う。既工事計画書には「ボイド係数」と記載 

  ＊3：記載の適正化を行う。既工事計画書には「出力係数」と記載 
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2. 炉心に係る次の事項

(1) 炉心形状，格子形状，燃料集合体数，炉心有効高さ及び炉心等価直径

変 更 前 変更後 

炉 心 形 状 ― 

円柱状             ＊1 

（８×８型及び９×９型燃料

集合体形状，チャンネルボッ

クス付き）

円柱状            ＊1 

（９×９型燃料集合体形状，

チャンネルボックス付き）

格 子 形 状 ― Ｓ格子 変更なし 

燃 料 集 合 体 数 ― 560 変更なし 

炉 心 有 効 高 さ mm ＊2 変更なし 

炉 心 等 価 直 径 mm ＊2 変更なし 

注記＊1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「円柱状（８×８型及び９×９型燃料集合体

形状，チャンネルボックス（断面外寸法 mm× mm，板厚 mm，ジル

カロイ－４又はジルカロイ－２製）付き）」を記載

＊2：公称値を示す。 
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(2) 燃料体最高燃焼度（初装荷及び取替えの別並びに燃料材，燃料要素及び燃料集合体の別に

記載すること。）及び核燃料物質の最大装荷量 

変 更 前 変更後 

燃料体最高燃焼度＊1 MWd/t 

取替燃料タイプ１ 

（高燃焼度８×８燃料） 

燃料集合体＊2 

50000 廃止 

取替燃料タイプ２ 

（９×９燃料（Ａ型）） 

燃料集合体＊3 

55000 
変更 

なし 

取替燃料タイプ３ 

（９×９燃料（Ｂ型）） 

燃料集合体＊4 

55000 
変更 

なし 

核燃料物質の最大装荷量＊5 t＊6 

高燃焼度８×８燃料炉心 約 96＊7 廃止 

９×９燃料（Ａ型）炉心 約 97＊7 
変更 

なし 

９×９燃料（Ｂ型）炉心 約 96＊7 
変更 

なし 

注記＊1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「燃料集合体最高燃焼度」と記載 

＊2：記載の適正化を行う。既工事計画書には「取替燃料タイプ１（高燃焼度８×８燃

料）」と記載 

＊3：記載の適正化を行う。既工事計画書には「取替燃料タイプ２（９×９燃料（Ａ型））」

と記載 

＊4：記載の適正化を行う。既工事計画書には「取替燃料タイプ３（９×９燃料（Ｂ型））」

と記載 

＊5：記載の適正化を行う。既工事計画書には「燃料の最大装荷量」と記載 

＊6：記載の適正化を行う。既工事計画書には「MTU」と記載 

＊7：ウラン装荷量を示す。 
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(3) 燃料材の最高温度

変 更 前 変更後 

燃 料 材 の 

最 高 温 度 
℃ 

高燃焼度８×８燃料集合体 
約 1740＊

(原子炉定格熱出力時) 
廃止 

９×９燃料（Ａ型）燃料集合体 
約 1650＊

(原子炉定格熱出力時) 

変更 

なし 

９×９燃料（Ｂ型）燃料集合体 
約 1640＊

(原子炉定格熱出力時) 

変更 

なし 

注記＊：ガドリニア混合二酸化ウラン燃料棒の場合 
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(4) 熱的制限値（最小限界出力比及び最大線出力密度）

変 更 前 変更後 

熱

的

制

限

値

最 小 限 界 出 力 比 ― 

高燃焼度８×８燃料 1.25 廃止 

９×９燃料（Ａ型） 1.25 
変更 

なし 

９×９燃料（Ｂ型） 1.25 
変更 

なし 

最 大 線 出 力 密 度 kW/m 44.0 
変更 

なし 
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S2 補 Ⅱ R1 

3. 燃料体の名称，種類，主要寸法及び材料（初装荷及び取替えの別に記載すること。）

変 更 前 変 更 後 

名 称 
取替燃料タイプ１ 

（高燃焼度８×８燃料） 

取替燃料タイプ２ 

（９×９燃料（Ａ型）） 

取替燃料タイプ３ 

（９×９燃料（Ｂ型）） 

廃止 
変更 

なし 

変更 

なし 

種 類＊1 ― 

二酸化ウラン焼結ペレット及び

ガドリニア混合二酸化ウラン焼

結ペレット 

ジルカロイ－２（ジルコニウム

内張）管被覆 

二酸化ウラン焼結ペレット及び

ガドリニア混合二酸化ウラン焼

結ペレット 

ジルカロイ－２（ジルコニウム

内張）管被覆 

二酸化ウラン焼結ペレット及び

ガドリニア混合二酸化ウラン焼

結ペレット 

ジルカロイ－２（ジルコニウム

内張）管被覆 

主

要

寸

法

燃料集合体全長 mm ＊2，＊3 ＊2，＊4 ＊2，＊5

燃料棒ピッチ mm ＊2，＊3 ＊2，＊4 ＊2，＊5

燃料ペレット直径 mm ＊2，＊3 ＊2，＊4 ＊2，＊5

被覆管肉厚 mm 

＊2，＊6

(うちジルコニウム内張

＊2，＊3) 

＊2，＊6

( うちジ ルコニ ウム内 張

＊2，＊4) 

＊2，＊6

( う ちジル コ ニ ウム内 張 

＊2，＊5) 

被覆管外径 mm ＊2，＊3 ＊2，＊4 ＊2，＊5

燃料棒有効長さ mm ＊2，＊6

＊2，＊6

＊2，＊6

＊2，＊6

材

料

燃料集合体平均濃縮度 wt% 約 3.4 約 3.7 約 3.7 

ペレット材料 ― 

二酸化ウラン 

（一部ガドリニア入りを含

む） 

二酸化ウラン 

（一部ガドリニア入りを含

む） 

二酸化ウラン 

（一部ガドリニア入りを含

む） 

被覆管材料 ― 
ジルカロイ－２ 

（ジルコニウム内張） 

ジルカロイ－２ 

（ジルコニウム内張） 

ジルカロイ－２ 

（ジルコニウム内張） 

2
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S2 補 Ⅱ R1 

注記＊1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「燃料の種類」と記載 

＊2：公称値を示す。 

＊3：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，平成 10年 2月 4日付け平成 10・01・16資第 25号にて認可された

燃料体設計認可申請書による。 

＊4：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，平成 21年１月７日付け平成 20・12・12原第９号にて認可された 

燃料体設計認可申請書による。 

＊5：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，平成 21年３月 27日付け平成 21・02・12原第 29号にて認可された

燃料体設計認可申請書による。 

＊6：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，平成 16年 11月９日付け平成 16・08・05原第 32号にて認可された

工事計画の添付書類「Ⅳ-1 熱出力計算書」による。 
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添付資料４ 

当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第4条 設計基準対象施設の地盤 ○ ○ × 〇

当該工事において設備を廃止（高燃焼度8

×8燃料の廃止）するものであるため，適

合性確認不要。

－

第5条 地震による損傷の防止 ○ ○ × 〇

当該工事において設備を廃止（高燃焼度8

×8燃料の廃止）するものであるため，適

合性確認不要。

－

第6条 津波による損傷の防止 ○ ×

第7条 外部からの衝撃による損傷の防止 ○ ×

第8条 立入りの防止 × ×

第9条
発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の

防止
○ ×

第10条 急傾斜地の崩壊の防止 × ×

第11条 火災による損傷の防止 ○ ×

第12条
発電用原子炉施設内における溢水等による

損傷の防止
○ ×

第13条 安全避難通路等 ○ ×

第14条 安全設備 ○ 〇 × 〇

当該工事において設備を廃止（高燃焼度8

×8燃料の廃止）するものであるため，適

合性確認不要。

－

第15条 設計基準対象施設の機能 ○ ○ × 〇

当該工事において設備を廃止（高燃焼度８

×８燃料の廃止）するものであり，既工事

計画認可申請書において高燃焼度８×８燃

料，９×９燃料（A型），９×９燃料（B

型）を包絡する評価を行っていることから

適合性確認不要。

－

第16条 全交流動力電源喪失対策設備 ○ ×

第17条 材料及び構造 ○ ×

第18条 使用中の亀裂等による破壊の防止 × ×

第19条 流体振動等による損傷防止 × ○ × ×

当該工事において設備を廃止（高燃焼度8

×8燃料の廃止）するものであるため，適

合性確認不要。

ー

第20条 安全弁等 × ×

第21条 耐圧試験等 × ×

第22条 監視試験片 × ×

第23条 炉心等 × ○ 〇 ×

当該工事において設備を廃止（高燃焼度8

×8燃料の廃止）するものであるため，適

合性確認不要。

ー

第24条 熱遮蔽材 × ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

工事件名：高燃焼度8×8燃料の廃止

2
-
1
9



当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第25条 一次冷却材 × ×

第26条 燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備 ○ ×

第27条 原子炉冷却材圧力バウンダリ ○ ×

第28条 原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等 ○ ×

第29条 一次冷却材処理装置 × ×

第30条 逆止め弁 × ×

第31条 蒸気タービン ○ ×

第32条 非常用炉心冷却設備 × ×

第33条 循環設備等 ○ ×

第34条 計測装置 ○ ×

第35条 安全保護装置 ○ ×

第36条 反応度制御系統及び原子炉停止系統 × ×

第37条 制御材駆動装置 × ×

第38条 原子炉制御室等 ○ ×

第39条 廃棄物処理設備等 × ×

第40条 廃棄物貯蔵設備等 × ×

第41条 放射性物質による汚染の防止 × ×

第42条 生体遮蔽等 × ×

第43条 換気設備 × ×

第44条 原子炉格納施設 ○ ×

第45条 保安電源設備 ○ ×

第46条 緊急時対策所 ○ ×

第47条 警報装置等 ○ ×

第48条 準用 ○ ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

工事件名：高燃焼度8×8燃料の廃止

2
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添付資料５ 

工事計画認可申請書において要求される添付書類及び本申請における添付の要否の検討結果 

添付の要否
（○・×）

理由

1 送電関係一覧図 ×
高燃焼度８×８燃料の廃止により，送
電関係一覧図に変更に変更を生じない
ため不要。

2

急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限
工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地
（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す
る法律第二条第一項に規定するものをい
う。以下同じ。）の崩壊の防止措置に関す
る説明書

×
島根原子力発電所において，急傾斜地
崩壊危険区域に指定された箇所はない
ため不要。

3 工場又は事業所の概要を明示した地形図 ×
高燃焼度８×８燃料の廃止により，工
場又は事業所の概要を明示した地形図
に変更を生じないため不要。

4
主要設備の配置の状況を明示した平面図及
び断面図

×

高燃焼度８×８燃料の廃止により，主
要設備の配置の状況を明示した平面図
及び断面図に変更を生じないため不
要。

5
単線結線図（接地線（計器用変成器を除
く。）については電線の種類、太さ及び接
地の種類も併せて記載すること。）

×
高燃焼度８×８燃料の廃止により，単
線結線図に変更を生じないため不要。

6 新技術の内容を十分に説明した書類 ×
高燃焼度８×８燃料の廃止により，新
技術の採用等は実施していないため不
要。

7 発電用原子炉施設の熱精算図 ×
高燃焼度８×８燃料の廃止により，発
電用原子炉施設の熱精算図に変更を生
じないため不要。

8 熱出力計算書 ×

高燃焼度８×８燃料の廃止により，９
×９燃料（A型）及び９×９燃料（B
型）の性能が影響を受けるものではな
いため不要。

9
発電用原子炉の設置の許可との整合性に関
する説明書

〇

工事計画認可申請書の工事計画の内容
が，令和３年９月15日付け原規規発第
2109152号で許可された設置変更許可申
請書との整合性を確認する必要がある
ことから添付する。

10
排気中及び排水中の放射性物質の濃度に関
する説明書

×

高燃焼度８×８燃料の廃止により，排
気中及び排水中の放射性物質の濃度に
関する説明書に変更を生じないため不
要。

11
人が常時勤務し、又は頻繁に出入する工場
又は事業所内の場所における線量に関する
説明書

×

高燃焼度８×８燃料の廃止により，人
が常時勤務し，又は頻繁に出入する工
場又は事業所内の場所における線量に
関する説明書に変更を生じないため不
要。

12
発電用原子炉施設の自然現象等による損傷
の防止に関する説明書

×

高燃焼度８×８燃料の廃止により，発
電用原子炉施設の自然現象等による損
傷の防止に関する説明書に変更を生じ
ないため不要。

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
別表第二　添付書類

各発電用原子炉施設に共通
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添付の要否
（○・×）

理由

13

放射性物質により汚染するおそれがある管
理区域（第二条第二項第四号に規定する管
理区域のうち、その場所における外部放射
線に係る線量のみが同号の規定に基づき告
示する線量を超えるおそれがある場所を除
いた場所をいう。）並びにその地下に施設
する排水路並びに当該排水路に施設する排
水監視設備及び放射性物質を含む排水を安
全に処理する設備の配置の概要を明示した
図面

×

高燃焼度８×８燃料の廃止により，放
射性物質により汚染するおそれがある
管理区域並びにその地下に施設する排
水路並びに当該排水路に施設する排水
監視設備及び放射性物質を含む排水を
安全に処理する設備の配置に変更を生
じないため不要。

14 取水口及び放水口に関する説明書 ×
高燃焼度８×８燃料の廃止により，取
水口及び放水口に変更を生じないため
不要。

15

設備別記載事項のうち、容量又は注入速
度、最高使用圧力、最高使用温度、個数、
再結合効率、加熱面積、伝熱面積、揚程又
は吐出圧力、原動機の出力、外径、閉止時
間、漏えい率、制限流量、落下速度、駆動
速度及び挿入時間、効率、吹出圧力、慣性
定数、回転速度半減時間、慣性モーメン
ト、設定破裂圧力並びに設計温度の設定根
拠に関する説明書

×

高燃焼度８×８燃料の廃止により，設
定根拠に関する説明書にて説明が必要
な設備別記載事項に変更はないため不
要。

16
環境測定装置（放射線管理用計測装置に係
るものを除く。）の構造図及び取付箇所を
明示した図面

×

高燃焼度８×８燃料は，環境測定装置
（放射線管理用計測装置に係るものを
除く。）に該当する設備ではないため
不要。

17

クラス１機器（技術基準規則第二条第二項
第三十三号ロに規定するクラス１機器をい
う。）及び炉心支持構造物の応力腐食割れ
対策に関する説明書（クラス１機器にあっ
ては、支持構造物を含めて記載するこ
と。）

×
高燃焼度８×８燃料は，クラス１機器
及び炉心支持構造物に該当する設備で
はないため不要。 

18

安全設備（技術基準規則第二条第二項第九
号に規定する安全設備をいう。）及び重大
事故等対処設備（設置許可基準規則第二条
第二項第十四号に規定する重大事故等対処
設備をいう。）が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

×
高燃焼度８×８燃料の廃止であるため
不要。

19
発電用原子炉施設の火災防護に関する説明
書

×
高燃焼度８×８燃料の廃止により，火
災の防護措置に影響を与えるものでは
ないことから不要。

20
発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明
書

×
高燃焼度８×８燃料の廃止により，溢
水評価に影響を与えるものではないこ
とから不要。

21
発電用原子炉施設の蒸気タービン、ポンプ
等の損壊に伴う飛散物による損傷防護に関
する説明書

×

高燃焼度８×８燃料の廃止により，蒸
気タービン，ポンプ等の破壊に伴う飛
散物による損傷防護に変更を生じない
ため不要。

22
通信連絡設備に関する説明書及び取付箇所
を明示した図面

×
高燃焼度８×８燃料の廃止により，通
信連絡設備に変更は生じないため不
要。

23
安全避難通路に関する説明書及び安全避難
通路を明示した図面

×
高燃焼度８×８燃料の廃止により，安
全避難通路に変更は生じないため不
要。

24
非常用照明に関する説明書及び取付箇所を
明示した図面

×
高燃焼度８×８燃料の廃止により，非
常用照明に変更は生じないため不要。

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
別表第二　添付書類

各発電用原子炉施設に共通
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工事計画認可申請書において要求される添付書類及び本申請における添付の要否の検討結果 

添付の要否
（○・×）

理由

1 耐震性に関する説明書 ×
高燃焼度８×８燃料の廃止であるため
不要。

2 強度に関する説明書 ×
高燃焼度８×８燃料の廃止であるため
不要。

3 構造図 ×
高燃焼度８×８燃料の廃止であるため
不要。

4
燃料体の耐熱性、耐放射線性、耐食性その
他の性能に関する説明書

×
高燃焼度８×８燃料の廃止であるため
不要。

5
原子炉本体の基礎に関する説明書及びその
基礎の状況を明示した図面

×
高燃焼度８×８燃料の廃止であるため
不要。

6 監視試験片の取付箇所を明示した図面 ×
高燃焼度８×８燃料の廃止であるため
不要。

7
原子炉（圧力）容器の脆性破壊防止に関す
る説明書

×
高燃焼度８×８燃料の廃止であるため
不要。

8
設計及び工事に係る品質マネジメントシス
テムに関する説明書

○

高燃焼度８×８燃料の廃止における設
計及び工事に係る品質管理の方法等を
評価する必要があるため，説明書を添
付する。

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
別表第二　添付書類

原子炉本体
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別紙２ 

島根２号機 主蒸気隔離弁漏えい制御系の撤去工事に伴う 

工事計画認可申請の扱いについて 

１．工事目的 

島根２号機の主蒸気隔離弁漏えい制御系（以下「MSLC」という。）は，事故時主蒸気隔離弁

からの漏えい蒸気を抑制するために設けているが，島根２号機ではシート性能が向上した主蒸

気隔離弁を採用しており，主蒸気隔離弁の後備設備として設置しておく必要性がなくなったこ

とから，地震時の内部流体漏えい対策として当該系統の撤去を行う。 

２．工事概要 

MSLCの機能のみを有する範囲については，他の既設設備へ影響を及ぼさない範囲で撤去す

る。ただし，既設設備への影響を考慮し，MSLC以外の機能を有する範囲については，表－１

に示すとおり今後も維持する。機能廃止範囲を図－１に示す。 

また，機能廃止に伴い悪影響が無いよう，閉止キャップ等により既設系統との隔離を行う。 

なお，MSLCの撤去に伴い使用しなくなる配管貫通部（X-212B）については，新たに格納容

器雰囲気監視用の配管を接続する。（詳細は工事計画に係る補足説明資料 No.4「配管貫通部

（X-212B）の形式変更について」参照） 

表－１ 今後も維持する範囲 

維持する範囲 維持する理由 

主蒸気第３弁 主蒸気管の機器クラスを当該弁により区分する。具体

的には，クラス２機器とクラス３機器を区分する。 

主蒸気内側隔離弁及び外側隔離弁間に

設置されているサプレッションプール

へのベントライン 

プラント停止時における主蒸気管の水抜きのため，ド

レンラインとして活用する。

図－１ MSLCの機能廃止範囲

サプレッションチェンバ

原
子
炉
圧
力
容
器

原子炉格納容器 

タービンへ

ドライウェル 

AO 

格納容器 

内側主蒸気 

隔離弁 

AO 

Ｂ 

MO 

格納容器外側主蒸気隔離弁 主蒸気第 3 弁 

Ｃ Ｄ 

MO 

MO 

Ｂ Ｃ Ｄ 

MO 

Ｂ Ｃ Ｄ 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

原子炉建物へ 

Ａ系統（Ｂ～Ｄ系統についても同じ） 

凡例 

  ：機能廃止範囲のうち今後も維持する範囲 

  ：機能廃止範囲  

クラス１

（原子炉冷却材圧力バウンダリ） 

クラス２ クラス３

配管貫通部 

（X-212B） 

配管貫通部 

（X-212A） 
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３．工事の必要性 

MSLCは，主蒸気管破断事故時等に主蒸気隔離弁からの漏えい蒸気を制御するため設置し

たものである。島根２号機では，シート性能が向上した主蒸気隔離弁を採用しているた

め，主蒸気隔離弁の漏えい率検査では，判定基準に対し十分低い漏えい率であることを確

認しており，主蒸気隔離弁が高い信頼性を有していることから，主蒸気隔離弁の後備設備

として設置しておく必要性がなくなっている。 

このため，通常運転時に地震等が発生し，本系統配管の破損による蒸気や放射性物質の

漏えいリスク低減のために MSLCを撤去する。 

４．工認手続きについて 

本工事は，MSLC撤去に伴い名称，最高使用圧力，最高使用温度，外径，厚さ及び材料が

変更となるため，「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第 43条の 3

の 9に基づき，「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」の別表第一において，原

子炉冷却材の循環設備（原子炉冷却材圧力バウンダリ又は主蒸気に係るものに限る。）に係

るもの＊の「改造」に該当することから，工事の着手にあたり工事計画の認可が必要とな

る。（添付資料１および添付資料２） 

このため，MSLC（耐震重要度Ｂ－１クラス）における「実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第 5条に対する適合性に

係る工事計画認可申請に合わせて申請するものである。 

注記＊：「発電用原子炉施設の設計及び工事の計画に係る手続きガイド」のうち「（個別施

設事項）b．原子炉冷却材の循環設備」に「主蒸気隔離弁漏えい制御系は本設備

に含める。」とあることから，技術基準規則第 33条「循環設備等」に該当するも

のとして整理している。 

５．工事計画認可申請における技術基準規則の整理について 

本工事を申請するにあたり，技術基準規則の条文ごとに，MSLCの撤去工事が該当する適

合性確認の要否を整理した結果を添付資料３に示す。 

なお，MSLCは設計基準対象施設であるため，技術基準規則第 49条以降の重大事故等対

処設備に関する技術基準規則の適合性については，整理対象外とした。 

６．添付すべき資料の整理 

本工事の工事計画認可申請書に添付すべき書類は，「実用発電用原子炉の設置､運転等に

関する規則」の別表第二の上欄に記載される種類に応じて，下欄に記載される添付書類を

添付する必要がある。 

ただし，別表第二では「認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。」

との規定があるため，添付書類の要否を検討した。検討結果を添付資料４に示す。 

以 上 
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添付資料１：MSLCの要目表（今回工認申請資料） 

添付資料２：MSLCの撤去範囲を含む系統図（今回工認申請資料） 

添付資料３：工事計画認可申請における技術基準規則の整理結果 

添付資料４：工事計画認可申請において要求される添付書類及び本申請における添付の要否の

検討結果 
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S2 補 Ⅱ R1 

変 更 前 変 更 後 

名 称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外  径＊1 

(mm) 

厚 さ＊1 

(mm) 

材 料 名 称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外  径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 

材 料 

主
蒸
気
系
（
主
蒸
気
隔
離
弁
漏
え
い
制
御
系
）

原子炉格納容器外

側主蒸気隔離弁 

～ 

サプレッションチ

ェンバ内排気管及

び原子炉建物開放

出口ライン合流部
＊2

8.62 302 

61.1＊3 10.9＊3 SFVC2B 

主
蒸
気
系
（
主
蒸
気
隔
離
弁
漏
え
い
制
御
系
）

―＊4 

60.5 8.7 STS42 

61.1＊3 

/61.1＊3 

/－ 

10.9＊3 

/10.9＊3 

/－

SFVC2B 

60.5 8.7 STPT42 

114.3 8.6 STPT42 

114.3＊5 8.6＊5 STPT42＊5 

114.3 11.1 STPT42 

114.3 8.6 SB42 

0.427 171 60.5 5.5 STPT42 廃止＊6

原子炉建物開放出

口ライン合流部 

～ 

原子炉建物開放＊2 

0.427 171 60.5 5.5 STPT42 廃止＊6 

2
-
2
8
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S2 補 Ⅱ R1 

注記＊1：公称値を示す。 

＊2：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。 

＊3：差込み継手の差込み部内径及び最小厚さ 

＊4：主蒸気隔離弁漏えい制御系機能除却に伴い，主たる機能を果たす配管ではなくなることによる。なお，一部の配管については，ドレンライ

ンとして運用する。

＊5：エルボを示す。 

＊6：主蒸気隔離弁漏えい制御系機能除却に伴い，当該配管を機能削除することによる。 

変 更 前 変 更 後 

名 称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外  径＊1 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 

材 料 名 称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外   径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 

材 料 

主
蒸
気
系
（
主
蒸
気
隔
離
弁
漏
え
い
制
御
系
）

原子炉格納容器外

側主蒸気隔離弁以

降主蒸気系母管分

岐点 

～ 

サプレッションチ

ェンバ内排気管及

び原子炉建物開放

出口ライン合流部
＊2

8.62 302 

67.5 (12.2＊1) S25C 主
蒸
気
系
（
主
蒸
気
隔
離
弁
漏
え
い
制
御
系
）

廃止＊6 

91.0 (14.95＊1) S25C 

60.5 8.7＊1 STPT42 

61.1＊3 10.9＊3 S25C 

61.1＊3 

/61.1＊3 

/－

10.9＊3 

/10.9＊3 

/－ 

S25C 

114.3 8.6＊1 STPT42 

114.3＊5 8.6＊1，＊5 STPT42＊5 

114.3 11.1＊1 STPT42 

114.3 8.6＊1 SB42 

0.427 171 60.5 5.5＊1 STPT42 

2
-
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添付資料 3 

当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第4条 設計基準対象施設の地盤 ○ ○ × ○

技術基準変更はなく，当該工事において設備

を廃止（MSLC撤去）するものであるため，

適合性確認不要。

ー

第5条 地震による損傷の防止 ○ ○ ○ ○

技術基準変更はなく，当該工事において設備

を廃止（MSLC撤去）するものであるため，

適合性確認不要。

ー

第6条 津波による損傷の防止 ○ ○ × ○

技術基準変更はなく，当該工事において設備

を廃止（MSLC撤去）するものであるため，

適合性確認不要。

ー

第7条
外部からの衝撃による損傷の

防止
○ ○ × ○

技術基準変更はなく，当該工事において設備

を廃止（MSLC撤去）するものであるため，

適合性確認不要。

ー

第8条 立入りの防止 × ×

第9条
発電用原子炉施設への人の不

法な侵入等の防止
○ ×

第10条 急傾斜地の崩壊の防止 × ×

第11条 火災による損傷の防止 ○ ○ × ○

技術基準変更はなく，当該工事において設備

を廃止（MSLC撤去）するものであるため，

適合性確認不要。

ー

第12条
発電用原子炉施設内における

溢水等による損傷の防止
○ ○ × ○

技術基準変更はなく，当該工事において設備

を廃止（MSLC撤去）するものであるため，

適合性確認不要。

ー

第13条 安全避難通路等 ○ ×

第14条 安全設備 ○ ○ × ○

技術基準変更はなく，当該工事において設備

を廃止（MSLC撤去）するものであるため，

適合性確認不要。

ー

第15条 設計基準対象施設の機能 ○ ○ × ○

技術基準変更はなく，当該工事において設備

を廃止（MSLC撤去）するものであるため，

適合性確認不要。

ー

第16条 全交流動力電源喪失対策設備 ○ ×

第17条 材料及び構造 ○ ○ ○ ×

技術基準変更はなく，当該工事において設備

を廃止（MSLC撤去）するものであるため，

適合性確認不要。

ー

第18条
使用中の亀裂等による破壊の

防止
× ○ × ×

技術基準変更はなく，当該工事において設備

を廃止（MSLC撤去）するものであるため，

適合性確認不要。

ー

第19条 流体振動等による損傷防止 × ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

工事件名：主蒸気隔離弁漏えい制御系（MSLC）撤去工事
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当該設備に

要求される条文

（〇：該当　×：非該当）

（×の場合右列はグレーアウト）

当該工事における

適合性確認条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事に関わらず

新規制基準適合性申請で確認する条文

（〇：該当　×：非該当）

当該工事における

適合性確認要否の理由

第20条 安全弁等 × ×

第21条 耐圧試験等 × ○ × ×

技術基準変更はなく，当該工事において設備

を廃止（MSLC撤去）するものであるため，

適合性確認不要。

ー

第22条 監視試験片 × ×

第23条 炉心等 × ×

第24条 熱遮蔽材 × ×

第25条 一次冷却材 × ×

第26条
燃料取扱設備及び燃料貯蔵設

備
○ ×

第27条 原子炉冷却材圧力バウンダリ ○ ×

第28条
原子炉冷却材圧力バウンダリ

の隔離装置等
○ ×

第29条 一次冷却材処理装置 × ×

第30条 逆止め弁 × ×

第31条 蒸気タービン ○ ×

第32条 非常用炉心冷却設備 × ×

第33条 循環設備等 ○ ○ ○ ×

技術基準変更はなく，当該工事において設備

を廃止（MSLC撤去）するものであるため，

適合性確認不要。

ー

第34条 計測装置 ○ ×

第35条 安全保護装置 ○ ×

第36条
反応度制御系統及び原子炉停

止系統
× ×

第37条 制御材駆動装置 × ×

第38条 原子炉制御室等 ○ ×

第39条 廃棄物処理設備等 × ×

第40条 廃棄物貯蔵設備等 × ×

第41条 放射性物質による汚染の防止 × ×

第42条 生体遮蔽等 × ×

第43条 換気設備 × ×

第44条 原子炉格納施設 ○ ×

第45条 保安電源設備 ○ ×

第46条 緊急時対策所 ○ ×

第47条 警報装置等 ○ ×

第48条 準用 ○ ×

技術基準条文

技術基準

変更有無

(〇：有

×：無）

適合性確認に必要な主な添付書類

工事件名：主蒸気隔離弁漏えい制御系（MSLC）撤去工事
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添付資料４ 

工事計画認可申請書において要求される添付書類及び本申請における添付の要否の検討結果 

添付の要否
（○・×）

理由

1 送電関係一覧図 ×
主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止により，送電関係一覧図に
変更に変更を生じないため不要。

2

急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限
工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地
（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す
る法律第二条第一項に規定するものをい
う。以下同じ。）の崩壊の防止措置に関す
る説明書

×
島根原子力発電所において，急傾斜地
崩壊危険区域に指定された箇所はない
ため不要。

3 工場又は事業所の概要を明示した地形図 ×

主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止により，工場又は事業所の
概要を明示した地形図に変更を生じな
いため不要。

4
主要設備の配置の状況を明示した平面図及
び断面図

×

主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止により，主要設備の配置の
状況を明示した平面図及び断面図に変
更を生じないため不要。

5
単線結線図（接地線（計器用変成器を除
く。）については電線の種類、太さ及び接
地の種類も併せて記載すること。）

×
主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止により，単線結線図に変更
を生じないため不要。

6 新技術の内容を十分に説明した書類 ×
主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止により，新技術の採用等は
実施していないため不要。

7 発電用原子炉施設の熱精算図 ×

主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止により，発電用原子炉施設
の熱精算図に変更を生じないため不
要。

8 熱出力計算書 ×
主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止により，熱出力計算書に変
更を生じないため不要。

9
発電用原子炉の設置の許可との整合性に関
する説明書

×
主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）は，発電用原子炉の設置の許可及
び基本設計方針に記載されていない。

10
排気中及び排水中の放射性物質の濃度に関
する説明書

×

主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止により，排気中及び排水中
の放射性物質の濃度に関する説明書に
変更を生じないため不要。

11
人が常時勤務し、又は頻繁に出入する工場
又は事業所内の場所における線量に関する
説明書

×

主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止により，人が常時勤務し，
又は頻繁に出入する工場又は事業所内
の場所における線量に関する説明書に
変更を生じないため不要。

12
発電用原子炉施設の自然現象等による損傷
の防止に関する説明書

×

主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止により，発電用原子炉施設
の自然現象等による損傷の防止に関す
る説明書に変更を生じないため不要。

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
別表第二　添付書類

各発電用原子炉施設に共通
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添付の要否
（○・×）

理由

13

放射性物質により汚染するおそれがある管
理区域（第二条第二項第四号に規定する管
理区域のうち、その場所における外部放射
線に係る線量のみが同号の規定に基づき告
示する線量を超えるおそれがある場所を除
いた場所をいう。）並びにその地下に施設
する排水路並びに当該排水路に施設する排
水監視設備及び放射性物質を含む排水を安
全に処理する設備の配置の概要を明示した
図面

×

主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止により，放射性物質により
汚染するおそれがある管理区域並びに
その地下に施設する排水路並びに当該
排水路に施設する排水監視設備及び放
射性物質を含む排水を安全に処理する
設備の配置に変更を生じないため不
要。

14 取水口及び放水口に関する説明書 ×
主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止により，取水口及び放水口
に変更を生じないため不要。

15

設備別記載事項のうち、容量又は注入速
度、最高使用圧力、最高使用温度、個数、
再結合効率、加熱面積、伝熱面積、揚程又
は吐出圧力、原動機の出力、外径、閉止時
間、漏えい率、制限流量、落下速度、駆動
速度及び挿入時間、効率、吹出圧力、慣性
定数、回転速度半減時間、慣性モーメン
ト、設定破裂圧力並びに設計温度の設定根
拠に関する説明書

×
主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止により，設定根拠に関する
説明書に変更を生じないため不要。

16
環境測定装置（放射線管理用計測装置に係
るものを除く。）の構造図及び取付箇所を
明示した図面

×

主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）は，環境測定装置(放射線管理用計
測装置に係るものを除く。)に該当する
設備ではないため不要。

17

クラス１機器（技術基準規則第二条第二項
第三十三号ロに規定するクラス１機器をい
う。）及び炉心支持構造物の応力腐食割れ
対策に関する説明書（クラス１機器にあっ
ては、支持構造物を含めて記載するこ
と。）

×

主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）は，クラス１機器及び炉心支持構
造物に該当する設備ではないため不
要。

18

安全設備（技術基準規則第二条第二項第九
号に規定する安全設備をいう。）及び重大
事故等対処設備（設置許可基準規則第二条
第二項第十四号に規定する重大事故等対処
設備をいう。）が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

×

主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止により，安全設備及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下
における健全性に関する説明書に変更
を生じないため不要。

19
発電用原子炉施設の火災防護に関する説明
書

×

主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止により，火災の防護措置に
影響を与えるものではないことから不
要。

20
発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明
書

×
主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止により，溢水評価に影響を
与えるものではないことから不要。

21
発電用原子炉施設の蒸気タービン、ポンプ
等の損壊に伴う飛散物による損傷防護に関
する説明書

×

主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止により，蒸気タービン，ポ
ンプ等の破壊に伴う飛散物による損傷
防護に変更を生じないため不要。

22
通信連絡設備に関する説明書及び取付箇所
を明示した図面

×
主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止により，通信連絡設備に変
更は生じないため不要。

23
安全避難通路に関する説明書及び安全避難
通路を明示した図面

×
主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止により，安全避難通路に変
更は生じないため不要。

24
非常用照明に関する説明書及び取付箇所を
明示した図面

×
主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止により，非常用照明に変更
は生じないため不要。

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
別表第二　添付書類

各発電用原子炉施設に共通
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添付の要否
（○・×）

理由

1
原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明
示した図面及び系統図

○
主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止範囲を系統図に示し添付す
る。

2 蒸気タービンの給水処理系統図 ×
主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止は蒸気タービンの給水処理
系統に該当しないため不要。

3
耐震性に関する説明書（支持構造物を含め
て記載すること。）

×
主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止であるため不要。

4
強度に関する説明書（支持構造物を含めて
記載すること。）

×
主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止であるため不要。

5 構造図 ×
主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止は，配管の機能廃止である
ため構造図は不要。

6

原子炉格納容器内の原子炉冷却材又は一次
冷却材の漏えいを監視する装置の構成に関
する説明書、検出器の取付箇所を明示した
図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関
する説明書

×

主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）は，原子炉格納容器内の原子炉冷
却材又は一次冷却材の漏えいを監視す
る設備に該当しないため不要。

7
蒸気発生器及び蒸気タービンの基礎に関す
る説明書及びその基礎の状況を明示した図
面

×
主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）は，蒸気タービンの基礎に該当し
ないため不要。

8
流体振動又は温度変動による損傷の防止に
関する説明書

×

主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止は，流力振動評価が必要な
配管内円柱状構造物に該当しないため
不要。

9
非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
のポンプの有効吸込水頭に関する説明書

×

主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）は，非常用炉心冷却設備その他原
子炉注水設備のポンプに該当しないた
め不要。

10 蒸気タービンの制御方法に関する説明書 ×
主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）は，蒸気タービンに該当しないた
め不要。

11 蒸気タービンの振動管理に関する説明書 ×
主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）は，蒸気タービンに該当しないた
め不要。

12
蒸気タービンの冷却水の種類及び冷却水と
して海水を使用しない場合は、可能取水量
を記載した書類

×
主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）は，蒸気タービンに該当しないた
め不要。

13
安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書（バネ
式のものに限る。）

×
主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止は，安全弁に該当しないた
め不要。

14
設計及び工事に係る品質マネジメントシス
テムに関する説明書

○

主蒸気系（主蒸気隔離弁漏えい制御
系）の廃止における設計及び工事に係
る品質管理の方法等を評価する必要が
あるため，説明書を添付する。

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
別表第二　添付書類

原子炉冷却系統施設
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1. 工事計画添付書類に係る補足説明資料

添付書類の記載内容を補足するための資料を以下に示す。

資料

No. 
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準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

－
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

5

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位
置

､
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
3
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

5

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位
置

､
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

（
平

成
2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
5
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

(
5
)

建
築

基
準

法
（

昭
和

2
5
年

5
月

2
4
日

法
律

第
2
0
1
号

）
建

築
基

準
法

施
行

令
（

昭
和

2
5
年

1
1
月

1
6
日

政
令

第
3
3
8
号

）
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

5
月

2
4
日

法
律

第
2
0
1
号

）
建

築
基

準
法

施
行

令
（

昭
和

2
5
年

1
1
月

1
6
日

政
令

第
3
3
8
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
①

－
○

－
○

共
通

(
5
)

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

構
造

等
の

技
術

基
準

（
昭

和
5
5

年
通

商
産

業
省

告
示

第
５

０
１

号
）

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

構
造

等
の

技
術

基
準

（
昭

和
5
5

年
通

商
産

業
省

告
示

第
５

０
１

号
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
)

非
常

用
炉

心
冷

却
設

備
又

は
格

納
容

器
熱

除
去

設
備

に
係

る
ろ

過
装

置
の

性
能

評
価

等
に

つ
い

て
（

内
規

）
（

平
成

2
0
･
0
2
･
1
2

原
院

第
５

号
平

成
2
0
年

2
月

2
7
日

原
子

力
安

全
･
保

安
院

制
定

）

非
常

用
炉

心
冷

却
設

備
又

は
格

納
容

器
熱

除
去

設
備

に
係

る
ろ

過
装

置
の

性
能

評
価

等
に

つ
い

て
（

内
規

）
（

平
成

2
0
･
0
2
･
1
2

原
院

第
５

号
平

成
2
0
年

2
月

2
7
日

原
子

力
安

全
･
保

安
院

制
定

）
－

－
○

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

共
通

(
5
)

B
W
R
･
M
A
R
K
Ⅰ

型
格

納
容

器
圧

力
抑

制
系

に
加

わ
る

動
荷

重
の

評
価

指
針

（
原

子
力

安
全

委
員

会
　

平
成

2
年

8
月

　
）

B
W
R
･
M
A
R
K
Ⅰ

型
格

納
容

器
圧

力
抑

制
系

に
加

わ
る

動
荷

重
の

評
価

指
針

（
原

子
力

安
全

委
員

会
　

平
成

2
年

8
月

　
）

－
－

○
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

1



・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

(
5
)

原
子

力
発

電
所

耐
震

設
計

技
術

指
針

　
重

要
度

分
類

・
許

容
応

力
編

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｇ
４

６
０

１
・

補
-
1
9
8
4
）

原
子

力
発

電
所

耐
震

設
計

技
術

指
針

　
重

要
度

分
類

・
許

容
応

力
編

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｇ
４

６
０

１
・

補
-
1
9
8
4
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

①
－

－
－

－

共
通

(
5
)

原
子

力
発

電
所

耐
震

設
計

技
術

指
針

　
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｇ
４

６
０

１
-

1
9
8
7
（

日
本

電
気

協
会

）
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
指

針
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

-
1
9
8
7
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

①
－

○
－

－

共
通

(
5
)

原
子

力
発

電
所

耐
震

設
計

技
術

指
針

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｇ
４

６
０

１
-

1
9
9
1
　

追
補

版
）

原
子

力
発

電
所

耐
震

設
計

技
術

指
針

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｇ
４

６
０

１
-

1
9
9
1
　

追
補

版
）

○
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
規

程
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｃ

４
６

０
１

-
2
0
0
8
）

－
－

－
－

－
○

○
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
規

程
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｃ

４
６

０
１

-
2
0
1
5
）

－
－

－
－

－
○

○
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
)

－
ク

レ
ー

ン
構

造
規

格
（

平
成

1
5
年

1
2
月

1
9
日

厚
生

労
働

省
告

示
第

3
9
9
号

）
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

共
通

(
5
)

－
日

本
建

築
学

会
　

1
9
9
9
年

　
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
計

算
規

準
・

同
解

説
－

許
容

応
力

度
設

計
法

－
－

－
－

－
○

○
○

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
5
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
0
5
年

　
原

子
力

施
設

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

計
算

規
準

・
同

解
説

－
－

－
－

－
○

○
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
0
5
年

　
鋼

構
造

設
計

規
準

－
許

容
応

力
度

設
計

法
－

－
－

－
－

○
○

○
○

－
－

○
○

－
〇

－
－

共
通

(
5
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
1
9
年

　
鋼

構
造

許
容

応
力

度
設

計
規

準

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
5
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
0
1
年

　
鉄

骨
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
計

算
規

準
・

同
解

説
－

許
容

応
力

度
設

計
法

と
保

有
水

平
耐

力
－

－
－

－
－

－
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

共
通

(
5
)

日
本

建
築

学
会

　
1
9
8
0
年

　
塔

状
鋼

構
造

設
計

指
針

・
同

解
説

日
本

建
築

学
会

　
1
9
8
0
年

　
塔

状
鋼

構
造

設
計

指
針

・
同

解
説

－
－

－
－

－
○

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
)

－
日

本
建

築
セ

ン
タ

ー
　

1
9
8
2
年

　
煙

突
構

造
設

計
施

工
指

針

－
－

－
－

－
○

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
)

日
本

建
築

学
会

　
2
0
0
7
年

　
煙

突
構

造
設

計
指

針
日

本
建

築
学

会
　

2
0
0
7
年

　
煙

突
構

造
設

計
指

針

－
－

－
－

－
○

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
1
0
年

　
容

器
構

造
設

計
指

針
・

同
解

説

－
－

－
－

－
○

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
)

－
日

本
建

築
学

会
　

1
9
9
0
年

　
建

築
耐

震
設

計
に

お
け

る
保

有
耐

力
と

変
形

性
能

－
－

－
－

－
○

○
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
)

日
本

建
築

学
会

　
2
0
0
1
年

　
建

築
基

礎
構

造
設

計
指

針
日

本
建

築
学

会
　

2
0
0
1
年

　
建

築
基

礎
構

造
設

計
指

針

－
－

－
－

－
○

○
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

2



・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

(
5
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
1
0
年

　
各

種
合

成
構

造
設

計
指

針
・

同
解

説
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

○
○

－
－

－
－

共
通

(
5
)

日
本

建
築

学
会

　
1
9
9
6
年

　
鋼

構
造

座
屈

設
計

指
針

日
本

建
築

学
会

　
1
9
9
6
年

　
鋼

構
造

座
屈

設
計

指
針

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
1
3
年

　
建

築
工

事
標

準
仕

様
書

・
同

解
説

J
A
S
S
　

5
N
　

原
子

力
発

電
所

施
設

に
お

け
る

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
事

－
－

○
－

－
－

－
○

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
5
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
1
4
年

　
建

築
工

事
標

準
仕

様
書

・
同

解
説

J
A
S
S
　

6
　

鉄
骨

工
事

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
0
4
年

　
建

築
物

荷
重

指
針

・
同

解
説

－
－

－
－

－
○

○
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
)

Ｊ
Ｓ

Ｍ
Ｅ

　
Ｓ

　
Ｎ

Ｃ
１

-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

Ｊ
Ｓ

Ｍ
Ｅ

　
Ｓ

　
Ｎ

Ｃ
１

-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

○
○

○
－

○
○

○
○

○
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
5
)

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｅ

１
-
2
0
0
3
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

コ
ン

ク
リ

ー
ト

製
原

子
炉

格
納

容
器

規
格

－
－

－
－

－
－

○
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ｇ

　
３

３
０

２
　

1
9
9
4
　

溶
融

亜
鉛

め
っ

き
鋼

板
及

び
鋼

帯
）

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ｇ

　
３

１
３

６
　

2
0
1
2
　

建
築

構
造

用
圧

延
鋼

材

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

 
Ｇ

 
４

３
０

３
　

2
0
1
2
　

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

棒

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ｇ

　
４

０
５

１
　

2
0
1
6
　

機
械

構
造

用
炭

素
鋼

鋼
材

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

 
Ｇ

 
４

０
５

３
　

2
0
0
8
　

機
械

構
造

用
合

金
鋼

鋼
材

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

 
Ｇ

 
４

０
５

３
　

2
0
1
6
　

機
械

構
造

用
合

金
鋼

鋼
材

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ｂ

　
１

０
５

１
　

炭
素

鋼
及

び
合

金
鋼

製
締

結
用

部
品

の
機

械
的

性
質

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

 
Ｂ

 
１

０
５

４
-
１

　
2
0
1
3
　

耐
食

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

製
締

結
用

部
品

の
機

械
的

性
質

―
第

１
部

：
ボ

ル
ト

，
小

ね
じ

及
び

植
込

み
ボ

ル
ト

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

 
Ｇ

 
５

１
０

１
　

炭
素

鋼
鋳

鋼
品

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
)

－
土

木
学

会
　

2
0
0
2
年

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
標

準
示

方
書

　
構

造
性

能
照

査
編

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
○

○
－

○
－

－

3



・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

(
5
)

－
土

木
学

会
　

2
0
1
2
年

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
標

準
示

方
書

　
設

計
編

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

○
－

－

共
通

(
5
)

－
土

木
学

会
　

2
0
1
7
年

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
標

準
示

方
書

　
設

計
編

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

○
－

－

共
通

(
5
)

－
土

木
学

会
　

2
0
0
5
年

　
原

子
力

発
電

所
屋

外
重

要
土

木
構

造
物

の
耐

震
性

能
照

査
指

針
・

マ
ニ

ュ
ア

ル
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
○

－
－

共
通

(
5
)

－
土

木
学

会
　

1
9
8
6
年

　
構

造
力

学
公

式
集

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
5
)

－
日

本
道

路
協

会
　

平
成

1
4
年

3
月

　
道

路
橋

示
方

書
（

Ⅰ
共

通
編

・
Ⅱ

鋼
橋

編
）

・
同

解
説

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
5
)

－
日

本
道

路
協

会
　

平
成

1
4
年

3
月

　
道

路
橋

示
方

書
（

Ⅰ
共

通
編

・
I
V
下

部
構

造
編

）
・

同
解

説
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
○

－
－

共
通

(
5
)

－
日

本
道

路
協

会
　

平
成

1
4
年

3
月

　
道

路
橋

示
方

書
（

Ｖ
耐

震
設

計
編

）
・

同
解

説
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
○

－
－

共
通

(
5
)

－
日

本
道

路
協

会
　

平
成

2
4
年

3
月

　
道

路
橋

示
方

書
（

Ｖ
耐

震
設

計
編

）
・

同
解

説
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
5
)

－
国

土
交

通
省

港
湾

局
　

2
0
0
7
年

　
港

湾
の

施
設

の
技

術
上

の
基

準
・

同
解

説
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
5
)

－
沿

岸
技

術
研

究
セ

ン
タ

ー
　

平
成

1
9
年

3
月

　
港

湾
構

造
物

設
計

事
例

集
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
5
)

－
日

本
水

道
協

会
　

1
9
9
7
年

　
水

道
施

設
耐

震
工

法
指

針
・

解
説

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－

共
通

(
5
)

－
地

盤
工

学
会

基
準

（
Ｊ

Ｇ
Ｓ

１
５

２
１

-
2
0
0
3
）

地
盤

の
平

板
載

荷
試

験
方

法
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

共
通

(
5
)

－
地

盤
工

学
会

基
準

（
Ｊ

Ｇ
Ｓ

３
５

２
１

-
2
0
0
4
）

剛
体

載
荷

板
に

よ
る

岩
盤

の
平

板
載

荷
試

験
方

法
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

共
通

(
5
)

－
地

盤
工

学
会

基
準

（
Ｊ

Ｇ
Ｓ

３
５

５
１

-
2
0
2
0
）

地
盤

の
原

位
置

一
軸

引
張

り
試

験
方

法
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
参

考
」

と
し

た
基

準
及

び
規

格
の

た
め

共
通

(
5
)

－
2
0
2
0
年

版
　

建
築

物
の

構
造

関
係

技
術

基
準

解
説

書
（

国
土

交
通

省
国

土
技

術
政

策
総

合
研

究
所

・
国

立
研

究
開

発
法

人
建

築
研

究
所

）
－

－
－

－
－

○
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

共
通

(
5
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ｇ

　
３

３
０

２
（

1
9
7
9
）

亜
鉛

鉄
板

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
)

－
日

本
機

械
学

会
　

機
械

工
学

便
覧

○
○

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

4



・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

(
5
)

－
松

江
市

建
築

基
準

法
施

行
細

則
（

平
成

1
7
年

3
月

3
1
日

 
松

江
市

規
則

第
2
3
4
 
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

共
通

(
5
)

－
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
 
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
 
f
o
r
 
I
n
d
u
s
t
r
y
,
 
「

E
f
f
e
c
t
i
v
e

E
l
a
s
t
i
c
 
C
o
n
s
t
a
n
t
s
 
f
o
r
 
T
h
i
c
k
 
P
e
r
f
o
r
a
t
e
d
 
P
l
a
t
e
s

W
i
t
h
 
S
q
u
a
r
e
 
a
n
d
 
T
r
i
a
n
g
u
l
a
r
 
P
e
n
e
t
r
a
t
i
o
n
 
P
a
t
t
e
r
n
s
」

（
T
.
S
L
O
T
,
 
W
.
J
.
O
’

D
O
N
N
E
L
L
）

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
)

－
耐

津
波

設
計

に
係

る
工

認
審

査
ガ

イ
ド

（
制

定
平

成
2
5
年

6
月

1
9

日
原

管
地

発
第

1
3
0
6
1
9
6
号

原
子

力
規

制
委

員
会

決
定

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

ガ
イ

ド
は

枠
外

に
記

載
す

る
た

め

共
通

(
5
)

－
共

同
研

究
報

告
書

「
機

器
配

管
系

の
合

理
的

な
耐

震
設

計
手

法
の

確
立

に
関

す
る

研
究

」
（

昭
和

6
1
年

3
月

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
参

考
」

と
し

た
基

準
及

び
規

格
の

た
め

共
通

(
5
)

A
S
M
E
 
B
&
P
V
 
C
O
D
E
,
 
S
e
c
t
i
o
n
 
Ⅲ

,
 
D
i
v
i
s
i
o
n

1
,
A
p
p
e
n
d
i
c
e
s
,
 
A
r
t
i
c
l
e
 
A
-
8
0
0
0
,
“

S
t
r
e
s
s
e
s

i
n
P
e
r
f
o
r
a
t
e
d
 
F
l
a
t
 
P
l
a
t
e
s
,
”

 
1
9
8
9
 
E
d
i
t
i
o
n
,

N
o
A
d
d
e
n
d
a
.

A
S
M
E
 
B
&
P
V
 
C
O
D
E
,
 
S
e
c
t
i
o
n
 
Ⅲ

,
 
D
i
v
i
s
i
o
n

1
,
A
p
p
e
n
d
i
c
e
s
,
 
A
r
t
i
c
l
e
 
A
-
8
0
0
0
,
“

S
t
r
e
s
s
e
s

i
n
P
e
r
f
o
r
a
t
e
d
 
F
l
a
t
 
P
l
a
t
e
s
,
”

 
1
9
8
9
 
E
d
i
t
i
o
n
,

N
o
A
d
d
e
n
d
a
.

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
)

―
一

般
財

団
法

人
土

木
研

究
セ

ン
タ

ー
　

建
設

技
術

審
査

証
明

報
告

書
　

後
施

工
プ

レ
ー

ト
定

着
型

せ
ん

断
補

強
鉄

筋
「

P
o
s
t
-

H
e
a
d
-
b
a
r
」

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－

共
通

(
5
)

―
日

本
水

道
鋼

管
協

会
　

2
0
0
6
年

　
水

道
用

埋
設

鋼
管

路
耐

震
設

計
基

準
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

共
通

(
5
)

―
日

本
水

道
鋼

管
協

会
　

1
9
9
9
年

　
水

道
用

埋
設

鋼
管

路
耐

震
設

計
基

準
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

共
通

(
5
)

－
日

本
道

路
協

会
　

平
成

2
9
年

1
1
月

　
道

路
橋

示
方

書
（

Ⅰ
共

通
編

・
Ⅳ

下
部

構
造

編
）

・
同

解
説

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－

共
通

(
5
)

－
ダ

ム
・

堰
施

設
技

術
協

会
　

平
成

2
8
年

3
月

　
ダ

ム
・

堰
施

設
技

術
基

準
（

案
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
5
)

－
地

盤
工

学
会

　
2
0
1
2
年

　
グ

ラ
ウ

ン
ド

ア
ン

カ
ー

設
計

・
施

工
基

準
，

同
解

説
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
5
)

運
輸

省
港

湾
技

術
研

究
所

　
1
9
7
0
年

　
港

湾
技

研
資

料
N
o
.
1
0
2
　

け
い

船
柱

の
標

準
設

計
（

案
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

6

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○

共
通

6

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

6

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

－
○

－
○

共
通

6

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

－
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

5



・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

6

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位
置

､
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
3
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

6

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位
置

､
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

（
平

成
2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
5
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

(
6
)

－
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

5
月

2
4
日

法
律

第
2
0
1
号

）
建

築
基

準
法

施
行

令
（

昭
和

2
5
年

1
1
月

1
6
日

政
令

第
3
3
8
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
6
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ｇ

　
４

３
０

４
-
2
0
1
2
　

熱
間

圧
延

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

板
及

び
銅

帯
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

「
参

考
」

と
し

た
基

準
及

び
規

格
の

た
め

共
通

(
6
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

 
Ｇ

 
４

３
０

３
　

2
0
1
2
　

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

棒

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
6
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ｇ

　
４

０
５

１
　

2
0
1
6
　

機
械

構
造

用
炭

素
鋼

鋼
材

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
6
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

 
Ｇ

 
４

０
５

３
　

2
0
0
8
　

機
械

構
造

用
合

金
鋼

鋼
材

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
6
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

 
Ｇ

 
４

０
５

３
　

2
0
1
6
　

機
械

構
造

用
合

金
鋼

鋼
材

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
6
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ｂ

　
１

０
５

１
　

炭
素

鋼
及

び
合

金
鋼

製
締

結
用

部
品

の
機

械
的

性
質

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
6
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

 
Ｂ

 
１

０
５

４
-
１

　
2
0
1
3
　

耐
食

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

製
締

結
用

部
品

の
機

械
的

性
質

―
第

１
部

：
ボ

ル
ト

，
小

ね
じ

及
び

植
込

み
ボ

ル
ト

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
6
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

 
Ｇ

 
５

１
０

１
　

炭
素

鋼
鋳

鋼
品

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
6
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
指

針
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

－
1
9
8
7
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

○
－

－

共
通

(
6
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
指

針
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

－
1
9
9
1
　

追
補

版
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
6
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
指

針
　

重
要

度
分

類
・

許
容

応
力

編
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

・
補

-
1
9
8
4
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
6
)

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｃ

１
－

2
0
0
5
／

2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
6
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
1
0
年

　
各

種
合

成
構

造
設

計
指

針
・

同
解

説
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
6
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
0
5
年

　
鋼

構
造

設
計

規
準

－
許

容
応

力
度

設
計

法
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

6



・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

(
6
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
1
9
年

　
鋼

構
造

許
容

応
力

度
設

計
規

準

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
6
)

－
日

本
建

築
学

会
　

1
9
9
9
年

　
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
計

算
規

準
・

同
解

説
－

許
容

応
力

度
設

計
法

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
6
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
0
1
年

　
建

築
基

礎
構

造
設

計
指

針

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
6
)

－
土

木
学

会
　

2
0
0
2
年

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
標

準
示

方
書

　
構

造
性

能
照

査
編

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
6
)

－
土

木
学

会
　

2
0
0
5
年

　
原

子
力

発
電

所
屋

外
重

要
土

木
構

造
物

の
耐

震
性

能
照

査
指

針
・

マ
ニ

ュ
ア

ル
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
6
)

－
土

木
学

会
　

1
9
8
6
年

　
構

造
力

学
公

式
集

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
6
)

－
日

本
道

路
協

会
　

平
成

1
4
年

3
月

　
道

路
橋

示
方

書
（

Ⅰ
共

通
編

・
Ⅱ

鋼
橋

編
）

・
同

解
説

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
6
)

－
日

本
道

路
協

会
　

平
成

1
4
年

3
月

　
道

路
橋

示
方

書
（

Ⅰ
共

通
編

・
Ⅳ

下
部

構
造

編
）

・
同

解
説

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
6
)

－
日

本
道

路
協

会
　

平
成

1
4
年

3
月

　
道

路
橋

示
方

書
（

Ⅴ
耐

震
設

計
編

）
・

同
解

説
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
6
)

－
国

土
交

通
省

港
湾

局
　

2
0
0
7
年

　
港

湾
の

施
設

の
技

術
上

の
基

準
・

同
解

説
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
6
)

－
沿

岸
技

術
研

究
セ

ン
タ

ー
　

平
成

1
9
年

3
月

　
港

湾
構

造
物

設
計

事
例

集
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
6
)

－
国

土
交

通
省

港
湾

局
　

平
成

2
7
年

1
2
月

一
部

改
訂

　
防

波
堤

の
耐

津
波

設
計

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
6
)

－
水

門
鉄

管
協

会
　

平
成

1
9
年

9
月

　
水

門
鉄

管
技

術
基

準
　

水
圧

鉄
管

・
鉄

鋼
構

造
物

編
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
6
)

－
ダ

ム
・

堰
施

設
技

術
協

会
　

平
成

2
8
年

3
月

　
ダ

ム
・

堰
施

設
技

術
基

準
（

案
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
6
)

－
地

盤
工

学
会

　
2
0
1
2
年

　
グ

ラ
ウ

ン
ド

ア
ン

カ
ー

設
計

・
施

工
基

準
，

同
解

説
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
6
)

－
日

本
機

械
学

会
　

機
械

工
学

便
覧

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
6
)

－
運

輸
省

港
湾

技
術

研
究

所
　

1
9
7
0
年

　
港

湾
技

研
資

料
N
o
.
1
0
2
　

け
い

船
柱

の
標

準
設

計
（

案
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

7



・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

(
6
)

－
日

本
水

道
協

会
　

2
0
0
9
年

　
水

道
施

設
耐

震
工

法
指

針
・

解
説

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
6
)

－
耐

津
波

設
計

に
係

る
工

認
審

査
ガ

イ
ド

（
制

定
平

成
2
5
年

6
月

1
9

日
原

管
地

発
第

1
3
0
6
1
9
6
号

原
子

力
規

制
委

員
会

決
定

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

ガ
イ

ド
は

枠
外

に
記

載
す

る
た

め

共
通

7

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○

共
通

7

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

7

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

－
○

－
○

共
通

7

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

－
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

7

実
用

発
電

用
原

子
炉

施
設

へ
の

航
空

機
落

下
確

率
の

評
価

基
準

に
つ

い
て

（
内

規
）

（
平

成
2
1
・

0
6
・

2
5
 
原

院
第

1
 
号

（
平

成
2
1
年

6
月

3
0
日

）
原

子
力

安
全

・
保

安
院

一
部

改
正

）

実
用

発
電

用
原

子
炉

施
設

へ
の

航
空

機
落

下
確

率
の

評
価

基
準

に
つ

い
て

（
内

規
）

（
平

成
2
1
・

0
6
・

2
5
 
原

院
第

1
 
号

（
平

成
2
1
年

6
月

3
0
日

）
原

子
力

安
全

・
保

安
院

一
部

改
正

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
①

－
○

－
○

共
通

(
7
)

建
築

基
準

法
（

昭
和

2
5
年

5
月

2
4
日

法
律

第
2
0
1
号

）
建

築
基

準
法

施
行

令
（

昭
和

2
5
年

1
1
月

1
6
日

政
令

第
3
3
8
号

）
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

5
月

2
4
日

法
律

第
2
0
1
号

）
建

築
基

準
法

施
行

令
（

昭
和

2
5
年

1
1
月

1
6
日

政
令

第
3
3
8
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
①

－
○

－
○

共
通

(
7
)

－
松

江
市

建
築

基
準

法
施

行
細

則
（

平
成

1
7
年

3
月

3
1
日

 
松

江
市

規
則

第
2
3
4
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

「
建

築
基

準
法

施
行

令
」

に
包

含
さ

れ
る

た
め

共
通

(
7
)

－
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
の

重
要

度
分

類
に

関
す

る
審

査
指

針
（

平
成

2
年

8
月

3
0
日

原
子

力
安

全
委

員
会

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

共
通

(
7
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
指

針
　

重
要

度
分

類
・

許
容

応
力

編
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

・
補

-
1
9
8
4
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○

共
通

(
7
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
指

針
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

-
1
9
8
7
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○

共
通

(
7
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
指

針
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

-
1
9
9
1
　

追
補

版
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○

共
通

(
7
)

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｃ

１
-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○

共
通

(
7
)

－
土

木
学

会
　

2
0
0
2
年

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
標

準
示

方
書

　
構

造
性

能
照

査
編

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○

共
通

(
7
)

－
土

木
学

会
　

2
0
0
7
年

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
標

準
示

方
書

　
設

計
編

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○

共
通

(
7
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
0
4
年

　
建

築
物

荷
重

指
針

・
同

解
説

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○

8



・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

(
7
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
0
5
年

　
鋼

構
造

設
計

規
準

－
許

容
応

力
度

設
計

法
－

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○

共
通

(
7
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
1
0
年

　
各

種
合

成
構

造
設

計
指

針
・

同
解

説
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

共
通

(
7
)

－
日

本
建

築
学

会
　

1
9
9
9
年

　
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
計

算
規

準
・

同
解

説
－

許
容

応
力

度
設

計
法

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○

共
通

(
7
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
0
5
年

　
原

子
力

施
設

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

計
算

規
準

・
同

解
説

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○

共
通

(
7
)

－
日

本
機

械
学

会
　

新
版

機
械

工
学

便
覧

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
7
)

－
Ｉ

Ｓ
Ｅ

Ｓ
７

６
０

７
-
３

「
軽

水
炉

構
造

機
器

の
衝

撃
苛

重
に

関
す

る
調

査
 
そ

の
３

　
ミ

サ
イ

ル
の

衝
突

に
よ

る
構

造
壁

の
損

傷
に

関
す

る
評

価
式

の
比

較
検

討
」

（
昭

和
5
1
 
年

1
0
 
月

　
高

温
構

造
安

全
技

術
研

究
組

合
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○

共
通

(
7
)

－
タ

ー
ビ

ン
ミ

サ
イ

ル
評

価
に

つ
い

て
（

昭
和

5
2
 
年

7
 
月

2
0
 
日

原
子

炉
安

全
専

門
審

査
会

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

共
通

(
7
)

－
U
.
S
.
N
u
c
l
e
a
r
 
R
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
:
R
E
G
U
L
A
T
O
R
Y

G
U
I
D
E
 
1
.
7
6
,
D
E
S
I
G
N
-
B
A
S
I
S
 
T
O
R
N
A
D
O
 
A
N
D
 
T
O
R
N
A
D
O

M
I
S
S
I
L
E
S
 
F
O
R
 
N
U
C
L
E
A
R
 
P
O
W
E
R
 
P
L
A
N
T
S
,
R
e
v
i
s
i
o
n
1
,
M
a
r
c
h

2
0
0
7

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○

共
通

(
7
)

－
M
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
 
f
o
r
 
P
e
r
f
o
r
m
i
n
g
 
A
i
r
c
r
a
f
t
 
I
m
p
a
c
t

A
s
s
e
s
s
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
N
e
w
 
P
l
a
n
t
 
D
e
s
i
g
n
s
(
N
u
c
l
e
a
r
　

E
n
e
r
g
y

I
n
s
t
i
t
u
t
e
 
2
0
1
1
 
R
e
v
8
 
(
Ｎ

Ｅ
Ｉ

０
７

-
１

３
)
)

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○

共
通

(
7
)

－
原

子
力

発
電

所
の

火
山

影
響

評
価

ガ
イ

ド
（

制
定

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
 
1
3
0
6
1
9
1
0
 
号

 
原

子
力

規
制

委
員

会
決

定
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○
ガ

イ
ド

は
枠

外
に

記
載

す
る

た
め

共
通

(
7
)

－
原

子
力

発
電

所
の

竜
巻

影
響

評
価

ガ
イ

ド
（

制
定

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
1
1
号

原
子

力
規

制
委

員
会

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

ガ
イ

ド
は

枠
外

に
記

載
す

る
た

め

共
通

(
7
)

－
原

子
力

発
電

所
の

外
部

火
災

影
響

評
価

ガ
イ

ド
（

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
1
2
 
号

（
平

成
2
5
 
年

6
月

1
9
日

）
原

子
力

規
制

委
員

会
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○
ガ

イ
ド

は
枠

外
に

記
載

す
る

た
め

共
通

(
7
)

－
石

油
コ

ン
ビ

ナ
ー

ト
の

防
災

ア
セ

ス
メ

ン
ト

指
針

（
平

成
2
5
 
年

3
月

消
防

庁
特

殊
災

害
室

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

「
参

考
」

と
し

た
基

準
及

び
規

格
の

た
め

共
通

(
7
)

－
財

団
法

人
日

本
建

築
セ

ン
タ

ー
　

建
築

火
災

の
メ

カ
ニ

ズ
ム

と
火

災
安

全
設

計
（

平
成

1
9
年

1
2
月

2
5
日

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

「
参

考
」

と
し

た
基

準
及

び
規

格
の

た
め

共
通

(
7
)

－
Ｅ

の
数

値
を

算
出

す
る

方
法

並
び

に
Ｖ

０
及

び
風

力
係

数
の

数
値

を
定

め
る

件
」

（
平

成
1
2
 
年

5
 
月

3
1
 
日

建
設

省
告

示
第

1
4
5
4
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

「
参

考
」

と
し

た
基

準
及

び
規

格
の

た
め

共
通

(
7
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ｇ

　
３

１
９

２
（

2
0
2
1
）

　
熱

間
圧

延
形

鋼
の

形
状

，
寸

法
，

質
量

及
び

そ
の

許
容

差
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

9



・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

(
7
)

－
土

木
学

会
　

2
0
0
5
年

　
原

子
力

発
電

所
屋

外
重

要
土

木
構

造
物

の
耐

震
性

能
照

査
指

針
・

マ
ニ

ュ
ア

ル
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

共
通

8

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○

共
通

8

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
平

成
2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6

号
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○
「

2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

8

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

－
○

－
○

共
通

8

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

－
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

9

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○

共
通

9

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

9

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

－
○

－
○

共
通

9

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

－
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

9

不
正

ア
ク

セ
ス

行
為

の
禁

止
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
1
1
年

8
月

1
3
日

法
律

第
1
2
8
号

）
不

正
ア

ク
セ

ス
行

為
の

禁
止

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
1
年

8
月

1
3
日

法
律

第
1
2
8
号

）
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

共
通

1
0

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○

共
通

1
0

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

1
0

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

－
○

－
○

共
通

1
0

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

－
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

1
1

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
－

○
－

－

共
通

1
1

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

1
1

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

－
○

－
－
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

1
1

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
－

－
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

(
1
1
)

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
の

設
置

、
運

転
等

に
関

す
る

規
則

（
昭

和
5
3
年

1
2
月

2
8
日

通
商

産
業

省
令

第
7
7
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

(
1
1
)

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位
置

､
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
3
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

1
1

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

火
災

防
護

に
係

る
審

査
基

準
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
5
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

－
○

－
－

共
通

(
1
1
)

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
の

火
災

防
護

に
関

す
る

審
査

指
針

（
昭

和
5
5
年

1
1
月

6
日

）
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
審

査
指

針
（

昭
和

5
5
年

1
1
月

6
日

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

－
○

－
－

共
通

(
1
1
)

原
子

力
発

電
所

の
火

災
防

護
規

程
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｃ

４
６

２
６

-
2
0
1
0
）

原
子

力
発

電
所

の
火

災
防

護
規

程
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｃ

４
６

２
６

-
2
0
1
0
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
－

○
－

－

共
通

(
1
1
)

原
子

力
発

電
所

の
火

災
防

護
指

針
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
７

-
2
0
1
0
）

原
子

力
発

電
所

の
火

災
防

護
指

針
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
７

-
2
0
1
0
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
－

○
－

－

共
通

(
1
1
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ａ

　
４

２
０

１
-
1
9
9
2
　

建
築

物
等

の
避

雷
設

備
（

避
雷

針
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
1
1
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ａ

　
４

２
０

１
-
2
0
0
3
　

建
築

物
等

の
雷

保
護

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
1
1
)

建
築

基
準

法
（

昭
和

2
5
年

5
月

2
4
日

法
律

第
2
0
1
号

）
建

築
基

準
法

施
行

令
（

昭
和

2
5
年

1
1
月

1
6
日

政
令

第
3
3
8
号

）
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

5
月

2
4
日

法
律

第
2
0
1
号

）
建

築
基

準
法

施
行

令
（

昭
和

2
5
年

1
1
月

1
6
日

政
令

第
3
3
8
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

共
通

(
1
1
)

高
圧

ガ
ス

保
安

法
（

昭
和

2
6
年

6
月

7
日

法
律

第
2
0
4
号

）
高

圧
ガ

ス
保

安
法

施
行

令
（

平
成

9
年

2
月

1
9
日

政
令

第
2
0
号

）
高

圧
ガ

ス
保

安
法

（
昭

和
2
6
年

6
月

7
日

法
律

第
2
0
4
号

）
高

圧
ガ

ス
保

安
法

施
行

令
（

平
成

9
年

2
月

1
9
日

政
令

第
2
0
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

共
通

(
1
1
)

消
防

法
（

昭
和

2
3
年

7
月

2
4
日

法
律

第
1
8
6
号

）
消

防
法

施
行

令
（

昭
和

3
6
年

3
月

2
5
日

政
令

第
3
7
号

）
消

防
法

施
行

規
則

（
昭

和
3
6
年

4
月

1
日

自
治

省
令

第
6
号

）

消
防

法
（

昭
和

2
3
年

7
月

2
4
日

法
律

第
1
8
6
号

）
消

防
法

施
行

令
（

昭
和

3
6
年

3
月

2
5
日

政
令

第
3
7
号

）
消

防
法

施
行

規
則

（
昭

和
3
6
年

4
月

1
日

自
治

省
令

第
6
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

共
通

(
1
1
)

－
平

成
1
2
年

建
設

省
告

示
第

1
4
0
0
号

（
平

成
1
2
年

5
月

3
0
日

）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
1
1
)

－
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
の

重
要

度
分

類
に

関
す

る
審

査
指

針
（

平
成

2
年

8
月

3
0
日

原
子

力
安

全
委

員
会

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

共
通

(
1
1
)

－
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

の
安

全
評

価
に

関
す

る
審

査
指

針
（

平
成

2
年

8
月

3
0
日

原
子

力
安

全
委

員
会

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

共
通

(
1
1
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
指

針
　

重
要

度
分

類
・

許
容

応
力

編
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

・
補

-
1
9
8
4
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
1
1
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
指

針
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

-
1
9
8
7
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

(
1
1
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
指

針
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

-
1
9
9
1
　

追
補

版
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
1
1
)

－
発

電
用

原
子

力
設

備
規

格
設

計
・

建
設

規
格

（
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
Ｎ

Ｃ
１

-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
）

日
本

機
械

学
会

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
1
1
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ｌ

　
１

０
９

１
-
1
9
9
9
　

繊
維

製
品

の
燃

焼
性

試
験

方
法

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
1
1
)

－
独

立
行

政
法

人
産

業
安

全
研

究
所

技
術

指
針

　
工

場
電

気
設

備
防

爆
指

針
（

ガ
ス

蒸
気

防
爆

2
0
0
6
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
1
1
)

Ｉ
Ｅ

Ｅ
Ｅ

　
Ｓ

ｔ
ｄ

　
３

８
３

-
1
9
7
4
　

垂
直

ト
レ

イ
燃

焼
試

験
Ｉ

Ｅ
Ｅ

Ｅ
　

Ｓ
ｔ

ｄ
　

３
８

３
-
1
9
7
4
　

垂
直

ト
レ

イ
燃

焼
試

験

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
1
1
)

－
Ｉ

Ｅ
Ｅ

Ｅ
　

Ｓ
ｔ

ｄ
　

１
２

０
２

-
1
9
9
1
　

垂
直

ト
レ

イ
燃

焼
試

験
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

共
通

(
1
1
)

－
Ｉ

Ｅ
Ｅ

Ｅ
　

Ｓ
ｔ

ｄ
　

３
８

４
-
1
9
9
2

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
1
1
)

－
Ｕ

Ｌ
　

１
５

８
１

（
F
o
u
r
t
h
 
E
d
i
t
i
o
n
）

１
０

８
０

.
Ｖ

Ｗ
－

１
垂

直
燃

焼
試

験
，

2
0
0
6

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
1
1
)

－
公

益
社

団
法

人
日

本
空

気
清

浄
協

会
　

空
気

清
浄

装
置

用
ろ

材
燃

焼
性

試
験

方
法

指
針

（
Ｊ

Ａ
Ｃ

Ａ
　

Ｎ
ｏ

.
１

１
Ａ

－
2
0
0
3
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
1
1
)

－
一

般
社

団
法

人
電

池
工

業
会

　
蓄

電
池

室
に

関
す

る
設

計
指

針
（

Ｓ
Ｂ

Ａ
　

Ｇ
　

０
６

０
３

-
2
0
0
1
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
1
1
)

－
F
i
r
e
 
D
y
n
a
m
i
c
s
 
T
o
o
l
s
(
F
D
T
S
)
：

Q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
F
i
r
e

H
a
z
a
r
d
 
A
n
a
l
y
s
i
s
 
M
e
t
h
o
d
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
U
.
S
.
 
N
u
c
l
e
a
r

R
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
F
i
r
e
 
P
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
I
n
s
p
e
c
t
i
o
n

P
r
o
g
r
a
m
，

"
 
N
U
R
E
G
-
1
8
0
5
，

D
e
c
e
m
b
e
r
 
2
0
0
4

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
1
1
)

－
原

子
力

発
電

所
の

内
部

火
災

影
響

評
価

ガ
イ

ド
（

制
定

平
成

2
5

年
6
月

1
9
日

 
原

規
技

発
第

1
3
0
6
1
9
1
4
号

 
原

子
力

規
制

委
員

会
決

定
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
ガ

イ
ド

は
枠

外
に

記
載

す
る

た
め

共
通

1
1

－
一

般
社

団
法

人
火

力
原

子
力

発
電

技
術

協
会

　
B
W
R
 
配

管
に

お
け

る
混

合
ガ

ス
（

水
素

・
酸

素
）

蓄
積

防
止

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
平

成
1
7
年

1
0
月

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

(
1
1
)

－
電

気
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

平
成

9
年

3
月

2
7
日

通
商

産
業

省
令

第
5
2
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

(
1
1
)

－
原

子
力

発
電

工
作

物
に

係
る

電
気

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

命
令

（
平

成
2
4
年

9
月

1
4
日

経
済

産
業

省
令

第
7
0
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

1
2

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

1
2

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
平

成
2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6

号
）

○
○

○
○

○
－

○
○

○
－

－
－

○
－

－
－

－
「

2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

1
2

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
－

－
－

－
－

－
－

共
通

1
2

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
○

○
○

○
○

－
○

○
○

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

(
1
2
)

－
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

5
月

2
4
日

法
律

第
2
0
1
号

）
建

築
基

準
法

施
行

令
（

昭
和

2
5
年

1
1
月

1
6
日

政
令

第
3
3
8
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
1
2
)

－
消

防
法

（
昭

和
2
3
年

7
月

2
4
日

法
律

第
1
8
6
号

）
消

防
法

施
行

令
（

昭
和

3
6
年

3
月

2
5
日

政
令

第
3
7
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

1
2

－
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

の
安

全
評

価
に

関
す

る
審

査
指

針
（

平
成

2
年

8
月

3
0
日

原
子

力
安

全
委

員
会

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

1
2

－
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
の

重
要

度
分

類
に

関
す

る
審

査
指

針
（

平
成

2
年

8
月

3
0
日

原
子

力
安

全
委

員
会

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
1
2
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
指

針
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

-
1
9
8
7
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
1
2
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
指

針
　

重
要

度
分

類
・

許
容

応
力

編
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

・
補

-
1
9
8
4
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
1
2
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
指

針
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

-
1
9
9
1
　

追
補

版
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
1
2
)

－
原

子
力

発
電

所
の

火
災

防
護

指
針

　
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｇ
４

６
０

７
-
2
0
1
0

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
1
2
)

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｃ

１
－

2
0
0
5
／

2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
1
2
)

－
原

子
力

発
電

所
の

内
部

溢
水

影
響

評
価

ガ
イ

ド

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
ガ

イ
ド

は
枠

外
に

記
載

す
る

た
め

共
通

(
1
2
)

－
土

木
学

会
　

2
0
0
2
年

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
標

準
示

方
書

　
構

造
性

能
照

査
編

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
1
2
)

－
土

木
学

会
　

2
0
0
7
年

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
標

準
示

方
書

　
設

計
編

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
1
2
)

－
土

木
学

会
　

2
0
1
7
年

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
標

準
示

方
書

　
設

計
編

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
1
2
)

－
日

本
建

築
学

会
，

2
0
0
2
年

　
鋼

構
造

設
計

規
準

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
1
2
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
0
5
年

　
鋼

構
造

設
計

規
準

-
許

容
応

力
度

設
計

法
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

(
1
2
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
1
0
年

　
各

種
合

成
構

造
設

計
指

針
・

同
解

説
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
1
2
)

－
日

本
機

械
学

会
　

機
械

工
学

便
覧

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
1
2
)

－
日

本
水

道
協

会
　

1
9
9
7
年

　
水

道
施

設
耐

震
工

法
指

針
・

解
説

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
1
2
)

－
日

本
水

道
協

会
　

2
0
0
9
年

　
水

道
施

設
耐

震
工

法
指

針
・

解
説

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
1
2
)

－
日

本
道

路
協

会
　

平
成

1
4
年

3
月

　
道

路
橋

示
方

書
（

Ⅰ
共

通
編

・
I
V
下

部
構

造
編

）
・

同
解

説
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
1
2
)

－
日

本
道

路
協

会
　

平
成

2
4
年

3
月

　
道

路
橋

示
方

書
（

Ⅰ
共

通
編

・
I
V
下

部
構

造
編

）
・

同
解

説
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
1
2
)

－
地

盤
工

学
会

　
2
0
1
2
年

　
グ

ラ
ウ

ン
ド

ア
ン

カ
ー

設
計

・
施

工
基

準
，

同
解

説
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
1
2
)

－
土

木
学

会
　

2
0
0
5
年

　
原

子
力

発
電

所
屋

外
重

要
土

木
構

造
物

の
耐

震
性

能
照

査
指

針
・

マ
ニ

ュ
ア

ル
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
1
2
)

－
日

本
水

道
協

会
　

1
9
9
8
年

制
定

　
水

道
用

プ
レ

ス
ト

レ
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
タ

ン
ク

設
計

施
工

指
針

・
解

説
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
1
2
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
0
4
年

制
定

　
建

築
物

荷
重

指
針

・
同

解
説

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
1
2
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
1
0
年

制
定

　
容

器
構

造
設

計
指

針
・

同
解

説
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
1
2
)

－
塩

化
ビ

ニ
ル

・
継

手
協

会
　

水
道

用
硬

質
ポ

リ
塩

化
ビ

ニ
ル

管
技

術
資

料
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
1
2
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ｋ

　
６

７
４

１
　

2
0
1
6
　

硬
質

ポ
リ

塩
化

ビ
ニ

ル
管

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
1
2
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

 
Ｃ

 
０

９
２

０
　

2
0
0
3
 
電

気
機

械
器

具
の

外
郭

に
よ

る
保

護
等

級
（

Ｉ
Ｐ

コ
ー

ド
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

1
3

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

○
－

－
－

○

共
通

1
3

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
○

－
－

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

(
1
3
)

建
築

基
準

法
（

昭
和

2
5
年

5
月

2
4
日

法
律

第
2
0
1
号

）
建

築
基

準
法

施
行

令
（

昭
和

2
5
年

1
1
月

1
6
日

政
令

第
3
3
8
号

）
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

5
月

2
4
日

法
律

第
2
0
1
号

）
建

築
基

準
法

施
行

令
（

昭
和

2
5
年

1
1
月

1
6
日

政
令

第
3
3
8
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
①

－
－

－
○

14



・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

(
1
3
)

消
防

法
（

昭
和

2
3
年

7
月

2
4
日

法
律

第
1
8
6
号

）
消

防
法

施
行

令
（

昭
和

3
6
年

3
月

2
5
日

政
令

第
3
7
号

）
消

防
法

施
行

規
則

（
昭

和
3
6
年

4
月

1
日

自
治

省
令

第
6
号

）

消
防

法
（

昭
和

2
3
年

7
月

2
4
日

法
律

第
1
8
6
号

）
消

防
法

施
行

令
（

昭
和

3
6
年

3
月

2
5
日

政
令

第
3
7
号

）
消

防
法

施
行

規
則

（
昭

和
3
6
年

4
月

1
日

自
治

省
令

第
6
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
①

－
－

－
○

共
通

(
1
3
)

昭
和

4
5
年

1
2
月

2
8
日

　
建

設
省

告
示

第
1
8
3
0
号

昭
和

4
5
年

1
2
月

2
8
日

　
建

設
省

告
示

第
1
8
3
0
号

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

①
－

－
－

○
「

建
築

基
準

法
施

行
令

」
に

包
含

さ
れ

る
た

め

共
通

1
4

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○

共
通

1
4

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

1
4

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

－
○

－
○

共
通

1
4

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

－
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

1
4

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
の

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

に
関

す
る

審
査

指
針

（
平

成
2
年

8
月

3
0
日

原
子

力
安

全
委

員
会

）
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
の

重
要

度
分

類
に

関
す

る
審

査
指

針
（

平
成

2
年

8
月

3
0
日

原
子

力
安

全
委

員
会

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

－
○

－
○

共
通

1
4

Ｊ
Ｓ

Ｍ
Ｅ

 
Ｓ

 
０

１
２

-
1
9
9
8
　

配
管

内
円

柱
状

構
造

物
の

流
力

振
動

評
価

指
針

Ｊ
Ｓ

Ｍ
Ｅ

 
Ｓ

 
０

１
２

-
1
9
9
8
　

配
管

内
円

柱
状

構
造

物
の

流
力

振
動

評
価

指
針

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

1
4

－
原

子
炉

構
造

材
の

監
視

試
験

方
法

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
　

４
２

０
１

-
2
0
0
7
）

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

1
4

－
原

子
炉

構
造

材
の

監
視

試
験

方
法

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
　

４
２

０
１

-
2
0
0
7
）

[
2
0
1
0
年

追
補

版
]

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

1
4

－
原

子
炉

構
造

材
の

監
視

試
験

方
法

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
　

４
２

０
１

-
2
0
0
7
）

[
2
0
1
3
年

追
補

版
]

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

1
4

原
子

力
発

電
所

用
機

器
に

対
す

る
破

壊
靭

性
の

確
認

試
験

方
法

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
　

４
２

０
６

-
2
0
0
7
)

原
子

力
発

電
所

用
機

器
に

対
す

る
破

壊
靭

性
の

確
認

試
験

方
法

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
　

４
２

０
６

-
2
0
0
7
)

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
1
4
)

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｃ

１
-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

1
5

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○

共
通

1
5

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

1
5

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

－
○

－
○

共
通

1
5

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

－
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

15



・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

1
5

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
の

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

に
関

す
る

審
査

指
針

（
平

成
2
年

8
月

3
0
日

原
子

力
安

全
委

員
会

）
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
の

重
要

度
分

類
に

関
す

る
審

査
指

針
（

平
成

2
年

8
月

3
0
日

原
子

力
安

全
委

員
会

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

共
通

(
1
5
)

原
子

力
発

電
所

配
管

破
損

防
護

設
計

技
術

指
針

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

１
３

－
1
9
9
8
（

日
本

電
気

協
会

）
原

子
力

発
電

所
配

管
破

損
防

護
設

計
技

術
指

針
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｇ
４

６
１

３
－

1
9
9
8
（

日
本

電
気

協
会

）
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

共
通

(
1
5
)

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｃ

１
-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
1
5
)

タ
ー

ビ
ン

ミ
サ

イ
ル

評
価

に
つ

い
て

（
昭

和
5
2
年

7
月

2
0
日

原
子

力
委

員
会

原
子

炉
安

全
専

門
審

査
会

）
タ

ー
ビ

ン
ミ

サ
イ

ル
評

価
に

つ
い

て
（

昭
和

5
2
年

7
月

2
0
日

原
子

力
委

員
会

原
子

炉
安

全
専

門
審

査
会

）
－

－
－

○
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

共
通

(
1
5
)

－
「

S
T
A
N
D
A
R
D
 
R
E
V
I
E
W
 
P
L
A
N
 
B
R
A
N
C
H
T
E
C
H
N
I
C
A
L
 
P
O
S
I
T
I
O
N

3
-
4
 
P
O
S
T
U
L
A
T
E
D
 
R
U
P
T
U
R
E
 
L
O
C
A
T
I
O
N
S
 
I
N
 
F
L
U
I
D
 
S
Y
S
T
E
M

P
I
P
I
N
G
 
I
N
S
I
D
E
 
A
N
D
 
O
U
T
S
I
D
E
 
C
O
N
T
A
I
N
M
E
N
T
(
S
R
P
 
B
T
P
3
-
4

R
2
)
(
U
.
S
.
 
N
U
C
L
E
A
R
 
R
E
G
U
L
A
T
O
R
Y
 
C
O
M
M
I
S
S
I
O
N
)

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

1
6

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

1
6

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

1
6

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

1
6

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

(
1
6
)

－
原

子
力

発
電

工
作

物
に

係
る

電
気

設
備

の
技

術
基

準
の

解
釈

（
平

成
2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
9
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

(
1
6
)

－
原

子
力

発
電

工
作

物
に

係
る

電
気

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

命
令

（
平

成
2
4
年

9
月

1
4
日

経
済

産
業

省
令

第
7
0
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

(
1
6
)

－
S
B
A
　

Ｓ
　

０
６

０
１

-
2
0
1
4
　

据
置

蓄
電

池
の

容
量

算
出

法

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

1
7

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

1
7

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
－

○
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

1
7

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
－

○
－

－
－

－
－

共
通

1
7

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
－

○
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

1
7

非
常

用
炉

心
冷

却
設

備
又

は
格

納
容

器
熱

除
去

設
備

に
係

る
ろ

過
装

置
の

性
能

評
価

等
に

つ
い

て
（

内
規

）
（

平
成

2
0
・

0
2
・

1
2
原

院
第

5
号

（
平

成
2
0
年

2
月

2
7
日

原
子

力
安

全
・

保
安

院
制

定
）

）

非
常

用
炉

心
冷

却
設

備
又

は
格

納
容

器
熱

除
去

設
備

に
係

る
ろ

過
装

置
の

性
能

評
価

等
に

つ
い

て
（

内
規

）
（

平
成

2
0
・

0
2
・

1
2
原

院
第

5
号

（
平

成
2
0
年

2
月

2
7
日

原
子

力
安

全
・

保
安

院
制

定
）

）

－
－

○
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

1
7

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

構
造

等
の

技
術

基
準

（
昭

和
5
5

年
通

商
産

業
省

告
示

第
５

０
１

号
）

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

構
造

等
の

技
術

基
準

（
昭

和
5
5

年
通

商
産

業
省

告
示

第
５

０
１

号
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

1
7

Ｊ
Ｓ

Ｍ
Ｅ

　
Ｓ

　
Ｎ

Ｃ
１

-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

Ｊ
Ｓ

Ｍ
Ｅ

　
Ｓ

　
Ｎ

Ｃ
１

-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

○
○

○
－

○
○

○
○

○
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
1
7
)

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

（
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
Ｓ

　
Ｎ

Ｃ
１

-
2
0
0
1
）

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

（
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
Ｓ

　
Ｎ

Ｃ
１

-
2
0
0
1
）

○
－

○
－

○
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
1
7
)

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

（
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
Ｓ

　
Ｎ

Ｃ
１

-
2
0
0
5
）

Ｊ
Ｓ

Ｍ
Ｅ

　
Ｓ

　
Ｎ

Ｃ
１

-
2
0
0
5
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

設
計

・
建

設
規

格
○

○
○

－
○

ー
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

共
通

(
1
7
)

【
事

例
規

格
】

発
電

用
原

子
力

設
備

に
お

け
る

「
応

力
腐

食
割

れ
発

生
の

抑
制

に
対

す
る

考
慮

」
（

Ｎ
Ｃ

－
Ｃ

Ｃ
－

０
０

２
）

【
事

例
規

格
】

発
電

用
原

子
力

設
備

に
お

け
る

「
応

力
腐

食
割

れ
発

生
の

抑
制

に
対

す
る

考
慮

」
（

Ｎ
Ｃ

－
Ｃ

Ｃ
－

０
０

２
）

○
－

○
－

○
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
1
7
)

－
高

圧
ガ

ス
保

安
法

（
昭

和
2
6
年

法
律

第
2
0
4
号

）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
1
7
)

－
消

防
法

（
昭

和
2
3
年

7
月

2
4
日

法
律

第
1
8
6
号

）
消

防
法

施
行

令
（

昭
和

3
6
年

3
月

2
5
日

政
令

第
3
7
号

）
消

防
法

施
行

規
則

（
昭

和
3
6
年

4
月

1
日

自
治

省
令

第
6
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

共
通

(
1
7
)

－
原

子
炉

構
造

材
の

監
視

試
験

方
法

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
　

４
２

０
１

-
2
0
0
7
）

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
1
7
)

－
原

子
炉

構
造

材
の

監
視

試
験

方
法

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
　

４
２

０
１

-
2
0
0
7
）

[
2
0
1
0
年

追
補

版
]

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
1
7
)

－
原

子
炉

構
造

材
の

監
視

試
験

方
法

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
　

４
２

０
１

-
2
0
0
7
）

[
2
0
1
3
年

追
補

版
]

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
1
7
)

－
原

子
力

発
電

所
用

機
器

に
対

す
る

破
壊

靭
性

の
確

認
試

験
方

法
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｃ

　
４

２
０

６
-
2
0
0
7
)

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
1
7
)

B
W
R
･
M
A
R
K
Ⅰ

型
格

納
容

器
圧

力
抑

制
系

に
加

わ
る

動
荷

重
の

評
価

指
針

（
原

子
力

安
全

委
員

会
　

平
成

2
年

8
月

　
）

B
W
R
･
M
A
R
K
Ⅰ

型
格

納
容

器
圧

力
抑

制
系

に
加

わ
る

動
荷

重
の

評
価

指
針

（
原

子
力

安
全

委
員

会
　

平
成

2
年

8
月

　
）

－
－

○
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
1
7
)

Ｊ
Ｉ

Ｓ
　

Ｂ
　

８
２

０
１

-
1
9
7
7
　

陸
用

鋼
製

ボ
イ

ラ
ー

構
造

Ｊ
Ｉ

Ｓ
　

Ｂ
　

８
２

０
１

-
2
0
0
5
　

陸
用

鋼
製

ボ
イ

ラ
ー

構
造

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
1
7
)

Ｊ
Ｉ

Ｓ
　

Ｂ
　

８
２

４
３

-
1
9
8
1
　

圧
力

容
器

の
構

造
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ｂ

　
８

２
４

３
-
1
9
8
1
　

圧
力

容
器

の
構

造

－
－

－
－

○
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
通

商
産

業
省

告
示

第
５

０
１

号
に

包
含

す
る

Ｊ
Ｉ

Ｓ
の

た
め

共
通

(
1
7
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ｂ

　
８

２
６

５
（

2
0
0
3
）

圧
力

容
器

の
構

造
―

 
一

般
事

項
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｃ

１
に

包
含

す
る

Ｊ
Ｉ

Ｓ
の

た
め

共
通

(
1
7
)

A
S
M
E
 
B
o
i
l
e
r
 
a
n
d
 
P
r
e
s
s
u
r
e
 
V
e
s
s
e
l
 
C
o
d
e
 
S
e
c
.
Ⅱ

 
P
a
r
t

D
,
 
M
a
t
e
r
i
a
l
s
 
(
2
0
0
1
 
e
d
i
t
i
o
n
,
 
2
0
0
3
 
a
d
d
e
n
d
a
 
を

含
む

)
A
S
M
E
 
B
o
i
l
e
r
 
a
n
d
 
P
r
e
s
s
u
r
e
 
V
e
s
s
e
l
 
C
o
d
e
 
S
e
c
.
Ⅱ

 
P
a
r
t

D
,
 
M
a
t
e
r
i
a
l
s
 
(
2
0
0
1
 
e
d
i
t
i
o
n
,
 
2
0
0
3
 
a
d
d
e
n
d
a
 
を

含
む

)
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
参

考
」

と
し

た
基

準
及

び
規

格
の

た
め

共
通

1
8

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

○
○

○
－

○
○

○
○

○
－

－
○

－
－

－
－

－

17



・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

1
8

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
○

○
○

－
○

○
○

○
○

－
－

○
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

1
8

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
○

○
○

－
○

○
○

○
○

－
－

○
－

－
－

－
－

共
通

1
8

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
○

○
○

－
○

○
○

○
○

－
－

○
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

1
8

発
電

用
原

子
力

設
備

に
お

け
る

破
壊

を
引

き
起

こ
す

き
裂

そ
の

他
の

欠
陥

の
解

釈
に

つ
い

て
（

平
成

2
1
･
1
1
･
1
8
原

院
第

１
号

平
成

2
1
年

1
2
月

2
5
日

原
子

力
安

全
･
保

安
院

制
定

）

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

に
お

け
る

破
壊

を
引

き
起

こ
す

亀
裂

そ
の

他
の

欠
陥

の
解

釈
（

平
成

2
6
年

8
月

6
日

原
子

力
規

制
委

員
会

決
定

）
○

○
○

－
○

○
○

○
○

－
－

○
－

－
－

－
－

個
別

1
9

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

○
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

1
9

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
○

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

1
9

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
○

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

1
9

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
○

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

1
9

Ｊ
Ｓ

Ｍ
Ｅ

 
Ｓ

 
０

１
２

-
1
9
9
8
　

配
管

内
円

柱
状

構
造

物
の

流
力

振
動

評
価

指
針

Ｊ
Ｓ

Ｍ
Ｅ

 
Ｓ

 
０

１
２

-
1
9
9
8
　

配
管

内
円

柱
状

構
造

物
の

流
力

振
動

評
価

指
針

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

1
9

Ｊ
Ｓ

Ｍ
Ｅ

 
Ｓ

 
０

１
７

-
2
0
0
3
　

日
本

機
械

学
会

「
配

管
の

高
サ

イ
ク

ル
熱

疲
労

に
関

す
る

評
価

指
針

Ｊ
Ｓ

Ｍ
Ｅ

 
Ｓ

 
０

１
７

-
2
0
0
3
　

日
本

機
械

学
会

「
配

管
の

高
サ

イ
ク

ル
熱

疲
労

に
関

す
る

評
価

指
針

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

2
0

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

○
○

○
－

－
○

○
－

○
－

－
－

－
－

－

共
通

2
0

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
○

○
○

－
－

○
○

－
○

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

2
0

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

－
○

○
○

－
－

○
○

－
○

－
－

－
－

－
－

共
通

2
0

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

－
○

○
○

－
－

○
○

－
○

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

2
0

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

構
造

等
の

技
術

基
準

（
昭

和
5
5

年
通

商
産

業
省

告
示

第
５

０
１

号
）

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

構
造

等
の

技
術

基
準

（
昭

和
5
5

年
通

商
産

業
省

告
示

第
５

０
１

号
）

－
－

○
○

○
－

－
○

○
－

○
－

－
－

－
－

－

共
通

2
1

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

○
○

○
－

○
○

○
○

○
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

2
1

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
○

○
○

－
○

○
○

○
○

－
－

○
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

2
1

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
○

○
○

－
○

○
○

○
○

－
－

○
－

－
－

－
－

共
通

2
1

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
○

○
○

－
○

○
○

○
○

－
－

○
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

2
1

原
子

炉
格

納
容

器
の

漏
え

い
率

試
験

規
程

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
４

２
０

３
-
2
0
0
8
）

原
子

炉
格

納
容

器
の

漏
え

い
率

試
験

規
程

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
４

２
０

３
-
2
0
0
8
）

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

2
1

－
原

子
炉

格
納

容
器

の
漏

え
い

率
試

験
規

程
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｃ

４
２

０
３

-
2
0
1
7
）

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

2
1

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ａ

１
-
2
0
0
8
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

維
持

規
格

○
○

○
－

○
○

○
○

○
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

2
1

Ｊ
Ｓ

Ｍ
Ｅ

　
Ｓ

　
Ｎ

Ｃ
１

-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

Ｊ
Ｓ

Ｍ
Ｅ

　
Ｓ

　
Ｎ

Ｃ
１

-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

○
○

○
－

○
○

○
○

○
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

2
2

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

2
2

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

2
2

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

2
2

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

2
2

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

構
造

等
の

技
術

基
準

（
昭

和
5
5

年
通

商
産

業
省

告
示

第
５

０
１

号
）

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

構
造

等
の

技
術

基
準

（
昭

和
5
5

年
通

商
産

業
省

告
示

第
５

０
１

号
）

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

2
2

Ｊ
Ｓ

Ｍ
Ｅ

　
Ｓ

　
Ｎ

Ｃ
１

-
2
0
0
5
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

設
計

・
建

設
規

格
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｃ

１
-
2
0
0
5
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

設
計

・
建

設
規

格
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

(
2
2
)

Ｊ
Ｓ

Ｍ
Ｅ

　
Ｓ

　
Ｎ

Ｃ
１

-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

設
計

・
建

設
規

格
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｃ

１
-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

設
計

・
建

設
規

格
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

2
2

原
子

炉
構

造
材

の
監

視
試

験
方

法
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｃ

４
２

０
１

-
2
0
0
7
)

原
子

炉
構

造
材

の
監

視
試

験
方

法
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｃ

４
２

０
１

-
2
0
0
7
)

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

2
2

原
子

炉
構

造
材

の
監

視
試

験
方

法
(
(
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
４

２
０

１
-

2
0
0
7
)
(
2
0
1
0
年

追
補

版
)
)

原
子

炉
構

造
材

の
監

視
試

験
方

法
(
(
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
４

２
０

１
-

2
0
0
7
)
(
2
0
1
0
年

追
補

版
)
)

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

2
2

－
原

子
炉

構
造

材
の

監
視

試
験

方
法

(
(
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
４

２
０

１
-

2
0
0
7
)
(
2
0
1
3
年

追
補

版
)
)

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

2
3

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

個
別

2
3

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

2
3

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

2
3

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

2
3

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
の

燃
料

設
計

手
法

に
つ

い
て

（
昭

和
6
3

年
5
月

1
2
日

原
子

力
安

全
委

員
会

了
承

）
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

の
燃

料
設

計
手

法
に

つ
い

て
（

昭
和

6
3

年
5
月

1
2
日

原
子

力
安

全
委

員
会

了
承

）
〇

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

2
4

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

2
5

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

2
5

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

2
5

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

2
5

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

2
6

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
○

○
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

2
6

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

○
○

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

2
6

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

○
○

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

2
6

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

○
○

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

2
6

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
の

安
全

評
価

に
関

す
る

審
査

指
針

（
平

成
2
年

8
月

3
0
日

原
子

力
安

全
委

員
会

決
定

）
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

の
安

全
評

価
に

関
す

る
審

査
指

針
（

平
成

2
年

8
月

3
0
日

原
子

力
安

全
委

員
会

決
定

）
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

2
6

実
用

発
電

用
原

子
炉

の
設

置
、

運
転

等
に

関
す

る
規

則
の

規
定

に
基

づ
く

線
量

限
度

等
を

定
め

る
告

示
（

平
成

1
3
年

経
済

産
業

省
告

示
第

1
8
7
号

）

核
原

料
物

質
又

は
核

燃
料

物
質

の
製

錬
の

事
業

に
関

す
る

規
則

等
の

規
定

に
基

づ
く

線
量

限
度

等
を

定
め

る
告

示
（

平
成

2
7
年

原
子

力
規

制
委

員
会

告
示

第
8
号

）
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

(
2
6
)

－
ク

レ
ー

ン
構

造
規

格
（

平
成

1
5
年

1
2
月

1
9
日

厚
生

労
働

省
告

示
第

3
9
9
号

）
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

(
2
6
)

－
ク

レ
ー

ン
等

安
全

規
則

（
令

和
元

年
1
1
月

1
日

　
令

和
元

年
厚

生
労

働
省

令
第

6
7
号

）
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20



・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

個
別

(
2
6
)

－
日

本
機

械
学

会
　

1
9
9
9
年

　
蒸

気
表

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
2
6
)

－
「

平
成

1
8
年

度
リ

サ
イ

ク
ル

燃
料

資
源

貯
蔵

技
術

調
査

等
（

貯
蔵

燃
料

長
期

健
全

性
等

確
証

試
験

に
関

す
る

試
験

最
終

成
果

報
告

書
）

」
（

（
独

）
原

子
力

安
全

基
盤

機
構

）
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
参

考
」

と
し

た
基

準
及

び
規

格
の

た
め

個
別

(
2
6
)

－
「

平
成

1
8
年

度
高

燃
焼

度
9
×

9
型

燃
料

信
頼

性
実

証
成

果
報

告
書

（
総

合
評

価
編

）
」

（
原

子
力

安
全

基
盤

機
構

）
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
参

考
」

と
し

た
基

準
及

び
規

格
の

た
め

個
別

(
2
6
)

－
株

式
会

社
日

立
製

作
所

，
「

沸
騰

水
型

原
子

力
発

電
所

燃
料

集
合

体
落

下
時

の
燃

料
プ

ー
ル

ラ
イ

ニ
ン

グ
の

健
全

性
に

つ
い

て
」

（
H
L
R
-
0
5
0
）

，
平

成
6
年

1
2
月

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

2
7

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

○
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

2
7

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
○

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

2
7

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
○

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

2
7

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
○

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

2
8

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

○
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

2
8

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
○

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

2
8

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

－
○

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

2
8

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

－
○

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

2
9

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

○
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

2
9

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
○

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

2
9

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

－
○

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

2
9

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

－
○

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

3
0

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
○

○
○

○
○

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

21



・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

3
0

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

○
○

○
○

○
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

3
0

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

○
○

○
○

○
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

共
通

3
0

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

○
○

○
○

○
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

3
1

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

3
1

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

3
1

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

3
1

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

3
1

発
電

用
火

力
設

備
の

技
術

基
準

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

5
月

1
7
日

2
0
1
3
0
5
0
7
商

局
第

2
号

）
発

電
用

火
力

設
備

の
技

術
基

準
の

解
釈

（
平

成
2
5
年

5
月

1
7
日

2
0
1
3
0
5
0
7
商

局
第

2
号

）
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

3
1

発
電

用
火

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

平
成

9
年

3
月

2
7
日

経
済

産
業

省
令

第
５

１
号

）
発

電
用

火
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
平

成
9

年
3
月

2
7
日

経
済

産
業

省
令

第
5
1
号

）
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

3
1

Ｊ
Ｓ

Ｍ
Ｅ

　
Ｓ

　
Ｎ

Ｂ
１

-
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

溶
接

規
格

Ｊ
Ｓ

Ｍ
Ｅ

　
Ｓ

　
Ｎ

Ｂ
１

-
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

溶
接

規
格

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

3
1

Ｊ
Ｓ

Ｍ
Ｅ

　
Ｓ

　
Ｎ

Ｃ
１

-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

Ｊ
Ｓ

Ｍ
Ｅ

　
Ｓ

　
Ｎ

Ｃ
１

-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

3
2

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

3
2

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

3
2

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

3
2

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

3
2

軽
水

型
動

力
炉

の
非

常
用

炉
心

冷
却

系
の

性
能

評
価

指
針

（
平

成
4
年

6
月

1
1
日

　
原

子
力

安
全

委
員

会
一

部
改

定
）

軽
水

型
動

力
炉

の
非

常
用

炉
心

冷
却

系
の

性
能

評
価

指
針

（
平

成
4
年

6
月

1
1
日

　
原

子
力

安
全

委
員

会
一

部
改

定
）

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

3
2

非
常

用
炉

心
冷

却
設

備
又

は
格

納
容

器
熱

除
去

設
備

に
係

る
ろ

過
装

置
の

性
能

評
価

等
に

つ
い

て
（

内
規

）
（

平
成

2
0
･
0
2
･
1
2

原
院

第
５

号
平

成
2
0
年

2
月

2
7
日

原
子

力
安

全
･
保

安
院

制
定

）

非
常

用
炉

心
冷

却
設

備
又

は
格

納
容

器
熱

除
去

設
備

に
係

る
ろ

過
装

置
の

性
能

評
価

等
に

つ
い

て
（

内
規

）
（

平
成

2
0
･
0
2
･
1
2

原
院

第
５

号
平

成
2
0
年

2
月

2
7
日

原
子

力
安

全
･
保

安
院

制
定

）
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

個
別

3
3

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

○
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－

個
別

3
3

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
○

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

3
3

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

－
○

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

個
別

3
3

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

－
○

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

3
4

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
○

－
－

○
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

3
4

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
平

成
2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6

号
）

－
○

－
－

○
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

3
4

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

○
－

－
○

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

3
4

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

○
－

－
○

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

3
4

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
に

お
け

る
事

故
時

の
放

射
線

計
測

に
関

す
る

審
査

指
針

（
昭

和
5
6
年

7
月

2
3
日

原
子

力
安

全
委

員
会

決
定

）

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
に

お
け

る
事

故
時

の
放

射
線

計
測

に
関

す
る

審
査

指
針

（
昭

和
5
6
年

7
月

2
3
日

原
子

力
安

全
委

員
会

決
定

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

3
5

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

3
5

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
平

成
2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6

号
）

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

3
5

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

3
5

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

3
5

安
全

保
護

系
へ

の
デ

ィ
ジ

タ
ル

計
算

機
の

適
用

に
関

す
る

規
程

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
４

６
２

０
-
2
0
0
8
）

安
全

保
護

系
へ

の
デ

ィ
ジ

タ
ル

計
算

機
の

適
用

に
関

す
る

規
程

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
４

６
２

０
-
2
0
0
8
）

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

3
5

デ
ィ

ジ
タ

ル
安

全
保

護
系

の
検

証
及

び
妥

当
性

確
認

に
関

す
る

指
針

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｇ
４

６
０

９
-
2
0
0
8
）

デ
ィ

ジ
タ

ル
安

全
保

護
系

の
検

証
及

び
妥

当
性

確
認

に
関

す
る

指
針

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｇ
４

６
０

９
-
2
0
0
8
）

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
3
5
)

原
子

力
発

電
所

安
全

保
護

系
の

設
計

規
程

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
４

６
０

４
-
2
0
0
9
）

原
子

力
発

電
所

安
全

保
護

系
の

設
計

規
程

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
４

６
０

４
-
2
0
0
9
）

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
3
5
)

安
全

機
能

を
有

す
る

計
測

制
御

装
置

の
設

計
指

針
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

１
１

-
2
0
0
9
）

安
全

機
能

を
有

す
る

計
測

制
御

装
置

の
設

計
指

針
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

１
１

-
2
0
0
9
）

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

個
別

3
6

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

3
6

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

（
規

則
平

成
2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
６

号
）

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

3
6

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

3
6

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

(
3
6
)

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
の

安
全

評
価

に
関

す
る

審
査

指
針

（
平

成
2
年

8
月

3
0
日

原
子

力
安

全
委

員
会

決
定

）
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

の
安

全
評

価
に

関
す

る
審

査
指

針
（

平
成

2
年

8
月

3
0
日

原
子

力
安

全
委

員
会

決
定

）
－

－
－

－
〇

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

(
3
6
)

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
の

反
応

度
投

入
事

象
に

お
け

る
燃

焼
の

進
ん

だ
燃

料
の

取
扱

い
に

つ
い

て
（

平
成

1
0
年

4
月

1
3
日

原
子

力
安

全
委

員
会

了
承

）

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
の

反
応

度
投

入
事

象
に

お
け

る
燃

焼
の

進
ん

だ
燃

料
の

取
扱

い
に

つ
い

て
（

平
成

1
0
年

4
月

1
3
日

原
子

力
安

全
委

員
会

了
承

）
－

－
－

－
〇

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

(
3
6
)

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
の

反
応

度
投

入
事

象
に

関
す

る
評

価
指

針
に

つ
い

て
（

昭
和

5
9
年

1
月

1
9
日

原
子

力
安

全
委

員
会

決
定

）

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
の

反
応

度
投

入
事

象
に

関
す

る
評

価
指

針
に

つ
い

て
（

昭
和

5
9
年

1
月

1
9
日

原
子

力
安

全
委

員
会

決
定

）
－

－
－

－
〇

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

3
7

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

3
7

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

3
7

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

3
7

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

3
8

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

－
－

○
○

○
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

個
別

3
8

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
平

成
2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6

号
）

－
－

－
－

○
○

○
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

3
8

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

－
－

－
○

○
○

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

個
別

3
8

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

－
－

－
○

○
○

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

3
8

原
子

力
発

電
所

中
央

制
御

室
の

居
住

性
に

係
る

被
ば

く
評

価
手

法
に

つ
い

て
（

内
規

）
（

平
成

2
1
・

0
7
・

2
7
原

院
第

1
号

（
平

成
2
1
年

8
月

1
2
日

原
子

力
安

全
・

保
安

院
制

定
）

）

原
子

力
発

電
所

中
央

制
御

室
の

居
住

性
に

係
る

被
ば

く
評

価
手

法
に

つ
い

て
（

内
規

）
（

平
成

2
1
・

0
7
・

2
7
原

院
第

1
号

（
平

成
2
1
年

8
月

1
2
日

原
子

力
安

全
・

保
安

院
制

定
）

）
－

－
－

－
○

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

(
3
8
)

－
消

防
法

（
昭

和
2
3
年

法
律

第
1
8
6
号

）

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

個
別

(
3
8
)

－
高

圧
ガ

ス
保

安
法

（
昭

和
2
6
年

法
律

第
2
0
4
号

）

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
3
8
)

－
毒

物
及

び
劇

物
取

締
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
3
0
3
号

）

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
3
8
)

－
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

ガ
イ

ド
（

平
成

2
9
年

4
月

5
日

原
規

技
発

第
1
7
0
4
0
5
2
号

）
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
ガ

イ
ド

は
枠

外
に

記
載

す
る

た
め

個
別

(
3
8
)

－
労

働
安

全
衛

生
法

（
昭

和
4
7
年

法
律

第
5
7
号

）
酸

素
欠

乏
症

等
防

止
規

則
（

昭
和

4
7
年

9
月

3
0
日

労
働

省
令

第
4
2
号

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

(
3
8
)

－
労

働
安

全
衛

生
法

（
昭

和
4
7
年

法
律

第
5
7
号

）
事

務
所

衛
生

基
準

規
則

（
昭

和
4
7
年

9
月

3
0
日

労
働

省
令

第
4
3
号

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

(
3
8
)

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
周

辺
の

線
量

目
標

値
に

対
す

る
評

価
指

針
（

昭
和

5
1
年

9
月

2
8
日

　
原

子
力

委
員

会
決

定
）

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
周

辺
の

線
量

目
標

値
に

対
す

る
評

価
指

針
（

昭
和

5
1
年

9
月

2
8
日

　
原

子
力

委
員

会
決

定
）

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
3
8
)

被
ば

く
計

算
に

用
い

る
放

射
線

エ
ネ

ル
ギ

ー
等

に
つ

い
て

（
原

子
力

安
全

委
員

会
了

承
，

平
成

元
年

3
月

2
7
日

）
被

ば
く

計
算

に
用

い
る

放
射

線
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
に

つ
い

て
（

原
子

力
安

全
委

員
会

了
承

，
平

成
元

年
3
月

2
7
日

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

(
3
8
)

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
の

安
全

評
価

に
関

す
る

審
査

指
針

（
平

成
2
年

8
月

3
0
日

　
原

子
力

安
全

委
員

会
決

定
）

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
の

安
全

評
価

に
関

す
る

審
査

指
針

（
平

成
2
年

8
月

3
0
日

　
原

子
力

安
全

委
員

会
決

定
）

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
3
8
)

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
安

全
解

析
に

関
す

る
気

象
指

針
（

昭
和

5
7
年

1
月

2
8
日

原
子

力
安

全
委

員
会

決
定

）
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

安
全

解
析

に
関

す
る

気
象

指
針

（
昭

和
5
7
年

1
月

2
8
日

原
子

力
安

全
委

員
会

決
定

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

3
8

実
用

発
電

用
原

子
炉

の
設

置
、

運
転

等
に

関
す

る
規

則
の

規
定

に
基

づ
く

線
量

限
度

等
を

定
め

る
告

示
（

平
成

1
3
年

経
済

産
業

省
告

示
第

1
8
7
号

）

核
原

料
物

質
又

は
核

燃
料

物
質

の
製

錬
の

事
業

に
関

す
る

規
則

等
の

規
定

に
基

づ
く

線
量

限
度

等
を

定
め

る
告

示
　

昭
和

3
2
年

制
定

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
3
8
)

－
原

子
力

発
電

所
中

央
制

御
室

運
転

員
の

事
故

時
被

ば
く

に
関

す
る

規
程

(
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
４

６
２

２
-
2
0
0
9
)
（

平
成

2
1
年

6
月

2
3
日

制
定

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

(
3
8
)

－
C
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
 
o
f
 
F
i
s
s
i
o
n
 
P
r
o
d
u
c
t
 
Y
i
e
l
d
s
 
(
N
E
D
0
-

1
2
1
5
4
-
1
,
 
M
.
 
E
.
 
M
e
e
k
 
a
n
d
 
B
.
 
F
.
 
R
i
d
e
r
,
 
V
a
l
l
e
c
i
t
o
s

N
u
c
l
e
a
r
 
C
e
n
t
e
r
,
 
1
9
7
4
)

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
3
8
)

－
沸

騰
水

型
原

子
力

発
電

所
　

事
故

時
の

被
ば

く
評

価
手

法
に

つ
い

て
　

H
L
R
-
0
2
1
訂

9
　

株
式

会
社

日
立

製
作

所
，

平
成

1
6
年

1
月

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
3
8
)

－
I
C
R
P
 
P
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
 
7
1
,
 
"
A
g
e
-
d
e
p
e
n
d
e
n
t
 
D
o
s
e
s
 
t
o

M
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
P
u
b
l
i
c
 
f
r
o
m
 
I
n
t
a
k
e
 
o
f

R
a
d
i
o
n
u
c
l
i
d
e
s
 
-
 
P
a
r
t
 
4
 
I
n
h
a
l
a
t
i
o
n
 
D
o
s
e

C
o
e
f
f
i
c
i
e
n
t
s
"
,
 
1
9
9
5

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
3
8
)

－
I
C
R
P
 
P
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
 
7
2
,
 
"
A
g
e
-
d
e
p
e
n
d
e
n
t
 
D
o
s
e
s
 
t
o

M
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
P
u
b
l
i
c
 
f
r
o
m
 
I
n
t
a
k
e
 
o
f

R
a
d
i
o
n
u
c
l
i
d
e
s
 
-
 
P
a
r
t
 
5
 
C
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
 
o
f
 
I
n
g
e
s
t
i
o
n

a
n
d
 
I
n
h
a
l
a
t
i
o
n
 
D
o
s
e
 
C
o
e
f
f
i
c
i
e
n
t
s
"
 
,
 
1
9
9
6

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
3
8
)

－
J
A
E
A
-
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
2
0
1
1
-
0
2
6
「

汚
染

土
壌

の
除

染
領

域
と

線
量

低
減

効
果

の
検

討
」

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
3
8
)

－
土

木
学

会
　

2
0
0
7
年

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
標

準
示

方
書

　
構

造
性

能
照

査
編

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

25



・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

個
別

(
3
8
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
1
3
年

　
建

築
工

業
標

準
仕

様
書

・
同

解
説

J
A
S
S
 
5
N
 
原

子
力

発
電

所
施

設
に

お
け

る
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
参

考
」

と
し

た
基

準
及

び
規

格
の

た
め

個
別

(
3
8
)

－
「

放
射

線
施

設
の

し
ゃ

へ
い

計
算

　
実

務
マ

ニ
ュ

ア
ル

2
0
1
5
」

の
デ

ー
タ

集
「

放
射

線
施

設
の

遮
蔽

計
算

実
務

（
放

射
線

）
デ

ー
タ

集
 
2
0
1
5
」

（
公

益
財

団
法

人
原

子
力

安
全

技
術

セ
ン

タ
ー

）

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
3
8
)

－
K
.
S
h
i
b
a
t
a
，

e
t
 
a
l
.
，

“
J
a
p
a
n
e
s
e
 
E
v
a
l
u
a
t
e
d
 
N
u
c
l
e
a
r

D
a
t
a
 
L
i
b
r
a
r
y
 
V
e
r
s
i
o
n
 
3
 
R
e
v
i
s
i
o
n
-
3
：

J
E
N
D
L
-
3
.
3
”

，
J
.
N
u
c
l
.
S
c
i
.
T
e
c
h
n
o
l
.
，

3
9
，

1
1
2
5
（

2
0
0
2
）

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
3
8
)

－
K
.
K
o
s
a
k
o
 
，

 
N
.
Y
a
m
a
n
o
 
，

 
T
.
F
u
k
a
h
o
r
i
 
，

 
K
.
S
h
i
b
a
t
a

a
n
d
 
A
.
H
a
s
e
g
a
w
a
 
，

 
“

 
T
h
e
 
L
i
b
r
a
r
i
e
s
 
F
S
X
L
I
B
a
n
d

D
4
1
M
A
T
X
S
L
I
B
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
J
E
N
D
L
-
3
.
3
”

，
J
A
E
R
I
-
D
a
t
a
/
C
o
d
e

2
0
0
3
-
0
1
1
（

2
0
0
3
）

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
3
8
)

－
空

気
調

和
・

衛
生

工
学

便
覧

（
平

成
2
2
年

2
月

第
1
4
版

　
空

気
調

和
・

衛
生

工
学

会
）

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
3
8
)

－
空

気
調

和
・

衛
生

工
学

会
規

格
 
S
H
A
S
E
-
S
 
1
1
6
-
2
0
0
3
（

2
0
0
4
）

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

3
9

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

3
9

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

3
9

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

3
9

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

3
9

実
用

発
電

用
原

子
炉

の
設

置
，

運
転

等
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

5
3
年

1
2
月

2
8
日

通
商

産
業

省
令

第
7
7
号

）
実

用
発

電
用

原
子

炉
の

設
置

、
運

転
等

に
関

す
る

規
則

（
昭

和
5
3
年

1
2
月

2
8
日

通
商

産
業

省
令

第
7
7
号

）
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

(
3
9
)

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
周

辺
の

線
量

目
標

値
に

関
す

る
指

針
（

昭
和

5
0
年

5
月

1
3
日

原
子

力
委

員
会

決
定

）
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

周
辺

の
線

量
目

標
値

に
関

す
る

指
針

（
昭

和
5
0
年

5
月

1
3
日

原
子

力
委

員
会

決
定

）
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

4
0

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

4
0

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

4
0

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

4
0

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

4
1

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

○
－

－
－

－
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

個
別

4
1

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
平

成
2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6

号
）

○
○

○
○

○
○

○
○

－
○

－
○

○
－

－
－

－
「

2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

4
1

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○
－

－
－

－
－

個
別

4
1

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
－

○
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

4
2

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

4
2

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

4
2

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

4
2

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

4
2

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
位

置
､
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

の
規

定
に

基
づ

く
線

量
限

度
を

定
め

る
告

示
（

平
成

1
3
年

経
済

産
業

省
告

示
第

1
8
7
号

）

核
原

料
物

質
又

は
核

燃
料

物
質

の
製

錬
の

事
業

に
関

す
る

規
則

等
の

規
定

に
基

づ
く

線
量

限
度

等
を

定
め

る
告

示
（

平
成

2
7
年

原
子

力
規

制
委

員
会

告
示

第
8
号

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

4
2

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
の

安
全

審
査

に
お

け
る

一
般

公
衆

の
線

量
評

価
に

つ
い

て
（

平
成

元
年

3
月

2
7
日

原
子

力
安

全
委

員
会

了
承

）

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
の

安
全

審
査

に
お

け
る

一
般

公
衆

の
線

量
評

価
に

つ
い

て
（

平
成

元
年

3
月

2
7
日

原
子

力
安

全
委

員
会

了
承

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

4
2

原
子

力
発

電
所

放
射

線
遮

へ
い

設
計

規
程

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
４

６
１

５
-
2
0
0
8
）

原
子

力
発

電
所

放
射

線
遮

へ
い

設
計

規
程

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
４

６
１

５
-
2
0
0
8
）

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

4
3

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

－
－

－
－

○
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

4
3

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
－

－
－

－
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

4
3

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

－
－

－
－

－
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

4
3

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

－
－

－
－

－
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

4
4

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

4
4

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

4
4

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

27



・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

個
別

4
4

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

4
4

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
の

安
全

評
価

に
関

す
る

審
査

指
針

（
平

成
2
年

8
月

3
0
日

原
子

力
安

全
委

員
会

決
定

）
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

の
安

全
評

価
に

関
す

る
審

査
指

針
（

平
成

2
年

8
月

3
0
日

原
子

力
安

全
委

員
会

決
定

）
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

4
4

非
常

用
炉

心
冷

却
設

備
又

は
格

納
容

器
熱

除
去

設
備

に
係

る
ろ

過
装

置
の

性
能

評
価

等
に

つ
い

て
（

内
規

）
（

平
成

2
0
･
0
2
･
1
2

原
院

第
5
号

平
成

2
0
年

2
月

2
7
日

原
子

力
安

全
･
保

安
院

制
定

）

非
常

用
炉

心
冷

却
設

備
又

は
格

納
容

器
熱

除
去

設
備

に
係

る
ろ

過
装

置
の

性
能

評
価

等
に

つ
い

て
（

内
規

）
（

平
成

2
0
･
0
2
･
1
2

原
院

第
5
号

平
成

2
0
年

2
月

2
7
日

原
子

力
安

全
･
保

安
院

制
定

）
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

(
4
4
)

電
気

工
作

物
の

溶
接

に
関

す
る

技
術

基
準

（
昭

和
4
5
年

通
商

産
業

省
令

第
8
1
号

）
電

気
工

作
物

の
溶

接
に

関
す

る
技

術
基

準
（

昭
和

4
5
年

通
商

産
業

省
令

第
8
1
号

）
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

4
4

原
子

炉
格

納
容

器
の

漏
え

い
率

試
験

規
程

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
４

２
０

３
-
2
0
0
8
）

原
子

炉
格

納
容

器
の

漏
え

い
率

試
験

規
程

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
４

２
０

３
-
2
0
0
8
）

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

4
4

－
原

子
炉

格
納

容
器

の
漏

え
い

率
試

験
規

程
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｃ

４
２

０
３

-
2
0
1
7
）

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
4
4
)

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｃ

１
-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
4
4
)

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

構
造

等
の

技
術

基
準

（
昭

和
5
5

年
通

商
産

業
省

告
示

第
５

０
１

号
）

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

構
造

等
の

技
術

基
準

（
昭

和
5
5

年
通

商
産

業
省

告
示

第
５

０
１

号
）

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
4
4
)

F
.
J
.
M
O
O
D
Y
　

“
P
R
E
D
I
C
T
I
O
N
 
O
F
 
B
L
O
W
D
O
W
N
 
T
H
R
U
S
T
 
A
N
D
J
E
T

F
O
R
C
E
S
”

　
A
S
M
E
 
P
A
P
E
R
 
6
9
-
H
T
-
3
1

F
.
J
.
M
O
O
D
Y
　

“
P
R
E
D
I
C
T
I
O
N
 
O
F
 
B
L
O
W
D
O
W
N
 
T
H
R
U
S
T
 
A
N
D
J
E
T

F
O
R
C
E
S
”

　
A
S
M
E
 
P
A
P
E
R
 
6
9
-
H
T
-
3
1

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
4
4
)

岩
波

講
座

　
現

代
応

用
数

学
　

「
粘

性
流

体
の

理
論

」
岩

波
講

座
　

現
代

応
用

数
学

　
「

粘
性

流
体

の
理

論
」

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

4
5

ー
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

－
－

－
－

－
－

○
○

－
－

－
－

－
－

－

個
別

4
5

ー
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

○
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

4
5

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

○
－

－
－

－
－

－
－

個
別

4
5

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

○
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

(
4
5
)

－
原

子
力

発
電

工
作

物
に

係
る

電
気

設
備

の
技

術
基

準
の

解
釈

（
平

成
2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
9
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

○
－

－
－

－
－

－
－

個
別

(
4
5
)

－
原

子
力

発
電

工
作

物
に

係
る

電
気

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

命
令

（
平

成
2
4
年

9
月

1
4
日

経
済

産
業

省
令

第
7
0
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

○
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

(
4
5
)

－
発

電
用

火
力

設
備

の
技

術
基

準
の

解
釈

（
平

成
2
5
年

5
月

1
7
日

2
0
1
3
0
5
0
7
商

局
第

2
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

個
別

(
4
5
)

－
発

電
用

火
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
平

成
9

年
3
月

2
7
日

経
済

産
業

省
令

第
5
1
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

(
4
5
)

－
S
B
A
　

Ｓ
　

０
６

０
１

-
2
0
1
4
　

据
置

蓄
電

池
の

容
量

算
出

法

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
4
5
)

電
気

学
会

　
Ｊ

Ｅ
Ｃ

－
１

１
４

－
1
9
7
9
　

同
期

機
電

気
学

会
　

Ｊ
Ｅ

Ｃ
－

１
１

４
－

1
9
7
9
　

同
期

機

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
4
5
)

電
気

学
会

　
Ｊ

Ｅ
Ｃ

－
２

０
４

－
1
9
7
8
　

変
圧

器
電

気
学

会
　

Ｊ
Ｅ

Ｃ
－

２
０

４
－

1
9
7
8
　

変
圧

器

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
4
5
)

－
電

気
学

会
　

Ｊ
Ｅ

Ｃ
－

２
２

０
０

－
1
9
9
5
　

変
圧

器

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
4
5
)

電
気

学
会

　
Ｊ

Ｅ
Ｃ

－
１

８
１

－
1
9
7
5
　

交
流

し
ゃ

断
器

電
気

学
会

　
Ｊ

Ｅ
Ｃ

－
１

８
１

－
1
9
7
5
　

交
流

し
ゃ

断
器

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
4
5
)

－
電

気
学

会
　

Ｊ
Ｅ

Ｃ
－

２
３

０
０

－
1
9
8
5
　

交
流

し
ゃ

断
器

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
4
5
)

－
高

エ
ネ

ル
ギ

ー
ア

ー
ク

損
傷

（
H
E
A
F
）

に
係

る
電

気
盤

の
設

計
に

関
す

る
審

査
ガ

イ
ド

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
ガ

イ
ド

は
枠

外
に

記
載

す
る

た
め

個
別

4
6

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○

個
別

4
6

ー
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

4
6

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

個
別

4
6

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

(
4
6
)

－
消

防
法

（
昭

和
2
3
年

法
律

第
1
8
6
号

）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○

個
別

(
4
6
)

ー
高

圧
ガ

ス
保

安
法

（
昭

和
2
6
年

法
律

第
2
0
4
号

）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○

個
別

(
4
6
)

－
毒

物
及

び
劇

物
取

締
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
3
0
3
号

）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○

個
別

(
4
6
)

－
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

ガ
イ

ド
（

平
成

2
9
年

4
月

5
日

原
規

技
発

第
1
7
0
4
0
5
2
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

ガ
イ

ド
は

枠
外

に
記

載
す

る
た

め

個
別

(
4
6
)

－
労

働
安

全
衛

生
法

（
昭

和
4
7
年

法
律

第
5
7
号

）
酸

素
欠

乏
症

等
防

止
規

則
（

昭
和

4
7
年

9
月

3
0
日

労
働

省
令

第
4
2
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

個
別

(
4
6
)

－
労

働
安

全
衛

生
法

（
昭

和
4
7
年

法
律

第
5
7
号

）
事

務
所

衛
生

基
準

規
則

（
昭

和
4
7
年

9
月

3
0
日

労
働

省
令

第
4
3
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

個
別

4
6

－
原

子
力

発
電

所
中

央
制

御
室

の
居

住
性

に
係

る
被

ば
く

評
価

手
法

に
つ

い
て

（
内

規
）

（
平

成
2
1
・

0
7
・

2
7
原

院
第

1
号

（
平

成
2
1
年

8
月

1
2
日

原
子

力
安

全
・

保
安

院
制

定
）

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

個
別

(
4
6
)

－
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

安
全

解
析

に
関

す
る

気
象

指
針

（
昭

和
5
7
年

1
月

2
8
日

原
子

力
安

全
委

員
会

決
定

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

個
別

(
4
6
)

－
空

気
調

和
・

衛
生

工
学

便
覧

（
平

成
2
2
年

2
月

第
1
4
版

　
空

気
調

和
・

衛
生

工
学

会
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

4
7

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
○

－
－

○
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

4
7

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
平

成
2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6

号
）

－
○

－
－

○
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

4
7

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

○
－

－
○

○
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

4
7

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

○
－

－
○

○
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

4
8

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

－
－

－
－

－

共
通

4
8

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

4
8

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

の
解

釈
（

平
成

1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
の

解
釈

（
平

成
1
7
年

1
2
月

1
5
日

原
院

第
5
号

）
－

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
－

－
－

－
－

共
通

4
8

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
0
年

6
月

1
5
日

通
商

産
業

省
令

第
6
2
号

）
－

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

4
8

－
原

子
力

発
電

工
作

物
に

係
る

電
気

設
備

の
技

術
基

準
の

解
釈

（
平

成
2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
9
号

）
－

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
－

－
－

－
－

共
通

4
8

－
原

子
力

発
電

工
作

物
に

係
る

電
気

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

命
令

（
平

成
2
4
年

9
月

1
4
日

経
済

産
業

省
令

第
7
0
号

）
－

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

－
－

－
－

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

(
4
8
)

－
発

電
用

火
力

設
備

の
技

術
基

準
の

解
釈

（
平

成
2
5
年

5
月

1
7
日

2
0
1
3
0
5
0
7
商

局
第

2
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
○

－
－

－
－

－
－

共
通

(
4
8
)

－
発

電
用

火
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
平

成
9

年
3
月

2
7
日

経
済

産
業

省
令

第
5
1
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

(
4
8
)

－
日

本
電

気
技

術
規

格
委

員
会

規
格

　
電

気
機

械
器

具
の

熱
的

強
度

の
確

認
方

法
　

Ｊ
Ｅ

Ｓ
Ｃ

　
Ｅ

　
７

０
０

２
（

２
０

１
５

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

「
原

子
力

発
電

工
作

物
に

係
る

電
気

設
備

の
技

術
基

準
の

解
釈

」
に

包
含

さ
れ

る
た

め

30



・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

(
4
8
)

電
気

学
会

　
Ｊ

Ｅ
Ｃ

－
１

１
４

－
1
9
7
9
　

同
期

機
電

気
学

会
　

Ｊ
Ｅ

Ｃ
－

１
１

４
－

1
9
7
9
　

同
期

機

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
4
8
)

電
気

学
会

　
Ｊ

Ｅ
Ｃ

－
２

０
４

－
1
9
7
8
　

変
圧

器
電

気
学

会
　

Ｊ
Ｅ

Ｃ
－

２
０

４
－

1
9
7
8
　

変
圧

器

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
4
8
)

－
電

気
学

会
　

Ｊ
Ｅ

Ｃ
－

２
２

０
０

－
1
9
9
5
　

変
圧

器

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
4
8
)

電
気

学
会

　
Ｊ

Ｅ
Ｃ

－
１

８
１

－
1
9
7
5
　

交
流

し
ゃ

断
器

電
気

学
会

　
Ｊ

Ｅ
Ｃ

－
１

８
１

－
1
9
7
5
　

交
流

し
ゃ

断
器

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
4
8
)

－
電

気
学

会
　

Ｊ
Ｅ

Ｃ
－

２
３

０
０

－
1
9
8
5
　

交
流

し
ゃ

断
器

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
4
8
)

Ｊ
Ｉ

Ｓ
　

Ｂ
　

８
２

４
３

-
1
9
8
1
　

圧
力

容
器

の
構

造
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ｂ

　
８

２
４

３
-
1
9
8
1
　

圧
力

容
器

の
構

造

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－

共
通

(
4
8
)

Ｊ
Ｓ

Ｍ
Ｅ

　
Ｓ

　
Ｎ

Ｃ
１

-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

Ｊ
Ｓ

Ｍ
Ｅ

　
Ｓ

　
Ｎ

Ｃ
１

-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－

共
通

4
9

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
－

－
○

○
－

○

共
通

4
9

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

○
○

－
○

－
○

○
○

－
－

－
－

○
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

4
9

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位
置

､
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
3
号

）
－

○
○

－
○

－
○

○
○

－
－

－
－

○
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

4
9

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位
置

､
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

（
平

成
2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
5
号

）
－

○
○

－
○

－
○

○
○

－
－

－
－

○
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

5
0

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
－

－
○

○
－

○

共
通

5
0

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

○
○

－
○

－
○

○
○

－
－

－
－

○
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

5
0

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位
置

､
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
3
号

）
－

○
○

－
○

－
○

○
○

－
－

－
－

○
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

5
0

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位
置

､
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

（
平

成
2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
5
号

）
－

○
○

－
○

－
○

○
○

－
－

－
－

○
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

(
5
0
)

－
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

5
月

2
4
日

法
律

第
2
0
1
号

）
建

築
基

準
法

施
行

令
（

昭
和

2
5
年

1
1
月

1
6
日

政
令

第
3
3
8
号

）
－

○
○

－
○

－
○

○
○

－
－

－
－

－
○

－
○

共
通

(
5
0
)

－
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
構

造
等

の
技

術
基

準
（

昭
和

5
5

年
通

商
産

業
省

告
示

第
５

０
１

号
）

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

(
5
0
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
指

針
　

重
要

度
分

類
・

許
容

応
力

編
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

・
補

-
1
9
8
4
）

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
－

－
○

－
－

－

共
通

(
5
0
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
指

針
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

-
1
9
8
7
）

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
－

－
－

○
－

－

共
通

(
5
0
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
指

針
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

-
1
9
9
1
　

追
補

版
）

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
0
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
規

程
　

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

-
2
0
0
8

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
0
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
規

程
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｃ

４
６

０
１

-
2
0
0
8
）

－
－

－
－

－
○

○
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
0
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
規

程
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｃ

４
６

０
１

-
2
0
1
5
）

－
－

－
－

－
○

○
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
0
)

－
日

本
建

築
学

会
　

1
9
9
9
年

　
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
計

算
規

準
・

同
解

説
－

許
容

応
力

度
設

計
法

－
－

－
－

－
－

○
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
0
5
年

　
原

子
力

施
設

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

計
算

規
準

・
同

解
説

－
－

－
－

－
－

○
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
0
5
年

　
鋼

構
造

設
計

規
準

－
許

容
応

力
度

設
計

法
－

－
－

－
－

－
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
0
1
年

　
鉄

骨
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
計

算
規

準
・

同
解

説
－

許
容

応
力

度
設

計
法

と
保

有
水

平
耐

力
－

－
－

－
－

－
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
建

築
学

会
　

1
9
8
0
年

　
塔

状
鋼

構
造

設
計

指
針

・
同

解
説

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
0
7
年

　
煙

突
構

造
設

計
指

針

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
1
0
年

　
容

器
構

造
設

計
指

針
・

同
解

説

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
建

築
学

会
　

1
9
9
0
年

　
建

築
耐

震
設

計
に

お
け

る
保

有
耐

力
と

変
形

性
能

－
－

－
－

－
－

○
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
0
1
年

　
建

築
基

礎
構

造
設

計
指

針

－
－

－
－

－
－

○
○

－
－

－
－

－
－

○
－

－

共
通

(
5
0
)

－
非

常
用

炉
心

冷
却

設
備

又
は

格
納

容
器

熱
除

去
設

備
に

係
る

ろ
過

装
置

の
性

能
評

価
等

に
つ

い
て

（
内

規
）

（
平

成
2
0
･
0
2
･
1
2

原
院

第
5
号

平
成

2
0
年

2
月

2
7
日

原
子

力
安

全
･
保

安
院

制
定

）
－

－
○

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

共
通

(
5
0
)

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｃ

１
-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
－

－
○

－
－

－
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

(
5
0
)

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｅ

１
-
2
0
0
3
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

コ
ン

ク
リ

ー
ト

製
原

子
炉

格
納

容
器

規
格

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
1
0
年

　
各

種
合

成
構

造
設

計
指

針
・

同
解

説
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
建

築
学

会
　

1
9
9
6
年

　
鋼

構
造

座
屈

設
計

指
針

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
1
0
　

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

計
算

規
準

・
同

解
説

－
○

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
1
3
年

　
建

築
工

事
標

準
仕

様
書

・
同

解
説

J
A
S
S
　

5
N
　

原
子

力
発

電
所

施
設

に
お

け
る

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
事

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
1
4
年

　
建

築
工

事
標

準
仕

様
書

・
同

解
説

J
A
S
S
　

6
　

鉄
骨

工
事

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
○

○
－

－
－

－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
建

築
学

会
　

1
9
9
9
年

　
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
計

算
規

準
・

同
解

説
－

許
容

応
力

度
設

計
法

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
0
5
年

　
鋼

構
造

設
計

規
準

－
許

容
応

力
度

設
計

法
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
1
0
年

　
各

種
合

成
構

造
設

計
指

針
・

同
解

説
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
0
1
年

　
建

築
基

礎
構

造
設

計
指

針

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
0
4
年

　
建

築
物

荷
重

指
針

・
同

解
説

－
－

－
－

－
－

○
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
建

築
セ

ン
タ

ー
　

1
9
8
2
年

　
煙

突
構

造
設

計
施

工
指

針

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
0
)

－
2
0
2
0
年

版
　

建
築

物
の

構
造

関
係

技
術

基
準

解
説

書
（

国
土

交
通

省
国

土
技

術
政

策
総

合
研

究
所

・
国

立
研

究
開

発
法

人
建

築
研

究
所

）
－

－
－

－
－

－
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

共
通

(
5
0
)

－
土

木
学

会
　

2
0
0
2
年

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
標

準
示

方
書

　
構

造
性

能
照

査
編

－
－

○
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

○
－

－

共
通

(
5
0
)

－
土

木
学

会
　

2
0
0
5
年

　
原

子
力

発
電

所
屋

外
重

要
土

木
構

造
物

の
耐

震
性

能
照

査
指

針
・

マ
ニ

ュ
ア

ル
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－

共
通

(
5
0
)

－
土

木
学

会
　

2
0
1
2
年

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
標

準
示

方
書

　
設

計
編

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

共
通

(
5
0
)

－
土

木
学

会
　

2
0
1
7
年

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
標

準
示

方
書

　
設

計
編

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

(
5
0
)

－
土

木
学

会
　

2
0
1
7
年

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
標

準
示

方
書

　
設

計
編

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
道

路
協

会
　

平
成

1
4
年

3
月

　
道

路
橋

示
方

書
（

Ⅰ
共

通
編

・
I
V
下

部
構

造
編

）
・

同
解

説
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
道

路
協

会
　

平
成

1
4
年

3
月

　
道

路
橋

示
方

書
（

Ｖ
耐

震
設

計
編

）
・

同
解

説
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
水

道
協

会
　

1
9
9
7
年

　
水

道
施

設
耐

震
工

法
指

針
・

解
説

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
水

道
鋼

管
協

会
　

2
0
0
6
年

　
水

道
用

埋
設

鋼
管

路
耐

震
設

計
基

準
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－

共
通

(
5
0
)

－
地

盤
工

学
会

基
準

（
Ｊ

Ｇ
Ｓ

１
５

２
１

-
2
0
0
3
）

地
盤

の
平

板
載

荷
試

験
方

法
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

共
通

(
5
0
)

－
地

盤
工

学
会

基
準

（
Ｊ

Ｇ
Ｓ

３
５

２
１

-
2
0
0
4
）

剛
体

載
荷

板
に

よ
る

岩
盤

の
平

板
載

荷
試

験
方

法
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

共
通

(
5
0
)

－
地

盤
工

学
会

基
準

（
Ｊ

Ｇ
Ｓ

３
５

５
１

-
2
0
2
0
）

地
盤

の
原

位
置

一
軸

引
張

り
試

験
方

法
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
参

考
」

と
し

た
基

準
及

び
規

格
の

た
め

共
通

(
5
0
)

－
耐

津
波

設
計

に
係

る
工

認
審

査
ガ

イ
ド

（
制

定
平

成
2
5
年

6
月

1
9

日
原

管
地

発
第

1
3
0
6
1
9
6
号

原
子

力
規

制
委

員
会

決
定

）
－

○
○

－
○

－
○

○
○

－
－

－
－

○
○

－
○

ガ
イ

ド
は

枠
外

に
記

載
す

る
た

め

共
通

(
5
0
)

－
松

江
市

建
築

基
準

法
施

行
細

則
（

平
成

1
7
年

3
月

3
1
日

 
松

江
市

規
則

第
2
3
4
号

）
－

－
○

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
○

－
－

共
通

(
5
0
)

―
一

般
財

団
法

人
土

木
研

究
セ

ン
タ

ー
　

建
設

技
術

審
査

証
明

報
告

書
　

後
施

工
プ

レ
ー

ト
定

着
型

せ
ん

断
補

強
鉄

筋
「

P
o
s
t
-

H
e
a
d
-
b
a
r
」

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

共
通

(
5
0
)

―
日

本
水

道
鋼

管
協

会
　

1
9
9
9
年

　
水

道
用

埋
設

鋼
管

路
耐

震
設

計
基

準
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－

共
通

(
5
0
)

－
日

本
道

路
協

会
　

平
成

2
9
年

1
1
月

　
道

路
橋

示
方

書
（

Ⅰ
共

通
編

・
Ⅳ

下
部

構
造

編
）

・
同

解
説

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

共
通

5
1

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
－

○
○

○
－

○

共
通

5
1

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

○
○

－
○

－
○

○
○

－
－

－
○

○
○

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

(
5
1
)

－
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

5
月

2
4
日

法
律

第
2
0
1
号

）
建

築
基

準
法

施
行

令
（

昭
和

2
5
年

1
1
月

1
6
日

政
令

第
3
3
8
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
5
1
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ｇ

　
４

３
０

４
-
2
0
1
2
　

熱
間

圧
延

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

板
及

び
鋼

帯
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

「
参

考
」

と
し

た
基

準
及

び
規

格
の

た
め
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

(
5
1
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

 
Ｇ

 
４

３
０

３
　

2
0
1
2
　

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

棒

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
1
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ｇ

　
４

０
５

１
　

2
0
1
6
　

機
械

構
造

用
炭

素
鋼

鋼
材

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
1
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

 
Ｇ

 
４

０
５

３
　

2
0
0
8
　

機
械

構
造

用
合

金
鋼

鋼
材

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
1
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

 
Ｇ

 
４

０
５

３
　

2
0
1
6
　

機
械

構
造

用
合

金
鋼

鋼
材

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
1
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ｂ

　
１

０
５

１
　

炭
素

鋼
及

び
合

金
鋼

製
締

結
用

部
品

の
機

械
的

性
質

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
1
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

 
Ｂ

 
１

０
５

４
-
１

　
2
0
1
3
　

耐
食

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

製
締

結
用

部
品

の
機

械
的

性
質

―
第

１
部

：
ボ

ル
ト

，
小

ね
じ

及
び

植
込

み
ボ

ル
ト

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
1
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

 
Ｇ

 
５

１
０

１
　

炭
素

鋼
鋳

鋼
品

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
1
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
指

針
　

重
要

度
分

類
・

許
容

応
力

編
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

・
補

-
1
9
8
4
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
5
1
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
指

針
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

－
1
9
8
7
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
5
1
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
指

針
　

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

－
1
9
9
1
　

追
補

版
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
5
1
)

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｃ

１
－

2
0
0
5
／

2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
5
1
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
1
0
年

　
各

種
合

成
構

造
設

計
指

針
・

同
解

説
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
5
1
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
0
5
年

　
鋼

構
造

設
計

規
準

－
許

容
応

力
度

設
計

法
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
5
1
)

－
日

本
建

築
学

会
　

2
0
1
9
年

　
鋼

構
造

許
容

応
力

度
設

計
規

準

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
5
1
)

－
土

木
学

会
　

2
0
0
2
年

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
標

準
示

方
書

　
構

造
性

能
照

査
編

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
5
1
)

－
土

木
学

会
　

2
0
0
5
年

　
原

子
力

発
電

所
屋

外
重

要
土

木
構

造
物

の
耐

震
性

能
照

査
指

針
・

マ
ニ

ュ
ア

ル
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
5
1
)

－
土

木
学

会
　

1
9
8
6
年

　
構

造
力

学
公

式
集

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

(
5
1
)

－
日

本
道

路
協

会
　

平
成

1
4
年

3
月

　
道

路
橋

示
方

書
（

Ⅰ
共

通
編

・
Ⅱ

鋼
橋

編
）

・
同

解
説

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
5
1
)

－
日

本
道

路
協

会
　

平
成

1
4
年

3
月

　
道

路
橋

示
方

書
（

Ⅰ
共

通
編

・
Ⅳ

下
部

構
造

編
）

・
同

解
説

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
5
1
)

－
日

本
道

路
協

会
　

平
成

1
4
年

3
月

　
道

路
橋

示
方

書
（

Ⅴ
耐

震
設

計
編

）
・

同
解

説
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
5
1
)

－
国

土
交

通
省

港
湾

局
　

2
0
0
7
年

　
港

湾
の

施
設

の
技

術
上

の
基

準
・

同
解

説
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
5
1
)

－
沿

岸
技

術
研

究
セ

ン
タ

ー
　

平
成

1
9
年

3
月

　
港

湾
構

造
物

設
計

事
例

集
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
5
1
)

－
国

土
交

通
省

港
湾

局
　

平
成

2
7
年

1
2
月

一
部

改
訂

　
防

波
堤

の
耐

津
波

設
計

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
1
)

－
水

門
鉄

管
協

会
　

平
成

1
9
年

9
月

　
水

門
鉄

管
技

術
基

準
　

水
圧

鉄
管

・
鉄

鋼
構

造
物

編
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
5
1
)

－
ダ

ム
・

堰
施

設
技

術
協

会
　

平
成

2
8
年

3
月

　
ダ

ム
・

堰
施

設
技

術
基

準
（

案
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
5
1
)

－
地

盤
工

学
会

　
2
0
1
2
年

　
グ

ラ
ウ

ン
ド

ア
ン

カ
ー

設
計

・
施

工
基

準
，

同
解

説
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

共
通

(
5
1
)

－
日

本
機

械
学

会
　

機
械

工
学

便
覧

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
1
)

運
輸

省
港

湾
技

術
研

究
所

　
1
9
7
0
年

　
港

湾
技

研
資

料
N
o
.
1
0
2
　

け
い

船
柱

の
標

準
設

計
（

案
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
5
1
)

－
日

本
水

道
協

会
　

2
0
0
9
年

　
水

道
施

設
耐

震
工

法
指

針
・

解
説

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－

共
通

(
5
1
)

－
耐

津
波

設
計

に
係

る
工

認
審

査
ガ

イ
ド

（
制

定
平

成
2
5
年

6
月

1
9

日
原

管
地

発
第

1
3
0
6
1
9
6
号

原
子

力
規

制
委

員
会

決
定

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

ガ
イ

ド
は

枠
外

に
記

載
す

る
た

め

共
通

5
2

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
○

－
－

○
－

○

共
通

5
2

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
平

成
2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6

号
）

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
○

－
－

○
－

○
「

2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

(
5
2
)

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位
置

､
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
3
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

(
5
2
)

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
の

設
置

、
運

転
等

に
関

す
る

規
則

（
昭

和
5
3
年

1
2
月

2
8
日

通
商

産
業

省
令

第
7
7
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

(
5
2
)

－
電

気
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
（

平
成

9
年

3
月

2
7
日

通
商

産
業

省
令

第
5
2
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

(
5
2
)

－
原

子
力

発
電

工
作

物
に

係
る

電
気

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

命
令

（
平

成
2
4
年

9
月

1
4
日

経
済

産
業

省
令

第
7
0
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

5
2

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

火
災

防
護

に
係

る
審

査
基

準
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
5
号

）
－

○
○

－
○

－
○

○
○

－
－

○
－

－
○

－
○

共
通

(
5
2
)

－
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
審

査
指

針
（

昭
和

5
5
年

1
1
月

6
日

）
－

○
○

－
○

－
○

○
○

－
－

○
－

－
○

－
○

共
通

(
5
2
)

－
原

子
力

発
電

所
の

火
災

防
護

規
程

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
４

６
２

６
-

2
0
1
0
）

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
○

－
－

○
－

○

共
通

(
5
2
)

－
原

子
力

発
電

所
の

火
災

防
護

指
針

（
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｇ
４

６
０

７
-

2
0
1
0
）

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
○

－
－

○
－

○

共
通

(
5
2
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ａ

　
４

２
０

１
-
1
9
9
2
　

建
築

物
等

の
避

雷
設

備
（

避
雷

針
）

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
○

－
－

－
－

○

共
通

(
5
2
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ａ

　
４

２
０

１
-
2
0
0
3
　

建
築

物
等

の
雷

保
護

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
○

－
－

－
－

○

共
通

(
5
2
)

－
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

5
月

2
4
日

法
律

第
2
0
1
号

）
建

築
基

準
法

施
行

令
（

昭
和

2
5
年

1
1
月

1
6
日

政
令

第
3
3
8
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

共
通

(
5
2
)

－
高

圧
ガ

ス
保

安
法

（
昭

和
2
6
年

6
月

7
日

法
律

第
2
0
4
号

）
高

圧
ガ

ス
保

安
法

施
行

令
（

平
成

9
年

2
月

1
9
日

政
令

第
2
0
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

共
通

(
5
2
)

－
消

防
法

（
昭

和
2
3
年

7
月

2
4
日

法
律

第
1
8
6
号

）
消

防
法

施
行

令
（

昭
和

3
6
年

3
月

2
5
日

政
令

第
3
7
号

）
消

防
法

施
行

規
則

（
昭

和
3
6
年

4
月

1
日

自
治

省
令

第
6
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

共
通

(
5
2
)

－
平

成
1
2
年

建
設

省
告

示
第

1
4
0
0
号

（
平

成
1
2
年

5
月

3
0
日

）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

5
2

－
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
の

重
要

度
分

類
に

関
す

る
審

査
指

針
（

平
成

2
年

8
月

3
0
日

原
子

力
安

全
委

員
会

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

共
通

5
2

－
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

の
安

全
評

価
に

関
す

る
審

査
指

針
（

平
成

2
年

8
月

3
0
日

原
子

力
安

全
委

員
会

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

共
通

(
5
2
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
指

針
　

重
要

度
分

類
・

許
容

応
力

編
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

・
補

-
1
9
8
4
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
5
2
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
指

針
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

-
1
9
8
7
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
5
2
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
指

針
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

-
1
9
9
1
　

追
補

版
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

37



・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

(
5
2
)

－
発

電
用

原
子

力
設

備
規

格
設

計
・

建
設

規
格

（
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
Ｎ

Ｃ
１

-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
）

日
本

機
械

学
会

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
5
2
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ｌ

　
１

０
９

１
-
1
9
9
9
　

繊
維

製
品

の
燃

焼
性

試
験

方
法

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
5
2
)

－
独

立
行

政
法

人
産

業
安

全
研

究
所

技
術

指
針

　
工

場
電

気
設

備
防

爆
指

針
（

ガ
ス

蒸
気

防
爆

2
0
0
6
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
5
2
)

－
Ｉ

Ｅ
Ｅ

Ｅ
　

Ｓ
ｔ

ｄ
　

３
８

３
-
1
9
7
4
　

垂
直

ト
レ

イ
燃

焼
試

験

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
5
2
)

－
Ｉ

Ｅ
Ｅ

Ｅ
　

Ｓ
ｔ

ｄ
　

１
２

０
２

-
1
9
9
1
　

垂
直

ト
レ

イ
燃

焼
試

験
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

共
通

(
5
2
)

－
Ｉ

Ｅ
Ｅ

Ｅ
　

Ｓ
ｔ

ｄ
　

３
８

４
-
1
9
9
2

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
5
2
)

－
Ｕ

Ｌ
　

１
５

８
１

（
F
o
u
r
t
h
 
E
d
i
t
i
o
n
）

１
０

８
０

.
Ｖ

Ｗ
－

１
垂

直
燃

焼
試

験
，

2
0
0
6

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
5
2
)

－
公

益
社

団
法

人
日

本
空

気
清

浄
協

会
　

空
気

清
浄

装
置

用
ろ

材
燃

焼
性

試
験

方
法

指
針

（
Ｊ

Ａ
Ｃ

Ａ
　

Ｎ
ｏ

.
１

１
Ａ

－
2
0
0
3
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
5
2
)

－
一

般
社

団
法

人
電

池
工

業
会

　
蓄

電
池

室
に

関
す

る
設

計
指

針
（

Ｓ
Ｂ

Ａ
　

Ｇ
　

０
６

０
３

-
2
0
0
1
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
5
2
)

－
F
i
r
e
 
D
y
n
a
m
i
c
s
 
T
o
o
l
s
(
F
D
T
S
)
：

Q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
F
i
r
e

H
a
z
a
r
d
 
A
n
a
l
y
s
i
s
 
M
e
t
h
o
d
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
U
.
S
.
 
N
u
c
l
e
a
r

R
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
F
i
r
e
 
P
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
I
n
s
p
e
c
t
i
o
n

P
r
o
g
r
a
m
，

"
 
N
U
R
E
G
-
1
8
0
5
，

D
e
c
e
m
b
e
r
 
2
0
0
4

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－

共
通

(
5
2
)

－
原

子
力

発
電

所
の

内
部

火
災

影
響

評
価

ガ
イ

ド
（

制
定

平
成

2
5

年
6
月

1
9
日

 
原

規
技

発
第

1
3
0
6
1
9
1
4
号

 
原

子
力

規
制

委
員

会
決

定
）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
ガ

イ
ド

は
枠

外
に

記
載

す
る

た
め

共
通

5
2

－
一

般
社

団
法

人
火

力
原

子
力

発
電

技
術

協
会

　
B
W
R
 
配

管
に

お
け

る
混

合
ガ

ス
（

水
素

・
酸

素
）

蓄
積

防
止

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
平

成
1
7
年

1
0
月

）
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

○
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

5
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

5
4

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
－

－
○

－
○

○

共
通

5
4

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

○
○

－
○

－
○

○
○

－
－

－
○

○
○

○
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

(
5
4
)

－
非

常
用

炉
心

冷
却

設
備

又
は

格
納

容
器

熱
除

去
設

備
に

係
る

ろ
過

装
置

の
性

能
評

価
等

に
つ

い
て

（
内

規
）

（
平

成
2
0
･
0
2
･
1
2

原
院

第
5
号

平
成

2
0
年

2
月

2
7
日

原
子

力
安

全
･
保

安
院

制
定

）
－

－
○

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

共
通

(
5
4
)

－
タ

ー
ビ

ン
ミ

サ
イ

ル
評

価
に

つ
い

て
（

昭
和

5
2
年

7
月

2
0
日

原
子

力
委

員
会

原
子

炉
安

全
専

門
審

査
会

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

38



・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

(
5
4
)

－
原

子
力

発
電

所
耐

震
設

計
技

術
指

針
　

重
要

度
分

類
・

許
容

応
力

編
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

・
補

-
1
9
8
4
）

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
－

○
○

○
－

○

共
通

(
5
4
)

－
原

子
力

発
電

所
用

機
器

に
対

す
る

破
壊

靭
性

の
確

認
試

験
方

法
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｃ

４
２

０
６

-
2
0
0
7
）

－
－

○
－

○
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
4
)

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｃ

１
-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
－

－
○

－
－

○

共
通

(
5
4
)

－
土

木
学

会
　

2
0
0
6
年

 
ト

ン
ネ

ル
標

準
示

方
書

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
－

－
○

－
○

○

共
通

(
5
4
)

－
土

木
学

会
　

2
0
0
2
年

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
標

準
示

方
書

　
構

造
性

能
照

査
編

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
－

－
○

－
○

○

共
通

(
5
4
)

－
日

本
道

路
協

会
 
平

成
1
4
年

3
月

 
道

路
橋

示
方

書
（

Ⅰ
共

通
編

・
Ⅱ

鋼
橋

編
）

・
同

解
説

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－

共
通

(
5
4
)

－
日

本
道

路
協

会
 
平

成
1
4
年

3
月

 
道

路
橋

示
方

書
（

Ⅰ
共

通
編

・
Ⅳ

下
部

構
造

編
）

・
同

解
説

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－

共
通

(
5
4
)

－
日

本
道

路
協

会
 
2
0
1
2
年

4
月

 
斜

面
上

の
深

礎
基

礎
設

計
施

工
便

覧
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

共
通

(
5
4
)

－
最

新
斜

面
・

土
留

め
技

術
総

覧
（

1
9
9
1
年

 
最

新
斜

面
・

土
留

め
技

術
総

覧
編

集
委

員
会

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

共
通

5
5

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
○

○
－

○
○

○
○

○
－

－
－

－
○

－
－

－

共
通

5
5

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

○
○

－
○

－
○

○
○

－
－

－
－

○
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

(
5
5
)

－
高

圧
ガ

ス
保

安
法

（
昭

和
2
6
年

法
律

第
2
0
4
号

）

－
－

－
－

○
－

○
－

－
－

－
○

－
○

－
－

○

共
通

(
5
5
)

－
消

防
法

（
昭

和
2
3
年

7
月

2
4
日

法
律

第
1
8
6
号

）
消

防
法

施
行

令
（

昭
和

3
6
年

3
月

2
5
日

政
令

第
3
7
号

）
消

防
法

施
行

規
則

（
昭

和
3
6
年

4
月

1
日

自
治

省
令

第
6
号

）
－

○
○

－
－

－
－

○
○

－
－

○
－

○
－

－
－

共
通

(
5
5
)

－
危

険
物

の
規

制
に

関
す

る
政

令
（

昭
和

3
4
年

9
月

2
6
日

政
令

第
3
0
6
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

共
通

5
5

－
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
構

造
等

の
技

術
基

準
（

昭
和

5
5

年
通

商
産

業
省

告
示

第
５

０
１

号
）

－
○

○
－

○
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
5
)

－
非

常
用

炉
心

冷
却

設
備

又
は

格
納

容
器

熱
除

去
設

備
に

係
る

ろ
過

装
置

の
性

能
評

価
等

に
つ

い
て

（
内

規
）

（
平

成
2
0
･
0
2
･
1
2

原
院

第
5
号

平
成

2
0
年

2
月

2
7
日

原
子

力
安

全
･
保

安
院

制
定

）
－

－
○

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

共
通

(
5
5
)

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｂ

１
-
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

溶
接

規
格

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

5
5

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｃ

１
-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
5
)

－
日

本
電

機
工

業
会

　
Ｊ

Ｅ
Ｍ

　
１

３
５

４
-
2
0
0
3
　

デ
ィ

ー
ゼ

ル
エ

ン
ジ

ン
駆

動
陸

用
同

期
発

電
機

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
5
)

－
日

本
電

機
工

業
会

　
Ｊ

Ｅ
Ｍ

　
１

３
９

８
-
1
9
9
5
　

デ
ィ

ー
ゼ

ル
エ

ン
ジ

ン
駆

動
可

搬
形

交
流

発
電

装
置

－
○

○
－

－
－

－
○

○
－

－
－

－
○

－
－

○

共
通

(
5
5
)

－
日

本
機

械
学

会
　

機
械

工
学

便
覧

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
5
)

－
消

防
ホ

ー
ス

の
技

術
上

の
規

格
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
3
年

自
治

省
令

第
2
7
号

）
－

○
○

－
－

－
－

○
－

－
－

○
－

－
－

－
－

「
参

考
」

と
し

た
基

準
及

び
規

格
の

た
め

共
通

(
5
5
)

－
動

力
消

防
ポ

ン
プ

の
技

術
上

の
規

格
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

6
1

年
1
0
月

1
5
日

自
治

省
令

第
2
4
号

）
【

柏
崎

，
参

考
扱

い
】

－
○

○
－

－
－

－
○

－
－

－
○

－
○

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
5
)

－
消

防
用

吸
管

の
技

術
上

の
規

格
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

4
5
年

自
治

省
令

第
７

号
）

－
○

－
－

○
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
5
)

－
消

防
用

ホ
ー

ス
に

使
用

す
る

差
込

式
又

は
ね

じ
式

の
結

合
金

具
の

技
術

上
の

規
格

を
定

め
る

省
令

－
○

－
－

○
－

－
－

○
－

「
参

考
」

と
し

た
基

準
及

び
規

格
の

た
め

共
通

(
5
5
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ｂ

　
８

２
４

３
-
1
9
8
1
　

圧
力

容
器

の
構

造

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
5
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ｂ

　
８

２
０

１
-
2
0
0
5
　

陸
用

鋼
製

ボ
イ

ラ
ー

構
造

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
5
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ｋ

　
６

３
３

０
「

ゴ
ム

及
び

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

ホ
ー

ス
試

験
方

法
」

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
○

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
5
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ｋ

　
６

３
４

９
「

液
圧

用
の

鋼
線

又
は

繊
維

補
強

ゴ
ム

ホ
ー

ス
」

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
○

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
5
)

－
A
S
M
E
 
S
a
f
e
t
y
 
C
l
a
s
s
 
C
l
a
s
s
 
2

C
o
d
e
 
a
n
d
 
C
l
a
s
s
 
A
S
M
E
 
I
I
I
 
2
0
0
4
 
w
i
t
h
 
n
o
 
A
d
d
e
n
d
a

－
－

○
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

(
5
5
)

－
A
S
M
E
 
B
o
i
l
e
r
 
a
n
d
 
P
r
e
s
s
u
r
e
 
V
e
s
s
e
l
 
C
o
d
e
 
S
e
c
t
i
o
n
 
Ⅱ

P
a
r
t
 
B
 
N
o
n
 
f
e
r
r
o
u
s
 
M
a
t
e
r
i
a
l
 
S
p
e
c
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
S
B
2
6
5

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

共
通

5
6

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

5
6

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

○
○

－
○

－
○

○
○

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

(
5
6
)

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
に

お
け

る
破

壊
を

引
き

起
こ

す
亀

裂
そ

の
他

の
欠

陥
の

解
釈

（
平

成
2
6
年

8
月

6
日

原
子

力
規

制
委

員
会

決
定

）
－

○
○

－
○

－
○

○
○

－
－

－
－

－
－

－
－
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

5
7

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

○
－

○
－

－
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

5
7

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
○

－
○

－
－

○
○

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

(
5
7
)

－
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
構

造
等

の
技

術
基

準
（

昭
和

5
5

年
通

商
産

業
省

告
示

第
５

０
１

号
）

－
－

○
－

○
－

－
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

5
8

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
－

－
○

－
－

－

共
通

5
8

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

○
○

－
○

－
○

○
○

－
－

－
－

○
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

(
5
8
)

－
原

子
炉

格
納

容
器

の
漏

え
い

率
試

験
規

程
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｃ

４
２

０
３

-
2
0
0
8
）

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
8
)

－
原

子
炉

格
納

容
器

の
漏

え
い

率
試

験
規

程
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｃ

４
２

０
３

-
2
0
1
7
）

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
5
8
)

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ａ

１
-
2
0
0
8
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

維
持

規
格

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
－

－
○

－
－

－

共
通

(
5
8
)

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｃ

１
-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
－

－
○

－
－

－

個
別

5
9

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

5
9

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
平

成
2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6

号
）

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

(
5
9
)

－
原

子
力

発
電

所
安

全
保

護
系

の
設

計
規

程
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｃ

４
６

０
４

－
1
9
9
3
）

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

6
0

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

6
0

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

6
1

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

○
－

○
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

6
1

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
○

－
○

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

(
6
1
)

－
原

子
力

発
電

所
安

全
保

護
系

の
設

計
規

程
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｃ

４
６

０
４

－
1
9
9
3
）

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

個
別

6
2

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

○
－

－

個
別

6
2

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
○

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

(
6
2
)

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｃ

１
-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

○
－

－

個
別

(
6
2
)

－
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
構

造
等

の
技

術
基

準
（

昭
和

5
5

年
通

商
産

業
省

告
示

第
５

０
１

号
）

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

○
－

－

個
別

6
3

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

○
－

－
－

－
○

○
－

－
－

－
○

○
－

－

個
別

6
3

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
○

－
－

－
－

○
○

－
－

－
－

○
○

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

(
6
3
)

－
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
構

造
等

の
技

術
基

準
（

昭
和

5
5

年
通

商
産

業
省

告
示

第
５

０
１

号
）

－
－

○
－

－
－

－
○

○
－

－
－

－
○

○
－

－

個
別

(
6
3
)

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｃ

１
-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

－
－

○
－

－
－

－
○

○
－

－
－

－
○

○
－

－

個
別

6
4

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

○
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
○

○
－

－

個
別

6
4

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
○

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

○
○

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

(
6
4
)

－
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
構

造
等

の
技

術
基

準
（

昭
和

5
5

年
通

商
産

業
省

告
示

第
５

０
１

号
）

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
6
4
)

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｃ

１
-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

6
5

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

○
－

－
－

－
○

○
－

－
－

－
○

○
－

－

個
別

6
5

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
○

－
－

－
○

○
○

－
－

－
－

○
○

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

(
6
5
)

－
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
構

造
等

の
技

術
基

準
（

昭
和

5
5

年
通

商
産

業
省

告
示

第
５

０
１

号
）

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
6
5
)

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｃ

１
-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

6
6

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
○

－
－

－

42



・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

個
別

6
6

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

○
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

(
6
6
)

－
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
構

造
等

の
技

術
基

準
（

昭
和

5
5

年
通

商
産

業
省

告
示

第
５

０
１

号
）

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
6
6
)

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｃ

１
-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

6
7

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

－
－

○
－

○
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

6
7

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
－

－
○

－
○

○
○

－
－

－
－

○
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

(
6
7
)

－
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
構

造
等

の
技

術
基

準
（

昭
和

5
5

年
通

商
産

業
省

告
示

第
５

０
１

号
）

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
6
7
)

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｃ

１
-
2
0
0
5
/
2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

6
8

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

－
－

○
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

6
8

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
－

－
○

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

(
6
8
)

－
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
 
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
 
z
u
m
 
V
e
r
h
a
l
t
e
n
 
d
e
s

v
o
n
 
N
I
S
 
e
n
t
w
i
c
k
e
l
t
e
n
 
K
a
t
a
l
y
s
a
t
o
r
-
M
o
d
e
l
l
m
o
d
u
l
s
 
i
m

1
:
1
 
M
a
s
s
s
t
a
b
 
b
e
i
 
v
e
r
s
u
c
h
i
e
d
e
n
e
n
 
S
y
s
t
e
m
z
u
s
t
a
e
n
d
e
n

i
m
 
M
o
d
e
l
-
C
o
n
t
a
i
n
m
e
n
t
,
 
B
a
t
t
e
l
l
e
-
E
u
r
o
p
e
 
(
1
9
9
1
)

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
6
8
)

－
G
e
n
e
r
i
c
 
t
e
s
t
s
 
o
f
 
P
a
s
s
i
v
e
 
a
u
t
o
c
a
t
a
l
y
t
i
c

R
e
c
o
m
b
i
n
e
r
s
(
P
A
R
s
)
 
f
o
r
 
c
o
m
b
u
s
t
i
b
l
e
 
G
a
s
 
C
o
n
t
r
o
l
 
i
n

N
u
c
l
e
a
r
 
P
o
w
e
r
 
P
l
a
n
t
s
 
V
o
l
.
1
 
P
r
o
g
r
a
m
 
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
,

E
P
R
I
 
(
1
9
9
7
)

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
6
8
)

－
G
e
n
e
r
i
c
 
t
e
s
t
s
 
o
f
 
P
a
s
s
i
v
e
 
a
u
t
o
c
a
t
a
l
y
t
i
c

R
e
c
o
m
b
i
n
e
r
s
(
P
A
R
s
)
 
f
o
r
 
c
o
m
b
u
s
t
i
b
l
e
 
G
a
s
 
C
o
n
t
r
o
l
 
i
n

N
u
c
l
e
a
r
 
P
o
w
e
r
 
P
l
a
n
t
s
 
V
o
l
.
2
 
T
e
s
t
 
D
a
t
a
 
f
o
r
 
N
I
S

P
A
R
s
,
 
E
P
R
I
 
(
1
9
9
7
)

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
6
8
)

－
T
h
o
m
a
s
 
K
.
 
B
l
a
n
c
h
a
t
,
 
A
s
i
m
i
o
s
 
C
.
 
M
a
l
l
i
a
k
o
s
,

“
T
E
S
T
I
N
G
 
A
 
P
A
S
S
I
V
E
 
A
U
T
O
C
A
T
A
L
Y
T
I
C
 
R
E
C
O
M
B
I
N
E
R
 
I
N

T
H
E
 
S
U
R
T
E
S
Y
 
F
A
C
I
L
I
T
Y
”

,
 
N
u
c
l
e
a
r
 
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

V
o
l
.
1
2
9
 
M
a
r
c
h
 
2
0
0
0

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
6
8
)

－
K
.
 
F
i
s
c
h
e
r
，

“
Q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
P
a
s
s
i
v
e

C
a
t
a
l
y
t
i
c
 
M
o
d
u
l
e
 
f
o
r
 
H
y
d
r
o
g
e
n
 
M
i
t
i
g
a
t
i
o
n
”

，
N
u
c
l
e
a
r
 
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
v
o
1
.
1
1
2
，

（
1
9
9
5
）

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
6
8
)

－
O
E
C
D
-
N
E
A
 
T
H
A
I
 
P
r
o
j
e
c
t
 
“

Q
u
i
c
k
 
L
o
o
k
 
R
e
p
o
r
t

H
y
d
r
o
g
e
n
 
R
e
c
o
m
b
i
n
e
r
 
T
e
s
t
s
 
H
R
-
1
4
 
t
o
 
H
R
-
1
6
”

,
B
e
c
k
e
r
 
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
 
G
m
b
H
 
(
2
0
0
9
)

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

43



・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

個
別

(
6
8
)

－
"
E
F
F
E
C
T
S
 
O
F
 
I
N
H
I
B
I
T
O
R
S
 
A
N
D
 
P
O
I
S
O
N
S
 
O
N
 
T
H
E

P
E
R
F
O
R
M
A
N
C
E
 
O
F
 
P
A
S
S
I
V
E
 
A
U
T
O
C
A
T
A
L
Y
T
I
C
 
R
E
C
O
M
B
I
N
E
R
S

(
P
A
R
s
)
 
F
O
R
 
C
O
M
B
U
S
T
I
B
L
E
 
G
A
S
 
C
O
N
T
R
O
L
 
I
N
 
A
L
W
R
s
"
,
 
t
h
e

E
P
R
I
 
A
L
W
R
 
P
r
o
g
r
a
m
,
M
a
y
 
1
9
9
7

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

6
9

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
○

○
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
○

○
－

－

個
別

6
9

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
平

成
2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6

号
）

－
○

○
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
○

○
－

－
「

2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

6
9

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位
置

､
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
3
号

）
－

○
○

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

○
○

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

6
9

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位
置

､
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

（
平

成
2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
5
号

）
－

○
○

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

○
○

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

6
9

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
に

係
る

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

に
お

け
る

燃
料

損
傷

防
止

対
策

の
有

効
性

評
価

に
関

す
る

審
査

ガ
イ

ド
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
１

３
０

６
１

９
１

６
号

）
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

ガ
イ

ド
は

枠
外

に
記

載
す

る
た

め

個
別

(
6
9
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ａ

　
９

５
０

１
-
2
0
1
4
　

保
温

保
冷

工
事

施
工

標
準

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
6
9
)

－
発

電
用

原
子

力
設

備
に

関
す

る
構

造
等

の
技

術
基

準
（

昭
和

5
5

年
通

商
産

業
省

告
示

第
５

０
１

号
）

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
6
9
)

－
Ｊ

Ｓ
Ｍ

Ｅ
　

Ｓ
　

Ｎ
Ｃ

１
－

2
0
0
5
／

2
0
0
7
　

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

　
設

計
・

建
設

規
格

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

7
0

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
○

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
○

○
－

－

個
別

7
0

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

○
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

○
○

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

7
1

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

○
－

－

個
別

7
1

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
○

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

7
2

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

7
2

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

7
2

－
原

子
力

発
電

工
作

物
に

係
る

電
気

設
備

の
技

術
基

準
の

解
釈

（
平

成
2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
9
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

個
別

7
2

－
原

子
力

発
電

工
作

物
に

係
る

電
気

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

命
令

（
平

成
2
4
年

9
月

1
4
日

経
済

産
業

省
令

第
7
0
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

(
7
2
)

－
Ｎ

Ｅ
Ｇ

Ａ
　

Ｃ
　

３
３

１
-
2
0
0
5
　

可
搬

形
発

電
設

備
技

術
基

準

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
7
2
)

－
S
B
A
　

Ｓ
　

０
６

０
１

-
2
0
1
4
　

据
置

蓄
電

池
の

容
量

算
出

法

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
2
)

－
日

本
電

機
工

業
会

　
Ｊ

Ｅ
Ｍ

　
１

３
５

４
-
2
0
0
3
　

デ
ィ

ー
ゼ

ル
エ

ン
ジ

ン
駆

動
陸

用
同

期
発

電
機

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
7
2
)

－
日

本
電

機
工

業
会

　
Ｊ

Ｅ
Ｍ

　
１

３
９

８
-
1
9
9
5
　

デ
ィ

ー
ゼ

ル
エ

ン
ジ

ン
駆

動
可

搬
形

交
流

発
電

装
置

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
7
2
)

－
消

防
法

（
昭

和
2
3
年

7
月

2
4
日

法
律

第
1
8
6
号

）
消

防
法

施
行

令
（

昭
和

3
6
年

3
月

2
5
日

政
令

第
3
7
号

）
消

防
法

施
行

規
則

（
昭

和
3
6
年

4
月

1
日

自
治

省
令

第
6
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

(
7
2
)

－
発

電
用

火
力

設
備

の
技

術
基

準
の

解
釈

（
平

成
2
5
年

5
月

1
7
日

2
0
1
3
0
5
0
7
商

局
第

2
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

(
7
2
)

－
発

電
用

火
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
平

成
9

年
3
月

2
7
日

経
済

産
業

省
令

第
5
1
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

7
3

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
○

－
－

○
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

7
3

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

○
－

－
○

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

(
7
3
)

－
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

に
お

け
る

事
故

時
の

放
射

線
計

測
に

関
す

る
審

査
指

針
（

昭
和

5
6
年

7
月

2
3
日

原
子

力
安

全
委

員
会

決
定

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

(
7
3
)

－
Ｊ

Ｉ
Ｓ

　
Ａ

　
９

５
０

１
-
2
0
1
4
　

保
温

保
冷

工
事

施
工

標
準

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

7
4

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

－
－

○
－

○
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

7
4

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
－

－
○

－
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

7
4

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位
置

､
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
3
号

）
－

－
－

－
○

－
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

7
4

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位
置

､
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

（
平

成
2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
5
号

）
－

－
－

－
○

－
○

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

(
7
4
)

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
に

係
る

重
大

事
故

時
の

制
御

室
及

び
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
に

係
る

被
ば

く
評

価
に

関
す

る
審

査
ガ

イ
ド

（
平

成
2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
1
8
号

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

ガ
イ

ド
は

枠
外

に
記

載
す

る
た

め

45



・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

個
別

(
7
4
)

－
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

安
全

解
析

に
関

す
る

気
象

指
針

（
昭

和
5
7
年

1
月

2
8
日

原
子

力
安

全
委

員
会

決
定

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

(
7
4
)

－
鉱

山
保

安
法

（
昭

和
2
4
年

法
律

第
7
0
号

）
鉱

山
保

安
法

施
行

規
則

（
平

成
1
6
年

9
月

2
7
日

経
済

産
業

省
令

第
9
6
号

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

(
7
4
)

－
労

働
安

全
衛

生
法

（
昭

和
4
7
年

法
律

第
5
7
号

）
酸

素
欠

乏
症

等
防

止
規

則
（

昭
和

4
7
年

9
月

3
0
日

労
働

省
令

第
4
2
号

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

(
7
4
)

－
労

働
安

全
衛

生
法

（
昭

和
4
7
年

法
律

第
5
7
号

）
事

務
所

衛
生

基
準

規
則

（
昭

和
4
7
年

9
月

3
0
日

労
働

省
令

第
4
3
号

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

(
7
4
)

－
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

周
辺

の
線

量
目

標
値

に
対

す
る

評
価

指
針

（
昭

和
5
1
年

9
月

2
8
日

　
原

子
力

委
員

会
決

定
）

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
7
4
)

－
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

の
安

全
評

価
に

関
す

る
審

査
指

針
（

平
成

2
年

8
月

3
0
日

　
原

子
力

安
全

委
員

会
決

定
）

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

(
7
4
)

－
原

子
力

発
電

所
中

央
制

御
室

運
転

員
の

事
故

時
被

ば
く

に
関

す
る

規
程

(
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
４

６
２

２
-
2
0
0
9
)
（

平
成

2
1
年

6
月

2
3
日

制
定

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

(
7
4
)

－
土

木
学

会
　

2
0
0
7
年

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
標

準
示

方
書

　
構

造
性

能
照

査
編

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
4
)

－
空

気
調

和
・

衛
生

工
学

便
覧

　
第

1
4
版

（
平

成
2
2
年

2
月

）

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
4
)

－
空

気
調

和
・

衛
生

工
学

会
規

格
 
S
H
A
S
E
-
S
 
1
1
6
-
2
0
0
3
（

2
0
0
4
）

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
4
)

－
沸

騰
水

型
原

子
力

発
電

所
　

事
故

時
の

被
ば

く
評

価
手

法
に

つ
い

て
　

H
L
R
-
0
2
1
訂

9
　

株
式

会
社

日
立

製
作

所
，

平
成

1
6
年

1
月

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
4
)

－
I
C
R
P
 
P
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
 
7
1
,
 
"
A
g
e
-
d
e
p
e
n
d
e
n
t
 
D
o
s
e
s
 
t
o

M
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
P
u
b
l
i
c
 
f
r
o
m
 
I
n
t
a
k
e
 
o
f

R
a
d
i
o
n
u
c
l
i
d
e
s
 
-
 
P
a
r
t
 
4
 
I
n
h
a
l
a
t
i
o
n
 
D
o
s
e

C
o
e
f
f
i
c
i
e
n
t
s
"
,
 
1
9
9
5

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
4
)

－
I
C
R
P
 
P
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
 
7
2
,
 
"
A
g
e
-
d
e
p
e
n
d
e
n
t
 
D
o
s
e
s
 
t
o

M
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
P
u
b
l
i
c
 
f
r
o
m
 
I
n
t
a
k
e
 
o
f

R
a
d
i
o
n
u
c
l
i
d
e
s
 
-
 
P
a
r
t
 
5
 
C
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
 
o
f
 
I
n
g
e
s
t
i
o
n

a
n
d
 
I
n
h
a
l
a
t
i
o
n
 
D
o
s
e
 
C
o
e
f
f
i
c
i
e
n
t
s
"
 
,
 
1
9
9
6

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
4
)

－
J
E
N
D
L
-
3
.
2
に

基
づ

く
Ｏ

Ｒ
Ｉ

Ｇ
Ｅ

Ｎ
２

用
ラ

イ
ブ

ラ
リ

：
O
R
L
I
B
J
3
2
 
(
J
A
E
R
I
-
D
a
t
a
/
C
o
d
e
 
9
9
-
0
0
3
 
(
1
9
9
9
年

2
月

）
）

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
4
)

－
B
N
W
L
-
1
2
4
4
,
 
"
R
e
m
o
v
a
l
 
o
f
 
I
o
d
i
n
e
 
a
n
d
 
P
a
r
t
i
c
l
e
s
 
f
r
o
m

C
o
n
t
a
i
n
m
e
n
t
 
A
t
m
o
s
p
h
e
r
e
s
 
b
y
 
S
p
r
a
y
s
 
-
 
C
o
n
t
a
i
n
m
e
n
t

S
y
s
t
e
m
s
 
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
 
I
n
t
e
r
i
m
 
R
e
p
o
r
t
"
 
,
 
F
e
b
r
u
a
r
y

1
9
7
0

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
4
)

－
L
.
 
S
o
f
f
e
r
,
 
e
t
 
a
l
.
,
 
"
A
c
c
i
d
e
n
t
 
S
o
u
r
c
e
 
T
e
r
m
s
 
f
o
r

L
i
g
h
t
-
W
a
t
e
r
 
N
u
c
l
e
a
r
 
P
o
w
e
r
 
P
l
a
n
t
s
"
,
 
N
U
R
E
G
-
1
4
6
5
,

F
e
b
r
u
a
r
y
 
1
9
9
5

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

46



・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

個
別

(
7
4
)

－
N
U
P
E
C
 
平

成
9
年

度
 
N
U
R
E
G
-
1
4
6
5
の

ソ
ー

ス
タ

ー
ム

を
用

い
た

放
射

性
物

質
放

出
量

の
評

価
に

関
す

る
報

告
書

（
平

成
1
0
年

3
月

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
参

考
」

と
し

た
基

準
及

び
規

格
の

た
め

個
別

(
7
4
)

－
N
R
P
B
-
R
3
2
2
-
A
t
m
o
s
p
h
e
r
i
c
 
D
i
s
p
e
r
s
i
o
n
 
M
o
d
e
l
l
i
n
g

L
i
a
i
s
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
A
n
n
u
a
l
 
R
e
p
o
r
t
,
 
1
9
9
8
-
9
9

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
4
)

－
N
U
R
E
G
/
C
R
-
4
5
5
1
 
V
o
l
.
2
 
“

E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
o
f
 
S
e
v
e
r
e

A
c
c
i
d
e
n
t
 
R
i
s
k
s
:
Q
u
a
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
M
a
j
o
r
 
I
n
p
u
t

P
a
r
a
m
e
t
e
r
s
”

,
 
F
e
b
r
u
a
r
y
 
1
9
9
4

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
4
)

－
R
.
G
.
1
.
1
9
5
“

M
e
t
h
o
d
s
 
a
n
d
 
A
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
 
f
o
r
 
E
v
a
l
u
a
t
i
n
g

R
a
d
i
o
l
o
g
i
c
a
l
 
C
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
 
o
f
 
D
e
s
i
g
n
 
B
a
s
i
s

A
c
c
i
d
e
n
t
s
 
a
t
 
L
i
g
h
t
 
W
a
t
e
r
 
N
u
c
l
e
a
r
 
P
o
w
e
r
 
R
e
a
c
t
o
r
s
”

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
4
)

－
S
t
a
n
d
a
r
d
 
R
e
v
i
e
w
 
P
l
a
n
 
6
.
5
.
2
,
 
“

C
o
n
t
a
i
n
m
e
n
t
 
S
p
r
a
y

a
s
 
a
 
F
i
s
s
i
o
n
 
P
r
o
d
u
c
t
 
C
l
e
a
n
u
p
 
S
y
s
t
e
m
”

,
 
M
a
r
c
h
 
2
0
0
7

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
4
)

－
S
t
a
n
d
a
r
d
 
R
e
v
i
e
w
 
P
l
a
n
 
6
.
5
.
5
,
 
“

P
r
e
s
s
u
r
e

S
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
P
o
o
l
 
a
s
 
a
 
F
i
s
s
i
o
n
 
P
r
o
d
u
c
t
 
C
l
e
a
n
u
p

S
y
s
t
e
m
”

,
 
M
a
r
c
h
 
2
0
0
7

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
4
)

－
R
.
K
.
 
H
I
L
L
I
A
R
D
,
 
A
.
K
.
 
P
O
S
T
M
A
,
 
J
.
D
.
 
M
c
C
O
R
M
A
C
K
 
a
n
d

L
.
F
.
 
C
O
L
E
M
A
N
,
 
“

R
e
m
o
v
a
l
 
o
f
 
i
o
d
i
n
e
 
a
n
d
　

p
a
r
t
i
c
l
e
s

b
y
 
s
p
r
a
y
s
 
i
n
 
t
h
e
 
c
o
n
t
a
i
n
m
e
n
t
 
s
y
s
t
e
m
s

e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
”

,
 
N
u
c
l
e
a
r
 
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
 
V
o
l
.
 
1
0
,
 
p
.
4
9
9
-

5
1
9
,
 
A
p
r
i
l
 
1
9
7
1

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
4
)

－
N
U
R
E
G
-
0
8
0
0
 
S
t
a
n
d
a
r
d
 
R
e
v
i
e
w
 
P
l
a
n
 
6
.
5
.
5
,
“

P
r
e
s
s
u
r
e

S
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
P
o
o
l
 
a
s
 
a
 
F
i
s
s
i
o
n
 
P
r
o
d
u
c
t
 
C
l
e
a
n
u
p

S
y
s
t
e
m
”

,
R
e
v
.
1
,
3
/
2
0
0
7
.

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
4
)

－
J
A
E
A
-
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
2
0
1
1
-
0
2
6
「

汚
染

土
壌

の
除

染
領

域
と

線
量

低
減

効
果

の
検

討
」

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
4
)

－
2
0
1
3
年

改
定

　
建

築
工

業
標

準
仕

様
書

・
同

解
説

　
J
A
S
S
 
5
N

原
子

力
発

電
所

施
設

に
お

け
る

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
事

，
日

本
建

築
学

会
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
参

考
」

と
し

た
基

準
及

び
規

格
の

た
め

個
別

(
7
4
)

－
K
.
S
h
i
b
a
t
a
，

e
t
 
a
l
.
，

“
J
a
p
a
n
e
s
e
 
E
v
a
l
u
a
t
e
d
 
N
u
c
l
e
a
r

D
a
t
a
 
L
i
b
r
a
r
y
 
V
e
r
s
i
o
n
 
3
 
R
e
v
i
s
i
o
n
-
3
：

J
E
N
D
L
-
3
.
3
”

，
J
.
N
u
c
l
.
S
c
i
.
T
e
c
h
n
o
l
.
，

3
9
，

1
1
2
5
（

2
0
0
2
）

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
4
)

－
K
.
K
o
s
a
k
o
 
，

 
N
.
Y
a
m
a
n
o
 
，

 
T
.
F
u
k
a
h
o
r
i
 
，

 
K
.
S
h
i
b
a
t
a

a
n
d
 
A
.
H
a
s
e
g
a
w
a
 
，

 
“

 
T
h
e
 
L
i
b
r
a
r
i
e
s
 
F
S
X
L
I
B
a
n
d

M
A
T
X
S
L
I
B
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
J
E
N
D
L
-
3
.
3
”

，
J
A
E
R
I
-
D
a
t
a
/
C
o
d
e

2
0
0
3
-
0
1
1
（

2
0
0
3
）

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

7
5

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

－
－

－
－

○
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

7
5

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

(
平

成
2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
－

－
－

－
○

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

(
7
5
)

－
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

に
お

け
る

事
故

時
の

放
射

線
計

測
に

関
す

る
審

査
指

針
（

昭
和

5
6
年

7
月

2
3
日

原
子

力
安

全
委

員
会

決
定

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

個
別

(
7
5
)

－
Ｎ

Ｅ
Ｇ

Ａ
　

Ｃ
　

３
３

１
-
2
0
0
5
　

可
搬

形
発

電
設

備
技

術
基

準

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

個
別

7
6

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

－
－

○
－

○
－

○
－

－
－

－
－

－
－

○

個
別

7
6

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

(
平

成
2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
－

－
○

－
○

－
○

－
－

－
－

－
－

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

(
7
6
)

－
消

防
法

（
昭

和
2
3
年

法
律

第
1
8
6
号

）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○

個
別

(
7
6
)

－
高

圧
ガ

ス
保

安
法

（
昭

和
2
6
年

法
律

第
2
0
4
号

）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○

個
別

(
7
6
)

－
鉱

山
保

安
法

（
昭

和
2
4
年

法
律

第
7
0
号

）
鉱

山
保

安
法

施
行

規
則

（
平

成
1
6
年

9
月

2
7
日

経
済

産
業

省
令

第
9
6
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

個
別

(
7
6
)

－
労

働
安

全
衛

生
法

（
昭

和
4
7
年

法
律

第
5
7
号

）
酸

素
欠

乏
症

等
防

止
規

則
（

昭
和

4
7
年

9
月

3
0
日

労
働

省
令

第
4
2
号

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

個
別

(
7
6
)

－
労

働
安

全
衛

生
法

（
昭

和
4
7
年

法
律

第
5
7
号

）
事

務
所

衛
生

基
準

規
則

（
昭

和
4
7
年

9
月

3
0
日

労
働

省
令

第
4
3
号

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

個
別

(
7
6
)

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位
置

､
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
3
号

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

個
別

(
7
6
)

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
に

係
る

重
大

事
故

時
の

制
御

室
及

び
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
に

係
る

被
ば

く
評

価
に

関
す

る
審

査
ガ

イ
ド

（
平

成
2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
1
8
号

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

ガ
イ

ド
は

枠
外

に
記

載
す

る
た

め

個
別

(
7
6
)

－
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

安
全

解
析

に
関

す
る

気
象

指
針

（
昭

和
5
7
年

1
月

2
8
日

原
子

力
安

全
委

員
会

決
定

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

個
別

(
7
6
)

－
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

周
辺

の
線

量
目

標
値

に
対

す
る

評
価

指
針

（
昭

和
5
1
年

9
月

2
8
日

原
子

力
委

員
会

決
定

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

個
別

(
7
6
)

－
被

ば
く

計
算

に
用

い
る

放
射

線
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
に

つ
い

て
（

原
子

力
安

全
委

員
会

了
承

，
平

成
元

年
3
月

2
7
日

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

個
別

(
7
6
)

－
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

の
安

全
評

価
に

関
す

る
審

査
指

針
（

平
成

2
年

8
月

3
0
日

　
原

子
力

安
全

委
員

会
決

定
）

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○

個
別

(
7
6
)

－
原

子
力

発
電

所
中

央
制

御
室

運
転

員
の

事
故

時
被

ば
く

に
関

す
る

規
程

(
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｃ
４

６
２

２
-
2
0
0
9
)
（

平
成

2
1
年

6
月

2
3
日

制
定

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

個
別

7
6

－
原

子
力

発
電

所
中

央
制

御
室

の
居

住
性

に
係

る
被

ば
く

評
価

手
法

に
つ

い
て

（
内

規
）

（
平

成
2
1
・

0
7
・

2
7
原

院
第

1
号

（
平

成
2
1
年

8
月

1
2
日

原
子

力
安

全
・

保
安

院
制

定
）

）
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

個
別

(
7
6
)

－
土

木
学

会
　

2
0
0
7
年

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
標

準
示

方
書

　
構

造
性

能
照

査
編

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
6
)

－
2
0
1
3
年

改
定

　
建

築
工

事
標

準
仕

様
書

・
同

解
説

 
J
A
S
S
　

5
N

原
子

力
発

電
所

施
設

に
お

け
る

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
事

，
日

本
建

築
学

会
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

「
参

考
」

と
し

た
基

準
及

び
規

格
の

た
め
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

個
別

(
7
6
)

－
空

気
調

和
・

衛
生

工
学

便
覧

　
第

1
4
版

（
平

成
2
2
年

2
月

）

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
6
)

－
J
E
N
D
L
-
3
.
2
に

基
づ

く
O
R
I
G
E
N
2
用

ラ
イ

ブ
ラ

リ
：

O
R
L
I
B
J
3
2

（
J
A
E
R
I
-
D
a
t
a
/
C
o
d
e
 
9
9
-
0
0
3
 
（

1
9
9
9
年

2
月

）
）

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
6
)

－
L
.
 
S
o
f
f
e
r
,
 
e
t
 
a
l
.
,
 
"
A
c
c
i
d
e
n
t
 
S
o
u
r
c
e
 
T
e
r
m
s
 
f
o
r

L
i
g
h
t
-
W
a
t
e
r
 
N
u
c
l
e
a
r
 
P
o
w
e
r
 
P
l
a
n
t
s
"
,
 
N
U
R
E
G
-
1
4
6
5
,

F
e
b
r
u
a
r
y
 
1
9
9
5

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
6
)

－
N
R
P
B
-
R
3
2
2
-
A
t
m
o
s
p
h
e
r
i
c
 
D
i
s
p
e
r
s
i
o
n
 
M
o
d
e
l
l
i
n
g

L
i
a
i
s
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
A
n
n
u
a
l
 
R
e
p
o
r
t
,
 
1
9
9
8
-
9
9

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
6
)

－
N
U
R
E
G
/
C
R
-
4
5
5
1
 
V
o
l
.
2
 
“

 
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
o
f
 
S
e
v
e
r
e

A
c
c
i
d
e
n
t
 
R
i
s
k
s
:
Q
u
a
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
M
a
j
o
r
 
I
n
p
u
t

P
a
r
a
m
e
t
e
r
s
”

 
,
 
F
e
b
r
u
a
r
y
 
1
9
9
4

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
6
)

－
J
A
E
A
-
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
2
0
1
1
-
0
2
6
「

汚
染

土
壌

の
除

染
領

域
と

線
量

低
減

効
果

の
検

討
」

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
6
)

－
R
.
G
.
1
.
1
9
5
“

M
e
t
h
o
d
s
 
a
n
d
 
A
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
 
f
o
r
 
E
v
a
l
u
a
t
i
n
g

R
a
d
i
o
l
o
g
i
c
a
l
 
C
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
 
o
f
 
D
e
s
i
g
n
 
B
a
s
i
s

A
c
c
i
d
e
n
t
s
 
a
t
 
L
i
g
h
t
 
W
a
t
e
r
 
N
u
c
l
e
a
r
 
P
o
w
e
r
 
R
e
a
c
t
o
r
s
”

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
6
)

－
K
.
S
h
i
b
a
t
a
，

e
t
 
a
l
.
，

“
J
a
p
a
n
e
s
e
 
E
v
a
l
u
a
t
e
d
 
N
u
c
l
e
a
r

D
a
t
a
 
L
i
b
r
a
r
y
 
V
e
r
s
i
o
n
 
3
 
R
e
v
i
s
i
o
n
-
3
：

J
E
N
D
L
-
3
.
3
”

，
J
.
N
u
c
l
.
S
c
i
.
T
e
c
h
n
o
l
.
，

3
9
，

1
1
2
5
（

2
0
0
2
）

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－
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○
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参
考
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と
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の
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.
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-
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a
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d
e
 
2
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（
2
0
0
3
）

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
6
)

－
J
A
E
A
-
D
a
t
a
/
C
o
d
e
 
2
0
1
1
-
0
2
5
｢
J
E
N
D
L
 
F
P
 
D
e
c
a
y
 
D
a
t
a
 
F
i
l
e

2
0
1
1
 
a
n
d
 
F
i
s
s
i
o
n
 
Y
i
e
l
d
s
 
D
a
t
a
 
F
i
l
e
 
2
0
1
1
｣
 
2
0
1
2
.
3
 
日

本
原

子
力

研
究

開
発

機
構

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

○
「

参
考

」
と

し
た

基
準

及
び

規
格

の
た

め

個
別

(
7
6
)

－
J
A
E
R
I
-
1
3
4
7
 
N
u
c
l
e
a
r
 
D
e
c
a
y
 
D
a
t
a
 
f
o
r
 
D
o
s
i
m
e
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l
c
u
l
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R
e
v
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D
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a
 
o
f
 
I
C
R
P
 
P
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
 
3
8

F
e
b
r
u
a
r
y
2
0
0
5
 
日

本
原

子
力

研
究

所
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
○

「
参

考
」

と
し

た
基

準
及

び
規

格
の

た
め

個
別

7
7

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

個
別

7
7

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

－
－

－
○

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

7
8

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
4

号
）

－
○

○
－

○
－

○
○

○
－

－
－

－
○

－
－

○

共
通

7
8

－
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
6
号

）
－

○
○

－
○

－
○

○
○

－
－

－
－

○
－

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

7
8

－
発

電
用

火
力

設
備

の
技

術
基

準
の

解
釈

（
平

成
2
5
年

5
月

1
7
日

2
0
1
3
0
5
0
7
商

局
第

2
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

○
－

－
－
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・
条

文
の

（
　

）
は

，
「

技
術

基
準

規
則

及
び

そ
の

解
釈

」
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
【

変
更

前
】

【
変

更
後

】
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
工

認
補

正
申

請
書

に
記

載
す

る
基

準
及

び
規

格
・

各
施

設
区

分
の

黄
色

ハ
ッ

チ
ン

グ
は

，
今

回
の

補
正

申
請

に
て

使
用

し
た

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

の
桃

色
ハ

ッ
チ

ン
グ

は
，

今
回

の
補

正
申

請
に

て
使

用
し

て
い

な
い

基
準

及
び

規
格

・
各

施
設

区
分

欄
の

①
は

，
【

変
更

前
】

が
「

－
」

の
基

準
及

び
規

格

分
類

条
文

変
更

前
変

更
後

本
体

核
燃

原
冷

ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ﾝ

計
装

放
廃

放
管

格
納

非
常

用
常

用
ﾎ
ﾞ
ｲ
ﾗ

火
災

浸
水

補
機

取
水

土
木

緊
対

所
備

考

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

　
一

覧

共
通

7
8

－
発

電
用

火
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
平

成
9

年
3
月

2
7
日

経
済

産
業

省
令

第
5
1
号

）
－

－
－

－
－

－
－

－
○

－
－

－
－

○
－

－
－

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

7
8

－
原

子
力

発
電

工
作

物
に

係
る

電
気

設
備

の
技

術
基

準
の

解
釈

（
平

成
2
5
年

6
月

1
9
日

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
9
号

）
－

－
○

－
○

－
○

○
○

－
－

－
－

－
－

－
○

共
通

7
8

－
原

子
力

発
電

工
作

物
に

係
る

電
気

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

命
令

（
平

成
2
4
年

9
月

1
4
日

経
済

産
業

省
令

第
7
0
号

）
－

－
○

－
○

－
○

○
○

－
－

－
－

－
－

－
○

「
2
.
　

記
載

す
べ

き
適

用
基

準
及

び
規

格
の

考
え

方
」

に
よ

る
整

理

共
通

(
7
8
)

－
Ｊ

Ｅ
Ｓ

Ｃ
　

Ｅ
　

７
０

０
２

-
2
0
1
5
　

電
気

機
械

器
具

の
熱

的
強

度
の

確
認

方
法

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
「

原
子

力
発

電
工

作
物

に
係

る
電

気
設

備
の

技
術

基
準

の
解

釈
」

に
包

含
さ

れ
る

た
め

共
通

(
7
8
)

－
Ｎ

Ｅ
Ｇ

Ａ
　

Ｃ
　

３
３

１
-
2
0
0
5
　

可
搬

形
発

電
設

備
技

術
基

準

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
7
8
)

－
日

本
電

機
工

業
会

　
Ｊ

Ｅ
Ｍ

　
１

３
５

４
-
2
0
0
3
　

デ
ィ

ー
ゼ

ル
エ

ン
ジ

ン
駆

動
陸

用
同

期
発

電
機

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－

共
通

(
7
8
)

－
日

本
電

機
工

業
会

　
Ｊ

Ｅ
Ｍ

　
１

３
９

８
-
1
9
9
5
　

デ
ィ

ー
ゼ

ル
エ

ン
ジ

ン
駆

動
可

搬
形

交
流

発
電

装
置

－
－

－
－

－
－

－
－

○
－

－
－

－
－

－
－

－
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1. 工事計画添付書類に係る補足説明資料 

添付書類の記載内容を補足するための資料を以下に示す。 

 

資料

No. 
添付書類名称 補足説明資料（内容） 備考 

1 

Ⅵ-1-10-1 

設計及び工事に係る品質マ

ネジメントシステムに関す

る説明書 

設計及び工事に係る品質マネ

ジメントシステムについて 
 

 

  



 

 

 

資料 No.1 

 

 

 

 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムについて 



 

 

 

 

目  次 

 

1. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムの関係について 

2. 設工認として必要な設計，工事及び検査の流れについて 

3. 設計，工事及び検査で作成される各様式の関係 

4. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

 

 



 

 

 

1 

1．設計及び工事に係る品質マネジメントシステムの関係について 

 

1．当社の品質保証体制における設計及び工事に係る品質マネジメントシステムについて 

当社は，「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則

（令和 2 年 1 月 23 日原子力規制委員会規則第 2 号）」（以下「品管規則」という。）に基づき，

設置変更許可申請書本文第十一号の「発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に

必要な体制の整備に関する事項」（以下「本文十一号」という。）に，健全な安全文化を育成及

び維持するための活動を含めた，原子炉施設の設計，工事及び検査段階から運転段階に係る品

質マネジメントシステムを確立し，実施し，評価確認し，継続的に改善することを定めている。

また，本文十一号に従い，発電所における保安活動に係る品質マネジメントシステムを，保安

規定品質マネジメントシステム計画として定め，組織が品質マネジメントシステムに必要なプ

ロセスを明確にすること，そのプロセスを組織に適用することを「原子力品質保証規程」に定

めている。「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」は，本文十一号を踏まえ，保安規

定品質マネジメントシステム計画に基づき，設計及び工事に係る具体的な品質管理の方法，組

織等の計画された事項を記載したものである。 

 

2．設計及び工事に係る品質マネジメントシステムの記載内容について 

「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」は，当社の「原子力品質保証規程」で定

めるＱＭＳ活動を踏まえ，設計及び工事に係る具体的な品質管理の方法，組織等の計画され

た事項を記載し，設計・工事・検査の各プロセスの骨格を記載している。 

「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」は，「設計及び工事に係

る品質マネジメントシステム」に基づき，設計・工事・検査の各プロセスを実現するための具

体的な方法（設計に係る品質管理の方法で行った実績，工事・検査に係る品質管理の方法，組

織等の具体的な計画）を記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 当社の品質マネジメントシステムの関係 

以上 

品管規則 

設置変更許可申請書本文第十一号 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 

設計及び工事に係る 
品質マネジメントシステムに関する説明書 

原子力品質保証細則 

二次文書 

三次文書 

炉規法 第四十三条の三の九 炉規法 第四十三条の三の二十四 

社内ＱＭＳ 

保安規定品質マネジメントシステム計画 

原子力品質保証規程 



 

 

 

 

2. 設工認として必要な設計，工事及び検査の流れについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 
3.6 

3.5.3，3.5.4，3.5.5 

適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

発電用原子炉設置変更許可申請書， 

設置許可基準規則・技術基準規則及びその解釈 

設計＊1 

（設工認申請書作成に係る活動の計画とその実績を「設計」として記載）（様式－1） 

各条文の対応に必

要な適合性確認対

象設備の選定 

（様式－2） 

 

適合性確認対象設備の各条文への適合性 

を確保するための設計（設計２）＊3 

（様式－8,設計資料） 

 

基本設計方針の作成 

（設計１）＊3 
（様式－3,4,5,6,7） 

 

設計のアウトプットに対する検証 

工事及び検査 

（バックフィット制度における設工認申請上では，各要求事項に対する使用前事業者検査，必要な追

加工事又は継続中工事の計画を「工事」として記載）（様式－1） 

対象設備の現状 

（設計実績） 

設工認における調達管理の方法 

納入図書，最終納入図書 

現場確認結果 

（ウォークダウン） 

業務報告書 

既工認 

… 

対象設備の現状 

（工事実績） 

使用前事業者検査の計画＊2 

（様式－8） 

 

 

検査計画の管理 

主要な耐圧部の溶接部に

係る使用前事業者検査の

管理 

使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査 

注記＊1：バックフィット制度における設工認申請上の「設計」とは，要求事項を満足した設備とするための基本設計方針を作成（設計１）し，既に設置されている設備の状況を
念頭に置きながら，適合性確認対象設備を各条文に適合させるための設計（設計２）を行う業務をいう。 
また，この設計の結果を基に，設工認として申請が必要な範囲について，設工認申請書にまとめる。 

＊2：条文ごとに適合性確認対象設備が技術基準規則に適合していることを確認するための検査方法（代替確認の考え方を含む）の決定とその実施を使用前事業者検査の計画
として明確にする。 

＊3：保安規定品質マネジメントシステム計画の「7.3.3 設計開発の結果に係る情報」，「7.3.4 設計開発レビュー」対応項目 

：設工認の範囲 

：必要に応じ実施する業務の流れ 
 

3.3.1 

3.3.3(1) 

3.3.3(2) 

3.3.3(3) 

3.6 

3.4.1 3.4.2 

3.5.2 

設備図書（完成図書） 

 

現場確認結果 

（ウォークダウン） 

納入図書，最終納入図書 

設備図書（完成図書） 

使用前事業者検査等及び 

自主検査等の記録 

（定期事業者検査，自主検

査，定期試験等） 

主な記録 

工事の方法 

具
体
的
な
設
備
の
設
計
に
基
づ
く
工
事
の
実
施 

設
工
認
に
基
づ
く
具
体
的
な
設
備
の
設
計
の
実
施
（
設
計
３
） 

（
様
式
―
８
） 
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… 

設工認における調達管理の方法 

（様式－9） 
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様式－２ 設備リスト 
 

設備抽出 

 

記載内容を 

転記 

３．設計，工事及び検査で作成される各様式の関係 

技
術
基
準
規
則 

様式－３ 技術基準規則の各条文と各施 

設における適用要否の考え方 

・目  的：適合性確認対象設備の抽出 

・作成要領：適合性確認対象設備の抽出 

フローに基づき適合性確認 

対象となる設備・運用を抽 

出する。 

条文適用要否の 

判断結果 

要求事項の 

明確化 

様式－４ 施設と条文の対比一覧表 
 

・目  的：施設ごとに適用される条文の明確化 

      （例：設計基準対象施設） 

・作成要領：様式－３で整理された結果を一覧表に整理する。 

設計１ 

設
置
許
可
基
準
規
則 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
・
添
付
書
類 

設備 

（差分） 

技
術
基
準
規
則 

様式－５ 設工認添付書類早見表 
 

・目  的：設備ごとに適用される耐震クラス及び機器クラス等の明確化 

・作成要領：様式－２で抽出した設備に対して指針等に基づき適用される耐震重要度分類， 

機器クラス及び兼用の考え方を整理する。併せて各条項号と設工認申請書類と 

の関係を整理する。 

・目  的：技術基準規則各条文が対象 

とする施設の明確化 

・作成要領：施設ごとの各条文に対する 

適用要否を判断し，その結 

果を整理する。 

設備等の情報 

対象設備 

等の選定 

施設ごとに適用 

する条文の情報 

耐震重要度分類， 

機器クラス等の情報 

設備情報 

様式－７ 要求事項との対比

表  

 

・目  的：基本設計方針を抜けなく 

作成するための手段の明 

確化 

・作成要領：様式－６に考え方を整理 

しながら設計すべき項目 

を基本設計方針として漏 

れなく作成する 

 

施設ごと 

の基本設 

計方針の 

作成 

基本設計方針 

設計２ 

【設計資料】 

要目表 

基本設計方針 

各説明資料等 

 

・発電用原子炉の設置の許 

可との整合性に関する説 

明書 

・設備別記載事項の設定根 

拠に関する説明書 

・強度に関する説明書 等 

様式－８ 基準適合性を確保するため 

の設計結果と適合性確認状 

況一覧表 

結果と適合性確認状況一覧

表 

・目  的：技術基準規則への適合性に 

必要な設計が行われている 

こと及び設計結果に対する 

使用前事業者検査の検査方 

法を明確化 

・作成要領：様式－５で取りまとめた設 

備及び運用について，施設 

ごとの基本設計方針に基づ 

き設計した結果（対応策） 

を整理するとともに，使用 

前事業者検査の方法につい 

て取りまとめる。 

設工認申請書 

 

（本文・添付書類） 

基本設計方針 

の作成 

詳細な検討が必要な事項 

（各説明書等）の情報 

様式－６ 各条文の設計の考え方 

・目  的：基本設計方針を作成する 

ための技術基準規則への 

適合性の考え方及び詳細 

設計として含めるべき項 

目の明確化 

・作成要領：様式－７を作成しなが 

ら，考え方を整理してい 

く。 

様式－１ 設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画 

・目  的：設計及び工事に係る品質管理の方法等で行った管理の実績及び計画の 

取りまとめ 

・作成要領：各様式を用いて実施した業務の実績及び計画について，基本設計方針 

で示した項目に対する実績（各説明資料への繋がり）と記録（用いた 

様式）等及び工事・検査の計画を簡潔に記載する。 
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様式－１の記載について（補足説明資料レベル） 

 

施設区分毎に以下を基本として作成する。 様式－1 (記載例) 

①「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」に
示した設計の段階について，3.3.1～3.3.3(1)のプロセスは，組織内外
の相互関係と，具体的な活動実績としてのインプット，アウトプット
及び他の記録類を記載する。 

②3.3.3(2)については，まず全体的な流れを①と同様に記載し，共通的
に適用される設計について，基本設計方針と同様に原子炉冷却系統施
設を呼び込む記載を行う。 

③基本設計方針を受けて行った個別の設計については，基本設計方針や
説明書の項目を参照し，纏まりが分かる程度のタイトルをつけて設計
対象の項目分けを行う。 

④それぞれの設計対象について，組織内外の相互関係（調達の有無）を
星取りで記載する。 

⑤それぞれの設計対象について，何をインプットに設計を行ったか，最
終的な設計結果がどの設工認書類に記載されたかをインプット 及び
アウトプット欄に箇条書きで記載する。 

⑥調達を行っている場合はインプットに「業務報告書」を記載し，他の
記録類に「仕様書」を記載する。 

⑦3.3.3(3)～(5)のプロセスについても①と同様に記載する。 

⑧「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」に
示した工事及び検査の段階（3.4.1～3.7.2）については，計画として
の組織内外の相互関係と，具体的な活動計画としてのインプット，ア
ウトプット及び他の記録類を記載する。 

⑨実績と計画については，プロセスの見出し行に記載する。 

  
 

※ 

※ 

基本的な考え方：設工認書類で示している設計結果について，そのプロセス（設計対象）における組織内外の相互関係を星取りで示すと

ともに，インプット，アウトプット及び他の記録類について，箇条書きで記載する。 

様式－１の記載について 
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設工認本文に記載されている施設ごとの基本設

計方針の前後表から，設計項目となるまとまり

毎に「基本設計方針」を転記する。 

追加要求事項がある「基本設計方針」について，これを受けて実施

した詳細設計の結果が記載されている「設工認書類」の図書番号・

名称と，記載箇所が分かる章項節番号・タイトルを記載する。 

追加要求事項がある「基本設計方針」について，これを受

けて実施した設計のプロセスを記載した「様式－1」の設計

対象について，章項節番号・タイトルを記載する。 

基本設計方針に変更がない場合は，その方針
に対する設計を行っていないため，様式－1 
への反映結果はない。 

設計対象のうち機能を兼用する機器の仕様に
関する設計は，「2. 核燃料物質の取扱施設及
び貯蔵施設の兼用に関する設計」に設計プロ
セスを記載している。 

基本設計方針を受けて行った個別
の設計について，対応する様式－1
の設計対象を反映結果欄に記載。 

図面は全ての図書番号・タイトルを記載すると
煩雑になる為，名称は他の様式で使用する程度
の略称を使用し，設備・系統毎に記載する。 

 

 

様式－１展開表について 

 

 

 

基本設計方針を受けて行った個別の設計の
設計結果として作成された設工認書類は，
展開表の設計結果の記載箇所欄と，様式－1
のアウトプット欄でリンクする。 

基本的な考え方：基本設計方針の変更に対する設計の結果が，どの設工認書類のどこに記載しているかを明確にし，その設計プロセスを
様式－1のどこに記載したかを整理する。 
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1. 概要 

本資料は，設計及び工事の計画（以下「設工認」という。）の「設計及び工事に係る品

質マネジメントシステム」（以下「設工認品質管理計画」という。）及び島根原子力発電所

原子炉施設保安規定（以下「保安規定」という。）に基づき，設工認の「実用発電用原子

炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成 25 年 6 月 28 日原子力規制委員会規則

第 6 号）」（以下「技術基準規則」という。）等に対する適合性の確保に必要な設計に係る

品質管理の方法で行った管理の実績又は行おうとしている管理の計画について記載すると

ともに，工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画を記載す

る。 

 

2. 基本方針 

本資料では，設工認における，「設計に係る品質管理の方法で行った管理の実績又は行

おうとしている管理の計画」及び「工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等について

の具体的な計画」を，以下のとおり説明する。 

 

(1) 設計に係る品質管理の方法で行った管理の実績又は行おうとしている管理の計画 

「設計に係る品質管理の方法で行った管理の実績又は行おうとしている管理の計画」

として，以下に示す 2 つの段階を経て実施した設計の管理の方法を「3. 設計及び工事

の計画における設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等」に記載する。 

具体的には，組織について「3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の相互

関係及び情報伝達含む。）」に，実施する各段階について「3.2 設工認における設計，

工事及び検査の各段階とそのレビュー」に，品質管理の方法について「3.3 設計に係

る品質管理の方法」に，調達管理の方法について「3.6 設工認における調達管理の方

法」に，文書管理，識別管理及びトレーサビリティについて「3.7 記録，識別管理，

トレーサビリティ」に，不適合管理の方法について「3.8 不適合管理」に記載する。 

また，これらの方法で行った管理の具体的な実績を，様式－1「設工認に係る設計の

実績，工事及び検査の計画（例）」（以下「様式－1」という。）を用いて添付書類Ⅵ-1-

10-2「設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画 原子炉本体」～添付書類Ⅵ-1-

10-17「設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画 緊急時対策所」に示す。 

・「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和 53 年 12 月 28 日通商産業

省令第 77 号）」（以下「実用炉規則」という。）の別表第二「設備別記載事項」に

示された設備に対する技術基準規則の条文ごとの基本設計方針の作成 

・作成した条文ごとの基本設計方針を基に，実用炉規則の別表第二に示された事項

に対して必要な設計を含む技術基準規則等への適合に必要な設備の設計（作成し

た条文ごとの基本設計方針に対し，設工認申請時点で設置している設備，並びに

様式－1 
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工事を継続又は完了している設備の設計実績を用いた技術基準規則等への適合に

必要な設備の設計を含む。） 

これらの設計に係る記載事項には，設計の要求事項として明確にしている事項及び

そのレビューに関する事項，設計の体制として組織内外の相互関係，設計・開発の各段

階におけるレビュー等に関する事項並びに外部の者との情報伝達に関する事項等を含め

て記載する。 

 

(2) 工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画 

「工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画」として，設

工認申請時点で設置している設備，工事を継続又は完了している設備を含めた設工認対

象設備の工事及び検査に係る品質管理の方法を「3. 設計及び工事の計画における設

計，工事及び検査に係る品質管理の方法等」に記載する。 

具体的には，組織について「3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の相互

関係及び情報伝達含む。）」に，実施する各段階について「3.2 設工認における設計，

工事及び検査の各段階とそのレビュー」に，品質管理の方法について「3.4 工事に係

る品質管理の方法」及び「3.5 使用前事業者検査の方法」に，調達管理の方法につい

て「3.6 設工認における調達管理の方法」に，文書管理，識別管理及びトレーサビリ

ティについて「3.7 記録，識別管理，トレーサビリティ」に，不適合管理の方法につ

いて「3.8 不適合管理」に記載する。 

また，これらの工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画

を，様式－1 を用いて添付書類Ⅵ-1-10-2「設工認に係る設計の実績，工事及び検査の

計画 原子炉本体」～添付書類Ⅵ-1-10-17「設工認に係る設計の実績，工事及び検査の

計画 緊急時対策所」に示す。 

工事及び検査に係る記載事項には，工事及び検査に係る要求事項として明確にする事

項及びそのレビューに関する事項，工事及び検査の体制として組織内外の相互関係（使

用前事業者検査の独立性，資源管理及び物品の状態保持に関する事項を含む。），工事及

び検査に必要なプロセスを踏まえた全体の工程及び各段階における監視，測定，妥当性

確認及び検査等に関する事項（記録，識別管理，トレーサビリティ等に関する事項を含

む。）並びに組織の外部の者との情報伝達に関する事項等を含めて記載する。 

 

(3) 設工認対象設備の施設管理 

設工認に基づく，技術基準規則等への適合性を確保するために必要となる設備（以

下「適合性確認対象設備」という。）は，設工認申請時点で設置している設備も含ま

れているが，これらの設備は，必要な機能・性能を発揮できる状態に維持されている

ことが不可欠であり，その維持の管理の方法について「4. 適合性確認対象設備の施

設管理」で記載する。 

様式－1 
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(4) 設工認で記載する設計，工事及び検査以外の品質保証活動 

設工認に必要な設計，工事及び検査は，設工認品質管理計画に基づく品質マネジメ

ントシステム体制の下で実施するため，上記以外の，責任と権限（保安規定品質マネ

ジメントシステム計画「5. 経営責任者等の責任」），原子力安全の重視（保安規定品

質マネジメントシステム計画「5.2 原子力の安全の確保の重視」），必要な要員の力

量管理を含む資源の管理（保安規定品質マネジメントシステム計画「6. 資源の管

理」）及び不適合管理を含む評価及び改善（保安規定品質マネジメントシステム計画

「8. 評価および改善」）については，保安規定品質マネジメントシステム計画に従

った管理を実施する。 

また，当社の品質保証活動は，健全な安全文化を育成及び維持するための活動と一

体となった活動を実施している。 

なお，設工認申請時点で設置している設備の中には，現在のような健全な安全文化

を育成及び維持するための活動を意識した活動となっていなかった時代に導入してい

る設備もあるが，それらの設備についても現在の健全な安全文化を育成及び維持する

ための活動につながる様々な品質保証活動を行っている。（添付 1「建設当時からの

品質マネジメントシステム体制」の「別表 1」参照） 

 

3. 設計及び工事の計画における設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等 

設工認における設計，工事及び検査に係る品質管理は，保安規定品質マネジメントシ

ステム計画として記載している品質マネジメントシステムに基づき実施する。 

また，特定重大事故等対処施設にかかわる秘匿性を保持する必要がある情報について

は以下の管理を実施する。 

 

(1) 秘密情報の管理 

「実用発電用原子炉に係る特定重大事故等対処施設に関する審査ガイドにおける航

空機等の特性等」（平成 26 年 9 月 18 日原子力規制委員会）及び同ガイドを用いて作

成した情報を含む文書（以下「秘密情報」という。）については，秘密情報の管理に

係る管理責任者を指定し，秘密情報を扱う者（以下「取扱者」という。）の名簿での

登録管理を実施する。また，秘密情報を含んだ電子データは取扱者以外の者のアクセ

スを遮断するためアクセス権限の設定等を実施する。 

 

(2) セキュリティの観点から非公開とすべき情報の管理 

上記(1)以外の特定重大事故等対処施設に関する情報を含む文書については，業務

上知る必要のある者以外の者がみだりに閲覧できない状態で管理する。また，特定重
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大事故等対処施設に係る調達の際，当該情報を含む文書等について業務上知る必要の

ある者以外の者がみだりに閲覧できない状態で管理することを要求する。 

 

以下に，設計，工事及び検査，調達等のプロセスを示す。 

 

3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。） 

設工認に基づく設計，工事及び検査は，図 3－1 に示す本社組織及び発電所組織に

係る体制で実施する。 

また，設計（「3.3 設計に係る品質管理の方法」），工事（「3.4 工事に係る品質管

理の方法」），検査（「3.5 使用前事業者検査の方法」）並びに調達（「3.6 設工認に

おける調達管理の方法」）の各プロセスを主管する箇所を表 3－1 に示す。 

表 3－1 に示す各プロセスを主管する箇所の長は，担当する設備に関する設計，工

事及び検査，調達について，責任及び権限を持ち，各プロセスを主管する箇所に属す

るグループが実施する設工認に係る活動を統括する。 

図 3－1 に示す各主任技術者は，それぞれの職務に応じた監督を行うとともに，相

互の職務について適宜情報提供を行い，意思疎通を図る。 

設計から工事への設計結果の伝達，当社から供給者への情報伝達等，組織内外又は

組織間の情報伝達について，設工認に従い確実に実施する。 

 

3.1.1 設計に係る組織 

設工認に基づく設計は，図 3－2 に示す設計を主管する箇所（以下「設計を主

管する箇所」という。）が実施する。 

なお，本設工認に係る設計の対象は広範囲に及ぶため，電源事業本部部長（原

子力管理）の責任の下に，設計に必要な資料（以下「設計資料」という。）の作

成を行うため，図 3－2 に示す体制を定めて設計に係る活動を実施する。 

図 3－2 に示す体制の各グループが作成した設計資料については，これらを作

成した各グループにおいて，「3.2 設工認における設計，工事及び検査の各段階

とそのレビュー」及び「3.3 設計に係る品質管理の方法」に示すとおりの設計

結果となっていることを審査し，図 3－2 に示す設計を主管する箇所において承

認する体制とする。 

また，設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について，設工認に示

す設計の段階ごとに様式－1 を用いて添付書類Ⅵ-1-10-2「設工認に係る設計の

実績，工事及び検査の計画 原子炉本体」～添付書類Ⅵ-1-10-17「設工認に係る

設計の実績，工事及び検査の計画 緊急時対策所」に示す。 

 

 

設計に係る体制 

様式－1 
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3.1.2 工事及び検査に係る組織 

設工認に基づく工事及び検査は，表 3－1 に示す工事を主管する箇所及び検査

を担当する箇所で実施する。 

また，設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について，設工認に示

す工事及び検査の段階ごとに様式－1 を用いて添付書類Ⅵ-1-10-2「設工認に係

る設計の実績，工事及び検査の計画 原子炉本体」～添付書類Ⅵ-1-10-17「設工

認に係る設計の実績，工事及び検査の計画 緊急時対策所」に示す。 

 

3.1.3 調達に係る組織 

設工認に基づく調達は，表 3－1 に示す本社組織及び発電所組織の調達を主管

する箇所で実施する。 

また，設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について，設工認に示

す設計，工事及び検査の段階ごとに様式－1 を用いて示す。 

 

 

工事及び検査に係る体制 

様式－1 

様式－1 
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図 3－1 本社組織及び発電所組織に係る体制 

 

内部監査部門長 

調達本部長 

電源事業本部部長 

（原子力品質保証） 

管理責任者 

管理責任者 電源事業本部長 

（電源事業本部長） 

（内部監査部門長） 

電源事業本部部長（原子力管理）－※２ 

原子力発電保安委員会 

電源事業本部部長（原子力安全技術） 

電源事業本部部長（燃料） 

電源事業本部部長（電源土木） 

電源事業本部部長（電源建築） 

※１ 

社長 

発電用原子炉 

主任技術者 

※３ 

※１ 

品質保証部長 

技術部長 

発電部長 

保修部長 

課長（品質保証） 

 

総務課長 

課長（技術） 

課長（燃料技術） 

課長（放射線管理） 

課長（建設管理） 

課長（第一発電） 

課長（第二発電） 

課長（保修管理） 

課長（保修技術） 

課長（電気） 

課長（計装） 

課長（３号電気） 

課長（タービン） 

課長（３号機械） 

課長（土木） 

課長（原子炉） 

課長（ＳＡ工事プロジェクト） 

当直長 

当直長 

原子力発電保安 

運 営 委 員 会 

電気主任技術者 

ボイラー・タービン 

主任技術者 

6                  

課長（核物質防護） 

課長（建築） 

※３ 

（本社組織） （発電所組織） 

※２－原子力人材育成センター所長 

課長（廃止措置総括） 

廃止措置・ 

環境管理 

部長 

発電所長 



S2 補 Ⅵ-1-10-1 R1 

 

 

7 

   
 

 

図 3－2 設工認の各プロセスに関する体制 
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表 3－1 各プロセスを主管する箇所（1/2） 

プロセス 主管箇所 

3.3 設計に係る品質管理の方法 

本社 電源事業本部（原子力管理） 

本社 電源事業本部（原子力安全技術） 

本社 電源事業本部（電源土木） 

本社 電源事業本部（電源建築） 

3.4 

3.5 

工事に係る品質管理の方法 

使用前事業者検査の方法 

本社 電源事業本部（電源土木） 

本社 電源事業本部（電源建築） 

発電所 品質保証部（品質保証） 

発電所 技術部（技術） 

発電所 技術部（燃料技術） 

発電所 技術部（核物質防護） 

発電所 技術部（建設管理） 

発電所 廃止措置・環境管理部（放射線管理） 

発電所 発電部（第一発電） 

発電所 発電部（第二発電） 

発電所 保修部（保修管理） 

発電所 保修部（保修技術） 

発電所 保修部（電気） 

発電所 保修部（計装） 

発電所 保修部（３号電気） 

発電所 保修部（原子炉） 

発電所 保修部（タービン） 

発電所 保修部（３号機械） 

発電所 保修部（土木） 

発電所 保修部（建築） 

発電所 保修部（ＳＡ工事プロジェクト） 

  



 

 

 

9 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
10
-1
 R
1 

表 3－1 各プロセスを主管する箇所（2/2） 

プロセス 主管箇所 

3.6 

 

設工認における調達管理の方

法 

本社 電源事業本部（原子力管理） 

本社 電源事業本部（原子力安全技術） 

本社 電源事業本部（電源土木） 

本社 電源事業本部（電源建築） 

発電所 品質保証部（品質保証） 

発電所 技術部（技術） 

発電所 技術部（燃料技術） 

発電所 技術部（核物質防護） 

発電所 技術部（建設管理） 

発電所 廃止措置・環境管理部（放射線管理） 

発電所 発電部（第一発電） 

発電所 発電部（第二発電） 

発電所 保修部（保修管理） 

発電所 保修部（保修技術） 

発電所 保修部（電気） 

発電所 保修部（計装） 

発電所 保修部（３号電気） 

発電所 保修部（原子炉） 

発電所 保修部（タービン） 

発電所 保修部（３号機械） 

発電所 保修部（土木） 

発電所 保修部（建築） 

発電所 保修部（ＳＡ工事プロジェクト） 
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3.2 設工認における設計，工事及び検査の各段階とそのレビュー 

3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用 

設計及び工事のグレード分けは，原子炉施設の安全上の重要性に応じて，添付 2「当社

におけるグレード分けの考え方」に示すグレード分けの考え方を適用し，管理を実施す

る。 

ただし，本設工認における設計は，新規制基準施行以前から設置している設備並びに工

事を継続又は完了している設備の設計実績等を用いた技術基準規則等への適合性を確保す

るために必要な設備の設計である。 

したがって，本設工認の設計には，設計及び工事のグレード分けによらず，全ての適合

性確認対象設備を，「3.3 設計に係る品質管理の方法」に示す設計で管理する。 

なお，「3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計 3）」以降の段階で新

たに設計及び工事を実施する場合は，設計及び工事のグレード分けの考え方を適用し，管

理を実施する。 

 

3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とそのレビュー 

設工認における必要な設計，工事及び検査の流れは，設工認品質管理計画のとおりであ

る。 

設工認における設計，工事及び検査の各段階と保安規定品質マネジメントシステム計画

との関係を表 3－2に示す。 

 

(1) 実用炉規則別表第二対象設備に対する管理 

適合性確認に必要な作業と検査の繋がりを図 3－3に示す。 

設計，工事を主管する箇所の長又は検査実施責任者は，設計，工事及び検査の各段階に

おいて要求事項に対する適合性を確認した上で，次の段階に進める。 

また，設計，工事を主管する箇所の長は，表 3－2に示す「保安規定品質マネジメント

システム計画の対応項目」ごとのアウトプットに対するレビューを実施する。 

設計の各段階におけるレビューは，保安規定品質マネジメントシステム計画「7.3.4 

設計開発レビュー」に基づき設計の結果が要求事項を満たせるかどうかを評価し，問題を

明確にし，必要な処置を提案する。 

適切な段階において図 3－2に示された箇所で当該設備の設計に関する力量を有する専

門家を含めて設計の各段階におけるレビューを実施するとともに，「文書・記録管理基本

要領」に基づき記録を管理する。 

設計におけるレビューの対象となる段階を表 3－2に「＊」で明確にする。 

なお，実用炉規則別表第二対象設備のうち，設工認申請（届出）が不要な工事を行う場

合は，設工認品質管理計画のうち，必要な事項を適用して設計，工事及び検査を実施し，

認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適

合していることを使用前事業者検査により確認する。 
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(2) 主要な耐圧部の溶接部に対する管理 

設工認のうち，主要な耐圧部の溶接部に対する必要な検査は，「3.4 工事に係る品質管

理の方法」，「3.5 使用前事業者検査の方法」及び「3.6 設工認における調達管理の方

法」に示す管理（表 3－2における「3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施

（設計 3）」～「3.6 設工認における調達管理の方法」）のうち，必要な事項を適用して

検査を実施し，認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技

術基準規則に適合していることを使用前事業者検査により確認する。 
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表 3－2 設工認における設計，工事及び検査の各段階 

各段階 
保安規定品質マネ
ジメントシステム
計画の対応項目 

概 要 

設
計 

3.3 
設計に係る品質管
理の方法 

7.3.1 設計開発計
画 

適合性を確保するために必要な設
計を実施するための計画 

3.3.1 

 

適合性確認対象設
備に対する要求事
項の明確化 

7.3.2 設計開発に
用いる情報 

設計に必要な技術基準規則等の要
求事項の明確化 

3.3.2 
各条文の対応に必
要な適合性確認対
象設備の選定 

7.3.2 設計開発に
用いる情報 

技術基準規則等に対応するための
設備・運用の抽出 

3.3.3(1) ＊ 
基本設計方針の作
成（設計 1） 

7.3.3 設計開発の
結果に係る情報 

要求事項を満足する基本設計方針
の作成 

3.3.3(2) ＊ 

適合性確認対象設
備の各条文への適
合性を確保するた
めの設計（設計 2） 

7.3.3 設計開発の
結果に係る情報 

適合性確認対象設備に必要な設計
の実施 

3.3.3(3) 
設計のアウトプッ
トに対する検証 

7.3.5 設計開発の
検証 

基準適合性を確保するための設計
の妥当性のチェック 

3.3.4＊ 設計における変更 
7.3.7 設計開発の
変更の管理 

設計対象の追加や変更時の対応 

工
事
及
び
検
査 

3.4.1＊ 
設工認に基づく具
体的な設備の設計
の実施（設計 3） 

7.3.3 設計開発の
結果に係る情報 
7.3.5 設計開発の
検証 

設工認を実現するための具体的な
設計 

3.4.2 
具体的な設備の設
計に基づく工事の
実施 

― 適合性確認対象設備の工事の実施 

3.5.1 
使用前事業者検査
での確認事項 

― 

適合性確認対象設備が，認可された
設工認に記載された仕様及びプロ
セスのとおりであること，技術基準
規則に適合していること 

3.5.2 
使用前事業者検査
の計画 

7.1 個別業務に必
要なプロセスの計
画 

適合性確認対象設備が，認可された
設工認に記載された仕様及びプロ
セスのとおりであること，技術基準
規則に適合していることを確認す
るための使用前事業者検査の計画
と方法の決定 

3.5.3 検査計画の管理 ― 
使用前事業者検査を実施する際の
工程管理 

3.5.4 
主要な耐圧部の溶
接部に係る使用前
事業者検査の管理 

― 
主要な耐圧部の溶接部に係る使用
前事業者検査を実施する際のプロ
セスの管理 

3.5.5 
使用前事業者検査
の実施 

7.3.6 設計開発の
妥当性確認 
8.2.4 機器等の検
査等 

適合性確認対象設備が,認可された
設工認に記載された仕様及びプロ
セスのとおりであること，技術基準
規則に適合していることを確認 

調
達 

3.6 
設工認における調
達管理の方法 

7.4 調達 
8.2.4 機器等の検
査等 

適合性確認に必要な設計，工事及び
検査に係る調達管理 

注記＊：「3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とそのレビュー」でいう，保安規定品質マネジメン
トシステム計画の「7.3.4 設計開発レビュー」の対応項目 
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○○施設 

  

基本設計方針 

   

 

 

 

     技術基準条文  〇〇条  

   技術基準条文 要求種別  〇〇要求  

設備区分 系統名 機器区分 様式－2 関連条文 設備名称 

設工認設計結果 

（上：要目表／設計方針） 

（下：記録等） 

設備の具体的設計結果 

（上：設計結果） 

（下：記録等） 

確認方法 

        【検査項目】 

 

   〇〇条   【記録等】 【記録等】 【検査方法】 

 

 

 

 

図 3－3 適合性確認に必要な作業と検査の繋がり 

 

13                  

設計結果に対する適合性確認 

要求事項 

設工認申請書 

実用炉規則 

設置許可基準規則 

（第五条） （第九条） 

技術基準規則 

発電用原子炉設置許可申請書 

工事計画本文・工事計画以外 

添付書類 

要目表 基本設計方針 設工認品質管理計画 

設備別記載事項の設定値根拠に関す

る説明書 

設計及び工事に係る 

品質マネジメントシステムに関する 

説明書 
強度に関する説明書 

安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条

件の下における健全性に関する説明書 

… 

… 

各条文への適合性を確保するための設計 

各条文の対応に必要な適合性

確認対象設備の選定 

基本設計方針の作成 

（設計段階の適合性を保証す

るための記録の収集） 

納入図書， 

最終納入図書 

現場確認結果 

（ウォークダウン） 

委託報告書 

既設工認 

設
計
の
妥
当
性
を
示
す
記
録 

 

使用前事業者検査 

 

（適合性確認対象設備が認可された設工認に記載さ

れた仕様及びプロセスのとおりであること，技術

基準規則に適合していることを確認するため，「適

合性を確認するために実施する検査方法の決定」

で決定した結果に基づき行う検査） 

 

適合性確認対象設備の 

各条文への適合性を 

確保するための設計＊ 

完成図書 

 

適合性を確認するために実施する検査

方法の決定＊ 

（工事段階の適合性を保証す

るための記録の収集） 

納入図書， 

最終納入図書 

現場確認結果 

（ウォークダウン） 

完成図書 

工
事
段
階
の
適
合
性
確
認
に
用
い
る
記
録
と
そ
の
品
質 

（
過
去
に
作
成
さ
れ
た
記
録
の
品
質
を
含
む
） 

使用前事業者検査等及

び自主検査等の記録 

（定期事業者検査， 

自主検査， 

定期試験等） 
注記＊：基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表 

… 

工事の方法 

… 
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3.3 設計に係る品質管理の方法 

設計を主管する箇所の長は，設工認における技術基準規則等への適合性を確保するための設

計として，「要求事項の明確化」，「適合性確認対象設備の選定」，「基本設計方針の作成」及び

「適合性を確保するための設計」，「設計のアウトプットに対する検証」の各段階を実施する。 

以下にそれぞれの活動内容を示す。 

 

3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

設工認に必要な要求事項は，以下のとおりとする。 

・「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平

成 25年 6月 28日原子力規制委員会規則第 5号）」（以下「設置許可基準規則」とい

う。）に適合しているとして許可された「島根原子力発電所発電用原子炉設置変更許

可申請書」（以下「設置変更許可申請書」という。） 

・設置許可基準規則 

・技術基準規則 

また，必要に応じて以下を参照する。 

・設置変更許可申請書の添付書類 

・設置許可基準規則の解釈 

・技術基準規則の解釈 

 

3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備に対する技術基準規則への適合性を確

保するため，設置変更許可申請書に記載されている設備及び技術基準規則への対応に必要

な設備（運用を含む。）を，実際に使用する際の系統又は構成で必要となる設備を含め

て，適合性確認対象設備として以下に従って抽出する。 

適合性確認対象設備を明確にするため，設工認に関連する工事において追加・変更とな

る設備・運用のうち，設工認の対象となる設備・運用を，要求事項への適合性を確保する

ために実際に使用する際の系統・構成で必要となる設備・運用を考慮しつつ，過去の指針

等＊と比較して追加又は変更された要求事項を満足するために必要な設備又は運用を，図

3－4に示すフローに基づき抽出する。 

注記＊：「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」及び解説，並びに「発

電用原子力設備に関する技術基準を定める省令」及び解釈 

 

(1) 設計基準対象施設 

抽出した結果を様式－2(1/2)「設備リスト（設計基準対象施設）（例）」（以下「様式－

2(1/2)」という。）の該当する条文の「設備等」欄に整理するとともに，設備／運用，既

設／改造／新設，追加要求事項に対して必須の設備・運用の有無，実用炉規則別表第二の

うち，要目表に該当の有無，既工認での記載の有無，実用炉規則別表第二に関連する施

様式－2 
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設・設備・機器区分，設置変更許可申請書添付書類八での主要設備記載の有無等を，様式

－2(1/2)の該当する各欄で明確にする。 

 

(2) 重大事故等対処設備 

抽出した結果を様式－2(2/2)「設備リスト（重大事故等対処設備）（例）」（以下「様式

－2(2/2)」という。）の該当する条文の「設備等」欄に整理するとともに，設置変更許可

申請書添付書類八での設備仕様記載の有無，系統機能，設備種別（既設／改造／新設，常

設／可搬），設備／運用，詳細設計に関する事項及び実用炉規則別表第二に関連する施

設・設備・機器区分等を，様式－2(2/2)の該当する各欄で明確にする。 

 

様式－2 
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図 3－4 適合性確認対象設備の抽出について 

 

 

「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則」と「実用発電用原子

炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則」の比較 

（設置許可基準規則－技術基準規

則比較） 

追加要求事項を満足す

るために必要な機能等か 

又は， 

追加要求事項ではない

が，本設工認で改造を行

う機能か 

はい 

適合性確認対象設備 

「発電用原子力設備に関する技

術基準を定める省令（昭和 40年

通商産業省令第 62 号）」と「実

用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則」の

比較 

（新旧技術基準規則比較） 

相違点の抽出 

自主設置設備等 
（施設管理等により自主的に管理する設備） 

いいえ 

「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指

針」と「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」の比較（安全審査

指針－設置許可基準規則比較） 

設置変更許可申請書 

相違点の抽出 

追加要求事項 

実用発電用原子炉 

及びその附属施設 

様式－2 
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3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合性を確保す

るための設計を以下のとおり実施する。 

・「設計 1」として，技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項を基に，

必要な設計を漏れなく実施するための基本設計方針を明確化する。 

・「設計 2」として，「設計 1」の結果を用いて適合性確認対象設備に必要な詳細設計を

実施する。 

・「設計 1」及び「設計 2」の結果を用いて，設工認に必要な書類等を作成する。 

・「設計のアウトプットに対する検証」として，「設計 1」及び「設計 2」の結果につい

て，検証を実施する。 

また，これらの具体的な活動を以下のとおり実施する。 

 

(1) 基本設計方針の作成（設計 1） 

設計を主管する箇所の長は，様式－2(1/2)，様式－2(2/2)で整理した適合性確認対象設

備に対する詳細設計を「設計 2」で実施するに先立ち，技術基準規則等の適合性確認対象

設備に必要な要求事項に対する設計を漏れなく実施するために，以下により適合性確認対

象設備ごとに適用される技術基準規則の条項号を明確にするとともに，技術基準規則の条

文ごとに各条文に関連する要求事項を用いて設計項目を明確にした基本設計方針を作成す

る。 

 

a. 適合性確認対象設備と適用条文の整理 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則への適合に必要な設

計を確実に実施するため，以下により，適合性確認対象設備ごとに適用される技術基準

規則の条文を明確にする。 

 

(a) 技術基準規則の条文ごとに各施設との関係を明確にし，明確にした結果とその理由

を，様式－3「技術基準規則の各条文と各施設における適用要否の考え方（例）」（以

下「様式－3」という。）の「適用要否判断」欄及び「理由」欄に取りまとめる。 

(b) 様式－3に取りまとめた結果を，様式－4(1/2)「施設と条文の対比一覧表（設計基

準対象施設）（例）」（以下「様式－4(1/2)」という。），様式－4(2/2)「施設と条文の

対比一覧表（重大事故等対処設備）（例）」（以下「様式－4(2/2）」という。）の該当箇

所の星取りにて取りまとめることにより，施設ごとに適用される技術基準規則の条文

を明確にする。 

(c) 様式－2(1/2)，様式－2(2/2)で明確にした適合性確認対象設備を，実用炉規則別表

第二の施設区分ごとに，様式－5「設工認添付書類星取表（例）」（以下「様式－5」と

いう。）で機器として整理する。 

また，様式－4(1/2)，様式－4(2/2)で取りまとめた結果を用いて，施設ごとに適用

される技術基準規則の条項号を明確にし，技術基準規則の各条文と設工認との関連性

を含めて様式－5で整理する。 

様式－3 

様式－4 

様式－5 
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b. 技術基準規則条文ごとの基本設計方針の作成 

設計を主管する箇所の長は，以下により，技術基準規則等の適合性確認対象設備に必

要な要求事項を具体化し，漏れなく適用していくための基本設計方針を技術基準規則の

条文ごとに作成する。 

なお，基本設計方針の作成に当たっての統一的な考え方を添付 3「技術基準規則ごと

の基本設計方針の作成に当たっての基本的な考え方」に示す。 

 

(a) 様式－7「要求事項との対比表（例）」（以下「様式－7」という。）に，基本設計方

針の作成に必要な情報として，技術基準規則の各条文及びその解釈，並びに関係する

設置変更許可申請書本文及びその添付書類に記載されている内容を原文のまま引用

し，その内容を確認しながら，設計すべき項目を基本設計方針として漏れなく作成す

る。 

(b) 基本設計方針の作成にあわせて，基本設計方針として記載する事項及びそれらの技

術基準規則への適合性の考え方（理由），基本設計方針として記載しない場合の考え

方，並びに詳細な検討が必要な事項として含めるべき実用炉規則別表第二に示された

添付書類との関係を明確にし，それらを様式－6「各条文の設計の考え方（例）」（以

下「様式－6」という。）に取りまとめる。 

(c) (a)及び(b)で作成した条文ごとの基本設計方針を整理した様式－7及び基本設計方

針作成時の考え方を整理した様式－6，並びに「3.3.3(1)a.(b)」で作成した各施設に

適用される技術基準規則の条文を明確にした様式－4(1/2)，様式－4(2/2)を用いて，

施設ごとの基本設計方針を作成する。 

(d) 作成した基本設計方針を基に，抽出した適合性確認対象設備に対する耐震重要度分

類，機器クラス，兼用する際の登録の考え方及び当該適合性確認対象設備に必要な設

工認申請書の添付書類との関連性を様式－5で明確にする。 

 

(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計 2） 

設計を主管する箇所の長は，様式－2(1/2)，様式－2(2/2)で整理した適合性確認対象設

備に対し，今回新たに設計が必要な基本設計方針への適合性を確保するための詳細設計

を，「設計 1」の結果を用いて実施する。 

 

a. 基本設計方針の整理 

設計を主管する箇所の長は，基本設計方針（「3.3.3(1)b. 技術基準規則条文ごとの

基本設計方針の作成」参照）に基づく設計の実施に先立ち，基本設計方針に従った設計

を漏れなく実施するため，基本設計方針の内容を以下の流れで分類し，技術基準規則へ

の適合性の確保が必要な要求事項を整理する。 

(a) 条文ごとに作成した基本設計方針を設計項目となるまとまりごとに整理する。 

(b) 整理した設計方針を分類するためのキーワードを抽出する。 

(c) 抽出したキーワードを基に要求事項を表 3－3に示す要求種別に分類する。 

様式－7 

様式－6 

施設ごと 

の基本設 

計方針 

様式－5 

様式－8 
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(d) 分類した結果を，設計項目となるまとまりごとに，様式－8「基準適合性を確保す

るための設計結果と適合性確認状況一覧表（例）」（以下「様式－8」という。）の「基

本設計方針」欄に整理する。 

(e) 設工認の設計に不要な以下の基本設計方針を，様式－8の該当する基本設計方針に

網掛けすることにより区別し，設計が必要な要求事項に変更があった条文に対応した

基本設計方針を明確にする。 

・定義（基本設計方針で使用されている用語の説明） 

・冒頭宣言（設計項目となるまとまりごとの概要を示し，冒頭宣言以降の基本設計

方針で具体的な設計項目が示されているもの） 

・規制要求に変更のない既設設備に適用される基本設計方針（既設設備のうち，過

去に当該要求事項に対応するための設計が行われており，様式－4(1/2)，様式－

4(2/2)及び様式－5で従来の技術基準規則から変更がないとした条文に対応した

基本設計方針） 

・適合性確認対象設備に適用されない基本設計方針（当該適合性確認対象設備に適

用されず，設計が不要となる基本設計方針） 

 

b. 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（対象設備の仕様の決

定含む） 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備を技術基準規則に適合したものとす

るために，以下により，必要な詳細設計を実施する。 

また，具体的な設計の流れを図 3－5に示す。 

 

(a) 表 3－3に示す「要求種別」ごとの「主な設計事項」に示す内容について，「3.7.1 

文書及び記録の管理」で管理されている設備図書や「3.6 設工認における調達管理

の方法」に従った供給者からの業務報告書等の記録をインプットとして，基本設計方

針に対し，必要な詳細設計の方針（要求機能，性能目標，防護方針等を含む。）を定

め，適合性確認対象設備が，技術基準規則等の設計要求事項への適合性を確保するた

めの詳細設計を実施する。 

なお，以前から設置している設備及び既に工事を着手し，設工認申請時点で設置が

完了している設備については，それらの設備が定めた詳細設計の方針を満たす機能・

性能を有していることを確認した上で，設工認申請に必要な設備の仕様等を決定す

る。 

 

(b) 様式－6で明確にした，詳細な検討を必要とした事項を含めて詳細設計を実施する

とともに，以下に該当する場合は，その内容に従った詳細設計を実施する。 

イ. 評価を行う場合 

詳細設計として評価（解析を含む。）を実施する場合は，基本設計方針を基に詳

細な評価方針及び評価方法を定めた上で，評価を実施する。 

様式－8 

様式－8 

様式－1 

設計資料 
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また，評価の実施において，解析を行う場合は，「3.3.3(2)c. 詳細設計の品質

を確保する上で重要な活動の管理」に基づく管理により品質を確保する。 

ロ. 複数の機能を兼用する設備の設計を行う場合 

複数の機能（施設間を含む。）を兼用する設備の設計を行う場合は，兼用するす

べての機能を踏まえた設計を確実に実施するため，組織間の情報伝達を確実に実施

し，兼用する機能ごとの系統構成を把握し，兼用する機能を集約した上で，兼用す

るすべての機能を満たすよう設計を実施する。 

ハ. 設備設計を他設備の設計に含めて設計を行う場合 

設備設計を他設備の設計に含めて設計を行う場合は，設計が確実に行われるよう

にするために，組織間の情報伝達を確実に実施し，設計をまとめて実施する側で複

数の対象を考慮した設計を実施したのち，設計を委ねた側においても，その設計結

果を確認する。 

ニ. 他号機と共用する設備の設計を行う場合 

様式－2(1/2)，様式－2(2/2)を基に他号機と共用する設備の設計を行う場合は，

設計が確実に行われるようにするため，組織間の情報伝達を確実に実施し，号機ご

との設計範囲を明確にし，必要な設計が確実に行われるよう管理する。 

 

上記のイ.～ニ.の場合において，設計の妥当性を検証し，詳細設計方針を満たすこ

とを確認するために使用前事業者検査等及び自主検査等（以下「検査等」という。）

を実施しなければならない場合は，条件及び方法を定めた上で実施する。 

また，これらの設計として実施したプロセスを様式－1を用いて添付書類Ⅵ-1-10-

2「設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画 原子炉本体」～添付書類Ⅵ-1-

10-17「設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画 緊急時対策所」に示すとと

もに，設計結果を，様式－8の「設工認設計結果」欄に整理する。 

 

(c) 表 3－3に示す要求種別のうち「運用要求」に分類された基本設計方針について

は，本社組織の保安規定の取りまとめを主管する箇所の長にて，保安規定に必要な対

応を取りまとめる。 

  

様式－8 

様式－1 

設計資料 
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表 3－3 要求種別ごとの適合性の確保に必要となる主な設計事項と 

その妥当性を示すための記録との関係 

要求種別 主な設計事項 設計方針の妥当性を示す記録 

設備 
設計 

要求 

設置 

要求 

必要となる機

能・性能を有

する設備の選

定 

設置変更許可申請書に

記載した機能を持つた

めに必要な設備の選定 

配置設計 

・設計資料 

・設備図書（図面，構造図，仕

様書） 等 

系統 

構成 

目的とする機

能・性能を実

際に発揮させ

るために必要

な具体的な系

統構成・設備

構成 

設置変更許可申請書の

記載を基にした，実際

に使用する系統構成・

設備構成の決定 

・設計資料 

・有効性評価結果（設置変更許

可申請書での安全解析の結

果を含む） 

・系統図 

・設備図書（図面，構造図，仕

様書） 等 

機能 

要求 

目的とする機

能・性能を実

際に発揮させ

るために必要

な設備の具体

的な仕様 

・仕様設計 

・構造設計 

・強度設計（クラスに応

じて） 

・耐震設計（クラスに応

じて） 

・耐環境設計 

・配置設計 

・設計資料 

・設備図書（図面，構造図，仕

様書） 

・インターロック線図 

・算出根拠（計算式等） 

・カタログ 等 

評価 

要求 

対象設備が目

的 と す る 機

能・性能を持

つことを示す

ための方法と

それに基づく

評価 

・仕様決定のための解

析 

・条件設定のための解

析 

・実証試験 

・技術基準規則に適合

していることを確認

するための解析（耐

震評価，耐環境評価） 

・設計資料 

・有効性評価結果（設置変更許

可申請書での安全解析の結

果を含む。） 

・解析計画（解析方針） 

・委託報告書（解析結果） 

・手計算結果 等 

運用 運用要求 

保安規定で定

める必要があ

る運用方法と

それに基づく

計画 

維持又は運用のための

計画の作成 
－ 
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インプット（機器ごとに設計するために必要な資料を使用） 当 社 供給者 アウトプット（機器ごとに設工認申請書に必要な資料を作成） 

 

（条文ごとの必要な機能と対象機器） 

 

（機能ごとの主な系統構成と対象機器） 

 

（機能ごとの主な系統構成と対象機器） 

   

 

（兼用する施設・設備区分） 

 

（条文ごとの必要な機能と対象機器） 

 

（機器ごとの関連する条文） 

   

1. 調達管理の実施（供給者が設計する場合のみ）    

2. 設備仕様に関する設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 機器の構造に関する設計 

 

 

   

4. 委託報告書の作成（供給者が設計する場合のみ） 

 

 

 

   

5. 設定根拠の作成 

 

 

 

 

 

  

6. 機器の配置に関する設計 

 

   

図 3－5 主要な設備の設計 

様式-2(1/2)～(2/2) 

設置（変更）許可 

基本設計方針 

機能ごとの系統構成を明確化 

系
統
構
成
の
明
確
化 

機能単位の系統図 

○○施設    △△施設 

 

 

                   … 

機能単位の 

系統図 
機能単位の 

系統図 
機能単位の 

系統図 

機能単位の 

系統図 
機能単位の 

系統図 
機能単位の 

系統図 

様式-5 

様式-2(1/2)～(2/2) 

様式-5 

①機器が兼用する施設・設備区分を把握 

②機器が施設・設備区分ごとに兼用する 

機能を把握 
設定根拠（概要） 

兼
用
す
る
機
能
の
確
認 

調達管理により，機器の設計を要求 

機
器
の
仕
様
等
に
関
す
る
設
計 

①兼用する機能ごとに系統構成を系統図で明確にしたうえ

で，機器の仕様に関する設計を実施 

②兼用する機能及び仕様を使用条件ごとに整理 

③兼用するそれぞれの機能を満たす仕様を機器

が有することを確認 

設備仕様（要目表） 

設定根拠（仕様） 
設定根拠（概要） 

設備図書等 

機能単位の系統図 

○○施設    △△施設 

 

 

                   … 

機能単位の 

系統図 
機能単位の 

系統図 
機能単位の 

系統図 

機能単位の 

系統図 
機能単位の 

系統図 
機能単位の 

系統図 

設定根拠（仕様） 

設備仕様（要目表） 

設定根拠（仕様） 

構造図又は配管図 

機器構造の設計 構造図又は配管図 

設備仕様（要目表） 

設備図書 

委託報告書の確認 委託報告書の作成 委託報告書 

設定根拠（概要） 

設定根拠（仕様）又は委託報告書 
設定根拠の作成 設定根拠 

配置設計の実施 配置図 

22                  
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c. 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理 

設計を主管する箇所の長は，詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる「調達

による解析」及び「手計算による自社解析」について，以下の活動を実施し，品質を確

保する。 

 

(a) 調達による解析の管理 

基本設計方針に基づく詳細設計で解析を実施する場合は，解析結果の品質を確保す

るため，設工認品質管理計画に基づく品質保証活動を行う上で，特に以下の点に配慮

した活動を実施し，品質を確保する。 

 

イ. 調達による解析 

調達により解析を実施する場合は，解析の品質を確保するために，供給者に対

し，「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン

（令和 3年 6月改定，一般社団法人原子力安全推進協会）」を反映した以下に示す

管理を確実にするための品質マネジメントシステム体制の構築等に関する調達要求

事項を仕様書により要求し，それに従った品質マネジメントシステム体制の下で解

析を実施させるよう「3.6 設工認における調達管理の方法」に従った調達管理を

実施する。 

なお，解析の調達管理に関する具体的な流れを添付 4「設工認における解析管理

について」の「別図 1」に示す。 

（イ） 解析業務を実施するにあたり，あらかじめ解析業務の計画を策定し，解析業

務の計画書により文書化する。 

なお，解析業務の計画書には，以下に示す事項の計画を明確にする。 

・解析の目的，内容，実施体制 

・解析業務の作業手順（デザインレビュー，審査方法，時期等を含む） 

・解析結果の検証 

・業務報告書の確認 

・解析業務の変更管理 

（ロ） 解析業務に係る必要な力量を確保するとともに，従事する要員（原解析者・

検証者）は必要な力量を有した者とする。 

 

ロ. 計算機プログラム（解析コード）の管理 

計算機プログラムは，評価目的に応じた解析結果を保証するための重要な役割を

持っていることから，使用実績や使用目的に応じ，計算機プログラムが適正なもの

であることを以下のような方法により検証し，使用する。 

・実機運転データとの比較 

・大型実験／ベンチマーク試験結果との比較 

・他の計算機プログラムによる計算結果との比較 

・簡易モデル（サンプル計算例），標準問題を用いた解析結果との比較 等 
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ハ. 解析業務で用いる入力情報の伝達について 

当社及び供給者は，それぞれの品質マネジメントシステムに基づき文書及び記録

の管理を実施していることから，設工認に必要な解析業務のうち，設備又は土木建

築構造物を設置した供給者と同一の供給者が主体となって解析を実施する場合は，

解析を実施する供給者が所有する図面とそれを基に作成され納入されている当社所

有の設備図書で，同じ最新性を確保する。 

また，設備を設置した供給者以外の供給者にて解析を実施する場合は，当社で管

理している図面を供給者に提供することで，供給者に最新性が確保された図面で解

析を実施させる。 

 

ニ. 入力根拠の作成 

供給者に，解析業務計画書等に基づき解析ごとの入力根拠を明確にした入力根拠

書を作成させ，計算機プログラムへの入力間違いがないか確認させることで，入力

根拠の妥当性及び入力データが正しく入力されたことの品質を確保する。 

 

(b) 手計算による自社解析の管理 

自社で実施する解析（手計算）は，評価を実施するために必要な計算方法及び入力

データを明確にした上で，当該業務の力量を持つ要員が実施する。 

また，実施した解析結果に間違いがないようにするために，入力根拠，入力値及び

解析結果について，解析を実施した者以外が確認を実施し，解析結果の信頼性を確保

する。 

 

(3) 設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，「3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対

する検証」の「設計 1」及び「設計 2」に基づき作成した設計資料について，これが設計

のインプット（「3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化」及び「3.3.2 

各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定」参照）で与えられた要求事項に対する

適合性を確認した上で，要求事項を満たしていることの検証を，原設計者以外の力量を有

する者に実施させる。 

 

(4) 設工認申請書の作成 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備を図 3－6及び図 3－7のフローに基づ

き分類し，その結果を様式－2(1/2)，様式－2(2/2)に取りまとめるとともに，設工認の設

計として実施した「3.3.3(1) 基本設計方針の作成（設計 1）」及び「3.3.3(2) 適合性

確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計 2）」からのアウトプット

を基に，設工認に必要な書類等を以下のとおり取りまとめる。 
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a. 要目表の作成 

設計を主管する箇所の長は，「3.3.3(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を

確保するための設計（設計 2）」の設計結果及び図面等の設計資料を基に，実用炉規則

別表第二の「設備別記載事項」の要求に従って，必要な事項（種類，主要寸法，材料，

個数等）を設備ごとに表（要目表）又は図面等に取りまとめる。 

 

b. 施設ごとの「基本設計方針」及び「適用基準及び適用規格」の作成 

設計を主管する箇所の長は，「3.3.3(1)b. 技術基準規則条文ごとの基本設計方針の

作成」で作成した施設ごとの基本設計方針を基に，実用炉規則別表第二に示された発電

用原子炉施設の施設ごとの基本設計方針としてまとめ直すことにより，設工認として必

要な基本設計方針を作成する。 

また，技術基準規則に規定される機能・性能を満足させるための基本的な規格及び基

準を，「適用基準及び適用規格」として取りまとめる。 

 

c. 工事の方法の作成 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備等が，期待される機能を確実に発揮

することを示すため，当該工事の手順並びに使用前事業者検査の項目及び方法を記載す

るとともに，工事中の従事者及び公衆に対する放射線管理や他の設備に対する悪影響防

止等の観点から特に留意すべき事項を「工事の方法」として取りまとめる。 

 

d. 各添付書類の作成 

設計を主管する箇所の長は，「3.3.3(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を

確保するための設計（設計 2）」の設計結果，図面等の設計資料及び基本設計方針に対

して詳細な設計結果や設計の妥当性に関する説明が必要な事項を取りまとめた様式－6

及び様式－7を用いて設工認と実用炉規則別表第二の関係を整理した様式－5を基に添

付書類を作成する。 

なお，実用炉規則別表第二に示された添付書類において，解析コードを使用している

場合には，添付書類の別紙として「計算機プログラム（解析コード）の概要」を作成す

る。 

 

e. 設工認申請書案のチェック 

設計を主管する箇所の長は，作成した設工認申請書案について，以下の要領で関係箇

所のチェックを受ける。 

(a) 関係箇所でのチェック分担を明確にしてチェックする。 

(b) 関係箇所からチェックの結果として，コメントが付されている場合は，その反映要

否を検討し，必要に応じ資料を修正した上で，再度チェックする。 

(c) 必要に応じこれらを繰り返し，設工認申請書案のチェックを完了する。 
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図 3－6 適合性確認対象設備の設工認に記載する箇所の選定（設計基準対象施設） 

 

(a)要目表，基本設計方針， 

添付書類等一式 

はい 

適合性確認対象 
（技術基準規則への適合に必要な設備又は運用） 

【設計基準対象施設】 

実用炉規則別表第二の
記載要求事項のうち，
要目表に該当する設備
か 

認可済み又は届出済み
の設工認に記載されて
いない設備か 

(c)基本設計方針， 

添付書類 

はい 
（未設工認） 

いいえ 

いいえ 
（既設工認） 

(b)要目表，基本設計方針，添付

書類（要目表の適正化（記載

項目の追加等）を含む。） 



 

 

 

27 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
10
-1
 R
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－7 適合性確認対象設備の設工認に記載する箇所の選定（重大事故等対処設備） 

 

適合性確認対象 
（技術基準規則への適合に必要な設備又は運用） 

【重大事故等対処設備】 

実用炉規則別表第二
の記載要求事項のう
ち，要目表に該当する
設備か 

認可済み又は届出済み
の設備か 

はい 

はい 

いいえ 

設工認申請 
対象分類④ 

使用目的に変更があるか 
又は 

使用条件変更があるか 
又は 

機器クラスアップがあるか 

設工認申請対象 
分類② 

はい 

設工認申請対象 
分類① 

設工認申請対象 
分類③ 

いいえ 

いいえ 

・基本設計方針 
・関連添付書類 

・要目表 
・基本設計方針 
・関連添付書類（既に認
可された設工認で添
付されていないもの） 

・要目表 
・基本設計方針 
・関連添付書類（変更箇所
に関係する添付書類） 

・要目表 
・基本設計方針 
・関連添付書類 

【既設 DB設備で SA対応する設備】 
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(5) 設工認申請書の承認 

「3.3.3(3) 設計のアウトプットに対する検証」及び「3.3.3(4)e. 設工認申請書案の

チェック」を実施した設工認申請書案について，設工認申請書の取りまとめを主管する箇

所の長は，設計を主管する箇所の長が作成した資料を取りまとめ，原子力発電保安運営委

員会へ付議し，審議及び確認を得る。 

原子力発電保安運営委員会の審議及び確認を得た後に，設工認申請書について，電源事

業本部部長（原子力管理）の承認を得る。 

 

3.3.4 設計における変更 

設計を主管する箇所の長は，設計対象の追加又は変更が必要となった場合，「3.3.1 適

合性確認対象設備に対する要求事項の明確化」～「3.3.3 設工認における設計及び設計

のアウトプットに対する検証」の各設計結果のうち，影響を受けるものについて必要な設

計を実施し，影響を受けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。 

 

3.4 工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する箇所の長は，設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計 3）及び，そ

の結果を反映した設備を導入するために必要な工事を，「3.6 設工認における調達管理の方

法」を適用して実施する。 

 

3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計 3） 

設工認において，工事を主管する箇所の長は，工事段階において，以下のいずれかの方

法で，設工認を実現するための具体的な設備の設計（設計 3）を実施し，決定した具体的

な設計結果を様式－8の「設備の具体的設計結果」欄に取りまとめる。 

また，新規制基準施行以前から設置している設備及び既に工事を着手し設置を終えてい

る設備について，既に実施された具体的な設計の結果が設工認に適合していることを確認

し，様式－8の「設備の具体的設計結果」欄に取りまとめる。 

 

(1) 自社で設計する場合 

工事を主管する箇所の長は，「設計 3」を実施し，適合性確認対象設備の各条文への適

合性を確保するための設計（設計 2）との照合を行う。 

また，詳細設計の検証を行う。 

設計の妥当性確認については「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で策定する使用前事

業者検査にて行う。 

 

(2) 「設計 3」を本社組織の工事を主管する箇所の長が調達し発電所組織の工事を主管する

箇所の長が調達管理として「設計 3」を管理する場合 

本社組織の工事を主管する箇所の長は，「3.6 設工認における調達管理の方法」に従っ

た調達により「設計 3」を実施する。 

様式－8 
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また，発電所組織の工事を主管する箇所の長は，その調達の中で供給者が実施する「設

計 3」の管理を，調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うことにより管理す

る。 

 

(3) 「設計 3」を発電所組織の工事を主管する箇所の長が調達しかつ調達管理として「設計

3」を管理する場合 

発電所組織の工事を主管する箇所の長は，「3.6 設工認における調達管理の方法」に従

った調達により「設計 3」を実施する。 

また，発電所組織の工事を主管する箇所の長は，その調達の中で供給者が実施する「設

計 3」の管理を，調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うことにより管理す

る。 

 

(4) 「設計 3」を本社組織の工事を主管する箇所の長が調達しかつ調達管理として「設計

3」を管理する場合 

本社組織の工事を主管する箇所の長は，「3.6 設工認における調達管理の方法」に従っ

た調達により「設計 3」を実施する。 

また，本社組織の工事を主管する箇所の長は，その調達の中で供給者が実施する「設計

3」の管理を，調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うことにより管理す

る。 

 

3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施 

工事を主管する箇所の長は，設工認に基づく設備を設置するための工事を，「工事の方

法」に記載された工事の手順並びに「3.6 設工認における調達管理の方法」に従い実施

する。 

ただし，設工認に基づき設置する設備のうち，新規制基準施行以前から設置している設

備及び既に工事を着手し工事を継続している設備又は着手し設置を終えている設備につい

ては，以下のとおり取り扱う。 

 

(1) 新規制基準施行以前に設置している適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち，新規制基準施行以前から設置し設工認に基

づく設備としての工事が完了している適合性確認対象設備については，「3.5 使用前事業

者検査の方法」から実施する。 

 

(2) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち，既に工事を着手し設置を完了して調達製品

の検証段階の適合性確認対象設備については，「3.5 使用前事業者検査の方法」から実施

する。 
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(3) 既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち，既に工事を着手し工事を継続している適合

性確認対象設備については，「3.6 設工認における調達管理の方法」に従い，着手時点の

グレードに応じた工事を継続して実施するとともに，「3.5 使用前事業者検査の方法」か

ら実施する。 

なお，この工事の中で使用前事業者検査を実施する場合は，「3.6 設工認における調達

管理の方法」に従った調達製品の検証の中で，使用前事業者検査を含めて実施する。 

 

3.5 使用前事業者検査の方法 

検査総括責任者（品質保証部長）＊は，工事を主管する箇所から組織的に独立した箇所の者

を，検査実施責任者として指名する。 

工事を主管する箇所の長は，保安規定に基づき使用前事業者検査の計画（検査項目，検査方

法及び検査実施時期）を策定する。 

検査実施責任者は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された仕様及びプロセ

スのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するため，「検査管理要領」

に従い，工事を主管する箇所からの独立性を確保した検査体制の下，検査要領書を制定し，使

用前事業者検査を実施する。 

注記＊：品質保証部に検査総括担当と品質保証担当が属することから，検査に係る運用業務

及び品質保証活動を総括する検査総括責任者は，品質保証部長が担う。 

 

3.5.1 使用前事業者検査での確認事項 

使用前事業者検査では，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された仕様及

びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するために，以

下の項目について検査実施責任者が検査を実施する。 

(1) 実設備の仕様の適合性確認 

(2) 実施した工事が，「3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計 3）」

及び「3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施」に記載したプロセス並び

に「工事の方法」のとおり行われていること。 

これらの項目のうち，(1)を表 3－4に示す検査として，(2)を品質マネジメントシステ

ムに係る検査（以下「QA検査」という。）として実施する。 

また，QA検査では上記(2)に加え，上記(1)のうち工事を主管する箇所（供給者を含

む。）が実施する検査の，記録（工事を主管する箇所が採取した記録・ミルシートや検査

における自動計測等）の信頼性の確認（記録確認検査や抜取検査の信頼性確保）を行い，

設工認に基づく検査の信頼性を確保する。 

 

3.5.2 使用前事業者検査の計画 

工事を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備が認可された設工認に記載された仕様

及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するため，技

術基準規則に適合するよう実施した設計結果を示した様式－8 の「設工認設計結果」欄ご
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とに設計の妥当性確認を含む使用前事業者検査を「確認方法」欄に取りまとめ，検査項

目，検査方法を明確にする。ただし，主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査につ

いては，「検査管理要領」に従い対象範囲を確認し，検査実施時期を定めた検査実施計画

を作成する。 

なお，使用前事業者検査は，「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び

方法並びに表 3－3の要求種別ごとに表 3－4に示す確認項目，確認視点及び主な検査項目

を基に，様式－8の「確認方法」欄に取りまとめる。 

また，適合性確認対象設備のうち，技術基準規則上の措置（運用）に必要な設備につい

ても，使用前事業者検査を様式－8の「確認方法」欄に取りまとめ，検査項目，検査方法

を明確にする。 

検査実施責任者は，使用前事業者検査の実施にあたり，工事を主管する箇所の長が策定

した検査計画を以下の観点で確認することで，検査の信頼性を確保する。 

(1) 対象設備に対し検査項目，検査方法が適切に設定されていること。 

(2) 検査実施時期が設備の工事工程に対して，適切な時期に設定されていること。 

個々に実施する使用前事業者検査に加えてプラント運転に影響を及ぼしていないことを

総合的に確認するため，特定の条文・様式－8に示された「設工認設計結果」欄によら

ず，定格熱出力一定運転時の主要パラメータを確認することによる使用前事業者検査（負

荷検査）の計画を必要に応じて策定する。 
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表 3－4 要求種別に対する確認項目及び確認視点 

 

要求種別 確認項目 確認視点 主な検査項目 

設 

備 

設計 

要求 

設置

要求 

名称，取付箇所，個数，

設置状態，保管状態 

設計要求どおりの名

称，取付箇所，個数で設

置されていることを確

認する。 

・据付検査 

・状態確認検査 

・外観検査 

系統 

構成 

系統構成，系統隔離，

可搬設備の接続性 

実際に使用できる系統

構成になっていること

を確認する。 

・機能・性能検査 

機能 

要求 

容量，揚程等の仕様 

（要目表） 

要目表の記載どおりで

あることを確認する。 

・材料検査 

・寸法検査 

・建物・構築物構造検査 

・外観検査 

・据付検査 

・状態確認検査 

・耐圧検査 

・漏えい検査 

・特性検査 

・機能・性能検査 

上記以外の所要の機

能要求事項 

目的とする機能・性能

が発揮できることを確

認する。 

評価 

要求 

評価のインプット条

件等の要求事項 

評価条件を満足してい

ることを確認する。 
・状態確認検査 

評価結果を設計条件

とする要求事項 

内容に応じて，設置要

求，系統構成，機能要求

として確認する。 

・内容に応じて，設置要

求，系統構成，機能要求

の検査を適用 

運
用 

運用要求 手順確認 

（保安規定） 

手順化されていること

を確認する。 

・状態確認検査 

様式－8 
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(1) 使用前事業者検査の方法の決定 

使用前事業者検査の実施に先立ち，「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項

目及び方法並びに表 3－3の要求種別ごとに定めた表 3－4に示す確認項目，確認視点及び

主な検査項目の考え方を使って，確認項目ごとの設計結果に関する具体的な検査概要を以

下の手順により使用前事業者検査の方法として明確にする。 

なお，表 3－4の主な検査項目ごとの検査概要及び判定基準の考え方を表 3－5に示す。 

 

a. 様式－8の「設工認設計結果」欄及び「設備の具体的設計結果」欄に記載された内容

と該当する要求種別を基に，検査項目を決定する。 

 

b. 決定された検査項目より，表 3－5に示す「検査項目，検査概要及び判定基準の考え

方について（代表例）」及び「工事の方法」を参照し適切な検査方法を決定する。 

 

c. 決定した各設備に対する検査方法は，様式－8の「確認方法」欄に取りまとめる。な

お，「確認方法」欄では，以下の内容を明確にする。 

・検査項目 

・検査方法 

 

様式－8 
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表 3－5 検査項目，検査概要及び判定基準の考え方について（代表例） 

検査項目 検査概要 判定基準の考え方 

材料検査 
・使用されている材料が設工認に記載のとおりであること，また関係規格＊1，＊2等に適合することを，記録又は目視
により確認する。 

・使用されている材料が設工認に記載のとおりであること，また関係規格等
に適合すること。 

寸法検査 ・主要寸法が設工認に記載の数値に対して許容範囲内であることを，記録又は目視により確認する。 ・主要寸法が設工認に記載の数値に対して許容範囲内にあること。 

外観検査 ・有害な欠陥のないことを記録又は目視により確認する。 ・機能・性能に影響を及ぼす有害な欠陥のないこと。 

据付検査 
（組立て及び据付け状態を

確認する検査） 

・常設設備の組立て状態並びに据付け位置及び状態が設工認に記載のとおりであることを，記録又は目視により確認
する。 

・設工認に記載のとおりに設置されていること。 

耐圧検査 
・技術基準規則の規定に基づく検査圧力で所定時間保持し，検査圧力に耐え，異常のないことを，記録又は目視によ
り確認する。 

・検査圧力に耐え，異常のないこと。 

漏えい検査 ・耐圧検査終了後，技術基準規則の規定に基づく検査圧力により漏えいの有無を，記録又は目視により確認する。 ・検査圧力により著しい漏えいのないこと。 

建物・構築物構造検査 
・建物・構築物が設工認に記載のとおり製作され，組み立てられていること，また関係規格＊1，＊2等に適合すること
を，記録又は目視により確認する。 

・主要寸法が設工認に記載の数値に対して許容範囲内にあること，また関係
規格等に適合すること。 

機能・性能検査 
特性検査 

・系統構成確認検査＊3 
実際に使用する系統構成及び可搬型設備等の接続が可能なことを，記録又は目視により確認する。 

・実際に使用する系統構成になっていること。 
・可搬型設備等の接続が可能なこと。 

・運転性能検査，通水検査，系統運転検査，容量確認検査 
設計で要求される機能・性能について，実際に使用する系統状態又は模擬環境により試運転等を行い，機器単体又
は系統の機能・性能を，記録又は目視により確認する。 

・実際に使用する系統構成になっていること。 
・目的とする機能・性能が発揮できること。 

・絶縁耐力検査 
電気設備と大地との間に，試験電圧を連続して規定時間加えたとき，絶縁性能を有することを，記録（工場での試
験記録等を含む）又は目視により確認する。 

・目的とする絶縁性能を有すること。 

・ロジック回路動作検査，警報検査，インターロック検査 
電気設備又は計測制御設備について，ロジック確認，インターロック確認及び警報確認等を行い，設備の機能・性
能又は特性を，記録又は目視により確認する。 

・ロジック，インターロック及び警報が正常に動作すること。 

・外観検査 
建物，構築物，非常用電源設備等の完成状態を，記録又は目視により確認する。 

・機能・性能に影響を及ぼす有害な欠陥のないこと。 
・設工認に記載のとおりに設置されていること。 

・計測範囲確認検査，設定値確認検査 
計測制御設備の計測範囲又は設定値を，記録（工場での校正記録等を含む）又は目視により確認する。 

・計測範囲又は設定値が許容範囲内であること。 

状態確認検査＊4 

・設置要求における機器保管状態，設置状態，接近性，分散配置及び員数が，設工認に記載のとおりであることを，
記録又は目視により確認する。 

・機器保管状態，設置状態，接近性，分散配置及び員数が適切であること。 

・評価要求に対するインプット条件（耐震サポート等）との整合性確認を，記録又は目視により確認する。 ・評価条件を満足していること。 

・運用要求における手順が整備され，利用できることを確認する。 ・運用された手順が整備され，利用できること。 

基本設計方針に係る検査＊5 
・機器等が設工認に記載された工事の方法及び基本設計方針に従って据付けられ，機能及び性能を有していることを
確認する。 

・機器等が設工認に記載された工事の方法及び基本設計方針に従って据付け
られ，機能及び性能を有していること。 

品質マネジメントシステム
に係る検査 

・事業者が設工認に記載された品質マネジメントシステムに従って，設計情報を工事に引継ぎ，工事の実施体制が確
保されていることを確認する。 

・事業者が設工認に記載された品質マネジメントシステムに従って，設計情
報を工事に引継ぎ，工事の実施体制が確保されていること。 

注記＊1：消防法及びＪＩＳ 

  ＊2：設計の際に採用した適用基準又は適用規格 

  ＊3：通水検査を分割して検査を実施する等，使用時の系統での通水ができない場合に実施（通水検査と同系統である場合には，検査時に系統構成を確認するため不要） 

  ＊4：検査対象機器の動作確認は，機能・性能検査を主とするが，技術基準規則 54条の検査として，適用可能な手順を用いて動作できることの確認を行う場合は，その操作が可能な構造であることを状態確認検査で確認す

る。 

  ＊5：基本設計方針のうち，各検査項目で確認できない事項を対象とする。 
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3.5.3 検査計画の管理 

検査の取りまとめを主管する箇所の長は，使用前事業者検査を適切な段階で実施するた

め，関係箇所と調整の上，発電所全体の主要工程を踏まえた使用前事業者検査工程表を作

成し，使用前事業者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを管理す

る。 

 

3.5.4 主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理 

主要な耐圧部の溶接部に係る検査を担当する箇所の長は，溶接が特殊工程であることを

踏まえ，製作工程中の検査項目ごとの溶接のプロセス検査を実施するため，工程管理等の

計画を策定し，溶接施工工場におけるプロセスの適切性の確認及び監視を行う。 

また，溶接継手に対する要求事項は，溶接部詳細一覧表（溶接方法，溶接材料，溶接施

工法，熱処理条件，検査項目等）により管理し，これに係る関連図書を含め，業務の実施

に当たって必要な図書を溶接施工工場に提出させ，それを審査，承認し，必要な管理を実

施する。 

 

3.5.5 使用前事業者検査の実施 

検査実施責任者は，「検査管理要領」に準じて，検査要領書を制定，検査体制を確立し

て使用前事業者検査を実施する。 

 

(1) 使用前事業者検査に係る要員の力量確保及び教育・訓練 

使用前事業者検査に従事する者は，あらかじめ教育・訓練を受講し，検査に必要な力量

を有する者とする。 

 

(2) 使用前事業者検査の独立性確保 

検査総括責任者は，工事を主管する箇所と組織的に独立した箇所に検査の実施を依頼す

る。 

 

(3) 使用前事業者検査の体制 

検査実施責任者は，検査要領書で明確にする使用前事業者検査の体制を，図 3－8に示

す当該検査における力量を有する者で構成する。 

 

a. 発電所長 

発電所長は，発電所における保安に関する業務を統括する。 

 

b. 検査総括責任者 

検査総括責任者は，検査に係る運用業務及び品質保証活動を総括する。また，検査実

施責任者及び代行者を選任する。 

 

c. 主任技術者（原子炉主任技術者，ボイラー・タービン主任技術者，電気主任技術者） 
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主任技術者は，担当検査について保安上の観点から検査要領書を確認するとともに，

検査を担当する箇所から独立した立場で検査に立会うか記録を確認し，指導・助言を行

う。 

・原子炉主任技術者は，主に原子炉の核的特性や性能に係る事項等，原子炉の運転に

関する保安の監督を行う。 

・ボイラー・タービン主任技術者は，主に機械設備の構造，機能及び性能に係る事項

等，原子力発電工作物の工事，維持及び運用（電気的設備に係るものを除く。）に

関する保安の監督を行う。 

・電気主任技術者は，主に電気設備の構造，機能及び性能に係る事項等，原子力発電

工作物の工事，維持及び運用（電気的設備）に関する保安の監督を行う。 

 

d. 品質保証部長 

品質保証部長は，品質管理上の観点から，検査内容等への指導・助言を行う。 

 

e. 検査実施責任者 

検査実施責任者は，検査体制を承認するとともに，検査員を選任する。 

検査要領書を承認するとともに，それに基づいて検査に係る作業を実施するように検

査受検担当者へ指示する。 

検査の合否判定を行って次工程へのリリースを行うとともに，検査成績書を承認す

る。 

 

f. 検査員 

検査員は，検査要領書及び検査成績書を作成する。検査員が各検査項目の良否判定を

行った場合は，検査結果が判定基準を満足していることを確認のうえ検査記録をとりま

とめ，検査実施責任者に報告する。 

 

g. 運転操作担当者及び運転操作補助者 

運転操作担当は，検査員又は検査受検担当者の指示に基づき，検査関係運転操作を実

施する。 

運転操作補助者は，運転操作担当者の指示に基づき，検査関係運転操作を実施する。 

 

h. 検査受検担当者 

検査受検担当者は，検査実施責任者又は検査員の指示に基づき，検査に係る作業を実

施する。 

 

(4) 使用前事業者検査の検査要領書の作成 

検査員は，適合性確認対象設備が認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのと

おりであること，技術基準規則に適合していることを確認するため，「検査管理要領」に

準じて，「3.5.2(1) 使用前事業者検査の方法の決定」で決定し，様式－8の「確認方
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法」欄で明確にした確認方法及び「工事の方法」を基に，使用前事業者検査を実施するた

めの検査要領書を作成する。 

検査要領書には，検査目的，検査対象範囲，検査項目，検査方法，判定基準，検査体

制，検査工程，不適合管理，検査手順，検査用計器，検査成績書（様式）を記載する。 

検査実施責任者は，検査員が作成した検査要領書を，品質保証部及び主任技術者の確認

を経て承認する。 

なお，検査要領書には使用前事業者検査の確認対象範囲として含まれる技術基準規則の

条文を明確にする。 

実施する検査が代替検査となる場合は，「3.5.5(5) 代替検査の確認方法の決定」に従

い，代替による使用前事業者検査の方法を決定し，評価結果を検査要領書に添付するとと

もに，代替検査により実施することを要領書（検査項目，検査方法及び判定基準）に記載

する。 

 

(5) 代替検査の確認方法の決定 

検査実施責任者は，使用前事業者検査実施にあたり，以下の条件に該当する場合には代

替検査の評価を行い，その結果を当該の検査要領書に添付する。 

 

a. 代替検査の条件 

代替検査を用いる場合は，通常の方法で検査ができない場合であり，例えば以下の

場合をいう。 

(a) 耐圧検査で圧力を加えることができない場合 

(b) 構造上外観が確認できない場合 

(c) 系統に実注入ができない場合 

(d) 電路に通電できない場合 

(e) 当該検査対象の品質記録（要求事項を満足する記録）がない場合（プロセス評価

を実施し検査の成立性を証明する必要がある場合）＊ 

注記＊：「当該検査対象の品質記録（要求事項を満足する記録）がない場合（プ

ロセス評価を実施し検査の成立性を証明する必要がある場合）とは，以

下の場合をいう。 

・材料検査で材料検査証明書（ミルシート）がない場合 

・寸法検査記録がなく，実測不可の場合 

 

b. 代替検査の評価 

検査実施責任者は，代替検査による確認方法を用いる場合，本来の検査目的に対す

る代替性の評価を実施し，その結果を「3.5.5(4) 使用前事業者検査の検査要領書の

作成」で作成する検査要領書の一部として添付し，該当する主任技術者による確認を

経て適用する。 

なお，検査目的に対する代替性の評価においては，以下の内容を明確にする。 
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(a) 設備名称 

(b) 検査項目 

(c) 検査目的 

(d) 通常の方法で検査ができない理由 

（例）既存の発電用原子炉施設に悪影響を及ぼすことによる困難性 

現状の設備構成上の困難性 

作業環境における困難性 等 

(e) 代替検査の手法及び判定基準 

(f) 検査目的に対する代替性の評価＊ 

注記＊:記録の代替検査の手法，評価については「3.7.1文書及び記録の管理」

に従い，記録の成立性を評価する。 

 

(6) 使用前事業者検査の実施 

検査実施責任者は，検査員を指揮して，検査要領書に基づき，確立された検査体制の下

で使用前事業者検査を実施する。 

検査員は，検査が検査要領書に定めた検査手順に基づき行なわれたことの確認・評価を

行うとともに，検査結果が判定基準を満足することの確認・評価を行う。 

検査実施責任者は，検査の合否判定を行うとともに，検査員からの報告により検査の実

施において変更した処置の復旧を確認し，次工程へのリリースを行う。 

検査実施責任者は，検査員が実施した確認・評価を踏まえ，認可された設工認に記載さ

れた仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを判定す

る。 

検査実施責任者は，検査成績書を承認する。その後，検査報告書について，主任技術者

の確認を受け，検査実施責任者が承認し，検査の取りまとめを主管する箇所の長に提出す

る。 
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破線部は工事を主管する箇 
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図 3－8 検査実施体制（例） 
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検査実施責任者 

 

検査総括責任者 

 品質保証部長 

 

検査員 

 

検査受検担当者 

 

検査受検補助者 

 

協力会社受検員 

 

協力会社助勢員 

 

運転操作担当者 

 

運転操作補助者 
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3.6 設工認における調達管理の方法 

契約及び調達を主管する箇所の長は，設工認で行う調達管理を確実にするために，「調達管

理基本要領」に基づき，以下に示す管理を実施する。 

 

3.6.1 供給者の技術的評価 

契約を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達製品を供給する技術

的な能力を判断の根拠として，供給者の技術的評価を実施する。（添付 5「当社における

設計管理・調達管理について」の「1. 供給者の技術的評価」参照） 

 

3.6.2 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，設工認に必要な調達を行う場合，原子力安全に及ぼす影響

や供給者の実績等を考慮し，調達の内容に応じたグレード分けの区分（添付 2「当社にお

けるグレード分けの考え方」の「別表 3」参照）を明確にした上で，調達に必要な要求事

項を明確にし，契約を主管する箇所の長へ供給者の選定を依頼する。 

また，契約を主管する箇所の長は，「3.6.1 供給者の技術的評価」で，技術的な能力が

あると判断した供給者を選定する。 

 

3.6.3 調達製品の調達管理 

業務の実施に際し，原子力安全に及ぼす影響に応じて，調達管理に係るグレード分けを

適用する。 

設工認の対象となる要目表に示す適合性確認対象設備で，2011年の福島第一原子力発

電所の事故を受けた緊急安全対策以降に調達した新規設備に対して，調達当時に適用した

各機器のグレード分けの区分を様式－9「適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグ

レード及び実績（設備関係）（例）」（以下「様式－9」という。）を用いて添付書類Ⅵ-1-

10-2「設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画 原子炉本体」～添付書類Ⅵ-1-10-

17「設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画 緊急時対策所」に示す。 

一般産業用工業品の調達管理の方法及び程度は，原子炉施設の安全機能に係る構造，シ

ステム又は機器並びにその部品であって，原子炉施設向けに設計及び製造されたものと同

様にグレード分けに従った対応を行う。 

設工認に係る品質管理として，仕様書作成のための設計から調達までの各段階の管理及

び組織内外の相互関係を添付 2「当社におけるグレード分けの考え方」の別図 1(1/3)～

(3/3)に示す。 

調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質保証活動を行うに当たって，原子力安全

に及ぼす影響に応じたグレード分けの区分（添付 2「当社におけるグレード分けの考え

方」の「別表 3」参照）を明確にした上で，以下の調達管理に係る業務を実施する。 

なお，一般産業用工業品については，(1)の仕様書を作成するに当たり，あらかじめ採

用しようとする一般産業用工業品について，原子炉施設の安全機能に係る機器等として使

用するための技術的な評価を行う。 

 

様式－9 
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(1) 仕様書の作成 

調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，以下の a.～q.を記載項目の例とし

て，必要な調達要求事項を記載した仕様書を作成し，供給者の業務実施状況を適切に管理

する。（「3.6.3(2) 調達製品の管理」参照） 

 

a. 適用法令等 

b. 工事仕様，購入品目及び数量，業務内容 

c. 施工場所あるいは納入場所 

d. 社給・貸与品，供給者の実施すべき管理項目 

e. 労働安全衛生（作業安全確保，放射線管理） 

f. 品質保証計画書の提出に関する事項 

g. 設計管理，材料管理，識別，品質履歴（記録トレーサビリティ） 

h. 検査等 

i. 実施体制 

j. 提出図書 

k. 供給者の要員（供給者の発注先（以下「外注先」という。）の要員を含む）の力量，

供給者の要員の教育 

l. 不適合の報告及び処理に関する要求事項 

m. 健全な安全文化を育成及び維持するための活動に関する必要な要求事項 

n. 解析業務に関する要求事項（添付 4「設工認における解析管理について」参照） 

o. 検収条件 

p. 一般産業用工業品を原子炉施設に使用するに当たっての評価に必要な要求事項 

q. 供給者の工場等で検査又はその他の業務を行う際の原子力規制委員会の職員による当

該工場等への立入りに関する事項 

 

(2) 調達製品の管理 

調達を主管する箇所の長は，当社が仕様書で要求した製品が確実に納品されるよう調達

製品が納入されるまでの間，仕様書の調達要求事項に従い，業務の実施に当たって必要な

図書（品質保証計画書（添付 2「当社におけるグレード分けの考え方」の「別表 2」に示

す品質保証ランクＡ，Ｂ，Ⅰ，Ⅱ及びⅢが該当），作業要領書，検査等の要領書等）を供

給者に提出させ，それを審査し確認する等の製品に応じた必要な管理を実施する。 

 

(3) 調達製品の検証 

調達を主管する箇所の長は，調達製品が調達要求事項を満たしていることを確実にする

ために，グレード分けの区分，調達数量，調達内容等を考慮した調達製品の検証を行う。 

なお，供給者先で検証を実施する場合，あらかじめ仕様書で検証の要領及び調達製品の

供給者からの出荷の可否の決定の方法を明確にした上で，検証を行う。 

また，調達を主管する箇所の長は，調達製品が調達要求事項を満たしていることを確認

するために実施する検証を，以下のいずれか 1つ以上の方法により実施する。  
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a. 検査等 

調達を主管する箇所の長又は検査実施責任者は，「調達管理基本要領」，「検査管理要

領」に基づき工場又は発電所で設計の妥当性確認を含む検査等を実施する。 

また，調達を主管する箇所の長又は検査実施責任者は，当社が立会又は記録確認を行

う検査等に関して，供給者に以下の項目を例として必要な項目を含む要領書を提出さ

せ，それを当社が事前に審査し，承認した上で，その要領書に基づく検査等を実施す

る。 

・対象機器名（品名） 

・検査等の項目 

・適用法令，基準，規格 

・検査等の装置仕様 

・検査等の方法，手順，記録項目 

・作業記録，作業実施状況，検査データの確認時期，頻度 

・準備内容及び復旧内容の整合性 

・判定基準 

・検査等の成績書の様式 

・測定機器，試験装置の校正 

・検査員の資格 

調達を主管する箇所の長又は検査実施責任者は，設工認に基づく使用前事業者検査と

して必要な検査等を適合性確認対象設備ごとに実施又は計画し，グレード分けに応じて

管理の程度を決めたのち，「3.5.5 使用前事業者検査の実施」に基づき実施する。 

可搬式ポンプ等の一般産業用工業品を購入する場合で，設備個々の機能・性能を調達

段階の工事又は検査の段階の中で確認できないものについては，当社にて受入後に，機

能・性能を確認するための検査等を実施する。 

 

b. 受入検査の実施 

調達を主管する箇所の長は，製品の受入れにあたり，受入検査を実施し，現品及び記

録の確認を行う。 

 

c. 記録の確認 

調達を主管する箇所の長は，工事記録等調達した役務の実施状況を確認できる書類に

より検証を行う。 

 

d. 報告書の確認 

調達を主管する箇所の長は，調達した役務に関する実施結果を取りまとめた報告書の

内容を確認することにより検証を行う。この内，設計を調達した場合は供給者から提出

させる提出図書に対して設計の検証を実施する。 
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e. 作業中のコミュニケーション 

調達を主管する箇所の長は，調達した役務の実施中に，適宜コミュニケーションを実

施すること及び立会等を実施することにより検証を行う。 

 

f. 供給者に対する品質監査（「3.6.4 社外監査」参照） 

 

3.6.4 社外監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質保証活動及び健全な安全文化

を育成及び維持するための活動が適切で，かつ，確実に行われていることを確認するため

に，社外監査を実施する。 

 

（社外監査を実施する場合の例） 

定期監査：添付 2「当社におけるグレード分けの考え方」の「別表 3」に示す重要度分

類 Ma，Mbの設備に関わる供給者に対して，定期的（3年周期（年度）を目

途）に社外監査を行う。 

臨時監査：品質マネジメントシステムの不備若しくは実行上の不備が原因で，調達対象

物に重要な不適合を発生させた供給者に対し実施する場合。 

 

また，外注先について，以下に該当する場合は，直接外注先に監査を行う場合がある。 

・当社が行う供給者に対する監査において，供給者における外注先の品質保証活動の確

認が不十分と認められる場合 

・トラブル等で必要と認めた場合 

 

3.6.5 設工認における調達管理の特例 

設工認の対象となる適合性確認対象設備は，「3.6 設工認における調達管理の方法」を

以下のとおり適用する。 

なお，要目表に示す適合性確認対象設備で，2011年の福島第一原子力発電所の事故を

受けた緊急安全対策以降に調達した新規設備に対して，調達当時に適用した各機器のグレ

ード分けの区分を様式－9を用いて添付書類Ⅵ-1-10-2「設工認に係る設計の実績，工事

及び検査の計画 原子炉本体」～添付書類Ⅵ-1-10-17「設工認に係る設計の実績，工事及

び検査の計画 緊急時対策所」に示す。 

 

(1) 新規制基準施行以前に設置している適合性確認対象設備 

設工認の対象となる設備のうち，従来から使用してきた設備又は 2011年の福島第一原

子力発電所の事故を受けた緊急安全対策として導入していた設備等，新規制基準施行以前

に設置している適合性確認対象設備は，設置当時に調達を完了しているため，「3.6 設工

認における調達管理の方法」に基づく管理は適用しない。 
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(2) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備 

設工認の対象となる設備のうち，既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の

適合性確認対象設備は，「3.6.1 供給者の技術的評価」から「3.6.3(2) 調達製品の管

理」まで，調達当時のグレード分けの考え方（添付 2「当社におけるグレード分けの考え

方」参照）で管理を完了しているため，「3.6.3(3) 調達製品の検証」以降の管理を設工

認に基づき管理する。 

 

(3) 既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備 

設工認の対象となる設備のうち，既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象

設備は，「3.6.1 供給者の技術的評価」から「3.6.3(1) 仕様書の作成」まで，調達当時

のグレード分けの考え方（添付 2「当社におけるグレード分けの考え方」参照）で管理を

完了しているため，「3.6.3(2) 調達製品の管理」以降の管理を設工認に基づき管理す

る。 

 

3.7 記録，識別管理，トレーサビリティ 

3.7.1 文書及び記録の管理 

(1) 適合性確認対象設備の設計，工事及び検査に係る文書及び記録 

「3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」の

表 3－1に示す各プロセスを主管する箇所の長は，設計，工事及び検査に係る文書及び記

録を，保安規定品質マネジメントシステム計画に示す規定文書に基づき作成し，「文書・

記録管理基本要領」に基づき管理する。 

設工認に係る主な記録の品質マネジメントシステム上の位置付けを表 3－6に示すとと

もに，技術基準規則等への適合性を確保するための活動に用いる文書及び記録を図 3－9

に示す。 

設工認では，主に図 3－9に示す文書及び記録を使って，技術基準規則等への適合性を

確保するための設計，工事及び検査を実施するが，これらの中には，島根原子力発電所第

２号機の建設当時（1984年 2月工事着工）からの記録等，過去の品質マネジメントシス

テム体制で作成されたものも含まれているが，建設以降の品質マネジメントシステム体制

が「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（令

和 2年 1月 23日原子力規制委員会規則第 2号）」（以下「品管規則」という。）の文書及び

記録の管理に関する要求事項に適合した体制となっていることから，保安規定品質マネジ

メントシステム計画に基づく品質マネジメントシステム体制下の文書及び記録と同等の品

質が確保されている。 

 

(2) 供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計，工事及び検査に用いる場合の管

理 

設工認において供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計，工事及び検査に

用いる場合，当社が供給者評価等により品質マネジメントシステム体制を確認した供給者

で，かつ，対象設備の設計を実施した供給者が所有する設計当時から現在に至るまでの品
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質が確認された設計図書を，当該設備として識別が可能な場合において，適用可能な設計

図書として扱う。 

この供給者が所有する設計図書は当社の文書管理下で表 3－6に示す記録として管理す

る。 

当該設備に関する設計図書がない場合で，代替可能な設計図書が存在する場合，供給者

の品質マネジメントシステム体制を確認して当該設計図書の設計当時から現在に至るまで

の品質を確認し，設工認に対する適合性を保証するための設計図書として用いる。 

 

(3) 使用前事業者検査に用いる文書及び記録 

検査実施責任者は，使用前事業者検査として，記録確認検査を実施する場合，表 3－6

に示す記録を用いて実施する。 

なお，適合性確認対象設備には，新規制基準施行以前から設置している設備，既に工事

を着手し設工認申請時点で工事を継続している設備及び既に工事を着手し設工認申請時点

で設置を完了している設備並びに一般産業用工業品を使った可搬設備等も含まれているた

め，検査に用いる文書及び記録の内容が使用前事業者検査時の適合性確認対象設備の状態

を示すものであること（型番の照合，確認できる記載内容の照合又は作成当時のプロセス

が適切であること）を確認することにより，使用前事業者検査に用いる記録として利用す

る。 
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表 3－6 記録の品質マネジメントシステム上の位置付け 

主な記録の種類 品質マネジメントシステム上の位置付け 

完成図書 
品質マネジメントシステム体制下で作成され，建設当時から設備

の改造等にあわせて最新版に管理している図書 

 
最終納入図書 

設備の工事中の図書であり，このうち図面等の最新版の維持が必

要な図書においては，工事完了後に完成図書として管理する図書 

既設工認 
設置又は改造当時の設工認の認可を受けた図書で，当該設工認に

基づく使用前検査の合格をもって，その設備の状態を示す図書 

設計記録 
作成当時の適合性確認対象設備の設計内容が確認できる記録 

（自社解析の記録を含む。） 

工事記録 
設置又は改造当時の設備の点検状況を記録した図書 

（検査記録等を含む） 

委託報告書 

品質マネジメントシステム体制下の調達管理を通じて行われた，

業務委託の結果の記録 

（解析結果を含む。） 

供給者から入手した設

計図書等 
供給者を通じて入手した供給者所有の設計図書，製作図書等 

製品仕様書又は仕様が

確認できるカタログ等 

供給者が発行した製品仕様書又は仕様が確認できるカタログ等

で，設計に関する事項が確認できる図書 

現場確認結果 

（ウォークダウン） 

品質マネジメントシステム体制下で確認手順書を作成し，その手

順書に基づき現場の適合状態を確認した記録 
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    文書及び記録の体系   あらかじめ確立された文書   業務実施時期に作成される主な文書及び記録 

                 

 設計   文書  社内規程類   ・原子力品質保証規程  設計・開発管理基本要領   ・技術検討書 

・設計資料 

・仕様書 

・品質保証計画書 

  

         ・原子力品質保証細則       

           調達管理基本要領     

                

                 

           文書・記録管理基本要領   島根２号機における技術基準規則への適合のため

の設計並びに工事および検査の管理に係る品質管

理の計画について 

                 

    記録  社内規程類   ・原子力品質保証規程  文書・記録管理基本要領   設備図書等  承認申請図書 

         ・原子力品質保証細則        

              委託報告書  最終納入図書 

                 

                その他表 3－6 

に挙げる記録                 

 工事及び検査   文書  社内規程類   ・原子力品質保証規程  設計・開発管理基本要領   ・仕様書 

・品質保証計画書 

・工事要領書 

・検査・試験要領書 

（工場，現地） 

  

         ・原子力品質保証細則       

           調達管理基本要領     

                

           施設管理要領     

                 

           検査管理要領   検査要領書   

                 

    記録  社内規程類   ・原子力品質保証規程  文書・記録管理基本要領   設備図書等  完成図書 

         ・原子力品質保証細則        

              検査・試験記録  その他表 3－6 

に挙げる記録                 

              工事記録   

                 

図 3－9 設計，工事及び検査に係る品質マネジメントシステムに関する文書体系 
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3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ 

(1) 測定機器の管理 

a. 当社所有の測定機器の管理 

(a) 校正・検証 

工事を主管する箇所の長は，校正の周期を定め管理するとともに，国際又は国家計

量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若しくは検証又はその両方を行う。 

なお，そのような標準が存在しない場合には，校正又は検証に用いた基準を記録す

る。 

 

(b) 識別管理 

イ. 測定機器管理台帳による識別 

工事を主管する箇所の長は，測定機器管理台帳に，校正日及び校正周期を記載

し，有効期限内であることを識別し管理する。 

なお，測定機器が故障等で使用できない場合は，不適合管理による識別を実施

し，速やかに修理等を行う。 

ロ. 定期点検済証等による識別 

工事を主管する箇所の長は，測定機器の校正の状態を明確にするため，定期点検

済証等に必要事項を記載して測定機器の目立ちやすいところに貼り付ける等により

識別する。 

 

b. 当社所有以外の測定機器の管理 

工事を主管する箇所の長又は検査実施責任者は，供給者所有の測定機器を使用する場

合，「施設管理要領」に基づき，測定機器が適切に管理されていることを確認する。 

 

(2) 機器，弁，配管等の管理 

機器，弁，配管類について，刻印，タグ，銘板，台帳，塗装表示等にて管理する。 

 

3.8 不適合管理 

設工認に基づく設計，工事及び検査において発生した不適合については「不適合等管理基本

要領」に基づき処置を行う。 

 

4. 適合性確認対象設備の施設管理 

設工認に基づく工事は，「施設管理要領」の「保全計画の策定」の中の「設計および工事の計

画の策定」として，施設管理に係る業務プロセスに基づき業務を実施する。 

なお，施設管理に係る業務のプロセスと品質マネジメントシステムの文書との関連を図 4－1

に示す。 

 

4.1 使用開始前の適合性確認対象設備の保全 

適合性確認対象設備の保全は，以下のとおり実施する。 
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4.1.1 新規制基準施行以前に設置している設備 

新規制基準施行以前に設置している設備は，巡視点検又は日常の保守点検（月次の外観

点検，動作確認等）等の点検に加え保全計画の点検計画に従い分解点検，機能・性能試験

等を実施し，異常のないことを確認する。 

なお，長期停止している設備においては，「施設管理要領」に基づき特別な保全計画を

策定し，実施する。 

 

4.1.2 工事を着手し設置が完了している常設又は可搬の設備 

工事を着手し，設置が完了している常設又は可搬の設備は，巡視点検又は日常の保守点

検（月次の外観点検，動作確認等）の計画を定め，設備の状態を点検し，異常のないこと

を確認する。 

 

4.1.3 設工認の認可後に工事を着手し設置が完了している常設又は可搬の設備 

設工認の認可後に工事を着手し，設置が完了している常設又は可搬の設備は，巡視点検

又は日常の保守点検（月次の外観点検，動作確認等）の計画を定め，設備の状態を点検

し，異常のないことを確認する。 

 

4.2 使用開始後の適合性確認対象設備の保全 

適合性確認対象設備について，技術基準規則への適合性を使用前事業者検査を実施すること

により確認し，適合性確認対象設備の使用開始後においては，施設管理に係る業務プロセスに

基づき保全重要度に応じた点検計画を策定し保全を実施することにより，適合性を維持する。 

 



 

 

 

50 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
10
-1
 R
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4－1 施設管理に係る業務プロセスと品質マネジメントシステムの文書との関連 

施設管理要領 

施設管理の実施方針 

及び施設管理目標 

保全対象範囲の策定 

保全重要度の設定 

保全活動管理指標の設

定及び監視計画の策定 

保全計画の策定 

保全の実施 

不適合管理，是正処置 

及び未然防止処置 

保全の有効性評価 

保全の結果の 

確認・評価 

施設管理の有効性評価 

保全活動管理指標の監視 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｄ 

Ｄ Ｄ 

Ｃ 

Ｃ 

Ｃ 

（保全に係る業務プロセス） 

（施設管理に係る業務プロセス） 

文書・記録管理 ・文書・記録管理基本要領 

品質マネジメントシステム 

・力量および教育訓練基本要領 

資源の運用管理 

・設計・開発管理基本要領 

・調達管理基本要領 

・施設管理要領 

業務の計画及び実施 

・検査管理要領 

・不適合等管理基本要領 

評価及び改善 

教育・訓練 

原子力品質保証細則 

（施設管理の実施方針） 

（施設管理目標） 

・原子力品質保証規程 

 

【原子力品質方針】 

経営者責任 

保安規定 

：ＪＥＡＣ４２０９-2007 MC-4「保守管理」の【解説４】に示す 3 つの PDCAサイクルに相当する。 
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様式－1 

設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画（例） 

各段階 

プロセス（設計対象） 

実績：3.3.1～3.3.3(5) 

計画：3.4.1～3.7.2 

組織内外の相互関係 

◎：主担当，○：関連 インプット アウトプット 他の記録類 

本社 発電所 供給者 

設
計 

3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化       

3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定       

3.3.3(1) 基本設計方針の作成（設計 1）       

3.3.3(2) 

適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための

設計（設計 2） 
   

   

3.3.3(3) 設計のアウトプットに対する検証       

3.3.3(4) 設工認申請書の作成       

3.3.3(5) 設工認申請書の承認       

工
事
及
び
検
査 

3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計 3）       

3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施       

3.5.2 使用前事業者検査の計画       

3.5.3 検査計画の管理       

3.5.4 主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理       

3.5.5 使用前事業者検査の実施       

3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ       

 

 

5
1 
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様式－2(1/2) 

設備リスト（設計基準対象施設）（例） 

設置許可基準規則 

／ 

技術基準規則 

設置許可基準規則及び解釈 技術基準規則及び解釈 必要な機能等 設備等 

設備 

／ 

運用 

既設 

／ 

改造 

／ 

新設 

追加要求事項に

対して必須の設

備，運用か 

（○，×） 

実用炉規則別表

第二のうち，要

目表に該当する

設備か 

（○，×，－） 

既工認に記載が

されていないか 

（○，×，－） 

必要な対策が

(a)(b)(c)のう

ち，どこに対応

するか 

実用炉規則別表第二に関連する施設・設備・

機器区分 

設置変更許

可申請書 

添付八 

主要設備 

記載有無 

備考 
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様式－2(2/2) 

設備リスト（重大事故等対処設備）（例） 

設置許

可基準

規則 

技術基

準規則 

条文

名称 

技術基準

規則及び

解釈 

設備等 

添
付
八
設
備
仕
様
記
載 

系統機能 

設備種別 

設備 

／ 

運用 

詳細設計に係る事項 

フローに

よる分類 

実用炉規則別表第二に関連する施

設・設備・機器区分 

設工認記載分類 

〇：要目表＋基本設計

方針＋関連添付 

△：基本設計方針 

備考 

既設 

／ 

改造 

／ 

新設 

常設 

／ 

可搬 

実用炉規則別表第

二のうち，要目表

に該当する設備か 

対象 ：〇 

対象外：× 

既設工認に記載

されているか 

記載有：〇 

記載無：× 

対象外：－ 

使用目的が DB

と異なるか 

異なる：〇 

同じ ：× 

対象外：－ 

使用条件が DB

と異なるか 

異なる：〇 

同じ ：× 

対象外：－ 

重大事故クラス

が DBと異なるか 

異なる：〇 

同じ ：× 

対象外：－ 
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様式－3 

技術基準規則の各条文と各施設における適用要否の考え方（例） 

技術基準規則 第○条【第○～○項：変更○○】 

（○○○） 

条文の分類 

（○○○○） 

実用発電用原子炉及びその附属施設

の技術基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則の解釈 

  

 

対象施設 
適用要否判断 

理由 
○項 

原子炉本体   

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設   

原子炉冷却系統施設   

計測制御系統施設   

放射性廃棄物の廃棄施設   

放射線管理施設   

原子炉格納施設   

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉 
の
附
属
施
設 

非常用電源設備 
  

常用電源設備 
  

補助ボイラー 
  

火災防護設備 
  

浸水防護施設 
  

補機駆動用燃料設備 
  

非常用取水設備 
  

敷地内土木構造物 
  

緊急時対策所 
  

共通条文への対応に必要な基本設計

方針のみ記載の施設（安全避難通

路，火山，外部火災防護施設，竜巻

防護施設） 

  

[記号説明] 

   

 

○：条文要求に追加・変更がある，又は追加設備がある。 

□：保安規定等にて維持・管理が必要な追加設備がある。 

△：条文要求に追加・変更がなく，追加設備もない。 

－：条文の適用を受ける設備がない。   
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様式－4(1/2) 

施設と条文の対比一覧表（設計基準対象施設）（例） 

 総則 設計基準対象施設 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

条文 
適用

範囲 
定義 

特殊

な設

計 

地盤 地震 津波 
外部

衝撃 

立ち

入り

防止 

不法

侵入 

急傾

斜地 
火災 溢水 

避難

通路 

安全

設備 

設計

基準

対象

施設 

全交

流電

源喪

失 

材料

構造 

破壊

の防

止 

流体

振動 

安全

弁 

耐圧

試験 

監視

試験

片 

炉心

等 

熱遮

蔽材 

一次

冷却

材 

燃料

取扱

設備 

バウ

ンダ

リ 

バウ

ンダ

リ隔

離装

置 

一次

冷却

材処

理装

置 

逆止

め弁 

蒸気

ター

ビン 

非常

用炉

心冷

却設

備 

循環

設備 

計測

装置 

安全

保護

装置 

反応

度制

御 

制御

棒 

原子

炉制

御室 

廃棄

物処

理設

備 

廃棄

物貯

蔵設

備 

汚染

の防

止 

生体

遮蔽 

換気

設備 

原子

炉格

納施

設 

保安

電源

設備 

緊急

時対

策所 

警報

装置

等 

準用 

分類 
－ － － 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 個別 共通 共通 個別 共通 共通 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 共通 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 共通 

原子炉施設の種類 

原子炉本体                                                 

核燃料物質の取扱施設及

び貯蔵施設 
                                                

原子炉冷却系統施設                                                 

計測制御系統施設                                                 

放射性廃棄物の廃棄施設                                                 

放射線管理施設                                                 

原子炉格納施設                                                 

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

非常用電源設備                                                 

常用電源設備                                                 

補助ボイラー                                                 

火災防護設備                                                 

浸水防護施設                                                 

補機駆動用燃料設備                                                 

非常用取水設備                                                 

敷地内土木構造物                                                 

緊急時対策所                                                 

共通条文への対応に必要な基

本設計方針のみ記載の施設

（安全避難通路，火山，外部

火災防護施設，竜巻防護施

設） 

                                                

【備考欄】  ○：条文要求に追加・変更がある，又は追加設備がある。   

  □：保安規定等にて維持・管理が必要な追加設備がある。 

  △：条文要求に追加・変更がなく，追加設備もない。 

  －：条文の適用を受ける設備がない。 
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様式－4(2/2) 

施設と条文の対比一覧表（重大事故等対処設備）（例） 

 重大事故等対処施設 

 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

条文 地盤 地震 津波 火災 特重設備 

重大事故

等対処設

備 

材料構造 
破壊の防

止 
安全弁 

耐圧 

試験 
未臨界 

高圧時の

冷却 

バウンダ

リの減圧 

低圧時の

冷却 

最終ヒー

トシンク 
PCV冷却 

PCV過圧

破損防止 

下部溶融

炉心冷却 

PCV水素 

爆発 

原子炉建

屋水素爆

発 

SFP冷却 拡散抑制 水の供給 電源設備 計装設備 
原子炉制

御室 

監視測定

設備 

緊急時対

策所 
通信 準用 

分類 

共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 共通 

原子炉施設の種類 

原子炉本体                               

核燃料物質の取扱施設及

び貯蔵施設 
                              

原子炉冷却系統施設                               

計測制御系統施設                               

放射性廃棄物の廃棄施設                               

放射線管理施設                               

原子炉格納施設                               

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

非常用電源設備                               

常用電源設備                               

補助ボイラー                               

火災防護設備                               

浸水防護施設                               

補機駆動用燃料設

備 
                              

非常用取水設備                               

敷地内土木構造物                               

緊急時対策所                               

共通条文への対応に必要な

基本設計方針のみ記載の施

設（安全避難通路，火山，

外部火災防護施設，竜巻防

護施設） 

                              

【備考欄】  ○：条文要求に追加・変更がある，又は追加設備がある。   

  □：保安規定等にて維持・管理が必要な追加設備がある。 

  △：条文要求に追加・変更がなく，追加設備もない。 

  －：条文の適用を受ける設備がない。 
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様式－5 
設工認添付書類星取表（例） 

 

島根原子力発電所第○号機 申請対象設備 

基本設計方針 

要目表 

別表第二 添付書類 備
考 施設共通 各施設 

【耐震重要度分類】＊ 
耐震重要度分類については，「設
工認添付書類星取表略語の定
義」参照 
【機器クラス】＊ 
機器クラスについては，「設工認
添付書類星取表略語の定義」参
照 
注記＊：運用及び可搬型の SA設

備については斜線とす
る。 

【申請区分】 
D-1：耐震基準変更 

（耐震 Sクラス） 
（B，Cクラスの Sクラス
への波及的影響） 
（共振のおそれのある耐震
Bクラス設備） 

D-2：RCPB範囲拡大 
D-3：基準変更・追加又は別表変

更・追加 
D-4：別表該当なし 
D-5：記載の適正化 
D-6：使用前検査未完了分 
D-7：DB従来要求適合確認対象 

【設備分類】 
設備分類については，「設工認
添付書類星取表略語の定義」参
照 
【機器クラス】 
機器クラスについては，「設工
認添付書類星取表略語の定義」
参照 
【申請区分】 
S-1：SA新設（既設の新規登録

含む） 
S-2：DBの SA使用（条件変更な

し） 
S-3：SA既設条件アップ 
S-4：SA既設クラスアップ 
S-5：SA既設使用目的変更 
S-6：基本設計方針 
S-7：SA別表追加等 

         

別表第二 

機器名 

技術基準条文 
兼用する場合の
施設・設備区分 

設計基準対象施設（DB） 重大事故等対処設備（SA） 

「◎」申請対象（新規） 
「〇」申請対象（既設工認登
録済み） 
「□」申請対象（設工認登録
なし） 
「△」記載の適正化 
「×」無 

発電用原
子炉施設
の種類 

設備
区分 

系統
名 

機器
区分 

様式－2 
関連 
条文 

主登録 
兼用 
登録 

耐震重要
度分類 

機器 
クラス 

申請区分 
設備分類 

 
機器 
クラス 

申請区分 
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様式－6 
 

各条文の設計の考え方（例） 

第○条（○） 

１．技術基準の条文，解釈への適合性に関する考え方 

No. 
基本設計方針で
記載する事項 

適合性の考え方（理由） 項-号 解釈 説明資料等 

①      

②      

③      

④      

⑤      

２．設置許可本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

1    

2    

3    

３．設置許可添八のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

◇1     

◇2     

◇3     

４．詳細な検討が必要な事項 

No. 記載先 

a  

b  

c  



S2 補 Ⅵ-1-10-1 R1 
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59 

様式－7 
 

要求事項との対比表（例） 
実用発電用原子炉及
びその附属施設の技
術基準に関する規則 

設工認申請書 
基本設計方針（前） 

設工認申請書 
基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 
本文 

設置変更許可申請書 
添付書類八 

設置変更許可，技術
基準規則及び基本設
計方針との対比 

備考 
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様式－8 
 

基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表（例） 
 

○○施設 

基本設計方針 

  

  

関連条文 〇〇条  

設備区分 系統名 機器区分 

技術基準条文 要求種別 〇〇要求 
 

様式－2 関連条文 設備名称 

設工認設計結果 

（上：要目表／設計方針） 

（下：記録等） 

設備の具体的設計結果 

（上：設計結果） 

（下：記録等） 

確認方法 

設工認設計結果 

（上：要目表／設計方針） 

（下：記録等） 

設備の具体的設計結果 

（上：設計結果） 

（下：記録等） 

確認方法 

   □□条  

   【検査項目】 

 

【検査方法】 

  【検査項目】 

 

【検査方法】 

 
【記録等】 【記録等】 【記録等】 【記録等】 

   △△条  

   【検査項目】 

 

【検査方法】 

  【検査項目】 

 

【検査方法】 

 

【記録等】 【記録等】 【記録等】 【記録等】 

   〇〇条  

   【検査項目】 

 

【検査方法】 

  【検査項目】 

 

【検査方法】 

 

【記録等】 【記録等】 【記録等】 【記録等】 

技術基準規則要求設備（要目表とし

て記載要求のない設備） 
□□条  

   【検査項目】 

 

【検査方法】 

  【検査項目】 

 

【検査方法】 

 

【記録等】 【記録等】 【記録等】 【記録等】 

△△条  

   【検査項目】 

 

【検査方法】 

  【検査項目】 

 

【検査方法】 

 

【記録等】 【記録等】 【記録等】 【記録等】 
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様式－9 
 

適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（例） 

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
種
類 

設
備
区
分 

系
統
名 

機器区分 機器名称 

品
質
保
証
ラ
ン
ク 

保
安
規
定
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

シ
ス
テ
ム
計
画 

「
７
．
３ 

設
計
開
発
」
の
適
用
業
務 

保
安
規
定
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

シ
ス
テ
ム
計
画 

「
７
．
４ 
調
達
」
の
適
用
業
務 

備考 

  

  
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

  
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

  
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

補足-004 工事計画に係る補足説明資料 

（設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画） 
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中国電力株式会社 

 

 

島根原子力発電所第２号機 審査資料 

資料番号   NS2-補-004改 01 

提出年月日 2023 年 6 月 29 日 

 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 



 

1. 工事計画添付書類に係る補足説明資料 

添付書類の記載内容を補足するための資料を以下に示す。 

 

資料

No. 
添付書類名称 補足説明資料（内容） 備考 

1 

Ⅵ-1-10-2 

設工認に係る設計の実績，工事及び

検査の計画 

原子炉本体 

NS2-補-004-1 

基本設計方針から設工認添付書類

及び様式－1への展開表 

（原子炉本体） 

 

2 

Ⅵ-1-10-3 

設工認に係る設計の実績，工事及び

検査の計画 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施

設 

NS2-補-004-2 

基本設計方針から設工認添付書類

及び様式－1への展開表 

（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵

施設） 

 

3 

Ⅵ-1-10-4 

設工認に係る設計の実績，工事及び

検査の計画 

原子炉冷却系統施設 

NS2-補-004-3 

基本設計方針から設工認添付書類

及び様式－1への展開表 

（原子炉冷却系統施設） 

 

4 

Ⅵ-1-10-5 

設工認に係る設計の実績，工事及び

検査の計画 

計測制御系統施設 

NS2-補-004-4 

基本設計方針から設工認添付書類

及び様式－1への展開表 

（計測制御系統施設） 

 

5 

Ⅵ-1-10-6 

設工認に係る設計の実績，工事及び

検査の計画 

放射性廃棄物の廃棄施設 

NS2-補-004-5 

基本設計方針から設工認添付書類

及び様式－1への展開表 

（放射性廃棄物の廃棄施設） 

 

6 

Ⅵ-1-10-7 

設工認に係る設計の実績，工事及び

検査の計画 

放射線管理施設 

NS2-補-004-6 

基本設計方針から設工認添付書類

及び様式－1への展開表 

（放射線管理施設） 

 

7 

Ⅵ-1-10-8 

設工認に係る設計の実績，工事及び

検査の計画 

原子炉格納施設 

NS2-補-004-7 

基本設計方針から設工認添付書類

及び様式－1への展開表 

（原子炉格納施設） 

 

8 

Ⅵ-1-10-9 

設工認に係る設計の実績，工事及び

検査の計画 

非常用電源設備 

NS2-補-004-8 

基本設計方針から設工認添付書類

及び様式－1への展開表 

（非常用電源設備） 

 

9 

Ⅵ-1-10-10 

設工認に係る設計の実績，工事及び

検査の計画 

常用電源設備 

NS2-補-004-9 

基本設計方針から設工認添付書類

及び様式－1への展開表 

（常用電源設備） 

 

10 

Ⅵ-1-10-11 

設工認に係る設計の実績，工事及び

検査の計画 

補助ボイラー 

NS2-補-004-10 

基本設計方針から設工認添付書類

及び様式－1への展開表 

（補助ボイラー） 

 

 （次頁へ続く） 



 

（前頁からの続き） 

資料

No. 
添付書類名称 補足説明資料（内容） 備考 

11 

Ⅵ-1-10-12 

設工認に係る設計の実績，工事及び

検査の計画 

火災防護設備 

NS2-補-004-11 

基本設計方針から設工認添付書類

及び様式－1への展開表 

（火災防護設備） 

 

12 

Ⅵ-1-10-13 

設工認に係る設計の実績，工事及び

検査の計画 

浸水防護施設 

NS2-補-004-12 

基本設計方針から設工認添付書類

及び様式－1への展開表 

（浸水防護施設） 

 

13 

Ⅵ-1-10-14 

設工認に係る設計の実績，工事及び

検査の計画 

補機駆動用燃料設備（非常用電源設

備及び補助ボイラーに係るものを

除く。） 

NS2-補-004-13 

基本設計方針から設工認添付書類

及び様式－1への展開表 

（補機駆動用燃料設備（非常用電

源設備及び補助ボイラーに係るも

のを除く。）） 

 

14 

Ⅵ-1-10-15 

設工認に係る設計の実績，工事及び

検査の計画 

非常用取水設備 

NS2-補-004-14 

基本設計方針から設工認添付書類

及び様式－1への展開表 

（非常用取水設備） 

 

15 

Ⅵ-1-10-16 

設工認に係る設計の実績，工事及び

検査の計画 

敷地内土木構造物 

NS2-補-004-15 

基本設計方針から設工認添付書類

及び様式－1への展開表 

（敷地内土木構造物） 

 

16 

Ⅵ-1-10-17 

設工認に係る設計の実績，工事及び

検査の計画 

緊急時対策所 

NS2-補-004-16 

基本設計方針から設工認添付書類

及び様式－1への展開表 

（緊急時対策所） 

 

 

 



 

資料 No.1 

 

 

 

 
基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表 

（原子炉本体） 
  



1              

 

「基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表」【原子炉本体】 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

用語の定義は「発電用原子力設備に関する技術基準

を定める省令」，「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

第１章 共通項目 

原子炉本体の共通項目である「1. 地盤等，2. 自

然現象，3. 火災，5. 設備に対する要求（5.5 安

全弁等，5.6 逆止め弁，5.7 内燃機関の設計条件，

5.8 電気設備の設計条件を除く。），6. その他」の

基本設計方針については，原子炉冷却系統施設の基本

設計方針「第１章 共通項目」に基づく設計とする。 

第１章 共通項目 

原子炉本体の共通項目である「1. 地盤等，2. 自

然現象，3. 火災，4. 溢水等，5. 設備に対する要

求（5.5 安全弁等，5.6 逆止め弁，5.7 内燃機関

及びガスタービンの設計条件，5.8 電気設備の設計

条件を除く。），6. その他」の基本設計方針について

は，原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第１章 共

通項目」に基づく設計とする。 

― 

1. 共通的に適用される設計 

第２章 個別項目 

1. 炉心等 

燃料体（燃料要素及びその他の部品を含む。）は，

設置（変更）許可を受けた仕様となる構造及び設計と

する。【23条 1】 

第２章 個別項目 

1. 炉心等 

変更なし ― 
― 

（変更なし） 

燃料体，減速材及び反射材並びに炉心支持構造物の

材料は，通常運転時における原子炉運転状態に対応し

た圧力，温度条件，燃料使用期間中の燃焼度，中性子

照射量及び水質の組合せのうち想定される最も厳し

い条件において，耐放射線性，寸法安定性，耐熱性，

核性質及び強度のうち必要な物理的性質並びに，耐食

性，水素吸収特性及び化学的安定性のうち必要な化学

的性質を保持し得る材料を使用する。【23条 2】 

 

― 
― 

（変更なし） 

燃料体は炉心支持構造物で支持され，その荷重は原

子炉圧力容器に伝えられる設計とする。【23条 8】 

 
― 

― 

（変更なし） 

燃料体は，設置（変更）許可を受けた，通常運転時

及び運転時の異常な過渡変化時における発電用原子

炉内の圧力，自重，附加荷重，核分裂生成物の蓄積に

よる燃料被覆管の内圧上昇，熱応力等の荷重に耐える

設計とする。また，輸送中又は取扱中において，著し

 

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

い変形を生じない設計とする。【23条 4】 

炉心支持構造物は，最高使用圧力，自重，附加荷重

及び地震力に加え，熱応力の荷重に耐える設計とす

る。【23条 5】 

 

― 
― 

（変更なし） 

炉心は，通常運転時又は運転時の異常な過渡変化時

に発電用原子炉の運転に支障が生ずる場合において，

原子炉冷却系統，原子炉停止系統，反応度制御系統，

計測制御系統及び安全保護回路（安全保護系）の機能

と併せて機能することにより燃料要素の許容損傷限

界を超えない設計とする。【23条 6】 

 

― 
― 

（変更なし） 

炉心部は燃料体，制御棒及び炉心支持構造物からな

り，上下端が半球形の円筒形鋼製圧力容器に収容され

る。原子炉圧力容器の外側には，遮蔽壁を設ける設計

とする。【23条 7】 

 

― 
― 

（変更なし） 

燃料体（燃料要素を除く。），減速材及び反射材並び

に炉心支持構造物は，通常運転時，運転時の異常な過

渡変化時及び設計基準事故時において，発電用原子炉

を安全に停止し，かつ，停止後に炉心の冷却機能を維

持できる設計とする。【23条 3】 

 

― 
― 

（変更なし） 

なお，熱遮蔽材は設けない設計とする。【24条 1】  
― 

― 

（変更なし） 

2. 原子炉圧力容器 

2.1 原子炉圧力容器本体 

原子炉圧力容器の原子炉冷却材圧力バウンダリに

係る基本設計方針については，原子炉冷却系統施設の

基本設計方針「第２章 個別項目 3. 原子炉冷却材

の循環設備 3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ」に基

づく設計とする。【27条1～15を呼び込み】 

2. 原子炉圧力容器 

変更なし 

― 
― 

（変更なし） 

原子炉圧力容器は，円筒形の胴部に半球形の下鏡を

付した鋼製容器に，半球形の鋼製上部蓋をボルト締め

する構造であり，再循環水出口ノズル，再循環水入口

ノズル，主蒸気ノズル，給水ノズル等を取り付ける設

計とする。【23条10】 

 

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

原子炉圧力容器内の原子炉冷却材の流路は，原子炉

再循環ポンプにより，再循環水入口ノズルから原子炉

圧力容器内に導かれ，ジェットポンプによりチャンネ

ルボックスが形成した原子炉冷却材の流路を炉心の

下方から上方向に流れ，主蒸気ノズルから出る設計と

する。【23条9】 

 

― 
― 

（変更なし） 

原子炉圧力容器の支持方法は，原子炉圧力容器支持

スカートで下端を固定し，原子炉圧力容器スタビライ

ザによって水平方向に支持する設計とする。【23条11】 

 

― 
― 

（変更なし） 

原子炉圧力容器は最低使用温度を10℃に設定し，関

連温度（初期）を－29℃以下に設定することで脆性破

壊が生じない設計とする。【14条22】 

 

― 
― 

（変更なし） 

中性子照射脆化の影響を受ける原子炉圧力容器に

あっては，日本電気協会「原子力発電所用機器に対す

る破壊靭性の確認試験方法」（ＪＥＡＣ４２０６）に

基づき，適切な破壊じん性を有する設計とする。【14

条20】 

 Ⅵ-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説

明書 

9. 結論 

（基本設計方針に変更はないが，設工認で必要な設計） 

3. 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に係る設計 

チャンネルボックスは，制御棒をガイドし，燃料集

合体を保護する設計とする。【23条12】 

 
― 

― 

（変更なし） 

2.2 監視試験片 

1メガ電子ボルト以上の中性子の照射を受ける原子

炉圧力容器は，当該容器が想定される運転状態におい

て脆性破壊を引き起こさないようにするために，施設

時に適用された告示「発電用原子力設備に関する構造

等の技術基準（昭和 55年通商産業省告示第５０１号）」

を満足し，機械的強度及び破壊じん性の変化を確認で

きる個数の監視試験片を原子炉圧力容器内部に挿入

することにより，照射の影響を確認できる設計とす

る。【22条 1】 

 

― 
― 

（変更なし） 

監視試験片は，適用可能な日本電気協会「原子炉構

造材の監視試験方法」（ＪＥＡＣ４２０１）により，

取出し及び監視試験を実施する。【22条 2】 

 

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

また，保安規定に，監視試験片の評価結果に基づき，

原子炉冷却材温度及び圧力の制限範囲を設定するこ

とを定めて，原子炉圧力容器の非延性破壊（脆性破壊）

を防止するよう管理する。【22条 3】 

 

― 
― 

（変更なし） 

3. 流体振動等による損傷の防止 

燃料体，炉心支持構造物及び原子炉圧力容器は，原

子炉冷却材の循環，沸騰その他の原子炉冷却材の挙動

により生ずる流体振動又は温度差のある流体の混合

その他の原子炉冷却材の挙動により生ずる温度変動

により損傷を受けない設計とする。【19条1】 

3. 流体振動等による損傷の防止 

変更なし 

― 
― 

（変更なし） 

4. 主要対象設備 

原子炉本体の対象となる主要な設備について，「表 1 

原子炉本体の主要設備リスト」に示す。 

4. 主要対象設備 

原子炉本体の対象となる主要な設備について，「表 1 

原子炉本体の主要設備リスト」に示す。 

― 
― 

（「主要設備リスト」による） 
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基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表 

（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 
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「基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表」【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

用語の定義は「発電用原子力設備に関する技術基準

を定める省令」，「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置，構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

第１章 共通項目 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の共通項目で

ある「1. 地盤等，2. 自然現象，3. 火災，5. 設

備に対する要求（5.5 安全弁等，5.6 逆止め弁，5.7 

内燃機関を除く。），6. その他」の基本設計方針につ

いては，原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第１章 

共通項目」に基づく設計とする。 

第１章 共通項目 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の共通項目で

ある「1. 地盤等，2. 自然現象，3. 火災，4. 溢

水等，5. 設備に対する要求（5.5 安全弁等，5.6 逆

止め弁，5.7 内燃機関及びガスタービンの設計条件

を除く。），6. その他」の基本設計方針については，

原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第１章 共通項

目」に基づく設計とする。 

― 

1. 共通的に適用される設計 

第２章 個別項目 

1. 燃料取扱設備 

燃料体又は使用済燃料（以下「燃料体等」という。）

の取扱設備は，燃料取替機，原子炉建物天井クレーン

及びチャンネル着脱装置で構成し，燃料取替機，原子

炉建物天井クレーン及びチャンネル着脱装置は，新燃

料を原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）に搬入して

から原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）外へ搬出す

るまで，燃料体等を安全に取り扱うことができる設計

とする。 

第２章 個別項目 

1. 燃料取扱設備 

燃料体又は使用済燃料（以下「燃料体等」という。）

の取扱設備は，燃料取替機，原子炉建物天井クレーン

及びチャンネル着脱装置で構成し，燃料取替機，原子

炉建物天井クレーン及びチャンネル着脱装置は，新燃

料を原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）に搬入して

から原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）外へ搬出す

るまで，燃料体等を安全に取り扱うことができる設計

とする。【26条1】 

― 
― 

（変更なし） 

新燃料は，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内

に設ける新燃料貯蔵庫又は新燃料の輸送容器から原

子炉建物天井クレーン及びチャンネル着脱装置を介

して燃料プールに移し，燃料取替機により発電用原子

炉に装荷できる設計とする。 

新燃料は，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内

に設ける新燃料貯蔵庫又は新燃料の輸送容器から原

子炉建物天井クレーン及びチャンネル着脱装置を介

して燃料プールに移し，燃料取替機により発電用原子

炉に装荷できる設計とする。【26条2】 

― 
― 

（変更なし） 

また，燃料の取替えは，原子炉上部の原子炉ウェル

に水を張り，水中で燃料取替機により行うことができ

る設計とする。 

また，燃料の取替えは，原子炉上部の原子炉ウェル

に水を張り，水中で燃料取替機により行うことができ

る設計とする。【26条3】 

― 
― 

（変更なし） 

使用済燃料は，遮蔽に必要な水深を確保した状態

で，燃料取替機により水中移送し，原子炉建物原子炉

使用済燃料は，遮蔽に必要な水深を確保した状態

で，燃料取替機により水中移送し，原子炉建物原子炉
― 

― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

棟（二次格納施設）内の燃料プールの使用済燃料貯蔵

ラックに貯蔵できる設計とする。 

棟（二次格納施設）内の燃料プールの使用済燃料貯蔵

ラックに貯蔵できる設計とする。【26条4】 

使用済燃料の発電所外への搬出には，使用済燃料輸

送容器を使用する。使用済燃料はキャスク置場で使用

済燃料輸送容器に収納し，キャスク除染設備で使用済

燃料輸送容器の除染を行い発電所外へ搬出する。 

使用済燃料の発電所外への搬出には，使用済燃料輸

送容器を使用する。使用済燃料はキャスク置場で使用

済燃料輸送容器に収納し，キャスク除染設備で使用済

燃料輸送容器の除染を行い発電所外へ搬出する。【26

条5】 

― 
― 

（変更なし） 

燃料取替機及びチャンネル着脱装置は，燃料体等を

一体ずつ取り扱う構造とすることにより，臨界を防止

する設計とし，燃料体等の検査等を行う際に水面に近

づいた状態であっても，燃料体等からの放射線の遮蔽

に必要な水深を確保できる設計とする。 

原子炉建物天井クレーンは，未臨界性を確保した容

器に収納して吊り上げる場合を除き，燃料体等を取り

扱う場合は，一体ずつ取り扱う構造とし，臨界を防止

する設計とする。 

燃料取替機及びチャンネル着脱装置は，燃料体等を

一体ずつ取り扱う構造とすることにより，臨界を防止

する設計とし，燃料体等の検査等を行う際に水面に近

づいた状態であっても，燃料体等からの放射線の遮蔽

に必要な水深を確保できる設計とする。 

原子炉建物天井クレーンは，未臨界性を確保した容

器に収納して吊り上げる場合を除き，燃料体等を取り

扱う場合は，一体ずつ取り扱う構造とし，臨界を防止

する設計とする。【26条 6】 

― 
― 

（変更なし） 

燃料取替機は，燃料体等の発電用原子炉から燃料プ

ールへの移送操作，燃料プールから発電用原子炉への

移送操作，使用済燃料輸送容器への収納操作等をすべ

て水中で行うことで，崩壊熱により燃料体等が溶融せ

ず，燃料体等からの放射線に対して，適切な遮蔽能力

を有する設計とする。 

燃料取替機は，燃料体等の発電用原子炉から燃料プ

ールへの移送操作，燃料プールから発電用原子炉への

移送操作，使用済燃料輸送容器への収納操作等をすべ

て水中で行うことで，崩壊熱により燃料体等が溶融せ

ず，燃料体等からの放射線に対して，適切な遮蔽能力

を有する設計とする。【26条 7】 

― 
― 

（変更なし） 

チャンネル着脱装置は，燃料体等の検査等のための

昇降操作等をすべて水中で行うことで，崩壊熱により

燃料体等が溶融せず，燃料体等からの放射線に対し

て，適切な遮蔽能力を有する設計とする。 

チャンネル着脱装置は，燃料体等の検査等のための

昇降操作等をすべて水中で行うことで，崩壊熱により

燃料体等が溶融せず，燃料体等からの放射線に対し

て，適切な遮蔽能力を有する設計とする。【26条 8】 

― 
― 

（変更なし） 

燃料取替機の燃料把握機は，昇降を安全かつ確実に

行うため，定格荷重を保持でき，必要な安全率を有す

るワイヤロープの二重化，フック部の外れ止めを有

し，グラップルには機械的インターロックを設ける設

計とする。 

燃料取替機の燃料把握機は，昇降を安全かつ確実に

行うため，定格荷重を保持でき，必要な安全率を有す

るワイヤロープの二重化，フック部の外れ止めを有

し，グラップルには機械的インターロックを設ける設

計とする。【26条 9】 

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

原子炉建物天井クレーンは，フック部の外れ止めを

有し，使用済燃料輸送容器等を取り扱う主巻フック

は，定格荷重を保持でき，必要な安全率を有するワイ

ヤロープを二重化することにより，燃料体等の重量物

取扱中に落下を防止できる設計とする。 

原子炉建物天井クレーンは，フック部の外れ止めを

有し，使用済燃料輸送容器等を取り扱う主巻フック

は，定格荷重を保持でき，必要な安全率を有するワイ

ヤロープを二重化することにより，燃料体等の重量物

取扱中に落下を防止できる設計とする。また，想定さ

れる燃料プール内への落下物によって燃料プール内

の燃料体等が破損しないことを計算により確認する。

【26条 12】 

Ⅵ-1-3-3 燃料体等又は重量物の落下による使用済

燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防止及び使

用済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に関する説

明書 

5. 燃料プール内への落下物による燃料プール内の

燃料体等への影響評価 

5.4 評価結果 

3. 重量物の落下防止設計 

なお，ワイヤロープ及びフックは，それぞれクレー

ン構造規格，クレーン等安全規則の規定を満たす安全

率を有する設計とする。 

なお，ワイヤロープ及びフックは，それぞれクレー

ン構造規格，クレーン等安全規則の規定を満たす安全

率を有する設計とする。【26条 13】 

― 
― 

（変更なし） 

チャンネル着脱装置は，下限ストッパによる機械的

インターロック及び燃料体等を上部で保持する固定

具により燃料体等の燃料プール床面への落下を防止

できる設計とする。 

チャンネル着脱装置は，下限ストッパによる機械的

インターロック及び燃料体等を上部で保持する固定

具により燃料体等の燃料プール床面への落下を防止

できる設計とする。【26条 16】 

― 
― 

（変更なし） 

燃料取替機は，燃料体等の取扱中に過荷重となった

場合に上昇を阻止するインターロックを設けるとと

もに荷重監視を行うことにより，過荷重による燃料体

等の落下を防止できる設計とする。 

燃料取替機は，燃料体等の取扱中に過荷重となった

場合に上昇を阻止するインターロックを設けるとと

もに荷重監視を行うことにより，過荷重による燃料体

等の落下を防止できる設計とする。【26条 10】 

― 
― 

（変更なし） 

燃料取替機は，地震時にも転倒することがないよう

に走行レール及び横行レール頭部を抱き込む構造を

したブリッジ及びトロリの脱線防止ラグを設ける設

計とする。 

燃料取替機は，地震時にも転倒することがないよう

に走行レール及び横行レール頭部を抱き込む構造を

したブリッジ及びトロリの脱線防止ラグを設ける設

計とする。【26条 11】 

― 
― 

（変更なし） 

原子炉建物天井クレーンは，地震時にも転倒するこ

とがないように走行方向及び横行方向に対して，クレ

ーン本体等の浮上り量を考慮し，落下防止ラグ及びト

ロリストッパを設けることで，クレーン本体等の車輪

がレール上から落下しない設計とする。 

原子炉建物天井クレーンは，地震時にも転倒するこ

とがないように走行方向及び横行方向に対して，クレ

ーン本体等の浮上り量を考慮し，落下防止ラグ及びト

ロリストッパを設けることで，クレーン本体等の車輪

がレール上から落下しない設計とする。【26条 14】 

― 
― 

（変更なし） 

また，原子炉建物天井クレーンは，使用済燃料輸送

容器等の重量物を吊った状態では，使用済燃料貯蔵ラ

ック上を通過できないようにインターロックを設け

る設計とする。 

また，原子炉建物天井クレーンは，使用済燃料輸送

容器等の重量物を吊った状態では，使用済燃料貯蔵ラ

ック上を通過できないようにインターロックを設け

る設計とする。【26条 15】 

― 
― 

（変更なし） 



 

4              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

使用済燃料を収納する使用済燃料輸送容器は，取扱

中における衝撃，熱，その他の容器に加わる負荷に耐

え，容易かつ安全に取り扱うことができる設計とす

る。また，運搬中に予想される温度及び内圧の変化，

振動等により，亀裂，破損等が生じない設計とする。

さらに，理論的若しくは適切な試験等により所定の機

能を満足できる設計とする。 

使用済燃料輸送容器は，内部に使用済燃料が収納さ

れた場合に，放射線障害を防止するため，その容器表

面の線量当量率が 2mSv/h以下及び容器表面から 1mの

点における線量当量率が 100μSv/h 以下となるよう，

収納される使用済燃料の放射能強度を考慮して十分

な遮蔽を行うことができる設計とする。 

使用済燃料を収納する使用済燃料輸送容器は，取扱

中における衝撃，熱，その他の容器に加わる負荷に耐

え，容易かつ安全に取り扱うことができる設計とす

る。また，運搬中に予想される温度及び内圧の変化，

振動等により，亀裂，破損等が生じない設計とする。

さらに，理論的若しくは適切な試験等により所定の機

能を満足できる設計とする。 

使用済燃料輸送容器は，内部に使用済燃料が収納さ

れた場合に，放射線障害を防止するため，その容器表

面の線量当量率が 2mSv/h以下及び容器表面から 1mの

点における線量当量率が 100μSv/h 以下となるよう，

収納される使用済燃料の放射能強度を考慮して十分

な遮蔽を行うことができる設計とする。【26条 17】 

― 
― 

（変更なし） 

燃料取替機の燃料把握機は，空気作動式とし，燃料

体等をつかんだ状態で圧縮空気が喪失した場合にも，

つかんだ状態を保持し，燃料体等が外れない設計とす

る。 

燃料取替機の燃料把握機は，空気作動式とし，燃料

体等をつかんだ状態で圧縮空気が喪失した場合にも，

つかんだ状態を保持し，燃料体等が外れない設計とす

る。【26条 18】 

― 
― 

（変更なし） 

燃料取替機，原子炉建物天井クレーン及びチャンネ

ル着脱装置は，動力電源喪失時に電磁ブレーキによる

保持機能により，燃料体等の落下を防止できる設計と

する。 

燃料取替機，原子炉建物天井クレーン及びチャンネ

ル着脱装置は，動力電源喪失時に電磁ブレーキによる

保持機能により，燃料体等の落下を防止できる設計と

する。【26条 19】 

― 
― 

（変更なし） 

2. 燃料貯蔵設備 

燃料体等を貯蔵する設備として，新燃料貯蔵庫及び

燃料プールを設ける設計とする。 

2. 燃料貯蔵設備 

燃料体等を貯蔵する設備として，新燃料貯蔵庫及び

燃料プールを設ける設計とする。【26条20】 

― 
― 

（変更なし） 

新燃料貯蔵庫は，通常時の燃料取替を考慮し，適切

な貯蔵能力を有し，全炉心燃料の約35%を収納できる

設計とする。 

新燃料貯蔵庫は，通常時の燃料取替を考慮し，適切

な貯蔵能力を有し，全炉心燃料の約 35%を収納できる

設計とする。【26条 27】 

― 
― 

（変更なし） 

燃料プールは，２号機の全炉心燃料の約630%相当分

の貯蔵が可能であり，さらに放射化された機器等の貯

蔵及び取扱いができるスペースを確保した設計とす

る。なお，通常運転中，全炉心の燃料体等を貯蔵でき

る容量を確保できる設計とする。 

燃料プールは，２号機の全炉心燃料の約 630%相当分

の貯蔵が可能であり，さらに放射化された機器等の貯

蔵及び取扱いができるスペースを確保した設計とす

る。なお，通常運転中，全炉心の燃料体等を貯蔵でき

る容量を確保できる設計とする。【26条 28】 

― 
― 

（変更なし） 



 

5              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

燃料体等の貯蔵設備は，燃料取扱者以外の者がみだ

りに立ち入らないよう，フェンス等により立入を制限

できる設計とする。 

燃料体等の貯蔵設備は，燃料取扱者以外の者がみだ

りに立ち入らないよう，フェンス等により立入を制限

できる設計とする。【26条52】 

― 
― 

（変更なし） 

新燃料貯蔵庫は，原子炉建物原子炉棟（二次格納施

設）内の独立した区画に設け，新燃料を新燃料貯蔵ラ

ックで貯蔵できる設計とする。 

新燃料貯蔵庫は，鉄筋コンクリート造とし，想定さ

れるいかなる状態においても新燃料が臨界に達する

ことのない設計とする。 

新燃料は，乾燥状態で保管し，堅固な構造のラック

に垂直に入れ，新燃料貯蔵庫には水が充満するのを防

止するための排水口を設ける設計とする。 

新燃料貯蔵庫は，原子炉建物原子炉棟（二次格納施

設）内の独立した区画に設け，新燃料を新燃料貯蔵ラ

ックで貯蔵できる設計とする。 

新燃料貯蔵庫は，鉄筋コンクリート造とし，想定さ

れるいかなる状態においても新燃料が臨界に達する

ことのない設計とする。 

新燃料は，乾燥状態で保管し，堅固な構造のラック

に垂直に入れ，新燃料貯蔵庫には水が充満するのを防

止するための排水口を設ける設計とする。【26条 21】 

― 
― 

（変更なし） 

新燃料貯蔵庫に設置する新燃料貯蔵ラックは，貯蔵

燃料の臨界を防止するために必要な燃料間距離を保

持し，たとえ新燃料を貯蔵容量最大で貯蔵した状態

で，万一新燃料貯蔵庫が水で満たされる等の厳しい状

態を仮定しても，実効増倍率を0.95以下に保つ設計と

する。 

新燃料貯蔵庫に設置する新燃料貯蔵ラックは，貯蔵

燃料の臨界を防止するために必要な燃料間距離を保

持し，たとえ新燃料を貯蔵容量最大で貯蔵した状態

で，万一新燃料貯蔵庫が水で満たされる等の厳しい状

態を仮定しても，実効増倍率を 0.95 以下に保つ設計

とする。【26条 22】 

― 
― 

（変更なし） 

燃料プールは，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）

内に設け，燃料体等を水中の使用済燃料貯蔵ラックに

垂直に一体ずつ入れて貯蔵し，使用済燃料貯蔵ラック

は，中性子吸収材であるほう素を添加したステンレス

鋼を使用するとともに適切な燃料間距離をとること

により，燃料を貯蔵容量最大で貯蔵し，かつ燃料プー

ル水温及び使用済燃料貯蔵ラック内燃料貯蔵位置等

について，想定されるいかなる場合でも実効増倍率を

0.95以下に保ち，貯蔵燃料の臨界を防止できる設計と

する。 

燃料プールは，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）

内に設け，燃料体等を水中の使用済燃料貯蔵ラックに

垂直に一体ずつ入れて貯蔵し，使用済燃料貯蔵ラック

は，中性子吸収材であるほう素を添加したステンレス

鋼を使用するとともに適切な燃料間距離をとること

により，燃料を貯蔵容量最大で貯蔵し，かつ燃料プー

ル水温及び使用済燃料貯蔵ラック内燃料貯蔵位置等

について，想定されるいかなる場合でも実効増倍率を

0.95以下に保ち，貯蔵燃料の臨界を防止できる設計と

する。【26条 23】 

― 
― 

（変更なし） 

燃料プールは，鉄筋コンクリート造，ステンレス鋼

内張りの水槽であり，燃料プールからの放射性物質を

含む水があふれ，又は漏れない構造とする。 

燃料プールは，鉄筋コンクリート造，ステンレス鋼

内張りの水槽であり，燃料プールからの放射性物質を

含む水があふれ，又は漏れない構造とする。【26条 30】 

― 
― 

（変更なし） 



 

6              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

燃料プール及び輸送容器置場の壁面及び底部は，コ

ンクリート壁による遮蔽を施すとともに，燃料体等の

上部には十分な遮蔽効果を有する水深を確保するこ

とにより，燃料体等からの放射線に対して適切な遮蔽

能力を有し，放射線業務従事者の被ばくを低減する設

計とする。 

燃料プール及び輸送容器置場の壁面及び底部は，コ

ンクリート壁による遮蔽を施すとともに，燃料体等の

上部には十分な遮蔽効果を有する水深を確保するこ

とにより，燃料体等からの放射線に対して適切な遮蔽

能力を有し，放射線業務従事者の被ばくを低減する設

計とする。【26条 32】 

― 
― 

（変更なし） 

万一，燃料プールからの水の漏えいが発生し，かつ，

燃料プール水の補給に復水貯蔵タンクの水が使用で

きない場合には，残留熱除去系を用いてサプレッショ

ンチェンバのプール水を補給できる設計とする。 

万一，燃料プールからの水の漏えいが発生し，かつ，

燃料プール水の補給に復水貯蔵タンクの水が使用で

きない場合には，残留熱除去系を用いてサプレッショ

ンチェンバのプール水を補給できる設計とする。【26

条 33】 

― 
― 

（変更なし） 

燃料プールは，内面にステンレス鋼内張りを施設す

ることにより，燃料体等の取扱中に想定される燃料体

等の落下及び重量物の落下により機能を失うような

損傷が生じない設計とする。 

燃料プールは，内面にステンレス鋼内張りを施設す

ることにより，燃料体等の取扱中に想定される燃料体

等の落下及び重量物の落下により機能を失うような

損傷が生じない設計とする。【26条 35】 

― 
― 

（変更なし） 

なお，燃料体等を移動する際，燃料プールのライニ

ングの下に設置されている漏えい検知溝上を通過す

ることとなるが，燃料集合体下部タイプレート円周部

の大きさに対し，漏えい検知溝の幅を小さくすること

で，漏えい検知溝に燃料集合体が落下した場合におい

ても，燃料プールの機能を失うような損傷が生じない

設計とする。 

なお，燃料体等を移動する際，燃料プールのライニ

ングの下に設置されている漏えい検知溝上を通過す

ることとなるが，燃料集合体下部タイプレート円周部

の大きさに対し，漏えい検知溝の幅を小さくすること

で，漏えい検知溝に燃料集合体が落下した場合におい

ても，燃料プールの機能を失うような損傷が生じない

設計とする。 

Ⅵ-1-3-3 燃料体等又は重量物の落下による使用済

燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防止及び

使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に関す

る説明書 

添付 燃料集合体落下時の燃料プールライニングの

健全性について 

3. 実機燃料集合体が漏えい検知溝に落下した場合

のライニングへの影響 

3. 重量物の落下防止設計 

燃料体等の落下に関しては，模擬燃料体の気中落下

試験（以下「落下試験」という。）での最大減肉量を

考慮しても燃料プールの機能が損なわれない厚さ以

上のステンレス鋼内張りを施設する。なお，使用済燃

料輸送容器等に使用済燃料を収納する場合などは，落

下試験での落下高さを超えるため，水の浮力を考慮す

ることにより落下試験時の落下エネルギを下回るこ

とを確認する。 

燃料体等の落下に関しては，模擬燃料体の気中落下

試験（以下「落下試験」という。）での最大減肉量を

考慮しても燃料プールの機能が損なわれない厚さ以

上のステンレス鋼内張りを施設する。なお，使用済燃

料輸送容器等に使用済燃料を収納する場合などは，落

下試験での落下高さを超えるため，水の浮力を考慮す

ることにより落下試験時の落下エネルギを下回るこ

とを確認する。【26条 36】 

― 
― 

（変更なし） 



 

7              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 重量物の落下に関しては，燃料プール周辺の状況，

現場における作業実績，図面等にて確認することによ

り，落下時のエネルギを評価し，落下試験時の燃料体

等の落下エネルギ以上となる設備等に対しては，以下

のとおり適切な落下防止対策を施し，燃料プールの機

能を維持する設計とする。【26条 37】 

Ⅵ-1-3-3 燃料体等又は重量物の落下による使用済

燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防止及び

使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に関す

る説明書 

4. 燃料プール周辺設備等の重量物の落下防止対策 

4.2 落下防止対策の検討 

3. 重量物の落下防止設計 

 ・燃料プールからの離隔を確保できる重量物について

は，燃料プールヘ落下するおそれがないよう，転倒

等を仮定しても燃料プールに届かない距離に設置

する。また，転倒防止のため床面や壁面へ固定する。

【26条 38】 

Ⅵ-1-3-3 燃料体等又は重量物の落下による使用済

燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防止及び

使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に関す

る説明書 

4. 燃料プール周辺設備等の重量物の落下防止対策 

4.3 落下防止対策の設計 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

3. 重量物の落下防止設計 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

原子炉建物天井クレーンは，使用済燃料貯蔵ラック

上を使用済燃料輸送容器等重量物を吊った状態で通

過できないように可動範囲を制限するインターロッ

クを設ける設計とする。 

・原子炉建物天井クレーンは，使用済燃料貯蔵ラック

上を使用済燃料輸送容器等重量物を吊った状態で通

過できないように可動範囲を制限するインターロッ

クを設ける設計とする。【26条 39】 

Ⅵ-1-3-3 燃料体等又は重量物の落下による使用済

燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防止及び

使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に関す

る説明書 

3. 燃料取扱設備における燃料集合体の落下防止対

策 

3.2 原子炉建物天井クレーン 

3. 重量物の落下防止設計 

 ・原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）の屋根を支持

する屋根トラスは，基準地震動Ｓｓに対する発生応力

が終局耐力を超えず，燃料プール内に落下しない設計

とする。また，屋根については鋼板（デッキプレート）

の上に鉄筋コンクリート造の床を設けた構造とし，地

震による剥落のない構造とする。また，燃料取替階の

床面より上部を構成する壁は，鉄筋コンクリート造の

耐震壁であり，燃料取替階の床面より下部の耐震壁と

合わせて基準地震動Ｓｓに対して燃料プール内に落

下しない設計とする。【26条40】【26条41】【26条42】 

Ⅵ-1-3-3 燃料体等又は重量物の落下による使用済

燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防止及び

使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に関す

る説明書 

4. 燃料プール周辺設備等の重量物の落下防止対策 

4.3 落下防止対策の設計 

3. 重量物の落下防止設計 



 

8              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 ・燃料取替機及び原子炉建物天井クレーンは，基準地

震動Ｓｓによる地震荷重に対し，燃料取替機本体及び

原子炉建物天井クレーン本体の健全性評価及び転倒

落下防止評価を行い，燃料プールへの落下物とならな

い設計とする。【26条43】【26条47】 

Ⅵ-1-3-3 燃料体等又は重量物の落下による使用済

燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防止及び

使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に関す

る説明書 

4. 燃料プール周辺設備等の重量物の落下防止対策 

4.3 落下防止対策の設計 

 

Ⅵ-2-11-2-7-1 原子炉建物天井クレーンの耐震性に

ついての計算書 

 

Ⅵ-2-11-2-7-2 燃料取替機の耐震性についての計算

書 

1. 共通的に適用される設計 

3. 重量物の落下防止設計 

 ・燃料取替機本体及び原子炉建物天井クレーン本体の

健全性評価においては，想定される使用条件において

評価が保守的になるよう吊荷の条件を考慮し，基準地

震動Ｓｓに対して燃料取替機本体（構造物フレーム）

及び原子炉建物天井クレーン本体に発生する応力が

許容応力以下となる設計とする。【26条44】【26条48】 

Ⅵ-1-3-3 燃料体等又は重量物の落下による使用済

燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防止及び

使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に関す

る説明書 

4. 燃料プール周辺設備等の重量物の落下防止対策 

4.3 落下防止対策の設計 

 

Ⅵ-2-11-2-7-1 原子炉建物天井クレーンの耐震性に

ついての計算書 

 

Ⅵ-2-11-2-7-2 燃料取替機の耐震性についての計算

書 

1. 共通的に適用される設計 

3. 重量物の落下防止設計 

 ・燃料取替機の転倒落下防止評価においては，走行レ

ール及び横行レール頭部を抱き込む構造をした燃料

取替機のブリッジ及びトロリの脱線防止ラグについ

て，想定される使用条件において評価が保守的になる

よう吊荷の条件を考慮し，地震時の各部発生応力が許

容応力以下となる設計とする。【26条 45】 

Ⅵ-1-3-3 燃料体等又は重量物の落下による使用済

燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防止及び

使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に関す

る説明書 

4. 燃料プール周辺設備等の重量物の落下防止対策 

4.3 落下防止対策の設計 

 

Ⅵ-2-11-2-7-2 燃料取替機の耐震性についての計算

書 

1. 共通的に適用される設計 

3. 重量物の落下防止設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 ・燃料取替機の走行レール及び横行レールの健全性評

価においては，想定される使用条件において，基準地

震動Ｓｓに対して走行レール及びアンカボルトに発

生する応力が許容応力以下となる設計とする。【26条

46】 

Ⅵ-1-3-3 燃料体等又は重量物の落下による使用済

燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防止及び

使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に関す

る説明書 

4. 燃料プール周辺設備等の重量物の落下防止対策 

4.3 落下防止対策の設計 

 

Ⅵ-2-11-2-7-2 燃料取替機の耐震性についての計算

書 

1. 共通的に適用される設計 

3. 重量物の落下防止設計 

 ・原子炉建物天井クレーンの転倒落下防止評価におい

ては，走行方向及び横行方向に浮上り代を設けた構造

をした原子炉建物天井クレーンの落下防止ラグ及び

トロリストッパについて，想定される使用条件におい

て評価が保守的になるよう吊荷の条件を考慮し，地震

時の各部発生応力が許容応力以下となる設計とする。

【26条49】 

Ⅵ-1-3-3 燃料体等又は重量物の落下による使用済

燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防止及び

使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に関す

る説明書 

4. 燃料プール周辺設備等の重量物の落下防止対策 

4.3 落下防止対策の設計 

 

Ⅵ-2-11-2-7-1 原子炉建物天井クレーンの耐震性に

ついての計算書 

1. 共通的に適用される設計 

3. 重量物の落下防止設計 

 ・燃料プールからの離隔を確保できないその他の重量

物については，基準地震動Ｓｓを考慮しても，地震時

の各部発生応力が許容応力以下となる設計とするこ

とで，燃料プールへの落下物とならない設計とする。

【26条 55】 

Ⅵ-1-3-3 燃料体等又は重量物の落下による使用済

燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防止及び

使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に関す

る説明書 

4. 燃料プール周辺設備等の重量物の落下防止対策 

4.2 落下防止対策の検討 

3. 重量物の落下防止設計 

 地震時における燃料プールの健全性確保のため，燃

料プール壁面に設置されている制御棒貯蔵ハンガに

制御棒を保管する場合は，3本掛けのうち，先端部を

除く 2箇所を使用するとともに，その旨を保安規定に

定めて管理する。【26条 54】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

使用済燃料は，使用済燃料貯蔵ラックに収納する

が，使用済燃料貯蔵ラックに収納できないような破損

燃料が生じた場合は，燃料プール水の放射能汚染拡大

を防ぐため，燃料プール内の制御棒・破損燃料貯蔵ラ

ックに収納できる設計とする。 

使用済燃料は，使用済燃料貯蔵ラックに収納する

が，使用済燃料貯蔵ラックに収納できないような破損

燃料が生じた場合は，燃料プール水の放射能汚染拡大

を防ぐため，燃料プール内の制御棒・破損燃料貯蔵ラ

ックに収納できる設計とする。【26条 29】 

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

使用済燃料を貯蔵する乾式キャスク（兼用キャスク

を含む。）は保有しない。 

使用済燃料を貯蔵する乾式キャスク（兼用キャスク

を含む。）は保有しない。【26条 51】【7条共通 17】 
― 

― 

（変更なし） 

3. 計測装置等 

燃料プールの水温を計測する装置として燃料プー

ル温度及び燃料プール冷却ポンプ入口温度を設け，計

測結果を中央制御室（「１，２号機共用」（以下同じ。））

に表示できる設計とする。また，計測結果を記録でき

る設計とする。 

3. 計測装置等 

燃料プールの水温を計測する装置として燃料プー

ル温度，燃料プール冷却ポンプ入口温度及び燃料プー

ル水位・温度（ＳＡ）を設け，計測結果を中央制御室

（「１，２号機共用」（以下同じ。））に表示できる設計

とする。また，計測結果を記録し，及び保存すること

ができる設計とする。【34条 33】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-3-1 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えい

を監視する装置の構成に関する説明書並びに

計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する

装置の構成 

3.2 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装

置の計測結果の表示，記録及び保存 

3.2.1 計測結果の指示又は表示 

3.2.2 設計基準対象施設に関する計測結果の記録及

び保存 

3.2.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記録

及び保存 

 

使用済燃料貯蔵設備の使用済燃料貯蔵槽の温度，水位

及び漏えいを監視する装置の検出器の取付箇所を明

示した図面 

3.1 使用済燃料貯蔵設備 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

4. 燃料プール監視の設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

燃料プールの水位を計測する装置として燃料プー

ル水位及び燃料プールライナドレン漏えい水位を設

け，計測結果を中央制御室に表示できる設計とする。

また，計測結果を記録できる設計とする。 

燃料プールの水位を計測する装置として燃料プー

ル水位及び燃料プールライナドレン漏えい水位を設

け，計測結果を中央制御室に表示できる設計とする。

また，記録はプロセス計算機から帳票として出力し保

存できる設計とする。【34条 34】 

要目表 

 

Ⅵ-1-3-1 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えい

を監視する装置の構成に関する説明書並びに

計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する

装置の構成 

4. 燃料プール監視の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

3.2 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装

置の計測結果の表示，記録及び保存 

3.2.1 計測結果の指示又は表示 

3.2.2 設計基準対象施設に関する計測結果の記録及

び保存 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 燃料プールの水位を計測する装置として燃料プー

ル水位・温度（ＳＡ）を設け，計測結果を中央制御室

に表示できる設計とする。また，計測結果を記録し，

及び保存することができる設計とする。【34条 35】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-3-1 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えい

を監視する装置の構成に関する説明書並びに

計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する

装置の構成 

3.2 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装

置の計測結果の表示，記録及び保存 

3.2.1 計測結果の指示又は表示 

3.2.2 設計基準対象施設に関する計測結果の記録及

び保存 

3.2.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記録

及び保存 

 

使用済燃料貯蔵設備の使用済燃料貯蔵槽の温度，水位

及び漏えいを監視する装置の検出器の取付箇所を明

示した図面 

3.1 使用済燃料貯蔵設備 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

4. 燃料プール監視の設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 燃料プール温度，燃料プール冷却ポンプ入口温度，

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位及び

燃料プールライナドレン漏えい水位は，外部電源が使

用できない場合においても非常用ディーゼル発電設

備又は非常用直流電源設備からの電源供給により，燃

料プールの水温及び水位を計測することができる設

計とする。【34条 36】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-3-1 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えい

を監視する装置の構成に関する説明書並びに

計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する

装置の構成 

3.3 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する

装置の電源構成 

4. 燃料プール監視の設計 

燃料プールの水位の著しい低下を確実に検知して

自動的に中央制御室に警報（燃料プール水位低）を発

信する装置を設けるとともに，表示ランプの点灯，ブ

ザー鳴動等により運転員に通報できる設計とする。 

燃料プールの水温の著しい上昇又は燃料プールの

水位の著しい低下の場合に，これらを確実に検知して

自動的に中央制御室に警報（燃料プール水温高又は燃

料プール水位低）を発信する装置を設けるとともに，

表示ランプの点灯，ブザー鳴動等により運転員に通報

できる設計とする。【47条 6】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-3-1 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えい

を監視する装置の構成に関する説明書並びに

計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

4. 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装

置の計測範囲及び警報動作範囲 

4. 燃料プール監視の設計 

 重大事故等時の燃料プールの監視設備として，燃料

プール水位・温度（ＳＡ）及び燃料プール水位（ＳＡ）

を設け，想定される重大事故等により変動する可能性

のある範囲にわたり測定可能な設計とする。【69条30】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-3-1 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えい

を監視する装置の構成に関する説明書並びに

計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する

装置の構成 

3.1 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等の計測 

3.2 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装

4. 燃料プール監視の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

置の計測結果の表示，記録及び保存 

3.2.1 計測結果の指示又は表示 

3.2.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記録

及び保存 

4. 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装

置の計測範囲及び警報動作範囲 

 

使用済燃料貯蔵設備の使用済燃料貯蔵槽の温度，水位

及び漏えいを監視する装置の検出器の取付箇所を明

示した図面 

3.1 使用済燃料貯蔵設備 

 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（個数 1）は，想定さ

れる重大事故等時において赤外線機能により燃料プ

ールの状態を監視できる設計とする。【69条 31】 

Ⅵ-1-3-1 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えい

を監視する装置の構成に関する説明書並びに

計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する

装置の構成 

3.1 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等の計測 

4. 燃料プール監視の設計 

 燃料プール水位（ＳＡ）は，常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。【69条 33】 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）は，所内常設蓄電式

直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が可

能な設計とする。【69条 34】 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，常設代替直流電

源設備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設

計とする。【69条 35】 

Ⅵ-1-3-1 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えい

を監視する装置の構成に関する説明書並びに

計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3.1 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等の計測 

3.3 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する

装置の電源構成 

4. 燃料プール監視の設計 

 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の耐環境性向上のた

め，燃料プール監視カメラ用冷却設備（個数 1，容量

330ℓ/min 以上）を設ける設計とする。【69 条 32】【73

条 7】 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 

 

Ⅵ-1-3-1 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えい

を監視する装置の構成に関する説明書並びに

計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する

装置の構成 

3.1 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等の計測 

4. 燃料プール監視の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 燃料プール監視カメラ用冷却設備は，常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可

能な設計とする。【69条 33】 

Ⅵ-1-3-1 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えい

を監視する装置の構成に関する説明書並びに

計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する

装置の構成 

3.3 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する

装置の電源構成 

4. 燃料プール監視の設計 

 重大事故等が発生し，当該重大事故等に対処するた

めに監視することが必要なパラメータとして，燃料プ

ールの監視に必要なパラメータを計測する装置を設

ける設計とする。【73条2】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

使用済燃料貯蔵設備の使用済燃料貯蔵槽の温度，水位

及び漏えいを監視する装置の検出器の取付箇所を明

示した図面 

3.1 使用済燃料貯蔵設備 

4. 燃料プール監視の設計 

 重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含

む。）の故障により，当該重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において，当該パラメータを推定

するために必要なパラメータを計測する設備を設置

又は保管する設計とする。【73条1】 

重大事故等に対処するために監視することが必要

なパラメータは，炉心損傷防止対策及び格納容器破損

防止対策等を成功させるために必要な発電用原子炉

施設の状態を把握するためのパラメータとし，計測す

る装置は「表1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

の主要設備リスト」の「使用済燃料貯蔵設備 使用済

燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置」

に示す重大事故等対処設備の他，燃料プール監視カメ

ラ（ＳＡ）（個数1）とする。【73条6】 

要目表 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

使用済燃料貯蔵設備の使用済燃料貯蔵槽の温度，水位

及び漏えいを監視する装置の検出器の取付箇所を明

示した図面 

3.1 使用済燃料貯蔵設備 

4. 燃料プール監視の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を

成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を

把握するためのパラメータを計測する装置は，設計基

準事故等に想定される変動範囲の最大値を考慮し，適

切に対応するための計測範囲を有する設計とする。ま

た，重大事故等が発生し，当該重大事故等に対処する

ために監視することが必要な燃料プールの監視のパ

ラメータの計測が困難となった場合に，代替パラメー

タにより推定ができる設計とする。【73条9】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-3-1 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えい

を監視する装置の構成に関する説明書並びに

計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する

装置の構成 

3.1 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等の計測 

4. 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装

置の計測範囲及び警報動作範囲 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

4. 燃料プール監視の設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 また，重大事故等時に設計基準を超える状態におけ

る発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（計

測可能範囲）を明確にするとともに，パラメータの計

測が困難となった場合の代替パラメータによる推定

等，複数のパラメータの中から確からしさを考慮した

優先順位を保安規定に定めて管理する。【73条 10】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 燃料プールの監視で想定される重大事故等の対応

に必要となるパラメータは，計測又は監視できる設計

とする。また，計測結果は中央制御室に指示又は表示

し，記録できる設計とする。【73条 15】 

重大事故等の対応に必要となるパラメータは，安全

パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（「１，２，３号

機共用（ＳＰＤＳデータ収集サーバは１，２号機共

用）」（以下同じ。））のうちＳＰＤＳ伝送サーバにて電

磁的に記録，保存し，電源喪失により保存した記録が

失われないようにするとともに帳票が出力できる設

計とする。また，記録は必要な容量を保存できる設計

とする。【73条 16】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-3-1 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えい

を監視する装置の構成に関する説明書並びに

計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する

装置の構成 

3.1 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等の計測 

3.2 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装

4. 燃料プール監視の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

置の計測結果の表示，記録及び保存 

3.2.1 計測結果の指示又は表示 

3.2.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記録

及び保存 

 炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を

成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を

把握するためのパラメータを計測する装置の電源は，

非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備の喪失

等により計器電源が喪失した場合において，代替電源

設備として常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電

源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流

電源設備又は可搬型直流電源設備を使用できる設計

とする。【73条 11】 

Ⅵ-1-3-1 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えい

を監視する装置の構成に関する説明書並びに

計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する

装置の構成 

3.3 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する

装置の電源構成 

4. 燃料プール監視の設計 

 また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源

が喪失した場合，炉心損傷防止対策及び格納容器破損

防止対策等を成功させるために必要な発電用原子炉

施設の状態を把握するためのパラメータを計測する

装置のうち特に重要なパラメータとして，温度及び水

位に係るものについて，乾電池を電源とした可搬型計

測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度，

圧力，水位，流量（注水量）等の計測用として測定時

の故障を想定した予備1個含む1セット30個（予備30

個））（計測制御系統施設の設備を核燃料物質の取扱施

設及び貯蔵施設の設備で兼用（以下同じ。））により計

測できる設計とし，これらを保管する設計とする。【73

条12】 

なお，可搬型計測器による計測においては，計測対

象の選定を行う際の考え方として，同一の物理量につ

いて，複数のパラメータがある場合は，いずれか1つ

の適切なパラメータを選定し計測又は監視するもの

とする。【73条13】【73条14】 

Ⅵ-1-3-1 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えい

を監視する装置の構成に関する説明書並びに

計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する

装置の構成 

3.1 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等の計測 

4. 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装

置の計測範囲及び警報動作範囲 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

4. 燃料プール監視の設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

4.1 燃料プール冷却系による燃料プール水の冷却 

燃料プールは，燃料プール冷却ポンプ，燃料プール

冷却系熱交換器，燃料プール冷却系ろ過脱塩装置等で

構成する燃料プール冷却系を設け，通常運転時，運転

時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において，

使用済燃料からの崩壊熱を除去するとともに，燃料プ

ール水を浄化できる設計とする。また，補給水ライン

を設け，燃料プール水の補給が可能な設計とする。 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

4.1 燃料プール冷却系による燃料プール水の冷却 

燃料プールは，燃料プール冷却ポンプ，燃料プール

冷却系熱交換器，燃料プール冷却系ろ過脱塩装置等で

構成する燃料プール冷却系を設け，通常運転時，運転

時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において，

使用済燃料からの崩壊熱を除去するとともに，燃料プ

ール水を浄化できる設計とする。また，補給水ライン

を設け，燃料プール水の補給が可能な設計とする。【26

条24】 

― 
― 

（変更なし） 

さらに，全炉心燃料を燃料プールに取り出した場合

や燃料プール冷却系で燃料プール水の冷却ができな

い場合は，残留熱除去系を用いて使用済燃料からの崩

壊熱を除去できる設計とする。 

さらに，全炉心燃料を燃料プールに取り出した場合

や燃料プール冷却系で燃料プール水の冷却ができな

い場合は，残留熱除去系を用いて使用済燃料からの崩

壊熱を除去できる設計とする。【26条25】 

― 
― 

（変更なし） 

燃料プール冷却系熱交換器で除去した熱は，原子炉

補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）を経て，最

終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とす

る。 

燃料プール冷却系熱交換器で除去した熱は，原子炉

補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）を経て，最

終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とす

る。【26条26】 

― 
― 

（変更なし） 

 燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防

止するための重大事故等対処設備として使用する燃

料プール冷却系は，燃料プール冷却ポンプ，燃料プー

ル冷却系熱交換器，配管・弁類，計測制御装置等で構

成し，燃料プールの水を燃料プール冷却ポンプにより

燃料プール冷却系熱交換器等を経由して循環させる

ことで，燃料プールを冷却できる設計とする。【69条

36】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る機器の配

置を明示した図面 

3.2.1 燃料プール冷却系 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る系統図 

3.2.1 燃料プール冷却系 

 

構造図 

3.1 使用済燃料貯蔵設備 

3.2.1 燃料プール冷却系 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

5. 燃料プール水の小規模漏えい時の機能維持のた

めの設計 

5.4 原子炉補機代替冷却系を用いた燃料プール冷却

系の冷却に関する設計 

5.4.1 設備仕様に係る設計 

 燃料プール冷却系は，非常用ディーゼル発電設備及 要目表 5. 燃料プール水の小規模漏えい時の機能維持のた
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）が

機能喪失した場合でも，常設代替交流電源設備及び原

子炉補機代替冷却系を用いて，燃料プールを除熱でき

る設計とする。【69条37】 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-3-4 使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関する説

明書 

4. 燃料プール冷却系 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る系統図 

3.2.1 燃料プール冷却系 

 

構造図 

3.2.1 燃料プール冷却系 

めの設計 

5.4 原子炉補機代替冷却系を用いた燃料プール冷却

系の冷却に関する設計 

5.4.1 設備仕様に係る設計 

5.4.2 各機器固有の設計 

 燃料プール冷却系の流路として，設計基準対象施設

である燃料プールを重大事故等対処設備として使用

することから，流路に係る機能について重大事故等対

処設備としての設計を行う。【69条42】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 4.2 燃料プールへの注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は

燃料プールからの水の漏えいその他の要因により当

該燃料プールの水位が低下した場合において燃料プ

ール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨

界を防止するために必要な重大事故等対処設備とし

て燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）を設

ける設計とする。【69条1】 

― 
― 

（冒頭宣言） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 燃料プールに接続する配管の破損等により，燃料プ

ール冷却系戻り配管からサイフォン現象による水の

漏えいが発生した場合に，原子炉建物原子炉棟（二次

格納施設）4階における線量率が放射線被ばくを管理

する上で定めた線量率を満足できるよう，漏えいの継

続を防止し，燃料体等からの放射線の遮蔽に必要とな

る水位を維持するため，燃料プール冷却系戻り配管の

逆止弁にサイフォンブレイク配管を設ける設計とす

る。【69条3】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-3-4 使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関する説

明書 

3. 評価 

3.3 評価結果 

 

Ⅵ-1-3-5 使用済燃料貯蔵槽の水深の遮蔽能力に関

する説明書 

2. 基本方針 

6. 燃料プールサイフォンブレイク配管の詳細設計

方針 

6.1 配管強度への影響について 

6.2 人的要因による機能阻害について 

6.3 異物による閉塞 

6.4 落下物干渉による影響 

5. 燃料プール水の小規模漏えい時の機能維持のた

めの設計 

5.3 放射線遮蔽機能維持のための配管設計 

 サイフォンブレイク配管は，耐震性も含めて機器，

弁類等の故障，誤操作等によりその機能を喪失するこ

とのない設計とする。【69条4】 

Ⅵ-1-3-5 使用済燃料貯蔵槽の水深の遮蔽能力に関

する説明書 

6. 燃料プールサイフォンブレイク孔の詳細設計方

針 

6.2 人的要因による機能阻害について 

5. 燃料プール水の小規模漏えい時の機能維持のた

めの設計 

5.3 放射線遮蔽機能維持のための配管設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 4.2.1 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）

による燃料プールへの注水 

残留熱除去系（燃料プール冷却機能）及び燃料プー

ル冷却系の有する燃料プールの冷却機能喪失若しく

は残留熱除去ポンプによる燃料プールへの補給機能

が喪失し，又は燃料プールに接続する配管の破損等に

より燃料プール水の小規模な漏えいにより燃料プー

ルの水位が低下した場合に，燃料プール内の燃料体等

を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するため

の重大事故等対処設備として使用する燃料プールス

プレイ系（常設スプレイヘッダ）は，大量送水車によ

り，代替淡水源の水を燃料プールスプレイ系配管等を

経由して常設スプレイヘッダから燃料プールへ注水

することにより，燃料プールの水位を維持できる設計

とする。【69条6】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-3-4 使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関する説

明書 

3. 評価 

3.3 評価結果 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る機器の配

置を明示した図面 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る系統図 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

 

構造図 

3.1 使用済燃料貯蔵設備 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む核燃料物質の取扱施

設及び貯蔵施設の系統図に関する取りまとめ 

 

5. 燃料プール水の小規模漏えい時の機能維持のた

めの設計 

5.1 燃料プールスプレイ系の設計 

5.1.1 設備仕様に係る設計 

5.1.2 各機器固有の設計 

 また，燃料プールは，使用済燃料貯蔵ラックの形状

を維持した状態において，燃料プールスプレイ系（常

設スプレイヘッダ）による冷却及び水位確保により燃

料プールの機能を維持し，実効増倍率が最も高くなる

冠水状態においても実効増倍率は不確定性を含めて

0.95以下で臨界を防止できる設計とする。【69条8】 

Ⅵ-1-3-2 燃料取扱設備，新燃料貯蔵設備及び使用済

燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達しない

ことに関する説明書 

3. 小規模漏えい時の使用済燃料貯蔵ラックの未臨

界性評価 

5. 燃料プール水の小規模漏えい時の機能維持のた

めの設計 

5.2 臨界防止に関する設計 

 大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動でき

る設計とする。【69条8】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

構造図 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

5. 燃料プール水の小規模漏えい時の機能維持のた

めの設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

5.1 燃料プールスプレイ系の設計 

5.1.1 設備仕様に係る設計 

 大量送水車は，想定される重大事故等時において，

燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，

及び臨界を防止するために必要な注水流量を有する

設計とする。【69条10】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

構造図 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

5. 燃料プール水の小規模漏えい時の機能維持のた

めの設計 

5.1 燃料プールスプレイ系の設計 

5.1.1 設備仕様に係る設計 

 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）によ

る燃料プールへの注水の流路として，設計基準対象施

設である燃料プールを重大事故等対処設備として使

用することから，流路に係る機能について重大事故等

対処設備としての設計を行う。【69条11】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 4.2.2 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズ

ル）による燃料プールへの注水 

残留熱除去系（燃料プール冷却機能）及び燃料プー

ル冷却系の有する燃料プールの冷却機能喪失若しく

は残留熱除去ポンプによる燃料プールへの補給機能

が喪失し，又は燃料プールに接続する配管の破損等に

より燃料プール水の小規模な漏えいにより燃料プー

ルの水位が低下した場合に，燃料プール内の燃料体等

を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するため

の重大事故等対処設備として使用する燃料プールス

プレイ系（可搬型スプレイノズル）は，大量送水車に

より代替淡水源の水をホース等を経由して可搬型ス

プレイノズルから燃料プールへ注水することにより，

燃料プールの水位を維持できる設計とする。【69条12】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-3-4 使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関する説

明書 

3. 評価 

3.3 評価結果 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る機器の配

置を明示した図面 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る系統図 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

 

構造図 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む核燃料物質の取扱施

設及び貯蔵施設の系統図に関する取りまとめ 

5. 燃料プール水の小規模漏えい時の機能維持のた

めの設計 

5.1 燃料プールスプレイ系の設計 

5.1.1 設備仕様に係る設計 

5.1.2 各機器固有の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

3.1 使用済燃料貯蔵設備 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

 また，燃料プールは，使用済燃料貯蔵ラックの形状

を維持した状態において，燃料プールスプレイ系（可

搬型スプレイノズル）による冷却及び水位確保により

燃料プールの機能を維持し，実効増倍率が最も高くな

る冠水状態においても実効増倍率は不確定性を含め

て0.95以下で臨界を防止できる設計とする。【69条13】 

Ⅵ-1-3-2 燃料取扱設備，新燃料貯蔵設備及び使用済

燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達しない

ことに関する説明書 

3. 小規模漏えい時の使用済燃料貯蔵ラックの未臨

界性評価 

5. 燃料プール水の小規模漏えい時の機能維持のた

めの設計 

5.2 臨界防止に関する設計 

 大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動でき

る設計とする。【69条14】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

構造図 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

5. 燃料プール水の小規模漏えい時の機能維持のた

めの設計 

5.1 燃料プールスプレイ系の設計 

5.1.1 設備仕様に係る設計 

 大量送水車は，想定される重大事故等時において，

燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，

及び臨界を防止するために必要な注水流量を有する

設計とする。【69条16】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

構造図 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

5. 燃料プール水の小規模漏えい時の機能維持のた

めの設計 

5.1 燃料プールスプレイ系の設計 

5.1.1 設備仕様に係る設計 

 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）に

よる燃料プールへの注水の流路として，設計基準対象

施設である燃料プールを重大事故等対処設備として

使用することから，流路に係る機能について重大事故

等対処設備としての設計を行う。【69条 17】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 4.3 燃料プールへのスプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因

により燃料プールの水位が異常に低下した場合にお

― 
― 

（冒頭宣言） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

いて，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を

緩和し，及び臨界を防止するために必要な重大事故等

対処設備として燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）及び燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイ

ノズル）を設ける設計とする。【69条 2】 

 4.3.1 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）

による燃料プールへのスプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えい等により燃料

プールの水位が異常に低下した場合に，燃料損傷を緩

和するとともに，燃料損傷時には燃料プール内の燃料

体等の上部全面にスプレイすることによりできる限

り環境への放射性物質の放出を低減するための重大

事故等対処設備として使用する燃料プールスプレイ

系（常設スプレイヘッダ）は，大量送水車により，代

替淡水源の水を燃料プールスプレイ系配管等を経由

して常設スプレイヘッダから燃料プール内の燃料体

等に直接スプレイすることにより，燃料損傷を緩和す

るとともに，環境への放射性物質の放出をできる限り

低減できるよう，燃料プールの全面に向けてスプレイ

し，燃料プール内に貯蔵している燃料体等からの崩壊

熱による蒸発量を上回る量をスプレイできる設計と

する。【69条18】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-3-4 使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関する説

明書 

3. 評価 

3.3 評価結果 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る機器の配

置を明示した図面 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る系統図 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

 

構造図 

3.1 使用済燃料貯蔵設備 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む核燃料物質の取扱施

設及び貯蔵施設の系統図に関する取りまとめ 

6. 使用済燃料貯蔵プール水の大規模漏えい時の機

能維持のための設計 

6.1 燃料プールスプレイ系の設計 

6.1.1 設備仕様に係る設計 

 燃料プールは，燃料プールスプレイ系（常設スプレ

イヘッダ）にて，使用済燃料貯蔵ラック及び燃料体等

を冷却し，臨界にならないように配慮したラック形状

において，いかなる一様な水密度であっても実効増倍

率は不確定性を含めて0.95以下で臨界を防止できる

設計とする。【69条19】 

Ⅵ-1-3-2 燃料取扱設備，新燃料貯蔵設備及び使用済

燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達しない

ことに関する説明書 

4. 大規模漏えい時の使用済燃料貯蔵ラックの未臨

界性評価 

6. 使用済燃料貯蔵プール水の大規模漏えい時の機

能維持のための設計 

6.2 臨界防止に関する設計 

 大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動でき

る設計とする。【69条20】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

構造図 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

6. 使用済燃料貯蔵プール水の大規模漏えい時の機

能維持のための設計 

6.1 燃料プールスプレイ系の設計 

6.1.1 設備仕様に係る設計 

 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）によ

る燃料プールへのスプレイの流路として，設計基準対

象施設である燃料プールを重大事故等対処設備とし

て使用することから，流路に係る機能について重大事

故等対処設備としての設計を行う。【69条22】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 4.3.2 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズ

ル）による燃料プールへのスプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えい等により燃料

プールの水位が異常に低下した場合に，燃料損傷を緩

和するとともに，燃料損傷時には燃料プール内の燃料

体等の上部全面にスプレイすることによりできる限

り環境への放射性物質の放出を低減するための重大

事故等対処設備として使用する燃料プールスプレイ

系（可搬型スプレイノズル）は，大量送水車により，

代替淡水源の水をホース等を経由して可搬型スプレ

イノズルから燃料プール内の燃料体等に直接スプレ

イすることにより，燃料損傷を緩和するとともに，環

境への放射性物質の放出をできる限り低減できるよ

う燃料プールの全面に向けてスプレイし，燃料プール

内に貯蔵している燃料体等からの崩壊熱による蒸発

量を上回る量をスプレイできる設計とする。【69条23】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-3-4 使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関する説

明書 

3. 評価 

3.3 評価結果 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る機器の配

置を明示した図面 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る系統図 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

 

構造図 

3.1 使用済燃料貯蔵設備 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む核燃料物質の取扱施

設及び貯蔵施設の系統図に関する取りまとめ 

6. 使用済燃料貯蔵プール水の大規模漏えい時の機

能維持のための設計 

6.1 燃料プールスプレイ系の設計 

6.1.1 設備仕様に係る設計 



 

25              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 燃料プールは，燃料プールスプレイ系（可搬型スプ

レイノズル）にて，使用済燃料貯蔵ラック及び燃料体

等を冷却し，臨界にならないように配慮したラック形

状において，いかなる一様な水密度であっても実効増

倍率は不確定性を含めて0.95以下で臨界を防止でき

る設計とする。【69条24】 

Ⅵ-1-3-2 燃料取扱設備，新燃料貯蔵設備及び使用済

燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達しない

ことに関する説明書 

4. 大規模漏えい時の使用済燃料貯蔵ラックの未臨

界性評価 

6. 使用済燃料貯蔵プール水の大規模漏えい時の機

能維持のための設計 

6.2 臨界防止に関する設計 

 大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動でき

る設計とする。【69条25】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

構造図 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

6. 使用済燃料貯蔵プール水の大規模漏えい時の機

能維持のための設計 

6.1 燃料プールスプレイ系の設計 

6.1.1 設備仕様に係る設計 

 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）に

よる燃料プールへのスプレイの流路として，設計基準

対象施設である燃料プールを重大事故等対処設備と

して使用することから，流路に係る機能について重大

事故等対処設備としての設計を行う。【69条27】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 4.4 発電所外への放射性物質の拡散抑制 

4.4.1 大気への放射性物質の拡散抑制 

燃料プールからの大量の水の漏えい等による燃料

プールの水位の異常な低下により，燃料プール内の燃

料体等の著しい損傷に至った場合において，燃料損傷

時にはできる限り環境への放射性物質の放出を低減

するための重大事故等対処設備として，原子炉建物放

水設備を設ける設計とする。【69条5】【70条1】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る機器の配

置を明示した図面 

3.2.3 原子炉建物放水設備 

7. 発電所外への放射性物質の拡散抑制のための設

計 

7.1 原子炉建物放水設備の設計 

 

Ⅵ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 原子炉建物放水設備は，大型送水ポンプ車により海

水を取水し，ホースを経由して放水砲から原子炉建物

へ放水することにより，環境への放射性物質の放出を

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む核燃料物質の取扱施
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

可能な限り低減できる設計とする。【69条28】【70条2】 明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る系統図 

3.2.3 原子炉建物放水設備 

 

構造図 

3.2.3 原子炉建物放水設備 

設及び貯蔵施設の系統図に関する取りまとめ 

7. 発電所外への放射性物質の拡散抑制のための設

計 

7.1 原子炉建物放水設備の設計 

 

Ⅵ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 大型送水ポンプ車及び放水砲は，設置場所を任意に

設定し，複数の方向から原子炉建物に向けて放水でき

る設計とする。【70条 3】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

構造図 

3.2.3 原子炉建物放水設備 

7. 発電所外への放射性物質の拡散抑制のための設

計 

7.1 原子炉建物放水設備の設計 

 

Ⅵ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 4.4.2 海洋への放射性物質の拡散抑制 

燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場

合において，発電所外への放射性物質の拡散を抑制す

るための重大事故等対処設備として，海洋拡散抑制設

備を設ける設計とする。【70条 6】 

― 
― 

（冒頭宣言） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大

事故等対処設備として使用する海洋拡散抑制設備は，

シルトフェンス（屋外に保管）（原子炉格納施設の設

備を核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の設備とし

て兼用（以下同じ。）），放射性物質吸着材（屋外に保

管）（原子炉格納施設の設備を核燃料物質の取扱施設

及び貯蔵施設の設備として兼用（以下同じ。））等で構

成し，シルトフェンスは，汚染水が発電所から海洋に

流出する 2箇所（２号機放水接合槽及び輪谷湾）に設

置できる設計とし，輪谷湾は小型船舶（屋外に保管）

個数 1（予備 1）（放射線管理施設の設備を核燃料物質

の取扱施設及び貯蔵施設の設備として兼用）により設

置できる設計とする。【70条 7】 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） Ⅵ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 シルトフェンスは，海洋への放射性物質の拡散を抑

制するため，設置場所に応じた高さ及び幅を有する設

計とする。必要数は，各設置場所に必要な幅に対して

シルトフェンスを二重に設置することとし，２号機放

水接合槽に計 2 本（高さ約 10m，幅約 10m）及び輪谷

湾に計 32本（高さ約 7～20m（一重目は計 16本（高さ

約 7m：3 本，約 10m：1 本，約 12m：2 本，約 14m：1

本，約 15m：2本，約 16m：1本，約 17m：1本，約 18m：

1 本，約 19m：2 本，約 20m：2 本），二重目は計 16 本

（高さ約 7m：3本，約 10m：1本，約 13m：2本，約 15m：

1 本，約 16m：1 本，約 17m：2 本，約 18m：1 本，約

19m：2本，約 20m：3本）。），幅約 20m）を使用する設

計とする。また，予備については，各設置場所に対し

て 2本の計 4本（２号機放水接合槽は 2本（高さ約 10m，

幅約 10m），輪谷湾は 2本（高さ約 20m，幅約 20m））を

保管することとし，予備を含めた保有数として設置場

所 2箇所分の合計 38本を保管する。【70条 8】 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） Ⅵ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 放射性物質吸着材は，雨水排水路等に流入した汚染

水が通過する際に放射性物質を吸着できるよう，雨水

排水路集水桝 3箇所に，約 2280kg（雨水排水路集水桝

（No.３排水路）），約 100kg（雨水排水路集水桝（２号

機放水槽南）），約 700kg（雨水排水路集水桝（２号機

廃棄物処理建物南））を使用時に設置できる設計とす

る。 

放射性物質吸着材は，各設置場所に必要となる保有

量に加え，予備として約 2280kgを保管する。【70条 9】 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） Ⅵ-1-10-8「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

4.5 燃料プールの水質維持 

燃料プールは，使用済燃料からの崩壊熱を燃料プー

ル冷却系熱交換器で除去して燃料プール水を冷却す

るとともに，燃料体の被覆が著しく腐食するおそれが

ないよう燃料プール冷却系ろ過脱塩装置で燃料プー

ル水をろ過脱塩して，燃料プール，原子炉ウェル等の

水の純度，透明度を維持できる設計とする。【26条34】 

4.5 燃料プールの水質維持 

変更なし 

― 
― 

（変更なし） 

4.6 燃料プール接続配管 

燃料プール水の漏えいを防止するため，燃料プール

には排水口を設けない設計とし，燃料プールに接続さ

れた配管には逆止弁を設け，配管が破損しても，サイ

フォン現象により，燃料プール水が継続的に流出しな

い設計とする。【26条31】 

4.6 燃料プール接続配管 

変更なし 

― 
― 

（変更なし） 

5. 主要対象設備 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の対象となる

主要な設備について，「表1 核燃料物質の取扱施設

及び貯蔵施設の主要設備リスト」に示す。 

本施設の設備として兼用する場合に主要設備リス

トに記載されない設備については，「表2 核燃料物

質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用設備リスト」に示

す。 

5. 主要対象設備 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の対象となる

主要な設備について，「表1 核燃料物質の取扱施設

及び貯蔵施設の主要設備リスト」に示す。 

本施設の設備として兼用する場合に主要設備リス

トに記載されない設備については，「表2 核燃料物

質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用設備リスト」に示

す。 

― 
― 

（「設備リスト」及び「兼用設備リスト」による） 
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基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表 

（原子炉冷却系統施設） 
  



1              

 

「基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表」【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

用語の定義は「発電用原子炉設備に関する技術基準

を定める省令」，「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

第１章 共通項目 

1. 地盤等 

1.1 地盤 

第１章 共通項目 

1. 地盤等 

1.1 地盤 

設計基準対象施設のうち，地震の発生によって生じ

るおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射

線による公衆への影響の程度が特に大きい施設（以下

「耐震重要施設」という。）の建物・構築物，屋外重

要土木構造物，津波防護機能を有する施設（以下「津

波防護施設」という。），浸水防止機能を有する設備（以

下「浸水防止設備」という。）及び敷地における津波

監視機能を有する設備（以下「津波監視設備」という。）

並びに津波防護施設，浸水防止設備又は津波監視設備

が設置された建物・構築物について，若しくは，重大

事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設

備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設

備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設（特定重大事故等対処施設を除く。以下同じ。）に

ついては，自重や運転時の荷重等に加え，その供用中

に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動（設置（変

更）許可を受けた基準地震動Ｓｓ（以下「基準地震動

Ｓｓ」という。））による地震力が作用した場合におい

ても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設

置する。【49条 1】 

また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が

作用することによって弱面上のずれが発生しない地

盤として，設置（変更）許可を受けた地盤に設置する。

【4条 2】【49条 2】 

― 
― 

（冒頭宣言） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

なお，地震動及び地殻変動による基礎地盤の傾斜が

基本設計段階の目安値である 1/2,000を上回る施設が

設置される改良地盤については，設置変更許可段階に

おいて設定したＰＳ検層等に基づく改良地盤の物性

値（管理目標値）が確保されるよう，新たに設定する

配合で地盤改良することとし，室内配合試験結果よ

り，管理目標値を上回る解析用物性値を設定のうえ，

施工時の品質管理によりその物性値を確認する。 

ここで，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要

な機器・配管系の間接支持機能，若しくは非常時にお

ける海水の通水機能を求められる土木構造物をいう。

【4条 3】 

 設計基準対象施設のうち，耐震重要施設以外の建

物・構築物及びその他の土木構造物については，自重

や運転時の荷重等に加え，地震により発生するおそれ

がある安全機能の喪失（地震に伴って発生するおそれ

がある津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機能の

喪失を含む。）及びそれに続く放射線による公衆への

影響を防止する観点から，各施設の安全機能が喪失し

た場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」と

いう。）に応じた，Ｓクラス，Ｂクラス又はＣクラス

の分類（以下「耐震重要度分類」という。）の各クラ

スに応じて算定する地震力が作用した場合，若しく

は，重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事

故防止設備以外の常設重大事故防止設備及び常設重

大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する

耐震重要度分類がＳクラスのもの）が設置される重大

事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。以

下同じ。）については，自重や運転時の荷重等に加え，

代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属す

る耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震

力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な

支持力を有する地盤に設置する。【4条 4】【49条 3】 

Ⅵ-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針 

2. 基本方針 

4. 極限支持力 

2. 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の地

盤の設計 

 ここで，その他の土木構造物とは，屋外重要土木構   
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

造物を除いた土木構造物をいう。【4条 4】 

 設計基準対象施設のうち，耐震重要施設，若しくは，

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防

止設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当

該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）又

は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支

持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構

築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下等の周

辺地盤の変状により，その安全機能，若しくは，重大

事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変

化及び設計基準事故を除く。）又は重大事故（以下「重

大事故等」という。）に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがない地盤として，設置（変更）許

可を受けた地盤に設置する。【4条 5】【49条 4】 

Ⅵ-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針 

2. 基本方針 

4. 極限支持力 

2. 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の地

盤の設計 

 設計基準対象施設のうち，耐震重要施設，若しくは，

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防

止設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当

該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）又

は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭が

ない地盤として，設置（変更）許可を受けた地盤に設

置する。【4条 6】 

Ⅵ-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針 

2. 基本方針 

4. 極限支持力 

2. 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の地

盤の設計 

 設計基準対象施設のうち，Ｓクラスの施設（津波防

護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除く。），若

しくは，重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重

大事故防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重大

事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐

震重要度分類がＳクラスのもの）が設置される重大事

故等対処施設の建物・構築物及び土木構造物の地盤の

接地圧に対する支持力の許容限界について，自重や運

転時の荷重等と基準地震動Ｓｓによる地震力との組

合せにより算定される接地圧が，安全上適切と認めら

れる規格及び基準等による地盤の極限支持力度に対

Ⅵ-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針 

2. 基本方針 

4. 極限支持力 

 

Ⅵ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐

震性に関する説明書 

Ⅵ-2-9 原子炉格納施設の耐震性に関する説明書 

Ⅵ-2-10 その他発電用原子炉の附属施設の耐震性に

関する説明書 

2. 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の地

盤の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

して妥当な余裕を有することを確認する。【4条 7】【49

条 6】 

 また，上記の設計基準対象施設にあっては，自重や

運転時の荷重等と設置（変更）許可を受けた弾性設計

用地震動Ｓｄ（以下「弾性設計用地震動Ｓｄ」という。）

による地震力又は静的地震力との組合せにより算定

される接地圧について，安全上適切と認められる規格

及び基準等による地盤の短期許容支持力度を許容限

界とする。【4条 8】 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

 屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備

及び津波監視設備並びに津波防護施設，浸水防止設備

又は津波監視設備が設置された建物・構築物の地盤に

おいては，自重や運転時の荷重等と基準地震動Ｓｓに

よる地震力との組合せにより算定される接地圧が，安

全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の

極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確

認する。【4条 9】 

Ⅵ-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針 

2. 基本方針 

4. 極限支持力 

 

Ⅵ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐

震性に関する説明書 

Ⅵ-2-10 その他発電用原子炉の附属施設の耐震性に

関する説明書 

2. 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の地

盤の設計 

 設計基準対象施設のうち，Ｂクラス及びＣクラスの

施設の地盤，若しくは，重大事故等対処施設のうち，

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故

防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）

（当該設備が属する耐震重要度分類がＢクラス又は

Ｃクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物，機器・配管系及び土木構造物の地盤に

おいては，自重や運転時の荷重等と，静的地震力及び

動的地震力（Ｂクラスの共振影響検討に係るもの又は

Ｂクラスの施設の機能を代替する常設重大事故防止

設備の共振影響検討に係るもの）との組合せにより算

定される接地圧に対して，安全上適切と認められる規

格及び基準等による地盤の短期許容支持力度を許容

限界とする。【4条 10】【49条 7】 

Ⅵ-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針 

2. 基本方針 

4. 極限支持力 

 

Ⅵ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐

震性に関する説明書 

Ⅵ-2-10 その他発電用原子炉の附属施設の耐震性に

関する説明書 

Ⅵ-2-11-2 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の

耐震性についての計算書 

2. 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の地

盤の設計 

1.2 急傾斜地の崩壊の防止 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に

基づき指定された急傾斜地崩壊危険区域でない地域

1.2 急傾斜地の崩壊の防止 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に

基づき指定された急傾斜地崩壊危険区域でない地域

― 

3. 急傾斜地の崩壊の防止に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

に設備を施設する。 に設備を施設する。【10条 1】 

2. 自然現象 

2.1 地震による損傷の防止 

2.1.1 耐震設計 

(1) 耐震設計の基本方針 

耐震設計は，以下の項目に従って行う。 

2. 自然現象 

2.1 地震による損傷の防止 

2.1.1 耐震設計 

(1) 耐震設計の基本方針 

耐震設計は，以下の項目に従って行う。【5条 1】【50

条 1】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

a. 耐震重要施設は，その供用中に当該耐震重要施設

に大きな影響を及ぼすおそれがある地震（設置（変

更）許可を受けた基準地震動Ｓｓ（以下「基準地震

動Ｓｓ」という。））による加速度によって作用する

地震力に対して，その安全機能が損なわれるおそれ

がない設計とする。 

a. 耐震重要施設は，その供用中に当該耐震重要施設

に大きな影響を及ぼすおそれがある地震（基準地震

動Ｓｓ）による加速度によって作用する地震力に対

して，その安全機能が損なわれるおそれがない設計

とする。【5条 2】 

Ⅵ-1-2-1 原子炉本体の基礎に関する説明書 

5. 評価結果 

5.1 設計基準対象施設としての評価結果 

 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1 基本方針 

 

Ⅵ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐

震性に関する説明書 

Ⅵ-2-3 原子炉本体の耐震性に関する説明書 

Ⅵ-2-4 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震

性に関する説明書 

Ⅵ-2-5 原子炉冷却系統施設の耐震性に関する説明

書 

Ⅵ-2-6 計測制御系統施設の耐震性に関する説明書 

Ⅵ-2-7 放射性廃棄物の廃棄施設の耐震性に関する

説明書 

Ⅵ-2-8 放射線管理施設の耐震性に関する説明書 

Ⅵ-2-9 原子炉格納施設の耐震性に関する説明書 

Ⅵ-2-10 その他発電用原子炉の附属施設の耐震性に

関する説明書 

Ⅵ-2-11-2 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の

耐震性についての計算書 

Ⅵ-2-12 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

関する影響評価結果 

3. 各施設における水平 2 方向及び鉛直方向地震力

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.6 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震設

計 

4.8 申請設備の耐震設計 

4.9 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震評

価 

4.10 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す

る影響評価 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

5. 原子炉本体の基礎に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

の組合せに対する影響評価結果 

 重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故

防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重大事故防

止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要

度分類がＳクラスのもの）が設置される重大事故等対

処施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重

大事故に対処するために必要な機能が損なわれるお

それがない設計とする。【50条 3】【50条 8】 

Ⅵ-1-2-1 原子炉本体の基礎に関する説明書 

5. 評価結果 

5.2 重大事故等対処設備としての評価結果 

 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1 基本方針 

 

Ⅵ-2-1-11 機器・配管の耐震支持設計方針 

2. 機器の支持構造物 

2.1 基本原則 

2.2 支持構造物の設計 

 

Ⅵ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐

震性に関する説明書 

Ⅵ-2-3 原子炉本体の耐震性に関する説明書 

Ⅵ-2-4 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震

性に関する説明書 

Ⅵ-2-5 原子炉冷却系統施設の耐震性に関する説明

書 

Ⅵ-2-6 計測制御系統施設の耐震性に関する説明書 

Ⅵ-2-7 放射性廃棄物の廃棄施設の耐震性に関する

説明書 

Ⅵ-2-8 放射線管理施設の耐震性に関する説明書 

Ⅵ-2-9 原子炉格納施設の耐震性に関する説明書 

Ⅵ-2-10 その他発電用原子炉の附属施設の耐震性に

関する説明書 

 

Ⅵ-2-12 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

関する影響評価結果 

3. 各施設における水平 2 方向及び鉛直方向地震力

の組合せに対する影響評価結果 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.4 耐震設計を行う設備の抽出 

4.6 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震設

計 

4.8 申請設備の耐震設計 

4.10 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す

る影響評価 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

5. 原子炉本体の基礎に関する設計 

b. 設計基準対象施設は，地震により発生するおそれ b. 設計基準対象施設は，耐震重要度に応じて，Ｓク Ⅵ-1-2-1 原子炉本体の基礎に関する説明書 4. 地震による損傷防止に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

がある安全機能の喪失及びそれに続く放射線によ

る公衆への影響を防止する観点から，各施設の安全

機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下

「耐震重要度」という。）に応じて，Ｓクラス，Ｂ

クラス又はＣクラスに分類（以下「耐震重要度分類」

という。）し，それぞれに応じた地震力に十分耐え

られる設計とする。 

 

ラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類し，それぞれに

応じた地震力に十分耐えられる設計とする。【5条 3】 

5. 評価結果 

5.1 設計基準対象施設としての評価結果 

 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1 基本方針 

 

Ⅵ-2-1-11 機器・配管の耐震支持設計方針 

2. 機器の支持構造物 

2.1 基本原則 

2.2 支持構造物の設計 

 

Ⅵ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐

震性に関する説明書 

Ⅵ-2-3 原子炉本体の耐震性に関する説明書 

Ⅵ-2-4 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震

性に関する説明書 

Ⅵ-2-5 原子炉冷却系統施設の耐震性に関する説明

書 

Ⅵ-2-6 計測制御系統施設の耐震性に関する説明書 

Ⅵ-2-7 放射性廃棄物の廃棄施設の耐震性に関する

説明書 

Ⅵ-2-8 放射線管理施設の耐震性に関する説明書 

Ⅵ-2-9 原子炉格納施設の耐震性に関する説明書 

Ⅵ-2-10 その他発電用原子炉の附属施設の耐震性に

関する説明書 

Ⅵ-2-11-2 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の

耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-12 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

関する影響評価結果 

3. 各施設における水平 2 方向及び鉛直方向地震力

の組合せに対する影響評価結果 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.4 耐震設計を行う設備の抽出 

4.6 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震設

計 

4.8 申請設備の耐震設計 

4.9 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震評

価 

4.10 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す

る影響評価 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

5. 原子炉本体の基礎に関する設計 

 重大事故等対処施設については，施設の各設備が有 ― ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

する重大事故等に対処するために必要な機能及び設

置状態を踏まえて，常設耐震重要重大事故防止設備が

設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処

施設を除く。以下同じ。），常設耐震重要重大事故防止

設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。以

下同じ。），常設重大事故緩和設備が設置される重大事

故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。以下

同じ。），常設重大事故防止設備（設計基準拡張）が設

置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施

設を除く。以下同じ。）及び可搬型重大事故等対処設

備に分類する。【50条 2】 

（用語の定義のみ） 

 
重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故

防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される

重大事故等対処施設については，代替する機能を有す

る設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類の

クラスに適用される地震力，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類

がＢクラス又はＣクラスのもの）が設置される重大事

故等対処施設については，当該設備が属する耐震重要

度分類のクラスに適用される地震力に十分に耐える

ことができる設計とする。【50条 5】 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事

故防止設備が設置される重大事故等対処施設と常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設

の両方に属する重大事故等対処施設については，基準

地震動Ｓｓによる地震力を適用するものとする。【50

条 6】 

Ⅵ-2-4 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震

性に関する説明書 

Ⅵ-2-5 原子炉冷却系統施設の耐震性に関する説明

書 

Ⅵ-2-6 計測制御系統施設の耐震性に関する説明書 

Ⅵ-2-8 放射線管理施設の耐震性に関する説明書 

Ⅵ-2-9 原子炉格納施設の耐震性に関する説明書 

Ⅵ-2-10 その他発電用原子炉の附属施設の耐震性に

関する説明書 

 

Ⅵ-2-12 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

関する影響評価結果 

3. 各施設における水平 2 方向及び鉛直方向地震力

の組合せに対する影響評価結果 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.4 耐震設計を行う設備の抽出 

4.8 申請設備の耐震設計 

4.10 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す

る影響評価 

 

 常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備

が属する耐震重要度分類がＢクラス又はＣクラスの

もの）が設置される重大事故等対処施設と常設重大事

故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の両方

に属する重大事故等対処施設については，基準地震動

Ｓｓによる地震力を適用するものとする。【50条 7】 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1 基本方針 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.4 耐震設計を行う設備の抽出 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 なお，特定重大事故等対処施設に該当する施設は本

申請の対象外である。【50条 10】 
― 

― 

（用語の定義のみ） 

c. 建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造物

（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の総

称とする。 

また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な

機器・配管系の間接支持機能，若しくは非常時におけ

る海水の通水機能を求められる土木構造物をいう。 

c. 建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造物

（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の総

称とする。 

また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な

機器・配管系の間接支持機能，若しくは非常時におけ

る海水の通水機能を求められる土木構造物をいう。【5

条 4】 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

d. Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力

に対して，その安全機能が保持できる設計とする。 

 

建物・構築物については，構造物全体としての変形

能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有し，

建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有す

る設計とする。 

機器・配管系については，その施設に要求される機

能を保持する設計とし，塑性ひずみが生じる場合であ

っても，その量が小さなレベルにとどまって破断延性

限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能

に影響を及ぼさない，また，動的機器等については，

基準地震動Ｓｓによる応答に対して，その設備に要求

される機能を保持する設計とする。 

d. Ｓクラスの施設（f.に記載のものを除く。）は，

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その安全機

能が保持できる設計とする。【5条 5】 

建物・構築物については，構造物全体としての変形

能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有し，

建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有す

る設計とする。 

機器・配管系については，その施設に要求される機

能を保持する設計とし，塑性ひずみが生じる場合であ

っても，その量が小さなレベルにとどまって破断延性

限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能

に影響を及ぼさない，また，動的機器等については，

基準地震動Ｓｓによる応答に対して，その設備に要求

される機能を保持する設計とする。 

なお，動的機能が要求される機器については，当該

機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往

の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加

速度等を超えていないことを確認する。 

【5条 6】 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1 基本方針 

5. 機能維持の基本方針 

5.1 構造強度 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.5 耐震設計方針の明確化 

4.6 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震設

計 

4.8 申請設備の耐震設計 

4.11 耐震設計の基本方針を準用して行う耐震評価 

 

また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的

地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむ

ね弾性状態にとどまる範囲で耐えられる設計とする。 

 

建物・構築物については，発生する応力に対して，

「建築基準法」等の安全上適切と認められる規格及び

また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的

地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむ

ね弾性状態にとどまる範囲で耐えられる設計とする。

【5条 7】 

建物・構築物については，発生する応力に対して，

「建築基準法」等の安全上適切と認められる規格及び

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1 基本方針 

5. 機能維持の基本方針 

5.1 構造強度 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.5 耐震設計方針の明確化 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

基準による許容応力度を許容限界とし，当該許容限界

を超えないように設計する。機器・配管系については，

応答が全体的におおむね弾性状態にとどまる設計と

する。 

基準による許容応力度を許容限界とし，当該許容限界

を超えないように設計する。機器・配管系については，

応答が全体的におおむね弾性状態にとどまる設計と

する。【5条 8】 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和

設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当

該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）が

設置される重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対して，重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。【50

条 3】【50条 8】 

建物・構築物については，構造物全体としての変形

能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有し，

建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有す

る設計とする。機器・配管系については，その施設に

要求される機能を保持する設計とし，塑性ひずみが生

じる場合であっても，その量が小さなレベルにとどま

って破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要

求される機能に影響を及ぼさない，また，動的機器等

については，基準地震動Ｓｓによる応答に対して，そ

の設備に要求される機能を保持する設計とする。な

お，動的機能が要求される機器については，当該機器

の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研

究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度

等を超えていないことを確認する。【50条 4】【50条 9】 

Ⅵ-1-2-1 原子炉本体の基礎に関する説明書 

5. 評価結果 

5.2 重大事故等対処設備としての評価結果 

 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1 基本方針 

5. 機能維持の基本方針 

5.1 構造強度 

 

Ⅵ-2-1-11 機器・配管の耐震支持設計方針 

2. 機器の支持構造物 

2.1 基本原則 

2.2 支持構造物の設計 

 

Ⅵ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐

震性に関する説明書 

Ⅵ-2-3 原子炉本体の耐震性に関する説明書 

Ⅵ-2-4 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震

性に関する説明書 

Ⅵ-2-5 原子炉冷却系統施設の耐震性に関する説明

書 

Ⅵ-2-6 計測制御系統施設の耐震性に関する説明書 

Ⅵ-2-7 放射性廃棄物の廃棄施設の耐震性に関する

説明書 

Ⅵ-2-8 放射線管理施設の耐震性に関する説明書 

Ⅵ-2-9 原子炉格納施設の耐震性に関する説明書 

Ⅵ-2-10 その他発電用原子炉の附属施設の耐震性に

関する説明書 

 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.5 耐震設計方針の明確化 

4.6 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震設

計 

4.8 申請設備の耐震設計 

4.10 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す

る影響評価 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

5. 原子炉本体の基礎に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

Ⅵ-2-12 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

関する影響評価結果 

3. 各施設における水平 2 方向及び鉛直方向地震力

の組合せに対する影響評価結果 

e. Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平

地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで

作用するものとする。 

e. Ｓクラスの施設（f.に記載のものを除く。）につ

いて，静的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同

時に不利な方向の組合せで作用するものとする。【5

条 9】 

また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切

に組み合わせて算定するものとする。【5条 10】 

常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和

設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当

該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）が

設置される重大事故等対処施設については，基準地震

動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水

平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて

算定するものとする。【50条 11】 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1 基本方針 

4. 設計用地震力 

4.1 地震力の算定法 

 

Ⅵ-2-12 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

関する影響評価結果 

3. 各施設における水平 2 方向及び鉛直方向地震力

の組合せに対する影響評価結果 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.2 基準地震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄの概要 

4.5 耐震設計方針の明確化 

4.10 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す

る影響評価 

f. 屋外重要土木構造物は，基準地震動Ｓｓによる地

震力に対して，構造物全体としての変形能力（終局

耐力時の変形）について十分な余裕を有するととも

に，それぞれの施設及び設備に要求される機能が保

持できる設計とする。 

 

 

 

f. 屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設

備及び津波監視設備並びに津波防護施設，浸水防止

設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物

は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，構造物

全体としての変形能力（終局耐力時の変形）につい

て十分な余裕を有するとともに，それぞれの施設及

び設備に要求される機能が保持できる設計とする。 

ただし，浸水防止設備のうち隔離弁，ポンプ及び配

管については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

し，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が

小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な

余裕を有し，浸水防止機能に影響を及ぼさない設計

とする。また，浸水防止設備のうち動的機器である

隔離弁については，基準地震動Ｓｓによる地震力に

対して，その設備に要求される機能を保持するよう

に設計する。さらに，浸水防止設備のうち隔離弁，

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1 基本方針 

4. 設計用地震力 

4.1 地震力の算定法 

 

Ⅵ-2-12 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

関する影響評価結果 

3. 各施設における水平 2 方向及び鉛直方向地震力

の組合せに対する影響評価結果 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.5 耐震設計方針の明確化 

4.10 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す

る影響評価 

 



12              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

ポンプ及び配管については，弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震力又はＳクラスの施設に適用する静的

地震力のいずれか大きい方の地震力に対して，おお

むね弾性状態にとどまる範囲で耐えられる設計と

する。 

なお，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震力は，水平２方向及び鉛直方向について

適切に組み合わせて算定するものとする。 

ただし，静的地震力は，水平地震力と鉛直地震力

が同時に不利な方向の組合せで作用するものとす

る。【5 条 11】【50条 13】 

常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩

和設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）

（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスの

もの）が設置される重大事故等対処施設の土木構造

物は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大

事故等に対処するために必要な機能が損なわれる

おそれがない設計とする。【50条 12】 

g. Ｂクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね

弾性状態にとどまる範囲で耐えられる設計とする。 

また，共振のおそれのある施設については，その影

響についての検討を行う。その場合，検討に用いる地

震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたも

のとする。 

 

 

Ｃクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾

性状態にとどまる範囲で耐えられる設計とする。 

g. Ｂクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね

弾性状態にとどまる範囲で耐えられる設計とする。 

また，共振のおそれのある施設については，その影

響についての検討を行う。その場合，検討に用いる

地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに 2分の 1を乗じ

たものとする。当該地震動による地震力は，水平２

方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算

定するものとする。【5条 12】 

Ｃクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね

弾性状態にとどまる範囲で耐えられる設計とする。

【5条 13】 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事

故防止設備が設置される重大事故等対処施設は，代替

する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐

震重要度分類のクラスに適用される上記に示す地震

力に対して，おおむね弾性状態にとどまる範囲で耐え

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1 基本方針 

5. 機能維持の基本方針 

5.1 構造強度 

 

Ⅵ-2-1-11 機器・配管の耐震支持設計方針 

2. 機器の支持構造物 

2.1 基本原則 

2.2 支持構造物の設計 

 

Ⅵ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐

震性に関する説明書 

Ⅵ-2-4 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震

性に関する説明書 

Ⅵ-2-5 原子炉冷却系統施設の耐震性に関する説明

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.5 耐震設計方針の明確化 

4.6 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震設

計 

4.8 申請設備の耐震設計 

4.10 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す

る影響評価 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

られる設計とする。 

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備

が属する耐震重要度分類がＢクラス又はＣクラスの

もの）が設置される重大事故等対処施設は，当該設備

が属する耐震重要度分類のクラスに適用される上記

に示す地震力に対して，おおむね弾性状態にとどまる

範囲で耐えられる設計とする。【50条 14】 

書 

Ⅵ-2-11-2 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の

耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-12 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

関する影響評価結果 

3. 各施設における水平 2方向及び鉛直方向地震力の

組合せに対する影響評価結果 

 

 h. 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設

備，常設重大事故緩和設備又は常設重大事故防止設

備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度

分類がＳクラスのもの）が設置される重大事故等対

処施設は，それら以外の発電所内にある施設（資機

材等含む。）の波及的影響によって，それぞれの安

全機能及び重大事故等に対処するために必要な機

能を損なわないように設計する。【5 条 14】【50 条

15】 

Ⅵ-2-7 放射性廃棄物の廃棄施設の耐震性に関する

説明書 

Ⅵ-2-11-2 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の

耐震性についての計算書 

 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.5 耐震設計方針の明確化 

4.8 申請設備の耐震設計 

4.9 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震評

価 

 

 i. 可搬型重大事故等対処設備については，地震によ

る周辺斜面の崩壊等の影響を受けないように

「5.1.2 多様性，位置的分散等」に基づく設計と

する。【50条 16】 

j. 緊急時対策所の耐震設計の基本方針については，

「(6)緊急時対策所」に示す。【50条 17】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 k. 耐震重要施設については，地盤変状が生じた場合

においても，その安全機能が損なわれないよう，適

切な対策を講ずる設計とする。【5条 16】 

常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩

和設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）

（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスの

もの）が設置される重大事故等対処施設について

は，地盤変状が生じた場合においても，重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわれるおそれ

がないよう，適切な対策を講ずる設計とする。【50

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1 基本方針 

 

Ⅵ-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針 

2. 基本方針 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.3 地盤の支持性能に係る基本方針 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

条 18】 

 l. Ｓクラスの施設及びその間接支持構造物のうち，

地震動及び地殻変動による基礎地盤の傾斜が基本

設計段階の目安値である 1/2000 を上回る場合にお

いても，施設の安全機能を損なわないように設計す

る。【5 条 15】 

常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩

和設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）

（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスの

もの）が設置される重大事故等対処施設は，地震動

及び地殻変動による基礎地盤の傾斜が基本設計段

階の目安値である 1/2000を上回る場合においても，

重大事故等に対処するために必要な機能を損なわ

ないように設計する。【5条 19】 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1 基本方針 

 

Ⅵ-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針 

2. 基本方針 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.3 地盤の支持性能に係る基本方針 

 ｍ. 炉心内の燃料被覆管の放射性物質の閉じ込めの

機能については，以下の設計とする。 

弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地

震力のいずれか大きい方の地震力に対して，炉心内

の燃料被覆管の応答が全体的におおむね弾性状態

にとどまる設計とする。 

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，放射性物

質の閉じ込めの機能に影響を及ぼさない設計とす

る。 

【5条 17】 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1 基本方針 

 

Ⅵ-2-3 原子炉本体の耐震性に関する説明書 

 

Ⅵ-2-12 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

関する影響評価結果 

3. 各施設における水平 2 方向及び鉛直方向地震力

の組合せに対する影響評価結果 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.8 申請設備の耐震設計 

4.10 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す

る影響評価 

(2) 耐震重要度分類 

 

a. 耐震重要度分類 

設計基準対象施設の耐震重要度を以下のとおり分

類する。 

(a) Ｓクラスの施設 

地震により発生するおそれがある事象に対して，原

子炉を停止し，炉心を冷却するために必要な機能を持

つ施設，自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施

設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物

(2) 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備

分類 

a. 耐震重要度分類 

設計基準対象施設の耐震重要度を以下のとおり分

類する。【5条 18】 

(a) Ｓクラスの施設 

地震により発生するおそれがある事象に対して，原

子炉を停止し，炉心を冷却するために必要な機能を持

つ施設，自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施

設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物

― 
― 

（用語の定義のみ） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

質を外部に拡散する可能性のある施設，これらの施設

の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和し，

放射線による公衆への影響を軽減するために必要な

機能を持つ施設，これらの重要な安全機能を支援する

ために必要となる施設であって，その影響が大きいも

のであり，次の施設を含む。 

 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管

系 

・使用済燃料を貯蔵するための施設 

・原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加

するための施設及び原子炉の停止状態を維持する

ための施設 

・原子炉停止後，炉心から崩壊熱を除去するための施

設 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後，炉心から

崩壊熱を除去するための施設 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に，圧力

障壁となり放射性物質の放散を直接防ぐための施

設 

・放射性物質の放出を伴うような事故の際に，その外

部放散を抑制するための施設であり，上記の「放射

性物質の放散を直接防ぐための施設」以外の施設 

 

質を外部に拡散する可能性のある施設，これらの施設

の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和し，

放射線による公衆への影響を軽減するために必要な

機能を持つ施設，これらの重要な安全機能を支援する

ために必要となる施設及び地震に伴って発生するお

それがある津波による安全機能の喪失を防止するた

めに必要となる施設であって，その影響が大きいもの

であり，次の施設を含む。【5条 19】 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管

系 

・使用済燃料を貯蔵するための施設 

・原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加

するための施設及び原子炉の停止状態を維持する

ための施設 

・原子炉停止後，炉心から崩壊熱を除去するための施

設 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後，炉心から

崩壊熱を除去するための施設 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に，圧力

障壁となり放射性物質の放散を直接防ぐための施

設 

・放射性物質の放出を伴うような事故の際に，その外

部放散を抑制するための施設であり，上記の「放射

性物質の放散を直接防ぐための施設」以外の施設 

・津波防護施設及び浸水防止設備 

・津波監視設備 

【5条 20】 

(b) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の

影響がＳクラス施設と比べ小さい施設であり，次の施

設を含む。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されてい

て，一次冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設 

・放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし，内蔵量

(b) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の

影響がＳクラス施設と比べ小さい施設であり，次の施

設を含む。【5条 21】 

・原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されてい

て，一次冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設 

・放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし，内蔵量

― 
― 

（用語の定義のみ） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

が少ない又は貯蔵方式により，その破損により公衆に

与える放射線の影響が「実用発電用原子炉の設置、運

転等に関する規則（昭和 53年通商産業省令第 77号）」

第二条第二項第六号に規定する「周辺監視区域」外に

おける年間の線量限度に比べ十分小さいものは除

く。） 

・放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で，

その破損により，公衆及び従事者に過大な放射線被ば

くを与える可能性のある施設 

・使用済燃料を冷却するための施設 

・放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放

散を抑制するための施設で，Ｓクラスに属さない施設 

が少ない又は貯蔵方式により，その破損により公衆に

与える放射線の影響が「実用発電用原子炉の設置、運

転等に関する規則（昭和 53年通商産業省令第 77号）」

第二条第二項第六号に規定する「周辺監視区域」外に

おける年間の線量限度に比べ十分小さいものは除

く。） 

・放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で，

その破損により，公衆及び従事者に過大な放射線被ば

くを与える可能性のある施設 

・使用済燃料を冷却するための施設 

・放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放

散を抑制するための施設で，Ｓクラスに属さない施設 

【5条 22】 

(c) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設

以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が

要求される施設である。 

上記に基づくクラス別施設を第 2.1.1表に示す。 

なお，同表には当該施設を支持する構造物の支持機

能が維持されることを確認する地震動についても併

記する。 

(c) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設

以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が

要求される施設である。【5条 23】 

上記に基づくクラス別施設を第 2.1.1表に示す。 

なお，同表には当該施設を支持する構造物の支持機

能が維持されることを確認する地震動及び波及的影

響を考慮すべき施設に適用する地震動についても併

記する。【5条 24】 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

 b. 重大事故等対処施設の設備の分類 

重大事故等対処施設について，施設の各設備が有す

る重大事故等に対処するために必要な機能及び設置

状態を踏まえて，以下の設備分類に応じて設計する。

【50条 20】 

(a) 常設重大事故防止設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故に至るおそれ

がある事故が発生した場合であって，設計基準事故対

処設備の安全機能又は使用済燃料貯蔵プールの冷却

機能若しくは注水機能が喪失した場合において，その

喪失した機能（重大事故に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能に限る。）を代替することに

― 
― 

（用語の定義のみ） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

より重大事故の発生を防止する機能を有する設備で

あって常設のもの【50条 21】 

イ. 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属

する設計基準事故対処設備が有する機能を代替する

もの【50条 22】 

ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大

事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，イ.以外のもの【50

条 23】 

(b) 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場

合において，当該重大事故の拡大を防止し，又はその

影響を緩和するための機能を有する設備であって常

設のもの【50条 24】 

 (c) 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期

待する設備であって，重大事故の発生を防止する機能

を有する(a)以外の常設のもの【50条 25】 

(d) 可搬型重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備であって可搬型のもの 

重大事故等対処設備のうち，耐震評価を行う主要設

備の設備分類について，第 2.1.2表に示す。【50条 26】 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

(3) 地震力の算定方法 

耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法によ

る。 

a. 静的地震力 

設計基準対象施設に適用する静的地震力は，Ｓクラ

スの施設，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用するこ

ととし，それぞれ耐震重要度分類に応じて次の地震層

せん断力係数Ｃⅰ及び震度に基づき算定する。 

 

(3) 地震力の算定方法 

耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法によ

る。【5条 25】【50条 28】 

a. 静的地震力 

設計基準対象施設に適用する静的地震力は，Ｓクラ

スの施設（津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視

設備を除く。），Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用す

ることとし，それぞれ耐震重要度分類に応じて次の地

震層せん断力係数Ｃⅰ及び震度に基づき算定する。【5

条 26】 

ただし，浸水防止設備のうち隔離弁，ポンプ及び配

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1 基本方針 

4. 設計用地震力 

4.1 地震力の算定法 

4.1 耐震設計の基本方針 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

管については，Ｓクラスの施設に適用する静的地震力

を適用する。【5条 27】 

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大

事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置さ

れる重大事故等対処施設に，代替する機能を有する設

計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラ

スに適用される静的地震力を，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類

がＢクラス又はＣクラスのもの）が設置される重大事

故等対処施設に，当該設備が属する耐震重要度分類の

クラスに適用される静的地震力をそれぞれ適用する。

【50条 29】 

(a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示

す施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じ，さらに

当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス 3.0 

Ｂクラス 1.5 

Ｃクラス 1.0 

 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力

係数Ｃ0 を 0.2 以上とし，建物・構築物の振動特性，

地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 

 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層

せん断力係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度分類に応

じた係数は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスいずれ

においても 1.0とし，その際に用いる標準せん断力係

数Ｃ0は 1.0 以上とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震

力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとす

る。鉛直地震力は，震度 0.3 以上を基準とし，建物・

構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮し，高さ方向

に一定として求めた鉛直震度から算定するものとす

(a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示

す施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じ，さらに

当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス 3.0 

Ｂクラス 1.5 

Ｃクラス 1.0 

【5条 28】 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力

係数Ｃ0 を 0.2 以上とし，建物・構築物の振動特性，

地盤の種類等を考慮して求められる値とする。【5 条

29】 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層

せん断力係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度分類に応

じた係数は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスのいず

れにおいても 1.0 とし，その際に用いる標準せん断力

係数Ｃ0は 1.0 以上とする。【5条 30】 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震

力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとす

る。鉛直地震力は，震度 0.3 以上を基準とし，建物・

構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮し，高さ方向

に一定として求めた鉛直震度から算定するものとす

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

4. 設計用地震力 

4.1 地震力の算定法 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

る。 

ただし，土木構造物の静的地震力は，安全上適切と

認められる規格及び基準を参考に，Ｃクラスに適用さ

れる静的地震力を適用する。 

る。【5条 31】 

ただし，土木構造物の静的地震力は，安全上適切と

認められる規格及び基準を参考に，Ｃクラスに適用さ

れる静的地震力を適用する。【5条 32】 

(b) 機器・配管系 

静的地震力は，上記(a)に示す地震層せん断力係数

Ｃⅰに施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたも

のを水平震度として，当該水平震度及び上記(a)の鉛

直震度をそれぞれ 20％増しとした震度から求めるも

のとする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震

力は同時に不利な方向の組合せで作用するものとす

る。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

(b) 機器・配管系 

静的地震力は，上記(a)に示す地震層せん断力係数

Ｃⅰに施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたも

のを水平震度として，当該水平震度及び上記(a)の鉛

直震度をそれぞれ 20％増しとした震度から求めるも

のとする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震

力は同時に不利な方向の組合せで作用するものとす

る。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。【5条

33】 

上記(a)及び(b)の標準せん断力係数Ｃ０等の割増係

数の適用については，耐震性向上の観点から，一般産

業施設，公共施設等の耐震基準との関係を考慮して設

定する。【5条 34】 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

4. 設計用地震力 

4.1 地震力の算定法 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

b. 動的地震力 

設計基準対象施設については，動的地震力は，Ｓク

ラスの施設，屋外重要土木構造物及びＢクラスの施設

のうち共振のおそれのあるものに適用する。 

Ｓクラスの施設については，基準地震動Ｓｓ及び弾

性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用す

る。 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものに

ついては，弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震

動の振幅を 2分の 1にしたものによる地震力を適用す

る。 

屋外重要土木構造物については，基準地震動Ｓｓに

よる地震力を適用する。 

 

b. 動的地震力 

設計基準対象施設については，動的地震力は，Ｓク

ラスの施設，屋外重要土木構造物及びＢクラスの施設

のうち共振のおそれのあるものに適用する。 

Ｓクラスの施設（津波防護施設，浸水防止設備及び

津波監視設備を除く。）については，基準地震動Ｓｓ

及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を

適用する。【5条 35】 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものに

ついては，弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震

動の振幅を 2分の 1にしたものによる地震力を適用す

る。【5条 36】 

屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備

及び津波監視設備並びに津波防護施設，浸水防止設備

又は津波監視設備が設置された建物・構築物について

は，基準地震動Ｓｓによる地震力を適用する。ただし，

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

4. 設計用地震力 

4.1 地震力の算定法 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.5 耐震設計方針の明確化 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

浸水防止設備のうち隔離弁，ポンプ及び配管について

は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力を適用する。【5条 37】 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故

防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重大事故防

止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要

度分類がＳクラスのもの）が設置される重大事故等対

処施設については，基準地震動Ｓｓによる地震力を適

用する。【50条 30】 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事

故防止設備が設置される重大事故等対処施設のうち，

Ｂクラスの施設の機能を代替する共振のおそれのあ

る施設，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）が設

置される重大事故等対処施設のうち，当該設備が属す

る耐震重要度分類がＢクラスで共振のおそれのある

施設については，共振のおそれのあるＢクラスの施設

に適用する地震力を適用する。【50条 31】 

常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和

設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当

該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）が

設置される重大事故等対処施設の土木構造物につい

ては，基準地震動Ｓｓによる地震力を適用する。【50

条 32】 

重大事故等対処施設のうち，設計基準対象施設の既

往評価を適用できる基本構造と異なる施設について

は，適用する地震力に対して，要求される機能及び構

造健全性が維持されることを確認するため，当該施設

の構造を適切にモデル化したうえでの地震応答解析，

加振試験等を実施する。【50条 33】 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

4. 設計用地震力 

4.1 地震力の算定法 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.5 耐震設計方針の明確化 

 

 

 

 

 

動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料の

ばらつきによる変動幅を適切に考慮する。 

動的地震力は水平２方向及び鉛直方向について適

切に組み合わせて算定する。 

動的地震力の水平２方向及び鉛直方向の組合せに

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

4. 設計用地震力 

4.1 地震力の算定法 

Ⅵ-2-1-8 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

に関する影響評価方針 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.5 耐震設計方針の明確化 

4.10 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す

る影響評価 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

ついては，水平１方向及び鉛直方向地震力を組み合わ

せた既往の耐震計算への影響の可能性がある施設・設

備を抽出し，３次元応答性状の可能性も考慮したうえ

で既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影響を評価す

る。 

【5条 38】 

2. 基本方針  

(a) 入力地震動 

解放基盤表面は，Ｓ波速度が 700m/s 以上となって

いる標高－10mとしている。 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動

は，解放基盤表面で定義される基準地震動Ｓｓ及び弾

性設計用地震動Ｓｄを基に，対象建物・構築物の地盤

条件を適切に考慮したうえで，必要に応じ２次元ＦＥ

Ｍ解析又は１次元波動論により，地震応答解析モデル

の入力位置で評価した入力地震動を設定する。地盤条

件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全

体の地下構造との関係や対象建物・構築物位置と炉心

位置での地質・速度構造の違いにも留意するととも

に，地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮す

る。 

また，必要に応じ敷地における観測記録による検証

や最新の科学的・技術的知見を踏まえ，地質・速度構

造等の地盤条件を設定する。 

また，設計基準対象施設における耐震重要度分類が

Ｂクラスの建物・構築物のうち共振のおそれがあり，

動的解析が必要なものに対しては，弾性設計用地震動

Ｓｄに 2分の 1を乗じたものを用いる。 

 

 

(a) 入力地震動 

解放基盤表面は，Ｓ波速度が 700m/s 以上となって

いる標高－10mとしている。【5条 39】【50条 34】 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動

は，解放基盤表面で定義される基準地震動Ｓｓ及び弾

性設計用地震動Ｓｄを基に，対象建物・構築物の地盤

条件を適切に考慮したうえで，必要に応じ２次元ＦＥ

Ｍ解析又は１次元波動論により，地震応答解析モデル

の入力位置で評価した入力地震動を設定する。地盤条

件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全

体の地下構造との関係や対象建物・構築物位置と炉心

位置での地質・速度構造の違いにも留意するととも

に，地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮す

る。【5条 40】 

また，必要に応じ敷地における観測記録による検証

や最新の科学的・技術的知見を踏まえ，地質・速度構

造等の地盤条件を設定する。【5条 41】 

また，設計基準対象施設における耐震重要度分類が

Ｂクラスの建物・構築物及び重大事故等対処施設にお

ける耐震重要度分類がＢクラスの施設の機能を代替

する常設重大事故防止設備又は当該設備が属する耐

震重要度分類がＢクラスの常設重大事故防止設備（設

計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の建

物・構築物のうち共振のおそれがあり，動的解析が必

要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄに 2分の

1を乗じたものを用いる。【5条 42】【50条 35】 

Ⅵ-2-1-6 地震応答解析の基本方針 

2. 地震応答解析の方針 

2.1 建物・構築物 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.5 耐震設計方針の明確化 

(b) 地震応答解析 

イ. 動的解析法 

(b) 地震応答解析 

イ. 動的解析法 

Ⅵ-2-1-6 地震応答解析の基本方針 

2. 地震応答解析の方針 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.5 耐震設計方針の明確化 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

(イ) 建物・構築物 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応

答解析手法の適用性，適用限界等を考慮のうえ，適切

な解析法を選定するとともに，建物・構築物に応じた

適切な解析条件を設定する。動的解析は，原則として，

建物・構築物の地震応答解析及び床応答スペクトルの

策定は，線形解析及び非線形解析に適用可能な時刻歴

応答解析法による。 

また，３次元応答性状等の評価は，線形解析に適用

可能な周波数応答解析法による。 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築

物の剛性はそれらの形状，構造特性等を十分考慮して

評価し，集中質点系等に置換した解析モデルを設定す

る。 

動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用を

考慮するものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，

基礎版の平面形状，基礎側面と地盤の接触状況，地盤

の剛性等を考慮して定める。 

設計用地盤定数は，原則として，弾性波試験による

ものを用いる。 

(イ) 建物・構築物 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応

答解析手法の適用性，適用限界等を考慮のうえ，適切

な解析法を選定するとともに，建物・構築物に応じた

適切な解析条件を設定する。動的解析は，原則として，

建物・構築物の地震応答解析及び床応答スペクトルの

策定は，線形解析及び非線形解析に適用可能な時刻歴

応答解析法による。 

また，３次元応答性状等の評価は，線形解析に適用

可能な周波数応答解析法による。 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築

物の剛性はそれらの形状，構造特性等を十分考慮して

評価し，集中質点系等に置換した解析モデルを設定す

る。 

動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用を

考慮するものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，

基礎版の平面形状，基礎側面と地盤の接触状況，地盤

の剛性等を考慮して定める。 

設計用地盤定数は，原則として，弾性波試験による

ものを用いる。 

【5条 43】【5条 36】 

2.1 建物・構築物 

 

Ⅵ-2-1-7 設計用床応答スペクトルの作成方針 

2. 設計用床応答スペクトル及び設計用震度作成に

係る基本方針及び作成方法 

2.1 基本方針 

4.7 設計用床応答曲線の作成 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネ

ルギの地下逸散及び地震応答における各部のひずみ

レベルを考慮して定める。 

 

 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネ

ルギの地下逸散及び地震応答における各部のひずみ

レベルを考慮して定める。 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対す

る応答解析において，主要構造要素がある程度以上弾

性範囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該

当する建物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動

を適切に模擬した復元力特性を考慮した地震応答解

析を行う。 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び

常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設

備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該

設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）が設

Ⅵ-2-1-6 地震応答解析の基本方針 

2. 地震応答解析の方針 

2.1 建物・構築物 

2.3 屋外重要土木構造物 

3. 設計用減衰定数 

 

Ⅵ-2-1-8 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

に関する影響評価方針 

4. 各施設における水平 2方向及び鉛直方向地震力の

組合せに対する影響評価方針 

4.1 建物・構築物 

4.1.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる

従来設計手法の考え方 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.5 耐震設計方針の明確化 

4.7 設計用床応答曲線の作成 

4.10 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す

る影響評価 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

置される重大事故等対処施設を支持する建物・構築物

の支持機能を検討するための動的解析において，施設

を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以

上弾性範囲を超える場合には，その弾塑性挙動を適切

に模擬した復元力特性を考慮した地震応答解析を行

う。 

地震応答解析に用いる材料定数については，地盤の

諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切

に考慮する。 

また，材料のばらつきによる変動が建物・構築物の

振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべき

要因を選定したうえで，選定された要因を考慮した動

的解析により設計用地震力を設定する。 

【5条 44】【50条 37】 

4.1.2 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影

響評価方針 

4.1.3 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影

響評価方法 

 

 

建物・構築物の動的解析において，地震時の地盤の

有効応力の変化に応じた影響を考慮する場合は，有効

応力解析を実施する。 

有効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原

地盤における代表性及び網羅性を踏まえたうえで実

施した液状化強度試験結果よりも保守的な簡易設定

法を用いて設定する。 

原子炉建物については，３次元ＦＥＭ解析等から，

建物・構築物の３次元応答性状及びそれによる機器・

配管系への影響を評価する。 

動的解析に用いる解析モデルは，地震観測網により

得られた観測記録により振動性状の把握を行い，解析

モデルの妥当性の確認を行う。 

屋外重要土木構造物及び常設耐震重要重大事故防

止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重大事故防止

設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度

分類がＳクラスのもの）が設置される重大事故等対処

施設の土木構造物の動的解析は，構造物と地盤の相互

作用を考慮できる連成系の地震応答解析手法とし，地

盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有無や

Ⅵ-2-1-6 地震応答解析の基本方針 

2. 地震応答解析の方針 

2.1 建物・構築物 

2.3 屋外重要土木構造物 

 

Ⅵ-2-1-8 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

に関する影響評価方針 

4. 各施設における水平 2方向及び鉛直方向地震力の

組合せに対する影響評価方針 

4.1 建物・構築物 

4.1.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる

従来設計手法の考え方 

4.1.2 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影

響評価方針 

4.1.3 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影

響評価方法 

 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.5 耐震設計方針の明確化 

4.7 設計用床応答曲線の作成 

4.10 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す

る影響評価 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

程度に応じて，線形，等価線形又は非線形解析のいず

れかにて行う。 

地震力については，水平２方向及び鉛直方向につい

て適切に組み合わせて算定する。 

【5条 45】【50条 38】【50条 39】 

(ロ) 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応

答解析手法の適用性，適用限界等を考慮のうえ，適切

な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮す

べき減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格及

び基準又は試験等の結果に基づき設定する。 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮

して，代表的な振動モードを適切に表現できるよう質

点系モデル，有限要素モデル等に置換し，設計用床応

答スペクトルを用いたスペクトルモーダル解析法又

は時刻歴応答解析法により応答を求める。 

配管系の解析に当たっては，その仕様に応じて適切

なモデルに置換し，設計用床応答スペクトルを用いた

スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法に

より応答を求める。 

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法

を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮

し，スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばら

つきを考慮した設計用床応答スペクトルを用いる。ス

ペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選

択に当たっては，衝突・すべり等の非線形現象を模擬

する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動

を模擬する観点で，建物・構築物の剛性，地盤物性等

のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用

いる等，解析対象とする現象，対象設備の振動特性，

構造特性等を考慮し適切に選定する。 

また，設備の３次元的な広がりを踏まえ，適切に応

答を評価できるモデルを用いる。 

 

(ロ) 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応

答解析手法の適用性，適用限界等を考慮のうえ，適切

な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮す

べき減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格及

び基準又は試験等の結果に基づき設定する。 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮

して，代表的な振動モードを適切に表現できるよう質

点系モデル，有限要素モデル等に置換し，設計用床応

答スペクトルを用いたスペクトルモーダル解析法又

は時刻歴応答解析法により応答を求める。 

配管系の解析に当たっては，その仕様に応じて適切

なモデルに置換し，設計用床応答スペクトルを用いた

スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法に

より応答を求める。 

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法

を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮

し，スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばら

つきを考慮した設計用床応答スペクトルを用いる。ス

ペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選

択に当たっては，衝突・すべり等の非線形現象を模擬

する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動

を模擬する観点で，建物・構築物の剛性，地盤物性等

のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用

いる等，解析対象とする現象，対象設備の振動特性，

構造特性等を考慮し適切に選定する。 

また，設備の３次元的な広がりを踏まえ，適切に応

答を評価できるモデルを用い，水平２方向及び鉛直方

向の応答成分について適切に組み合わせるものとす

Ⅵ-2-1-6 地震応答解析の基本方針 

2. 地震応答解析の方針 

2.2 機器・配管系 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.5 耐震設計方針の明確化 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

剛性の高い機器は，その機器の設置床面の最大応答

加速度の 1.2 倍の加速度を震度として作用させて構

造強度評価に用いる地震力を算定する。 

る。 

剛性の高い機器は，その機器の設置床面の最大応答

加速度の 1.2 倍の加速度を震度として作用させて構

造強度評価に用いる地震力を算定する。 

【5条 46】 

c. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認

められる規格及び基準に基づき，設備の種類，構造等

により適切に選定するとともに，試験等で妥当性を確

認した値も用いる。なお，建物・構築物の地震応答解

析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定につ

いては，既往の知見に加え，既設施設の地震観測記録

等により，その妥当性を検討する。 

 

 

c. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認

められる規格及び基準に基づき，設備の種類，構造等

により適切に選定するとともに，試験等で妥当性を確

認した値も用いる。なお，建物・構築物の地震応答解

析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定につ

いては，既往の知見に加え，既設施設の地震観測記録

等により，その妥当性を検討する。また，地盤と屋外

重要土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰

定数については，地中構造物としての特徴及び同モデ

ルの振動特性を考慮して適切に設定する。【5条 47】【50

条 40】 

Ⅵ-2-1-6 地震応答解析の基本方針 

3. 設計用減衰定数 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.5 耐震設計方針の明確化 

(4) 荷重の組合せと許容限界 

耐震設計における荷重の組合せと許容限界は以下に

よる。 

なお，自然現象に関する組合せは，「2.3 外部から

の衝撃による損傷の防止」に従い行う。 

a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(a) 建物・構築物 

設計基準対象施設については以下のイ.～ハ.の状

態を考慮する。 

 

イ. 運転時の状態 

発電用原子炉施設が運転状態にあり，通常の自然条

件下におかれている状態 

ただし，運転状態には通常運転時，運転時の異常な

過渡変化時を含むものとする。 

ロ. 設計基準事故時の状態 

(4) 荷重の組合せと許容限界 

耐震設計における荷重の組合せと許容限界は以下

による。 

なお，自然現象に関する組合せは，「2.3 外部から

の衝撃による損傷の防止」に従い行う。 

a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(a) 建物・構築物 

設計基準対象施設については以下のイ.～ハ.の状

態，重大事故等対処施設については以下のイ.～ニ.の

状態を考慮する。 

イ. 運転時の状態 

発電用原子炉施設が運転状態にあり，通常の自然条

件下におかれている状態 

ただし，運転状態には通常運転時，運転時の異常な

過渡変化時を含むものとする。 

ロ. 設計基準事故時の状態 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

5. 機能維持の基本方針 

5.1 構造強度 

(1) 耐震設計上考慮する状態 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態 

ハ. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件

（風，積雪） 

発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態 

ハ. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件

（風，積雪） 

ニ. 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれがある

事故又は重大事故時の状態で，重大事故等対処施設の

機能を必要とする状態 

【5条 48】【50条 41】【50条 42】【50条 43】【50条 44】

【50条 45】【50条 46】【50条 47】 

(b) 機器・配管系 

設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.の状

態を考慮する。 

 

イ. 通常運転時の状態 

発電用原子炉の起動，停止，出力運転，高温待機，

燃料取替等が計画的又は頻繁に行われた場合であっ

て運転条件が所定の制限値以内にある運転状態 

ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態 

通常運転時に予想される機械又は器具の単一の故

障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及

びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱

によって発生する異常な状態であって，当該状態が継

続した場合には炉心又は原子炉冷却材圧力バウンダ

リの著しい損傷が生ずるおそれがあるものとして安

全設計上想定すべき事象が発生した状態 

ハ. 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常

な状態であって，当該状態が発生した場合には発電用

原子炉施設から多量の放射性物質が放出するおそれ

があるものとして安全設計上想定すべき事象が発生

した状態 

ニ. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件

(b) 機器・配管系 

設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.の状

態，重大事故等対処施設については以下のイ.～ホ.の

状態を考慮する。 

イ. 通常運転時の状態 

発電用原子炉の起動，停止，出力運転，高温待機，

燃料取替等が計画的又は頻繁に行われた場合であっ

て運転条件が所定の制限値以内にある運転状態 

ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態 

通常運転時に予想される機械又は器具の単一の故

障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及

びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱

によって発生する異常な状態であって，当該状態が継

続した場合には炉心又は原子炉冷却材圧力バウンダ

リの著しい損傷が生ずるおそれがあるものとして安

全設計上想定すべき事象が発生した状態 

ハ. 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常

な状態であって，当該状態が発生した場合には発電用

原子炉施設から多量の放射性物質が放出するおそれ

があるものとして安全設計上想定すべき事象が発生

した状態 

ニ. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

5. 機能維持の基本方針 

5.1 構造強度 

(1) 耐震設計上考慮する状態 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

（風，積雪） 

 

（風，積雪） 

ホ. 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれがある

事故又は重大事故時の状態で，重大事故等対処施設の

機能を必要とする状態 

【5条 49】【50条 48】【50条 49】【50条 50】【50条 51】

【50条 52】【50条 53】 

b. 荷重の種類 

(a) 建物・構築物 

設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.の荷

重とする。 

 

イ. 発電用原子炉のおかれている状態にかかわらず

常時作用している荷重，すなわち固定荷重，積載

荷重，土圧，水圧及び通常の気象条件による荷重 

ロ. 運転時の状態で施設に作用する荷重 

ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

ニ. 地震力，風荷重，積雪荷重 

 

 

 

ただし，運転時の状態及び設計基準事故時の状態で

の荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれ

るものとし，地震力には，地震時土圧，機器・配管系

からの反力，スロッシング等による荷重が含まれるも

のとする。 

 

 (b) 機器・配管系 

設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.の荷

重とする。 

 

イ. 通常運転時の状態で施設に作用する荷重 

ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用

する荷重 

b. 荷重の種類 

(a) 建物・構築物 

設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.の荷

重，重大事故等対処施設については以下のイ.～ホ.の

荷重とする。 

イ. 発電用原子炉のおかれている状態にかかわらず

常時作用している荷重，すなわち固定荷重，積載

荷重，土圧，水圧及び通常の気象条件による荷重 

ロ. 運転時の状態で施設に作用する荷重 

ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

ニ. 地震力，風荷重，積雪荷重 

ホ. 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

【5条 50】【50条 54】【50条 55】【50条 56】【50条 57】

【50条 58】【50条 59】 

ただし，運転時の状態，設計基準事故時の状態及

び重大事故等時の状態での荷重には，機器・配管系か

ら作用する荷重が含まれるものとし，地震力には，地

震時土圧，機器・配管系からの反力，スロッシング等

による荷重が含まれるものとする。【5 条 51】【50 条

60】 

(b) 機器・配管系 

設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.の荷

重，重大事故等対処施設については以下のイ.～ホ.の

荷重とする。 

イ. 通常運転時の状態で施設に作用する荷重 

ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用

する荷重 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

5. 機能維持の基本方針 

5.1 構造強度 

(2) 荷重の種類 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

ニ. 地震力，風荷重，積雪荷重 

ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

ニ. 地震力，風荷重，積雪荷重 

ホ. 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

【5条 52】【50条 61】【50条 62】【50条 63】【50条 64】

【50条 65】【50条 66】 

c. 荷重の組合せ 

地震と組み合わせる荷重については，以下のとおり

設定する。 

 

 

(a) 建物・構築物 

イ. Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用

している荷重及び運転時（通常運転時又は運転時

の異常な過渡変化時）の状態で施設に作用する荷

重と地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

 

 

ロ. Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用

している荷重及び設計基準事故時の状態で施設に

作用する荷重のうち長時間その作用が続く荷重と

弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震

力とを組み合わせる。＊ 

c. 荷重の組合せ 

地震と組み合わせる荷重については，「2.3 外部か

らの衝撃による損傷の防止」で設定している風及び積

雪による荷重を考慮し，以下のとおり設定する。【5条

53】【50条 67】 

(a) 建物・構築物（(c)に記載のものを除く。） 

イ. Ｓクラスの建物・構築物及び常設耐震重要重大

事故防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重

大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属す

る耐震重要度分類がＳクラスのもの）が設置され

る重大事故等対処施設の建物・構築物については，

常時作用している荷重及び運転時（通常運転時又

は運転時の異常な過渡変化時）の状態で施設に作

用する荷重と地震力とを組み合わせる。【5 条 54】

【50条 68】 

ロ. Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用

している荷重及び設計基準事故時の状態で施設に

作用する荷重のうち長時間その作用が続く荷重と

弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震

力とを組み合わせる。＊【5条 55】 

ハ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故

緩和設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡

張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラス

のもの）が設置される重大事故等対処施設の建

物・構築物については，常時作用している荷重，

設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で

施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起

こされるおそれのある事象によって作用する荷重

と地震力とを組み合わせる。 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

5. 機能維持の基本方針 

5.1 構造強度 

(3) 荷重の組合せ 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐

震設計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ，地

震によって引き起こされるおそれのない事象によ

る荷重として扱う。 

【50条 69】 

 ニ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故

緩和設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡

張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラス

のもの）が設置される重大事故等対処施設の建

物・構築物については，常時作用している荷重，

設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で

施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起

こされるおそれのない事象による荷重は，その事

故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過

確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動

Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）と

組み合わせる。 

この組合せについては，事故事象の発生確率，

継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮

し，工学的，総合的に勘案のうえ設定する。なお，

継続時間については対策の成立性も考慮したうえ

で設定する。 

以上を踏まえ，原子炉格納容器バウンダリを構

成する施設（原子炉格納容器内の圧力，温度の条

件を用いて評価を行うその他の施設を含む。）につ

いては，一旦事故が発生した場合，長時間継続す

る事象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力とを組み合わせ，その状態から更に長期的

に継続する事象による荷重と基準地震動Ｓｓによ

る地震力を組み合わせる。 

なお，格納容器破損モードの評価シナリオのう

ち，原子炉圧力容器が破損する評価シナリオにつ

いては，重大事故等対処設備による原子炉注水は

実施しない想定として評価しており，本来は機能

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

5. 機能維持の基本方針 

5.1 構造強度 

(3) 荷重の組合せ 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

を期待できる高圧原子炉代替注水系又は低圧原子

炉代替注水系（常設）による原子炉注水により炉

心損傷の回避が可能であることから基準地震動Ｓ

ｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み

合わせる荷重の設定において考慮しない。 

また，その他の施設については，一旦事故が発

生した場合，長時間継続する事象による荷重と基

準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。 

【50条 70】 

ホ. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物について

は，常時作用している荷重及び運転時の状態で施

設に作用する荷重と動的地震力又は静的地震力と

を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

注記＊：原子炉格納容器バウンダリを構成する施設に

ついては，異常時圧力の最大値と弾性設計用地震

動Ｓｄによる地震力とを組み合わせる。 

ホ. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常

設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故

防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡

張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＢクラス

又はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物については，常時作用して

いる荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重

と動的地震力又は静的地震力とを組み合わせる。

【5条 56】【50条 71】 

注記＊：原子炉格納容器バウンダリを構成する施設に

ついては，異常時圧力の最大値と弾性設計用地震

動Ｓｄによる地震力とを組み合わせる。【5条 57】 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

5. 機能維持の基本方針 

5.1 構造強度 

(3) 荷重の組合せ 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

(b) 機器・配管系 

イ. Ｓクラスの機器・配管系については，通常運転

時の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組み

合わせる。 

 

 

 

 

ロ. Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の

異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状

態のうち地震によって引き起こされるおそれのあ

る事象によって施設に作用する荷重と地震力とを

組み合わせる。 

(b) 機器・配管系（(c)に記載のものを除く。） 

イ. Ｓクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重大

事故防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重

大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属す

る耐震重要度分類がＳクラスのもの）が設置され

る重大事故等対処施設の機器・配管系については，

通常運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力

とを組み合わせる。【5条 58】【50条 72】 

ロ. Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の

異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状

態のうち地震によって引き起こされるおそれのあ

る事象によって施設に作用する荷重と地震力とを

組み合わせる。【5条 59】 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

5. 機能維持の基本方針 

5.1 構造強度 

(3) 荷重の組合せ 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ. Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の

異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状

態のうち地震によって引き起こされるおそれのな

い事象であっても，一旦事故が発生した場合，長

時間継続する事象による荷重は，その事故事象の

発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関

係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。 

ハ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故

緩和設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡

張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラス

のもの）が設置される重大事故等対処施設の機

器・配管系については，運転時の異常な過渡変化

時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等

時の状態で作用する荷重のうち，地震によって引

き起こされるおそれのある事象によって施設に作

用する荷重と地震力とを組み合わせる。 

重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐

震設計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ，地

震によって引き起こされるおそれのない事象によ

る荷重として扱う。 

【50条 73】 

ニ.  Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の

異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状

態のうち地震によって引き起こされるおそれのな

い事象であっても，一旦事故が発生した場合，長

時間継続する事象による荷重は，その事故事象の

発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関

係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。【5 条

60】 

 ホ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故

緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）

（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスの

もの）が設置される重大事故等対処施設の機器・

配管系については，運転時の異常な過渡変化時の

状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の

状態で施設に作用する荷重のうち地震によって引

き起こされるおそれのない事象による荷重は，そ

の事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年

超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地

震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力）と組み合わせる。この組合せについては，事

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

5. 機能維持の基本方針 

5.1 構造強度 

(3) 荷重の組合せ 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過

確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案のう

え設定する。なお，継続時間については対策の成

立性も考慮したうえで設定する。 

以上を踏まえ，重大事故等時の状態で作用する

荷重と地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地

震動Ｓｄによる地震力）との組合せについては，

以下を基本方針とする。 

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する設備に

ついては，一旦事故が発生した場合，長時間継続

する事象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによ

る地震力とを組み合わせ，その状態から更に長期

的に継続する事象による荷重と基準地震動Ｓｓに

よる地震力を組み合わせる。 

原子炉格納容器バウンダリを構成する設備（原

子炉格納容器内の圧力，温度の条件を用いて評価

を行うその他の施設を含む。）については，一旦事

故が発生した場合，長時間継続する事象による荷

重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み

合わせ，その状態から更に長期的に継続する事象

による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み

合わせる。なお，格納容器破損モードの評価シナ

リオのうち，原子炉圧力容器が破損する評価シナ

リオについては，重大事故等対処設備による原子

炉注水は実施しない想定として評価しており，本

来は機能を期待できる高圧原子炉代替注水系又は

低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水

により炉心損傷の回避が可能であることから基準

地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力と組み合わせる荷重の設定において考慮しな

い。 

その他の施設については，一旦事故が発生した

場合，長時間継続する事象による荷重と基準地震

動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。 



33              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

【50条 74】 

へ. Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系について

は，通常運転時の状態で施設に作用する荷重及び

運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用す

る荷重と，動的地震力又は静的地震力とを組み合

わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘ. Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系並びに常

設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故

防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡

張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＢクラス

又はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系については，通常運転時の

状態で施設に作用する荷重及び運転時の異常な過

渡変化時の状態で施設に作用する荷重と，動的地

震力又は静的地震力とを組み合わせる。【5条 61】

【50条 75】 

ト. 炉心内の燃料被覆管の放射性物質の閉じ込めの

機能の確認においては，通常運転時の状態で燃料

被覆管に作用する荷重及び運転時の異常な過渡変

化時の状態のうち地震によって引き起こされるお

それのある事象によって燃料被覆管に作用する荷

重と地震力を組み合わせる。【5条 62】 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

5. 機能維持の基本方針 

5.1 構造強度 

(3) 荷重の組合せ 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

 

 

(c) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備

並びにこれらが設置された建物・構築物 

イ. 津波防護施設並びに津波防護施設，浸水防止設

備又は津波監視設備が設置された建物・構築物に

ついては，常時作用している荷重及び運転時の状

態で施設に作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる

地震力とを組み合わせる。 

ロ. 浸水防止設備及び津波監視設備については，常

時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作

用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組

み合わせる。浸水防止設備のうち隔離弁，ポンプ

及び配管については，通常運転時の状態で施設に

作用する荷重並びに運転時の異常な過渡変化時の

状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によっ

て引き起こされるおそれのある事象によって施設

に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。運転

時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

5. 機能維持の基本方針 

5.1 構造強度 

(3) 荷重の組合せ 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.11 耐震設計の基本方針を準用して行う耐震評価 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

の状態のうち地震によって引き起こされるおそれ

のない事象であっても，一旦事故が発生した場合，

長時間継続する事象による荷重は，その事故事象

の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の

関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。 

上記イ.及びロ.については，地震と津波が同時に作

用する可能性について検討し，必要に応じて基準地震

動Ｓｓによる地震力と津波による荷重の組合せを考

慮する。また，津波以外による荷重については，「b.

荷重の種類」に準じるものとする。 

【5条 63】 

(d) 荷重の組合せ上の留意事項 

動的地震力については，水平２方向と鉛直方向の地

震力とを適切に組み合わせて算定するものとする。【5

条 64】【50条 76】 

d. 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態

に対する許容限界は次のとおりとし，安全上適切と認

められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認さ

れている値を用いる。 

(a) 建物・構築物 

イ. Ｓクラスの建物・構築物 

(イ) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的

地震力との組合せに対する許容限界 

「建築基準法」等の安全上適切と認められる規格及

び基準による許容応力度を許容限界とする。 

ただし，原子炉冷却材喪失事故時に作用する荷重と

の組合せ（原子炉格納容器バウンダリにおける長期的

荷重との組合せを除く。）に対しては，下記(ロ)に示

す許容限界を適用する。 

(ロ) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対

する許容限界 

構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）

について十分な余裕を有し，終局耐力に対し妥当な安

d. 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態

に対する許容限界は次のとおりとし，安全上適切と認

められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認さ

れている値を用いる。【50条 77】 

(a) 建物・構築物（(c)に記載のものを除く。） 

イ. Ｓクラスの建物・構築物 

(イ) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的

地震力との組合せに対する許容限界 

「建築基準法」等の安全上適切と認められる規格及

び基準による許容応力度を許容限界とする。 

ただし，原子炉冷却材喪失事故時に作用する荷重と

の組合せ（原子炉格納容器バウンダリにおける長期的

荷重との組合せを除く。）に対しては，下記(ロ)に示

す許容限界を適用する。 

(ロ) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対

する許容限界 

構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）

について十分な余裕を有し，終局耐力に対し妥当な安

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

5. 機能維持の基本方針 

5.1 構造強度 

(4) 許容限界 

 

Ⅵ-2-1-9 機能維持の基本方針 

3. 構造強度 

3.1 構造強度上の制限 

3.2 変位，変形の制限 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.5 耐震設計方針の明確化 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

全余裕を持たせることとする（評価項目はせん断ひず

み，応力等）。 

また，終局耐力は，建物・構築物に対する荷重又は

応力を漸次増大していくとき，その変形又はひずみが

著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，既往の実

験式等に基づき適切に定めるものとする。 

全余裕を持たせることとする（評価項目はせん断ひず

み，応力等）。 

また，終局耐力は，建物・構築物に対する荷重又は

応力を漸次増大していくとき，その変形又はひずみが

著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，既往の実

験式等に基づき適切に定めるものとする。 

【5条 65】 

 ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故

緩和設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡

張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラ

スのもの）が設置される重大事故等対処施設の建

物・構築物(チ.に記載のものを除く。） 

上記イ.(ロ)による許容限界とする。 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する施設

の設計基準事故時の状態における長期的荷重と弾性

設計用地震動Ｓｄによる地震力との組合せに対する

許容限界は上記イ.(イ)による許容応力度を許容限界

とする。 

【50条 78】 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

5. 機能維持の基本方針 

5.1 構造強度 

(4) 許容限界 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.5 耐震設計方針の明確化 

ハ. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物（ト.及び

リ.に記載のものを除く。） 

 

 

 

 

 

上記イ.(イ)による許容応力度を許容限界とする。 

 

ニ. 耐震重要度分類の異なる施設を支持する建物・

構築物（ヘ.及びト.に記載のものを除く。） 

 

上記イ.(ロ)を適用するほか，耐震重要度分類の異

なる施設を支持する建物・構築物が，変形等に対して，

その支持機能を損なわないものとする。 

ハ. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常

設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故

防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡

張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＢクラス

又はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物（ト.及びリ.に記載のもの

を除く。） 

上記イ.(イ)による許容応力度を許容限界とす

る。 

【5条 66】【50条 79】 

ニ. 耐震重要度分類の異なる施設又は施設区分の異

なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物

（ト.，チ．及びリ.に記載のものを除く。） 

上記イ.(ロ)を適用するほか，耐震重要度分類の異

なる施設又は施設区分の異なる重大事故等対処施設

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

5. 機能維持の基本方針 

5.1 構造強度 

(4) 許容限界 

5.2 機能維持 

(6) 支持機能の維持 

 

Ⅵ-2-1-9 機能維持の基本方針 

3. 構造強度 

3.1 構造強度上の制限 

3.2 変位，変形の制限 

4. 機能維持 

4.6 支持機能の維持 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.5 耐震設計方針の明確化 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持

されることを確認する際の地震動は，支持される施設

に適用される地震動とする。 

を支持する建物・構築物が，変形等に対して，その支

持機能を損なわないものとする。 

当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持

されることを確認する際の地震動は，支持される施設

に適用される地震動とする。 

【5条 67】【50条 80】 

ホ. 建物・構築物の保有水平耐力（ト.及びリ.に記

載のものを除く。） 

建物・構築物については，当該建物・構築物の保有

水平耐力が必要保有水平耐力に対して耐震重要度分

類に応じた安全余裕を有しているものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

ヘ. 気密性，止水性，遮蔽性，通水機能，貯水機能

を考慮する施設 

構造強度の確保に加えて気密性，止水性，遮蔽性，

通水機能，貯水機能が必要な建物・構築物については，

その機能を維持できる許容限界を適切に設定するも

のとする。 

ホ. 建物・構築物の保有水平耐力（ト.，チ．及びリ.

に記載のものを除く。） 

建物・構築物については，当該建物・構築物の保有

水平耐力が必要保有水平耐力に対して耐震重要度分

類又は重大事故等対処施設が代替する機能を有する

設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類に応

じた安全余裕を有しているものとする。 

ここでは，常設重大事故緩和設備が設置される重大

事故等対処施設については，上記における重大事故等

対処施設が代替する機能を有する設計基準事故対処

設備が属する耐震重要度分類をＳクラスとする。 

【5条 68】【50条 81】 

ヘ. 気密性，止水性，遮蔽性，通水機能，貯水機能

を考慮する施設 

構造強度の確保に加えて気密性，止水性，遮蔽性，

通水機能，貯水機能が必要な建物・構築物については，

その機能を維持できる許容限界を適切に設定するも

のとする。【5条 69】【50条 82】 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

5. 機能維持の基本方針 

5.1 構造強度 

(4) 許容限界 

5.2 機能維持 

(3) 気密性の維持 

(4) 止水性の維持 

(5) 遮蔽性の維持 

(7) 通水機能及び貯水機能の維持 

 

Ⅵ-2-1-9 機能維持の基本方針 

3. 構造強度 

3.1 構造強度上の制限 

3.2 変位，変形の制限 

4. 機能維持 

4.3 気密性の維持 

4.4 止水性の維持 

4.5 遮蔽性の維持 

4.7 通水機能及び貯水機能の維持 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.5 耐震設計方針の明確化 

ト. 屋外重要土木構造物 

(イ) 静的地震力との組合せに対する許容限界 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容

応力度を許容限界とする。 

(ロ) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対

する許容限界 

構造部材のうち，鉄筋コンクリート曲げについて

は，限界層間変形角，限界ひずみ，降伏曲げモーメン

ト，曲げ耐力又は許容応力度等，面外せん断について

ト. 屋外重要土木構造物 

(イ) 静的地震力との組合せに対する許容限界 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容

応力度を許容限界とする。 

(ロ) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対

する許容限界 

構造部材のうち，鉄筋コンクリート曲げについて

は，限界層間変形角，限界ひずみ，降伏曲げモーメン

ト，終局曲げモーメント又は短期許容応力度等，面外

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

5. 機能維持の基本方針 

5.1 構造強度 

(4) 許容限界 

5.2 機能維持 

(6) 支持機能の維持 

 

Ⅵ-2-1-9 機能維持の基本方針 

3. 構造強度 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.5 耐震設計方針の明確化 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

はせん断耐力又は許容応力度，面内せん断については

限界せん断ひずみを許容限界とする。構造部材のう

ち，鋼材の曲げについては降伏曲げモーメント又は許

容応力度，せん断については許容応力度を許容限界と

する。なお，限界層間変形角，限界ひずみ，降伏曲げ

モーメント，曲げ耐力，限界せん断ひずみ及びせん断

耐力に対し妥当な安全余裕を持たせることとし，それ

ぞれの安全余裕については，各施設の機能要求等を踏

まえ設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

ト. その他の土木構造物 

 

 

 

 

 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容

応力度を許容限界とする。 

せん断についてはせん断耐力又は短期許容応力度，面

内せん断については限界せん断ひずみを許容限界と

する。構造部材のうち，鋼材の曲げについては降伏曲

げモーメント又は短期許容応力度，せん断については

許容応力度を許容限界とする。なお，限界層間変形角，

限界ひずみ，降伏曲げモーメント，終局曲げモーメン

ト，限界せん断ひずみ及びせん断耐力に対し妥当な安

全余裕を持たせることとし，それぞれの安全余裕につ

いては，各施設の機能要求等を踏まえ設定する。【5条

70】 

チ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故

緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）

（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスの

もの）が設置される重大事故等対処施設の土木構

造物 

上記ト.(ロ)による許容限界とする。 

【50条 83】 

リ. その他の土木構造物及び常設耐震重要重大事故

防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重

大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属す

る耐震重要度分類がＢクラス又はＣクラスのも

の）が設置される重大事故等対処施設の土木構造

物 

安全上適切と認められる規格及び基準による許

容応力度を許容限界とする。 

【5条 71】【50条 84】 

3.1 構造強度上の制限 

4. 機能維持 

4.4 止水性の維持 

4.6 支持機能の維持 

(2) 屋外重要土木構造物の支持機能の維持 

4.7 通水機能の維持 

4.8 貯水機能の維持 

(b) 機器・配管系 

イ. Ｓクラスの機器・配管系 

(イ) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的

地震力との組合せに対する許容限界 

応答が全体的におおむね弾性状態にとどまるもの

とする（評価項目は応力等）。 

ただし，原子炉冷却材喪失事故時に作用する荷重と

の組合せ（原子炉格納容器バウンダリ及び非常用炉心

(b) 機器・配管系（(c)に記載のものを除く。） 

イ.  Ｓクラスの機器・配管系 

(イ) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的

地震力との組合せに対する許容限界 

応答が全体的におおむね弾性状態にとどまるもの

とする（評価項目は応力等）。 

ただし，原子炉冷却材喪失事故時に作用する荷重と

の組合せ（原子炉格納容器バウンダリ及び非常用炉心

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

5. 機能維持の基本方針 

5.1 構造強度 

(4) 許容限界 

5.2 機能維持 

(1) 動的機能維持 

(2) 電気的機能維持 

(6) 支持機能の維持 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.5 耐震設計方針の明確化 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

冷却設備等における長期的荷重との組合せを除く。）

に対しては，下記(ロ)に示す許容限界を適用する。 

(ロ) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対

する許容限界 

塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さ

なレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を

有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない

ように応力，荷重等を制限する値を許容限界とする。 

また，地震時又は地震後に動的機能又は電気的機能

が要求される機器については，基準地震動Ｓｓによる

応答に対して，試験等により確認されている機能確認

済加速度等を許容限界とする。 

冷却設備等における長期的荷重との組合せを除く。）

に対しては，下記(ロ)に示す許容限界を適用する。 

(ロ) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対

する許容限界 

塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さ

なレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を

有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない

ように応力，荷重等を制限する値を許容限界とする。 

また，地震時又は地震後に動的機能又は電気的機能

が要求される機器については，基準地震動Ｓｓによる

応答に対して，試験等により確認されている機能確認

済加速度等を許容限界とする。 

【5条 72】 

 

Ⅵ-2-1-9 機能維持の基本方針 

3. 構造強度 

3.1 構造強度上の制限 

3.2 変位，変形の制限 

4. 機能維持 

4.1 動的機能維持 

4.2 電気的機能維持 

4.6 支持機能の維持 

 ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故

緩和設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡

張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラス

のもの）が設置される重大事故等対処施設 

イ.(ロ)に示す許容限界を適用する。 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する設備

及び非常用炉心冷却設備等の弾性設計用地震動Ｓｄ

と設計基準事故時の状態における長期的荷重との組

合せに対する許容限界は，イ.(イ)に示す許容限界を

適用する。 

【50条 85】 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

5. 機能維持の基本方針 

5.1 構造強度 

(4) 許容限界 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.5 耐震設計方針の明確化 

ハ. Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

 

 

 

 

 

応答が全体的におおむね弾性状態にとどまるもの

とする（評価項目は応力等）。 

 

ニ. チャンネルボックス 

ハ. Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系並びに常

設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故

防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡

張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＢクラス

又はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系 

応答が全体的におおむね弾性状態にとどまるもの

とする（評価項目は応力等）。 

【5条 73】【50条 86】 

ニ. チャンネルボックス 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

5. 機能維持の基本方針 

5.1 構造強度 

(4) 許容限界 

5.2 機能維持 

(1) 動的機能維持 

 

Ⅵ-2-1-9 機能維持の基本方針 

3. 構造強度 

3.1 構造強度上の制限 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.5 耐震設計方針の明確化 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

チャンネルボックスは，地震時に作用する荷重に対

して，燃料集合体の原子炉冷却材流路を維持できるこ

と及び過大な変形や破損を生ずることにより制御棒

の挿入が阻害されないものとする。 

ホ. 主蒸気逃がし安全弁排気管及び主蒸気系（原子

炉格納容器外側主蒸気隔離弁より主蒸気止め弁ま

で） 

主蒸気逃がし安全弁排気管は基準地震動Ｓｓに対

して，主蒸気系（原子炉格納容器外側主蒸気隔離弁よ

り主蒸気止め弁まで）は弾性設計用地震動Ｓｄに対し

てイ.(ロ)に示す許容限界を適用する。 

チャンネルボックスは，地震時に作用する荷重に対

して，燃料集合体の原子炉冷却材流路を維持できるこ

と及び過大な変形や破損を生ずることにより制御棒

の挿入が阻害されないものとする。【5条 74】 

ホ. 主蒸気逃がし安全弁排気管及び主蒸気系（原子

炉格納容器外側主蒸気隔離弁より主蒸気止め弁ま

で） 

主蒸気逃がし安全弁排気管は基準地震動Ｓｓに対

して，主蒸気系（原子炉格納容器外側主蒸気隔離弁よ

り主蒸気止め弁まで）は弾性設計用地震動Ｓｄに対し

てイ.(ロ)に示す許容限界を適用する。【5条 75】 

へ. 燃料被覆管 

炉心内の燃料被覆管の放射性物質の閉じ込めの機

能についての許容限界は，以下のとおりとする。 

(イ) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的

地震力との組合せに対する許容限界 

応答が全体的におおむね弾性状態にとどまるもの

とする。 

(ロ) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対

する許容限界 

塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さ

なレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を

有し，放射性物質の閉じ込めの機能に影響を及ぼさな

いものとする。 

【5条 76】 

3.2 変位，変形の制限 

4. 機能維持 

4.1 動的機能維持 

 (c) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備

並びにこれらが設置された建物・構築物 

津波防護施設並びに津波防護施設，浸水防止設備又

は津波監視設備が設置された建物・構築物について

は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，当該施設

及び建物・構築物が構造物全体としての変形能力（終

局耐力時の変形）及び安定性について十分な余裕を有

するとともに，その施設に要求される機能（津波防護

機能，浸水防止機能及び津波監視機能）が保持できる

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

5. 機能維持の基本方針 

5.1 構造強度 

(4) 許容限界 

5.2 機能維持 

(2) 電気的機能維持 

(4) 止水性の維持 

(6) 支持機能の維持 

 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.5 耐震設計方針の明確化 

4.11 耐震設計の基本方針を準用して行う耐震評価 



40              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

ものとする（評価項目はせん断ひずみ，応力等）。 

浸水防止設備及び津波監視設備については，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対して，その設備に要求され

る機能（浸水防止機能及び津波監視機能）が保持でき

るものとする。さらに，浸水防止設備のうち隔離弁，

ポンプ及び配管については，弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地

震力に対して，おおむね弾性状態にとどまる範囲で耐

えられることを確認する。 

【5条 77】 

Ⅵ-2-1-9 機能維持の基本方針 

3. 構造強度 

3.1 構造強度上の制限 

3.2 変位，変形の制限 

4. 機能維持 

4.2 電気的機能維持 

4.4 止水性の維持 

4.6 支持機能の維持 

 (5) 設計における留意事項 

a. 波及的影響 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備，

常設重大事故緩和設備又は常設重大事故防止設備（設

計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳ

クラスのもの）が設置される重大事故等対処施設（以

下「上位クラス施設」という。）は，下位クラス施設

の波及的影響によって，それぞれの安全機能及び重大

事故等に対処するために必要な機能を損なわない設

計とする。 

波及的影響については，上位クラス施設の設計に用

いる地震動又は地震力を適用して評価を行う。なお，

地震動又は地震力の選定に当たっては，施設の配置状

況，使用時間等を踏まえて適切に設定する。また，波

及的影響においては水平２方向及び鉛直方向の地震

力が同時に作用する場合に影響を及ぼす可能性のあ

る施設，設備を選定し評価する。 

この設計における評価に当たっては，敷地全体を俯

瞰した調査・検討を行う。 

【5条 78】【5条 79】【5条 80】【5条 81】【50条 87】 

ここで，下位クラス施設とは，上位クラス施設の周

辺にある上位クラス施設以外の施設（資機材等含む。）

をいう。 

波及的影響を防止するよう現場を維持するため，保

Ⅵ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針 

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.4 耐震設計を行う設備の抽出 

4.5 耐震設計方針の明確化 

4.9 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震評

価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

安規定に，機器設置時の配慮事項等を定めて管理す

る。 

上位クラス施設に対する波及的影響については，以

下に示す(a)～(d)の 4 つの事項から検討を行う。 

設計に当たっては，施設の配置，構成等の特徴を考

慮することとし，下位クラス施設と上位クラス施設が

物理的に分離されず設置される等，上位クラス施設の

安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機

能への影響の確認において配慮を要する場合は，その

特徴に留意して設計を行う。 

また，原子力発電所の地震被害情報等から新たに検

討すべき事項が抽出された場合には，これを追加す

る。 

【5条 82】【5条 83】【5条 84】 

 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和

設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当

該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）が

設置される重大事故等対処施設に対する波及的影響

については，以下に示す(a)～(d)の４つの事項につい

て「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故防止設

備，常設重大事故緩和設備又は常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類

がＳクラスのもの）が設置される重大事故等対処施

設」に，「安全機能」を「重大事故等に対処するため

に必要な機能」に読み替えて適用する。 

【50条 87】【50条 88】 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設

区分 

3.3 波及的影響に対する考慮 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

4.5 耐震設計方針の明確化 

4.9 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震評

価 

 (a) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する

不等沈下又は相対変位による影響 

イ. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に

対して，不等沈下による耐震重要施設の安全機能への

影響 

ロ. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に

― 
― 

（用語の定義のみ） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

対して，下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位に

よる耐震重要施設の安全機能への影響 

【5条 85】 

(b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部にお

ける相互影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に

対して，耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損

傷による耐震重要施設の安全機能への影響【5条 86】 

(c) 建物内における下位クラス施設の損傷，転倒及

び落下等による耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に

対して，建物内の下位クラス施設の損傷，転倒及び落

下等による耐震重要施設の安全機能への影響【5条 87】 

(d) 屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び

落下等による耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に

対して，屋外の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

等による耐震重要施設の安全機能への影響【5条 88】 

 b. 主要設備への地下水の影響 

防波壁の設置及び地盤改良を実施したことにより

山から海に向かう地下水の流れが遮断され敷地内の

地下水位が上昇するおそれがあることを踏まえ，建設

時から地下水位低下設備を設置していた原子炉建物

等の建物・構築物に作用する揚圧力の低減を目的と

し，地下水位を一定の範囲に保持するための地下水位

低下設備（浸水防護施設の設備と兼用）を新設する。

地下水位低下設備は，揚水井戸（個数 1）及び多重化

した揚水系統（揚水ポンプ（容量 216m3/h/個，揚程 35m，

原動機出力 37kW，個数 2/系統），水位計（個数 1/系統，

計測範囲 EL-21.6m～EL-11.6m），配管等）で構成する。 

耐震評価において，地下水位の影響を受ける施設の

うち，原子炉建物等の建設時の設計において地下水位

低下設備の機能を考慮している建物・構築物について

は，地下水位低下設備の機能を考慮した設計地下水位

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 

 

Ⅵ-2-別添 4-3 地下水位低下設備の耐震性について

の計算書 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.4 耐震設計を行う設備の抽出 

4.5 耐震設計方針の明確化 

23. 地下水位低下設備の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

を設定し水圧による影響を考慮する。 

なお，地下水位低下設備の機能に期待しない屋外重

要土木構造物等については，自然水位より保守的に高

く設定した水位又は地表面に設計地下水位を設定し

水圧による影響を考慮する。 

地下水位低下設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力

に対して，必要な機能が保持できる設計とするととも

に，非常用交流電源設備又は常設代替交流電源設備か

らの給電が可能な設計とする。また，地下水位低下設

備の揚水系統１系統が機能喪失した場合や点検によ

り運用が出来ない場合に備え，復旧用可搬ポンプを配

備する。 

【5条 89】【50条 89】 

 (6) 緊急時対策所 

緊急時対策所については，基準地震動Ｓｓによる地

震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがないように設計する。 

緊急時対策所については，耐震構造とし，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対して，遮蔽性能を確保する。

また，緊急時対策所の居住性を確保するため，緊急時

対策所の換気設備の性能とあいまって十分な気密性

を確保する。 

なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限

界については，「(3) 地震力の算定方法」及び「(4) 

荷重の組合せと許容限界」に示す建物・構築物及び機

器・配管系のものを適用する。 

【50条 90】 

Ⅵ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐

震性に関する説明書 

Ⅵ-2-8 放射線管理施設の耐震性に関する説明書 

 

Ⅵ-2-12 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

関する影響評価結果 

3. 各施設における水平 2方向及び鉛直方向地震力の

組合せに対する影響評価結果 

 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.6 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震設

計 

4.10 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す

る影響評価 

 

 2.1.2 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

耐震重要施設については，基準地震動Ｓｓによる地

震力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認

された場所に設置する。【5条 90】 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.5 耐震設計方針の明確化 

 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和

設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当

該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）が

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.5 耐震設計方針の明確化 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

設置される重大事故等対処施設については，基準地震

動Ｓｓによる地震力により周辺斜面の崩壊の影響が

ないことが確認された場所に設置する。【50条 91】 

2.2 津波による損傷の防止 

原子炉冷却系統施設の津波による損傷の防止の基

本設計方針については，浸水防護施設の基本設計方針

に基づく設計とする。 

2.2 津波による損傷の防止 

原子炉冷却系統施設の津波による損傷の防止の基

本設計方針については，浸水防護施設の基本設計方針

に基づく設計とする。 

― 

「浸水防護施設」の設工認添付説明書 

5. 津波による損傷防止設計 

Ⅵ-1-10-13 「浸水防護施設」の様式－1 

2.3 外部からの衝撃による損傷の防止 

設計基準対象施設は，発電所敷地で想定される風

（台風），凍結，積雪及び地滑りの自然現象（地震及

び津波を除く。）又はその組合せに遭遇した場合にお

いて，自然現象そのものがもたらす環境条件及びその

結果として施設で生じ得る環境条件においてその安

全性を損なうおそれがある場合は，防護措置，基礎地

盤の改良その他，供用中における運転管理等の運用上

の適切な措置を講じる。 

2.3 外部からの衝撃による損傷の防止 

設計基準対象施設は，外部からの衝撃のうち自然現

象による損傷の防止において，発電所敷地で想定され

る風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑

り・土石流，火山の影響及び生物学的事象の自然現象

（地震及び津波を除く。）又は地震及び津波を含む自

然現象の組合せに遭遇した場合において，自然現象そ

のものがもたらす環境条件及びその結果として施設

で生じ得る環境条件において，その安全性を損なうお

それがある場合は，防護措置，基礎地盤の改良その他，

供用中における運転管理等の運用上の適切な措置を

講じる。【7条共通 1】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 地震及び津波を含む自然現象の組合せについて，火

山については積雪と風（台風），基準地震動Ｓｓにつ

いては積雪又は地滑り・土石流，基準津波については

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｄと積雪の荷重を，施設の形

状及び配置に応じて考慮する。【7条共通 2】 

地震，津波，地滑り・土石流と風（台風）の組合せ

についても，風荷重の影響が大きいと考えられるよう

な構造や形状の施設については，組合せを考慮する。

【7条共通 3】 

組み合わせる積雪深の大きさは，発電所に最も近い

気象官署である松江地方気象台で観測された観測史

上 1位の月最深積雪である 100cmとし，風速の大きさ

は「建築基準法」を準用して基準風速 30m/sとする。 

組み合わせる積雪深については，「建築基準法」に

定められた平均的な積雪荷重を与えるための係数

― 
― 

（用語の定義のみ） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

0.35を考慮する。【7条共通 4】 

設計基準対象施設は，発電所敷地又はその周辺にお

いて想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわ

せる原因となるおそれがある事象であって人為によ

るもの（故意によるものを除く。）（以下「人為事象」

という。）に対してその安全性が損なわれないよう，

防護措置その他，対象とする発生源から一定の距離を

置くことによる適切な措置を講じる。 

 

設計基準対象施設は，外部からの衝撃のうち人為に

よる損傷の防止において，発電所敷地又はその周辺に

おいて想定される火災・爆発（森林火災，近隣工場等

の火災・爆発，航空機墜落による火災），有毒ガス，

船舶の衝突及び電磁的障害により発電用原子炉施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるもの（故意によるものを除く。）

（以下「人為事象」という。）に対してその安全性が

損なわれないよう，防護措置又は対象とする発生源か

ら一定の距離を置くことによる適切な措置を講じる。

【7条共通 5】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

想定される人為事象のうち，航空機の墜落について

は，防護設計の要否を判断する基準を超えないことを

評価して設置（変更）許可を受けている。工事計画認

可申請時に，設置（変更）許可申請時から，防護設計

の要否を判断する基準を超えるような航空路の変更

がないことを確認していることから，設計基準対象施

設に対して防護措置その他の適切な措置を講じる必

要はない。 

想定される人為事象のうち，航空機の墜落について

は，防護設計の要否を判断する基準を超えないことを

評価して設置（変更）許可を受けている。工事計画認

可申請時に，設置（変更）許可申請時から，防護設計

の要否を判断する基準を超えるような航空路の変更

がないことを確認していることから，設計基準対象施

設に対して防護措置その他の適切な措置を講じる必

要はない。【7条共通 6】 

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

2. 基本方針 

2.2 人為事象 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

 なお，定期的に航空路の変更状況を確認し，防護措

置の要否を判断することを保安規定に定めて管理す

る。【7条共通 7】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 航空機の墜落及び爆発以外に起因する飛来物につ

いては，発電所周辺の社会環境からみて，発生源が設

計基準対象施設から一定の距離が確保されており，設

計基準対象施設が安全性を損なうおそれがないため，

防護措置その他の適切な措置を講じる必要はない。【7

条共通 8】 

また，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）

及び人為事象に対する防護措置には，設計基準対象施

設が安全性を損なわないために必要な設計基準対象

施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含

む。）への措置を含める。【7条共通 9】 

― 
― 

（用語の定義のみ） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷

の防止において，想定される自然現象（地震及び津波

を除く。）及び人為事象に対して，「5.1.2 多様性，

位置的分散等」及び「5.1.5 環境条件等」の基本設

計方針に基づき，必要な機能が損なわれることがない

よう，防護措置その他の適切な措置を講じる。【7条共

通 10】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 設計基準対象施設又は重大事故等対処設備に対し

て講じる防護措置として設置する施設は，その設置状

況並びに防護する施設の耐震重要度分類及び重大事

故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対し構造

強度を確保し，外部からの衝撃を考慮した設計とす

る。【7条共通 11】 

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

2. 基本方針 

2.1 自然現象 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

 2.3.1 外部からの衝撃より防護すべき施設 

設計基準対象施設が外部からの衝撃によりその安

全性を損なうことがないよう，外部からの衝撃より防

護すべき施設は，設計基準対象施設のうち，「発電用

軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する

審査指針」で規定されている安全重要度分類のクラス

１，クラス２及び安全評価上その機能に期待するクラ

ス３に属する構築物，系統及び機器とする。そのうえ

で，安全重要度分類のクラス１，クラス２及び安全評

価上その機能に期待するクラス３に属する構築物，系

統及び機器に加え，それらを内包する建物を外部事象

から防護する対象（以下「外部事象防護対象施設」と

いう。）とする。 

また，外部事象防護対象施設の防護設計について

は，外部からの衝撃により外部事象防護対象施設に波

及的影響を及ぼすおそれのある外部事象防護対象施

設以外の施設についても考慮する。 

さらに，重大事故等対処設備についても，重大事故

防止設備が，設計基準事故対処設備並びに燃料プール

の冷却設備及び注水設備（以下「設計基準事故対処設

備等」という。）の安全機能と同時に必要な機能が損

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

2. 基本方針 

2.3 外部からの衝撃により防護すべき施設 

 

Ⅵ-1-1-3-1-2 防護対象の範囲 

2. 防護対象の範囲 

2.3 外部からの衝撃より防護すべき施設の範囲 

 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

6.2 外部事象防護対象施設の範囲 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

なわれることがないよう，外部からの衝撃より防護す

べき施設に含める。 

上記以外の設計基準対象施設については，外部から

の衝撃に対して機能を維持すること若しくは損傷を

考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと

又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安

全性を損なわない設計とする。【7条共通 12】 

2.3.2 設計基準事故時に生じる荷重の組合せ 

 

科学的技術的知見を踏まえ，安全機能を有する構築

物，系統及び機器のうち，特に自然現象（地震及び津

波を除く。）の影響を受けやすく，かつ，代替手段に

よってその機能の維持が困難であるか，又はその修復

が著しく困難な構築物，系統及び機器は，建物内に設

置すること等により，当該施設に大きな影響を及ぼす

おそれがあると想定される自然現象（地震及び津波を

除く。）により作用する衝撃が設計基準事故時に生じ

る荷重と重なり合わない設計とする。 

 

2.3.2 設計基準事故時及び重大事故等時に生じる荷

重との組合せ 

科学的技術的知見を踏まえ，外部事象防護対象施設

及び重大事故等対処設備のうち，特に自然現象（地震

及び津波を除く。）の影響を受けやすく，かつ，代替

手段によってその機能の維持が困難であるか，又はそ

の修復が著しく困難な構築物，系統及び機器は，建物

内に設置すること，又は可搬型重大事故等対処設備に

よるバックアップが可能となるように位置的分散を

考慮して可搬型重大事故等対処設備を複数保管する

こと等により，当該施設に大きな影響を及ぼすおそれ

があると想定される自然現象（地震及び津波を除く。）

により作用する衝撃が設計基準事故時及び重大事故

等時に生じる荷重と重なり合わない設計とする。【7条

共通 13】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 具体的には，建物内に設置される外部事象防護対象

施設及び重大事故等対処設備については，建物によっ

て自然現象（地震及び津波を除く。）の影響を防止す

ること又は斜面からの離隔距離を確保し地滑り・土石

流のおそれがない位置に設置することにより，設計基

準事故又は重大事故等が発生した場合でも，自然現象

（地震及び津波を除く。）による影響を受けない設計

とする。 

屋外に設置されている外部事象防護対象施設につ

いては，設計基準事故が発生した場合でも，機器の運

転圧力や温度等が変わらないため，設計基準事故時荷

― 
― 

（冒頭宣言） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

重が発生するものではなく，自然現象（地震及び津波

を除く。）による衝撃と重なることはない。 

屋外に設置される重大事故等対処設備について，竜

巻に対しては位置的分散を考慮した配置とするなど，

重大事故等が発生した場合でも，重大事故等時の荷重

と自然現象（地震及び津波を除く。）による衝撃を同

時に考慮する必要のない設計とする。 

したがって，自然現象（地震及び津波を除く。）に

よる衝撃と設計基準事故又は重大事故等時の荷重は

重なることのない設計とする。【7条共通 14】 

2.3.3 設計方針 

以下に自然現象（地震及び津波を除く。）に係る設

計方針を示す。 

 

 

 

2.3.3 設計方針 

外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備は，

以下の自然現象（地震及び津波を除く。）及び人為事

象に係る設計方針に基づき設計する。 

人為事象のうち火災・爆発（森林火災，近隣工場等

の火災・爆発，航空機墜落による火災）及び有毒ガス

の設計方針については「(2)a. 外部火災」の設計方

針に基づき設計する。【7条共通 15】 

なお，危険物を搭載した車両については，燃料輸送

車両の火災・爆発として近隣工場等の火災・爆発及び

有毒ガスの中で取り扱う。【7条共通 16】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

(1) 自然現象 

 

 

(1) 自然現象 

a. 竜巻 

外部事象防護対象施設は竜巻防護に係る設計時に，

設置（変更）許可を受けた最大風速 92m/sの竜巻（以

下「設計竜巻」という。）が発生した場合について竜

巻より防護すべき施設に作用する荷重を設定し，外部

事象防護対象施設が安全機能を損なわないよう，それ

ぞれの施設の設置状況等を考慮して影響評価を実施

し，外部事象防護対象施設が安全機能を損なうおそれ

がある場合は，影響に応じた防護措置その他の適切な

措置を講じる設計とする。【7条竜巻 1】 

また，重大事故等対処設備は，建物内への設置又は

設計基準事故対処設備等及び同じ機能を有する他の

― 
― 

（冒頭宣言） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

重大事故等対処設備と位置的分散を図り設置するこ

とにより，設計基準事故対処設備等の安全機能と同時

にその機能を損なわない設計とする。【7条竜巻 2】 

さらに，外部事象防護対象施設に機械的・機能的な

波及的影響を及ぼす可能性がある施設の影響及び竜

巻の随伴事象による影響について考慮した設計とす

る。【7条竜巻 3】 

 なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得ら

れた場合に評価を行うことを保安規定に定めて管理

する。【7条竜巻 4】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 (a) 影響評価における荷重の設定 

構造強度評価においては，風圧力による荷重，気圧

差による荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた

設計竜巻荷重並びに竜巻以外の荷重を適切に組み合

わせた設計荷重を設定する。【7条竜巻 5】 

風圧力による荷重及び気圧差による荷重としては，

設計竜巻の特性値に基づいて設定する。【7条竜巻 6】 

飛来物の衝撃荷重としては，設置（変更）許可を受

けた設計飛来物である鋼製材（長さ 4.2 m×幅 0.3 m

×高さ 0.2 m，質量 135 kg，飛来時の水平速度 51 m/s，

飛来時の鉛直速度 34 m/s）よりも運動エネルギ又は貫

通力が大きな重大事故等対処設備，資機材等は設置場

所及び障害物の有無を考慮し，固縛，固定又は外部事

象防護対象施設からの離隔を実施すること，並びに車

両については構内管理及び退避を実施することによ

り飛来物とならない措置を講じることから，設計飛来

物が衝突する場合の荷重を設定することを基本とす

る。 

さらに，設計飛来物に加えて，竜巻の影響を考慮す

る施設の設置状況その他環境状況を考慮し，評価に用

いる飛来物の衝突による荷重を設定する。【7条竜巻 7】 

Ⅵ-1-1-3-3-1 竜巻への配慮に関する基本方針 

2. 竜巻防護に関する基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.2 設計竜巻及び設計飛来物の設定 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.3 竜巻 

 なお，飛来した場合の運動エネルギ又は貫通力が設

計飛来物である鋼製材よりも大きな重大事故等対処

設備，資機材等については，その保管場所，設置場所

― 
― 

（冒頭宣言） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

及び障害物の有無を考慮し，外部事象防護対象施設及

び飛来物の衝突により外部事象防護対象施設の安全

機能を損なわないよう防護措置として設置する施設

（以下「竜巻防護対策設備」という。）に衝突し，外

部事象防護対象施設の機能に影響を及ぼす可能性が

ある場合には，固縛，固定又は外部事象防護対象施設

からの離隔によって浮き上がり又は横滑りにより外

部事象防護対象施設の機能に影響を及ぼすような飛

来物とならない設計とする。【7条竜巻 8】 

 重大事故等対処設備，資機材等の固縛，固定又は外

部事象防護対象施設からの離隔を実施すること，並び

に車両については構内管理及び退避を実施すること

を保安規定に定めて管理する。【7条竜巻 9】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 (b) 竜巻に対する影響評価及び竜巻防護対策 

屋外の外部事象防護対象施設（建物を除く。）は，

安全機能を損なわないよう，設計荷重に対して外部事

象防護対象施設の構造強度評価を実施し，要求される

機能を維持する設計とすることを基本とする。【7 条

竜巻 10】 

Ⅵ-1-1-3-3-3 竜巻防護に関する施設の設計方針 

3. 要求機能及び性能目標 

3.1 外部事象防護対象施設 

(1) 屋外の外部事象防護対象施設（建物等を除く。） 

 

別添 1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算書 

 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.3 竜巻 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.2 竜巻への配慮が必要な施設の強度評価 

 外部事象防護対象施設（建物を除く。）及び重大事

故等対処設備を内包する建物については，設計荷重に

対する構造強度評価を実施し，内包する外部事象防護

対象施設（建物を除く。）及び重大事故等対処設備の

機能を損なわないよう，飛来物が，内包する外部事象

防護対象施設（建物を除く。）及び重大事故等対処設

備に衝突することを防止可能な設計とすることを基

本とする。【7条竜巻 11】 

Ⅵ-1-1-3-3-3 竜巻防護に関する施設の設計方針 

2. 設計の基本方針 

3. 要求機能及び性能目標 

3.1 外部事象防護対象施設 

(2) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建物

等） 

Ⅵ-3-別添 1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算

書 

 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.3 竜巻 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.2 竜巻への配慮が必要な施設の強度評価 

 飛来物が，内包する外部事象防護対象施設（建物を

除く。）及び重大事故等対処設備に衝突し，その機能

を損なうおそれがある場合には，防護措置その他の適

切な措置を講じる設計とする。【7条竜巻 12】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 屋内の外部事象防護対象施設については，設計荷重 Ⅵ-1-1-3-3-1 竜巻への配慮に関する基本方針 6. 自然現象等への配慮に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

に対して安全機能を損なわないよう，外部事象防護対

象施設（建物を除く。）を内包する建物により防護す

る設計とすることを基本とし，外気と繋がっている屋

内の外部事象防護対象施設及び建物等による飛来物

の防護が期待できない屋内の外部事象防護対象施設

は，加わるおそれがある設計荷重に対して外部事象防

護対象施設の構造強度評価を実施し，安全機能を損な

わないよう，要求される機能を維持する設計とするこ

とを基本とする。【7条竜巻 13】 

2. 竜巻防護に関する基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 竜巻の影響を考慮する施設の竜巻防護設計方

針 

(1) 設計方針 

 

Ⅵ-1-1-3-3-3 竜巻防護に関する施設の設計方針 

2. 設計の基本方針 

3. 要求機能及び性能目標 

3.1 外部事象防護対象施設 

(3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施

設 

 

別添 1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算書 

6.3 竜巻 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.2 竜巻への配慮が必要な施設の強度評価 

 外部事象防護対象施設の安全機能を損なうおそれ

がある場合には，防護措置その他の適切な措置を講じ

る設計とする。【7条竜巻 14】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 屋外の重大事故等対処設備は，竜巻による風圧力に

よる荷重に対し，設計基準事故対処設備等及び同じ機

能を有する他の重大事故等対処設備と位置的分散を

考慮した配置とすることにより，重大事故等に対処す

るために必要な機能を有効に発揮する設計とする。【7

条竜巻 15】 

Ⅵ-1-1-3-3-1 竜巻への配慮に関する基本方針 

2. 竜巻防護に関する基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 竜巻の影響を考慮する施設の竜巻防護設計方

針 

(1) 設計方針 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.3 竜巻 

 また，飛来した場合の運動エネルギ又は貫通力が設

計飛来物よりも大きな屋外の重大事故等対処設備は，

その保管場所及び設置場所を考慮し，外部事象防護対

象施設及び竜巻防護対策設備に衝突し，外部事象防護

対象施設の機能に影響を及ぼす可能性がある場合に

は，浮き上がり又は横滑りを拘束することにより，飛

来物とならない設計とする。 

ただし，浮き上がり又は横滑りを拘束する車両等の

重大事故等対処設備のうち，地震時の移動等を考慮し

て地震後の機能を維持する設備は，重大事故等に対処

するために必要な機能を損なわないよう，たるみを有

Ⅵ-1-1-3-3-1 竜巻への配慮に関する基本方針 

2. 竜巻防護に関する基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 竜巻の影響を考慮する施設の竜巻防護設計方

針 

(1) 設計方針 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.3 竜巻 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

する固縛で拘束する。【7条竜巻 16】 

 屋内の重大事故等対処設備は，竜巻による風圧力に

よる荷重に対し，設計基準事故対処設備等の安全機能

と同時に重大事故等に対処するために必要な機能を

損なわないよう，重大事故等対処設備を内包する建物

により防護する設計とすることを基本とする。【7条竜

巻 17】 

Ⅵ-1-1-3-3-1 竜巻への配慮に関する基本方針 

2. 竜巻防護に関する基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 竜巻の影響を考慮する施設の竜巻防護設計方

針 

(1) 設計方針 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.3 竜巻 

 防護措置として設置する竜巻防護対策設備として

は，竜巻防護ネット（硬鋼線材（線径φ4 mm，網目寸

法 40 mm），鋼製枠及び架構により構成），竜巻防護鋼

板（炭素鋼（板厚 20mm 以上）及び架構又は特殊鋼板

（板厚 以上）及び架構により構成）及び鋼製扉（炭

素鋼（板厚 24 mm 以上））を設置し，内包する外部事

象防護対象施設の機能を損なわないよう，外部事象防

護対象施設の機能喪失に至る可能性のある飛来物が

外部事象防護対象施設に衝突することを防止する設

計とする。 

竜巻防護対策設備は，地震時において外部事象防護

対象施設に波及的影響を及ぼさない設計とする。【7条

竜巻 18】 

Ⅵ-1-1-3-3-3 竜巻防護に関する施設の設計方針 

4. 機能設計 

4.3 竜巻防護対策設備 

(1) 竜巻防護ネット（取水槽海水ポンプエリア，建

物開口部）の設計方針 

(2) 竜巻防護鋼板（取水槽海水ポンプエリア及び循

環水ポンプエリア，燃料移送ポンプエリア並びに

建物開口部）の設計方針 

(3) 架構の設計方針（取水槽海水ポンプエリア及び

循環水ポンプエリア，燃料移送ポンプエリア並び

に建物開口部） 

 

Ⅵ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針 

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

4.3 建物内施設の損傷，転倒，落下等の観点 

4.4 屋外施設の損傷，転倒，落下等の観点 

 

Ⅵ-2-11-1 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の

耐震性についての計算書 

別添 1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算書 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.9 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震評

価 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.3 竜巻 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.2 竜巻への配慮が必要な施設の強度評価 

 また，外部事象防護対象施設は，設計荷重により，

機械的・機能的な波及的影響及び竜巻の随伴事象によ

る影響により機能を損なわない設計とする。【7条竜巻

19】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 外部事象防護対象施設に対して，重大事故等対処設

備を含めて機械的影響を及ぼす可能性がある施設は，

設計荷重に対し，当該施設の倒壊，損壊等により外部

Ⅵ-1-1-3-3-3 竜巻防護に関する施設の設計方針 

4. 機能設計 

4.4 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.3 竜巻 

12. 材料及び構造に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

事象防護対象施設に損傷を与えない設計とする。【7条

竜巻 20】 

能性がある施設 

(1) 機械的影響を及ぼす可能性がある施設 

 

別添 1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算書 

12.2 竜巻への配慮が必要な施設の強度評価 

 当該施設が機能喪失に陥った場合に外部事象防護

対象施設も機能喪失させる機能的影響を及ぼす可能

性がある施設は，設計荷重に対し，必要な機能を維持

する設計とすることを基本とする。【7条竜巻 21】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 取水槽ガントリクレーンは，竜巻の襲来が予測され

る場合には，クレーン作業を中止し，外部事象防護対

象施設に影響を及ぼさないように係留位置へ固定を

行う運用等を保安規定に定めて管理する。【7 条竜巻

22】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 竜巻随伴事象を考慮する施設は，過去の竜巻被害の

状況及び発電所における施設の配置から竜巻の随伴

事象として想定される火災，溢水及び外部電源喪失に

よる影響を考慮し，竜巻の随伴事象に対する影響評価

を実施し，外部事象防護対象施設に竜巻による随伴事

象の影響を及ぼさない設計とする。 

竜巻随伴による火災に対しては，火災による損傷の

防止における想定に包絡される設計とする。 

また，竜巻随伴による溢水に対しては，溢水による

損傷の防止における溢水量の想定に包絡される設計

とする。 

さらに，竜巻随伴による外部電源喪失に対しては，

非常用ディーゼル発電設備（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電設備を含む。）による電源供給が可能な設

計とする。【7条竜巻 23】 

Ⅵ-1-1-3-3-3 竜巻防護に関する施設の設計方針 

3. 要求機能及び性能目標 

3.4 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可

能性がある施設 

(3) 性能目標 

4. 機能設計 

4.4 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可

能性がある施設 

(2) 機能的影響を及ぼす可能性がある施設 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.3 竜巻 

 b. 火山 

外部事象防護対象施設は，発電所の運用期間中にお

いて発電所の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象

として設置（変更）許可を受けた降下火砕物の特性を

設定し，その降下火砕物が発生した場合においても，

外部事象防護対象施設が安全機能を損なうおそれが

― 
― 

（冒頭宣言） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

ない設計とする。【7条火山 1】 

重大事故等対処設備は，建物内への設置又は設計基

準事故対処設備等及び同じ機能を有する他の重大事

故等対処設備と位置的分散を図り設置することによ

り，設計基準事故対処設備等の安全機能と同時にその

機能を損なわない設計とする。【7条火山 2】 

 なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得ら

れた場合に評価することを保安規定に定めて管理す

る。【7条火山 3】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 (a) 防護設計における降下火砕物の特性の設定 

設計に用いる降下火砕物は，設置（変更）許可を受

けた層厚 56cm，粒径 4.0mm以下，密度 0.7g/cm3（乾燥

状態）～1.5g/cm3（湿潤状態）と設定する。【7条火山

4】 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

 (b) 降下火砕物に対する防護対策 

降下火砕物の影響を考慮する施設は，降下火砕物に

よる「直接的影響」及び「間接的影響」に対して，以

下の適切な防護措置を講じることで必要な機能を損

なうおそれがない設計とする。【7条火山 5】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 イ. 直接的影響に対する設計方針 

(イ) 構造物への荷重 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設

に影響を及ぼす可能性のある施設のうち，屋外に設置

している施設並びに防護措置として設置する火山防

護対策設備については，降下火砕物が堆積しやすい構

造を有する場合には荷重による影響を考慮する。【7条

火山 6】 

Ⅵ-1-1-3-4-1 火山への配慮に関する基本方針 

2. 火山防護に関する基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針 

(1) 設計方針 

a. 構造物への荷重に対する設計方針 

(2) 荷重の組合せ及び許容限界 

a. 荷重の種類 

b. 荷重の組合せ 

 

Ⅵ-3-別添 2 火山への配慮が必要な施設の強度計算

書 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.4 火山の影響 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.3 火山への配慮が必要な施設の強度評価 

 これらの施設については，降下火砕物を除去するこ

とにより，降下火砕物による荷重並びに火山と組み合

わせる積雪及び風（台風）の荷重を短期的な荷重とし

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

3. 外部からの衝撃への配慮 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.4 火山の影響 

12. 材料及び構造に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

て考慮し，機能を損なうおそれがないよう構造健全性

を維持する設計とする。【7条火山 7】 

なお，降下火砕物が長期的に堆積しないよう，当該

施設に堆積する降下火砕物を適宜除去することを保

安規定に定めて管理する。【7条火山 8】 

3.1 自然現象 

3.1.1 自然現象に対する具体的な設計上の配慮 

(6) 積雪 

 

Ⅵ-1-1-3-4-1 火山への配慮に関する基本方針 

2. 火山防護に関する基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針 

(1) 設計方針 

a. 構造物への荷重に対する設計方針 

(2) 荷重の組合せ及び許容限界 

 

Ⅵ-1-1-3-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の

設計方針 

3. 施設分類 

3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子と

の関連 

4. 要求機能及び性能目標 

4.1 構造物への荷重を考慮する施設 

(3) 性能目標 

a. 設備 

(a) 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補

機海水ポンプ 

(b) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関給気

口 

(c) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼ

ル機関排気消音器及び排気管 

b. 建物等 

(a) 原子炉建物 

(b) 制御室建物 

(c) タービン建物 

(d) 廃棄物処理建物 

(e) 排気筒モニタ室 

12.3 火山への配慮が必要な施設の強度評価 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

(f) ディーゼル燃料貯蔵タンク室及びＢ－ディーゼ

ル燃料貯蔵タンク格納槽 

c. 火山防護対策設備 

(a) 取水槽循環水ポンプエリア防護対策設備 

(b) ディーゼル燃料移送ポンプ防護対策設備 

 

Ⅵ-3-別添 2 火山への配慮が必要な施設の強度計算

書 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 屋内の重大事故等対処設備については，降下火砕物

による短期的な荷重により機能を損なわないように，

降下火砕物による組合せを考慮した荷重に対し安全

裕度を有する建物内に設置する設計とする。【7条火山

9】 

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

2. 基本方針 

2.1 自然現象 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.4 火山の影響 

 屋外の重大事故等対処設備については，降下火砕物

による荷重により機能を損なわないように，降下火砕

物を適宜除去することにより，設計基準事故対処設備

等の安全機能と同時に重大事故等対処設備の重大事

故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそ

れがない設計とする。【7条火山 10】 

なお，降下火砕物により必要な機能を損なうおそれ

がないよう，屋外の重大事故等対処設備に堆積する降

下火砕物を適宜除去することを保安規定に定めて管

理する。【7条火山 11】 

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

2. 基本方針 

2.1 自然現象 

 

Ⅵ-1-1-3-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の

設計方針 

3. 施設分類 

3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子と

の関連 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.4 火山の影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 (ロ) 閉塞 

ｉ. 水循環系の閉塞 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設

に影響を及ぼす可能性のある施設のうち，降下火砕物

を含む海水の流路となる施設については，降下火砕物

Ⅵ-1-1-3-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の

設計方針 

5. 機能設計 

5.2 水循環系の閉塞を考慮する施設 

(1) 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.4 火山の影響 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

に対し，機能を損なうおそれがないよう，降下火砕物

の粒径に対し十分な大きさの流路を設けることによ

り，水循環系の狭隘部が閉塞しない設計とする。【7

条火山 12】 

機海水ポンプの設計方針 

(2) 原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレ

イ補機海水ストレーナの設計方針 

(3) 原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレ

イ補機冷却系熱交換器の設計方針 

(4) 取水設備（除じん機）の設計方針 

 ⅱ. 換気系，電気系及び計測制御系に対する機械的

影響（閉塞） 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設

に影響を及ぼす可能性のある施設のうち，降下火砕物

を含む空気の流路となる換気空調設備（中央制御室空

調換気系，原子炉建物付属棟空調換気系）については，

降下火砕物に対し，機能を損なうおそれがないよう，

外気取入口にフィルタを設置することにより，フィル

タメッシュより大きな降下火砕物が内部に侵入しに

くい設計とし，さらに降下火砕物がフィルタに付着し

た場合でも取替え又は清掃が可能な構造とすること

で，降下火砕物により閉塞しない設計とする。【7条火

山 13】 

Ⅵ-1-1-3-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の

設計方針 

5. 機能設計 

5.3 換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を

考慮する施設 

(4) 換気空調設備（中央制御室空調換気系，原子炉

建物付属棟空調換気系）（外気取入口）の設計方針 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.4 火山の影響 

 換気空調設備（中央制御室空調換気系，原子炉建物

付属棟空調換気系）以外の降下火砕物を含む空気の流

路となる換気系，電気系及び計測制御系の施設につい

ても，降下火砕物に対し，機能を損なうおそれがない

よう，降下火砕物が侵入しにくい構造，又は降下火砕

物が侵入した場合でも，降下火砕物により流路が閉塞

しない設計とする。【7条火山 14】 

Ⅵ-1-1-3-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の

設計方針 

5. 機能設計 

5.3 換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を

考慮する施設 

(1) 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補

機海水ポンプの設計方針 

(2) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼ

ル機関の設計方針 

(3) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送

ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備ディーゼル燃料移送ポンプの設計方針 

(5) 排気筒（空調換気系用，非常用ガス処理系用）

の設計方針 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.4 火山の影響 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

(6) 排気筒モニタの設計方針 

 なお，降下火砕物により閉塞しないよう給気隔離弁

の閉止，換気空調設備の停止又は系統隔離運転モード

とすること等を保安規定に定めて管理する。【7条火山

15】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 (ハ) 摩耗 

ｉ. 水循環系の内部における摩耗 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設

に影響を及ぼす可能性のある施設のうち，降下火砕物

を含む海水の流路となる施設の内部における摩耗に

ついては，主要な降下火砕物は砂と同等又は砂より硬

度が低くもろいことから，摩耗による影響は小さい

が，降下火砕物に対し，機能を損なうおそれがないよ

う，定期的な内部点検及び日常保守管理により，摩耗

しにくい設計とする。【7条火山 16】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 なお，降下火砕物により摩耗が進展しないよう，日

常保守管理における点検及び必要に応じた補修の実

施を保安規定に定めて管理する。【7条火山 17】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 ⅱ. 換気系，電気系及び計測制御系に対する機械的

影響（摩耗） 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設

に影響を及ぼす可能性のある施設のうち，降下火砕物

を含む空気を取り込みかつ摺動部を有する換気系，電

気系及び計測制御系の施設については，降下火砕物に

対し，機能を損なうおそれがないよう，降下火砕物が

侵入しにくい構造とすること又は摩耗しにくい材料

を使用することにより，摩耗しにくい設計とする。【7

条火山 18】 

Ⅵ-1-1-3-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の

設計方針 

5. 機能設計 

5.4 水循環系，換気系，電気系及び計測制御系にお

ける摩耗を考慮する施設 

(4) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼ

ル機関の設計方針 

(5) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送

ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ 

ル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプの設計方針 

(6) 換気空調設備（中央制御室空調換気系，原子炉

建物付属棟空調換気系）（外気取入口）の設計方針 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.4 火山の影響 

 なお，降下火砕物により摩耗が進展しないよう，給

気隔離弁の閉止，換気空調設備の停止等を保安規定に

定めて管理する。【7条火山 19】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 (ニ) 腐食 

ⅰ. 構造物の化学的影響（腐食） 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設

に影響を及ぼす可能性のある施設のうち，屋外に設置

している施設並びに防護措置として設置する火山防

護対策設備については，降下火砕物に対し，機能を損

なうおそれがないよう，耐食性のある材料の使用又は

塗装を実施することにより，降下火砕物による短期的

な腐食が発生しない設計とする。【7条火山 20】 

Ⅵ-1-1-3-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の

設計方針 

5. 機能設計 

5.5 構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制

御系における腐食を考慮する施設 

(1) 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補

機海水ポンプの設計方針 

(2) 原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレ

イ補機海水ストレーナの設計方針 

(4) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼ

ル機関の設計方針 

(5) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送

ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備ディーゼル燃料移送ポンプの設計方針 

(8) 排気筒（空調換気系用，非常用ガス処理系用）

の設計方針 

(9) 排気筒モニタの設計方針 

(10) 原子炉建物の設計方針 

(11) 制御室建物の設計方針 

(12) タービン建物の設計方針 

(13) 廃棄物処理建物の設計方針 

(14) 排気筒モニタ室の設計方針 

(15) ディーゼル燃料貯蔵タンク室及びＢ－ディー

ゼル燃料貯蔵タンク格納槽の設計方針 

(16) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及

び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディー

ゼル機関排気消音器及び排気管の設計方針 

(18) 取水槽循環水ポンプエリア防護対策設備の設

計方針 

(19) ディーゼル燃料移送ポンプ防護対策設備の設

計方針 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.4 火山の影響 

 なお，降下火砕物により長期的な腐食の影響が生じ

ないよう，日常保守管理における点検及び補修の実施
運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

を保安規定に定めて管理する。【7条火山 21】 

 屋内の重大事故等対処設備については，降下火砕物

による短期的な腐食により機能を損なわないように，

耐食性のある塗装を実施した建物内に設置する設計

とする。【7条火山 22】 

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

2. 基本方針 

2.1 自然現象 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.4 火山の影響 

 屋外の重大事故等対処設備については，降下火砕物

を適宜除去することにより，降下火砕物による腐食に

対して，設計基準事故対処設備等の安全機能と同時に

重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。【7

条火山 23】 

なお，降下火砕物により腐食の影響が生じないよ

う，屋外の重大事故等対処設備に堆積する降下火砕物

を適宜除去することを保安規定に定めて管理する。【7

条火山 24】 

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

2. 基本方針 

2.1 自然現象 

 

Ⅵ-1-1-3-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の

設計方針 

3. 施設分類 

3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子と

の関連 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.4 火山の影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 ⅱ. 水循環系の化学的影響（腐食） 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設

に影響を及ぼす可能性のある施設のうち，降下火砕物

を含む海水の流路となる施設については，降下火砕物

に対し，機能を損なうおそれがないよう，耐食性のあ

る材料の使用又は塗装を実施することにより，降下火

砕物による短期的な腐食が発生しない設計とする。【7

条火山 25】 

Ⅵ-1-1-3-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の

設計方針 

5. 機能設計 

5.5 構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制

御系における腐食を考慮する施設 

(1) 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補

機海水ポンプの設計方針 

(2) 原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレ

イ補機海水ストレーナの設計方針 

(3) 原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレ

イ補機冷却系熱交換器の設計方針(17) 取水設備

（除じん装置）の設計方針 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.4 火山の影響 

 なお，降下火砕物により長期的な腐食の影響が生じ

ないよう，日常保守管理における点検及び補修の実施

を保安規定に定めて管理する。【7条火山 26】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 ⅲ. 換気系，電気系及び計測制御系に対する化学的 Ⅵ-1-1-3-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の 6. 自然現象等への配慮に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

影響（腐食） 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設

に影響を及ぼす可能性のある施設のうち，降下火砕物

を含む空気の流路となる施設については，降下火砕物

に対し，機能を損なうおそれがないよう，降下火砕物

が侵入しにくい構造とすること，耐食性のある材料の

使用又は塗装を実施することにより，降下火砕物によ

る短期的な腐食が発生しない設計とする。【7 条火山

27】 

設計方針 

5. 機能設計 

5.5 構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制

御系における腐食を考慮する施設 

(1) 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補

機海水ポンプの設計方針 

(4) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼ

ル機関の設計方針 

(5) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送

ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備ディーゼル燃料移送ポンプの設計方針 

(6) 換気空調設備（中央制御室空調換気系，原子炉

建物付属棟空調換気系）（外気取入口）の設計方針 

(7) 計測制御系統施設（安全保護系盤）及び非常用

電源設備（計装用無停電交流電源装置及びロードセ

ンタ）の設計方針 

(9) 排気筒モニタの設計方針 

6.4 火山の影響 

 なお，降下火砕物により長期的な腐食の影響が生じ

ないよう，日常保守管理における点検，補修の実施等

を保安規定に定めて管理する。【7条火山 28】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 (ホ) 発電所周辺の大気汚染 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設

に影響を及ぼす可能性のある施設のうち，中央制御室

空調換気系については，降下火砕物に対し，機能を損

なうおそれがないよう，バグフィルタを設置すること

により，降下火砕物が中央制御室（１，２号機共用（以

下同じ。））に侵入しにくい設計とする。【7条火山 29】 

Ⅵ-1-1-3-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の

設計方針 

5. 機能設計 

5.6 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設 

(1) 換気空調設備（中央制御室空調換気系）の設計

方針 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.4 火山の影響 

 また，中央制御室空調換気系については，給気隔離

弁の閉止及び系統隔離運転モードとすることにより，

中央制御室内への降下火砕物の侵入を防止する。さら

に外気取入遮断時において，酸素濃度及び二酸化炭素

濃度の影響評価を実施し，室内の居住性を確保する設

計とする。【7条火山 30】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 



62              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

なお，降下火砕物による中央制御室の大気汚染を防

止するよう系統隔離運転モードとすること等を保安

規定に定めて管理する。【7条火山 31】 

 (ヘ) 絶縁低下 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設

に影響を及ぼす可能性のある施設のうち，空気を取り

込む機構を有する電気系及び計測制御系の盤の絶縁

低下については，降下火砕物に対し，機能を損なうお

それがないよう，計測制御系統施設（安全保護系盤），

非常用電源設備（計装用無停電交流電源装置及びロー

ドセンタ）の設置場所の換気空調設備にバグフィルタ

を設置することにより，降下火砕物が侵入しにくい設

計とする。【7条火山 32】 

Ⅵ-1-1-3-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の

設計方針 

5. 機能設計 

5.7 絶縁低下を考慮する施設 

(1) 計測制御系統施設（安全保護系盤）及び非常用

電源設備（計装用無停電交流電源装置及びロードセ

ンタ）の設計方針 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.4 火山の影響 

 なお，中央制御室空調換気系については，降下火砕

物による安全保護系盤等の絶縁低下を防止するよう，

給気隔離弁の閉止及び系統隔離運転モードとするこ

と等を保安規定に定めて管理する。【7条火山 33】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 ロ. 間接的影響に対する設計方針 

降下火砕物による間接的影響である長期（7 日間）

の外部電源喪失及び発電所外での交通の途絶による

アクセス制限事象に対し発電用原子炉及び燃料プー

ルの安全性を損なわないようにするために，7 日間の

電源供給が継続できるよう，非常用ディーゼル発電設

備（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備を含む。）

の燃料を貯蔵するためのディーゼル燃料貯蔵タンク

及び燃料を移送するためのディーゼル燃料移送ポン

プ等を降下火砕物の影響を受けないよう設置する設

計とする。【7条火山 34】 

Ⅵ-1-1-3-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の

設計方針 

5. 機能設計 

5.8 間接的影響を考慮する施設 

(1) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼ

ル機関の設計方針 

(2) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵

タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備ディーゼル燃料貯蔵タンクの設計方針 

(3) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送

ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備ディーゼル燃料移送ポンプの設計方針 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.4 火山の影響 

c. 風（台風） 

安全機能を有する構築物，系統及び機器は，風荷重

を建築基準法に基づき設定し，防護する設計とする。 

 

c. 風（台風） 

外部事象防護対象施設は，設計基準風速による風荷

重に対して，機械的強度を有することにより，安全機

能を損なわない設計とする。【7条風 1】 

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

3. 外部からの衝撃への配慮 

3.1 自然現象 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

3.1.1 自然現象に対する具体的な設計上の配慮 

(2) 風（台風） 

 重大事故等対処設備は，建物内への設置又は設計基

準事故対処設備等及び同じ機能を有する他の重大事

故等対処設備と位置的分散を図り設置するとともに，

環境条件等を考慮することにより，設計基準事故対処

設備等の安全機能と同時にその機能を損なわない設

計とする。【7条風 2】 

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

3. 外部からの衝撃への配慮 

3.1 自然現象 

3.1.1 自然現象に対する具体的な設計上の配慮 

(2) 風（台風） 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

d. 凍結 

安全機能を有する構築物，系統及び機器は，凍結に

対して，最低気温を考慮し，屋外機器で凍結のおそれ

のあるものは必要に応じて凍結防止対策を行う設計

とする。 

d. 凍結 

外部事象防護対象施設は，設計基準温度による凍結

に対して，屋内設備については換気空調設備により環

境温度を維持し，屋外設備については保温等の凍結防

止対策を必要に応じて行うことにより，安全機能を損

なわない設計とする。【7条凍結 1】 

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

3. 外部からの衝撃への配慮 

3.1 自然現象 

3.1.1 自然現象に対する具体的な設計上の配慮 

(4) 凍結 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

 重大事故等対処設備は，建物内への設置又は設計基

準事故対処設備等及び同じ機能を有する他の重大事

故等対処設備と位置的分散を図り設置するとともに，

環境条件等を考慮することにより，設計基準事故対処

設備等の安全機能と同時にその機能を損なわない設

計とする。【7条凍結 2】 

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

3. 外部からの衝撃への配慮 

3.1 自然現象 

3.1.1 自然現象に対する具体的な設計上の配慮 

(4) 凍結 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

 e. 降水 

外部事象防護対象施設は，設計基準降水量の降水に

よる浸水に対して，設計基準降水量を上回る排水能力

を有する構内排水路による海域への排水及び建物止

水処置を行うとともに，設計基準降水量の降水による

荷重に対して，排水口による海域への排水を行うこと

により，安全機能を損なわない設計とする。【7条降水

1】 

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

3. 外部からの衝撃への配慮 

3.1 自然現象 

3.1.1 自然現象に対する具体的な設計上の配慮 

(5) 降水 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

 重大事故等対処設備は，建物内への設置又は設計基

準事故対処設備等及び同じ機能を有する他の重大事

故等対処設備と位置的分散を図り設置するとともに，

環境条件等を考慮することにより，設計基準事故対処

設備等の安全機能と同時にその機能を損なわない設

計とする。【7条降水 2】 

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

3. 外部からの衝撃への配慮 

3.1 自然現象 

3.1.1 自然現象に対する具体的な設計上の配慮 

(5) 降水 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

f. 積雪 

安全機能を有する構築物，系統及び機器は，積雪荷

重を建築基準法に基づき設定し，防護する設計とす

る。 

 

f. 積雪 

外部事象防護対象施設は，設計基準積雪量による積

雪荷重に対して，機械的強度を有すること，また，換

気空調設備の給・排気口を閉塞させないことにより，

安全機能を損なわない設計とする。【7条積雪 1】 

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

3. 外部からの衝撃への配慮 

3.1 自然現象 

3.1.1 自然現象に対する具体的な設計上の配慮 

(6) 積雪 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

 重大事故等対処設備は，建物内への設置又は設計基

準事故対処設備等及び同じ機能を有する他の重大事

故等対処設備と位置的分散を図り設置するとともに，

環境条件等を考慮すること，及び除雪を実施すること

により，設計基準事故対処設備等の安全機能と同時に

その機能を損なわない設計とする。【7条積雪 2】 

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

3. 外部からの衝撃への配慮 

3.1 自然現象 

3.1.1 自然現象に対する具体的な設計上の配慮 

(6) 積雪 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

 なお，除雪を適宜実施することを保安規定に定めて

管理する。【7条積雪 3】 
運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 g. 落雷 

外部事象防護対象施設は，発電所の雷害防止対策と

して，原子炉建物等への避雷針の設置を行うととも

に，設計基準電流値による雷サージに対して，接地網

の敷設による接地抵抗の低減等及び安全保護系への

雷サージ侵入の抑制を図る回路設計を行うことによ

り，安全機能を損なわない設計とする。【7条落雷 1】 

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

3. 外部からの衝撃への配慮 

3.1 自然現象 

3.1.1 自然現象に対する具体的な設計上の配慮 

(7) 落雷 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

 重大事故等対処設備は，建物内への設置又は設計基

準事故対処設備等及び同じ機能を有する他の重大事

故等対処設備と位置的分散を図り設置するとともに，

必要に応じ避雷設備又は接地設備により防護するこ

とにより，設計基準事故対処設備等の安全機能と同時

にその機能を損なわない設計とする。【7条落雷 2】 

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

3. 外部からの衝撃への配慮 

3.1 自然現象 

3.1.1 自然現象に対する具体的な設計上の配慮 

(7) 落雷 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

h. 地滑り 

安全機能を有する構築物，系統及び機器は，地滑り

に対して，基礎地盤の改良等を行うことにより，防護

する設計とする。 

h. 地滑り・土石流 

外部事象防護対象施設は，地滑り・土石流に対して，

斜面からの離隔距離を確保し地滑り・土石流のおそれ

がない位置に設置することにより，安全機能を損なわ

ない設計とする。【7条地滑り・土石流 1】 

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

3. 外部からの衝撃への配慮 

3.1 自然現象 

3.1.1 自然現象に対する具体的な設計上の配慮 

(8) 地滑り・土石流 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

 重大事故等対処設備は，斜面からの離隔距離を確保 Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象 6. 自然現象等への配慮に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

し地滑り・土石流のおそれがない位置に設置すること

又は設計基準事故対処設備等及び同じ機能を有する

他の重大事故等対処設備と位置的分散を図り設置す

ることにより，設計基準事故対処設備等の安全機能と

同時にその機能を損なわない設計とする。【7 条地滑

り・土石流 2】 

等による損傷の防止に関する基本方針 

3. 外部からの衝撃への配慮 

3.1 自然現象 

3.1.1 自然現象に対する具体的な設計上の配慮 

(8) 地滑り・土石流 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

 i. 生物学的事象 

外部事象防護対象施設は，生物学的事象に対して，

海生生物であるクラゲ等の発生を考慮して除じん機

及び海水ストレーナを設置し，必要に応じて塵芥を除

去すること，また，小動物の侵入に対して，屋内設備

は建物止水処置により，屋外設備は端子箱貫通部の閉

止処置を行うことにより，安全機能を損なわない設計

とする。【7条生物 1】 

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

3. 外部からの衝撃への配慮 

3.1 自然現象 

3.1.1 自然現象に対する具体的な設計上の配慮 

(10) 生物学的事象 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

 重大事故等対処設備は，生物学的事象に対して，小

動物の侵入を防止し，海生生物に対して，予備を有す

ることにより，設計基準事故対処設備等の安全機能と

同時にその機能を損なわない設計とする。【7条生物 2】 

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

3. 外部からの衝撃への配慮 

3.1 自然現象 

3.1.1 自然現象に対する具体的な設計上の配慮 

(10) 生物学的事象 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

 (2) 人為事象 

a. 外部火災 

想定される外部火災において，火災・爆発源を発電

所敷地内及び敷地外に設定し外部事象防護対象施設

に係る温度や距離を算出し，それらによる影響評価を

行い，最も厳しい火災・爆発が発生した場合において

も安全機能を損なわない設計とする。【7条外火 1】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 外部事象防護対象施設は，防火帯の設置，離隔距離

の確保，建物による防護によって，安全機能を損なわ

ない設計とする。【7条外火 2】 

Ⅵ-1-1-3-5-1 外部火災への配慮に関する基本方針 

2. 外部火災防護に関する基本方針 

2.1 基本方針 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

6.5 外部火災 

 重大事故等対処設備は，建物内への設置又は設計基

準事故対処設備等及び同じ機能を有する他の重大事

故等対処設備と位置的分散を図り設置するとともに，

防火帯により防護することにより，設計基準事故対処

Ⅵ-1-1-3-5-1 外部火災への配慮に関する基本方針 

2. 外部火災防護に関する基本方針 

2.1 基本方針 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

6.5 外部火災 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

設備等の安全機能と同時にその機能を損なわない設

計とする。【7条外火 3】 

 外部火災の影響については，定期的な評価の実施を

保安規定に定めて管理する。【7条外火 4】 
運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 (a) 防火帯幅の設定に対する設計方針 

人為事象として想定される森林火災については，森

林火災シミュレーション解析コードを用いて求めた

最大火線強度から設定し，設置（変更）許可を受けた

防火帯（約 21m）を敷地内に設ける設計とする。【7条

外火 5】 

Ⅵ-1-1-3-5-1 外部火災への配慮に関する基本方針 

2. 外部火災防護に関する基本方針 

2.1 基本方針 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

6.5 外部火災 

 また，防火帯は延焼防止効果を損なわない設計と

し，防火帯に可燃物を含む機器等を設置する場合は必

要最小限とすることを保安規定に定めて管理する。【7

条外火 6】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 (b) 発電所敷地内の火災源に対する設計方針 

火災源として，森林火災，発電所敷地内に設置する

屋外の危険物タンク等の火災，航空機墜落による火

災，敷地内の危険物タンクの火災と航空機墜落による

火災が同時に発生した場合の重畳火災を想定し，火災

源からの外部事象防護対象施設への熱影響を評価す

る。【7条外火 7】 

外部事象防護対象施設の評価条件を以下のように

設定し，評価する。評価結果より火災源ごとに輻射強

度，燃焼継続時間等を求め，外部事象防護対象施設（建

物を除く。）を内包する建物（垂直外壁面及び天井ス

ラブから選定した，火災の輻射に対して最も厳しい箇

所）の表面温度が許容温度（200℃）となる危険距離

及び建物を除く屋外の外部事象防護対象施設の温度

が許容温度（原子炉補機海水ポンプ（高圧炉心スプレ

イ補機海水ポンプを含む。）の冷却空気温度 55℃，排

気筒の表面温度 325℃）となる危険距離を算出し，そ

の危険距離を上回る離隔距離を確保する設計，又は建

物表面温度及び建物を除く屋外の外部事象防護対象

施設の温度を算出し，その温度が許容温度を満足する

― 
― 

（冒頭宣言） 



67              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

設計とする。【7条外火 8】 

 ・森林火災については，発電所周辺の植生を確認し，

作成した植生データ等をもとに求めた，設置（変更）

許可を受けた防火帯の外縁（火炎側）における最大火

線強度から算出される火炎輻射発散度（118kW/m2）に

よる危険距離を求め評価する。【7条外火 9】 

Ⅵ-1-1-3-5-6 外部火災防護における評価条件及び

評価結果 

2. 評価条件及び評価結果 

2.1 発電所敷地内の火災源に対する評価条件及び評

価結果 

2.1.1 森林火災 

(1) 危険距離の評価条件及び評価結果 

b. 外部火災の影響を考慮する施設の評価条件及び

評価結果 

(a) 外部事象防護対象施設を内包する建物 

(b) 海水ポンプ 

(c) 排気筒 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

6.5 外部火災 

 ・発電所敷地内に設置する危険物タンク等の火災につ

いては，貯蔵量等を勘案して火災源ごとに建物表面温

度及び建物を除く屋外の外部事象防護対象施設の温

度を求め評価する。【7条外火 10】 

Ⅵ-1-1-3-5-6 外部火災防護における評価条件及び

評価結果 

2. 評価条件及び評価結果 

2.1 発電所敷地内の火災源に対する評価条件及び評

価結果 

2.1.2 発電所敷地内に設置する危険物タンク等の火

災 

(1) 温度の評価条件及び評価結果 

a. 重油タンク火災 

(a) 建物（タービン建物）の評価条件及び評価結果 

(b) 海水ポンプの評価条件及び評価結果 

(c) 排気筒の評価条件及び評価結果 

b. ガスタービン発電機用軽油タンク火災 

(a) 建物（原子炉建物）の評価条件及び評価結果 

(b) 海水ポンプの評価条件及び評価結果 

(c) 排気筒の評価条件及び評価結果 

c. 主変圧器火災 

(a) 建物（タービン建物）の評価条件及び評価結果 

(b) 海水ポンプの評価条件及び評価結果 

(C) 排気筒の評価条件及び評価結果 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

6.5 外部火災 

 また，燃料補充用のタンクローリ火災が発生した場 運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

合の影響については，燃料補充時は監視人が立会を実

施することを保安規定に定めて管理し，万一の火災発

生時は速やかに消火活動が可能とすることにより，外

部事象防護対象施設に影響がない設計とする。【7条外

火 11】 

 ・航空機墜落による火災については，「実用発電用原

子炉施設への航空機落下確率の評価基準について」

（平成 21・06・25 原院第 1 号（平成 21 年 6 月 30 日

原子力安全・保安院一部改正））により落下確率が 10-7

（回／炉・年）となる面積及び離隔距離を算出し，外

部事象防護対象施設への影響が最も厳しくなる地点

で火災が起こることを想定し，建物表面温度及び建物

を除く屋外の外部事象防護対象施設の温度を求め評

価する。【7条外火 12】 

Ⅵ-1-1-3-5-6 外部火災防護における評価条件及び

評価結果 

2. 評価条件及び評価結果 

2.1 発電所敷地内の火災源に対する評価条件及び評

価結果 

2.1.3 航空機墜落による火災 

(1) 標的面積と離隔距離の評価条件及び評価結果 

(2) 温度の評価条件及び評価結果 

a. 建物（原子炉建物） 

b. 海水ポンプ 

c. 排気筒 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

6.5 外部火災 

 ・敷地内の危険物タンクの火災と航空機墜落による火

災の重畳については，各々の火災の評価条件により算

出した輻射強度，燃焼継続時間等により，外部事象防

護対象施設の受熱面に対し，最も厳しい条件となる火

災源と外部事象防護対象施設を選定し，建物表面温度

及び建物を除く屋外の外部事象防護対象施設の温度

を求め評価する。【7条外火 13】 

Ⅵ-1-1-3-5-6 外部火災防護における評価条件及び

評価結果 

2. 評価条件及び評価結果 

2.1 発電所敷地内の火災源に対する評価条件及び評

価結果 

2.1.4 発電所敷地内に設置する危険物タンクの火災

と航空機墜落による重畳火災 

(1) 温度の評価条件及び評価結果 

b. 評価結果 

(a) 建物（原子炉建物） 

(b) 海水ポンプ 

(c) 排気筒 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

6.5 外部火災 

 (c) 発電所敷地外の火災・爆発源に対する設計方針 

発電所敷地外での火災・爆発源に対して，必要な離

隔距離を確保することで，外部事象防護対象施設の安

全機能を損なわない設計とする。【7条外火 14】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 ・発電所敷地外 10km 以内の範囲において，火災・爆

発により発電用原子炉施設に影響を及ぼすような石

Ⅵ-1-1-3-5-6 外部火災防護における評価条件及び

評価結果 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 



69              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

油コンビナート施設は存在しないため，火災・爆発に

よる発電用原子炉施設への影響については考慮しな

い。【7条外火 15】 

2. 評価条件及び評価結果 

2.2 発電所敷地外の火災・爆発源に対する評価条件

及び評価結果 

2.2.1 石油コンビナート施設の火災・爆発 

6.5 外部火災 

 ・発電所敷地外半径 10km 以内の危険物貯蔵施設，燃

料輸送車両及び漂流船舶の火災については，火災源ご

とに外部事象防護対象施設（建物を除く。）を内包す

る建物（垂直外壁面及び天井スラブから選定した，火

災の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度が許容

温度となる危険距離及び建物を除く屋外の外部事象

防護対象施設の温度が許容温度となる危険距離を求

め評価する。【7条外火 16】 

Ⅵ-1-1-3-5-6 外部火災防護における評価条件及び

評価結果 

2. 評価条件及び評価結果 

2.2 発電所敷地外の火災・爆発源に対する評価条件

及び評価結果 

2.2.2 危険物貯蔵施設の火災 

(1) 危険距離の評価条件及び評価結果 

a. 建物（タービン建物） 

b. 海水ポンプ 

c. 排気筒 

2.2.3 燃料輸送車両の火災・爆発 

(1) 燃料輸送車両の火災 

a. 危険距離の評価条件及び評価結果 

(a) 建物（原子炉建物） 

(b) 海水ポンプ 

(c) 排気筒 

2.2.4 漂流船舶の火災 

(1) 危険距離の評価条件及び評価結果 

a．建物（タービン建物） 

b．海水ポンプ 

c．排気筒 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

6.5 外部火災 

 ・発電所敷地外半径 10km 以内の燃料輸送車両の爆発

については，爆発源ごとにガス爆発の爆風圧が

0.01MPa となる危険限界距離及びガス爆発による容器

破裂時の破片の最大飛散距離を求め評価する。【7条外

火 17】 

Ⅵ-1-1-3-5-6 外部火災防護における評価条件及び

評価結果 

2. 評価条件及び評価結果 

2.2 発電所敷地外の火災・爆発源に対する評価条件

及び評価結果 

2.2.3 燃料輸送車両の火災・爆発 

(2) 燃料輸送車両の爆発 

a. 危険限界距離の評価条件及び評価結果 

b. 容器破裂時における破片の最大飛散距離の評価

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

6.5 外部火災 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

条件及び評価結果 

 (d) 二次的影響（ばい煙）に対する設計方針 

屋外に開口しており空気の流路となる施設及び換

気空調設備に対し，ばい煙の侵入を防止するため適切

な防護対策を講じることで，外部事象防護対象施設の

安全機能を損なわない設計とする。【7条外火 18】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 イ. 換気空調設備 

外部火災によるばい煙が発生した場合には，侵入を

防止するためバグフィルタを設置する設計とする。【7

条外火 19】 

Ⅵ-1-1-3-5-7 二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスに

対する設計 

2. 二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスに対する設計 

2.1 二次的影響（ばい煙）に対する設計 

(1) 外気を取り込む空調系統（換気空調設備） 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

6.5 外部火災 

 なお，室内に滞在する人員の環境劣化を防止するた

めに，ばい煙の侵入を防止するよう給気隔離弁及び排

気隔離弁の閉止，系統隔離運転モードへの切替えの実

施による外気の遮断及び空調ファンの停止による外

気流入の抑制を保安規定に定めて管理する。【7条外火

20】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 ロ. 非常用ディーゼル発電設備（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備を含む。） 

非常用ディーゼル発電設備（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電設備を含む。）については，フィルタを

設置することによりばい煙が容易に侵入しにくい設

計とする。【7条外火 21】 

Ⅵ-1-1-3-5-7 二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスに

対する設計 

2. 二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスに対する設計 

2.1 二次的影響（ばい煙）に対する設計 

(2) 外気を設備内に取り込む機器（非常用ディーゼ

ル発電設備） 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

6.5 外部火災 

 また，ばい煙が侵入したとしてもばい煙が流路に溜

まりにくい構造とし，ばい煙により閉塞しない設計と

する。【7条外火 22】 

Ⅵ-1-1-3-5-7 二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスに

対する設計 

2. 二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスに対する設計 

2.1 二次的影響（ばい煙）に対する設計 

(2) 外気を設備内に取り込む機器（非常用ディーゼ

ル発電設備） 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

6.5 外部火災 

 ハ. 安全保護系 

外部事象防護対象施設のうち空調系統にて空調管

理されており間接的に外気と接する安全保護系盤に

ついては，空調系統にバグフィルタを設置することに

よりばい煙が侵入しにくい設計とする。【7条外火 23】 

Ⅵ-1-1-3-5-7 二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスに

対する設計 

2. 二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスに対する設計 

2.1 二次的影響（ばい煙）に対する設計 

(3) 室内の空気を取り込む機器（安全保護系） 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

6.5 外部火災 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 (e) 有毒ガスに対する設計方針 

外部火災起因を含む有毒ガスが発生した場合には，

中央制御室内に滞在する人員の環境劣化を防止する

ために設置した給気隔離弁及び排気隔離弁の閉止，中

央制御室内の空気を循環させる系統隔離運転モード

への切替えの実施及び必要に応じ中央制御室以外の

空調ファンの停止により，有毒ガスの侵入を防止する

設計とする。【7条外火 24】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 なお，有毒ガスの侵入を防止するよう，給気隔離弁

及び排気隔離弁の閉止，系統隔離運転モードへの切替

えの実施による外気の遮断及び空調ファンの停止に

よる外気流入の抑制を保安規定に定めて管理する。【7

条外火 25】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 主要道路，鉄道路線，一般航路及び石油コンビナー

ト施設は離隔距離を確保することで事故等による火

災に伴う発電所への有毒ガスの影響がない設計とす

る。【7条外火 26】 

Ⅵ-1-1-3-5-7 二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスに

対する設計 

2. 二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスに対する設計 

2.2 有毒ガスに対する設計 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

6.5 外部火災 

 b. 船舶の衝突 

外部事象防護対象施設は，航路からの離隔距離を確

保すること，小型船舶が発電所近傍で漂流し，取水口

側に到達した場合であっても，深層から取水すること

により，安全機能を損なわない設計とする。【7条船舶

1】 

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

3. 外部からの衝撃への配慮 

3.2 人為事象 

3.2.1 人為事象に対する具体的な設計上の配慮 

(3) 船舶の衝突 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

 重大事故等対処設備は，航路からの離隔距離を確保

すること，小型船舶が発電所近傍で漂流した場合で

も，設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

することにより，船舶の衝突による取水性を損なうこ

とのない設計とする。【7条船舶 2】 

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

3. 外部からの衝撃への配慮 

3.2 人為事象 

3.2.1 人為事象に対する具体的な設計上の配慮 

(3) 船舶の衝突 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

 c. 電磁的障害 

外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備の

うち電磁波に対する考慮が必要な機器は，電磁波によ

りその機能を損なうことがないよう，ラインフィルタ

や絶縁回路の設置，又は鋼製筐体や金属シールド付ケ

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

3. 外部からの衝撃への配慮 

3.2 人為事象 

3.2.1 人為事象に対する具体的な設計上の配慮 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

ーブルの適用等により，電磁波の侵入を防止する設計

とする。【7条電磁 1】 

(4) 電磁的障害 

 d. 航空機の墜落 

可搬型重大事故等対処設備は，建物内に保管する

か，又は屋外において設計基準対象施設等と位置的分

散を図り保管する。【7条航空機 1】 

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する基本方針 

3. 外部からの衝撃への配慮 

3.2 人為事象 

3.2.1 人為事象に対する具体的な設計上の配慮 

(5) 航空機の墜落 

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

3. 火災 

3.1 火災による損傷の防止 

原子炉冷却系統施設の火災による損傷の防止の基

本設計方針については，火災防護設備の基本設計方針

に基づく設計とする。 

3. 火災 

3.1 火災による損傷の防止 

原子炉冷却系統施設の火災による損傷の防止の基

本設計方針については，火災防護設備の基本設計方針

に基づく設計とする。 

― 

「火災防護設備」の設工認添付説明書 

9. 火災による損傷の防止 

Ⅵ-1-10-12 「火災防護設備」の様式－1 

 

4. 溢水等 

4.1 溢水等による損傷の防止 

原子炉冷却系統施設の溢水等による損傷の防止の

基本設計方針については，浸水防護施設の基本設計方

針に基づく設計とする。 

― 

「浸水防護施設」の設工認添付説明書 

10. 溢水による損傷防止設計 

Ⅵ-1-10-13 「浸水防護施設」の様式－1 

5. 設備に対する要求 

5.1 安全設備，設計基準対象施設 

 

5.1.1 通常運転時の一般要求 

(1) 設計基準対象施設の機能 

設計基準対象施設は，通常運転時において発電用原

子炉の反応度を安全かつ安定的に制御でき，かつ，運

転時の異常な過渡変化時においても発電用原子炉固

有の出力抑制特性を有するとともに，発電用原子炉の

反応度を制御することにより，核分裂の連鎖反応を制

御できる能力を有する設計とする。 

5. 設備に対する要求 

5.1 安全設備，設計基準対象施設及び重大事故等対

処設備 

5.1.1 通常運転時の一般要求 

(1) 設計基準対象施設の機能 

設計基準対象施設は，通常運転時において発電用原

子炉の反応度を安全かつ安定的に制御でき，かつ，運

転時の異常な過渡変化時においても発電用原子炉固

有の出力抑制特性を有するとともに，発電用原子炉の

反応度を制御することにより，核分裂の連鎖反応を制

御できる能力を有する設計とする。【15条1】 

― 
― 

（記載追加のみ，変更なし） 

(2) 通常運転時に漏えいを許容する場合の措置 

設計基準対象施設は，通常運転時において，放射性

物質を含む液体を内包する容器，配管，ポンプ，弁そ

の他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た

場合においては，系統外に漏えいさせることなく，各

(2) 通常運転時に漏えいを許容する場合の措置 

設計基準対象施設は，通常運転時において，放射性

物質を含む液体を内包する容器，配管，ポンプ，弁そ

の他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た

場合においては，系統外に漏えいさせることなく，各

― 
― 

（変更なし） 



73              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

建物等に設けられた機器ドレン又は床ドレン等のサ

ンプ又はタンクに収集し，液体廃棄物処理設備に送水

する設計とする。 

建物等に設けられた機器ドレン又は床ドレン等のサ

ンプ又はタンクに収集し，液体廃棄物処理設備に送水

する設計とする。【15条4】 

5.1.2 多様性，位置的分散等 

(1) 多重性又は多様性及び独立性 

設置許可基準規則第 12条第 2 項に規定される「安

全機能を有する系統のうち，安全機能の重要度が特に

高い安全機能を有するもの」は，当該系統を構成する

機器に「(2) 単一故障」にて記載する単一故障が発

生した場合であって，外部電源が利用できない場合に

おいても，その系統の安全機能を達成できるよう，十

分高い信頼性を確保し，かつ，維持し得る設計とし，

原則，多重性又は多様性及び独立性を備える設計とす

る。 

5.1.2 多様性，位置的分散等 

(1) 多重性又は多様性及び独立性 

設置許可基準規則第 12条第 2 項に規定される「安

全機能を有する系統のうち，安全機能の重要度が特に

高い安全機能を有するもの」は，当該系統を構成する

機器に「(2) 単一故障」にて記載する単一故障が発

生した場合であって，外部電源が利用できない場合に

おいても，その系統の安全機能を達成できるよう，十

分高い信頼性を確保し，かつ，維持し得る設計とし，

原則，多重性又は多様性及び独立性を備える設計とす

る。【14条 1】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 重大事故等対処設備は，共通要因として，環境条件，

自然現象，発電所敷地又はその周辺において想定され

る発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為によるもの（以下

「外部人為事象」という。），溢水，火災及びサポート

系の故障を考慮する。【54条 1】 

発電所敷地で想定される自然現象として，地震，津

波，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地

滑り・土石流，火山の影響及び生物学的事象を選定す

る。【54条 2】 

自然現象の組合せについては，地震，津波，風（台

風），積雪及び火山の影響を考慮する。【54条 3】 

外部人為事象として，飛来物（航空機落下），火災・

爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落

下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを

選定する。【54条 4】 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

については，可搬型重大事故等対処設備による対策を

講じることとする。【54条 5】 

― 
― 

（用語の定義のみ） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

接続口から建物内に水又は電力を供給する経路に

ついては，常設重大事故等対処設備として設計する。

【54条 113】 

建物については，地震，津波，火災及び外部からの

衝撃による損傷を防止できる設計とする。【54条 6】 

重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏

まえ，可能な限り多様性を確保し，位置的分散を図る

ことを考慮する。【54条 7】 

 a. 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備並

びに燃料プールの冷却設備及び注水設備（以下「設計

基準事故対処設備等」という。）の安全機能と共通要

因によって同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，

独立性，位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設

計とする。 

ただし，常設重大事故防止設備のうち，計装設備に

ついては，重大事故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータの計測が困難となった場合に，当

該パラメータを推定するために必要なパラメータと

異なる物理量又は測定原理とする等，重大事故等に対

処するために監視することが必要なパラメータに対

して可能な限り多様性を有する方法により計測でき

る設計とするとともに，可能な限り位置的分散を図る

設計とする。【54条 60】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

11. 健全性に係る設計 

 環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生

した場合における温度，放射線，荷重及びその他の使

用条件において，常設重大事故防止設備がその機能を

確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環境条

件における健全性については「5.1.5 環境条件等」

に基づく設計とする。風（台風），凍結，降水，積雪

及び電磁的障害に対して常設重大事故防止設備は，環

境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。

【54条 61】 

― 
― 

（冒頭宣言） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 常設重大事故防止設備は，「1. 地盤等」に基づく

地盤に設置するとともに，地震，津波，火災及び溢水

に対して，「2.1 地震による損傷の防止」，「2.2 津

波による損傷の防止」，「3.1 火災による損傷の防

止」及び「4.1 溢水等による損傷の防止」に基づく

設計とする。【54条 62】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 地震，津波，溢水及び火災に対して常設重大事故防

止設備は，設計基準事故対処設備等と同時に機能を損

なうおそれがないように，可能な限り設計基準事故対

処設備等と位置的分散を図る。【54条 63】 

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑

り・土石流，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発

（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火

災等），有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対し

て，常設重大事故防止設備は，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物内に設置するか，又は設計

基準事故対処設備等と同時に機能が損なわれないよ

うに，設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り，

屋外に設置する。【54条 64】 

落雷に対して常設代替交流電源設備は，避雷設備等

により防護する設計とする。【54条 65】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

(1) 自然現象 

a. 地震，津波 

b. 風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地

滑り・土石流，火山の影響及び生物学的事象 

(2) 外部人為事象 

a. 火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，

航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突 

b. 飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズム 

(3) 溢水 

(4) 火災 

11. 健全性に係る設計 

 生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋

外の常設重大事故防止設備は，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれる

おそれのない設計とする。【54条 66】 

生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物からの影

響を受けるおそれのある常設重大事故防止設備は，侵

入防止対策により重大事故等に対処するための必要

な機能が損なわれるおそれのない設計とする。【54条

114】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

(1) 自然現象 

b. 風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地

滑り・土石流，火山の影響及び生物学的事象 

11. 健全性に係る設計 

 飛来物（航空機落下）に対して常設重大事故防止設

備は，設計基準事故対処設備等と同時にその機能が損

なわれないように，設計基準事故対処設備等と位置的

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

11. 健全性に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

分散を図り設置する。【54条 67】 2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

(2) 外部人為事象 

b. 飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズム 

 常設重大事故緩和設備についても，共通要因の特性

を踏まえ，可能な限り上記を考慮して多様性，位置的

分散を図る設計とする。【54条 68】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

(1) 自然現象 

a. 地震，津波 

b. 風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地

滑り・土石流，火山の影響及び生物学的事象 

(2) 外部人為事象 

a. 火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，

航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突 

b. 飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズム 

(3) 溢水 

(4) 火災 

11. 健全性に係る設計 

 サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給

される電力，空気，油及び冷却水を考慮し，常設重大

事故防止設備は設計基準事故対処設備等と異なる駆

動源，冷却源を用いる設計，又は駆動源，冷却源が同

じ場合は別の手段が可能な設計とする。また，常設重

大事故防止設備は設計基準事故対処設備等と可能な

限り異なる水源をもつ設計とする。【54条 69】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

(5) サポート系の故障 

11. 健全性に係る設計 

 b. 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備

等又は常設重大事故防止設備と共通要因によって同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう，共通要

因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置

的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とする。

― 
― 

（冒頭宣言） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

【54条 110】 

また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，

その他自然現象又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズム，設計基準事故対処設備等及び重大

事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で

常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

る設計とする。【54条 88】 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生

した場合における温度，放射線，荷重及びその他の使

用条件において，可搬型重大事故等対処設備がその機

能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環

境条件における健全性については「5.1.5 環境条件

等」に基づく設計とする。風（台風），凍結，降水，

積雪及び電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処

設備は，環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計

とする。【54条 111】 

 地震に対して，屋内の可搬型重大事故等対処設備

は，「1. 地盤等」に基づく地盤に設置された建物内

に保管する。屋外の可搬型重大事故等対処設備は，転

倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のす

べり，液状化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及

び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の

損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に

保管する設計とする。【54条 89】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

(1) 自然現象 

a. 地震，津波 

 

Ⅵ-1-1-7-別添 1 可搬型重大事故等対処設備の保管

場所及びアクセスルート 

2. 保管場所 

2.3 保管場所の評価方法及び結果 

2.3.1 周辺構造物の倒壊及び周辺タンク等の損壊 

2.3.2 周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべり 

2.3.3 液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜，

液状化に伴う浮き上がり 

2.3.4 地盤支持力の不足 

2.3.5 地中埋設構造物の損壊 

11. 健全性に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

Ⅵ-1-1-7-別添 2 可搬型重大事故等対処設備の設計

方針 

6. 構造強度設計 

6.1 構造強度の設計方針 

(1) 車両型設備 

(2) ボンベ設備 

(3) 可搬型空気浄化設備 

(4) その他設備 

6.3 機能維持の方針 

(1) 車両型設備 

(2) ボンベ設備 

(3) 可搬型空気浄化設備 

(3) その他設備 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 地震及び津波に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「2.1 地震による損傷の防止」及び「2.2 津波

による損傷の防止」に基づく設計とする。【54条 90】 

火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，「3.1 

火災による損傷の防止」に基づく火災防護を行う。【54

条 91】 

溢水に対して可搬型重大事故等対処設備は，「4.1 

溢水等による損傷の防止」に基づく設計とする。【54

条 92】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 地震，津波，溢水及び火災に対して可搬型重大事故

等対処設備は，設計基準事故対処設備等及び常設重大

事故等対処設備と同時に機能を損なうおそれがない

ように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設

重大事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に

分散して保管する設計とする。【54条 93】 

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑

り・土石流，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

(1) 自然現象 

a. 地震，津波 

b. 風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地

11. 健全性に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火

災等），有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対し

て，可搬型重大事故等対処設備は，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に保管するか，又は

設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設

備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように，

設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備と位置的分散を図り，防火帯の内側の複

数箇所に分散して保管する設計とする。クラゲ等の海

生生物から影響を受けるおそれのある屋外の可搬型

重大事故等対処設備は，予備を有する設計とする。【54

条 94】 

滑り・土石流，火山の影響及び生物学的事象 

(2) 外部人為事象 

a. 火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，

航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突 

b. 飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズム 

(3) 溢水 

(4) 火災 

 

Ⅵ-1-1-7-別添 1 可搬型重大事故等対処設備の保管

場所及びアクセスルート 

2. 保管場所 

2.3 保管場所の評価方法及び結果 

2.3.1 周辺構造物の倒壊及び周辺タンク等の損壊 

2.3.2 周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべり 

2.3.3 液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜，

液状化に伴う浮き上がり 

2.3.4 地盤支持力の不足 

2.3.5 地中埋設構造物の損壊 

 飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムに対して，屋内の可搬型重大

事故等対処設備は，可能な限り設計基準事故対処設備

等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的

分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とする。

【54条 95】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

(2) 外部人為事象 

b. 飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズム 

11. 健全性に係る設計 

 屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，設計

基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備が

設置されている建物から 100m 以上の離隔距離を確保

するとともに，当該可搬型重大事故等対処設備がその

機能を代替する屋外の設計基準事故対処設備等及び

常設重大事故等対処設備から 100m 以上の離隔距離を

確保した上で，複数箇所に分散して保管する設計とす

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

(2) 外部人為事象 

b. 飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機

11. 健全性に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

る。【54条 96】 の衝突その他のテロリズム 

 サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給

される電力，空気，油及び冷却水を考慮し，可搬型重

大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は常設

重大事故防止設備と異なる駆動源，冷却源を用いる設

計とするか，駆動源，冷却源が同じ場合は別の手段が

可能な設計とする。また，水源についても可能な限り，

異なる水源を用いる設計とする。【54条 112】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

(5) サポート系の故障 

11. 健全性に係る設計 

 c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対

処設備の接続口 

原子炉建物の外から水又は電力を供給する可搬型

重大事故等対処設備と常設設備との接続口は，共通要

因によって接続することができなくなることを防止

するため，それぞれ互いに異なる複数の場所に設置す

る設計とする。【54条 78】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

11. 健全性に係る設計 

 環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生

した場合における温度，放射線，荷重及びその他の使

用条件において，その機能を確実に発揮できる設計と

するとともに，接続口は，建物の異なる面の隣接しな

い位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位置に

複数箇所設置する。重大事故等時の環境条件における

健全性については，「5.1.5 環境条件等」に基づく

設計とする。風（台風），凍結，降水，積雪及び電磁

的障害に対しては，環境条件にて考慮し，機能が損な

われない設計とする。【54条 79】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 地震に対して接続口は，「1. 地盤等」に基づく地

盤上の建物内又は建物面に複数箇所設置する。【54条

80】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

(1) 自然現象 

a. 地震，津波 

11. 健全性に係る設計 

 地震，津波及び火災に対して接続口は，「2.1 地震

による損傷の防止」，「2.2 津波による損傷の防止」
― 

― 

（冒頭宣言） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

及び「3.1 火災による損傷の防止」に基づく設計と

する。【54条 81】 

 溢水に対して接続口は ，想定される溢水水位に対

して機能を喪失しない位置に設置する。【54条 82】 

地震，津波，溢水及び火災に対して接続口は，建物

の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の

適切に離隔した位置に複数箇所設置する。【54条 83】 

風（台風），竜巻，落雷，地滑り・土石流，火山の

影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工

場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，

船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムに対して接続口は，建物の異なる面の隣

接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した

位置に複数箇所設置する。【54条 84】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

(1) 自然現象 

a. 地震，津波 

b. 風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地

滑り・土石流，火山の影響及び生物学的事象 

(2) 外部人為事象 

a. 火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，

航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突 

b. 飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズム 

(3) 溢水 

(4) 火災 

11. 健全性に係る設計 

 生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋

外に設置する場合は，開口部の閉止により重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわれるおそれの

ない設計とする。【54条 85】 

また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使用す

る場合には，それぞれの機能に必要な容量が確保でき

る接続口を設ける設計とする。同時に使用する可能性

がある場合は，合計の容量を確保し，状況に応じて，

それぞれの機能に必要な容量を同時に供給できる設

計とする。【54条 86】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

(1) 自然現象 

b. 風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地

滑り・土石流，火山の影響及び生物学的事象 

11. 健全性に係る設計 

(2) 単一故障 

安全機能を有する系統のうち，安全機能の重要度が

特に高い安全機能を有するものは，当該系統を構成す

る機器に短期間では動的機器の単一故障，長期間では

動的機器の単一故障若しくは想定される静的機器の

単一故障のいずれかが生じた場合であって，外部電源

(2) 単一故障 

安全機能を有する系統のうち，安全機能の重要度が

特に高い安全機能を有するものは，当該系統を構成す

る機器に短期間では動的機器の単一故障，長期間では

動的機器の単一故障若しくは想定される静的機器の

単一故障のいずれかが生じた場合であって，外部電源

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

11. 健全性に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

が利用できない場合においても，その系統の安全機能

を達成できる設計とする。 

が利用できない場合においても，その系統の安全機能

を達成できる設計とする。【14条2】 

 短期間と長期間の境界は24時間とする。【14条3】 
― 

― 

（用語の定義のみ） 

 ただし，非常用ガス処理系の配管の一部，中央制御

室空調換気系のダクトの一部及び中央制御室非常用

再循環処理装置フィルタ，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）の原子炉格納容器スプレイ管（サプレッシ

ョンチェンバスプレイ管）については，設計基準事故

が発生した場合に長期間にわたって機能が要求され

る静的機器であるが，単一設計とするため，個別に設

計を行う。【14条4】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

5.1.3 悪影響防止等 

(1) 飛来物による損傷防止 

設計基準対象施設に属する設備は，蒸気タービン，

発電機及び内部発生エネルギの高い流体を内蔵する

弁の破損及び配管の破断，高速回転機器の破損に伴う

飛散物により安全性を損なわない設計とする。 

5.1.3 悪影響防止等 

(1) 飛来物による損傷防止 

設計基準対象施設に属する設備は，蒸気タービン，

発電機及び内部発生エネルギの高い流体を内蔵する

弁の破損及び配管の破断，高速回転機器の破損に伴う

飛散物により安全性を損なわない設計とする。【15条

5】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう蒸気

タービン及び発電機は，破損防止対策等を行うととも

に，原子力委員会原子炉安全専門審査会「タービンミ

サイル評価について」により，タービンミサイル発生

時の対象物を破損する確率が10-7 回／炉・年以下とな

ることを確認する。 

発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう蒸気

タービン及び発電機は，破損防止対策等を行うととも

に，原子力委員会原子炉安全専門審査会「タービンミ

サイル評価について」により，タービンミサイル発生

時の対象物を破損する確率が10-7 回／炉・年以下とな

ることを確認する。【15条6】 

― 
― 

（変更なし） 

高温高圧の配管については材料選定，強度設計に十

分な考慮を払う。 

さらに，安全性を高めるために，仮想的な破断を想

定し，その結果生じるかもしれない配管のむち打ち，

流出流体のジェット力，周辺雰囲気の変化等により，

発電用原子炉施設の機能が損なわれることのないよ

う配置上の考慮を払うとともに，それらの影響を低減

させるための手段として，主蒸気・給水管等について

はパイプホイップレストレイントを設ける設計とす

高温高圧の配管については材料選定，強度設計に十

分な考慮を払う。【15条7】 

さらに，安全性を高めるために，仮想的な破断を想

定し，その結果生じるかもしれない配管のむち打ち，

流出流体のジェット力，周辺雰囲気の変化等により，

発電用原子炉施設の機能が損なわれることのないよ

う配置上の考慮を払うとともに，それらの影響を低減

させるための手段として，主蒸気・給水管等について

はパイプホイップレストレイントを設ける設計とす

Ⅵ-1-1-10 発電用原子炉施設の蒸気タービン，ポン

プ等の損壊に伴う飛散物による損傷防護に

関する説明書 

3. 評価 

3.1 内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する配管

の破損による飛散物 

3.1.3 評価結果 

11. 健全性に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

る。 る。【15条8】 

高速回転機器については，損傷により飛散物となら

ないように保護装置を設けること等によりオーバー

スピードとならない設計とする。 

損傷防止措置を行う場合，想定される飛散物の発生

箇所と防護対象機器の距離を十分にとる設計とし，又

は飛散物の飛散方向を考慮し，配置上の配慮又は多重

性を考慮した設計とする。 

高速回転機器については，損傷により飛散物となら

ないように保護装置を設けること等によりオーバー

スピードとならない設計とする。【15条9】 

損傷防止措置を行う場合，想定される飛散物の発生

箇所と防護対象機器の距離を十分にとる設計とし，又

は飛散物の飛散方向を考慮し，配置上の配慮又は多重

性を考慮した設計とする。【15条10】 

Ⅵ-1-1-10 発電用原子炉施設の蒸気タービン，ポン

プ等の損壊に伴う飛散物による損傷防護に

関する説明書 

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 評価 

3.2 高速回転機器の損壊による飛散物 

3.2.3 評価結果 

11. 健全性に係る設計 

(2) 共用 

 

(2) 共用 

重要安全施設は，発電用原子炉施設間で原則共用し

ないものとするが，安全性が向上する場合は，共用す

ることを考慮する。【15条11】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.2 悪影響防止等 

(3) 共用 

11. 健全性に係る設計 

安全施設を発電用原子炉施設間で共用する場合に

は，発電用原子炉施設の安全性を損なわない設計とす

る。 

重要安全施設以外の安全施設を発電用原子炉施設

間で共用する場合には，発電用原子炉施設の安全性を

損なわない設計とする。【15条15】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.2 悪影響防止等 

(3) 共用 

11. 健全性に係る設計 

 常設重大事故等対処設備の各機器については，2以

上の発電用原子炉施設において共用しない設計とす

る。ただし，共用対象の施設ごとに要求される技術的

要件（重大事故等に対処するために必要な機能）を満

たしつつ，2以上の発電用原子炉施設と共用すること

により，安全性が向上し，かつ，同一の発電所内の他

の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場

合は，共用できる設計とする。【54条59】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.2 悪影響防止等 

(3) 共用 

11. 健全性に係る設計 

 (3) 相互接続 

重要安全施設は，発電用原子炉施設間で原則相互に

接続しないものとするが，安全性が向上する場合は，

相互に接続することを考慮する。【15条12】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.2 悪影響防止等 

11. 健全性に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

(3) 共用 

 重要安全施設以外の安全施設を発電用原子炉施設

間で相互に接続する場合には，発電用原子炉施設の安

全性を損なわない設計とする。【15条16】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.2 悪影響防止等 

(3) 共用 

11. 健全性に係る設計 

 (4) 悪影響防止 

重大事故等対処設備は発電用原子炉施設（他号機を

含む。）内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重

大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対し

て悪影響を及ぼさない設計とする。【54条48】 

他の設備への悪影響としては，重大事故等対処設備

使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含

む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物に

よる影響を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。【54条49】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 系統的な影響に対しては，重大事故等対処設備は，

弁等の操作によって設計基準対象施設として使用す

る系統構成から重大事故等対処設備としての系統構

成とすること，重大事故等発生前（通常時）の隔離若

しくは分離された状態から弁等の操作や接続により

重大事故等対処設備としての系統構成とすること，他

の設備から独立して単独で使用可能なこと，設計基準

対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大

事故等対処設備として使用すること等により，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。【54条50】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.2 悪影響防止等 

(1) 他の設備への系統的な影響（電気的な影響を含

む。） 

11. 健全性に係る設計 

 放水砲については，建物への放水により，当該設備

の使用を想定する重大事故時において必要となる屋

外の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。【54

条51】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.2 悪影響防止等 

(1) 他の設備への系統的な影響（電気的な影響を含

む。） 

11. 健全性に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 内部発生飛散物による影響に対しては，内部発生エ

ネルギの高い流体を内蔵する弁及び配管の破断，高速

回転機器の破損，ガス爆発並びに重量機器の落下を考

慮し，重大事故等対処設備がタービンミサイル等の発

生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。【54条52】 

Ⅵ-1-1-10 発電用原子炉施設の蒸気タービン，ポン

プ等の損壊に伴う飛散物による損傷防護に

関する説明書 

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 評価 

3.1 内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する配管

の破損による飛散物 

3.1.3 評価結果 

3.2 高速回転機器の損壊による飛散物 

3.2.3 評価結果 

11. 健全性に係る設計 

 5.1.4 容量等 

(1) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等

の収束において，想定する事象及びその事象の進展等

を考慮し，重大事故等時に必要な目的を果たすため

に，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故

等の収束は，これらの系統の組合せにより達成する。

【54条54】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容

量，弁吹出量，発電機容量，蓄電池容量，計装設備の

計測範囲，作動信号の設定値等とする。【54条55】 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

 常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設

の系統及び機器を使用するものについては，設計基準

対象施設の容量等の仕様が，系統の目的に応じて必要

となる容量等に対して十分であることを確認した上

で，設計基準対象施設の容量等の仕様と同仕様の設計

とする。【54条56】 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設

の系統及び機器を使用するもので，重大事故等時に設

計基準対象施設の容量等を補う必要があるものにつ

いては，その後の事故対応手段と合わせて，系統の目

的に応じて必要となる容量等を有する設計とする。

【54条57】 

各施設の要目表 

 

Ⅵ-1-1-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明

書 

各施設の様式－1 

各施設の常設重大事故等対処設備に係る設備仕様に

係る設計による。 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対

処を本来の目的として設置する系統及び機器を使用

するものについては，系統の目的に応じて必要な容量

等を有する設計とする。【54条58】 

 (2) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故

等の収束において，想定する事象及びその事象の進展

を考慮し，事故対応手段としての系統設計を行う。重

大事故等の収束は，これらの系統の組合せにより達成

する。【54条70】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容

量，発電機容量，蓄電池容量，ボンベ容量，計測器の

計測範囲等とする。【54条71】 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

 可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて

必要な容量等を有する設計とするとともに，設備の機

能，信頼度等を考慮し，予備を含めた保有数を確保す

ることにより，必要な容量等に加え，十分に余裕のあ

る容量等を有する設計とする。【54条72】 

各施設の要目表 

 

Ⅵ-1-1-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明

書 

各施設の様式－1 

各施設の可搬型重大事故等対処設備に係る設備仕様

に係る設計による。 

 可搬型重大事故等対処設備のうち複数の機能を兼

用することで，設置の効率化，被ばくの低減が図れる

ものは，同時に要求される可能性がある複数の機能に

必要な容量等を合わせた容量等とし，兼用できる設計

とする。【54条73】 

各施設の要目表 

 

Ⅵ-1-1-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明

書 

各施設の様式－1 

各施設の可搬型重大事故等対処設備に係る設備仕様

に係る設計による。 

 可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建物の外

から水又は電力を供給する注水設備及び電源設備は，

必要となる容量等を有する設備を1基当たり2セット

に加え，故障時のバックアップ及び保守点検による待

機除外時のバックアップとして，発電所全体で予備を

確保する。【54条74】 

各施設の要目表 

 

Ⅵ-1-1-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明

書 

各施設の様式－1 

各施設の可搬型重大事故等対処設備に係る設備仕様

に係る設計による。 

 また，可搬型重大事故等対処設備のうち，負荷に直

接接続する可搬型蓄電池，可搬型ボンベ等は，必要と

なる容量等を有する設備を1基当たり1セットに加え，

故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外

時のバックアップとして，発電所全体で予備を確保す

各施設の要目表 

 

Ⅵ-1-1-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明

書 

各施設の様式－1 

各施設の可搬型重大事故等対処設備に係る設備仕様

に係る設計による。 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

る。【54条75】 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要とな

る容量等を有する設備を1基当たり1セットに加え，設

備の信頼度等を考慮し，予備を確保する。【54条76】 

5.1.5 環境条件等 

安全施設の設計条件については，材料疲労，劣化等

に対しても十分な余裕を持って機能維持が可能とな

るよう，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び

設計基準事故時に想定される圧力，温度，湿度，放射

線，荷重，自然現象による影響，海水を通水する系統

への影響，電磁的障害，周辺機器等からの悪影響及び

冷却材の性状を考慮し，十分安全側の条件を与えるこ

とにより，これらの条件下においても期待されている

安全機能を発揮できる設計とする。 

5.1.5 環境条件等 

安全施設の設計条件については，材料疲労，劣化等

に対しても十分な余裕を持って機能維持が可能とな

るよう，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び

設計基準事故時に想定される圧力，温度，湿度，放射

線，荷重，自然現象による影響，海水を通水する系統

への影響，電磁的障害，周辺機器等からの悪影響及び

冷却材の性状を考慮し，十分安全側の条件を与えるこ

とにより，これらの条件下においても期待されている

安全機能を発揮できる設計とする。【14条10】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.3 環境条件等 

11. 健全性に係る設計 

 重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が

発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他

の使用条件において，その機能が有効に発揮できるよ

う，その設置場所（使用場所）又は保管場所に応じた

耐環境性を有する設計とするとともに，操作が可能な

設計とする。【54条 8】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 重大事故等時の環境条件については，重大事故等

時における温度（環境温度及び使用温度），放射線及

び荷重に加えて，その他の使用条件として環境圧力，

湿度による影響，重大事故等時に海水を通水する系統

への影響，自然現象による影響，外部人為事象の影響，

周辺機器等からの悪影響及び冷却材の性状（冷却材中

の破損物等の異物を含む。）の影響を考慮する。荷重

としては，重大事故等が発生した場合における機械的

荷重に加えて，環境圧力，温度及び自然現象による荷

重を考慮する。【54条 9】 

自然現象について，重大事故等時に重大事故等対

処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地

震，風（台風），凍結，降水及び積雪を選定する。こ

れらの事象のうち，凍結及び降水については，屋外の

― 
― 

（用語の定義のみ） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

天候による影響として考慮する。【54条 10】 

自然現象による荷重の組合せについては，地震，

風（台風）及び積雪の影響を考慮する。【54条 11】 

 これらの環境条件のうち，重大事故等時における

環境温度，環境圧力，湿度による影響，屋外の天候に

よる影響（凍結及び降水），重大事故等時の放射線に

よる影響及び荷重に対しては，重大事故等対処設備を

設置（使用）又は保管する場所に応じて，「(1) 環境

圧力，環境温度及び湿度による影響，放射線による影

響，屋外の天候による影響（凍結及び降水）並びに荷

重」に示すように設備分類ごとに必要な機能を有効に

発揮できる設計とする。【54条 12】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

(1) 環境圧力，環境温度及び湿度による影響，放射

線による影響，屋外の天候による影響（凍結及び

降水）並びに荷重 

安全施設は，通常運転時，運転時の異常な過渡変

化時及び設計基準事故時における環境圧力，環境温度

及び湿度による影響，放射線による影響，屋外の天候

による影響（凍結及び降水）並びに荷重を考慮しても，

安全機能を発揮できる設計とする。 

(1) 環境圧力，環境温度及び湿度による影響，放射

線による影響，屋外の天候による影響（凍結及び

降水）並びに荷重 

安全施設は，通常運転時，運転時の異常な過渡変

化時及び設計基準事故時における環境圧力，環境温度

及び湿度による影響，放射線による影響，屋外の天候

による影響（凍結及び降水）並びに荷重を考慮しても，

安全機能を発揮できる設計とする。【14条 11】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.3 環境条件等 

(1) 環境圧力，環境温度及び湿度による影響，放射

線による影響，屋外の天候による影響（凍結及び降

水）並びに荷重 

 

11. 健全性に係る設計 

 原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は，想定

される重大事故等時における原子炉格納容器内の環

境条件を考慮した設計とする。また，地震による荷重

を考慮して，機能を損なわない設計とする。操作は中

央制御室から可能な設計とする。【54条 13】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.3 環境条件等 

(1) 環境圧力，環境温度及び湿度による影響，放射

線による影響，屋外の天候による影響（凍結及び降

水）並びに荷重 

11. 健全性に係る設計 

 原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内の重大事

故等対処設備は，想定される重大事故等時における原

子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内の環境条件を考

慮した設計とする。また，地震による荷重を考慮して，

機能を損なわない設計とするとともに，可搬型重大事

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 
― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

故等対処設備は，必要により当該設備の落下防止，転

倒防止及び固縛の措置をとる。操作は中央制御室，異

なる区画若しくは離れた場所又は設置場所で可能な

設計とする。【54条 14】 

 このうち，インターフェイスシステム LOCA 時，燃

料プールにおける重大事故に至るおそれのある事故

又は主蒸気管破断事故起因の重大事故等時に使用す

る設備については，これらの環境条件を考慮した設計

とするか，これらの環境影響を受けない区画等に設置

する。 

特に，燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，燃料プ

ールに係る重大事故等時に使用するため，その環境影

響を考慮して，空気を供給し冷却することで耐環境性

向上を図る設計とする。【54条 15】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.3 環境条件等 

(1) 環境圧力，環境温度及び湿度による影響，放射

線による影響，屋外の天候による影響（凍結及び降

水）並びに荷重 

11. 健全性に係る設計 

 原子炉建物付属棟内及びその他の建物内の重大事

故等対処設備は，想定される重大事故等時におけるそ

れぞれの場所の環境条件を考慮した設計とする。【54

条 16】 

また，地震による荷重を考慮して，機能を損なわ

ない設計とするとともに,可搬型重大事故等対処設備

は，必要により当該設備の落下防止，転倒防止及び固

縛の措置をとる。【54条 17】 

操作は中央制御室, 異なる区画若しくは離れた場

所又は設置場所で可能な設計とする。【54条 18】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.3 環境条件等 

 

Ⅵ-1-1-7-別添 2 可搬型重大事故等対処設備の設計

方針 

6. 構造強度設計 

6.1 構造強度の設計方針 

(2) ボンベ設備 

(3) 可搬型空気浄化設備 

(4) その他設備 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

11. 健全性に係る設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 屋外及び建物屋上の重大事故等対処設備は，想定

される重大事故等時におけるそれぞれの場所の環境

条件を考慮した設計とする。操作は中央制御室，離れ

た場所又は設置場所で可能な設計とする。【54条 19】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

11. 健全性に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

また，地震，風（台風）及び積雪の影響による荷

重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

可搬型重大事故等対処設備については，必要により当

該設備の落下防止，転倒防止及び固縛の措置をとる。

【54条 20】 

積雪の影響を考慮して，必要により除雪等の措置

を講じる。【54条 21】 

2.3 環境条件等 

(1) 環境圧力，環境温度及び湿度による影響，放射

線による影響，屋外の天候による影響（凍結

及び降水）並びに荷重 

 

Ⅵ-1-1-7-別添 2 可搬型重大事故等対処設備の設計

方針 

6. 構造強度設計 

6.1 構造強度の設計方針 

(1) 車両型設備 

(2) ボンベ設備 

(3) 可搬型空気浄化設備 

(4) その他設備 

6.3 機能維持の方針 

(1) 車両型設備 

(2) ボンベ設備 

(3) 可搬型空気浄化設備 

(4) その他設備 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

原子炉格納容器内の安全施設は，設計基準事故等

時に想定される圧力，温度等に対して，格納容器スプ

レイ水による影響を考慮しても，その機能を発揮でき

る設計とする。 

原子炉格納容器内の安全施設及び重大事故等対処

設備は，設計基準事故等時及び重大事故等時に想定さ

れる圧力，温度等に対して，格納容器スプレイ水によ

る影響を考慮しても，その機能を発揮できる設計とす

る。【14条 12】【54条 22】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.3 環境条件等 

11. 健全性に係る設計 

安全施設のうち，主たる流路に影響を与える範囲

については，主たる流路の機能を維持できるよう，主

たる流路と同一又は同等の規格で設計する。 

安全施設及び重大事故等対処設備において，主た

る流路の機能を維持できるよう，主たる流路に影響を

与える範囲について，主たる流路と同一又は同等の規

格で設計する。【14条 13】【54条 23】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.3 環境条件等 

 

Ⅵ-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する

説明書 

11. 健全性に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

3. 原子炉圧力容器及び原子炉冷却材再循環ポンプ

モータケーシングの脆性破壊防止に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

2. 基本方針 

3. 脆性破壊防止に対する設計 

9. 結論 

(2) 海水を通水する系統への影響 

海水を通水する系統への影響に対しては，常時海

水を通水する，海に設置する又は海で使用する安全施

設は耐腐食性材料を使用する。常時海水を通水するコ

ンクリート構造物については，腐食を考慮した設計と

する。 

(2) 海水を通水する系統への影響 

海水を通水する系統への影響に対しては，常時海

水を通水する，海に設置する又は海で使用する安全施

設及び重大事故等対処設備は耐腐食性材料を使用す

る。常時海水を通水するコンクリート構造物について

は，腐食を考慮した設計とする。【14条 14】 

また，使用時に海水を通水する重大事故等対処設

備は，海水の影響を考慮した設計とする。【54条 24】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.3 環境条件等 

(2) 海水を通水する系統への影響 

11. 健全性に係る設計 

 原則，淡水を通水するが，海水も通水する可能性

のある重大事故等対処設備は，可能な限り淡水を優先

し，海水通水を短期間とすることで，設備への海水の

影響を考慮する。また，海から直接取水する際の異物

の流入防止を考慮した設計とする。【54条 25】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.3 環境条件等 

11. 健全性に係る設計 

(3) 電磁波的障害 

電磁的障害に対しては，安全施設は，通常運転時，

運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故が発生

した場合においても，電磁波によりその機能が損なわ

れない設計とする。 

(3) 電磁的障害 

電磁的障害に対しては，安全施設は，通常運転時，

運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故が発生

した場合，また，重大事故等対処設備は，重大事故等

が発生した場合においても，電磁波によりその機能が

損なわれない設計とする。【14条 15】【54条 26】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.3 環境条件等 

(3) 電磁的障害 

11. 健全性に係る設計 

(4) 周辺機器等からの悪影響 

安全施設は，地震，火災，溢水及びその他の自然

現象並びに人為事象による他設備からの悪影響によ

り，発電用原子炉施設としての安全機能が損なわれな

いよう措置を講じた設計とする。 

(4) 周辺機器等からの悪影響 

安全施設は，地震，火災，溢水及びその他の自然

現象並びに人為事象による他設備からの悪影響によ

り，発電用原子炉施設としての安全機能が損なわれな

いよう措置を講じた設計とする。【14条 16】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.3 環境条件等 

(4) 周辺機器等からの悪影響 

11. 健全性に係る設計 

 重大事故等対処設備は，事故対応のために配置・

配備している自主対策設備を含む周辺機器等からの

悪影響により機能を損なわない設計とする。周辺機器

等からの悪影響としては，地震，火災及び溢水による

波及的影響を考慮する。【54条 27】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 溢水に対しては，重大事故等対処設備は，想定さ Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用 11. 健全性に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

れる溢水により機能を損なわないように，重大事故等

対処設備の設置区画の止水措置等を実施する。【54条

28】 

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.3 環境条件等 

(4) 周辺機器等からの悪影響 

 地震による荷重を含む耐震設計については，「2.1 

地震による損傷の防止」に，火災防護については，「3.1 

火災による損傷の防止」に基づく設計とし，それらの

事象による波及的影響により重大事故等に対処する

ために必要な機能を損なわない設計とする。【54条 29】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.3 環境条件等 

(4) 周辺機器等からの悪影響 

11. 健全性に係る設計 

(5) 設置場所における放射線 

安全施設の設置場所は，通常運転時，運転時の異

常な過渡変化時及び設計基準事故が発生した場合に

おいても操作及び復旧作業に支障がないように，遮蔽

の設置や線源からの離隔により放射線量が高くなる

おそれの少ない場所を選定した上で，設置場所から操

作可能，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは

離れた場所から遠隔で操作可能，又は中央制御室遮蔽

区域内である中央制御室から操作可能な設計とする。 

(5) 設置場所における放射線 

安全施設の設置場所は，通常運転時，運転時の異

常な過渡変化時及び設計基準事故が発生した場合に

おいても操作及び復旧作業に支障がないように，遮蔽

の設置や線源からの離隔により放射線量が高くなる

おそれの少ない場所を選定した上で，設置場所から操

作可能，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは

離れた場所から遠隔で操作可能，又は中央制御室遮蔽

区域内である中央制御室から操作可能な設計とする。

【14条 17】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.3 環境条件等 

(5) 設置場所における放射線の影響 

11. 健全性に係る設計 

 重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が

発生した場合においても操作及び復旧作業に支障が

ないように，放射線量の高くなるおそれの少ない設置

場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設計，放射線の

影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から

遠隔で操作可能な設計，又は中央制御室遮蔽区域内で

ある中央制御室から操作可能な設計とする。【54条 53】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.3 環境条件等 

(5) 設置場所における放射線の影響 

11. 健全性に係る設計 

 可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事

故等が発生した場合においても設置及び常設設備と

の接続に支障がないように，放射線量の高くなるおそ

れの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場所への

遮蔽の設置等により，当該設備の設置及び常設設備と

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.3 環境条件等 

11. 健全性に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

の接続が可能な設計とする。【54条 87】 (5) 設置場所における放射線の影響 

(6) 冷却材の性状 

冷却材を内包する安全施設は，水質管理基準を定

めて水質を管理することにより異物の発生を防止す

る設計とする。 

安全施設は，系統外部から異物が流入する可能性

のある系統に対しては，ストレーナ等を設置すること

により，その機能を有効に発揮できる設計とする。 

(6) 冷却材の性状 

冷却材を内包する安全施設は，水質管理基準を定

めて水質を管理することにより異物の発生を防止す

る設計とする。【14条 18】 運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

安全施設は，系統外部から異物が流入する可能性

のある系統に対しては，ストレーナ等を設置すること

により，その機能を有効に発揮できる設計とする。 

安全施設及び重大事故等対処設備は，系統外部か

ら異物が流入する可能性のある系統に対しては，スト

レーナ等を設置することにより，その機能を有効に発

揮できる設計とする。【14条 19】【54条 30】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.3 環境条件等 

(6) 冷却材の性状（冷却材中の破損物等の異物を含

む。）の影響 

 

Ⅵ-1-4-3 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設

備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書 

3. 評価 

3.5 評価結果 

3.5.1 サプレッションプールを水源とするポンプの

有効 NPSH評価結果 

 

Ⅵ-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプ

の有効吸込水頭に関する説明書 

3. 評価 

3.5 評価結果 

3.5.1 サプレッションプールを水源とするポンプの

有効 NPSH評価結果 

11. 健全性に係る設計 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.2 各機器固有の設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.2 各機器固有の設計 

(1) 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効

吸込水頭に係る設計 

 

5.1.6 操作性及び試験・検査性 

 

 

5.1.6 操作性及び試験・検査性 

(1) 操作性の確保 

重大事故等対処設備は，手順書の整備，教育・訓

練により，想定される重大事故等が発生した場合にお

いても，確実に操作でき，設置変更許可申請書「十 発

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生

した場合における当該事故に対処するために必要な

施設及び体制の整備に関する事項」ハで考慮した要員

数と想定時間内で，アクセスルートの確保を含め重大

事故等に対処できる設計とする。【54条 34】 

 重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が

発生した場合においても操作を確実なものとするた

め，重大事故等時の環境条件を考慮し，操作が可能な

設計とする。【54条 35】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.4 操作性及び試験・検査性 

(1) 操作性 

11. 健全性に係る設計 

 重大事故等対処設備は，操作する全ての設備に対

し，十分な操作空間を確保するとともに，確実な操作

ができるよう，必要に応じて操作足場を設置する。ま

た，防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使

用できる場所に配備する。【54条 36】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.4 操作性及び試験・検査性 

(1) 操作性 

a. 操作環境 

 

Ⅵ-1-1-13 非常用照明に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.3 重大事故発生時の照明 

11. 健全性に係る設計 

14. 非常用照明に係る設計 

 現場操作において工具を必要とする場合は，一般

的に用いられる工具又は専用の工具を用いて，確実に

作業ができる設計とする。工具は，作業場所の近傍又

はアクセスルートの近傍に保管できる設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実に

行えるように，人力又は車両等による運搬，移動がで

きるとともに，必要により設置場所にてアウトリガの

張り出し又は輪留めによる固定等が可能な設計とす

る。【54条 37】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.4 操作性及び試験・検査性 

(1) 操作性 

b. 操作準備 

 

Ⅵ-1-1-7-別添 2 可搬型重大事故等対処設備の設計

方針 

6. 構造強度設計 

6.1 構造強度の設計方針 

11. 健全性に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

(1) 車両型設備 

(2) ボンベ設備 

(3) 可搬型空気浄化設備 

(4) その他設備 

6.3 機能維持の方針 

(1) 車両型設備 

(2) ボンベ設備 

(3) 可搬型空気浄化設備 

(4) その他設備 

 現場の操作スイッチは運転員等の操作性を考慮し

た設計とする。また，電源操作が必要な設備は，感電

防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した

設計とする。【54条 38】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.4 操作性及び試験・検査性 

(1) 操作性 

c. 操作内容 

11. 健全性に係る設計 

 現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が

可能な設計とする。現場での接続操作は，ボルト・ネ

ジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，使

用する設備に応じて接続方式を統一することにより，

確実に接続が可能な設計とする。また，重大事故等に

対処するために迅速な操作を必要とする機器は，必要

な時間内に操作できるように中央制御室での操作が

可能な設計とする。制御盤の操作器は運転員の操作性

を考慮した設計とする。【54条 39】 

想定される重大事故等において操作する重大事故

等対処設備のうち動的機器については，その作動状態

の確認が可能な設計とする。【54条 40】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.4 操作性及び試験・検査性 

(1) 操作性 

c. 操作内容 

d. 状態確認 

11. 健全性に係る設計 

 重大事故等対処設備のうち，本来の用途以外の用

途として重大事故等に対処するために使用する設備

は，通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可

能なように，系統に必要な弁等を設ける設計とする。

【54条 47】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.4 操作性及び試験・検査性 

(1) 操作性 

11. 健全性に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

e. 系統の切替性 

 可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続する

ものについては，容易かつ確実に接続できるように，

ケーブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方式

等を用い，配管は配管径や内部流体の圧力によって，

大口径配管又は高圧環境においてはフランジを用い，

小口径配管かつ低圧環境においてはより簡便な接続

方式等を用いる設計とする。窒素ガスボンベ，空気ボ

ンベ，タンクローリ等については，各々専用の接続方

式を用いる。また，同一ポンプを接続する配管は口径

を統一する等，複数の系統での接続方式の統一も考慮

する。【54条 77】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.4 操作性及び試験・検査性 

(1) 操作性 

f. 可搬型重大事故等対処設備の接続性 

11. 健全性に係る設計 

 想定される重大事故等が発生した場合において，

可搬型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の

被害状況を把握するため，発電所内の道路及び通路が

確保できるよう，以下の設計とする。【54条 97】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 屋外及び屋内において，アクセスルートは，自然

現象，外部人為事象，溢水及び火災を想定しても，運

搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考

慮して複数のアクセスルートを確保する設計とする。

【54条 98】 

また，屋外アクセスルートは，掘削等の作業によ

り複数のアクセスルートを確保できない場合には，屋

外アクセスルートの一部として仮設耐震構台を設置

することにより，複数のアクセスルートを確保する設

計とする。【54条 117】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.4 操作性及び試験・検査性 

(1) 操作性 

g. アクセスルート 

11. 健全性に係る設計 

 屋外及び屋内アクセスルートに影響を与えるおそ

れがある自然現象として，地震，津波，風（台風），

竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り・土石流，火

山の影響及び生物学的事象を選定する。【54条 99】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.4 操作性及び試験・検査性 

(1) 操作性 

g. アクセスルート 

11. 健全性に係る設計 

 屋外及び屋内アクセスルートに対する外部人為事 運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

象については，屋外アクセスルートに影響を与えるお

それがある事象として選定する飛来物（航空機落下），

火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航

空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障

害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムに対して，迂回路も考慮した複数のアクセスルー

トを確保する設計とする。 

 電磁的障害に対しては道路面が直接影響を受ける

ことはないことから，アクセスルートへの影響はな

い。【54条 100】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.4 操作性及び試験・検査性 

(1) 操作性 

g. アクセスルート 

11. 健全性に係る設計 

 屋外アクセスルートに対する地震による影響（周

辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべ

り），その他自然現象による影響（風（台風）及び竜

巻による飛来物，積雪並びに火山の影響）を想定し，

複数のアクセスルートの中から状況を確認し，早期に

復旧可能なアクセスルートを確保するため，障害物を

除去可能なホイールローダを 2台（予備 1台）保管，

使用する。【54条 101】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 また，地震による屋外タンクからの溢水及び降水

に対しては，道路上への自然流下も考慮した上で，通

行への影響を受けない箇所にアクセスルートを確保

する設計とする。【54条 102】 

津波の影響については，基準津波に対し防波壁の

内側にアクセスルートを確保する設計とする。 

森林火災については，防火帯の内側（一部，防火

帯外側のトンネル区間を含む。）にアクセスルートを

確保する設計とする。【54条 103】 

屋外アクセスルートは，自然現象のうち，地滑り・

土石流，外部人為事象のうち，飛来物（航空機落下），

火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

空機落下火災等），有毒ガス及び船舶の衝突に対して

は，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保す

る設計とする。 

落雷に対しては，道路面が直接影響を受けること

はないため，さらに生物学的事象に対しては，容易に

排除可能なため，アクセスルートへの影響はない。【54

条 104】 

屋外アクセスルートは，地震の影響による周辺斜

面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に

到達することを想定した上で，ホイールローダによる

崩壊箇所の仮復旧を行うことで，通行性を確保できる

設計とする。また，不等沈下等に伴う段差の発生が想

定される箇所においては，段差緩和対策を行う，迂回

する，又は砕石による段差解消対策により対処する設

計とする。【54条 105】 

屋外アクセスルートは，自然現象のうち凍結及び

積雪に対して，道路については融雪剤を配備し，車両

については走行可能なタイヤ等を装着することによ

り通行性を確保できる設計とする。【54条 106】 

 屋内アクセスルートは，自然現象として選定する

津波，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，

地滑り・土石流，火山の影響及び生物学的事象による

影響に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図

られた建物内に確保する設計とする。【54条 107】 

屋内アクセスルートは，外部人為事象として選定

する飛来物（航空機落下），火災・爆発（森林火災，

近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒

ガス及び船舶の衝突に対して，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物内に確保する設計とする。

【54条 108】 

屋内アクセスルートの設定に当たっては，油内包

機器による地震随伴火災の影響や，水又は蒸気内包機

器による地震随伴溢水の影響を考慮するとともに，迂

回路を含む複数のルート選定が可能な配置設計とす

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

る。【54条 109】 

(2) 試験・検査性 

設計基準対象施設は，健全性及び能力を確認する

ため，発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所

の保守点検（試験及び検査を含む。）が可能な構造と

し，そのために必要な配置，空間等を備えた設計とす

る。 

(2) 試験・検査性 

設計基準対象施設は，健全性及び能力を確認する

ため，発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所

の保守点検（試験及び検査を含む。）が可能な構造と

し，そのために必要な配置，空間等を備えた設計とす

る。【15条 2】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.4 操作性及び試験・検査性 

(2) 試験・検査性 

11. 健全性に係る設計 

 重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認す

るため，発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇

所の保守点検，試験又は検査を実施できるよう，機

能・性能の確認，漏えいの有無の確認，分解点検等が

できる構造とし，そのために必要な配置，空間等を備

えた設計とする。また，接近性を考慮して必要な空間

等を備え，構造上接近又は検査が困難である箇所を極

力少なくする。【54条 41】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.4 操作性及び試験・検査性 

(2) 試験・検査性 

11. 健全性に係る設計 

設計基準対象施設は，使用前事業者検査及び定期

事業者検査の法定検査に加え，保全プログラムに基づ

く点検が実施できる設計とする。 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備は，使

用前事業者検査及び定期事業者検査の法定検査に加

え，保全プログラムに基づく点検が実施できる設計と

する。【15条 3】【54条 42】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 重大事故等対処設備は，原則系統試験及び漏えい

の有無の確認が可能な設計とする。系統試験について

は，テストラインなどの設備を設置又は必要に応じて

準備することで試験可能な設計とする。また，悪影響

防止の観点から他と区分する必要があるもの又は単

体で機能・性能を確認するものは，他の系統と独立し

て機能・性能確認が可能な設計とする。【54条 43】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.4 操作性及び試験・検査性 

11. 健全性に係る設計 

 発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故

等対処設備は，発電用原子炉の運転に大きな影響を及

ぼす場合を除き，運転中に定期的な試験又は検査が実

施可能な設計とする。また，多様性又は多重性を備え

た系統及び機器にあっては，各々が独立して試験又は

検査ができる設計とする。【54条 44】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.4 操作性及び試験・検査性 

(2) 試験・検査性 

11. 健全性に係る設計 

 代替電源設備は，電気系統の重要な部分として，

適切な定期試験及び検査が可能な設計とする。【54条

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

11. 健全性に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

45】 書 

2. 基本方針 

2.4 操作性及び試験・検査性 

(2) 試験・検査性 

 構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要

な設備は，原則として分解・開放又は非破壊検査が可

能な設計とする。なお，機能・性能確認，各部の経年

劣化対策及び日常点検を考慮することにより，機器の

健全性が確認可能な設備については外観の確認が可

能な設計とする。【54条 46】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.4 操作性及び試験・検査性 

(2) 試験・検査性 

11. 健全性に係る設計 

5.2 材料及び構造等 

設計基準対象施設（圧縮機，所内ボイラ，蒸気タ

ービン（発電用のものに限る。），発電機，変圧器及び

遮断器を除く。）に属する容器，管，ポンプ若しくは

弁若しくはこれらの支持構造物又は炉心支持構造物

の材料及び構造は，施設時において，各機器等のクラ

ス区分に応じて以下のとおりとし，その際，日本機械

学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（ＪＳ

ＭＥ Ｓ ＮＣ１）等に従い設計する。 

5.2 材料及び構造等 

設計基準対象施設（圧縮機，所内ボイラ，蒸気タ

ービン（発電用のものに限る。），発電機，変圧器及び

遮断器を除く。）並びに重大事故等対処設備に属する

容器，管，ポンプ若しくは弁若しくはこれらの支持構

造物又は炉心支持構造物の材料及び構造は，施設時に

おいて，各機器等のクラス区分に応じて以下のとおり

とし，その際，日本機械学会「発電用原子力設備規格 

設計・建設規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１）等に従い設

計する。【17条 1】【55条 1】 

ただし，重大事故等クラス２機器及び重大事故等

クラス２支持構造物の材料及び構造であって，以下に

よらない場合は，当該機器及び支持構造物が，その設

計上要求される強度を確保できるよう日本機械学会

「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（ＪＳＭＥ 

Ｓ ＮＣ１）を参考に同等以上の性能を有することを

確認する。【55条 2】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 また，重大事故等クラス３機器であって，完成品

は，以下によらず，消防法に基づく技術上の規格等一

般産業品の規格及び基準に適合していることを確認

し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度

を確保できる設計とする。【55条 3】 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 要目表 

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 要目表 

放射線管理施設 要目表 

原子炉格納施設 要目表 

非常用電源設備 要目表 

補機駆動用燃料設備 要目表 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価 



101              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

Ⅵ-3-3-2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の強

度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-3 原子炉冷却系統施設の強度に関する説明

書 

Ⅵ-3-3-4 計測制御系統施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-6 放射線管理施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-7 原子炉格納施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-8-1 非常用電源設備の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-8-3 補機駆動用燃料設備の強度に関する説

明書 

 重大事故等クラス２容器及び重大事故等クラス２

管のうち主要な耐圧部の溶接部の耐圧試験は，母材と

同等の方法，同じ試験圧力にて実施する。【55条 4】 

― 
― 

（検査・施設管理に関する事項であり，設計対象外） 

なお，各機器等のクラス区分の適用については，

別紙「主要設備リスト」による。 

なお，各機器等のクラス区分の適用については，

別紙「主要設備リスト」による。【17条 2】【55条 5】 
― 

― 

（「主要設備リスト」による） 

5.2.1 材料について 

(1) 機械的強度及び化学的成分 

a. クラス１機器，クラス１支持構造物及び炉心支持

構造物は，その使用される圧力，温度，水質，放射

線，荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強

度及び化学的成分（使用中の応力その他の使用条件

に対する適切な耐食性を含む。）を有する材料を使

用する。 

5.2.1 材料について 

(1) 機械的強度及び化学的成分 

a. クラス１機器，クラス１支持構造物及び炉心支持

構造物は，その使用される圧力，温度，水質，放射

線，荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強

度及び化学的成分（使用中の応力その他の使用条件

に対する適切な耐食性を含む。）を有する材料を使

用する。【17条 3】 

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 要目表 

原子炉格納施設 要目表 

 

Ⅵ-1-1-6 クラス１機器及び炉心支持構造物の応力

腐食割れ対策に関する説明書 

4. 応力腐食割れ発生の抑制策について 

4.2 申請範囲における応力腐食割れ発生の抑制策に

ついて 

 

Ⅵ-3-3-3 原子炉冷却系統施設の強度に関する説明

書 

Ⅵ-3-3-4 計測制御系統施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-7 原子炉格納施設の強度に関する説明書 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価 

b. クラス２機器，クラス２支持構造物，クラス３機

器及びクラス４管は，その使用される圧力，温度，

荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度

及び化学的成分を有する材料を使用する。 

b. クラス２機器，クラス２支持構造物，クラス３機

器，クラス４管，重大事故等クラス２機器及び重大

事故等クラス２支持構造物は，その使用される圧

力，温度，荷重その他の使用条件に対して適切な機

原子炉本体 要目表 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 要目表 

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 用目表 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する。

【17条 4】【55条 6】 

放射線管理施設 要目表 

原子炉格納施設 要目表 

非常用電源設備 要目表 

火災防護設備 要目表 

 

Ⅵ-3-3-1 原子炉本体の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の強

度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-3 原子炉冷却系統施設の強度に関する説明

書 

Ⅵ-3-3-4 計測制御系統施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-6 放射線管理施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-7 原子炉格納施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-8-1 非常用電源設備の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-8-2 火災防護設備の強度計算書 

c. 原子炉格納容器又は原子炉格納容器支持構造物

は，その使用される圧力，温度，湿度，荷重その他

の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的

成分を有する材料を使用する。 

c. 原子炉格納容器又は原子炉格納容器支持構造物

は，その使用される圧力，温度，湿度，荷重その他

の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的

成分を有する材料を使用する。【17条 5】 

原子炉格納施設 要目表 

 

Ⅵ-3-3-7 原子炉格納施設の強度に関する説明書 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価 

d. 高圧炉心スプレイ系ストレーナ，低圧炉心スプレ

イ系ストレーナ及び残留熱除去系ストレーナは，そ

の使用される圧力，温度，荷重その他の使用条件に

対して適切な機械的強度及び化学的成分を有する

材料を使用する。 

d. 高圧炉心スプレイ系ストレーナ，低圧炉心スプレ

イ系ストレーナ及び残留熱除去系ストレーナは，そ

の使用される圧力，温度，荷重その他の使用条件に

対して適切な機械的強度及び化学的成分を有する

材料を使用する。【17条 6】 

― 
― 

（変更なし） 

 

 

e. 重大事故等クラス３機器は，その使用される圧

力，温度，荷重その他の使用条件に対して日本産業

規格等に適合した適切な機械的強度及び化学的成

分を有する材料を使用する。【55条 7】 

計測制御系統施設 用目表 

放射線管理施設 要目表 

非常用電源設備 要目表 

 

Ⅵ-3-3-4 計測制御系統施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-6 放射線管理施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-7 原子炉格納施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-8-1 非常用電源設備の強度に関する説明書 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価 

(2) 破壊じん性 

a. クラス１容器は，当該容器が使用される圧力，温

(2) 破壊じん性 

a. クラス１容器は，当該容器が使用される圧力，温
― 

― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

度，放射線，荷重その他の使用条件に対して適切な

破壊じん性を有する材料を使用する。また，破壊じ

ん性は，寸法，材質又は破壊じん性試験により確認

する。 

度，放射線，荷重その他の使用条件に対して適切な

破壊じん性を有する材料を使用する。また，破壊じ

ん性は，寸法，材質又は破壊じん性試験により確認

する。【17条 7】 

原子炉圧力容器については，原子炉圧力容器の脆

性破壊を防止するため，中性子照射脆化の影響を考慮

した最低試験温度を確認し，適切な破壊じん性を維持

できるよう，原子炉冷却材温度及び圧力の制限範囲を

設定することを保安規定に定めて管理する。 

原子炉圧力容器については，原子炉圧力容器の脆

性破壊を防止するため，中性子照射脆化の影響を考慮

した最低試験温度を確認し，適切な破壊じん性を維持

できるよう，原子炉冷却材温度及び圧力の制限範囲を

設定することを保安規定に定めて管理する。【14条 21】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

b. クラス１機器（クラス１容器を除く。），クラス１

支持構造物（クラス１管及びクラス１弁を支持する

ものを除く。），クラス２機器，クラス３機器（工学

的安全施設に属するものに限る。），原子炉格納容

器，原子炉格納容器支持構造物及び炉心支持構造物

は，その最低使用温度に対して適切な破壊じん性を

有する材料を使用する。また，破壊じん性は，寸法，

材質又は破壊じん性試験により確認する。 

b. クラス１機器（クラス１容器を除く。），クラス１

支持構造物（クラス１管及びクラス１弁を支持する

ものを除く。），クラス２機器，クラス３機器（工学

的安全施設に属するものに限る。），原子炉格納容

器，原子炉格納容器支持構造物，炉心支持構造物及

び重大事故等クラス２機器は，その最低使用温度に

対して適切な破壊じん性を有する材料を使用する。

また，破壊じん性は，寸法，材質又は破壊じん性試

験により確認する。【17条 8】【55条 8】 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 要目表 

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 要目表 

放射線管理施設 要目表 

原子炉格納施設 要目表 

非常用電源設備 要目表 

 

Ⅵ-3-3-2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の強

度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-3 原子炉冷却系統施設の強度に関する説明

書 

Ⅵ-3-3-4 計測制御系統施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-6 放射線管理施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-7 原子炉格納施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-8-1 非常用電源設備の強度に関する説明書 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価 

 重大事故等クラス２機器のうち，原子炉圧力容器

については，重大事故等時における温度，放射線，荷

重その他の使用条件に対して損傷するおそれがない

設計とする。【55条 9】 

原子炉本体 要目表 

 

Ⅵ-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する

説明書 

2. 基本方針 

3. 脆性破壊防止に対する設計 

4. 評価対象と評価方法 

6. 最低使用温度に基づく評価 

7. 関連温度に基づく評価 

8. 上部棚吸収エネルギーの評価 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

3. 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

c. 高圧炉心スプレイ系ストレーナ，低圧炉心スプレ

イ系ストレーナ及び残留熱除去系ストレーナは，そ

の最低使用温度に対して適切な破壊じん性を有す

る材料を使用する。また，破壊じん性は，寸法，材

質又は破壊じん性試験により確認する。 

c. 高圧炉心スプレイ系ストレーナ，低圧炉心スプレ

イ系ストレーナ及び残留熱除去系ストレーナは，そ

の最低使用温度に対して適切な破壊じん性を有す

る材料を使用する。また，破壊じん性は，寸法，材

質又は破壊じん性試験により確認する。【17条 9】 

― 
― 

（変更なし） 

(3) 非破壊試験 

クラス１機器，クラス１支持構造物（棒及びボル

トに限る。），クラス２機器（鋳造品に限る。）及び炉

心支持構造物に使用する材料は，非破壊試験により有

害な欠陥がないことを確認する。 

(3) 非破壊試験 

クラス１機器，クラス１支持構造物（棒及びボル

トに限る。），クラス２機器（鋳造品に限る。），炉心支

持構造物及び重大事故等クラス２機器（鋳造品に限

る。）に使用する材料は，非破壊試験により有害な欠

陥がないことを確認する。【17条 10】【55条 10】 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 要目表 

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 要目表 

 

Ⅵ-1-1-6 クラス１機器及び炉心支持構造物の応力

腐食割れ対策に関する説明書 

4. 応力腐食割れ発生の抑制策について 

4.2 申請範囲における応力腐食割れ発生の抑制策に

ついて 

 

Ⅵ-3-3-2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の強

度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-3 原子炉冷却系統施設の強度に関する説明

書 

Ⅵ-3-3-4 計測制御系統施設の強度に関する説明書 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価 

5.2.2 構造及び強度について 

(1) 延性破断の防止 

a. クラス１機器，クラス２機器，クラス３機器，原

子炉格納容器及び炉心支持構造物は，最高使用圧

力，最高使用温度及び機械的荷重が負荷されている

状態（以下「設計上定める条件」という。）におい

て，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。 

5.2.2 構造及び強度について 

(1) 延性破断の防止 

a. クラス１機器，クラス２機器，クラス３機器，原

子炉格納容器，炉心支持構造物，重大事故等クラス

２機器及び重大事故等クラス３機器は，最高使用圧

力，最高使用温度及び機械的荷重が負荷されている

状態（以下「設計上定める条件」という。）におい

て，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。【17

条 11】【55条 11】 

原子炉本体 要目表 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 要目表 

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 要目表 

放射線管理施設 要目表 

原子炉格納施設 要目表 

非常用電源設備 要目表 

火災防護設備 要目表 

 

Ⅵ-3-3-1 原子炉本体の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の強

度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-3 原子炉冷却系統施設の強度に関する説明

書 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

Ⅵ-3-3-4 計測制御系統施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-6 放射線管理施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-7 原子炉格納施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-8-1 非常用電源設備の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-8-2 火災防護設備の強度計算書 

b. クラス１支持構造物及び原子炉格納容器支持構

造物は，運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて，全体

的な変形を弾性域に抑える設計とする。 

b. クラス１支持構造物及び原子炉格納容器支持構

造物は，運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて，全体

的な変形を弾性域に抑える設計とする。【17条 12】 

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 要目表 

 

Ⅵ-3-3-3 原子炉冷却系統施設の強度に関する説明

書 

Ⅵ-3-3-4 計測制御系統施設の強度に関する説明書 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価 

c. クラス１支持構造物であって，クラス１容器に溶

接により取り付けられ，その損壊により，クラス１

容器の損壊を生じさせるおそれがあるものは，b. 

にかかわらず，設計上定める条件において，全体的

な変形を弾性域に抑える設計とする。 

c. クラス１支持構造物であって，クラス１容器に溶

接により取り付けられ，その損壊により，クラス１

容器の損壊を生じさせるおそれがあるものは，b. 

にかかわらず，設計上定める条件において，全体的

な変形を弾性域に抑える設計とする。【17条 13】 

― 
― 

（変更なし） 

d. クラス１容器（オメガシールその他のシールを除

く。），クラス１管，クラス１弁，クラス１支持構造

物，原子炉格納容器（著しい応力が生ずる部分及び

特殊な形状の部分に限る。），原子炉格納容器支持構

造物及び炉心支持構造物にあっては，運転状態Ⅲに

おいて，全体的な塑性変形が生じない設計とする。

また，応力が集中する構造上の不連続部について

は，補強等により局部的な塑性変形に止まるよう設

計する。 

d. クラス１容器（オメガシールその他のシールを除

く。），クラス１管，クラス１弁，クラス１支持構造

物，原子炉格納容器（著しい応力が生ずる部分及び

特殊な形状の部分に限る。），原子炉格納容器支持構

造物及び炉心支持構造物にあっては，運転状態Ⅲに

おいて，全体的な塑性変形が生じない設計とする。

また，応力が集中する構造上の不連続部について

は，補強等により局部的な塑性変形に止まるよう設

計する。【17条 14】 

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 要目表 

原子炉格納施設 要目表 

 

Ⅵ-3-3-3 原子炉冷却系統施設の強度に関する説明

書 

Ⅵ-3-3-4 計測制御系統施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-7 原子炉格納施設の強度に関する説明書 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価 

e. クラス１容器（オメガシールその他のシールを除

く。），クラス１管，クラス１支持構造物，原子炉格

納容器（著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の

部分に限る。），原子炉格納容器支持構造物及び炉心

支持構造物は，運転状態Ⅳにおいて，延性破断に至

る塑性変形が生じない設計とする。 

e. クラス１容器（オメガシールその他のシールを除

く。），クラス１管，クラス１支持構造物，原子炉格

納容器（著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の

部分に限る。），原子炉格納容器支持構造物及び炉心

支持構造物は，運転状態Ⅳにおいて，延性破断に至

る塑性変形が生じない設計とする。【17条 15】 

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 要目表 

原子炉格納施設 要目表 

 

Ⅵ-3-3-3 原子炉冷却系統施設の強度に関する説明

書 

Ⅵ-3-3-4 計測制御系統施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-7 原子炉格納施設の強度に関する説明書 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価 

f. クラス４管は，設計上定める条件において，延性 f. クラス４管は，設計上定める条件において，延性 ― ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

破断に至る塑性変形を生じない設計とする。 破断に至る塑性変形を生じない設計とする。【17条

16】 

（変更なし） 

g. クラス１容器（ボルトその他の固定用金具，オメ

ガシールその他のシールを除く。），クラス１支持構

造物（クラス１容器に溶接により取り付けられ，そ

の損壊により，クラス１容器の損壊を生じさせるお

それがあるものに限る。）及び原子炉格納容器（著

しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分に限

る。）は，試験状態において，全体的な塑性変形が

生じない設計とする。また，応力が集中する構造上

の不連続部については，補強等により局部的な塑性

変形に止まるよう設計する。 

g. クラス１容器（ボルトその他の固定用金具，オメ

ガシールその他のシールを除く。），クラス１支持構

造物（クラス１容器に溶接により取り付けられ，そ

の損壊により，クラス１容器の損壊を生じさせるお

それがあるものに限る。）及び原子炉格納容器（著

しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分に限

る。）は，試験状態において，全体的な塑性変形が

生じない設計とする。また，応力が集中する構造上

の不連続部については，補強等により局部的な塑性

変形に止まるよう設計する。【17条 17】 

原子炉格納施設 要目表 

 

Ⅵ-3-3-7 原子炉格納施設の強度に関する説明書 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価 

h. 高圧炉心スプレイ系ストレーナ，低圧炉心スプレ

イ系ストレーナ及び残留熱除去系ストレーナは，運

転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ及び運転状態Ⅳ（異物付着に

よる差圧を考慮）において，全体的な変形を弾性域

に抑える設計とする。 

h. 高圧炉心スプレイ系ストレーナ，低圧炉心スプレ

イ系ストレーナ及び残留熱除去系ストレーナは，運

転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ及び運転状態Ⅳ（異物付着に

よる差圧を考慮）において，全体的な変形を弾性域

に抑える設計とする。【17条 18】 

― 
― 

（変更なし） 

i. クラス２支持構造物であって，クラス２機器に溶

接により取り付けられ，その損壊によりクラス２機

器に損壊を生じさせるおそれがあるものには，運転

状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて，延性破断が生じな

い設計とする。 

i. クラス２支持構造物であって，クラス２機器に溶

接により取り付けられ，その損壊によりクラス２機

器に損壊を生じさせるおそれがあるものには，運転

状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて，延性破断が生じな

い設計とする。【17条 19】 

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 要目表 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価 

 

 

j. 重大事故等クラス２支持構造物であって，重大事

故等クラス２機器に溶接により取り付けられ，その

損壊により重大事故等クラス２機器に損壊を生じ

させるおそれがあるものは，設計上定める条件にお

いて，延性破断が生じない設計とする。【55条 12】 

原子炉本体 要目表 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 要目表 

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 要目表 

放射線管理施設 要目表 

原子炉格納施設 要目表 

非常用電源設備 要目表 

 

Ⅵ-3-3-1 原子炉本体の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の強

度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-3 原子炉冷却系統施設の強度に関する説明

12. 材料及び構造に係る設計 

12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

書 

Ⅵ-3-3-4 計測制御系統施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-6 放射線管理施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-7 原子炉格納施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-8-1 非常用電源設備の強度に関する説明書 

(2) 進行性変形による破壊の防止 

クラス１容器（ボルトその他の固定用金具を除

く。），クラス１管，クラス１弁（弁箱に限る。），クラ

ス１支持構造物，原子炉格納容器（著しい応力が生ず

る部分及び特殊な形状の部分に限る。），原子炉格納容

器支持構造物及び炉心支持構造物は，運転状態Ⅰ及び

運転状態Ⅱにおいて，進行性変形が生じない設計とす

る。 

(2) 進行性変形による破壊の防止 

クラス１容器（ボルトその他の固定用金具を除

く。），クラス１管，クラス１弁（弁箱に限る。），クラ

ス１支持構造物，原子炉格納容器（著しい応力が生ず

る部分及び特殊な形状の部分に限る。），原子炉格納容

器支持構造物及び炉心支持構造物は，運転状態Ⅰ及び

運転状態Ⅱにおいて，進行性変形が生じない設計とす

る。【17条 20】 

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 要目表 

原子炉格納施設 要目表 

 

Ⅵ-3-3-3 原子炉冷却系統施設の強度に関する説明

書 

Ⅵ-3-3-4 計測制御系統施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-7 原子炉格納施設の強度に関する説明書 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価 

(3) 疲労破壊の防止 

a. クラス１容器，クラス１管，クラス１弁（弁箱に

限る。），クラス１支持構造物，クラス２管（伸縮継

手を除く。），原子炉格納容器（著しい応力が生ずる

部分及び特殊な形状の部分に限る。），原子炉格納容

器支持構造物及び炉心支持構造物は，運転状態Ⅰ及

び運転状態Ⅱにおいて，疲労破壊が生じない設計と

する。 

(3) 疲労破壊の防止 

a. クラス１容器，クラス１管，クラス１弁（弁箱に

限る。），クラス１支持構造物，クラス２管（伸縮継

手を除く。），原子炉格納容器（著しい応力が生ずる

部分及び特殊な形状の部分に限る。），原子炉格納容

器支持構造物及び炉心支持構造物は，運転状態Ⅰ及

び運転状態Ⅱにおいて，疲労破壊が生じない設計と

する。【17条 21】 

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 要目表 

原子炉格納施設 要目表 

 

Ⅵ-3-3-3 原子炉冷却系統施設の強度に関する説明

書 

Ⅵ-3-3-4 計測制御系統施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-7 原子炉格納施設の強度に関する説明書 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価 

b. クラス２機器，クラス３機器及び原子炉格納容器

の伸縮継手は，設計上定める条件で応力が繰り返し

加わる場合において，疲労破壊が生じない設計とす

る。 

b. クラス２機器，クラス３機器，原子炉格納容器及

び重大事故等クラス２機器の伸縮継手並びに重大

事故等クラス２管（伸縮継手を除く。）は，設計上

定める条件で応力が繰り返し加わる場合において，

疲労破壊が生じない設計とする。【17条 22】【55条

13】 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 要目表 

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 要目表 

放射線管理施設 要目表 

原子炉格納施設 要目表 

火災防護設備 要目表 

 

Ⅵ-3-3-2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の強

度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-3 原子炉冷却系統施設の強度に関する説明

書 

Ⅵ-3-3-6 放射線管理施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-7 原子炉格納施設の強度に関する説明書 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

Ⅵ-3-3-8-2 火災防護設備の強度計算書 

Ⅴ-3-3-7-3 浸水防護施設の強度に関する説明書 

(4) 座屈による破壊の防止 

a. クラス１容器（胴，鏡板及び外側から圧力を受け

る円筒形又は管状のものに限る。），クラス１支持構

造物，原子炉格納容器支持構造物及び炉心支持構造

物は，運転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ，運転状態Ⅲ及び運

転状態Ⅳにおいて，座屈が生じない設計とする。 

(4) 座屈による破壊の防止 

a. クラス１容器（胴，鏡板及び外側から圧力を受け

る円筒形又は管状のものに限る。），クラス１支持構

造物，原子炉格納容器支持構造物及び炉心支持構造

物は，運転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ，運転状態Ⅲ及び運

転状態Ⅳにおいて，座屈が生じない設計とする。【17

条 23】 

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 要目表 

 

Ⅵ-3-3-3 原子炉冷却系統施設の強度に関する説明

書 

Ⅵ-3-3-4 計測制御系統施設の強度に関する説明書 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価 

b. クラス１容器（胴，鏡板及び外側から圧力を受け

る円筒形又は管状のものに限る。）及びクラス１支

持構造物（クラス１容器に溶接により取り付けら

れ，その損壊により，クラス１容器の損壊を生じさ

せるおそれがあるものに限る。）は，試験状態にお

いて，座屈が生じない設計とする。 

b. クラス１容器（胴，鏡板及び外側から圧力を受け

る円筒形又は管状のものに限る。）及びクラス１支

持構造物（クラス１容器に溶接により取り付けら

れ，その損壊により，クラス１容器の損壊を生じさ

せるおそれがあるものに限る。）は，試験状態にお

いて，座屈が生じない設計とする。【17条 24】 

― 
― 

（変更なし） 

c. クラス１管，クラス２容器，クラス２管及びクラ

ス３機器は，設計上定める条件において，座屈が生

じない設計とする。 

 

c. クラス１管，クラス２容器，クラス２管，クラス

３機器，重大事故等クラス２容器，重大事故等クラ

ス２管及び重大事故等クラス２支持構造物（重大事

故等クラス２機器に溶接により取り付けられ，その

損壊により重大事故等クラス２機器に損壊を生じ

させるおそれがあるものに限る。）は，設計上定め

る条件において，座屈が生じない設計とする。【17

条 25】【55条 14】 

原子炉本体 要目表 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 要目表 

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 要目表 

放射線管理施設 要目表 

原子炉格納施設 要目表 

非常用電源設備 要目表 

火災防護設備 要目表 

 

Ⅵ-3-3-1 原子炉本体の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の強

度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-3 原子炉冷却系統施設の強度に関する説明

書 

Ⅵ-3-3-4 計測制御系統施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-6 放射線管理施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-7 原子炉格納施設の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-8-1 非常用電源設備の強度に関する説明書 

Ⅵ-3-3-8-2 火災防護設備の強度計算書 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

d. 原子炉格納容器は，設計上定める条件並びに運転

状態Ⅲ及び運転状態Ⅳにおいて，座屈が生じない設

計とする。 

d. 原子炉格納容器は，設計上定める条件並びに運転

状態Ⅲ及び運転状態Ⅳにおいて，座屈が生じない設

計とする。【17条 26】 

― 
― 

（変更なし） 

e. クラス２支持構造物であって，クラス２機器に溶

接により取り付けられ，その損壊によりクラス２機

器に損壊を生じさせるおそれがあるものには，運転

状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて，座屈が生じないよ

う設計する。 

e. クラス２支持構造物であって，クラス２機器に溶

接により取り付けられ，その損壊によりクラス２機

器に損壊を生じさせるおそれがあるものには，運転

状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて，座屈が生じないよ

う設計する。【17条 27】 

― 
― 

（変更なし） 

5.2.3 主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影

響部をいう。）について 

クラス１容器，クラス１管，クラス２容器，クラ

ス２管，クラス３容器，クラス３管，クラス４管及び

原子炉格納容器のうち主要な耐圧部の溶接部は，次の

とおりとし，使用前事業者検査により適用基準及び適

用規格に適合していることを確認する。 

 

 

・不連続で特異な形状でない設計とする。 

・溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全

な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥が

ないことを非破壊試験により確認する。 

・適切な強度を有する設計とする。 

・適切な溶接施工法，溶接設備及び技能を有する溶接

士であることを機械試験その他の評価方法によりあ

らかじめ確認する。 

5.2.3 主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影

響部をいう。）について 

クラス１容器，クラス１管，クラス２容器，クラ

ス２管，クラス３容器，クラス３管，クラス４管，原

子炉格納容器，重大事故等クラス２容器及び重大事故

等クラス２管のうち主要な耐圧部の溶接部は，次のと

おりとし，使用前事業者検査により適用基準及び適用

規格に適合していることを確認する。【17条 28】【55

条 15】 

・不連続で特異な形状でない設計とする。【17条 29】

【55条 16】 

・溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全

な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥が

ないことを非破壊試験により確認する。【17条 30】【55

条 17】 

・適切な強度を有する設計とする。【17条 31】【55条

18】 

・適切な溶接施工法，溶接設備及び技能を有する溶接

士であることを機械試験その他の評価方法によりあ

らかじめ確認する。【17条 32】【55条 19】 

― 
― 

（検査に関する事項であり，設計対象外） 

5.3 使用中の亀裂等による破壊の防止 

クラス１機器，クラス１支持構造物，クラス２機

器，クラス２支持構造物，クラス３機器，クラス４管，

原子炉格納容器，原子炉格納容器支持構造物及び炉心

支持構造物は，使用される環境条件を踏まえ応力腐食

割れに対して残留応力が影響する場合，有意な残留応

5.3 使用中の亀裂等による破壊の防止 

クラス１機器，クラス１支持構造物，クラス２機

器，クラス２支持構造物，クラス３機器，クラス４管，

原子炉格納容器，原子炉格納容器支持構造物，炉心支

持構造物，重大事故等クラス２機器及び重大事故等ク

ラス２支持構造物は，使用される環境条件を踏まえ応

 

 

 

 

 

 

 

― 

（検査・施設管理に関する事項であり，設計対象外） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

力が発生すると予想される部位の応力緩和を行う。 

 

 

使用中のクラス１機器，クラス１支持構造物，ク

ラス２機器，クラス２支持構造物，クラス３機器，ク

ラス４管，原子炉格納容器，原子炉格納容器支持構造

物及び炉心支持構造物は，亀裂その他の欠陥により破

壊が引き起こされないよう，保安規定に基づき「実用

発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き

起こす亀裂その他の欠陥の解釈」等に従って検査及び

維持管理を行う。 

 

使用中のクラス１機器の耐圧部分は，貫通する亀

裂その他の欠陥が発生しないよう，保安規定に基づき

「実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊

を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈」等に従って検

査及び維持管理を行う。 

力腐食割れに対して残留応力が影響する場合，有意な

残留応力が発生すると予想される部位の応力緩和を

行う。【18条 1】【56条 1】 

使用中のクラス１機器，クラス１支持構造物，ク

ラス２機器，クラス２支持構造物，クラス３機器，ク

ラス４管，原子炉格納容器，原子炉格納容器支持構造

物，炉心支持構造物，重大事故等クラス２機器及び重

大事故等クラス２支持構造物は，亀裂その他の欠陥に

より破壊が引き起こされないよう，保安規定に基づき

「実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊

を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈」等に従って検

査及び維持管理を行う。【18条 2】【56条 2】 

使用中のクラス１機器の耐圧部分は，貫通する亀

裂その他の欠陥が発生しないよう，保安規定に基づき

「実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊

を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈」等に従って検

査及び維持管理を行う。【18条 3】 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

5.4 耐圧試験等 

(1) クラス１機器，クラス２機器，クラス３機器，

クラス４管及び原子炉格納容器は，施設時に，次に定

めるところによる圧力で耐圧試験を行ったとき，これ

に耐え，かつ，著しい漏えいがないことを確認する。 

ただし，気圧により試験を行う場合であって，当

該圧力に耐えることが確認された場合は，当該圧力を

最高使用圧力（原子炉格納容器にあっては，最高使用

圧力の 0.9倍）までに減じて著しい漏えいがないこと

を確認する。 

なお，耐圧試験は，日本機械学会「発電用原子力

設備規格 設計・建設規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１）等

に従って実施する。 

a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は，機器

の最高使用圧力を超え，かつ，機器に生ずる全体的

な変形が弾性域の範囲内となる圧力とする。 

 

5.4 耐圧試験等 

(1) クラス１機器，クラス２機器，クラス３機器，

クラス４管及び原子炉格納容器は，施設時に，次に定

めるところによる圧力で耐圧試験を行ったとき，これ

に耐え，かつ，著しい漏えいがないことを確認する。 

ただし，気圧により試験を行う場合であって，当

該圧力に耐えることが確認された場合は，当該圧力を

最高使用圧力（原子炉格納容器にあっては，最高使用

圧力の 0.9倍）までに減じて著しい漏えいがないこと

を確認する。【21条 2】 

なお，耐圧試験は，日本機械学会「発電用原子力

設備規格 設計・建設規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１）等

に従って実施する。【21条 3】 

a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は，機器

の最高使用圧力を超え，かつ，機器に生ずる全体的

な変形が弾性域の範囲内となる圧力とする。【21条

4】 

― 
― 

（検査に関する事項であり，設計対象外） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

ただし，クラス１機器，クラス２管又はクラス３管

であって原子炉圧力容器と一体で耐圧試験を行う場

合の圧力は，燃料体の装荷までの間に試験を行った後

においては，通常運転時の圧力を超える圧力とする。 

 

b. 内部が大気圧未満になることにより，大気圧によ

る外圧を受ける機器の耐圧試験の圧力は，大気圧と

内圧との最大の差を上回る圧力とする。この場合に

おいて，耐圧試験の圧力は機器の内面から加えるこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 使用中のクラス１機器，クラス２機器，クラス

３機器及びクラス４管は，通常運転時における圧力

で，漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがないこ

とを確認する。 

 

 

なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電用原子

力設備規格 維持規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＡ１）等に

従って実施する。 

ただし，クラス１機器，クラス２管又はクラス３

管であって原子炉圧力容器と一体で耐圧試験を行う

場合の圧力は，燃料体の装荷までの間に試験を行った

後においては，通常運転時の圧力を超える圧力とす

る。【21条 5】 

b. 内部が大気圧未満になることにより，大気圧によ

る外圧を受ける機器の耐圧試験の圧力は，大気圧と

内圧との最大の差を上回る圧力とする。この場合に

おいて，耐圧試験の圧力は機器の内面から加えるこ

とができる。【21条 6】 

(2) 重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス

３機器に属する機器は，施設時に，当該機器の使用時

における圧力で耐圧試験を行ったとき，これに耐え，

かつ，著しい漏えいがないことを確認する。【58条 1】 

なお，耐圧試験は，日本機械学会「発電用原子力

設備規格 設計・建設規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１）等

に従って実施する。【58条 2】 

ただし，使用時における圧力で耐圧試験を行うこ

とが困難な場合は，運転性能試験結果を用いた評価等

により確認する。【58条 3】 

重大事故等クラス３機器であって，消防法に基づ

く技術上の規格等を満たす一般産業品の完成品は，上

記によらず，運転性能試験や目視等による有害な欠陥

がないことの確認とすることもできるものとする。

【58条 4】 

(3) 使用中のクラス１機器，クラス２機器，クラス

３機器及びクラス４管は，通常運転時における圧力

で，使用中の重大事故等クラス２機器及び重大事故等

クラス３機器に属する機器は，当該機器の使用時にお

ける圧力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいが

ないことを確認する。【21条 7】【58条 5】 

なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電用原子

力設備規格 維持規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＡ１）等に

従って実施する。【21条 8】【58条 6】 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 原子炉格納容器は，最高使用圧力の 0.9倍に等

しい気圧で気密試験を行ったとき，著しい漏えいがな

いことを確認する。 

なお，漏えい率試験は，日本電気協会「原子炉格

納容器の漏えい率試験規程」（ＪＥＡＣ４２０３）等

に従って行う。 

ただし，原子炉格納容器隔離弁の単一故障の考慮

については，判定基準に適切な余裕係数を見込むか，

内側隔離弁を開とし外側隔離弁を閉として試験を実

施する。 

ただし，重大事故等クラス２機器及び重大事故等

クラス３機器に属する機器は使用時における圧力で

試験を行うことが困難な場合は，運転性能試験結果を

用いた評価等により確認する。【58条 7】 

重大事故等クラス３機器であって，消防法に基づ

く技術上の規格等を満たす一般産業品の完成品は，上

記によらず，運転性能試験や目視等による有害な欠陥

がないことの確認とすることもできるものとする。

【58条 8】 

(4) 原子炉格納容器は，最高使用圧力の 0.9倍に等

しい気圧で気密試験を行ったとき，著しい漏えいがな

いことを確認する。【21条 9】 

なお，漏えい率試験は，日本電気協会「原子炉格

納容器の漏えい率試験規程」（ＪＥＡＣ４２０３）等

に従って行う。【21条 10】 

ただし，原子炉格納容器隔離弁の単一故障の考慮

については，判定基準に適切な余裕係数を見込むか，

内側隔離弁を開とし外側隔離弁を閉として試験を実

施する。【21条 11】 

5.5 安全弁等 

蒸気タービン，発電機，変圧器及び遮断器を除く

設計基準対象施設に設置する安全弁，逃がし弁，破壊

板，真空破壊弁及び真空破壊装置は，日本機械学会「発

電用原子力設備規格 設計・建設規格」（ＪＳＭＥ Ｓ 

ＮＣ１）及び日本機械学会「発電用原子力設備規格 設

計・建設規格（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2001）及び（Ｊ

ＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005）【事例規格】過圧防護に関

する規定（ＮＣ－ＣＣ－００１）」に適合するよう以

下のとおり設計する。 

 

なお，安全弁，逃がし弁，破壊板，真空破壊弁及

び真空破壊装置については，施設時に適用した告示

（通商産業省「発電用原子力設備に関する構造等の技

術基準（昭和 55年通商産業省告示第５０１号）」）の

5.5 安全弁等 

蒸気タービン，発電機，変圧器及び遮断器を除く

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に設置す

る安全弁，逃がし弁，破壊板，真空破壊弁及び真空破

壊装置は，日本機械学会「発電用原子力設備規格 設

計・建設規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１）及び日本機械

学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（ＪＳ

ＭＥ Ｓ ＮＣ１－2001）及び（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－

2005）【事例規格】過圧防護に関する規定（ＮＣ－Ｃ

Ｃ－００１）」に適合するよう以下のとおり設計する。

【20条 1】【57条 1】 

なお，安全弁，逃がし弁，破壊板，真空破壊弁及

び真空破壊装置については，施設時に適用した告示

（通商産業省「発電用原子力設備に関する構造等の技

術基準（昭和 55年通商産業省告示第５０１号）」）の

― 
― 

（冒頭宣言） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

規定に適合する設計とする。 規定に適合する設計とする。【20条 2】【57条 2】 

安全弁及び逃がし弁（以下「安全弁等」という。）

は，確実に作動する構造を有する設計とする。 

 

安全弁等の弁軸は，弁座面からの漏えいを適切に

防止できる構造とする。 

安全弁等又は真空破壊弁及び真空破壊装置の材料

は，容器及び管の重要度に応じて適切な材料を使用す

る。 

設計基準対象施設に係る安全弁又は逃がし弁（以

下「5.5 安全弁等」において「安全弁」という。）の

うち，補助作動装置付きの安全弁にあっては，当該補

助作動装置が故障しても系統の圧力をその最高使用

圧力の 1.1 倍以下に保持するのに必要な吹出し容量

が得られる構造とする。 

安全弁及び逃がし弁（以下「安全弁等」という。）

は，確実に作動する構造を有する設計とする。【20条

3】【57条 3】 

安全弁等の弁軸は，弁座面からの漏えいを適切に

防止できる構造とする。【20条 4】【57条 4】 

安全弁等又は真空破壊弁及び真空破壊装置の材料

は，容器及び管の重要度に応じて適切な材料を使用す

る。【20条 5】【20条 24】【57条 5】【57条 23】 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に係る

安全弁又は逃がし弁（以下「5.5 安全弁等」におい

て「安全弁」という。）のうち，補助作動装置付きの

安全弁にあっては，当該補助作動装置が故障しても系

統の圧力をその最高使用圧力の 1.1 倍以下に保持す

るのに必要な吹出し容量が得られる構造とする。【20

条 6】【57条 6】 

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 要目表 

非常用電源設備 要目表 

 

構造図 

4.2.1 主蒸気系 

4.3.1 残留熱除去系（残留熱除去設備） 

4.4.1 高圧炉心スプレイ系 

4.4.2 低圧炉心スプレイ系 

4.4.4 原子炉隔離時冷却系 

5.3.1 ほう酸水注入系（ほう酸水注入設備） 

9.1.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

9.1.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

15. 安全弁等の設計 

設計基準対象施設のうち減圧弁を有する管にあっ

て，その低圧側の設備が高圧側の圧力に耐えられる設

計となっていないもののうちクラス１管以外のもの

については，減圧弁の低圧側の系統の健全性を維持す

るために必要な容量を持つ安全弁を 1 個以上，減圧弁

に接近して設置し，高圧側の圧力による損傷を防止す

る設計とする。 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備のうち

減圧弁を有する管にあって，その低圧側の設備が高圧

側の圧力に耐えられる設計となっていないもののう

ちクラス１管以外のものについては，減圧弁の低圧側

の系統の健全性を維持するために必要な容量を持つ

安全弁を 1 個以上，減圧弁に接近して設置し，高圧側

の圧力による損傷を防止する設計とする。【20条 11】

【57条 11】 

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

 

計測制御系統施設に係る機器の配置を明示した図面 

5.3.1 ほう酸水注入系 

 

計測制御系統施設に係る系統図 

5.3.1 ほう酸水注入系 

15. 安全弁等の設計 

なお，容量は当該安全弁等の吹出し圧力と設置個数

を適切に組み合わせることにより，系統の圧力をその

最高使用圧力の 1.1 倍以下に保持するのに必要な容

量を算定する。 

なお，容量は当該安全弁等の吹出し圧力と設置個数

を適切に組み合わせることにより，系統の圧力をその

最高使用圧力の 1.1 倍以下に保持するのに必要な容

量を算定する。【20条 12】【57条 12】 

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 要目表 

 

Ⅵ-4-1 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書 

4. 計測制御系統施設の安全弁等の容量計算結果 

15. 安全弁等の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

4.2 吹出量の計算（RV227-1A，B） 

4.2.5 評価結果 

また，安全弁は，吹出し圧力を下回った後に，速や

かに吹き止まる構造とする。 

また，安全弁は，吹出し圧力を下回った後に，速や

かに吹き止まる構造とする。【20条 13】【57条 13】 

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 要目表 

15. 安全弁等の設計 

なお，クラス１管には減圧弁を設置しない設計とす

る。 

なお，クラス１管には減圧弁を設置しない設計とす

る。【20条 14】 
― 

― 

（変更なし） 

原子炉圧力容器，所内ボイラー及び原子炉格納容器

を除く設計基準対象施設に属する容器又は管であっ

て，内部に過圧が生ずるおそれがあるものにあって

は，過圧防止に必要な容量を持つ安全弁等を 1 個以上

設置し，内部の過圧による損傷を防止する設計とす

る。 

原子炉圧力容器，所内ボイラー及び原子炉格納容器

を除く設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に

属する容器又は管であって，内部に過圧が生ずるおそ

れがあるものにあっては，過圧防止に必要な容量を持

つ安全弁等を 1 個以上設置し，内部の過圧による損傷

を防止する設計とする。【20条 15】【57条 14】 

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 要目表 

非常用電源設備 要目表 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.2.1 主蒸気系 

4.3.1 残留熱除去系（残留熱除去設備） 

4.4.1 高圧炉心スプレイ系 

4.4.2 低圧炉心スプレイ系 

4.4.4 原子炉隔離時冷却系 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

4.4.6 残留熱除去系（非常用炉心冷却設備その他原

子炉注水設備） 

4.4.7 ほう酸水注入系（非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備） 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.2.1 主蒸気系 

4.3.1 残留熱除去系（残留熱除去設備） 

4.4.1 高圧炉心スプレイ系 

4.4.2 低圧炉心スプレイ系 

4.4.4 原子炉隔離時冷却系 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

4.4.6 残留熱除去系（非常用炉心冷却設備その他原

子炉注水設備） 

4.4.7 ほう酸水注入系（非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備） 

15. 安全弁等の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

4.7.1 原子炉浄化系 

 

計測制御系統施設に係る機器の配置を明示した図面 

5.3.1 ほう酸水注入系（ほう酸水注入設備） 

 

計測制御系統施設に係る系統図 

5.3.1 ほう酸水注入系（ほう酸水注入設備） 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

9.1.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

 

非常用電源設備に係る系統図 

9.1.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

9.1.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

なお，容量は当該安全弁等の吹出し圧力と設置個数

を適切に組み合わせることにより，系統の圧力をその

最高使用圧力の 1.1 倍以下に保持するのに必要な容

量を算定する。 

なお，容量は当該安全弁等の吹出し圧力と設置個数

を適切に組み合わせることにより，系統の圧力をその

最高使用圧力の 1.1 倍以下に保持するのに必要な容

量を算定する。【20条 16】【57条 15】 

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 要目表 

非常用電源設備 要目表 

 

Ⅵ-4-1 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書 

3.原子炉冷却系統施設の安全弁等の容量計算結果 

3.1 吹出量の計算（RV222-1A） 

3.2 吹出量の計算（RV222-1B） 

3.3 吹出量の計算（RV222-1C） 

3.4 吹出量の計算（RV222-2） 

3.5 吹出量の計算（RV224-1） 

3.6 吹出量の計算（RV223-1） 

3.7 吹出量の計算（RV221-1） 

4.計測制御系統施設の安全弁等の容量計算結果 

4.1 吹出量の計算（RV225-1A，B） 

4.2 吹出量の計算（RV227-1A，B） 

15. 安全弁等の設計 

また，安全弁は吹出し圧力を下回った後に，速やか

に吹き止まる構造とする。 

安全弁等の入口側に破壊板を設ける場合は，当該容

また，安全弁は吹出し圧力を下回った後に，速やか

に吹き止まる構造とする。【20条 17】【57条 16】 

安全弁等の入口側に破壊板を設ける場合は，当該容

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 要目表 

非常用電源設備 要目表 

15. 安全弁等の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

器の最高使用圧力以下で破壊し，破壊板の破壊により

安全弁等の機能を損なわないよう設計する。 

器の最高使用圧力以下で破壊し，破壊板の破壊により

安全弁等の機能を損なわないよう設計する。【20条 18】

【57条 17】 

設計基準対象施設に属する容器又は管に設置する

安全弁等の出口側には，破壊板を設置しない設計とす

る。 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に属す

る容器又は管に設置する安全弁等の出口側には，破壊

板を設置しない設計とする。【20条 19】【57条 18】 

原子炉冷却系統施設 要目表 

計測制御系統施設 要目表 

非常用電源設備 要目表 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.2.1 主蒸気系 

4.3.1 残留熱除去系（残留熱除去設備） 

4.4.1 高圧炉心スプレイ系 

4.4.2 低圧炉心スプレイ系 

4.4.4 原子炉隔離時冷却系 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

4.4.6 残留熱除去系（非常用炉心冷却設備その他原

子炉注水設備） 

4.4.7 ほう酸水注入系（非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備） 

4.7.1 原子炉浄化系 

 

計測制御系統施設に係る系統図 

5.3.1 ほう酸水注入系（ほう酸水注入設備） 

 

非常用電源設備に係る系統図 

9.1.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

9.1.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

15. 安全弁等の設計 

設計基準対象施設に属する容器として，液体炭酸ガ

ス等の安全弁等の作動を不能にするおそれのある物

質を内包する容器にあっては，容器の過圧防止に必要

な容量を持つ破壊板を 1個以上設置し，内部の過圧に

よる損傷を防止する設計とする。 

 

なお，容量は吹出し圧力と設置個数を適切に組み合

わせることにより，容器の圧力をその最高使用圧力の

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に属す

る容器として，液体炭酸ガス等の安全弁等の作動を不

能にするおそれのある物質を内包する容器にあって

は，容器の過圧防止に必要な容量を持つ破壊板を 1個

以上設置し，内部の過圧による損傷を防止する設計と

する。【20条 20】【57条 19】 

なお，容量は吹出し圧力と設置個数を適切に組み合

わせることにより，容器の圧力をその最高使用圧力の

原子炉格納施設 要目表 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.1 真空破壊装置及びベントヘッダ並びにダウン

カマ 

 

 

 

15. 安全弁等の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

1.1倍以下に保持するのに必要な容量を算定する。 

 

なお，容器と破壊板との間に連絡管は設置しない設

計とする。 

設計基準対象施設に属する容器又は管に設置する

安全弁等又は破壊板の入口側又は出口側に止め弁を

設置する場合は，施錠開により発電用原子炉の起動時

及び運転中に止め弁が全開している事が確認できる

設計とし，保安規定に定めて管理する。 

 

内部が大気圧未満となることにより外面に設計上

定める圧力を超える圧力を受けるおそれがある設計

基準対象施設に属する容器又は管については，適切な

箇所に過圧防止に必要な容量以上となる真空破壊弁

を 1 個以上設置し，負圧による容器又は管の損傷を防

止する設計とする。 

 

設計基準対象施設のうち，流体に放射性物質を含む

系統に設置する安全弁等，破壊板又は真空破壊弁は，

放出される流体を，放射性廃棄物を一時的に貯蔵する

タンクを介して廃棄物処理施設に導くことにより，安

全に処理することができるよう設計する。 

1.1倍以下に保持するのに必要な容量を算定する。【20

条 21】【57条 20】 

なお，容器と破壊板との間に連絡管は設置しない設

計とする。【20条 22】【57条 21】 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に属す

る容器又は管に設置する安全弁等又は破壊板の入口

側又は出口側に止め弁を設置する場合は，施錠開によ

り発電用原子炉の起動時及び運転中に止め弁が全開

している事が確認できる設計とし，保安規定に定めて

管理する。【20条 23】【57条 22】 

内部が大気圧未満となることにより外面に設計上

定める圧力を超える圧力を受けるおそれがある設計

基準対象施設及び重大事故等対処設備に属する容器

又は管については，適切な箇所に過圧防止に必要な容

量以上となる真空破壊弁を 1 個以上設置し，負圧によ

る容器又は管の損傷を防止する設計とする。【20条 27】

【57条 25】 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備のうち，

流体に放射性物質を含む系統に設置する安全弁等，破

壊板又は真空破壊弁は，放出される流体を，放射性廃

棄物を一時的に貯蔵するタンクを介して廃棄物処理

施設に導くことにより，安全に処理することができる

よう設計する。【20条 28】【57条 26】 

 

 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

5.6 逆止め弁 

放射性物質を含む原子炉冷却材を内包する容器若

しくは管又は放射性廃棄物処理設備（排気筒並びに廃

棄物貯蔵設備及び換気設備を除く。）へ放射性物質を

含まない流体を導く管には，逆止め弁を設ける設計と

し，放射性物質を含む流体が放射性物質を含まない流

体側へ逆流することによる汚染拡大を防止する。 

ただし，上記において，放射性物質を含む流体と放

射性物質を含まない流体を導く管が直接接続されて

いない場合又は十分な圧力差を有している場合は，逆

流するおそれがないため，逆止め弁の設置を不要とす

5.6 逆止め弁 

放射性物質を含む原子炉冷却材を内包する容器若

しくは管又は放射性廃棄物処理設備（排気筒並びに廃

棄物貯蔵設備及び換気設備を除く。）へ放射性物質を

含まない流体を導く管には，逆止め弁を設ける設計と

し，放射性物質を含む流体が放射性物質を含まない流

体側へ逆流することによる汚染拡大を防止する。【30

条 1】 

ただし，上記において，放射性物質を含む流体と放

射性物質を含まない流体を導く管が直接接続されて

いない場合又は十分な圧力差を有している場合は，逆

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

る。 流するおそれがないため，逆止め弁の設置を不要とす

る。【30条 2】 

5.7 内燃機関の設計条件 

5.7.1 設計基準対象施設 

設計基準対象施設に施設する内燃機関（以下「内燃

機関」という。）は，非常調速装置が作動したときに

達する回転速度に対して構造上十分な機械的強度を

有する設計とする。 

 

5.7 内燃機関及びガスタービンの設計条件 

5.7.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に施設

する内燃機関（以下「内燃機関」という。）及び重大

事故等対処施設に施設するガスタービン（以下「ガス

タービン」という。）は，非常調速装置が作動したと

きに達する回転速度に対して構造上十分な機械的強

度を有する設計とする。【48条 15】【78条 3】【78条

10】 

非常用電源設備 要目表 

 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

2. 基本方針 

2.1 常設の非常用発電装置の出力に関する設計方針 

2.1.1 ガスタービン 

(1) ガスタービン等の構造 

2.1.2 内燃機関 

(1) 内燃機関等の構造 

 

Ⅵ-3-別添 4-3 発電用火力設備の技術基準による強

度評価書 

2. その他発電用原子炉の附属施設(非常用電源設

備)のガスタービン及び内燃機関の強度評価書 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.5 発電用火力設備の技術基準による強度評価 

17. 内燃機関及びガスタービンの設計 

 ガスタービンは，ガスの温度が著しく上昇した場合

に燃料の流入を自動的に遮断する装置が作動したと

きに達するガス温度に対して構造上十分な熱的強度

を有する設計とする。【78条 4】 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

2. 基本方針 

2.1 常設の非常用発電装置の出力に関する設計方針 

2.1.1 ガスタービン 

(1) ガスタービン等の構造 

 

Ⅵ-3-別添 4-3 発電用火力設備の技術基準による強

度評価書 

2. その他発電用原子炉の附属施設(非常用電源設

備)のガスタービン及び内燃機関の強度評価書 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.5 発電用火力設備の技術基準による強度評価 

17. 内燃機関及びガスタービンの設計 

内燃機関の軸受は運転中の荷重を安定に支持でき

るものであって，かつ，異常な摩耗，変形及び過熱が

生じない設計とする。 

内燃機関及びガスタービンの軸受は運転中の荷重

を安定に支持できるものであって，かつ，異常な摩耗，

変形及び過熱が生じない設計とする。【48条 16】【78

条 5】【78条 11】 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

2. 基本方針 

2.1 常設の非常用発電装置の出力に関する設計方針 

2.1.1 ガスタービン 

(1) ガスタービン等の構造 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.5 発電用火力設備の技術基準による強度評価 

17. 内燃機関及びガスタービンの設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

2.1.2 内燃機関 

(1) 内燃機関等の構造 

 

Ⅵ-3-別添 4-3 発電用火力設備の技術基準による強

度評価書 

2. その他発電用原子炉の附属施設(非常用電源設

備)のガスタービン及び内燃機関の強度評価書 

 ガスタービンの危険速度は，調速装置により調整可

能な最小の回転速度から非常調速装置が作動したと

きに達する回転速度までの間に発生しないように設

計する。【78条 6】 

非常用電源設備 要目表 17. 内燃機関及びガスタービンの設計 

内燃機関の耐圧部の構造は，最高使用圧力又は最高

使用温度において発生する耐圧部分に生じる応力は

当該部分に使用する材料の許容応力以下となる設計

とする。 

内燃機関及びガスタービンの耐圧部の構造は，最高

使用圧力又は最高使用温度において発生する耐圧部

分に生じる応力は当該部分に使用する材料の許容応

力以下となる設計とする。【48条 17】【78条 7】【78条

12】 

非常用電源設備 要目表 

 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

2. 基本方針 

2.1 常設の非常用発電装置の出力に関する設計方針 

2.1.1 ガスタービン 

(1) ガスタービン等の構造 

2.1.2 内燃機関 

(1) 内燃機関等の構造 

 

Ⅵ-3-別添 4-3 発電用火力設備の技術基準による強

度評価書 

2. その他発電用原子炉の附属施設(非常用電源設

備)のガスタービン及び内燃機関の強度評価書 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.5 発電用火力設備の技術基準による強度評価 

17. 内燃機関及びガスタービンの設計 

内燃機関を屋内に設置するときは，酸素欠乏の発生

のおそれのないように，給排気部を設ける設計とす

る。 

内燃機関を屋内に設置するときは，酸素欠乏の発生

のおそれのないように，給排気部を設ける設計とす

る。【48条 39】 

― 
― 

（変更なし） 

内燃機関は，その回転速度及び出力が負荷の変動に

より持続的に動揺することを防止する調速装置を設

けるとともに，運転中に生じた過速度その他の異常に

よる設備の破損を防止するため，その異常が発生した

場合に内燃機関を安全に停止させる非常調速装置そ

内燃機関及びガスタービンは，その回転速度及び出

力が負荷の変動により持続的に動揺することを防止

する調速装置を設けるとともに，運転中に生じた過速

度その他の異常による設備の破損を防止するため，そ

の異常が発生した場合に内燃機関及びガスタービン

非常用電源設備 要目表 

 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

2. 基本方針 

17. 内燃機関及びガスタービンの設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

の他の非常停止装置を設置する設計とする。 を安全に停止させる非常調速装置その他の非常停止

装置を設置する設計とする。【48条 18】【78条 8】【78

条 13】 

2.1 常設の非常用発電装置の出力に関する設計方針 

2.1.1 ガスタービン 

(2) 調速装置 

(3) 非常停止装置 

2.1.2 内燃機関 

(2) 調速装置 

(3) 非常停止装置 

内燃機関及びその附属設備であって過圧が生じる

おそれのあるものには，適切な過圧防止装置を設ける

設計とする。 

内燃機関及びその附属設備並びにガスタービンの

附属設備であって過圧が生じるおそれのあるものに

は，適切な過圧防止装置を設ける設計とする。【48条

19】【78条 14】 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

2. 基本方針 

2.1 常設の非常用発電装置の出力に関する設計方針 

2.1.1 ガスタービン 

(4) 過圧防止装置 

2.1.2 内燃機関 

(4) 過圧防止措置 

17. 内燃機関及びガスタービンの設計 

内燃機関には，設備の損傷を防止するために，回転

速度，潤滑油圧力及び潤滑油温度等の運転状態を計測

する装置を設ける設計とする。 

内燃機関及びガスタービンには，設備の損傷を防止

するために，回転速度，潤滑油圧力及び潤滑油温度等

の運転状態を計測する装置を設ける設計とする。【48

条 20】【78条 9】【78条 15】 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

2. 基本方針 

2.1 常設の非常用発電装置の出力に関する設計方針 

2.1.1 ガスタービン 

(5) 計測装置 

2.1.2 内燃機関 

(5) 計測装置 

17. 内燃機関及びガスタービンの設計 

内燃機関の附属設備に属する容器及び管は発電用

原子炉施設として，「実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則」の材料及び構造，安全

弁等，耐圧試験等の規定を満たす設計とする。 

内燃機関及びガスタービンの附属設備に属する容

器及び管は発電用原子炉施設として，「実用発電用原

子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の材

料及び構造，安全弁等，耐圧試験等の規定を満たす設

計とする。【48条 14】【78条 1】【78条 2】 

非常用電源設備 要目表 

補機駆動用燃料設備 要目表 

 

Ⅵ-3-別添 4-3 発電用火力設備の技術基準による強

度評価書 

2. その他発電用原子炉の附属施設(非常用電源設

備)のガスタービン及び内燃機関の強度評価書 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.5 発電用火力設備の技術基準による強度評価 

17. 内燃機関及びガスタービンの設計 

 5.7.2 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型の非常用発電装置の内燃機関は，流入する燃

料を自動的に調整する調速装置並びに軸受が異常な

摩耗，変形及び過熱が生じないよう潤滑油装置を設け

非常用電源設備 要目表 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

2. 基本方針 

17. 内燃機関及びガスタービンの設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

る設計とする。【78条 16】 2.2 可搬型の非常用発電装置の出力に関する設計方

針 

2.2.1 可搬型の非常用発電装置 

(1) 原動機 

 可搬型の非常用発電装置の内燃機関は，回転速度，

潤滑油圧力及び潤滑油温度等の運転状態を計測する

装置を設ける設計とする。【78条 17】 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

2. 基本方針 

2.2 可搬型の非常用発電装置の出力に関する設計方

針 

2.2.1 可搬型の非常用発電装置 

(3) 計測装置 

17. 内燃機関及びガスタービンの設計 

 可搬型の非常用発電装置の内燃機関は，回転速度が

著しく上昇した場合及び冷却水温度が著しく上昇し

た場合等に自動的に停止する設計とする。【78条 18】 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

2. 基本方針 

2.2 可搬型の非常用発電装置の出力に関する設計方

針 

2.2.1 可搬型の非常用発電装置 

(4) 保護装置 

17. 内燃機関及びガスタービンの設計 

 可搬型の非常用発電装置の強度については，完成品

として一般産業品規格で規定される温度試験等を実

施し，定格負荷状態において十分な強度を有する設計

とする。【78条 19】 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

2. 基本方針 

2.2 可搬型の非常用発電装置の出力に関する設計方

針 

 

別添 5 非常用発電装置（可搬型）の強度に関する説

明書 

4. 強度評価結果 

4.1 ＪＥＭ－１３５４又はＪＥＭ－１３９８に規定

される温度試験による評価結果 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.6 非常用発電装置（可搬型）の強度評価 

17. 内燃機関及びガスタービンの設計 

5.8 電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設 

設計基準対象施設に施設する電気設備（以下「電気

設備」という。）は，感電又は火災のおそれがないよ

うに接地し，充電部分に容易に接触できない設計とす

5.8 電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に施設

する電気設備（以下「電気設備」という。）は，感電

又は火災のおそれがないように接地し，充電部分に容

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

2. 基本方針 

2.1 常設の非常用発電装置の出力に関する設計方針 

2.1.3 発電機 

18. 電気設備の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

る。 易に接触できない設計とする。【48条 21】【78条 20】 (1) 感電，火災等の防止 

2.1.4 遮断器 

(1) 感電，火災等の防止 

2.1.5 その他電気設備 

(1) 感電，火災等の防止 

 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

電気設備は，電路を絶縁し，電線等が接続部分にお

いて電気抵抗を増加させないように端子台等により

接続するほか，期待される使用状態において断線のお

それがない設計とする。 

電気設備は，電路を絶縁し，電線等が接続部分にお

いて電気抵抗を増加させないように端子台等により

接続するほか，期待される使用状態において断線のお

それがない設計とする。【48条 22】【78条 21】 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

2. 基本方針 

2.1 常設の非常用発電装置の出力に関する設計方針 

2.1.3 発電機 

(1) 感電，火災等の防止 

2.1.4 遮断器 

(1) 感電，火災等の防止 

2.1.5 その他電気設備 

(1) 感電，火災等の防止 

 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

18. 電気設備の設計 

電気設備における電路に施設する電気機械器具は，

期待される使用状態において発生する熱に耐えるも

のとし，高圧又は特別高圧の電気機械器具について

は，可燃性の物と隔離する設計とする。 

電気設備における電路に施設する電気機械器具は，

期待される使用状態において発生する熱に耐えるも

のとし，高圧又は特別高圧の電気機械器具について

は，可燃性の物と隔離する設計とする。【48条 23】【78

条 22】 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

2. 基本方針 

2.1 常設の非常用発電装置の出力に関する設計方針 

2.1.3 発電機 

(1) 感電，火災等の防止 

2.1.5 その他電気設備 

(1) 感電，火災等の防止 

 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

18. 電気設備の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

2.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

電気設備は，電流が安全かつ確実に大地に通じるこ

とができるよう，適切な箇所に接地を施す設計とす

る。 

電気設備は，電流が安全かつ確実に大地に通じるこ

とができるよう，適切な箇所に接地を施す設計とす

る。【48条 24】【78条 23】 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

2. 基本方針 

2.1 常設の非常用発電装置の出力に関する設計方針 

2.1.3 発電機 

(1) 感電，火災等の防止 

2.1.4 遮断器 

(1) 感電，火災等の防止 

2.1.5 その他電気設備 

(1) 感電，火災等の防止 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

18. 電気設備の設計 

電気設備における高圧の電路と低圧の電路とを結

合する変圧器には，適切な箇所に接地を施し，変圧器

により特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，

避雷器を施設する設計とする。 

電気設備における高圧の電路と低圧の電路とを結

合する変圧器には，適切な箇所に接地を施し，変圧器

により特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，

避雷器を施設する設計とする。【48条 25】【78条 24】 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

2. 基本方針 

2.1 常設の非常用発電装置の出力に関する設計方針 

2.1.5 その他電気設備 

(2) 異常の予防及び保護対策 

 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

18. 電気設備の設計 

電気設備は，電路の必要な箇所に過電流遮断器又は

地絡遮断器を施設する設計とする。 

電気設備は，電路の必要な箇所に過電流遮断器又は

地絡遮断器を施設する設計とする。【48条 26】【78条

25】 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

2. 基本方針 

2.1 常設の非常用発電装置の出力に関する設計方針 

2.1.3 発電機 

(2) 異常の予防及び保護対策 

(4) 供給支障の防止 

2.1.4 遮断器 

(2) 異常の予防及び保護対策 

(4) 供給支障の防止 

18. 電気設備の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

2.1.5 その他電気設備 

(1) 異常の予防及び保護対策 

 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電

気的又は磁気的な障害を与えない設計とする。 

電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電

気的又は磁気的な障害を与えない設計とする。【48条

27】【78条 26】 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

2. 基本方針 

2.1 常設の非常用発電装置の出力に関する設計方針 

2.1.3 発電機 

(3) 電気的，磁気的障害の防止 

2.1.4 遮断器 

(3) 電気的，磁気的障害の防止 

2.1.5 その他電気設備 

(3) 電気的，磁気的障害の防止 

 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

18. 電気設備の設計 

電気設備のうち高圧又は特別高圧の電気機械器具

及び母線等は，取扱者以外の者が容易に立ち入るおそ

れがないよう発電所にフェンス等を設ける設計とす

る。 

電気設備のうち高圧又は特別高圧の電気機械器具

及び母線等は，取扱者以外の者が容易に立ち入るおそ

れがないよう発電所にフェンス等を設ける設計とす

る。【48条 28】【78条 27】 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

2. 基本方針 

2.1 常設の非常用発電装置の出力に関する設計方針 

2.1.3 発電機 

(1) 感電，火災等の防止 

2.1.4 遮断器 

(1) 感電，火災等の防止 

2.1.5 その他電気設備 

(1) 感電，火災等の防止 

 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

18. 電気設備の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

電気設備における架空電線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼす

おそれがない高さに施設する設計とする。 

電気設備における架空電線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼす

おそれがない高さに施設する設計とする。【48条 29】 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

18. 電気設備の設計 

電気設備における電力保安通信線は，他の電線等を

損傷するおそれがなく，かつ，接触又は断線によって

生じる混触による感電又は火災のおそれがない設計

とする。 

電気設備における電力保安通信線は，他の電線等を

損傷するおそれがなく，かつ，接触又は断線によって

生じる混触による感電又は火災のおそれがない設計

とする。【48条 30】 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

18. 電気設備の設計 

電気設備のうちガス絶縁機器は，最高使用圧力に耐

え，かつ，漏えいがなく，異常な圧力を検知するとと

もに，使用する絶縁ガスは可燃性，腐食性及び有毒性

のない設計とする。 

電気設備のうちガス絶縁機器は，最高使用圧力に耐

え，かつ，漏えいがなく，異常な圧力を検知するとと

もに，使用する絶縁ガスは可燃性，腐食性及び有毒性

のない設計とする。【48条 31】 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

3. 施設の詳細設計方針 

3.3 ガス絶縁開閉装置及び変圧器等に関する設計 

3.3.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

18. 電気設備の設計 

電気設備のうち開閉器又は断路器に使用する圧縮

空気装置は，最高使用圧力に耐え，かつ，漏えいがな

く，異常な圧力を検知するとともに，圧力が上昇した

場合に最高使用圧力に到達する前に圧力を低下させ，

空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動的に

回復できる機能を有し，空気タンクは耐食性を有する

設計とする。 

電気設備のうち開閉器又は断路器に使用する圧縮

空気装置は，最高使用圧力に耐え，かつ，漏えいがな

く，異常な圧力を検知するとともに，圧力が上昇した

場合に最高使用圧力に到達する前に圧力を低下させ，

空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動的に

回復できる機能を有し，空気タンクは耐食性を有する

設計とする。【48条 32】 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

3. 施設の詳細設計方針 

3.3 ガス絶縁開閉装置及び変圧器等に関する設計 

3.3.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

18. 電気設備の設計 

電気設備のうち水素冷却式発電機は，水素の漏えい

又は空気の混入のおそれがなく，水素が大気圧で爆発

する場合に生じる圧力に耐える強度を有し，異常を早

期に検知し警報する機能を有する設計とする。 

電気設備のうち水素冷却式発電機は，水素の漏えい

又は空気の混入のおそれがなく，水素が大気圧で爆発

する場合に生じる圧力に耐える強度を有し，異常を早

期に検知し警報する機能を有する設計とする。【48条

33】 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

3. 施設の詳細設計方針 

3.2 発電機に関する設計 

3.2.2 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

18. 電気設備の設計 

電気設備のうち水素冷却式発電機は，軸封部から漏

えいした水素を外部に放出でき，発電機内への水素の

導入及び発電機内からの水素の外部への放出が安全

にできる設計とする。 

電気設備のうち水素冷却式発電機は，軸封部から漏

えいした水素を外部に放出でき，発電機内への水素の

導入及び発電機内からの水素の外部への放出が安全

にできる設計とする。【48条 34】 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

3. 施設の詳細設計方針 

3.2 発電機に関する設計 

3.2.2 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

18. 電気設備の設計 

電気設備のうち発電機又は特別高圧の変圧器には，

異常が生じた場合に自動的にこれを電路から遮断す

電気設備のうち発電機又は特別高圧の変圧器には，

異常が生じた場合に自動的にこれを電路から遮断す

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

18. 電気設備の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

る装置を施設する設計とする。 る装置を施設する設計とする。【48条 35】【78条 28】 2. 基本方針 

2.1 常設の非常用発電装置の出力に関する設計方針 

2.1.3 発電機 

(4) 供給支障の防止 

2.1.4 遮断器 

(4) 供給支障の防止 

 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

3. 施設の詳細設計方針 

3.2 発電機に関する設計 

3.1.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大

防止 

3.2.2 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

3.3 ガス絶縁開閉装置及び変圧器等に関する設計 

3.3.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

電気設備のうち発電機及び変圧器等は，短絡電流に

より生じる機械的衝撃に耐え，発電機の回転する部分

については非常調速装置及びその他の非常停止装置

が動作して達する速度に対し耐える設計とする。 

電気設備のうち発電機及び変圧器等は，短絡電流に

より生じる機械的衝撃に耐え，発電機の回転する部分

については非常調速装置及びその他の非常停止装置

が動作して達する速度に対し耐える設計とする。【48

条 36】【78条 29】 

非常用電源設備 要目表 

 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

2. 基本方針 

2.1 常設の非常用発電装置の出力に関する設計方針 

2.1.3 発電機 

(4) 供給支障の防止 

2.1.4 遮断器 

(4) 供給支障の防止 

2.1.5 その他電気設備 

(4) 供給支障の防止 

 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

3. 施設の詳細設計方針 

18. 電気設備の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

3.2 発電機に関する設計 

3.2.2 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

3.3 ガス絶縁開閉装置及び変圧器等に関する設計 

3.3.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

また，蒸気タービンに接続する発電機は，軸受又は

軸に発生しうる最大の振動に対して構造上十分な機

械的強度を有した設計とする。 

また，蒸気タービンに接続する発電機は，軸受又は

軸に発生しうる最大の振動に対して構造上十分な機

械的強度を有した設計とする。【48条 37】 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

3. 施設の詳細設計方針 

3.2 発電機に関する設計 

3.2.2 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

18. 電気設備の設計 

電気設備においては，運転に必要な知識及び技能を

有する者が発電所構内に常時駐在し，異常を早期に発

見できる設計とする。 

電気設備においては，運転に必要な知識及び技能を

有する者が発電所構内に常時駐在し，異常を早期に発

見できる設計とする。【48条 38】【78条 30】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

電気設備において，発電所の架空電線引込口及び引

出口又はこれに近接する箇所には，避雷器を施設する

設計とする。 

電気設備において，発電所の架空電線引込口及び引

出口又はこれに近接する箇所には，避雷器を施設する

設計とする。【48条 43】 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

3. 施設の詳細設計方針 

3.3 ガス絶縁開閉装置及び変圧器等に関する設計 

3.3.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

18. 電気設備の設計 

電気設備における電力保安通信線は，機械的衝撃又

は火災等により通信の機能を損なうおそれがない設

計とする。 

電気設備における電力保安通信線は，機械的衝撃又

は火災等により通信の機能を損なうおそれがない設

計とする。【48条 40】 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 

18. 電気設備の設計 

電気設備において，電力保安通信設備に使用する無

線通信用アンテナを施設する支持物の材料及び構造

は，風圧荷重を考慮し，倒壊により通信の機能を損な

うおそれがない設計とする。 

電気設備において，電力保安通信設備に使用する無

線通信用アンテナを施設する支持物の材料及び構造

は，風圧荷重を考慮し，倒壊により通信の機能を損な

うおそれがない設計とする。【48条 41】 

― 
― 

（変更なし） 

 

 

5.8.2 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型の非常用発電装置の発電機は，電気的・機械

的に十分な性能を持つ絶縁巻線を使用し，耐熱性及び

耐湿性を考慮した絶縁処理を施す設計とする。【78条

31】 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

2. 基本方針 

2.2 可搬型の非常用発電装置の出力に関する設計方

針 

2.2.1 可搬型の非常用発電装置 

(2) 発電機 

18. 電気設備の設計 

 可搬型の非常用発電装置の発電機は，過電流が発生 Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する 18. 電気設備の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

した場合等に自動的に停止する設計とする。【78条 32】 説明書 

2. 基本方針 

2.2 可搬型の非常用発電装置の出力に関する設計方

針 

2.2.1 可搬型の非常用発電装置 

(4) 保護装置 

 可搬型の非常用発電装置の発電機は，定格出力のも

とで 1 時間運転し，安定した運転が維持されることを

確認した設備とする。【78条 33】 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

2. 基本方針 

2.2 可搬型の非常用発電装置の出力に関する設計方

針 

2.2.1 可搬型の非常用発電装置 

(5) 運転性能 

18. 電気設備の設計 

6. その他 

6.1 立ち入りの防止 

発電所には，人がみだりに管理区域内に立ち入らな

いように壁，柵，塀等の人の侵入を防止するための設

備を設け，かつ，管理区域である旨を表示する設計と

する。 

保全区域と管理区域以外の場所との境界には，他の

場所と区別するため，壁，柵，塀等の保全区域を明ら

かにするための設備を設ける設計，又は保全区域であ

る旨を表示する設計とする。 

発電所には，業務上立ち入る者以外の者がみだりに

周辺監視区域内に立ち入ることを制限するため，柵，

塀等の人の侵入を防止するための設備を設ける設計，

又は周辺監視区域である旨を表示する設計とする（た

だし，当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明

らかな場合は除く。）。 

管理区域，保全区域及び周辺監視区域における立ち

入りの防止については，保安規定に基づき，その措置

を実施する。 

6. その他 

6.1 立ち入りの防止 

発電所には，人がみだりに管理区域内に立ち入らな

いように壁，柵，塀等の人の侵入を防止するための設

備を設け，かつ，管理区域である旨を表示する設計と

する。【8条 1】 

保全区域と管理区域以外の場所との境界には，他の

場所と区別するため，壁，柵，塀等の保全区域を明ら

かにするための設備を設ける設計，又は保全区域であ

る旨を表示する設計とする。【8条 2】 

発電所には，業務上立ち入る者以外の者がみだりに

周辺監視区域内に立ち入ることを制限するため，柵，

塀等の人の侵入を防止するための設備を設ける設計，

又は周辺監視区域である旨を表示する設計とする（た

だし，当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明

らかな場合は除く。）。【8条 3】 

管理区域，保全区域及び周辺監視区域における立ち

入りの防止については，保安規定に基づき，その措置

を実施する。【8条 4】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

7. 立ち入りの防止に係る設計 

6.2 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止 

発電用原子炉施設への人の不法な侵入を防止する

6.2 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止 

発電用原子炉施設への人の不法な侵入を防止する

Ⅵ-1-1-7-別添 3 発電用原子炉施設への人の不法な

侵入等の防止について 

8. 不法な侵入等の防止設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

ための区域を設定し，その区域を人の容易な侵入を防

止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁によ

って区画して，巡視，監視等を行うことにより，侵入

防止及び出入管理を行うことができる設計とする。 

 

また，探知施設を設け，警報，映像等を集中監視す

るとともに，核物質防護措置に係る関係機関等との通

信連絡を行うことができる設計とする。さらに，防護

された区域内においても，施錠管理により，発電用原

子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な

設備又は装置の操作に係る情報システムへの不法な

接近を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの対策については，核物質防護規定に定めて

管理する。 

ための区域を設定し，その区域を人の容易な侵入を防

止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁によ

って区画して，巡視，監視等を行うことにより，侵入

防止及び出入管理を行うことができる設計とする。【9

条 1】 

また，探知施設を設け，警報，映像等を集中監視す

るとともに，核物質防護措置に係る関係機関等との通

信連絡を行うことができる設計とする。さらに，防護

された区域内においても，施錠管理により，発電用原

子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な

設備又は装置の操作に係る情報システムへの不法な

接近を防止する設計とする。【9条 2】 

発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有

する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷

するおそれがある物件の持込み（郵便物等による発電

所外からの爆破物及び有害物質の持込みを含む。）を

防止するため，持込み点検を行うことができる設計と

する。【9条 3】 

不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を防止

するため，発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防

護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報シ

ステムが，電気通信回線を通じた不正アクセス行為

（サイバーテロを含む。）を受けることがないように，

当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮

断する設計とする。【9条 4】 

これらの対策については，核物質防護規定に定めて

管理する。【9条 5】 

2. 基本方針 

2.1 発電用原子炉施設への人の不法な接近等の防止

について 

2.2 出入管理及び持込み物品の点検等について 

2.3 不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の防

止対策について 

 

運用に関する記載であり，核物質防護規定にて対応 

6.3 安全避難通路等 

発電用原子炉施設には,その位置を明確かつ恒久的

に表示することにより容易に識別できる安全避難通

路及び照明用の電源が喪失した場合においても機能

を損なわない避難用照明として，蓄電池を内蔵した非

常灯及び誘導灯を設置し，安全に避難できる設計とす

る。【13条 1】 

6.3 安全避難通路等 

発電用原子炉施設には,その位置を明確かつ恒久的

に表示することにより容易に識別できる安全避難通

路並びに照明用の電源が喪失した場合においても機

能を損なわない避難用照明として，蓄電池を内蔵した

非常灯及び誘導灯を設置し，安全に避難できる設計と

する。【13条 1】 

Ⅵ-1-1-12 安全避難通路に関する説明書 

2. 基本方針 

3. 施設の詳細設計方針 

 

Ⅵ-1-1-13 非常用照明に関する説明書 

2. 基本方針 

2.1 避難用照明 

13. 安全避難通路等に係る設計 

14. 非常用照明に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

2.2 設計基準事故が発生した場合に用いる作業用 

照明 

2.3 重大事故等発生時の照明 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 避難用照明 

3.2 設計基準事故が発生した場合に用いる作業用 

照明 

3.3 重大事故等発生時の照明 

 

安全避難通路を明示した図面 

1.7 安全避難通路を明示した図面 

 

非常用照明の取付箇所を明示した図面 

1.8 非常用照明の取付箇所を明示した図面 

 設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照明

として，非常用照明，直流非常灯及び電源内蔵型照明

を設置する設計とする。【13条 2】 

非常用照明は非常用低圧母線，直流非常灯は非常用

直流電源設備に接続し，非常用ディーゼル発電設備か

らも電力を供給できる設計とするとともに，電源内蔵

型照明は非常用低圧母線に接続し，内蔵蓄電池を備え

る設計とする。【13条 3】 

直流非常灯及び電源内蔵型照明は，全交流動力電源

喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力

の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまで

の間，点灯可能な設計とする。【13条 4】 

設計基準事故が発生した場合に用いる可搬型の作

業用照明として，懐中電灯，ヘッドライト及び LEDラ

イト（フロアタイプ）を配備する。【13条 5】 

懐中電灯及びヘッドライトは，全交流動力電源喪失

時に非常用電気室等までの移動に必要な照明を確保

できるよう内蔵電池を備える設計とし，初動操作に対

応する運転員が常時滞在している中央制御室に配備

する。【13条 6】 

Ⅵ-1-1-13 非常用照明に関する説明書 

2. 基本方針 

2.2 設計基準事故が発生した場合に用いる作業用 

照明 

3. 施設の詳細設計方針 

3.2 設計基準事故が発生した場合に用いる作業用 

照明 

 

非常用照明の取付箇所を明示した図面 

1.8 非常用照明の取付箇所を明示した図面 

14. 非常用照明に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-5 「計測制御系統施設」の様式－１ 

11. 中央制御室の機能の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

LEDライト（フロアタイプ）は，非常用ガス処理系

配管補修時，狭隘箇所の照度を確保できるよう内蔵電

池を備える設計とし，現場復旧要員が持参し，作業開

始前に準備可能なように第２チェックポイントに配

備する。【13条 7】 

懐中電灯及びヘッドライトは，夜間の緊急時対策所

用発電機からの受電時，照度を確保できるよう内蔵電

池を備える設計とし，緊急時対策所用発電機起動対応

の要員が持参し，作業開始前に準備可能なように免震

重要棟に配備する。【13条 8】 

6.4 放射性物質による汚染の防止 

放射性物質により汚染されるおそれがあって，人が

頻繁に出入りする管理区域内の床面，人が触れるおそ

れがある高さまでの壁面，手摺，梯子の表面は，平滑

にし，放射性物質による汚染を除去し易い設計とす

る。 

人が触れるおそれがある物の放射性物質による汚

染を除去する除染設備を施設し，放射性物質を除去で

きる設計とする。除染設備の排水は，液体廃棄物処理

設備で処理する設計とする。 

6.4 放射性物質による汚染の防止 

放射性物質により汚染されるおそれがあって，人が

頻繁に出入りする管理区域内の床面，人が触れるおそ

れがある高さまでの壁面，手摺，梯子の表面は，平滑

にし，放射性物質による汚染を除去し易い設計とす

る。【41条 1】 

人が触れるおそれがある物の放射性物質による汚

染を除去する除染設備を施設し，放射性物質を除去で

きる設計とする。除染設備の排水は，液体廃棄物処理

設備で処理する設計とする。【41条 2】 

火災防護設備に係る機器の配置を明示した図面及び

構造図 

9.3.1.1 機器の配置を明示した図面及び構造図 

 

浸水防護設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.4.2 内郭浸水防護設備 

 

構造図 

9.4.2 内郭浸水防護設備 

19. 放射性物質による汚染の防止に係る設計 

第２章 個別項目 

1. 原子炉冷却材 

原子炉冷却材は，通常運転時における圧力，温度及

び放射線によって起こる最も厳しい条件において，核

的性質として核反応断面積が核反応維持のために適

切であり，熱水力的性質として冷却能力が適切である

ことを保持し，かつ，燃料体及び構造材の健全性を妨

げることのない性質であり，通常運転時において放射

線に対して化学的に安定であることを保持する設計

とする。【25条 1】 

第２章 個別項目 

1. 原子炉冷却材 

変更なし 

― 
― 

（変更なし） 

2. 原子炉冷却材再循環設備 

2.1 原子炉再循環系 

原子炉再循環系は，原子炉再循環ポンプ及び原子炉

圧力容器内に設けられたジェットポンプにより，炉水

2. 原子炉冷却材再循環設備 

変更なし 
― 

― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

を原子炉圧力容器内に循環させて，炉心から熱除去を

行う。【33条 1】 

原子炉再循環ポンプの１台が急速停止又は電源喪

失の場合にも，燃料棒が十分な熱的余裕を有し，かつ，

タービントリップ又は負荷遮断直後の原子炉出力を

抑制できるように，原子炉再循環系は適切な慣性を有

する設計とする。【33条 9】 

 

― 
― 

（変更なし） 

3. 原子炉冷却材の循環設備 

3.1 主蒸気系，復水給水系等 

炉心で発生した蒸気は，原子炉圧力容器内の気水分

離器及び蒸気乾燥器を通した後，主蒸気管で蒸気ター

ビンへ導く設計とする。 

なお，主蒸気管には，逃がし安全弁及び主蒸気隔離

弁を取り付ける。【33条 2】 

3. 原子炉冷却材の循環設備 

3.1 主蒸気系，復水給水系等 

炉心で発生した蒸気は，原子炉圧力容器内の気水分

離器及び蒸気乾燥器を通した後，主蒸気管で蒸気ター

ビンへ導く設計とする。 

なお，主蒸気管には，逃がし安全弁及び主蒸気隔離

弁を取り付ける。【33条 2】 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.2.1 主蒸気系 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.2.1 主蒸気系 

 

構造図 

4.2.1 主蒸気系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

また，事故時主蒸気隔離弁からの漏えい蒸気を抑制

する主蒸気隔離弁漏えい制御系を設ける設計とする。 

 

 

 

― 
― 

（系統除却） 

蒸気タービンで仕事をした蒸気は，復水器で凝縮

し，復水は，復水ポンプ，復水脱塩装置，復水昇圧ポ

ンプ，低圧給水加熱器等を通り，給水ポンプにより加

圧して高圧給水加熱器を通って発電用原子炉に戻す

設計とする。 

主蒸気管には，炉心で発生した蒸気をタービンを通

さず直接復水器に導くタービンバイパス系を設ける

設計とする。 

蒸気タービンで仕事をした蒸気は，復水器で凝縮

し，復水は，復水ポンプ，復水脱塩装置，復水昇圧ポ

ンプ，低圧給水加熱器等を通り，給水ポンプにより加

圧して高圧給水加熱器を通って発電用原子炉に戻す

設計とする。【33条 4】 

主蒸気管には，炉心で発生した蒸気をタービンを通

さず直接復水器に導くタービンバイパス系を設ける

設計とする。【33条 5】 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.2.1 主蒸気系 

4.2.2 給水系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

復水・給水系には復水中の核分裂生成物及び腐食生

成物を除去するために復水脱塩装置（ろ過脱塩装置及

び混床式脱塩装置）を設け，高純度の給水を発電用原

子炉へ供給できるようにする。また，6段の給水加熱

器を設け，給水を加熱する設計とする。 

タービンバイパス系は，原子炉の起動時，停止時及

び過渡状態において，蒸気を直接復水器に導き，主蒸

復水・給水系には復水中の核分裂生成物及び腐食生

成物を除去するために復水脱塩装置（ろ過脱塩装置及

び混床式脱塩装置）を設け，高純度の給水を発電用原

子炉へ供給できるようにする。また，6段の給水加熱

器を設け，給水を加熱する設計とする。【33条 6】 

タービンバイパス系は，原子炉の起動時，停止時及

び過渡状態において，蒸気を直接復水器に導き，主蒸

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.2.1 主蒸気系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

気定格流量の約 100％を処理できる設計とする。 気定格流量の約 100％を処理できる設計とする。【33

条 7】 

3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ 

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は，通

常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時に生ずる衝撃，炉心の反応度の変化による荷重の

増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成す

る機器に加わる負荷に耐える設計とする。 

3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ 

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は，通

常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時に生ずる衝撃，炉心の反応度の変化による荷重の

増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成す

る機器に加わる負荷に耐える設計とする。【27条 1】 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.3.1 残留熱除去系 

4.7.1 原子炉浄化系 

 

構造図 

4.3.1 残留熱除去系 

4.7.1 原子炉浄化系 

26. 残留熱除去系に関する設計 

27. 原子炉浄化系に関する設計 

設計における衝撃荷重として，原子炉冷却材喪失事

故に伴うジェット反力等，安全弁等の開放に伴う荷重

を考慮するとともに，反応度が炉心に投入されること

により原子炉冷却系の圧力が増加することに伴う荷

重の増加（浸水燃料の破損に加えて，ペレット／被覆

管機械的相互作用を原因とする破損による衝撃圧力

等に伴う荷重の増加を含む。）を考慮した設計とする。 

設計における衝撃荷重として，原子炉冷却材喪失事

故に伴うジェット反力等，安全弁等の開放に伴う荷重

を考慮するとともに，反応度が炉心に投入されること

により原子炉冷却系の圧力が増加することに伴う荷

重の増加（浸水燃料の破損に加えて，ペレット／被覆

管機械的相互作用を原因とする破損による衝撃圧力

等に伴う荷重の増加を含む。）を考慮した設計とする。

【27条 2】 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.3.1 残留熱除去系 

4.7.1 原子炉浄化系 

 

構造図 

4.3.1 残留熱除去系 

4.7.1 原子炉浄化系 

26. 残留熱除去系に関する設計 

27. 原子炉浄化系に関する設計 

原子炉冷却材圧力バウンダリは，次の範囲の機器及

び配管とする。 

原子炉冷却材圧力バウンダリは，次の範囲の機器及

び配管とする。【27条 3】 
― 

― 

（冒頭宣言） 

(1) 原子炉圧力容器及びその付属物（本体に直接付

けられるもの及び制御棒駆動機構ハウジング等） 

(2) 原子炉冷却系を構成する機器及び配管（主蒸気

系配管及び給水系配管のうち発電用原子炉側からみ

て第二隔離弁を含むまでの範囲） 

 

(3) 接続配管 

（一） 通常時開及び設計基準事故時閉となる弁を有

するものは，発電用原子炉側からみて，第二隔離弁

を含むまでの範囲とする。 

（二） 通常時又は設計基準事故時に開となるおそれ

がある通常時閉及び設計基準事故時閉となる弁を

(1) 原子炉圧力容器及びその付属物（本体に直接付

けられるもの及び制御棒駆動機構ハウジング等）【27

条 4】 

(2) 原子炉冷却系を構成する機器及び配管（主蒸気

系配管及び給水系配管のうち発電用原子炉側からみ

て第二隔離弁を含むまでの範囲）【27条 5】 

(3) 接続配管 

（一） 通常時開及び設計基準事故時閉となる弁を有

するものは，発電用原子炉側からみて，第二隔離弁

を含むまでの範囲とする。【27条 6】 

（二） 通常時又は設計基準事故時に開となるおそれ

がある通常時閉及び設計基準事故時閉となる弁を

― 
― 

（用語の定義のみ） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

有するものは，発電用原子炉側からみて，第一隔離

弁を含むまでの範囲とする。 

（三） 通常時閉及び設計基準事故時閉となる弁を有

するもののうち，（二）以外のものは，発電用原子

炉側からみて，第一隔離弁を含むまでの範囲とす

る。 

（四） 通常時閉及び原子炉冷却材喪失時開となる弁

を有する非常用炉心冷却系等も（一）に準ずる。 

（五） 上記において「隔離弁」とは，自動隔離弁，

逆止弁，通常時施錠管理等でロックされた閉止弁及

び遠隔操作閉止弁をいう。なお，通常時閉，設計基

準事故時閉となる手動弁のうち個別に施錠管理を

行う弁は，開となるおそれがなく，上記（三）に該

当する。 

有するものは，発電用原子炉側からみて，第二隔離

弁を含むまでの範囲とする。【27条 7】 

（三） 通常時閉及び設計基準事故時閉となる弁を有

するもののうち，（二）以外のものは，発電用原子

炉側からみて，第一隔離弁を含むまでの範囲とす

る。【27 条 8】 

（四） 通常時閉及び原子炉冷却材喪失時開となる弁

を有する非常用炉心冷却系等も（一）に準ずる。【27

条 9】 

（五） 上記において「隔離弁」とは，自動隔離弁，

逆止弁，通常時施錠管理等でロックされた閉止弁及

び遠隔操作閉止弁をいう。なお，通常時閉，設計基

準事故時閉となる手動弁のうち個別に施錠管理を

行う弁は，開となるおそれがなく，上記（三）に該

当する。【27条 10】 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリは，以下に示す

事項を十分満足するように設計，材料選定を行う。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリは，以下に示す

事項を十分満足するように設計，材料選定を行う。【27

条 11】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

通常運転時において，出力運転中，原子炉圧力制御

系により原子炉圧力を一定に保持する設計とする。原

子炉起動，停止時の加熱・冷却率を一定の値以下に抑

えることを保安規定に定めて管理する。 

通常運転時において，出力運転中，原子炉圧力制御

系により原子炉圧力を一定に保持する設計とする。原

子炉起動，停止時の加熱・冷却率を一定の値以下に抑

えることを保安規定に定めて管理する。【27条 12】 

― 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

― 

（変更なし） 

タービントリップ，主蒸気隔離弁閉鎖等の運転時の

異常な過渡変化時において，「主蒸気止め弁閉」，「主

蒸気隔離弁閉」等の原子炉非常停止信号を発する安全

保護回路を設けること，また逃がし安全弁を設けるこ

と等により，原子炉冷却材圧力バウンダリ過渡最大圧

力が原子炉冷却材圧力バウンダリの最高使用圧力の

1.1倍の圧力（9.48MPa）を超えない設計とする。 

タービントリップ，主蒸気隔離弁閉鎖等の運転時の

異常な過渡変化時において，「主蒸気止め弁閉」，「主

蒸気隔離弁閉」等の原子炉非常停止信号を発する安全

保護回路を設けること，また逃がし安全弁を設けるこ

と等により，原子炉冷却材圧力バウンダリ過渡最大圧

力が原子炉冷却材圧力バウンダリの最高使用圧力の

1.1倍の圧力（9.48MPa）を超えない設計とする。【27

条 13】 

― 
― 

（変更なし） 

設計基準事故時のうち原子炉冷却材圧力バウンダ

リの健全性が問題となる可能性がある制御棒落下事

象については，「中性子束高」等の原子炉非常停止信

号を発する安全保護回路を設け，制御棒落下速度リミ

設計基準事故時のうち原子炉冷却材圧力バウンダ

リの健全性が問題となる可能性がある制御棒落下事

象については，「中性子束高」等の原子炉非常停止信

号を発する安全保護回路を設け，制御棒落下速度リミ

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

ッタ，制御棒価値ミニマイザなどの対策とあいまっ

て，設計基準事故時の燃料の二酸化ウランの最大エン

タルピを抑え，原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性

を確保できる設計とする。 

ッタ，制御棒価値ミニマイザなどの対策とあいまっ

て，設計基準事故時の燃料の二酸化ウランの最大エン

タルピを抑え，原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性

を確保できる設計とする。【27条 14】 

原子炉冷却材圧カバウンダリを構成する配管及び

機器の材料は，耐食性を考慮して選定する。 

原子炉冷却材圧カバウンダリを構成する配管及び

機器の材料は，耐食性を考慮して選定する。【27条 15】 
― 

― 

（用語の定義のみ） 

3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等 

原子炉冷却材圧力バウンダリには，原子炉冷却材圧

力バウンダリに接続する配管等が破損することによ

って，原子炉冷却材の流出を制限するために配管系の

通常運転時の状態及び使用目的を考慮し，適切に隔離

弁を設ける設計とする。 

3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等 

原子炉冷却材圧力バウンダリには，原子炉冷却材圧

力バウンダリに接続する配管等が破損することによ

って，原子炉冷却材の流出を制限するために配管系の

通常運転時の状態及び使用目的を考慮し，適切に隔離

弁を設ける設計とする。【28条 1】 

要目表 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.3.1 残留熱除去系 

4.7.1 原子炉浄化系 

26. 残留熱除去系に関する設計 

27. 原子炉浄化系に関する設計 

なお，原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離弁の対象

は，以下のとおりとする。 

なお，原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離弁の対象

は，以下のとおりとする。【28条 2】 
― 

― 

（冒頭宣言） 

（一） 通常時開及び設計基準事故時閉となる弁を有

するものは，発電用原子炉側からみて，第一隔離弁

及び第二隔離弁を対象とする。 

（二） 通常時開又は設計基準事故時に開となるおそ

れがある通常時閉及び設計基準事故時閉となる弁

を有するものは，発電用原子炉側からみて，第一隔

離弁を対象とする。 

（三） 通常時閉及び設計基準事故時閉となる弁を有

するもののうち，（二）以外のものは，発電用原子

炉側からみて，第一隔離弁を対象とする。 

（四） 通常時閉及び原子炉冷却材喪失時開となる弁

を有する非常用炉心冷却系等も，発電用原子炉側か

らみて第一隔離弁及び第二隔離弁を対象とする。 

 

（五） 上記において「隔離弁」とは，自動隔離弁，

逆止弁，通常時施錠管理等でロックされた閉止弁及

び遠隔操作閉止弁をいう。なお，通常時閉，設計基

準事故時閉となる手動弁のうち個別に施錠管理を

行う弁は，開となるおそれがなく，上記（三）に該

当することから，発電用原子炉側からみて第一隔離

（一） 通常時開及び設計基準事故時閉となる弁を有

するものは，発電用原子炉側からみて，第一隔離弁

及び第二隔離弁を対象とする。【28条 3】 

（二） 通常時開又は設計基準事故時に開となるおそ

れがある通常時閉及び設計基準事故時閉となる弁

を有するものは，発電用原子炉側からみて，第一隔

離弁及び第二隔離弁を対象とする。【28条 4】 

（三） 通常時閉及び設計基準事故時閉となる弁を有

するもののうち，（二）以外のものは，発電用原子

炉側からみて，第一隔離弁を対象とする。【28条 5】 

（四） 通常時閉及び原子炉冷却材喪失時開となる弁

を有する非常用炉心冷却系等も，発電用原子炉側か

らみて第一隔離弁及び第二隔離弁を対象とする。

【28条 6】 

（五） 上記において「隔離弁」とは，自動隔離弁，

逆止弁，通常時施錠管理等でロックされた閉止弁及

び遠隔操作閉止弁をいう。なお，通常時閉，設計基

準事故時閉となる手動弁のうち個別に施錠管理を

行う弁は，開となるおそれがなく，上記（三）に該

当することから，発電用原子炉側からみて第一隔離

― 
― 

（用語の定義のみ） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

弁を対象とする。 弁を対象とする。【28条 7】 

3.4 逃がし安全弁の機能 

逃がし安全弁は，アクチュエータ作動の逃がし弁機

能及びバネ作動の安全弁機能を有し，蒸気をサプレッ

ションチェンバのプール水中に導き，原子炉冷却系統

の過度の圧力上昇を防止できる設計とする。 

3.4 逃がし安全弁の機能 

逃がし安全弁は，アクチュエータ作動の逃がし弁機

能及びバネ作動の安全弁機能を有し，蒸気をサプレッ

ションチェンバのプール水中に導き，原子炉冷却系統

の過度の圧力上昇を防止できる設計とする。【33条 3】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

逃がし安全弁は，ベローズと補助背圧平衡ピストン

を備えたバネ式の平衡形安全弁に，外部から強制的に

開閉を行うアクチュエータを取り付けたもので，蒸気

圧力がスプリングの設定圧力に達すると自動開放す

るほか，外部信号によってアクチュエータのピストン

に窒素を供給して弁を強制的に開放することができ

るものを使用し，サプレッションチェンバからの背圧

変動が逃がし安全弁の設定圧力に影響を与えない設

計とする。 

逃がし安全弁は，ベローズと補助背圧平衡ピストン

を備えたバネ式の平衡形安全弁に，外部から強制的に

開閉を行うアクチュエータを取り付けたもので，蒸気

圧力がスプリングの設定圧力に達すると自動開放す

るほか，外部信号によってアクチュエータのピストン

に窒素を供給して弁を強制的に開放することができ

るものを使用し，サプレッションチェンバからの背圧

変動が逃がし安全弁の設定圧力に影響を与えない設

計とする。【20条 7】【57条 7】 

要目表 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.2.1 主蒸気系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

なお，逃がし安全弁は，12個設置する設計とする。 なお，逃がし安全弁は，12個設置する設計とする。

【20条 8】【57条 8】 

要目表 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.2.1 主蒸気系 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.2.1 主蒸気系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 

逃がし安全弁の排気は排気管によりサプレッショ

ンチェンバのプール水面下に導き凝縮する設計とす

る。 

逃がし安全弁の排気は排気管によりサプレッショ

ンチェンバのプール水面下に導き凝縮する設計とす

る。【20条 9】【57条 9】 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.2.1 主蒸気系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

3.4.1 逃がし安全弁の容量 

逃がし安全弁の容量は，原子炉冷却材圧力バウンダ

リの過度の圧力上昇を抑えるため，吹出し圧力と設置

個数とを適切に組み合わせることにより，原子炉圧力

容器の過圧防止に必要な容量以上を有する設計とす

る。なお，容量は運転時の異常な過渡変化時に，原子

炉冷却材圧力バウンダリの圧力を最高使用圧力の 1.1 

倍以下に保持するのに必要な容量を算定する。 

3.4.1 逃がし安全弁の容量 

逃がし安全弁の容量は，原子炉冷却材圧力バウンダ

リの過度の圧力上昇を抑えるため，吹出し圧力と設置

個数とを適切に組み合わせることにより，原子炉圧力

容器の過圧防止に必要な容量以上を有する設計とす

る。なお，容量は運転時の異常な過渡変化時に，原子

炉冷却材圧力バウンダリの圧力を最高使用圧力の 1.1 

倍以下に保持するのに必要な容量を算定する。【20条

要目表 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.2.1 主蒸気系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

10】【57条 10】 

3.4.2 自動減圧系による原子炉圧力容器の減圧 

自動減圧系は，中小破断の原子炉冷却材喪失事故時

に原子炉蒸気をサプレッションチェンバのプール水

へ逃がし原子炉圧力を速やかに低下させて低圧注水

系又は低圧炉心スプレイ系による注水を早期に可能

とし，燃料被覆管の大破損を防止しジルコニウム－水

反応を極力抑えることができる設計とする。 

3.4.2 自動減圧系による原子炉圧力容器の減圧 

自動減圧系は，中小破断の原子炉冷却材喪失事故時

に原子炉蒸気をサプレッションチェンバのプール水

へ逃がし原子炉圧力を速やかに低下させて低圧注水

系又は低圧炉心スプレイ系による注水を早期に可能

とし，燃料被覆管の大破損を防止しジルコニウム－水

反応を極力抑えることができる設計とする。【32条 8】 

― 
― 

（変更なし） 

自動減圧系については，発電用原子炉の運転中に逃

がし安全弁の駆動用窒素供給圧力の確認を行うこと

で，非常用炉心冷却設備の能力の維持状況を確認でき

る設計とする。なお，発電用原子炉停止中に，逃がし

安全弁の作動試験ができる設計とする。 

自動減圧系については，発電用原子炉の運転中に逃

がし安全弁の駆動用窒素供給圧力の確認を行うこと

で，非常用炉心冷却設備の能力の維持状況を確認でき

る設計とする。なお，発電用原子炉停止中に，逃がし

安全弁の作動試験ができる設計とする。【32条 10】 

― 
― 

（変更なし） 

 3.4.3 逃がし安全弁による原子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時の減圧 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であっ

て，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減

圧機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉冷

却材圧力バウンダリを減圧するために必要な重大事

故等対処設備として，逃がし安全弁を設ける設計とす

る。【61条 1】 

要目表 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.2.1 主蒸気系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合の重

大事故等対処設備として使用する逃がし安全弁は，代

替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）からの信号

により，逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ

に蓄圧された窒素ガスをアクチュエータのピストン

に供給することで作動し，蒸気を排気管によりサプレ

ッションチェンバのプール水面下に導き凝縮させる

ことで，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧できる設

計とする。【61条 2】 

要目表 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.2.1 主蒸気系 

 

構造図 

4.2.1 主蒸気系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 

 逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合の重

大事故等対処設備として使用する逃がし安全弁は，中

央制御室からの遠隔手動操作により，逃がし安全弁逃

要目表 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

がし弁機能用アキュムレータに蓄圧された窒素ガス

をアクチュエータのピストンに供給することで作動

し，蒸気を排気管によりサプレッションチェンバのプ

ール水面下に導き凝縮させることで，原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧できる設計とする。【61条 5】 

4.2.1 主蒸気系 

 

構造図 

4.2.1 主蒸気系 

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した場合

の重大事故等対処設備として使用する逃がし安全弁

は，可搬型直流電源設備又は主蒸気逃がし安全弁用蓄

電池（補助盤室）により作動に必要な直流電源が供給

されることにより機能を復旧し，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリを減圧できる設計とする。【61条 12】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

11. 健全性に係る設計 

 全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した場合

の重大事故等対処設備として使用する逃がし安全弁

は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

備により所内常設蓄電式直流電源設備を受電し，作動

に必要な直流電源が供給されることにより機能を復

旧し，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧できる設計

とする。【61条 13】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

11. 健全性に係る設計 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備のうち，炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリ

が高圧状態である場合において，高圧溶融物放出及び

格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容器の破

損を防止するための重大事故等対処設備として使用

する逃がし安全弁は，中央制御室からの遠隔手動操作

により，逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ

に蓄圧された窒素ガスをアクチュエータのピストン

に供給することで作動し，蒸気を排気管によりサプレ

ッションチェンバのプール水面下に導き凝縮させる

ことで，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧できる設

計とする。【61条 14】 

要目表 

 

構造図 

4.2.1 主蒸気系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 逃がし安全弁は，想定される重大事故等時に確実に

作動するように，原子炉格納容器内に設置し，制御用

空気が喪失した場合に使用する逃がし安全弁の作動

に必要な窒素ガス喪失時の減圧設備の逃がし安全弁

要目表 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

用窒素ガスボンベの容量の設定も含めて，想定される

重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。操作は，中央制御室で可能な設計とする。【61条

19】 

4.2.1 主蒸気系 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.2.1 主蒸気系 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

4. 残留熱除去設備 

4.1 残留熱除去系の機能 

4.1.1 低圧注水モード 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，原子炉冷却材

喪失事故時に，非常用電源設備に結ばれた電動機駆動

ポンプによりサプレッションチェンバのプール水を

直接炉心シュラウド内に注水し，炉心を冷却する設計

とする。 

4. 残留熱除去設備 

4.1 残留熱除去系 

4.1.1 低圧注水モード 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，原子炉冷却材

喪失事故時に，非常用電源設備に結ばれた電動機駆動

ポンプによりサプレッションチェンバのプール水を

直接炉心シュラウド内に注水し，炉心を冷却する設計

とする。【32条 6】 

― 
― 

（変更なし） 

4.1.2 原子炉停止時冷却モード 

発電用原子炉を停止した場合において，燃料要素の

許容損傷限界及び原子炉冷却材圧力バウンダリの健

全性を維持するために必要なパラメータが設計値を

超えないようにするため，原子炉圧力容器内において

発生した残留熱を除去することができる設備として

残留熱除去系を設ける設計とする。 

4.1.2 原子炉停止時冷却モード 

発電用原子炉を停止した場合において，燃料要素の

許容損傷限界及び原子炉冷却材圧力バウンダリの健

全性を維持するために必要なパラメータが設計値を

超えないようにするため，原子炉圧力容器内において

発生した残留熱を除去することができる設備として

残留熱除去系を設ける設計とする。【33条 18】 

― 
― 

（変更なし） 

残留熱除去系の冷却速度は，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの冷却速度の制限値（55℃/h）を超えないよう

に制限できる設計とする。【33条 18】 

残留熱除去系の冷却速度は，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの冷却速度の制限値（55℃/h）を超えないよう

に制限できる設計とする。【33条 19】 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.3.1 残留熱除去系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，発電

用原子炉停止時に原子炉圧力容器内において発生し

た残留熱及び炉心の崩壊熱を除去できる設計とする。 

 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，発電

用原子炉停止時に原子炉圧力容器内において発生し

た残留熱及び炉心の崩壊熱を除去できる設計とする。

【33条 20】 

― 
― 

（変更なし） 

 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備として，想定される重大事故

等時において，設計基準事故対処設備である残留熱除

去系（原子炉停止時冷却モード）が使用できる場合は，

重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用でき

る設計とする。【62条 52】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

4.3.1 残留熱除去系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 



140              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

8.1 原子炉格納容器  

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備とし

て，想定される重大事故等時において，設計基準事故

対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）が使用できる場合は，重大事故等対処設備（設計

基準拡張）として使用できる設計とする。【63条 35】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.3.1 残留熱除去系 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.3.1 残留熱除去系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

4.3.1 残留熱除去系 

8.1 原子炉格納容器 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 発電用原子炉停止中において全交流動力電源喪失

又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート系の

故障により，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

が起動できない場合の重大事故等対処設備として使

用する残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，

常設代替交流電源設備からの給電により復旧できる

設計とする。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，常設

代替交流電源設備からの給電により機能を復旧し，冷

却材を原子炉圧力容器から残留熱除去ポンプ及び残

留熱除去系熱交換器を経由して原子炉圧力容器に戻

すことにより炉心を冷却できる設計とする。本系統に

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.3 重大事故等時における原子炉格納容器冷却機

能 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.3.1 残留熱除去系 

4.6.1 原子炉補機冷却水系及び原子炉補機海水系 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.2.2 各機器固有の設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

使用する冷却水は，原子炉補機冷却系(原子炉補機海

水系を含む。)又は原子炉補機代替冷却系から供給で

きる設計とする。【62条 37】 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.3.1 残留熱除去系 

 

構造図 

4.6.1 原子炉補機冷却水系及び原子炉補機海水系 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の流路と

して，設計基準対象施設である原子炉圧力容器，炉心

支持構造物，原子炉圧力容器内部構造物及び配管貫通

部を重大事故等対処設備として使用することから，流

路に係る機能について重大事故等対処設備としての

設計を行う。【62条 38】【63条 36】 

要目表 

 

別添 6 炉心支持構造物の強度計算書 

別添 7 原子炉圧力容器内部構造物の強度計算書 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

8.1 原子炉格納容器 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.7 炉心支持構造物の強度評価 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 (1) 多様性，位置的分散等 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，設計

基準事故対処設備であるとともに，重大事故等時にお

いても使用するため，重大事故等対処設備としての基

本方針に示す設計方針を適用する。ただし，多様性及

び独立性並びに位置的分散を考慮すべき対象の設計

基準事故対処設備はないことから，重大事故等対処設

備の基本方針のうち「5.1.2 多様性，位置的分散等」

に示す設計方針は適用しない。【62条 51】【63条 34】 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

4.1.3 格納容器冷却モード 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又

は故障の際に生ずる原子炉格納容器内の圧力及び温

度の上昇により原子炉格納容器の安全性を損なうこ

とを防止するため，原子炉格納容器内において発生し

た熱を除去する設備として，残留熱除去系（格納容器

4.1.3 格納容器冷却モード 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又

は故障の際に生ずる原子炉格納容器内の圧力及び温

度の上昇により原子炉格納容器の安全性を損なうこ

とを防止するため，原子炉格納容器内において発生し

た熱を除去する設備として，残留熱除去系（格納容器

― 
― 

（冒頭宣言） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

冷却モード）を設ける設計とする。【44条 28】 冷却モード）を設ける設計とする。【44条 28】 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，原子炉冷

却材喪失事故時に，サプレッションチェンバのプール

水をドライウェル内及びサプレッションチェンバ内

にスプレイすることにより，環境に放出される放射性

物質の濃度を減少させる設計とする。【44条 27】 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，原子炉冷

却材喪失事故時に，サプレッションチェンバのプール

水をドライウェル内及びサプレッションチェンバ内

にスプレイすることにより，環境に放出される放射性

物質の濃度を減少させる設計とする。【44条 27】 

― 
― 

（変更なし） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，原子炉冷

却材圧力バウンダリ配管の最も過酷な破断を想定し

た場合でも，放出されるエネルギによる設計基準事故

時の原子炉格納容器内圧力，温度が最高使用圧力，最

高使用温度を超えないようにし，かつ，原子炉格納容

器の内圧を速やかに下げて低く維持することにより，

放射性物質の外部への漏えいを少なくする設計とす

る。【44条 29】 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，原子炉冷

却材圧力バウンダリ配管の最も過酷な破断を想定し

た場合でも，放出されるエネルギによる設計基準事故

時の原子炉格納容器内圧力，温度が最高使用圧力，最

高使用温度を超えないようにし，かつ，原子炉格納容

器の内圧を速やかに下げて低く維持することにより，

放射性物質の外部への漏えいを少なくする設計とす

る。【44条 29】 

― 
― 

（変更なし） 

原子炉格納容器安全設備のうち，サプレッションチ

ェンバのプール水を水源として原子炉格納容器除熱

のために運転するポンプは，原子炉格納容器内の圧力

及び温度並びに冷却材中の異物の影響について「非常

用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ過

装置の性能評価等について（内規）」（平成 20・02・12 

原院第 5 号（平成 20 年 2 月 27 日原子力安全・保安

院制定））によるろ過装置の性能評価により，設計基

準事故時に想定される最も小さい有効吸込水頭にお

いても，正常に機能する能力を有する設計とする。【44

条 30】【54条 32】 

原子炉格納容器安全設備のうち，サプレッションチ

ェンバのプール水を水源として原子炉格納容器除熱

のために運転するポンプは，原子炉格納容器内の圧力

及び温度並びに冷却材中の異物の影響について「非常

用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ過

装置の性能評価等について（内規）」（平成 20・02・12 

原院第 5 号（平成 20 年 2 月 27 日原子力安全・保安

院制定））によるろ過装置の性能評価により，設計基

準事故時及び重大事故等時に想定される最も小さい

有効吸込水頭においても，正常に機能する能力を有す

る設計とする。【44条 30】【54条 32】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.3 環境条件等 

 

Ⅵ-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプ

の有効吸込水頭に関する説明書 

2. 基本方針 

2.1 サプレッションプールを水源とするポンプの有

効 NPSH 

 

構造図 

4.3.1 残留熱除去系 

8.3.2.6 残留熱代替除去系 

11. 健全性に係る設計 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）の仕様は，設

置（変更）許可を受けた設計基準事故の評価の条件を

満足する設計とする。 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）の仕様は，設

置（変更）許可を受けた設計基準事故の評価の条件を

満足する設計とする。【44条 31】 

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，テストラ

インを構成することにより，発電用原子炉の運転中に

試験ができる設計とする。また，設計基準事故時に動

作する弁については，残留熱除去ポンプが停止中に開

閉試験ができる設計とする。【44条 33】 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，テストラ

インを構成することにより，発電用原子炉の運転中に

試験ができる設計とする。また，設計基準事故時に動

作する弁については，残留熱除去ポンプが停止中に開

閉試験ができる設計とする。【44条 33】 

― 
― 

（変更なし） 

 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備とし

て，想定される重大事故等時において，設計基準事故

対処設備である残留熱除去系（格納容器冷却モード）

が使用できる場合は，重大事故等対処設備（設計基準

拡張）として使用できる設計とする。【63条 45】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.3.1 残留熱除去系 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.3.1 残留熱除去系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

4.3.1 残留熱除去系 

8.1 原子炉格納容器 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 残留熱除去系（格納容器冷却モード）の流路として，

設計基準対象施設である原子炉格納容器，原子炉格納

容器（サプレッションチェンバ），配管貫通部，原子

炉格納容器スプレイ管（ドライウェル側）及び原子炉

格納容器スプレイ管（サプレッションチェンバ側）を

重大事故等対処設備として使用することから，流路に

係る機能について重大事故等対処設備としての設計

を行う。【63条 46】 

要目表 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 (1) 多様性，位置的分散等 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，設計基準

事故対処設備であるとともに，重大事故等時において

も使用するため，重大事故等対処設備としての基本方

― 
― 

（用語の定義のみ） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

針に示す設計方針を適用する。ただし，多様性及び独

立性並びに位置的分散を考慮すべき対象の設計基準

事故対処設備はないことから，重大事故等対処設備の

基本方針のうち「5.1.2 多様性，位置的分散等」に

示す設計方針は適用しない。【63条 44】 

4.1.3 サプレッションプール水冷却モード 

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モー

ド）は，サプレッションチェンバのプール水温度を所

定の温度以下に冷却できるように設計する。 

4.1.3 サプレッションプール水冷却モード 

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モー

ド）は，サプレッションチェンバのプール水温度を所

定の温度以下に冷却できるように設計する。【33条 21】 

― 
― 

（変更なし） 

 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備とし

て，想定される重大事故等時において，設計基準事故

対処設備である残留熱除去系（サプレッションプール

水冷却モード）が使用できる場合は，重大事故等対処

設備（設計基準拡張）として使用できる設計とする。

【63条 39】 

要目表 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.3.1 残留熱除去系 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.3.1 残留熱除去系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

4.3.1 残留熱除去系 

8.1 原子炉格納容器 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モー

ド）の流路として，設計基準対象施設である原子炉格

納容器，原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）

及び配管貫通部を重大事故等対処設備として使用す

ることから，流路に係る機能について重大事故等対処

設備としての設計を行う。【63条 40】 

要目表 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 

 (1) 多様性，位置的分散等 

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モー

ド）は，設計基準事故対処設備であるとともに，重大

― 
― 

（用語の定義のみ） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

事故等時においても使用するため，重大事故等対処設

備としての基本方針に示す設計方針を適用する。ただ

し，多様性及び独立性並びに位置的分散を考慮すべき

対象の設計基準事故対処設備はないことから，重大事

故等対処設備の基本方針のうち「5.1.2 多様性，位

置的分散等」に示す設計方針は適用しない。【63条 38】 

4.1.4 燃料プール冷却機能 

全炉心燃料を燃料プールに取り出した場合や燃料

プール冷却系で燃料プール水の冷却ができない場合

は，残留熱除去系を用いて使用済燃料からの崩壊熱を

除去できる設計とする。 

4.1.4 燃料プール冷却機能 

全炉心燃料を燃料プールに取り出した場合や燃料

プール冷却系で燃料プール水の冷却ができない場合

は，残留熱除去系を用いて使用済燃料からの崩壊熱を

除去できる設計とする。【26条 25】 

― 
― 

（変更なし） 

燃料プール冷却系熱交換器で除去した熱は，原子炉

補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）を経て，最

終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とす

る。 

残留熱除去系熱交換器で除去した熱は，原子炉補機

冷却系及び原子炉補機海水系を経て，最終的な熱の逃

がし場である海へ輸送できる設計とする。【26条 53】 
― 

― 

（変更なし） 

 4.2 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンク

へ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の

著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい

損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止する

ため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な

重大事故等対処設備として，格納容器フィルタベント

系を設ける設計とする。【63条 1】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.2 重大事故等時における基本方針 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故時における設計条件 

4.3.2 重大事故時における原子炉格納容器の熱輸送

機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

1. 概要 

1.1 設置目的 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.2.2 各機器固有の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.3.2 格納容器フィルタベント系 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.3.1 非常用ガス処理系 

8.3.4.1 窒素ガス制御系 

8.3.5.1 格納容器フィルタベント系 

 残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ

熱を輸送する機能が喪失した場合に，炉心の著しい損

傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための重大

事故等対処設備として使用する格納容器フィルタベ

ント系は，第１ベントフィルタスクラバ容器（スクラ

ビング水，金属フィルタ），第１ベントフィルタ銀ゼ

オライト容器（銀ゼオライトフィルタ），圧力開放板，

遠隔手動弁操作機構，配管・弁類，計測制御装置等で

構成し，原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御

系等を経由して，第１ベントフィルタスクラバ容器及

び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射

性物質を低減させた後に原子炉建物屋上に設ける放

出口から放出（系統設計流量 9.8kg/s（1Pdにおいて））

することで，排気中に含まれる放射性物質の環境への

放出量を抑制しつつ，原子炉格納容器内に蓄積した熱

を最終的な熱の逃がし場である大気へ輸送できる設

計とする。【63条 2】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.2 重大事故等時における基本方針 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故時における設計条件 

4.3.2 重大事故時における原子炉格納容器の原子炉

格納容器の熱輸送機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.5.1 格納容器フィルタベント系 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.3.2 格納容器フィルタベント系 

 

構造図 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.2.2 各機器固有の設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

8.1 原子炉格納容器 

8.3.4.1 窒素ガス制御系 

8.3.5.1 格納容器フィルタベント系 

 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備とし

て使用する場合の格納容器フィルタベント系は，炉心

損傷前に使用するため，排気中に含まれる放射性物質

及び可燃性ガスは微量である。【63条 3】 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

 格納容器フィルタベント系を使用した場合に放出

される放射性物質の放出量に対して，設置（変更）許

可において敷地境界での線量評価を行い，実効線量が

5mSv以下であることを確認しており，格納容器フィル

タベント系はこの評価条件を満足する設計とする。

【63条 4】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故時における設計条件 

4.3.2 重大事故時における原子炉格納容器の原子炉

格納容器の熱輸送機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.2 各機器固有の設計 

 第１ベントフィルタスクラバ容器は 4個を並列に設

置し，排気中に含まれる粒子状放射性物質及びガス状

の無機よう素を除去し，第１ベントフィルタ銀ゼオラ

イト容器は，排気中に含まれる有機よう素を除去でき

る設計とする。また，無機よう素をスクラビング水中

に捕集・保持するためにアルカリ性の状態（系統待機

時において pH13以上）に維持する設計とする。【63条

7】 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

 

構造図 

8.3.5.1 格納容器フィルタベント系 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.2.2 各機器固有の設計 

 格納容器フィルタベント系はサプレッションチェ

ンバ及びドライウェルと接続し，いずれからも排気で

きる設計とする。サプレッションチェンバ側からの排

気ではサプレッションチェンバの水面からの高さを

確保し，ドライウェル側からの排気では，ドライウェ

ル床面からの高さを確保するとともに燃料棒有効長

頂部よりも高い位置に接続箇所を設けることで長期

的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない設計と

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.3 格納容器フィルタベント系 

2.3.3 配置 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.3.2 格納容器フィルタベント系 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.2 各機器固有の設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

する。【63条 8】 

 格納容器フィルタベント系は，排気中に含まれる可

燃性ガスによる爆発を防ぐため，可搬式窒素供給装置

により，系統内を不活性ガス(窒素ガス)で置換した状

態で待機させ，使用後においても不活性ガスで置換で

きる設計とするとともに，系統内に可燃性ガスが蓄積

する可能性のある箇所にはバイパスラインを設け，可

燃性ガスを連続して排出できる設計とすることで，系

統内で水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に達するこ

とを防止できる設計とする。【63条 9】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故時における設計条件 

4.3.2 重大事故時における原子炉格納容器の原子炉

格納容器の熱輸送機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.4 付帯設備 

2.4.4 可搬型窒素供給装置 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.3.2 格納容器フィルタベント系 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.4 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備の設計 

3.4.3 格納容器圧力逃がし装置による水素及び酸素

排出に関する設計 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 格納容器フィルタベント系は，他の発電用原子炉施

設とは共用しない設計とする。また，格納容器フィル

タベント系と他の系統・機器を隔離する弁は直列で 2

個設置し，格納容器フィルタベント系と他の系統・機

器を確実に隔離することで，悪影響を及ぼさない設計

とする。【63条 10】 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.3 格納容器フィルタベント系 

2.3.1 系統構成 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.3.2 格納容器フィルタベント系 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.2 各機器固有の設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 格納容器フィルタベント系の使用後に再度，格納容

器代替スプレイ系等により原子炉格納容器内にスプ

レイする場合は，原子炉格納容器が負圧とならないよ

う，原子炉格納容器が規定の圧力に達した場合には，

スプレイを停止する運用を保安規定に定めて管理す

る。【63条 11】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 格納容器フィルタベント系使用時の排出経路に設 Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

置される隔離弁は，遠隔手動弁操作機構（個数 5）（原

子炉格納施設の設備を原子炉冷却系統施設の設備と

して兼用）によって人力により容易かつ確実に操作が

可能な設計とする。【63条 12】 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.3 格納容器フィルタベント系 

2.3.1 系統構成 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.2.2 各機器固有の設計 

 また，排出経路に設置される隔離弁の電動弁につい

ては，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源

設備からの給電により，中央制御室から操作が可能な

設計とする。【63条 13】 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.4 付帯設備 

2.4.2 電源設備 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.2 各機器固有の設計 

 系統内に設ける圧力開放板は，格納容器フィルタベ

ント系の使用の妨げにならないよう，原子炉格納容器

からの排気圧力と比較して十分に低い圧力で破裂す

る設計とする。【63条 14】 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.3 格納容器フィルタベント系 

2.3.1 系統構成 

 

構造図 

8.3.5.1 格納容器フィルタベント系 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.2.2 各機器固有の設計 

 可搬式窒素供給装置は，可搬式窒素供給装置用発電

設備により給電できる設計とする。【63条 5】 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.2 各機器固有の設計 

 格納容器フィルタベント系の流路として，設計基準

対象施設である原子炉格納容器及び配管貫通部を重

大事故等対処設備として使用することから，流路に係

る機能について重大事故等対処設備としての設計を

行う。【63条 17】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.1 原子炉格納容器 

8.3.4.1 窒素ガス制御系 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.3.2 格納容器フィルタベント系 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

 4.2.1 多様性，位置的分散及び独立性 

格納容器フィルタベント系は，残留熱除去系（格納

容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。）と共通要因によって同時に機能を損

なわないよう，ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終

的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送できる設計

とすることで，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系

（原子炉補機海水系を含む。）に対して，多様性を有

する設計とする。【63条 22】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

11. 健全性に係る設計 

 格納容器フィルタベント系は，排出経路に設置され

る隔離弁の電動弁を常設代替交流電源設備若しくは

可搬型代替交流電源設備からの給電による遠隔操作

を可能とすること又は遠隔手動弁操作機構を用いた

人力による遠隔操作を可能とすることで，非常用ディ

ーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除

去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原

子炉補機海水系を含む。）に対して，多様性を有する

設計とする。【63条 23】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

11. 健全性に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.2 各機器固有の設計 

 格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタ

スクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト

容器は原子炉建物外の第１ベントフィルタ格納槽内

に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置し，原

子炉建物内の残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換

器，原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交

換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと異なる区画

に設置することで，残留熱除去系（格納容器冷却モー

ド）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

要目表 

 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

11. 健全性に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

む。）と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図った設計とする。【63条 24】 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.3.2 格納容器フィルタベント系 

 格納容器フィルタベント系は，除熱手段の多様性及

び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び原子

炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して

独立性を有する設計とする。【63条 25】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

5. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.1 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備の機

能 

非常用炉心冷却設備は，工学的安全施設の一設備で

あって，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系（残留熱除

去系（低圧注水モード）），高圧炉心スプレイ系及び自

動減圧系から構成する。これらの系統は，原子炉冷却

材喪失事故等が起こったときに，サプレッションチェ

ンバのプール水を原子炉圧力容器内に注水し，又は原

子炉蒸気をサプレッションチェンバのプール水中に

逃がし原子炉圧力を速やかに低下させるなどにより，

炉心を冷却し，燃料被覆管の温度が燃料材の溶融又は

燃料体の著しい破損を生ずる温度を超えて上昇する

ことを防止できる設計とするとともに，燃料の過熱に

よる燃料被覆管の大破損を防ぎ，さらにこれにともな

うジルコニウム－水反応を極力抑え，著しく多量の水

素を生じない設計とする。 

5. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.1 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備の機

能 

非常用炉心冷却設備は，工学的安全施設の一設備で

あって，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系（残留熱除

去系（低圧注水モード）），高圧炉心スプレイ系及び自

動減圧系から構成する。これらの系統は，原子炉冷却

材喪失事故等が起こったときに，サプレッションチェ

ンバのプール水を原子炉圧力容器内に注水し，又は原

子炉蒸気をサプレッションチェンバのプール水中に

逃がし原子炉圧力を速やかに低下させるなどにより，

炉心を冷却し，燃料被覆管の温度が燃料材の溶融又は

燃料体の著しい破損を生ずる温度を超えて上昇する

ことを防止できる設計とするとともに，燃料の過熱に

よる燃料被覆管の大破損を防ぎ，さらにこれにともな

うジルコニウム－水反応を極力抑え，著しく多量の水

素を生じない設計とする。 

― 
― 

（冒頭宣言） 

なお，高圧炉心スプレイ系の水源である復水貯蔵タ

ンクは，炉心冷却機能等を担保するうえで必要な設備

ではないが，原子炉冷却材喪失事故等が起こったとき

に復水貯蔵タンクを使用可能な場合には，水源をサプ

レッションチェンバから復水貯蔵タンクへ切り替え

ることで，復水貯蔵タンクの水を原子炉圧力容器内に

スプレイすることもできる設計とする。 

なお，高圧炉心スプレイ系の水源である復水貯蔵タ

ンクは，炉心冷却機能等を担保するうえで必要な設備

ではないが，原子炉冷却材喪失事故等が起こったとき

に復水貯蔵タンクを使用可能な場合には，水源をサプ

レッションチェンバから復水貯蔵タンクへ切り替え

ることで，復水貯蔵タンクの水を原子炉圧力容器内に

スプレイすることもできる設計とする。【32条 1】 

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

非常用炉心冷却設備は，設置（変更）許可を受けた

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の評価条

件を満足する設計とする。 

非常用炉心冷却設備は，設置（変更）許可を受けた

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の評価条

件を満足する設計とする。【32条 2】 

― 
― 

（変更なし） 

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のうち，

サプレッションチェンバのプール水を水源とするポ

ンプは，原子炉圧力容器内又は原子炉格納容器内の圧

力及び温度並びに冷却材中の異物の影響について「非

常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ

過装置の性能評価等について（内規）」（平成 20・02・

12 原院第 5号（平成 20年 2月 27日原子力安全・保

安院制定））によるろ過装置の性能評価により，設計

基準事故時に想定される最も小さい有効吸込水頭に

おいても，正常に機能する能力を有する設計とする。

【32条③】 

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のうち，

サプレッションチェンバのプール水を水源とするポ

ンプは，原子炉圧力容器内又は原子炉格納容器内の圧

力及び温度並びに冷却材中の異物の影響について「非

常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ

過装置の性能評価等について（内規）」（平成 20・02・

12 原院第 5号（平成 20年 2月 27日原子力安全・保

安院制定））によるろ過装置の性能評価により，設計

基準事故時又は重大事故等時に想定される最も小さ

い有効吸込水頭においても，正常に機能する能力を有

する設計とする。【32条 3】【54条 31】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.3 環境条件等 

 

構造図 

4.3.1 残留熱除去系 

4.3.1 高圧炉心注水系 

4.4.4 原子炉隔離時冷却系 

11. 健全性に係る設計 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

このうち，高圧炉心スプレイポンプについては，復

水貯蔵タンクが水源として使用可能な場合を考慮し，

復水貯蔵タンクの圧力及び温度により最も小さい有

効吸込水頭においても，正常に機能する能力を有する

ように設計する。 

このうち，高圧炉心スプレイポンプについては，復

水貯蔵タンクが水源として使用可能な場合を考慮し，

復水貯蔵タンクの圧力及び温度により最も小さい有

効吸込水頭においても，正常に機能する能力を有する

ように設計する。【32条 4】 

― 
― 

（変更なし） 

 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のうち，

低圧原子炉代替注水槽，輪谷貯水槽（西１），輪谷貯

水槽（西２），ほう酸水貯蔵タンク，海を水源とする

ポンプは，低圧原子炉代替注水槽，輪谷貯水槽（西１），

輪谷貯水槽（西２），ほう酸水貯蔵タンク，海の圧力

及び温度により，想定される最も小さい有効吸込水頭

においても，正常に機能する能力を有する設計とす

る。【54条 33】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説

明書 

2. 基本方針 

2.3 環境条件等 

(6) 冷却材の性状（冷却材中の破損物等の異物を含

む。） 

 

Ⅵ-1-4-3 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設

備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書 

3. 評価 

3.2 サプレッションプールを除くタンク等を水源と

11. 健全性に係る設計 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.2.2 各機器固有の設計 

24. 水の供給設備の設計 

 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－１ 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

するポンプの評価方針 

3.3 評価対象ポンプの選定 

3.4 評価方法 

3.5 評価結果 

 

構造図 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

4.3.1 残留熱除去系 

4.3.1 高圧炉心注水系 

4.4.4 原子炉隔離時冷却系 

4.3.3 高圧代替注水系 

4.3.6 水の供給設備 

4.4.1 補給水系 

5.3.1 ほう酸水注入系 

Ⅵ-1-10-5 「計測制御系統施設」の様式－１ 

2. 計測制御系統施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

自動減圧系を除く非常用炉心冷却設備については，

作動性を確認するため，発電用原子炉の運転中に，テ

ストラインを用いてポンプの作動試験ができる設計

とするとともに，弁については単体で開閉試験ができ

る設計とする。 

自動減圧系を除く非常用炉心冷却設備については，

作動性を確認するため，発電用原子炉の運転中に，テ

ストラインを用いてポンプの作動試験ができる設計

とするとともに，弁については単体で開閉試験ができ

る設計とする。【32条 9】 

― 
― 

（変更なし） 

5.2 高圧炉心スプレイ系 

高圧炉心スプレイ系は，原子炉冷却材喪失事故時

に，非常用電源設備に結ばれた電動機駆動ポンプによ

りサプレッションチェンバのプール水を炉心上部よ

り燃料集合体上にスプレイし，炉心を冷却する設計と

する。 

5.2 高圧炉心スプレイ系 

高圧炉心スプレイ系は，原子炉冷却材喪失事故時

に，非常用電源設備に結ばれた電動機駆動ポンプによ

りサプレッションチェンバのプール水を炉心上部よ

り燃料集合体上にスプレイし，炉心を冷却する設計と

する。 

― 
― 

（変更なし） 

なお，高圧炉心スプレイ系の水源である復水貯蔵タ

ンクは，炉心冷却機能等を担保するうえで必要な設備

ではないが，原子炉冷却材喪失事故等が起こったとき

に復水貯蔵タンクを使用可能な場合には，水源をサプ

レッションチェンバから復水貯蔵タンクへ切り替え

ることで，復水貯蔵タンクの水を原子炉圧力容器内に

スプレイし，炉心を冷却することもできる設計とす

る。 

なお，高圧炉心スプレイ系の水源である復水貯蔵タ

ンクは，炉心冷却機能等を担保するうえで必要な設備

ではないが，原子炉冷却材喪失事故等が起こったとき

に復水貯蔵タンクを使用可能な場合には，水源をサプ

レッションチェンバから復水貯蔵タンクへ切り替え

ることで，復水貯蔵タンクの水を原子炉圧力容器内に

スプレイし，炉心を冷却することもできる設計とす

る。【32条 7】 

― 
― 

（変更なし） 

 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子 要目表 20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

炉を冷却するための設備として，想定される重大事故

等時において，設計基準事故対処設備である高圧炉心

スプレイ系が使用できる場合は重大事故等対処設備

（設計基準拡張）として使用できる設計とする。【60

条 13】 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.4.1 高圧炉心スプレイ系 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.1 高圧炉心スプレイ系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

4.4.1 高圧炉心スプレイ系 

8.1 原子炉格納容器 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 高圧炉心スプレイ系の流路として，設計基準対象施

設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧

力容器内部構造物，原子炉格納容器（サプレッション

チェンバ）及び配管貫通部を重大事故等対処設備とし

て使用することから，流路に係る機能について重大事

故等対処設備としての設計を行う。【60条 14】 

要目表 

 

別添 6 炉心支持構造物の強度計算書 

別添 7 原子炉圧力容器内部構造物の強度計算書 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

8.1 原子炉格納容器 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.7 炉心支持構造物の強度評価 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 5.2.1 多様性，位置的分散等 

高圧炉心スプレイ系は，設計基準事故対処設備であ

るとともに，重大事故等時においても使用するため，

重大事故等対処設備としての基本方針に示す設計方

針を適用する。ただし，多様性及び独立性並びに位置

的分散を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備は

ないことから，重大事故等対処設備の基本方針のうち

― 
― 

（用語の定義のみ） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

「5.1.2 多様性，位置的分散等」に示す設計方針は

適用しない。【60条 12】 

5.3 低圧炉心スプレイ系 

低圧炉心スプレイ系は，原子炉冷却材喪失時に，非

常用電源設備に結ばれた電動機駆動ポンプによりサ

プレッションチェンバのプール水を炉心上部より燃

料集合体上にスプレイし，炉心を冷却する設計とす

る。 

5.3 低圧炉心スプレイ系 

低圧炉心スプレイ系は，原子炉冷却材喪失時に，非

常用電源設備に結ばれた電動機駆動ポンプによりサ

プレッションチェンバのプール水を炉心上部より燃

料集合体上にスプレイし，炉心を冷却する設計とす

る。【32条 5】 

― 
― 

（変更なし） 

 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備として，想定される重大事故

等時において，設計基準事故対処設備である低圧炉心

スプレイ系が使用できる場合は，重大事故等対処設備

（設計基準拡張）として使用できる設計とする。【62

条 56】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.4.2 低圧炉心スプレイ系 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.2 低圧炉心スプレイ系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

4.3.1 残留熱除去系 

8.1 原子炉格納容器 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

22. 低圧炉心スプレイ系に関する設計 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪

失によるサポート系の故障により，低圧炉心スプレイ

系が起動できない場合の重大事故等対処設備として

使用する低圧炉心スプレイ系は，常設代替交流電源設

備からの給電により復旧できる設計とする。 

低圧炉心スプレイ系は，常設代替交流電源設備から

の給電により機能を復旧し，低圧炉心スプレイポンプ

によりサプレッションチェンバのプール水を原子炉

圧力容器へスプレイすることで炉心を冷却できる設

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.3.1 残留熱除去系 

4.6.1 原子炉補機冷却水系及び原子炉補機海水系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

25. 原子炉補機代替冷却系の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

計とする。【62条 24】 

本系統に使用する冷却水は，原子炉補機冷却系（原

子炉補機海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系

から供給できる設計とする。【62条 25】 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.6.1 原子炉補機冷却水系及び原子炉補機海水系 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

 

構造図 

4.6.1 原子炉補機冷却水系及び原子炉補機海水系 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

 低圧炉心スプレイ系の流路として，設計基準対象施

設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧

力容器内部構造物，原子炉格納容器（サプレッション

チェンバ）及び配管貫通部を重大事故等対処設備とし

て使用することから，流路に係る機能について重大事

故等対処設備としての設計を行う。【62条 29】 

要目表 

 

別添 6 炉心支持構造物の強度計算書 

別添 7 原子炉圧力容器内部構造物の強度計算書 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

8.1 原子炉格納容器 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.7 炉心支持構造物の強度評価 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 5.3.1 多様性，位置的分散等 

低圧炉心スプレイ系は，設計基準事故対処設備であ

るとともに，重大事故等時においても使用するため，

重大事故等対処設備としての基本方針に示す設計方

針を適用する。ただし，多様性及び独立性並びに位置

的分散を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備は

ないことから，重大事故等対処設備の基本方針のうち

「5.1.2 多様性，位置的分散等」に示す設計方針は

適用しない。【62条 55】 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

 5.4 高圧原子炉代替注水系 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であっ

て，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷

却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

を防止するために必要な重大事故等対処設備として，

高圧原子炉代替注水系を設ける設計とする。また，設

計基準事故対処設備である高圧炉心スプレイ系及び

原子炉隔離時冷却系が全交流動力電源及び常設直流

電源系統の機能喪失により起動できない，かつ，中央

制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起

動できない場合に，高圧原子炉代替注水系を現場操作

により起動できる設計とする。【60条 1】 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.3.3 高圧原子炉代替注水系 

 高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系が機

能喪失した場合の重大事故等対処設備として使用す

る高圧原子炉代替注水系は，蒸気タービン駆動ポンプ

によりサプレッションチェンバのプール水を原子炉

隔離時冷却系等を経由して，原子炉圧力容器へ注水す

ることで炉心を冷却できる設計とする。【60条 3】 

要目表 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.4 原子炉隔離時冷却系 

4.3.3 高圧代替注水系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

4.3.3 高圧原子炉代替注水系 

8.1 原子炉格納容器 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 高圧原子炉代替注水系は，常設代替交流電源設備，

可搬型代替交流電源設備，常設代替直流電源設備又は

可搬型直流電源設備からの給電が可能な設計とし，中

央制御室からの操作が可能な設計とする。【60条 4】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

11. 健全性に係る設計 

 高圧原子炉代替注水系は，常設代替直流電源設備及

び可搬型直流電源設備の機能喪失により中央制御室

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

11. 健全性に係る設計 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

からの操作ができない場合においても，現場での人力

による HPAC注水弁（MV2B1-4），タービン蒸気入口弁

（MV221-22），RCIC HPACタービン蒸気入口弁

（MV221-34），蒸気外側隔離弁（MV221-21）の操作に

より，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原

子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備

が整うまでの期間にわたり，発電用原子炉の冷却を継

続できる設計とする。なお，人力による措置は現場に

ハンドルを設置することで容易に行える設計とする。

【60条 5】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 高圧原子炉代替注水系の流路として，設計基準対象

施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉

圧力容器内部構造物及び配管貫通部を重大事故等対

処設備として使用することから，流路に係る機能につ

いて重大事故等対処設備としての設計を行う。【60条

6】 

要目表 

 

別添 6 炉心支持構造物の強度計算書 

別添 7 原子炉圧力容器内部構造物の強度計算書 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

8.1 原子炉格納容器 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.7 炉心支持構造物の強度評価 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 5.5 原子炉隔離時冷却系 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備として，想定される重大事故

等時において，設計基準事故対処設備である原子炉隔

離時冷却系が使用できる場合は重大事故等対処設備

（設計基準拡張）として使用できる設計とする。【60

条 16】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

別添 7 原子炉圧力容器内部構造物の強度計算書 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.4.4 原子炉隔離時冷却系 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.4 原子炉隔離時冷却系 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.7 炉心支持構造物の強度評価 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 



159              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

4.5.1 原子炉隔離時冷却系 

8.1 原子炉格納容器 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であっ

て，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷

却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

を防止するために必要な重大事故等対処設備として，

設計基準事故対処設備である高圧炉心スプレイ系及

び原子炉隔離時冷却系が全交流動力電源及び常設直

流電源系統の機能喪失により起動できない，かつ，中

央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を

起動できない場合に，原子炉隔離時冷却系を現場操作

により起動できる設計とする。【60条 1】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 原子炉隔離時冷却系は，全交流動力電源及び常設直

流電源系統が機能喪失した場合においても，現場で復

水器冷却水入口弁（MV221-7），RCIC真空タンクドレン

弁（V221-575），RCIC真空タンク水位検出配管ドレン

弁（V221-577），RCIC注水弁（MV221-2），ミニマムフ

ロー弁（MV221-6），タービン蒸気入口弁（MV221-22），

蒸気外側隔離弁（MV221-21）を人力操作することによ

り起動し，蒸気タービン駆動ポンプによりサプレッシ

ョンチェンバのプール水を原子炉圧力容器へ注水す

ることで原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及

び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の

準備が整うまでの期間にわたり，発電用原子炉の冷却

を継続できる設計とする。なお，人力による措置は現

場にハンドルを設置することで容易に行える設計と

する。【60条 7】 

要目表 

 

構造図 

4.5.1 原子炉隔離時冷却系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起

動又は運転継続に必要な直流電源を所内常設蓄電式

直流電源設備により給電している場合は，所内常設蓄

― 
― 

（冒頭宣言） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

電式直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に代替交流

電源設備及び可搬型直流電源設備により原子炉隔離

時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保する設

計とする。【60条 8】 

 原子炉隔離時冷却系は，常設代替交流電源設備，可

搬型代替交流電源設備又は可搬型直流電源設備から

の給電により機能を復旧し，蒸気タービン駆動ポンプ

によりサプレッションチェンバのプール水を原子炉

圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計と

する。【60条 9】 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.2.2 各機器固有の設計 

 原子炉隔離時冷却系の流路として，設計基準対象施

設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧

力容器内部構造物，原子炉格納容器（サプレッション

チェンバ）及び配管貫通部を重大事故等対処設備とし

て使用することから，流路に係る機能について重大事

故等対処設備としての設計を行う。【60条 17】 

要目表 

 

別添 6 炉心支持構造物の強度計算書 

別添 7 原子炉圧力容器内部構造物の強度計算書 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

8.1 原子炉格納容器 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.7 炉心支持構造物の強度評価 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 5.5.1 多様性，位置的分散等 

原子炉隔離時冷却系は，設計基準事故対処設備であ

るとともに，重大事故等時においても使用するため，

重大事故等対処設備としての基本方針に示す設計方

針を適用する。ただし，多様性及び独立性並びに位置

的分散を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備は

ないことから，重大事故等対処設備の基本方針のうち

「5.1.2 多様性，位置的分散等」に示す設計方針は

適用しない。【60条 15】 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

 5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.1 低圧原子炉代替注水系（常設）による発電用

原子炉の冷却 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であっ

て，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷

却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原

子炉を冷却するために必要な重大事故等対処設備と

して，炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のな

い場合に対応するための低圧原子炉代替注水系（常

設）を設ける設計とする。【62条 1】 

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

様等に関する設計 

 残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプ

レイ系の機能が喪失した場合並びに全交流動力電源

喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート

系の故障により，残留熱除去系（低圧注水モード）及

び低圧炉心スプレイ系が起動できない場合の重大事

故等対処設備として使用する低圧原子炉代替注水系

（常設）は，低圧原子炉代替注水ポンプにより，低圧

原子炉代替注水槽の水を残留熱除去系を経由して原

子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設

計とする。【62条 2】【62条 10】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

4.3.1 残留熱除去系 

8.1 原子炉格納容器 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，

原子炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合に，溶融

炉心を冷却し，原子炉格納容器の破損を防止するため

の重大事故等対処設備として使用する低圧原子炉代

替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注水ポンプによ

り，低圧原子炉代替注水槽の水を残留熱除去系を経由

して原子炉圧力容器へ注水することで原子炉圧力容

器内に存在する溶融炉心を冷却できる設計とする。

【62条 31】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

4.3.1 残留熱除去系 

8.1 原子炉格納容器 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 発電用原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）の機能が喪失した場合及び発電用

原子炉停止中において全交流動力電源喪失又は原子

炉補機冷却系機能喪失によるサポート系の故障によ

り，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が起動

できない場合の重大事故等対処設備として使用する

低圧原子炉代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注

水ポンプにより，低圧原子炉代替注水槽の水を残留熱

除去系を経由して原子炉圧力容器へ注水することで

炉心を冷却できる設計とする。【62条 33】【62条 35】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

4.3.1 残留熱除去系 

8.1 原子炉格納容器 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 低圧原子炉代替注水系（常設）は，代替所内電気設

備を経由した常設代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。また，系統構成に使用する電動弁は，

非常用ディーゼル発電設備に加えて，代替所内電気設

備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備からの給電が可能な設計とする。【62条

3】【62条 11】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

11. 健全性に係る設計 

 低圧原子炉代替注水系（常設）の流路として，設計

基準対象施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造

物，原子炉圧力容器内部構造物及び配管貫通部を重大

事故等対処設備として使用することから，流路に係る

要目表 

 

別添 6 炉心支持構造物の強度計算書 

別添 7 原子炉圧力容器内部構造物の強度計算書 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.7 炉心支持構造物の強度評価 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

機能について重大事故等対処設備としての設計を行

う。【62条 4】【62条 12】 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

8.1 原子炉格納容器 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 (1) 多様性，位置的分散及び独立性 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，残留熱除去系（低

圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系と共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう，低圧原子炉代替

注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替

交流電源設備からの給電により駆動することで，非常

用所内電気設備を経由した非常用ディーゼル発電設

備からの給電により駆動する残留熱除去ポンプを用

いた残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心ス

プレイポンプを用いた低圧炉心スプレイ系に対して

多様性を有する設計とする。【62条 40】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

11. 健全性に係る設計 

 低圧原子炉代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替

注水槽を水源とすることで，サプレッションチェンバ

のプール水を水源とする残留熱除去系（低圧注水モー

ド）及び低圧炉心スプレイ系に対して異なる水源を有

する設計とする。【62条 42】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

11. 健全性に係る設計 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 

 低圧原子炉代替注水ポンプ及び低圧原子炉代替注

水槽は，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格

納槽内に設置することで，原子炉建物内の低圧炉心ス

プレイポンプ，残留熱除去ポンプ及びサプレッション

要目表 

 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

11. 健全性に係る設計 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

チェンバと共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう位置的分散を図る設計とする。【62条 43】 

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

様等に関する設計 

 低圧原子炉代替注水系（常設）の電動弁は，ハンド

ルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用ディ

ーゼル発電設備からの給電による遠隔操作に対して

多様性を有する設計とする。また，低圧原子炉代替注

水系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経由し

て給電する系統において，独立した電路で系統構成す

ることにより，非常用所内電気設備を経由して給電す

る系統に対して独立性を有する設計とする。【62条 41】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

11. 健全性に係る設計 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 低圧原子炉代替注水系（常設）は，残留熱除去系及

び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，残留熱除去系に対しては，水源

から残留熱除去系配管との合流点までの系統につい

て，低圧炉心スプレイ系に対しては，水源から注水先

である原子炉圧力容器までの系統全体に対して独立

性を有する設計とする。【62条 49】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

11. 健全性に係る設計 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分

散によって，低圧原子炉代替注水系（常設）は，設計

基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モー

― 
― 

（冒頭宣言） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

ド）及び低圧炉心スプレイ系に対して重大事故等対処

設備としての独立性を有する設計とする。【62条 50】 

 5.6.2 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による発電

用原子炉の冷却 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であっ

て，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷

却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原

子炉を冷却するために必要な重大事故等対処設備と

して，低圧原子炉代替注水系（可搬型）を設ける設計

とする。【62条 1】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－１ 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプ

レイ系の機能が喪失した場合並びに全交流動力電源

喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート

系の故障により，残留熱除去系（低圧注水モード）及

び低圧炉心スプレイ系が起動できない場合の重大事

故等対処設備として使用する低圧原子炉代替注水系

（可搬型）は，大量送水車により，代替淡水源の水を

残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器に注水す

ることで炉心を冷却できる設計とする。【62条 5】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

4.3.1 残留熱除去系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－１ 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプ

レイ系の機能が喪失した場合並びに全交流動力電源

喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート

系の故障により，残留熱除去系（低圧注水モード）及

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

び低圧炉心スプレイ系が起動できない場合の重大事

故等対処設備として使用する低圧原子炉代替注水系

（可搬型）は，大量送水車により，代替淡水源の水を

残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器に注水す

ることで炉心を冷却できる設計とする。【62条 13】 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

4.3.1 残留熱除去系 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－１ 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，

原子炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合に，溶融

炉心を冷却し，原子炉格納容器の破損を防止するため

の重大事故等対処設備として使用する低圧原子炉代

替注水系（可搬型）は，大量送水車により，代替淡水

源の水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器

に注水することで原子炉圧力容器内に存在する溶融

炉心を冷却できる設計とする。【62条 32】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

4.3.1 残留熱除去系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－１ 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 発電用原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）の機能が喪失した場合の重大事故

等対処設備として使用する低圧原子炉代替注水系（可

搬型）は，大量送水車により代替淡水源の水を残留熱

除去系を経由して原子炉圧力容器に注水することで

炉心を冷却できる設計とする。【62条 36】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

4.3.1 残留熱除去系 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－１ 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 発電用原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）の機能が喪失した場合及び発電用

原子炉停止中において全交流動力電源喪失又は原子

炉補機冷却系機能喪失によるサポート系の故障によ

り，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が起動

できない場合の重大事故等対処設備として使用する

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，大量送水車によ

り代替淡水源の水を残留熱除去系等を経由して原子

炉圧力容器に注水することで炉心を冷却できる設計

とする。【62条 36】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

4.3.1 残留熱除去系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－１ 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 低圧原子炉代替注水系（可搬型）のうち系統構成に

使用する電動弁は，非常用ディーゼル発電設備に加え

て，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設

備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な

設計とする。【62条 6】【62条 14】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

11. 健全性に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動でき

る設計とする。【62条 7】【62条 15】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

 

構造図 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

11. 健全性に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－１ 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 低圧原子炉代替注水系（可搬型）の流路として，設

計基準対象施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造

物，原子炉圧力容器内部構造物及び配管貫通部を重大

事故等対処設備として使用することから，流路に係る

機能について重大事故等対処設備としての設計を行

う。【62条 9】【62条 17】 

要目表 

 

別添 6 炉心支持構造物の強度計算書 

別添 7 原子炉圧力容器内部構造物の強度計算書 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

8.1 原子炉格納施設 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.7 炉心支持構造物の強度評価 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 (1) 多様性，位置的分散及び独立性 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系

（低圧注水モード），低圧炉心スプレイ系及び低圧原

子炉代替注水系（常設）と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，大量送水車をディーゼルエンジ

ンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構

成される残留熱除去系（低圧注水モード），低圧炉心

スプレイ系及び低圧原子炉代替注水系（常設）に対し

て多様性を有する設計とする。【62条 44】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

11. 健全性に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－１ 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

 

構造図 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

 低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，代替淡水源を

水源とすることで，サプレッションチェンバのプール

水を水源とする残留熱除去系（低圧注水モード），低

圧炉心スプレイ系及び低圧原子炉代替注水槽を水源

とする低圧原子炉代替注水系（常設）に対して異なる

水源を有する設計とする。【62条 46】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

11. 健全性に係る設計 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 大量送水車は，原子炉建物及び原子炉建物外の低圧

原子炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散

して保管することで，原子炉建物内の残留熱除去ポン

プ及び低圧炉心スプレイポンプ並びに原子炉建物外

の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の低圧原子炉

代替注水ポンプと共通要因によって同時に機能を損

なわないよう位置的分散を図る設計とする。【62条 47】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

11. 健全性に係る設計 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 大量送水車の接続口は，共通要因によって接続でき

なくなることを防止するため，位置的分散を図った複

数箇所に設置する設計とする。【62条 48】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

11. 健全性に係る設計 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

 低圧原子炉代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハン

ドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用デ

ィーゼル発電設備からの給電による遠隔操作に対し

て多様性を有する設計とする。また，低圧原子炉代替

注水系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を経

由して給電する系統において，独立した電路で系統構

成することにより，非常用所内電気設備を経由して給

電する系統に対して独立性を有する設計とする。【62

条 45】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

11. 健全性に係る設計 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系

及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，残留熱除去系に対しては，水

源から残留熱除去系配管との合流点までの系統につ

いて，低圧炉心スプレイ系に対しては，水源から注水

先である原子炉圧力容器までの系統全体に対して独

立性を有する設計とする。【62条 49】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

11. 健全性に係る設計 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分

散によって，低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，設

計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モ

ード）及び低圧炉心スプレイ系に対して重大事故等対

処設備としての独立性を有する設計とする。また，こ

れらの多様性及び位置的分散によって，低圧原子炉代

替注水系（常設）及び低圧原子炉代替注水系（可搬型）

は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有す

― 
― 

（冒頭宣言） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

る設計とする。【62条 50】 

 5.7 残留熱除去系（低圧注水モード） 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備として，想定される重大事故

等時において，設計基準事故対処設備である残留熱除

去系（低圧注水モード）が使用できる場合は，重大事

故等対処設備（設計基準拡張）として使用できる設計

とする。【62条 54】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.3.1残留熱除去系 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.3.1残留熱除去系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

4.3.1 残留熱除去系 

8.1 原子炉格納容器 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪

失によるサポート系の故障により，残留熱除去系（低

圧注水モード）が起動できない場合の重大事故等対処

設備として使用する残留熱除去系（低圧注水モード）

は，常設代替交流電源設備からの給電により復旧でき

る設計とする。 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，常設代替交流

電源設備からの給電により機能を復旧し，残留熱除去

ポンプによりサプレッションチェンバのプール水を

原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる

設計とする。 

本系統に使用する冷却水は，原子炉補機冷却系（原

子炉補機海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系

から供給できる設計とする。【62条 18】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.3.1 残留熱除去系 

4.6.1 原子炉補機冷却水系及び原子炉補機海水系 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.6.1 原子炉補機冷却水系及び原子炉補機海水系 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

 

構造図 

4.6.1 原子炉補機冷却水系及び原子炉補機海水系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

25. 原子炉補機代替冷却系の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

 残留熱除去系（低圧注水モード）の流路として，設

計基準対象施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造

物，原子炉圧力容器内部構造物，残留熱除去系熱交換

器，原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）及び

配管貫通部を重大事故等対処設備として使用するこ

とから，流路に係る機能について重大事故等対処設備

としての設計を行う。【62条 22】 

要目表 

 

別添 6 炉心支持構造物の強度計算書 

別添 7 原子炉圧力容器内部構造物の強度計算書 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

8.1 原子炉格納容器 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.7 炉心支持構造物の強度評価 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 5.7.1 多様性，位置的分散等 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，設計基準事故

対処設備であるとともに，重大事故等時においても使

用するため，重大事故等対処設備としての基本方針に

示す設計方針を適用する。ただし，多様性及び独立性

並びに位置的分散を考慮すべき対象の設計基準事故

対処設備はないことから，重大事故等対処設備の基本

方針のうち「5.1.2 多様性，位置的分散等」に示す

設計方針は適用しない。【62条 53】 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

 5.8 ほう酸水注入系 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備のうち，事象進展抑制のため

の設備として，ほう酸水注入系を設ける設計とする。

【60条 2】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.4.7 ほう酸水注入系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 

Ⅵ-1-10-5 「計測制御系統施設」の様式－１ 

2. 計測制御系統施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系を

用いた発電用原子炉への高圧注水により原子炉水位

を維持できない場合を想定した重大事故等対処設備

として使用するほう酸水注入系は，ほう酸水注入ポン

要目表 

 

別添 6 炉心支持構造物の強度計算書 

別添 7 原子炉圧力容器内部構造物の強度計算書 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.7 炉心支持構造物の強度評価 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

プにより，ほう酸水貯蔵タンクのほう酸水を原子炉圧

力容器へ注入することで，重大事故等の進展を抑制で

きる設計とする。【60条 10】 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.7 ほう酸水注入系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

5.3.1 ほう酸水注入系 

設の系統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-5 「計測制御系統施設」の様式－１ 

2. 計測制御系統施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む計測制御系統施設の

系統図に関する取りまとめ 

 ほう酸水注入系の流路として，設計基準対象施設で

ある原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧力容

器内部構造物及び配管貫通部を重大事故等対処設備

として使用することから，流路に係る機能について重

大事故等対処設備としての設計を行う。【60条 11】 

 

要目表 

 

別添 6 炉心支持構造物の強度計算書 

別添 7 原子炉圧力容器内部構造物の強度計算書 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

5.3.1 ほう酸水注入系 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.7 炉心支持構造物の強度評価 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－１ 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-5 「計測制御系統施設」の様式－１ 

2. 計測制御系統施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 5.9 水の供給設備 

5.9.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源

を確保することに加えて，設計基準事故対処設備及び

重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必

要となる十分な量の水を供給するために必要な重大

事故等対処設備として，低圧原子炉代替注水槽，サプ

レッションチェンバ及びほう酸水貯蔵タンクを重大

事故等の収束に必要となる水源として設ける設計と

する。【71条 1】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.4.8 水の供給設備 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

23. 水の供給設備の設計 

 

Ⅵ-1-10-5 「計測制御系統施設」の様式－１ 

2. 計測制御系統施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別

に，代替淡水源として輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）を設ける設計とする。【71条 2】 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.8 水の供給設備 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

23. 水の供給設備の設計 

 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－１ 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む核燃料物質の取扱施

設及び貯蔵施設の系統図に関する取りまとめ 

 また，淡水が枯渇した場合又は土石流の発生により

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）が使用で

きない場合に，海を水源として利用できる設計とす

る。【71条 3】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 (1) 低圧原子炉代替注水槽からの水の供給 

低圧原子炉代替注水槽は，想定される重大事故等時

において，原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容

器へのスプレイに使用する設計基準事故対処設備が

機能喪失した場合の代替手段である低圧原子炉代替

注水系（常設），格納容器代替スプレイ系（常設）及

びペデスタル代替注水系（常設）の水源として使用で

きる設計とする。【71条 4】 

要目表 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.8 水の供給設備 

 

構造図 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

23. 水の供給設備の設計 

 (2) サプレッションチェンバからの水の供給 

サプレッションチェンバ（容量 2800m3，個数 1）は，

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器へ

の注水及び原子炉格納容器へのスプレイに使用する

設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手

段である高圧原子炉代替注水系及び残留熱代替除去

要目表 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故時における設計条件 

23. 水の供給設備の設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

系並びに重大事故等対処設備（設計基準拡張）である

原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心

スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水モード），残留

熱除去系（格納容器冷却モード）及び残留熱除去系（サ

プレッションプール水冷却モード）の水源として使用

できる設計とする。【71条 5】 

4.3.3 重大事故時における原子炉格納容器冷却機能 

4.3.4 重大事故時における原子炉格納容器の過圧破

損防止機能 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.8 水の供給設備 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

関する設計 

2.2.2 各機器固有の設計 

 (3) ほう酸水貯蔵タンクからの水の供給 

ほう酸水貯蔵タンクは，想定される重大事故等時に

おいて，原子炉圧力容器への注水に使用する設計基準

事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である

ほう酸水注入系の水源として使用できる設計とする。

【71条 6】 

要目表 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.8 水の供給設備 

 

構造図 

5.3.1 ほう酸水注入系 

23. 水の供給設備の設計 

 

Ⅵ-1-10-5 「計測制御系統施設」の様式－１ 

2. 計測制御系統施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 (4) 代替淡水源からの水の供給 

代替淡水源である輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）は，想定される重大事故等時において，低

圧原子炉代替注水槽へ水を供給するための水源であ

るとともに，原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納

容器へのスプレイに使用する設計基準事故対処設備

が機能喪失した場合の代替手段である低圧原子炉代

替注水系（可搬型），格納容器代替スプレイ系（可搬

型）及びペデスタル代替注水系（可搬型）の水源とし

て，また，燃料プールの冷却又は注水に使用する設計

基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段で

ある燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及

び燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の

水源として使用できる設計とする。【71条 7】 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る系統図 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.3.2 格納容器フィルタベント系 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.3 格納容器代替スプレイ系 

8.3.2.4 ペデスタル代替注水系 

8.3.2.8 低圧原子炉代替注水系 

 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

23. 水の供給設備の設計 

 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－１ 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む核燃料物質の取扱施

設及び貯蔵施設の系統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

統図に関する取りまとめ 

 (5) 海からの水の供給 

海は，想定される重大事故等時において，淡水が枯

渇した場合又は土石流の発生により輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）が使用できない場合に，

低圧原子炉代替注水槽へ水を供給するための水源で

あるとともに，原子炉圧力容器への注水及び原子炉格

納容器へのスプレイに使用する設計基準事故対処設

備が機能喪失した場合の代替手段である低圧原子炉

代替注水系（可搬型），格納容器代替スプレイ系（可

搬型）及びペデスタル代替注水系（可搬型）の水源と

して，また，燃料プールの冷却又は注水に使用する設

計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段

である燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）

及び燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）

の水源として，さらに，原子炉補機代替冷却系及び原

子炉建物放水設備の水源として利用できる設計とす

る。【71条 8】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.8 水の供給設備 

23. 水の供給設備の設計 

 大量送水車及び大型送水ポンプ車は，海水を各系統

へ供給できる設計とする。【71条 9】 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.8 水の供給設備 

 

構造図 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

3.2.3 原子炉建物放水設備 

23. 水の供給設備の設計 

 (6) 構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）は，

想定される重大事故等が発生した場合において，中央

制御室及び緊急時対策所から輪谷貯水槽（西１）及び

輪谷貯水槽（西２）周辺の監視が可能な耐震性を有す

る設計とする。【71条 10】 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）は，

Ⅵ-2-別添 5-2 代替淡水源を監視するための設備の

耐震性についての計算書 

 

単線結線図 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

24. 水の供給設備の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

非常用ディーゼル発電設備，常設代替交流電源設備及

び可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計

とする。【71条 11】 

（非常用電源設備）） 

 5.9.2 水源へ水を供給するための設備 

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に

対して，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水

を供給するために必要な設備として，大量送水車を設

ける設計とする。【71条 12】 

要目表 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.4.8 水の供給設備 

23. 水の供給設備の設計 

 また，海を利用するために必要な設備として，大量

送水車を設ける設計とする。【71条 13】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.4.8 水の供給設備 

23. 水の供給設備の設計 

 代替水源からの移送ルートを確保するとともに，可

搬型のホース，大量送水車については，複数箇所に分

散して保管する。【71条 14】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.4.8 水の供給設備 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.8 水の供給設備 

11. 健全性に係る設計 

23. 水の供給設備の設計 

 (1) 低圧原子炉代替注水槽の水の供給 要目表 20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

重大事故等の収束に必要な水源である低圧原子炉

代替注水槽へ淡水を供給するための重大事故等対処

設備として使用する大量送水車は，代替淡水源である

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の淡水を

低圧原子炉代替注水槽へ供給できる設計とする。 

また，淡水が枯渇した場合又は土石流の発生により

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）が使用で

きない場合に，重大事故等の収束に必要な水源である

低圧原子炉代替注水槽へ海水を供給するための重大

事故等対処設備として使用する大量送水車は，海水を

低圧原子炉代替注水槽へ供給できる設計とする。【71

条 15】 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.4.8 水の供給設備 

 

構造図 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

23. 水の供給設備の設計 

 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－１ 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

6. 原子炉冷却材補給設備 

6.1 原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系は，発電用原子炉停止後，何ら

かの原因で給水系が停止した場合に原子炉水位を維

持するための設備であり，原子炉蒸気の一部を用いた

タービン駆動ポンプにより，サプレッションチェンバ

のプール水を原子炉圧力容器に補給し水位を維持で

きる設計とする。 

6. 原子炉冷却材補給設備 

6.1 原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系は，発電用原子炉停止後，何ら

かの原因で給水系が停止した場合に原子炉水位を維

持するための設備であり，原子炉蒸気の一部を用いた

タービン駆動ポンプにより，サプレッションチェンバ

のプール水を原子炉圧力容器に補給し水位を維持で

きる設計とする。 

― 
― 

（変更なし） 

なお，原子炉隔離時冷却系の水源である復水貯蔵タ

ンクは，原子炉停止後の除熱機能を担保するうえで必

要な設備ではないが，発電用原子炉停止後，何らかの

原因で給水系が停止したときに復水貯蔵タンクを使

用可能な場合には，水源をサプレッションチェンバか

ら復水貯蔵タンクへ切り替えることで，復水貯蔵タン

クの水を原子炉圧力容器内に補給し水位を維持する

こともできる設計とする。 

なお，原子炉隔離時冷却系の水源である復水貯蔵タ

ンクは，原子炉停止後の除熱機能を担保するうえで必

要な設備ではないが，発電用原子炉停止後，何らかの

原因で給水系が停止したときに復水貯蔵タンクを使

用可能な場合には，水源をサプレッションチェンバか

ら復水貯蔵タンクへ切り替えることで，復水貯蔵タン

クの水を原子炉圧力容器内に補給し水位を維持する

こともできる設計とする。【33条 14】 

― 
― 

（変更なし） 

また，原子炉隔離時冷却系は，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリに接続する 25mm(1インチ)径相当の小口径配

管，小さな機器の破断又は損傷による冷却材の漏えい

があった場合でも，燃料の許容設計限界をこえること

なく十分に給水できる設計とする。 

また，原子炉隔離時冷却系は，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリに接続する 25mm(1インチ)径相当の小口径配

管，小さな機器の破断又は損傷による冷却材の漏えい

があった場合でも，燃料の許容設計限界をこえること

なく十分に給水できる設計とする。【33条 15】 

― 
― 

（変更なし） 

原子炉隔離時冷却系は，短時間の全交流動力電源喪 原子炉隔離時冷却系は，全交流動力電源喪失時から 要目表 Ⅵ-1-10-9 「非常用電源設備」の様式－１ 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

失時においても，原子炉水位を維持することにより，

炉心を冷却する機能を有する設計とする。 

重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常

設代替交流電源設備から開始されるまでの間，炉心を

冷却する機能を有する設計とする。【33条 22】 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

2. 非常用電源設備の設計 

2.2 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

2.2.1 230V系蓄電池(RCIC) 

6.2 復水輸送系 

通常運転中の原子炉冷却系統への補給水，高圧炉心

スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系の原子炉への注

入水を貯蔵するため，復水貯蔵タンクを設置する設計

とする。【33条 8】 

6.2 復水輸送系 

変更なし 

― 
― 

（変更なし） 

7. 原子炉補機冷却設備 

7.1 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む） 

最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設

備である原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）は，発電用原子炉停止時に残留熱除去系により

除去された原子炉圧力容器内において発生した残留

熱及び重要安全施設において発生した熱を，短時間の

全交流動力電源喪失時を除いて，最終的な熱の逃がし

場である海に輸送できる設計とする。 

 

また，津波，溢水又は発電所敷地若しくはその周辺

において想定される発電用原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為

によるものに対して安全性を損なわない設計とする。 

7. 原子炉補機冷却設備 

7.1 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設

備である原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）は，発電用原子炉停止時に残留熱除去系により

除去された原子炉圧力容器内において発生した残留

熱及び重要安全施設において発生した熱を，常設代替

交流電源設備から電気の供給が開始されるまでの間

の全交流動力電源喪失時を除いて，最終的な熱の逃が

し場である海へ輸送が可能な設計とする。 

また，津波，溢水又は発電所敷地若しくはその周辺

において想定される発電用原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為

によるものに対して安全性を損なわない設計とする。

【33条 23】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

構造図 

4.6.1 原子炉補機冷却水系及び原子炉補機海水系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）は，

原子炉補機から発生する熱を最終的な熱の逃がし場

である海水に輸送するために必要な容量を有する設

計とする。 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）は，

原子炉補機から発生する熱を最終的な熱の逃がし場

である海水に輸送するために必要な容量を有する設

計とする。【33条 24】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）は，

残留熱除去系の 2系統に対応して原子炉補機冷却系区

分Ⅰ，区分Ⅱの 2区分に分離し，残留熱除去系機器の

冷却を行うことができる設計とする。 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）は，

残留熱除去系の 2系統に対応して原子炉補機冷却系区

分Ⅰ，区分Ⅱの 2区分に分離し，残留熱除去系機器の

冷却を行うことができる設計とする。【33条 25】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備とし

て，想定される重大事故等時において，設計基準事故

要目表 

 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

対処設備である原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。）が使用できる場合は重大事故等対処設備（設

計基準拡張）として使用できる設計とする。【63条 32】 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.3.1 残留熱除去系 

4.6.1 原子炉補機冷却水系及び原子炉補機海水系 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.6.1 原子炉補機冷却水系及び原子炉補機海水系 

 

構造図 

4.6.1 原子炉補機冷却水系及び原子炉補機海水系 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施

設の系統図に関する取りまとめ 

 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）は，

設計基準事故対処設備であるとともに，重大事故等時

においても使用するため，重大事故等対処設備として

の基本方針に示す設計方針を適用する。ただし，多様

性及び独立性並びに位置的分散を考慮すべき対象の

設計基準事故対処設備はないことから，重大事故等対

処設備の基本方針のうち「5.1.2 多様性，位置的分

散等」に示す設計方針は適用しない。【63条 31】 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

7.2 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレ

イ補機海水系を含む。） 

最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設

備である高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプ

レイ補機海水系を含む。）は，重要安全施設において

発生した熱を，短時間の全交流動力電源喪失時を除い

て，最終的な熱の逃がし場である海に輸送できる設計

とする。 

 

また，津波，溢水又は発電所敷地若しくはその周辺

において想定される発電用原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為

によるものに対して安全性を損なわない設計とする。 

7.2 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレ

イ補機海水系を含む。） 

最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設

備である高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプ

レイ補機海水系を含む。）は，重要安全施設において

発生した熱を，常設代替交流電源設備から電気の供給

が開始されるまでの間の全交流動力電源喪失時を除

いて，最終的な熱の逃がし場である海に輸送できる設

計とする。 

また，津波，溢水又は発電所敷地若しくはその周辺

において想定される発電用原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為

によるものに対して安全性を損なわない設計とする。

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設（非

常用電源設備）） 

28. 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレ 

イ補機海水系を含む。）に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

【33条 26】 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補

機海水系を含む。）は，原子炉補機から発生する熱を

最終的な熱の逃がし場である海水に伝達するために

必要な容量を有する設計とする。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補

機海水系を含む。）は，原子炉補機から発生する熱を

最終的な熱の逃がし場である海水に伝達するために

必要な容量を有する設計とする。【33条 27】 

― 
― 

（変更なし） 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補

機海水系を含む。）は，高圧炉心スプレイ系機器の冷

却を行うことができる設計とする。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補

機海水系を含む。）は，高圧炉心スプレイ系機器の冷

却を行うことができる設計とする。【33条 28】 

― 
― 

（変更なし） 

 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備とし

て，想定される重大事故等時において，設計基準事故

対処設備である高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉

心スプレイ補機海水系を含む。）が使用できる場合は

重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用でき

る設計とする。【63条 49】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.6.2 高圧炉心スプレイ補機冷却系及び高圧炉心ス

プレイ補機海水系 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.6.2 高圧炉心スプレイ補機冷却系及び高圧炉心ス

プレイ補機海水系 

 

構造図 

4.6.2 高圧炉心スプレイ補機冷却系及び高圧炉心ス

プレイ補機海水系 

28. 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレ 

イ補機海水系を含む。）に関する設計 

 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補

機海水系を含む。）は，設計基準事故対処設備である

とともに，重大事故等時においても使用するため，重

大事故等対処設備としての基本方針に示す設計方針

を適用する。ただし，多様性及び独立性並びに位置的

分散を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はな

いことから，重大事故等対処設備の基本方針のうち

「5.1.2 多様性，位置的分散等」に示す設計方針は

適用しない。【63条 49】 

― 
― 

（用語の定義のみ） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 7.3 原子炉補機代替冷却系 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンク

へ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の

著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい

損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止する

ため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な

重大事故等対処設備として，原子炉補機代替冷却系を

設ける設計とする。【63条 1】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

25. 原子炉補機代替冷却系の設計 

 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の

故障又は全交流動力電源の喪失により，最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合の重大事故

等対処設備として使用する原子炉補機代替冷却系は，

サプレッションチェンバへの熱の蓄積により原子炉

冷却機能が確保できる一定の期間内に，移動式代替熱

交換設備を原子炉補機冷却系に接続し，大型送水ポン

プ車により移動式代替熱交換設備に海水を送水する

ことで，残留熱除去系等の機器で除去した熱を最終的

な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。

【63条 18】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

 

構造図 

4.6.1 原子炉補機冷却水系及び原子炉補機海水系 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

25. 原子炉補機代替冷却系の設計 

 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するため，原子炉格納容器内の冷却等のため

及び炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納

容器の過圧による破損を防止するための重大事故等

対処設備として使用する原子炉補機代替冷却系は，移

動式代替熱交換設備を屋外の接続口より原子炉補機

冷却系に接続し，大型送水ポンプ車により移動式代替

熱交換設備に海水を送水することで，残留熱除去系熱

交換器で除去した熱を最終的な熱の逃がし場である

海へ輸送できる設計とする。【62条 19】【64条 59】【65

条 6】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

 

構造図 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

25. 原子炉補機代替冷却系の設計 

 また，屋外の接続口が使用できない場合には，大型 要目表 25. 原子炉補機代替冷却系の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

送水ポンプ車を屋内の接続口より原子炉補機冷却系

に接続し，原子炉補機冷却系に海水を送水すること

で，残留熱除去系等の機器で発生した熱を最終的な熱

の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。【62条

19】【62条 26】【64条 62】【65条 7】 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

 

構造図 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

 燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却

系は，移動式代替熱交換設備を屋外の接続口より原子

炉補機冷却系に接続し，大型送水ポンプ車により移動

式代替熱交換設備に海水を送水することで，燃料プー

ル冷却系熱交換器等で除去した熱を最終的な熱の逃

がし場である海へ輸送できる設計とする。【69条 38】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

 

構造図 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

25. 原子炉補機代替冷却系の設計 

 屋外の接続口が使用できない場合には，大型送水ポ

ンプ車を屋内の接続口より原子炉補機冷却系に接続

し，原子炉補機冷却系に海水を送水することで，燃料

プール冷却系熱交換器等で発生した熱を最終的な熱

の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。【69条

39】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

25. 原子炉補機代替冷却系の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

 

構造図 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

 移動式代替熱交換設備は，常設代替交流電源設備か

らの給電が可能な設計とする。また，大型送水ポンプ

車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とす

る。【62条 20】【62条 27】【63条 19】【64条 60】【69

条 40】 

要目表 

 

構造図 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

25. 原子炉補機代替冷却系の設計 

 7.3.1 多様性，位置的分散及び独立性 

原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系（原子

炉補機海水系を含む。）と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，移動式代替熱交換設備を常設代

替交流電源設備からの給電が可能な設計とすること

で，非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動

する原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

に対して，多様性及び独立性を有する設計とし，大型

送水ポンプ車をディーゼルエンジンにより駆動する

ことで，電動機駆動ポンプにより構成される原子炉補

機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して多様

性を有する設計とする。また，原子炉補機代替冷却系

は，格納容器フィルタベント系に対して，除熱手段の

多様性を有する設計とする。【63条 26】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

11. 健全性に係る設計 

25. 原子炉補機代替冷却系の設計 

 原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及

び大型送水ポンプ車は，原子炉建物及び格納容器フィ

ルタベント系から離れた屋外に分散して保管するこ

とで，原子炉建物内の原子炉補機冷却水ポンプ，原子

炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポ

ンプ並びに原子炉建物外の格納容器フィルタベント

系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。【63条 27】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

11. 健全性に係る設計 

25. 原子炉補機代替冷却系の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

 移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接

続口は，共通要因によって接続できなくなることを防

止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する

設計とする。【63条 28】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

11. 健全性に係る設計 

25. 原子炉補機代替冷却系の設計 

 原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系（原子

炉補機海水系を含む。）と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，原子炉補機海水系に対して独立

性を有するとともに，移動式代替熱交換設備から屋外

の接続口を介した原子炉補機冷却系配管との合流点

までの系統について，原子炉補機冷却系に対して独立

性を有する設計とする。【63条 29】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

11. 健全性に係る設計 

25. 原子炉補機代替冷却系の設計 

 残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却

系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，

格納容器フィルタベント系から離れた屋外に分散し

て保管することで，格納容器フィルタベント系と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分

散を図る設計とする。【65条 34】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

11. 健全性に係る設計 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

25. 原子炉補機代替冷却系の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

面 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

 

構造図 

4.6.1 原子炉補機冷却水系及び原子炉補機海水系 

4.6.3 原子炉補機代替冷却系 

 移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接

続口は，共通要因によって接続できなくなることを防

止するため，互いに異なる複数箇所に設置し，かつ格

納容器フィルタベント系との離隔を考慮した設計と

する。【65条 35】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

11. 健全性に係る設計 

25. 原子炉補機代替冷却系の設計 

 また，大型送水ポンプ車から屋内の接続口を介した

原子炉補機冷却系配管との合流点までの系統につい

て，原子炉補機冷却系に対して独立性を有する設計と

する。【63条 30】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

11. 健全性に係る設計 

25. 原子炉補機代替冷却系の設計 

 これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分

散によって，原子炉補機代替冷却系は，設計基準事故

対処設備である原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。）に対して重大事故等対処設備としての独立

性を有する設計とする。【63条 30】 

― 
― 

（冒頭宣言） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

8. 原子炉冷却材浄化設備 

8.1 原子炉浄化系 

原子炉浄化系は，原子炉冷却材の純度を保つための

設備であり，原子炉再循環配管及び原子炉圧力容器底

部から原子炉冷却材の一部を抜き出して，ろ過脱塩し

た後，給水系へ戻すことにより，原子炉冷却材中の不

純物及び放射性物質の濃度を発電用原子炉施設の運

転に支障を及ぼさない値以下に保つことができる設

計とする。【33条 17】 

8. 原子炉冷却材浄化設備 

変更なし 

― 
― 

（変更なし） 

放射性物質を含む原子炉冷却材を原子炉起動時，停

止時及び高温待機時において原子炉冷却系統外に排

出する場合は，原子炉浄化系により原子炉冷却材を浄

化して，液体廃棄物処理系へ導く設計とする。【29条

1】 

 

― 
― 

（変更なし） 

9. 原子炉格納容器内の原子炉冷却材漏えいを監視

する装置 

原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材

の漏えいに対して，ドライウェル冷却装置凝縮水量，

ドライウェル床ドレンサンプ水位，ドライウェル機器

ドレンサンプ水位及びドライウェル内雰囲気放射性

物質濃度の測定により検出する装置を設ける設計と

する。【28条 8】 

9. 原子炉格納容器内の原子炉冷却材漏えいを監視

する装置 

変更なし 

― 
― 

（変更なし） 

このうち，漏えい位置を特定できない原子炉格納容

器内の漏えいに対しては，ドライウェル床ドレンサン

プ水位により 1時間以内に 0.23m3/hの漏えい量を検出

する能力を有する設計とするとともに，自動的に中央

制御室に警報を発信する設計とする。また，測定値は，

中央制御室に指示する設計とする。【28条 9】 

 Ⅵ-1-4-1 原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏え

いを監視する装置の構成に関する説明書並び

に測定範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

2. 基本方針 

3. 漏えいを監視する装置の構成 

3.1 ドライウェル冷却装置凝縮水量測定装置 

3.2 ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置 

4. 漏えいを監視する装置の計測範囲及び警報動作

範囲 

4.1 ドライウェル冷却装置凝縮水量測定装置の計測

範囲及び警報動作範囲 

4.2 ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置の計

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.2 各機器固有の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

測範囲及び警報動作範囲 

ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置は，ドラ

イウェル床ドレンサンプに設ける設計とする。 

原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材

の漏えいは，ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装

置にて検出できる設計とする。【28条 10】 

 Ⅵ-1-4-1 原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏え

いを監視する装置の構成に関する説明書並び

に測定範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 漏えいを監視する装置の構成 

3.2 ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置 

4. 漏えいを監視する装置の計測範囲及び警報動作

範囲 

4.2 ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置の計

測範囲及び警報動作範囲 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.2 各機器固有の設計 

ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置が故障

した場合は，これと同等の機能を有するドライウェル

冷却装置凝縮水流量測定装置及びドライウェル内雰

囲気放射性物質濃度測定装置により，漏えい位置を特

定できない原子炉格納容器内の漏えいを検知可能な

設計とする。【28条 11】 

 Ⅵ-1-4-1 原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏え

いを監視する装置の構成に関する説明書並び

に測定範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

2. 基本方針 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.2 各機器固有の設計 

10. 流体振動等による損傷の防止 

原子炉冷却系統，原子炉浄化系及び残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード）に係る容器，管，ポンプ

及び弁は，原子炉冷却材の循環，沸騰その他の原子炉

冷却材の挙動により生ずる流体振動又は温度差のあ

る流体の混合その他の原子炉冷却材の挙動により生

ずる温度変動により損傷を受けない設計とする。【19

条 2】 

10. 流体振動等による損傷の防止 

変更なし 

Ⅵ-1-4-2 流体振動又は温度変動による損傷の防止

に関する説明書 

2. 評価範囲 

3. 基本方針 

26. 残留熱除去系に関する設計 

27. 原子炉浄化系に関する設計 

管に設置された円柱状構造物で耐圧機能を有する

ものに関する流体振動評価は，日本機械学会「配管内

円柱状構造物の流力振動評価指針」（ＪＳＭＥ Ｓ０

１２）の規定に基づく手法及び評価フローに従った設

計とする。【19条 3】 

 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

温度差のある流体の混合等で生ずる温度変動によ

り発生する配管の高サイクル熱疲労による損傷防止

は，日本機械学会「配管の高サイクル熱疲労に関する

評価指針」（ＪＳＭＥ Ｓ０１７）の規定に基づく手

法及び評価フローに従った設計とする。【19条 4】 

 

― 
― 

（用語の定義のみ） 



189              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 11. インターフェイスシステム LOCA発生時に用いる

設備 

インターフェイスシステム LOCA発生時の重大事故

等対処設備として使用する逃がし安全弁は，中央制御

室からの手動操作によって作動させ，原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧させることで原子炉冷却材の漏

えいを抑制できる設計とする。【61条 15】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

構造図 

4.2.1 主蒸気系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

21. インターフェイスシステム LOCA発生時に用いる

設備に係る設計 

 インターフェイスシステム LOCA発生時の重大事故

等対処設備として使用する残留熱除去系注水弁

（MV222-5A,5B,5C）及び低圧炉心スプレイ系注水弁

（MV223-2）は，現場で弁を操作することにより原子

炉冷却材の漏えい箇所を隔離できる設計とする。【61

条 17】 

要目表 

 

構造図 

4.3.1 残留熱除去系 

4.4.2 低圧炉心スプレイ系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

21. インターフェイスシステム LOCA発生時に用いる

設備に係る設計 

 なお，設計基準事故対処設備である残留熱除去系注

水弁（MV222-5A,5B,5C）及び低圧炉心スプレイ系注水

弁（MV223-2）を重大事故等対処設備（設計基準拡張）

として使用することから，重大事故等対処設備として

の設計を行う。【61条 18】 

要目表 

 

原子炉冷却系統施設に係る系統図 

4.3.1 残留熱除去系 

4.4.2 低圧炉心スプレイ系 

 

構造図 

4.3.1 残留熱除去系 

4.4.2 低圧炉心スプレイ系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

21. インターフェイスシステム LOCA発生時に用いる

設備に係る設計 

 インターフェイスシステム LOCA発生時の重大事故

等対処設備として使用する原子炉建物燃料取替階ブ

ローアウトパネル（設置枚数 2枚，開放差圧 6.9kPa

以下）（原子炉格納施設の設備を原子炉冷却系統施設

の設備として兼用）は，高圧の原子炉冷却材が原子炉

建物原子炉棟（二次格納施設）内へ漏えいして蒸気と

なり，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内の圧力

が上昇した場合において，外気との差圧により自動的

に開放し，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内の

圧力及び温度を低下させることができる設計とする。

【61条 16】 

Ⅵ-1-1-7-別添 4 ブローアウトパネル関連設備の設

計方針 

7. 構造強度設計 

7.1 構造強度の設計方針 

(1) オペフロ BOP及び MSトンネル室 BOP 

7.3 機能維持の方針 

7.3.1 オペフロ BOP 

(1) 構造設計 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.3 ブローアウトパネル関連設備の設計 

 12. 設備の共用 Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用 20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

復水輸送系は，１号機及び２号機間で相互に接続す

るが，連絡時以外においては，号機間の接続部の弁を

常時閉とすることにより物理的に分離し，安全性を損

なわない設計とする。また，２号機の系統圧力が１号

機の系統圧力より高い設計となっているが，逆止弁を

設けることで，１号機から２号機への連絡時において

も１号機側へ流出しない設計とすることで，安全性を

損なわない設計とする。【15条 32】 

される条件の下における健全性に関する説明

書 

2. 基本方針 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(3) 悪影響防止等 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

29. 設備共用の設計 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

13. 主要対象設備 

原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の対

象となる主要な設備について，「表 1 原子炉冷却系統

施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト」に

示す。 

本系統の設備として兼用する場合に主要設備リス

トに記載されない設備については，「表 2 原子炉冷却

系統施設（蒸気タービンを除く。）の兼用設備リスト」

に示す。 

13. 主要対象設備 

原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の対

象となる主要な設備について，「表 1 原子炉冷却系統

施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト」に

示す。 

本系統の設備として兼用する場合に主要設備リス

トに記載されない設備については，「表 2 原子炉冷却

系統施設（蒸気タービンを除く。）の兼用設備リスト」

に示す。 

― 
― 

（「設備リスト」及び「兼用設備リスト」による） 
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「基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表」【原子炉冷却系統施設（蒸気タービン）】 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前＊1 変更後 

用語の定義は「発電用原子力設備に関する技術基準

を定める省令」，「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

第１章 共通項目 

蒸気タービンの共通項目である「1. 地盤等，2. 

自然現象，3. 火災，5. 設備に対する要求（5.7 内

燃機関の設計条件を除く。），6. その他」の基本設計

方針については，原子炉冷却系統施設の基本設計方針

「第１章 共通項目」に基づく設計とする。 

第１章 共通項目 

蒸気タービンの共通項目である「1. 地盤等，2. 

自然現象，3. 火災，4. 溢水等，5. 設備に対する

要求（5.7 内燃機関及びガスタービンの設計条件を

除く。），6. その他」の基本設計方針については，原

子炉冷却系統施設の基本設計方針「第１章 共通項

目」に基づく設計とする。 

― 「2.」～「19.」（「17.」を除く。） 

第２章 個別項目 

1. 蒸気タービン 

設計基準対象施設に施設する蒸気タービン及び蒸

気タービンの附属設備は，振動対策，過速度対策等各

種の保護装置及び監視制御装置によって，運転状態の

監視を行い，発電用原子炉施設の安全性を損なわない

よう，以下の事項を考慮した設計とする。 

第２章 個別項目 

1. 蒸気タービン 

設計基準対象施設に施設する蒸気タービン及び蒸

気タービンの附属設備は，想定される環境条件におい

て，材料に及ぼす化学的及び物理的影響を考慮した設

計とする。また，振動対策，過速度対策等各種の保護

装置及び監視制御装置により，中央制御室及び現場に

おいて運転状態の監視を行い，発電用原子炉施設の安

全性を損なわないよう，以下の事項を考慮して設計す

る。【31条 1】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

1.1 蒸気タービン本体 

蒸気タービンの定格出力は，排気圧力真空度

96.3kPa，補給水率 0.5％にて，発電端で 820000kWと

なる設計とする。 

1.1 蒸気タービン本体 

蒸気タービンの定格出力は，排気圧力真空度

96.3kPa，補給水率 0.5％にて，発電端で 820000kWと

なる設計とする。【31条 2】 

― 
― 

（変更なし） 

定格熱出力一定運転の実施においても，蒸気タービ

ン設備の保安が確保できるように定格熱出力一定運

転を考慮した設計とする。 

定格熱出力一定運転の実施においても，蒸気タービ

ン設備の保安が確保できるように定格熱出力一定運

転を考慮した設計とする。【31条 3】 

― 
― 

（変更なし） 

蒸気タービンは，非常調速装置が作動したときに達

する回転速度，及びタービンの起動時及び停止過程を

含む運転中に主要な軸受又は軸に発生しうる最大の振

動に対して構造上十分な機械的強度を有する設計とす

蒸気タービンは，非常調速装置が作動したときに達

する回転速度並びに蒸気タービンの起動時及び停止過

程を含む運転中に主要な軸受又は軸に発生しうる最大

の振動に対して構造上十分な機械的強度を有する設計

― 
― 

（記載の適正化のみ，変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前＊1 変更後 

る。 とする。【31条 4】 

蒸気タービンの軸受は，主油ポンプ，ターニング油

ポンプ（補助油ポンプ），非常用軸受油ポンプ等の軸

受潤滑設備を設置することにより，運転中の荷重を安

定に支持でき，かつ，異常な摩耗，変形及び過熱が生

じない設計とする。 

また，蒸気タービンの軸受は，主油ポンプ，ターニ

ング油ポンプ（補助油ポンプ），非常用軸受油ポンプ

等の軸受潤滑設備を設置することにより，運転中の荷

重を安定に支持でき，かつ，異常な摩耗，変形及び過

熱が生じない設計とする。【31条 5】 

― 
― 

（記載の適正化のみ，変更なし） 

蒸気タービン及び発電機その他の回転体を同一の

軸に結合したものの危険速度は，速度調定率で定まる

回転速度の範囲のうち最小の回転速度から，非常調速

装置が作動したときに達する回転速度までの間に発

生しない設計とする。 

蒸気タービン及び発電機その他の回転体を同一の

軸に結合したものの危険速度は，速度調定率で定まる

回転速度の範囲のうち最小の回転速度から，非常調速

装置が作動したときに達する回転速度までの間に発

生しない設計とする。【31条 6】 

― 
― 

（変更なし） 

また，蒸気タービンの起動時の暖機用の回転速度を

危険速度付近に設定しない設計とするとともに，危険

速度を通過する際には速やかに昇速できる設計とす

る。 

また，蒸気タービン起動時の暖機用の回転速度を危

険速度付近に設定しない設計とするとともに，危険速

度を通過する際には速やかに昇速できる設計とする。

【31条 7】 

― 
― 

（記載の適正化のみ，変更なし） 

蒸気タービン及びその附属設備の耐圧部分の構造

は，最高使用圧力又は最高使用温度において発生する

最大の応力が当該部分に使用する材料の許容応力を

超えない設計とする。 

蒸気タービン及びその附属設備の耐圧部分の構造

は，最高使用圧力又は最高使用温度において発生する

最大の応力が当該部分に使用する材料の許容応力を

超えない設計とする。【31条 8】 

― 
― 

（変更なし） 

蒸気タービンには，その回転速度及び出力が負荷の

変動の際にも持続的に動揺することを防止する調速

装置を設けるとともに，運転中に生じた過回転，発電

機の内部故障，復水器真空低下，スラスト軸受の摩耗

による設備の破損を防止するため，その異常が発生し

た場合に蒸気タービンに流入する蒸気を自動的かつ

速やかに遮断する非常調速装置及び保安装置を設置

する。 

蒸気タービンには，その回転速度及び出力が負荷の

変動の際にも持続的に動揺することを防止する調速

装置を設けるとともに，運転中に生じた過回転，発電

機の内部故障，復水器真空低下，スラスト軸受の摩耗

による設備の破損を防止するため，その異常が発生し

た場合に蒸気タービンに流入する蒸気を自動的かつ

速やかに遮断する非常調速装置及び保安装置を設置

する。【31条 9】 

― 
― 

（変更なし） 

 また，調速装置は，最大負荷を遮断した場合に達す

る回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満

にする能力を有する設計とする。【31条 9】 

― 
― 

（記載の追加のみ，変更なし） 

なお，過回転については定格回転速度の1.11倍を超

えない回転数で非常調速装置が作動する設計とする。 

なお，過回転については定格回転速度の 1.11倍を超

えない回転数で非常調速装置が作動する設計とする。

【31条 10】 

― 
― 

（変更なし） 

蒸気タービン及びその附属設備であって，最高使用 蒸気タービン及びその附属設備であって，最高使用 ― ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前＊1 変更後 

圧力を超える過圧が生じるおそれのあるものにあっ

ては，排気圧力の上昇時に過圧を防止できる容量を有

し，かつ，最高使用圧力以下で動作する大気放出板を

設置し，その圧力を逃がすことができる設計とする。 

圧力を超える過圧が生じるおそれのあるものにあっ

ては，排気圧力の上昇時に過圧を防止することができ

る容量を有し，かつ，最高使用圧力以下で動作する大

気放出板を設置し，その圧力を逃がすことができる設

計とする。【31条 11】 

（記載の適正化のみ，変更なし） 

蒸気タービンには，設備の損傷を防止するため，以

下の運転状態を計測する監視装置を設け，各部の状態

を監視することができる設計とする。 

①蒸気タービンの回転速度 

②主蒸気止め弁の前及び組合せ中間弁の前における

蒸気の圧力及び温度 

③蒸気タービンの排気圧力 

④蒸気タービンの軸受の入口における潤滑油の圧力 

⑤蒸気タービンの軸受の出口における潤滑油の温度

又は軸受メタル温度 

⑥蒸気加減弁の開度 

⑦蒸気タービンの振動の振幅 

蒸気タービンには，設備の損傷を防止するため，以

下の運転状態を計測する監視装置を設け，各部の状態

を監視することができる設計とする。 

(1) 蒸気タービンの回転速度 

(2) 主蒸気止め弁の前及び組合せ中間弁の前における

蒸気の圧力及び温度 

(3) 蒸気タービンの排気圧力 

(4) 蒸気タービンの軸受の入口における潤滑油の圧力 

(5) 蒸気タービンの軸受の出口における潤滑油の温度

又は軸受メタル温度 

(6) 蒸気加減弁の開度 

(7) 蒸気タービンの振動の振幅【31条 12】 

― 
― 

（変更なし） 

蒸気タービンは，振動を起こさないように十分考慮

をはらうとともに，万一，振動が発生した場合にも振

動監視装置により，回転速度が定格回転速度以上の時

に軸振動 0.175mmにて警報を発するように設計する。

また，運転中振動の振幅を自動的に記録できる設計と

する。 

蒸気タービンは，振動を起こさないように十分考慮

をはらうとともに，万一，振動が発生した場合にも振

動監視装置により，警報を発するように設計する。ま

た，運転中振動の振幅を自動的に記録できる設計とす

る。【31条 13】 

― 
― 

（記載の適正化のみ，変更なし） 

 蒸気タービン及びその附属設備の構造設計におい

て発電用火力設備に関する技術基準を定める省令及

びその解釈に規定のないものについては，信頼性が確

認され十分な実績のある設計方法，安全率等を用いる

ほか，最新知見を反映し，十分な安全性を持たせるこ

とにより保安が確保できる設計とする。【31条 18】 

― 
― 

（記載の追加のみ，変更なし） 

復水器は，設計冷却水温度 20℃，タービン定格出力，

大気圧 101kPa［abs］において真空度 96.3kPaを確保

できるようにする。 

復水器は，設計冷却水温度 20℃，タービン定格出力，

大気圧 101kPa［abs］において真空度 96.3kPaを確保

できる設計とする。【31条 14】 

― 
― 

（変更なし） 

1.2 蒸気タービンの附属設備 

ポンプを除く蒸気タービンの附属設備に属する容

1.2 蒸気タービンの附属設備 

ポンプを除く蒸気タービンの附属設備に属する容
― 

― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前＊1 変更後 

器及び管の耐圧部分に使用する材料は，想定される環

境条件において，材料に及ぼす化学的及び物理的影響

に対し，安全な化学的成分及び機械的強度を有するも

のを使用する。 

器及び管の耐圧部分に使用する材料は，想定される環

境条件において，材料に及ぼす化学的及び物理的影響

に対し，安全な化学的成分及び機械的強度を有するも

のを使用する。【31条 15】 

蒸気タービンの附属設備のうち，主要な耐圧部の溶

接部については，次のとおりとし，使用前事業者検査

により適用基準及び適用規格に適合していることを

確認する。 

(1) 不連続で特異な形状でないものであること。 

(2) 溶接による割れが生じるおそれがなく，かつ，

健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他

の欠陥がないことを非破壊試験により確認した

ものであること。 

(3) 適切な強度を有するものであること。 

(4) 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施

工法，溶接設備及び技能を有する溶接士である

ことをあらかじめ確認したものにより溶接した

ものであること。 

また，蒸気タービンの附属設備のうち，主要な耐圧

部の溶接部については，次のとおりとし，使用前事業

者検査により適用基準及び適用規格に適合している

ことを確認する。 

(1) 不連続で特異な形状でないものであること。 

(2) 溶接による割れが生じるおそれがなく，かつ，

健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他

の欠陥がないことを非破壊試験により確認した

ものであること。 

(3) 適切な強度を有するものであること。 

(4) 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施

工法，溶接設備及び技能を有する溶接士である

ことをあらかじめ確認したものにより溶接した

ものであること。【31条 16】 

― 
― 

（記載の適正化のみ，変更なし） 

主要な耐圧部の溶接部とは，蒸気タービンに係る蒸

気だめ又は熱交換器のうち水用の容器又は管であっ

て，最高使用温度 100℃未満のものについては，最高

使用圧力 1960kPa，それ以外の容器については，最高

使用圧力 98kPa，水用の管以外の管については，最高

使用圧力 980kPa（長手継手の部分にあっては，490kPa）

以上の圧力が加えられる部分について溶接を必要と

するものをいう。また，蒸気タービンに係る外径 150mm

以上の管のうち，耐圧部について溶接を必要とするも

のをいう。 

なお，主要な耐圧部の溶接部とは，蒸気タービンに

係る蒸気だめ又は熱交換器のうち水用の容器又は管

であって，最高使用温度 100℃未満のものについては，

最高使用圧力 1960kPa，それ以外の容器については，

最高使用圧力 98kPa，水用の管以外の管については，

最高使用圧力 980kPa（長手継手の部分にあっては，

490kPa）以上の圧力が加えられる部分について溶接を

必要とするものをいう。また，蒸気タービンに係る外

径 150mm以上の管のうち，耐圧部について溶接を必要

とするものをいう。【31条 17】 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

 蒸気タービンの附属設備の機器仕様は，運転中に想

定される最大の圧力・温度，必要な容量等を考慮した

設計とする。【31条 17】 

― 
― 

（記載の追加のみ，変更なし） 

復水給水系には，復水ろ過脱塩装置及び復水脱塩装

置を設け，高純度の給水を原子炉へ供給できるように

する。また，4段の低圧給水加熱器及び2段の高圧給水

 

― 
― 

（記載の削除のみ，変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前＊1 変更後 

加熱器を設け，原子炉への適切な給水温度を確保でき

るような設計とする。 

蒸気タービン及びその附属設備の構造設計におい

て発電用火力設備に関する技術基準を定める省令及

びその解釈に規定のないものについては，信頼性が確

認され十分実績のある設計方法，安全率を用いる他，

最新知見を反映し，十分な安全性を持たせることによ

り保安が確保できる設計とする。【31条 18】 

 

― 
― 

（記載の削除のみ，変更なし） 

蒸気タービンの全ての構造・材料については，エロ

―ジョン・コロージョンに対する経験を十分に反映す

るとともに，最新の知見を反映し，十分な安全性を持

たせることにより保安が確保できる設計とする。 

 

― 
― 

（記載の削除のみ，変更なし） 

既設設備の設計仕様，機能に影響のない設計とす

る。 

 
― 

― 

（記載の削除のみ，変更なし） 

蒸気タービンは所要の性能を確認するために必要

な保守及び点検が可能なように，容易に分解及び構成

部品の交換ができる構造の設計とする。 

 

― 
― 

（記載の削除のみ，変更なし） 

2. 主要対象設備 

蒸気タービンの対象となる主要な設備について，

「表 1 蒸気タービンの主要設備リスト」に示す。 

2. 主要対象設備 

蒸気タービンの対象となる主要な設備について，

「表 1 蒸気タービンの主要設備リスト」に示す。 

― 
― 

（「設備リスト」による） 

注記＊1：原子炉冷却系統施設（蒸気タービン）の基本設計方針の「変更前」は，平成 27年度の蒸気タービン改造工事申請時の記載 
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「基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表」【計測制御系統施設】 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

用語の定義は「発電用原子力設備に関する技術基準

を定める省令」，「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

第１章 共通項目 

計測制御系統施設の共通項目である「1. 地盤等，

2. 自然現象，3. 火災，5. 設備に対する要求（5.7 

内燃機関を除く。），6. その他」の基本設計方針につ

いては，原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第１章 

共通項目」に基づく設計とする。 

第１章 共通項目 

計測制御系統施設の共通項目である「1. 地盤等，

2. 自然現象，3. 火災，4. 溢水等，5. 設備に対

する要求（5.7 内燃機関及びガスタービンの設計条

件を除く。），6. その他」の基本設計方針については，

原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第１章 共通項

目」に基づく設計とする。 

― 

1. 共通的に適用される設計 

第２章 個別項目 

1. 計測制御系統施設 

1.1 反応度制御系統及び原子炉停止系統共通 

発電用原子炉施設には，制御棒の挿入位置を調節す

ることによって反応度を制御する制御棒及び制御棒

駆動水圧系，再循環流量を調整することによって反応

度を制御する原子炉再循環流量制御系の独立した原

理の異なる反応度制御系統を施設し，計画的な出力変

化に伴う反応度変化を燃料要素の許容損傷限界を超

えることなく制御できる能力を有する設計とする。

【36条 1】 

第２章 個別項目 

1. 計測制御系統施設 

1.1 反応度制御系統及び原子炉停止系統共通 

変更なし 

― 
― 

（変更なし） 

通常運転時の高温状態において，独立した原子炉停

止系統である制御棒及び制御棒駆動水圧系による制

御棒の炉心への挿入並びにほう酸水注入系による炉

心へのほう酸注入は，それぞれ発電用原子炉を未臨界

に移行でき，かつ，維持できる設計とする。 

運転時の異常な過渡変化時の高温状態においても，

制御棒及び制御棒駆動水圧系による制御棒の炉心へ

の挿入により，燃料要素の許容損傷限界を超えること

なく発電用原子炉を未臨界に移行でき，かつ，維持で

きる設計とする。【36条 4】 

 

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

設置（変更）許可を受けた原子炉冷却材喪失その他

の設計基準事故時の評価において，制御棒及び制御棒

駆動水圧系は，原子炉非常停止信号によって，水圧制

御ユニットアキュムレータの圧力により制御棒を緊

急挿入できる設計とするとともに，制御棒が確実に挿

入され，炉心を未臨界に移行でき，かつ，それを維持

できる設計とする。【36条 7】 

 

― 
― 

（変更なし） 

制御棒及びほう酸水は，通常運転時における圧力，

温度及び放射線に起因する最も厳しい条件において，

必要な耐放射線性，寸法安定性，耐熱性，核性質，耐

食性及び化学的安定性を保持する設計とする。【36 条

15】 

 

― 
― 

（変更なし） 

1.2 制御棒及び制御棒駆動水圧系 

制御棒は，最大の反応度価値を持つ制御棒 1本が完

全に炉心の外に引き抜かれていて，その他の制御棒が

全挿入の場合，高温状態及び低温状態において常に炉

心を未臨界に移行できる設計とする。【36条 8】 

1.2 制御棒及び制御棒駆動水圧系 

変更なし 

― 
― 

（変更なし） 

また，発電用原子炉の運転中に，完全に挿入されて

いる制御棒を除く，他のいずれかの制御棒が動作不能

となった場合は，動作可能な制御棒のうち最大反応度

価値を有する制御棒 1本が完全に炉心の外に引き抜か

れた状態でも，他のすべての動作可能な制御棒によ

り，高温状態及び低温状態において炉心を未臨界に保

持できることを評価確認し，確認できない場合には，

発電用原子炉を停止するように保安規定に定めて管

理する。【36条 9】 

  

 

 

― 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

 

 

 

― 

（変更なし） 

＜下線部＞ 

― 

反応度が大きく，かつ急激に投入される事象による

影響を小さくするため，制御棒の落下速度を設置（変

更）許可を受けた「制御棒落下」の評価で想定した落

下速度以下に制御棒落下速度リミッタの効果により

制限することで，反応度添加率を抑制する。【36条 10】 

 

― 
― 

（変更なし） 

また，「原子炉起動時における制御棒の異常な引き

抜き」の評価で想定した制御棒引抜速度以下に制限す

ることで，反応度添加率を抑制するとともに，零出力

 

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

ないし低出力においては，運転員の制御棒引抜操作を

制限する補助機能として，制御棒価値ミニマイザを設

けることで，引き抜く制御棒の最大反応度価値を制限

する。【36条 11】 

さらに，中性子束高による原子炉非常停止信号を設

ける設計とする。【36条 12】 

 
― 

― 

（変更なし） 

これらにより，想定される反応度投入事象発生時に

燃料の最大エンタルピや原子炉圧力の上昇を低く抑

え，原子炉冷却材圧力バウンダリを破損せず，かつ，

炉心の冷却機能を損なうような炉心，炉心支持構造物

及び原子炉圧力容器内部構造物の破損を生じさせな

い設計とする。【36条 13】 

 

― 
― 

（変更なし） 

なお，制御棒引抜手順については，保安規定に定め

て管理する。【36条 14】 

 
運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

制御棒及び制御棒駆動水圧系は，通常運転時及び運

転時の異常な過渡変化時における低温状態において，

キセノン崩壊による反応度添加及び高温状態から低

温状態までの反応度添加を制御し，低温状態で炉心を

未臨界に移行して維持できる設計とする。【36条 6】 

 

― 
― 

（変更なし） 

制御棒は，十字形に組み合わせたステンレス鋼製の

Ｕ字形シースの中に中性子吸収材を納めたものであ

り，各制御棒は 4体の燃料体の中央に，炉心全体にわ

たって一様に配置する設計とする。 

制御捧の駆動は，ピストン上部又は下部に駆動水を

供給することにより，原子炉圧力容器底部から行う設

計とする。 

通常駆動時は，駆動水ポンプにより加圧された駆動

水で駆動し，スクラム時及び選択制御棒挿入時の駆動

源は，各々の制御棒駆動機構ごとに設ける水圧制御ユ

ニットのアキュムレータの高圧窒素により加圧され

た駆動水を供給することで制御棒を駆動する設計と

する。【36条 16】 

 

― 
― 

（変更なし） 

原子炉冷却材の漏えいが生じた場合，その漏えい量

が10㎜(3/8インチ)径の配管破断に相当する量以下の

 
― 

― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

場合は制御棒駆動水圧ポンプで補給できる設計とす

る。【33条16】 

制御棒駆動水圧系は，発電用原子炉の緊急停止時に

制御棒の挿入時間が，発電用原子炉の燃料及び原子炉

冷却材圧力バウンダリの損傷を防ぐために適切な値

となるような速度で炉心内に挿入できること，並びに

通常運転時において制御棒の異常な引抜きが発生し

た場合においても，燃料要素の許容損傷限界を超える

駆動速度で引抜きできない設計とする。【37条 1】 

 

― 
― 

（変更なし） 

なお，設置（変更）許可を受けた仕様及び運転時の

異常な過渡変化並びに設計基準事故の評価で設定し

た制御棒の挿入時間，並びに設置（変更）許可を受け

た「原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き」

及び「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」の評価

の条件を満足する設計とする。【37条2】 

 

― 
― 

（変更なし） 

制御棒は，原子炉モードスイッチが「停止」の位置

にあるとき，原子炉モードスイッチが「燃料取替」位

置にある場合で，1本制御棒が引抜かれているとき，

原子炉モードスイッチが「燃料取替」位置にある場合

で，燃料取替機が原子炉上部にあり，荷重中のとき，

原子炉モードスイッチが「燃料取替」位置にある場合

で，スクラム排出水容器水位高によるスクラム信号を

バイパスしているとき，原子炉モードスイッチが「燃

料取替」又は「起動」位置にある場合で，中性子源領

域計装又は中間領域計装の指示高，指示低若しくは動

作不能及び同計装の検出器が炉心内の所定の位置に

ないとき，原子炉モードスイッチが「運転」位置にあ

る場合で，平均出力領域計装の指示低のとき，平均出

力領域計装の指示高又は動作不能のとき，スクラム排

出水容器水位高による制御棒引抜阻止信号のあると

き，制御棒価値ミニマイザによる制御棒引抜阻止信号

のあるとき，制御棒引抜監視装置からの制御棒引抜阻

止信号のあるときは，引抜きを阻止できる設計とす

る。【37条 5】 

 

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

制御棒駆動機構は，各制御棒に独立して設けられた

ラッチ付水圧駆動ピストン式のものであり，カップリ

ングスパッド，インデックスチューブと駆動ピスト

ン，コレット集合体，ピストンチューブとストップピ

ストン及びシリンダチューブで構成され，制御棒の駆

動動力源である制御棒駆動水圧ポンプによる水圧が

喪失した場合においても，ラッチ機構により制御棒を

現状位置に保持し，発電用原子炉の反応度を増加させ

る方向に動作させない設計とする。 

また，制御棒駆動機構と制御棒とはカップリングを

介して容易に外れない構造とする。【37条 3】 

 

― 
― 

（変更なし） 

制御棒駆動水圧系にあっては，制御棒の挿入その他

の衝撃により制御棒，燃料体，その他の炉心を構成す

るものを損壊しない設計とする。【37条 4】 

 

― 
― 

（変更なし） 

1.3 原子炉再循環流量制御系 

原子炉再循環流量制御系は，原子炉再循環ポンプ速

度を調整することにより，原子炉出力を制御できる設

計とする。【36条 2】 

1.3 原子炉再循環流量制御系 

変更なし 

 
― 

― 

（変更なし） 

また，タービントリップ又は発電機負荷遮断直後の

原子炉出力を抑制するため，主蒸気止め弁閉止又は蒸

気加減弁急速閉止の信号により，原子炉再循環ポンプ

2台が同時にトリップする機能を設ける設計とする。

【36条3】 

 

― 
― 

（変更なし） 

1.4 ほう酸水注入系 

ほう酸水注入系は，制御棒挿入による原子炉停止が

不能になった場合，手動で中性子を吸収するほう酸水

（五ほう酸ナトリウム溶液）を炉心に注入する設備で

あり，単独で定格出力運転中の発電用原子炉を高温状

態及び低温状態において十分未臨界に維持できるだ

けの反応度効果を持つ設計とする。 

1.4 ほう酸水注入系 

ほう酸水注入系は，制御棒挿入による原子炉停止が

不能になった場合，手動で中性子を吸収するほう酸水

（五ほう酸ナトリウム溶液）を炉心に注入する設備で

あり，単独で定格出力運転中の発電用原子炉を高温状

態及び低温状態において十分未臨界に維持できるだ

けの反応度効果を持つ設計とする。【36条 5】 

― 
― 

（変更なし） 

 運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉

の運転を緊急に停止することができない事象が発生

するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合

においても炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

2. 計測制御系統施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性

を維持するとともに，発電用原子炉を未臨界に移行す

るために必要な重大事故等対処設備として，ほう酸水

注入系を設ける設計とする。【59条 1】 

 

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備に係る機

器の配置を明示した図面 

4.4.1 高圧炉心スプレイ系 

 

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備に係る機

器の配置を明示した図面 

4.4.7 ほう酸水注入系 

3. ほう酸水注入系に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 原子炉保護系，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒

駆動水圧系水圧制御ユニットの機能が喪失した場合

の重大事故等対処設備として使用するほう酸水注入

系は，ほう酸水注入ポンプにより，ほう酸水貯蔵タン

クのほう酸水を原子炉圧力容器へ注入することで，発

電用原子炉を未臨界にできる設計とする。【59条 8】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-1 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉本体） 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備に係る機

器の配置を明示した図面 

4.4.7 ほう酸水注入系 

 

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備系統図 

4.4.7 ほう酸水注入系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

8.1 原子炉格納容器 

 

工学的安全施設等の起動（作動）信号の起動（作動）

2. 計測制御系統施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む計測制御系統施設の

系統図に関する取りまとめ 

3. ほう酸水注入系に係る設計 

7. ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能），ＡＴ

ＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機

能）の設計 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－1 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

回路の説明図 

5.5 工学的安全施設等の起動信号 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 ほう酸水注入系の流路として，設計基準対象施設で

ある原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧力容

器内部構造物及び配管貫通部を重大事故等対処設備

として使用することから，流路に係る機能について重

大事故等対処設備としての設計を行う。【59条 9】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-1 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉本体） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-3-別添 6-1 炉心支持構造物の強度計算書 

 

Ⅵ-3-別添 7-1 原子炉圧力容器内部構造物の強度計

算書 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

8.1 原子炉格納容器 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－1 

1. 共通的に適用される設計 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

1.5 原子炉圧力制御系 

原子炉圧力制御系は，原子炉圧力をあらかじめ定め

た値に保つため，蒸気加減弁及びタービンバイパス弁

の開度を自動制御する設計とする。【33条10】 

1.5 原子炉圧力制御系 

変更なし 
― 

― 

（変更なし） 

また，原子炉圧力が急激に上昇するような場合に

は，タービンバイパス弁を開き，原子炉圧力の過度の

上昇を抑制する設計とする。【33条11】 

 

― 
― 

（変更なし） 

圧力制御装置は主蒸気止め弁の上流側の主蒸気圧

力と，あらかじめ設定した圧力設定値とを比較し，圧

力偏差信号を発信して，蒸気加減弁及びタービンバイ

パス弁の開度を制御することにより，負荷の変動その

他の発電用原子炉の運転に伴う原子炉圧力容器内の

 

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

圧力の変動を自動的に調整する設計とする。【33条12】 

1.6 原子炉給水制御系 

原子炉水位制御系は，原子炉水位を一定に保つよう

にするため，原子炉給水流量，主蒸気流量及び原子炉

水位の信号を取り入れ，タービン駆動給水ポンプの速

度を調整すること等により原子炉給水流量を自動的

に制御できる設計とする。【33条13】 

1.6 原子炉給水制御系 

変更なし 

― 
― 

（変更なし） 

2. 計測装置等 

2.1 計測装置 

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び

設計基準事故時における計測 

計測制御系統施設は，炉心，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ及び原子炉格納容器バウンダリ並びにこれら

に関する系統の健全性を確保するために監視するこ

とが必要なパラメータを，通常運転時及び運転時の異

常な過渡変化時においても想定される範囲内で監視

できる設計とする。 

2. 計測装置等 

2.1 計測装置 

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な過渡変化時，設

計基準事故時及び重大事故等時における計測 

計測制御系統施設は，炉心，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ及び原子炉格納容器バウンダリ並びにこれら

に関する系統の健全性を確保するために監視するこ

とが必要なパラメータを，通常運転時及び運転時の異

常な過渡変化時においても想定される範囲内で監視

できる設計とする。【34条 1】 

― 
― 

（記載追加のみ，変更なし） 

また，設計基準事故が発生した場合の状況把握及び

対策を講じるために必要なパラメータは，設計基準事

故時に想定される環境下において十分な測定範囲及

び期間にわたり監視できるとともに，発電用原子炉の

停止及び炉心の冷却に係るものについては，設計基準

事故時においても 2種類以上監視又は推定できる設計

とする。 

また，設計基準事故が発生した場合の状況把握及び

対策を講じるために必要なパラメータは，設計基準事

故時に想定される環境下において十分な測定範囲及

び期間にわたり監視できるとともに，発電用原子炉の

停止及び炉心の冷却に係るものについては，設計基準

事故時においても 2種類以上監視又は推定できる設計

とする。【34条 2】 

― 
― 

（変更なし） 

炉心における中性子束密度を計測するため，原子炉

内に設置した検出器で中性子源領域，中間領域，出力

領域の 3つの領域に分けて中性子束を計測できる設計

とする。 

炉心における中性子束密度を計測するため，原子炉

内に設置した検出器で中性子源領域，中間領域，出力

領域の 3つの領域に分けて中性子束を計測できる設計

とする。【34条 8】 

― 
― 

（変更なし） 

炉周期は中性子源領域計装の計測結果を用いて演

算できる設計とする。 

炉周期は中性子源領域計装の計測結果を用いて演

算できる設計とする。【34条 10】 
― 

― 

（変更なし） 

 重大事故等が発生し，当該重大事故等に対処するた

めに監視することが必要なパラメータとして，原子炉

圧力容器内の温度，圧力及び水位，原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器への注水量，原子炉格納容器内の温

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

2. 計測制御系統施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

度，圧力，水位，水素濃度及び酸素濃度，原子炉建物

内の水素濃度，未臨界の維持又は監視，最終ヒートシ

ンクの確保の監視，格納容器バイパスの監視並びに水

源の確保の監視に必要なパラメータを計測する装置

を設ける設計とする。 

なお，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の

運転状態及びその他の設備の運転状態により発電用

原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータを

補助パラメータとし，重大事故等対処設備を活用する

手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメー

タの運用については，保安規定に定めて管理する。【73

条2】 

 

Ⅵ-1-5-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

2. 基本方針 

2.2 重大事故等対処設備に関する計測 

2.2.3 重大事故等の対処に必要なパラメータの計測

又は推定 

 

計測装置の検出器の取付箇所を明示した図面 

5.4 計測装置 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

4. 計測装置の設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含

む。）の故障により，当該重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において，当該パラメータを推定

するために必要なパラメータを計測する設備を設置

又は保管する設計とする。【73条1】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

 

Ⅵ-1-5-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

2. 基本方針 

2.2 重大事故等対処設備に関する計測 

2.2.3 重大事故等の対処に必要なパラメータの計測

又は推定 

 

計測装置の検出器の取付箇所を明示した図面 

5.4 計測装置 

2. 計測制御系統施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

4. 計測装置の設計 

 重大事故等に対処するために監視することが必要

なパラメータは，炉心損傷防止対策及び格納容器破損

防止対策等を成功させるために必要な発電用原子炉

施設の状態を把握するためのパラメータとし，計測す

る装置は「表1 計測制御系統施設の主要設備リスト」

の「計測装置」に示す重大事故等対処設備の他，原子

炉圧力容器温度（ＳＡ）（個数2，計測範囲0～500℃），

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

 

Ⅵ-1-5-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

2. 計測制御系統施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用 

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

4. 計測装置の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

スクラバ容器水位（個数8，計測範囲 mm），ス

クラバ容器圧力（個数4，計測範囲0～1MPa），スクラ

バ容器温度（個数4，計測範囲0～300℃），第１ベント

フィルタ出口水素濃度（個数1（予備1），計測範囲0～

20vol％/0～100vol％），残留熱除去系熱交換器冷却水

流量（個数2，計測範囲0～1500m3/h），低圧原子炉代替

注水ポンプ出口圧力（個数2，計測範囲0～4MPa），原

子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力（個数1，計測範囲0～

10MPa），高圧炉心スプレイポンプ出口圧力（個数1，

計測範囲0～12MPa），残留熱代替除去ポンプ出口圧力

（個数2，計測範囲0～3MPa），静的触媒式水素処理装

置入口温度（個数2，計測範囲0～100℃），静的触媒式

水素処理装置出口温度（個数2，計測範囲0～400℃）

とする。【73条3】 

3. 計測装置の構成 

4. 計測装置の計測範囲及び警報動作範囲 

 

計測装置の検出器の取付箇所を明示した図面 

5.4 計測装置 

 2.1.2 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の

計測 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する

ための設備のうち，炉心の著しい損傷が発生した場合

において，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度

が変動する可能性のある範囲を測定できる設備とし

て，格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（Ｓ

Ａ），格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃

度（Ｂ系）を設ける設計とする。【67条 3】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

 

Ⅵ-1-5-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

2. 基本方針 

2.2 重大事故等対処設備に関する計測 

2.2.1 原子炉格納容器内酸素濃度及び水素濃度並び

に原子炉格納容器外への排出経路の水素濃度の

計測 

4. 計測装置の計測範囲及び警報動作範囲 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.1 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備 

4.1.4 格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器水素

4. 計測装置の設計 

5. 原子炉格納容器内の水素濃度計測に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

濃度（Ｂ系）並びに格納容器酸素濃度（ＳＡ）及

び格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

 

計測装置の検出器の取付箇所を明示した図面 

5.4 計測装置 

 格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（Ｓ

Ａ）は，格納容器ガスサンプリング装置（格納容器水

素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ））（圧縮

機（個数1，吐出圧力0.86MPa以上，容量12.4ℓ/min以

上），冷却器（個数1，容量15.4kJ/h以上），窒素ボン

ベ（個数2（予備2）））により原子炉格納容器内の雰囲

気ガスを原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内へ導

き，検出器で測定することで，原子炉格納容器内の水

素濃度及び酸素濃度を中央制御室（「１，２号機共用」

（以下同じ。））より監視できる設計とする。【67条27】

【73条5】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 

 

Ⅵ-1-5-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 計測装置の構成 

3.1 計測装置の構成 

3.1.4 原子炉格納容器本体内の圧力，温度，酸素ガ

ス濃度又は水素ガス濃度を計測する装置 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.1 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備 

4.1.4 格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器水素

濃度（Ｂ系）並びに格納容器酸素濃度（ＳＡ）及

び格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

 

計測装置系統図 

5.4 計測装置 

4. 計測装置の設計 

5. 原子炉格納容器内の水素濃度計測に関する設計 

 格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（Ｓ

Ａ）は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備から給電が可能な設計とする。【67条 28】 

Ⅵ-1-5-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 計測装置の構成 

3.1 計測装置の構成 

4. 計測装置の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

3.1.4 原子炉格納容器本体内の圧力，温度，酸素ガ

ス濃度又は水素ガス濃度を計測する装置 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.3 水素濃度低減設備に係る電源 

4.3.4 格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器水素濃

度（Ｂ系）並びに格納容器酸素濃度（ＳＡ）及び

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

 格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ

系）は，格納容器ガスサンプリング装置（格納容器水

素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系））（サン

プリングポンプ（個数1，吐出圧力0.66MPa以上，容量

1ℓ/min/個以上），冷却器（個数2，伝熱面積0.22m2/個

以上））により原子炉格納容器内の雰囲気ガスを原子

炉建物原子炉棟（二次格納施設）内へ導き，検出器で

測定することで，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸

素濃度を中央制御室より監視できる設計とする。【67

条29】【73条4】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 

 

Ⅵ-1-5-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 計測装置の構成 

3.1 計測装置の構成 

3.1.4 原子炉格納容器本体内の圧力，温度，酸素ガ

ス濃度又は水素ガス濃度を計測する装置 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.1 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備 

4.1.4 格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器水素

濃度（Ｂ系）並びに格納容器酸素濃度（ＳＡ）及

び格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

 

計測装置系統図 

4. 計測装置の設計 

5. 原子炉格納容器内の水素濃度計測に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

5.4 計測装置 

 格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ

系）は，常設代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。【67条 30】 

Ⅵ-1-5-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 計測装置の構成 

3.1 計測装置の構成 

3.1.4 原子炉格納容器本体内の圧力，温度，酸素ガ

ス濃度又は水素ガス濃度を計測する装置 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.3 水素濃度低減設備に係る電源 

4.3.4 格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器水素濃

度（Ｂ系）並びに格納容器酸素濃度（ＳＡ）及び

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

4. 計測装置の設計 

 なお，原子炉補機代替冷却系から冷却水を供給する

ことにより，サンプリングガスを冷却できる設計とす

る。【67条 31】 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.1 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備 

4.1.4 格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器水素濃

度（Ｂ系）並びに格納容器酸素濃度（ＳＡ）及び格

納容器酸素濃度（Ｂ系） 

5. 原子炉格納容器内の水素濃度計測に関する設計 

 2.1.3 格納容器フィルタベント系排出経路内の水素

濃度の計測 

格納容器フィルタベント系の排出経路における水

素濃度を測定し，監視できるよう，第１ベントフィル

タ出口配管に第１ベントフィルタ出口水素濃度（個数

1（予備 1），計測範囲 0～20vol％/0～100vol％）を設

ける設計とする。【67条 15】 

Ⅵ-1-5-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

2. 基本方針 

2.2 重大事故等対処設備に関する計測 

2.2.1 原子炉格納容器内酸素濃度及び水素濃度並び

に原子炉格納容器外への排出経路の水素濃度の計

測 

4. 計測装置の計測範囲及び警報動作範囲 

4. 計測装置の設計 

 第１ベントフィルタ出口水素濃度は，常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可

能な設計とする。【67条 17】 

Ⅵ-1-5-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 計測装置の構成 

4. 計測装置の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

3.1 計測装置の構成 

3.1.9 その他重大事故等対処設備の計測装置 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.3 水素濃度低減設備に係る電源 

4.3.3 格納容器フィルタベント系 

 2.1.4 原子炉格納容器から原子炉建物に漏えいした

水素濃度の計測 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

建物等の水素爆発による損傷を防止するために原子

炉建物原子炉棟（二次格納施設）内の水素濃度が変動

する可能性のある範囲にわたり測定できる監視設備

として，原子炉建物水素濃度を設ける設計とする。【68

条1】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

 

Ⅵ-1-5-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

2. 基本方針 

2.2 重大事故等対処設備に関する計測 

2.2.2 静的触媒式水素処理装置の動作監視及び原子

炉建物内水素濃度の計測 

4. 計測装置の計測範囲及び警報動作範囲 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.2 原子炉建物等の破損を防止するための水素濃度

低減設備 

4.2.2 原子炉建物水素濃度 

 

計測装置の検出器の取付箇所を明示した図面 

5.4 計測装置 

4. 計測装置の設計 

 原子炉建物水素濃度は，中央制御室において連続監

視できる設計とする。【68条 5】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

4. 計測装置の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

Ⅵ-1-5-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 計測装置の構成 

3.1 計測装置の構成 

3.1.8 原子炉建屋内の水素ガス濃度を計測する装置 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.2 原子炉建物等の破損を防止するための水素濃度

低減設備 

4.2.2 原子炉建物水素濃度 

 

計測装置系統図 

5.4 計測装置 

 原子炉建物水素濃度は，常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計と

する。【68条 6】 

Ⅵ-1-5-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 計測装置の構成 

3.1 計測装置の構成 

3.1.8 原子炉建屋内の水素ガス濃度を計測する装置 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.3 水素濃度低減設備に係る電源 

4.3.6 原子炉建物水素濃度 

4. 計測装置の設計 

 2.1.5 静的触媒式水素処理装置の作動状態監視 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

建物等の水素爆発による損傷を防止するために原子

炉建物原子炉棟（二次格納施設）内の水素濃度上昇を

抑制し，水素濃度を可燃限界未満に制御するための重

大事故等対処設備として，水素濃度制御設備である静

的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素

Ⅵ-1-5-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

2. 基本方針 

2.2 重大事故等対処設備に関する計測 

2.2.2 静的触媒式水素処理装置の動作監視及び原子

炉建物内水素濃度の計測 

 

4. 計測装置の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

処理装置出口温度を設ける設計とする。【68条1】 Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.2 原子炉建物等の破損を防止するための水素濃度

低減設備 

4.2.1 静的触媒式水素処理装置 

 静的触媒式水素処理装置入口温度（個数 2，計測範

囲 0～100℃，検出器種類 熱電対）及び静的触媒式水

素処理装置出口温度（個数 2，計測範囲 0～400℃，検

出器種類 熱電対）は，静的触媒式水素処理装置の入

口側及び出口側の温度により静的触媒式水素処理装

置の作動状態を中央制御室から監視できる設計とし，

重大事故等時において測定可能なよう耐環境性を有

した熱電対を使用する。【68条 3】 

Ⅵ-1-5-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 計測装置の構成 

3.1 計測装置の構成 

3.1.9 その他重大事故等対処設備の計測装置 

4. 計測装置の計測範囲及び警報動作範囲 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.2 原子炉建物等の破損を防止するための水素濃度

低減設備 

4.2.1 静的触媒式水素処理装置 

4. 計測装置の設計 

 静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式

水素処理装置出口温度は，常設代替直流電源設備又は

可搬型直流電源設備から給電が可能な設計とする。

【68条 4】 

Ⅵ-1-5-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 計測装置の構成 

3.1 計測装置の構成 

3.1.9 その他重大事故等対処設備の計測装置 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.3 水素濃度低減設備に係る電源 

4.3.5 静的触媒式水素処理装置 

4. 計測装置の設計 

2.2 警報装置等 

設計基準対象施設は，発電用原子炉施設の機械又は

器具の機能の喪失，誤操作その他の異常により発電用

原子炉の運転に著しい支障を及ぼすおそれが発生し

2.2 警報装置等 

変更なし 
― 

― 

（変更なし） 



17             

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

た場合（中性子束，温度，圧力，流量，水位等のプロ

セス変数が異常値になった場合，工学的安全施設が作

動した場合等）に，これらを確実に検出して自動的に

警報（原子炉水位低又は高，原子炉圧力高，中性子束

高等）を発信する装置を設けるとともに，表示ランプ

の点灯，ブザー鳴動等により運転員に通報できる設計

とする。【47条 1】 

発電用原子炉並びに原子炉冷却系統に係る主要な

機械又は器具の動作状態を正確，かつ迅速に把握でき

るようポンプの運転停止状態，弁の開閉状態等を表示

灯により監視できる設計とする。【47条 7】 

 

― 
― 

（変更なし） 

2.3 計測結果の表示及び記録 

発電用原子炉の停止，炉心の冷却及び放射性物質の

閉じ込めの機能の状況を監視するために必要なパラ

メータは，設計基準事故時においても確実に記録する

ことができる設計とする。 

2.3 計測結果の表示，記録及び保存 

発電用原子炉の停止，炉心の冷却及び放射性物質の

閉じ込めの機能の状況を監視するために必要なパラ

メータは，設計基準事故時においても確実に記録し，

及び保存することができる設計とする。【34条3】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

設計基準対象施設として，炉心における中性子束密

度を計測するための計測装置，原子炉冷却材の不純物

の濃度を測定するための原子炉水導電率を計測する

装置，原子炉圧力容器の入口及び出口における圧力，

温度及び流量を計測するための主蒸気圧力，給水圧

力，主蒸気温度，給水温度，主蒸気流量及び給水流量

を計測する装置，原子炉圧力容器内の水位を計測する

ための原子炉水位（広帯域，燃料域，狭帯域及び停止

域）を計測する装置並びに原子炉格納容器内の圧力，

温度及び可燃性ガスの濃度を計測するためのドライ

ウェル圧力，サプレッションチェンバ圧力，ドライウ

ェル温度，サプレッションチェンバ温度，格納容器水

素濃度及び格納容器酸素濃度を計測する装置を設け，

これらの計測装置は計測結果を中央制御室に表示で

きる設計とする。また，計測結果を記録できる設計と

する。 

設計基準対象施設として，炉心における中性子束密

度を計測するための計測装置，原子炉冷却材の不純物

の濃度を測定するための原子炉水導電率を計測する

装置，原子炉圧力容器の入口及び出口における圧力，

温度及び流量を計測するための主蒸気圧力，給水圧

力，主蒸気温度，給水温度，主蒸気流量及び給水流量

を計測する装置，原子炉圧力容器内の水位を計測する

ための原子炉水位（広帯域，燃料域，狭帯域及び停止

域）を計測する装置並びに原子炉格納容器内の圧力，

温度及び可燃性ガスの濃度を計測するためのドライ

ウェル圧力，サプレッションチェンバ圧力，ドライウ

ェル温度，サプレッションチェンバ温度，格納容器水

素濃度及び格納容器酸素濃度を計測する装置を設け，

これらの計測装置は計測結果を中央制御室に表示で

きる設計とする。また，計測結果を記録し，及び保存

することができる設計とする。【34条9】【34条13】【34

条14】【34条15】【34条16】 

 

― 

 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

― 

（変更なし） 

 

＜下線部＞ 

― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

 

制御棒の位置を計測する装置を設け，計測結果を中

央制御室に表示できる設計とする。また，記録はプロ

セス計算機から帳票として出力できる設計とする。 

制御棒の位置を計測する装置を設け，計測結果を中

央制御室に表示できる設計とする。また，記録はプロ

セス計算機から帳票として出力し保存することがで

きる設計とする。【34条 11】 

― 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

― 

（変更なし） 

＜下線部＞ 

― 

原子炉冷却材の不純物の濃度は，試料採取設備によ

り断続的に試料を採取し分析を行い，測定結果を記録

する。 

原子炉冷却材の不純物の濃度は，試料採取設備によ

り断続的に試料を採取し分析を行い，測定結果を記録

し，及び保存する。【34条 12】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を

成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を

把握するためのパラメータを計測する装置は，設計基

準事故等に想定される変動範囲の最大値を考慮し，適

切に対応するための計測範囲を有する設計とする。ま

た，重大事故等が発生し，当該重大事故等に対処する

ために監視することが必要な原子炉圧力容器内の温

度，圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子炉格

納容器への注水量等のパラメータの計測が困難とな

った場合又は計測範囲を超えた場合に，代替パラメー

タにより推定ができる設計とする。【73条 9】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

 

Ⅵ-1-5-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 計測装置の構成 

3.1 計測装置の構成 

3.1.1 起動領域計測装置（中性子源領域計測装置，

中間領域計測装置）及び出力領域計測装置 

3.1.2 原子炉圧力容器本体の入口又は出口の原子炉

冷却材の圧力，温度又は流量（代替注水の流量を

含む。）を計測する装置 

3.1.3 原子炉圧力容器本体内の圧力又は水位を計測

する装置 

3.1.4 原子炉格納容器本体内の圧力，温度，酸素ガ

ス濃度又は水素ガス濃度を計測する装置 

3.1.5 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備に

係る容器内又は貯蔵槽内の水位を計測する装置 

3.1.6 原子炉格納容器本体への冷却材流量を計測す

る装置 

3.1.7 原子炉格納容器本体の水位を計測する装置 

3.1.8 原子炉建屋内の水素ガス濃度を計測する装置 

3.1.9 その他重大事故等対処設備の計測装置 

2. 計測制御系統施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む計測制御系統施設の

系統図に関する取りまとめ 

4. 計測装置の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

4. 計測装置の計測範囲及び警報動作範囲 

 

計測装置系統図 

5.4 計測装置 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 また，重大事故等時に設計基準を超える状態におけ

る発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（最

高計測可能温度等（設計基準最大値等））を明確にす

るとともに，パラメータの計測が困難となった場合又

は計測範囲を超えた場合の代替パラメータによる推

定等，複数のパラメータの中から確からしさを考慮し

た優先順位を保安規定に定めて管理する。【73条 10】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度等

想定される重大事故等の対応に必要となるパラメー

タは，計測又は監視できる設計とする。また，計測結

果は中央制御室に指示又は表示し，記録できる設計と

する。【73条15】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

 

Ⅵ-1-5-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 計測装置の構成 

3.1 計測装置の構成 

3.1.1 起動領域計測装置（中性子源領域計測装置，

中間領域計測装置）及び出力領域計測装置 

3.1.2 原子炉圧力容器本体の入口又は出口の原子炉

冷却材の圧力，温度又は流量（代替注水の流量を

含む。）を計測する装置 

3.1.3 原子炉圧力容器本体内の圧力又は水位を計測

する装置 

3.1.4 原子炉格納容器本体内の圧力，温度，酸素ガ

ス濃度又は水素ガス濃度を計測する装置 

3.1.5 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備に

係る容器内又は貯蔵槽内の水位を計測する装置 

4. 計測装置の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

3.1.6 原子炉格納容器本体への冷却材流量を計測す

る装置 

3.1.7 原子炉格納容器本体の水位を計測する装置 

3.1.8 原子炉建屋内の水素ガス濃度を計測する装置 

3.1.9 その他重大事故等対処設備の計測装置 

3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存 

3.2.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記録

及び保存 

 

計測装置系統図 

5.4 計測装置 

 重大事故等の対応に必要となるパラメータは，安全

パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（「１，２，３号

機共用（ＳＰＤＳデータ収集サーバは１，２号機共

用）」（以下同じ。））のうちＳＰＤＳ伝送サーバにて電

磁的に記録，保存し，電源喪失により保存した記録が

失われないようにするとともに帳票が出力できる設

計とする。また，記録は必要な容量を保存できる設計

とする。【73条16】 

Ⅵ-1-5-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 計測装置の構成 

3.1 計測装置の構成 

3.1.1 起動領域計測装置（中性子源領域計測装置，

中間領域計測装置）及び出力領域計測装置 

3.1.2 原子炉圧力容器本体の入口又は出口の原子炉

冷却材の圧力，温度又は流量（代替注水の流量を

含む。）を計測する装置 

3.1.3 原子炉圧力容器本体内の圧力又は水位を計測

する装置 

3.1.4 原子炉格納容器本体内の圧力，温度，酸素ガ

ス濃度又は水素ガス濃度を計測する装置 

3.1.5 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備に

係る容器内又は貯蔵槽内の水位を計測する装置 

3.1.6 原子炉格納容器本体への冷却材流量を計測す

る装置 

3.1.7 原子炉格納容器本体の水位を計測する装置 

3.1.8 原子炉建屋内の水素ガス濃度を計測する装置 

3.1.9 その他重大事故等対処設備の計測装置 

3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存 

3.2.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記録

及び保存 

4. 計測装置の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 2.4 電源喪失時の計測 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を

成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を

把握するためのパラメータを計測する装置の電源は，

非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備の喪失

等により計器電源が喪失した場合において，代替電源

設備として常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電

源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流

電源設備又は可搬型直流電源設備を使用できる設計

とする。【73条 11】 

Ⅵ-1-5-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 計測装置の構成 

3.1 計測装置の構成 

3.1.4 原子炉格納容器本体内の圧力，温度，酸素ガ

ス濃度又は水素ガス濃度を計測する装置 

3.1.8 原子炉建屋内の水素ガス濃度を計測する装置 

3.1.9 その他重大事故等対処設備の計測装置 

4. 計測装置の設計 

 また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源

が喪失した場合，炉心損傷防止対策及び格納容器破損

防止対策等を成功させるために必要な発電用原子炉

施設の状態を把握するためのパラメータを計測する

装置のうち特に重要なパラメータとして，温度，圧力，

水位及び流量に係るものについて，乾電池を電源とし

た可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器

内の温度，圧力，水位，流量（注水量）等の計測用と

して測定時の故障を想定した予備1個含む1セット30

個（予備30個））（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

の設備で兼用（以下同じ。））により計測できる設計と

し，これらを保管する設計とする。【73条12】 

Ⅵ-1-5-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 計測装置の構成 

3.1 計測装置の構成 

3.1.9 その他重大事故等対処設備の計測装置 

4. 計測装置の設計 

 なお，可搬型計測器による計測においては，計測対

象の選定を行う際の考え方として，同一パラメータに

チャンネルが複数ある場合は，いずれか1つの適切な

チャンネルを選定し計測又は監視するものとする。

【73条13】 

同一の物理量について，複数のパラメータがある場

合は，いずれか1つの適切なパラメータを選定し計測

又は監視するものとする。【73条14】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

3. 安全保護装置等 

3.1 安全保護装置 

3.1.1 安全保護装置の機能及び構成 

安全保護装置は，運転時の異常な過渡変化が発生す

3. 安全保護装置等 

3.1 安全保護装置 

3.1.1 安全保護装置の機能及び構成 

安全保護装置は，運転時の異常な過渡変化が発生す

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

る場合又は地震の発生により発電用原子炉の運転に

支障が生ずる場合において，その異常な状態を検知

し，及び原子炉停止（スクラム）系その他系統と併せ

て機能することにより，燃料要素の許容損傷限界を超

えないようにできるものとするとともに，設計基準事

故が発生する場合において，その異常な状態を検知

し，原子炉停止（スクラム）系及び工学的安全施設を

自動的に作動させる設計とする。 

る場合又は地震の発生により発電用原子炉の運転に

支障が生ずる場合において，その異常な状態を検知

し，及び原子炉停止（スクラム）系その他系統と併せ

て機能することにより，燃料要素の許容損傷限界を超

えないようにできるものとするとともに，設計基準事

故が発生する場合において，その異常な状態を検知

し，原子炉停止（スクラム）系及び工学的安全施設を

自動的に作動させる設計とする。【35条 1】 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時に対

処し得る複数の原子炉非常停止信号及び工学的安全

施設作動信号を設ける設計とする。 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時に対

処し得る複数の原子炉非常停止信号及び工学的安全

施設作動信号を設ける設計とする。【35条 2】 

― 
― 

（変更なし） 

なお，安全保護装置は設置（変更）許可を受けた運

転時の異常な過渡変化の評価の条件を満足する設計

とする。 

なお，安全保護装置は設置（変更）許可を受けた運

転時の異常な過渡変化の評価の条件を満足する設計

とする。【35条 3】 

― 
― 

（変更なし） 

安全保護装置を構成する機械若しくは器具又はチ

ャンネルは，単一故障が起きた場合又は使用状態から

の単一の取外しを行った場合において，安全保護機能

を失わないよう，多重性を確保する設計とする。 

安全保護装置を構成する機械若しくは器具又はチ

ャンネルは，単一故障が起きた場合又は使用状態から

の単一の取外しを行った場合において，安全保護機能

を失わないよう，多重性を確保する設計とする。【35

条 4】 

― 
― 

（変更なし） 

安全保護装置を構成するチャンネルは，それぞれ互

いに分離し，それぞれのチャンネル間において安全保

護機能を失わないよう物理的，電気的に分離し，独立

性を確保する設計とする。 

安全保護装置を構成するチャンネルは，それぞれ互

いに分離し，それぞれのチャンネル間において安全保

護機能を失わないよう物理的，電気的に分離し，独立

性を確保する設計とする。【35条 5】 

― 
― 

（変更なし） 

また，各チャンネルの電源は，分離，独立した母線

から供給する設計とする。 

また，各チャンネルの電源は，分離，独立した母線

から供給する設計とする。【35条 6】 
― 

― 

（変更なし） 

安全保護装置は，駆動源の喪失，系統の遮断その他

の不利な状況が発生した場合においても，発電用原子

炉施設をより安全な状態に移行する（フェイルセイ

フ）か，又は当該状態を維持する（フェイルアズイズ）

ことにより，発電用原子炉施設の安全上支障がない状

態を維持できる設計とする。 

安全保護装置は，駆動源の喪失，系統の遮断その他

の不利な状況が発生した場合においても，発電用原子

炉施設をより安全な状態に移行する（フェイルセイ

フ）か，又は当該状態を維持する（フェイルアズイズ）

ことにより，発電用原子炉施設の安全上支障がない状

態を維持できる設計とする。【35条 7】 

― 
― 

（変更なし） 

計測制御系統施設の一部を安全保護装置と共用す

る場合には，その安全機能を失わないよう，計測制御

系統施設から機能的に分離した設計とする。 

計測制御系統施設の一部を安全保護装置と共用す

る場合には，その安全機能を失わないよう，計測制御

系統施設から機能的に分離した設計とする。【35条 10】 

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

また，運転条件に応じて作動設定値を変更できる設

計とする。 

また，運転条件に応じて作動設定値を変更できる設

計とする。【35条 13】 
― 

― 

（変更なし） 

非常用炉心冷却設備その他の非常時に発電用原子

炉の安全を確保するための設備を運転中に試験する

場合に使用する電動弁用電動機の熱的過負荷保護装

置は，設計基準事故時において不要な作動をしないよ

うにできる設計とする。 

非常用炉心冷却設備その他の非常時に発電用原子

炉の安全を確保するための設備を運転中に試験する

場合に使用する電動弁用電動機の熱的過負荷保護装

置は，設計基準事故時において不要な作動をしないよ

うにできる設計とする。【38条 6】 

― 
― 

（変更なし） 

 3.1.2 安全保護装置の不正アクセス行為等の被害の

防止 

安全保護装置のうち，アナログ回路で構成する機器

は，外部ネットワークとの物理的分離及び機能的分

離，外部ネットワークからの遠隔操作防止並びに物理

的及び電気的アクセスの制限を設け，システムの据

付，更新，試験，保守等で，承認されていない者の操

作を防止する措置を講じることで，不正アクセス行為

その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさ

せず，又は使用目的に反する動作をさせる行為による

被害を防止できる設計とする。 

安全保護装置のうち，一部デジタル演算処理を行う

機器は，外部ネットワークと物理的分離及び機能的分

離，外部ネットワークからの遠隔操作防止及びウイル

ス等の侵入防止並びに物理的及び電気的アクセスの

制限を設け，システムの据付，更新，試験，保守等で，

承認されていない者の操作及びウイルス等の侵入を

防止する措置を講じることで，不正アクセス行為その

他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず，

又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害

を防止できる設計とする。【35条 8】 

Ⅵ-1-5-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計

測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

3. 計測装置の構成 

3.3 安全保護装置 

3.3.1 不正アクセス行為等の被害の防止 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

6. 安全保護装置の不正アクセス行為等による被害

の防止 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 安全保護装置が収納された盤の施錠によりハード

ウェアを直接接続させない措置を実施すること，安全

保護装置の保守ツールを施錠管理された場所に保管

することや保守ツールのパスワード管理により不要

なソフトウェアへのアクセスを制限することを保安

規定に定め，不正アクセスを防止する。 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

安全保護装置のうち，一部デジタル演算処理を行う

機器のソフトウェアは設計，製作，試験及び変更管理

の各段階で検証と妥当性の確認を適切に行うことを

保安規定に定め，不正アクセスを防止する。【35条 9】 

 3.2 ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉

の運転を緊急に停止することができない事象が発生

するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合

においても炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉

冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性

を維持するとともに，発電用原子炉を未臨界に移行す

るために必要な重大事故等対処設備として，ＡＴＷＳ

緩和設備（代替制御棒挿入機能）を設ける設計とする。

【59条 1】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

7. ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能），ＡＴ

ＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機

能）の設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければ

ならない状況にもかかわらず，原子炉出力，原子炉圧

力等のパラメータの変化から緊急停止していないこ

とが推定される場合の重大事故等対処設備として使

用するＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，

原子炉圧力高又は原子炉水位低（レベル２）の信号に

より，全制御棒を全挿入させて発電用原子炉を未臨界

にできる設計とする。【59条 3】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

 

Ⅵ-1-5-2 工学的安全施設等の起動（作動）信号の設

定値の根拠に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にする

ための設備 

 

Ⅵ-1-5-3 発電用原子炉の運転を管理するための制

御装置に係る制御方法に関する説明書 

3. 中央制御室に係る制御方法 

3.4 発電用原子炉の制御設備の構成等 

3.4.3 安全保護系（原子炉保護系及び工学的安全施

設作動回路）及びその他の工学的安全施設等の作

動設備 

 

7. ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能），ＡＴ

ＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機

能）の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

工学的安全施設等の起動（作動）信号の起動（作動）

回路の説明図 

5.5 工学的安全施設等の起動信号 

 また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，

中央制御室の操作スイッチを手動で操作することで

作動させることができる設計とする。【59条 4】 

工学的安全施設等の起動（作動）信号の起動（作動）

回路の説明図 

5.5 工学的安全施設等の起動信号 

7. ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能），ＡＴ

ＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機

能）の設計 

 その他，設計基準対象施設である制御棒，制御棒駆

動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットを重

大事故等対処設備として使用できる設計とする。ま

た，制御棒駆動水圧系の流路として，設計基準対象施

設である配管貫通部を重大事故等対処設備として使

用することから，流路に係る機能について重大事故等

対処設備としての設計を行う。【59条 10】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

計測制御系統施設に係る機器の配置を明示した図面 

5.1 制御材 

5.2.1 制御棒駆動機構 

5.2.2.1 制御棒駆動水圧系 

 

制御棒駆動水圧設備系統図 

5.2.2.1 制御棒駆動水圧系 

 

構造図 

5.1 制御材 

5.2.1 制御棒駆動機構 

5.2.2.1 制御棒駆動水圧系 

8.1 原子炉格納容器 

7. ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能），ＡＴ

ＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機

能）の設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 3.3 ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプト

リップ機能） 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉

の運転を緊急に停止することができない事象が発生

するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合

においても炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉

冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

7. ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能），ＡＴ

ＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機

能）の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

を維持するとともに，発電用原子炉を未臨界に移行す

るために必要な重大事故等対処設備として，ＡＴＷＳ

緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）を

設ける設計とする。【59条 1】 

 発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければ

ならない状況にもかかわらず，原子炉出力，原子炉圧

力等のパラメータの変化から緊急停止していないこ

とが推定される場合の重大事故等対処設備として使

用するＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプト

リップ機能）は，原子炉圧力高又は原子炉水位低（レ

ベル２）の信号により，原子炉再循環ポンプ 2台を自

動停止させて，発電用原子炉の出力を抑制できる設計

とする。【59条 5】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

 

Ⅵ-1-5-2 工学的安全施設等の起動（作動）信号の設

定値の根拠に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にする

ための設備 

 

Ⅵ-1-5-3 発電用原子炉の運転を管理するための制

御装置に係る制御方法に関する説明書 

3. 中央制御室に係る制御方法 

3.4 発電用原子炉の制御設備の構成等 

3.4.3 安全保護系（原子炉保護系及び工学的安全施

設作動回路）及びその他の工学的安全施設等の作

動設備 

 

工学的安全施設等の起動（作動）信号の起動（作動）

回路の説明図 

5.5 工学的安全施設等の起動信号 

7. ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能），ＡＴ

ＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機

能）の設計 

 また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプ

トリップ機能）は，自動で停止しない場合に，中央制

御室の操作スイッチを手動で操作することにより，原

子炉再循環ポンプトリップ遮断器を開放し，原子炉再

循環ポンプを停止させることができる設計とする。

【59条 6】 

工学的安全施設等の起動（作動）信号の起動（作動）

回路の説明図 

5.5 工学的安全施設等の起動信号 

7. ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能），ＡＴ

ＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機

能）の設計 

 3.4 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であっ

要目表 

 

7. ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能），ＡＴ

ＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

て，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減

圧機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉冷

却材圧力バウンダリを減圧するために必要な重大事

故等対処設備として，逃がし安全弁を作動させる代替

自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）を設ける設計

とする。【61条1】 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

能）の設計 

 自動減圧機能が喪失した場合の重大事故等対処設

備として使用する代替自動減圧ロジック（代替自動減

圧機能）は，原子炉水位低（レベル１）及び残留熱除

去ポンプ運転又は低圧炉心スプレイポンプ運転の場

合に，逃がし安全弁用電磁弁を作動させることによ

り，逃がし安全弁を強制的に開放し，原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧させることができる設計とする。

なお，12個の逃がし安全弁のうち，2個がこの機能を

有するとともに，自動減圧系との干渉及び起動阻止ス

イッチの判断操作の時間的余裕を考慮し，時間遅れを

設ける設計とする。【61条3】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

 

Ⅵ-1-5-2 工学的安全施設等の起動（作動）信号の設

定値の根拠に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた

めの設備 

 

Ⅵ-1-5-3 発電用原子炉の運転を管理するための制

御装置に係る制御方法に関する説明書 

3. 中央制御室に係る制御方法 

3.4 発電用原子炉の制御設備の構成等 

3.4.3 安全保護系（原子炉保護系及び工学的安全施

設作動回路）及びその他の工学的安全施設等の作

動設備 

 

工学的安全施設等の起動（作動）信号の起動（作動）

回路の説明図 

5.5 工学的安全施設等の起動信号 

7. ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能），ＡＴ

ＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機

能）の設計 

 3.5 自動減圧機能作動阻止 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉

の運転を緊急に停止することができない事象が発生

した場合に，自動減圧起動阻止スイッチ 2個及び代替

自動減圧起動阻止スイッチ 1個を作動させることで発

Ⅵ-1-5-3 発電用原子炉の運転を管理するための制

御装置に係る制御方法に関する説明書 

3. 中央制御室に係る制御方法 

3.4 発電用原子炉の制御設備の構成等 

3.4.3 安全保護系（原子炉保護系及び工学的安全施

7. ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能），ＡＴ

ＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機

能）の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

電用原子炉の自動による減圧を防止できる設計とす

る。【59条 7】 

設作動回路）及びその他の工学的安全施設等の作

動設備 

 

工学的安全施設等の起動（作動）信号の起動（作動）

回路の説明図 

5.5 工学的安全施設等の起動信号 

 原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動すると，

高圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水モード）

及び低圧炉心スプレイ系から大量の冷水が注水され

出力の急激な上昇につながるため，自動減圧起動阻止

スイッチ及び代替自動減圧起動阻止スイッチを中央

制御室の同じ盤に設け，自動減圧起動阻止スイッチに

より自動減圧系による自動減圧を阻止し，代替自動減

圧起動阻止スイッチにより代替自動減圧ロジック（代

替自動減圧機能）による自動減圧を阻止できる設計と

する。【59条2】【61条4】 

Ⅵ-1-5-3 発電用原子炉の運転を管理するための制

御装置に係る制御方法に関する説明書 

3. 中央制御室に係る制御方法 

3.4 発電用原子炉の制御設備の構成等 

3.4.3 安全保護系（原子炉保護系及び工学的安全施

設作動回路）及びその他の工学的安全施設等の作

動設備） 

 

工学的安全施設等の起動（作動）信号の起動（作動）

回路の説明図 

5.5 工学的安全施設等の起動信号 

7. ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能），ＡＴ

ＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機

能）の設計 

3.6 試験及び検査 

原子炉保護系は，原子炉運転中でも必要な試験がで

きる設計とする。【35条11】 

工学的安全施設作動回路は，原子炉運転中でもテス

ト信号を出して各々の検出器及びチャンネルの試験

ができる設計とする。【35条12】 

3.6 試験及び検査 

変更なし 

― 
― 

（変更なし） 

4. 通信連絡設備 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又

は故障の際に，中央制御室等から人が立ち入る可能性

のある原子炉建物，タービン建物等の建物内外の人に

操作，作業，退避の指示等の連絡を行うことができる

設備として，警報装置及び通信連絡設備（発電所内）

を設置又は保管する設計とする。 

4. 通信連絡設備 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又

は故障その他の異常の際に，中央制御室等から人が立

ち入る可能性のある原子炉建物，タービン建物等の建

物内外各所の人に操作，作業，退避の指示，事故対策

のための集合等の連絡をブザー鳴動等により行うこ

とができる設備及び音声等により行うことができる

設備として，警報装置及び通信連絡設備（発電所内）

を設置又は保管する設計とする。 

警報装置として，十分な数量の所内通信連絡設備

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

3.1.1 所内通信連絡設備（警報装置を含む。） 

3.1.2 電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨ

Ｓ端末及びＦＡＸ） 

3.1.3 衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携

帯型） 

3.1.4 無線通信設備（固定型）及び無線通信設備（携

帯型） 

3.1.5 有線式通信設備（有線式通信機） 

8. 通信連絡設備に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

（警報装置を含む。）並びに多様性を確保した通信連

絡設備（発電所内）として，十分な数量の所内通信連

絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備

（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）（「１号機設備，

１，２，３号機共用」（以下同じ。）），無線通信設備（固

定型）（「１号機設備，１，２，３号機共用」（以下同

じ。）），衛星電話設備（固定型）（「１，２，３号機共

用」（以下同じ。）），有線式通信設備（有線式通信機），

無線通信設備（携帯型）（「１号機設備，１，２，３号

機共用」（以下同じ。））及び衛星電話設備（携帯型）

（「１，２，３号機共用」（以下同じ。））を設置又は保

管する設計とする。【47条 8】 

 

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

1.6 通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

 また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデ

ータを伝送できる設備として，安全パラメータ表示シ

ステム（ＳＰＤＳ）を一式設置する設計とする。 

なお，緊急時対策所内に設置又は保管する通信連絡

設備は，計測制御系統施設の設備を緊急時対策所の設

備として兼用する。安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）は，計測制御系統施設の設備を緊急時対策所

の設備として兼用する。【47条 9】 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

3.1.6 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

 

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

1.6 通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

8. 通信連絡設備に関する設計 

 警報装置，通信連絡設備（発電所内）及び安全パラ

メータ表示システム（ＳＰＤＳ）については，非常用

ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を

含む。）に接続し，外部電源が期待できない場合でも

動作可能な設計とする。【47条 10】 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

3.1.1 所内通信連絡設備（警報装置を含む。） 

3.1.2 電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨ

Ｓ端末及びＦＡＸ） 

3.1.3 衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携

帯型） 

3.1.4 無線通信設備（固定型）及び無線通信設備（携

帯型） 

3.1.5 有線式通信設備（有線式通信機） 

3.1.6 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

8. 通信連絡設備に関する設計 

 重大事故等が発生した場合において，発電所内の通

信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

8. 通信連絡設備に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

に必要な通信連絡設備（発電所内）及び計測等を行っ

た特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で

共有するために必要な通信連絡設備（発電所内）とし

て，必要な数量の衛星電話設備（固定型）及び無線通

信設備（固定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に

設置し，必要な数量の有線式通信設備（有線式通信機）

を中央制御室近傍の廃棄物処理建物内に保管する設

計とする。また，必要な数量の衛星電話設備（携帯型）

及び無線通信設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保

管する設計とする。 

なお，可搬型については必要な数量に加え，故障を

考慮した数量の予備を保管する。【77条1】 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

3.1.3 衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携

帯型） 

3.1.4 無線通信設備（固定型）及び無線通信設備（携

帯型） 

3.1.5 有線式通信設備（有線式通信機） 

 

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

1.6 通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

 緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要

なデータを伝送するための設備として安全パラメー

タ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ収

集サーバを，廃棄物処理建物内に一式設置し，ＳＰＤ

Ｓ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時

対策所内にそれぞれ一式設置する設計とする。なお，

緊急時対策所内に設置又は保管する通信連絡設備（発

電所内）は，計測制御系統施設の設備を緊急時対策所

の設備として兼用する。安全パラメータ表示システム

（ＳＰＤＳ）は，計測制御系統施設の設備を緊急時対

策所の設備として兼用する。【77条2】 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

3.1.6 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

 

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

1.6 通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

8. 通信連絡設備に関する設計 

 衛星電話設備（固定型）及び無線通信設備（固定型）

は，屋外に設置したアンテナと接続することにより，

屋内で使用できる設計とする。【77条3】 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

3.1.3 衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携

帯型） 

8. 通信連絡設備に関する設計 

 また，中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定

型）及び無線通信設備（固定型）は，中央制御室待避

室においても使用できる設計とする。【77条4】 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

8. 通信連絡設備に関する設計 

 中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）及

び無線通信設備（固定型）は，非常用ディーゼル発電

設備に加えて，全交流動力電源が喪失した場合におい

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

8. 通信連絡設備に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

ても，代替電源設備である常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計と

する。【77条5】 

3.1.3 衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携

帯型） 

3.1.4 無線通信設備（固定型）及び無線通信設備（携

帯型） 

 緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）

及び無線通信設備（固定型）は，非常用ディーゼル発

電設備に加えて，全交流動力電源が喪失した場合にお

いても，代替電源設備である緊急時対策所用発電機か

らの給電が可能な設計とする。【77条6】 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

3.1.3 衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携

帯型） 

3.1.4 無線通信設備（固定型）及び無線通信設備（携

帯型） 

8. 通信連絡設備に関する設計 

 衛星電話設備（携帯型），無線通信設備（携帯型）

及び有線式通信設備（有線式通信機）は，充電式電池

又は乾電池を使用する設計とする。【77条7】 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

3.1.3 衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携

帯型） 

3.1.4 無線通信設備（固定型）及び無線通信設備（携

帯型） 

3.1.5 有線式通信設備（有線式通信機） 

8. 通信連絡設備に関する設計 

 充電式電池を使用する通信連絡設備（発電所内）に

ついては，予備の充電式電池と交換すること又は予備

の端末を使用することにより，継続して通話ができ，

使用後の充電式電池は，緊急時対策所の電源から充電

することができる設計とする。また，乾電池を使用す

る通信連絡設備（発電所内）については，予備の乾電

池と交換することにより，7日間以上継続して通話が

できる設計とする。【77条8】 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

3.1.3 衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携

帯型） 

3.1.4 無線通信設備（固定型）及び無線通信設備（携

帯型） 

3.1.5 有線式通信設備（有線式通信機） 

8. 通信連絡設備に関する設計 

 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳ

ＰＤＳデータ収集サーバは，非常用ディーゼル発電設

備に加えて，全交流動力電源が喪失した場合において

も，代替電源設備である常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とす

る。【77条9】 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

3.1.6 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

8. 通信連絡設備に関する設計 

 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳ Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 8. 通信連絡設備に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

ＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置は，非

常用ディーゼル発電設備に加えて，全交流動力電源が

喪失した場合においても，代替電源設備である緊急時

対策所用発電機からの給電が可能な設計とする。【77

条 10】 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

3.1.6 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

 重大事故等が発生した場合に必要な通信連絡設備

（発電所内）及び安全パラメータ表示システム（ＳＰ

ＤＳ）については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

し，地震時及び地震後においても通信連絡に係る機能

を保持するため，固縛又は固定による転倒防止処置等

を実施するとともに，信号ケーブル及び電源ケーブル

は，耐震性を有する電線管等に敷設する設計とする。

【77条11】 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

8. 通信連絡設備に関する設計 

 

 4.2 通信連絡設備（発電所外） 

設計基準事故が発生した場合において，発電所外の

本社，国，地方公共団体，その他関係機関の必要箇所

へ事故の発生等に係る連絡を音声等により行うこと

ができる通信連絡設備（発電所外）として，十分な数

量の電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端

末及びＦＡＸ），局線加入電話設備（固定電話機及び

ＦＡＸ）（「１号機設備，１，２，３号機共用」（以下

同じ。）），テレビ会議システム（社内向），専用電話設

備（専用電話設備（ホットライン）（地方公共団体他

向））（「１，２，３号機共用」（以下同じ。）），衛星電

話設備（社内向）（衛星テレビ会議システム（社内向）

及び衛星社内電話機），衛星電話設備（固定型）,衛星

電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワーク

に接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ

－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ）（「１，２，３号機共用」

（以下同じ。））を設置又は保管する設計とする。【47

条11】 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.2 通信連絡設備（発電所外） 

3.2.1 電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨ

Ｓ端末及びＦＡＸ） 

3.2.2 テレビ会議システム（社内向） 

3.2.3 局線加入電話設備（固定電話機及びＦＡＸ） 

3.2.4 専用電話設備（専用電話設備（ホットライン）

（地方公共団体他向）） 

3.2.5 衛星電話設備（社内向）（衛星テレビ会議シス

テム（社内向）及び衛星社内電話機） 

3.2.6 衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携

帯型） 

3.2.7 統合原子力防災ネットワークに接続する通信

連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機及

びＩＰ－ＦＡＸ） 

 

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

1.6 通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

8. 通信連絡設備に関する設計 

 また，発電所内から発電所外の緊急時対策支援シス

テム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送できる設備

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

8. 通信連絡設備に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

として，データ伝送設備（「１，２，３号機共用」（以

下同じ。））を一式設置する設計とする。 

なお，緊急時対策所に設置又は保管する通信連絡設

備（発電所外）及びデータ伝送設備は，計測制御系統

施設の設備を緊急時対策所の設備として兼用する。

【47条 12】 

3.2 通信連絡設備（発電所外） 

3.2.8 データ伝送設備 

 

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

1.6 通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

 通信連絡設備（発電所外）及びデータ伝送設備につ

いては，有線系，無線系又は衛星系回線による通信方

式の多様性を備えた構成の通信回線に接続する。電力

保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦ

ＡＸ），テレビ会議システム（社内向），専用電話設備

（専用電話設備（ホットライン）（地方公共団体他

向）），衛星電話設備（社内向）（衛星テレビ会議シス

テム（社内向）及び衛星社内電話機），統合原子力防

災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議

システム，ＩＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ）及びデー

タ伝送設備は，専用通信回線に接続し，輻輳等による

制限を受けることなく常時使用できる設計とする。ま

た，これらの専用通信回線の容量は通話及びデータ伝

送に必要な容量に対し十分な余裕を確保した設計と

する。【47条13】 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.2 通信連絡設備（発電所外） 

8. 通信連絡設備に関する設計 

 通信連絡設備（発電所外）及びデータ伝送設備につ

いては，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装

置（充電器等を含む。）に接続し，外部電源が期待で

きない場合でも動作可能な設計とする。【47条 14】 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.2 通信連絡設備（発電所外） 

3.2.1 電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨ

Ｓ端末及びＦＡＸ） 

3.2.2 テレビ会議システム（社内向） 

3.2.3 局線加入電話設備（固定電話機及びＦＡＸ） 

3.2.4 専用電話設備（専用電話設備（ホットライン）

（地方公共団体他向）） 

3.2.5 衛星電話設備（社内向）（衛星テレビ会議シス

テム（社内向）及び衛星社内電話機） 

3.2.6 衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携

帯型） 

8. 通信連絡設備に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

3.2.7 統合原子力防災ネットワークに接続する通信

連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機及

びＩＰ－ＦＡＸ） 

3.2.8 データ伝送設備 

 原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又

は故障その他の異常が発生した場合において，データ

伝送設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，地

震時及び地震後においても，緊急時対策支援システム

（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送する機能を保持

するため，固縛又は固定による転倒防止措置等を実施

するとともに，信号ケーブル及び電源ケーブルは，耐

震性を有する電線管等の電路に敷設する設計とする。

【47条 15】 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.2 通信連絡設備（発電所外） 

8. 通信連絡設備に関する設計 

 重大事故等が発生した場合において，発電所外（社

内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行うために必要な通信連絡設備（発電所外）及び計測

等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内

外）の必要な場所で共有するために必要な通信連絡設

備（発電所外）として，必要な数量の衛星電話設備（固

定型），衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災

ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議シ

ステム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ）を緊急時対

策所内に設置又は保管する設計とする。なお，可搬型

重大事故等対処設備については必要な数量に加え，故

障を考慮した数量の予備を保管する。【77条12】 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.2 通信連絡設備（発電所外） 

3.2.6 衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携

帯型） 

3.2.7 統合原子力防災ネットワークに接続する通信

連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機及

びＩＰ－ＦＡＸ） 

 

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

1.6 通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

8. 通信連絡設備に関する設計 

 重大事故等が発生した場合において，発電所内から

発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ

必要なデータを伝送できる設備として，ＳＰＤＳ伝送

サーバで構成するデータ伝送設備を緊急時対策所内

に一式設置する設計とする。なお，緊急時対策所に設

置又は保管する通信連絡設備（発電所外）及びデータ

伝送設備は，計測制御系統施設の設備を緊急時対策所

の設備として兼用する。【77条13】 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.2 通信連絡設備（発電所外） 

3.2.8 データ伝送設備 

 

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

1.6 通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

8. 通信連絡設備に関する設計 

 衛星電話設備（固定型）は，屋外に設置したアンテ Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 8. 通信連絡設備に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

ナと接続することにより，屋内で使用できる設計とす

る。【77条14】 

3. 施設の詳細設計方針 

3.2 通信連絡設備（発電所外） 

3.2.6 衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携

帯型） 

 緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）

及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連

絡設備（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ

－ＦＡＸ）は，非常用ディーゼル発電設備に加えて，

全交流動力電源が喪失した場合においても，代替電源

設備である緊急時対策所用発電機からの給電が可能

な設計とする。【77条 17】 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.2 通信連絡設備（発電所外） 

3.2.6 衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携

帯型） 

3.2.7 統合原子力防災ネットワークに接続する通信

連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機及

びＩＰ－ＦＡＸ） 

8. 通信連絡設備に関する設計 

 衛星電話設備（携帯型）は，充電式電池を使用する

設計とする。【77条15】 

充電式電池を使用する通信連絡設備（発電所外）に

ついては，予備の充電式電池と交換すること又は予備

の端末を使用することにより，継続して通話ができ，

使用後の充電式電池は，緊急時対策所の電源から充電

することができる設計とする。【77条16】 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.2 通信連絡設備（発電所外） 

3.2.6 衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携

帯型） 

8. 通信連絡設備に関する設計 

 データ伝送設備は，非常用ディーゼル発電設備に加

えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，代

替電源設備である緊急時対策所用発電機からの給電

が可能な設計とする。【77条18】 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.2 通信連絡設備（発電所外） 

3.2.8 データ伝送設備 

8. 通信連絡設備に関する設計 

 重大事故等が発生した場合に必要な通信連絡設備

（発電所外）及びデータ伝送設備については，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対し，地震時及び地震後にお

いても通信連絡に係る機能を保持するため，固縛又は

固定による転倒防止措置等を実施するとともに，信号

ケーブル及び電源ケーブルは，耐震性を有する電線管

等に敷設する設計とする。【77条19】 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.2 通信連絡設備（発電所外） 

8. 通信連絡設備に関する設計 

5. 制御用空気設備 

5.1 計装用圧縮空気系 

原子炉の運転に必要な圧縮空気を供給する制御用

空気設備として，計装用圧縮空気系を設ける設計とす

5. 制御用空気設備 

5.1 計装用圧縮空気系  

変更なし 
― 

― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

る。【14条 23】 

計装用圧縮空気系は，計装用空気圧縮機，計装用空

気槽，計装用空気槽安全弁，計装用空気脱湿塔，配管・

弁類，計測制御装置等で構成し，空気作動の弁，流量

制御器等に圧縮空気を供給できる設計とする。【14 条

24】 

 

― 
― 

（変更なし） 

計装用圧縮空気系の計装用空気圧縮機が故障した

場合でも，所内用圧縮空気系の空気圧縮機によって，

計装用圧縮空気系に圧縮空気を供給できる設計とす

る。【14条 25】 

 

― 
― 

（変更なし） 

所内用圧縮空気系は，所内用空気圧縮機，所内用空

気槽，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，所内用

空気槽を経て各使用先へ圧縮空気を供給できる設計

とする。【14条 26】 

 

― 
― 

（変更なし） 

 5.2 逃がし安全弁窒素ガス供給系 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であっ

て，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減

圧機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉冷

却材圧力バウンダリを減圧するために必要な重大事

故等対処設備として，逃がし安全弁の作動に必要な窒

素ガス喪失時の減圧設備を設ける設計とする。【61条

1】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

制御用空気設備に係る機器の配置を明示した図面 

5.6.1 逃がし安全弁窒素ガス供給系 

 

原子炉冷却材の循環設備に係る機器の配置を明示し

た図面 

4.2.1 主蒸気系 

2. 計測制御系統施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

9. 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）の設

計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備のうち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故

等対処設備として使用する逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設備は，逃がし安全弁の作

動に必要な逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレ

ータの充填圧力が喪失した場合において，逃がし安全

弁用窒素ガスボンベにより逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガスを供給できる設計とする。【61条 9】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

計測制御系統施設に係る系統図 

5.6.1 逃がし安全弁窒素ガス供給系 

 

構造図 

4.2.1 主蒸気系 

8.1 原子炉格納容器 

2. 計測制御系統施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

9. 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）の設

計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 逃がし安全弁用窒素ガスボンベの圧力が低下した

場合は，現場で逃がし安全弁用窒素ガスボンベの切替

えが可能な設計とする。【61条 10】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

 

構造図 

5.6.1 逃がし安全弁窒素ガス供給系 

9. 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）の設

計 

 逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減

圧設備の流路として，逃がし安全弁逃がし弁機能用ア

キュムレータ及び配管貫通部を重大事故等対処設備

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

として使用することから，流路に係る機能について重

大事故等対処設備として設計する。【61条 11】 

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

構造図 

4.2.1 主蒸気系 

8.1 原子炉格納容器 

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

6. 設備の共用 

通信連絡設備のうち，局線加入電話設備（固定電話

機及びＦＡＸ），電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）及び無線通信設備（固定

型），無線通信設備（携帯型）は，１号機，２号機及

び３号機で共用とするが，共用対象号機内で同時に通

信・通話するために必要な仕様を満足する設備とする

ことで，共用により安全性を損なわない設計とする。 

6. 設備の共用 

通信連絡設備のうち，局線加入電話設備（固定電話

機及びＦＡＸ），電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ），衛星電話設備（固定型）,

衛星電話設備（携帯型），無線通信設備（固定型），無

線通信設備（携帯型）及び専用電話設備（専用電話設

備（ホットライン）（地方公共団体他向））は，１号機，

２号機及び３号機で共用とするが，共用対象号機内で

同時に通信・通話するために必要な仕様を満足する設

備とすることで，共用により安全性を損なわない設計

とする。【15条25】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.3 計測制御系統施設 

10. 設備共用の設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 

 中央制御室内に設置する無線通信設備（固定型），

衛星電話設備（固定型），廃棄物処理建物内に設置す

る安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳ

ＰＤＳデータ収集サーバ，緊急時対策所内に設置する

無線通信設備（固定型），無線通信設備（携帯型），衛

星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），統合

原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テ

レビ会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ），

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰ

ＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置並びに

データ伝送設備は，号機の区分けなく通信連絡するこ

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.3 計測制御系統施設 

10. 設備共用の設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

とで，必要な情報（相互のプラント状況，運転員，緊

急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・

考慮しながら総合的な管理（事故処理を含む。）を行

うことができ，また，端末を変更する場合に生じる情

報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計とす

る。【77条20】 

 これらの通信連絡設備は，共用により悪影響を及ぼ

さないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保する

とともに，号機の区分けなく通信連絡が可能な設計と

する。【77条21】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.3 計測制御系統施設 

10. 設備共用の設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 

7. 主要対象設備 

計測制御系統施設の対象となる主要な設備につい

て，「表1 計測制御系統施設の主要設備リスト」に示

す。 

7. 主要対象設備 

計測制御系統施設の対象となる主要な設備につい

て，「表1 計測制御系統施設の主要設備リスト」に示

す。 

本系統の設備として兼用する場合に主要設備リス

トに記載されない設備については「表2 計測制御系

統施設の兼用設備リスト」に示す。 

― 
― 

（「設備リスト」及び「兼用設備リスト」による） 
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「要目表から設工認添付書類及び様式－１への展開表」【計測制御系統施設】 

要目表 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

1. 制御方式 

中央制御方式による常時監視並びに手動及び自動

制御 

1. 制御方式 

変更なし ― 
― 

（変更なし） 

2. 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉停止機

能 

(1) 中央制御室機能 

中央制御室（「１，２号機共用」（以下同じ。））は以

下の機能を有する。 

中央制御室は耐震性を有する制御室建物内に設置

し，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し必要となる機

能が喪失しない設計とするとともに，発電用原子炉の

事故対策に必要な各種指示計，反応度制御系統及び原

子炉停止系統に係る設備，発電用原子炉を安全に停止

するために必要な安全保護系及び工学的安全施設関

係の操作盤は，中央制御室に集中して設ける設計とす

る。 

2. 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉停止機

能 

(1) 中央制御室機能 

中央制御室（「１，２号機共用」（以下同じ。））は以

下の機能を有する。 

中央制御室は耐震性を有する制御室建物内に設置

し，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し必要となる機

能が喪失しない設計とするとともに，発電用原子炉の

事故対策に必要な各種指示計，反応度制御系統及び原

子炉停止系統に係る設備，発電用原子炉を安全に停止

するために必要な安全保護系及び工学的安全施設関

係の操作盤は，中央制御室に集中して設ける設計とす

る。【38条 1】 

― 
― 

（変更なし） 

発電用原子炉及び主要な関連施設の運転状況（発電

用原子炉の制御棒の動作状態，発電用原子炉及び原子

炉冷却系統に係る主要なポンプの起動・停止状態，発

電用原子炉及び原子炉冷却系統に係る主要な弁の開

閉状態）の監視及び制御ができるとともに，発電用原

子炉施設の安全性を確保するために必要な操作を手

動により行うことができる設計とする。 

発電用原子炉及び主要な関連施設の運転状況（発電

用原子炉の制御棒の動作状態，発電用原子炉及び原子

炉冷却系統に係る主要なポンプの起動・停止状態，発

電用原子炉及び原子炉冷却系統に係る主要な弁の開

閉状態）の監視及び制御ができるとともに，発電用原

子炉施設の安全性を確保するために必要な操作を手

動により行うことができる設計とする。【38条 2】 

― 
― 

（変更なし） 

a. 中央制御室の共用 

中央制御室については，１号機及び２号機で共用と

するが，１号機が廃止措置段階であることを踏まえ，

各号機で必要な人員を確保した上で，共用により１号

機及び２号機の中央制御室を自由に行き来できる空

間とすることによりプラントの状況に応じた，運転員

の相互融通を可能とすることで，２号機の安全性が向

上する設計とする。 

中央制御室に設置又は保管する設備の一部は，監視

及び操作に支障をきたすことがなく，共用により発電

a. 中央制御室の共用 

中央制御室については，１号機及び２号機で共用と

するが，１号機が廃止措置段階であることを踏まえ，

各号機で必要な人員を確保した上で，共用により１号

機及び２号機の中央制御室を自由に行き来できる空

間とすることによりプラントの状況に応じた，運転員

の相互融通を可能とすることで，２号機の安全性が向

上する設計とする。【15条 13】 

中央制御室に設置又は保管する設備の一部は，監視

及び操作に支障をきたすことがなく，共用により発電

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.3 計測制御系統施設 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

11. 中央制御室の機能の設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 

 

＜下線部＞ 

― 
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要目表 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

用原子炉施設の安全性を損なわない設計とする。 用原子炉施設の安全性を損なわない設計とする。【15

条 17】 

b. 中央制御室の制御盤等 

中央制御室の制御盤は，原子炉制御関係，プロセス

計装関係，安全保護系関係，タービン発電機関係，所

内電気設備関係等の計測制御装置を設けた中央監視

操作盤及びその他制御盤で構成し，設計基準対象施設

の健全性を確認するために必要なパラメータ（炉心の

中性子束，制御棒位置，原子炉冷却材の圧力，温度及

び流量，原子炉水位，原子炉格納容器内の圧力及び温

度等）を監視できるとともに，全てのプラント運転状

態において，運転員に過度な負担とならないよう，中

央制御室の制御盤において監視，操作する対象を定

め，通常運転，運転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故の対応に必要な操作器，指示計，記録計及び警報

装置（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設，計測制御

系統施設，放射性廃棄物の廃棄施設及び放射線管理施

設の警報装置を含む。）を有する設計とする。 

b. 中央制御室の制御盤等 

中央制御室の制御盤は，原子炉制御関係，プロセス

計装関係，安全保護系関係，タービン発電機関係，所

内電気設備関係等の計測制御装置を設けた中央監視

操作盤及びその他制御盤で構成し，設計基準対象施設

の健全性を確認するために必要なパラメータ（炉心の

中性子束，制御棒位置，原子炉冷却材の圧力，温度及

び流量，原子炉水位，原子炉格納容器内の圧力及び温

度等）を監視できるとともに，全てのプラント運転状

態において，運転員に過度な負担とならないよう，中

央制御室の制御盤において監視，操作する対象を定

め，通常運転，運転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故の対応に必要な操作器，指示計，記録計及び警報

装置（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設，計測制御

系統施設，放射性廃棄物の廃棄施設及び放射線管理施

設の警報装置を含む。）を有する設計とする。【38条 3】 

― 
― 

（変更なし） 

なお，安全保護装置及びそれにより駆動又は制御さ

れる機器については，バイパス状態，使用不能状態に

ついて表示すること等により運転員が的確に認知で

きる設計とする。 

なお，安全保護装置及びそれにより駆動又は制御さ

れる機器については，バイパス状態，使用不能状態に

ついて表示すること等により運転員が的確に認知で

きる設計とする。【38条 4】 

― 
― 

（変更なし） 

また，運転員の監視及び操作を支援するための装置

及びプラント状態の把握を支援する装置としてＣＲ

Ｔ等を有する設計とする。 

また，運転員の監視及び操作を支援するための装置

及びプラント状態の把握を支援する装置としてＣＲ

Ｔ等を有する設計とする。【38条 5】 

― 
― 

（変更なし） 

非常用炉心冷却設備その他の非常時に発電用原子

炉の安全を確保するための設備を運転中に試験する

場合に使用する電動弁用電動機の熱的過負荷保護装

置は，使用状態を運転員が的確に識別できるよう表示

装置を設ける設計とする。 

非常用炉心冷却設備その他の非常時に発電用原子

炉の安全を確保するための設備を運転中に試験する

場合に使用する電動弁用電動機の熱的過負荷保護装

置は，使用状態を運転員が的確に識別できるよう表示

装置を設ける設計とする。【38条 7】 

― 
― 

（変更なし） 

緊急時対策所との連絡及び連携の機能に係る情報

伝達の不備や誤判断が生じないよう，緊急時対策に必

要な情報について運転員を介さずとも確認できる設

計とする。 

緊急時対策所との連絡及び連携の機能に係る情報

伝達の不備や誤判断が生じないよう，緊急時対策に必

要な情報について運転員を介さずとも確認できる設

計とする。【38条 8】 

― 
― 

（変更なし） 
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要目表 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

設計基準対象施設は，プラントの安全上重要な機能

に支障をきたすおそれがある機器・弁等に対して，色

分けや銘板取付け等の識別管理や人間工学的な操作

性も考慮した監視操作エリア・設備の配置，中央監視

操作の盤面配置，理解しやすい表示方法により発電用

原子炉施設の状態が正確，かつ迅速に把握できる設計

とするとともに施錠管理を行い，運転員の誤操作を防

止する設計とする。また，保守点検において誤りが生

じにくいよう留意した設計とする。 

設計基準対象施設は，プラントの安全上重要な機能

に支障をきたすおそれがある機器・弁等に対して，色

分けや銘板取付け等の識別管理や人間工学的な操作

性も考慮した監視操作エリア・設備の配置，中央監視

操作の盤面配置，理解しやすい表示方法により発電用

原子炉施設の状態が正確，かつ迅速に把握できる設計

とするとともに施錠管理を行い，運転員の誤操作を防

止する設計とする。また，保守点検において誤りが生

じにくいよう留意した設計とする。【38条 9】 

― 
― 

（変更なし） 

中央制御室の制御盤は，盤面器具（指示計，記録計，

操作器，表示装置，警報表示）を系統ごとにグループ

化して中央監視操作盤に集約し，操作器の統一化（色，

形状，大きさ等の視覚的要素での識別），並びに，操

作器の操作方法に統一性を持たせ，中央監視操作盤に

より運転員同士の情報共有及びプラント設備全体の

情報把握を行うことで，通常運転，運転時の異常な過

渡変化及び設計基準事故時において運転員の誤操作

を防止するとともに，容易に操作ができる設計とす

る。 

中央制御室の制御盤は，盤面器具（指示計，記録計，

操作器，表示装置，警報表示）を系統ごとにグループ

化して中央監視操作盤に集約し，操作器の統一化（色，

形状，大きさ等の視覚的要素での識別），並びに，操

作器の操作方法に統一性を持たせ，中央監視操作盤に

より運転員同士の情報共有及びプラント設備全体の

情報把握を行うことで，通常運転，運転時の異常な過

渡変化及び設計基準事故時において運転員の誤操作

を防止するとともに，容易に操作ができる設計とす

る。【38条 10】 

― 
― 

（変更なし） 

運転員が運転時の異常な過渡変化及び設計基準事

故に対応するための設備を容易に操作することがで

きる設計とするとともに，現場操作についても同様な

環境条件を想定しても，設備を容易に操作することが

できる設計とする。 

当該操作が必要となる理由となった事象が有意な

可能性をもって同時にもたらされる環境条件及び発

電用原子炉施設で有意な可能性をもって同時にもた

らされる環境条件（地震，内部火災，内部溢水，外部

電源喪失並びに燃焼ガスやばい煙，有毒ガス，降下火

砕物及び凍結による操作雰囲気の悪化）を想定して

も，運転員が運転時の異常な過渡変化及び設計基準事

故に対応するための設備を中央制御室において操作

に必要な照明の確保等により容易に操作することが

できる設計とするとともに，現場操作についても運転

時の異常な過渡変化及び設計基準事故時に操作が必

要な箇所は環境条件を想定し，適切な対応を行うこと

により容易に操作することができる設計とする。【38

条 12】 

要目表 

 

Ⅵ-1-5-4 中央制御室の機能に関する説明書 

(1) 中央制御室の機能に関する説明書（中央制御室

の有毒ガス防護について除く。） 

3. 中央制御室の機能に係る詳細設計 

3.2 中央制御室の制御盤等 

3.2.2 誤操作防止 

11. 中央制御室の機能の設計 

中央監視操作盤に手摺を設置することにより，地震 中央監視操作盤に手摺を設置することにより，地震 ― ― 
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要目表 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

発生時における運転員の安全確保及び制御盤上の操

作器への誤接触を防止できる設計とする。 

発生時における運転員の安全確保及び制御盤上の操

作器への誤接触を防止できる設計とする。【38条 11】 

（変更なし） 

 c. 外部状況把握 

発電用原子炉施設の外部の状況を把握するため，津

波監視カメラ（浸水防護施設の設備を計測制御系統施

設の設備として兼用（以下同じ。）），構内監視カメラ

（このうちガスタービン発電機建物屋上に設置する

構内監視カメラについては，原子炉冷却系統施設（蒸

気タービンを除く。）の設備を計測制御系統施設の設

備として兼用（以下同じ。）），風向，風速その他の気

象条件を測定する気象観測設備（「１号機設備，１，

２，３号機共用」（以下同じ。））を設置し，津波監視

カメラ及び構内監視カメラの映像，気象観測設備のパ

ラメータ及び公的機関からの地震，津波，竜巻情報等

の入手により中央制御室から発電用原子炉施設に影

響を及ぼす可能性のある自然現象等を把握できる設

計とする。【38条 13】 

要目表 

 

Ⅵ-1-5-4 中央制御室の機能に関する説明書 

(1) 中央制御室の機能に関する説明書（中央制御室

の有毒ガス防護について除く。） 

3. 中央制御室の機能に係る詳細設計 

3.3 外部状況把握 

3.3.1 監視カメラ 

3.3.2 気象観測設備等 

3.3.3 公的機関からの気象情報入手 

 

環境測定装置の取付箇所を明示した図面 

1.5 環境測定装置の構造図及び取付箇所を明示した

図面 

環境測定装置の構造図 

1.5 環境測定装置の構造図及び取付箇所を明示した

図面 

11. 中央制御室の機能の設計 

 津波監視カメラ及び構内監視カメラは暗視機能等

を持ち，中央制御室にて遠隔操作することにより，発

電所構内の周辺状況（海側及び山側）を昼夜にわたり

把握できる設計とする。【38条 14】 

要目表 

 

Ⅵ-1-5-4 中央制御室の機能に関する説明書 

(1) 中央制御室の機能に関する説明書（中央制御室

の有毒ガス防護について除く。） 

3. 中央制御室の機能に係る詳細設計 

3.3 外部状況把握 

3.3.1 監視カメラ 

 

環境測定装置の構造図 

1.5 環境測定装置の構造図及び取付箇所を明示した

図面 

11. 中央制御室の機能の設計 

 なお，津波監視カメラ及びガスタービン発電機建物

屋上に設置する構内監視カメラは，地震荷重等を考慮

し必要な強度を有する設計とするとともに，非常用電

要目表 

 

Ⅵ-1-5-4 中央制御室の機能に関する説明書 

11. 中央制御室の機能の設計 
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要目表 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

源（無停電交流電源）又は代替交流電源設備から給電

できる設計とする。【38条 15】 

(1) 中央制御室の機能に関する説明書（中央制御室

の有毒ガス防護について除く。） 

3. 中央制御室の機能に係る詳細設計 

3.3 外部状況把握 

3.3.1 監視カメラ 

 d. 有毒ガスに対する防護措置 

中央制御室は，有毒ガスが運転員に及ぼす影響によ

り，運転員の対処能力が著しく低下し，安全施設の安

全機能が損なわれることがないよう，運転員が中央制

御室内にとどまり，必要な操作及び措置を行うことが

できる設計とする。【38条 24】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 敷地内外において貯蔵施設に保管されている有毒

ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下

「固定源」という。）及び敷地内において輸送手段の

輸送容器に保管されている有毒ガスを発生させるお

それのある有毒化学物質（以下「可動源」という。）

それぞれに対して有毒ガスが発生した場合の影響評

価（以下「有毒ガス防護に係る影響評価」という。）

を実施する。 

有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては，「有毒

ガス防護に係る影響評価ガイド」を参照して評価を実

施し，有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの観点

から，有毒化学物質の性状，貯蔵状況等を踏まえ，固

定源及び可動源を特定する。【38条 25】 

固定源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる防

液堤等は，現場の状況を踏まえ評価条件を設定する。 

固定源に対しては，運転員の吸気中の有毒ガス濃度

の評価結果が，有毒ガス防護のための判断基準値を下

回ることにより運転員を防護できる設計とする。 

可動源に対しては，中央制御室空調換気系の隔離等

の対策により運転員を防護できる設計とする。【38 条

27】 

要目表 

 

Ⅵ-1-5-4 中央制御室の機能に関する説明書 

(2) 中央制御室の機能に関する説明書（中央制御室

の有毒ガス防護について） 

3. 中央制御室の機能に係る詳細設計 

3.1 有毒ガスに対する防護措置 

3.1.2 可動源に対する防護措置 

4. 中央制御室の有毒ガス濃度評価 

4.3 有毒ガス濃度評価のまとめ 

11. 中央制御室の機能の設計 

 有毒ガス防護に係る影響評価において，有毒ガス影

響を軽減することを期待する防液堤は，保守管理を適
運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 
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要目表 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

切に実施し，運用については保安規定に定めて管理す

る。【38条 28】 

e. 居住性の確保 

中央制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員

その他の従事者が中央制御室に出入りするための区

域は，原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊

又は故障その他の異常が発生した場合に，中央制御室

の気密性，遮蔽その他適切な放射線防護措置，気体状

の放射性物質及び中央制御室外の火災等により発生

する燃焼ガスやばい煙，有毒ガスに対する換気設備の

隔離その他の適切な防護措置を講じることにより，発

電用原子炉の運転の停止その他の発電用原子炉施設

の安全性を確保するための措置をとるための機能を

有するとともに連絡する通路及び出入りするための

区域は従事者が支障なく中央制御室に入ることがで

きる設計とする。 

e. 居住性の確保 

中央制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員

その他の従事者が中央制御室に出入りするための区

域は，原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊

又は故障その他の異常が発生した場合に，中央制御室

の気密性，遮蔽その他適切な放射線防護措置，気体状

の放射性物質及び中央制御室外の火災等により発生

する燃焼ガスやばい煙，有毒ガス及び降下火砕物に対

する換気設備の隔離その他の適切な防護措置を講じ

ることにより，発電用原子炉の運転の停止その他の発

電用原子炉施設の安全性を確保するための措置をと

るための機能を有するとともに連絡する通路及び出

入りするための区域は従事者が支障なく中央制御室

に入ることができるよう，複数のルートを有する設計

とする。【38条 17】 

要目表 

 

Ⅵ-1-7-3 中央制御室の居住性に関する説明書 

3. 中央制御室の居住性を確保するための防護措置 

3.1 換気設備 

11. 中央制御室の機能の設計 

 

Ⅵ-1-10-7 「放射線管理施設」の様式－1 

10. 中央制御室及び緊急時対策所の居住性に関する

設計 

10.1 中央制御室 

 重大事故等が発生し，中央制御室の外側が放射性物

質により汚染したような状況下において，運転員が中

央制御室の外側から中央制御室に放射性物質による

汚染を持ち込むことを防止するため，身体サーベイ及

び作業服の着替え等を行うための区画を設ける設計

とする。【74条 19】 

Ⅵ-1-5-4 中央制御室の機能に関する説明書 

3.4 居住性の確保 

3.4.5 チェンジングエリア 

 

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理設備及び環境試料分

析装置に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 出入管理設備 

3.1.1 中央制御室チェンジングエリア 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

Ⅵ-1-10-7 「放射線管理施設」の様式－1 

10. 中央制御室及び緊急時対策所の居住性に関する

設計 

10.1 中央制御室 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 炉心の著しい損傷後に格納容器フィルタベント系

を作動させる場合に放出されるプルーム通過時に，運

転員の被ばくを低減するため，中央制御室内に中央制

御室待避室を設ける設計とする。【74条 3】 

要目表 

 

Ⅵ-1-7-3 中央制御室の居住性に関する説明書 

3. 中央制御室の居住性を確保するための防護措置 

3.1 換気設備 

11. 中央制御室の機能の設計 

 

Ⅵ-1-10-7 「放射線管理施設」の様式－1 

11. 中央制御室待避室に関する設計 
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要目表 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 炉心の著しい損傷が発生した場合においても，ＬＥ

Ｄライト（三脚タイプ），中央制御室差圧計，待避室

差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計により，運

転員が中央制御室にとどまり必要な操作ができる設

計とする。【74条 1】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，全交流動力電源喪

失時においても常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備から給電が可能な設計とする。【74 条

5】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-13 非常用照明に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.3 重大事故等発生時の照明 

11. 中央制御室の機能の設計 

  重大事故等時に，中央制御室内及び中央制御室待避

室内での監視操作に必要な照度の確保は，ＬＥＤライ

ト（三脚タイプ）（個数 2（予備 1））及びＬＥＤライ

ト（ランタンタイプ）（個数 8（予備 4））によりでき

る設計とする。【74条 16】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-13 非常用照明に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.3 重大事故等発生時の照明 

11. 中央制御室の機能の設計 

  炉心の著しい損傷が発生した場合においても中央

制御室に運転員がとどまるため，中央制御室差圧計

（個数 1，計測範囲 0～200Pa）により，外気と中央制

御室との間が正圧化に必要な差圧を確保できている

ことを把握できる設計とする。また，待避室差圧計（個

数 1，計測範囲 0～200Pa）により，中央制御室内と中

央制御室待避室との間が正圧化に必要な差圧を確保

できていることを把握できる設計とする。【74条 17】 

要目表 

 

Ⅵ-1-5-4 中央制御室の機能に関する説明書 

3. 中央制御室の機能に係る詳細設計 

3.4 居住性の確保 

3.4.1 換気設備 

11. 中央制御室の機能の設計 

 設計基準事故時及び炉心の著しい損傷が発生した

場合においても中央制御室に運転員がとどまるため，

中央制御室内及び中央制御室待避室内の酸素濃度及

び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあるこ

とを把握できるよう，酸素濃度計（個数 2（予備 1））

及び二酸化炭素濃度計（個数 2（予備 1））を中央制御

室内に保管する設計とする。【38条 23】【74条 18】 

要目表 

 

Ⅵ-1-5-4 中央制御室の機能に関する説明書 

3. 中央制御室の機能に係る詳細設計 

3.4 居住性の確保 

3.4.4 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計 

11. 中央制御室の機能の設計 

 炉心の著しい損傷が発生した場合においても中央

制御室に運転員がとどまるため，以下の設備を設置す

る。 

中央制御室待避室に待避した運転員が，緊急時対策

要目表 

 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

8. 通信連絡設備に関する設計 

11. 中央制御室の機能の設計 
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要目表 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

所と通信連絡を行うため，必要な数量の無線通信設備

（固定型）（「１号機設備，１，２，３号機共用」（以

下同じ。））及び衛星電話設備（固定型）（「１，２，３

号機共用」（以下同じ。））を設置する設計とする。 

中央制御室待避室に待避した運転員が，中央制御室

待避室の外に出ることなく発電用原子炉施設の主要

な計測装置の監視を行うため，プラントパラメータ監

視装置（中央制御室待避室）（個数 1（予備 1））を設

置する設計とする。【74条 11】【74条 13】 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

3.1.3 衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携

帯型） 

3.1.4 無線通信設備（固定型）及び無線通信設備（携

帯型） 

 

Ⅵ-1-5-4 中央制御室の機能に関する説明書 

3. 中央制御室の機能に係る詳細設計 

3.4 居住性の確保 

3.4.6 プラントパラメータ監視装置（中央制御室待

避室） 

 

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

1.6 通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

 無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）

は，全交流動力電源喪失時においても常設代替交流電

源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。【74条 12】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

3.1.3 衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携

帯型） 

3.1.4 無線通信設備（固定型）及び無線通信設備（携

帯型） 

 

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

1.6 通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

8. 通信連絡設備に関する設計 

11. 中央制御室の機能の設計 

  プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）

は，全交流動力電源喪失時においても常設代替交流電

源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。【74条 14】 

要目表 

 

Ⅵ-1-5-4 中央制御室の機能に関する説明書 

3. 中央制御室の機能に係る詳細設計 

3.4 居住性の確保 

3.4.6 プラントパラメータ監視装置（中央制御室待

避室） 

11. 中央制御室の機能の設計 

f. 通信連絡 f. 通信連絡 要目表 8. 通信連絡設備に関する設計 
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要目表 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又

は故障の際に，中央制御室等から人が立ち入る可能性

のある原子炉建物，タービン建物等の建物内外の人に

操作，作業，退避の指示等の連絡を行うことができる

設計とする。 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又

は故障その他の異常の際に中央制御室等から人が立

ち入る可能性のある原子炉建物，タービン建物等の建

物内外各所の人に操作，作業，退避の指示，事故対策

のための集合等の連絡をブザー鳴動等により行うこ

とができる設計とする。【74条 8】 

 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

3.1.1 所内通信連絡設備（警報装置を含む。） 

3.1.2 電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨ

Ｓ端末及びＦＡＸ） 

3.1.3 衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携

帯型） 

3.1.4 無線通信設備（固定型）及び無線通信設備（携

帯型） 

3.1.5 有線式通信設備（有線式通信機） 

11. 中央制御室の機能の設計 

 重大事故等が発生した場合において，発電所内外の

通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うこ

とができる設計とする。【77条 1】【77条 12】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

3.1.3 衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携

帯型） 

3.1.4 無線通信設備（固定型）及び無線通信設備（携

帯型） 

3.1.5 有線式通信設備（有線式通信機） 

8. 通信連絡設備に関する設計 

11. 中央制御室の機能の設計 

(2) 中央制御室外原子炉停止機能 

中央制御室外原子炉停止機能は以下の機能を有す

る。 

火災その他の異常な状態により中央制御室が使用

できない場合において，中央制御室以外の場所から，

発電用原子炉を高温停止の状態に直ちに移行させ，及

び必要なパラメータを想定される範囲内に制御し，そ

の後，発電用原子炉を安全な低温停止の状態に移行さ

せ，及び低温停止の状態を維持させるために必要な機

能を有する中央制御室外原子炉停止装置を設ける設

計とする。【38条 16】 

(2) 中央制御室外原子炉停止機能 

変更なし 

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表 
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「基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表」【放射性廃棄物の廃棄施設】 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

用語の定義は「発電用原子力設備に関する技術基準

を定める省令」，「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

第１章 共通項目 

放射性廃棄物の廃棄施設の共通項目である「1. 地

盤等，2. 自然現象，3.火災，5. 設備に対する要求

（5.7 内燃機関を除く。），6. その他」の基本設計

方針については，原子炉冷却系統施設の基本設計方針

「第１章 共通項目」に基づく設計とする。 

第１章 共通項目 

放射性廃棄物の廃棄施設の共通項目である「1. 地

盤等，2. 自然現象，3.火災，4. 溢水等，5. 設備

に対する要求（5.7 内燃機関及びガスタービンの設

計条件を除く。），6. その他」の基本設計方針につい

ては，原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第１章 

共通項目」に基づく設計とする。 

― 

1. 共通的に適用される設計 

第２章 個別項目 

1. 廃棄物貯蔵設備，廃棄物処理設備等 

1.1 廃棄物貯蔵設備 

放射性廃棄物を貯蔵する設備の容量は，通常運転時

に発生する放射性廃棄物の発生量と放射性廃棄物処

理設備の処理能力，また，放射性廃棄物処理設備の稼

働率を想定した設計とする。【40条1】 

第２章 個別項目 

1. 廃棄物貯蔵設備，廃棄物処理設備等 

1.1 廃棄物貯蔵設備 

変更なし ― 
― 

（変更なし） 

放射性廃棄物を貯蔵する設備は，放射性廃棄物が漏

えいし難い設計とする。また，崩壊熱及び放射線の照

射により発生する熱に耐え，かつ，放射性廃棄物に含

まれる化学薬品の影響及び不純物の影響により著し

く腐食しない設計とする。【40条2】 

 

― 
― 

（変更なし） 

1.2 廃棄物処理設備 

放射性廃棄物を処理する設備は，周辺監視区域の外

の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放

射性物質の濃度が，それぞれ，「核原料物質又は核燃

料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく

線量限度等を定める告示」に定められた濃度限度以下

となるように，発電用原子炉施設において発生する放

射性廃棄物を処理する能力を有する設計とする。 

1.2 廃棄物処理設備 

放射性廃棄物を処理する設備は，周辺監視区域の外

の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放

射性物質の濃度が，それぞれ，「核原料物質又は核燃

料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく

線量限度等を定める告示」に定められた濃度限度以下

となるように，発電用原子炉施設において発生する放

射性廃棄物を処理する能力を有する設計とする。【39

条 1】 

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

さらに，発電所周辺の一般公衆の線量を合理的に達

成できる限り低く保つ設計とし，「発電用軽水型原子

炉施設周辺の線量目標値に関する指針」を満足する設

計とする。 

さらに，発電所周辺の一般公衆の線量を合理的に達

成できる限り低く保つ設計とし，「発電用軽水型原子

炉施設周辺の線量目標値に関する指針」を満足する設

計とする。【39条 2】 

― 
― 

（変更なし） 

気体廃棄物処理設備は，主として排ガス予熱器，原

子炉で発生する水素と酸素とを再結合させる排ガス

再結合器，排ガス復水器，除湿冷却器，脱湿塔，活性

炭式希ガスホールドアップ塔等で構成し，排ガスは，

放射性物質の濃度を監視しながら排気筒から放出す

る設計とする。 

なお，活性炭式希ガスホールドアップ塔は，キセノ

ンを約 30日間，クリプトンを約 40時間保持する設計

とする。 

気体廃棄物処理設備は，主として排ガス予熱器，原

子炉で発生する水素と酸素とを再結合させる排ガス

再結合器，排ガス復水器，除湿冷却器，脱湿塔，活性

炭式希ガスホールドアップ塔等で構成し，排ガスは，

放射性物質の濃度を監視しながら排気筒から放出す

る設計とする。 

なお，活性炭式希ガスホールドアップ塔は，キセノ

ンを約 30日間，クリプトンを約 40時間保持する設計

とする。【39条 3】 

― 
― 

（変更なし） 

液体廃棄物処理設備は，廃液の性状により，機器ド

レン系（１，２号機共用（以下同じ。）），床ドレン化

学廃液系（１，２号機共用（以下同じ。）），ランドリ

ドレン系（１，２号機共用（以下同じ。））等で処理す

る設計とする。 

液体廃棄物処理設備は，廃液の性状により，機器ド

レン系（１，２号機共用（以下同じ。）），床ドレン化

学廃液系（１，２号機共用（以下同じ。）），ランドリ

ドレン系（１，２号機共用（以下同じ。））等で処理す

る設計とする。【39条 4】 

― 
― 

（変更なし） 

放射性物質を含む原子炉冷却材を通常運転時にお

いて原子炉冷却系統外に排出する場合は，床ドレン及

び機器ドレン系のサンプを介して，液体廃棄物処理系

へ導く設計とする。 

放射性物質を含む原子炉冷却材を通常運転時にお

いて原子炉冷却系統外に排出する場合は，床ドレン及

び機器ドレン系のサンプを介して，液体廃棄物処理系

へ導く設計とする。【29条2】 

― 
― 

（変更なし） 

固体廃棄物処理設備は，廃棄物の種類に応じて，濃

縮廃液を固化材（プラスチック）と混合して固化する

ドラム詰装置（１,２号機共用（以下同じ。）），可燃性

雑固体廃棄物，濃縮廃液，使用済樹脂及びフィルタス

ラッジを焼却する雑固体廃棄物焼却設備（１号機設

備，１,２,３号機共用（以下同じ。）），不燃性雑固体

廃棄物を圧縮減容する減容機（１号機設備，１,２号

機共用（以下同じ。）），不燃性雑固体廃棄物を溶融又

はモルタル固化する雑固体廃棄物処理設備（１号機設

備，１,２,３号機共用（以下同じ。））で処理する設計

とする。 

固体廃棄物処理設備は，廃棄物の種類に応じて，濃

縮廃液を固化材（プラスチック）と混合して固化する

ドラム詰装置（１，２号機共用（以下同じ。）），可燃

性雑固体廃棄物，濃縮廃液，使用済樹脂及びフィルタ

スラッジを焼却する雑固体廃棄物焼却設備（１号機設

備，１,２,３号機共用（以下同じ。）），不燃性雑固体

廃棄物を圧縮減容する減容機（１号機設備，１,２号

機共用（以下同じ。）），不燃性雑固体廃棄物を溶融又

はモルタル固化する雑固体廃棄物処理設備（１号機設

備，１,２,３号機共用（以下同じ。））で処理する設計

とする。 

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 なお，火災評価の前提条件としてプラスチック固化

材を考慮していないため，可燃性のプラスチック固化

材はドラム詰装置内に保管しない設計とし，プラスチ

ック固化材は２号機の発電用原子炉に燃料体を挿入

する前までに撤去する。今後，プラスチック固化に関

する機器等を撤去し，セメント固化専用の機器等を追

設する。【39条 5】 

― 
― 

（記載の追加のみ，変更なし） 

放射性廃棄物を処理する設備は，放射性廃棄物以外

の廃棄物を処理する設備と区別し，放射性廃棄物以外

の流体状の廃棄物を流体状の放射性廃棄物を処理す

る設備に導かない設計とする。 

放射性廃棄物を処理する設備は，放射性廃棄物以外

の廃棄物を処理する設備と区別し，放射性廃棄物以外

の流体状の廃棄物を流体状の放射性廃棄物を処理す

る設備に導かない設計とする。【39条 6】 

― 
― 

（変更なし） 

放射性廃棄物を処理する設備は，放射性廃棄物が漏

えいし難い又は処理する過程において放射性物質が

散逸し難い構造とし，かつ，放射性廃棄物に含まれる

化学薬品の影響及び不純物の影響により著しく腐食

しない設計とする。 

放射性廃棄物を処理する設備は，放射性廃棄物が漏

えいし難い又は処理する過程において放射性物質が

散逸し難い構造とし，かつ，放射性廃棄物に含まれる

化学薬品の影響及び不純物の影響により著しく腐食

しない設計とする。【39条 7】 

― 
― 

（変更なし） 

気体状の放射性廃棄物は，フィルタを通し放射性物

質の濃度を監視可能な排気筒等から放出する設計と

する。 

気体状の放射性廃棄物は，フィルタを通し放射性物

質の濃度を監視可能な排気筒等から放出する設計と

する。【39条 8】 

― 
― 

（変更なし） 

また，フィルタは，放射性物質による汚染の除去又

は交換に必要な空間を有するとともに，必要に応じて

梯子等を設置し，取替が容易な設計とする。 

また，フィルタは，放射性物質による汚染の除去又

は交換に必要な空間を有するとともに，必要に応じて

梯子等を設置し，取替が容易な設計とする。【39条 9】 

― 
― 

（変更なし） 

流体状の放射性廃棄物は，管理区域内で処理するこ

ととし，流体状の放射性廃棄物を管理区域外において

運搬するための容器は設置しない。 

流体状の放射性廃棄物は，管理区域内で処理するこ

ととし，流体状の放射性廃棄物を管理区域外において

運搬するための容器は設置しない。【39条 10】 

― 
― 

（変更なし） 

原子炉冷却材圧力バウンダリ内に施設されたもの

から発生する高放射性の固体状の放射性廃棄物（放射

能量が科技庁告示第 5 号第 3 条第 1 号に規定する A1

値又は A2 値を超えるもの（除染等により線量低減が

できるものは除く））を管理区域外において運搬する

ための固体廃棄物移送容器（１,２,３号機共用（以下

同じ。））は，容易かつ安全に取り扱うことができ，か

つ，運搬中に予想される温度及び内圧の変化，振動等

により，亀裂，破損等が生じるおそれがない設計とす

原子炉冷却材圧力バウンダリ内に施設されたもの

から発生する高放射性の固体状の放射性廃棄物（放射

能量が科技庁告示第 5 号第 3 条第 1 号に規定する A1

値又は A2 値を超えるもの（除染等により線量低減が

できるものは除く））を管理区域外において運搬する

ための固体廃棄物移送容器（１,２,３号機共用（以下

同じ。））は，容易かつ安全に取り扱うことができ，か

つ，運搬中に予想される温度及び内圧の変化，振動等

により，亀裂，破損等が生じるおそれがない設計とす

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

る。 

また，固体廃棄物移送容器は，放射性廃棄物が漏え

いし難い構造であり，崩壊熱及び放射線の照射により

発生する熱に耐え，かつ，放射性廃棄物に含まれる化

学薬品の影響及び不純物の影響により著しく腐食し

ない設計とする。 

る。 

また，固体廃棄物移送容器は，放射性廃棄物が漏え

いし難い構造であり，崩壊熱及び放射線の照射により

発生する熱に耐え，かつ，放射性廃棄物に含まれる化

学薬品の影響及び不純物の影響により著しく腐食し

ない設計とする。【39条 11】 

固体廃棄物移送容器は，内部に放射性廃棄物を入れ

た場合に，放射線障害を防止するため，その表面の線

量当量率及びその表面から 1m の距離における線量当

量率が「工場又は事業所における核燃料物質等の運搬

に関する措置に係る技術的細目等を定める告示」に定

められた線量当量率を超えない設計とする。 

固体廃棄物移送容器は，内部に放射性廃棄物を入れ

た場合に，放射線障害を防止するため，その表面の線

量当量率及びその表面から 1m の距離における線量当

量率が「工場又は事業所における核燃料物質等の運搬

に関する措置に係る技術的細目等を定める告示」に定

められた線量当量率を超えない設計とする。【39条 12】 

― 
― 

（変更なし） 

1.3 汚染拡大防止 

1.3.1 流体状の放射性廃棄物の漏えいし難い構造及

び漏えいの拡大防止 

放射性液体廃棄物処理施設内部又は内包する放射

性廃棄物の濃度が 37Bq/cm3 を超える放射性液体廃棄

物貯蔵施設内部のうち，流体状の放射性廃棄物の漏え

いが拡大するおそれがある部分の漏えいし難い構造，

漏えいの拡大防止，堰については，次のとおりとする。

【39条 13】【40条 4】【39条 14】【40条 5】【39条 15】

【39条 16】【39条 17】【40条 6】【40条 7】 

1.3 汚染拡大防止 

変更なし 

 

― 
― 

（変更なし） 

(1) 漏えいし難い構造 

全ての床面，適切な高さまでの壁面及びその両者の

接合部は，耐水性を有する設計とし，流体状の放射性

廃棄物が漏えいし難い構造とする。また，その貫通部

は堰の機能を失わない構造とする。【39 条 13】【40 条

4】 

 

― 
― 

（変更なし） 

(2) 漏えいの拡大防止 

床面は，床面の傾斜又は床面に設けられた溝の傾斜

により流体状の放射性廃棄物が排液受け口に導かれ

る構造とし，かつ，気体状のものを除く流体状の放射

性廃棄物を処理又は貯蔵する設備の周辺部には，堰又

は堰と同様の効果を有するものを施設し，流体状の放

 

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

射性廃棄物の漏えいの拡大を防止する設計とする。

【39条 14】【40条 5】 

(3) 放射性廃棄物処理施設に係る堰の施設 

放射性廃棄物処理施設外に通じる出入口又はその

周辺部には，堰を施設することにより，流体状の放射

性廃棄物が施設外へ漏えいすることを防止する設計

とする。【39条 15】 

 

― 
― 

（変更なし） 

施設外へ漏えいすることを防止するための堰は，処

理する設備に係わる配管について，長さが当該設備に

接続される配管の内径の 1/2，幅がその配管の肉厚の

1/2 の大きさの開口を当該設備と当該配管との接合部

近傍に仮定したとき，開口からの流体状の放射性廃棄

物の漏えい量のうち最大の漏えい量をもってしても，

流体状の放射性廃棄物の漏えいが広範囲に拡大する

ことを防止する設計とする。【39条 16】 

 

― 
― 

（変更なし） 

この場合の仮定は堰の能力を算定するためにのみ

に設けるものであり，開口は施設内の貯蔵設備に 1ヶ

所想定し，漏えい時間は漏えいを適切に止めることが

できるまでの時間とし，床ドレンファンネルの排出機

能を考慮する。床ドレンファンネルは，その機能が確

実なものとなるように設計する。【39条 17】 

 

― 
― 

（変更なし） 

(4) 放射性廃棄物貯蔵施設に係る堰の施設 

放射性廃棄物貯蔵施設外に通じる出入口又はその

周辺部には，堰を施設することにより，流体状の放射

性廃棄物が施設外へ漏えいすることを防止する設計

とする。【40条 6】 

 

― 
― 

（変更なし） 

漏えいの拡大を防止するための堰及び施設外へ漏

えいすることを防止するための堰は，開口を仮定する

貯蔵設備が設置されている区画内の床ドレンファン

ネルの排出機能を考慮しないものとし，流体状の放射

性廃棄物の施設外への漏えいを防止できる能力をも

つ設計とする。【40条 7】 

 

― 
― 

（変更なし） 

1.3.2 固体状の放射性廃棄物の汚染拡大防止 

固体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備が設置され

 
― 

― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

る発電用原子炉施設は，固体状の放射性廃棄物をドラ

ム缶に詰める，容器に入れる又はタンク内に貯蔵する

ことによる汚染拡大防止措置を講じることにより，放

射性廃棄物による汚染が広がらない設計とする。【40

条3】 

1.4 排水路 

液体廃棄物処理設備，液体廃棄物貯蔵設備及びこれ

らに関連する施設を設ける建屋の床面下には，発電所

外に管理されずに排出される排水が流れる排水路を

施設しない設計とする。【39条 18】【40条 8】 

1.4 排水路 

変更なし 

― 
― 

（変更なし） 

また，液体廃棄物処理設備，液体廃棄物貯蔵設備及

びこれらに関連する施設を設ける建屋内部には発電

所外に管理されずに排出される排水が流れる排水路

に通じる開口部を設けない設計とする。【41条 3】 

 

― 
― 

（変更なし） 

2. 警報装置等 

流体状の放射性廃棄物を処理し，又は貯蔵する設備

から流体状の放射性廃棄物が著しく漏えいするおそ

れが発生した場合（床への漏えい又はそのおそれ（数

滴程度の微少漏えいを除く。））を早期に検出するよ

う，タンクの水位，漏えい検知等によりこれらを確実

に検出して自動的に警報（機器ドレン，床ドレンの容

器又はサンプの水位）を発信する装置を設けるととも

に，表示ランプの点灯，ブザー鳴動等により運転員に

通報できる設計とする。 

また，タンク水位の検出器，インターロック等の適

切な計測制御設備を設けることにより，漏えいの発生

を防止できる設計とする。【47条5】 

2. 警報装置等 

変更なし 

 

 

― 
― 

（変更なし） 

放射性廃棄物を処理し，又は貯蔵する設備に係る主

要な機械又は器具の動作状態を正確，かつ迅速に把握

できるようポンプの運転停止状態，弁の開閉状態等を

表示灯により監視できる設計とする。【47条 7】 

 

― 
― 

（変更なし） 

3. 設備の共用 

液体廃棄物処理系のうち，ドレン移送系，機器ドレ

ン系，床ドレン化学廃液系及びランドリドレン系は，

3. 設備の共用 

変更なし ― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

１号機及び２号機で共用とするが，各号機における合

計の予想発生量を考慮するとともに，号機間の接続部

の弁を閉操作することにより隔離できる設計とする

ことで，共用により安全性を損なわない設計とする。

【15条 20】 

固体廃棄物処理系のうち，濃縮廃液系，使用済樹

脂・フィルタスラッジ系，固化系及びランドリドレン

濃縮廃液系は，１号機及び２号機で共用とするが，そ

の処理量は各号機における合計の予想発生量を考慮

するとともに，号機間の接続部の弁を閉操作すること

により隔離できる設計とすることで，共用により安全

性を損なわない設計とする。【15条 21】 

 

― 
― 

（変更なし） 

固体廃棄物処理系のうち，雑固体廃棄物処理設備，

雑固体廃棄物焼却設備，サイトバンカ及び固体廃棄物

貯蔵所は，１号機，２号機及び３号機で共用とするが，

その処理量は各号機における合計の予想発生量を考

慮することで，共用により安全性を損なわない設計と

する。【15条 22】 

 

― 
― 

（変更なし） 

4. 主要対象設備 

放射性廃棄物の廃棄施設の対象となる主要な設備

について，「表 1 放射性廃棄物の廃棄施設の主要設備

リスト」に示す。 

4. 主要対象設備 

放射性廃棄物の廃棄施設の対象となる主要な設備

について，「表 1 放射性廃棄物の廃棄施設の主要設備

リスト」に示す。 

― 
― 

（「設備リスト」による） 
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「基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表」【放射線管理施設】 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

用語の定義は「発電用原子力設備に関する技術基準

を定める省令」，「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置，構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

― ― 

第１章 共通項目 

放射線管理施設の共通項目である「1. 地盤等，2. 

自然現象，3. 火災，5. 設備に対する要求（5.7 内

燃機関を除く。），6. その他」の基本設計方針につい

ては，原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第１章 

共通項目」に基づく設計とする。 

第１章 共通項目 

放射線管理施設の共通項目である「1. 地盤等，2. 

自然現象，3. 火災，4. 溢水等，5. 設備に対する

要求（5.7 内燃機関及びガスタービンの設計条件を

除く。），6. その他」の基本設計方針については，原

子炉冷却系統施設の基本設計方針「第１章 共通項

目」に基づく設計とする。 

― 

1. 共通的に適用される設計 

第２章 個別項目 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

発電用原子炉施設には，通常運転時，運転時の異常

な過渡変化時及び設計基準事故時において，当該発電

用原子炉施設における各系統の放射性物質の濃度，管

理区域内等の主要箇所の外部放射線に係る線量当量

率等を監視，測定するために，プロセスモニタリング

設備，エリアモニタリング設備及び放射線サーベイ機

器を設ける設計とする。 

出入管理関係設備（１，２号機共用）には，放射線

業務従事者及び一時立入者の出入管理，汚染管理のた

めの測定機器等を設ける設計とする。各系統の試料，

放射性廃棄物の放出管理用試料及び環境試料の化学

分析並びに放射能測定を行うため，試料分析関係設備

（１，２，３号機共用）を設ける設計とする。 

第２章 個別項目 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

発電用原子炉施設には，通常運転時，運転時の異常

な過渡変化時及び設計基準事故時において，当該発電

用原子炉施設における各系統の放射性物質の濃度，管

理区域内等の主要箇所の外部放射線に係る線量当量

率等を監視，測定するために，プロセスモニタリング

設備，エリアモニタリング設備及び放射線サーベイ機

器を設ける設計とする。【34条4】 

出入管理関係設備（１，２号機共用）には，放射線

業務従事者及び一時立入者の出入管理，汚染管理のた

めの測定機器等を設ける設計とする。各系統の試料，

放射性廃棄物の放出管理用試料及び環境試料の化学

分析並びに放射能測定を行うため，試料分析関係設備

（１，２，３号機共用）を設ける設計とする。【34 条

5】 

― 
― 

（変更なし） 

発電所外へ放出する放射性物質の濃度，周辺監視区

域境界付近の空間線量率等を監視するために，プロセ

スモニタリング設備，固定式周辺モニタリング設備及

び移動式周辺モニタリング設備を設ける設計とする。

発電所外へ放出する放射性物質の濃度，周辺監視区

域境界付近の空間線量率等を監視するために，プロセ

スモニタリング設備，固定式周辺モニタリング設備及

び移動式周辺モニタリング設備を設ける設計とする。

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

また，風向，風速その他の気象条件を測定するため，

環境測定装置を設ける設計とする。 

また，風向，風速その他の気象条件を測定するため，

環境測定装置を設ける設計とする。【34条 6】 

プロセスモニタリング設備，エリアモニタリング設

備及び固定式周辺モニタリング設備については，設計

基準事故時における迅速な対応のために必要な情報

を中央制御室（「１，２号機共用」（以下同じ。））に表

示できる設計とする。 

プロセスモニタリング設備，エリアモニタリング設

備及び固定式周辺モニタリング設備については，設計

基準事故時における迅速な対応のために必要な情報

を中央制御室（「１，２号機共用」（以下同じ。））及び

緊急時対策所に表示できる設計とする。【34条 7】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

設計基準対象施設は，発電用原子炉施設の機械又は

器具の機能の喪失，誤操作その他の異常により発電用

原子炉の運転に著しい支障を及ぼすおそれが発生し

た場合（原子炉建物内の放射能レベルが設定値を超え

た場合，主蒸気管又は空気抽出器排ガス中の放射能レ

ベルが設定値を超えた場合等）に，これらを確実に検

出して自動的に警報（原子炉建物放射能高，主蒸気管

放射能高等）を発信する装置を設ける設計とする。 

設計基準対象施設は，発電用原子炉施設の機械又は

器具の機能の喪失，誤操作その他の異常により発電用

原子炉の運転に著しい支障を及ぼすおそれが発生し

た場合（原子炉建物内の放射能レベルが設定値を超え

た場合，主蒸気管又は空気抽出器排ガス中の放射能レ

ベルが設定値を超えた場合等）に，これらを確実に検

出して自動的に警報（原子炉建物放射能高，主蒸気管

放射能高等）を発信する装置を設ける設計とする。【47

条1】 

― 
― 

（変更なし） 

排気筒の出口又はこれに近接する箇所における排

気中の放射性物質の濃度，管理区域内において人が常

時立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする

場所（燃料取扱場所その他の放射線業務従事者に対す

る放射線障害の防止のための措置を必要とする場所

をいう。）の線量当量率及び周辺監視区域に隣接する

地域における空間線量率が著しく上昇した場合に，こ

れらを確実に検出して自動的に中央制御室に警報（排

気筒放射能高，エリア放射線モニタ放射能高及び周辺

監視区域放射能高）を発信する装置を設ける設計とす

る。 

排気筒の出口又はこれに近接する箇所における排

気中の放射性物質の濃度，管理区域内において人が常

時立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする

場所（燃料取扱場所その他の放射線業務従事者に対す

る放射線障害の防止のための措置を必要とする場所

をいう。）の線量当量率及び周辺監視区域に隣接する

地域における空間線量率が著しく上昇した場合に，こ

れらを確実に検出して自動的に中央制御室に警報（排

気筒放射能高，エリア放射線モニタ放射能高及び周辺

監視区域放射能高）を発信する装置を設ける設計とす

る。【47条2】 

― 
― 

（変更なし） 

上記の警報を発信する装置は，表示ランプの点灯，

ブザー鳴動等により運転員に通報できる設計とする。 

上記の警報を発信する装置は，表示ランプの点灯，

ブザー鳴動等により運転員に通報できる設計とする。

【47条3】 

― 
― 

（変更なし） 

 

 

 

 

重大事故等が発生し，当該重大事故等に対処するた

めに監視することが必要なパラメータとして，原子炉

格納容器内の線量当量率，最終ヒートシンクの確保の

監視及び燃料プールの監視に必要なパラメータを計

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（放射線管理施設） 

2. プロセスモニタリング設備に関する設計 

2.1 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計測

する装置 

2.1.1 格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェ
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

測する装置を設ける設計とする。【73条2】  

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

る説明書 

2. 基本方針 

2.2 重大事故等対処設備に関する計測 

2.2.3 重大事故等の対処に必要なパラメータの計測

又は推定 

 

放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を明示し

た図面 

7.1 放射線管理用計測装置 

ル），格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッシ

ョンチェンバ） 

2.2 放射性物質により汚染するおそれがある管理区

域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性

物質濃度を測定する装置 

2.2.2 第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レ

ンジ，高レンジ） 

3. エリアモニタリング設備に関する設計 

3.2 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測す

る装置 

3.2.2 燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ，

高レンジ）（ＳＡ） 

 重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含

む。）の故障により，当該重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において，当該パラメータを推定

するために必要なパラメータを計測する設備を設置

する設計とする。【73条1】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（放射線管理施設） 

 

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

る説明書 

2. 基本方針 

2.2 重大事故等対処設備に関する計測 

2.2.3 重大事故等の対処に必要なパラメータ計測又

は推定 

 

放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を明示し

た図面 

7.1 放射線管理用計測装置 

2. プロセスモニタリング設備に関する設計 

2.1 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計測

する装置 

2.1.1格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル），

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチ

ェンバ） 

2.2 放射性物質により汚染するおそれがある管理区

域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性

物質濃度を測定する装置 

2.2.2 第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レ

ンジ，高レンジ） 

3. エリアモニタリング設備に関する設計 

3.2 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測す

る装置 

3.2.2 燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ，高

レンジ）（ＳＡ） 

 重大事故等に対処するために監視することが必要

なパラメータは，炉心損傷防止対策及び格納容器破損

防止対策等を成功させるために必要な発電用原子炉

施設の状態を把握するためのパラメータとし，計測す

る装置は「表1 放射線管理施設の主要設備リスト」

のプロセスモニタリング設備に示す重大事故等対処

― 
― 

（用語の定義のみ） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

設備，エリアモニタリング設備のうち燃料プールエリ

ア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ），燃料プールエ

リア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ）とする。【73

条8】 

 炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を

成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を

把握するためのパラメータを計測する装置は，設計基

準事故等に想定される変動範囲の最大値を考慮し，適

切に対応するための計測範囲を有する設計とする。ま

た，重大事故等が発生し，当該重大事故等に対処する

ために監視することが必要な原子炉格納容器の線量

当量率等のパラメータの計測が困難となった場合に，

代替パラメータにより推定ができる設計とする。【73

条9】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（放射線管理施設） 

 

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

る説明書 

4. 放射線管理用計測装置の計測範囲及び警報動作

範囲 

4.1 放射線管理用計測装置の計測範囲 

 

放射線管理用計測装置系統図 

7.1 放射線管理用計測装置 

 

 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

2. プロセスモニタリング設備に関する設計 

2.1 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計測

する装置 

2.1.1格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル），

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチ

ェンバ） 

2.2 放射性物質により汚染するおそれがある管理区

域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性

物質濃度を測定する装置 

2.2.2 第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レ

ンジ，高レンジ） 

3. エリアモニタリング設備に関する設計 

3.2 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測す

る装置 

3.2.2 燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ，高

レンジ）（ＳＡ） 

 

＜下線部＞ 

― 

 また，重大事故等時に設計基準を超える状態におけ

る発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（計

測可能範囲）を明確にするとともに，パラメータの計

測が困難となった場合の代替パラメータによる推定

等，複数のパラメータの中から確からしさを考慮した

優先順位を保安規定に定めて管理する。【73条10】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 原子炉格納容器内の線量当量率等想定される重大

事故等の対応に必要となるパラメータは，計測又は監

視できる設計とする。また，計測結果は中央制御室に

指示又は表示し，記録できる設計とする。【73条15】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（放射線管理施設） 

 

2. プロセスモニタリング設備に関する設計 

2.1 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計測

する装置 

2.1.1格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル），

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチ
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

る説明書 

3. 放射線管理用計測装置の構成 

3.1 プロセスモニタリング設備 

3.1.1 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計

測する装置 

3.1.2 放射性物質により汚染するおそれがある管理

区域から環境に放出する排水中又は排気中の放

射性物質濃度を測定する装置 

3.2 エリアモニタリング設備 

3.2.2 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測

する装置 

3.6 放射線管理用計測装置の計測結果の表示，記録

及び保存 

3.6.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記録

及び保存 

 

放射線管理用計測装置系統図 

7.1 放射線管理用計測装置 

ェンバ） 

2.2 放射性物質により汚染するおそれがある管理区

域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性

物質濃度を測定する装置 

2.2.2 第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レ

ンジ，高レンジ） 

3. エリアモニタリング設備に関する設計 

3.2 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測す

る装置 

3.2.2 燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ，高

レンジ）（ＳＡ） 

6. 放射線管理用計測装置の計測結果の表示，記録の

保存に関する設計 

 重大事故等の対応に必要となるパラメータは，安全

パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（１，２，３号

機共用（ＳＰＤＳデータ収集サーバは１，２号機共

用））のうちＳＰＤＳ伝送サーバにて電磁的に記録，

保存し，電源喪失により保存した記録が失われないよ

うにするとともに帳票が出力できる設計とする。ま

た，記録は必要な容量を保存できる設計とする。【73

条16】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（放射線管理施設） 

 

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

る説明書 

3. 放射線管理用計測装置の構成 

3.1 プロセスモニタリング設備 

3.1.1 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計

測する装置 

3.1.2 放射性物質により汚染するおそれがある管理

区域から環境に放出する排水中又は排気中の放射

2. プロセスモニタリング設備に関する設計 

2.1 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計測

する装置 

2.1.1格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル），

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチ

ェンバ） 

2.2 放射性物質により汚染するおそれがある管理区

域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性

物質濃度を測定する装置 

2.2.2 第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レ

ンジ，高レンジ） 

3. エリアモニタリング設備に関する設計 

3.2 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測す

る装置 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

性物質濃度を測定する装置 

3.2 エリアモニタリング設備 

3.2.2 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測

する装置 

3.6 放射線管理用計測装置の計測結果の表示，記録

及び保存 

3.6.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記録

及び保存 

 

放射線管理用計測装置系統図 

7.1 放射線管理用計測装置 

3.2.2 燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ，高

レンジ）（ＳＡ） 

6. 放射線管理用計測装置の計測結果の表示，記録の

保存に関する設計 

 炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を

成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を

把握するためのパラメータを計測する装置の電源は，

非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備の喪失

等により計器電源が喪失した場合において，代替電源

設備として常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電

源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流

電源設備又は可搬型直流電源設備を使用できる設計

とする。【73条11】 

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

る説明書 

3. 放射線管理用計測装置の構成 

3.1 プロセスモニタリング設備 

3.1.1 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計

測する装置 

3.1.2 放射性物質により汚染するおそれがある管理

区域から環境に放出する排水中又は排気中の放

射性物質濃度を測定する装置 

3.2 エリアモニタリング設備 

3.2.2 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測

する装置 

2. プロセスモニタリング設備に関する設計 

2.1 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計測

する装置 

2.1.1格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル），

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチ

ェンバ） 

2.2 放射性物質により汚染するおそれがある管理区

域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性

物質濃度を測定する装置 

2.2.2 第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レ

ンジ，高レンジ） 

3. エリアモニタリング設備に関する設計 

3.2 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測す

る装置 

3.2.2 燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ，高

レンジ）（ＳＡ） 

 重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺

（発電所の周辺海域を含む。）において，発電用原子

炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線

量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録する

ために，移動式周辺モニタリング設備を保管する設計

とする。【75条1】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 重大事故等が発生した場合に発電所において，風 ― ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

向，風速その他の気象条件を測定し，及びその結果を

記録するために，環境測定装置を保管する設計とす

る。【75条 2】 

（冒頭宣言） 

1.1.1 プロセスモニタリング設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基

準事故時において，原子炉格納容器内の放射性物質の

濃度及び線量当量率，主蒸気管中及び空気抽出器その

他の蒸気タービン又は復水器に接続する放射性物質

を内包する設備の排ガス中の放射性物質の濃度，排気

筒の出口又はこれに近接する箇所における排気中の

放射性物質の濃度を計測するためのプロセスモニタ

リング設備を設け，計測結果を中央制御室に表示でき

る設計とする。また，計測結果を記録できる設計とす

る。 

 

1.1.1 プロセスモニタリング設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基

準事故時において，原子炉格納容器内の放射性物質の

濃度及び線量当量率，主蒸気管中及び空気抽出器その

他の蒸気タービン又は復水器に接続する放射性物質

を内包する設備の排ガス中の放射性物質の濃度，排気

筒の出口又はこれに近接する箇所における排気中の

放射性物質の濃度を計測するためのプロセスモニタ

リング設備を設け，計測結果を中央制御室に表示でき

る設計とする。また，計測結果を記録し，及び保存す

ることができる設計とする。【34条17】【34条19】【34

条20】 

 

 

 

 

 

― 

 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

 

 

 

 

 

― 

（変更なし） 

 

＜下線部＞ 

― 

原子炉冷却材の放射性物質の濃度，排気筒の出口又

はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質

の濃度及び排水口又はこれに近接する箇所における

排水中の放射性物質の濃度は，試料採取設備により断

続的に試料を採取し分析を行い，測定結果を記録す

る。 

原子炉冷却材の放射性物質の濃度，排気筒の出口又

はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質

の濃度及び排水口又はこれに近接する箇所における

排水中の放射性物質の濃度は，試料採取設備により断

続的に試料を採取し分析を行い，測定結果を記録し，

及び保存する。【34条12】【34条21】【34条22】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 
 

― 

放射性物質により汚染するおそれがある管理区域

内に開口部がある排水路を施設しないことから，排水

路の出口近傍における排水中の放射性物質の濃度を

計測するための設備を設けない設計とする。 

放射性物質により汚染するおそれがある管理区域

内に開口部がある排水路を施設しないことから，排水

路の出口近傍における排水中の放射性物質の濃度を

計測するための設備を設けない設計とする。【34条23】 

― 
― 

（変更なし） 

プロセスモニタリング設備のうち，原子炉格納容器

内の線量当量率を計測する格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ドライウェル）及び格納容器雰囲気放射線モニ

タ（サプレッションチェンバ）は，それぞれ多重性，

独立性を確保した設計とする。 

プロセスモニタリング設備のうち，原子炉格納容器

内の線量当量率を計測する格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ドライウェル）及び格納容器雰囲気放射線モニ

タ（サプレッションチェンバ）は，それぞれ多重性，

独立性を確保した設計とする。【34条18】 

― 
― 

（変更なし） 

 プロセスモニタリング設備のうち，燃料取替階放射

線モニタは，外部電源が使用できない場合においても

非常用ディーゼル発電設備からの電源供給により，線

量当量率を計測することができる設計とする。【34条

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

る説明書 

3. 放射線管理用計測装置の構成 

2. プロセスモニタリング設備に関する設計 

2.2 放射性物質により汚染するおそれがある管理区

域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性

物質濃度を測定する装置 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

26】 3.1 プロセスモニタリング設備 

3.1.2 放射性物質により汚染するおそれがある管理

区域から環境に放出する排水中又は排気中の放

射性物質濃度を測定する装置 

2.2.1 燃料取替階放射線モニタ 

 格納容器フィルタベント系の排出経路における放

射線量率を測定し, 放射性物質を含む気体の排気を

検出及び放射性物質濃度を推定できるよう，第１ベン

トフィルタ出口配管に第１ベントフィルタ出口放射

線モニタ（低レンジ）及び第１ベントフィルタ出口放

射線モニタ（高レンジ）を設ける設計とする。【67条

16】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（放射線管理施設） 

 

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

る説明書 

2. 基本方針 

2.2 重大事故等対処設備に関する計測 

2.2.1 最終ヒートシンクの確保の監視に必要なパラ

メータの計測 

3. 放射線管理用計測装置の構成 

3.1 プロセスモニタリング設備 

3.1.2 放射性物質により汚染するおそれがある管理

区域から環境に放出する排水中又は排気中の放射

性物質濃度を測定する装置 

 

放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を明示し

た図面 

7.1 放射線管理用計測装置 

放射線管理用計測装置系統図 

7.1 放射線管理用計測装置 

2. プロセスモニタリング設備に関する設計 

2.2 放射性物質により汚染するおそれがある管理区

域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性

物質濃度を測定する装置 

2.2.2 第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レ

ンジ，高レンジ） 

 

 第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ）

及び第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レン

ジ）は，常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設

備から給電が可能な設計とする。【67条18】 

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

る説明書 

3. 放射線管理用計測装置の構成 

3.1 プロセスモニタリング設備 

3.1.2 放射性物質により汚染するおそれがある管理

区域から環境に放出する排水中又は排気中の放

2. プロセスモニタリング設備に関する設計 

2.2 放射性物質により汚染するおそれがある管理区

域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性

物質濃度を測定する装置 

2.2.2 第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レ

ンジ，高レンジ） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

射性物質濃度を測定する装置 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.3 水素濃度低減設備に係る電源 

4.3.3 格納容器フィルタベント系 

1.1.2 エリアモニタリング設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基

準事故時に，管理区域内において人が常時立ち入る場

所その他放射線管理を特に必要とする場所の線量当

量率を計測するためのエリアモニタリング設備を設

け，計測結果を中央制御室に表示できる設計とする。

また，計測結果を記録できる設計とする。 

1.1.2 エリアモニタリング設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基

準事故時に，管理区域内において人が常時立ち入る場

所その他放射線管理を特に必要とする場所の線量当

量率を計測するためのエリアモニタリング設備を設

け，計測結果を中央制御室に表示できる設計とする。

また，計測結果を記録し，及び保存することができる

設計とする。【34条 24】 

 

 

 

― 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

 

 

 

― 

（変更なし） 

＜下線部＞ 

― 

 エリアモニタリング設備のうち，原子炉建物放射線

モニタ（燃料取替階エリア）は，外部電源が使用でき

ない場合においても非常用ディーゼル発電設備から

の電源供給により，線量当量率を計測することができ

る設計とする。【34条 25】 

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

る説明書 

3. 放射線管理用計測装置の構成 

3.2 エリアモニタリング設備 

3.2.2 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測

する装置 

3. エリアモニタリング設備に関する設計 

3.2 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測す

る装置 

3.2.1 原子炉建物放射線モニタ（燃料取替階エリア） 

 重大事故等時の燃料プールの監視設備として，燃料

プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ）及び

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ）

を設け，想定される重大事故等により変動する可能性

のある範囲にわたり測定可能な設計とする。【69条 30】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（放射線管理施設） 

 

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

る説明書 

2. 基本方針 

2.2 重大事故等対処設備に関する計測 

2.2.2 使用済燃料貯蔵プールの監視に必要なパラメ

ータの計測 

3. エリアモニタリング設備に関する設計 

3.2 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測す

る装置 

3.2.2 燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ，高

レンジ）（ＳＡ） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

3. 放射線管理用計測装置の構成 

3.2 エリアモニタリング設備 

3.2.2 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測

する装置 

 

放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を明示し

た図面 

7.1 放射線管理用計測装置 

 燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ）

及び燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（Ｓ

Ａ）は，常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設

備から給電が可能な設計とする。【69条 35】 

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

る説明書 

3. 放射線管理用計測装置の構成 

3.2 エリアモニタリング設備 

3.2.2 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測

する装置 

3. エリアモニタリング設備に関する設計 

3.2 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測す

る装置 

3.2.2 燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ，高

レンジ）（ＳＡ） 

 エリアモニタリング設備のうち緊急時対策所等に

設ける可搬式エリア放射線モニタ及び可搬式モニタ

リングポストは，重大事故等時に緊急時対策所内への

希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は防止するた

めの判断ができるよう放射線量を監視，測定し，計測

結果を記録及び保存できる設計とする。【76条 21】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（放射線管理施設） 

 

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関

する説明書 

2. 基本方針 

2.2 重大事故等対処設備に関する計測 

2.2.6 重大事故等時における緊急時対策所内外のモ

ニタリング設備 

3. 放射線管理用計測装置の構成 

3.2 エリアモニタリング設備 

3.2.1 緊急時対策所の線量当量率を計測する装置 

3.4 移動式周辺モニタリング設備 

3.4.1 可搬式モニタリングポスト 

3.6 放射線管理用計測装置の計測結果の表示，記録

及び保存 

3. エリアモニタリング設備に関する設計 

3.1 緊急時対策所の線量当量率を計測する装置の設

計 

3.1.1 可搬式エリア放射線モニタ 

5. 移動式周辺モニタリング設備に関する設計 

5.1 可搬式モニタリングポスト 

6. 放射線管理用計測装置の計測結果の表示，記録の

保存に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

3.6.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記録

及び保存 

 

放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を明示し

た図面 

7.1 放射線管理用計測装置 

1.1.3 固定式周辺モニタリング設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基

準事故時において，周辺監視区域境界付近の空間線量

率を監視及び測定するための固定式周辺モニタリン

グ設備としてモニタリングポスト（「１号機設備，１,

２,３号機共用」（以下同じ。））を設け，中央制御室及

び緊急時対策所に計測結果を表示できる設計とする。

また，計測結果を記録できる設計とする。 

1.1.3 固定式周辺モニタリング設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基

準事故時において，周辺監視区域境界付近の空間線量

率を監視及び測定するための固定式周辺モニタリン

グ設備としてモニタリングポスト（「１号機設備，１,

２,３号機共用」（以下同じ。））を設け，中央制御室及

び緊急時対策所に計測結果を表示できる設計とする。

また，計測結果を記録し，及び保存することができる

設計とする。【34条 27】 

要目表 

 

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関

する説明書 

3. 放射線管理用計測装置の構成 

3.3 固定式周辺モニタリング設備 

3.3.1 モニタリングポスト 

3.6 放射線管理用計測装置の計測結果の表示，記録

及び保存 

3.6.1 計測結果の指示又は表示 

3.6.2 設計基準対象施設に関する計測結果の記録及

び保存 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

4. 固定式周辺モニタリング設備に関する設計 

6. 放射線管理用計測装置の計測結果の表示，記録の

保存に関する設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 モニタリングポストは，外部電源が使用できない場

合においても，非常用ディーゼル発電設備により，空

間線量率を計測することができる設計とする。さら

に，モニタリングポストは，モニタリングポスト用無

停電電源装置（１号機設備，１，２，３号機共用）及

びモニタリングポスト用発電機（１号機設備，１，２，

３号機共用）を有し，電源切替時の短時間の停電時に

電源を供給できる設計とし，重大事故等が発生した場

合には，非常用ディーゼル発電設備に加えて，代替電

源設備である常設代替交流電源設備から給電できる

設計とする。【34条 29】【75条 14】 

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

る説明書 

3. 放射線管理用計測装置の構成 

3.3 固定式周辺モニタリング設備 

4. 固定式周辺モニタリング設備に関する設計 

 モニタリングポストで計測したデータの伝送系は， Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説 4. 固定式周辺モニタリング設備に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

モニタリングポスト設置場所から中央制御室及び中

央制御室から緊急時対策所間において有線系回線又

は無線系回線により多様性を有する設計とする。【34

条 30】 

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

る説明書 

3. 放射線管理用計測装置の構成 

3.3 固定式周辺モニタリング設備 

モニタリングポストは，その測定値が設定値以上に

上昇した場合，直ちに中央制御室に警報を発信する設

計とする。 

モニタリングポストは，その測定値が設定値以上に

上昇した場合，直ちに中央制御室に警報を発信する設

計とする。【47条 4】 

要目表 4. 固定式周辺モニタリング設備に関する設計 

1.1.4 移動式周辺モニタリング設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基

準事故時において，周辺監視区域境界付近の放射性物

質の濃度を計測するための移動式周辺モニタリング

設備として，空気中の放射性粒子及び放射性よう素の

濃度を測定するサンプラと測定器を備えた放射能観

測車（「１号機設備，１,２,３号機共用，屋内に保管」

（以下同じ。））を設け，測定結果を表示し，記録でき

る設計とする。 

ただし，放射能観測車による断続的な試料の分析

は，従事者が測定結果を記録し，その記録を確認する

ことをもって，これに代えるものとする。 

1.1.4 移動式周辺モニタリング設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基

準事故時において，周辺監視区域境界付近の放射性物

質の濃度を計測するための移動式周辺モニタリング

設備として，空気中の放射性粒子及び放射性よう素の

濃度を測定するサンプラと測定器を備えた放射能観

測車（「１号機設備，１,２,３号機共用，屋内に保管」

（以下同じ。））を設け，測定結果を表示し，記録し，

及び保存することができる設計とする。【34条 31】 

ただし，放射能観測車による断続的な試料の分析

は，従事者が測定結果を記録し，及びこれを保存し，

その記録を確認することをもって，これに代えるもの

とする。【34条 32】 

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

る説明書 

3. 放射線管理用計測装置の構成 

3.6 放射線管理用計測装置の計測結果の表示，記録

及び保存 

3.6.1 計測結果の指示又は表示 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

6. 放射線管理用計測装置の計測結果の表示，記録の

保存に関する設計 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺

（発電所の周辺海域を含む。）において，発電用原子

炉施設から放出される放射性物質の濃度（空気中，水

中，土壌中）及び放射線量を監視するための移動式周

辺モニタリング設備として使用するＮａＩシンチレ

ーションサーベイメータ，ＧＭ汚染サーベイメータ，

α・β線サーベイメータ及び電離箱サーベイメータを

設け，測定結果を記録し，保存できるように測定値を

表示できる設計とし，可搬式ダスト・よう素サンプラ

（個数 2（予備 1））及び小型船舶（個数 1（予備 1））

（原子炉格納施設の設備及び核燃料物質の取扱施設

及び貯蔵施設の設備と兼用）を保管する設計とする。

【75条 3】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（放射線管理施設） 

 

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

る説明書 

3. 放射線管理用計測装置の構成 

3.4 移動式周辺モニタリング設備 

3.4.2 ＧＭ汚染サーベイメータ 

3.4.3 NaIシンチレーションサーベイメータ 

3.4.4 α・β線サーベイメータ 

3.4.5電離箱サーベイメータ 

5. 移動式周辺モニタリング設備に関する設計 

5.2 ＧＭ汚染サーベイメータ，ＮａＩシンチレーシ

ョンサーベイメータ，α・β線サーベイメータ及び

電離箱サーベイメータ 

6. 放射線管理用計測装置の計測結果の表示，記録の

保存に関する設計 

9. 放射能測定装置，小型船舶及び環境試料分析装置

に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

3.7 その他 

3.7.1 海上モニタリングについて 

 

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理設備及び環境試料分

析装置に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.2 放射能測定装置，小型船舶及び環境試料分析装

置 

3.2.1 環境試料の種類及び測定頻度 

3.2.2 放射能測定装置及び小型船舶 

 

放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を明示し

た図面 

7.1 放射線管理用計測装置 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 放射能観測車のダスト・よう素サンプラ，よう素モ

ニタ又はダストモニタが機能喪失した場合にその機

能を代替する重大事故等対処設備として使用する可

搬式ダスト・よう素サンプラ，ＮａＩシンチレーショ

ンサーベイメータ，ＧＭ汚染サーベイメータを設け，

重大事故等が発生した場合に，発電所及びその周辺に

おいて，発電用原子炉施設から放出される放射性物質

の濃度（空気中）を監視し，及び測定し，並びにその

結果を記録し，保存できるように測定値を表示できる

設計とし，放射能観測車を代替し得る十分な個数を保

管する設計とする。【75条 8】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（放射線管理施設） 

 

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関

する説明書 

3. 放射線管理用計測装置の構成 

3.4 移動式周辺モニタリング設備 

3.4.2ＧＭ汚染サーベイメータ 

3.4.3 NaIシンチレーションサーベイメータ 

 

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理設備及び環境試料分

析装置に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.2 放射能測定装置，小型船舶及び環境試料分析装

5. 移動式周辺モニタリング設備に関する設計 

5.2 ＧＭ汚染サーベイメータ，ＮａＩシンチレーシ

ョンサーベイメータ，α・β線サーベイメータ及び

電離箱サーベイメータ 

6. 放射線管理用計測装置の計測結果の表示，記録の

保存に関する設計 

9. 放射能測定装置，小型船舶及び環境試料分析装置

に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

置 

3.2.1 環境試料の種類及び測定頻度 

3.2.2 放射能測定装置及び小型船舶 

 

放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を明示し

た図面 

7.1 放射線管理用計測装置 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 モニタリングポストが機能喪失した場合にその機

能を代替する移動式周辺モニタリング設備として使

用する可搬式モニタリングポストを設け，重大事故等

が発生した場合に，周辺監視区域境界付近において，

発電用原子炉施設から放出される放射線量を監視し，

及び測定し，並びにその結果を記録できる設計とす

る。【75条 4】 

可搬式モニタリングポストの記録は，電磁的に記

録，保存し，電源喪失により保存した記録が失われず，

必要な容量を保存できる設計とする。【75条 7】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（放射線管理施設） 

 

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

る説明書 

3. 放射線管理用計測装置の構成 

3.4 移動式周辺モニタリング設備 

3.4.1 可搬式モニタリングポスト 

3.6 放射線管理用計測装置の計測結果の表示，記録

及び保存 

3.6.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記録

及び保存 

 

放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を明示し

た図面 

7.1 放射線管理用計測装置 

5. 移動式周辺モニタリング設備に関する設計 

5.1 可搬式モニタリングポスト 

6. 放射線管理用計測装置の計測結果の表示，記録の

保存に関する設計 

 可搬式モニタリングポストは，重大事故等が発生し

た場合に，発電所海側及び緊急時対策所付近におい

て，発電用原子炉施設から放出される放射線量を監視

し，及び測定し，並びにその結果を記録できる設計と

するとともに，緊急時対策所内への希ガス等の放射性

要目表 

Ⅵ-1-1-5-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（放射線管理施設） 

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

5. 移動式周辺モニタリング設備に関する設計 

5.1 可搬式モニタリングポスト 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

物質の浸入を低減又は防止するための判断に用いる

設計とする。【75条 5】 

る説明書 

3. 放射線管理用計測装置の構成 

3.4 移動式周辺モニタリング設備 

3.4.1 可搬式モニタリングポスト 

 

放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を明示し

た図面 

7.1 放射線管理用計測装置 

 可搬式モニタリングポストは，モニタリングポスト

を代替し得る十分な個数を保管する設計とする。ま

た，指示値は，衛星系回線により伝送し，緊急時対策

所でデータ表示装置（可搬式モニタリングポスト用）

にて監視できる設計とする。【75条 6】 

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

る説明書 

3. 放射線管理用計測装置の構成 

3.4 移動式周辺モニタリング設備 

3.4.1 可搬式モニタリングポスト 

5. 移動式周辺モニタリング設備に関する設計 

5.1 可搬型モニタリングポスト 

 これらの設備は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損が発生した場合に放出されると想定され

る放射性物質の濃度及び放射線量を測定できる設計

とする。【75条 9】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

1.1.5 環境測定装置 

周辺監視区域境界付近の放射性物質の濃度は，試料

採取設備により断続的に試料を採取し分析を行い，測

定結果を記録する。 

1.1.5 環境測定装置 

周辺監視区域境界付近の放射性物質の濃度は，試料

採取設備により断続的に試料を採取し分析を行い，測

定結果を記録し，及び保存する。【34条 28】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

放射性気体廃棄物の放出管理，発電所周辺の一般公

衆の線量評価，一般気象データ収集及び発電用原子炉

施設の外部の状況を把握するための気象観測設備

（「１号機設備，１,２,３号機共用」（以下同じ。））を

設け，計測結果を中央制御室に表示できる設計とす

る。また，発電所敷地内における風向及び風速の計測

結果を記録できる設計とする。 

放射性気体廃棄物の放出管理，発電所周辺の一般公

衆の線量評価，一般気象データ収集及び発電用原子炉

施設の外部の状況を把握するための気象観測設備

（「１号機設備，１,２,３号機共用」（以下同じ。））を

設け，計測結果を中央制御室に表示できる設計とす

る。また，発電所敷地内における風向及び風速の計測

結果を記録し，及び保存することができる設計とす

る。【34条 37】 

 

 

― 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

 

 

― 

（変更なし） 

＜下線部＞ 

― 

 重大事故等が発生した場合に発電所において，風

向，風速その他の気象条件を測定し，及びその結果を

記録するための設備として，可搬式気象観測装置（個

数 1（予備 1））を設ける設計とする。【75条 10】 

環境測定装置（放射線管理用計測装置に係るものを除

く。）の取付箇所を明示した図面 

1.5 環境測定装置の構造図及び取付箇所を明示した

図面 

7. 重大事故等時の気象観測に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 気象観測装置が機能喪失した場合にその機能を代

替する重大事故等対処設備として使用する可搬式気

象観測装置は，重大事故等が発生した場合に発電所に

おいて，風向，風速その他の気象条件を測定し，及び

その結果を記録できる設計とする。【75条 11】 

可搬式気象観測装置の記録は，電磁的に記録，保存

し，電源喪失により保存した記録が失われず，必要な

容量を保存できる設計とする。【75条 13】 

可搬式気象観測装置の指示値は，衛星系回線により

伝送し，緊急時対策所でデータ表示装置（可搬式気象

観測装置用）にて監視できる設計とする。【75条 12】 

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

る説明書 

3. 放射線管理用計測装置の構成 

3.5 可搬式気象観測装置 

3.6 放射線管理用計測装置の計測結果の表示，記録

及び保存 

3.6.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記録

及び保存 

 

環境測定装置（放射線管理用計測装置に係るものを除

く。）の構造図 

1.5 環境測定装置の構造図及び取付箇所を明示した

図面 

7. 重大事故等時の気象観測に関する設計 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保す

るための防護措置 

中央制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員

その他の従事者が中央制御室に出入りするための区

域は，原子炉冷却材喪失等の設計基準事故時に，中央

制御室内にとどまり必要な操作及び措置を行う運転

員が過度の被ばくを受けないよう施設し，運転員の勤

務形態を考慮し，事故後 30 日間において，運転員が

中央制御室に入り，とどまっても，中央制御室遮蔽

（「１号機設備，１，２号機共用」（以下同じ。））を透

過する放射線による線量，中央制御室に侵入した外気

による線量及び入退域時の線量が，中央制御室の気密

性並びに中央制御室空調換気系，中央制御室遮蔽，原

子炉二次遮蔽及び補助遮蔽の機能とあいまって，「原

子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手

法について（内規）」に基づく被ばく評価により，「核

原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則

等の規定に基づく線量限度等を定める告示」に示され

る 100mSv を下回る設計とする。また，運転員その他

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保す

るための防護措置 

中央制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員

その他の従事者が中央制御室に出入りするための区

域は，原子炉冷却材喪失等の設計基準事故時に，中央

制御室内にとどまり必要な操作及び措置を行う運転

員が過度の被ばくを受けないよう施設し，運転員の勤

務形態を考慮し，事故後 30 日間において，運転員が

中央制御室に入り，とどまっても，中央制御室遮蔽

（「１号機設備，１，２号機共用」（以下同じ。））を透

過する放射線による線量，中央制御室に侵入した外気

による線量及び入退域時の線量が，中央制御室の気密

性並びに中央制御室空調換気系，中央制御室遮蔽，原

子炉二次遮蔽及び補助遮蔽の機能とあいまって，「原

子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手

法について（内規）」に基づく被ばく評価により，「核

原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則

等の規定に基づく線量限度等を定める告示」に示され

る 100mSv を下回る設計とする。また，運転員その他

Ⅵ-1-7-3 中央制御室の居住性に関する説明書 

4. 中央制御室の居住性評価 

4.1 線量評価 

4.1.2 評価条件及び評価結果 

4.1.2.1 設計基準事故時における線量評価 

 

構造図 

7.3 生体遮蔽装置 

10. 中央制御室及び緊急時対策所の居住性に関する

設計 

10.1 中央制御室 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

の従事者が中央制御室にとどまるため，気体状の放射

性物質及び中央制御室外の火災等により発生する燃

焼ガスやばい煙，有毒ガスに対する換気設備の隔離そ

の他の適切に防護するための設備を設ける設計とす

る。 

の従事者が中央制御室にとどまるため，気体状の放射

性物質及び中央制御室外の火災等により発生する燃

焼ガスやばい煙，有毒ガス及び降下火砕物に対する換

気設備の隔離その他の適切に防護するための設備を

設ける設計とする。【38条 18】 

 炉心の著しい損傷が発生した場合においても，中央

制御室送風機，中央制御室非常用再循環送風機，中央

制御室非常用再循環処理装置フィルタ，中央制御室待

避室正圧化装置（空気ボンベ），中央制御室遮蔽，中

央制御室待避室遮蔽により，運転員が中央制御室にと

どまることができる設計とする。【74条 2】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（放射線管理施設） 

 

放射線管理施設に係る機器（放射線管理用計測装置を

除く。）の配置を明示した図面 

7.2.2 中央制御室空気供給系 

7.3 生体遮蔽装置 

10. 中央制御室及び緊急時対策所の居住性に関する

設計 

10.1 中央制御室 

11. 中央制御室待避室に関する設計 

 運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる

重大事故等時においても中央制御室に運転員がとど

まるために必要な設備を施設し，中央制御室遮蔽を透

過する放射線による線量，中央制御室に取り込まれた

外気による線量及び入退域時の線量が，全面マスク等

の着用及び運転員の交替要員体制を考慮し，その実施

のための体制を整備することで，中央制御室の気密性

並びに中央制御室空調換気系，中央制御室遮蔽，中央

制御室待避室遮蔽，原子炉二次遮蔽，補助遮蔽及び中

央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）の機能とあ

いまって，運転員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超

えない設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合における居住性

に係る被ばく評価では，設計基準事故時の手法を参考

にするとともに，炉心の著しい損傷が発生した場合に

放出される放射性物質の種類，全交流動力電源喪失時

の中央制御室空調換気系の起動遅れ等，炉心の著しい

損傷が発生した場合の評価条件を適切に考慮する。

【74条 8】 

Ⅵ-1-7-3 中央制御室の居住性に関する説明書 

4. 中央制御室の居住性評価 

4.1 線量評価 

4.1.2 評価条件及び評価結果 

4.1.2.2 炉心の著しい損傷が発生した場合における

線量評価 

 

構造図 

7.3 生体遮蔽装置 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

10. 中央制御室及び緊急時対策所の居住性に関する

設計 

10.1 中央制御室 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 炉心の著しい損傷後に格納容器フィルタベント系 要目表 10. 中央制御室及び緊急時対策所の居住性に関する
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

を作動させる場合に放出されるプルーム通過時に，運

転員の被ばくを低減するため，中央制御室待避室に

は，遮蔽設備として，中央制御室遮蔽，中央制御室待

避室遮蔽を設ける設計とする。中央制御室待避室は，

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）で正圧化

することにより，放射性物質が中央制御室待避室に流

入することを一定時間完全に防ぐことができる設計

とする。【74条 4】 

 

Ⅵ-1-1-5-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（放射線管理施設） 

 

Ⅵ-1-7-3 中央制御室の居住性に関する説明書 

3. 中央制御室の居住性を確保するための防護措置 

3.1 換気設備 

 

放射線管理施設に係る機器（放射線管理用計測装置を

除く。）の配置を明示した図面 

7.3 生体遮蔽装置 

 

放射線管理施設に係る機器（放射線管理用計測装置を

除く。）の系統図 

7.2.2 中央制御室空気供給系 

 

構造図 

7.2.2 中央制御室空気供給系 

設計 

10.1 中央制御室 

11. 中央制御室待避室に関する設計 

 中央制御室空調換気系は，重大事故等時に炉心の著

しい損傷が発生した場合において，粒子用高効率フィ

ルタ及びチャコールフィルタを内蔵した中央制御室

非常用再循環処理装置フィルタ並びに中央制御室非

常用再循環送風機からなる非常用ラインを設け，中央

制御室非常用再循環処理装置フィルタを通した外気

を取り込み，中央制御室を正圧化することにより，放

射性物質を含む外気が中央制御室に直接流入するこ

とを防ぐことができる設計とする。【74条 5】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（放射線管理施設） 

 

Ⅵ-1-7-3 中央制御室の居住性に関する説明書 

3. 中央制御室の居住性を確保するための防護措置 

3.1 換気設備 

 

放射線管理施設に係る機器（放射線管理用計測装置を

除く。）の配置を明示した図面 

7.2.1 中央制御室空調換気系 

 

放射線管理施設に係る機器（放射線管理用計測装置を

除く。）の系統図 

7.2.1 中央制御室空調換気系 

10. 中央制御室及び緊急時対策所の居住性に関する

設計 

10.1 中央制御室 



 

19              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

構造図 

7.2.1 中央制御室空調換気系 

 中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送

風機は，非常用ディーゼル発電設備に加えて，全交流

動力電源喪失時においても常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計

とする。【74条 6】 

Ⅵ-1-7-3 中央制御室の居住性に関する説明書 

3. 中央制御室の居住性を確保するための防護措置 

3.1 換気設備 

10. 中央制御室及び緊急時対策所の居住性に関する

設計 

10.1 中央制御室 

 重大事故等が発生し，中央制御室の外側が放射性物

質により汚染したような状況下において，運転員が中

央制御室の外側から中央制御室に放射性物質による

汚染を持ち込むことを防止するため，身体サーベイ及

び作業服の着替え等を行うための区画を設ける設計

とする。【74条 19】 

身体サーベイの結果，運転員の汚染が確認された場

合は，運転員の除染を行うことができる区画を，身体

サーベイを行う区画に隣接して設置する設計とする。

【74条 20】 

Ⅵ-1-5-4 中央制御室の機能に関する説明書 

3.4 居住性の確保 

3.4.5 チェンジングエリア 

 

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理設備及び環境試料分

析装置に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 出入管理設備 

3.1.1 中央制御室チェンジングエリア 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

10. 中央制御室及び緊急時対策所の居住性に関する

設計 

10.1 中央制御室 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 重大事故等時に，身体サーベイ，作業服の着替え等

に必要な照度の確保は，チェンジングエリア用照明

（個数 2（予備 1））によりできる設計とする。【74 条

21】 

Ⅵ-1-1-13 非常用照明に関する説明書 

3.3 重大事故等発生時の照明 

Ⅵ-1-10-5 「計測制御系統施設」の様式－1 

11. 中央制御室の機能の設計 

 重大事故等が発生した場合において，緊急時対策所

の居住性を確保するための設備として，緊急時対策所

遮蔽，緊急時対策所換気空調系の設備，可搬式モニタ

リングポスト及び可搬式エリア放射線モニタを設置

又は保管する設計とする。【76条 9】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（放射線管理施設） 

 

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関

する説明書 

2. 基本方針 

2.2 重大事故等対処設備に関する計測 

3. エリアモニタリング設備に関する設計 

3.1 緊急時対策所の線量当量率を計測する装置の設

計 

3.1.1 可搬式エリア放射線モニタ 

5. 移動式周辺モニタリング設備に関する設計 

5.1 可搬式モニタリングポスト 

10. 中央制御室及び緊急時対策所の居住性に関する

設計 

10.2 緊急時対策所 



 

20              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

2.2.6 重大事故等時における緊急時対策所内外のモ

ニタリング設備 

 

Ⅵ-1-9-4-2 緊急時対策所の居住性に関する説明書 

3. 緊急時対策所の居住性を確保するための防護措

置 

3.1 換気設備等 

3.1.1 緊急時対策所換気空調設備 

4. 緊急時対策所の居住性評価 

4.2 酸素濃度及び二酸化炭素濃度評価 

4.2.2 評価結果 

 

放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を明示し

た図面 

7.1 放射線管理用計測装置 

 

放射線管理施設に係る機器（放射線管理用計測装置を

除く。）の配置を明示した図面 

7.2.2 中央制御室空気供給系 

7.3 生体遮蔽装置 

 緊急時対策所遮蔽は，緊急時対策所の気密性及び緊

急時対策所換気空調系の機能とあいまって，緊急時対

策所にとどまる要員の実効線量が事故後 7 日間で

100mSvを超えない設計とする。【76条 11】 

Ⅵ-1-9-4-2 緊急時対策所の居住性に関する説明書 

4. 緊急時対策所の居住性評価 

4.1 線量評価 

4.1.2 線量計算 

 

構造図 

7.3 生体遮蔽装置 

10. 中央制御室及び緊急時対策所の居住性に関する

設計 

10.2 緊急時対策所 

 緊急時対策所換気空調系の設備のうち，緊急時対策

所空気浄化送風機及び緊急時対策所空気浄化フィル

タユニットは，可搬型ダクトを用いて緊急時対策所を

正圧化し，放射性物質の侵入を低減できる設計とす

る。また空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）は，プル

ーム通過時において，緊急時対策所を正圧化し，希ガ

スを含む放射性物質の侵入を防止できる設計とする。

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（放射線管理施設） 

 

Ⅵ-1-9-4-2 緊急時対策所の居住性に関する説明書 

3. 緊急時対策所の居住性を確保するための防護措

10. 中央制御室及び緊急時対策所の居住性に関する

設計 

10.2 緊急時対策所 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

【76条 14】 置 

3.1 換気設備等 

3.1.1 緊急時対策所換気空調設備 

4. 緊急時対策所の居住性評価 

4.2 酸素濃度及び二酸化炭素濃度評価 

4.2.1 評価方針 

4.2.2 評価結果 

 

放射線管理施設に係る機器（放射線管理用計測装置を

除く。）の系統図 

7.2.2 中央制御室空気供給系 

 

構造図 

7.2.2 中央制御室空気供給系 

 緊急時対策所には，室内への希ガス等の放射性物質

の侵入を低減又は防止するための判断ができるよう

放射線量を監視，測定するため，さらに緊急時対策所

換気空調系の設備による正圧化判断のために使用す

る可搬式エリア放射線モニタを緊急時対策所に保管

する設計とするとともに，可搬式モニタリングポスト

を第１保管エリア及び第４保管エリアに保管する設

計とする。【76条 20】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（放射線管理施設） 

 

Ⅵ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関

する説明書 

2. 基本方針 

2.2 重大事故等対処設備に関する計測 

2.2.6 重大事故等時における緊急時対策所内外のモ

ニタリング設備 

 

放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を明示し

た図面 

7.1 放射線管理用計測装置 

3. エリアモニタリング設備に関する設計 

3.1 緊急時対策所の線量当量率を計測する装置の設

計 

3.1.1 可搬式エリア放射線モニタ 

5. 移動式周辺モニタリング設備に関する設計 

5.1 可搬式モニタリングポスト 

 緊急時対策所は，重大事故等が発生し，緊急時対策

所の外側が放射性物質により汚染したような状況下

において，要員が緊急時対策所内に放射性物質による

汚染を持ち込むことを防止するため，身体サーベイ及

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理設備及び環境試料分

析装置に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 出入管理設備 

8. 出入管理設備に関する設計 

 

Ⅵ-1-10-16 「緊急時対策所」の様式－1 

3. 緊急時対策所機能に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

び作業服の着替え等を行うための区画を設置する設

計とする。【76条 5】 

身体サーベイの結果，要員の汚染が確認された場合

は，要員の除染を行うことができる区画を，身体サー

ベイを行う区画に隣接して設置することができるよ

う考慮する。【76条 6】 

身体サーベイ，作業服の着替え等に必要な照度の確

保は，緊急時対策所の非常用照明及び電源内蔵型照明

によりできる設計とする。【76条 7】 

3.1.2 緊急時対策所チェンジングエリア 

 

Ⅵ-1-9-4-2 緊急時対策所の居住性に関する説明書 

3. 緊急時対策所の居住性を確保するための防護措

置 

3.4 資機材及び対策要員の交代等 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

3.1 居住性の確保に関する設計 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

2.2 換気設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基

準事故時において，放射線障害を防止するため，発電

所従業員に新鮮な空気を送るとともに，空気中の放射

性物質の除去・低減が可能な換気設備を設ける設計と

する。 

2.2 換気設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基

準事故時において，放射線障害を防止するため，発電

所従業員に新鮮な空気を送るとともに，空気中の放射

性物質の除去・低減が可能な換気設備を設ける設計と

する。【43条 1】 

― 
― 

（変更なし） 

換気設備は，放射性物質による汚染の可能性からみ

て区域を分け，それぞれ別系統とし，清浄区域に新鮮

な空気を供給して，汚染の可能性のある区域に向って

流れるようにし，排気は適切なフィルタを通して行

う。また，各換気系統は，その容量が区域及び部屋の

必要な換気及び除熱を十分行える設計とする。 

換気設備は，放射性物質による汚染の可能性からみ

て区域を分け，それぞれ別系統とし，清浄区域に新鮮

な空気を供給して，汚染の可能性のある区域に向って

流れるようにし，排気は適切なフィルタを通して行

う。また，各換気系統は，その容量が区域及び部屋の

必要な換気及び除熱を十分行える設計とする。【43条

2】 

― 
― 

（変更なし） 

放射性物質を内包する換気ダクトは，溶接構造と

し，耐圧試験に合格したものを使用することで，漏え

いし難い構造とする。また，ファン，逆流防止用ダン

パ等を設置し，逆流し難い構造とする。 

放射性物質を内包する換気ダクトは，溶接構造と

し，耐圧試験に合格したものを使用することで，漏え

いし難い構造とする。また，ファン，逆流防止用ダン

パ等を設置し，逆流し難い構造とする。【43条 3】 

― 
― 

（変更なし） 

排出する空気を浄化するため，気体状の放射性よう

素を除去するよう素用フィルタ及び放射性微粒子を

除去する粒子用フィルタを設置する。 

排出する空気を浄化するため，気体状の放射性よう

素を除去するよう素用フィルタ及び放射性微粒子を

除去する粒子用フィルタを設置する。【43条 4】 

― 
― 

（変更なし） 

これらのフィルタを内包するフィルタユニットは，

フィルタの取替えが容易となるよう取替えに必要な

空間を有するとともに，必要に応じて梯子等を設置

し，取替えが容易な構造とする。 

これらのフィルタを内包するフィルタユニットは，

フィルタの取替えが容易となるよう取替えに必要な

空間を有するとともに，必要に応じて梯子等を設置

し，取替えが容易な構造とする。【43条 5】 

― 
― 

（変更なし） 

吸気口は，放射性物質に汚染された空気を吸入し難 吸気口は，放射性物質に汚染された空気を吸入し難 ― ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

いように，排気筒から十分離れた位置に設置する。 いように，排気筒から十分離れた位置に設置する。【43

条 6】 

（変更なし） 

2.2.1 中央制御室空調換気系 

中央制御室の換気及び冷暖房は，中央制御室送風

機，中央制御室排風機，中央制御室非常用再循環処理

装置フィルタ，中央制御室非常用再循環送風機等から

構成する中央制御室空調換気系により行う。 

 

2.2.1 中央制御室空調換気系 

中央制御室の換気及び冷暖房は，中央制御室送風

機，中央制御室排風機，中央制御室非常用再循環処理

装置フィルタ，中央制御室非常用再循環送風機等から

構成する中央制御室空調換気系により行う。【43条 9】 

― 
― 

（変更なし） 

中央制御室外の火災等により発生する燃焼ガスや

ばい煙，有毒ガスに対し，中央制御室空調換気系の外

気取入れを手動で遮断し，系統隔離運転モードに切り

替えることが可能な設計とする。 

中央制御室外の火災等により発生する燃焼ガスや

ばい煙，有毒ガス及び降下火砕物に対し，中央制御室

空調換気系の外気取入れを手動で遮断し，系統隔離運

転モードに切り替えることが可能な設計とする。【38

条 20】 

― 
― 

（記載追加のみ，変更なし） 

中央制御室空調換気系は，通常のラインの他，粒子

用高効率フィルタ及びチャコールフィルタを内蔵し

た中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ並びに

中央制御室非常用再循環送風機からなる非常用ライ

ンを設け，設計基準事故時には，中央制御室空調換気

系の給気隔離弁及び排気隔離弁を閉とすることによ

り外気との連絡口を遮断し，中央制御室非常用再循環

処理装置フィルタを通る系統隔離運転モードとし，放

射性物質を含む外気が中央制御室に直接流入するこ

とを防ぐことができ，運転員を放射線被ばくから防護

する設計とする。外部との遮断が長期にわたり，室内

の雰囲気が悪くなった場合には，外気を中央制御室非

常用再循環処理装置フィルタで浄化しながら取り入

れることも可能な設計とする。 

中央制御室空調換気系は，通常のラインの他，粒子

用高効率フィルタ及びチャコールフィルタを内蔵し

た中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ並びに

中央制御室非常用再循環送風機からなる非常用ライ

ンを設け，設計基準事故時には，中央制御室空調換気

系の給気隔離弁及び排気隔離弁を閉とすることによ

り外気との連絡口を遮断し，中央制御室非常用再循環

処理装置フィルタを通る系統隔離運転モードとし，放

射性物質を含む外気が中央制御室に直接流入するこ

とを防ぐことができ，運転員を放射線被ばくから防護

する設計とする。外部との遮断が長期にわたり，室内

の雰囲気が悪くなった場合には，外気を中央制御室非

常用再循環処理装置フィルタで浄化しながら取り入

れることも可能な設計とする。【38条 21】 

― 
― 

（変更なし） 

 中央制御室空調換気系は，地震時及び地震後におい

ても，中央制御室の気密性とあいまって，設計上の空

気の流入率を維持でき，「2.1 中央制御室及び緊急時

対策所の居住性を確保するための防護措置」に示す居

住性に係る判断基準を満足する設計とする。【38条 19】

【74条 10】 

Ⅵ-1-7-3 中央制御室の居住性に関する説明書 

4. 中央制御室の居住性評価 

4.1 線量評価 

4.1.2 評価条件及び評価結果 

4.1.2.2 炉心の著しい損傷が発生した場合における

線量評価 

10. 中央制御室及び緊急時対策所の居住性に関する

設計 

10.1 中央制御室 

 炉心の著しい損傷後に格納容器フィルタベント系 Ⅵ-1-7-3 中央制御室の居住性に関する説明書 10. 中央制御室及び緊急時対策所の居住性に関する
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

を作動させる場合に放出されるプルーム通過時にお

いて，中央制御室空調換気系は中央制御室外気取入調

節弁（MV264-1）を閉操作することで，外気との連絡

口を遮断し，中央制御室非常用再循環処理装置フィル

タを通る系統隔離運転モードとすることにより，中央

制御室バウンダリを外気から隔離可能な設計とする。 

中央制御室空調換気系の外気取入ダクト及び排気

ダクトの一部は中央制御室等とともに中央制御室バ

ウンダリを形成しており，重大事故等発生時において

中央制御室内にとどまる運転員の被ばく線量を低減

するために必要な気密性を有する設計とする。【74条

7】 

3. 中央制御室の居住性を確保するための防護措置 

3.1 換気設備 

設計 

10.1 中央制御室 

 重要度が特に高い安全機能を有する系統において，

設計基準事故が発生した場合に長期間にわたって機

能が要求される静的機器のうち，単一設計とする中央

制御室空調換気系のダクトの一部及び中央制御室非

常用再循環処理装置フィルタについては，当該設備に

要求される原子炉制御室非常用換気空調機能が喪失

する単一故障のうち，想定される最も過酷な条件とし

て，ダクトについては全周破断，中央制御室非常用再

循環処理装置フィルタについては閉塞を想定しても，

単一故障による放射性物質の放出に伴う被ばくの影

響を最小限に抑えるよう，安全上支障のない期間に単

一故障を確実に除去又は修復できる設計とし，その単

一故障を仮定しない。【14条 5】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 想定される単一故障の発生に伴う中央制御室の運

転員の被ばく量は保守的に単一故障を除去又は修復

ができない場合で評価し，緊急作業時に係る線量限度

を下回ることを確認する。また，単一故障の除去又は

修復のための作業期間として想定する 2日間を考慮

し，修復作業に係る従事者の被ばく線量は緊急時作業

に係る線量限度に照らしても十分小さくする設計と

する。 

単一設計とする箇所の設計に当たっては，想定され

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.5 放射線管理施設 

1. 共通的に適用される設計 



 

25              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

る単一故障の除去又は修復のためのアクセスが可能

であり，かつ，補修作業が容易となる設計とする。【14

条 6】 

 2.2.2 緊急時対策所換気空調系 

緊急時対策所換気空調系の設備として，緊急時対策

所の居住性を確保するため，緊急時対策所空気浄化送

風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，空気

ボンベ加圧設備（空気ボンベ）及び差圧計を設置又は

保管する設計とする。【76条 12】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（放射線管理施設） 

 

Ⅵ-1-9-4-2 緊急時対策所の居住性に関する説明書 

3. 緊急時対策所の居住性を確保するための防護措

置 

3.1 換気設備等 

3.1.1 緊急時対策所換気空調設備 

4. 緊急時対策所の居住性評価 

4.2 酸素濃度及び二酸化炭素濃度評価 

4.2.2 評価結果 

 

放射線管理施設に係る機器（放射線管理用計測装置を

除く。）の配置を明示した図面 

7.2.3 緊急時対策所換気空調系 

10. 中央制御室及び緊急時対策所の居住性に関する

設計 

10.2 緊急時対策所 

 空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）は，プルーム通

過時において，緊急時対策所を正圧化し，希ガスを含

む放射性物質の侵入を防止するとともに，酸素濃度及

び二酸化炭素濃度を活動に支障がない範囲に維持す

るために必要な容量を保管する設計とする。【76条 17】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（放射線管理施設） 

 

Ⅵ-1-9-4-2 緊急時対策所の居住性に関する説明書 

3. 緊急時対策所の居住性を確保するための防護措

置 

3.1 換気設備等 

 

放射線管理施設に係る機器（放射線管理用計測装置を

除く。）の系統図 

7.2.3 緊急時対策所換気空調系 

 

10. 中央制御室及び緊急時対策所の居住性に関する

設計 

10.2 緊急時対策所 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

構造図 

7.2.3 緊急時対策所換気空調系 

 緊急時対策所空気浄化送風機及び緊急時対策所空

気浄化フィルタユニットは，プルーム通過後の緊急時

対策所内を正圧化できる設計とする。【76条 16】 

緊急時対策所換気空調系は，緊急時対策所の建物の

気密性に対して十分な余裕を考慮した設計とする。 

また，緊急時対策所外の火災により発生する燃焼ガ

ス又はばい煙，有毒ガス及び降下火砕物に対する換気

設備の隔離及びその他の適切に防護するための設備

を設ける設計とする。【76条 13】 

Ⅵ-1-9-4-2 緊急時対策所の居住性に関する説明書 

3. 緊急時対策所の居住性を確保するための防護措

置 

3.1 換気設備等 

3.1.1 緊急時対策所換気空調設備 

4. 緊急時対策所の居住性評価 

4.2 酸素濃度及び二酸化炭素濃度評価 

4.2.2 評価結果 

10. 中央制御室及び緊急時対策所の居住性に関する

設計 

10.2 緊急時対策所 

 緊急時対策所換気空調系は，基準地震動Ｓｓによる

地震力に対し，機能を喪失しないようにするとともに

緊急時対策所の気密性とあいまって緊急時対策所の

居住性に係る判断基準を満足する設計とする。【76 条

18】 

Ⅵ-1-9-4-2 緊急時対策所の居住性に関する説明書 

3. 緊急時対策所の居住性を確保するための防護措

置 

3.1 換気設備等 

10. 中央制御室及び緊急時対策所の居住性に関する

設計 

10.2 緊急時対策所 

2.2.3 原子炉棟空調換気系 

原子炉棟空調換気系は，送風機及び排風機により，

発電所通常運転中，原子炉建物原子炉棟（二次格納施

設）内の換気を行い，各建物内を負圧に保ち，排気空

気は，フィルタを通したのち，排気筒から放出する 

2.2.3 原子炉棟空調換気系 

原子炉棟空調換気系は，送風機及び排風機により，

発電所通常運転中，原子炉建物原子炉棟（二次格納施

設）内の換気を行い，各建物内を負圧に保ち，排気空

気は，フィルタを通したのち，排気筒から放出する。

【43条 7】 

― 
― 

（変更なし） 

また，原子炉棟空調換気系の給気及び排気ダクトに

は，それぞれ 2個の空気作動の隔離弁を設け，原子炉

棟放射能高等の信号により，隔離弁を自動閉鎖すると

ともに原子炉棟空調換気系から非常用ガス処理系に

切り替わることで放射性物質の放散を防ぐ設計とす

る。 

また，原子炉棟空調換気系の給気及び排気ダクトに

は，それぞれ 2個の空気作動の隔離弁を設け，原子炉

棟放射能高等の信号により，隔離弁を自動閉鎖すると

ともに原子炉棟空調換気系から非常用ガス処理系に

切り替わることで放射性物質の放散を防ぐ設計とす

る。【43条 8】 

― 
― 

（変更なし） 

2.2.4 タービン建物空調換気系 

タービン建物空調換気系は，送風機及び排風機によ

り，発電所通常運転中，タービン建物内の換気を行い，

各建物内を負圧に保ち，汚染の可能性のある排気空気

は，フィルタを通したのち，排気筒から放出する。 

2.2.4 タービン建物空調換気系 

タービン建物空調換気系は，送風機及び排風機によ

り，発電所通常運転中，タービン建物内の換気を行い，

各建物内を負圧に保ち，汚染の可能性のある排気空気

は，フィルタを通したのち，排気筒から放出する。【43

条 10】 

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

2.2.5 廃棄物処理建物空調換気系 

廃棄物処理建物空調換気系は，送風機及び排風機に

より，発電所通常運転中，廃棄物処理建物内の換気を

行い，各建物内を負圧に保ち，汚染の可能性のある排

気空気は，フィルタを通したのち，排気筒から放出す

る。 

2.2.5 廃棄物処理建物空調換気系 

廃棄物処理建物空調換気系は，送風機及び排風機に

より，発電所通常運転中，廃棄物処理建物内の換気を

行い，各建物内を負圧に保ち，汚染の可能性のある排

気空気は，フィルタを通したのち，排気筒から放出す

る。【43条 11】 

― 
― 

（変更なし） 

2.3 生体遮蔽装置等 

設計基準対象施設は，通常運転時において発電用原

子炉施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガ

ンマ線による発電所周辺の空間線量率が，放射線業務

従事者等の放射線障害を防止するために必要な生体

遮蔽等を適切に設置すること及び発電用原子炉施設

と周辺監視区域境界までの距離とあいまって，発電所

周辺の空間線量率を合理的に達成できる限り低減し，

周辺監視区域外における線量限度に比べ十分に下回

る，空気カーマで年間 50μGy を超えないような遮蔽

設計とする。 

2.3 生体遮蔽装置等 

設計基準対象施設は，通常運転時において発電用原

子炉施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガ

ンマ線による発電所周辺の空間線量率が，放射線業務

従事者等の放射線障害を防止するために必要な生体

遮蔽等を適切に設置すること及び発電用原子炉施設

と周辺監視区域境界までの距離とあいまって，発電所

周辺の空間線量率を合理的に達成できる限り低減し，

周辺監視区域外における線量限度に比べ十分に下回

る，空気カーマで年間 50μGy を超えないような遮蔽

設計とする。【42条 1】 

― 
― 

（変更なし） 

発電所内における外部放射線による放射線障害を

防止する必要がある場所には，通常運転時の放射線業

務従事者の被ばく線量が適切な作業管理とあいまっ

て，「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関す

る規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」を

満足できる遮蔽設計とする。 

発電所内における外部放射線による放射線障害を

防止する必要がある場所には，通常運転時の放射線業

務従事者の被ばく線量が適切な作業管理とあいまっ

て，「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関す

る規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」を

満足できる遮蔽設計とする。【42条 2】 

― 
― 

（変更なし） 

生体遮蔽は，原子炉遮蔽，原子炉一次遮蔽，原子炉

二次遮蔽，補助遮蔽，中央制御室遮蔽から構成し，想

定する通常運転時，運転時の異常な過渡変化時，設計

基準事故時及び重大事故等時に対し，地震時及び地震

後においても，発電所周辺の空間線量率の低減及び放

射線業務従事者の放射線障害防止のために，遮蔽性を

維持する設計とする。 

 

生体遮蔽に開口部又は配管その他の貫通部がある

ものにあっては，必要に応じて次の放射線漏えい防止

措置を講じた設計とするとともに，自重，付加荷重及

生体遮蔽は，原子炉遮蔽，原子炉一次遮蔽，原子炉

二次遮蔽，補助遮蔽，中央制御室遮蔽，中央制御室待

避室遮蔽，緊急時対策所遮蔽から構成し，想定する通

常運転時，運転時の異常な過渡変化時，設計基準事故

時及び重大事故等時に対し，地震時及び地震後におい

ても，発電所周辺の空間線量率の低減及び放射線業務

従事者の放射線障害防止のために，遮蔽性を維持する

設計とする。【42条 3】 

生体遮蔽に開口部又は配管その他の貫通部がある

ものにあっては，必要に応じて次の放射線漏えい防止

措置を講じた設計とするとともに，自重，付加荷重及

放射線管理施設に係る機器（放射線管理用計測装置を

除く。）の配置を明示した図面 

7.3 生体遮蔽装置 

10. 中央制御室及び緊急時対策所の居住性に関する

設計 

10.1 中央制御室 

10.2 緊急時対策所 

11. 中央制御室待避室に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

び熱応力に耐える設計とする。 び熱応力に耐える設計とする。【42条 4】【42条 8】 

・開口部を設ける場合，人が容易に接近できないよう

な場所（通路の行き止まり部，高所等）への開口部設

置 

・開口部を設ける場合，人が容易に接近できないよう

な場所（通路の行き止まり部，高所等）への開口部設

置【42条 5】 

― 
― 

（変更なし） 

・貫通部に対する遮蔽補強（スリーブと配管との間隙

への遮蔽材の充てん等） 

・貫通部に対する遮蔽補強（スリーブと配管との間隙

への遮蔽材の充てん等）【42条 6】 
― 

― 

（変更なし） 

・線源機器と貫通孔との位置関係により，貫通孔から

線源機器が直視できない措置 

・線源機器と貫通孔との位置関係により，貫通孔から

線源機器が直視できない措置【42条 7】 
― 

― 

（変更なし） 

遮蔽設計は，実効線量が 1.3mSv/3 月間を超えるお

それがある区域を管理区域としたうえで，日本電気協

会「原子力発電所放射線遮へい設計規程」（ＪＥＡＣ

４６１５）の通常運転時の遮蔽設計に基づく設計とす

る。 

遮蔽設計は，実効線量が 1.3mSv/3 月間を超えるお

それがある区域を管理区域としたうえで，日本電気協

会「原子力発電所放射線遮へい設計規程」（ＪＥＡＣ

４６１５）の通常運転時の遮蔽設計に基づく設計とす

る。【42条 9】 

Ⅵ-1-1-2 人が常時勤務し，又は頻繁に出入する原子

力発電所内の場所における線量に関する説明

書 

3. 遮蔽設計上の基準線量当量率 

12. 原子力発電所内の線量当量率に関する設計 

 格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタ

スクラバ容器等は，第１ベントフィルタ格納槽内に設

置し，格納容器フィルタベント系使用後に高線量とな

る第１ベントフィルタスクラバ容器等の周囲には遮

蔽体（第１ベントフィルタ格納槽遮蔽，配管遮蔽）を

設け，格納容器フィルタベント系の使用時に本系統内

に蓄積される放射性物質から放出される放射線から

作業員を防護する設計とする。【65条 25】 

要目表 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

 

放射線管理施設に係る機器（放射線管理用計測装置を

除く。）の配置を明示した図面 

7.3 生体遮蔽装置 

 

構造図 

7.3 生体遮蔽装置 

10. 中央制御室及び緊急時対策所の居住性に関する

設計 

10.1 中央制御室 

11. 中央制御室待避室に関する設計 

中央制御室遮蔽，原子炉二次遮蔽及び補助遮蔽は，

「2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保

するための防護措置」に示す居住性に係る判断基準を

満足する設計とする。 

中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽，緊急時対

策所遮蔽，原子炉二次遮蔽及び補助遮蔽は，「2.1 中

央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するため

の防護措置」に示す居住性に係る判断基準を満足する

設計とする。【38条 22】【76条 33】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（放射線管理施設） 

 

Ⅵ-1-7-3 中央制御室の居住性に関する説明書 

3. 中央制御室の居住性を確保するための防護措置 

3.2 生体遮蔽装置 

 

10. 中央制御室及び緊急時対策所の居住性に関する

設計 

10.1 中央制御室 

10.2 緊急時対策所 

11. 中央制御室待避室に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

Ⅵ-1-9-4-2 緊急時対策所の居住性に関する説明書 

3. 緊急時対策所の居住性を確保するための防護措

置 

3.2 生体遮蔽装置 

 

構造図 

7.3 生体遮蔽装置 

 中央制御室遮蔽は，設計基準事故対処設備であると

ともに，重大事故等時においても使用するため，重大

事故等対処設備としての基本方針に示す設計方針を

適用する。ただし，多様性及び独立性並びに位置的分

散を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はない

ことから，重大事故等対処設備の基本方針のうち多様

性及び独立性並びに位置的分散の設計方針は適用し

ない。【74条 28】 

― 
― 

（記載追加のみ，変更なし） 

3. 設備の共用 

3.1 放射線管理施設 

固定式周辺モニタリング設備，移動式周辺モニタリ

ング設備及び気象観測設備は，１号機，２号機及び３

号機で共用とするが，発電所周辺における放射線量率

等の監視に必要な仕様を満足する設備とすることで，

共用により安全性を損なわない設計とする。【15条 31】 

3. 設備の共用 

変更なし 

― 
― 

（変更なし） 

液体廃棄物処理系排水モニタは，１号機及び２号機

で共用とするが，共用の設備における排水の放射性物

質濃度を測定する設備であり，放射性物質濃度を測定

するために必要な仕様を満足する設備とすることで，

共用により安全性を損なわない設計とする。【15条 26】 

 

― 
― 

（変更なし） 

エリア放射線モニタリング設備のうち，中央制御室

モニタ及び廃棄物処理制御室モニタは，１号機及び２

号機で共用とするが，共用のエリアにおける放射線量

率の測定を行う設備であり，放射線量率を測定するた

めに必要な仕様を満足する設備とすることで，共用に

より安全性を損なわない設計とする。【15条 27】 

 

― 
― 

（変更なし） 

放射能測定設備は，１号機，２号機及び３号機で共  ― ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

用とするが，各号機で採取した管理区域内の水等に含

まれる放射性物質の核種毎の濃度を測定する設備で

あり，採取した試料を測定するために必要な仕様を満

足する設備とすることで，共用により安全性を損なわ

ない設計とする。【15条 28】 

（変更なし） 

サイトバンカ建物排気モニタは，１号機，２号機及

び３号機で共用するが，共用のエリアにおける放射線

量率の測定に必要な仕様を満足する設備とすること

で，共用により安全性を損なわない設計とする。【15

条 29】 

 

― 
― 

（変更なし） 

サイトバンカ建物エリアモニタは，１号機，２号機

及び３号機で共用するが，共用のエリアにおける放射

線量率の測定に必要な仕様を満足する設備とするこ

とで，共用により安全性を損なわない設計とする。【15

条 30】 

 

― 
― 

（変更なし） 

3.2 生体遮蔽装置 

中央制御室遮蔽は，1号機及び 2号機で共用とする

が，運転員を防護するために必要な居住性を有するこ

とで，共用により安全性を損なわない設計とする。 

3.2 生体遮蔽装置 

中央制御室遮蔽は，１号機及び２号機で共用とする

が，運転員を防護するために必要な居住性を有するこ

とで，共用により安全性を損なわない設計とする。【15

条 18】 

― 
― 

（変更なし） 

 中央制御室遮蔽は，重大事故等時において，隣接す

る１号機及び２号機の事故対応を 1つの中央制御室と

して共用することによって，プラント状態に応じた運

転員の融通により安全性が向上することから，１号機

及び２号機で共用する設計とする。【74条 27】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.5 放射線管理施設 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 

4. 主要対象設備 

放射線管理施設の対象となる主要な設備について，

「表 1 放射線管理施設の主要設備リスト」に示す。 

4. 主要対象設備 

放射線管理施設の対象となる主要な設備について，

「表 1 放射線管理施設の主要設備リスト」に示す。 

― 
― 

（設備リストによる） 
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「基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表」【原子炉格納施設】 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

用語の定義は「発電用原子力設備に関する技術基準

を定める省令」，「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

第１章 共通項目 

原子炉格納施設の共通項目である「1. 地盤等，2. 

自然現象，3. 火災，5. 設備に対する要求（5.7 内

燃機関の設計条件を除く。），6. その他」の基本設計

方針については，原子炉冷却系統施設の基本設計方針

「第１章 共通項目」に基づく設計とする。 

第１章 共通項目 

原子炉格納施設の共通項目である「1. 地盤等，2. 

自然現象，3. 火災，4. 溢水等，5. 設備に対する

要求（5.7 内燃機関及びガスタービンの設計条件を

除く。），6. その他」の基本設計方針については，原

子炉冷却系統施設の基本設計方針「第１章 共通項

目」に基づく設計とする。 

― 

1. 共通的に適用される設計 

第２章 個別項目 

1. 原子炉格納容器 

1.1 原子炉格納容器本体等 

原子炉格納施設は，設計基準対象施設として，原子

炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障

の際に漏えいする放射性物質が公衆に放射線障害を

及ぼすおそれがない設計とする。 

第２章 個別項目 

1. 原子炉格納容器 

1.1 原子炉格納容器本体等 

原子炉格納施設は，設計基準対象施設として，原子

炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障

の際に漏えいする放射性物質が公衆に放射線障害を

及ぼすおそれがない設計とする。【44条 1】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

2. 基本方針 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.1 原子炉格納容器 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.5 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部

の設計 

原子炉格納容器は，上下部半球胴部円筒形のドライ

ウェル，円環形のサプレッションチェンバ等からなる

圧力抑制形であり，残留熱除去系（格納容器冷却モー

ド）とあいまって原子炉冷却材圧力バウンダリ配管の

最も過酷な破断を想定し，これにより放出される原子

炉冷却材のエネルギによる原子炉冷却材喪失時の圧

力，温度及び設計上想定された地震荷重に耐える設計

とする。 

原子炉格納容器は，上下部半球胴部円筒形のドライ

ウェル，円環形のサプレッションチェンバ等からなる

圧力抑制形であり，原子炉冷却材圧力バウンダリ配管

の最も過酷な破断を想定した場合であっても，残留熱

除去系（格納容器冷却モード）とあいまって，配管破

断により放出される原子炉冷却材のエネルギによる

原子炉冷却材喪失時の圧力，温度及び設計上想定され

た地震荷重に耐える設計とする。【44条 2】 

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

また，原子炉冷却材喪失時及び逃がし安全弁作動時

において，原子炉格納容器に生じる動荷重に耐える設

計とする。 

また，原子炉冷却材喪失時及び逃がし安全弁作動時

において，原子炉格納容器に生じる動荷重に耐える設

計とする。【44条 3】 

― 
― 

（変更なし） 

原子炉格納容器の開口部である出入口及び貫通部

を含めて原子炉格納容器全体の漏えい率を許容値以

下に保ち，原子炉冷却材喪失時及び逃がし安全弁作動

時において想定される原子炉格納容器内の圧力，温

度，放射線等の環境条件の下でも原子炉格納容器バウ

ンダリの健全性を保つ設計とする。 

原子炉格納容器の開口部である出入口及び貫通部

を含めて原子炉格納容器全体の漏えい率を許容値以

下に保ち，原子炉冷却材喪失時及び逃がし安全弁作動

時において想定される原子炉格納容器内の圧力，温

度，放射線等の環境条件の下でも原子炉格納容器バウ

ンダリの健全性を保つ設計とする。【44条 4】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.2 設計基準事故時における設計条件 

4.2.7 配管貫通部 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.1 原子炉格納容器 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.5 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部

の設計 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基

準事故時において，原子炉格納容器バウンダリを構成

する機器は非延性破壊（脆性破壊）及び破断が生じな

い設計とする。 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基

準事故時において，原子炉格納容器バウンダリを構成

する機器は非延性破壊（脆性破壊）及び破断が生じな

い設計とする。【44条 6】 

― 
― 

（変更なし） 

非延性破壊（脆性破壊）に対しては，最低使用温度

を考慮した破壊じん性試験を行い，規定値を満足した

材料を使用する設計とする。 

非延性破壊（脆性破壊）に対しては，最低使用温度

を考慮した破壊じん性試験を行い，規定値を満足した

材料を使用する設計とする。【44条 7】 

― 
― 

（変更なし） 

原子炉格納容器を貫通する箇所及び出入口は，想定

される漏えい量その他の漏えい試験に影響を与える

環境条件として，判定基準に適切な余裕係数を見込

み，日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい率試験規

程」（ＪＥＡＣ４２０３）に定める漏えい試験のうち B

種試験ができる設計とする。 

原子炉格納容器を貫通する箇所及び出入口は，想定

される漏えい量その他の漏えい試験に影響を与える

環境条件として，判定基準に適切な余裕係数を見込

み，日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい率試験規

程」（ＪＥＡＣ４２０３）に定める漏えい試験のうち B

種試験ができる設計とする。【44条 5】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.2 設計基準事故時における設計条件 

4.2.6 開口部 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.1 原子炉格納容器 

 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.5 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部

の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）は，設

計基準対象施設として容量約 4700m3，個数 1個を設置

する。 

原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）は，設

計基準対象施設として容量約 4700m3，個数 1個を設置

する。【44条 32】 

― 
― 

（変更なし） 

 原子炉格納容器は，想定される重大事故等時におい

て，設計基準対象施設としての最高使用圧力及び最高

使用温度を超える可能性があるが，設計基準対象施設

としての最高使用圧力の 2 倍の圧力及び 200℃の温度

で閉じ込め機能を損なわない設計とする。【63 条 15】

【63条 42】【63条 50】【64条 4】【64条 9】【64条 16】

【64 条 23】【64 条 37】【64 条 42】【65 条 11】【65 条

26】【66条 7】【66条 14】【67条 10】【67条 25】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.1 原子炉格納容器の評価温度，評価圧力 

4.3.9 重大事故等時に加わる動荷重 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 1 重大事故等時における原子炉格納

容器の放射性物質閉じ込め機能健全性に

ついて 

3. ドライウェル主フランジ 

3.3 評価結果まとめ 

8. 配管貫通部 

8.7 評価結果のまとめ 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.1 原子炉格納容器 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.1 原子炉格納容器に係る設計 

3.3 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性

物質の閉じ込め機能評価 

1.2 原子炉格納容器隔離弁 

原子炉格納容器を貫通する各施設の配管系に設け

る隔離弁は，安全保護装置からの信号により，自動的

に閉鎖する動力駆動弁，チェーンロックが可能な手動

弁，キーロックが可能な遠隔操作弁又は隔離機能を有

1.2 原子炉格納容器隔離弁 

原子炉格納容器を貫通する各施設の配管系に設け

る隔離弁は，安全保護装置からの信号により，自動的

に閉鎖する動力駆動弁，チェーンロックが可能な手動

弁，キーロックが可能な遠隔操作弁又は隔離機能を有

― 
― 

（変更なし） 



 

4              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

する逆止弁とし，原子炉格納容器の隔離機能の確保が

可能な設計とする。 

する逆止弁とし，原子炉格納容器の隔離機能の確保が

可能な設計とする。【44条 8】 

原子炉冷却材圧力バウンダリに接続するか，又は原

子炉格納容器内に開口し，原子炉格納容器を貫通して

いる各配管は，原子炉冷却材喪失事故時に必要とする

配管及び計測制御系統施設に関連する小口径配管を

除いて，原則として原子炉格納容器の内側に 1個，外

側に 1個の自動隔離弁を原子炉格納容器に近接した箇

所に設ける設計とする。 

原子炉冷却材圧力バウンダリに接続するか，又は原

子炉格納容器内に開口し，原子炉格納容器を貫通して

いる各配管は，原子炉冷却材喪失事故時に必要とする

配管及び計測制御系統施設に関連する小口径配管を

除いて，原則として原子炉格納容器の内側に 1個，外

側に 1個の自動隔離弁を原子炉格納容器に近接した箇

所に設ける設計とする。【44条 9】 

― 
― 

（変更なし） 

ただし，原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設内

及び原子炉格納容器内に開口部がなく，かつ，原子炉

冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊の際に損壊

するおそれがない管，又は原子炉格納容器外側で閉じ

た系を構成した管で，原子炉冷却系統に係る発電用原

子炉施設の損壊その他の異常の際に，原子炉格納容器

内で水封が維持され，かつ，原子炉格納容器外へ導か

れた漏えい水による放射性物質の放出量が，原子炉冷

却材喪失事故の原子炉格納容器内気相部からの漏え

いによる放出量に比べ十分小さい配管については，原

子炉格納容器の内側又は外側に少なくとも 1個の隔離

弁を原子炉格納容器に近接した箇所に設ける設計と

する。 

ただし，原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設内

及び原子炉格納容器内に開口部がなく，かつ，原子炉

冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊の際に損壊

するおそれがない管，又は原子炉格納容器外側で閉じ

た系を構成した管で，原子炉冷却系統に係る発電用原

子炉施設の損壊その他の異常の際に，原子炉格納容器

内で水封が維持され，かつ，原子炉格納容器外へ導か

れた漏えい水による放射性物質の放出量が，原子炉冷

却材喪失事故の原子炉格納容器内気相部からの漏え

いによる放出量に比べ十分小さい配管については，原

子炉格納容器の内側又は外側に少なくとも 1個の隔離

弁を原子炉格納容器に近接した箇所に設ける設計と

する。【44条 10】 

― 
― 

（変更なし） 

原子炉格納容器の内側で閉じた系を構成する管に

設置する隔離弁は，遠隔操作にて閉止可能な弁を設置

することも可能とする。 

原子炉格納容器の内側で閉じた系を構成する管に

設置する隔離弁は，遠隔操作にて閉止可能な弁を設置

することも可能とする。【44条 11】 

― 
― 

（変更なし） 

貫通箇所の内側又は外側に設置する隔離弁は，一方

の側の設置箇所における管であって，湿気や水滴等に

より駆動機構等の機能が著しく低下するおそれがあ

る箇所，配管が狭隘部を貫通する場合であって貫通部

に近接した箇所に設置できないことによりその機能

が著しく低下するような箇所には，貫通箇所の外側で

あって近接した箇所に 2個の隔離弁を設ける設計とす

る。 

貫通箇所の内側又は外側に設置する隔離弁は，一方

の側の設置箇所における管であって，湿気や水滴等に

より駆動機構等の機能が著しく低下するおそれがあ

る箇所，配管が狭隘部を貫通する場合であって貫通部

に近接した箇所に設置できないことによりその機能

が著しく低下するような箇所には，貫通箇所の外側で

あって近接した箇所に 2個の隔離弁を設ける設計とす

る。【44条 12】 

― 
― 

（変更なし） 

 原子炉格納容器を貫通する配管には，圧力開放板を Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明 3. 原子炉格納施設の設計 



 

5              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

設けない設計とする。【44条 13】 書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.2 設計基準事故時における設計条件 

4.2.9 原子炉格納容器隔離弁 

3.2 原子炉格納容器隔離弁に係る設計 

設計基準事故の収束に必要な非常用炉心冷却設備

及び残留熱除去系（格納容器冷却モード）で原子炉格

納容器を貫通する配管，その他隔離弁を設けることに

より安全性を損なうおそれがあり，かつ，当該系統の

配管により原子炉格納容器の隔離機能が失われない

場合は，自動隔離弁を設けない設計とする。 

ただし，原則遠隔操作が可能であり，設計基準事故

時に容易に閉鎖可能な隔離機能を有する弁を設置す

る設計とする。 

設計基準事故及び重大事故等の収束に必要な非常

用炉心冷却設備及び残留熱除去系（格納容器冷却モー

ド）で原子炉格納容器を貫通する配管，その他隔離弁

を設けることにより安全性を損なうおそれがあり，か

つ，当該系統の配管により原子炉格納容器の隔離機能

が失われない場合は，自動隔離弁を設けない設計とす

る。 

ただし，原則遠隔操作が可能であり，設計基準事故

時及び重大事故等時に容易に閉鎖可能な隔離機能を

有する弁を設置する設計とする。【44条 14】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.2 設計基準事故時における設計条件 

4.2.9 原子炉格納容器隔離弁 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.2 原子炉格納容器隔離弁に係る設計 

 また，重大事故等時に使用する窒素ガス制御系の隔

離弁については，設計基準事故時の隔離機能の確保を

考慮し自動隔離弁とし，重大事故等時に容易に開可能

な設計とする。【44条 15】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.2 設計基準事故時における設計条件 

4.2.9 原子炉格納容器隔離弁 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.2 原子炉格納容器隔離弁に係る設計 

原子炉格納容器を貫通する計測制御系統施設又は

制御棒駆動装置に関連する小口径配管であって特に

隔離弁を設けない場合には，隔離弁を設置したものと

同等の隔離機能を有する設計とする。 

原子炉格納容器を貫通する計測制御系統施設又は

制御棒駆動装置に関連する小口径配管であって特に

隔離弁を設けない場合には，隔離弁を設置したものと

同等の隔離機能を有する設計とする。【44条 16】 

― 
― 

（変更なし） 

原子炉冷却材圧力バウンダリに接続される原子炉

格納容器を貫通する計測系配管に隔離弁を設けない

場合は，オリフィス又は過流量防止逆止弁を設置し，

流出量抑制対策を講じる設計とする。 

原子炉冷却材圧力バウンダリに接続される原子炉

格納容器を貫通する計測系配管に隔離弁を設けない

場合は，オリフィス又は過流量防止逆止弁を設置し，

流出量抑制対策を講じる設計とする。【44条 17】 

― 
― 

（変更なし） 

隔離弁は，閉止後に駆動動力源が喪失した場合にお

いても閉止状態が維持され隔離機能が喪失しない設

計とする。また，隔離弁のうち，隔離信号で自動閉止

するものは，隔離信号が除去されても自動開とはなら

ない設計とする。 

隔離弁は，閉止後に駆動動力源が喪失した場合にお

いても閉止状態が維持され隔離機能が喪失しない設

計とする。また，隔離弁のうち，隔離信号で自動閉止

するものは，隔離信号が除去されても自動開とはなら

ない設計とする。【44条 18】 

― 
― 

（変更なし） 

隔離弁は，想定される漏えい量その他の漏えい試験

に影響を与える環境条件として，判定基準に適切な余

隔離弁は，想定される漏えい量その他の漏えい試験

に影響を与える環境条件として，判定基準に適切な余
― 

― 

（変更なし） 



 

6              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

裕係数を見込み，日本電気協会「原子炉格納容器の漏

えい率試験規程」（ＪＥＡＣ４２０３）に定める漏え

い試験のうち C種試験ができる設計とする。また，隔

離弁は動作試験ができる設計とする。 

裕係数を見込み，日本電気協会「原子炉格納容器の漏

えい率試験規程」（ＪＥＡＣ４２０３）に定める漏え

い試験のうち C種試験ができる設計とする。また，隔

離弁は動作試験ができる設計とする。【44条 19】 

2. 原子炉建物 

2.1 原子炉建物原子炉棟等 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又

は故障の際に原子炉格納容器から気体状の放射性物

質が漏えいすることによる敷地境界外の実効線量が

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査

指針（平成 2年 8月 30日原子力安全委員会）」に規定

する線量を超えないよう，当該放射性物質の濃度を低

減する設備として原子炉建物原子炉棟（二次格納施

設）を設置する。 

 

2. 原子炉建物 

2.1 原子炉建物原子炉棟等 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又

は故障の際に原子炉格納容器から気体状の放射性物

質が漏えいすることによる敷地境界外の実効線量が

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査

指針（平成 2年 8月 30日原子力安全委員会）」に規定

する線量を超えないよう，当該放射性物質の濃度を低

減する設備として原子炉建物原子炉棟（二次格納施

設）を設置する。【44条 22】 

― 
― 

（変更なし） 

原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）は，原子炉格

納容器を完全に取り囲む構造となっており，非常用ガ

ス処理系により，内部の負圧を確保し，原子炉格納容

器から放射性物質の漏えいがあっても発電所周辺に

直接放出されることを防止する設計とする。 

原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）は，原子炉格

納容器を完全に取り囲む構造となっており，非常用ガ

ス処理系により，内部の負圧を確保し，原子炉格納容

器から放射性物質の漏えいがあっても発電所周辺に

直接放出されることを防止する設計とする。【44条 23】 

― 
― 

（変更なし） 

原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）に開口部を設

ける場合には，気密性を確保する設計とする。 

原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）に開口部を設

ける場合には，気密性を確保する設計とする。【44 条

26】 

― 
― 

（変更なし） 

新燃料貯蔵庫及び燃料プールは，燃料体等の落下に

より燃料体等が破損して放射性物質の放出により公

衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合において，

放射性物質による敷地外への影響を低減するため，原

子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内に設置する。 

新燃料貯蔵庫及び燃料プールは，燃料体等の落下に

より燃料体等が破損して放射性物質の放出により公

衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合において，

放射性物質による敷地外への影響を低減するため，原

子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内に設置する。【26

条 50】 

― 
― 

（変更なし） 

 原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）は，重大事故

等時においても，非常用ガス処理系により，内部の負

圧を確保することができる設計とする。原子炉建物原

子炉棟（二次格納施設）の気密バウンダリの一部とし

て原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）に設置する主

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

Ⅵ-1-1-7-別添 4 ブローアウトパネル関連設備の設

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

蒸気管トンネル室ブローアウトパネル（浸水防護施設

の設備で兼用）は，閉状態の維持が可能な設計とする。

【74条 26】 

計方針 

6. 機能設計 

7. 構造強度設計 

7.3 機能維持の方針 

7.3.2 MS トンネル室 BOP 

 

構造図 

8.2 原子炉建物 

関する設計 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.3 ブローアウトパネル関連設備の設計 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.1 真空破壊装置 

原子炉冷却材喪失事故後，ドライウェル圧力がサプ

レッションチェンバ圧力より低下した場合にドライ

ウェルとサプレッションチェンバ間に設置された8個

の真空破壊装置が，圧力差により自動的に働き，サプ

レッションチェンバのプール水の逆流及びドライウ

ェルの外圧による破損を防止できる設計とする。 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.1 真空破壊装置 

原子炉冷却材喪失事故後，ドライウェル圧力がサプ

レッションチェンバ圧力より低下した場合にドライ

ウェルとサプレッションチェンバ間に設置された8個

の真空破壊装置が，圧力差により自動的に働き，サプ

レッションチェンバのプール水の逆流及びドライウ

ェルの外圧による破損を防止できる設計とする。【20

条25】 

― 
― 

（変更なし） 

なお，発電用原子炉の運転時に原子炉格納容器に窒

素を充てんしていることなどから，原子炉格納容器外

面に受ける圧力が設計を超えることはない。 

なお，発電用原子炉の運転時に原子炉格納容器に窒

素を充てんしていることなどから，原子炉格納容器外

面に受ける圧力が設計を超えることはない。【20条26】 

― 
― 

（変更なし） 

 想定される重大事故等時において，ドライウェル圧

力がサプレッションチェンバ圧力より低下した場合

に，ドライウェルとサプレッションチェンバ間に設置

された8個の真空破壊装置が，圧力差により自動的に

働き，サプレッションチェンバのプール水の逆流及び

ドライウェルの外圧による破損を防止できる設計と

する。【57条24】【63条16】【63条43】【63条51】【64条5】

【64条10】【64条17】【64条24】【64条38】【64条43】【65

条12】【65条27】【66条8】【66条15】【67条11】【67条26】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.1 真空破壊装置及びベントヘッダ並びにダウン

カマ 

 

構造図 

8.3.1 真空破壊装置及びベントヘッダ並びにダウン

カマ 

1. 共通的に適用される設計 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.6 真空破壊装置の設計 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.1 原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去系

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.1 原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去系
― 

― 

（冒頭宣言） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

（格納容器冷却モード）） 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又

は故障の際に生ずる原子炉格納容器内の圧力及び温

度の上昇により原子炉格納容器の安全性を損なうこ

とを防止するため，原子炉格納容器内において発生し

た熱を除去する設備として，残留熱除去系（格納容器

冷却モード）を設ける設計とする。 

（格納容器冷却モード）） 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又

は故障の際に生ずる原子炉格納容器内の圧力及び温

度の上昇により原子炉格納容器の安全性を損なうこ

とを防止するため，原子炉格納容器内において発生し

た熱を除去する設備として，残留熱除去系（格納容器

冷却モード）を設ける設計とする。【44条 28】 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，原子炉冷

却材圧力バウンダリ配管の最も過酷な破断を想定し

た場合でも，放出されるエネルギによる設計基準事故

時の原子炉格納容器内圧力，温度が最高使用圧力，最

高使用温度を超えないようにし，かつ，原子炉格納容

器の内圧を速やかに下げて低く維持することにより，

放射性物質の外部への漏えいを少なくする設計とす

る。 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，原子炉冷

却材圧力バウンダリ配管の最も過酷な破断を想定し

た場合でも，放出されるエネルギによる設計基準事故

時の原子炉格納容器内圧力，温度が最高使用圧力，最

高使用温度を超えないようにし，かつ，原子炉格納容

器の内圧を速やかに下げて低く維持することにより，

放射性物質の外部への漏えいを少なくする設計とす

る。【44条 29】 

― 
― 

（変更なし） 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又

は故障の際に原子炉格納容器から気体状の放射性物

質が漏えいすることによる敷地境界外の実効線量が

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査

指針（平成 2年 8月 30日原子力安全委員会）」に規定

する線量を超えないよう，当該放射性物質の濃度を低

減する設備として残留熱除去系（格納容器冷却モー

ド）を設置する。 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又

は故障の際に原子炉格納容器から気体状の放射性物

質が漏えいすることによる敷地境界外の実効線量が

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査

指針（平成 2年 8月 30日原子力安全委員会）」に規定

する線量を超えないよう，当該放射性物質の濃度を低

減する設備として残留熱除去系（格納容器冷却モー

ド）を設置する。【44条 22】 

― 
― 

（変更なし） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，原子炉冷

却材喪失事故時に，サプレッションチェンバのプール

水をドライウェル内及びサプレッションチェンバ内

にスプレイすることにより，環境に放出される放射性

物質の濃度を減少させる設計とする。 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，原子炉冷

却材喪失事故時に，サプレッションチェンバのプール

水をドライウェル内及びサプレッションチェンバ内

にスプレイすることにより，環境に放出される放射性

物質の濃度を減少させる設計とする。【44条 27】 

― 
― 

（変更なし） 

原子炉格納容器安全設備のうち，サプレッションチ

ェンバのプール水を水源として原子炉格納容器除熱

のために運転するポンプは，原子炉格納容器内の圧力

及び温度並びに冷却材中の異物の影響について「非常

用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ過

装置の性能評価等について（内規）」（平成 20・02・12

原子炉格納容器安全設備のうち，サプレッションチ

ェンバのプール水を水源として原子炉格納容器除熱

のために運転するポンプは，原子炉格納容器内の圧力

及び温度並びに冷却材中の異物の影響について「非常

用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ過

装置の性能評価等について（内規）」（平成 20・02・12

Ⅵ-1-4-3 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設

備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書 

3. 評価 

3.4 評価方法 

3.4.1 サプレッションプールを水源とするポンプの

有効 NPSH 評価方法 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.2 各機器固有の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

原院第 5号（平成 20年 2月 27日原子力安全・保安院

制定））によるろ過装置の性能評価により，設計基準

事故時に想定される最も小さい有効吸込水頭におい

ても，正常に機能する能力を有する設計とする。 

原院第 5号（平成 20年 2月 27日原子力安全・保安院

制定））によるろ過装置の性能評価により，設計基準

事故時及び重大事故等時に想定される最も小さい有

効吸込水頭においても，正常に機能する能力を有する

設計とする。【44条 30】【54条 31】 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）の仕様は，設

置（変更）許可を受けた設計基準事故の評価の条件を

満足する設計とする。 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）の仕様は，設

置（変更）許可を受けた設計基準事故の評価の条件を

満足する設計とする。【44条 31】 

― 
― 

（変更なし） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，テストラ

インを構成することにより，発電用原子炉の運転中に

試験ができる設計とする。また，設計基準事故時に動

作する弁については，残留熱除去ポンプが停止中に開

閉試験ができる設計とする。 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，テストラ

インを構成することにより，発電用原子炉の運転中に

試験ができる設計とする。また，設計基準事故時に動

作する弁については，残留熱除去ポンプが停止中に開

閉試験ができる設計とする。【44条 33】 

― 
― 

（変更なし） 

 
原子炉格納容器内の冷却等のための設備として，想

定される重大事故等時において，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（格納容器冷却モード）が使用

できる場合は重大事故等対処設備（設計基準拡張）と

して使用できる設計とする。【64条 18】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.3 重大事故等時における原子炉格納容器冷却機

能 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図 

面 

4.3.1 残留熱除去系 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.1 原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

系（格納容器冷却モード）） 

 

原子炉格納施設系統図 

8.3.2.1 原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去

系（格納容器冷却モード）） 

 炉心の著しい損傷防止のための原子炉格納容器内

冷却に用いる設備のうち，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）が，全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷

却系機能喪失によるサポート系の故障により起動で

きない場合の重大事故等対処設備として使用する残

留熱除去系（格納容器冷却モード）は，常設代替交流

電源設備からの給電により復旧できる設計とする。

【64条 13】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.3 重大事故等時における原子炉格納容器冷却機

能 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.2 各機器固有の設計 

 炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流

動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失による

サポート系の故障により，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備

として使用する残留熱除去系（格納容器冷却モード）

は，常設代替交流電源設備からの給電により復旧でき

る設計とする。【64条 34】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.3 重大事故等時における原子炉格納容器冷却機

能 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.2 各機器固有の設計 

 残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，常設代替

交流電源設備からの給電により機能を復旧し，残留熱

除去ポンプによりサプレッションチェンバのプール

水をドライウェル内及びサプレッションチェンバ内

にスプレイすることで原子炉格納容器を冷却できる

設計とする。本系統に使用する冷却水は原子炉補機冷

却系（原子炉補機海水系を含む。）又は原子炉補機代

替冷却系から供給できる設計とする。【64 条 14】【64

条 35】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.3 重大事故等時における原子炉格納容器冷却機

能 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

構造図 

4.3.1 残留熱除去系 

8.1 原子炉格納容器 

20.2.2 各機器固有の設計 

 残留熱除去系（格納容器冷却モード）の流路として，

設計基準対象施設である原子炉格納容器，原子炉格納

容器（サプレッションチェンバ）及び配管貫通部を重

大事故等対処設備として使用することから，流路に係

る機能について重大事故等対処設備としての設計を

行う。【64条 57】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.1 原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去

系（格納容器冷却モード）） 

 

原子炉格納施設系統図 

8.3.2.1 原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去

系（格納容器冷却モード）） 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，設計基準

事故対処設備であるとともに重大事故等時において

も使用するため，重大事故等対処設備としての基本方

針に示す設計方針を適用する。ただし，多様性及び独

立性並びに位置的分散を考慮すべき対象の設計基準

事故対処設備はないことから，重大事故等対処設備の

基本方針のうち「5.1.2 多様性，位置的分散等」に

示す設計方針は適用しない。【64条 19】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 (1) 単一故障に係る設計 

重要度が特に高い安全機能を有する系統において，

設計基準事故が発生した場合に長期間にわたって機

能が要求される静的機器のうち，単一設計とする残留

熱除去系（格納容器冷却モード）の原子炉格納容器ス

プレイ管（サプレッションチェンバスプレイ管）につ

いては，想定される最も過酷な単一故障の条件とし

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.6 原子炉格納施設 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.1 放射性物質濃度低減設備の単一故障に係る設備 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

て，配管 1箇所の全周破断を想定した場合においても，

原子炉格納容器の冷却機能を達成できる設計とする。

【14条 9】 

 また，このような場合においても，残留熱除去系の

1 系統をドライウェルスプレイ，もう 1 系統をサプレ

ッションプール水冷却モードで運転することで原子

炉格納容器の冷却機能を代替できる設計とする。【14

条 9】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.6 原子炉格納施設 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.1 放射性物質濃度低減設備の単一故障に係る設備 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 

 3.2.2 原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去系

（サプレッションプール水冷却モード）） 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備として，想

定される重大事故等時において，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（サプレッションプール水冷却

モード）が使用できる場合は重大事故等対処設備（設

計基準拡張）として使用できる設計とする。【64条 25】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.3 重大事故等時における原子炉格納容器冷却機

能 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図

面 

4.3.1 残留熱除去系 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.2 原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去

系（サプレッションプール水冷却モード）） 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.2 原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去

系（サプレッションプール水冷却モード）） 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 炉心の著しい損傷防止のための原子炉格納容器内

冷却に用いる設備のうち，残留熱除去系（サプレッシ

ョンプール水冷却モード）が，全交流動力電源喪失又

は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート系の故

障により起動できない場合の重大事故等対処設備と

して使用する残留熱除去系（サプレッションプール水

冷却モード）は，常設代替交流電源設備からの給電に

より復旧できる設計とする。【64条 20】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.3 重大事故等時における原子炉格納容器冷却機

能 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.2 各機器固有の設計 

 炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流

動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失による

サポート系の故障により，残留熱除去系（サプレッシ

ョンプール水冷却モード）が起動できない場合の重大

事故等対処設備として使用する残留熱除去系（サプレ

ッションプール水冷却モード）は，常設代替交流電源

設備からの給電により復旧できる設計とする。【64条

39】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.3 重大事故等時における原子炉格納容器冷却機

能 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.2 各機器固有の設計 

 残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モー

ド）は，常設代替交流電源設備からの給電により機能

を復旧し，残留熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換

器により，サプレッションチェンバのプール水を冷却

することで原子炉格納容器を冷却できる設計とする。

本系統に使用する冷却水は原子炉補機冷却系（原子炉

補機海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系から

供給できる設計とする。【64条 21】【64条 40】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.3 重大事故等時における原子炉格納容器冷却機

能 

 

構造図 

4.3.1 残留熱除去系 

8.1 原子炉格納容器 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用 

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に 

関する設計 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼 

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕 

様等に関する設計 

20.2.2 各機器固有の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モー

ド）の流路として，設計基準対象施設である原子炉格

納容器，原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）

及び配管貫通部を重大事故等対処設備として使用す

ることから，流路に係る機能について重大事故等対処

設備としての設計を行う。【64条 58】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.2 原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去

系（サプレッションプール水冷却モード）） 

 

原子炉格納施設系統図 

8.3.2.2 原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去

系（サプレッションプール水冷却モード）） 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モー

ド）は，設計基準事故対処設備であるとともに重大事

故等時においても使用するため，重大事故等対処設備

としての基本方針に示す設計方針を適用する。ただ

し，多様性及び独立性並びに位置的分散を考慮すべき

対象の設計基準事故対処設備はないことから，重大事

故等対処設備の基本方針のうち「5.1.2 多様性，位

置的分散等」に示す設計方針は適用しない。【64条 26】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 原子炉格納容器安全設備のうち，サプレッションチ

ェンバのプール水を水源として原子炉格納容器除熱

のために運転するポンプは，原子炉格納容器内の圧力

及び温度並びに，冷却材中の異物の影響について「非

常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ

過装置の性能評価等について（内規）」（平成 20・02・

12原院第 5号（平成 20年 2月 27日原子力安全・保安

院制定））によるろ過装置の性能評価により，重大事

故等時に想定される最も小さい有効吸込水頭におい

ても，正常に機能する能力を有する設計とする。【54

条 31】 

Ⅵ-1-4-3 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設

備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書 

3. 評価 

3.4 評価方法 

3.4.1 サプレッションプールを水源とするポンプの

有効 NPSH 評価方法 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.2 各機器固有の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 3.2.3 格納容器代替スプレイ系による原子炉格納容

器の冷却 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備のうち，設

計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷

却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を

防止するために原子炉格納容器内の圧力及び温度を

低下させるため，また，炉心の著しい損傷が発生した

場合において原子炉格納容器の破損を防止するため

に原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物

質の濃度を低下させるための重大事故等対処設備と

して，格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器

代替スプレイ系（可搬型）を設ける設計とする。【64

条1】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.3 重大事故等時における原子炉格納容器冷却機

能 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.3 格納容器代替スプレイ系 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－1 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 (1) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉

格納容器の冷却 

炉心の著しい損傷防止のための原子炉格納容器内

冷却に用いる設備のうち，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）が機能喪失した場合及び全交流動力電源喪

失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート系

の故障により残留熱除去系（格納容器冷却モード）が

起動できない場合の重大事故等対処設備として使用

する格納容器代替スプレイ系（常設）は，低圧原子炉

代替注水ポンプにより，低圧原子炉代替注水槽の水を

残留熱除去系等を経由して原子炉格納容器スプレイ

管からドライウェル内にスプレイすることで，原子炉

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

格納容器内の圧力及び温度を低下させることができ

る設計とする。【64条2】【64条11】 

4.3.3 重大事故等時における原子炉格納容器冷却機

能 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.3 格納容器代替スプレイ系 

 

構造図 

4.3.1 残留熱除去系 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

8.1 原子炉格納容器 

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱

除去系（格納容器冷却モード）が機能喪失した場合及

び全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪

失によるサポート系の故障により残留熱除去系（格納

容器冷却モード）が起動できない場合の重大事故等対

処設備として使用する格納容器代替スプレイ系（常

設）は，低圧原子炉代替注水ポンプにより，低圧原子

炉代替注水槽の水を残留熱除去系等を経由して原子

炉格納容器スプレイ管からドライウェル内にスプレ

イすることで，原子炉格納容器内の圧力及び温度並び

に放射性物質の濃度を低下させることができる設計

とする。【64条27】【64条32】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.3 重大事故等時における原子炉格納容器冷却機

能 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.3 格納容器代替スプレイ系 

 

構造図 

4.3.1 残留熱除去系 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

8.1 原子炉格納容器 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 格納容器代替スプレイ系（常設）は，代替所内電気

設備を経由した常設代替交流電源設備からの給電が

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

可能な設計とする。また，系統構成に使用する電動弁

は，非常用ディーゼル発電設備に加えて，代替所内電

気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。

【64条3】【64条28】 

4.原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.3 重大事故等時における原子炉格納容器冷却機

能 

 

単線結線図 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.2 各機器固有の設計 

 

Ⅵ-1-10-9 「非常用電源設備」の様式－1 

2.1 非常用発電装置 

 格納容器代替スプレイ系（常設）の流路として，設

計基準対象施設である原子炉格納容器及び配管貫通

部を重大事故等対処設備として使用することから，流

路に係る機能について重大事故等対処設備としての

設計を行う。【64条55】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.3 格納容器代替スプレイ系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.3 格納容器代替スプレイ系 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 格納容器代替スプレイ系（常設）は，炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設

備として兼用する設計とする。【64条44】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4.原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.3 重大事故等時における原子炉格納容器冷却機

能 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 原子炉格納容器安全設備のうち，低圧原子炉代替注 Ⅵ-1-4-3 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設 Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

水槽を水源として原子炉格納容器冷却のために運転

するポンプは，低圧原子炉代替注水槽の圧力及び温度

により，想定される最も小さい有効吸込水頭において

も，正常に機能する能力を有する設計とする。【54条

34】 

備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書 

3. 評価 

3.5 評価結果 

3.5.1 サプレッションプールを除くタンク等を水源

とするポンプの有効 NPSH 評価結果 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.2 各機器固有の設計 

 a. 多様性，位置的分散及び独立性 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，残留熱除去系

（格納容器冷却モード）と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，低圧原子炉代替注水ポンプを代

替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備か

らの給電により駆動できることで，非常用所内電気設

備を経由した非常用ディーゼル発電設備からの給電

により駆動する残留熱除去ポンプを用いた残留熱除

去系（格納容器冷却モード）に対して多様性を有する

設計とする。【64条45】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.6 原子炉格納施設 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 

 格納容器代替スプレイ系（常設）の電動弁は，ハン

ドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用デ

ィーゼル発電設備からの給電による遠隔操作に対し

て多様性を有する設計とする。また，格納容器代替ス

プレイ系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経

由して給電する系統において，独立した電路で系統構

成することにより，非常用所内電気設備を経由して給

電する系統に対して独立性を有する設計とする。【64

条46】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.6 原子炉格納施設 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 

 また，格納容器代替スプレイ系（常設）は，低圧原

子炉代替注水槽を水源とすることで，サプレッション

チェンバを水源とする残留熱除去系（格納容器冷却モ

ード）に対して異なる水源を有する設計とする。低圧

原子炉代替注水ポンプ及び低圧原子炉代替注水槽は，

原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内

に設置することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ

及びサプレッションチェンバと共通要因によって同

時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計と

する。【64条47】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.6 原子炉格納施設 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.3 格納容器代替スプレイ系 

 格納容器代替スプレイ系（常設）は，残留熱除去系

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，水

源から残留熱除去系配管との合流点までの系統につ

いて，残留熱除去系に対して独立性を有する設計とす

る。【64条53】 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.3 格納容器代替スプレイ系 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分

散によって，格納容器代替スプレイ系（常設）は，設

計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器冷

却モード）に対して重大事故等対処設備としての独立

性を有する設計とする。【64条54】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 (2) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器の冷却 

炉心の著しい損傷防止のための原子炉格納容器内

冷却に用いる設備のうち，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）の機能が喪失した場合及び全交流動力電源

喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート

系の故障により残留熱除去系（格納容器冷却モード）

が起動できない場合の重大事故等対処設備として使

用する格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，大量送

水車により，代替淡水源の水を残留熱除去系を経由し

て原子炉格納容器スプレイ管からドライウェル内に

スプレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させることができる設計とする。【64条 6】【64

条 12】 

要目表 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.3 重大事故等時における原子炉格納容器冷却機

能 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.3 格納容器代替スプレイ系 

 

構造図 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－1 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

4.3.1 残留熱除去系 

8.1 原子炉格納容器 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱

除去系（格納容器冷却モード）の機能が喪失した場合

及び全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能

喪失によるサポート系の故障により残留熱除去系（格

納容器冷却モード）が起動できない場合の重大事故等

対処設備として使用する格納容器代替スプレイ系（可

搬型）は，大量送水車により，代替淡水源の水を残留

熱除去系を経由して原子炉格納容器スプレイ管から

ドライウェル内にスプレイすることで，原子炉格納容

器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下

させることができる設計とする。【64条 29】【64条 33】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.3 重大事故等時における原子炉格納容器冷却機

能 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.3 格納容器代替スプレイ系 

 

構造図 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

4.3.1 残留熱除去系 

8.1 原子炉格納容器 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－1 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 格納容器代替スプレイ系（可搬型）のうち系統構成

に使用する電動弁は，非常用ディーゼル発電設備に加

えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源

設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能

な設計とする。また，大量送水車は，ディーゼルエン

ジンにより駆動できる設計とする。【64 条 7】【64 条

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－1 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

30】 書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.3 重大事故等時における原子炉格納容器冷却機

能 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

 

構造図 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.2 各機器固有の設計 

 

Ⅵ-1-10-9 「非常用電源設備」の様式－1 

2.1 非常用発電装置 

 格納容器代替スプレイ系（可搬型）の流路として，

設計基準対象施設である原子炉格納容器及び配管貫

通部を重大事故等対処設備として使用することから，

流路に係る機能について重大事故等対処設備として

の設計を行う。【64条 56】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.3 格納容器代替スプレイ系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.3 格納容器代替スプレイ系 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための

設備として兼用する設計とする。【64条 44】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－1 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.3 重大事故等時における原子炉格納容器冷却機

能 

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 原子炉格納容器安全設備のうち，輪谷貯水槽（西

１），輪谷貯水槽（西２），海を水源として原子炉格納

容器冷却のために運転するポンプは，輪谷貯水槽（西

１），輪谷貯水槽（西２），海の圧力及び温度により，

想定される最も小さい有効吸込水頭においても，正常

に機能する能力を有する設計とする。【54条 33】 

Ⅵ-1-4-3 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設

備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書 

3. 評価 

3.5 評価結果 

3.5.1 サプレッションプールを除くタンク等を水源

とするポンプの有効 NPSH 評価結果 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.2 各機器固有の設計 

 a. 多様性，位置的分散及び独立性 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，残留熱除去

系（格納容器冷却モード）及び格納容器代替スプレイ

系（常設）と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，大量送水車をディーゼルエンジンにより駆動

することで，電動機駆動ポンプにより構成される残留

熱除去系（格納容器冷却モード）及び格納容器代替ス

プレイ系（常設）に対して多様性を有する設計とする。

【64条48】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.6 原子炉格納施設 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 

 格納容器代替スプレイ系（可搬型）の電動弁は，ハ

ンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用

ディーゼル発電設備からの給電による遠隔操作に対

して多様性を有する設計とする。また，格納容器代替

スプレイ系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備

を経由して給電する系統において，独立した電路で系

統構成することにより，非常用所内電気設備を経由し

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.6 原子炉格納施設 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

て給電する系統に対して独立性を有する設計とする。

【64条49】 

 格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車は，

代替淡水源を水源とすることで，サプレッションチェ

ンバを水源とする残留熱除去系（格納容器冷却モー

ド）及び低圧原子炉代替注水槽を水源とする格納容器

代替スプレイ系（常設）に対して異なる水源を有する

設計とする。【64条50】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.6 原子炉格納施設 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 

 大量送水車は，原子炉建物及び原子炉建物外の低圧

原子炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散

して保管することで，原子炉建物内の残留熱除去ポン

プ及び原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格

納槽内の低圧原子炉代替注水ポンプと共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。【64条51】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.3 格納容器代替スプレイ系 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－1 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 大量送水車の接続口は，共通要因によって接続でき

なくなることを防止するため，位置的分散を図った複

数箇所に設置する設計とする。【64条52】 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.3 格納容器代替スプレイ系 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，残留熱除去

系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統に

ついて，残留熱除去系に対して独立性を有する設計と

する。【64条53】 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.3 格納容器代替スプレイ系 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分

散によって，格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器

冷却モード）に対して重大事故等対処設備としての独

立性を有する設計とする。【64条54】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 3.2.4 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉

格納容器の過圧による破損を防止するために必要な

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-1 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉本体） 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

重大事故等対処設備のうち，原子炉格納容器バウンダ

リを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度

を低下させるための設備として，残留熱代替除去系を

設ける設計とする。【65条 1】 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧

破損防止機能 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.6 残留熱代替除去系 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.6 残留熱代替除去系の設計 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－1 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 残留熱代替除去系は，残留熱代替除去ポンプにより

サプレッションチェンバのプール水を残留熱除去系

熱交換器にて冷却し，残留熱除去系等を経由して，原

子炉圧力容器へ注水するとともに，原子炉格納容器内

ヘスプレイすることで，原子炉格納容器バウンダリを

維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低

下できる設計とする。【65条 2】 

また，本系統に使用する冷却水は，原子炉補機代替

冷却系により冷却できる設計とする。【65条 5】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-1 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉本体） 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.6 残留熱代替除去系の設計 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－1 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

4.3.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧

破損防止機能 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.6 残留熱代替除去系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.6 残留熱代替除去系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

4.3.1 残留熱除去系 

8.1 原子炉格納容器 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 原子炉圧力容器に注水された水は，原子炉圧力容器

又は原子炉格納容器内配管の破断口等から流出し，原

子炉格納容器内ヘスプレイされた水とともに，ベント

管を経て，サプレッションチェンバに戻ることで循環

できる設計とする。【65条 3】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧

破損防止機能 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.6 残留熱代替除去系 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.6 残留熱代替除去系の設計 

 

 

 

残留熱代替除去系は，代替所内電気設備を経由した

常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とす

る。【65条 4】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧

破損防止機能 

 

単線結線図 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.2 各機器固有の設計 

 残留熱代替除去系の流路として，設計基準対象施設

である原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧力

容器内部構造物，原子炉格納容器，原子炉格納容器（サ

プレッションチェンバ）及び配管貫通部を重大事故等

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-1 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉本体） 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

対処設備として使用することから，流路に係る機能に

ついて重大事故等対処設備としての設計を行う。【65

条 10】 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-3-別添 7-1 原子炉圧力容器内部構造物の強度計

算書 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.6 残留熱代替除去系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.6 残留熱代替除去系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

4.3.1 残留熱除去系 

8.1 原子炉格納容器 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－1 

1. 共通的に適用される設計 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 原子炉格納容器安全設備のうち，サプレッションチ

ェンバのプール水を水源として原子炉格納容器除熱

のために運転するポンプは，原子炉格納容器内の圧力

及び温度並びに冷却材中の異物の影響について「非常

用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ過

装置の性能評価等について（内規）」（平成 20・02・12

原院第 5号（平成 20年 2月 27日原子力安全・保安院

制定））によるろ過装置の性能評価により，重大事故

等時に想定される最も小さい有効吸込水頭において

も，正常に機能する能力を有する設計とする。【54 条

31】 

Ⅵ-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプ

の有効吸込水頭に関する説明書 

3. 評価 

3.5 評価結果 

3.5.1 サプレッションプールを水源とするポンプの

有効 NPSH 評価結果 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.2 各機器固有の設計 

 (1) 多様性，位置的分散及び独立性 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系

は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.4 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

原理の異なる冷却手段及び原子炉格納容器内の減圧

手段を用いることで多様性を有する設計とする。【65

条 32】 

残留熱代替除去系は，非常用交流電源設備に対して

多様性を有する常設代替交流電源設備からの給電に

より駆動できる設計とする。また，格納容器フィルタ

ベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有

する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源

設備からの給電により駆動できる設計とする。格納容

器フィルタベント系は，人力により排出経路に設置さ

れる隔離弁を操作できる設計とすることで，残留熱代

替除去系に対して駆動源の多様性を有する設計とす

る。【65条 33】 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.6 原子炉格納施設 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

3.4.2 格納容器フィルタベント系による水素及び酸

素排出に関する設計 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.6 残留熱代替除去系の設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.2 各機器固有の設計 

 残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子

炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレ

ッションチェンバは原子炉建物原子炉棟（二次格納施

設）内に設置し，格納容器フィルタベント系の第１ベ

ントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ

銀ゼオライト容器は原子炉建物外の第１ベントフィ

ルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外

に設置することで共通要因によって同時に機能を損

なわないよう位置的分散を図る設計とする。【65条 36】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.6 原子炉格納施設 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.6 残留熱代替除去系 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.4 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備の設計 

3.4.2 格納容器フィルタベント系による水素及び酸

素排出に関する設計 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.6 残留熱代替除去系の設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路

を分離することで独立性を有する設計とする。【65 条

37】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.6 原子炉格納施設 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.6 残留熱代替除去系 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.4 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備の設計 

3.4.2 格納容器フィルタベント系による水素及び酸

素排出に関する設計 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.6 残留熱代替除去系の設計 

 これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分

散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベ

ント系は，互いに重大事故等対処設備として，可能な

限りの独立性を有する設計とする。【65条 38】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 3.2.5 ペデスタル代替注水系による原子炉格納容器

下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

格納容器の破損を防止するため，溶融し，原子炉格納

容器下部に落下した炉心を冷却するために必要な重

大事故等対処設備として，ペデスタル代替注水系（常

設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器

代替スプレイ系（可搬型）を設ける設計とする。 

また，溶融炉心が原子炉格納容器下部に落下するま

でに，原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位を

確保し，落下した溶融炉心の冷却が可能な設計とす

る。【66条 1】 

なお，溶融炉心が原子炉格納容器下部へと落下した

場合に，ドライウェル機器ドレンサンプ及びドライウ

ェル床ドレンサンプへの溶融炉心の流入を抑制する

ため，コリウムシールドを設ける設計とする。【66 条

2】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故時における設計条件 

4.3.5 重大事故等時における原子炉格納容器下部の

溶融炉心冷却機能 

 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.4 コリウムシールドの設計 

 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－1 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

Ⅵ-1-8-1-別添 2 コリウムシールドの設計 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.3 格納容器代替スプレイ系 

8.3.2.4 ペデスタル代替注水系 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 (1) ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格

納容器下部への注水 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を

行うための重大事故等対処設備として使用するペデ

スタル代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注水ポ

ンプにより，低圧原子炉代替注水槽の水を残留熱除去

系等を経由して原子炉格納容器スプレイ管からドラ

イウェル内にスプレイすることで原子炉格納容器下

部へ流入し，溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容

器下部にあらかじめ十分な水位を確保するとともに，

落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。【66条 3】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故時における設計条件 

4.3.5 重大事故等時における原子炉格納容器下部の

溶融炉心冷却機能 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.4 ペデスタル代替注水系 

 

構造図 

4.4.5 低圧原子炉代替注水系 

8.1 原子炉格納容器 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.4 コリウムシールドの設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 ペデスタル代替注水系（常設）は，代替所内電気設

備を経由した常設代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。また，系統構成に使用する電動弁は，

代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設

計とする。【66条 4】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.5 重大事故等時における原子炉格納容器下部の

溶融炉心冷却機能 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.2 各機器固有の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

単線結線図 

 ペデスタル代替注水系（常設）の流路として，設計

基準対象施設である原子炉格納容器及び配管貫通部

を重大事故等対処設備として使用することから，流路

に係る機能について重大事故等対処設備としての設

計を行う。【66条 5】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.4 ペデスタル代替注水系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.4 ペデスタル代替注水系 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉格納容器下

部へと落下した場合において，ドライウェル機器ドレ

ンサンプ及びドライウェル床ドレンサンプへの溶融

炉心の流入を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウ

ンダリに接触することを防止できる設計とする。コリ

ウムシールドは，寸法が厚さ 0.13m以上，材料がジル

コニア（ZrO2），個数が 1個の設計とする。【66条 6】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.5 重大事故等時における原子炉格納容器下部の

溶融炉心冷却機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 2 コリウムシールドの設計 

3. コリウムシールド構造 

3.2 コリウムシールド基本構造 

3.3 コリウムシールド各部寸法 

3.4 スリット部の構造について 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.4 コリウムシールドの設計 

 

 

 原子炉格納容器安全設備のうち，低圧原子炉代替注

水槽を水源として原子炉格納容器冷却のために運転

するポンプは，低圧原子炉代替注水槽の圧力及び温度

により，想定される最も小さい有効吸込水頭において

も，正常に機能する能力を有する設計とする。【54 条

Ⅵ-1-4-3 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設

備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書 

3. 評価 

3.5 評価結果 

3.5.1 サプレッションプールを除くタンク等を水源

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.2 各機器固有の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

33】 とするポンプの有効 NPSH 評価結果 

 (2) ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉

格納容器下部への注水 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を

行うための重大事故等対処設備として使用するペデ

スタル代替注水系（可搬型）は，大量送水車により，

代替淡水源の水をペデスタル代替注水系を経由して

原子炉格納容器下部へ注水し，溶融炉心が落下するま

でに原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位を

確保するとともに，落下した溶融炉心を冷却できる設

計とする。【66条 9】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.5 重大事故等時における原子炉格納容器下部の

溶融炉心冷却機能 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.4 ペデスタル代替注水系 

 

構造図 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

8.1 原子炉格納容器 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.4 コリウムシールドの設計 

 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－1 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 ペデスタル代替注水系（可搬型）のうち系統構成に

使用する電動弁は，代替所内電気設備を経由した常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電が可能な設計とする。また，大量送水車は，デ

ィーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。【66

条 10】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.5 重大事故等時における原子炉格納容器下部の

溶融炉心冷却機能 

 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－1 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-9 「非常用電源設備」の様式－1 

2.1 非常用発電装置 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

 

構造図 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

 ペデスタル代替注水系（可搬型）の流路として，設

計基準対象施設である原子炉格納容器及び配管貫通

部を重大事故等対処設備として使用することから，流

路に係る機能について重大事故等対処設備としての

設計を行う。【66条 11】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.4 ペデスタル代替注水系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.4 ペデスタル代替注水系 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉格納容器下

部へと落下した場合において，ドライウェル機器ドレ

ンサンプ及びドライウェル床ドレンサンプへの溶融

炉心の流入を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウ

ンダリに接触することを防止できる設計とする。コリ

ウムシールドは，寸法が厚さ 0.13m以上，材料がジル

コニア（ZrO2），個数が 1個の設計とする。【66条 13】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.5 重大事故等時における原子炉格納容器下部の

溶融炉心冷却機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 2 コリウムシールドの設計 

3. コリウムシールド構造 

3.2 コリウムシールド基本構造 

3.3 コリウムシールド各部寸法 

3.4 スリット部の構造について 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.4 コリウムシールドの設計 

 

 

 原子炉格納容器安全設備のうち，輪谷貯水槽（西 Ⅵ-1-4-3 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設 Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

１），輪谷貯水槽（西２），海を水源として原子炉格納

容器冷却のために運転するポンプは，輪谷貯水槽（西

１），輪谷貯水槽（西２），海の圧力及び温度により，

想定される最も小さい有効吸込水頭においても，正常

に機能する能力を有する設計とする。【54条 33】 

備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書 

3. 評価 

3.5 評価結果 

3.5.1 サプレッションプールを除くタンク等を水源

とするポンプの有効 NPSH 評価結果 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.2 各機器固有の設計 

 (3) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器下部への注水 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を

行うための重大事故等対処設備として使用する格納

容器代替スプレイ系（可搬型）は，大量送水車により，

代替淡水源の水を残留熱除去系を経由して原子炉格

納容器スプレイ管からドライウェル内にスプレイす

ることで原子炉格納容器下部へ流入し，溶融炉心が落

下するまでに原子炉格納容器下部にあらかじめ十分

な水位を確保するとともに，落下した溶融炉心を冷却

できる設計とする。【66条 16】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故時における設計条件 

4.3.5 重大事故等時における原子炉格納容器下部の

溶融炉心冷却機能 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.3 格納容器代替スプレイ系 

 

構造図 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

4.3.1 残留熱除去系 

8.1 原子炉格納容器 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.4 コリウムシールドの設計 

 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－1 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 格納容器代替スプレイ系（可搬型）のうち系統構成

に使用する電動弁は，代替所内電気設備を経由した常

設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－1 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

らの給電が可能な設計とする。また，大量送水車は，

ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。

【66条 17】 

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.5 重大事故等時における原子炉格納容器下部の

溶融炉心冷却機能 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

 

構造図 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.2 各機器固有の設計 

 

Ⅵ-1-10-9 「非常用電源設備」の様式－1 

2.1 非常用発電装置 

 格納容器代替スプレイ系（可搬型）の流路として，

設計基準対象施設である原子炉格納容器及び配管貫

通部を重大事故等対処設備として使用することから，

流路に係る機能について重大事故等対処設備として

の設計を行う。【66条 18】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.3 格納容器代替スプレイ系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.3 格納容器代替スプレイ系 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉格納容器下

部へと落下した場合において，ドライウェル機器ドレ

ンサンプ及びドライウェル床ドレンサンプへの溶融

炉心の流入を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウ

ンダリに接触することを防止できる設計とする。コリ

ウムシールドは，寸法が厚さ 0.13m以上，材料がジル

コニア（ZrO2），個数が 1個の設計とする。【66条 19】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.5 重大事故等時における原子炉格納容器下部の

溶融炉心冷却機能 

 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

Ⅵ-1-8-1-別添 2 コリウムシールドの設計 

3. コリウムシールド構造 

3.2 コリウムシールド基本構造 

3.3 コリウムシールド各部寸法 

3.4 スリット部の構造について 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

4.4 コリウムシールドの設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 原子炉格納容器安全設備のうち，輪谷貯水槽（西

１），輪谷貯水槽（西２），海を水源として原子炉格納

容器冷却のために運転するポンプは，輪谷貯水槽（西

１），輪谷貯水槽（西２），海の圧力及び温度により，

想定される最も小さい有効吸込水頭においても，正常

に機能する能力を有する設計とする。【54条 33】 

Ⅵ-1-4-3 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設

備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書 

3. 評価 

3.5 評価結果 

3.5.1 サプレッションプールを除くタンク等を水源

とするポンプの有効 NPSH 評価結果 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.2 各機器固有の設計 

 (4) 多様性，位置的分散及び独立性 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注

水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）

は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水

ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備からの給電による電動機駆動とし，ペデスタ

ル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系

（可搬型）の大量送水車をディーゼルエンジンによる

駆動とすることで，多様性を有する設計とする。【66

条 38】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.6 原子炉格納施設 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 

 ペデスタル代替注水系（常設）の電動弁は，ハンド

ルを設けて手動操作を可能とすることで，常設代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電

による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。

また，ペデスタル代替注水系（常設）の電動弁は，代

替所内電気設備を経由して給電する系統において，独

立した電路で系統構成することにより，非常用所内電

気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.6 原子炉格納施設 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

する設計とする。【66条 39】 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉

代替注水槽を水源とすることで，代替淡水源を水源と

するペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代

替スプレイ系（可搬型）に対して，異なる水源を有す

る設計とする。【66条 40】 

 さらに，ペデスタル代替注水系（常設）及び格納容

器代替スプレイ系（可搬型）は，原子炉格納容器スプ

レイ管によるドライウェル内へのスプレイにより原

子炉格納容器下部へ注水することで，原子炉格納容器

下部に直接注水するペデスタル代替注水系（可搬型）

の流路に対して独立性を有する設計とする。【66条 45】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

2.基本方針 

2.2 重大事故等時における基本方針 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.3 格納容器代替スプレイ系 

8.3.2.4 ペデスタル代替注水系 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 

 低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物外の低圧

原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，大量送水車

は原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽

から離れた屋外に分散して保管することで，共通要因

によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。【66条 41】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.4 ペデスタル代替注水系 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－1 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替

スプレイ系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて

手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備からの給電による遠隔

操作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデ

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.6 原子炉格納施設 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

スタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を経由

して給電する系統において，独立した電路で系統構成

することにより，非常用所内電気設備を経由して給電

する系統に対して独立性を有する設計とする。【66 条

42】 

 大量送水車の接続口は，共通要因によって接続でき

なくなることを防止するため，位置的分散を図った複

数箇所に設置する設計とする。【66条 43】 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図 

面 

8.3.2.3 格納容器代替スプレイ系 

8.3.2.4 ペデスタル代替注水系 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分

散によって，ペデスタル代替注水系（常設）並びにペ

デスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）は，互いに重大事故等対処設備とし

ての独立性を有する設計とする。【66条 44】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 3.2.6 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅

延・防止のための原子炉圧力容器への注水及び注入 

(1) 低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧

力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原

子炉格納容器下部への落下を遅延・防止するための重

大事故等対処設備として，低圧原子炉代替注水系（常

設）を設ける設計とする。なお，この場合は，ほう酸

水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と

並行して行う。【66条20】 

要目表 

Ⅵ-1-1-5-1 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉本体） 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.5 重大事故等時における原子炉格納容器下部の

溶融炉心冷却機能 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－1 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

8.3.2.8 低圧原子炉代替注水系 

8.3.2.9 ほう酸水注入系 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 

＜下線部＞ 

― 

 低圧原子炉代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替

注水ポンプにより，低圧原子炉代替注水槽の水を残留

熱除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水するこ

とで溶融炉心を冷却できる設計とする。【66条21】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-1 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉本体） 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.3 重大事故等時における原子炉格納容器冷却機

能 

4.3.5 重大事故等時における原子炉格納容器下部の

溶融炉心冷却機能 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.8 低圧原子炉代替注水系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

 

8.3.2.8 低圧原子炉代替注水系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－1 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

4.3.1 残留熱除去系 

8.1 原子炉格納容器 

 低圧原子炉代替注水系（常設）は，代替所内電気設

備を経由した常設代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。また，系統構成に使用する電動弁は，

非常用ディーゼル発電設備に加えて，代替所内電気設

備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備からの給電が可能な設計とする。【66条

22】 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

Ⅵ-1-10-9 「非常用電源設備」の様式－1 

2.1 非常用発電装置 

 低圧原子炉代替注水系（常設）の流路として，設計

基準対象施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造

物，原子炉圧力容器内部構造物及び配管貫通部を重大

事故等対処設備として使用することから，流路に係る

機能について重大事故等対処設備としての設計を行

う。【66条23】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-1 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉本体） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-3-別添 7-1 原子炉圧力容器内部構造物の強度計

算書 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.8低圧原子炉代替注水系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.8 低圧原子炉代替注水系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

8.1 原子炉格納容器 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－1 

1. 共通的に適用される設計 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 (2) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉

圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原

子炉格納容器下部への落下を遅延・防止するための重

大事故等対処設備として，低圧原子炉代替注水系（可

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-1 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉本体） 

 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

搬型）を設ける設計とする。なお，この場合は，ほう

酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入

と並行して行う。【66条24】 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.5 重大事故等時における原子炉格納容器下部の

溶融炉心冷却機能 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.8 低圧原子炉代替注水系 

8.3.2.9 ほう酸水注入系 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

関する設計 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－1 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－1 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 

＜下線部＞ 

― 

 低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，大量送水車に

より，代替淡水源の水を残留熱除去系等を経由して原

子炉圧力容器に注水することで溶融炉心を冷却でき

る設計とする。【66条25】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-1 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉本体） 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 



 

41              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.5 重大事故等時における原子炉格納容器下部の

溶融炉心冷却機能 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.8 低圧原子炉代替注水系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.8 低圧原子炉代替注水系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

4.3.1 残留熱除去系 

8.1 原子炉格納容器 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－1 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－1 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 低圧原子炉代替注水系（可搬型）のうち系統構成に

使用する電動弁は，非常用ディーゼル発電設備に加え

て，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設

備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な

設計とする。【66条26】 

大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動でき

る設計とする。【66条27】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

 

構造図 

3.2.2 燃料プールスプレイ系 

Ⅵ-1-10-3 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」

の様式－1 

2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用に関

する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-9 「非常用電源設備」の様式－1 

2.1 非常用発電装置 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 低圧原子炉代替注水系（可搬型）の流路として，設

計基準対象施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造

物，原子炉圧力容器内部構造物及び配管貫通部を重大

事故等対処設備として使用することから，流路に係る

機能について重大事故等対処設備としての設計を行

う。【66条29】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-1 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉本体） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-3-別添 7-1 原子炉圧力容器内部構造物の強度計

算書 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.8 低圧原子炉代替注水系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.8 低圧原子炉代替注水系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

8.1 原子炉格納容器 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－1 

1. 共通的に適用される設計 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 (3) 高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器へ

の注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原

子炉格納容器下部への落下を遅延・防止するための重

大事故等対処設備として，高圧原子炉代替注水系を設

ける設計とする。なお，この場合は，ほう酸水注入系

による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して

行う。【66条 30】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-1 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉本体） 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－1 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.5 重大事故等時における原子炉格納容器下部の

溶融炉心冷却機能 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.7 高圧原子炉代替注水系 

8.3.2.9 ほう酸水注入系 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 高圧原子炉代替注水系は，蒸気タービン駆動ポンプ

によりサプレッションチェンバのプール水を原子炉

隔離時冷却系等を経由して，原子炉圧力容器へ注水す

ることで溶融炉心を冷却できる設計とする。【66条 31】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-1 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉本体） 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.5 重大事故等時における原子炉格納容器下部の

溶融炉心冷却機能 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.7 高圧原子炉代替注水系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.7 高圧原子炉代替注水系 

 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－1 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

構造図 

2. 原子炉本体 

4.4.3 高圧原子炉代替注水系 

8.1 原子炉格納容器 

 高圧原子炉代替注水系は，常設代替交流電源設備，

可搬型代替交流電源設備，常設代替直流電源設備又は

可搬型直流電源設備からの給電が可能な設計とし，中

央制御室（「１，２号機共用」（以下同じ。））からの操

作が可能な設計とする。【66条 33】 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

Ⅵ-1-10-9 「非常用電源設備」の様式－1 

2.1 非常用発電装置 

 高圧原子炉代替注水系の流路として，設計基準対象

施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉

圧力容器内部構造物及び配管貫通部を重大事故等対

処設備として使用することから，流路に係る機能につ

いて重大事故等対処設備としての設計を行う。【66 条

32】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-1 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉本体） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-3-別添 7-1 原子炉圧力容器内部構造物の強度計

算書 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.7 高圧原子炉代替注水系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.7 高圧原子炉代替注水系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

8.1 原子炉格納容器 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－1 

1. 共通的に適用される設計 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 (4) ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう

酸水注入 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原

子炉格納容器下部への落下を遅延・防止するための重

大事故等対処設備として，ほう酸水注入系を設ける設

要目表 

Ⅵ-1-1-5-1 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉本体） 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

計とする。なお，この場合は，低圧原子炉代替注水系

（常設），低圧原子炉代替注水系（可搬型）及び高圧

原子炉代替注水系のいずれかによる原子炉圧力容器

への注水と並行して行う。【66条34】 

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.5 重大事故等時における原子炉格納容器下部の

溶融炉心冷却機能 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.7 高圧原子炉代替注水系 

8.3.2.8 低圧原子炉代替注水系 

8.3.2.9 ほう酸水注入系 

 

 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

関する設計 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－1 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 

Ⅵ-1-10-5 「計測制御系統施設」の様式－1 

2. 計測制御系統施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

＜下線部＞ 

― 

 ほう酸水注入系は，ほう酸水注入ポンプにより，ほ

う酸水貯蔵タンクのほう酸水を原子炉圧力容器へ注

入することで，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落

下を遅延・防止する設計とする。【66条35】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-1 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉本体） 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（計測制御系統施設） 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－1 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.5 重大事故等時における原子炉格納容器下部の

溶融炉心冷却機能 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.9 ほう酸水注入系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.9 ほう酸水注入系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

5.3.1 ほう酸水注入系 

8.1 原子炉格納容器 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼

用する機能の確認 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕

様等に関する設計 

 

Ⅵ-1-10-5 「計測制御系統施設」の様式－1 

2. 計測制御系統施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 ほう酸水注入系は，非常用ディーゼル発電設備に加

え，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設

備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な

設計とする。【66条36】 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

Ⅵ-1-10-9 「非常用電源設備」の様式－1 

2.1 非常用発電装置 

 ほう酸水注入系の流路として，設計基準対象施設で

ある原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧力容

器内部構造物及び配管貫通部を重大事故等対処設備

として使用することから，流路に係る機能について重

大事故等対処設備としての設計を行う。【66条37】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-1 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉本体） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-3-別添 7-1 原子炉圧力容器内部構造物の強度計

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

算書 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.9 ほう酸水注入系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.9 ほう酸水注入系 

 

構造図 

2. 原子炉本体 

8.1 原子炉格納容器 

Ⅵ-1-10-2 「原子炉本体」の様式－1 

1. 共通的に適用される設計 

4. 原子炉本体の兼用に関する設計 

4.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

4.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 3.2.7 原子炉建物放水設備等 

(1) 原子炉建物放水設備による大気への拡散抑制及

び航空機燃料火災対応 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損に至

った場合において，発電所外への放射性物質の拡散を

抑制するための重大事故等対処設備及び原子炉建物

周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対

応できる設備として，原子炉建物放水設備を設ける設

計とする。【70条 1】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.8 重大事故等時における放射性物質拡散抑制機

能 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.2.5 原子炉建物放水設備 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.7 航空機燃料火災に関する設計 

 a. 大気への放射性物質の拡散抑制 

大気への放射性物質の拡散を抑制するための重大

事故等対処設備として使用する原子炉建物放水設備

は，大型送水ポンプ車により海水を取水し，ホースを

経由して放水砲から原子炉建物へ放水できる設計と

する。【70条 2】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.8 重大事故等時における放射性物質拡散抑制機

能 

 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.5 原子炉建物放水設備 

 大型送水ポンプ車及び放水砲は，設置場所を任意に

設定し，複数の方向から原子炉建物に向けて放水でき

る設計とする。【70条 3】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.8 重大事故等時における放射性物質拡散抑制機

能 

 

構造図 

8.3.2.5 原子炉建物放水設備 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 b. 航空機燃料火災への泡消火 

原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機

燃料火災に対応するための重大事故等対処設備とし

て使用する原子炉建物放水設備は，大型送水ポンプ車

により海水を泡消火薬剤と混合しながらホースを経

由して放水砲から原子炉建物周辺へ放水できる設計

とする。【70条 4】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4.原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.8 重大事故等時における放射性物質拡散抑制機

能 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.2.5 原子炉建物放水設備 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.7 航空機燃料火災に関する設計 

 泡消火薬剤容器は，航空機燃料火災への泡消火に対

応するために必要な容量の泡消火薬剤を保管できる

設計とする。泡消火薬剤の保有量は，必要な容量であ

る 646ℓ に対し余裕をみた 5000ℓ 確保し，故障時の予

備用として 1000ℓ の計 6000ℓ を保管する。なお，泡消

火薬剤容器の容量は 1000ℓ/個であり，確保された泡消

火薬剤 5000ℓ を 1000ℓ毎に分け 5個，予備用の泡消火

薬剤 1000ℓを 1個の計 6個を保管する。【70条 5】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.7 航空機燃料火災に関する設計 

 (2) 海洋拡散抑制設備による海洋への放射性物質の ― ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

拡散抑制 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損に至

った場合において，発電所外への放射性物質の拡散を

抑制するための重大事故等対処設備として，海洋拡散

抑制設備を設ける設計とする。【70条6】 

（冒頭宣言） 

 海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大

事故等対処設備として使用する海洋拡散抑制設備は，

シルトフェンス（屋外に保管）（核燃料物質の取扱施

設及び貯蔵施設の設備で兼用），放射性物質吸着材（屋

外に保管）（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の設

備で兼用）等で構成し，シルトフェンスは，汚染水が

発電所から海洋に流出する2箇所（２号機放水接合槽

及び輪谷湾）に設置できる設計とし，輪谷湾は小型船

舶（屋外に保管）個数1（予備1）（放射線管理施設の

設備で兼用）により設置できる設計とする。【70条7】 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.8 重大事故等時における放射性物質拡散抑制機

能 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 シルトフェンスは，海洋への放射性物質の拡散を抑

制するため，設置場所に応じた高さ及び幅を有する設

計とする。必要数は，各設置場所に必要な幅に対して

シルトフェンスを二重に設置することとし，２号機放

水接合槽に計2本（高さ約10m，幅約10m）及び輪谷湾

に計32本（高さ約7～20m（一重目は計16本（高さ約7m：

3本，約10m：1本，約12m：2本，約14m：1本，約15m：

2本，約16m：1本，約17m：1本，約18m：1本，約19m：

2本，約20m：2本），二重目は計16本（高さ約7m：3本，

約10m：1本，約13m：2本，約15m：1本，約16m：1本，

約17m：2本，約18m：1本，約19m：2本，約20m：3本）。），

幅約20m）を使用する設計とする。また，予備につい

ては，各設置場所に対して2本の計4本（２号機放水接

合槽は2本（高さ約10m，幅約10m），輪谷湾は2本（高

さ約20m，幅約20m））を保管することとし，予備を含

めた保有数として設置場所2箇所分の合計38本を保管

する。【70条8】 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.8 重大事故等時における放射性物質拡散抑制機

能 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 放射性物質吸着材は，雨水排水路等に流入した汚染

水が通過する際に放射性物質を吸着できるよう，雨水

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 

 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

排水路集水桝3箇所に，約2280kg（雨水排水路集水桝

（No.３排水路）），約100kg（雨水排水路集水桝（２号

機放水槽南）），約700kg（雨水排水路集水桝（２号機

廃棄物処理建物南））を使用時に設置できる設計とす

る。 

放射性物質吸着材は，各設置場所に必要となる保有

量に加え，予備として約2280kgを保管する。【70条9】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.8 重大事故等時における放射性物質拡散抑制機

能 

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

3.3 放射性物質濃度制御設備 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又

は故障の際に原子炉格納容器から気体状の放射性物

質が漏えいすることによる敷地境界外の実効線量が

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査

指針（平成 2年 8月 30日原子力安全委員会）」に規定

する線量を超えないよう，当該放射性物質の濃度を低

減する設備として非常用ガス処理系を設置する。 

3.3 放射性物質濃度制御設備 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又

は故障の際に原子炉格納容器から気体状の放射性物

質が漏えいすることによる敷地境界外の実効線量が

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査

指針（平成 2年 8月 30日原子力安全委員会）」に規定

する線量を超えないよう，当該放射性物質の濃度を低

減する設備として非常用ガス処理系を設置する。【44

条 22】 

― 
― 

（変更なし） 

3.3.1 非常用ガス処理系 

非常用ガス処理系は，湿分除去装置，粒子用高効率

フィルタ，よう素用チャコールフィルタ等を含む非常

用ガス処理系前置ガス処理装置フィルタ及び非常用

ガス処理系後置ガス処理装置フィルタ並びに非常用

ガス処理系排風機等から構成される。放射性物質の放

出を伴う設計基準事故時には非常用ガス処理系で原

子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内を負圧に保ちな

がら，原子炉格納容器から漏えいした放射性物質を非

常用ガス処理系を通して除去・低減した後，排気筒（非

常用ガス処理系用）より放出できる設計とする。 

3.3.1 非常用ガス処理系 

非常用ガス処理系は，湿分除去装置，粒子用高効率

フィルタ，よう素用チャコールフィルタ等を含む非常

用ガス処理系前置ガス処理装置フィルタ及び非常用

ガス処理系後置ガス処理装置フィルタ並びに非常用

ガス処理系排風機等から構成される。放射性物質の放

出を伴う設計基準事故時には非常用ガス処理系で原

子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内を負圧に保ちな

がら，原子炉格納容器から漏えいした放射性物質を非

常用ガス処理系を通して除去・低減した後，排気筒（非

常用ガス処理系用）より放出できる設計とする。【43

条 12】 

― 
― 

（変更なし） 

非常用ガス処理系は，原子炉冷却材喪失事故時に想

定する原子炉格納容器からの漏えい気体中に含まれ

るよう素を除去し，環境に放出される放射性物質の濃

度を減少させる設計とする。 

 

非常用ガス処理系は，原子炉冷却材喪失事故時に想

定する原子炉格納容器からの漏えい気体中に含まれ

るよう素を除去し，環境に放出される放射性物質の濃

度を減少させる設計とする。【44条 24】 

― 
― 

（変更なし） 

非常用ガス処理系のうち，非常用ガス処理系フィル 非常用ガス処理系のうち，非常用ガス処理系フィル ― ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

タ装置のよう素除去効率及び非常用ガス処理系の処

理容量は，設置（変更）許可を受けた設計基準事故の

評価の条件を満足する設計とする。 

タ装置のよう素除去効率及び非常用ガス処理系の処

理容量は，設置（変更）許可を受けた設計基準事故の

評価の条件を満足する設計とする。【44条 25】 

（変更なし） 

新燃料貯蔵庫及び燃料プールは，燃料体等の落下に

より燃料体等が破損して放射性物質の放出により公

衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合において，

放射性物質による敷地外への影響を低減するため，非

常用ガス処理系により放射性物質の放出を低減でき

る設計とする。 

新燃料貯蔵庫及び燃料プールは，燃料体等の落下に

より燃料体等が破損して放射性物質の放出により公

衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合において，

放射性物質による敷地外への影響を低減するため，非

常用ガス処理系により放射性物質の放出を低減でき

る設計とする。【26条 50】 

― 
― 

（変更なし） 

 炉心の著しい損傷が発生した場合に，非常用ガス処

理系は，非常用ガス処理系排風機により原子炉建物原

子炉棟（二次格納施設）内を負圧に維持するとともに，

原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟（二次格納施

設）内に漏えいした放射性物質を含む気体を排気筒

（非常用ガス処理系用）から排気し，原子炉格納容器

から漏えいした空気中の放射性物質の濃度を低減さ

せることで，中央制御室にとどまる運転員の被ばくを

低減することができる設計とする。【74条 22】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（放射性廃棄物の廃棄施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.2 原子炉建物 

8.3.3.1 非常用ガス処理系 

 

放射性廃棄物の廃棄施設に係る機器の配置を明示し

た図面 

6.1.1 排気筒 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.3.1 非常用ガス処理系 

 

構造図 

6.1.1 排気筒 

8.2 原子炉建物 

8.3.3.1 非常用ガス処理系 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.2 非常用ガス処理系の設計 

 

Ⅵ-1-10-6 「放射性廃棄物の廃棄施設」の様式－1 

3. 放射性廃棄物の廃棄施設の兼用に関する設計 

3.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

3.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 炉心の著しい損傷が発生し，非常用ガス処理系を起

動する際に，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネ

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.3 ブローアウトパネル関連設備の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

ル（原子炉冷却系統施設の設備，浸水防護施設の設備

で兼用）を閉止する必要がある場合には，中央制御室

から原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止

装置（個数 2）を操作し，容易かつ確実に閉止できる

設計とする。また，原子炉建物燃料取替階ブローアウ

トパネル閉止装置は現場においても，人力により操作

できる設計とする。【74条 25】 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.6 原子炉格納施設 

 

Ⅵ-1-1-7-別添 4 ブローアウトパネル関連設備の設

計方針 

6. 機能設計 

7. 構造強度設計 

7.3 機能維持の方針 

7.3.3 BOP 閉止装置 

 非常用ガス処理系は，非常用ディーゼル発電設備に

加えて，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。また，原子炉

建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電が可能な設計とする。【74条 23】 

Ⅵ-1-1-7-別添 4 ブローアウトパネル関連設備の設

計方針 

6. 機能設計 

 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1.2 重大事故等対象設備 

3.3 ガスタービン発電機 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.3 ブローアウトパネル関連設備の設計 

 

Ⅵ-1-10-9 「非常用電源設備」の様式－1 

2.1 非常用発電装置 

 非常用ガス処理系の流路として，設計基準対象施設

である非常用ガス処理系前置ガス処理装置フィルタ，

非常用ガス処理系後置ガス処置装置フィルタ，排気筒

（非常用ガス処理系用），原子炉建物原子炉棟（二次

格納施設），原子炉建物機器搬出入口及び原子炉建物

エアロックを重大事故等対処設備として使用するこ

とから，流路に係る機能について重大事故等対処設備

としての設計を行う。【74条 24】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（放射性廃棄物の廃棄施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.2 原子炉建物 

8.3.3.1 非常用ガス処理系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.2 非常用ガス処理系の設計 

 

Ⅵ-1-10-6 「放射性廃棄物の廃棄施設」の様式－1 

3. 放射性廃棄物の廃棄施設の兼用に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

8.3.3.1 非常用ガス処理系 

 

構造図 

6.1.1 排気筒 

8.3.3.1 非常用ガス処理系 

8.2 原子炉建物 

3.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

3.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 (1) 単一故障に係る設計 

重要度が特に高い安全機能を有する系統において，

設計基準事故が発生した場合に長期間にわたって機

能が要求される静的機器のうち，単一設計とする非常

用ガス処理系の配管の一部については，当該設備に要

求される原子炉格納容器内又は放射性物質が原子炉

格納容器内から漏れ出た場所の雰囲気中の放射性物

質の濃度低減機能が喪失する単一故障のうち，想定さ

れる最も過酷な条件として，配管については全周破断

を想定しても，単一故障による放射性物質の放出に伴

う被ばくの影響を最小限に抑えるよう，安全上支障の

ない期間に単一故障を確実に除去又は修復できる設

計とし，その単一故障を仮定しない。【14条 7】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 想定される単一故障の発生に伴う周辺公衆に対す

る放射線被ばくは，保守的に単一故障を除去又は修復

ができない場合で評価し，安全評価指針に示された設

計基準事故時の判断基準を下回ることを確認する。ま

た，単一故障の除去又は修復のための作業期間として

想定する 2日間を考慮し，修復作業に係る従事者の被

ばく線量は緊急時作業に係る線量限度に照らしても

十分小さくする設計とする。 

単一設計とする箇所の設計に当たっては，想定され

る単一故障の除去又は修復のためのアクセスが可能

であり，かつ，補修作業が容易となる設計とする。【14

条 8】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.6 原子炉格納施設 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.1 放射性物質濃度低減設備の単一故障に係る設備 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 

3.4 可燃性ガス濃度制御設備 

3.4.1 可燃性ガス濃度制御系による可燃性ガス濃度

の抑制 

3.4 可燃性ガス濃度制御設備 

3.4.1 可燃性ガス濃度制御系による可燃性ガス濃度

の抑制 

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

原子炉冷却材喪失事故時に原子炉格納容器内で発

生する水素及び酸素の反応を防止するため，可燃性ガ

ス濃度制御系を設け，窒素ガス制御系により原子炉格

納容器内に窒素を充てんすることとあいまって，可燃

限界に達しないための制限値である水素濃度 4vol%未

満又は酸素濃度 5vol%未満に維持できる設計とする。 

原子炉冷却材喪失事故時に原子炉格納容器内で発

生する水素及び酸素の反応を防止するため，可燃性ガ

ス濃度制御系を設け，窒素ガス制御系により原子炉格

納容器内に窒素を充てんすることとあいまって，可燃

限界に達しないための制限値である水素濃度 4vol%未

満又は酸素濃度 5vol%未満に維持できる設計とする。

【44条 20】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 静的触媒式水素処理装置による水素濃度の上

昇抑制 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

建物等の水素爆発による損傷を防止するために原子

炉建物原子炉棟（二次格納施設）内の水素濃度上昇を

抑制し，水素濃度を可燃限界未満に制御するための重

大事故等対処設備として，水素濃度制御設備である静

的触媒式水素処理装置を設ける設計とする。【68条1】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静的触媒式水素処理装置は，運転員の起動操作を必

要とせずに，原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟

（二次格納施設）内に漏えいした水素ガスと酸素ガス

を触媒反応によって再結合させることで，原子炉建物

原子炉棟（二次格納施設）内の水素濃度の上昇を抑制

し，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）の水素爆発

を防止できる設計とする。 

また，試験により性能及び耐環境性が確認された型

式品を設置する設計とする。静的触媒式水素処理装置

は，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内に漏えい

した水素が滞留すると想定される原子炉建物原子炉

棟（二次格納施設）4階に設置することとし，静的触

媒式水素処理装置の触媒反応時の高温ガスの排出が

重大事故等時の対処に重要な計器・機器に悪影響がな

いよう離隔距離を設ける設計とする。【68条2】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.2 原子炉建物等の破損を防止するための水素濃度

低減設備 

4.2.1 静的触媒式水素処理装置 

4.3 水素濃度低減設備に係る電源 

4.3.5 静的触媒式水素処理装置 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.3.2 原子炉建物水素濃度抑制設備 

 

構造図 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.5 原子炉建物等の損傷を防止するための水素濃度

低減設備の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

 

 

8.3.3.2 原子炉建物水素濃度抑制設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

静的触媒式水素処理装置の流路として，設計基準対

象施設である原子炉建物原子炉棟（二次格納施設），

原子炉建物機器搬出入口及び原子炉建物エアロック

を重大事故等対処設備として使用することから，流路

に係る機能について重大事故等対処設備としての設

計を行う。【68条7】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.2 原子炉建物 

8.3.3.1 非常用ガス処理系 

8.3.3.2 原子炉建物水素濃度抑制設備 

 

構造図 

8.2 原子炉建物 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 窒素ガス代替注入系による可燃性ガス濃度の

抑制 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

格納容器内における水素爆発による破損を防止する

ために必要な重大事故等対処設備のうち，原子炉格納

容器内を不活性化するための設備として，窒素ガス代

替注入系を設ける設計とする。【67条1】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

2. 基本方針 

2.1 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備 

2.1.2 窒素ガス代替注入系 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.3.3 窒素ガス代替注入系 

 

構造図 

8.3.3.3 窒素ガス代替注入系 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.4 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備の設計 

 

 

窒素ガス代替注入系は，可搬式窒素供給装置によ

り，原子炉格納容器内に窒素ガスを供給することで，

要目表 

 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

 

 

 

 

ジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等により

原子炉格納容器内に発生する水素ガス及び酸素ガス

の濃度を可燃限界未満にすることが可能な設計とす

る。【67条5】 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.6 重大事故等時における水素爆発による原子炉

格納容器の破損防止機能 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.1 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備 

4.1.2 窒素ガス代替注入系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.3.3 窒素ガス代替注入系 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

8.3.3.3 窒素ガス代替注入系 

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

図に関する取りまとめ 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.4 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備の設計 

 

 

可搬式窒素供給装置は，可搬式窒素供給装置用発電

設備により給電できる設計とする。【67条9】 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

2. 基本方針 

2.1 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備 

2.1.2 窒素ガス代替注入系 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.3 水素濃度低減設備に係る電源 

4.3.2 窒素ガス代替注入系 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.2 各機器固有の設計 

 窒素ガス代替注入系の流路として，設計基準対象施

設である原子炉格納容器及び配管貫通部を重大事故

要目表 

 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

等対処設備として使用することから，流路に係る機能

について重大事故等対処設備としての設計を行う。

【67条9】 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.1 原子炉格納容器 

8.3.3.3 窒素ガス代替注入系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.1 原子炉格納容器 

8.3.3.3 窒素ガス代替注入系 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止

するための格納容器フィルタベント系による原

子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

格納容器内における水素爆発による破損を防止でき

るように，原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び

酸素ガスを大気へ排出するための設備として，格納容

器フィルタベント系を設ける設計とする。【67条 2】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.6 重大事故等時における水素爆発による原子炉

格納容器の破損防止機能 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

2. 基本方針 

2.1 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備 

2.1.3 格納容器フィルタベント系 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.1 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.4 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備の設計 

3.4.2 格納容器フィルタベント系による水素及び酸

素排出に関する設計 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.2 非常用ガス処理系の設計 

 

Ⅵ-1-10-6 「放射性廃棄物の廃棄施設」の様式－1 

3. 放射性廃棄物の廃棄施設の兼用に関する設計 

3.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

3.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

4.1.3 格納容器フィルタベント系 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.3.1 非常用ガス処理系 

8.3.3.4 格納容器フィルタベント系 

8.3.4.1 窒素ガス制御系 

8.3.5.1格納容器フィルタベント系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガ

スを大気へ排出するための重大事故等対処設備とし

て使用する格納容器フィルタベント系は，第１ベント

フィルタスクラバ容器（スクラビング水，金属フィル

タ），第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器（銀ゼオ

ライトフィルタ），圧力開放板，遠隔手動弁操作機構，

配管・弁類，計測制御装置等で構成し，炉心の著しい

損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内雰囲

気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第１ベントフ

ィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオ

ライト容器へ導き，放射性物質を低減させた後に原子

炉建物屋上に設ける放出口から排出（系統設計流量

9.8kg/s（1Pd において））することで，排気中に含ま

れる放射性物質の環境への排出を低減しつつ，ジルコ

ニウム－水反応及び水の放射線分解等により発生す

る原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを大気

に排出できる設計とする。【67条 12】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.6 重大事故等時における水素爆発による原子炉

格納容器の破損防止機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.3 格納容器フィルタベント系 

2.3.1 系統構成 

2.3.3 配置 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.1 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備 

4.1.3 格納容器フィルタベント系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

図に関する取りまとめ 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.4 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備の設計 

3.4.2 格納容器フィルタベント系による水素及び酸

素排出に関する設計 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.2 非常用ガス処理系の設計 

 

Ⅵ-1-10-6 「放射性廃棄物の廃棄施設」の様式－1 

3. 放射性廃棄物の廃棄施設の兼用に関する設計 

3.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

3.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

8.3.3.4 格納容器フィルタベント系 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

8.3.4.1 窒素ガス制御系 

8.3.5.1 格納容器フィルタベント系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ベントフィルタスクラバ容器は 4個を並列に設

置し，排気中に含まれる粒子状放射性物質及びガス状

の無機よう素を除去し，第１ベントフィルタ銀ゼオラ

イト容器は，排気中に含まれる有機よう素を除去でき

る設計とする。また，無機よう素をスクラビング水中

に捕集・保持するためにアルカリ性の状態（系統待機

時において pH13以上）に維持する設計とする。【67条

13】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.3 格納容器フィルタベント系 

2.3.2 第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベ

ントフィルタ銀ゼオライト容器 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.3.4 格納容器フィルタベント系 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.4 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備の設計 

 炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉

格納容器内雰囲気ガスを排出するために使用する格

納容器フィルタベント系は，排気中に含まれる水素ガ

ス及び酸素ガスによる水素爆発を防止するため，可搬

式窒素供給装置により，系統内を不活性ガス（窒素ガ

ス）で置換した状態で待機させ，使用後においても不

活性ガスで置換できる設計とする。また，排出経路に

水素ガス及び酸素ガスが蓄積する可能性のある箇所

にはバイパスラインを設け，水素ガス及び酸素ガスを

連続して排出できる設計とすることで，系統内で水素

濃度及び酸素濃度が可燃領域に達することを防止で

きる設計とする。【67条 14】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.6 重大事故等時における水素爆発による原子炉

格納容器の破損防止機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.4 付帯設備 

2.4.4 可搬型窒素供給装置 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.4 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備の設計 

3.4.2格納容器フィルタベント系による水素及び酸素

排出に関する設計 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.2 非常用ガス処理系の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

する説明書 

2. 基本方針 

2.1 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備 

2.1.3 格納容器フィルタベント系 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.1 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備 

4.1.3 格納容器フィルタベント系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.3.4 格納容器フィルタベント系 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 格納容器フィルタベント系使用時の排出経路に設

置される隔離弁は，遠隔手動弁操作機構（個数 5）（原

子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備

の圧力逃がし装置の設備を放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環

設備の設備として兼用）によって人力により容易かつ

確実に操作が可能な設計とする。【67条 19】 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.4 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備の設計 

3.4.1 可燃性ガス濃度制御系に関する設計 

3.4.2 格納容器フィルタベント系による水素及び酸

素排出に関する設計 

 

 

 

 

 

また，排出経路に設置される隔離弁の電動弁につい

ては，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源

設備からの給電により，中央制御室から操作が可能な

設計とする。【67条 20】 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.4 付帯設備 

2.4.2 電源設備 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.2 各機器固有の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

する説明書 

2. 基本方針 

2.1 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備 

2.1.3 格納容器フィルタベント系 

 

単線結線図 

 可搬式窒素供給装置は，可搬式窒素供給装置用発電

設備により給電できる設計とする。【67条 21】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.6 重大事故等時における水素爆発による原子炉

格納容器の破損防止機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.3 水素濃度低減設備に係る電源 

4.3.3 格納容器フィルタベント系 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.2 各機器固有の設計 

 格納容器フィルタベント系の流路として，設計基準

対象施設である原子炉格納容器及び配管貫通部を重

大事故等対処設備として使用することから，流路に係

る機能について重大事故等対処設備としての設計を

行う。【67条 24】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.1 原子炉格納容器 

8.3.4.1 窒素ガス制御系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.3.4 格納容器フィルタベント系 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

 3.4.5 水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止す

るための格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガスの排出 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

建物等の水素爆発による損傷を防止するために原子

炉格納容器から原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）

への水素ガスの漏えいを抑制し，原子炉建物原子炉棟

（二次格納施設）内の水素濃度の上昇を緩和するため

の重大事故等対処設備として，原子炉格納容器から水

素ガスを排出することができる設備である格納容器

フィルタベント系を設ける設計とする。【68条 8】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.7 重大事故等時における水素爆発による原子炉

建物等の損傷防止機能 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

2. 基本方針 

2.2 原子炉建物等の損傷を防止するための水素濃度

低減設備 

2.2.1 格納容器フィルタベント系 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.2 原子炉建物等の損傷を防止するための水素濃度

低減設備 

4.2.1 格納容器フィルタベント系 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.3.1 非常用ガス処理系 

8.3.3.4 格納容器フィルタベント系 

8.3.4.1 窒素ガス制御系 

8.3.5.1 格納容器フィルタベント系 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.5 原子炉建物等の損傷を防止するための水素濃度

低減設備の設計 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.2 非常用ガス処理系の設計 

 

Ⅵ-1-10-6 「放射性廃棄物の廃棄施設」の様式－1 

3. 放射性廃棄物の廃棄施設の兼用に関する設計 

3.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

3.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 格納容器フィルタベント系は，第 1ベントフィルタ

スクラバ容器（スクラビング水，金属フィルタ），第 1

ベントフィルタ銀ゼオライト容器（銀ゼオライトフィ

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

ルタ），圧力開放板，遠隔手動弁操作機構，配管・弁

類，計測制御装置等で構成し，原子炉格納容器内雰囲

気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第 1ベントフ

ィルタスクラバ容器及び第 1ベントフィルタ銀ゼオラ

イト容器へ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉

建物屋上に設ける放出口から排出（系統設計流量 

9.8kg/s（1Pd において））することで，排気中に含ま

れる放射性物質の環境への放出量を低減しつつ，原子

炉格納容器内の水素ガスを大気に排出できる設計と

する。【68条 9】 

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.7 重大事故等時における水素爆発による原子炉

建物等の損傷防止機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.3 格納容器フィルタベント系 

2.3.1 系統構成 

2.3.3 配置 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.2 原子炉建物等の損傷を防止するための水素濃度

低減設備 

4.2.1 格納容器フィルタベント系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.3.4 格納容器フィルタベント系 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

8.3.4.1 窒素ガス制御系 

8.3.5.1 格納容器フィルタベント系 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

図に関する取りまとめ 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.5 原子炉建物等の損傷を防止するための水素濃度

低減設備の設計 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.2 非常用ガス処理系の設計 

 

Ⅵ-1-10-6 「放射性廃棄物の廃棄施設」の様式－1 

3. 放射性廃棄物の廃棄施設の兼用に関する設計 

3.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

3.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉

格納容器から水素ガスを排出する格納容器フィルタ

ベント系は，排気中に含まれる可燃性ガスによる爆発

を防止するため，可搬式窒素供給装置により，系統内

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

3. 原子炉格納施設の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

を不活性ガス(窒素ガス)で置換した状態で待機させ，

使用後においても不活性ガスで置換できる設計とす

る。また，系統内に可燃性ガスが蓄積する可能性のあ

る箇所にはバイパスラインを設け，可燃性ガスを連続

して排出できる設計とすることで，系統内で水素濃度

及び酸素濃度が可燃領域に達することを防止できる

設計とする。【68条 10】 

4.3.7 重大事故等時における水素爆発による原子炉

建物等の損傷防止機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.4 付帯設備 

2.4.4 可搬型窒素供給装置 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

2. 基本方針 

2.2 原子炉建物等の損傷を防止するための水素濃度

低減設備 

2.2.1 格納容器フィルタベント系 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.2 原子炉建物等の損傷を防止するための水素濃度

低減設備 

4.2.1 格納容器フィルタベント系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.3.4 格納容器フィルタベント系 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

3.5 原子炉建物等の損傷を防止するための水素濃度

低減設備の設計 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.2 非常用ガス処理系の設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 可搬式窒素供給装置は，可搬式窒素供給装置用発電

設備により給電できる設計とする。【68条 11】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.7 重大事故等時における水素爆発による原子炉

建物等の損傷防止機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.2 各機器固有の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

2.1 設計方針 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

4. 原子炉格納施設の水素濃度低減設備の詳細設計 

4.3 水素濃度低減設備に係る電源 

4.3.3 格納容器フィルタベント系 

 第 1ベントフィルタスクラバ容器は 4個を並列に設

置し，排気中に含まれる粒子状放射性物質及びガス状

の無機よう素を除去し，第 1ベントフィルタ銀ゼオラ

イト容器は，排気中に含まれる有機よう素を除去でき

る設計とする。また，無機よう素をスクラビング水中

に捕集・保持するためにアルカリ性の状態（系統待機

時において pH13以上）に維持する設計とする。【68条

16】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.3 格納容器フィルタベント系 

2.3.2 第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベ

ントフィルタ銀ゼオライト容器 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.3.4 格納容器フィルタベント系 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.5 原子炉建物等の損傷を防止するための水素濃度

低減設備の設計 

 格納容器フィルタベント系は，他の発電用原子炉施

設とは共用しない設計とする。また，格納容器フィル

タベント系と他の系統・機器を隔離する弁は直列で 2

個設置し，格納容器フィルタベント系と他の系統・機

器を確実に隔離することで，悪影響を及ぼさない設計

とする。【68条 17】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧

破損防止機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.3 格納容器フィルタベント系 

2.3.1 系統構成 

 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.5 原子炉建物等の損傷を防止するための水素濃度

低減設備の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.5.1 格納容器フィルタベント系 

 格納容器フィルタベント系の使用後に再度，格納容

器代替スプレイ系等により原子炉格納容器内にスプ

レイする場合は，原子炉格納容器が負圧とならないよ

う，原子炉格納容器が規定の圧力に達した場合には，

スプレイを停止する運用を保安規定に定めて管理す

る。【68条 18】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 格納容器フィルタベント系使用時の排出経路に設

置される隔離弁は，遠隔手動弁操作機構（個数 5）（原

子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備

の圧力逃がし装置の設備を放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環

設備の設備として兼用）によって人力により容易かつ

確実に操作が可能な設計とする。【68条 19】 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.5 原子炉建物等の損傷を防止するための水素濃度

低減設備の設計 

 格納容器フィルタベント系使用時の排出経路に設

置される隔離弁に設ける遠隔手動弁操作機構の操作

場所は，原子炉建物付属棟内とすることで，放射線防

護を考慮した設計とする。【68条 20】 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.5 原子炉建物等の損傷を防止するための水素濃度

低減設備の設計 

 排出経路に設置される隔離弁の電動弁については，

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

からの給電により，中央制御室から操作が可能な設計

とする。【68条 21】 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.4 付帯設備 

2.4.2 電源設備 

 

Ⅵ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関

する説明書 

2. 基本方針 

2.2 原子炉建物等の損傷を防止するための水素濃度

低減設備 

2.2.1 格納容器フィルタベント系 

 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.2 各機器固有の設計 



 

67              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

単線結線図 

 系統内に設ける圧力開放板は，格納容器フィルタベ

ント系の使用の妨げにならないよう，原子炉格納容器

からの排気圧力と比較して十分に低い圧力で破裂す

る設計とする。【68条 22】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧

破損防止機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.3 格納容器フィルタベント系 

2.3.1 系統構成 

 

構造図 

8.3.5.1 格納容器フィルタベント系 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.5 原子炉建物等の損傷を防止するための水素濃度

低減設備の設計 

 格納容器フィルタベント系はサプレッションチェ

ンバ及びドライウェルと接続し，いずれからも排気で

きる設計とする。サプレッションチェンバ側からの排

気ではサプレッションチェンバの水面からの高さを

確保し，ドライウェル側からの排気では，ドライウェ

ル床面からの高さを確保するとともに燃料棒有効長

頂部よりも高い位置に接続箇所を設けることで長期

的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない設計と

する。【68条 23】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧

破損防止機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.3 格納容器フィルタベント系 

2.3.3 配置 

 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.5 原子炉建物等の損傷を防止するための水素濃度

低減設備の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.5.1 格納容器フィルタベント系 

 格納容器フィルタベント系の流路として，設計基準

対象施設である原子炉格納容器及び配管貫通部を重

大事故等対処設備として使用することから，流路に係

る機能について重大事故等対処設備としての設計を

行う。【68条 29】 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.1 原子炉格納容器 

8.3.4.1 窒素ガス制御系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.3.4 格納容器フィルタベント系 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

3.5 原子炉格納容器調気設備 

3.5.1 窒素ガス制御系 

窒素ガス制御系は，水素及び酸素の反応を防止する

ため，あらかじめ原子炉格納容器内に窒素を充てんす

ることにより，水素濃度及び酸素濃度を可燃限界未満

に保つ設計とする。 

3.5 原子炉格納容器調気設備 

3.5.1 窒素ガス制御系 

窒素ガス制御系は，水素及び酸素の反応を防止する

ため，あらかじめ原子炉格納容器内に窒素を充てんす

ることにより，水素濃度及び酸素濃度を可燃限界未満

に保つ設計とする。【44条21】 

― 
― 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

格納容器内における水素爆発による破損を防止でき

るように，発電用原子炉の運転中は，原子炉格納容器

内を窒素ガス制御系により常時不活性化する設計と

する。【67条4】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 圧力逃がし装置 

3.6.1 格納容器フィルタベント系 

(1) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉

格納容器の過圧による破損を防止するために必要な

重大事故等対処設備のうち，原子炉格納容器内の圧力

を大気中に逃がすための設備として，格納容器フィル

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.4 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃



 

69              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

 

 

 

タベント系を設ける設計とする。【65条 14】 4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧

破損防止機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.3.1 非常用ガス処理系 

8.3.4.1 窒素ガス制御系 

8.3.5.1 格納容器フィルタベント系 

度低減設備の設計 

3.4.3 格納容器フィルタベント系による水素及び酸

素排出に関する設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器フィルタベント系は，第１ベントフィルタ

スクラバ容器（スクラビング水，金属フィルタ），第

１ベントフィルタ銀ゼオライト容器（銀ゼオライトフ

ィルタ），圧力開放板，遠隔手動弁操作機構，配管・

弁類，計測制御装置等で構成し，原子炉格納容器内雰

囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第１ベント

フィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼ

オライト容器へ導き，放射性物質を低減させた後に原

子炉建物屋上に設ける放出口から排出（系統設計流量

9.8kg/s（1Pd において））することで，排気中に含ま

れる放射性物質の環境への放出量を低減しつつ，原子

炉格納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とす

る。【65条 15】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧

破損防止機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.3 格納容器フィルタベント系 

2.3.1 系統構成 

2.3.3 配置 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.5.1 格納容器フィルタベント系 

 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.4 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備の設計 

3.4.3 格納容器フィルタベント系による水素及び酸

素排出に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.5.1 格納容器フィルタベント系 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

8.3.4.1 窒素ガス制御系 

8.3.5.1 格納容器フィルタベント系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ベントフィルタスクラバ容器は 4個を並列に設

置し，排気中に含まれる粒子状放射性物質及びガス状

の無機よう素を除去し，第１ベントフィルタ銀ゼオラ

イト容器は，排気中に含まれる有機よう素を除去でき

る設計とする。また，無機よう素をスクラビング水中

に捕集・保持するためにアルカリ性の状態（系統待機

時において pH13以上）に維持する設計とする。【65条

16】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧

破損防止機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.3 格納容器フィルタベント系 

2.3.2 第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベ

ントフィルタ銀ゼオライト容器 

 

構造図 

8.3.5.1 格納容器フィルタベント系 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.4 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備の設計 

3.4.2 格納容器フィルタベント系による水素及び酸

素排出に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

 

 

格納容器フィルタベント系はサプレッションチェ

ンバ及びドライウェルと接続し，いずれからも排気で

きる設計とする。サプレッションチェンバ側からの排

気ではサプレッションチェンバの水面からの高さを

確保し，ドライウェル側からの排気では，ドライウェ

ル床面からの高さを確保するとともに燃料棒有効長

頂部よりも高い位置に接続箇所を設けることで長期

的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない設計と

する。【65条 17】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧

破損防止機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.3 格納容器フィルタベント系 

2.3.3 配置 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.5.1 格納容器フィルタベント系 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.4 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備の設計 

3.4.2 格納容器フィルタベント系による水素及び酸

素排出に関する設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉

格納容器の過圧による破損を防止するために使用す

る格納容器フィルタベント系は，排気中に含まれる可

燃性ガスによる爆発を防止するため，可搬式窒素供給

装置により，系統内を不活性ガス(窒素ガス)で置換し

た状態で待機させ，使用後においても不活性ガスで置

換できる設計とする。また，系統内に可燃性ガスが蓄

積する可能性のある箇所にはバイパスラインを設け，

可燃性ガスを連続して排出できる設計とすることで，

系統内で水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に達する

ことを防止できる設計とする。【65条 18】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧

破損防止機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.4 付帯設備 

2.4.4 可搬型窒素供給装置 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.5.1 格納容器フィルタベント系 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.4 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃 

度低減設備の設計 

3.4.2 格納容器フィルタベント系による水素及び酸

素排出に関する設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 格納容器フィルタベント系は，他の発電用原子炉施 Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明 2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

設とは共用しない設計とする。また，格納容器フィル

タベント系と他の系統・機器を隔離する弁は直列で 2

個設置し，格納容器フィルタベント系と他の系統・機

器を確実に隔離することで，悪影響を及ぼさない設計

とする。【65条 19】 

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧

破損防止機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.3 格納容器フィルタベント系 

2.3.1 系統構成 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.5.1 格納容器フィルタベント系 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.4 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備の設計 

3.4.2 格納容器フィルタベント系による水素及び酸

素排出に関する設計 

 格納容器フィルタベント系の使用後に再度，格納容

器代替スプレイ系等により原子炉格納容器内にスプ

レイする場合は，原子炉格納容器が負圧とならないよ

う，原子炉格納容器が規定の圧力に達した場合には，

スプレイを停止する運用を保安規定に定めて管理す

る。【65条 20】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 格納容器フィルタベント系使用時の排出経路に設

置される隔離弁は，遠隔手動弁操作機構（個数 5）（原

子炉冷却系統施設の設備，原子炉格納施設のうち圧力

低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制御設

備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循

環設備の設備で兼用）によって人力により容易かつ確

実に操作が可能な設計とする。【65条 21】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧

破損防止機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.3 格納容器フィルタベント系 

2.3.1 系統構成 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.4 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備の設計 

3.4.1 可燃性ガス濃度制御系に関する設計 

3.4.2 格納容器フィルタベント系による水素及び酸

素排出に関する設計 

 また，排出経路に設置される隔離弁の電動弁につい

ては，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

設備からの給電により，中央制御室から操作が可能な

設計とする。【65条 23】 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧

破損防止機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.4 付帯設備 

2.4.2 電源設備 

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.2.2 各機器固有の設計 

 系統内に設ける圧力開放板は，格納容器フィルタベ

ント系の使用の妨げにならないよう，原子炉格納容器

からの排気圧力と比較して十分に低い圧力で破裂す

る設計とする。【65条 24】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧

破損防止機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.3 格納容器フィルタベント系 

2.3.1 系統構成 

 

構造図 

8.3.5.1 格納容器フィルタベント系 

 

単線結線図 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.4 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備の設計 

3.4.2 格納容器フィルタベント系による水素及び酸

素排出に関する設計 

 可搬式窒素供給装置は，可搬式窒素供給装置用発電

設備により給電できる設計とする。【65条 28】 

Ⅵ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明

書 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

4. 原子炉格納施設の設計条件 

4.3 重大事故等時における設計条件 

4.3.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧

破損防止機能 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

2.2.2 各機器固有の設計 

 格納容器フィルタベント系使用時の排出経路に設

置される隔離弁に設ける遠隔手動弁操作機構の操作

場所は，原子炉建物付属棟内とすることで，放射線防

護を考慮した設計とする。【65条 22】 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.4 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備の設計 

3.4.2 格納容器フィルタベント系による水素及び酸

素排出に関する設計 

 格納容器フィルタベント系の流路として，設計基準

対象施設である原子炉格納容器及び配管貫通部を重

大事故等対処設備として使用することから，流路に係

る機能について重大事故等対処設備としての設計を

行う。【65条 31】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（原子炉格納施設） 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.1 原子炉格納容器 

8.3.4.1 窒素ガス制御系 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

8.3.5.1 格納容器フィルタベント系 

 

構造図 

8.1 原子炉格納容器 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

2.3 機能を兼用する機器を含む原子炉格納施設の系

統図に関する取りまとめ 

 a. 多様性，位置的分散及び独立性 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系

は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

原理の異なる冷却手段及び原子炉格納容器内の減圧

手段を用いることで多様性を有する設計とする。【65

条 32】 

残留熱代替除去系は，非常用交流電源設備に対して

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.5 原子炉格納施設 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.4 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備の設計 

3.4.2 格納容器フィルタベント系による水素及び酸

素排出に関する設計 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.6 残留熱代替除去系の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

多様性を有する常設代替交流電源設備からの給電に

より駆動できる設計とする。また，格納容器フィルタ

ベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有

する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源

設備からの給電により駆動できる設計とする。格納容

器フィルタベント系は，人力により排出経路に設置さ

れる隔離弁を操作できる設計とすることで，残留熱代

替除去系に対して駆動源の多様性を有する設計とす

る。【65条 33】 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

20.2.2 各機器固有の設計 

 残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子

炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレ

ッションチェンバは原子炉建物原子炉棟（二次格納施

設）内に設置し，格納容器フィルタベント系の第１ベ

ントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ

銀ゼオライト容器は原子炉建物外の第１ベントフィ

ルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外

に設置することで共通要因によって同時に機能を損

なわないよう位置的分散を図る設計とする。【65条 36】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.5 原子炉格納施設 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面 

8.3.5.1 格納容器フィルタベント系 

2. 原子炉格納施設の兼用に関する設計 

2.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

2.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

2.2.1 兼用を含む原子炉格納施設の機器の仕様等に

関する設計 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.4 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備の設計 

3.4.2 格納容器フィルタベント系による水素及び酸

素排出に関する設計 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.6 残留熱代替除去系の設計 

 残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路

を分離することで独立性を有する設計とする。【65 条

37】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.5 原子炉格納施設 

 

Ⅵ-1-8-1-別添 3 格納容器フィルタベント系の設計 

2. 系統設計 

2.1 設計方針 

 

原子炉格納施設に係る系統図 

3. 原子炉格納施設の設計 

3.4 原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃

度低減設備の設計 

3.4.2 格納容器フィルタベント系による水素及び酸

素排出に関する設計 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.6 残留熱代替除去系の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

8.3.5.1 格納容器フィルタベント系 

 これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分

散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベ

ント系は，互いに重大事故等対処設備として，可能な

限りの独立性を有する設計とする。【65条 38】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

4. 主要対象設備 

原子炉格納施設の対象となる主要な設備について，

「表1 原子炉格納施設の主要設備リスト」に示す。 

4. 主要対象設備 

原子炉格納施設の対象となる主要な設備について，

「表1 原子炉格納施設の主要設備リスト」に示す。

本施設の設備として兼用する場合に主要設備リスト

に記載されない設備については，「表2 原子炉格納施

設の兼用設備リスト」に示す。 

― 
― 

（「設備リスト」および「兼用設備リスト」による） 

 



 

資料 No.8 

 

 

 

 
基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表 

（非常用電源設備） 
  



 

1              

 

「基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表」【非常用電源設備】 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

用語の定義は「発電用原子力設備に関する技術基準

を定める省令」，「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

第１章 共通項目 

非常用電源設備の共通項目である「1. 地盤等，2. 

自然現象，3. 火災，5. 設備に対する要求（5.6 逆

止め弁を除く。），6. その他（6.4 放射性物質によ

る汚染の防止を除く。）」の基本設計方針については，

原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第１章 共通項

目」に基づく設計とする。 

第１章 共通項目 

非常用電源設備の共通項目である「1. 地盤等，2. 

自然現象，3. 火災，4. 溢水等，5. 設備に対する

要求（5.6 逆止め弁を除く。），6. その他（6.4 放

射性物質による汚染の防止を除く。）」の基本設計方針

については，原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第

１章 共通項目」に基づく設計とする。 

― 

1. 共通的に適用される設計 

第２章 個別項目 

1. 非常用電源設備の電源系統 

1.1 非常用電源系統 

重要安全施設においては，多重性を有し，系統分離

が可能である母線で構成し，信頼性の高い機器を設置

する。 

第２章 個別項目 

1. 非常用電源設備の電源系統 

1.1 非常用電源系統 

重要安全施設においては，多重性を有し，系統分離

が可能である母線で構成し，信頼性の高い機器を設置

する。【45条11】 

― 
― 

（変更なし） 

非常用高圧母線（メタルクラッド開閉装置で構成）

は，多重性を持たせ，3 系統の母線で構成し，工学的

安全施設に関係する高圧補機と発電所の保安に必要

な高圧補機へ給電する設計とする。 

また，動力変圧器を通して降圧し，非常用低圧母線

（ロードセンタ及びコントロールセンタで構成）へ給

電する。非常用低圧母線も同様に多重性を持たせ 3系

統の母線で構成し，工学的安全施設に関係する低圧補

機と発電所の保安に必要な低圧補機へ給電する設計

とする。 

非常用高圧母線（メタルクラッド開閉装置で構成）

は，多重性を持たせ，3 系統の母線で構成し，工学的

安全施設に関係する高圧補機と発電所の保安に必要

な高圧補機へ給電する設計とする。【45条 32】 

また，動力変圧器を通して降圧し，非常用低圧母線

（ロードセンタ及びコントロールセンタで構成）へ給

電する。非常用低圧母線も同様に多重性を持たせ 3系

統の母線で構成し，工学的安全施設に関係する低圧補

機と発電所の保安に必要な低圧補機へ給電する設計

とする。【45条 33】 

― 
― 

（変更なし） 

また，高圧及び低圧母線等で故障が発生した際は，

遮断器により故障箇所を隔離できる設計とし，故障に

よる影響が局所化できるとともに，他の安全施設への

影響を限定できる設計とする。 

また，高圧及び低圧母線等で故障が発生した際は，

遮断器により故障箇所を隔離できる設計とし，故障に

よる影響が局所化できるとともに，他の安全施設への

影響を限定できる設計とする。【45条 34】 

― 
― 

（変更なし） 

さらに，非常用所内電源系からの受電時の母線切替 さらに，非常用所内電源系からの受電時の母線切替 ― ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

操作が容易な設計とする。 操作が容易な設計とする。【45条12】 （変更なし） 

 加えて，重要安全施設への電力供給に係る電気盤及

び当該電気盤に影響を与えるおそれのある電気盤（安

全施設（重要安全施設を除く。）への電力供給に係る

ものに限る。）について，遮断器の遮断時間の適切な

設定等により，高エネルギーのアーク放電によるこれ

らの電気盤の損壊の拡大を防止することができる設

計とする。【45条 9】 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

2. 基本方針 

2.1 常設の非常用発電装置の出力に関する設計方針 

2.1.4 遮断器 

2. 非常用電源設備の設計 

2.5 非常用電源系統 

これらの母線は，独立性を確保し，それぞれ区画分

離された部屋に配置する設計とする。 

これらの母線は，独立性を確保し，それぞれ区画分

離された部屋に配置する設計とする。【45条 35】 
― 

― 

（変更なし） 

安全保護系並びに工学的安全施設に関係する多重

性を持つ動力回路に使用するケーブルは，負荷の容量

に応じたケーブルを使用し，多重化したそれぞれのケ

ーブルについて相互に物理的分離を図る設計とする

とともに制御回路や計装回路への電気的影響を考慮

した設計とする。 

安全保護系並びに工学的安全施設に関係する多重

性を持つ動力回路に使用するケーブルは，負荷の容量

に応じたケーブルを使用し，多重化したそれぞれのケ

ーブルについて相互に物理的分離を図る設計とする

とともに制御回路や計装回路への電気的影響を考慮

した設計とする。【45条 40】 

― 
― 

（変更なし） 

 1.2 所内電気系統 

非常用所内電気設備は，3 系統の非常用母線等（メ

タルクラッド開閉装置（6900V，1200Aのものを 2個），

2HPCS-メタルクラッド開閉装置（6900V，1200Aのもの

を 1個），ロードセンタ（460V，4000Aのものを 2個），

コントロールセンタ（460V，800Aのものを 2個，460V，

600Aのものを 7個，460V，400Aのものを 2個），2HPCS

コントロールセンタ（460V，800A のものを 1 個），動

力変圧器（3200kVA，6600/460Vのものを 2個），2HPCS-

動力変圧器（500kVA，6600/460Vのものを 1個））によ

り構成することにより，共通要因で機能を失うことな

く，少なくとも 1系統は電力供給機能の維持及び人の

接近性の確保を図る設計とする。【72条 15】 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 2. 非常用電源設備の設計 

2.4 代替所内電気設備 

2.4.1 代替所内電気設備 

 これとは別に設計基準事故対処設備の非常用所内

電気設備が機能喪失した場合の重大事故等対処設備

として，代替所内電気設備を使用できる設計とする。

【72条16】 

代替所内電気設備は，緊急用メタクラ（6900V，1200A

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 

 

単線結線図 

2. 非常用電源設備の設計 

2.4 代替所内電気設備 

2.4.1 代替所内電気設備 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

のものを1個），メタクラ切替盤（6900V，1200Aのもの

を2個），高圧発電機車接続プラグ収納箱（6600V，1200A

のものを2個），緊急用メタクラ接続プラグ盤（6600V，

1200Aのものを1個），SAロードセンタ（460V，1200Aの

ものを1個），SA1コントロールセンタ（460V，400Aの

ものを1個），SA2コントロールセンタ（460V，400Aの

ものを1個），充電器電源切替盤（460V，225Aのものを

1個），SA電源切替盤（460V，50Aのものを2個），重大

事故操作盤，2C-メタルクラッド開閉装置及び2D-メタ

ルクラッド開閉装置，電路，計測制御装置等で構成し，

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備又は

可搬型直流電源設備の電路として使用し電力を供給

できる設計とする。【72条17】 

1.4 単線結線図 

 また，代替所内電気設備及び非常用所内電気設備

は，少なくとも1系統は機能の維持及び人の接近性の

確保を図る設計とする。【72条18】 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 2. 非常用電源設備の設計 

2.4 代替所内電気設備 

2.4.1 代替所内電気設備 

 代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替

盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ

接続プラグ盤，SAロードセンタ，SA1コントロールセ

ンタ，SA2コントロールセンタ，充電器電源切替盤，

SA電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る

設計とする。【72条42】 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.1.4 高圧発電機車 

2. 非常用電源設備の設計 

2.4 代替所内電気設備 

2.4.1 代替所内電気設備 

 代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成する

ことにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を

有する設計とする。【72条43】 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

 

2. 非常用電源設備の設計 

2.4 代替所内電気設備 

2.4.1 代替所内電気設備 

 これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代

替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立

性を有する設計とする。【72条 44】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 重大事故等対処施設の動力回路に使用するケーブ

ルは，負荷の容量に応じたケーブルを使用し，非常用

電源系統へ接続するか，非常用電源系統と独立した代

替所内電気系統へ接続する設計とする。【72条 19】 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

2. 非常用電源設備の設計 

2.1 非常用発電装置 

2.1.3 ガスタービン発電機 

2.1.4 高圧発電機車 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

2.4 代替所内電気設備 

2.4.1 代替所内電気設備 

2. 交流電源設備 

2.1 非常用交流電源設備 

発電用原子炉施設は，重要安全施設がその機能を維

持するために必要となる電力を当該重要安全施設に

供給するため，電力系統に連系した設計とする。 

2. 交流電源設備 

2.1 非常用交流電源設備 

発電用原子炉施設は，重要安全施設がその機能を維

持するために必要となる電力を当該重要安全施設に

供給するため，電力系統に連系した設計とする。【45

条 1】 

― 
― 

（変更なし） 

発電用原子炉施設には，電線路及び当該発電用原子

炉施設において常時使用される発電機からの電力の

供給が停止した場合において発電用原子炉施設の安

全性を確保するために必要な装置の機能を維持する

ため，内燃機関を原動力とする非常用電源設備を設け

る設計とする。 

発電用原子炉施設には，電線路及び当該発電用原子

炉施設において常時使用される発電機からの電力の

供給が停止した場合において発電用原子炉施設の安

全性を確保するために必要な装置の機能を維持する

ため，内燃機関を原動力とする非常用電源設備を設け

る設計とする。【45条 2】 

― 
― 

（変更なし） 

発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要

な装置（非常用電源設備及びその燃料補給設備，燃料

プールへの補給設備，原子炉格納容器内の圧力，温度，

酸素・水素濃度，放射性物質の濃度及び線量当量率の

監視設備並びに中央制御室外からの原子炉停止設備）

は，内燃機関を原動力とする非常用電源設備の非常用

ディーゼル発電設備（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備を含む。）からの電源供給が可能な設計とす

る。 

発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要

な装置（非常用電源設備及びその燃料補給設備，燃料

プールへの補給設備，原子炉格納容器内の圧力，温度，

酸素・水素濃度，放射性物質の濃度及び線量当量率の

監視設備並びに中央制御室外からの原子炉停止設備）

は，内燃機関を原動力とする非常用電源設備の非常用

ディーゼル発電設備（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備を含む。）からの電源供給が可能な設計とす

る。【45条 3】 

― 
― 

（変更なし） 

非常用電源設備及びその付属設備は，多重性又は多

様性を確保し，及び独立性を確保し，その系統を構成

する機械又は器具の単一故障が発生した場合であっ

ても，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時

において，工学的安全施設及び設計基準事故に対処す

るための設備がその機能を確保するために十分な容

量を有する設計とする。 

非常用電源設備及びその付属設備は，多重性又は多

様性を確保し，及び独立性を確保し，その系統を構成

する機械又は器具の単一故障が発生した場合であっ

ても，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時

において，工学的安全施設及び設計基準事故に対処す

るための設備がその機能を確保するために十分な容

量を有する設計とする。【45条 28】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 非常用ディーゼル発電機 

3.1.1 設計基準対象施設 

2. 非常用電源設備の設計 

2.1 非常用発電装置 

2.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

2.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

2.3 燃料設備 

2.3.3 ディーゼル燃料貯蔵タンク，ガスタービン発

電機用軽油タンク及びタンクローリ 

(1) 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

(2) 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

(3) 機能を兼用する機器を含む非常用電源設備の系
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

3.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

3.2.1 設計基準対象施設 

 

非常用電源設備に係る系統図 

9.1.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

9.1.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

 

構造図 

9.1.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

9.1.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

統図に関する取りまとめ 

非常用ディーゼル発電設備（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電設備を含む。）は，非常用高圧母線低電

圧信号又は非常用炉心冷却設備作動信号で起動し，設

置（変更）許可を受けた原子炉冷却材喪失事故におけ

る工学的安全施設の設備の作動開始時間を満足する

時間である 10 秒（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電設備においては 13秒）以内に電圧を確立した後は，

各非常用高圧母線に接続し，負荷に給電する設計とす

る。 

非常用ディーゼル発電設備（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電設備を含む。）は，非常用高圧母線低電

圧信号又は非常用炉心冷却設備作動信号で起動し，設

置（変更）許可を受けた原子炉冷却材喪失事故におけ

る工学的安全施設の設備の作動開始時間を満足する

時間である 10 秒（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電設備においては 13秒）以内に電圧を確立した後は，

各非常用高圧母線に接続し，負荷に給電する設計とす

る。【45条 29】 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 非常用ディーゼル発電機 

3.1.1 設計基準対象施設 

3.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

3.2.1 設計基準対象施設 

 

2. 非常用電源設備の設計 

2.1 非常用発電装置 

2.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

2.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

 

設計基準事故時において，発電用原子炉施設に属す

る非常用所内電源設備及びその付属設備は，発電用原

子炉ごとに単独で設置し，他の発電用原子炉施設と共

用しない設計とする。 

設計基準事故時において，発電用原子炉施設に属す

る非常用所内電源設備及びその付属設備は，発電用原

子炉ごとに単独で設置し，他の発電用原子炉施設と共

用しない設計とする。【45条31】 

要目表 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

9.1.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

2. 非常用電源設備の設計 

2.1 非常用発電装置 

2.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

2.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

2.3 燃料設備 

2.3.3 ディーゼル燃料貯蔵タンク，ガスタービン発

電機用軽油タンク及びタンクローリ 

(1) 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

(2) 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 非常用交流電源設備は，想定される重大事故等時に

おいて，重大事故等対処設備及び重大事故等対処設備
― 

― 

（冒頭宣言） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

（設計基準拡張）として使用できる設計とする。【72

条 47】 

非常用交流電源設備は，設計基準事故対処設備であ

るとともに，重大事故等時においても使用するため，

重大事故等対処設備としての基本方針に示す設計方

針を適用する。ただし，多様性及び独立性並びに位置

的分散を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備は

ないことから，重大事故等対処設備の基本方針のうち

「5.1.2 多様性，位置的分散等」に示す設計方針は適

用しない。【72条 48】 

 非常用交流電源設備のうち非常用ディーゼル発電

設備は，重大事故等時に ATWS 緩和設備（代替制御棒

挿入機能），ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプ

トリップ機能），ほう酸水注入系，代替自動減圧ロジ

ック（代替自動減圧機能），低圧原子炉代替注水系（常

設），低圧原子炉代替注水系（可搬型），低圧炉心スプ

レイ系，残留熱除去系（低圧注水モード），残留熱除

去系（原子炉停止時冷却モード），原子炉補機冷却系

（原子炉補機海水系を含む。），格納容器代替スプレイ

系（常設），格納容器代替スプレイ系（可搬型），残留

熱除去系（サプレッションプール水冷却モード），中

央制御室換気系，計装設備及び非常用ガス処理系へ電

力を供給できる設計とする。【72条 49】 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 非常用ディーゼル発電機 

3.1.2 重大事故等対処設備 

 

非常用電源設備に係る系統図 

9.1.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

 

構造図 

9.1.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

2. 非常用電源設備の設計 

2.1 非常用発電装置 

2.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

 非常用交流電源設備のうち高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電設備は重大事故等時に，高圧炉心スプレ

イ系及び計装設備へ電力を供給できる設計とする。

【72条 50】 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

3.2.2 重大事故等対処設備 

2. 非常用電源設備の設計 

2.1 非常用発電装置 

2.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

非常用電源設備に係る系統図 

9.1.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

 

構造図 

9.1.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

 2.2 常設代替交流電源設備 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことによ

り重大事故等が発生した場合において炉心の著しい

損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体

等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著

しい損傷を防止するために必要な交流負荷へ電力を

供給する重大事故等対処設備として常設代替交流電

源設備を設ける設計とする。【72条 1】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機（緊

急用直流115V蓄電池及び緊急用直流60V蓄電池を含

む。）（以下「ガスタービン発電機」という。），ガスタ

ービン発電機用サービスタンク，ガスタービン発電機

用燃料移送ポンプ，ガスタービン発電機用軽油タン

ク，電路，計測制御装置等で構成し，設計基準事故対

処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した

場合に，重大事故等に対処するためにガスタービン発

電機を中央制御室での操作にて速やかに起動し，代替

所内電気設備を介して2C-メタルクラッド開閉装置及

び2D-メタルクラッド開閉装置，又はSAロードセンタ，

SA1コントロールセンタ及びSA2コントロールセンタ

へ接続することで電力を供給できる設計とする。ま

た，代替所内電気設備を介して，移動式代替熱交換設

備へ電力を供給できる設計とする。【72条2】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 

 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.3 ガスタービン発電機 

3.3.1 ガスタービン機関 

3.3.2 発電機 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.1.3 ガスタービン発電機 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

2. 非常用電源設備の設計 

2.1 非常用発電装置 

2.1.3 ガスタービン発電機 

2.3 燃料設備 

2.3.1 ガスタービン発電機用軽油タンク及びガスタ

ービン発電機用燃料移送ポンプ 

2.4 代替所内電気設備 

2.4.1 代替所内電気設備 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

非常用電源設備に係る系統図 

9.1.1.3 ガスタービン発電機 

 

構造図 

9.1.1.3 ガスタービン発電機 

 常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共

通要因によって同時に機能を損なわないよう，ガスタ

ービン発電機用発電機をガスタービンにより駆動す

ることで，ディーゼルエンジンにより駆動する非常用

ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流

電源設備に対して多様性を有する設計とする。【72条

22】 

要目表 

 

構造図 

9.1.1.3 ガスタービン発電機 

2. 非常用電源設備の設計 

2.1 非常用発電装置 

2.1.3 ガスタービン発電機 

 常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガス

タービン発電機用サービスタンク及びガスタービン

発電機用燃料移送ポンプは，原子炉建物から離れたガ

スタービン発電機建物内に設置することで，原子炉建

物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，

原子炉建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設

備のB-ディーゼル燃料移送ポンプ（以下「B-ディーゼ

ル燃料移送ポンプ」という。），タービン建物近傍に設

置する非常用ディーゼル発電設備のA-ディーゼル燃

料移送ポンプ（以下「A-ディーゼル燃料移送ポンプ」

という。）及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備のディーゼル燃料移送ポンプ（以下「ディーゼル燃

料移送ポンプ」という。）と共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とす

る。【72条23】 

要目表 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.1.3 ガスタービン発電機 

2. 非常用電源設備の設計 

2.1 非常用発電装置 

2.1.3 ガスタービン発電機 

2.3 燃料設備 

2.3.1 ガスタービン発電機用軽油タンク及びガスタ

ービン発電機用燃料移送ポンプ 

 常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機用発

電機から2C-メタルクラッド開閉装置及び2D-メタル

クラッド開閉装置までの系統において，独立した電路

で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設

単線結線図 

1.4 単線結線図 

2. 非常用電源設備の設計 

2.1 非常用発電装置 

2.1.3 ガスタービン発電機 

2.4 代替所内電気設備 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

備の発電機から2C-メタルクラッド開閉装置及び2D-

メタルクラッド開閉装置までの系統並びに高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から2HPCS-

メタルクラッド開閉装置までの系統に対して，独立性

を有する設計とする。【72条24】 

2.4.1 代替所内電気設備 

 これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立

性によって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源

設備に対して独立性を有する設計とする。【72条25】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 2.3 可搬型代替交流電源設備 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動

力電源喪失）した場合に，重大事故等の対応に必要な

プラント監視機能を維持する設備等に電力を供給す

る重大事故等対処設備として，可搬型代替交流電源設

備を使用できる設計とする。【72条5】 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車，ガスタ

ービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電設

備のA-ディーゼル燃料貯蔵タンク（以下「A-ディーゼ

ル燃料貯蔵タンク」という。），非常用ディーゼル発電

設備のB-ディーゼル燃料貯蔵タンク（以下「B-ディー

ゼル燃料貯蔵タンク」という。），高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備のディーゼル燃料貯蔵タンク（以

下「ディーゼル燃料貯蔵タンク」という。），タンクロ

ーリ，電路，計測制御装置等で構成し，高圧発電機車

を，代替所内電気設備を経由して2C-メタルクラッド

開閉装置，2D-メタルクラッド開閉装置，又はSAロー

ドセンタ，SA1コントロールセンタ及びSA2コントロー

ルセンタへ接続することで電力を供給できる設計と

する。【72条6】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 

 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.4 可搬型の非常用発電装置 

3.4.1 高圧発電機車 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

9.1.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

9.1.1.3 ガスタービン発電機 

9.1.1.4 高圧発電機車 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

 

非常用電源設備に係る系統図 

9.1.1.4 高圧発電機車 

 

2. 非常用電源設備の設計 

2.1 非常用発電装置 

2.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

2.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

2.1.3 ガスタービン発電機 

2.1.4 高圧発電機車 

2.4 代替所内電気設備 

2.4.1 代替所内電気設備 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

構造図 

9.1.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

9.1.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

9.1.1.3 ガスタービン発電機 

9.1.1.4 高圧発電機車 

 可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧

発電機車の冷却方式を空冷とすることで，冷却方式が

水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機を

用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する

設計とする。また，可搬型代替交流電源設備は，常設

代替交流電源設備と共通要因によって同時に機能を

損なわないよう，高圧発電機車用発電機をディーゼル

エンジンにより駆動することで，ガスタービンにより

駆動するガスタービン発電機車用発電機を用いる常

設代替交流電源設備に対して多様性を有する設計と

する。【72条26】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

構造図 

9.1.1.4 高圧発電機車 

2. 非常用電源設備の設計 

2.1 非常用発電装置 

2.1.4 高圧発電機車 

 可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタン

クローリは，屋外の原子炉建物から離れた場所に保管

することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設

備，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備，ディー

ゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍のB-ディーゼル

燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃

料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分

散を図る設計とする。また，可搬型代替交流電源設備

の高圧発電機車及びタンクローリは，ガスタービン発

電機建物内に設置するガスタービン発電機，ガスター

ビン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電

機用燃料移送ポンプから離れた場所に保管すること

で，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

位置的分散を図る設計とする。【72条27】 

要目表 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.1.4 高圧発電機車 

2. 非常用電源設備の設計 

2.1 非常用発電装置 

2.1.4 高圧発電機車 

2.3 燃料設備 

2.3.2 タンクローリ（高圧発電機車） 

2.3.3 ディーゼル燃料貯蔵タンク，ガスタービン発

電機用軽油タンク及びタンクローリ 

(2) 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車用発電機 単線結線図 2. 非常用電源設備の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

から2C-メタルクラッド開閉装置及び2D-メタルクラ

ッド開閉装置までの系統において，独立した電路で系

統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の

発電機から2C-メタルクラッド開閉装置及び2D-メタ

ルクラッド開閉装置までの系統並びに高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電設備の発電機から2HPCS-メタ

ルクラッド開閉装置までの系統に対して，独立性を有

する設計とする。【72条28】 

1.4 単線結線図 2.1 非常用発電装置 

2.1.4 高圧発電機車 

2.4 代替所内電気設備 

2.4.1 代替所内電気設備 

 これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立

性によって，可搬型代替交流電源設備は非常用交流電

源設備に対して独立性を有する設計とする。【72条29】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続箇

所は，共通要因によって接続できなくなることを防止

するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設

計とする。【72条30】 

要目表 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.1.4 高圧発電機車 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

2. 非常用電源設備の設計 

2.4 代替所内電気設備 

2.4.1 代替所内電気設備 

 2.4 負荷に直接接続する電源設備 

2.4.1 可搬式窒素供給装置用発電設備 

可搬式窒素供給装置用発電設備は，可搬式窒素供給

装置用発電設備用発電機 1 台により，1 台の可搬式窒

素供給装置に給電できる設計とする。【65 条 29】【67

条 22】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.4 可搬型の非常用発電装置 

3.4.3 可搬式窒素供給装置用発電設備 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.1.5 可搬式窒素供給装置用発電設備 

 

構造図 

2. 非常用電源設備の設計 

2.1 非常用発電装置 

2.1.5 可搬式窒素供給装置用発電設備 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

9.1.1.5 可搬式窒素供給装置用発電設備 

 2.4.2 緊急時対策所用発電設備 

緊急時対策所用発電機は，緊急時対策所 発電機接

続プラグ盤（210V，1200Aのものを1個），緊急時対策

所 低圧受電盤（460/210V，800Aのものを1個），緊急

時対策所 低圧母線盤（210/105V，800Aのものを1個），

緊急時対策所 低圧分電盤1（105V，225Aのものを1

個），緊急時対策所 低圧分電盤2（105V，225Aのもの

を1個），緊急時対策所 無停電交流電源装置（35kVA，

210/210-105Vのものを1個），緊急時対策所 無停電分

電盤1（105V，225Aのものを1個），緊急時対策所 直

流115V充電器（120V，200Aのものを1個），可搬ケーブ

ル（210V,302Aのものを1相分2本の3相分6本を4セッ

ト）を経由して緊急時対策所空気浄化送風機，衛星電

話設備（固定型）（１，２，３号機共用），無線通信設

備（固定型）（１号機設備，１，２，３号機共用），統

合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備

（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡ

Ｘ）（１，２，３号機共用）及び安全パラメータ表示

システム（ＳＰＤＳ）（１，２，３号機共用（ＳＰＤ

Ｓデータ収集サーバは１，２号機共用））等へ給電で

きる設計とする。【76条28】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 

 

Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.4 可搬型の非常用発電装置 

3.4.2緊急時対策所用発電機 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.1.6 緊急時対策所用発電機 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

 

非常用電源設備に係る系統図 

9.1.1.6 緊急時対策所用発電機 

 

構造図 

9.1.1.6 緊急時対策所用発電機 

2. 非常用電源設備の設計 

2.1 非常用発電装置 

2.1.6 緊急時対策所用発電機 

3. 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

3.1 所内常設蓄電式直流電源設備 

設計基準対象施設の安全性を確保する上で特に必

要な設備に対し，直流電源設備を施設する設計とす

る。 

3. 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

3.1 常設直流電源設備 

設計基準対象施設の安全性を確保する上で特に必

要な設備に対し，直流電源設備を施設する設計とす

る。【45条 4】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

直流電源設備は，短時間の全交流動力電源喪失時に

おいても，発電用原子炉を安全に停止し，かつ，発電

用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動

直流電源設備は，全交流動力電源喪失時から重大事

故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替

交流電源設備から開始されるまでの約 70分を包絡し

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

2. 非常用電源設備の設計 

2.2 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

2.2.1 230V系蓄電池(RCIC) 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

作することができるよう，これらの設備の動作に必要

な容量を有する 230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電

池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，

B1-115V系蓄電池（SA）及び原子炉中性子計装用蓄電

池を設ける設計とする。 

 

た約 8時間に対し，発電用原子炉を安全に停止し，か

つ，発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設

備が動作するとともに，原子炉格納容器の健全性を確

保するための設備が動作することができるよう，これ

らの設備の動作に必要な容量を有する 230V系蓄電池

(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，

B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA）及び原子炉

中性子計装用蓄電池を設ける設計とする。【16条 1】

【45条 6】 

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.2 その他の電源装置 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

 

構造図 

9.1.2 その他の電源装置 

2.2.2 A-115V系蓄電池 

2.2.3 B-115V系蓄電池 

2.2.4 B1-115V系蓄電池(SA) 

2.2.6 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

2.2.7 原子炉中性子計装用蓄電池 

非常用の直流電源設備は，直流 115V 3 系統（区分

Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ），230V 1 系統（区分Ⅱ）及び±24V 2 系

統（区分Ⅰ，Ⅱ）の蓄電池，充電器，115V直流盤及び

230V直流盤等で構成する。これらの 3区分のうち 1区

分が故障しても発電用原子炉の安全性は確保できる

設計とする。 

また，これらの区分は，多重性及び独立性を確保す

ることにより，共通要因により同時に機能が喪失する

ことのない設計とする。 

直流母線は 115V，230V及び±24Vであり，非常用直

流電源設備 6組の電源の負荷は，工学的安全施設等の

制御装置，電磁弁，計装用無停電母線に給電する非常

用の計装用無停電交流電源装置等である。 

非常用の直流電源設備は，直流 115V 3 系統（区分

Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ），230V 1 系統（区分Ⅱ）及び±24V 2 系

統（区分Ⅰ，Ⅱ）の蓄電池，充電器，115V直流盤及び

230V直流盤等で構成する。これらの 3区分のうち 1区

分が故障しても発電用原子炉の安全性は確保できる

設計とする。【45条 36】 

また，これらの区分は，多重性及び独立性を確保す

ることにより，共通要因により同時に機能が喪失する

ことのない設計とする。 

直流母線は 115V，230V及び±24Vであり，非常用直

流電源設備 6組の電源の負荷は，工学的安全施設等の

制御装置，電磁弁，計装用無停電母線に給電する非常

用の計装用無停電交流電源装置等である。【45条 37】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.2 その他の電源装置 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

 

構造図 

9.1.2 その他の電源装置 

2. 非常用電源設備の設計 

2.2 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

2.2.1 230V系蓄電池(RCIC) 

2.2.2 A-115V系蓄電池 

2.2.3 B-115V系蓄電池 

2.2.4 B1-115V系蓄電池(SA) 

2.2.6 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

2.2.7 原子炉中性子計装用蓄電池 

 非常用直流電源設備の 230V 系蓄電池(RCIC)，230V

系充電器(RCIC)（240V，200A のものが 1 個），A-115V

系蓄電池，A-115V系充電器（130V,210Aのものが 1個），

高圧炉心スプレイ系蓄電池，高圧炉心スプレイ系充電

器（130V,80Aのものが 1個），B-115V系蓄電池，B-115V

系充電器（120V,400Aのものが 1個），B1-115V系蓄電

池（SA），B1-115V 系充電器（SA），原子炉中性子計装

用蓄電池，原子炉中性子計装用充電器（±28.8V,20A

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.2 その他の電源装置 

 

単線結線図 

2. 非常用電源設備の設計 

2.2 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

2.2.1 230V系蓄電池(RCIC) 

2.2.2 A-115V系蓄電池 

2.2.3 B-115V系蓄電池 

2.2.4 B1-115V系蓄電池(SA) 

2.2.6 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

2.2.7 原子炉中性子計装用蓄電池 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

のものが 2個），230V系直流盤（RCIC）（230V,800Aの

ものが 1個），115V直流盤（115V,500Aのものが 4個），

原子炉中性子計装用分電盤（±24V,100Aのものが2個）

は，想定される重大事故等時において，重大事故等対

処設備及び重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用できる設計とする。【72条 51】 

非常用直流電源設備は，設計基準事故対処設備であ

るとともに，重大事故等時においても使用するため，

重大事故等対処設備としての基本方針に示す設計方

針を適用する。ただし，多様性及び独立性並びに位置

的分散を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備は

ないことから，重大事故等対処設備の基本方針のうち

「5.1.2 多様性，位置的分散等」に示す設計方針は

適用しない。【72条 52】 

1.4 単線結線図 

 

構造図 

9.1.2 その他の電源装置 

 設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動

力電源喪失）した場合に，重大事故等の対応に必要な

設備に直流電力を供給する重大事故等対処設備とし

て，所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電

源設備を使用できる設計とする。【72条8】 

所内常設蓄電式直流電源設備は，B-115V系蓄電池，

B1-115V系蓄電池（SA），230V系蓄電池（RCIC），SA用

115V系蓄電池，B-115V系充電器，B1-115V系充電器

（SA），230V系充電器（RCIC），SA用115V系充電器，

B-115V系直流盤，B1-115V系直流盤（SA），230V系直流

盤（RCIC），SA対策設備用分電盤（2）（115V,225Aのも

のを1個），HPAC直流コントロールセンタ（115V,600A

のものを1個），電路，計測制御装置等で構成し，B-115V

系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），230V系蓄電池（RCIC）

及びSA用115V系蓄電池は，直流母線へ電力を供給でき

る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備のB-115V系蓄電池は，

全交流動力電源喪失から８時間後に，一部負荷の電源

をB1-115V系蓄電池（SA）に切り替えると共に，不要

な負荷の切離しを行うことで，全交流動力電源喪失か

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.2 その他の電源装置 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

 

構造図 

9.1.2 その他の電源装置 

2. 非常用電源設備の設計 

2.2 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

2.2.1 230V系蓄電池(RCIC) 

2.2.3 B-115V系蓄電池 

2.2.4 B1-115V系蓄電池(SA) 

2.2.5 SA用 115V系蓄電池 

2.2.12 HPAC直流コントロールセンタ 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

ら24時間にわたり，電力を供給できる設計とする。な

お，230V系蓄電池（RCIC）及びSA用115V系蓄電池は負

荷を切り離すことなく全交流動力電源喪失から24時

間にわたり電力を供給できる設計とする。 

 また，交流電源復旧後に，交流電源をB-115V系充電

器，B1-115V系充電器（SA），230V系充電器（RCIC）及

びSA用115V系充電器を経由し直流母線へ接続するこ

とで電力を供給できる設計とする。【72条9】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

 

構造図 

9.1.2 その他の電源装置 

2. 非常用電源設備の設計 

2.2 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

2.2.1 230V系蓄電池(RCIC) 

2.2.3 B-115V系蓄電池 

2.2.4 B1-115V系蓄電池(SA) 

2.2.5 SA用 115V系蓄電池 

 常設代替直流電源設備は，SA用115V系蓄電池，SA用

115V系充電器，SA対策設備用分電盤（2），HPAC直流コ

ントロールセンタ，電路，計測制御装置等で構成し，

全交流動力電源喪失から24時間にわたり，SA用115V系

蓄電池から電力を供給できる設計とする。また，交流

電源復旧後に，交流電源をSA用115V系充電器を経由し

直流母線へ接続することで電力を供給できる設計と

する。【72条10】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.2 その他の電源装置 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

 

構造図 

9.1.2 その他の電源装置 

2. 非常用電源設備の設計 

2.2 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

2.2.5 SA用 115V系蓄電池 

2.2.12 HPAC直流コントロールセンタ 

 所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃 要目表 2. 非常用電源設備の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

棄物処理建物内の非常用直流電源設備3系統のうち2

系統と異なる区画に設置することで，非常用直流電源

設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。【72条31】 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.2 その他の電源装置 

2.2 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

2.2.1 230V系蓄電池(RCIC) 

2.2.3 B-115V系蓄電池 

2.2.4 B1-115V系蓄電池(SA) 

2.2.5 SA用 115V系蓄電池 

 所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器

から直流母線までの系統において，独立した電路で系

統構成することにより，非常用直流電源設備3系統の

うち2系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系

統に対して，独立性を有する設計とする。【72条32】 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

2. 非常用電源設備の設計 

2.2 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

2.2.1 230V系蓄電池(RCIC) 

2.2.3 B-115V系蓄電池 

2.2.4 B1-115V系蓄電池(SA) 

2.2.5 SA用 115V系蓄電池 

 

 これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所

内常設蓄電式直流電源設備は非常用直流電源設備3系

統のうち2系統に対して独立性を有する設計とする。

【72条33】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 常設代替直流電源設備は，廃棄物処理建物内に設置

し，非常用直流電源設備3系統のうち2系統と異なる区

画に設置することで，非常用直流電源設備と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。【72条34】 

要目表 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.2 その他の電源装置 

2. 非常用電源設備の設計 

2.2 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

2.2.5 SA用 115V系蓄電池 

 常設代替直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直

流母線までの系統において，独立した電路で系統構成

することにより，非常用直流電源設備3系統のうち2系

統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対

して，独立性を有する設計とする。【72条35】 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

2. 非常用電源設備の設計 

2.2 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

2.2.5 SA用 115V系蓄電池 

2.2.12 HPAC直流コントロールセンタ 

 これらの位置的分散及び電路の独立性によって，常

設代替直流電源設備は非常用直流電源設備に対して

独立性を有する設計とする。【72条36】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 3.2 可搬型直流電源設備 

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が

喪失した場合に，重大事故等の対応に必要な設備に直

流電力を供給する重大事故等対処設備として，可搬型

直流電源設備を使用できる設計とする。【72条11】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

2. 非常用電源設備の設計 

2.1 非常用発電装置 

2.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

2.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

2.1.3 ガスタービン発電機 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車，B1-115V系

充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常

用），B-115V系直流盤（SA），SA対策設備用分電盤（2），

HPAC直流コントロールセンタ，230V系直流盤（常用）

（230V,800Aのものが1個），ガスタービン発電機用軽

油タンク，A-ディーゼル燃料貯蔵タンク，B-ディーゼ

ル燃料貯蔵タンク，ディーゼル燃料貯蔵タンク，タン

クローリ，電路，計測制御装置等で構成し，高圧発電

機車を代替所内電気設備，B1-115V系充電器（SA），SA

用115V系充電器及び230V系充電器（常用）を経由し直

流母線へ接続することで電力を供給できる設計とす

る。【72条12】 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の運転を継続

することで，設計基準事故対処設備の交流電源及び直

流電源の喪失から24時間にわたり必要な負荷に電力

の供給を行うことができる設計とする。【72条14】 

 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

9.1.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

9.1.1.3 ガスタービン発電機 

9.1.1.4 高圧発電機車 

9.1.2 その他の電源装置 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

 

非常用電源設備に係る系統図 

9.1.1.4 高圧発電機車 

 

構造図 

9.1.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

9.1.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

9.1.1.3 ガスタービン発電機 

9.1.1.4 高圧発電機車 

9.1.2 その他の電源装置 

2.1.4 高圧発電機車 

2.2 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

2.2.12 HPAC直流コントロールセンタ   

 可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電

機車の冷却方式を空冷とすることで，冷却方式が水冷

である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給

電する非常用直流電源設備に対して多様性を有する

設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用115V

系充電器及び230V系充電器（常用）により交流電力を

直流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，

A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V

系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），原子炉中性子計装

用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

 

構造図 

9.1.1.4 高圧発電機車 

9.1.2 その他の電源装置 

2. 非常用電源設備の設計 

2.1 非常用発電装置 

2.1.4 高圧発電機車 

2.2 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

2.2.1 230V系蓄電池(RCIC) 

2.2.2 A-115V系蓄電池 

2.2.3 B-115V系蓄電池 

2.2.4 B1-115V系蓄電池(SA) 

2.2.6 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

2.2.7 原子炉中性子計装用蓄電池 

2.2.9 B1-115V系充電器（SA） 

2.2.10 SA用 115V系充電器 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

性を有する設計とする。【72条37】 2.2.11 230V系充電器（常用） 

 可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充

電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）

及びタンクローリは，屋外の原子炉建物から離れた場

所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，

原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイ

タンク，原子炉建物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポン

プ，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃料移送ポン

プ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内

の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計

とする。【72条38】 

要目表 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.1.4 高圧発電機車 

9.1.2 その他の電源装置 

2. 非常用電源設備の設計 

2.1 非常用発電装置 

2.1.4 高圧発電機車 

2.2 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

2.2.9 B1-115V系充電器（SA） 

2.2.10 SA用 115V系充電器 

2.2.11 230V系充電器（常用） 

2.3 燃料設備 

2.3.2ディーゼル燃料貯蔵タンク，ガスタービン発電

機用軽油タンク及びタンクローリ 

(2) 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 可搬型直流電源設備は，高圧発電機車用発電機から

直流母線までの系統において，独立した電路で系統構

成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電

機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発

電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有す

る設計とする。【72条39】 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

2. 非常用電源設備の設計 

2.1 非常用発電装置 

2.1.4 高圧発電機車 

 これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立

性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設

備に対して独立性を有する設計とする。【72条40】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，

共通要因によって接続できなくなることを防止する

ため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計と

する。【72条 41】 

要目表 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.1.4 高圧発電機車 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

2. 非常用電源設備の設計 

2.1 非常用発電装置 

2.1.4 高圧発電機車 

 3.3 主蒸気逃がし安全弁用可搬型直流電源設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備のうち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故

等対処設備として，可搬型直流電源設備及び主蒸気逃

がし安全弁用蓄電池（補助盤室）を使用できる設計と

― 
― 

（冒頭宣言） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

する。【61条 6】 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備のうち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故

等対処設備として，可搬型直流電源設備は，逃がし安

全弁の作動に必要な常設直流電源系統が喪失した場

合においても，SRV用電源切替盤（115V,50Aのものを

1個）を切り替えることにより，逃がし安全弁（8個）

の作動に必要な電源を供給できる設計とする。【61 条

7】 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 2. 非常用電源設備の設計 

2.2 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

2.2.13 SRV用電源切替盤 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備のうち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故

等対処設備として使用する主蒸気逃がし安全弁用蓄

電池（補助盤室）は，逃がし安全弁の作動に必要な常

設直流電源系統が喪失した場合においても，逃がし安

全弁の作動回路に接続することにより，逃がし安全弁

（2 個）を一定期間にわたり連続して開状態を保持で

きる設計とする。【61条 8】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

 

構造図 

9.1.2 その他の電源装置 

2. 非常用電源設備の設計 

2.2 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

2.2.8 主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室） 

3.4 計測制御用電源設備 

設計基準対象施設の安全性を確保する上で特に必

要な設備に対し，計測制御用交流電源設備として，計

装用無停電交流電源装置を施設する設計とする。 

3.4 計測制御用電源設備 

設計基準対象施設の安全性を確保する上で特に必

要な設備に対し，計測制御用交流電源設備として，計

装用無停電交流電源装置を施設する設計とする。【45

条 5】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

 

構造図 

9.1.2 その他の電源装置 

2. 非常用電源設備の設計 

2.2 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

2.2.14 計装用無停電交流電源装置 

非常用の計測制御用電源設備は，原子炉保護系母線

2母線及び計装用無停電母線 2母線で構成する。 

非常用の計測制御用電源設備は，原子炉保護系母線

2 母線及び計装用無停電母線 2 母線で構成する。【45

条 38】 

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

非常用の計測制御用電源設備は，非常用低圧母線と

非常用直流母線に接続する無停電電源装置及び計装

用無停電母線等で構成し，原子炉核計装の監視による

発電用原子炉の安全停止状態の確認が可能な設計と

する。 

非常用の計測制御用電源設備は，非常用低圧母線と

非常用直流母線に接続する計装用無停電交流電源装

置及び計装用無停電母線等で構成し，原子炉核計装の

監視による発電用原子炉の安全停止状態の確認が可

能な設計とする。【45条 39】 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

 

2. 非常用電源設備の設計 

2.2 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

2.2.14 計装用無停電交流電源装置 

計装用無停電交流電源装置は，短時間の全交流動力

電源喪失時においても，非常用直流電源設備である非

常用蓄電池から電力が供給されることにより，計装用

無停電母線に対し電力供給を確保する設計とする。 

 

B-計装用無停電交流電源装置は，外部電源喪失及び

全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するた

めに必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から

開始されるまでの間においても，非常用直流電源設備

である B-115V 系蓄電池から電力が供給されることに

より，計装用無停電母線に対し電力供給を確保する設

計とする。【45条 7】 

なお，A-計装用無停電交流電源装置は約 70 分，電

力供給が可能な設計とする。【45条 8】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

2. 非常用電源設備の設計 

2.2 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

2.2.14 計装用無停電交流電源装置 

4. 燃料設備 

4.1 非常用交流電源設備の燃料補給設備 

７日間の外部電源喪失を仮定しても，運転時の異常

な過渡変化又は設計基準事故に対処するために必要

な非常用ディーゼル発電設備１台及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電設備１台を７日間運転するこ

とにより必要とする電力を供給できる容量以上の燃

料を敷地内の A-ディーゼル燃料貯蔵タンク，B-ディー

ゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンク

に貯蔵する設計とする。【45条 30】 

4. 燃料設備 

4.1 非常用交流電源設備の燃料補給設備 

変更なし 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

9.1.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

 

構造図 

9.1.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

9.1.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

2. 非常用電源設備の設計 

2.3 燃料設備 

2.3.3 ディーゼル燃料貯蔵タンク，ガスタービン発

電機用軽油タンク及びタンクローリ 

(1) 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

(2) 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 4.2 ガスタービン発電機の燃料補給設備 

ガスタービン発電機の燃料は，ガスタービン発電機

要目表 

 

2. 非常用電源設備の設計 

2.3 燃料設備 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

用サービスタンクから自重でガスタービン発電機に

燃料を補給できる設計とする。【72条3】 

また，ガスタービン発電機用サービスタンクの燃料

は，ガスタービン発電機用軽油タンクからガスタービ

ン発電機用燃料移送ポンプを用いて補給できる設計

とする。【72条4】 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

非常用電源設備に係る系統図 

9.1.1.3 ガスタービン発電機 

 

構造図 

9.1.1.3 ガスタービン発電機 

2.3.1 ガスタービン発電機用軽油タンク及びガスタ

ービン発電機用燃料移送ポンプ 

 4.3 高圧発電機車及び可搬式窒素供給装置用発電設

備の燃料補給設備 

重大事故等時に高圧発電機車及び可搬式窒素供給

装置用発電設備の燃料を補給する設備として，ガスタ

ービン発電機用軽油タンク，A-ディーゼル燃料貯蔵タ

ンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク，ディーゼル燃料

貯蔵タンク，タンクローリ及びホースを使用できる設

計とする。【72条 20】 

高圧発電機車及び可搬式窒素供給装置用発電設備

は，ガスタービン発電機用軽油タンク，A-ディーゼル

燃料貯蔵タンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク又はデ

ィーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリ及びホー

スを用いて燃料を補給できる設計とする。【72条 7】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

非常用電源設備に係る系統図 

9.1.1.4 高圧発電機車 

9.1.1.5 可搬式窒素供給装置用発電設備 

 

構造図 

9.1.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

9.1.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

9.1.1.3 ガスタービン発電機 

9.1.1.4 高圧発電機車 

2. 非常用電源設備の設計 

2.3 燃料設備 

2.3.2 タンクローリ（高圧発電機車） 

2.3.3 ディーゼル燃料貯蔵タンク，ガスタービン発

電機用軽油タンク及びタンクローリ 

(1) 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

(2) 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

(3) 機能を兼用する機器を含む非常用電源設備の系

統図に関する取りまとめ 

 ガスタービン発電機用軽油タンク，A-ディーゼル燃

料貯蔵タンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク又はディ

ーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの軽油の

補給は，ホースを用いる設計とする。【72条21】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

非常用電源設備に係る系統図 

9.1.1.4 高圧発電機車 

9.1.1.5 可搬式窒素供給装置用発電設備 

 

2. 非常用電源設備の設計 

2.3 燃料設備 

2.3.2 タンクローリ（高圧発電機車） 

2.3.3 ディーゼル燃料貯蔵タンク，ガスタービン発

電機用軽油タンク及びタンクローリ 

(1) 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

(2) 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

(3) 機能を兼用する機器を含む非常用電源設備の系

統図に関する取りまとめ 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

構造図 

9.1.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

9.1.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

9.1.1.3 ガスタービン発電機 

9.1.1.4 高圧発電機車 

 燃料補給設備のタンクローリは，タービン建物近傍

のA-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料

移送ポンプ並びに原子炉建物近傍のB-ディーゼル燃

料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管するこ

とで，A-ディーゼル燃料移送ポンプ，B-ディーゼル燃

料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通

要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分

散を図る設計とする。【72条45】 

要目表 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

9.1.1.3 ガスタービン発電機 

9.1.1.4 高圧発電機車 

9.1.1.5 可搬式窒素供給装置用発電設備 

2. 非常用電源設備の設計 

2.3 燃料設備 

2.3.2 タンクローリ（高圧発電機車） 

2.3.3 ディーゼル燃料貯蔵タンク，ガスタービン発

電機用軽油タンク及びタンクローリ 

(2) 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 ガスタービン発電機用軽油タンクは，タービン建物

及び原子炉建物から離れた場所に設置することで，タ

ービン建物近傍のA-ディーゼル燃料貯蔵タンク及び

ディーゼル燃料貯蔵タンク並びに原子炉建物近傍の

B-ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通要因によって同

時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計と

する。【72条46】 

要目表 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

9.1.1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

9.1.1.3 ガスタービン発電機 

9.1.1.4 高圧発電機車 

9.1.1.5 可搬式窒素供給装置用発電設備 

2. 非常用電源設備の設計 

2.3 燃料設備 

2.3.1 ガスタービン発電機用軽油タンク及びガスタ

ービン発電機用燃料移送ポンプ 

2.3.3 ディーゼル燃料貯蔵タンク，ガスタービン発

電機用軽油タンク及びタンクローリ 

(2) 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 4.4 緊急時対策所用発電機の燃料補給設備 

緊急時対策所用発電機は，緊急時対策所用燃料地下

タンクからタンクローリを用いて燃料を補給できる

設計とする。【76条29】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

非常用電源設備に係る系統図 

9.1.1.6 緊急時対策所用発電機 

 

構造図 

9.1.1.6 緊急時対策所用発電機 

2. 非常用電源設備の設計 

2.3 燃料設備 

2.3.4 緊急時対策所用燃料地下タンク 

2.3.5 タンクローリ（緊急時対策所用発電機） 

 緊急時対策所用燃料地下タンクからタンクローリ

への軽油の補給は，ホースを用いる設計とする。 

要目表 

 

2. 非常用電源設備の設計 

2.3 燃料設備 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

燃料補給設備のタンクローリは，原子炉建物内のデ

ィーゼル燃料デイタンク並びにタービン建物近傍の

A-ディーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散

して保管することで，ディーゼル燃料デイタンク及び

A-ディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同

時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計と

する。 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，タービン建物近

傍の A-ディーゼル燃料貯蔵タンクから離れた場所に

設置することで，A-ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分

散を図る設計とする。【76条 30】 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.1.1.6 緊急時対策所用発電機 

 

非常用電源設備に係る系統図 

9.1.1.6 緊急時対策所用発電機 

 

構造図 

9.1.1.6 緊急時対策所用発電機 

 

 

2.3.4 緊急時対策所用燃料地下タンク 

2.3.5 タンクローリ（緊急時対策所用発電機） 

5. 設備の共用 5. 設備の共用 

非常用低圧母線のコントロールセンタについては，

2号機非常用低圧母線のコントロールセンタと 1号機

の非常用低圧母線のコントロールセンタを相互に接

続し，重大事故等発生時において 1号機及び 2号機の

非常用低圧母線のコントロールセンタ遮断器の投入

により，迅速かつ安全に電源融通を可能とすること

で，相互接続することにより安全性が向上する設計と

する。なお，これらの相互接続部については，各号機

に設置している遮断器を通常時，切状態にして物理的

に分離することで，自動で投入されることなく，1号

機の電気故障が 2号機に波及しないようにすることで

要求される安全機能を満たすことができる設計とす

る。【15条 14】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

3.7 その他発電用原子炉の附属施設 

3.7.1 非常用電源設備 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

3. 設備共用の設計 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 事故収束に必要な緊急時対策所 発電機接続プラ

グ盤，緊急時対策所 低圧受電盤，緊急時対策所 低

圧母線盤，緊急時対策所 低圧分電盤 1，緊急時対策

所 低圧分電盤 2，緊急時対策所 無停電交流電源装

置，緊急時対策所 無停電分電盤 1及び緊急時対策所 

直流 115V充電器は，二以上の発電用原子炉施設にお

Ⅵ-1-9-4-1 緊急時対策所の機能に関する説明書 

3. 緊急時対策所の機能に係る詳細設計 

Ⅵ-1-10-17「緊急時対策所」の様式－1 

3. 緊急時対策所機能に係る設計 

2.2 代替電源設備に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

いて共用しない設計とする。【76条 32】 

6. 主要対象設備 

非常用電源設備の対象となる主要な設備について，

「表１ 非常用電源設備の主要設備リスト」に示す。 

6. 主要対象設備 

非常用電源設備の対象となる主要な設備について，

「表１ 非常用電源設備の主要設備リスト」に示す。 

― 
― 

（「設備リスト」による） 

 



 

資料 No.9 

 

 

 

 
基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表 

（常用電源設備） 
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「基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表」【常用電源設備】 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

用語の定義は「発電用原子力設備に関する技術基準

を定める省令」，「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

第１章 共通項目 

常用電源設備の共通項目である「1. 地盤等，2. 

自然現象（2.2 津波による損傷の防止を除く。），3. 

火災，5. 設備に対する要求（5.2 材料及び構造等，

5.3 使用中の亀裂等による破壊の防止，5.4 耐圧試

験等，5.5 安全弁等，5.6 逆止め弁，5.7 内燃機

関を除く。），6. その他」の基本設計方針については，

原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第１章 共通項

目」に基づく設計とする。 

第１章 共通項目 

常用電源設備の共通項目である「1. 地盤等，2. 

自然現象（2.2 津波による損傷の防止を除く。），3. 

火災，5. 設備に対する要求（5.2 材料及び構造等，

5.3 使用中の亀裂等による破壊の防止，5.4 耐圧試

験等，5.5 安全弁等，5.6 逆止め弁，5.7 内燃機

関及びガスタービンの設計条件を除く。），6. その

他」の基本設計方針については，原子炉冷却系統施設

の基本設計方針「第１章 共通項目」に基づく設計と

する。 

― 

1. 共通的に適用される設計 

第２章 個別項目 

1. 保安電源設備 

1.1 発電所構内における電気系統の信頼性確保 

1.1.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大

防止 

安全施設へ電力を供給する保安電源設備は，電線

路，発電用原子炉施設において常時使用される発電

機，外部電源系及び非常用所内電源系から安全施設へ

の電力の供給が停止することがないよう，発電機，送

電線，変圧器，母線等に保護継電器を設置し，機器の

損壊，故障その他の異常を検知するとともに，異常を

検知した場合は，ガス絶縁開閉装置あるいはメタルク

ラッド開閉装置等の遮断器が動作することにより，そ

の拡大を防止する設計とする。 

特に，重要安全施設に給電する系統においては，多

重性を有し，系統分離が可能である母線で構成し，信

頼性の高い機器を設置する。 

第２章 個別項目 

1. 保安電源設備 

1.1 発電所構内における電気系統の信頼性確保 

1.1.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大

防止 

安全施設へ電力を供給する保安電源設備は，電線

路，発電用原子炉施設において常時使用される発電

機，外部電源系及び非常用所内電源系から安全施設へ

の電力の供給が停止することがないよう，発電機，送

電線，変圧器，母線等に保護継電器を設置し，機器の

損壊，故障その他の異常を検知するとともに，異常を

検知した場合は，ガス絶縁開閉装置あるいはメタルク

ラッド開閉装置等の遮断器が動作することにより，そ

の拡大を防止する設計とする。【45条10】 

特に，重要安全施設に給電する系統においては，多

重性を有し，系統分離が可能である母線で構成し，信

頼性の高い機器を設置する。【45条11】 

要目表 

 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.1 発電所構内における電気系統の信頼性確保 

2.1.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大

防止 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 外部電源に関する設計 

3.1.4 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大

防止 

3.1.5 1 相の電路の開放に対する検知及び電力の安

定性回復 

3.2 発電機に関する設計 

3.2.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大

防止 

3.3 ガス絶縁開閉装置及び変圧器等に関する設計 

3.3.2 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大

2. 発電所構内における電気系統の信頼性確保に関

する設計 

2.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大防

止に関する設計 

2.2 1相の電路の開放に対する検知及び電力の安定

性回復に関する設計 



 

2              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

防止 

3.4 所内電源設備に関する設計 

3.4.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大

防止 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

常用高圧母線（メタルクラッド開閉装置で構成）は，

2 母線で構成し，通常運転時に必要な負荷を各母線に

振り分け給電する。それぞれの母線から動力変圧器を

通して降圧し，常用低圧母線（ロードセンタ及びコン

トロールセンタで構成）へ給電する。 

常用高圧母線（メタルクラッド開閉装置で構成）は，

2 母線で構成し，通常運転時に必要な負荷を各母線に

振り分け給電する。それぞれの母線から動力変圧器を

通して降圧し，常用低圧母線（ロードセンタ及びコン

トロールセンタで構成）へ給電する。【45条 41】 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.1 発電所構内における電気系統の信頼性確保 

2.1.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大

防止 

3. 施設の詳細設計方針 

3.4 所内電源設備に関する設計 

3.4.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大

防止 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

2. 発電所構内における電気系統の信頼性確保に関

する設計 

2.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大防

止に関する設計 

また，高圧及び低圧母線等で故障が発生した際は，

遮断器により故障箇所を隔離できる設計とし，故障に

よる影響を局所化できるとともに，他の安全施設への

影響を限定できる設計とする。 

また，高圧及び低圧母線等で故障が発生した際は，

遮断器により故障箇所を隔離できる設計とし，故障に

よる影響を局所化できるとともに，他の安全施設への

影響を限定できる設計とする。【45条 42】 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.1 発電所構内における電気系統の信頼性確保 

2.1.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大

防止 

3. 施設の詳細設計方針 

3.4 所内電源設備に関する設計 

3.4.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大

防止 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

2. 発電所構内における電気系統の信頼性確保に関

する設計 

2.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大防

止に関する設計 

モニタリングポスト用発電機（１号機設備，１，２，

３号機共用）及びモニタリングポスト用無停電電源装

置（１号機設備，１，２，３号機共用）は，機器の過

モニタリングポスト用発電機（１号機設備，１，２，

３号機共用）及びモニタリングポスト用無停電電源装

置（１号機設備，１，２，３号機共用）は，機器の過

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.3 ガス絶縁開閉装置及び変圧器等に関する設計 

2. 発電所構内における電気系統の信頼性確保に関

する設計 

2.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大防
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

電流を検知し，機関及び装置を停止し故障箇所を隔離

することによって，故障による影響を局所化できると

ともに，他の安全機能へ影響のない設計とする。 

電流を検知し，機関及び装置を停止し故障箇所を隔離

することによって，故障による影響を局所化できると

ともに，他の安全機能へ影響のない設計とする。【45

条 43】 

3.3.2 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大

防止 

止に関する設計 

常用の直流電源設備は，蓄電池，充電器，直流盤等

で構成する。 

常用の直流電源設備は，蓄電池，充電器，直流盤等

で構成する。【45条 44】 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.1 発電所構内における電気系統の信頼性確保 

2.1.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大

防止 

3. 施設の詳細設計方針 

3.4 所内電源設備に関する設計 

3.4.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大

防止 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

2. 発電所構内における電気系統の信頼性確保に関

する設計 

2.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大防

止に関する設計 

常用の直流電源設備は，タービンの非常用油ポン

プ，発電機の非常用密封油ポンプ等へ給電する設計と

する。 

常用の直流電源設備は，タービンの非常用油ポン

プ，発電機の非常用密封油ポンプ等へ給電する設計と

する。【45条 45】 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.1 発電所構内における電気系統の信頼性確保 

2.1.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大

防止 

3. 施設の詳細設計方針 

3.4 所内電源設備に関する設計 

3.4.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大

防止 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

2. 発電所構内における電気系統の信頼性確保に関

する設計 

2.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大防

止に関する設計 

常用の計測制御用電源設備は，一般計装母線及び計

算機用無停電交流電源装置で構成する。 

常用の計測制御用電源設備は，一般計装母線及び計

算機用無停電交流電源装置で構成する。【45条 46】 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.1 発電所構内における電気系統の信頼性確保 

2.1.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大

防止 

3. 施設の詳細設計方針 

2. 発電所構内における電気系統の信頼性確保に関

する設計 

2.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大防

止に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

3.4 所内電源設備に関する設計 

3.4.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大

防止 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

常用電源設備の動力回路のケーブルは，負荷の容量

に応じたケーブルを使用する設計とし，多重化した非

常用電源設備の動力回路のケーブルの系統分離対策

に影響を及ぼさない設計とするとともに，制御回路や

計装回路への電気的影響を考慮した設計とする。 

常用電源設備の動力回路のケーブルは，負荷の容量

に応じたケーブルを使用する設計とし，多重化した非

常用電源設備の動力回路のケーブルの系統分離対策

に影響を及ぼさない設計とするとともに，制御回路や

計装回路への電気的影響を考慮した設計とする。【45

条 47】 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.1 発電所構内における電気系統の信頼性確保 

2.1.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大

防止 

3. 施設の詳細設計方針 

3.4 所内電源設備に関する設計 

3.4.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大

防止 

2. 発電所構内における電気系統の信頼性確保に関

する設計 

2.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大防

止に関する設計 

 1.1.2 1相の電路の開放に対する検知及び電力の安

定性回復 

変圧器一次側において3相のうちの1相の電路の開

放が生じた場合に検知できるよう，変圧器一次側の電

路は，電路を筐体に内包する変圧器やガス絶縁開閉装

置等により構成し，3相のうちの1相の電路の開放が生

じた場合に保護継電器にて自動で，故障箇所の隔離及

び非常用母線の受電切替ができる設計とし，電力の供

給の安定性を回復できる設計とする。【45条13】 

要目表 

 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.3 ガス絶縁開閉装置及び変圧器等に関する設計 

3.3.3 1 相の電路の開放に対する検知及び電力の安

定性回復 

 

常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.2 常用電源設備 

2. 発電所構内における電気系統の信頼性確保に関

する設計 

2.2 1 相の電路の開放に対する検知及び電力の安定

性回復に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 送電線において 3相のうちの 1相の電路の開放が生

じた場合，220kV送電線は 1回線での電路の開放時に，

安全施設への電力の供給が不安定にならないよう，多

重化した設計とする。また，電力送電時，保護装置に

よる 3相の電流不平衡監視にて常時自動検知できる設

計とする。さらに保安規定に定めている巡視点検を加

えることで，保護装置による検知が期待できない場合

の 1相開放故障の発見や，その兆候を早期に検知でき

る設計とする。 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 外部電源に関する設計 

3.1.5 1 相の電路の開放に対する検知及び電力の安

定性回復 

 

送電関係一覧図 

1.1 送電関係一覧図 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

2. 発電所構内における電気系統の信頼性確保に関

する設計 

2.2 1相の電路の開放に対する検知及び電力の安定

性回復に関する設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 66kV送電線は，各相の不足電圧継電器にて常時自動

検知できる設計とする。さらに保安規定に定めている

巡視点検を加えることで，保護継電器による検知が期

待できない場合の 1相開放故障や，その兆候を早期に

検知できる設計とする。【45条 14】 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 外部電源に関する設計 

3.1.5 1 相の電路の開放に対する検知及び電力の安

定性回復 

 

送電関係一覧図 

1.1 送電関係一覧図 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

2. 発電所構内における電気系統の信頼性確保に関

する設計 

2.2 1相の電路の開放に対する検知及び電力の安定

性回復に関する設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 220kV送電線及び 66kV送電線において 1相の電路の

開放を検知した場合は，自動又は手動操作で，故障箇

所の隔離及び非常用母線の受電切替ができる設計と

し，電力の供給の安定性を回復できる設計とする。【45

条 15】 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 外部電源に関する設計 

3.1.5 1 相の電路の開放に対する検知及び電力の安

定性回復 

 

2. 発電所構内における電気系統の信頼性確保に関

する設計 

2.2 1相の電路の開放に対する検知及び電力の安定

性回復に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

送電関係一覧図 

1.1 送電関係一覧図 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

1.2 電線路の独立性及び物理的分離 

発電用原子炉施設は，重要安全施設がその機能を維

持するために必要となる電力を当該重要安全施設に

供給するため，電力系統に連系した設計とする。 

1.2 電線路の独立性及び物理的分離 

発電用原子炉施設は，重要安全施設がその機能を維

持するために必要となる電力を当該重要安全施設に

供給するため，電力系統に連系した設計とする。【45

条 1】 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.2 電線路の独立性及び物理的分離 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

3. 電線路の独立性及び物理的分離に関する設計 

3.1 送電系統の独立性に関する設計 

設計基準対象施設は，送受電可能な回線として

220kV送電線（中国電力ネットワーク株式会社第二島

根原子力幹線）1ルート2回線（「１，２，３号機共用」

（以下同じ。））及び受電専用の回線として66kV送電線

（中国電力ネットワーク株式会社鹿島線を分岐した

鹿島支線）1ルート1回線（「１号機設備，１，２号機

共用」（以下同じ。））の合計2ルート3回線にて，電力

系統に接続する設計とする。 

220kV送電線2回線は，中国電力ネットワーク株式会

社北松江変電所に連系する設計とする。 

また，66kV送電線1回線は，中国電力ネットワーク

株式会社津田変電所に連系する設計とする。 

設計基準対象施設は，送受電可能な回線として

220kV送電線（中国電力ネットワーク株式会社第二島

根原子力幹線）1ルート2回線（「１，２，３号機共用」

（以下同じ。））及び受電専用の回線として66kV送電線

（中国電力ネットワーク株式会社鹿島線を分岐した

鹿島支線）1ルート1回線（「１号機設備，１，２号機

共用」（以下同じ。））の合計2ルート3回線にて，電力

系統に接続する設計とする。【45条16】 

220kV送電線2回線は，中国電力ネットワーク株式会

社北松江変電所に連系する設計とする。【45条17】 

また，66kV送電線1回線は，中国電力ネットワーク

株式会社津田変電所に連系する設計とする。【45条18】 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.2 電線路の独立性及び物理的分離 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 外部電源に関する設計 

3.1.1 電力系統の概要 

 

送電関係一覧図 

1.1 送電関係一覧図 

 

単線結線図 

1.4 単線結線図 

3. 電線路の独立性及び物理的分離に関する設計 

3.1 送電系統の独立性に関する設計 

 上記 2ルート 3回線の送電線の独立性を確保するた

め，万一，送電線の上流側接続先である中国電力ネッ

トワーク株式会社北松江変電所が停止した場合でも，

外部電源系からの電力供給が可能となるよう，中国電

力ネットワーク株式会社の広島変電所から松江変電

所及び津田変電所を経由するルートで本発電所に電

力を供給することが可能な設計とする。【45条 19】 

また，中国電力ネットワーク株式会社北松江変電所

が停止した場合の，中国電力ネットワーク株式会社広

島変電所から本発電所への電力供給については，あら

かじめ定められた手順，体制等に基づき，昼夜を問わ

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.2 電線路の独立性及び物理的分離 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 外部電源に関する設計 

3.1.2 独立性が確保された電線路からの受電 

 

送電関係一覧図 

1.1 送電関係一覧図 

 

単線結線図 

3. 電線路の独立性及び物理的分離に関する設計 

3.1 送電系統の独立性に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

ず，確実に実施する。【45条 20】 

なお，中国電力ネットワーク株式会社津田変電所が

停止した場合には，外部電源系からの電力供給が可能

となるよう，中国電力ネットワーク株式会社北松江変

電所を経由するルートで，本発電所に電力を供給する

ことが可能な設計とする。【45条 21】 

中国電力ネットワーク株式会社津田変電所からの

66kV送電線（中国電力ネットワーク株式会社鹿島線）

は，本発電所から約 1km離れた中国電力ネットワーク

株式会社鹿島変電所に鹿島線 2 回線（1L,2L）で連系

しており，中国電力ネットワーク株式会社鹿島支線と

して鹿島線 2Lを分岐して本発電所と連系している。 

鹿島支線は，鹿島線 2L の点検時又は事故時に鹿島

線 1L から鹿島変電所を経由して連系することが可能

である。【45条 22】 

1.4 単線結線図 

 設計基準対象施設は，電線路のうち少なくとも 1回

線は，同一の送電鉄塔に架線されていない，他の回線

と物理的に分離された送電線から受電する設計とす

る。【45条 23】 

また，大規模な盛土の崩壊，大規模な地滑り，急傾

斜地の崩壊に対し鉄塔基礎の安定性が確保され台風

等による強風発生時及び着氷雪の事故防止対策が図

られ，送電線の近接箇所においては，必要な絶縁距離

を確保し，仮に鉄塔が倒壊しても，線路の張力方向に

倒壊することを考慮すると，近接している送電線は互

いに影響を与える可能性はなく，万一，倒壊の影響が

あったとしても，近接していない健全な他の送電線か

ら受電する設計とする。【45条 24】 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.2 電線路の独立性及び物理的分離 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 外部電源に関する設計 

3.1.3 物理的分離が施された電線路からの受電 

3.1.3.1 送電線の物理的分離 

3.1.3.2 鉄塔基礎の安定性 

3.1.3.3 送電線の強風対策 

3. 電線路の独立性及び物理的分離に関する設計 

3.2 送電系統の物理的分離に関する設計 

 1.3 発電用原子炉施設への電力供給確保 

設計基準対象施設に接続する電線路は，いずれの2

回線が喪失した場合においても電力系統から同一の

発電所内の発電用原子炉施設への電力の供給が同時

に停止しない設計とし，220kV送電線2回線は220kV開

閉所を介して接続するとともに66kV送電線1回線は

要目表 

 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.3 発電用原子炉施設の電力供給確保 

3. 施設の詳細設計方針 

4. 発電用原子炉施設への電力供給確保に関する設

計 

4.1 電力の供給が同時に停止しない設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

66kV開閉所を介して接続する設計とする。【45条25】 3.3 ガス絶縁開閉装置及び変圧器等に関する設計 

3.3.1 発電用原子炉施設の電力供給確保 

3.3.1.1 2回線喪失時の電力供給継続 

3.3.2 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大

防止 

 

常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.2 常用電源設備 

 開閉所から主発電機側の送受電設備は，十分な支持

性能を持つ地盤に設置するとともに，耐震性の高い，

可とう性のある懸垂碍子並びに重心の低いガス絶縁

開閉装置及びガス絶縁複合開閉装置を設置する設計

とする。【45条 26】 

要目表 

 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.3 発電用原子炉施設の電力供給確保 

3. 施設の詳細設計方針 

3.3 ガス絶縁開閉装置及び変圧器等に関する設計 

3.3.1 発電用原子炉施設の電力供給確保 

3.3.1.2 開閉所等の基礎 

3.3.1.3 碍子及び遮断器等の耐震性 

 

常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.2 常用電源設備 

4.  発電用原子炉施設への電力供給確保に関する

設計 

4.2 送受電設備の耐震性，津波の影響及び塩害対策

に関する設計 

 さらに，防波壁により津波の影響を受けないエリア

に設置するとともに，塩害を考慮し，送電線引留部の

碍子に対しては，碍子洗浄ができる設計とし，遮断器

等に対しては，電路がタンクに内包されているガス絶

縁開閉装置及びガス絶縁複合開閉装置を設置し，ガス

絶縁複合開閉装置の架線部については屋内に設置す

る。【45条 27】 

要目表 

 

Ⅵ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.3 発電用原子炉施設の電力供給確保 

3. 施設の詳細設計方針 

3.3 ガス絶縁開閉装置及び変圧器等に関する設計 

3.3.1 発電用原子炉施設の電力供給確保 

3.3.1.4 碍子及び遮断器等への津波の影響 

3.3.1.5 碍子及び遮断器等の塩害対策 

3.3.3 1 相の電路の開放に対する検知及び電力の安

定性回復 

 

4.  発電用原子炉施設への電力供給確保に関する

設計 

4.2 送受電設備の耐震性，津波の影響及び塩害対策

に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.2 常用電源設備 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

2. 設備の共用 

220kV送電線及び220kV開閉所は，１号機，２号機及

び３号機で共用とするが，１号機，２号機及び３号機

で必要な容量を十分確保し，１号機，２号機及び３号

機各々に遮断器を設け，地絡若しくは短絡等の故障が

発生した場合は，影響を局所化できる設計とする。ま

た，220kV開閉所が使用不能の場合は66kV開閉所から

重要安全施設への電気供給が可能な設計とし，共用箇

所の故障により外部電源を受電できなくなった場合

は，各号機の非常用ディーゼル発電設備（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電設備を含む。）にて，それぞ

れの非常用所内電源系に給電できる設計とすること

で，共用により安全性を損なわない設計とする。 

66kV 送電線，66kV 開閉所及び予備変圧器は，１号

機及び２号機で共用とするが，１号機及び２号機で必

要な容量を十分確保し，１号機及び２号機各々に遮断

器を設け，地絡若しくは短絡等の故障が発生した場合

は，影響を局所化できる設計とする。また，共用箇所

の故障により外部電源を受電できなくなった場合は，

各号機の非常用ディーゼル発電設備（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電設備を含む。）にて，それぞれの

非常用所内電源系に給電できる設計とすることで，共

用により安全性を損なわない設計とする。【15条 23】 

2. 設備の共用 

変更なし 

― 
― 

（変更なし） 

3. 主要対象設備 

常用電源設備の対象となる主要な設備について，

「表1 常用電源設備の主要設備リスト」に示す。 

3. 主要対象設備 

常用電源設備の対象となる主要な設備について，

「表 1 常用電源設備の主要設備リスト」に示す。 

― 
― 

（「設備リスト」による） 
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「基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表」【補助ボイラー】 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

用語の定義は「発電用原子力設備に関する技術基準

を定める省令」，「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

第１章 共通項目 

補助ボイラの共通項目である「1. 地盤等，2. 自

然現象（2.2 津波による損傷の防止を除く），3. 火

災，5. 設備に対する要求（5.2 材料及び構造等，

5.3 使用中の亀裂等による破壊の防止，5.4 耐圧試

験等，5.6 逆止め弁，5.7 内燃機関の設計条件を除

く。），6. その他（6.3 安全避難通路等，6.4 放射

性物質による汚染の防止を除く。）」の基本設計方針に

ついては，原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第1

章 共通項目」に基づく設計とする。 

第１章 共通項目 

補助ボイラの共通項目である「1. 地盤等，2. 自

然現象（2.2 津波による損傷の防止を除く），3. 火

災，4. 溢水等，5. 設備に対する要求（5.2 材料

及び構造等，5.3 使用中の亀裂等による破壊の防止，

5.4 耐圧試験等，5.6 逆止め弁，5.7 内燃機関及

びガスタービンの設計条件を除く。），6. その他（6.3 

安全避難通路等，6.4 放射性物質による汚染の防止

を除く。）」の基本設計方針については，原子炉冷却系

統施設の基本設計方針「第1章 共通項目」に基づく

設計とする。 

― 

1. 共通的に適用される設計 

第２章 個別項目 

1. 補助ボイラ 

1.1 補助ボイラの機能 

発電用原子炉施設には，設計基準事故に至るまでの

間に想定される使用条件として，液体廃棄物処理系，

タンクの保温用等並びに原子炉施設の起動及び停止

時の主蒸気圧力が低く，主蒸気が使用できない場合の

タービングランドのシール及び空気抽出器駆動に必

要な蒸気を供給する能力を有する補助ボイラ（「1，2

号機共用」（以下同じ。））を設置する。 

補助ボイラは，発電用原子炉施設の安全性を損なわ

ない設計とする。【48条1】 

第２章 個別項目 

1. 補助ボイラ 

1.1 補助ボイラの機能 

変更なし 

― 
― 

（変更なし） 

1.2 補助ボイラの設計条件 

補助ボイラは，ボイラ本体，重油燃焼装置，通風装

置，給水設備，自動燃焼制御装置，缶水処理装置等で

構成し，蒸気を蒸気だめより所内蒸気系母管を経て，

蒸気を使用する各機器に供給できる設計とする。蒸気

1.2 補助ボイラの設計条件 

変更なし 

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

使用機器で使用される蒸気のうち回収できるものは，

所内蒸気回収ドレンより補助ボイラの給水タンクに

集め，ボイラ用水として再使用し，給水使用量を低減

できる設計とする。【48条 9】 

補助ボイラは，長期連続運転及び負荷変動に対応で

きる設計とし，設計基準事故時及び当該事故に至るま

での間に想定される全ての環境条件において，その機

能を発揮できる設計とするとともに，補助ボイラの健

全性及び能力を確認するため，必要な箇所の保守点検

（試験及び検査を含む。）ができるよう設計する。【48

条 10】 

設計基準対象施設に施設する補助ボイラ及びその

附属設備の耐圧部分に使用する材料は，安全な化学的

成分及び機械的強度を有するとともに，耐圧部分の構

造は，最高使用圧力及び最高使用温度において，発生

する応力に対して安全な設計とする。【48条 7】 

設計基準対象施設に施設する補助ボイラに属する

主要な耐圧部の溶接部は，次のとおりとし，使用前事

業者検査により適用基準及び適用規格に適合してい

ることを確認する。【48条 2】 

(1) 不連続で特異な形状でない設計とする。【48条 3】  
― 

― 

（変更なし） 

(2) 溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，

健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の

欠陥がないことを非破壊試験により確認する。【48

条 4】 

 

― 
― 

（変更なし） 

(3) 適切な強度を有する設計とする。【48条5】  
― 

― 

（変更なし） 

(4) 適切な溶接施工法，溶接設備及び技能を有する

溶接士であることを機械試験その他の評価方法に

よりあらかじめ確認する。【48条 6】 

 

― 
― 

（変更なし） 

補助ボイラの缶体には，圧力の上昇による設備の損

傷防止のため，最大蒸発量と同等容量以上の安全弁を

設ける設計とする。 

 

― 
― 

（変更なし） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

補助ボイラの缶体には，圧力の上昇による設備の損

傷防止のため，ドラム内水位，ドラム内圧力等の運転

状態を計測する装置を設ける設計とする。【48条8】 

補助ボイラは，補助ボイラの最大連続蒸発時におい

て，熱的損傷が生ずることのないよう水を供給できる

適切な容量の給水設備を設け，給水の入口及び蒸気の

出口については，流路を速やかに遮断できる設計とす

る。【48条 11】 

 

― 
― 

（変更なし） 

補助ボイラは，ボイラ水の濃縮を防止し，及び水位

を調整するために，補助ボイラ水を抜くことができる

設計とする。【48条12】 

 

― 
― 

（変更なし） 

補助ボイラから排出されるばい煙については，良質

燃料（Ａ重油）を使用することにより，硫黄酸化物排

出量，窒素酸化物濃度及びばいじん濃度を低減する設

計とする。【48条42】 

 

― 
― 

（変更なし） 

2. 設備の共用 

補助ボイラ設備は，１号機及び２号機で共用とする

が，各号機に必要な容量をそれぞれ確保することで，

安全性を損なわない設計とする。 

2. 設備の共用 

補助ボイラ設備は，１号機及び２号機で共用とする

が，各号機に必要な容量をそれぞれ確保することで，

共用により安全性を損なわない設計とする。【15条24】 

― 
― 

（記載の追加のみ，変更なし） 

 所内蒸気系は，１号機及び２号機間で相互に接続す

るが，連絡時以外においては，号機間の接続部の弁を

常時閉とすることにより物理的に分離し，安全性を損

なわない設計とする。連絡時においても，各号機にて

設計する圧力に差異を生じさせず，安全性を損なわな

い設計とする。【15条 33】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 
― 

（記載の追加のみ，変更なし） 

 



 

資料 No.11 

 

 

 

 
基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表 

（火災防護設備） 
  



 

1              

 

「基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表」【火災防護設備】 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則」，「実用発電用

原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」及び

これらの解釈並びに「実用発電用原子炉及びその附属施

設の火災防護に係る審査基準」による。 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

第１章 共通項目 

火災防護設備の共通項目である「1. 地盤等，2. 

自然現象（2.2 津波による損傷の防止を除く。），5. 

設備に対する要求，6. その他」の基本設計方針につ

いては，原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第１章 

共通項目」に基づく設計とする。 

第１章 共通項目 

火災防護設備の共通項目である「1. 地盤等，2. 自

然現象（2.2 津波による損傷の防止を除く。），5. 設

備に対する要求，6. その他」の基本設計方針について

は，原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第１章 共通

項目」に基づく設計とする。 

― 

1. 共通的に適用される設計 

第２章 個別項目 

1. 火災防護設備の基本方針 

火災発生により原子炉施設の安全性が損なわれない

ようにするため，日本電気協会「原子力発電所の火災

防護指針」（ＪＥＡＧ４６０７）に準じ，火災発生の

防止，火災検知および消火，ならびに火災の影響の軽

減を組合せ，原子炉施設の防火計画を行うものとす

る。 

第２章 個別項目 

1. 火災防護設備の基本設計方針 

設計基準対象施設は，火災により発電用原子炉施設の

安全性を損なわないよう，火災防護上重要な機器等を設

置する火災区域及び火災区画に対して，火災防護対策を

講じる。【11条1】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 発電用原子炉施設は，火災によりその安全性を損なわ

ないように，適切な火災防護対策を講じる設計とする。

火災防護対策を講じる対象として「発電用軽水型原子炉

施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」のクラ

ス１，クラス２及び安全評価上その機能を期待するクラ

ス３に属する構築物，系統及び機器とする。 

火災防護上重要な機器等は，上記構築物，系統及び機

器のうち原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持

するために必要な構築物，系統及び機器並びに放射性物

質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機

器とする。【11条 2】 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するた

めに必要な構築物，系統及び機器は，発電用原子炉施設

において火災が発生した場合に，原子炉の高温停止及び

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

3. 火災防護の基本事項 

3.1 火災防護対策を行う機器等の選定 

2. 火災防護対策を行う機器等の選定 



 

2              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

低温停止を達成し，維持するために必要な以下の機能を

確保するための構築物，系統及び機器とする。 

①原子炉冷却材圧力バウンダリ機能 

②過剰反応度の印加防止機能 

③炉心形状の維持機能 

④原子炉の緊急停止機能 

⑤未臨界維持機能 

⑥原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能 

⑦原子炉停止後の除熱機能 

⑧炉心冷却機能 

⑨工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発

生機能 

⑩安全上特に重要な関連機能 

⑪安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能 

⑫事故時のプラント状態の把握機能 

⑬制御室外からの安全停止機能【11条 3】 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，

系統及び機器は，発電用原子炉施設において火災が発生

した場合に，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保

するために必要な構築物，系統及び機器とする。【11条

4】 

 重大事故等対処施設は，火災により重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれないよう，重大事故等

対処施設を設置する火災区域及び火災区画に対して，火

災防護対策を講じる。【52条 1】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

3. 火災防護の基本事項 

3.1 火災防護対策を行う機器等の選定 

2. 火災防護対策を行う機器等の選定 

 建物等の火災区域は，耐火壁により囲まれ，他の区域

と分離されている区域を，火災防護上重要な機器等及び

重大事故等対処施設の配置を系統分離も考慮して設定

する。【11条 5】【52条 2】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 建物内のうち，火災の影響軽減の対策が必要な火災防

護上重要な機器等を設置する火災区域は，3時間以上の

耐火能力を有する耐火壁として，3時間耐火に設計上必

要なコンクリート壁厚である 123mm 以上の壁厚を有す

るコンクリート壁や火災耐久試験により 3 時間以上の

要目表 

 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

6. 火災の影響軽減対策 

3. 火災区域及び火災区画の設定 

6. 火災の影響軽減対策 

6.1 火災の影響軽減対策が必要な火災区域の分離 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

耐火能力を有することを確認した耐火壁（耐火障壁，貫

通部シール，防火扉，防火ダンパ）により隣接する他の

火災区域と分離するように設定する。【11条 6】 

6.1 火災の影響軽減対策が必要な火災区域の分離 

 

火災区域構造物及び火災区画構造物に係る機器の配置

を明示した図面及び構造図 

9.3.1.1 機器の配置を明示した図面及び構造図 

 火災区域又は火災区画のファンネルは，煙の流入防止

装置の設置によって，他の火災区域又は火災区画からの

煙の流入を防止する設計とする。【11条 9】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

6. 火災の影響軽減対策 

6.1 火災の影響軽減対策が必要な火災区域の分離 

6. 火災の影響軽減対策 

6.1 火災の影響軽減対策が必要な火災区域の分離 

 屋外の火災区域は，他の区域と分離して火災防護対策

を実施するために，火災防護上重要な機器等を設置する

区域及び重大事故等対処施設の配置を考慮するととも

に，火災区域外への延焼防止を考慮した管理を踏まえた

区域を火災区域として設定する。【11条 7】【52条 3】 

この延焼防止を考慮した管理については，保安規定に

定めて，管理する。【11条 7】【52条 3】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

3. 火災防護の基本事項 

3.2 火災区域及び火災区画の設定 

 

火災区域構造物及び火災区画構造物に係る機器の配置

を明示した図面及び構造図 

9.3.1.1 機器の配置を明示した図面及び構造図 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

3. 火災区域及び火災区画の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 火災区画は，建物内及び屋外で設定した火災区域を系

統分離の状況及び壁の設置状況並びに重大事故等対処

施設と設計基準事故対処設備の配置に応じて分割して

設定する。【11条 8】【52条 4】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

3. 火災防護の基本事項 

3.2 火災区域及び火災区画の設定 

 

火災区域構造物及び火災区画構造物に係る機器の配置

を明示した図面及び構造図 

9.3.1.1 機器の配置を明示した図面及び構造図 

3. 火災区域及び火災区画の設定 

 設定する火災区域及び火災区画に対して，以下に示す

火災の発生防止，火災の感知及び消火並びに火災の影響
― 

― 

（冒頭宣言） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる設計

とする。【11条 10】【52条 5】 

 なお，発電用原子炉施設のうち，火災防護上重要な機

器等又は重大事故等対処施設に含まれない構築物，系統

及び機器は，「消防法」，「建築基準法」及び一般社団法

人日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じ

た火災防護対策を講じる設計とする。【11条 11】【52条

6】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 発電用原子炉施設の火災防護上重要な機器等は，火災

の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに火災の影響

軽減の 3つの深層防護の概念に基づき，必要な運用管理

を含む火災防護対策を講じることを保安規定に定めて，

管理する。【11条 12】 

重大事故等対処施設は，火災の発生防止，火災の早期

感知及び消火の必要な運用管理を含む火災防護対策を

講じることを保安規定に定めて，管理する。 

重大事故等対処設備のうち，可搬型重大事故等対処設

備に対する火災防護対策についても保安規定に定めて，

管理する。【52条 7】 

その他の発電用原子炉施設については，「消防法」，「建

築基準法」及び一般社団法人日本電気協会電気技術規

程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講じるこ

とを保安規定に定めて，管理する。【11条 13】【52条 8】 

外部火災については，設計基準対象施設及び重大事故

等対処施設を外部火災から防護するための運用等につ

いて保安規定に定めて，管理する。【11条 14】【52条 9】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

2. 設計方針 

2.1 火災の発生防止 

2.1.1 予防措置 

(1) 可燃性または引火性の気体または液体を内包す

る系統は，下記のような方法を採用し，火災の発生

を防止する。 

a. 可燃性または引火性の気体または液体を内包す

る系統は，原則として溶接構造とする。止むを得ず

1.1 火災発生防止 

1.1.1 火災の発生防止対策 

火災の発生防止における発火性又は引火性物質に対

する火災の発生防止対策は，火災区域又は火災区画に設

置する潤滑油又は燃料油を内包する設備及び水素ガス

を内包する設備を対象とする。【11条 15】【52条 10】 

潤滑油又は燃料油を内包する設備は，溶接構造，シー

ル構造の採用による漏えいの防止及び防爆の対策を講

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

4. 火災の発生防止 

4.1 発電用原子炉施設の火災の発生防止について 

4. 火災の発生防止 

4.1 火災の発生防止対策の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

機器等の接続部でフランジまたはネジ込み継手を

使用し，下部に引火点を越える高温機器，配管等が

設置されている場合には漏えいによる引火を防止

するためオイルパン等を設ける。 

b. 可燃性または引火性の気体または液体を内包す

る系統は，プラントの運転に先立ち，完成後耐圧試

験および水張試験等により漏えいのないことを確

認する。 

c. 多量の可燃性または引火性の液体を内包する機

器には，その損傷時，可燃物が流出しないよう原則

として100％以上の容量の防油堤またはカーブを設

ける。 

d. タービン発電機用水素の貯蔵設備は原子炉建物，

タービン建物および廃棄物処理建物等の本館外に

設置し，自然換気による換気を行う。 

e. 格納容器内雰囲気モニタ校正用，オフガス校正用

水素ボンベは，その貯蔵量が少ないため，本館内の

十分に換気された場所に設置する。 

f. バッテリ室には水素の蓄積を防止するために必

要量以上の換気風量を確保する。 

じるとともに，堰等を設置し，漏えいした潤滑油又は燃

料油が拡大することを防止する設計とし，潤滑油又は燃

料油を内包する設備の火災により発電用原子炉施設の

安全機能及び重大事故等に対処する機能を損なわない

よう，壁等の設置及び離隔による配置上の考慮を行う設

計とする。【11条 16】【52条 11】 

潤滑油又は燃料油を内包する設備を設置する火災区

域又は火災区画は，換気空調設備による機械換気又は自

然換気を行う設計とする。【11条 17】【52条 13】 

潤滑油又は燃料油を貯蔵する設備は，貯蔵量を一定時

間の運転に必要な量を貯蔵することを考慮した設計と

する。【11条 18】【52条 21】 

 水素ガスを内包する設備のうち気体廃棄物処理設備，

発電機水素ガス供給設備及び水素・酸素注入設備の配管

等は溶接構造によって，水素ガスの漏えいを防止し，弁

グランド部から水素ガスの漏えいの可能性のある弁は，

ベローズ弁等を用いて防爆の対策を行う設計とし，水素

ガスを内包する設備の火災により，発電用原子炉施設の

安全機能及び重大事故等に対処する機能を損なわない

よう，壁等の設置による配置上の考慮を行う設計とす

る。【11条 19】【52条 12】 

水素ガスを内包する設備である蓄電池，気体廃棄物処

理設備，発電機水素ガス供給設備，水素・酸素注入設備

及び水素ガスボンベを設置する火災区域又は火災区画

は，送風機及び排風機による機械換気を行い，水素濃度

を燃焼限界濃度以下とする設計とする。【11 条 20】【52

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

4. 火災の発生防止 

4.1 発電用原子炉施設の火災の発生防止について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 火災の発生防止 

4.1 火災の発生防止対策の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

条 14】 

水素ガスボンベは，運転上必要な量を考慮し貯蔵する

設計とする。また，使用時を除きボンベ元弁を閉とする

運用として保安規定に定めて，管理する。【11条 22】【52

条 22】 

火災の発生防止における水素ガス漏えい検出は，蓄電

池，発電機水素ガス供給設備，水素・酸素注入設備及び

格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置す

る部屋の上部に水素濃度検知器を設置し，水素ガスの燃

焼限界濃度である 4vol％の１／４に達する前の濃度に

て中央制御室（「１，２号機共用」（以下同じ。））に警報

を発報する設計とする。【11条 23】【52条 26】 

気体廃棄物処理設備内の水素濃度については，燃焼限

界濃度以下となるよう設計するとともに，水素濃度計に

より中央制御室で常時監視ができる設計とし，水素濃度

が上昇した場合には中央制御室に警報を発報する設計

とする。【11条 24】 

蓄電池室の換気空調設備が停止した場合には，中央制

御室に警報を発する設計とする。【11条 21】【52条 15】 

また，蓄電池室には，直流開閉装置やインバータを設

置しない。【11条 25】【52条 16】 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

＜下線部＞ 

― 

 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備に

おいて，崩壊熱が発生し，火災事象に至るような放射性

廃棄物を貯蔵しない設計とする。また，放射性物質を含

んだ使用済イオン交換樹脂，チャコールフィルタ及びＨ

ＥＰＡフィルタは，固体廃棄物として処理を行うまでの

間，金属容器や不燃シートに包んで保管することを保安

規定に定めて，管理する。【11条 26】【52条 17】 

放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備を

設置する火災区域又は火災区画の換気空調設備は，他の

火災区域又は火災区画や環境への放射性物質の放出を

防ぐために，換気空調設備を停止し，風量調整ダンパを

閉止し，隔離できる設計とする。【11条 27】【52条 18】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

4. 火災の発生防止 

4.1 発電用原子炉施設の火災の発生防止について 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

4. 火災の発生防止 

4.1 火災の発生防止対策の設計 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 火災の発生防止のため，火災区域又は火災区画におい 運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

て有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込まない

運用として保安規定に定めて，管理するとともに，可燃

性の蒸気が滞留するおそれがある場合は，使用する作業

場所において，換気，通風，拡散の措置を行うとともに，

建物の送風機及び排風機による機械換気により滞留を

防止する設計とする。【11条 28】【52条 23】 

 火災区域又は火災区画において，発火性又は引火性物

質を内包する設備は，溶接構造の採用及び機械換気等に

より，「電気設備に関する技術基準を定める省令」第六

十九条及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発

性雰囲気とならない設計とするとともに，当該の設備を

設ける火災区域又は火災区画に設置する電気・計装品の

必要な箇所には，接地を施す設計とする。【11条 29】【52

条 24】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

4. 火災の発生防止 

4.1 発電用原子炉施設の火災の発生防止について 

4. 火災の発生防止 

4.1 火災の発生防止対策の設計 

 火災の発生防止のため，可燃性の微粉が発生する設備

及び静電気が溜まるおそれがある設備を火災区域又は

火災区画に設置しないことによって，可燃性の微粉及び

静電気による火災の発生を防止する設計とする。【11条

30】【52条 25】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 火災の発生防止のため，発火源への対策として，設備

を金属製の筐体内に収納する等，火花が設備外部に出な

い設計とするとともに，高温部分を保温材で覆うことに

よって，可燃性物質との接触防止や潤滑油等可燃物の過

熱防止を行う設計とする。【11条 31】【52条 27】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

4. 火災の発生防止 

4.1 発電用原子炉施設の火災の発生防止について 

4. 火災の発生防止 

4.1 火災の発生防止対策の設計 

(2) 電気系統には適切に短絡または過電流を検出

し，自動的に故障区間の切り離しを行う保護装置を

設け，また，重要な電気系統には地絡検出器を設け，

地絡電流による過熱を未然に防止できる設計とす

る。 

火災の発生防止のため，発電用原子炉施設内の電気系

統は，保護継電器及び遮断器によって故障回路を早期に

遮断し，過電流による過熱及び焼損を防止する設計とす

る。【11条 32】【52条 19】 

電気室は，電源供給のみに使用する設計とする。【11

条 33】【52条 20】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

4. 火災の発生防止 

4.1 発電用原子炉施設の火災の発生防止について 

4. 火災の発生防止 

4.1 火災の発生防止対策の設計 

 火災の発生防止のため，放射線分解により水素ガスが

発生する火災区域又は火災区画における，水素ガスの蓄

積防止対策として，一般社団法人火力原子力発電技術協

会「ＢＷＲ配管における混合ガス（水素・酸素）蓄積防

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

4. 火災の発生防止 

4.1 発電用原子炉施設の火災の発生防止について 

4. 火災の発生防止 

4.1 火災の発生防止対策の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

止に関するガイドライン（平成 17 年 10 月）」等に基づ

き，原子炉の安全性を損なうおそれがある場合には水素

ガスの蓄積を防止する設計とする。【11条 50】【52条 44】 

重大事故等時の原子炉格納容器内及び建物内の水素

ガスについては，重大事故等対処施設にて，蓄積防止対

策を行う設計とする。【52条 45】 

2.1.2 難燃性材料および不燃性材料の使用 

安全上重要な構築物，系統および機器は，実用上可

能な限り不燃性または難燃性材料を選択し使用する。 

1.1.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設は，

不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性

材料又は難燃性材料が使用できない場合は，不燃性材料

又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下

「代替材料」という。）を使用する設計，若しくは，当

該構築物，系統及び機器の機能を確保するために必要な

代替材料の使用が技術上困難な場合は，当該構築物，系

統及び機器における火災に起因して他の火災防護上重

要な機器等及び重大事故等対処施設において火災が発

生することを防止するための措置を講じる設計とする。

【11条 34】【52条 28】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

(1) 機器，配管およびこれらの支持構造物等の主要

な構造材は不燃性材料を使用する。 

(2) 安全上重要な系統および機器は，非常用ガス処

理系チャコール・フィルタ，ディーゼル発電機燃料，

機器潤滑油，制御盤内記録紙等，実用上，難燃化，

不燃化が困難なものを除いて，難燃性または不燃性

のものを使用する。 

(3) 塗料は，実用可能な限り，不燃性または難燃性

のものを使用する。 

(4) 保温材は，ロックウール等の不燃性材料を使用

することを原則とする。 

(5) 防露材は，難燃性材料を使用する。 

(6) ケーブルは，米国ＩＥＥＥ規格３８３（原子力

発電所用ケーブル等の型式試験）の垂直トレイ試験

に合格した難燃性ケーブルを使用する。 

(7) 原子炉格納容器内，高放射線区域（Ｆ区域）お

火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設の

うち，機器，配管，ダクト，トレイ，電線管，盤の筐体

及びこれらの支持構造物の主要な構造材は，原則，ステ

ンレス鋼，低合金鋼，炭素鋼等の金属材料又はコンクリ

ート等の不燃性材料を使用する設計とする。【11 条 35】

【52条 32】 

ただし，配管のパッキン類は，その機能を確保するた

めに必要な代替材料の使用が技術上困難であるため，金

属で覆われた狭隘部に設置し直接火炎にさらされるこ

とのない設計とする。【11条 37】【52条 33】 

金属に覆われたポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油並

びに金属に覆われた機器躯体内部に設置する電気配線

は，発火した場合でも他の火災防護上重要な機器等及び

重大事故等対処施設に延焼しないことから，不燃性材料

又は難燃性材料でない材料を使用する設計とする。【11

条 38】【52条 34】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

4. 火災の発生防止 

4.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用について 

4. 火災の発生防止 

4.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

よび高温区域には可燃性材料の集積を行わない。 

ここにいう可燃性材料の集積とは運手上ならび

に保守上の要求に見合う量以上の油類，木材，紙お

よびケーブル等を指すものとする。 

(8) 回転機器の潤滑油とディーゼル用燃料油等の油

類は，運転上の要求に見合う量以上貯蔵しない設計

とする。(9) 屋内設置トランスは全て乾式とする。 

 火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に

使用する保温材は，原則，平成 12 年建設省告示第１４

００号に定められたもの，「建築基準法」の不燃材料認

定品又は「建築基準法」に基づく試験により不燃性材料

であることを確認したものを使用する設計とする。【11

条 36】【52条 29】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

4. 火災の発生防止 

4.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用について 

4. 火災の発生防止 

4.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

 火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を

設置する建物の内装材は，原則，「建築基準法」で不燃

性材料として認められたものを使用する設計とする。

【11条 42】【52条 31】 

ただし，管理区域や非管理区域の床や，原子炉格納容

器内の床や壁に使用する耐放射線性，除染性，防塵性又

は耐腐食性のコーティング剤は，不燃性材料であるコン

クリート表面に塗布すること，難燃性が確認された塗料

であること，加熱源を除去した場合はその燃焼部が広が

らないこと，原子炉格納容器内を含む建物内に設置する

火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設は，不

燃性又は難燃性の材料を使用し，その周辺における可燃

物を管理することから，難燃性材料を使用する設計とす

る。【11条 43】【52条 37】 

また，中央制御室の床面は，防炎性能を有するカーペ

ットを使用する設計とする。【11条 44】【52条 38】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

4. 火災の発生防止 

4.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用について 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

4. 火災の発生防止 

4.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に

使用するケーブルは，実証試験により自己消火性（ＵＬ

垂直燃焼試験）及び延焼性（ＩＥＥＥ３８３（光ファイ

バケーブルの場合はＩＥＥＥ１２０２）垂直トレイ燃焼

試験）を確認した難燃ケーブルを使用する設計とする。

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

4. 火災の発生防止 

4.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用について 

4. 火災の発生防止 

4.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

【11条 41】【52条 36】 

 火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設の

うち，換気空調設備のフィルタはチャコールフィルタを

除き，日本規格協会「繊維製品の燃焼性試験方法」（Ｊ

ＩＳ Ｌ １０９１）又は公益社団法人 日本空気清浄

協会「空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針」（ＪＡ

ＣＡ Ｎｏ.１１Ａ）を満足する難燃性材料を使用する

設計とする。【11条 39】【52条 30】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

4. 火災の発生防止 

4.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用について 

4. 火災の発生防止 

4.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

 火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設の

うち，建物内の変圧器及び遮断器は，可燃性物質である

絶縁油を内包していないものを使用する設計とする。

【11条 40】【52条 35】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

4. 火災の発生防止 

4.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用について 

4. 火災の発生防止 

4.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

2.1.3 自然事象による火災発生防止 

原子炉施設内の構築物，系統および機器は，落雷，

地震等の自然事象により火災を生ずることがないよ

う防護した設計とする。 

1.1.3 落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止 

自然現象として，地震，津波，洪水，風（台風），竜

巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り・土石流，火山の

影響，生物学的事象及び森林火災を考慮する。【11条 45】

【52条 39】 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

 これらの自然現象のうち，火災を発生させるおそれの

ある落雷，地震，竜巻（風（台風）を含む。）及び森林

火災について，これらの現象によって火災が発生しない

ように，以下のとおり火災防護対策を講じる設計とす

る。【11条 46】【52条 40】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

(1) 安全上重要な構築物，系統および機器を内蔵し

た建物ならびにその他の建物には建築基準法に基

づき避雷設備を設ける。 

落雷によって，発電用原子炉施設内の構築物，系統及

び機器に火災が発生しないよう，避雷設備の設置及び接

地網の布設を行う設計とする。【11条 47】【52条 41】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

4. 火災の発生防止 

4.3 落雷，地震等の自然現象による火災発生の防止に

ついて 

4. 火災の発生防止 

4.3 落雷・地震等の自然現象による火災発生の防

止について 

(2) 安全上重要な構築物，系統および機器は「耐震

設計基本方針」に基づき設計し，破損または倒壊

を防ぐことにより火災発生を防止する。 

(3) 安全上重要な構築物，系統および機器は，それ

以外の設備の破損・発火によっても悪影響を受け

ないよう適切な配置設計，耐震設計を行う。 

火災防護上重要な機器等は，耐震クラスに応じて十分

な支持性能をもつ地盤に設置する設計とするとともに，

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関

する規則の解釈」（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員

会）に従い，耐震設計を行う設計とする。【11条 48】 

重大事故等対処施設は，施設の区分に応じて十分な支

持性能をもつ地盤に設置する設計とするとともに，「実

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

4. 火災の発生防止 

4.3 落雷，地震等の自然現象による火災発生の防止に

ついて 

4. 火災の発生防止 

4.3 落雷・地震等の自然現象による火災発生の防

止について 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する

規則の解釈」（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会）

に従い，耐震設計を行う設計とする。【52条 42】 

 火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設は，

森林火災から，防火帯による防護等により，火災発生防

止を講じる設計とし，竜巻（風（台風）を含む。）から，

竜巻防護対策施設の設置及び固縛により，火災の発生防

止を講じる設計とする。【11条 49】【52条 43】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

4. 火災の発生防止 

4.3 落雷，地震等の自然現象による火災発生の防止に

ついて 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

4. 火災の発生防止 

4.3 落雷・地震等の自然現象による火災発生の防

止について 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

2.2 火災検知および消火 

2.2.1 火災検出装置および消火装置 

火災検出装置および消火装置は，安全上重要な構築

物，系統および機器に対する火災の悪影響を限定し，

早期消火を行える設計とする。 

 

1.2 火災の感知及び消火 

火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備

は，火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に

対して火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を

行う設計とする。【11条 51】【52条 46】 

火災感知設備及び消火設備は，「1.1.3 落雷，地震等

の自然現象による火災の発生防止」で抽出した自然現象

に対して，火災感知及び消火の機能，性能が維持できる

設計とする。【52条 97】【11条 94】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 火災感知設備及び消火設備については，火災区域及び

火災区画に設置された火災防護上重要な機器等の耐震

クラス及び重大事故等対処施設の区分に応じて，地震に

対して機能を維持できる設計とする。【11条 95】【52条

88】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 火災感知設備について 

5.1.1 要求機能及び性能目標 

5.1.2 機能設計 

5.1.3 構造強度設計 

5.2 消火設備について 

5.2.1 要求機能及び性能目標 

5.2.2 機能設計 

5.2.3 構造強度設計 

 

Ⅵ-2-別添 1-2-1 火災感知器の耐震性についての計算

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.2 火災感知設備 

5.3 消火設備 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.11 耐震設計の基本方針を準用して行う耐震評

価 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

Ⅵ-2-別添 1-2-2 火災受信機盤の耐震性についての計

算書 

Ⅵ-2-別添 1-3-1 ボンベラックの耐震性についての計

算書 

Ⅵ-2-別添 1-3-2 選択弁の耐震性についての計算書 

Ⅵ-2-別添 1-3-3 制御盤の耐震性についての計算書 

Ⅵ-2-別添 1-3-4 管の耐震性についての計算書 

Ⅵ-2-別添 1-4 火災防護設備の水平２方向及び鉛直方

向地震力の組合せに関する影響評価 

(1) 火災検出装置 

a. 自動火災報知設備の火災感知器の種類は，可燃物

の火災による性質，放射線，温度，湿度，空気流等，

環境条件を考慮したうえで煙感知器，熱感知器等の

種類を決定する。 

b. 自動火災報知設備の電源には，常用電源が喪失し

た場合でも，本設備を有効に10分間作動できる容量

以上の蓄電池設備を設ける。 

c. 自動火災報知設備の受信機は中央制御室に設置

する。 

d. 受信機の警報装置はプラントの警報と混同しな

いように設計する。 

e. 空調換気系のダクトには必要に応じて熱または

煙感知器と連動する防火ダンパを設置する。 

1.2.1 火災感知設備 

火災感知設備の火災感知器は，火災区域又は火災区画

における放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の

環境条件，予想される火災の性質を考慮し，火災感知器

を設置する火災区域又は火災区画の火災防護上重要な

機器等及び重大事故等対処施設の種類に応じ，火災を早

期に感知できるよう，固有の信号を発するアナログ式の

煙感知器，アナログ式の熱感知器，又は炎が発する赤外

線又は紫外線を感知するため炎が生じた時点で感知す

ることができ火災の早期感知が可能である非アナログ

式の炎感知器から，異なる感知方式の火災感知器を組み

合わせて設置する設計とする。【11条 52】【52条 51】 

なお，基本設計のとおりに火災感知器を設置できない

箇所は，上記感知器の代わりに環境条件や火災の性質を

考慮し，光電分離型煙感知器，煙吸引式検出設備，熱感

知カメラ，非アナログ式の防爆型煙感知器，非アナログ

式の防爆型熱感知器及び非アナログ式の熱感知器も含

めた組合せで設置する設計とする。【11条 54】【52条 52】 

火災感知器については，「消防法施行規則」に従い設

置する，又は火災区域内の感知器の網羅性及び「火災報

知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定め

る省令」に定める感知性能と同等以上の方法により設置

する設計とする。【11条 55】【52条 53】 

ただし，火災感知器を設置する場所の環境条件により

火災感知器を「消防法施行規則」に従い設置できない又

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 火災感知設備について 

5.1.2 機能設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.2 火災感知設備 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

は設置することが適切ではない場所は，火災感知器を適

切な場所に設置することにより，発生する火災をもれな

く確実に感知できる設計とする。【11条 55】【52条 53】 

非アナログ式の火災感知器は，環境条件等を考慮する

ことにより誤作動を防止する設計とする。【11条 53】【52

条 55】 

なお，光電分離型煙感知器，熱感知カメラ及び炎感知

器は，監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がない

ように設置する設計とする。【11条 56】【52条 54】 

また，発火源となるようなものがない火災区域又は火

災区画は，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用

として保安規定に定めて，管理することから，火災感知

器を設置しない設計とする。【11条 57】【52条 56】 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 火災感知設備のうち火災受信機盤は中央制御室に設

置し，火災感知設備の作動状況を常時監視できる設計と

する。また，火災受信機盤は，構成されるアナログ式の

受信機により作動した火災感知器を 1 つずつ特定でき

る設計とする。【11条 58】【52条 48】 

屋外区域熱感知カメラの火災受信機盤においては，カ

メラ機能による映像監視（熱サーモグラフィ）により火

災発生箇所の特定が可能な設計とする。【11条 59】 

火災感知器は，自動試験機能又は遠隔試験機能により

点検ができる設計とする。自動試験機能又は遠隔試験機

能を持たない火災感知器は，機能に異常がないことを確

認するため，「消防法施行規則」に準じ，煙等の火災を

模擬した試験を実施する。【11条 60】【52条 49】 

火災感知設備は，外部電源喪失時又は全交流動力電源

喪失時においても火災の感知が可能となるように蓄電

池を設け，電源を確保する設計とする。また，火災防護

上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火

災区域又は火災区画の火災感知設備の電源は，非常用電

源からの受電も可能な設計とする。【11条 61】【52条 50】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 火災感知設備について 

5.1.2 機能設計 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.2 火災感知設備 

 火災区域又は火災区画の火災感知設備は，凍結等の自

然現象によっても，機能，性能が維持できる設計とする。
― 

― 

（冒頭宣言） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

【11条 96】【52条 89】 

 屋外に設置する火災感知設備は-8.7℃まで気温が低

下しても使用可能な火災感知設備を設置する設計とす

る。【52条 90】【11条 97】 

屋外の火災感知設備は，火災感知器の予備を保有し，

万一，風水害の影響を受けた場合にも，早期に取替えを

行うことにより機能及び性能を復旧する設計とする。

【52条 91】【11条 98】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 火災感知設備について 

5.1.2 機能設計 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.2 火災感知設備 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

(2) 消火装置 

a. 消火用水供給系 

(a) 消火用タンクは耐震設計の指針に従い耐震設計

を行う。 

(b) 消火用タンクの水源容量は，消防法に基づき20

分以上放水可能な容量以上確保する。 

(c) 消火用タンクを他設備の水源と共用している場

合は，常に前項(b)の要求容量を確保する。 

(d) 消火用タンクは1サイトで2基以上設置する。 

(e) 消火ポンプの定格吐出量は，各消火設備に必要

量のうち，最大必要消火設備へ供給可能なように

設計する。 

(f) 消火ポンプの定格揚程は，消防法で要求される

必要圧力が供給可能なように設計する。 

(g) 消火水系が他のユーティリティ系と共用してい

る場合は，ユーティリティ系分岐部に隔離弁（手

動弁で可）を設置する。 

(h) 消火ポンプの構成は，十分に多重性を持たせた

設計とする。 

(i) 消火ポンプの故障時には中央制御室に警報を表

示する。 

(j) 消火ポンプの構成は，常用電源が喪失してもそ

の機能を失うことのないように設計する。 

(k) 屋外の消火水供給母管はループ状とし破断等で

その機能を失うことのないように設計する。 

1.2.2 消火設備 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を

設置する火災区域又は火災区画の消火設備は，破損，誤

作動又は誤操作が起きた場合においても，原子炉を安全

に停止させるための機能又は重大事故等に対処するた

めに必要な機能を有する電気及び機械設備に影響を与

えない設計とし，火災発生時の煙の充満又は放射線の影

響により消火活動が困難となるところは，自動消火設備

又は中央制御室からの手動起動による固定式消火設備

である全域ガス消火設備又はケーブルトレイ消火設備

を設置して消火を行う設計とする。【11条 61】【52条 58】 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難とならないところは，消火器，移動式消火設

備又は消火栓により消火を行う設計とする。【11 条 63】

【52条 83】 

なお，消火設備の破損，誤作動又は誤操作に伴う溢水

による安全機能及び重大事故等に対処する機能への影

響については，浸水防護施設の基本設計方針にて示す。

【11条 104】【52条 47】 

原子炉格納容器は，運転中は窒素ガスに置換され火災

は発生せず，内部に設置された火災防護上重要な機器等

が火災により機能を損なうおそれはないことから，原子

炉起動中並びに低温停止中の状態に対して措置を講じ

る設計とし，消火については，消火器又は消火栓を用い

た設計とし，運転員及び初期消火要員による速やかな初

要目表 

 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.2 消火設備について 

5.2.2 機能設計 

 

消火設備に係る機器の配置を明示した図面，主配管の配

置を明示した図面，消火設備系統図及び構造図 

9.3.2.1 水消火設備 

9.3.2.1.1 ２号炉廻り 

9.3.2.1.2 サイトバンカ建物 

9.3.2.1.3 ４４ｍ盤 

9.3.2.1.4 ４５ｍ盤 

9.3.2.1.5 ５０ｍ盤 

9.3.2.2 ハロゲン化物消火設備 

9.3.2.2.1 原子炉建物 

9.3.2.2.2 廃棄物処理建物 

9.3.2.2.3 制御室建物 

9.3.2.2.4 タービン建物 

9.3.2.2.5 ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクエリア 

9.3.2.2.6 格納槽 

9.3.2.2.7 ガスタービン発電機建物 

9.3.2.2.8 緊急時対策所 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.3 消火設備 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

b. 消火器および消火栓設備 

(a) 消火器および屋内消火栓は，原則として，原子

炉建物（原子炉格納容器内は除く），タービン建物

および廃棄物処理建物の各階に設置する。 

(b) 屋外消火栓は，原則として，原子炉建物，ター

ビン建物および廃棄物処理建物の周囲に設置す

る。 

(c) 消火器は，防火対象物の危険性等を考慮し，適

切な選定および配置を行う。 

c. 固定特殊消火設備 

(a) ハロゲン化物消火設備は，ディーゼル発電機室，

ディーゼル発電機デイタンク室，廃棄物処理建物

ケーブル処理室およびＰＬＲポンプＭＧセット室

等に設置する。 

(b) 二酸化炭素消火設備は，制御室建物ケーブル処

理室に設置する。 

(c) 警報装置は，起動スイッチの作動と連動して自

動的に警報を発するようにする。 

(d) 音響装置は，防護対象室内にいるすべての人に

消火剤が放出される旨を有効に報知できるように

設ける。 

 

2.2.2 消火装置の破損，誤動作および誤操作対策 

消火装置は，その破損，誤動作または誤操作によっ

て安全上重要な構築物，系統および機器の安全機能を

失わない設計とする。 

(1) 消火栓配管のうち，安全上重要な構築物，系統

および機器の設置エリアを通過する配管について

は，耐震性を考慮した配管サポート設計を行う。 

(2) 安全上重要な構築物，系統および機器が配置さ

れているエリアのドレン系は多重性のある安全系

の機能を同時に阻害しないよう分離する。 

(3) ディーゼル発電機室については，ハロゲン化物

消火設備の破損，誤動作または誤操作により，た

期消火活動を行う設計とする。【11条 65】 

なお，原子炉格納容器内において火災が発生した場

合，原子炉格納容器の空間体積（7900m3）に対してパー

ジ用排風機の容量が 25000m3/hであることから，煙が充

満しないため，消火活動が可能であることから，消火器

又は消火栓を用いた消火ができる設計とする。【11 条

66】【52条 76】 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

 

＜下線部＞ 

― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

だちにディーゼル発電機の機能を損なうことのな

いように，ディーゼルエンジンの吸排気口をディ

ーゼル発電機室外に設置する。 

(4) 消火水等，汚染の可能性がある水のプラント外

への流出を防止するため，放射性物質を内包する

建物またはエリアの屋外出入口部にはカーブまた

はスロープ付カーブを設ける。 

 中央制御室は，消火器で消火を行う設計とし，中央制

御室制御盤内の火災については，電気機器への影響がな

い二酸化炭素消火器で消火を行う設計とする。また，中

央制御室及び補助盤室の床下のケーブル処理室及び計

算機室については，中央制御室からの手動操作により早

期の起動も可能な全域ガス消火設備を設置する設計と

する。【11条 64】【52条 75】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（その他発電用原子炉の附属施設（火

災防護設備）） 

 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.2 消火設備について 

5.2.2 機能設計 

 

消火設備に係る機器の配置を明示した図面，主配管の配

置を明示した図面，消火設備系統図及び構造図 

9.3.2.2 ハロゲン化物消火設備 

9.3.2.2.2 廃棄物処理建物 

9.3.2.2.3 制御室建物 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.3 消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を

設置する火災区域又は火災区画の消火設備は，以下の設

計を行う。【11条 67】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 (1) 消火設備の消火剤の容量 

消火設備の消火剤は，想定される火災の性質に応じた

十分な容量を確保するため，「消防法施行規則」又は試

験結果に基づく容量を配備する設計とする。【11条67】

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（その他発電用原子炉の附属施設（火

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.3 消火設備 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

【52条60】 

消火用水供給系は，2時間の最大放水量を確保する設

計とする。【11条69】【52条59】 

屋内，屋外の消火栓は，「消防法施行令」に基づく最

大放水量を確保する設計とする。【11条70】【52条87】 

災防護設備）） 

 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.2 消火設備について 

5.2.2 機能設計 

 (2) 消火設備の系統構成 

a. 消火用水供給系の多重性又は多様性 

消火用水供給系の水源は，２号炉廻り消火系に補助消

火水槽を 2基，４４ｍ盤消火系に４４ｍ盤消火タンクを

2基，４５ｍ盤消火系に４５ｍ盤消火タンクを 2基，サ

イトバンカ建物消火系にサイトバンカ建物消火タンク

を 2基，５０ｍ盤消火系に５０ｍ盤消火タンクを 2基設

置し多重性を有する設計とする。【11条 71】【52条 61】 

消火用水供給系の消火ポンプは，２号炉廻り消火系，

４４ｍ盤消火系，４５ｍ盤消火系，サイトバンカ建物消

火系及び５０ｍ盤消火系に対して電動機駆動消火ポン

プを 2 台ずつ設置し，多重性を有する設計とする。【11

条 72】【52条 62】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（その他発電用原子炉の附属施設（火

災防護設備）） 

 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.2 消火設備について 

5.2.2 機能設計 

 

消火設備に係る機器の配置を明示した図面，主配管の配

置を明示した図面，消火設備系統図及び構造図 

9.3.2.1 水消火設備 

9.3.2.1.1 ２号炉廻り 

9.3.2.1.2 サイトバンカ建物 

9.3.2.1.3 ４４ｍ盤 

9.3.2.1.4 ４５ｍ盤 

9.3.2.1.5 ５０ｍ盤 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.3 消火設備 

 b. 系統分離に応じた独立性 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するた

めに必要な構築物，系統及び機器の相互の系統分離を行

うために設けられた火災区域又は火災区画に設置され

る全域ガス消火設備は，以下に示すとおり系統分離に応

じた独立性を備えた設計とする。【11条 73】 

(a) 動的機器である選択弁は多重化する。 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（その他発電用原子炉の附属施設（火

災防護設備）） 

 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.3 消火設備 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

(b) 容器弁及びボンベを必要数より 1 つ以上多く設置

する。【11条 74】 

重大事故等対処施設は，重大事故に対処する機能と設

計基準事故対処設備の安全機能が単一の火災によって

同時に機能喪失しないよう，区分分離や位置的分散を図

る設計とする。【52条 84】 

重大事故等対処施設のある火災区域又は火災区画，及

び設計基準事故対処設備のある火災区域又は火災区画

に設置する全域ガス消火設備は，上記の区分分離や位置

的分散に応じた独立性を備えた設計とする。【52条 85】 

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.2 消火設備について 

5.2.2 機能設計 

 

消火設備に係る機器の配置を明示した図面，主配管の配

置を明示した図面，消火設備系統図及び構造図 

 

9.3.2.2 ハロゲン化物消火設備 

9.3.2.2.1 原子炉建物 

9.3.2.2.2 廃棄物処理建物 

9.3.2.2.3 制御室建物 

9.3.2.2.4 タービン建物 

 c. 消火用水の優先供給 

消火用水供給系は，水道水系等と共用する場合には，

隔離弁を設置して遮断する措置により，消火用水供給系

の供給を優先する設計とする。【11条 75】【52条 63】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.2 消火設備について 

5.2.2 機能設計 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.3 消火設備 

 (3) 消火設備の電源確保 

電動機駆動消火ポンプは，外部電源喪失時にも起動で

きるように非常用電源により電源を確保する設計とす

る。【11条 76】【52条 64】 

全域ガス消火設備は，外部電源喪失時にも消火ができ

るように，非常用電源から受電するとともに，設備の動

作に必要な電源を供給する蓄電池も設け，全交流動力電

源喪失時にも電源を確保する設計とする。ケーブルトレ

イ消火設備については，動作に電源が不要な設計とす

る。【11条 77】【52条 65】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.2 消火設備について 

5.2.2 機能設計 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.3 消火設備 

 (4) 消火設備の配置上の考慮 

a. 火災による二次的影響の考慮 

全域ガス消火設備のボンベ及び制御盤は，火災防護上

重要な機器等及び重大事故等対処施設に悪影響を及ぼ

さないよう，消火ガス放出エリアとは別のエリアに設置

する設計とする。【11条 78】【52条 66】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（その他発電用原子炉の附属施設（火

災防護設備）） 

 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.3 消火設備 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

また，全域ガス消火設備は，電気絶縁性の高いガスを

採用し，火災の火炎，熱による直接的な影響のみならず，

煙，流出流体，断線及び爆発等の二次的影響が，火災が

発生していない火災防護上重要な機器等及び重大事故

等対処施設に影響を及ぼさない設計とする。【11 条 79】

【52条 67】 

ケーブルトレイ消火設備は，電気絶縁性の高いガスを

採用するとともに，ケーブルトレイ内に消火剤を留める

設計とする。【11条 80】【52条 68】 

消火設備のボンベは，火災による熱の影響を受けても

破損及び爆発が発生しないよう，ボンベに接続する安全

弁によりボンベの過圧を防止する設計とする。【11 条

81】【52条 69】 

また，防火ダンパを設け，煙の二次的影響が火災防護

上重要な機器等及び重大事故等対処施設に悪影響を及

ぼさない設計とする。【11条 82】【52条 70】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.2 消火設備について 

5.2.2 機能設計 

 

消火設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.3.2.2 ハロゲン化物消火設備 

9.3.2.2.1 原子炉建物 

9.3.2.2.2 廃棄物処理建物 

9.3.2.2.3 制御室建物 

9.3.2.2.4 タービン建物 

9.3.2.2.5 ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクエリア 

9.3.2.2.6 格納槽 

9.3.2.2.7 ガスタービン発電機建物 

9.3.2.2.8 緊急時対策所 

 b. 管理区域内からの放出消火剤の流出防止 

管理区域内で放出した消火水は，放射性物質を含むお

それがあることから，管理区域外への流出を防止するた

め，管理区域と非管理区域の境界に堰等を設置するとと

もに，各フロアのドレン系により液体廃棄物処理系に回

収し，処理する設計とする。【11条 83】【52条 71】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.2 消火設備について 

5.2.2 機能設計 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.3 消火設備 

 c. 消火栓の配置 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を

設置する火災区域又は火災区画に設置する屋内，屋外の

消火栓は，「消防法施行令」に準拠し，配置する設計と

する。【11条 84】【52条 86】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（その他発電用原子炉の附属施設（火

災防護設備）） 

 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.2 消火設備について 

5.2.2 機能設計 

 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.3 消火設備  
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

消火設備に係る主配管の配置を明示した図面及び消火

設備系統図 

9.3.2.1 水消火設備 

9.3.2.1.1 ２号炉廻り 

9.3.2.1.2 サイトバンカ建物 

9.3.2.1.3 ４４ｍ盤 

9.3.2.1.4 ４５ｍ盤 

9.3.2.1.5 ５０ｍ盤 

 (5) 消火設備の警報 

a. 消火設備の故障警報 

電動機駆動消火ポンプ，全域ガス消火設備及びケーブ

ルトレイ消火設備は，電源断等の故障警報を中央制御室

に発する設計とする。【11条 85】【52条 72】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.2 消火設備について 

5.2.2 機能設計 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.3 消火設備 

 b. 固定式ガス消火設備の職員退避警報 

全域ガス消火設備は，作動前に職員等の退出ができる

ように警報を発する設計とする。【11条 86】【52条 77】 

ケーブルトレイ消火設備は，消火剤に毒性がなく，消

火時に生成されるフッ化水素は延焼防止シートを設置

したケーブルトレイ内に留まり，外部に有意な影響を及

ぼさないため，消火設備作動前に退避警報を発しない設

計とする。【11条 87】【52条 78】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.2 消火設備について 

5.2.2 機能設計 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.3 消火設備 

2.2.3 自然事象による消火装置の機能維持 

消火装置は，火災と同時に有意に起こると考えられ

る自然事象によっても，その機能が著しく阻害される

ことがないよう「耐震設計基本方針」に基づき耐震Ｃ

クラスで設置する。 

(6) 消火設備に対する自然現象の考慮 

a. 凍結防止対策 

屋外消火設備の配管は，保温材等により配管内部の水

が凍結しない設計とする。【11条 99】【52条 92】 

屋外消火栓は，凍結を防止するため，自動排水機構に

より消火栓内部に水が溜まらないような構造とする設

計とする。【11条 100】【52条 93】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.2 消火設備について 

5.2.2 機能設計 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.3 消火設備 

 b. 風水害対策 

消火用水供給系の消火設備を構成する電動機駆動消

火ポンプ，全域ガス消火設備及びケーブルトレイ消火設

備は，風水害により性能が著しく阻害されることがない

よう，建物内に設置する設計とする。【11 条 101】【52

条 94】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書（その他発電用原子炉の附属施設（火

災防護設備）） 

 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.3 消火設備 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.2 消火設備について 

5.2.2 機能設計 

 

消火設備に係る機器の配置を明示した図面 

9.3.2.1 水消火設備 

9.3.2.1.1 ２号炉廻り 

9.3.2.1.2 サイトバンカ建物 

9.3.2.1.3 ４４ｍ盤 

9.3.2.1.4 ４５ｍ盤 

9.3.2.1.5 ５０ｍ盤 

9.3.2.2 ハロゲン化物消火設備 

9.3.2.2.1 原子炉建物 

9.3.2.2.2 廃棄物処理建物 

9.3.2.2.3 制御室建物 

9.3.2.2.4 タービン建物 

9.3.2.2.5 ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクエリア 

9.3.2.2.6 格納槽 

9.3.2.2.7 ガスタービン発電機建物 

9.3.2.2.8 緊急時対策所 

 c. 地盤変位対策 

地震時における地盤変位対策として，屋外消火配管

は，タンクと配管の継手部へのフレキシブル継手を採用

することで，地盤変位による変形を配管系統全体で吸収

する設計とする。【11条 102】【52条 95】 

さらに，屋外消火配管が破断した場合でも移動式消火

設備を用いて屋内消火栓へ消火水の供給ができるよう，

建物に連結送水口を設置する設計とする。【11 条 103】

【52条 96】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.2 消火設備について 

5.2.2 機能設計 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.3 消火設備 

 (7) その他 

a. 移動式消火設備 

移動式消火設備は，恒設の消火設備の代替として消火

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

5. 火災の感知及び消火 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.3 消火設備 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

ホース等の資機材を備え付けている化学消防自動車及

び小型動力ポンプ付水槽車を配備する設計とする。【11

条 88】【52条 73】 

5.2 消火設備について 

5.2.2 機能設計 

 b. 消火用の照明器具 

建物内の消火栓，消火設備現場盤の設置場所及び設置

場所までの経路には，移動及び消火設備の操作を行うた

め，「消防法」で要求される消火継続時間 20分に現場へ

の移動等の時間も考慮し，8時間以上の容量の蓄電池を

内蔵する照明器具を設置する設計とする。【11条 89】【52

条 74】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.2 消火設備について 

5.2.2 機能設計 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.3 消火設備 

 c. ポンプ室の煙の排気対策 

火災発生時の煙の充満により消火活動が困難となる

ポンプ室には，消火活動によらなくとも迅速に消火でき

るように固定式消火設備を設置し，鎮火の確認のために

運転員や消防隊員がポンプ室に入る場合については，再

発火するおそれがあることから，十分に冷却時間を確保

した上で扉の開放，換気空調設備及び可搬型排煙装置に

より換気する設計とする。【11条 90】【52条 79】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.2 消火設備について 

5.2.2 機能設計 

 

消火設備に係る機器の配置を明示した図面，主配管の配

置を明示した図面，消火設備系統図及び構造図 

9.3.2.2 ハロゲン化物消火設備 

9.3.2.2.1 原子炉建物 

9.3.2.2.2 廃棄物処理建物 

9.3.2.2.4 タービン建物 

9.3.2.2.5 ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクエリア 

9.3.2.2.6 格納槽 

9.3.2.2.7 ガスタービン発電機建物 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.3 消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 d. 使用済燃料貯蔵設備及び新燃料貯蔵設備 

使用済燃料貯蔵設備は，水中に設置されたラックに燃

料を貯蔵することで未臨界性が確保される設計とする。

【11条 91】【52条 80】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.2 消火設備について 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.3 消火設備 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

新燃料貯蔵設備については，消火活動により消火水が

噴霧され，水分雰囲気に満たされた状態となっても未臨

界性が確保される設計とする。【11条 92】【52条 81】 

5.2.2 機能設計 

 e. ケーブル処理室 

ケーブル処理室は，消火活動のため 2箇所の入口を設

置する設計とする。【11条 93】【52条 82】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

5. 火災の感知及び消火 

5.2 消火設備について 

5.2.2 機能設計 

5. 火災の感知及び消火 

5.1 要求機能及び性能目標 

5.3 消火設備 

2.3 火災の影響軽減 

2.3.1 火災の影響軽減対策 

安全上重要な構築物，系統および機器を含む区域は

その重要度に応じ，隣接区域の火災による影響も含め

て火災の影響を軽減するため耐火壁，隔壁，間隔，消

火設備を設ける設計とする。 

(1) 火災の影響を軽減するために耐火壁のみを利用

する場合には，耐火壁は火災影響評価により算定

した火災荷重に基づく耐火能力を有する設計とす

る。 

配管，ケーブルが耐火壁を貫通する場合，貫通

部の耐火能力も耐火壁と同等とする。また，必要

に応じて空調換気系ダクトの貫通部には防火ダン

パを設置する。 

(2) 火災の影響を軽減するために耐火壁を利用する

場合にも適切な消火設備を設ける。 

(3) 火災の影響を軽減するため耐火壁，間隔，隔壁

および消火装置の組合せを利用する火災区域で

は，火災の影響評価を行う。 

(4) 空調換気系に利用するフィルタは，火災の延焼

から防護するために，ダンパによる隔離または不

燃性材料の使用等の処置を行う。 

(5) 火災による煙の処理は，通常の空調換気系で行

うものとする。 

ただし，排煙を空調換気系の設計ベースとはし

ない。 

1.3 火災の影響軽減 

1.3.1 火災の影響軽減対策 

火災の影響軽減対策の設計に当たり，発電用原子炉施

設において火災が発生した場合に，原子炉の高温停止及

び低温停止を達成し，維持するために必要な火災防護上

重要な機器等及び火災防護上重要な機器等に使用する

ケーブル（以下「火災防護対象ケーブル」という。）並

びにこれらに関連する非安全系ケーブルを火災防護対

象機器等とする。【11条 105】 

― 
― 

（用語の定義のみ） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

(6) 中央制御室の空調換気系は，他の区域において

発生した火災の煙による影響を受けないように設

計する。 

(7) 火災に関連した爆発の潜在的可能性を可能な限

り排除する。 

(8) 原子炉施設周辺には，可燃性物質の配置を少な

くし，外部での火災の影響がないよう配慮する。 

(9) 軽油，重油タンクは，消防法に準じ建物から離

して設置し，必要な消火装置を設ける。 

(10) 空調換気系の外気取入口近傍には，可燃性物質

をできるだけ配置しないよう配慮する。 

 火災が発生しても原子炉の高温停止及び低温停止を

達成し，維持するためには，プロセスを監視しながら原

子炉を停止し，冷却を行うことが必要であり，このため

には，手動操作に期待してでも原子炉の高温停止及び低

温停止を達成し，維持するために必要な機能を少なくと

も 1 つ確保するように系統分離対策を講じる必要があ

る。【11条 106】 

このため，火災防護対象機器等に対して，以下に示す

火災の影響軽減対策を講じる設計とする。【11条 107】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 (1) 火災防護対象機器等の系統分離対策 

中央制御室，補助盤室及び原子炉格納容器内を除い

て，火災防護対象機器等は，原則として安全系区分Ⅱと

その他の区分を境界とし，以下の系統分離によって，火

災の影響を軽減するための対策を講じる。【11条 108】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 a. 3時間以上の耐火能力を有する隔壁等 

互いに相違する系列の火災防護対象機器等は，火災耐

久試験により 3 時間以上の耐火能力を確認した隔壁等

で分離する設計とする。【11条 109】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

6. 火災の影響軽減対策 

6.2 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の系統

分離 

6. 火災の影響軽減対策 

6.2 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の

系統分離 

 b. 1時間耐火隔壁等，火災感知設備及び自動消火設備 

互いに相違する系列の火災防護対象機器等は，火災耐

久試験により 1 時間以上の耐火能力を確認した隔壁等

で分離する設計とする。 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

6. 火災の影響軽減対策 

6.2 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の系統

6. 火災の影響軽減対策 

6.2 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の

系統分離 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

火災感知設備は，自動消火設備を動作させるために設

置し，自動消火設備の誤作動防止を考慮した火災感知器

の作動信号により自動消火設備を動作させる設計とす

る。【11条 110】 

分離 

 (2) 中央制御室の火災の影響軽減のための対策 

中央制御室制御盤内の火災防護対象機器等は，実証試

験結果に基づく離隔距離等による分離対策，高感度煙検

出設備の設置による早期の火災感知及び中央制御室に

常駐する運転員による早期の消火活動に加え，火災によ

り中央制御室制御盤の 1 つの区画の安全機能がすべて

喪失しても，他の区画の制御盤は機能が維持されること

を確認することにより，原子炉の高温停止及び低温停止

の達成，維持ができることを確認し，上記(1)と同等の

火災の影響軽減対策を講じる設計とする。【11条 111】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 離隔距離等による分離として，中央制御室制御盤につ

いては，安全系区分ごとに別々の盤で分離する設計と

し，1つの制御盤内に複数の安全系区分のケーブルや機

器を設置しているものは，安全系区分間に金属製の仕切

りを設置する。ケーブルは，当該ケーブルに火災が発生

しても延焼せず，また，周囲へ火災の影響を与えない金

属外装ケーブル，難燃ビニル電線，テフゼル電線及び難

燃性ポリフレックス電線を使用し，操作スイッチの離隔

等により系統分離する設計とする。【11条 112】 

中央制御室内には，異なる感知方式の火災感知器を設

置する設計とするとともに，火災発生時には中央制御室

に常駐する運転員による早期の消火活動によって，異な

る安全系区分への影響を軽減する設計とする。これらの

火災感知器は，アナログ機能を有するものとする。これ

に加えて盤内へ高感度煙検出設備を設置する設計とす

る。【11条 113】 

火災の発生箇所の特定が困難な場合も想定し，サーモ

グラフィカメラの配備によって，火災の発生箇所を特定

できる設計とする。【11条 114】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

6. 火災の影響軽減対策 

6.2 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の系統

分離 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

6. 火災の影響軽減対策 

6.2 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の

系統分離 

 

 

 

 

 

 

＜下線部＞ 

― 

 (3) 補助盤室の火災の影響軽減のための対策 ― ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

補助盤室制御盤内の火災防護対象機器等は，実証試験

結果に基づく離隔距離等による分離対策，高感度煙検出

設備の設置による早期の火災感知及び全域ガス消火設

備による消火に加え，火災により補助盤室制御盤の 1つ

の区画の安全機能がすべて喪失しても，他の区画の制御

盤は機能が維持されることを確認することにより，原子

炉の高温停止及び低温停止の達成，維持ができることを

確認し，上記(1)と同等の火災の影響軽減対策を講じる

設計とする。【11条 115】 

（冒頭宣言） 

 離隔距離等による分離として，補助盤室制御盤につい

ては，安全系区分ごとに別々の盤で分離する設計とし，

1つの制御盤内に複数の安全系区分のケーブルや機器を

設置しているものは，安全系区分間に金属製の仕切りを

設置する。ケーブルは，当該ケーブルに火災が発生して

も延焼せず，また，周囲へ火災の影響を与えない金属外

装ケーブル，難燃ビニル電線，テフゼル電線及び難燃性

ポリフレックス電線を使用し，操作スイッチの離隔によ

り系統分離する設計とする。【11条 116】 

補助盤室内には，異なる感知方式の火災感知器を設置

する設計とするとともに，火災発生時には全域ガス消火

設備による消火によって，異なる安全系区分への影響を

軽減する設計とする。これらの火災感知器は，アナログ

機能を有するものとする。これに加えて盤内へ高感度煙

検出設備を設置する設計とする。【11条 117】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

6. 火災の影響軽減対策 

6.2 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の系統

分離 

6. 火災の影響軽減対策 

6.2 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の

系統分離 

 (4) 原子炉格納容器内の火災の影響軽減のための対策 

原子炉格納容器内は，プラント運転中は窒素ガスが封

入され，火災の発生は想定されない。窒素ガスが封入さ

れていない期間のほとんどは原子炉が低温停止期間で

あるが，わずかに低温停止状態ではない期間もあること

を踏まえ，上記(1)と同等の火災の影響軽減対策を講じ

る設計とする。【11条 118】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 また，原子炉格納容器内への持込み可燃物は，持込み

期間，可燃物量等，運用について保安規定に定めて，管

理する。【11条 119】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 a. 原子炉格納容器内の火災防護対象機器等の系統分

離は以下のとおり対策を行う設計とする。【11条 120】 
― 

― 

（冒頭宣言） 

 (a) 火災防護対象機器等は，難燃ケーブルを使用する

とともに，耐火性能を確認した電線管又は金属製の蓋

付ケーブルトレイの使用により火災の影響軽減対策

を行う設計とする。【11条 121】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

6. 火災の影響軽減対策 

6.2 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の系統

分離 

6. 火災の影響軽減対策 

6.2 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の

系統分離 

 (b) 原子炉格納容器内の火災防護対象機器等は，系統

分離の観点から安全系区分Ⅰと安全系区分Ⅱ機器を

可能な限り離隔して配置し，異なる安全系区分の機器

間にある介在物（ケーブル，電磁弁）については，金

属製の筐体に収納することで延焼防止対策を行う設

計とする。【11条 122】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

6. 火災の影響軽減対策 

6.2 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の系統

分離 

6. 火災の影響軽減対策 

6.2 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の

系統分離 

 (c) 原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルは，1m

以上の距離的分離を図る設計とする。【11条 123】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

6. 火災の影響軽減対策 

6.2 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の系統

分離 

6. 火災の影響軽減対策 

6.2 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の

系統分離 

 (d) 原子炉圧力容器下部においては，火災防護上重要

な機器等である中性子源領域計装の核計装ケーブル

を一部露出して布設するが，火災の影響軽減の観点か

ら，中性子源領域計装はチャンネルごとに位置的分散

を図って設置する設計とする。【11条 124】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

6. 火災の影響軽減対策 

6.2 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の系統

分離 

6. 火災の影響軽減対策 

6.2 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の

系統分離 

 b. 火災感知設備については，異なる感知方式の火災感

知器を設置する設計とする。これらの火災感知器は，

アナログ機能を有するものとする。【11条 125】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

6. 火災の影響軽減対策 

6.2 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の系統

分離 

6. 火災の影響軽減対策 

6.2 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の

系統分離 

 c. 原子炉格納容器内の消火については，運転員及び初

期消火要員による消火器又は消火栓を用いた速やかな

消火活動により消火ができる設計とする。【11条 126】 

なお，原子炉格納容器内点検終了後から窒素ガス置

換完了までの間で原子炉格納容器内の火災が発生した

場合には，火災による延焼防止の観点から窒素ガス封

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

6. 火災の影響軽減対策 

6.2 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の系統

分離 

 

6. 火災の影響軽減対策 

6.2 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の

系統分離 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

入作業の継続による窒息消火を行う。【11条 127】 ＜下線部＞ 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 

＜下線部＞ 

― 

 (5) 換気設備に対する火災の影響軽減のための対策 

火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火

災区画に関連する換気空調設備には，他の火災区域又は

火災区画からの境界となる箇所に 3 時間耐火性能を有

する防火ダンパを設置する設計とする。【11条 128】 

換気空調設備のフィルタは，チャコールフィルタを除

き難燃性のものを使用する設計とする。【11条 129】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

6. 火災の影響軽減対策 

6.3 換気設備に対する火災の影響軽減対策 

6. 火災の影響軽減対策 

6.3 換気設備に対する火災の影響軽減対策 

 (6) 煙に対する火災の影響軽減のための対策 

運転員が常駐する中央制御室には，火災発生時の煙を

排気するため，「建築基準法」に準拠した容量の排煙設

備を設置する設計とする。【11条 130】 

火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火

災区画のうち，電気ケーブルや引火性液体が密集する火

災区域又は火災区画については，全域ガス消火設備によ

る早期の消火により火災発生時の煙の発生が抑制され

ることから，煙の排気は不要である。【11条 131】 

なお，引火性液体が密集するディーゼル発電機燃料貯

蔵タンクは，屋外の地下埋設構造であり，上部の開口部

であるマンホールの隙間等から煙が大気に放出される

ことから，排煙設備を設置しない設計とする。【11 条

132】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

6. 火災の影響軽減対策 

6.4 煙に対する火災の影響軽減対策 

6. 火災の影響軽減対策 

6.4 煙に対する火災の影響軽減対策 

 (7) 油タンクに対する火災の影響軽減のための対策 

火災区域又は火災区画に設置される油タンクは，換気

空調設備による排気又はベント管により屋外に排気す

る設計とする。【11条 133】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

6. 火災の影響軽減対策 

6.5 油タンクに対する火災の影響軽減対策 

6. 火災の影響軽減対策 

6.5 油タンクに対する火災の影響軽減対策 

 (8) ケーブル処理室に対する火災の影響軽減のための

対策 

ケーブル処理室は，異なる区分のケーブルトレイが布

設されているため，ＩＥＥＥ３８４に基づき，互いに相

違する系列間を水平方向 0.9m，垂直方向 1.5mの最小分

離距離を確保する設計とする。【11条 134】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

6. 火災の影響軽減対策 

6.6 ケーブル処理室に対する火災の影響軽減対策 

6. 火災の影響軽減対策 

6.6 ケーブル処理室に対する火災の影響軽減対策 

 1.3.2 原子炉の安全確保 ― ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

(1) 原子炉の安全停止対策 

a. 火災区域又は火災区画に設置される不燃性材料で

構成される構築物，系統及び機器を除く全機器の機能

喪失を想定した設計 

発電用原子炉施設内の火災によって，安全保護系及び

原子炉停止系の作動が要求される場合には，火災が発生

した火災区域又は火災区画に設置される不燃性材料で

構成される構築物，系統及び機器を除く全機器の動的機

能喪失を想定しても，火災の影響軽減のための系統分離

対策によって，多重化されたそれぞれの系統が同時に機

能を失うことなく，原子炉の高温停止及び低温停止が達

成できる設計とする。【11条 135】 

（冒頭宣言） 

 b. 設計基準事故等に対処するための機器に単一故障

を想定した設計 

発電用原子炉施設内の火災によって運転時の異常な

過渡変化又は設計基準事故が発生した場合に，「発電用

軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」に基づ

き，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故に対処す

るための機器に単一故障を想定しても，制御盤間の離隔

距離，盤内の延焼防止対策又は現場操作によって，多重

化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく，

原子炉の高温停止，低温停止を達成できる設計とする。

【11条 136】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 (2) 火災の影響評価 

a. 火災区域又は火災区画に設置される不燃性材料で

構成される構築物，系統及び機器を除く全機器の機能

喪失を想定した設計に対する評価 

設備等の設置状況を踏まえた可燃性物質の量等を基

に想定される発電用原子炉施設内の火災によって，安全

保護系及び原子炉停止系の作動が要求される場合には，

火災による影響を考慮しても，多重化されたそれぞれの

系統が同時に機能を失うことなく，原子炉の高温停止及

び低温停止を達成し，維持できることを，以下に示す火

災影響評価により確認する。【11条 137】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

7. 原子炉の安全確保について 

7.1 火災に対する原子炉の安全停止対策 

7.2 火災の影響評価 

7. 原子炉の安全確保 

7.1 原子炉の安全停止対策 

7.2 火災の影響評価 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 (a) 隣接する火災区域又は火災区画に影響を与えない

場合 

当該火災区域又は火災区画に設置される不燃性材料

で構成される構築物，系統及び機器を除く全機器の機能

喪失を想定しても，原子炉の高温停止及び低温停止の達

成，維持が可能であることを確認する。【11条 138】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

7. 原子炉の安全確保について 

7.1 火災に対する原子炉の安全対策 

7.2 火災の影響評価 

7. 原子炉の安全確保 

7.1 原子炉の安全停止対策 

7.2 火災の影響評価 

 (b) 隣接する火災区域又は火災区画に影響を与える場

合 

当該火災区域又は火災区画と隣接火災区域又は火災

区画の 2 区画内の火災防護対象機器等の有無の組み合

わせに応じて，火災区域又は火災区画内に設置される不

燃性材料で構成される構築物，系統及び機器を除く全機

器の機能喪失を想定しても，原子炉の高温停止及び低温

停止の達成，維持が可能であることを確認する。【11条

139】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

7. 原子炉の安全確保について 

7.1 火災に対する原子炉の安全対策 

7.2 火災の影響評価 

7. 原子炉の安全確保 

7.1 原子炉の安全停止対策 

7.2 火災の影響評価 

 b. 設計基準事故等に対処するための機器に単一故障

を想定した設計に対する評価 

内部火災により原子炉に外乱が及び，かつ，安全保護

系及び原子炉停止系の作動が要求される運転時の異常

な過渡変化又は設計基準事故が発生する可能性がある

ため，「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審

査指針」に基づき，運転時の異常な過渡変化又は設計基

準事故に対処するための機器に対し単一故障を想定し

ても，多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失う

ことなく，原子炉の高温停止及び低温停止を達成できる

ことを火災影響評価により確認する。【11条 140】 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書 

7. 原子炉の安全確保について 

7.1 火災に対する原子炉の安全対策 

7.2 火災の影響評価 

7. 原子炉の安全確保 

7.1 原子炉の安全停止対策 

7.2 火災の影響評価 

 2. 設備の共用 

消火設備のうち，２号炉廻り消火系及びサイトバンカ

建物消火系は，１号機及び２号機間で相互に接続する

が，号機間の接続部に逆止弁を設ける設計とすること

で，１号機側において何らかの要因で設備が破損した場

合にも，２号機側に影響を及ぼすことはなく，安全性を

損なわない設計とする。【15条34】 

Ⅵ-1-1-7安全設備及び重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.7 その他発電用原子炉の附属施設 

3.7.3 火災防護設備 

８. 設備共用の設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 

3. 主要対象設備 3. 主要対象設備 ― ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

火災防護設備の対象となる主要な設備について，

「表1 火災防護設備の主要設備リスト」に示す。 

火災防護設備の対象となる主要な設備について，

「表1 火災防護設備の主要設備リスト」に示す。 

（「設備リスト」による） 

 



 

資料 No.12 

 

 

 

 
基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表 

（浸水防護施設） 
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「基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表」【浸水防護施設】 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

 

第１章 共通項目 

浸水防護施設の共通項目である「1. 地盤等，2. 

自然現象（2.2 津波による損傷の防止を除く。），3. 

火災，5. 設備に対する要求（5.5 安全弁等，5.6 逆

止め弁，5.7 内燃機関及びガスタービンの設計条件

を除く。），6. その他」の基本設計方針については，

原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第１章 共通項

目」に基づく設計とする。 

― 

1. 共通的に適用される設計 

 第２章 個別項目 

1. 津波による損傷の防止 

1.1 耐津波設計の基本方針 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設が設置

（変更）許可を受けた基準津波によりその安全性又は

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれ

るおそれがないよう，遡上への影響要因及び流入経路

等を考慮して，設計時にそれぞれの施設に対して入力

津波を設定するとともに津波防護対象設備に対する

入力津波の影響を評価し，影響に応じた津波防護対策

を講じる設計とする。【6条1】【51条1】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 1.1.1 津波防護対象設備 

設計基準対象施設が，基準津波により，その安全性

が損なわれるおそれがないよう，津波から防護を検討

する対象となる設備は，クラス１，クラス２及びクラ

ス３設備並びに耐震Ｓクラスに属する設備（津波防護

施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）とす

る。このうち，クラス３設備については，安全評価上

その機能を期待する設備は，津波に対してその機能を

維持できる設計とし，その他の設備は損傷した場合を

考慮して，代替設備により必要な機能を確保する等の

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.1 津波防護対象設備 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.2 津波防護対象設備の選定 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

対応を行う設計とする。これより，津波から防護すべ

き施設は，設計基準対象施設のうち「発電用軽水型原

子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」

で規定されているクラス１及びクラス２に該当する

構築物，系統及び機器（以下「津波防護対象設備」と

いう。）とする。【6条2】 

 津波防護対象設備の防護設計においては，津波によ

り津波防護対象設備に波及的影響を及ぼすおそれの

ある津波防護対象設備以外の施設についても考慮す

る。【6条3】【51条2】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.1 津波防護対象設備 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.2 津波防護対象設備の選定 

 また，重大事故等対処施設についても，設計基準対

象施設と同時に必要な機能が損なわれるおそれがな

いよう，津波防護対象設備に含める。【51条2】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.1 津波防護対象設備 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.2 津波防護対象設備の選定 

 さらに，津波が地震の随伴事象であることを踏ま

え，Ｓクラスの施設（津波防護施設，浸水防止設備及

び津波監視設備を除く。）を含めて津波防護対象設備

とする。【6条4】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.1 津波防護対象設備 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.2 津波防護対象設備の選定 

 1.2 入力津波の設定 

各施設・設備の設計又は評価に用いる入力津波とし

て，敷地への遡上に伴う津波（以下「遡上波」という。）

による入力津波と取水路，放水路等の経路からの流入

に伴う津波（以下「経路からの津波」という。）によ

る入力津波を設定する。【6条5】【51条3】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.2 入力津波の設定 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.3 入力津波の設定 

 入力津波の設定の諸条件の変更により，評価結果が

影響を受けないことを確認するために，評価条件変更

の都度，津波評価を実施する運用とする。 

【6条6】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 なお，各施設・設備の設計又は評価において，津波

が到達する場合は，津波荷重と余震荷重の重畳の要否

を検討する必要があるが，海域活断層を波源とする水

位上昇側の基準津波が策定されていないことから，海

域活断層上昇側最大ケースの津波についても，入力津

波の検討対象とする。【6条6】【51条4】 

Ⅵ-1-1-3-2-1耐津波設計の基本方針 

42.耐津波設計の基本方針 

42.1 基本方針 

2.1.2 入力津波の設定 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.3 入力津波の設定 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 (1) 遡上波による入力津波については，遡上への影

響要因として，敷地及び敷地周辺の地形，標高及

び河川等の存在，設備等の設置状況並びに地震に

よる広域的な隆起・沈降を考慮して，遡上波の回

り込みを含め敷地への遡上の可能性を評価する。

【6条7】【51条5】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.2 入力津波の設定 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.3 入力津波の設定 

 遡上する場合は，基準津波の波源から各施設・

設備の設置位置において算定される津波高さとし

て設定する。【6条8】【51条6】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.2 入力津波の設定 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.3 入力津波の設定 

 また，地震による変状又は繰返し来襲する津波

による洗掘・堆積により地形又は河川流路の変化

等が考えられる場合は，敷地への遡上経路に及ぼ

す影響を評価する。【6条8】【51条6】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.2 入力津波の設定 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.3 入力津波の設定 

 (2) 経路からの津波による入力津波については，流

入経路を特定し，基準津波の波源から各施設・設

備の設置位置において算定される時刻歴波形及び

津波高さとして設定する。【6条9】【51条7】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.2 入力津波の設定 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.3 入力津波の設定 

 (3) 上記(1)及び(2)においては，水位変動として，

朔望平均満潮位EL0.58m，朔望平均干潮位EL-0.02m

を考慮する。【6条10】【51条8】 

 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.2 入力津波の設定 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.3 入力津波の設定 

 上昇側の水位変動に対しては，潮位のばらつき

として朔望平均満潮位の標準偏差0.14mを考慮し

て設定する。 

下降側の水位変動に対しては，潮位のばらつき

として朔望平均干潮位の標準偏差0.17mを考慮し

て設定する。【6条10】【51条8】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.2 入力津波の設定 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.3 入力津波の設定 

 地殻変動については，津波波源となる海域活断

層から想定される地震による地殻変動を考慮する

とともに，津波が起きる前に基準地震動Ｓｓの震

源となる敷地周辺の活断層から想定される地震が

発生した場合を想定し，宍道断層及び海域活断層

から想定される地震による地殻変動を考慮する。

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.2 入力津波の設定 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.3 入力津波の設定 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

なお，日本海東縁部に想定される地震による津波

については，起因となる波源が敷地から十分に離

れており，敷地への地震による地殻変動の影響は

十分に小さいため，地殻変動量を考慮しない。 

敷 地 地 盤 の地 殻 変動量 は ， Mansinha and 

Smylie(1971)の方法により算定しており，海域活

断層から想定される地震による地殻変動量は

0.34mの隆起を考慮する。また，宍道断層から想定

される地震による地殻変動量は0.02m以下の沈降

であり，敷地への影響が十分小さいことから考慮

しない。 

基準地震動Ｓｓの評価における検討用地震の震

源において最近地震は発生していないことから，

広域的な余効変動は生じておらず，津波に対する

安全性評価に影響を及ぼすことはない。 

下降側の水位変動に対して安全側に評価するた

め，地殻変動量について，海域活断層から想定さ

れる地震による0.34mの隆起を考慮する。【6条10】

【51条8】 

 また，基準津波による入力津波が有する数値計

算上の不確かさを考慮することを基本とする。【6

条10】【51条8】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.2 入力津波の設定 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.3 入力津波の設定 

 1.3 津波防護対策 

｢1.2 入力津波の設定｣で設定した入力津波による

津波防護対象設備への影響を，津波の敷地への流入の

可能性の有無，漏水による重要な安全機能及び重大事

故等に対処するために必要な機能への影響の有無，地

震による溢水に加えて津波の流入の重要な安全機能

及び重大事故等に対処するために必要な機能への影

響の有無並びに水位変動に伴う取水性低下及び津波

の二次的な影響による重要な安全機能及び重大事故

等に対処するために必要な機能への影響の有無の観

点から評価することにより，津波防護対策が必要とな

― 
― 

（冒頭宣言） 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

る箇所を特定して必要な津波防護対策を実施する設

計とする。【6条11】【51条9】 

 入力津波の変更が津波防護対策に影響を与えない

ことを確認することとし，定期的な評価及び改善に関

する手順を定める。【6条12】【51条10】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 1.3.1 敷地への流入防止（外郭防護１） 

(1) 遡上波の地上部からの到達，流入の防止 

遡上波による敷地周辺の遡上の状況を加味した浸

水の高さ分布を基に，津波防護対象設備（非常用取水

設備を除く。）を内包する建物及び区画の設置された

敷地において，遡上波の地上部からの到達，流入の可

能性の有無を評価する。【6条13】【51条11】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響 

評価 

 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

の影響評価 

3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

3.2 敷地への浸水防止（外郭防護 1）に係る評価 

3.2(3) 評価結果 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の実施 

 

 流入の可能性に対する裕度評価において，高潮ハザ

ードの再現期間100年に対する期待値と，入力津波で

考慮した朔望平均満潮位及び潮位のばらつきを踏ま

えた水位の合計との差を参照する裕度として，設計上

の裕度の判断の際に考慮する。【6条13】【51条11】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

の影響評価 

3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

3.2 敷地への浸水防止（外郭防護 1）に係る評価 

3.2(3) 評価結果 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の実施 

 評価の結果，遡上波が地上部から到達し流入する可

能性があるため，津波防護対象設備（非常用取水設備

を除く。）を内包する建物及び区画が設置された敷地

に，津波による遡上波の地上部から到達，流入を防止

するため，津波防護施設として，防波壁及び防波壁通

路防波扉を設置する。【6条14】【51条12】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評 

価の実施 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

の影響評価 

3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

3.2 敷地への浸水防止（外郭防護 1）に係る評価 

3.2(3) 評価結果 

 また，津波防護施設の防波壁通路防波扉は，遡上波

の地上部からの到達，流入を防止するため，扉の閉止

運用を保安規定に定めて管理する。 

【6条14】【51条12】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 (2) 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

津波の流入の可能性のある経路につながる循環水

系，海水系，排水管及びそれ以外の屋外排水路の標高

に基づき，許容される津波高さと経路からの津波高さ

を比較することにより，津波防護対象設備（非常用取

水設備を除く。）を内包する建物及び区画の設置され

た敷地への津波の流入の可能性の有無を評価する。【6

条15】【51条13】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

の影響評価 

3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

3.2 敷地への浸水防止（外郭防護 1）に係る評価 

3.2(3) 評価結果 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の実施 

 流入の可能性に対する裕度評価において，高潮ハザ

ードの再現期間100年に対する期待値と，入力津波で

考慮した朔望平均満潮位及び潮位のばらつきを踏ま

えた水位の合計との差を参照する裕度とし，設計上の

裕度の判断の際に考慮する。【6条15】【51条13】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の実施 

 評価の結果，流入する可能性のある経路が特定され

たことから，津波防護対象設備（非常用取水設備を除

く。）を内包する建物及び区画への流入を防止するた

め，津波防護施設として，流路縮小工を設置し，浸水

防止設備として，防水壁，水密扉，屋外排水路逆止弁

及び床ドレン逆止弁を設置し，貫通部止水処置を実施

する設計とする。【6条16】【51条14】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

の影響評価 

3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の実施 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

3.2 敷地への浸水防止（外郭防護 1）に係る評価 

3.2(3) 評価結果 

3.2(4) 津波防護対策 

 

浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面 

9.4.1 外郭浸水防護設備 

 また，浸水防止設備の水密扉は，経路からの津波の

流入を防止するため，扉の閉止運用を保安規定に定め

て管理する。【6条16】【51条14】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 上記(1)及び(2)において，外郭防護として設置する

津波防護施設及び浸水防止設備については，各施設の

入力津波に対し，設計上の裕度を考慮する。【6条16】

【51条14】 

要目表 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

の影響評価 

3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

3.2 敷地への浸水防止（外郭防護 1）に係る評価 

3.2(4) 津波防護対策 

 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

4. 機能設計 

4.2 浸水防止設備 

 

構造図 

9.4.1 外郭浸水防護設備 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の実施 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 

 

 1.3.2 漏水による重要な安全機能及び重大事故等に

対処するために必要な機能への影響防止（外郭防護

２） 

(1) 漏水対策 

経路からの津波が流入する可能性のある取水・放水

設備の構造上の特徴を考慮し，取水・放水施設，地下

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の実施 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

部等において，津波による漏水が継続することによる

浸水の範囲を想定し，当該想定される浸水範囲（以下

「浸水想定範囲」という。）の境界において浸水想定

範囲外に流出する可能性のある経路（扉，開口部，貫

通口等）を特定し，それらに対して，浸水防止設備を

設置することにより，浸水範囲を限定する設計とす

る。【6条17】【51条15】 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

の影響評価 

3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

3.3 漏水による重要な安全機能及び重大事故等に対

処するために必要な機能への影響防止（外郭防護

2）に係る評価 

3.3(1) 評価方針 

 さらに，浸水想定範囲及びその周辺にある津波防護

対象設備（非常用取水設備を除く。）に対しては，浸

水防止設備として，防水区画化するための設備を設置

するとともに，防水区画内への浸水による重要な安全

機能及び重大事故等に対処するために必要な機能へ

の影響の有無を評価する。【6条18】【51条16】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

の影響評価 

3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

3.3 漏水による重要な安全機能及び重大事故等に対

処するために必要な機能への影響防止（外郭防護

2）に係る評価 

3.3(1) 評価方針 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の実施 

 評価の結果，浸水想定範囲における長期間の浸水が

想定される場合は，重要な安全機能及び重大事故等に

対処するために必要な機能への影響がないよう，排水

設備を設置する設計とする。【6条19】【51条16】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

の影響評価 

3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

3.3 漏水による重要な安全機能及び重大事故等に対

処するために必要な機能への影響防止（外郭防護

2）に係る評価 

3.3(1) 評価方針 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の実施 

 1.3.3 重要な安全機能及び重大事故等に対処するた Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 2. 耐津波設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

めに必要な機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

(1) 浸水防護重点化範囲の設定 

津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内

包する建物及び区画を浸水防護重点化範囲として設

定する。【6条20】【51条17】 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

の影響評価 

3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

3.4 津波による溢水の重要な安全機能及び重大事故

等に対処するために必要な機能への影響防止（内郭

防護）に係る評価 

3.4(1) 評価方針 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の実施 

 (2) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

経路からの津波の流入を考慮した浸水範囲及び浸

水量を基に，浸水防護重点化範囲に流入する可能性の

有無を評価する。浸水範囲及び浸水量については，地

震による溢水の影響も含めて確認する。【6条21】【51

条18】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

の影響評価 

3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

3.4 津波による溢水の重要な安全機能及び重大事故

等に対処するために必要な機能への影響防止（内

郭防護）に係る評価 

3.4(3) 評価結果 

3.4(4) 津波防護対策 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

の実施 

 地震による溢水のうち，津波による影響を受けない

範囲の評価については，「2. 発電用原子炉施設内に

おける溢水等による損傷の防止」に示す。【6条21】【51

条18】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 評価の結果，浸水防護重点化範囲に流入する可能性

のある経路（扉，開口部，貫通口等）が特定されたこ

とから，地震による設備の損傷箇所からの津波の流入

を防止するための浸水防止設備として，防水壁，水密

要目表 

 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の実施 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

扉，床ドレン逆止弁及び隔離弁を設置するとともに，

バウンダリ機能を保持するポンプ及び配管を設置し，

貫通部止水処置を実施する設計とする。【6条22】【51

条19】 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

の影響評価 

3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

3.4 重要な安全機能及び重大事故等に対処するために

必要な機能を有する施設の隔離(内郭防護)に係る

評価 

3.4(4) 津波防護対策 

 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

4. 機能設計 

4.2 浸水防止設備 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 

 隔離弁のうち，タービン補機海水ポンプ出口弁は，

浸水防護重点化範囲への津波の流入を防止するため，

タービン補機海水系隔離システム（漏えい検知器，タ

ービン補機海水ポンプ出口弁及び制御盤で構成し，タ

ービン補機海水系配管の破損箇所からの溢水を検知

し，漏えい検知信号及び地震大信号（原子炉スクラム

信号）発信後約60秒で自動閉止するインターロック）

により，津波来襲前に閉止する設計とする。【6条22】

【51条19】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

の影響評価 

3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

3.4 重要な安全機能及び重大事故等に対処するため

に必要な機能を有する施設の隔離(内郭防護)に係

る評価 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の実施 

 タービン補機海水ポンプ出口弁は，浸水防護重点化

範囲への津波の流入を防止する重要な設備であり，津

波来襲前に確実に閉止するため，多重化を図るととも

に地震時に想定される溢水に対し機能を保持する設

計とする。【6条22】【51条19】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の実施 

 また，浸水防止設備として設置する水密扉について

は，津波の流入を防止するため，扉の閉止運用を保安
運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

規定に定めて管理する。【6条23】【51条20】 

 1.3.4 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的

な影響による重要な安全機能及び重大事故等に

対処するために必要な機能への影響防止 

(1) 原子炉補機海水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機

海水ポンプ並びに大型送水ポンプ車及び大量送

水車の付属品である水中ポンプの取水性 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機

海水ポンプについては，評価水位として，取水槽での

下降側水位と同ポンプ取水可能水位を比較し，評価水

位が同ポンプ取水可能水位を下回る可能性の有無を

評価する。【6条24】【51条21】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

の影響評価 

3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

3.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な

影響による重要な安全機能及び重大事故等に対処

するために必要な機能への影響防止に係る評価 

3.5(3) 評価結果 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

の実施 

 評価の結果，日本海東縁部に想定される地震による

津波の取水槽の下降側の評価水位が原子炉補機海水

ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの取水

可能水位に対して余裕がないため，大津波警報が発令

された際には，津波到達予想時刻の5分前までに循環

水ポンプを停止することで，取水性を確保する設計と

する。【6条24】【51条21】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

の影響評価 

3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

3.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な

影響による重要な安全機能及び重大事故等に対

処するために必要な機能への影響防止に係る評

価 

3.5(3) 評価結果 

3.5(4) 津波防護対策 

 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

4. 機能設計 

4.2 浸水防止設備 

 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の実施 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面 

9.4 浸水防護施設 

 また，大津波警報が発令された場合に循環水ポンプ

を停止する手順を保安規定に定めて管理する。【6条

24】【51条21】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機

海水ポンプについては，津波による上昇側の水位変動

に対しても，取水機能が保持できる設計とする。【6

条25】【51条22】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

の影響評価 

3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

3.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な

影響による重要な安全機能及び重大事故等に対処

するために必要な機能への影響防止に係る評価 

3.5(3) 評価結果 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の実施 

 大型送水ポンプ車及び大量送水車の付属品である

水中ポンプについても，入力津波の水位に対して，取

水性を確保できるものを用いる設計とする。【51条22】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

の影響評価 

3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

3.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な

影響による重要な安全機能及び重大事故等に対処

するために必要な機能への影響防止に係る評価 

3.5(3) 評価結果 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の実施 

 (2) 津波の二次的な影響による原子炉補機海水ポン

プ，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ並びに大型

送水ポンプ車及び大量送水車の付属品である水

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

中ポンプの機能保持確認 

基準津波による水位変動に伴う海底の砂移動・堆積

に対して，取水口，取水管及び取水槽が閉塞すること

なく取水口，取水管及び取水槽の通水性が確保できる

設計とする。【6条26】【51条23】 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

の影響評価 

3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

3.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な

影響による重要な安全機能及び重大事故等に対処

するために必要な機能への影響防止に係る評価 

3.5(3) 評価結果 

の実施 

 また，原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ

補機海水ポンプは，取水時に浮遊砂が軸受に混入した

場合においても，軸受部の異物逃がし溝から浮遊砂を

排出することで，機能を保持できる設計とする。【6

条26】【51条23】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

の影響評価 

3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

3.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な

影響による重要な安全機能及び重大事故等に対処

するために必要な機能への影響防止に係る評価 

3.5(3) 評価結果 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の実施 

 大型送水ポンプ車，大量送水車及びその付属品であ

る水中ポンプは，浮遊砂の混入に対して，取水性能が

保持できるものを用いる設計とする。【6条26】【51条

23】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

の影響評価 

3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

3.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な

影響による重要な安全機能及び重大事故等に対処

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の実施 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

するために必要な機能への影響防止に係る評価 

3.5(3) 評価結果 

 漂流物に対しては，発電所構内及び構外で漂流物と

なる可能性のある施設・設備を抽出し，抽出された漂

流物となる可能性のある施設・設備が漂流した場合

に，原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機

海水ポンプへの衝突並びに取水口，取水管及び取水槽

の閉塞が生じることがなく原子炉補機海水ポンプ及

び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの取水性確保並

びに取水口，取水管及び取水槽の通水性が確保できる

設計とする。【6条27】【51条24】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

の影響評価 

3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

3.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な

影響による重要な安全機能及び重大事故等に対処

するために必要な機能への影響防止に係る評価 

3.5(3) 評価結果 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の実施 

 また，漂流物化させない運用を行う施設・設備につ

いては，漂流物化防止対策の運用を保安規定に定めて

管理する。【6条28】【51条25】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 発電所敷地内及び敷地外の人工構造物については，

設置状況を定期的に確認し評価する運用を保安規定

に定めて管理する。【6条28】【51条25】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 さらに，従前の評価結果に包絡されない場合は，漂

流物となる可能性，原子炉補機海水ポンプ等の取水性

及び浸水防護施設の健全性への影響評価を行い，影響

がある場合は漂流物対策を実施する。【6条28】【51条

25】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の実施 

 1.3.5 津波監視 

津波監視設備として，敷地への津波の繰返しの来襲

を察知するとともに，来襲状況を把握し，津波防護施

設及び浸水防止設備の機能を確実に確保するため，津

波監視カメラ及び取水槽水位計を設置する。【6条29】

【51条26】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方

針 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の実施 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

の影響評価 

3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

3.1 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の基本方針 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

4. 機能設計 

4.3 津波監視設備 

 

浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面 

1.5 環境測定装置の構造図及び取付箇所を明示した

図面 

 

構造図 

1.5 環境測定装置の構造図及び取付箇所を明示した

図面 

 1.3.6 漂流防止装置 

漂流防止装置として，漂流物のうち燃料輸送船及び

ＬＬＷ輸送船（以下「燃料等輸送船」という。）を漂

流させない機能を確実に確保するため，漂流防止装置

（係船柱）を設置する。【6条 30】【51条 27】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評

価 

2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方

針 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

の影響評価 

3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

3.1 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の基本方針 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

4. 機能設計 

4.4 漂流防止装置 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価

の実施 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 

 1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計 

1.4.1 設計方針 

津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び漂

流防止装置については，｢1.2 入力津波の設定｣で設

― 
― 

（冒頭宣言） 



16              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

定している繰返しの来襲を想定した入力津波に対し

て，津波防護対象設備の要求される機能を損なうおそ

れがないよう以下の機能を満足する設計とする。【6条

31】【51条28】 

 (1) 津波防護施設 

津波防護施設は，津波の流入及び漏水を防止する設

計とする。 

津波防護施設として設置する防波壁，防波壁通路防

波扉及び流路縮小工については，津波による水位上昇

に対して，敷地への津波の流入を防止する設計とす

る。また，流路縮小工は，１号機の性能維持施設であ

る１号機原子炉補機海水ポンプの取水機能に影響を

与えない設計とする。【6条32】【51条29】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方

針 

 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

3. 要求機能及び性能目標 

3.1 津波防護施設 

 

構造図 

9.4.1 外郭浸水防護設備 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 

 主要な構造体の境界部には，想定される荷重の作用

及び相対変位を考慮し，試験等にて止水性を確認した

止水目地等を設置し，止水処置を講じる設計とする。

【6条33】【51条30】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方

針 

 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

3. 要求機能及び性能目標 

3.1 津波防護施設 

 

浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面 

9.4.3 浸水防護施設に係る設備 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 

 (2) 浸水防止設備 

浸水防止設備は，浸水想定範囲等における津波や浸

水による荷重等に対する耐性等を評価し，津波の流入

による浸水及び漏水を防止する設計とする。【6条34】

要目表 

 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

【51条31】 

 

2.1 基本方針 

2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方

針 

 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

4. 機能設計 

4.2 浸水防止設備 

 

構造図 

9.4.1 外郭浸水防護設備 

9.4.2 内郭浸水防護設備 

 また，津波防護対象設備を内包する建物及び区画に

浸水時及び浸水後に津波が流入することを防止する

ため，当該区画への流入経路となる開口部に浸水防止

設備を設置し，止水性を保持する設計とする。【6条

34】【51条31】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方

針 

 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

4. 機能設計 

4.2 浸水防止設備 

 

浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面 

9.4.2 内郭浸水防護設備 

 

構造図 

9.4.1 外郭浸水防護設備 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 

 屋外排水路の浸水防止設備については，外郭防護と

してEL12.6m以下の流入経路となる開口部に設置する

設計とする。【6条35】【51条32】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方

針 

 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

4. 機能設計 

4.2 浸水防止設備 

 

構造図 

9.4.1 外郭浸水防護設備 

 取水槽の浸水に対する浸水防止設備については，外

郭防護としてEL11.3m以下の流入経路となる開口部に

設置する設計とし，内郭防護としてEL11.3m以下の流

入経路となる開口部に設置する設計とする。【6条36】

【51条33】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方

針 

 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

4. 機能設計 

4.2 浸水防止設備 

 

構造図 

9.4.1 外郭浸水防護設備 

9.4.2 内郭浸水防護設備 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 

 放水槽の浸水に対する浸水防止設備については，外

郭防護としてEL8.6m以下の流入経路となる開口部に

設置する設計とし，内郭防護としてEL8.6m以下の流入

経路となる開口部に設置する設計とする。【6条37】【51

条34】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方

針 

 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

4. 機能設計 

4.2 浸水防止設備 

 

構造図 

9.4.1 外郭浸水防護設備 

9.4.2 内郭浸水防護設備 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 

 タービン建物（復水器を設置するエリア）の浸水に

対する浸水防止設備については，内郭防護として

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

EL5.3m以下の流入経路となる開口部に設置する設計

とする。【6条38】【51条35】 

2.1 基本方針 

2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方

針 

 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

4. 機能設計 

4.2 浸水防止設備 

 

構造図 

9.4.2 内郭浸水防護設備 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 

 浸水防止設備は，耐性等を評価又は試験等により止

水性を確認した方法により止水性を保持する設計と

する。【6条39】【51条36】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方

針 

 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

3. 要求機能及び性能目標 

3.2 性能目標 

4. 機能設計 

4.2 浸水防止設備 

 

構造図 

9.4.1 外郭浸水防護設備 

9.4.2 内郭浸水防護設備 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 

 (3) 津波監視設備 

津波監視設備は，津波の来襲状況を監視可能な設計

とする。【6条40】【51条37】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方

針 

 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

4. 機能設計 

4.3 津波監視設備 

 

構造図 

1.5 環境測定装置の構造図及び取付箇所を明示した

図面 

 津波監視カメラは，波力及び漂流物の影響を受けな

い位置，取水槽水位計は波力及び漂流物の影響を受け

にくい位置に設置し，津波監視機能が十分に保持でき

る設計とする。また，基準地震動Ｓｓに対して，機能

を喪失しない設計とする。設計にあたっては，自然条

件（風，積雪）との組合せを適切に考慮する。【6条

40】【51条37】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方

針 

 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

3. 要求機能及び性能目標 

3.3 津波監視設備 

 

構造図 

1.5 環境測定装置の構造図及び取付箇所を明示した

図面 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 

 津波監視設備のうち津波監視カメラは，非常用電源

設備から給電し，暗視機能を有したカメラにより，昼

夜にわたり中央制御室から監視可能な設計とする。【6

条41】【51条38】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方

針 

 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

4. 機能設計 

4.3 津波監視設備 

 

構造図 

1.5 環境測定装置の構造図及び取付箇所を明示した

図面 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 

 津波監視設備のうち取水槽水位計は，非常用電源設

備から給電し，EL-9.3m～EL 10.7mを測定範囲として，

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海

水ポンプが設置された取水槽の上昇側及び下降側の

水位を中央制御室から監視可能な設計とする。【6条

42】【51条39】 

2.1 基本方針 

2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方

針 

 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

4. 機能設計 

4.3 津波監視設備 

 

構造図 

1.5 環境測定装置の構造図及び取付箇所を明示した

図面 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 

 (4) 漂流防止装置 

漂流防止装置は，海域活断層に想定される地震によ

る津波に対して，燃料等輸送船を係留する機能を保持

する設計とする。【6条43】【51条40】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方

針 

 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

4. 機能設計 

4.4 漂流防止装置 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 

 1.4.2 荷重の組合せ及び許容限界 

津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び漂

流防止装置の設計にあたっては，津波による荷重及び

津波以外の荷重を適切に設定し，それらの組合せを考

慮する。【6条44】【51条41】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方

針 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 

 また，想定される荷重に対する部材の健全性や構造

安定性について適切な許容限界を設定する。【6条44】

【51条41】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方

針 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 

 (1) 荷重の組合せ 

津波と組み合わせる荷重については，原子炉冷却系

統施設の基本設計方針｢第１章 共通項目｣のうち

｢2.3 外部からの衝撃による損傷の防止｣で設定して

要目表 

 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

いる自然条件（風，積雪）及び余震として考えられる

地震に加え，漂流物による荷重を考慮する。【6条45】

【51条42】 

2.1 基本方針 

2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方

針 

 

構造図 

9.4.1 外郭浸水防護設備 

9.4.2 内郭浸水防護設備 

 津波による荷重の設定にあたっては，各施設・設備

の機能損傷モードに対応した荷重の算定過程に介在

する不確かさを考慮し，余裕の程度を検討した上で安

全側の設定を行う。【6条45】【51条42】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

4. 機能設計 

4.2 浸水防止設備 

 

Ⅵ-3-別添 3 津波又は溢水への配慮が必要な施設の

強度計算書 

 

構造図 

9.4.1 外郭浸水防護設備 

9.4.2 内郭浸水防護設備 

2. 耐津波設計 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.4 津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度評

価 

 (2) 許容限界 

津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び漂

流防止装置の許容限界は，地震後，津波後の再使用性

や，津波の繰返し作用を想定し，施設・設備を構成す

る材料がおおむね弾性状態にとどまることを基本と

する。【6条46】【51条43】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方

針 

 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

3. 要求機能及び性能目標 

3.2 浸水防止設備 

 

Ⅵ-2-10-2 浸水防護施設の耐震性に関する説明書 

Ⅵ-3-別添 3 津波又は溢水への配慮が必要な施設の

強度計算書 

1. 共通的に適用される設計 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.4 津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度評

価 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

構造図 

9.4.1 外郭浸水防護設備 

9.4.2 内郭浸水防護設備 

 また，浸水防止設備のうち，機器・配管系に属する

隔離弁，ポンプ及び配管は，基準地震動Ｓｓによる地

震力に対しては，塑性ひずみが生じる場合であっても

塑性ひずみが小さなレベルにとどまることを基本と

し，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又はＳクラス

の施設に適用する静的地震力のいずれか大きい方の

地震力に対しては，おおむね弾性状態にとどまる範囲

で耐えられることを確認する。津波荷重（余震荷重含

む）に対しては，機器・配管系を構成する材料が弾性

域内に収まることを基本とする。隔離弁については，

基準地震動Ｓｓによる応答に対して，当該機器に要求

される機能を保持する設計とする。【6条47】【51条44】 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方

針 

 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

3. 要求機能及び性能目標 

3.2 浸水防止設備 

 

Ⅵ-2-10-2 浸水防護施設の耐震性に関する説明書 

 

Ⅵ-3-別添 3 津波又は溢水への配慮が必要な施設の

強度計算書 

1. 共通的に適用される設計 

2. 耐津波設計 

2.1 耐津波設計の基本方針の設定 

2.5 津波防護に関する施設の設計方針の設定 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.4 津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度評

価 

 2. 発電用原子炉施設内における溢水等による損傷

の防止 

2.1 溢水防護等の基本方針 

設計基準対象施設が，発電用原子炉施設内における

溢水が発生した場合においても，その安全性を損なう

おそれがない設計とする。【12条 1】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 そのために，溢水防護に係る設計時に発電用原子炉

施設内で発生が想定される溢水の影響を評価（以下

「溢水評価」という。）し，運転状態にある場合には，

発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合に

おいても，原子炉を高温停止でき，引き続き低温停止

及び放射性物質の閉じ込め機能を維持できる設計と

する。【12条 2】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 また，停止状態にある場合は，引き続きその状態を

維持できる設計とする。【12条 2】 
― 

― 

（冒頭宣言） 

 さらに，燃料プールにおいては，燃料プール冷却機 ― ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

能及び燃料プールへの給水機能を維持できる設計と

する。【12条 2】 

（冒頭宣言） 

 これらの機能を維持するために必要な設備（以下

「溢水防護対象設備」という。）が，発生を想定する

没水，被水及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を

損なうおそれがない設計（多重性又は多様性を有する

設備が同時にその機能を損なうおそれがない設計）と

する。【12条 3】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 また，溢水の影響により原子炉に外乱が及び，かつ，

安全保護系，原子炉停止系の作動を要求される場合に

は，その溢水の影響を考慮した上で，「発電用軽水型

原子炉施設の安全評価に関する審査指針」に基づき必

要な機器の単一故障を考慮しても発生が予想される

運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故について

安全解析を行い，炉心損傷に至ることなく当該事象を

収束できる設計とする。【12条 4】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 重大事故等対処設備の機能については，溢水影響を

受けて設計基準対象施設の安全機能並びに燃料プー

ルの燃料プール冷却機能及び燃料プールへの給水機

能と同時に機能を損なうおそれがないよう，没水，被

水及び蒸気の影響に対しては可能な限り設計基準事

故対処設備等の配置を含めて位置的分散を図る設計

とする。【12条 5】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 溢水影響に対し防護すべき設備（以下「防護すべき

設備」という。）として溢水防護対象設備及び重大事

故等対処設備を設定する。【12条 5】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.1 防護すべき設備の設定 

 

Ⅵ-1-1-9-2 防護すべき設備の設定 

2. 防護すべき設備の設定 

2.1 防護すべき設備の設定方針 

2.2 防護すべき設備の抽出 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.2 防護すべき設備の設定 

 発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内

包する容器，配管その他の設備（ポンプ，弁，燃料プ

ール，サイトバンカ貯蔵プール，原子炉ウェル，気水

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

分離器・蒸気乾燥器ピット）から放射性物質を含む液

体があふれ出るおそれがある場合において，当該液体

が管理区域外へ漏えいすることを防止する設計とす

る。【12条 6】 

2.3.4 放射性物質を含んだ液体の管理区域外への漏

えい防止に関する溢水評価及び防護設計方針 

 2.2 防護すべき設備の抽出 

溢水によってその安全機能が損なわれないことを

確認する必要がある施設を，「発電用軽水型原子炉施

設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（以下

「重要度分類審査指針」という。）における分類のク

ラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統

及び機器とする。【12条 7】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.1 防護すべき設備の設定 

 

Ⅵ-1-1-9-2 防護すべき設備の設定 

2. 防護すべき設備の設定 

2.2 防護すべき設備の抽出 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.2 防護すべき設備の設定 

 この中から，溢水防護上必要な機能を有する構築

物，系統及び機器を選定する。具体的には，運転状態

にある場合には原子炉を高温停止でき，引き続き低温

停止及び放射性物質の閉じ込め機能を維持するため，

また，停止状態にある場合は引き続きその状態を維持

するため，燃料プールの燃料プール冷却機能及び燃料

プールへの給水機能を維持するために必要となる，重

要度分類審査指針における分類のクラス１，２に属す

る構築物，系統及び機器に加え，安全評価上その機能

を期待するクラス３に属する構築物，系統及び機器を

抽出する。【12条 7】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.1 防護すべき設備の設定 

 

Ⅵ-1-1-9-2 防護すべき設備の設定 

2. 防護すべき設備の設定 

2.1 防護すべき設備の設定方針 

2.2 防護すべき設備の抽出 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.2 防護すべき設備の設定 

 以上を踏まえ，防護すべき設備のうち溢水防護対象

設備として，重要度の特に高い安全機能を有する構築

物，系統及び機器，並びに，燃料プールの燃料プール

冷却機能及び燃料プールへの給水機能を維持するた

めに必要な構築物，系統及び機器を抽出する。【12 条

7】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.1 防護すべき設備の設定 

 

Ⅵ-1-1-9-2 防護すべき設備の設定 

2. 防護すべき設備の設定 

2.2 防護すべき設備の抽出 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.2 防護すべき設備の設定 

 また，重大事故等対処設備は，重大事故に至るおそ

れがある事故が発生した場合において，炉心，燃料プ

ール内の燃料体等及び運転停止中における原子炉の

燃料体の著しい損傷を防止するために，また，重大事

故が発生した場合においても，原子炉格納容器の破損

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.1 防護すべき設備の設定 

 

Ⅵ-1-1-9-2 防護すべき設備の設定 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.2 防護すべき設備の設定 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

及び発電所外への放射性物質の異常な放出を防止す

るために必要な設備を防護すべき設備として抽出す

る。【12条 8】 

2. 防護すべき設備の設定 

2.1 防護すべき設備の設定方針 

2.2 防護すべき設備の抽出 

 2.3 溢水源及び溢水量の設定 

溢水影響を評価するために想定する機器の破損等

により生じる溢水（以下「想定破損による溢水」とい

う。），発電所内で生じる異常状態（火災を含む。）の

拡大防止のために設置される系統からの放水による

溢水（以下「消火水の放水による溢水」という。）及

び地震に起因する機器の破損等により生じる溢水（燃

料プール等のスロッシングにより生じる溢水を含

む。）（以下「地震起因による溢水」という。）を踏ま

え，溢水源及び溢水量を設定する。【12条 9】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 また，その他の要因（地下水の流入，地震以外の自

然現象，機器の誤作動等）により生じる溢水（以下「そ

の他の溢水」という。）の影響も評価する。【12条 10】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 想定破損による溢水では，単一の配管の破損による

溢水を想定して，配管の破損箇所を溢水源として設定

する。【12条 11】 

Ⅵ-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 

2. 溢水源及び溢水量の設定 

2.1 想定破損による溢水 

3. 溢水防護に関する設計 

3.3 溢水評価の実施 

 また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネ

ルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネルギ配管に

分類する。【12条 11】 

Ⅵ-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 

2. 溢水源及び溢水量の設定 

2.1想定破損による溢水 

3. 溢水防護に関する設計 

3.3 溢水評価の実施 

 高エネルギ配管は，「完全全周破断」，低エネルギ配

管は，「配管内径の 1/2 の長さと配管肉厚の 1/2 の幅

を有する貫通クラック」（以下「貫通クラック」とい

う。）を想定した溢水量とし，想定する破損箇所は溢

水影響が最も大きくなる位置とする。【12条 12】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.2 溢水評価条件の設定 

 

Ⅵ-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 

2. 溢水源及び溢水量の設定 

2.1 想定破損による溢水 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 

 ただし，高エネルギ配管については，ターミナルエ

ンド部を除き応力評価の結果により，原子炉冷却材圧

力バウンダリ及び原子炉格納容器バウンダリの配管

については発生応力が許容応力の 0.8倍以下であれば

破損を想定せず，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.2 溢水評価条件の設定 

 

Ⅵ-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

子炉格納容器バウンダリ以外の配管については発生

応力が許容応力の 0.4 倍を超え 0.8 倍以下であれば

「貫通クラック」による溢水を想定した評価とし，0.4

倍以下であれば破損は想定しない。【12条 13】 

2. 溢水源及び溢水量の設定 

2.1 想定破損による溢水 

 また，低エネルギ配管については，発生応力が許容

応力の 0.4 倍以下であれば破損は想定しない。【12 条

13】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.2 溢水評価条件の設定 

 

Ⅵ-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 

2. 溢水源及び溢水量の設定 

2.1 想定破損による溢水 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 

 発生応力と許容応力の比較により破損形状の想定

を行う配管は，評価結果に影響するような配管減肉が

ないことを確認するために，継続的な肉厚管理を実施

する。【12条 14】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 高エネルギ配管として運転している割合が，当該系

統の運転している時間の 2%又はプラント運転期間の

1%より小さい場合には，低エネルギ配管として扱う。

【12条 15】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.2 溢水評価条件の設定 

 

Ⅵ-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 

2. 溢水源及び溢水量の設定 

2.1 想定破損による溢水 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 

 

 消火水の放水による溢水については，発電用原子炉

施設内に設置される消火設備からの放水を溢水源と

して設定する。発電所内で生じる異常状態（火災を含

む。）の拡大防止のために設置されるスプリンクラ及

び残留熱除去系（格納容器冷却モード）からの溢水に

ついては，防護すべき設備が溢水影響を受けない設計

とする。【12条 16】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.2 溢水評価条件の設定 

 

Ⅵ-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 

2. 溢水源及び溢水量の設定 

2.2 消火水の放水による溢水 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 

 地震起因による溢水については，流体を内包するこ

とで溢水源となり得る機器のうち，基準地震動Ｓｓに

よる地震力により破損するおそれがある機器及び燃

料プール等のスロッシングによる漏えい水を溢水源

として設定する。【12条 17】 

Ⅵ-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 

2. 溢水源及び溢水量の設定 

2.3 地震起因による溢水 

3. 溢水防護に関する設計 

3.3 溢水評価の実施 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 Ｓクラス機器については，基準地震動Ｓｓによる地

震力によって破損は生じないことから溢水源として

想定しない。【12条 18】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.2 溢水評価条件の設定 

 

Ⅵ-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 

2. 溢水源及び溢水量の設定 

2.3地震起因による溢水 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 

 また，Ｂ及びＣクラス機器のうち耐震対策工事の実

施又は設計上の裕度の考慮により，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対して耐震性が確保されるものについ

ては溢水源として想定しない。【12条 18】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.2 溢水評価条件の設定 

 

Ⅵ-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 

2. 溢水源及び溢水量の設定 

2.3地震起因による溢水 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 

 溢水量の算出にあたっては，漏水が生じるとした機

器のうち防護すべき設備への溢水の影響が最も大き

くなる位置で漏水が生じるものとして評価する。【12

条 19】 

Ⅵ-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 

2. 溢水源及び溢水量の設定 

2.3地震起因による溢水 

3. 溢水防護に関する設計 

3.3 溢水評価の実施 

 溢水源となる配管は完全全周破断を考慮した溢水

量とする。【12条 19】 

Ⅵ-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 

2. 溢水源及び溢水量の設定 

2.1 想定破損による溢水 

2.3地震起因による溢水 

3. 溢水防護に関する設計 

3.3 溢水評価の実施 

 溢水源となる容器については全保有水量を溢水量

とする。【12条 19】 

Ⅵ-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 

2. 溢水源及び溢水量の設定 

2.1 想定破損による溢水 

2.3地震起因による溢水 

3. 溢水防護に関する設計 

3.3 溢水評価の実施 

 漏えい検知等による漏えい停止を期待する場合は，

漏えい停止までの適切な隔離時間を考慮し，配管の破

損箇所から流出した漏水量と隔離後の溢水量として

隔離範囲内の系統の保有水量を合算して設定する。

【12条 20】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.2 溢水評価条件の設定 

 

Ⅵ-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 

2. 溢水源及び溢水量の設定 

2.1 想定破損による溢水 

2.3 地震起因による溢水 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 また，定期事業者検査中においては，燃料プール，

原子炉ウェル及び気水分離器・蒸気乾燥器ピットのス

ロッシングによる漏えい水を溢水源とし溢水量を算

出する。【12条 43】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.2 溢水評価条件の設定 

 

Ⅵ-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 

2. 溢水源及び溢水量の設定 

2.1 想定破損による溢水 

2.3 地震起因による溢水 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 

 

 その他の溢水については，地下水の流入，降水，屋

外タンクの竜巻による飛来物の衝突による破損に伴

う漏えい等の地震以外の自然現象に伴う溢水，機器の

誤作動，弁グランド部，配管フランジ部からの漏えい

事象等を想定する。【12条 21】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.2 溢水評価条件の設定 

 

Ⅵ-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 

2. 溢水源及び溢水量の設定 

2.4 その他の溢水 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 

 2.4 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

溢水影響を評価するために，溢水防護区画及び溢水

経路を設定する。【12条 22】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 

 溢水防護区画は，防護すべき設備が設置されている

すべての区画並びに中央制御室及び現場操作が必要

な設備へのアクセス通路とし，壁，扉，堰，床段差等，

又はそれらの組合せによって他の区画と分離される

区画として設定する。【12条 22】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.2 溢水評価条件の設定 

 

Ⅵ-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 

3. 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 

 溢水経路は，溢水防護区画内外で発生を想定する溢

水に対して，当該区画内の溢水水位が最も高くなるよ

うに設定する。【12条 23】 

Ⅵ-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 

3. 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

3.1 溢水防護区画内漏えいでの溢水経路 

3.2 溢水防護区画外漏えいでの溢水経路 

3. 溢水防護に関する設計 

3.3 溢水評価の実施 

 溢水経路を構成する水密扉に関しては，扉の閉止運

用を保安規定に定めて管理する。【12条 24】 
運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 常設している堰の取り外し及び止水性を有するハ

ッチの開放に係る運用を保安規定に定めて管理する。

【12条 24】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 また，消火活動により区画の扉を開放する場合は， Ⅵ-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 3. 溢水防護に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

開放した扉からの消火水の伝播を考慮した溢水経路

とする。【12条 25】 

2. 溢水源及び溢水量の設定 

2.2 消火水の放水による溢水 

3. 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

3.2 溢水防護区画外漏えいでの溢水経路 

3.3 溢水評価の実施 

 2.5 防護すべき設備を内包する建物内及びエリア内

で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方

針 

2.5.1 没水の影響に対する評価及び防護設計方針 

発生を想定する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路

から算出される溢水水位と防護すべき設備が要求さ

れる機能を損なうおそれがある高さ（以下「機能喪失

高さ」という。）を評価し，防護すべき設備が要求さ

れる機能を損なうおそれがない設計とする。【12条 26】 

Ⅵ-1-1-9-4 溢水影響に関する評価 

2. 溢水評価 

2.1 防護すべき設備を内包する建物内及びエリア内

の溢水に対する評価 

2.1.1 没水影響に対する評価 

3. 溢水防護に関する設計 

3.3 溢水評価の実施 

 また，溢水の流入状態，溢水源からの距離，人員の

アクセス等による一時的な水位変動を考慮し，機能喪

失高さは，溢水による水位に対して裕度を確保する設

計とする。【12条 27】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

2.3.1 防護すべき設備を内包する建物内及びエリア

内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設

計方針 

 

Ⅵ-1-1-9-4 溢水影響に関する評価 

2. 溢水評価 

2.1 防護すべき設備を内包する建物内及びエリア内

の溢水に対する評価 

2.1.1 没水影響に対する評価 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 

 没水の影響により，防護すべき設備が溢水による水

位に対し機能喪失高さを確保できないおそれがある

場合は，溢水水位を上回る高さまで，溢水により発生

する水圧に対して止水性（以下「止水性」という。）

を維持する壁，扉，堰，床ドレン逆止弁及び貫通部止

水処置により溢水伝播を防止するための対策を実施

する。【12条 28】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.4 溢水防護に関する施設の設計方針 

2.4.1 溢水伝播を防止する設備 

 

Ⅵ-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 

4. 機能設計 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 

3.4 溢水防護に関する施設の詳細設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

4.1 溢水伝播を防止する設備 

4.1.1 溢水用水密扉の設計方針 

4.1.2 溢水用堰の設計方針 

4.1.4 溢水用防水壁の設計方針 

4.1.6 床ドレン逆止弁の設計方針 

4.1.7 貫通部止水処置の設計方針 

 

浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面 

9.4.2 内郭浸水防護設備 

 復水輸送系配管，制御棒駆動系配管，消火系配管及

び補給水系配管の破損による溢水量低減については，

地震時に各配管の破損箇所からの溢水を自動隔離す

るため，大型タンク隔離システム（大型タンク遮断弁

及び制御盤）により，地震大信号(原子炉スクラム)発

信後約 1分で大型タンク遮断弁を自動閉止する設計と

する。【12条 28】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.4 溢水防護に関する施設の設計方針 

2.4.1 溢水伝播を防止する設備 

 

Ⅵ-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 

2. 溢水源及び溢水量の設定 

2.3 地震起因による溢水 

 

Ⅵ-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 

3. 要求機能及び性能目標 

3.1 溢水伝播を防止する設備 

3.1.3 性能目標 

4. 機能設計 

4.1 溢水伝播を防止する設備 

4.1.9 大型タンク隔離システムの設計方針 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 

3.4 溢水防護に関する施設の詳細設計 

 燃料プール冷却系配管の破損による溢水量低減に

ついては，地震時に燃料プール冷却系配管の破損箇所

からの溢水を自動隔離するため，燃料プール冷却系弁

閉止システム（燃料プール冷却系弁及び制御盤）によ

り，地震大信号(原子炉スクラム)発信後約 1分で燃料

プール冷却系弁を自動閉止する設計とする。【12条 28】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.4 溢水防護に関する施設の設計方針 

2.4.1 溢水伝播を防止する設備 

 

Ⅵ-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 

2. 溢水源及び溢水量の設定 

2.3 地震起因による溢水 

 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 

3.4 溢水防護に関する施設の詳細設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

Ⅵ-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 

3. 要求機能及び性能目標 

3.1 溢水伝播を防止する設備 

3.1.3 性能目標 

4. 機能設計 

4.1 溢水伝播を防止する設備 

4.1.10 燃料プール冷却系弁閉止システムの設計方

針 

 止水性を維持する浸水防護施設については，試験又

は構造健全性評価にて止水性を確認する設計とする。

【12条 28】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.4 溢水防護に関する施設の設計方針 

2.4.1 溢水伝播を防止する設備 

 

Ⅵ-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 

4. 機能設計 

4.1 溢水伝播を防止する設備 

4.1.1 溢水用水密扉の設計方針 

4.1.2 溢水用堰の設計方針 

4.1.4 溢水用防水壁の設計方針 

4.1.6 床ドレン逆止弁の設計方針 

4.1.7 貫通部止水処置の設計方針 

 

構造図 

9.4.2 内郭浸水防護設備 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 

3.4 溢水防護に関する施設の詳細設計 

 2.5.2 被水の影響に対する評価及び防護設計方針 

発生を想定する溢水源からの直線軌道及び放物線

軌道の飛散による被水及び天井面の開口部若しくは

貫通部からの被水が，防護すべき設備に与える影響を

評価し，防護すべき設備が要求される機能を損なうお

それがない設計とする。【12条 29】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 防護すべき設備のうち，浸水に対する保護構造を有

している設備は，評価された被水条件を考慮しても要

求される機能を損なうおそれがない設計とする。【12

条 30】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

2.3.1 防護すべき設備を内包する建物内及びエリア

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設

計方針 

 

Ⅵ-1-1-9-4 溢水影響に関する評価 

2. 溢水評価 

2.1 防護すべき設備を内包する建物内及びエリア内

の溢水に対する評価 

2.1.2 被水影響に対する評価 

 浸水に対する保護構造を有していない設備は，機能

を損なうおそれがない配置，保護カバーによる要求さ

れる機能を損なうおそれがない設計又は被水の影響

がないよう，水消火を行わない消火手段（全域ガス消

火設備等）を採用する等により，被水の影響がない設

計とする。【12条 30】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.2 溢水評価条件の設定 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

2.3.1 防護すべき設備を内包する建物内及びエリア

内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設

計方針 

 

Ⅵ-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 

4. 機能設計 

4.2 被水影響を防止する設備 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 

 2.5.3 蒸気の影響に対する評価及び防護設計方針 

発生を想定する漏えい蒸気，区画間を拡散する漏え

い蒸気及び破損想定箇所近傍での漏えい蒸気の直接

噴出による影響について，設定した空調条件や解析区

画条件により防護すべき設備に与える影響を評価し，

防護すべき設備が要求される機能を損なうおそれが

ない設計とする。【12条 31】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 また，漏えい蒸気による環境条件（温度，湿度及び

圧力）を想定した蒸気曝露試験又は机上評価により，

防護すべき設備が要求される機能を損なうおそれが

ない設計又は配置とする。【12条 32】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

2.3.1 防護すべき設備を内包する建物内及びエリア

内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設

計方針 

 

Ⅵ-1-1-9-4 溢水影響に関する評価 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

2. 溢水評価 

2.1 防護すべき設備を内包する建物内及びエリア内

の溢水に対する評価 

2.1.3 蒸気影響に対する評価 

 漏えい蒸気の影響により，防護すべき設備が要求さ

れる機能を損なうおそれがある場合は，発生を想定す

る漏えい蒸気による影響を緩和するための対策を実

施する。【12条 33】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

2.3.1 防護すべき設備を内包する建物内及びエリア

内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設

計方針 

 

Ⅵ-1-1-9-4 溢水影響に関する評価 

2. 溢水評価 

2.1 防護すべき設備を内包する建物内及びエリア内

の溢水に対する評価 

2.1.3 蒸気影響に対する評価 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 

 具体的には，蒸気条件を考慮した蒸気曝露試験で性

能を確認した保護カバーを設置し，蒸気影響を緩和す

ることにより防護すべき設備が要求される機能を損

なうおそれがない設計とする。【12条 33】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

2.3.1 防護すべき設備を内包する建物内及びエリア

内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設

計方針 

 

Ⅵ-1-1-9-4 溢水影響に関する評価 

2. 溢水評価 

2.1 防護すべき設備を内包する建物内及びエリア内

の溢水に対する評価 

2.1.3 蒸気影響に対する評価 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 

 また，主蒸気管破断事故時等には，原子炉建物内外

の差圧による原子炉建物燃料取替階ブローアウトパ

ネル（設置枚数 2枚，開放差圧 6.9kPa以下）（原子炉

格納施設の設備を浸水防護施設の設備として兼用）及

び主蒸気管トンネル室ブローアウトパネル（設置枚数

71枚，開放差圧 7.36kPa以上，12.26kPa以下）（原子

Ⅵ-1-1-7-別添 4 ブローアウトパネル関連設備の設

計方針 

Ⅵ-1-10-8 「原子炉格納施設」の様式－1 

4. その他原子炉格納施設に係る設計 

4.3 ブローアウトパネル関連設備の設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

炉格納施設の設備を浸水防護施設の設備として兼用）

の開放により，溢水防護区画内において蒸気影響を軽

減する設計とする。【12条 34】 

 2.5.4 燃料プールのスロッシング後の機能維持に関

する溢水評価及び防護設計方針 

燃料プールのスロッシングによる溢水量の算出に

あたっては，基準地震動Ｓｓによる地震力によって生

じるスロッシング現象を３次元流動解析により評価

し，燃料プール外へ漏えいする水量を考慮する。【12

条 35】 

Ⅵ-1-1-9-4 溢水影響に関する評価 

2. 溢水評価 

2.2 燃料プール等のスロッシング後の機能維持に対

する評価 

3. 溢水防護に関する設計 

3.3 溢水評価の実施 

 その際，燃料プールの初期水位は，スキマサージタ

ンクへのオーバーフロー水位として評価する。【12 条

35】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

2.3.2 燃料プールのスロッシング後の機能維持に関

する評価及び防護設計方針 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 

 算出した溢水量からスロッシング後の燃料プール

の水位低下を考慮しても，燃料プールの燃料プール冷

却機能及び燃料プールへの給水機能を確保し，それら

を用いることにより適切な水温及び遮蔽水位を維持

できる設計とする。【12条 35】 

Ⅵ-1-1-9-4 溢水影響に関する評価 

2. 溢水評価 

2.2 燃料プール等のスロッシング後の機能維持に対

する評価 

3. 溢水防護に関する設計 

3.3 溢水評価の実施 

 2.6 防護すべき設備を内包する建物外及びエリア外

からの流入防止に関する溢水評価及び防護設計方

針 

防護すべき設備を内包する建物外及びエリア外で

発生を想定する溢水である循環水系配管等の破損に

よる溢水，屋外タンクで発生を想定する溢水等の影響

を評価し，防護すべき設備を内包する建物内及びエリ

ア内へ溢水が流入し伝播しない設計とする。【12条 36】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

2.3.3 防護すべき設備を内包する建物外及びエリア

外で発生を想定する溢水に関する溢水評価及び

防護設計方針 

2.4 溢水防護に関する施設の設計方針 

2.4.1 溢水伝播を防止する設備 

 

Ⅵ-1-1-9-4 溢水影響に関する評価 

2. 溢水評価 

2.3 防護すべき設備を内包する建物外及びエリア外

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 

3.4 溢水防護に関する施設の詳細設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

からの溢水に対する評価 

2.3.1 タービン建物からの溢水に対する評価 

2.3.2 取水槽循環水ポンプエリアからの溢水に対す

る評価 

2.3.3 復水貯蔵タンクエリアからの溢水に対する評

価 

2.3.4 １号機タービン建物及び１号機廃棄物処理建

物からの溢水に対する評価 

2.3.5 屋外タンク等からの溢水に対する評価 

2.3.6 地下水に対する評価 

 

浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面 

9.4.2 内郭浸水防護設備 

 具体的には，止水性を維持する壁，扉，堰の設置及

び貫通部止水処置を実施し，溢水の伝播を防止する設

計とする。【12条 37】 

要目表 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.4 溢水防護に関する施設の設計方針 

2.4.1 溢水伝播を防止する設備 

 

Ⅵ-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 

4. 機能設計 

4.1 溢水伝播を防止する設備 

4.1.1 溢水用水密扉の設計方針 

4.1.6 床ドレン逆止弁の設計方針 

4.1.7 貫通部止水処置の設計方針 

 

浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面 

9.4.2 内郭浸水防護設備 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.4 溢水防護に関する施設の詳細設計 

 循環水系配管の破損による溢水量低減については，

地震時に循環水系配管の破損箇所からの溢水を早期

に検知し，自動隔離を行うために，循環水系隔離シス

テム（漏えい検知器，循環水系弁及び制御盤）により，

漏えい検知信号及び地震大信号(原子炉スクラム)発

信後約 1分で循環水系弁を自動閉止する設計とする。 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

2.3.3 防護すべき設備を内包する建物外及びエリア

外で発生を想定する溢水に関する溢水評価及び

防護設計方針 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 

3.4 溢水防護に関する施設の詳細設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

なお，タービン補機海水系配管の破損による溢水量

低減については，「1. 津波による損傷の防止」にて

設置するタービン補機海水系隔離システムを考慮す

る。【12条 37】 

2.4 溢水防護に関する施設の設計方針 

2.4.1 溢水伝播を防止する設備 

 

Ⅵ-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 

4. 機能設計 

4.1 溢水伝播を防止する設備 

4.1.11 循環水系隔離システムの設計方針 

 また，地下水に対しては，地下水位低下設備の停止

により建物周囲の水位が周辺の地下水位まで上昇す

ることを想定し，建物外周部における壁，扉，堰等に

より溢水防護区画を内包する建物内への流入を防止

する設計とし，防護すべき設備が要求される機能を損

なうおそれがない設計とする。さらに，耐震性を有す

る地下水位低下設備（施設共通（地震）の設備を浸水

防護施設の設備として兼用）により地下水の水位上昇

を抑制し，溢水防護区画を内包する建物内へ伝播しな

い設計とする。【12条 38】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

2.3.3 防護すべき設備を内包する建物外及びエリア

外で発生を想定する溢水に関する溢水評価及び

防護設計方針 

2.4 溢水防護に関する施設の設計方針 

2.4.1 溢水伝播を防止する設備 

 

Ⅵ-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 

4. 機能設計 

4.1 溢水伝播を防止する設備 

4.1.8 地下水位低下設備の設計方針 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.4 溢水防護に関する施設の詳細設計 

 止水性を維持する浸水防護施設については，試験又

は机上評価にて止水性を確認する設計とする。【12 条

39】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.4 溢水防護に関する施設の設計方針 

2.4.1 溢水伝播を防止する設備 

 

Ⅵ-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 

4. 機能設計 

4.1 溢水伝播を防止する設備 

4.1.1 溢水用水密扉の設計方針 

4.1.6 床ドレン逆止弁の設計方針 

4.1.7 貫通部止水処置の設計方針 

 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.4 溢水防護に関する施設の詳細設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

構造図 

9.4.2 内郭浸水防護設備 

 2.7 管理区域外への漏えい防止に関する溢水評価及

び防護設計方針 

放射性物質を含む液体を内包する容器，配管その他

の設備（ポンプ，弁，燃料プール，サイトバンカ貯蔵

プール，原子炉ウェル，気水分離器・蒸気乾燥器ピッ

ト）からあふれ出る放射性物質を含む液体の溢水量，

溢水防護区画及び溢水経路により溢水水位を評価し，

放射性物質を含む液体が管理区域外に漏えいするこ

とを防止し伝播しない設計とする。【12条 41】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

2.3.4 放射性物質を含んだ液体の管理区域外への漏

えい防止に関する溢水評価及び防護設計方針 

2.4 溢水防護に関する施設の設計方針 

2.4.1 溢水伝播を防止する設備 

 

Ⅵ-1-1-9-4 溢水影響に関する評価 

2. 溢水評価 

2.4 管理区域外への漏えい防止に対する評価 

 

Ⅵ-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 

4. 機能設計 

4.1 溢水伝播を防止する設備 

4.1.1 溢水用水密扉の設計方針 

4.1.5 管理区域水密扉，堰及び防水板の設計方針 

 

浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面 

9.4.2 内郭浸水防護設備 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 

3.4 溢水防護に関する施設の詳細設計 

 なお，地震時における放射性物質を含む液体の溢水

量の算出については，要求される地震力を用いて設定

する。【12条 42】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

2.3.4 放射性物質を含んだ液体の管理区域外への漏

えい防止に関する溢水評価及び防護設計方針 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.3 溢水評価の実施 

 放射性物質を含む液体が管理区域外に伝播するお

それがある場合には，管理区域外への溢水伝播を防止

するため，止水性を維持する壁，扉，堰の設置及び貫

通部止水処置を実施する。【12条 42】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.4 溢水防護に関する施設の設計方針 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.4 溢水防護に関する施設の詳細設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

2.4.1 溢水伝播を防止する設備 

 

Ⅵ-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 

3. 要求機能及び性能目標 

3.1 溢水伝播を防止する設備 

4. 機能設計 

4.1 溢水伝播を防止する設備 

4.1.1 溢水用水密扉の設計方針 

4.1.5 管理区域水密扉，堰及び防水板の設計方針 

 

Ⅵ-3-別添 3 津波又は溢水への配慮が必要な施設の

強度計算書 

 

浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面 

9.4.2 内郭浸水防護設備 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.4 津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度評

価 

 

Ⅵ-1-10-6 「放射性廃棄物の廃棄施設」の様式－1 

3. 放射性廃棄物の廃棄施設の兼用に関する設計 

3.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 2.8 溢水防護上期待する浸水防護施設の構造強度設

計 

溢水防護区画及び溢水経路の設定並びに溢水評価

において期待する浸水防護施設の構造強度設計は，以

下のとおりとする。【12条 40】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 止水に期待する壁，扉，堰，床ドレン逆止弁及び貫

通部止水処置のうち，地震起因による溢水から防護す

る設備については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

し，地震時及び地震後においても，溢水伝播を防止す

る機能を損なうおそれがない設計とする。【12条 40】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.4 溢水防護に関する施設の設計方針 

2.4.1 溢水伝播を防止する設備 

 

Ⅵ-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 

3. 要求機能及び性能目標 

3.1 溢水伝播を防止する設備 

 

Ⅵ-2-10-2 浸水防護施設の耐震性に関する説明書 

 

Ⅵ-2-別添 2 溢水防護に係る施設の耐震性について

1. 共通的に適用される設計 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.4 溢水防護に関する施設の詳細設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.11 耐震設計の基本方針を準用して行う耐震評価 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.4 津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度評

価 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

の計算書 

 

Ⅵ-3-別添 3 津波又は溢水への配慮が必要な施設の

強度計算書 

 

構造図 

9.4.2 内郭浸水防護設備 

 ただし，放射性物質を含む液体が管理区域外に伝播

することを防止するために設置する堰については，要

求される地震力に対し，地震時及び地震後において

も，溢水伝播を防止する機能を損なうおそれがない設

計とする。【12条 40】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.4 溢水防護に関する施設の設計方針 

2.4.1 溢水伝播を防止する設備 

 

Ⅵ-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 

3. 要求機能及び性能目標 

3.1 溢水伝播を防止する設備 

3.1.3 性能目標 

4. 機能設計 

4.1 溢水伝播を防止する設備 

4.1.5 管理区域水密扉，堰及び防水板の設計方針 

 

Ⅵ-2-10-2 浸水防護施設の耐震性に関する説明書 

 

Ⅵ-2-別添 2 溢水防護に係る施設の耐震性について

の計算書 

 

Ⅵ-3-別添 3 津波又は溢水への配慮が必要な施設の

強度計算書 

 

構造図 

9.4.2 内郭浸水防護設備 

1. 共通的に適用される設計 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.4 溢水防護に関する施設の詳細設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.11 耐震設計の基本方針を準用して行う耐震評価 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.4 津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度評

価 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 想定破損による溢水及び消火水の放水による溢水

から防護する設備については，要求される荷重に対し

て溢水伝播を防止する機能を損なうおそれがない設

計とする。【12条 40】 

要目表 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.4 溢水防護に関する施設の設計方針 

2.4.1 溢水伝播を防止する設備 

 

Ⅵ-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 

3. 要求機能及び性能目標 

3.1 溢水伝播を防止する設備 

4. 機能設計 

4.1 溢水伝播を防止する設備 

4.1.1 溢水用水密扉の設計方針 

4.1.2 溢水用堰の設計方針 

4.1.3 溢水用防水板の設計方針 

4.1.4 溢水用防水壁の設計方針 

4.1.5 管理区域水密扉，堰及び防水板の設計方針 

4.1.6 床ドレン逆止弁の設計方針 

4.1.7 貫通部止水処置の設計方針 

4.1.8 地下水位低下設備の設計方針 

4.1.9 大型タンク隔離システムの設計方針 

4.1.10 燃料プール冷却系弁閉止システムの設計方

針 

4.1.11 循環水系隔離システムの設計方針 

 

Ⅵ-2-別添 2 溢水防護に係る施設の耐震性について

の計算書 

 

Ⅵ-3-別添 3 津波又は溢水への配慮が必要な施設の

強度計算書 

 

構造図 

9.4.2 内郭浸水防護設備 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.4 溢水防護に関する施設の詳細設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.11 耐震設計の基本方針を準用して行う耐震評価 

12. 材料及び構造に係る設計 

12.4 津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度評

価 

 

Ⅵ-1-10-6 「放射性廃棄物の廃棄施設」の様式－1 

3. 放射性廃棄物の廃棄施設の兼用に関する設計 

3.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 地下水位低下設備については，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対し，地震時及び地震後においても，地下

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

1. 共通的に適用される設計 

3. 溢水防護に関する設計 



42              

 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

水を処理し，溢水伝播を防止する機能を損なうおそれ

がない設計とする。【12条 40】 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

2.3.3 防護すべき設備を内包する建物外及びエリア

外で発生を想定する溢水に関する溢水評価及び

防護設計方針 

 

Ⅵ-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 

3. 要求機能及び性能目標 

3.1 溢水伝播を防止する設備 

 

Ⅵ-2-別添 4-3 地下水位低下設備の耐震性について

の計算書 

3.1 基本方針の設定 

3.4 溢水防護に関する施設の詳細設計 

 通水扉のうち，地震時及び地震後において期待する

通水扉については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

し，発生を想定する溢水に対する排水機能を損なうお

それがない設計とする。【12条 40】 

Ⅵ-1-1-9-1 溢水等による損傷防止の基本方針 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.4 溢水防護に関する施設の設計方針 

 

Ⅵ-1-1-9-5 溢水防護に関する施設の詳細設計 

3. 要求機能及び性能目標 

3.3 排水を期待する設備 

 

Ⅵ-2-別添 2-3 通水扉の耐震性についての計算書 

1. 共通的に適用される設計 

3. 溢水防護に関する設計 

3.1 基本方針の設定 

3.4 溢水防護に関する施設の詳細設計 

 

3. 主要対象設備 

浸水防護施設の対象となる主要な設備について，

「表 1 浸水防護施設の主要設備リスト」に示す。 

― 
― 

（「設備リスト」による） 
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基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表 

（補機駆動用燃料設備（非常用電源設備及び補助ボイラーに

係るものを除く。）） 
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「基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表」【補機駆動用燃料設備（非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。）】 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

 

第１章 共通項目 

補機駆動用燃料設備の共通項目である「1. 地盤

等，2. 自然現象，3. 火災，4. 溢水等，5. 設備

に対する要求（5.3 使用中の亀裂等による破壊の防

止，5.5 安全弁等，5.6 逆止め弁，5.8 電気設備

の設計条件を除く。），6. その他（6.3 安全避難通

路等，6.4 放射性物質による汚染の防止を除く。）」

の基本設計方針については，原子炉冷却系統施設の基

本設計方針「第１章 共通項目」に基づく設計とする。 

― 

1. 共通的に適用される設計 

 

第２章 個別項目 

1. 補機駆動用燃料設備 

大量送水車又は大型送水ポンプ車のポンプ駆動用

燃料は，大量送水車付燃料タンク又は大型送水ポンプ

車付燃料タンクに貯蔵する。【62 条 8】【62 条 16】

【62 条 21】【62 条 28】【63 条 20】【64 条 8】【64

条 31】【64条 61】【65条 9】【66条 12】【66条 28】【69

条 9】【69条 15】【69条 21】【69条 26】【69条 29】【69

条 41】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-4 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（補機駆動用燃料設備（非常用電源設備

及び補助ボイラーに係るものを除く。））） 

Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説

明書 

5. 火災の感知及び消火 

5.2 消火設備について 

5.2.2 機能設計 

 

補機駆動用燃料設備に係る機器の配置を明示した図

面 

9.5 補機駆動用燃料設備 

 

補機駆動用燃料設備に係る系統図 

9.5 補機駆動用燃料設備 

 

構造図 

2. 補機駆動用燃料設備の設計 

2.2 大量送水車付燃料タンク及び大型送水ポンプ車

付燃料タンク 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

9.5 補機駆動用燃料設備 

 

ガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼ

ル発電設備の A-ディーゼル燃料貯蔵タンク（以下「A-

ディーゼル燃料貯蔵タンク」という。），非常用ディー

ゼル発電設備の B-ディーゼル燃料貯蔵タンク（以下

「B-ディーゼル燃料貯蔵タンク」という。）及び高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電設備のディーゼル燃

料貯蔵タンク（以下「ディーゼル燃料貯蔵タンク」と

いう。）は，大量送水車及び大型送水ポンプ車の燃料

を貯蔵できる設計とする。 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説

明書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.7 その他発電用原子炉の附属施設 

3.7.1 非常用電源設備 

 

補機駆動用燃料設備に係る機器の配置を明示した図

面 

9.5 補機駆動用燃料設備 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 

 

Ⅵ-1-10-9 「非常用電源設備」の様式－1 

2. 非常用電源設備の設計 

2.3 燃料設備 

2.3.2 ディーゼル燃料貯蔵タンク，ガスタービン発

電機用軽油タンク及びタンクローリ 

(1) 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用

する機能の確認 

(2) 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 

 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，ガスタービン

発電機用軽油タンク，A-ディーゼル燃料貯蔵タンク，

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク又はディーゼル燃料貯

蔵タンクからタンクローリ及びホースを用いて燃料

を補給できる設計とする。【62条 8】【62条 16】【62

条 21】【62条 28】【63条 20】【64条 8】【64条 31】

【64条 61】【65条 9】【66条 12】【66条 28】【69条 9】

【69 条 15】【69 条 21】【69 条 26】【69 条 29】【69 条

41】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用電源設備）） 

 

Ⅵ-1-1-5-8-4 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（補機駆動用燃料設備（非常用電源設備

及び補助ボイラーに係るものを除

く。））） 

 

補機駆動用燃料設備に係る系統図 

9.5 補機駆動用燃料設備 

 

構造図 

9.1.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

2. 補機駆動用燃料設備の設計 

2.1 ディーゼル燃料貯蔵タンク，ガスタービン発電

機用軽油タンク及びタンクローリ 

 

Ⅵ-1-10-9 「非常用電源設備」の様式－1 

2. 非常用電源設備の設計 

2.3 燃料設備 

2.3.2 ディーゼル燃料貯蔵タンク，ガスタービン発

電機用軽油タンク及びタンクローリ 

(1) 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用 

する機能の確認 

(2) 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

9.1.1.3 ガスタービン発電機 

9.5 補機駆動用燃料設備 

 

2. 主要対象設備 

補機駆動用燃料設備（非常用電源設備及び補助ボイ

ラーに係るものを除く。）の対象となる主要な設備に

ついて，「表 1 補機駆動用燃料設備（非常用電源設備

及び補助ボイラーに係るものを除く。）の主要設備リ

スト」に示す。 

― 
― 

（「設備リスト」による） 
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基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表 

（非常用取水設備） 
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「基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表」【非常用取水設備】 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

用語の定義は「発電用原子力設備に関する技術基準

を定める省令」，「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

第１章 共通項目 

非常用取水設備の共通項目である「1. 地盤等，2. 

自然現象，3. 火災，5. 設備に対する要求（5.2 材

料及び構造等，5.3 使用中の亀裂等による破壊の防

止，5.4 耐圧試験等，5.5 安全弁等，5.6 逆止め

弁，5.7 内燃機関の設計条件，5.8 電気設備の設計

条件を除く。），6. その他（6.3 安全避難通路等，

6.4 放射性物質による汚染の防止を除く。）」の基本

設計方針については，原子炉冷却系統施設の基本設計

方針「第１章 共通項目」に基づく設計とする。 

第１章 共通項目 

非常用取水設備の共通項目である「1. 地盤等，2. 

自然現象，3. 火災，4. 溢水等，5. 設備に対する

要求（5.2 材料及び構造等，5.3 使用中の亀裂等に

よる破壊の防止，5.4 耐圧試験等，5.5 安全弁等，

5.6 逆止め弁，5.7 内燃機関及びガスタービンの設

計条件，5.8 電気設備の設計条件を除く。），6. そ

の他（6.3 安全避難通路等，6.4 放射性物質による

汚染の防止を除く。）」の基本設計方針については，原

子炉冷却系統施設の基本設計方針「第１章 共通項

目」に基づく設計とする。 

― 

1. 共通的に適用される設計 

第２章 個別項目 

1. 非常用取水設備の基本設計方針 

設計基準事故に対処するために必要となる原子炉

補機冷却系及び高圧炉心スプレイ補機冷却系の冷却

用の海水を取水し，導水するための流路を構築するた

め，取水口，取水管及び取水槽を設置することにより

冷却に必要な海水を確保できる設計とする。なお，取

水口，取水管及び取水槽は，海と接続しており容量に

制限がなく必要な取水容量を十分に有している。 

第２章 個別項目 

1. 非常用取水設備の基本設計方針 

設計基準事故に対処するために必要となる原子炉

補機冷却系及び高圧炉心スプレイ補機冷却系の冷却

用の海水を取水し，導水するための流路を構築するた

め，取水口，取水管及び取水槽を設置することにより

冷却に必要な海水を確保できる設計とする。なお，取

水口，取水管及び取水槽は，海と接続しており容量に

制限がなく必要な取水容量を十分に有している。【33

条29】 

― 
― 

（変更なし） 

 また，入力津波に対して，原子炉補機海水ポンプ及

び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプが引き波時にお

いても機能保持できるよう，海水ポンプを長尺化する

ことにより冷却に必要な海水が確保できる設計とす

る。【33条30】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-4 取水口及び放水口に関する説明書 

3. 取水口，取水管及び取水槽 

 

Ⅵ-1-1-5-8-5 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

2. 冷却水を確保するための設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

（非常用取水設備）） 

 

非常用取水設備の配置を明示した図面 

9.6 非常用取水設備 

 

構造図 

9.6 非常用取水設備 

 非常用取水設備の取水口，取水管及び取水槽は，設

計基準事故対処設備の一部を流路として使用するこ

とから，流路に係る機能について重大事故等対処設備

としての設計を行う。【62条23】【62条30】【63条39】

【63条21】【63条33】【63条37】【63条41】【63条47】【63

条54】【64条15】【64条22】【64条36】【64条41】【65条

13】【69条43】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-4 取水口及び放水口に関する説明書 

3. 取水口，取水管及び取水槽 

 

Ⅵ-1-1-5-8-5 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（非常用取水設備）） 

非常用取水設備の配置を明示した図面 

9.6 非常用取水設備 

 

構造図 

9.6 非常用取水設備 

2. 冷却水を確保するための設計 

2. 主要対象設備 

非常用取水設備の対象となる主要な設備について，

「表 1 非常用取水設備の主要設備リスト」に示す。 

2. 主要対象設備 

非常用取水設備の対象となる主要な設備について，

「表 1 非常用取水設備の主要設備リスト」に示す。 

― 
― 

（「設備リスト」による） 

 



 

資料 No.15 

 

 

 

 
基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表 

（敷地内土木構造物） 
  



 

1              

 

「基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表」【敷地内土木構造物】 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 

用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

 

第１章 共通項目 

敷地内土木構造物の共通項目である「5. 設備に対

する要求（5.2 材料及び構造等，5.3 使用中の亀裂

等による破壊の防止，5.4 耐圧試験等，5.5 安全弁

等，5.6 逆止め弁，5.7 内燃機関及びガスタービン

の設計条件，5.8 電気設備の設計条件を除く。）」の

基本設計方針については，原子炉冷却系統施設の基本

設計方針「第１章 共通項目」に基づく設計とする。 

― 

1. 共通的に適用される設計 

 

第２章 個別項目 

1. 敷地内土木構造物（保管場所） 

保管場所のうち第３保管エリアの敷地下斜面は，敷

地内土木構造物である抑止杭を設置することで，地震

によるすべりを防止できる設計とする。【54条 115】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-6 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（敷地内土木構造物）） 

 

Ⅵ-1-9-3-1 斜面安定性に関する説明書 

1. 基本方針 

2. 抑止杭の耐震評価 

3. 抑止杭を設置した斜面の安定性評価 

2. 敷地内土木構造物の設計 

 

2. 敷地内土木構造物（屋外アクセスルート） 

屋外アクセスルートのうち第３保管エリア周辺の

アクセスルート周辺斜面は，敷地内土木構造物である

抑止杭を設置することで，地震によるすべりを防止で

きる設計とする。【54条 116】 

屋外アクセスルートのうち EL15.0m盤アクセスルー

ト周辺斜面は，敷地内土木構造物である土留め工を設

置することで，地震によるすべりを防止できる設計と

する。 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-5-8-6 設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書（その他発電用原子炉の附属施設

（敷地内土木構造物）） 

 

Ⅵ-1-9-3-1 斜面安定性に関する説明書 

1. 基本方針 

2. 抑止杭の耐震評価 

3. 抑止杭を設置した斜面の安定性評価 

2. 敷地内土木構造物の設計 

 3. 主要対象設備 ― ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

敷地内土木構造物の対象となる主要な設備につい

て，「表 1 敷地内土木構造物の主要設備リスト」に示

す。 

（「設備リスト」による） 
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「基本設計方針から設工認添付書類及び様式－１への展開表」【緊急時対策所】 

基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

用語の定義は「発電用原子力設備に関する技術基準

を定める省令」，「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」並びにこれらの解釈による。 

― 
― 

（用語の定義のみ） 

第１章 共通項目 

緊急時対策所の共通項目である「1. 地盤等，2. 

自然現象（2.2 津波による損傷の防止を除く。），5. 

設備に対する要求，6. その他」の基本設計方針につ

いては，原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第１章 

共通項目」に基づく設計とする。 

第１章 共通項目 

緊急時対策所の共通項目である「1. 地盤等，2. 

自然現象（2.2 津波による損傷の防止を除く。），5. 

設備に対する要求，6. その他」の基本設計方針につ

いては，原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第１章 

共通項目」に基づく設計とする。 

― 

1. 共通的に適用される設計 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

1.1.1 緊急時対策所の設置 

発電用原子炉施設には，原子炉冷却系統に係る発電

用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に

適切な措置をとるため，緊急時対策所機能を備えた緊

急時対策所を中央制御室以外の場所に設置する。 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

1.1.1 緊急時対策所の設置 

発電用原子炉施設には，原子炉冷却系統に係る発電

用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に

適切な措置をとるため，緊急時対策所機能を備えた緊

急時対策所を中央制御室（「１，２号機共用」（以下同

じ。））以外の場所として，敷地高さ標高50mの高台に

設置する設計とする。【46条1】 

緊急時対策所の設置場所を明示した図面 

9.7 緊急時対策所 

2. 緊急時対策所の設置等に関する設計 

2.1 設置場所等に関する設計 

 1.1.2 設計方針 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合におい

ても，当該事故等に対処するための適切な措置が講じ

ることができるよう，緊急時対策所機能に係る設備を

含め，以下の設計とする。【76条1】 

(1) 耐震性及び耐津波性 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合にお

いても，当該事故等に対処するための適切な措置が講

じられるよう，その機能に係る設備を含め，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対し，機能を喪失しないよう設

計するとともに，基準津波の影響を受けない設計とす

る。【76条 2】 

Ⅵ-1-9-4-1 緊急時対策所の機能に関する説明書 

3. 緊急時対策所の機能に係る詳細設計 

2. 緊急時対策所の設置等に関する設計 

2.1 設置場所等に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 (2) 中央制御室に対する独立性 

緊急時対策所の機能に係る設備は，共通要因により

中央制御室と同時に機能喪失しないよう，中央制御室

に対して独立性を有する設計とするとともに，中央制

御室とは離れた位置に設置又は保管する設計とする。

【76条 3】 

Ⅵ-1-9-4-1 緊急時対策所の機能に関する説明書 

3. 緊急時対策所の機能に係る詳細設計 

2. 緊急時対策所の設置等に関する設計 

2.1 設置場所等に関する設計 

 (3) 代替交流電源の確保 

緊急時対策所は，全交流動力電源が喪失した場合

に，代替交流電源設備である緊急時対策所用発電機か

らの給電が可能な設計とする。なお，緊急時対策所用

発電機は，プルーム通過時において，燃料を補給せず

に運転できる設計とする。【76条26】 

Ⅵ-1-9-4-1 緊急時対策所の機能に関する説明書 

3. 緊急時対策所の機能に係る詳細設計 

2. 緊急時対策所の設置等に関する設計 

2.2 代替電源設備に関する設計 

 緊急時対策所用発電機は，1台で緊急時対策所に給

電するために必要な容量を有するものを，燃料補給時

の切替えを考慮して，合計2台を緊急時対策所に接続

することで多重性を有するとともに，故障対応時及び

保守点検時のバックアップ用として予備機を2台保管

する設計とする。【76条27】 

Ⅵ-1-9-4-1 緊急時対策所の機能に関する説明書 

3. 緊急時対策所の機能に係る詳細設計 

2. 緊急時対策所の設置等に関する設計 

2.2 代替電源設備に関する設計 

 (4) 緊急時対策所の機能の確保 

緊急時対策所は，以下の措置を講じること又は設備

を備えることにより緊急時対策所機能を確保する。

【46条2】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 a. 居住性の確保 

緊急時対策所は，原子炉冷却系統に係る発電用原子

炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な

措置をとるために必要な指示を行う要員を収容でき

るとともに，それら要員が必要な期間にわたり滞在で

きる設計とする。【46条 2】 

要目表 

 

Ⅵ-1-9-4-1 緊急時対策所の機能に関する説明書 

3. 緊急時対策所の機能に係る詳細設計 

3.1 居住性の確保 

 

Ⅵ-1-9-4-2 緊急時対策所の居住性に関する説明書 

3. 緊急時対策所の居住性を確保するための防護措

置 

3.1 換気設備等 

3. 緊急時対策所機能に係る設計 

3.1 居住性の確保に関する設計 

 緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合におい

ても，重大事故等に対処するために必要な指示を行う

要目表 

 

3. 緊急時対策所機能に係る設計 

3.1 居住性の確保に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

要員に加え，原子炉格納容器の破損等による発電所外

への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処

するために必要な数の要員を含め，重大事故等に対処

するために必要な数の要員を収容することができる

とともに，重大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員がとどまることができるよう，適切な遮蔽設

計及び換気設計を行い緊急時対策所の居住性を確保

する。【76条 4】 

Ⅵ-1-9-4-1 緊急時対策所の機能に関する説明書 

3. 緊急時対策所の機能に係る詳細設計 

3.1 居住性の確保 

 

Ⅵ-1-9-4-2 緊急時対策所の居住性に関する説明書 

3. 緊急時対策所の居住性を確保するための防護措

置 

3.1 換気設備等 

3.1.1 緊急時対策所換気空調設備 

4. 緊急時対策所の居住性評価 

4.2 酸素濃度及び二酸化炭素濃度評価 

4.2.1 評価方針 

 重大事故等が発生した場合における緊急時対策所

の居住性については，想定する放射性物質の放出量等

を東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故と同

等とし，かつ，緊急時対策所内でのマスクの着用，交

替要員体制，安定ヨウ素剤の服用及び仮設設備を考慮

しない条件においても，「原子力発電所中央制御室の

居住性に係る被ばく評価手法について（内規）」の手

法を参考とした被ばく評価において，緊急時対策所に

とどまる要員の実効線量が事故後7日間で100mSvを超

えない設計とする。【76条10】 

要目表 

 

Ⅵ-1-9-4-2 緊急時対策所の居住性に関する説明書 

4. 緊急時対策所の居住性評価 

4.1 線量評価 

4.1.2 線量計算 

3. 緊急時対策所機能に係る設計 

3.1 居住性の確保に関する設計 

 重大事故等が発生した場合において，緊急時対策所

の居住性を確保するための設備として，差圧計，酸素

濃度計及び二酸化炭素濃度計を設置又は保管する設

計とする。【76条8】 

要目表 

 

Ⅵ-1-9-4-1 緊急時対策所の機能に関する説明書 

3. 緊急時対策所の機能に係る詳細設計 

3.1 居住性の確保 

3.1.3 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計 

 

Ⅵ-1-9-4-2 緊急時対策所の居住性に関する説明書 

3. 緊急時対策所の居住性を確保するための防護措

置 

3.1 換気設備等 

3.1.1 緊急時対策所換気空調設備 

3. 緊急時対策所機能に係る設計 

3.1 居住性の確保に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

 差圧計（個数1，計測範囲0～500Pa）は，緊急時対

策所の正圧化された室内と周辺エリアとの差圧範囲

を監視できる設計とする。【76条15】 

Ⅵ-1-9-4-2 緊急時対策所の居住性に関する説明書 

3. 緊急時対策所の居住性を確保するための防護措

置 

3.1 換気設備等 

3.1.1 緊急時対策所換気空調設備 

3. 緊急時対策所機能に係る設計 

3.1 居住性の確保に関する設計 

 緊急時対策所には，酸素濃度及び二酸化炭素濃度が

活動に支障がない範囲にあることを把握できるよう

酸素濃度計（個数 1（予備 1））及び二酸化炭素濃度計

（個数 1（予備 1））を保管する設計とする。【46条 7】

【76条 19】 

要目表 

 

Ⅵ-1-9-4-1 緊急時対策所の機能に関する説明書 

3. 緊急時対策所の機能に係る詳細設計 

3.1 居住性の確保 

3.1.3 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計 

3. 緊急時対策所機能に係る設計 

3.1 居住性の確保に関する設計 

 緊急時対策所は，重大事故等が発生し，緊急時対策

所の外側が放射性物質により汚染したような状況下

において，要員が緊急時対策所内に放射性物質による

汚染を持ち込むことを防止するため，身体サーベイ及

び作業服の着替え等を行うための区画を設置する設

計とする。【76条5】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 

 b. 情報の把握 

緊急時対策所には，原子炉冷却系統に係る発電用原

子炉施設の損壊その他の異常に対処するために必要

な情報及び重大事故等が発生した場合においても当

該事故等に対処するために必要な指示ができるよう，

重大事故等に対処するために必要な情報を，中央制御

室内の運転員を介さずに正確，かつ速やかに把握でき

る情報収集設備を設置する。【46条3】【76条22】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

3.1.6 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

3. 緊急時対策所機能に係る設計 

3.2 情報の把握に関する設計 

 

Ⅵ-1-10-5 「計測制御系統施設」の様式－1 

8. 通信連絡設備に関する設計 

 緊急時対策所の情報収集設備として，事故状態等の

必要な情報を把握するために必要なパラメータ等を

収集し，緊急時対策所内で表示できるよう，ＳＰＤＳ

データ収集サーバ，ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳ

データ表示装置で構成する安全パラメータ表示シス

テム（ＳＰＤＳ）（「１，２，３号機共用（ＳＰＤＳデ

ータ収集サーバは１，２号機共用）」（以下同じ。））を

設置する設計とする。なお，安全パラメータ表示シス

テム（ＳＰＤＳ）は，計測制御系統施設の設備を緊急

要目表 

 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

3.1.6 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

 

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

1.6 通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

3. 緊急時対策所機能に係る設計 

3.2 情報の把握に関する設計 

 

Ⅵ-1-10-5 「計測制御系統施設」の様式－1 

8. 通信連絡設備に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

時対策所の設備として兼用する。【46条 4】【76条 23】 

 c. 通信連絡 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊そ

の他の異常が発生した場合において，当該事故等に対

処するため，発電所内の関係要員に指示を行うために

必要な通信連絡設備（発電所内）及び発電所外関係箇

所と専用であって多様性を備えた通信回線にて通信

連絡できる設計とする【46条 6】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

3.1.1 所内通信連絡設備（警報装置を含む。） 

3.1.2 電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨ

Ｓ端末及びＦＡＸ） 

3.1.3 衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携

帯型） 

3.1.4 無線連絡設備（固定型）及び無線連絡設備（携

帯型） 

3.1.5 有線式通信設備（有線式通信機） 

3.2 通信連絡設備（発電所外） 

3.2.1 電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨ

Ｓ端末及びＦＡＸ） 

3.2.2 テレビ会議システム（テレビ会議システム（社

内向）） 

3.2.3 局線加入電話設備（固定電話機及びＦＡＸ） 

3.2.4 専用電話設備（専用電話設備（ホットライン）

（地方公共団体他向）） 

3.2.5 衛星電話設備（社内向）（衛星テレビ会議シス

テム（社内向）及び衛星社内電話機） 

3.2.6 衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携

帯型） 

3.2.7 統合原子力防災ネットワ－クに接続する通信

連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機及び

ＩＰ－ＦＡＸ） 

 

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

1.6 通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

3. 緊急時対策所機能に係る設計 

3.3 通信連絡に関する設計 

 

Ⅵ-1-10-5 「計測制御系統施設」の様式－1 

8. 通信連絡設備に関する設計 

 緊急時対策所には，重大事故等が発生した場合にお

いても発電所の内外の通信連絡をする必要のある場

要目表 

 

3. 緊急時対策所機能に係る設計 

3.3 通信連絡に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

所と通信連絡できる設計とする。なお，緊急時対策所

に設置又は保管する通信連絡設備は，計測制御系統施

設の設備を緊急時対策所の設備として兼用する。【76

条24】 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

3.1.3 衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携

帯型） 

3.1.4 無線連絡設備（固定型）及び無線連絡設備（携

帯型） 

3.1.5 有線式通信設備（有線式通信機） 

 

3.2 通信連絡設備（発電所外） 

3.2.6 衛星電話設備（固定式）及び衛星電話設備（携

帯型） 

3.2.7 統合原子力防災ネットワ－クに接続する通信

連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機及び

ＩＰ－ＦＡＸ） 

 

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

1.6 通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

 

Ⅵ-1-10-5 「計測制御系統施設」の様式－1 

8. 通信連絡設備に関する設計 

 原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊そ

の他の異常が発生した場合において，通信連絡設備に

より，発電所内から発電所外の緊急時対策支援システ

ム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送できるデータ

伝送設備（「１，２，３号機共用」（以下同じ。））とし

て，ＳＰＤＳ伝送サーバを設置する設計とする。デー

タ伝送設備については，通信方式の多様性を確保した

専用通信回線にて伝送できる設計とする。なお，デー

タ伝送設備は，計測制御系統施設の設備を緊急時対策

所の設備として兼用する。【46条 5】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

3.1.6 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

3.2 通信連絡設備（発電所外） 

3.2.8 データ伝送設備 

 

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

1.6 通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

3. 緊急時対策所機能に係る設計 

3.3 通信連絡に関する設計 

 

Ⅵ-1-10-5 「計測制御系統施設」の様式－1 

8. 通信連絡設備に関する設計 

 緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデ

ータを伝送できるＳＰＤＳ伝送サーバで構成するデ

ータ伝送設備については，重大事故等が発生した場合

においても必要なデータを伝送できる設計とする。

【76条25】 

要目表 

 

Ⅵ-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 通信連絡設備（発電所内） 

3. 緊急時対策所機能に係る設計 

3.3 通信連絡に関する設計 

 

Ⅵ-1-10-5 「計測制御系統施設」の様式－1 

8. 通信連絡設備に関する設計 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

3.1.6 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

3.2 通信連絡設備（発電所外） 

3.2.8 データ伝送設備 

 d. 有毒ガスに対する防護措置 

緊急時対策所は，有毒ガスが重大事故等に対処する

ために必要な指示を行う要員（以下「指示要員」とい

う。）に及ぼす影響により，指示要員の対処能力が著

しく低下し，安全施設の安全機能が損なわれることが

ないよう，指示要員が緊急時対策所内にとどまり，必

要な指示及び操作を行うことができる設計とする。

【46条8】 

― 
― 

（冒頭宣言） 

 敷地内外において貯蔵施設に保管されている有毒

ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下

「固定源」という。）及び敷地内において輸送手段の

輸送容器に保管されている有毒ガスを発生させるお

それのある有毒化学物質（以下「可動源」という。）

それぞれに対して有毒ガスが発生した場合の影響評

価（以下「有毒ガス防護に係る影響評価」という。）

を実施する。 

有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては，「有毒

ガス防護に係る影響評価ガイド」を参照して評価を実

施し，有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの観点

から，有毒化学物質の性状，貯蔵状況等を踏まえ固定

源及び可動源を特定する。【46条 9】 

固定源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる防

液堤等は，現場の状況を踏まえ評価条件を設定する。 

固定源に対しては，指示要員の吸気中の有毒ガス濃

度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を

下回ることにより，緊急時対策所内にとどまる重大事

故等に対処するために必要な要員を防護できる設計

とする。【46条 10】 

要目表 

 

Ⅵ-1-9-4-1 緊急時対策所の機能に関する説明書 

(2) 緊急時対策所の機能に関する説明書（緊急時対

策所の有毒ガス防護について） 

3. 緊急時対策所の機能に係る詳細設計 

3.1 有毒ガスに対する防護措置 

3.1.2 可動源に対する防護措置 

4. 緊急時対策所の有毒ガス濃度評価 

4.3 有毒ガス濃度評価のまとめ 

3. 緊急時対策所機能に係る設計 

3.4 有毒ガスに対する防護措置に関する設計 

 可動源に対しては，緊急時対策所換気設備の隔離等

の対策により，指示要員を防護できる設計とする。【46

条 11】 

運用に関する記載であり，保安規定にて対応 ― 
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基本設計方針 
設計結果の記載箇所 様式－１への反映結果 

変更前 変更後 

有毒ガス防護に係る影響評価において，有毒ガス影

響を軽減することを期待する防液堤は，保守管理を適

切に実施し，運用については保安規定に定めて管理す

る。【46条 12】 

2. 設備の共用 2. 設備の共用 

事故収束に必要な緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所

換気空調設備等は，二以上の発電用原子炉施設におい

て共用しない設計とし，重大事故等に対処するために

必要な情報を把握できる設備は１，２，３号機で共用

する設計とする。【76条31】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書 

2. 基本方針 

2.2 悪影響防止等 

4. 設備共用の設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 

 

共用により，必要な情報（相互のプラント状況，運

転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）

を共有・考慮しながら総合的な管理（事故処理を含

む。）を行うことができ，また，端末を変更する場合

に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全

性の向上が図れるとともに安全性を損なわないこと

から，１，２，３号機で共用する設計とする。【76条

31】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.3 計測制御系統施設 

4. 設備共用の設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 

 

重大事故等に対処するために必要な情報を把握で

きる設備は，共用により悪影響を及ぼさないよう，号

機の区分けなく使用できる設計とする。【76条 31】 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書 

3. 系統施設ごとの設計上の考慮 

3.3 計測制御系統施設 

4. 設備共用の設計 

 

Ⅵ-1-10-4 「原子炉冷却系統施設」の様式－1 

11. 健全性に係る設計 

3. 主要対象設備 

緊急時対策所の対象となる主要な設備について，

「表1 緊急時対策所の主要設備リスト」に示す。 

3. 主要対象設備 

緊急時対策所の対象となる主要な設備について，

「表 1 緊急時対策所の主要設備リスト」に示す。 

― 
― 

（「設備リスト」による） 
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1. 工事計画添付書類に係る補足説明資料 

添付書類の記載内容を補足するための資料を以下に示す。 
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原子炉圧力容器の脆性破壊防止に

関する説明書 

原子炉圧力容器の中性子照射脆化に

関する評価の詳細について 
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1 

1. 概要 

  本資料は，「原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書」（以下「説明書」という。）

について，その内容を補足説明するものである。 

  説明書に記載している原子炉圧力容器の材料の脆性破壊に係る評価について，適用してい

る技術基準規則及び規格との対応を参考資料 1に示す。 

  炭素鋼，低合金鋼等のフェライト系材料は，中性子照射により，硬さが増加し靭性が低下

する。このような現象を中性子照射脆化という。原子炉圧力容器においては，特にその円筒

胴部（炉心領域部）で照射量が多く，照射脆化の度合いについては，「原子炉構造材の監視

試験方法」ＪＥＡＣ４２０１－2007[2013 年追補版]「以下「ＪＥＡＣ４２０１-2007[2013

年追補版]」という。」に基づき，低温域は関連温度移行量，高温域は上部棚吸収エネルギー

減少率として評価することとしている（図 1－1参照）。 

 

図 1－1 中性子照射脆化の模式図 

 

2. 評価対象及び評価方法 ＜説明書 4.，6.1，7.1＞ 

2.1 評価対象となる材料の抽出 

    評価対象となる材料については，以下の規定に基づき抽出する。 

 

   ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005（2007年追補版含む）PVB-2311「破壊靭性試験不要となる材

料の規定」 

①厚さが 16mm未満の材料 

②断面積が 625mm2未満の棒の材料 

③呼び径が 25mm 未満のボルト材 

④外径が 169mm未満の管の材料 

⑤厚さが 16mmまたは外径が 169mm 未満の管に接続されるフランジの材料および管継手

の材料 

⑥オーステナイト系ステンレス鋼および高ニッケル合金 

 

   以上を踏まえ，破壊靭性の評価対象となる材料を表 2－1に示す。  

鋼材温度（℃）

照射前
照射後

上部棚吸収
エネルギー減少率

関連温度移行量
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表 2－1(1) 評価対象となる材料の抽出結果 

名称 種別 材料 
評価
対象 

対象外の
該当項目 

上鏡 1 容器材料 SQV2A ○ － 

上鏡 2 容器材料 SQV2A ○ － 

円筒胴 1 容器材料 SQV2A ○ － 

円筒胴 2 容器材料 SQV2A ○ － 

円筒胴 3 容器材料 SQV2A ○ － 

円筒胴 4 容器材料 SQV2A ○ － 

下鏡 1 容器材料 SFVQ1A ○ － 

下鏡 2 容器材料 SFVQ1A ○ － 

上ぶたフランジ 容器材料 SFVQ1A ○ － 

胴体フランジ 容器材料 SFVQ1A ○ － 

スタッドボルト ボルト材 SNB24-3 ○ － 

閉止フランジ用ボルト ボルト材 SNB7 ○ － 

制御棒貫通孔 容器材料 
オーステナイト系ステンレス鋼 

高ニッケル合金 
× ⑥ 

原子炉中性子計装孔 容器材料 オーステナイト系ステンレス鋼 × ⑥ 

内張り材 容器材料 
オーステナイト系ステンレス鋼 

高ニッケル合金 
× ⑥ 
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表 2－1(2) 評価対象となる材料の抽出結果 

名称 種別 材料 
評価
対象 

対象外の
該当項目 

再循環水出口ノズル（N1） 容器材料 SFVQ1A ○ － 

再循環水入口ノズル（N2） 容器材料 SFVQ1A ○ － 

主蒸気ノズル（N3） 容器材料 SFVQ1A ○ － 

給水ノズル（N4） 容器材料 SFVQ1A ○ － 

低圧炉心スプレイノズル
（N5） 

容器材料 SFVQ1A ○ － 

低圧注水ノズル（N6） 容器材料 SFVQ1A ○ － 

上ぶたスプレイノズル
（N7） 

容器材料 SFVQ1A ○ － 

計測及びベントノズル
（N8） 

容器材料 SFVQ1A ○ － 

ジェットポンプ計測ノズル
（N9） 

容器材料 SFVQ1A ○ － 

ほう酸水注入及び炉心差圧
計測ノズル（N11） 

容器材料 
オーステナイト系ステンレス鋼 

高ニッケル合金 
× ⑥ 

計測ノズル
（N12,N13,N14） 

容器材料 
オーステナイト系ステンレス鋼 

高ニッケル合金 
× ⑥ 

ドレンノズル（N15） 容器材料 SFVC2B × ①＊1 

高圧炉心スプレイノズル
（N16） 

容器材料 SFVQ1A ○ － 

漏えい検出ノズル（N17） 容器材料 SFVC2B × ①＊2 

予備ノズル（N18） 容器材料 SFVQ1A ○ － 

注記＊1：N15ノズルの厚さは 15.65mmであり，16mm未満である。 

  ＊2：N17ノズルの厚さは 4.5mmであり，16mm未満である。 
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2.2 評価対象及び評価方法の選定 

   2.1 で抽出した評価対象について，脆性破壊防止に関する評価方法の選定フローを図 2

－1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－1 脆性破壊防止に関する評価方法の選定フロー 

 

  

 

容器材料か 

ボルト材か 

評価対象（容器材料，ボルト材） 

【評価方法】 

最低使用温度を基準とする評価 

【評価対象】 

スタッドボルト，閉止フランジ用ボルト 

 

ボルト材 

ＪＥＡＣ４２０６ FB-2400 

容器材料 

以下のいずれかに該当するか 

①マルテンサイト系ステンレス鋼 

②析出硬化型ステンレス鋼 

③直径若しくは対辺距離が 50mm 以下の棒材 

該当する 

【評価方法】 

 最低使用温度を基準とする評価 

【評価対象】 

なし 

ＪＥＡＣ４２０６ FB-2100(1) 

該当しない 

炉心領域材料か 

【評価方法】 

 関連温度を基準とする評価 

上部棚吸収エネルギーを基準とする評価 

【評価対象】 

円筒胴 3，円筒胴 4 

ＪＥＡＣ４２０６ FB-2100(2) 

ＪＥＡＣ４２０６ FB-2200 

 

炉心領域材料 

炉心領域外材料 

【評価方法】 

関連温度を基準とする評価 

【評価対象】 

上鏡 1，上鏡 2，円筒胴 1，円筒胴 2，下鏡 1，下鏡 2，上ぶたフランジ，胴体フランジ，再循環水出口ノズル， 

再循環水入口ノズル，主蒸気ノズル，給水ノズル，低圧炉心スプレイノズル，低圧注水ノズル，上ぶたスプレイノズル， 

計測及びベントノズル，ジェットポンプ計測ノズル，高圧炉心スプレイノズル，予備ノズル 
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3. 中性子束及び中性子照射量 ＜説明書 7.4＞ 

  照射実績（中性子束）については，第 2回監視試験時（平成 8年）を反映する。なお，監

視試験片を採取した供試材は，炉心領域材料のうち，関連温度の実測値及び化学成分の影響

を考慮して，円筒胴 4とした。 

  仮想欠陥深さは内表面から 1/4tの深さ（内表面から 1/4t部）について評価する。 

 

3.1 中性子束及び中性子照射量の算出 

   1/4t 位置の中性子照射量の算出については，説明書の「7.4 中性子照射による関連温

度の移行量」による。また，評価に用いる中性子束については，監視試験の解析結果より

求める。算出に用いた数値の詳細を表 3－1に示す。 

 

表 3－1 原子炉圧力容器の各深さ位置における中性子束及び中性子照射量 

  原子炉圧力容器 

内表面 1/4t部 

リードファクタ 0.708 0.945 

各深さ位置での中性子束

[n/cm2/s，E＞1MeV] 
2.19×109 1.64×109 

照射期間[EFPY]＊ 40 

中性子照射量 

[n/cm2，E＞1MeV] 
0.276×1019 0.207×1019 

注記＊：照射期間については，（EFPY）×365×24×3600[s]にて換算している。 
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3.2 中性子束及び中性子照射量の算出に関するパラメータについて 

3.2.1 定格負荷相当年数（Effective Full Power Years：EFPY） 

     定格負荷相当年数（EFPY）は，定格出力で連続運転したと仮定して計算した年数で

ある。 

     プラントは，起動・停止時，出力制限時など必ずしも 100%出力運転をしているわ

けではないため，実際の運転期間と EFPYは異なる。 

     中性子照射による影響の評価にあたっては，定格出力の積分値である発電電力量を

用いて，下式により EFPYを算出する。 

 

（EFPY）＝（発電電力量）÷24÷365÷（定格出力） 

 

3.2.2 リードファクタ 

     リードファクタは，監視試験片の照射位置における中性子束の，原子炉圧力容器内

表面あるいは他の深さ位置における最大中性子束に対する比であり，下式で表される。 

     なお，原子炉圧力容器の炉心領域の中性子束分布は，軸方向についてはほぼ一様で

分布がないが，周方向については炉心からの距離が近い約 40°～ 50°位置＊で最大

となるため，その位置で評価を行う。 

 

注記＊：炉心配置の対称性により，約 130°～140°，約 220°～230°，約 310°

～320°位置も約 40°～50°位置と同様となる。 

 

（リードファクタ）＝（監視試験片位置での中性子束（Ｅ＞1MeV）） 

÷（原子炉圧力容器での最大中性子束（Ｅ＞1MeV）） 

 

     リードファクタの算出に用いる監視試験片位置及び原子炉圧力容器での中性子束

は，米国のオークリッジ国立研究所で開発されたＤＯＲＴコードにより算出する。 

     ＤＯＲＴコードは，中性子輸送方程式を数値的に解くコードであり，ＤＯＲＴコー

ドの入力パラメータは，図 3－1のとおりとなる。 

     リードファクタの算出方法は，ＤＯＲＴコードで算出した各位置の中性子束をもと

に，以下の計算過程にて算出する。 

 

[計算過程] 

（1）内表面 

（リードファクタ）＝1.55×109÷2.19×109 

              ≒0.708 

（2）1/4t位置 

（リードファクタ）＝1.55×109÷1.64×109 

              ≒0.945 
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図 3－1 ＤＯＲＴコードの概要 
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4. 関連温度の決定 

4.1 原子炉圧力容器材料の関連温度（初期） ＜説明書 6.，7.5.2＞ 

   照射前の原子炉圧力容器材料について，関連温度（初期）を決定する。 

   島根原子力発電所第２号機については，建設時に「発電用原子炉設備に関する構造等の

技術基準」（昭和 55年通商産業省告示第５０１号）に基づく試験方法により関連温度を確

認しており，実測値として評価に用いる。関連温度（初期）の決定手順について図 4－1

に示す。 

スタッドボルトについては，最低使用温度 10℃以下での衝撃試験結果を判定基準と対

比し満足していることを確認している。 

評価に用いた各材料の関連温度（初期）を表 4－1に示す。 
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図 4－1 関連温度の決定手順 

  

落重試験によるＴＮＤＴの決定 

（無延性遷移温度） 

ＴＮＤＴ＝次の a)，b)の温度 

a) 2個の試験片が非破断の試験温度－5℃ 

b) 1個非破断，1個破断のとき新たな 4個 

  の試験片全てが非破断の試験温度－5℃ 

ＲＴＮＤＴ＝ＴＣＶ－33℃ ＲＴＮＤＴ＝ＴＮＤＴ 

シャルピー衝撃試験 3個 

試験温度≦ＴＮＤＴ＋33℃ 

判定 

個々 吸収エネルギー≧68J 

   横膨出量≧0.9mm 

再試験の条件を満たしているか。 

新たに 2個の試験で下記の条件が満た 

されるとき再試験ができる。 

ただし，2）の試験の 3個の吸収エネ 

ルギー及び横膨出量の平均値が，3） 

の判定基準満足，3）に適合しないも 

のは 1個で吸収エネルギー54J以上， 

横膨出量 0.75mm以上 

条件 

再試験 

2個  吸収エネルギー≧68J 

   横膨出量≧0.9mm 

シャルピー衝撃試験をＴＮＤＴ 

＋33℃を超える温度で実施。 

全ての試験片が 3），又は 4），5）を 

満足するＴＣＶを決定 

ＲＴＮＤＴ 

Yes 

1） 

3） 

No 

No 

No 

Yes 

Yes 

2） 

4） 

5） 

6） 
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表 4－1 原子炉圧力容器材料の関連温度（初期） 

名称 
関連温度（初期） 

（℃） 
材料 

上鏡 1 -49 SQV2A 

上鏡 2 -44 SQV2A 

円筒胴 1 -39 SQV2A 

円筒胴 2 -44 SQV2A 

円筒胴 3 -40 SQV2A 

円筒胴 4 -40 SQV2A 

下鏡 1 -34 SFVQ1A 

下鏡 2 -29 SFVQ1A 

上ぶたフランジ -34 SFVQ1A 

胴体フランジ -29 SFVQ1A 

再循環水出口ノズル（N1） -45 SFVQ1A 

再循環水入口ノズル（N2） -39 SFVQ1A 

主蒸気ノズル（N3） -40 SFVQ1A 

給水ノズル（N4） -39 SFVQ1A 

低圧炉心スプレイノズル（N5） -44 SFVQ1A 

低圧注水ノズル（N6） -40 SFVQ1A 

上ぶたスプレイノズル（N7） -39 SFVQ1A 

計測及びベントノズル（N8） -49 SFVQ1A 

ジェットポンプ計測ノズル（N9） -39 SFVQ1A 

高圧炉心スプレイノズル（N16） -39 SFVQ1A 

予備ノズル（N18） -44 SFVQ1A 
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4.2 炉心領域材料の関連温度の移行量 ＜説明書 7.4＞ 

  炉心領域材料について，関連温度の移行量を算出する。 

  炉心領域材料に該当するのは，原子炉圧力容器のうち円筒胴 3及び円筒胴 4であり，関

連温度の移行量については，中性子照射を考慮して 40EFPY での関連温度の移行量計算値

にマージンを加えて求める。 

  算出方法は，ＪＥＡＣ４２０１-2007[2013年追補版]附属書 Bによる。以下に算出過

程を示す。 

関連温度の移行量ΔＲＴＮＤＴは，附属書 B-2100 に基づき，沸騰水型原子炉の場合は附

属書表 B-2100-2 を用いて以下の手順で算出する。ΔＲＴＮＤＴの算出に用いるパラメータ

を表 4－2に示す。 

（１）評価に用いる中性子束φｃ＝1.64×109n/(cm2・s)に最も近い中性子束φａ，φｂ

（φａ≦φｃ≦φｂ）の表を附属書表 B-2100-2 の中から選定する。具体的には φａ

＝1.0×109n/(cm2・s)，φｂ＝2.0×109n/(cm2・s)となり，附属書表 B-2100-2（6/14）

及び（7/14）が該当する。 

（２）両表について，表 4－1に示す Cu，Ni（線形補間にて算出）及び EFPYに対する 

ΔＲＴＮＤＴ計算値１，ΔＲＴＮＤＴ計算値２をそれぞれ算出する。 

ΔＲＴＮＤＴ計算値１＝  ℃ 

ΔＲＴＮＤＴ計算値２＝ ＝  ℃ 

（３）ΔＲＴＮＤＴ計算値１，ΔＲＴＮＤＴ計算値２の対数補間により，中性子束φｃに対する 

ΔＲＴＮＤＴ計算値を算出する。 

ΔＲＴＮＤＴ計算値

＝ ≒4.3℃ 

（４）マージン MR（℃）は 22℃であることから， 

ΔＲＴＮＤＴ＝ΔＲＴＮＤＴ計算値＋MR＝4.3＋22＝26.3℃ 

表 4－2 ΔＲＴＮＤＴ算出に用いるパラメータ 

中性子束 

（×109n/(cm2・s)） 

φａ 1.0 

φｂ 2.0 

φｃ 1.64 

定格負荷相当年数 EFPY 40 

化学成分（mass%） 
Cu ＊

Ni 

注記＊：附属書表 B-2100-3の注記による。 
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5. 破壊靭性評価

5.1 耐圧・漏えい試験，供用状態Ａ及びＢの破壊靭性に対する評価 ＜説明書 4.＞ 

  設計基準対象施設として，供用期間中の耐圧・漏えい試験及び供用状態Ａ及びＢの運転

条件において，原子炉圧力容器の材料の脆性破壊防止の観点で破壊靭性上最も厳しい運転

条件は，低温高圧の運転管理となる耐圧・漏えい試験時であるため，供用状態Ａ及びＢの

評価は耐圧・漏えい試験での評価に代表される。 

5.2 供用状態Ｃ及びＤの破壊靭性に対する評価 ＜説明書 4.＞ 

「原子力発電所用機器に対する破壊靭性の確認試験方法」ＪＥＡＣ４２０６-2007（以

下「ＪＥＡＣ４２０６-2007」という。）FB-4200に，供用状態Ｃ及びＤについて非延性破

壊が防止されることを確認するよう要求がある。健全性評価上最も問題となるのは，加圧

された原子炉圧力容器内部が急激に冷却されることで容器内面に高い引張応力が発生す

るＰＴＳ（Pressurized Thermal Shock 加圧熱衝撃）事象だが，沸騰水型原子炉圧力容器

では，炉圧は蒸気温度の低下に伴い低下すること，冷水注入するノズルにはサーマルスリ

ーブが設けられており，冷水が直接炉壁に接することはないことから，ＰＴＳ事象は発生

しない＊1。また相当運転期間での中性子照射量が低く，ＢＷＲ-５を対象とした評価（図

5－1）において，破壊靭性の裕度が十分あることが確認されている＊2。図 5－1の結果は，

プラント毎に初期ＲＴＮＤＴ,脆化量及び過渡条件に差異はあるが,プラント間で有意な差

異が生じないこと及び評価が 48EFPY であることから，島根原子力発電所第２号機の評価

に対して，裕度がある。そのため，供用状態Ｃ及びＤにおいては脆性破壊に対して厳しく

なる事象はなく，耐圧・漏えい試験時の評価で代表される。 

図5－1 供用状態Ｄにおける原子炉圧力容器のＰＴＳ評価（ＢＷＲ-５） 

注記＊1：(財)発電設備技術検査協会，溶接部等熱影響部信頼性実証試験に関する調査報告書

[原子炉圧力容器加圧熱衝撃試験][総まとめ版]，平成 4年 3月，p20-26 

＊2：桝田他，「沸騰水型原子炉圧力容器の過渡事象における加圧熱衝撃の評価」，日本保

全学会第 10回学術講演会，2013.7 
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5.3 重大事故等時の破壊靭性に対する評価 ＜説明書 4.＞ 

炉心損傷防止対策の有効性評価における全ての事故シーケンスグループ及び格納容器

破損防止対策の有効性評価における全ての格納容器破損モードについて，原子炉圧力容器

圧力の上昇挙動及び原子炉圧力容器内温度の低下挙動を表 5－1 に整理した。その結果，

原子炉圧力容器圧力の上昇の観点で厳しいシーケンスとして全交流動力電源喪失(TBD，

TBU)及び原子炉停止機能喪失が，原子炉圧力容器内温度の低下の観点で厳しいシーケンス

として LOCA 時注水機能喪失が挙げられるが，以下のとおり設計熱サイクルで想定してい

る「過大圧力」「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。 

・原子炉圧力容器圧力の上昇挙動

原子炉圧力容器圧力の上昇挙動の観点で厳しいのは，約 3秒で約 6.92MPa[gage]か

ら約 7.74MPa[gage]まで上昇する全交流動力電源喪失（TBD，TBU）シーケンス及び約

5.4 秒で約 6.93MPa[gage]から約 8.68MPa[gage]まで上昇する原子炉停止機能喪失シ

ーケンスであるが，設計熱サイクルで想定している「過大圧力」（

)に，圧力ピーク値及び変化率は包絡さ

れる。 

・原子炉圧力容器内温度の低下挙動

原子炉圧力容器内温度の低下挙動の観点で厳しいのは，約 7 分で約 290℃から約

138℃まで低下する LOCA時注水機能喪失シーケンスであるが，設計熱サイクルで想定

している「原子炉冷却材喪失事故」（ ）に，温度低

下率は包絡される。 

応力拡大係数は，圧力又は熱応力の観点で温度変化が大きいほうが，大きくなる。上記

のとおり，重大事故時に想定される最大のピーク圧力及び温度変化率は，設計基準事象で

ある「過大圧力」及び「原子炉冷却材喪失事故」に包絡されていることから，設計基準事

象において厳しい脆性破壊評価結果が得られる。 

以上のことから，重大事故等対処設備としての原子炉圧力容器の破壊靭性に対する評価

は，供用状態Ｃ及びＤと同様に耐圧・漏えい試験時に対する評価に代表される。 
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表 5－1 全ての事故シーケンスグループ及び格納容器破損モードにおける 

原子炉圧力容器圧力の上昇挙動及び原子炉圧力容器内温度の低下挙動 

事故シーケンスグループ等 原子炉圧力容器圧力の上昇挙動 原子炉圧力容器内温度の低下挙動 

高圧・低圧注水 

機能喪失 

主蒸気隔離弁閉止後， 

約 1分で約 6.37MPa[gage]から 

約 7.59MPa[gage]まで上昇 

原子炉減圧後，約 8 分で約 290℃

から約 138℃まで低下 

高圧注水・減圧 

機能喪失 

主蒸気隔離弁閉止後， 

約 1分で約 6.37MPa[gage]から 

約 7.59MPa[gage]まで上昇 

原子炉減圧後，約 18分で約 291℃

から約 138℃まで低下 

全交流動力電源喪失 

（長期 TB） 

主蒸気隔離弁閉止後， 

約 2分で約 6.35MPa[gage]から 

約 7.59MPa[gage]まで上昇 

原子炉減圧後，約 15分で約 272℃

から約 138℃まで低下 

全交流動力電源喪失 

（TBD，TBU） 

主蒸気隔離弁閉止後， 

約 3秒で約 6.92MPa[gage]から 

約 7.74MPa[gage]まで上昇 

原子炉減圧後，約 14分で約 279℃

から約 137℃まで低下 

全交流動力電源喪失 

（TBP） 

主蒸気隔離弁閉止後， 

約 2分で約 6.35MPa[gage]から 

約 7.59MPa[gage]まで上昇 

約 81 分で約 292℃から約 172℃ま

で低下 

崩壊熱除去機能喪失 

（取水機能喪失） 

主蒸気隔離弁閉止後， 

約 1分で約 6.37MPa[gage]から 

約 7.59MPa[gage]まで上昇 

原子炉減圧後，約 12分で約 273℃

から約 137℃まで低下 

崩壊熱除去機能喪失 

（残留熱除去系機能喪失） 

主蒸気隔離弁閉止後， 

約 1分で約 6.37MPa[gage]から 

約 7.59MPa[gage]まで上昇 

原子炉減圧後，約 14分で約 273℃

から約 137℃まで低下 

原子炉停止機能喪失 

主蒸気隔離弁閉止後， 

約 5.4秒で約 6.93MPa[gage]から 

約 8.68MPa[gage]まで上昇 

主蒸気隔離弁閉止後， 

約 5.4秒で約 286℃から約 302℃

まで上昇 

LOCA時注水機能喪失 

（中小破断） 

主蒸気隔離弁閉止後， 

約 1分で約 6.36MPa[gage]から 

約 7.59MPa[gage]まで上昇 

原子炉減圧後，約 7 分で約 290℃

から約 138℃まで低下 

格納容器バイパス 

（インターフェースシステ

ム LOCA） 

主蒸気隔離弁閉止後， 

約 2分で約 6.37MPa[gage]から 

約 7.59MPa[gage]まで上昇 

原子炉減圧後，約 17分で約 237℃

から約 138℃まで低下 

雰囲気圧力・温度による静

的負荷（格納容器過圧・過

温破損） 

原子炉冷却材喪失後， 

原子炉圧力容器が低圧となる事

象であり，評価不要 

注水開始後，約 729 秒で約 193℃

から約 115℃まで低下* 

水素燃焼 

高圧溶融物放出／格納容器

雰囲気直接加熱，原子炉圧

力容器外の溶融燃料－冷却

材相互作用，溶融炉心・コ

ンクリート相互作用 

原子炉圧力容器が破損するシーケンスであり，原子炉圧力容器の破壊

靭性に対する評価は不要である。 

過大圧力 ― 

原子炉冷却材喪失 ― 

注記＊：他のシーケンスでは冷却材温度を記載しているが，本シーケンスのみ構造材の温度で

記載 
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5.4 応力拡大係数及び関連温度の要求値の算出 ＜説明書 7.3，7.5＞ 

  5.1，5.2及び 5.3で述べたように，沸騰水型原子炉圧力容器の破壊靭性評価は，耐圧・

漏えい試験を代表条件として実施する。 

  応力拡大係数の算出については，説明書の「7.3 応力拡大係数の計算」による。算出

に用いた数値等の詳細を表 5－2，表 5－3に示す。 

関連温度の要求値の算出方法は，参考資料 2に示すとおりである。この際，各部位の応

力は，理論解または参考資料 3 に示す FEM 解析モデルを用いて参考資料 4 に示す応力計

算条件により求める。 
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表 5－2 耐圧試験（最高使用圧力以下）における胴及び鏡部毎の代表断面でのパラメータ 

名称 

評価条件 

計算 

方法 

計算結果 （MPa） 応力拡大係数算出に 

用いるパラメータ ＫＩ 

(MPa m ) 

Ｔ 

（℃）

＊1 

ＲＴＮＤＴ

（℃） 

板厚 

ｔ 

(mm) 

仮想 

欠陥 

欠陥 

深さ ａ 

(mm) 

一次応力 二次応力 

膜 

σｍ１ 

曲げ 

σｂ１ 

膜 

σｍ２ 

曲げ 

σｂ２ 
Ｍｍ Ｍｂ 

上鏡1 1/4ｔ 56.4 55 58.7 

上鏡2 1/4ｔ 101.3 55 25.9 

円筒胴1 1/4ｔ 97.1 55 27.8 

円筒胴2 1/4ｔ 87.3 55 32.7 

円筒胴3 1/4ｔ 87.3 55    6.4＊3

円筒胴4 1/4ｔ 87.3 55    6.4＊3

下鏡1 1/4ｔ 44.8 55 82.9 

下鏡2 1/4ｔ 84.9 55 34.0 

上ぶたフランジ 1/4ｔ 101.3 55 25.9 

胴体フランジ 1/4ｔ 97.1 55 27.8 

注記＊1 ：ＫＩＣ式により算出（参考資料 2参照） 

  ＊2 ：板厚を 100 mmとして評価 

  ＊3 ：評価には，中性子照射による関連温度の移行量を考慮する。 
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表 5－3 耐圧試験（最高使用圧力以下）におけるノズル部毎の代表断面でのパラメータ 

名称 

評価条件 

計算 

方法 

計算結果 応力拡大係数 

算出に用いる 

パラメータ 

F(a/ｒｎ) 

ＫＩ 

(MPa ) 

Ｔ

（℃）

＊ 

ＲＴＮＤＴ

（℃） 

板厚 

ｔ 

(mm) 

仮想 

欠陥 

内径 

(mm) 

ｺｰﾅｰＲ 

(mm) 

半径 

ｒｎ 

(mm) 

応力 

σｈ

(MPa) 

再循環水出口ノズル

(Nl) 
1/4ｔ 151.9 55 9.9 

再循環水入口ノズル

(N2) 
1/4ｔ 133.4 55 14.7 

主蒸気ノズル(N3) 1/4ｔ 151.0 55 10.1 

給水ノズル(N4) 1/4ｔ 136.0 55 14.0 

低圧炉心スプレイノズ

ル(N5) 
1/4ｔ 135.0 55 14.3 

低圧注水ノズル 

(N6) 
1/4ｔ 124.5 55 17.4 

上ぶたスプレイノズル

(N7) 
1/4ｔ 77.6 55 38.5 

計測及びベントノズル

(N8) 
1/4ｔ 67.3 55 46.6 

ジェットポンプ計測ノ

ズル(N9) 
1/4ｔ 98.8 55 27.0 

高圧炉心スプレイノズ

ル(N16) 
1/4ｔ 135.0 55 14.3 

予備ノズル(N18) 1/4ｔ 77.6 55 38.5 

注記＊ ：ＫＩＣ式により算出（参考資料 2参照）

m



18 

6. 上部棚吸収エネルギーによる評価 ＜説明書 8.＞

6.1 上部棚吸収エネルギー調整値の算出 

 ＪＥＡＣ４２０１-2007[2013年追補版]附属書 Bの国内ＵＳＥ予測式を用いて，上部

棚吸収エネルギー調整値（ＵＳＥ（調整値））を算出する。 

ＵＳＥ（調整値）の算出に用いるパラメータを表 6－1に示す。 

表 6－1 ＵＳＥ（調整値）の算出に用いるパラメータ 

中性子照射量 f（×1019n/cm2，E＞1MeV） 0.207 

化学成分（mass%） 
Cu 

Ni 

σΔＵ（%） 6.9 

Ｍｕ（＝２σΔＵ）（%） 13.8 

Ｃｏ -0.95 

ＵＳＥ（初期値）（J）＊ 212 

注記＊：照射前試験で確認した主加工方向に直角な方向（T方向）から採取し

た試験片による結果 

ＵＳＥ（調整値）の算出過程を以下に示す。 

[ＣＦＵ]＝5.23＋9.36･


















0.034

0.087－
tanh0.50.5

ｕＣ
×(1＋0.59･Ni) 

≒

[ＦＦＵ](ｆ)＝ｆ(0.349－0.068･logｆ) 

≒

ΔＵＳＥ＝Ｃｏ＋[ＣＦＵ]･[ＦＦＵ](ｆ)＋ＭＵ

≒15.8（%） 

ＵＳＥ（調整値）＝ＵＳＥ（初期値）×（1－ΔＵＳＥ／100） 

≒178（J） 

  評価時点におけるＵＳＥ（調整値）は 178Jとなり，68Jを上回る。 
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4. 評価対象と評価方法 

6. 最低使用温度に基づく評価 

6.1 評価箇所 

6.2 最低使用温度 

7. 関連温度に基づく評価 

7.1 評価箇所 

7.2 関連温度の要求値 

7.3 応力拡大係数の計算 

7.4 中性子照射による関連温度の移行量 

技術基準規則第 17 条の解釈 11 

ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007 

PVB-2310 クラス１容器における破壊靭性要求 

PVB-2311 破壊靭性試験不要となる材料の規定 

PVB-2331 ボルト材（マルテンサイト系ステンレス鋼を除く） 

技術基準規則第 14 条第 2項 

ＪＥＡＣ４２０６-2007 

原子力発電所用機器に対する 

破壊靭性の確認試験方法 

FB-2400 ボルト材 

表-FB-2400-1 ボルト材の横膨出量及び吸収 

エネルギー要求値 

FB-4100 原子炉圧力容器に対する供用期間中の耐圧・漏えい 

試験及び運転条件の制限 

附属書Ａ 

非延性破壊防止のための解析法 

A-3200 供用期間中の容器材料の破壊靭性の要求 

A-3220 原子炉圧力容器の供用状態Ａ及びＢの評価方法 

附属書Ｆ 応力拡大係数 

FB-4200 原子炉圧力容器に対する供用期間中の破壊靭性の要求 

B-2000 関連温度移行量の予測（国内脆化予測法） 

技術基準規則第 54 条第１項第 1号 

1. 概要 

2. 基本方針 

原子炉等規制法第 43条の 3 の 32 

4. 評価対象と評価方法 

技術基準規則第 17 条第１項第１号ロ（技術基準規則第 55 条第 1 項第 2 号ロ） 

「原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書」に係る適用規格等の整理 

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 脆性破壊防止に対する設計 

参考資料 1 

技術基準規則第 14 条第 2項の解釈 

ＪＥＡＣ４２０１-2007[2013年追補版] 

原子炉構造材の監視試験方法 

B-3000 上部棚吸収エネルギーの減少率（ΔＵＳＥ） 

の予測（国内ＵＳＥ予測式） 

附属書Ｂ 

中性子照射による関連温度移行量及び上部棚吸収エネルギー減少率の予測 

3. 脆性破壊防止に対する設計 

4. 評価対象と評価方法 

6. 最低使用温度に基づく評価 

6.1 評価箇所 

6.2 最低使用温度 

7. 関連温度に基づく評価 

7.1 評価箇所 

＜補足説明資料１項,2 項＞ 

2. 基本方針 

7. 関連温度に基づく評価 

7.4 中性子照射による関連温度の移行量 

＜補足説明資料 3項＞ 

＜補足説明資料 4項,5 項＞ 

8. 上部棚吸収エネルギーの評価 

8.1 評価箇所 

8.2 上部棚吸収エネルギーの評価方法 

8.3 上部棚吸収エネルギーの計算 

＜補足説明資料 6項＞ 
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参考資料２ 

 

耐圧・漏えい試験における関連温度の要求値の算出手順説明 

 

1. 評価の目的 

  耐圧・漏えい試験において，原子炉圧力容器を脆性破壊させないために必要となる，材料

の関連温度の要求値を算出する。 

 

2. 評価の概要 

・原子炉圧力容器にき裂が存在すると想定し，耐圧・漏えい試験における温度・圧力の変化

によりき裂先端に生じる応力拡大係数（ＫＩ）を求める。 

・ＫＩが原子炉圧力容器材料の靭性（静的破壊靭性値（ＫＩＣ））よりも小さいことを確認す

ることで，この仮想欠陥が脆性破壊の起点とならないことを評価する。 

・ＫＩＣは使用温度（Ｔ）と関連温度（ＲＴＮＤＴ）の関数であることから，ＫＩをＫＩＣよりも

小さくするためには，ＲＴＮＤＴが一定値以下となるよう管理すればよい。 

・評価の流れの概要を図１に示す。 

 

3. 評価の詳細 

3.1 ＫＩの算出 

・原子炉圧力容器の胴板及び鏡板部においては，内面または外面に板厚の 1/4の深さ，板

厚の 1.5倍の長さの表面欠陥を最大仮想欠陥として想定する。ノズル部においては，ノ

ズルが取り付く部分の胴板及び鏡板部板厚の 1/4倍の深さの表面欠陥を最大仮想欠陥と

してノズルコーナー部に想定する。これらの最大仮想欠陥形状を説明書の図 7－1に示

す。 

・供用状態Ａ及びＢの過渡事象のうち，低温高圧の運転管理となる耐圧・漏えい試験につい

て，理論解または FEM解析による応力解析結果を用いてＫＩを算出する。 

 

3.2 ＫＩＣの算出式 

   ＫＩＣは材料の靭性（脆性破壊に対する抵抗値，粘り強さ）の温度依存性を示す曲線であ

り，下式のとおり温度（Ｔ）と関連温度（ＲＴＮＤＴ）の関数で表される。 

下式のとおり，Ｔが大きく，ＲＴＮＤＴが小さいほどＫＩＣは大きくなり，靭性が高くなる

ことを意味する。 

ＫＩＣ＝36.48＋22.78exp[0.036(Ｔ－ＲＴＮＤＴ)] 
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3.3 関連温度の要求値の算出及び評価 

・脆性破壊は，ＫＩがＫＩＣより小さい場合には発生しない。ＫＩＣはＲＴＮＤＴの関数であるた

め，ＲＴＮＤＴを一定値以下に管理することで脆性破壊を防止できる。 

・ＫＩをＫＩＣと置き換えてＲＴＮＤＴを求めれば，これが関連温度の要求値となる。 

・関連温度の要求値の計算では，まず，3.2 に示す式をＲＴＮＤＴについての式に変形する。 

    

・次に，上式のＫＩＣをＫＩとして代入し，Ｔを耐圧・漏えい試験温度とした上で，下式の成

立するＲＴＮＤＴの最大値が関連温度の要求値となる。 

    

・炉心領域材料には中性子照射による脆化を考慮して，中性子照射による関連温度の移行量

ΔＲＴＮＤＴを見込む。ΔＲＴＮＤＴの計算は説明書の 7.4及び付録 1に記載している。 

・関連温度の実測値が，算出した関連温度の要求値よりも小さく，脆性破壊が生じないこと

を確認する。 
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図 1 原子炉圧力容器材料の脆性破壊防止の評価の流れ 

  

〔原子炉圧力容器の材料データ〕 〔設計過渡条件（試験状態）〕 

応力解析 

圧力 

ボルト締付け荷重 

外荷重 最大仮想欠陥 

ａ/ℓ 

＝1/6 

ａ/ｔ 

＝1/4 

ＫＩの計算 

・ノズル以外 

ＫＩ＝ＳＦ・ＫＩｐ＋ＫＩｑ 

＝ＳＦ・（Ｍｍ･σｍ１＋Ｍｂ･σｂ１） 

＋（Ｍｍ･σｍ２＋Ｍｂ･σｂ２） 

・ノズル 

ＫＩ＝ＳＦ・Ｆ(ａ/ｒｎ)・σ√π・ａ／√1000 

ＳＦ：安全率 

耐圧試験（最高使用圧力以下）の評価 

・脆性破壊は，ＫＩ＜ＫＩＣの場合，発生しないため，ＫＩ＝ＫＩＣとなるＲＴＮＤＴを求め，

これを関連温度の要求値とし，材料のＲＴＮＤＴより大きいことを確認する。 

（関連温度の要求値）ＲＴＮＤＴ＝Ｔ −  

（関連温度の要求値）＞（材料の関連温度の実測値） 

ℓ 

 

t 

a 

材料の 

ＲＴＮＤＴ 
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参考資料３ 

 

仮想欠陥の形状・位置及び解析モデル 

 

 応力拡大係数の計算に用いる最大仮想欠陥は，胴板及び鏡板部にあっては，板厚の 1/4倍

の深さ，板厚の 1.5倍の長さの表面欠陥を用いる。ただし，板厚 tがｔ＜100.0mmの場合，

100.0mm厚断面に対する欠陥を用いる。 

 ノズル部にあっては，ノズルが取り付く部分の胴板及び鏡板部板厚の 1/4 倍の深さの欠陥

を用いる。ただし，最大仮想欠陥の大きさは胴板部の最大仮想欠陥寸法を超えないものとす

る。 

 図 1に最大仮想欠陥の形状を示す。 

 

 胴板及び鏡板部にあっては，ＪＥＡＣ４２０６-2007附属書Ｆの F-3100により，欠陥深さ

と板厚の関係から，耐圧・漏えい試験時の圧力に対して理論解または FEM解析により求めた

応力により応力拡大係数を求める。 

 ノズル部にあっては，ＪＥＡＣ４２０６-2007附属書Ｆの F-4200により，欠陥深さと穴の

半径の関係から，胴部の周方向応力を用いて応力拡大係数を求める。 

 FEM解析に用いたモデルを図 2に示す。 

 

 

図 1 胴板及び鏡板部の仮想欠陥の寸法及び位置の例（1／2） 

 

図 1 ノズル部の仮想欠陥の寸法及び位置の例（2／2）  
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図 2 FEM解析に用いたモデル図（要素分割図）（1／2） 

（上鏡 2，上ぶたフランジ，胴体フランジ及び円筒胴 1） 
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図 2 FEM解析に用いたモデル図（要素分割図）（2／2） 

（下鏡） 
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参考資料４ 

 

応力計算条件について 

 

 「原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書」では，応力拡大係数の算出に用いる耐圧・

漏えい試験時の応力は建設時に算出した応力を用いる。算出過程において，構造不連続部に

FEM解析の値を用いている。 

 応力の算出に用いる計算条件は，強度評価に用いた条件と同じである。解析コードは，建設

時ではＡＳＨＳＤ２を用いている。 

 応力計算の入力項目を下表に示す。 

 

分 類 項 目 

荷重条件 

設計過渡（圧力） 

外荷重（ボルト締付け荷重，耐圧試験時荷

重） 

解析条件 

モデル形状（設計図ベース） 

材料物性値（縦弾性係数） 
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参考資料５ 

 

格納容器破損防止対策の有効性評価における評価事故シーケンスのＰＴＳ評価要否について 

 

1. 概要 

  島根原子力発電所第２号機の格納容器破損防止対策の有効性評価における格納容器破損

モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」「水素燃焼」の評価

では，原子炉圧力容器が破損しておらず，これにより，溶融炉心は原子炉圧力容器内で冠水

し，冷却される結果となっている。このため，原子炉圧力容器に対する脆性破壊防止の観点

から，ＰＴＳ評価の要否を検討する。 

 

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価における評価事故シーケンスのＰＴＳ評価の要否に

ついて 

  格納容器破損防止対策の有効性評価のうち，以下の格納容器破損モードは，原子炉圧力容

器が破損していない。 

・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

・水素燃焼 

上記の格納容器破損モードで想定する評価事故シーケンス（以下「当該評価事故シーケン

ス」という。）は，再循環系配管の両端破断が起因事象である。事故発生後初期の事象進展

の概要を図１に示す。再循環系配管の大破断ＬＯＣＡにより原子炉圧力容器内の水はほぼ流

出した状態となり，炉心は一部溶融する。その後，事故発生約 30 分後に低圧原子炉代替注

水系（常設）により注水が開始され，事故発生約 50 分後には原子炉水位ジェットポンプ上

端到達を判断し，その後はジェットポンプ上端での水位が維持される。また，大破断ＬＯＣ

Ａにより原子炉圧力容器内部は低圧状態となり，原子炉圧力容器に対する圧力荷重はほとん

ど影響しないため，ＰＴＳ評価の要否は，注水開始後の原子炉圧力容器下部プレナム部の構

造材温度の低下率*を，設計熱サイクルで想定している設計基準事故「原子炉冷却材喪失」

における原子炉圧力容器内の温度低下率と比較することにより判定する。 

 

注記＊：注水時において原子炉圧力容器下部プレナム部に水位が形成されているため，気相温

度や水温よりも構造材温度の温度低下幅が最も大きくなる。したがって，温度低下幅

の大きい原子炉圧力容器下部プレナム部の構造材温度を対象とする。 

 

当該評価事故シーケンスの解析結果より，注水開始直前の原子炉圧力容器下部プレナム部

の構造材温度は約 193℃であり，注水開始後に構造材温度は低下し，約 729秒で原子炉圧力

容器下部プレナム部の構造材温度は約 115℃まで低下する（温度低下率は約 0.11℃/秒）。そ

の後，緩やかに約 53℃まで低下する。このときの注水する水の温度は，有効性評価におい

て 35℃としている。一方で，脆性破壊の評価が厳しくなるよう，注水する水の温度を 0℃と

想定すると，注水開始直前の原子炉圧力容器下部プレナム部の構造材温度は約 193℃であり，

注水開始後に構造材温度は低下し，約 794 秒で原子炉圧力容器下部プレナム部の構造材温
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度は約 99℃まで低下する（温度低下率は約 0.12℃/秒）。原子炉圧力容器下部の水温はその

後，緩やかに約 27℃まで低下するが，原子炉圧力容器の最低使用温度 10℃よりも高いこと

から，影響はない。 

次に，設計熱サイクルで想定している設計基準事故「原子炉冷却材喪失」においては，原

子炉圧力容器内温度が まで低下することを想定しており，この

ときの温度低下率は約 10℃/秒である。このことから，当該評価事故シーケンスにおける原

子炉圧力容器内温度の低下挙動は，設計基準事故「原子炉冷却材喪失」に包絡される。 

なお，当該評価事故シーケンスにおいて，注水開始後は原子炉水位の上昇によりジェット

ポンプ上端からオーバーフローした水が原子炉圧力容器と接触することとなる。ただし，冷

却水はシュラウド内に注水され，炉心部の下降・通過時に加熱された後にジェットポンプ上

端からオーバーフローするため，原子炉圧力容器と接触する際は水温が上昇した状態であ

り，原子炉圧力容器の脆性破壊は生じないと考えられる（図１参照）。 

以上より，格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温

破損）」「水素燃焼」における原子炉圧力容器下部プレナム部の構造材温度低下率は，設計熱

サイクルで想定している設計基準事故「原子炉冷却材喪失」に包絡されること，ジェットポ

ンプ上端からオーバーフローした水による原子炉圧力容器の脆性破壊は生じないことから，

ＰＴＳ評価は不要と考える。 

 

図 1 格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破

損）」「水素燃焼」の事故発生後初期の事象進展概要図 

  

主蒸気系配管 主蒸気系配管 

原子炉 

再循環系配管 

原子炉 

再循環系配管 

原子炉再循環 

ポンプ 

原子炉再循環 

ポンプ 
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参考資料６ 

 

関連温度の評価について 

 

 関連温度の評価について，ＫＩＣを用いていることから，その考え方について，以下に示

す。 

 

・技術基準第 14条第 2項の解釈において，ＪＥＡＣ４２０６-2007 附属書Ａの A-3220が

対応しており，A-3220より，A-3221の適用範囲（原子炉圧力容器）に限って，A-3210

の評価方法（ＫＩＲ評価）の代わりに A-3220 の評価方法（ＫＩＣ評価）を用いてもよいこ

と，及び，発電用原子力設備規格（設計・建設規格ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2012）の技術評

価書にて，運転条件で容器に作用する荷重の速度が静的な事象と見なせる程度に小さ

く，静的破壊靭性で評価することが適切，かつ，1970年代前半にＫＩＲ曲線が採用された

時点で考えられていた不確定要素（局所脆化領域の存在）の懸念が解消されていること

の観点より，関連温度の要求値は，ＫＩＣを用いることが可能とされていること 

・原子炉圧力容器の高経年化技術評価において，関連温度の評価は，ＫＩＣとしていること 

 

上記から，原子炉圧力容器の評価は，ＫＩＣを用いることとした。 
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参考資料７ 

原子炉圧力容器の熱サイクル図について 

 原子炉圧力容器の設計のため，使用する熱サイクル図を図 1に示す。この熱サイクル図に基

づき，最低使用温度の設定及び関連温度の要求値の計算を実施している。 

図 1 原子炉圧力容器の熱サイクル図 
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参考資料８ 

 

円筒胴 3及び円筒胴 4の溶接部の靭性について 

 

円筒胴 3 及び円筒胴 4 の溶接部は，あらかじめ母材と同等以上の靭性を有していることを

確認した溶接施工法に従い，適切な力量を有した溶接士が溶接することで，母材と同等以上の

靭性を有していることを確認している。 

加えて，円筒胴 3 及び円筒胴 4 の溶接と同時に作成した試験片について，衝撃試験により，

溶接部の靭性を確認している。 

 

1. 溶接部の確認について 

円筒胴 3及び円筒胴 4の溶接部は，電気事業法に従い通商産業大臣の検査（溶接検査）を

受け，これに合格している。 

溶接検査の合格基準は以下のとおり。 

・溶接の方法＊について，あらかじめ認可を受けた方法に従って行われていること。 

この溶接方法の認可についての運用規定は，通達「溶接の方法の認可について（昭和

40年 40公局第 579号）」に定められている。（2.項参照） 

・通商産業省令で定める技術基準に適合していること。 

この省令は，「電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令（昭和 45年通商産業

省令第 81号）」（以下「省令 81号」という。）で定める技術基準に適合していること。

（3.項参照） 

注記＊：溶接施工法及び溶接士 

 

2. 溶接の方法の認可について 

2.1 溶接施工法について 

溶接施工法は，「溶接の方法の認可について」に従い，溶接方法（母材，溶接金属等）

の区分に応じて作成した試験片に対し，機械試験，非破壊試験等により認可を受けている。 

円筒胴 3 及び円筒胴 4 の溶接部に適用した溶接施工法について，以下に示す機械試験

を実施しており，靭性を含む機械的強度が母材と同等以上であることを確認している。 

・継手引張試験 

・曲げ試験 

・衝撃試験 

 

2.2 溶接士について 

溶接士は，「溶接の方法の認可について」に従い，溶接方法（母材，溶接金属等）の区

分に応じて作成した試験片に対し，放射線透過試験及び側曲げ試験を実施し，溶接士の認

可を受けている。 
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3. 省令 81号で定める技術基準への適合について 

円筒胴 3 及び円筒胴 4 の溶接部は，製造時の溶接検査により省令 81 号で定める技術基準

に適合することを確認しており，溶接と同時に作成した試験片について，以下に示す機械試

験を実施し，靭性を含む機械的強度が母材と同等以上であることを確認している。 

・継手引張試験 

・曲げ試験 

・衝撃試験 
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参考資料９ 

 

サーマルスリーブの構造及び原理について 

 

 ＪＥＡＣ４２０６－2007 の FB-4200 に，加圧水型原子炉圧力容器の炉心領域部の供用状態

Ｃ及びＤについて非延性破壊が防止されることを確認するよう要求がある。健全性評価上最も

問題となるのは，加圧された原子炉圧力容器内部が急激に冷却されることで容器内面に高い引

張応力が発生する加圧熱衝撃（ＰＴＳ）事象であるが，沸騰水型原子炉圧力容器では，炉圧は

蒸気温度の低下に伴い低下すること，冷水注水するノズルにはサーマルスリーブが設けられて

おり，冷水はサーマルスリーブを経て炉心シュラウド内等に注水される構造となっているため

冷水が直接炉壁に接することはないことから，ＰＴＳ事象は発生しない。 

サーマルスリーブの構造を図 1に示す。 

 

 

図 1 サーマルスリーブの構造（低圧注水ノズル） 

 

サーマルスリーブ 

ノズル及びセーフエンド 原子炉圧力容器 

炉壁 

：冷水の流れ 

炉水 

配管 

カップリング 




